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備考: 本年報の内容は、特に明示がなければ原子力安全・保安院ホームページ掲載事項

及び原子力安全・保安院からの入手資料を基に独立行政法人原子力安全基盤機構

（JNES）が編集している。尚、本文中の下線部については、JNESで修正している。 

また、付録の年表については JNESが作成している。 
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は し が き 

 

本書は、原子力施設の安全規制行政の概要並びに実用発電用原子炉施設、研

究開発段階発電用原子炉施設、加工施設、再処理施設、廃棄施設及び貯蔵施設

に関する平成２２年度（平成２２年４月－平成２３年３月）の諸データを中心

に取りまとめたものです。 

取りまとめにあたっては、各関係先が公表した諸データ等を用いることにし

ておりますが、平成２３年３月１１日の東日本大震災により、東京電力株式会

社福島第一原子力発電所で事故が起き、未だ収束に向けて必死の取り組みが続

けられていることもあり、掲載すべき諸データの一部が公表されておりません。

従いまして、本書の内容の一部が例年と異なりますことをお断り申し上げます。 

本書が、原子力の安全確保に係る業務に携わる上で、多くの関係者の方々に

広く活用されることを切に望むものであります。 

 

平成２３年１０月 

 

独立行政法人       

原子力安全基盤機構    

企画部技術情報統括室 
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第一編 発電炉･新型炉分野 
 

 

 

 

 

Ⅰ 原子力発電所一覧 



 



Ⅰ－１ 原子力発電所の運転・建設、廃止の状況 
 

(1) 実用発電用原子炉施設 
 

2010年度末における電気事業用原子力発電所の運転中のものは合計で 54基、

出力 4,896.0 万ｋＷ ※〔注〕となっている。 
 

中部電力㈱ 浜岡 1 号機（54.0 万ｋＷ：ＢＷＲ）及び 2 号機（84.0 万ｋＷ：Ｂ

ＷＲ）は、2009 年 1 月 30 日をもって営業運転を終了し、2009 年度より廃止措

置段階に入っている。 

日本原子力発電㈱東海発電所（16.6 万ｋＷ：ＧＣＲ）は、1997 年度末で営業

運転を終了し、2001 年度より廃止措置段階に入っている。 
 
〔 注：運転中54 基のうち、福島第一 1～4 号機は、2011 年 3 月 11 日の東日本大震災

に伴う事故のため、2011 年 5 月 20 日で営業運転を終了した。また、着工準備

中 12 基のうち、福島第一 7 号機及び 8 号機は 2011 年 5 月 20 日で計画中止を

発表している。〕 

平成 22 年度末（2010 年度末）現在 

 
ＢＷＲ ＰＷＲ ＧＣＲ 計 

運 転 中 
基 数 

出力（万ｋＷ ） 

30 

2,868.2※ 

24 

2,027.8 

－ 

－ 

54 

4,896.0※ 

建 設 中 
基 数 

出力（万ｋＷ ） 

2 

275.6 

－ 

－ 

－ 

－ 

2 

275.6 

廃止措置中 
基 数 

出力（万ｋＷ ） 

2 

138.0 

－ 

－ 

1 

16.6 

3 

154.6 
 
※ 浜岡５号は、変更後の出力（平成23年2月23日より、126.7万ｋＷから 138.0万ｋＷに変更） 

 

平成 21 年度末（2009 年度末）現在 

 
ＢＷＲ ＰＷＲ ＧＣＲ 計 

着工準備中 
基 数 

出力（万ｋＷ ） 

9 

1,188.6 

3 

466.6 

－ 

－ 

12 

1,655.2 

 

 

(2) 研究開発段階発電用原子炉施設 

平成 22 年度末（2010 年度末）現在 

 
ＡＴＲ 

（原型炉）

ＦＢＲ 

（原型炉）
計 

建 設 中 
基 数 

出力（万ｋＷ ）

－ 

－ 

1 

28.0 

1 

28.0 

廃止措置中 
基 数 

出力（万ｋＷ ）

1 

16.5 

－ 

－ 

1 

16.5 
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Ⅰ－２ 原子力発電所の運転・建設状況一覧 

 
(1)  実用発電用原子炉施設 

 設置者名 発電所名（設備番号） 所  在  地 炉  型 

日本原子力
発 電 

東 海 第 二 
敦 賀（1号）
 〃  （2号）

茨城県那珂郡東海村 
福井県敦賀市 
 〃  〃 

ＢＷＲ 
〃 

ＰＷＲ 
北海道電力  泊  （1号）

 〃  （2号）
 〃  （3号）

北海道古宇郡泊村 
 〃  〃  〃 
 〃  〃  〃 

ＰＷＲ 
〃 
〃 

東 北 電 力 女 川 原 子 力（1号）
 〃  （2号）
 〃  （3号）
東 通 原 子 力（1号）

宮城県牡鹿郡女川町、石巻市 
 〃  〃  〃   〃 
 〃  〃  〃   〃 
青森県下北郡東通村 

ＢＷＲ 
〃 
〃 
〃 

東 京 電 力 

福島第一原子力（1号）
 〃  （2号）
 〃  （3号）
 〃  （4号）
 〃  （5号）
 〃  （6号）
福島第二原子力（1号）
 〃  （2号）
 〃  （3号）
 〃  （4号）
柏崎刈羽原子力（1号）
 〃  （2号）
 〃  （3号）
 〃  （4号）
 〃  （5号）
 〃  （6号）
 〃  （7号）

福島県双葉郡大熊町、双葉町 
 〃  〃  〃   〃 
 〃  〃  〃   〃 
 〃  〃  〃   〃 
 〃  〃  〃   〃 
 〃  〃  〃   〃 
 〃  〃 富岡町、楢葉町 
 〃  〃  〃   〃 
 〃  〃  〃   〃 
 〃  〃  〃   〃 
新潟県柏崎市、刈羽郡刈羽村 
 〃  〃    〃  
 〃  〃    〃  
 〃  〃    〃  
 〃  〃    〃  
 〃  〃    〃  
 〃  〃    〃  

ＢＷＲ 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 

ＡＢＷＲ 
〃 

中 部 電 力 浜 岡 原 子 力（3号）
 〃  （4号）
 〃  （5号）

静岡県御前崎市佐倉 
 〃  〃  〃 
 〃  〃  〃 

ＢＷＲ 
〃 

ＡＢＷＲ 
北 陸 電 力 

 
志 賀 原 子 力（1号）
 〃  （2号）

石川県羽咋郡志賀町 
〃  〃  〃 

ＢＷＲ 
ＡＢＷＲ 

 
 
 
 

関 西 電 力 

美 浜（1号）
 〃  （2号）
 〃  （3号）
高 浜（1号）
 〃  （2号）
 〃  （3号）
 〃  （4号）
大 飯（1号）
 〃  （2号）
 〃  （3号）
 〃  （4号）

福井県三方郡美浜町 
 〃  〃  〃 
 〃  〃  〃 
 〃 大飯郡高浜町 
 〃  〃  〃 
 〃  〃  〃 
 〃  〃  〃 
 〃  〃 おおい町 
 〃  〃  〃 
 〃  〃  〃 
 〃  〃  〃 

ＰＷＲ 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 

中 国 電 力 島 根 原 子 力（1号）
 〃  （2号）

島根県松江市鹿島町 
 〃  〃  〃 

ＢＷＲ 
〃 

四 国 電 力 伊 方（1号）
 〃  （2号）
 〃  （3号）

愛媛県西宇和郡伊方町 
 〃   〃  〃 
 〃   〃  〃 

ＰＷＲ 
〃 
〃 

 
 

九 州 電 力 

玄 海 原 子 力（1号）
 〃  （2号）
 〃  （3号）
 〃  （4号）
川 内 原 子 力（1号）
 〃  （2号）

佐賀県東松浦郡玄海町 
 〃   〃  〃 
 〃   〃  〃 
 〃   〃  〃 
鹿児島県薩摩川内市 
  〃   〃 

ＰＷＲ 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 

運 転 中 

小          計  （54基） 
  以下、次項に続く。 
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平成22年度末（2010年度末）現在 

認 可 出 力 
（万ｋＷ） 

電源開発基本 
計画組入年月 

原子炉設置 
許可年月日 

着工年月（注2） 運転開始年月日 

110.0  
35.7  
116.0  

1972－ 1 
1965－ 6 
1979－ 1 

1972－12－23 
1966－ 4－22 
1982－ 1－26 

1973－ 4 
1967－ 2 
1982－ 3 

1978－11－28 
1970－ 3－14 
1987－ 2－17 

57.9  
57.9  
91.2 

1982－ 4 
1982－ 4 
2000－11 

1984－ 6－14 
1984－ 6－14 
2003－ 7－ 2 

1984－ 8 
1984－ 8 
2003－11 

1989－ 6－22 
1991－ 4－12 
2009－12－22 

52.4  
82.5  
82.5 
110.0  

1970－ 6 
1987－ 4 
1994－ 3 
1996－ 7 

1970－12－10 
1989－ 2－28 
1996－ 4－12 
1998－ 8－31 

1971－ 5 
1989－ 6 
1996－ 9 
1998－12 

1984－ 6－ 1 
1995－ 7－28 
2002－ 1－30 
2005－12－ 8 

46.0  
78.4  
78.4  
78.4  
78.4  
110.0  
110.0  
110.0  
110.0  
110.0  
110.0  
110.0  
110.0  
110.0  
110.0  
135.6  
135.6  

1966－ 4 
1968－ 1 
1969－ 7 
1971－ 7 
1971－ 3 
1972－ 1 
1972－ 7 
1975－ 3 
1977－ 3 
1978－ 7 
1974－ 8 
1981－ 4 
1985－ 4 
1985－ 4 
1981－ 4 
1988－ 4 
1988－ 4 

1966－12－ 1 
1968－ 3－29 
1970－ 1－23 
1972－ 1－13 
1971－ 9－23 
1972－12－12 
1974－ 4－30 
1978－ 6－26 
1980－ 8－ 4 
1980－ 8－ 4 
1977－ 9－ 1 
1983－ 5－ 6 
1987－ 4－ 9 
1987－ 4－ 9 
1983－ 5－ 6 
1991－ 5－15 
1991－ 5－15 

1967－ 9 
1969－ 5 
1970－10 
1972－ 5 
1971－12 
1973－ 3 
1975－ 8 
1979－ 1 
1980－11 
1980－11 
1978－11 
1983－ 8 
1987－ 6 
1987－ 6 
1983－ 8 
1991－ 8 
1991－ 8 

1971－ 3－26 
1974－ 7－18 
1976－ 3－27 
1978－10－12 
1978－ 4－18 
1979－10－24 
1982－ 4－20 
1984－ 2－ 3 
1985－ 6－21 
1987－ 8－25 
1985－ 9－18 
1990－ 9－28 
1993－ 8－11 
1994－ 8－11 
1990－ 4－10 
1996－11－ 7 
1997－ 7－ 2 

110.0  
113.7  
138.0※ 

1978－11 
1986－11 
1997－ 4 

1981－11－16 
1988－ 8－10 
1998－12－25 

1982－ 6 
1988－10 
1999－ 3 

1987－ 8－28 
1993－ 9－ 3 
2005－ 1－18 

54.0 
120.6 

1987－ 1 
1997－ 4 

1988－ 8－22 
1999－ 4－14 

1988－11 
1999－ 8 

1993－ 7－30 
2006－ 3－15 

34.0  
50.0  
82.6  
82.6  
82.6  
87.0  
87.0  
117.5  
117.5  
118.0  
118.0  

1966－ 4 
1968－ 1 
1971－ 7 
1969－ 7 
1970－ 6 
1978－ 3 
1978－ 3 
1970－11 
1970－11 
1985－ 2 
1985－ 2 

1966－12－ 1 
1968－ 5－10 
1972－ 3－13 
1969－12－12 
1970－11－25 
1980－ 8－ 4 
1980－ 8－ 4 
1972－ 7－ 4 
1972－ 7－ 4 
1987－ 2－10 
1987－ 2－10 

1967－ 8 
1968－12 
1972－ 7 
1970－ 4 
1971－ 2 
1980－11 
1980－11 
1972－10 
1972－11 
1987－ 3 
1987－ 3 

1970－11－28 
1972－ 7－25 
1976－12－ 1 
1974－11－14 
1975－11－14 
1985－ 1－17 
1985－ 6－ 5 
1979－ 3－27 
1979－12－ 5 
1991－12－18 
1993－ 2－ 2 

46.0  
82.0  

1969－ 7 
1981－ 4 

1969－11－13 
1983－ 9－22 

1970－ 2 
1984－ 2 

1974－ 3－29 
1989－ 2－10 

56.6  
56.6  
89.0  

1972－ 3 
1975－ 3 
1983－ 4 

1972－11－29 
1977－ 3－30 
1986－ 5－26 

1973－ 4 
1977－12 
1986－ 8 

1977－ 9－30 
1982－ 3－19 
1994－12－15 

55.9  
55.9  
118.0  
118.0  
89.0  
89.0  

1970－ 6 
1974－ 8 
1982－10 
1982－10 
1976－ 3 
1978－ 7 

1970－12－10 
1976－ 1－23 
1984－10－12 
1984－10－12 
1977－12－17 
1980－12－22 

1971－ 3 
1976－ 5 
1985－ 3 
1985－ 3 
1978－11 
1981－ 3 

1975－10－15 
1981－ 3－30 
1994－ 3－18 
1997－ 7－25 
1984－ 7－ 4 
1985－11－28 

4,896.0      
※ 浜岡5号は、変更後の出力（平成23年2月23日より、126.7万ｋＷから138.0万ｋＷに変更） 
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 設置者名 発電所名（設備番号） 所  在  地 炉  型

中 国 電 力 島 根 原 子 力 （3号） 島根県松江市鹿島町 ＡＢＷＲ

電 源 開 発 大 間 原 子 力 青森県下北郡大間町 ＡＢＷＲ建 設 中 

小     計  （2基） 

中 部 電 力 浜 岡 原 子 力

 〃 

（1号）

（2号）

静岡県御前崎市佐倉 

 〃  〃  〃 

ＢＷＲ 

 〃 

日本原子力発電 東  海  茨城県那珂郡東海村 ＧＣＲ 
廃止措置中 

小     計  （3基） 

 

 

 設置者名 発電所名（設備番号） 所  在  地 炉  型

日本原子力発電 敦  賀 
 〃 

（3号）
（4号）

福井県敦賀市 
〃  〃 

ＡＰＷＲ
〃 

東 北 電 力 浪江・小高 
東  通 

 
（2号）

福島県双葉郡浪江町 
青森県下北郡東通村 

ＢＷＲ 
ＡＢＷＲ

東 京 電 力 福 島 第 一 
 〃 
東  通 
 〃 

（7号）
（8号）
（1号）
（2号）

福島県双葉郡大熊町 
 〃  〃  〃 
青森県下北郡東通村 
 〃  〃  〃 

ＡＢＷＲ
〃 

ＡＢＷＲ
〃 

中 部 電 力 浜 岡 原 子 力 （6号） 静岡県御前崎市佐倉 ＡＢＷＲ

中 国 電 力 上 関 原 子 力
 〃 

（1号）
（2号）

山口県熊毛郡上関町 
 〃  〃  〃 

ＡＢＷＲ
〃 

九 州 電 力 川 内 原 子 力 （3号） 鹿児島県薩摩川内市 ＡＰＷＲ

着工準備中 

小     計  （12基）

 
 
 
 
 

 

(2) 研究開発段階発電用原子炉施設 

 設置者名 発電所名 所  在  地 炉  型 

建 設 中 
高速増殖炉もんじゅ 福井県敦賀市 ＦＢＲ（原型炉）

廃止措置中 

日 本 原 子 力 
研究開発機構 

原子炉廃止措置研究開発
センター 

福井県敦賀市 ＡＴＲ（原型炉）
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平成22年度末（2010年度末）現在 

認 可 出 力 
（万ｋＷ） 

電源開発基本 
計画組入年月 

原子炉設置 
許可年月日 

着工年月（注2） 
運転開始年月日 

（注3） 

137.3 2000－ 9(注1) 2005－ 4 －26 2005－12 2011－12（予定)※ 

138.3 1999－ 8(注1) 2008－ 4 －23 2008－ 5 2014－11（予定） 

275.6     

1969－ 7 
1972－ 3 

1970－12－10
1973－ 6－ 9

1971－ 2 
1973－ 9 

1976－ 3－17 
1978－11－29 

54.0 
84.0 

 
廃止措置計画認可
2009－11－18

（解体着手） 
2015年度以降（予定）

（運転終了） 

2009－ 1－30 

1959－12－14 1961－ 3 1966－ 7－25 

（運転終了） 

1998－ 3－31 

16.6 1959－12 

(解体届出(原子炉
等規制法)) 

2001－10－ 4
廃止措置計画認可

2006－6－30 

（解体着手） 

2001－12 
（事業廃止許可 

（電気事業法）） 

2001－11－29 

154.6     

 

平成21年度末（2009年度末）現在 

認 可 出 力 
（万ｋＷ） 

電源開発基本 
計画組入年月 

原子炉設置 
許可年月日 

着工年月（注2） 
運転開始年月日 

（注3） 

153.8 2002－ 8(注1) 申 請 中 2010－10（予定） 2016－ 3（予定） 

153.8 2002－ 8(注1) 申 請 中 2010－10（予定） 2017－ 3（予定） 

82.5   2016年度（予定） 2021年度（予定） 

138.5   2016年度以降（予定） 2021年度以降（予定）

138.0   2012－ 4（予定） 2016－10（予定） 

138.0   2012－ 4（予定） 2017－10（予定） 

138.5 2006－ 9 申 請 中 2010－12（予定） 2017－ 3（予定） 

138.5 2006－ 9 

 2014年度以降（予定） 2020年度以降（予定）

140.0   2015年度（予定） 2020年度以降（予定）

137.3 2001－ 6(注1) 

申請準備中 2012－ 6（予定） 2018－ 3（予定） 

137.3 2001－ 6(注1) 

申請準備中 2017年度（予定） 2022年度（予定） 

159.0 
 

 2013年度（予定） 2019年度（予定） 

1,655.2     

（注）1. 2003 年 10 月に電源開発基本計画が廃止となり、電源開発基本計画の代替措置と
して定めた「重要電源開発地点指定制度」において2005年2月に指定されている。 

2. 着工年月は、第1回工事計画認可の月とした。 

3. 運転開始年月日（予定）は、原則として平成22年度電力供給計画の概要によった。 

4. 着工準備中とは、電力供給計画で計画されてから工事計画の認可を受けるまでの
期間をいう。 

 
平成22年度末（2010年度末）現在 

認 可 出 力 
（万ｋＷ） 

電源開発調整 
審議会決定年月 

原子炉設置 
許可年月日 

着工年月（注1） 運転開始年月日 

28.0 － 1983－ 5－27 1985－ 9 
1994－ 4－ 5（臨界）
2013年頃（予定） 

1979－ 3－20 16.5 － 1970－11－30 
廃止措置計画認可 

2008－2－12 

（解体着手） 

2008－5 （運転終了） 
2003－ 3－29 

（注）1. 着工年月は、第1回工事計画認可の月とした。 

※ 平成23年2月15日に運開日を2012-3に変更し、更に平成23年5月31日に運開日を未定に変更した。 
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Ⅰ―３ 原子力発電所立地図 平成22年度末（2010年度末）現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○金沢 

○福井 

○
松江 

○山口 

○  

鹿児島 

○  

○松山 

北陸電力㈱ 志賀原子力発電所 

１・２号（運転中） 

日本原子力発電㈱ 敦賀発電所 

１・２号（運転中）３・４号（着工準備中）

日本原子力研究開発機構 

原子炉廃止措置研究センター（廃止措置中）

日本原子力研究開発機構 

もんじゅ（建設中） 

関西電力㈱ 美浜発電所 

１・２・３号（運転中） 

関西電力㈱ 大飯発電所 

１・２・３・４号（運転中） 

関西電力㈱ 高浜発電所 

１・２・３・４号（運転中） 

中国電力㈱ 島根原子力発電所 

１・２号（運転中）３号（建設中） 

中国電力㈱ 上関原子力発電所 

１・２号（着工準備中） 

四国電力㈱ 伊方発電所 

１・２・３号（運転中） 

九州電力㈱ 玄海原子力発電所 

１・２・３・４号（運転中） 

九州電力㈱ 川内原子力発電所 

１・２号（運転中） 

３号（着工準備中） 

佐賀 
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○札幌 

○ 

青森 

仙台 

○ 

福島○ 

東京● 

○新潟 

水戸○ 

静岡○ 

北海道電力㈱ 泊発電所 

１・２・３号（運転中） 

東京電力㈱ 福島第二原子力発電所 

１・２・３・４号（運転中） 

日本原子力発電㈱ 

東海発電所（廃止措置中） 

東海第二発電所（運転中） 

中部電力㈱ 浜岡原子力発電所 

３・４・５号（運転中） 

６号（着工準備中） 

１・２号（廃止措置中） 

東京電力㈱ 福島第一原子力発電所
※
 

１・２・３・４・５・６号（運転中） 

７・８号（着工準備中） 

東北電力㈱ 女川原子力発電所 

１・２・３号（運転中） 

東北電力㈱ 東通原子力発電所 

１号（運転中）２号（着工準備中） 

電源開発㈱ 大間原子力発電所 

（建設中） 

東京電力㈱ 柏崎刈羽原子力発電所 

１・２・３・４・５・６・７号（運転中） 

東京電力㈱ 東通原子力発電所 

１・２号（着工準備中） 

東北電力㈱ 浪江・小高発電所（着工準備中）

※: 福島第一1～4号機は、2011年3月11日の東日本大震災に伴う事故のため、

2011年5月20日で営業運転を終了した。 

また、福島第一7号機及び8号機は2011年5月20日で計画中止を発表して

いる。 
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Ⅰ－4 原子力発電所の初臨界・初併入日一覧 
 
 

ユニット名 
認可出力 

（万ｋＷ ） 
燃料初装荷日 初臨界日 初併入日 運転開始日

東 海 第 二 110   1977.12.23 1978. 1.18 1978. 3.13 1978.11.28

敦 賀  1 

〃   2 

35.7  

116   

1969. 9.20 

1986. 4.17 

1969.10. 3 

1986. 5.28 

1969.11.16 

1986. 6.19 

1970. 3.14

1987. 2.17

泊   1 

〃   2 

〃   3 

57.9  

57.9  

91.2  

1988.10.17 

1990. 6.13 

2009. 1.25 

1988.11.16 

1990. 7.25 

2009. 3. 3 

1988.12. 6 

1990. 8.27 

2009. 3.20 

1989. 6.22

1991. 4.12

2009.12.22

女 川  1 

〃   2 

〃   3 

52.4  

82.5  

82.5  

1983. 9.22 

1994.10.13 

2001. 4. 2 

1983.10.18 

1994.11. 2 

2001. 4.26 

1983.11.18 

1994.12.23 

2001. 5.30 

1984. 6. 1

1995. 7.28

2002. 1.30

東 通  1 110   2005. 1.10 2005. 1.24 2005. 3. 9 2005.12. 8

福島第一 1※1 

 〃   2※1 

 〃   3※1 

 〃   4※1 

 〃   5 

 〃   6 

46   

78.4  

78.4  

78.4  

78.4  

110   

1970. 7. 4 

1973. 3.15 

1974. 8. 1 

1977.12.15 

1977. 7. 2 

1979. 1.16 

1970.10.10 

1973. 5.10 

1974. 9. 6 

1978. 1.28 

1977. 8.26 

1979. 3. 9 

1970.11.17 

1973.12.24 

1974.10.26 

1978. 2.24 

1977. 9.22 

1979. 5. 4 

1971. 3.26

1974. 7.18

1976. 3.27

1978.10.12

1978. 4.18

1979.10.24

福島第二 1 

 〃   2 

 〃   3 

 〃   4 

110   

110   

110   

110   

1981. 5. 8 

1983. 4. 1 

1984. 9.27 

1986.10. 1 

1981. 6.17 

1983. 4.26 

1984.10.18 

1986.10.24 

1981. 7.31 

1983. 6.23 

1984.12.14 

1986.12.17 

1982. 4.20

1984. 2. 3

1985. 6.21

1987. 8.25

柏崎刈羽 1 

 〃   2 

 〃   3 

 〃   4 

 〃   5 

 〃   6 

 〃   7 

110   

110   

110   

110   

110   

135.6  

135.6  

1984.11.20 

1989.11. 8 

1992.10.11 

1993.10. 7 

1989. 6.28 

1995.11.30 

1996.10.10 

1984.12.12 

1989.11.30 

1992.10.19 

1993.11. 1 

1989. 7.20 

1995.12.18 

1996.11. 1 

1985. 2.13 

1990. 2. 8 

1992.12. 8 

1993.12.21 

1989. 9.12 

1996. 1.29 

1996.12.17 

1985. 9.18

1990. 9.28

1993. 8.11

1994. 8.11

1990. 4.10

1996.11. 7

1997. 7. 2
 
※1: 福島第一 1～4 号は、2011 年 3 月 11 日の東日本大震災に伴う事故のため、2011 年 5 月

20 日で営業運転を終了した。 

 

20



 

 

 

 

ユニット名 
認可出力 

（万ｋＷ ） 
燃料初装荷日 初臨界日 初併入日 運転開始日

浜 岡  1※2 

〃   2※2 

〃  3 

〃  4 

〃  5※3 

54   

84   

110   

113.7  

138.0  

1974. 5.29 

1978. 2. 1 

1986.10.30 

1992.11.10 

2004. 2.28 

1974. 6.20 

1978. 3.28 

1986.11.21 

1992.12. 2 

2004. 3.23 

1974. 8.13 

1978. 5. 4 

1987. 1.20 

1993. 1.27 

2004. 4.30 

1976. 3.17

1978.11.29

1987. 8.28

1993. 9. 3

2005. 1.18

志 賀  1 

〃   2 

54   

120.6  

1992.11. 2 

2005. 5. 6 

1992.11.20 

2005. 5.26 

1993. 1.12 

2005. 7. 4 

1993. 7.30

2006. 3.15

美 浜  1 

〃   2 

〃   3 

34   

50   

82.6  

1970. 7. 4 

1972. 3. 6 

1975.12.11 

1970. 7.29 

1972. 4.10 

1976. 1.28 

1970. 8. 8 

1972. 4.21 

1976. 2.19 

1970.11.28

1972. 7.25

1976.12. 1

高 浜  1 

〃   2 

〃   3 

〃   4 

82.6  

82.6  

87   

87   

1974. 2. 2 

1974.11.15 

1984. 3. 1 

1984. 8.31 

1974. 3.14 

1974.12.20 

1984. 4.17 

1984.10.11 

1974. 3.27 

1975. 1.17 

1984. 5. 9 

1984.11. 1 

1974.11.14

1975.11.14

1985. 1.17

1985. 6. 5

大 飯  1 

〃   2 

〃   3 

〃   4 

117.5  

117.5  

118   

118   

1977.10.14 

1978. 7.28 

1991. 4. 1 

1992. 4.13 

1977.12. 2 

1978. 9.14 

1991. 5.17 

1992. 5.28 

1977.12.23 

1978.10.11 

1991. 6. 7 

1992. 6.19 

1979. 3.27

1979.12. 5

1991.12.18

1993. 2. 2

島 根  1 

〃   2 

〃   3 

46   

82   

82   

1973. 5. 1 

1988. 5. 7 

1973. 6. 1 

1988. 5.25 

1973.12. 2 

1988. 7.11 

1974. 3.29

1989. 2.10

伊 方  1 

〃   2 

〃   3 

56.6  

56.6  

89.0  

1976.12.15 

1981. 6.16 

1994. 1.13 

1977. 1.29 

1981. 7.31 

1994. 2.23 

1977. 2.17 

1981. 8.19 

1994. 3.29 

1977. 9.30

1982. 3.19

1994.12.15

玄 海  1 

〃   2 

〃   3 

〃   4 

55.9  

55.9  

118   

118   

1974.12.24 

1980. 4. 1 

1993. 4.17 

1996. 9. 6 

1975. 1.28 

1980. 5.21 

1993. 5.28 

1996.10.23 

1975. 2.14 

1980. 6. 3 

1993. 6.15 

1996.11.12 

1975.10.15

1981. 3.30

1994. 3.18

1997. 7.25

川 内  1 

〃   2 

89   

89   

1983. 7.11 

1985. 2. 4 

1983. 8.25 

1985. 3.18 

1983. 9.16 

1985. 4. 5 

1984. 7. 4

1985.11.28

※2: 浜岡 1・2 号は、2009 年 1 月 30 日をもって営業運転を終了し、2009 年度より廃止措置

段階に入っている 

※3: 浜岡 5 号は、変更後の出力（平成 23 年 2 月 23 日より、126.7 万ｋＷから 138.0 万ｋＷ

に変更） 
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1969 16.6 (1) 35.7 (1) 52.3 (2)
1970 16.6 (1) 81.7 (2) 34.0 (1) 132.3 (4)
1971 16.6 (1) 81.7 (2) 34.0 (1) 132.3 (4)
1972 16.6 (1) 81.7 (2) 84.0 (2) 182.3 (5)
1973 16.6 (1) 127.7 (3) 84.0 (2) 228.3 (6)
1974 16.6 (1) 206.1 (4) 166.6 (3) 389.3 (8)
1975 16.6 (1) 338.5 (6) 305.1 (5) 660.2 (12)
1976 16.6 (1) 338.5 (6) 387.7 (6) 742.8 (13)
1977 16.6 (1) 338.5 (6) 444.3 (7) 799.4 (14)
1978 16.6 (1) 689.3 (10) 561.8 (8) 1,267.7 (19)
1979 16.6 (1) 799.3 (11) 679.3 (9) 1,495.2 (21)
1980 16.6 (1) 799.3 (11) 735.2 (10) 1,551.1 (22)
1981 16.6 (1) 799.3 (11) 791.8 (11) 1,607.7 (23)
1982 16.6 (1) 909.3 (12) 791.8 (11) 1,717.7 (24)
1983 16.6 (1) 1,019.3 (13) 791.8 (11) 1,827.7 (25)
1984 16.6 (1) 1,071.7 (14) 967.8 (13) 2,056.1 (28)
1985 16.6 (1) 1,291.7 (16) 1,143.8 (15) 2,452.1 (32)
1986 16.6 (1) 1,291.7 (16) 1,259.8 (16) 2,568.1 (33)
1987 16.6 (1) 1,511.7 (18) 1,259.8 (16) 2,788.1 (35)
1988 16.6 (1) 1,593.7 (19) 1,259.8 (16) 2,870.1 (36)
1989 16.6 (1) 1,593.7 (19) 1,317.7 (17) 2,928.0 (37)
1990 16.6 (1) 1,813.7 (21) 1,317.7 (17) 3,148.0 (39)
1991 16.6 (1) 1,813.7 (21) 1,493.6 (19) 3,323.9 (41)
1992 16.6 (1) 1,813.7 (21) 1,611.6 (20) 3,441.9 (42)
1993 16.6 (1) 2,091.4 (24) 1,729.6 (21) 3,837.6 (46)
1994 16.6 (1) 2,201.4 (25) 1,818.6 (22) 4,036.6 (48)
1995 16.6 (1) 2,283.9 (26) 1,818.6 (22) 4,119.1 (49)
1996 16.6 (1) 2,419.5 (27) 1,818.6 (22) 4,254.7 (50)
1997 16.6 (1) 2,555.1 (28) 1,936.6 (23) 4,508.3 (52)
1998 - 2,555.1 (28) 1,936.6 (23) 4,491.7 (51)
1999 - 2,555.1 (28) 1,936.6 (23) 4,491.7 (51)
2000 - 2,555.1 (28) 1,936.6 (23) 4,491.7 (51)
2001 - 2,637.6 (29) 1,936.6 (23) 4,574.2 (52)
2002 - 2,637.6 (29) 1,936.6 (23) 4,574.2 (52)
2003 - 2,637.6 (29) 1,936.6 (23) 4,574.2 (52)
2004 - 2,775.6 (30) 1,936.6 (23) 4,712.2 (53)
2005 - 3,021.4 (32) 1,936.6 (23) 4,958.0 (55)

2006 - 3,010.1 (32) 1,936.6 (23) 4,946.7 (55)

2007 - 3,010.1 (32) 1,936.6 (23) 4,946.7 (55)

2008 - 2,856.9 (30) 1,936.6 (23) 4,793.5 (53)

2009 - 2,856.9 (30) 2,027.8 (24) 4,884.7 (54)

2010 - 2,868.2 ※ (30) 2,027.8 (24) 4,896.0 ※ (54)

-

ＧＣＲ

表Ⅰ－１　電気事業用原子力発電所認可出力の推移
（単位：万kW）

計ＰＷＲＢＷＲ　　　炉型
年度

Ⅰ－５ 原子力発電所の設備容量 
 

2010 年度末までにおけるわが国の電気事業用原子力発電所の設備容量は、 
表Ⅰ－１に示すとおり合計 54 基 4,896.0 万ｋＷとなった。なお、例年記載して
いる一般電気事業用の全発電設備に対する比率、年間発電電力量に対する比率
については、2010 年度の値が未公表のため不明である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 浜岡５号は変更後の出力（2011 年2 月23日より、126.7 万ｋＷから 138.0 万ｋＷに変更） 

 

（注） 各年度末での値。 （ ）内は基数を示す。 
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般
電

気
事
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用

）

（
単
位
：
万
ｋ
Ｗ
）

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3
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1
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1

2
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2

2
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0
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)
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0
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8
)
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1
0
.
8
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1
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Ⅱ 原子力発電所の運転状況 



 



Ⅱ－1 概 況 

平成 22 年度（2010 年度）末における我が国の電気事業用の原子力発電所の設備利用率

は、営業運転中の全原子力発電所（54 基、総発電設備容量 4,896.0 万ｋＷ※
〔注〕）平均で、

67.3％であった。 
 

表Ⅱ-1-1 平成 22 年度（2010 年度）の電気事業用の原子力発電所の設備利用率 

 沸騰水型（ＢＷＲ） 加圧水型（ＰＷＲ） 総 合 

基 数 30 24 54 

出力（万ｋＷ） 2,868.2
※
 2,027.8 4,896.0

※
 

設備利用率（％） 57.5 81.3 67.3 

※ 浜岡５号は、変更後の出力（平成23年2月23日より、126.7万ｋＷから 138.0 万ｋＷに変更） 
 

〔 注：運転中 54 基のうち、福島第一 1～4 号機は、2011 年 3 月 11 日の東日本大震災に伴う 

事故のため、2011 年 5 月 20 日で営業運転を終了した。〕 

 

平成22年度の国内プラントの運転状況は、設備利用率が総合で67.3％となり、前年度実

績（65.7％）を上回った。 

炉型別にみると、BWRでは、57.5%となり、前年（55.5%）を上回った。これは、柏崎１

号機及び柏崎５号機の運転再開による発電電力量の増加が主な要因と考えられる。 

また、PWR では、81.3%となり、前年（80.6%）を上回った。これは、定格熱出力一定運

転による発電電力量の増加が主な要因と考えられる。 

 

 

表Ⅱ-1-2 設備利用率への影響度が相対的に大きい停止プラント※ ＢＷＲ 

停止日数（日） H22 年度影響度 
プラント 

認可出力

(MW) 定検 トラブル 外部要因 その他 合計 対ＢＷＲ 対総合 

福島第一 6 号 1100 230    230 2.4% 1.4% 

柏崎刈羽２号 1100    365 365 3.8% 2.3% 

柏崎刈羽３号 1100 365    365 3.8% 2.3% 

柏崎刈羽４号 1100 365    365 3.8% 2.3% 

柏崎刈羽５号 1100 239    239 2.6% 1.5% 

浜岡５号 1380 303    303 3.7% 2.1% 

島根２号 820 250    250 2.0% 1.1% 

 
 

表Ⅱ-1-3 設備利用率への影響度が相対的に大きい停止プラント※ ＰＷＲ 

（なし） 

 

※ 設備利用率への影響度が相対的に大きい停止プラントとは、対総合で 1.0％以上のプラントをいう。 

なお、影響度とは各プラントの損失電力量が、炉型又は総合の可能発電電力量（認可出力×暦時間）

に占める割合をいう。 
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我が国の原子力発電所の設備利用率、時間稼動率、発電電力量等について集計したものを次頁以降

に示す。 

なお、これらの表等を利用する場合の注釈は次のとおりであり、特にことわりのない限り営業運転

開始前の試運転は含まない。 

 

(1) 設備利用率 

 

(注）定格熱出力一定運転により、設備利用率が 100％を超える場合がある 

 

(2) 時間稼動率 
 

① ユニットの時間稼動率 

時間稼動率(%)＝ 100
)h(

)h(
×

暦時間

発電時間
 

 

② 発電所別、電力会社別、合計の時間稼動率（平均時間稼動率） 

平均時間稼動率とは出力按分をしたものである。 
 

平均時間稼動率(%)＝ 100

])h()MW([

])h()MW([

1

1
×

×

×

∑

∑

=

=

N

n

N

n

暦時間認可出力

発電時間認可出力
 

 

N：ユニット数 

 

 

(3) 炉年 

 

原子炉の運転時間は、原子炉の起動から停止までの時間とした。 
 

(4) 運転開始年度及び月の発電電力量及び発電時間は、営業運転開始日の午前 0 時から起算してい

る。 
 

(5) 運転開始年度及び月の設備利用率及び時間稼動率は、営業運転開始日以降の暦時間に基づき計

算している。 
 

(6) 合計及び設置者ごとの小計並びに運転開始後の通算は、各年度ごとユニット当たりの発電電力

量（最小単位はＭＷｈ）及び時間（最小単位は 1995 年度まで時間、1996 年度から分）を集計し

たものである。 
 

(7) 日本原子力発電㈱東海発電所は 1997 年度末で営業運転を終了し廃止措置段階に入っている。 
 

(8) 中部電力㈱浜岡原子力発電所１・２号機は 2009 年 1月 30日をもって営業運転を終了している。 
 

(9) 日本原子力発電㈱敦賀発電所１号機は、1970 年 12 月 15 日に、認可出力を 331ＭＷから 357ＭＷ

に変更している。 
 

(10) 中部電力㈱浜岡原子力発電所５号機は、2007 年 3 月 13 日に、認可出力を 1,380ＭＷから 1,267

ＭＷに変更し、2011 年 2 月 23 日に 1,380ＭＷへ戻している。 

(11) 北陸電力㈱志賀原子力発電所２号機は、2008 年 6 月 5 日に、認可出力を 1,358ＭＷから 1,206

ＭＷに変更している。 

(12) 表Ⅱ-1,8～11,13～15,17～19,21～23,25 の累計値は運転開始からの累計値であり、表中の数値

の合計値ではない。 

 

＝                ×100（％）
認可出力(MW)×暦時間(h) 

発電電力量(MWh) 

＝ 

1 年の暦時間(h) 

原子炉の運転時間(h) 
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年　　度 設備利用率 時間稼動率 発電電力量 発電時間 原子炉運転

（％） （％） (100万kWh) (時間) 時間(時間)

2001 80.5 80.9 317,539 359,541 361,900

2002 73.4 73.2 294,073 336,822 338,533

2003 59.7 59.0 240,013 275,388 277,796

2004 68.9 68.4 277,857 307,308 310,883

2005 71.9 71.4 299,163 327,921 331,538

2006 69.9 69.3 303,426 330,082 333,212

2007 60.7 60.3 263,832 294,513 297,527

2008 60.0 59.4 258,071 290,077 292,873

2009 65.7 65.0 277,470 314,102 317,669

2010 67.3 66.5 288,230 316,096 319,434

累  計 71.8 72.4 7,407,799 9,013,905 9,108,160

  

   表Ⅱ－1　運転実績の推移
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5,000
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図Ⅱ-1 炉型別設備利用率の推移

総合 ＢＷＲ ＰＷＲ

（％）

（注） 各年度での値。

（万kW）
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

143 138 145 137 116 131 108 103 107 128

(4.8) (4.6) (4.8) (4.6) (3.9) (4.4) (3.6) (3.4) (3.6) (4.3)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

121 98 166 230 144 163 168 178 193 138

(4.0) (3.3) (5.5) (7.7) (4.8) (5.4) (5.6) (5.9) (6.4) (4.6)

　　 　 2.1994年度の集計では美浜２号を、2005年度の集計では福島第一１号を、

　　 　   2006年度の集計では美浜３号を、2009年度の集計では柏崎刈羽6号を、

　　 　   2010年度の集計では柏崎刈羽1号・5号を除外している。

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

297 351 353 339 364 367 376 378 371 381

(9.9) (11.7) (11.8) (11.3) (12.1) (12.2) (12.5) (12.6) (12.4) (12.7)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

386 345 366 355 343 346 319 358 346 339

(12.9) (11.5) (12.2) (11.8) (11.4) (11.5) (10.6) (11.9) (11.5) (11.3)

（単位：％）

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

73.8 74.2 75.4 76.6 80.2 80.8 81.3 84.2 80.1 81.7

定 期 検 査 24.2 23.8 23.3 21.3 18.3 18.0 16.9 14.6 17.1 16.3

ト ラ ブ ル 0.7 1.4 1.0 1.6 1.3 0.7 1.5 0.9 2.6 1.9

そ   の   他 1.3 0.6 0.3 0.5 0.2 0.5 0.2 0.2 0.3 0.1

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

80.5 73.4 59.7 68.9 71.9 69.9 60.7 60.0 65.7 67.3

定 期 検 査 17.7 20.7 39.4 28.3 25.4 24.8 34.4 36.4 27.7 27.8

ト ラ ブ ル 0.7 2.2 0.5 0.7 0.6 2.6 0.4 2.0 2.0 0.9

そ   の   他 1.2 4.3 1.4 3.3 3.2 3.8 5.4 2.6 5.9 5.3

出
力
損
失

表Ⅱ-4　　出力損失の内訳

年　　度

設 備 利 用 率

出
力
損
失

（月数）

終了年度

平均日数

（月数）

年　　度

設 備 利 用 率

（月数）

終了年度

平均日数

（月数）

終了年度

平均日数

表Ⅱ-2　　定期検査期間の推移(GCRを除く平均）

表Ⅱ-3　　運転期間の推移（GCRを除く平均）

　　　　2.新規プラントの第１サイクルを除く。

　　　　3.月数：30日を１か月とする。

（注）　1.定期検査期間:定期検査開始から定期検査終了（総合負荷性能検査）までの期間｡

　　　　3.月数：30日を１か月とする。

（注）　1.運転期間:定期検査終了（総合負荷性能検査）から定期検査開始による

　　　　　発電停止までの期間（定期検査以外による停止期間は除く）｡

終了年度

平均日数
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表Ⅱ－5　平成22年度（2010年度）原子炉停止状況

停止回数 停止頻度

（回） （回／炉年）

2010.11.2 福島第一５号

2011.3.11 女川１号

2011.3.11 女川３号

2011.3.11 福島第一１号

2011.3.11 福島第一２号

2011.3.11 福島第一３号

2011.3.11 福島第二１号

2011.3.11 福島第二２号

2011.3.11 福島第二３号

2011.3.11 福島第二４号

2011.3.11 東海第二

小 計 11 0.3

2010.6.2 福島第二１号

2010.6.26 東海第二

手 動 停 止 3 0.1 2011.1.22 志賀２号

小  　　計 14 0.4

計  画  停  止 42 1.2

合　　　　計 56 1.5

（注）　1．備考欄の年月日は、原子炉停止日で事象発生日ではない。

　　　　2．炉年＝年度総原子炉運転時間／年度暦時間

ト ラ ブ ル 等 1 0.0

外 部 要 因 等 10 0.3

自

動

停

止

計

画

外

停

止

備 考
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表Ⅱ－6　原子炉停止回数の推移

　　　　 （単位：回）

計　  画 　 外  　停  　止
　

自  動  停  止

年　　度 計

トラブル等 小 計

1991 ４ ２ ６ ６ １２ ３６ ４８

1992 ４ － ４ １１ １５ ３６ ５１

（１） （１） （１）

1993 １ － １ １０ １１ ３２ ４３

（１） （１） （１） （１）

1994 ２ － ２ ８ １０ ３６ ４６

（１） （１） （１）

1995 １ － １ ８ ９ ３９ ４８

（１） （１） （１）

1996 １ － １ １０ １１ ４１ ５２

（１） （１） （１）

1997 ２ － ２ １０ １２ ３９ ５１

1998 ３ － ３ ７ １０ ４２ ５２

1999 ３ ３ ６ ６ １２ ３９ ５１

2000 １ 1 ２ １３ １５ ３６ ５１

2001 １ １ ２ ５ ７ ４２ ４９

2002 ０ ０ ０ ８ ８ ４２ ５０

2003 ０ ２ ２ ６ ８ ３２ ４０

2004 ２ ２ ４ １２ １６ ４４ ６０

2005 1 5 6 17 23 29 52

2006 2 0 2 12 14 40 54

2007 0 3 3 4 7 46 53

2008 0 3 3 6 9 30 39

2009 0 2 2 6 8 38 46

2010 1 10 11 3 14 42 56

（注)  （ 　）内は試運転中に発生したもので外数。

外 部
要因等

手動停 小 計

計 画
停 止
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表Ⅱ－7　原子炉停止頻度の推移

（単位：回／炉年）

計　  画 　 外  　停  　止

自  動  停  止

年　　度 計

トラブル等 小 計

1991 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 1.2 1.6

1992 0.1 - 0.1 0.4 0.5 1.2 1.6

1993 0.0 - 0.0 0.3 0.3 1.0 1.3

1994 0.1 - 0.1 0.2 0.3 1.0 1.3

1995 0.0 - 0.0 0.2 0.2 1.0 1.2

1996 0.0 - 0.0 0.2 0.3 1.0 1.3

1997 0.0 - 0.0 0.2 0.3 0.9 1.2

1998 0.1 - 0.1 0.2 0.2 1.0 1.2

1999 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.9 1.2

2000 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.9 1.2

2001 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 1.0 1.2

2002 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 1.1 1.3

2003 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 1.0 1.3

2004 0.1 0.1 0.1 0.3 0.5 1.2 1.7

2005 0.0 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.4

2006 0.1 0.0 0.1 0.3 0.4 1.1 1.4

2007 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 1.4 1.6

2008 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.9 1.2

2009 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 1.0 1.3

2010 0.0 0.3 0.3 0.1 0.4 1.2 1.5

（注)試運転中に発生したものは含まない。

外 部
要因等

手動停 小 計

計 画
停 止手動停止
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表Ⅱ－９　2010年度ユニット別運転実績

ユニット 認可出力 設備利用率(％) 時間稼動率(％) 発電電力量(100万kWh) 発電時間(時間)

（ＭＷ） 2010年度 累　計 2010年度 累　計 2010年度 累　計 2010年度 累　計

東海第二 1,100 74.6 72.8 72.9 73.6 7,187 226,973 6,388 208,572

敦賀     １ 357 68.3 66.1 68.6 68.6 2,135 84,735 6,008 246,733

　〃   　２ 1,160 75.2 78.0 72.9 78.0 7,639 191,234 6,382 165,010

　泊   　１ 579 102.3 85.6 100.0 85.5 5,187 94,622 8,760 163,231

　〃   　２ 579 84.1 83.5 82.6 83.2 4,264 84,637 7,232 145,659

　〃   　３ 912 85.2 89.1 83.1 86.8 6,808 9,068 7,283 9,683

女川　   １ 524 66.3 67.4 65.5 67.9 3,044 83,047 5,736 159,756

　〃   　２ 825 60.3 73.1 60.0 73.1 4,360 82,886 5,257 100,518

　〃   　３ 825 70.3 68.6 69.1 67.4 5,083 45,460 6,051 54,174

東通　   １ 1,100 85.1 80.1 85.2 80.4 8,204 41,030 7,465 37,431

福島第一 １ 460 51.5 53.9 52.0 56.3 2,075 86,910 4,555 197,531

　〃   　２ 784 67.9 61.8 68.5 64.6 4,666 155,866 6,004 207,916

　〃   　３ 784 68.1 66.1 68.3 67.9 4,677 158,965 5,984 208,493

　〃   　４ 784 66.5 70.6 66.6 72.2 4,566 157,430 5,832 205,540

　〃   　５ 784 63.8 71.6 61.5 73.1 4,380 162,209 5,389 211,215

　〃   　６ 1,100 38.5 70.1 37.0 71.0 3,710 212,579 3,240 195,780

福島第二 １ 1,100 66.6 76.5 66.4 76.9 6,417 213,468 5,814 195,209

　〃   　２ 1,100 77.3 74.9 77.2 75.2 7,451 196,023 6,760 179,096

　〃   　３ 1,100 94.7 67.8 94.4 68.2 9,127 168,572 8,271 154,142

　〃   　４ 1,100 72.8 72.8 72.8 73.2 7,013 165,603 6,377 151,504

柏崎刈羽 １ 1,100 82.6 65.6 82.0 65.9 7,956 161,602 7,182 147,598

　〃   　２ 1,100 0.0 61.7 0.0 61.8 0 121,922 0 111,061

　〃   　３ 1,100 0.0 59.7 0.0 59.8 0 101,590 0 92,442

　〃   　４ 1,100 0.0 58.2 0.0 58.3 0 93,327 0 84,958

　〃   　５ 1,100 33.9 65.6 34.8 65.8 3,263 132,757 3,048 120,983

　〃   　６ 1,356 77.6 71.4 76.0 70.8 9,223 122,126 6,659 89,399

　〃   　７ 1,356 78.5 69.4 80.4 69.6 9,323 113,483 7,041 83,852

浜岡   　３ 1,100 66.6 77.6 66.4 77.9 6,420 176,590 5,814 161,197

　〃   　４ 1,137 68.3 79.8 68.4 80.3 6,801 139,790 5,989 123,690

　〃   　５ 1,380 18.7 48.6 17.3 47.3 2,097 34,536 1,515 25,691

志賀　   １ 540 63.5 70.9 63.3 71.0 3,004 59,321 5,543 109,938

　〃   　２ 1,206 89.4 48.6 89.8 51.2 9,441 27,363 7,864 22,650

美浜  　 １ 340 64.3 53.1 65.1 55.3 1,914 63,801 5,699 195,612

　〃   　２ 500 60.4 61.7 61.5 63.2 2,646 104,543 5,389 214,147

　〃   　３ 826 104.5 71.3 100.0 71.9 7,560 177,123 8,760 216,413

高浜   　１ 826 81.4 69.8 77.9 70.3 5,893 183,869 6,826 224,209

　〃   　２ 826 71.8 69.1 68.7 69.7 5,198 176,972 6,017 216,236

　〃   　３ 870 84.4 82.8 80.0 82.2 6,436 165,455 7,006 188,847

　〃   　4 870 89.3 84.6 85.2 84.1 6,809 166,614 7,464 190,413

大飯   　１ 1,175 61.1 66.3 61.9 67.3 6,286 218,706 5,420 188,832

　〃   　２ 1,175 63.2 72.3 62.1 72.9 6,510 233,338 5,441 200,264

　〃   　３ 1,180 86.4 81.5 85.8 81.5 8,931 162,608 7,517 137,821

　〃   　４ 1,180 84.9 85.5 84.1 85.2 8,771 160,639 7,371 135,611

島根  　 １ 460 0.0 71.2 0.0 71.9 0 106,192 0 233,121

　〃   　２ 820 31.8 79.6 31.7 80.0 2,281 126,624 2,773 155,181

伊方   　１ 566 84.1 78.5 83.7 79.3 4,169 130,465 7,330 232,984

　〃   　２ 566 79.1 82.1 78.3 82.7 3,923 118,275 6,862 210,476

　〃   　３ 890 102.8 88.0 100.0 86.8 8,012 111,825 8,760 123,949

玄海   　１ 559 82.3 74.4 79.8 75.2 4,032 129,315 6,988 233,632

　〃   　２ 559 85.4 81.4 83.2 81.5 4,184 119,674 7,290 214,453

　〃   　３ 1,180 70.7 84.7 69.6 84.4 7,309 149,214 6,097 126,054

　〃   　４ 1,180 84.0 86.2 84.0 86.2 8,687 122,064 7,355 103,375

川内   　１ 890 91.0 82.8 87.4 82.7 7,093 172,652 7,658 193,892

　〃   　２ 890 77.9 83.9 75.7 84.1 6,070 165,785 6,630 186,897
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Ⅱ－2　設備利用率

(単位:％)

ＢＷＲ ＰＷＲ ＧＣＲ 総合平均

1971 67.4 72.4 69.4 68.9

1972 68.6 52.8 67.4 62.0

1973 62.0 43.2 70.5 54.1

1974 55.2 52.2 67.9 54.8

1975 35.4 46.6 68.4 42.2

1976 55.6 49.1 69.5 52.8

1977 29.0 51.2 67.8 41.8

1978 58.5 54.1 69.8 56.7

1979 64.2 42.6 63.5 54.6

1980 65.0 55.7 67.3 60.8

1981 62.4 60.7 75.2 61.7

1982 67.2 68.2 66.7 67.6

1983 70.6 72.6 67.8 71.5

1984 72.2 76.2 63.4 73.9

1985 74.1 78.4 62.6 76.0

1986 75.9 75.8 63.4 75.7

1987 77.2 77.3 54.1 77.1

1988 72.9 69.9 57.9 71.4

1989 66.5 74.6 52.8 70.0

1990 72.9 72.6 65.3 72.7

1991 75.0 72.4 61.3 73.8

1992 74.1 74.4 74.2 74.2

1993 76.7 74.7 0.0 75.4

1994 77.8 75.2 67.3 76.6

1995 82.5 77.6 60.4 80.2

1996 83.5 77.5 72.3 80.8

1997 79.7 83.4 82.4 81.3

1998 84.6 83.7 － 84.2

1999 79.5 80.9 － 80.1

2000 79.9 84.1 － 81.7

2001 78.6 82.9 － 80.5

2002 61.9 89.1 － 73.4

2003 39.0 87.9 － 59.7

2004 63.4 76.5 － 68.9

2005 65.2 81.5 － 71.9

2006 63.9 79.2 － 69.9

2007 49.7 77.8 － 60.7

2008 51.1 73.7 － 60.0

2009 55.5 80.6 － 65.7

2010 57.5 81.3 － 67.3

累　計 68.0 76.8 62.9 71.8

   表Ⅱ－10  設備利用率の推移

年度
炉型
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  (単位:％) 

原　電 北海道 東　北 東　京 中　部 北　陸 関　西 中　国 四　国 九　州 総合平均

1971 69.1 66.2 72.4 68.9

1972 70.8 65.7 52.8 62.0

1973 76.3 48.5 43.2 100.0 54.1

1974 54.9 48.2 52.2 75.6 54.8

1975 52.1 17.1 79.6 　 41.3 76.1 87.2 42.2

1976 68.8 52.2 53.0 　 44.2 63.3 73.5 52.8

1977 47.0 19.0 37.4 　 43.1 56.2 94.7 76.7 41.8

1978 73.2 56.3 46.5 　 48.2 70.1 62.2 81.1 56.7

1979 62.0 65.6 58.5 　 38.9 75.7 61.3 56.1 54.6

1980 70.8 62.3 66.9 　 53.2 66.6 60.3 76.8 60.8

1981 57.5 62.2 67.3 　 57.3 72.1 75.8 70.4 61.7

1982 58.1 69.2 71.2 　 63.1 61.7 81.0 80.9 67.6

1983 71.1 70.4 70.8 　 69.0 70.1 85.2 77.7 71.5

1984 68.2 98.9 71.2 70.6 　 72.6 77.8 84.1 83.1 73.9

1985 77.1 75.2 73.6 70.4 　 77.1 76.2 78.4 82.5 76.0

1986 80.1 77.2 75.2 74.8 　 73.3 77.7 80.0 79.3 75.7

1987 75.3 73.2 76.4 83.1 　 74.1 78.6 88.7 81.0 77.1

1988 78.6 78.5 76.3 64.2 　 61.3 68.6 86.0 73.5 71.4

1989 74.0 100.0 69.7 63.2 71.9 　 71.4 71.6 78.1 76.8 70.0

1990 83.4 80.0 65.7 71.3 62.4 　 67.7 86.9 80.3 80.5 72.7

1991 75.9 77.7 77.2 74.1 72.7 　 67.8 85.4 81.9 77.0 73.8

1992 79.7 75.7 72.1 75.3 73.7 　 68.8 74.7 84.5 76.8 74.2

1993 75.8 80.8 75.7 76.3 73.9 99.8 71.3 76.8 75.1 81.0 75.4

1994 82.7 89.7 79.4 76.6 77.4 75.1 71.2 82.7 84.5 75.9 76.6

1995 75.8 90.4 75.6 83.2 85.9 79.1 71.1 81.5 84.0 85.6 80.2

1996 83.0 79.7 84.6 84.1 85.4 77.9 73.8 77.9 85.0 78.3 80.8

1997 73.1 81.0 80.1 79.5 83.2 80.1 84.2 82.8 80.1 85.9 81.3

1998 90.5 92.1 90.6 83.1 80.1 100.0 84.3 95.4 83.7 79.8 84.2

1999 26.4 90.2 83.4 84.4 78.9 75.5 82.0 89.5 82.5 84.0 80.1

2000 82.3 85.8 90.3 79.4 87.0 84.9 81.8 60.3 83.6 85.8 81.7

2001 80.1 84.8 75.4 80.1 69.5 83.5 84.5 91.6 79.1 79.7 80.5

2002 81.0 92.9 81.6 60.7 33.7 96.7 90.5 95.7 87.9 85.9 73.4

2003 84.8 80.2 71.1 26.3 53.2 35.3 89.1 68.5 84.9 88.9 59.7

2004 87.1 80.4 73.3 61.7 51.9 79.8 70.2 65.4 77.4 86.2 68.9

2005 77.5 87.5 47.3 66.4 63.1 88.7 75.4 82.9 85.9 86.8 71.9

2006 71.1 93.0 49.7 74.2 41.5 38.3 77.0 70.8 83.0 82.1 69.9

2007 62.2 89.7 66.3 44.9 58.7 0.0 75.0 75.5 86.8 85.8 60.7

2008 48.1 66.2 65.7 43.8 56.1 59.6 72.4 63.6 84.5 84.6 60.0

2009 59.5 81.9 71.1 53.3 46.0 63.2 77.0 85.5 79.6 84.8 65.7

2010 74.0 89.7 72.1 55.3 49.7 81.4 78.2 20.3 90.9 81.1 67.3

累  計 72.7 84.8 71.3 67.6 65.6 61.9 72.7 75.5 82.4 82.2 71.8

表Ⅱ－11　電力会社別設備利用率の推移

年度
電力会社

年度
電力会社
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0

1
1
.
9

1
0
8
.
6

1
0
1
.
6

1
8
.
7

北
陸

電
力

志
　

賀
　

　
１

号
5
4
0

1
0
1
.
9

1
0
1
.
9

3
6
.
7

0
.
0

0
.
8

9
8
.
1

1
0
1
.
3

1
0
1
.
8

2
2
.
5

1
0
2
.
1

1
0
1
.
3

0
.
0

6
3
.
5

　
　

〃
　

　
２

号
1
,
2
0
6

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

9
9
.
9

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

9
9
.
9

1
0
0
.
0

6
8
.
2

7
2
.
7

3
1
.
4

8
9
.
4

中
国

電
力

島
　

根
　

　
１

号
4
6
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

　
　

〃
　

　
２

号
8
2
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

8
0
.
9

1
0
0
.
8

1
0
0
.
9

1
0
1
.
0

3
1
.
8

小
　

　
　

　
　

計
2
8
,
6
8
2

6
3
.
5

6
0
.
8

5
9
.
7

5
8
.
3

5
8
.
1

5
8
.
6

6
4
.
4

5
3
.
5

5
2
.
5

5
4
.
5

6
5
.
6

4
1
.
4

5
7
.
5

(
注
）
定
格
熱
出
力
一
定
運
転
に
よ
り
、
設
備
利
用
率
が
1
0
0
％
を
超
え
る
場
合
が
あ
る
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表
Ⅱ

－
1
2
　
ユ
ニ
ッ
ト
別

設
備

利
用

率
：
平

成
2
2
年

度
（
2
0
1
0
年

度
）
月

別

（
単

位
：

％
）

設
　

置
　

者
ユ

　
ニ

　
ッ

　
ト

認
可

出
力

（
Ｍ

Ｗ
）

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０

月
１

１
月

１
２

月
１

月
２

月
３

月
年

度
計

Ｐ
　

Ｗ
　

Ｒ

日
本

原
子

力
発

電
敦

　
賀

　
　

２
号

1
,
1
6
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

7
0
.
3

1
0
2
.
2

1
0
2
.
1

1
0
3
.
4

1
0
4
.
4

1
0
4
.
8

1
0
4
.
8

1
0
4
.
9

1
0
4
.
9

7
5
.
2

北
海

道
電

力
泊

　
　

　
　

１
号

5
7
9

1
0
2
.
5

1
0
2
.
8

1
0
2
.
6

1
0
2
.
1

1
0
1
.
2

1
0
1
.
1

1
0
2
.
2

1
0
2
.
5

1
0
2
.
5

1
0
2
.
5

1
0
2
.
6

1
0
2
.
5

1
0
2
.
3

　
〃

　
 
 
　

２
号

5
7
9

9
5
.
2

0
.
0

0
.
0

9
5
.
6

1
0
1
.
4

1
0
1
.
3

1
0
2
.
4

1
0
2
.
7

1
0
2
.
7

1
0
2
.
7

1
0
2
.
7

1
0
2
.
7

8
4
.
1

　
〃

　
 
 
　

３
号

9
1
2

1
0
3
.
8

1
0
3
.
5

1
0
3
.
1

1
0
1
.
6

1
0
2
.
0

1
0
2
.
5

1
0
3
.
3

1
0
3
.
7

1
0
3
.
7

1
2
.
9

0
.
0

7
6
.
7

8
5
.
2

美
　

浜
　

　
１

号
3
4
0

1
0
3
.
3

1
0
3
.
0

1
0
1
.
4

9
8
.
8

9
3
.
1

9
1
.
7

9
9
.
0

7
8
.
5

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

6
4
.
3

　
〃

　
 
 
　

２
号

5
0
0

5
2
.
8

0
.
0

0
.
1

9
5
.
2

5
9
.
9

0
.
0

1
0
.
2

1
0
1
.
2

1
0
1
.
7

1
0
1
.
7

1
0
1
.
7

1
0
1
.
5

6
0
.
4

　
〃

　
 
 
　

３
号

8
2
6

1
0
4
.
9

1
0
5
.
0

1
0
4
.
6

1
0
3
.
7

1
0
2
.
8

1
0
3
.
2

1
0
4
.
4

1
0
5
.
0

1
0
5
.
2

1
0
5
.
1

1
0
5
.
1

1
0
5
.
0

1
0
4
.
5

関
西

電
力

高
　

浜
　

　
１

号
8
2
6

1
0
5
.
2

1
0
5
.
2

1
0
4
.
7

1
0
3
.
9

1
0
3
.
1

1
0
3
.
4

1
0
4
.
6

1
0
5
.
4

1
0
5
.
5

3
1
.
4

0
.
0

0
.
0

8
1
.
4

　
〃

　
 
 
　

２
号

8
2
6

1
0
5
.
3

1
0
2
.
9

2
8
.
9

0
.
0

0
.
0

0
.
0

9
8
.
6

1
0
5
.
5

1
0
5
.
7

1
0
5
.
6

1
0
5
.
7

1
0
5
.
6

7
1
.
8

　
〃

　
 
 
　

３
号

8
7
0

1
0
6
.
4

1
0
6
.
4

1
0
6
.
1

1
0
5
.
0

1
0
4
.
4

1
0
4
.
7

4
2
.
8

0
.
0

1
8
.
2

1
0
6
.
7

1
0
7
.
0

1
0
7
.
1

8
4
.
4

　
〃

　
 
 
　

４
号

8
7
0

0
.
0

1
7
.
6

1
0
5
.
8

1
0
5
.
2

1
0
4
.
0

1
0
4
.
4

1
0
5
.
8

1
0
5
.
9

1
0
5
.
9

1
0
5
.
9

1
0
5
.
9

1
0
5
.
9

8
9
.
3

大
　

飯
　

　
１

号
1
,
1
7
5

0
.
0

4
2
.
8

1
0
0
.
3

9
9
.
6

9
9
.
0

9
9
.
1

1
0
0
.
0

1
0
0
.
6

3
0
.
1

0
.
0

0
.
0

5
7
.
2

6
1
.
1

　
〃

　
 
 
　

２
号

1
,
1
7
5

1
0
2
.
4

1
0
1
.
8

2
1
.
3

0
.
0

0
.
0

0
.
0

2
3
.
7

1
0
2
.
4

1
0
2
.
5

1
0
2
.
6

1
0
2
.
6

1
0
2
.
6

6
3
.
2

　
〃

　
 
 
　

３
号

1
,
1
8
0

9
5
.
2

0
.
0

7
8
.
9

1
0
0
.
9

1
0
0
.
4

1
0
0
.
5

1
0
1
.
2

1
0
1
.
4

1
0
1
.
4

1
0
1
.
4

1
0
1
.
4

5
6
.
5

8
6
.4

　
〃

　
 
 
　

４
号

1
,
1
8
0

0
.
0

6
.
8

1
0
1
.
4

1
0
1
.
2

1
0
0
.
6

1
0
0
.
6

1
0
1
.
2

1
0
1
.
4

1
0
1
.
4

1
0
1
.
4

1
0
1
.
4

1
0
1
.
4

8
4
.
9

四
国

電
力

伊
　

方
　

　
１

号
5
6
6

1
0
1
.
9

4
2
.
3

0
.
0

5
9
.
9

1
0
0
.
2

9
9
.
4

9
9
.
8

1
0
0
.
1

1
0
0
.
9

1
0
1
.
6

1
0
1
.
7

1
0
1
.
8

8
4
.
1

　
〃

　
 
 
　

２
号

5
6
6

1
0
1
.
9

1
0
1
.
5

1
0
0
.
1

1
0
0
.
6

8
3
.
8

0
.
0

0
.
0

5
3
.
7

1
0
1
.
5

1
0
2
.
1

1
0
2
.
2

1
0
2
.
3

7
9
.
1

　
〃

　
 
 
　

３
号

8
9
0

1
0
3
.
2

1
0
3
.
1

1
0
3
.
1

1
0
2
.
8

1
0
2
.
5

1
0
1
.
9

1
0
2
.
1

1
0
2
.
7

1
0
2
.
9

1
0
3
.
0

1
0
3
.
0

1
0
3
.
0

1
0
2
.
8

九
州

電
力

玄
　

海
　

　
１

号
5
5
9

1
0
4
.
4

1
0
4
.
4

1
0
4
.
1

8
2
.
3

0
.
0

0
.
0

7
4
.
0

1
0
4
.
0

1
0
4
.
1

1
0
4
.
1

1
0
4
.
1

1
0
4
.
0

8
2
.
3

　
〃

　
 
 
　

２
号

5
5
9

1
0
3
.
6

1
0
3
.
3

1
0
3
.
0

1
0
2
.
3

1
0
1
.
3

1
0
1
.
3

1
0
2
.
4

1
0
3
.
2

1
0
3
.
5

9
5
.
5

0
.
0

0
.
0

8
5
.
4

　
〃

　
 
 
　

３
号

1
,
1
8
0

1
0
1
.
8

1
0
1
.
9

1
0
1
.
8

1
0
1
.
7

1
0
1
.
1

1
0
1
.
2

1
0
1
.
7

1
0
1
.
8

3
2
.
6

0
.
0

0
.
0

0
.
0

7
0
.
7

　
〃

　
 
 
　

４
号

1
,
1
8
0

1
0
1
.
1

1
0
1
.
1

1
0
1
.
2

1
0
1
.
0

1
0
0
.
6

9
.
7

0
.
0

9
2
.
4

1
0
0
.
5

1
0
0
.
4

1
0
0
.
5

1
0
0
.
5

8
4
.0

川
　

内
　

　
１

号
8
9
0

0
.
0

3
9
.
2

1
0
5
.
5

1
0
4
.
3

1
0
3
.
2

1
0
3
.
5

1
0
4
.
6

1
0
5
.
7

1
0
6
.
3

1
0
6
.
5

1
0
6
.
5

1
0
6
.
4

9
1
.
0

　
〃

　
 
 
　

２
号

8
9
0

3
6
.
9

0
.
0

0
.
0

6
2
.
6

1
0
2
.
5

1
0
2
.
9

1
0
3
.
9

1
0
4
.
7

1
0
5
.
1

1
0
5
.
4

1
0
5
.
4

1
0
5
.
3

7
7
.
9

小
　

　
　

　
　

計
2
0
,
2
7
8

7
1
.
6

6
4
.
0

7
5
.
1

8
6
.
4

8
7
.
2

7
8
.
2

8
3
.
4

9
6
.
3

8
9
.
6

8
2
.
5

7
8
.
1

8
2
.
2

8
1
.
3

合
　

　
　

　
　

　
計

4
8
,
9
6
0

6
6
.
9

6
2
.
1

6
6
.
1

7
0
.
0

7
0
.
2

6
6
.
7

7
2
.
3

7
1
.
3

6
7
.
9

6
6
.
1

7
0
.
8

5
8
.
3

6
7
.
3

(
注
）
定
格
熱
出
力
一
定
運
転
に
よ
り
、
設
備
利
用
率
が
1
0
0
％
を
超
え
る
場
合
が
あ
る
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表Ⅱ－13　ユニット別

設　置　者 ユニット
認可出力
（ＭＷ）

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ｂ　Ｗ　Ｒ

日本原子力発電 東海第二 1,100 76.2 64.2 86.0 90.0 73.8 81.1 72.8 97.9

敦賀　１号 357 75.9 64.3 65.2 75.2 77.5 70.6 63.8 77.1

東北電力 女川　１号 524 77.2 72.1 75.7 79.4 55.9 97.5 76.3 77.6

　〃　２号 825 94.1 76.5 82.6 98.8

　〃　３号 825

東通　１号 1,100

福島第一１号 460 31.1 71.6 52.7 100.0 79.4 45.1 99.7 84.0

　〃　２号 784 45.8 62.3 84.4 34.9 76.0 88.4 81.9 36.0

　〃　３号 784 60.1 89.5 74.0 61.2 67.8 97.2 15.0 64.6

　〃　４号 784 88.6 71.8 59.5 90.1 92.3 74.4 50.7 95.8

東京電力 　〃　５号 784 77.0 87.7 64.3 64.4 80.4 96.9 73.0 81.5

　〃　６号 1,100 76.6 62.5 57.1 99.9 73.8 65.9 86.6 81.3

福島第二１号 1,100 89.4 70.9 61.1 79.6 100.0 73.0 66.7 75.9

　〃　２号 1,100 74.3 62.4 97.6 76.1 73.2 87.7 92.1 80.2

　〃　３号 1,100 67.0 97.9 74.3 49.8 90.9 96.1 81.1 89.7

　〃　４号 1,100 79.1 61.3 83.0 89.4 84.0 73.6 87.2 100.0

柏崎刈羽１号 1,100 90.3 84.9 74.6 76.1 81.9 91.7 74.2 78.8

　〃　２号 1,100 74.8 81.5 94.7 79.1 83.5 74.3 100.0 88.4

 　〃　３号 1,100 99.8 79.1 85.5 100.0 86.8 73.1

 　〃　４号 1,100 63.0 90.5 87.1 81.5 88.1

 　〃　５号 1,100 77.0 75.4 78.7 98.7 81.5 85.6 76.3 100.0

 　〃　６号 1,356 100.0 83.0 93.5

　〃　７号 1,356 100.0 84.5

中部電力 浜岡　１号 540 60.4 70.3 42.3 61.3 78.1 73.5 80.4 96.5

　〃　２号 840 79.5 79.1 75.3 61.7 92.3 87.2 79.0 73.2

　〃　３号 1,100 73.6 71.3 72.8 100.0 84.1 74.7 88.4 82.8

　〃　４号 1,137 99.9 74.7 86.7 100.0 82.6 74.9

　〃　５号 1,380

北陸電力 志賀  １号 540 99.8 75.1 79.1 77.9 80.1 100.0

　〃　２号 1,206

中国電力 島根　１号 460 93.9 69.0 70.8 54.7 85.4 72.7 76.2 87.4

　〃　２号 820 80.7 77.9 80.2 98.4 79.3 80.8 86.5 100.0

小　　計 30,062 75.0 74.1 76.7 77.8 82.5 83.5 79.7 84.6

(注) 定格熱出力一定運転により、設備利用率が１００％を超える場合がある。
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設備利用率の推移 　

         （単位：％）

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 累　計

3.3 93.1 67.3 67.7 83.4 94.2 56.6 74.2 91.0 74.5 35.1 74.6 72.8

37.1 11.2 90.5 92.8 82.9 85.4 85.1 83.3 54.8 48.4 30.5 68.3 66.1

81.9 99.9 78.4 43.8 67.7 54.2 33.6 0.0 62.0 0.5 86.2 66.3 67.4

84.3 84.2 69.4 97.2 47.7 82.0 41.4 37.2 70.1 99.4 51.4 60.3 73.1

100.0 90.1 96.7 76.6 40.1 57.7 38.2 67.7 74.5 70.3 68.6

100.0 76.7 86.5 70.0 76.0 85.1 80.1

69.3 72.2 37.5 56.9 0.0 0.0 47.4 72.5 40.8 54.5 91.7 51.5 53.9

72.8 78.4 69.0 99.7 0.0 64.6 63.9 45.8 91.7 86.0 73.4 67.9 61.8

66.8 99.9 85.5 29.3 62.5 36.7 89.7 72.7 65.5 90.5 71.2 68.1 66.1

92.9 66.4 88.3 46.0 2.4 69.0 30.5 76.2 86.3 70.2 82.6 66.5 70.6

68.4 49.6 89.5 86.3 55.0 58.1 67.1 59.7 73.1 80.5 86.5 63.8 71.6

85.6 68.7 95.2 67.4 25.0 24.9 72.8 82.1 62.8 95.2 80.0 38.5 70.1

100.0 78.4 74.8 76.9 57.5 49.2 86.4 74.6 75.1 89.1 93.6 66.6 76.5

88.7 75.9 92.2 25.5 0.0 59.2 66.0 100.6 52.4 81.6 93.4 77.3 74.9

75.2 99.7 31.6 46.1 6.9 67.5 28.9 87.8 76.7 73.1 82.1 94.7 67.8

87.8 71.9 86.3 53.6 0.0 37.4 58.0 41.1 76.7 93.4 71.5 72.8 72.8

87.6 95.6 74.1 42.4 0.0 85.2 19.5 93.4 9.2 0.0 0.0 82.6 65.6

89.2 70.6 99.1 40.0 0.0 75.6 69.3 89.7 6.5 0.0 0.0 0.0 61.7

83.4 100.0 75.7 35.7 0.0 75.6 85.9 79.7 29.5 0.0 0.0 0.0 59.7

100.0 66.4 69.2 76.7 69.1 37.1 100.8 31.5 29.6 0.0 0.0 0.0 58.2

84.3 75.8 88.3 92.2 0.0 91.7 74.4 65.9 0.0 0.0 0.0 33.9 65.6

90.1 81.7 80.7 82.4 91.3 75.3 71.2 98.9 7.3 0.0 55.1 77.6 71.4

73.9 86.1 99.0 70.0 45.9 90.6 78.4 71.2 29.9 0.0 72.3 78.5 69.4

67.9 54.5 60.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － － 48.2

48.8 94.8 47.7 25.4 88.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － － 59.5

100.0 83.5 67.5 47.3 41.4 79.6 84.3 69.3 78.9 95.4 69.8 66.6 77.6

86.0 100.0 91.9 42.8 64.0 75.9 93.0 75.4 81.4 87.4 60.3 68.3 79.8

102.3 84.7 32.9 84.6 44.7 12.6 18.7 48.6

75.5 84.9 83.5 96.7 35.3 79.8 87.4 69.3 0.0 0.0 98.5 63.5 70.9

100.0 26.0 0.0 85.7 47.5 89.4 48.6

100.0 11.0 98.6 88.2 72.1 90.7 73.2 50.1 69.0 96.4 65.6 0.0 71.2

83.6 88.0 87.6 100.0 66.5 51.2 88.4 82.4 79.1 45.2 96.6 31.8 79.6

79.5 79.9 78.6 61.9 39.0 63.4 65.2 63.9 49.7 51.1 55.5 57.5 68.0
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表Ⅱ－13　ユニット別

設　置　者 ユニット
認可出力
（ＭＷ）

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ｐ　Ｗ　Ｒ 　

日本原子力発電 敦賀　２号 1,160 77.8 100.0 80.2 80.3 79.5 90.1 74.9 87.7

北海道電力 泊　　１号 579 74.0 75.9 81.4 100.0 80.7 78.0 83.6 100.0

　〃　２号 579 81.6 75.5 80.1 79.5 100.0 81.5 78.5 84.2

　〃　３号 912

　 美浜　１号 340 68.2 61.8 47.7 0.0 4.7 99.9 80.8 82.6

　〃　２号 500 0.0 0.0 0.0 53.7 71.3 84.0 88.5 82.0

　〃　３号 826 80.6 69.5 65.2 87.7 60.0 56.6 88.4 98.8

関西電力 高浜　１号 826 87.6 72.9 50.3 54.8 76.5 72.2 68.1 84.3

　〃　２号 826 40.9 54.8 76.5 68.4 67.0 84.7 87.6 87.0

　〃　３号 870 87.4 82.2 79.0 78.7 97.0 75.5 81.9 87.0

　〃　４号 870 83.9 81.9 76.2 100.0 76.8 76.6 87.8 100.0

大飯　１号 1,175 57.7 80.2 50.8 45.4 90.5 71.1 75.8 88.7

　〃　２号 1,175 66.9 59.7 89.3 68.7 43.1 82.5 69.3 41.1

　〃　３号 1,180 100.0 79.5 100.0 82.2 77.9 83.9 95.6 93.7

　〃　４号 1,180 100.0 88.3 91.1 75.7 47.9 100.0 89.0

四国電力 伊方　１号 566 71.6 95.2 73.8 82.0 76.6 75.9 80.6 88.1

　〃　２号 566 92.3 73.9 76.4 79.8 99.2 77.7 76.8 79.6

　〃　３号 890 100.0 78.9 95.3 81.9 83.5

玄海　１号 559 59.8 81.4 74.7 54.6 77.8 96.0 82.7 73.7

九州電力 　〃　２号 559 99.5 74.5 79.9 67.6 94.1 84.0 74.1 73.1

　〃　３号 1,180 100.0 73.0 98.8 74.8 83.3 77.9

　〃　４号 1,180 100.0 76.8

川内　１号 890 74.8 76.1 65.7 100.0 77.4 69.1 71.7 95.4

　〃　２号 890 75.7 76.0 100.0 74.4 75.6 77.5 100.0 78.8

小　　計 20,278 72.4 74.4 74.7 75.2 77.6 77.5 83.4 83.7

Ｇ　Ｃ　Ｒ  

日本原子力発電 東　　海 166 61.3 74.2 0.0 67.3 60.4 72.3 82.4 －

小　　計 166 61.3 74.2 0.0 67.3 60.4 72.3 82.4 －

合　　計 50,506 73.8 74.2 75.4 76.6 80.2 80.8 81.3 84.2

(注) 定格熱出力一定運転により、設備利用率が１００％を超える場合がある。
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設備利用率の推移
（単位：％）

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 累　計

　

44.9 93.9 89.0 90.0 86.6 80.9 95.1 64.5 37.1 23.0 91.6 75.2 78.0

80.4 86.5 86.9 100.0 80.2 78.5 86.9 101.5 82.5 64.5 83.2 102.3 85.6

100.0 85.1 82.6 85.7 80.3 82.4 88.2 84.5 96.8 68.0 71.3 84.1 83.5

103.3 85.2 89.1

74.9 99.8 74.9 78.0 88.3 65.4 53.9 58.4 54.1 77.2 73.7 64.3 53.1

66.4 70.8 92.0 87.7 82.2 55.4 92.3 83.3 30.2 66.5 72.8 60.4 61.7

84.5 69.6 81.1 95.8 90.4 36.7 0.0 23.1 76.2 83.0 75.2 104.5 71.3

98.9 87.4 87.7 76.2 104.5 80.3 90.6 76.0 100.6 75.2 85.6 81.4 69.8

87.3 85.6 100.0 90.1 79.6 78.4 104.9 82.2 39.6 74.7 93.2 71.8 69.1

86.6 92.3 83.8 89.0 80.4 95.6 78.1 77.7 67.1 67.8 78.5 84.4 82.8

74.7 82.5 83.5 100.0 89.1 80.9 76.2 103.4 78.7 67.3 87.6 89.3 84.6

81.3 63.6 74.6 99.8 82.3 75.6 76.0 72.2 90.9 83.6 53.9 61.1 66.3

61.0 87.9 72.4 84.3 88.8 92.9 74.9 70.7 77.6 87.1 67.5 63.2 72.3

89.6 89.1 85.4 86.0 101.8 20.5 88.6 80.8 85.2 39.7 77.4 86.4 81.5

89.6 80.2 95.9 97.5 88.2 83.2 80.2 101.9 80.4 76.6 86.8 84.9 85.5

80.5 62.9 85.7 90.0 79.3 58.8 86.5 87.7 83.3 77.9 72.0 84.1 78.5

99.8 78.3 66.3 83.6 101.0 75.3 59.0 80.2 82.7 90.3 76.1 79.1 82.1

72.8 100.0 83.0 89.2 78.2 90.6 102.6 81.9 91.6 85.1 86.7 102.8 88.0

73.2 92.8 61.2 82.9 78.2 90.4 83.2 80.2 77.3 101.8 83.8 82.3 74.4

87.8 82.3 52.0 82.7 98.2 87.4 81.3 64.0 96.1 72.4 77.3 85.4 81.4

100.0 81.5 82.8 82.1 102.1 81.6 87.2 76.6 101.9 82.9 81.2 70.7 84.7

79.8 100.0 81.5 82.8 83.1 97.8 86.2 77.8 78.9 99.1 83.8 84.0 86.2

80.9 75.2 82.1 100.9 83.9 80.8 78.5 103.7 78.5 75.2 79.9 91.0 82.8

75.6 81.0 100.0 83.9 84.8 78.6 101.2 86.2 79.9 73.8 101.5 77.9 83.9

80.9 84.1 82.9 89.1 87.9 76.5 81.5 79.2 77.8 73.7 80.6 81.3 76.8

－ － － － － － － － － － － － 62.9

－ － － － － － － － － － － － 62.9

80.1 81.7 80.5 73.4 59.7 68.9 71.9 69.9 60.7 60.0 65.7 67.3 71.8
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Ⅱ－3　時間稼動率

  (単位:％)

ＢＷＲ ＰＷＲ ＧＣＲ 総合平均

1971 72.4 74.3 86.8 74.7

1972 73.4 62.0 85.5 70.0

1973 70.6 53.0 88.2 64.1

1974 62.0 54.6 85.3 60.5

1975 39.9 52.6 87.8 48.0

1976 64.7 57.3 87.5 61.7

1977 33.8 54.3 83.7 45.9

1978 67.9 58.3 86.6 63.8

1979 71.6 44.8 77.5 59.8

1980 70.3 58.3 82.1 65.0

1981 67.0 62.5 93.5 65.1

1982 70.2 69.9 83.3 70.2

1983 72.8 73.6 83.3 73.2

1984 73.7 77.2 77.6 75.3

1985 75.0 79.7 77.3 77.2

1986 76.9 76.9 77.9 76.9

1987 78.2 78.3 65.9 78.2

1988 74.0 70.8 70.2 72.6

1989 67.4 75.6 64.5 71.1

1990 73.8 73.4 80.6 73.6

1991 75.8 73.5 75.0 74.8

1992 74.8 75.3 90.8 75.1

1993 77.3 75.5 0.0 76.1

1994 78.3 75.9 81.3 77.2

1995 82.9 78.6 72.9 81.0

1996 83.9 78.2 85.1 81.4

1997 80.2 83.9 99.9 81.8

1998 85.0 84.3 － 84.7

1999 79.9 81.5 － 80.6

2000 80.3 84.6 － 82.1

2001 79.1 83.4 － 80.9

2002 61.9 88.5 － 73.2

2003 38.9 86.4 － 59.0

2004 63.2 75.5 － 68.4

2005 65.2 80.4 － 71.4

2006 63.7 78.0 － 69.3

2007 49.8 76.7 － 60.3

2008 50.9 72.5 － 59.4

2009 55.5 78.9 － 65.0

2010 57.2 79.4 － 66.5

累　計 68.8 77.1 77.5 72.4

   表Ⅱ－14   時間稼動率の推移

年度
炉型
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　　　(単位:％)

原  電 北海道 東  北 東  京 中  部 北 陸 関  西 中  国 四  国 九  州 総合平均

1971 77.1 72.3 74.3 74.7

1972 81.9 68.2 62.0 70.0

1973 86.4 58.7 53.0 100.0 64.1

1974 65.2 56.3 54.6 79.2 60.5

1975 61.4 21.9 97.8 47.3 79.2 93.2 48.0

1976 79.9 63.3 61.1 53.4 66.5 76.6 61.7

1977 54.6 24.2 44.0 46.4 58.4 97.9 78.9 45.9

1978 82.3 68.1 52.3 52.6 73.0 66.6 83.7 63.8

1979 68.0 74.3 65.6 41.2 79.8 63.0 58.2 59.8

1980 75.6 68.1 73.2 55.8 69.2 63.6 78.0 65.0

1981 62.0 67.4 72.1 59.3 74.4 76.9 71.2 65.1

1982 61.8 72.5 74.2 65.0 62.8 81.8 82.6 70.2

1983 75.0 72.4 73.3 70.0 71.6 86.1 78.9 73.2

1984 71.1 100.0 72.8 72.1 73.4 78.6 85.3 84.4 75.3

1985 79.4 76.3 74.5 71.5 78.3 77.1 79.7 83.9 77.2

1986 82.6 78.4 76.1 76.4 74.4 78.3 80.9 80.7 76.9

1987 77.2 74.3 77.2 84.3 75.3 79.2 89.2 81.8 78.2

1988 80.1 79.1 77.4 65.3 62.2 68.9 87.4 74.7 72.6

1989 75.5 100.0 70.5 64.3 73.1 72.2 72.1 79.4 78.2 71.1

1990 85.2 81.0 67.4 72.2 63.3 68.3 87.6 81.1 81.4 73.6

1991 77.4 78.6 79.4 75.0 73.3 68.8 86.0 83.5 78.0 74.8

1992 81.1 77.0 72.5 76.0 74.8 　 69.6 75.5 85.4 78.0 75.1

1993 76.2 81.6 76.3 76.9 74.3 100.0 72.0 77.4 76.3 81.9 76.1

1994 83.9 90.2 79.7 77.1 77.9 76.0 72.0 83.1 85.1 76.5 77.2

1995 77.3 91.0 76.4 83.5 86.4 79.7 72.4 81.9 84.5 86.4 81.0

1996 84.2 80.5 85.1 84.5 85.6 78.7 74.3 78.5 86.1 79.3 81.4

1997 74.6 81.7 80.5 79.9 84.0 80.4 84.6 83.1 80.8 86.3 81.8

1998 91.1 92.4 90.9 83.6 80.5 100.0 84.7 95.5 84.5 80.7 84.7

1999 26.9 90.5 83.8 84.8 79.2 75.9 82.7 89.6 83.1 84.7 80.6

2000 82.5 86.3 90.7 79.9 87.2 85.3 82.5 60.6 84.1 86.3 82.1

2001 81.1 85.3 75.7 80.6 69.8 83.9 84.9 91.8 79.7 80.3 80.9

2002 80.9 92.9 81.9 60.6 33.8 96.9 90.0 95.8 86.1 85.6 73.2

2003 84.2 79.0 70.1 26.2 53.4 34.9 87.3 68.4 83.2 87.8 59.0

2004 86.3 79.0 72.2 61.7 51.6 79.6 69.1 65.1 76.0 85.3 68.4

2005 76.8 86.0 47.5 66.3 63.6 87.9 74.4 82.7 84.7 85.9 71.4

2006 71.5 91.6 49.4 73.9 41.6 38.3 75.7 70.7 82.0 80.9 69.3

2007 63.2 88.1 66.2 45.2 58.4 0.0 73.5 75.5 85.7 84.6 60.3

2008 47.9 65.1 65.3 43.5 56.0 60.9 71.0 63.4 83.5 83.4 59.4

2009 58.4 80.1 70.7 53.3 45.9 64.2 75.3 84.8 78.5 83.3 65.0

2010 72.3 87.7 71.6 55.2 49.4 81.6 76.4 20.3 89.4 79.4 66.5

累　計 74.4 84.5 71.3 68.4 66.4 62.3 73.2 76.0 82.6 82.3 72.4

表Ⅱ－15　電力会社別時間稼動率の推移

年度
電力会社

年度
電力会社
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表
Ⅱ
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表Ⅱ－17　ユニット別

設　置　者 ユニット
認可出力
（ＭＷ）

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ｂ　Ｗ　Ｒ

日本原子力発電 東海第二 1,100 76.7 64.9 86.3 90.3 74.1 81.6 73.2 98.6

敦賀　１号 357 77.0 65.4 65.6 75.8 80.3 71.3 64.1 77.4

東北電力 女川　１号 524 79.4 72.5 76.3 79.7 57.0 97.7 76.6 78.1

　〃　２号 825 94.5 77.0 83.0 99.1

　〃　３号 825

東通　１号 1,100

福島第一１号 460 31.5 72.2 53.9 100.0 79.7 45.8 100.0 84.6

　〃　２号 784 48.3 62.8 85.1 35.8 76.4 88.5 82.4 36.4

　〃　３号 784 61.1 89.6 75.0 62.8 68.6 97.8 15.1 66.0

　〃　４号 784 89.3 72.9 60.8 90.7 93.1 74.9 51.3 96.4

東京電力 　〃　５号 784 77.6 88.3 65.1 65.1 81.3 97.0 73.4 82.4

　〃　６号 1,100 77.4 63.3 58.1 100.0 74.5 66.7 86.8 81.9

福島第二１号 1,100 90.3 71.8 61.8 79.9 100.0 73.3 67.5 76.2

　〃　２号 1,100 75.2 62.5 98.0 76.4 73.5 88.0 92.4 81.1

　〃　３号 1,100 67.8 98.3 74.7 51.0 91.0 96.3 81.4 90.2

　〃　４号 1,100 80.3 62.4 84.1 89.9 84.3 74.2 87.6 100.0

柏崎刈羽１号 1,100 91.0 85.6 75.1 77.0 82.0 91.9 74.9 79.0

　〃　２号 1,100 75.7 82.0 95.1 79.5 83.7 75.1 100.0 88.7

 　〃　３号 1,100 100.0 79.5 85.7 100.0 87.0 73.8

 　〃　４号 1,100 63.2 90.7 87.3 82.6 88.4

 　〃　５号 1,100 77.6 76.4 78.9 99.0 82.0 85.9 76.6 100.0

 　〃　６号 1,356 100.0 83.4 93.7

　〃　７号 1,356 100.0 85.0

中部電力 浜岡　１号 540 61.5 71.1 42.8 61.9 78.7 73.7 80.7 96.5

　〃　２号 840 80.0 80.1 76.0 62.5 92.4 87.6 79.3 73.8

　〃　３号 1,100 73.9 72.5 73.1 100.0 84.9 75.2 89.8 83.1

　〃　４号 1,137 100.0 75.5 87.0 100.0 83.4 75.4

　〃　５号 1,380

北陸電力 志賀  １号 540 100.0 76.0 79.7 78.7 80.4 100.0

　〃　２号 1,206

中国電力 島根　１号 460 94.4 69.5 71.1 55.2 85.6 73.0 76.6 87.6

　〃　２号 820 81.3 78.9 81.0 98.8 79.9 81.5 86.8 100.0

小　　計 30,062 75.8 74.8 77.3 78.3 82.9 83.9 80.2 85.0

48



時間稼動率の推移 　

         （単位：％）

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 累　計

3.7 93.4 69.1 68.5 83.6 93.2 56.1 74.5 90.1 72.8 34.9 72.9 73.6

38.5 11.5 90.7 93.1 82.8 85.3 86.4 85.7 55.1 51.5 30.6 68.6 68.6

82.5 100.0 78.7 43.8 67.5 54.0 33.2 0.0 61.6 2.5 86.6 65.5 67.9

84.6 84.8 69.7 97.7 47.7 81.1 41.6 37.2 69.7 98.4 51.1 60.0 73.1

100.0 90.2 94.1 74.8 40.7 56.2 38.2 65.5 72.6 69.1 67.4

100.0 77.0 86.8 70.3 76.4 85.2 80.4

69.7 72.3 37.7 57.0 0.0 0.0 48.1 74.2 40.9 54.9 93.5 52.0 56.3

73.5 78.7 69.7 99.7 0.0 67.0 66.9 46.4 92.1 86.3 75.3 68.5 64.6

67.4 100.0 85.9 29.6 62.7 39.2 89.6 73.3 66.8 90.1 71.3 68.3 67.9

93.3 67.0 89.0 46.0 2.8 69.1 32.8 77.6 90.6 70.6 82.9 66.6 72.2

68.6 49.9 90.0 86.6 55.3 58.5 67.8 60.4 73.5 77.7 83.1 61.5 73.1

86.5 70.0 95.5 67.8 25.3 25.5 72.3 81.8 64.6 94.2 77.6 37.0 71.0

100.0 78.9 75.2 77.0 58.4 49.6 86.1 73.9 74.8 88.2 92.8 66.4 76.9

89.2 76.4 92.6 25.8 0.0 58.9 66.0 100.0 52.6 81.4 92.9 77.2 75.2

75.8 100.0 32.2 46.0 7.1 67.1 29.1 87.5 76.6 73.1 82.0 94.4 68.2

88.2 72.2 86.8 53.4 0.0 37.5 57.6 41.2 76.3 92.9 73.0 72.8 73.2

88.0 95.8 74.6 42.5 0.0 85.7 20.3 92.0 9.0 0.0 0.0 82.0 65.9

89.5 71.1 99.2 39.5 0.0 74.9 68.9 88.8 6.9 0.0 0.0 0.0 61.8

83.8 100.0 76.0 35.9 0.0 75.3 85.9 79.0 29.1 0.0 0.0 0.0 59.8

100.0 67.0 69.5 77.0 68.5 37.0 100.0 31.6 29.1 0.0 0.0 0.0 58.3

84.6 76.6 88.6 91.5 0.0 91.9 73.6 64.9 0.0 0.0 0.0 34.8 65.8

91.0 81.9 81.3 82.5 89.5 73.3 69.3 96.6 7.1 0.0 54.7 76.0 70.8

74.7 86.5 100.0 69.0 45.8 89.0 77.1 71.3 29.1 0.0 74.2 80.4 69.6

68.1 54.9 60.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － － 50.2

49.4 95.2 48.3 25.7 89.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － － 60.9

100.0 83.7 67.8 47.4 41.3 79.0 83.5 69.4 80.1 95.3 69.5 66.4 77.9

86.6 100.0 92.1 42.8 64.2 75.9 97.6 75.5 81.3 87.4 60.7 68.4 80.3

100.0 83.4 33.2 82.4 44.4 12.3 17.3 47.3

75.9 85.3 83.9 96.9 34.9 79.6 86.5 69.0 0.0 0.0 97.3 63.3 71.0

100.0 26.1 0.0 88.7 49.3 89.8 51.2

100.0 11.0 98.8 88.4 71.6 89.1 72.0 49.4 68.0 94.8 64.6 0.0 71.9

83.8 88.4 87.8 100.0 66.6 51.6 88.7 82.6 79.6 45.8 96.2 31.7 80.0

79.9 80.3 79.1 61.9 38.9 63.2 65.2 63.7 49.8 50.9 55.5 57.2 68.8

49



表Ⅱ－17　ユニット別

設　置　者 ユニット
認可出力
（ＭＷ）

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ｐ　Ｗ　Ｒ 　

日本原子力発電 敦賀　２号 1,160 78.4 100.0 80.9 80.8 80.1 90.5 75.4 88.2

北海道電力 泊　　１号 579 75.3 77.1 82.3 100.0 82.0 78.7 84.2 100.0

　〃　２号 579 82.1 76.8 81.0 80.4 100.0 82.3 79.3 84.7

　〃　３号 912

　 美浜　１号 340 69.8 63.6 49.1 0.0 6.7 100.0 81.5 83.4

　〃　２号 500 0.0 0.0 0.0 55.7 72.9 84.1 89.4 82.5

　〃　３号 826 81.4 70.6 67.9 88.2 61.9 57.5 88.9 100.0

関西電力 高浜　１号 826 88.8 74.0 52.4 55.6 76.6 72.9 68.7 84.7

　〃　２号 826 41.6 55.6 76.6 70.3 68.7 85.0 88.1 87.4

　〃　３号 870 88.1 83.0 79.7 78.7 97.7 76.0 82.5 87.4

　〃　４号 870 84.6 82.7 76.9 100.0 77.5 77.2 88.2 100.0

大飯　１号 1,175 58.7 81.2 51.8 46.1 93.3 71.7 76.2 88.8

　〃　２号 1,175 69.3 60.5 89.4 69.5 44.6 83.1 69.8 41.5

　〃　３号 1,180 100.0 80.2 100.0 82.9 78.7 84.5 95.6 94.2

　〃　４号 1,180 100.0 88.3 92.4 76.5 48.5 100.0 89.4

四国電力 伊方　１号 566 73.1 95.3 75.0 83.3 77.9 77.0 80.8 89.1

　〃　２号 566 93.8 75.5 77.6 80.1 100.0 78.9 78.0 80.4

　〃　３号 890 100.0 79.0 96.4 82.7 84.2

玄海　１号 559 60.1 83.4 76.6 55.8 78.7 96.6 83.4 75.0

九州電力 　〃　２号 559 100.0 75.5 81.0 68.8 94.2 85.4 74.9 73.8

　〃　３号 1,180 100.0 73.1 99.9 75.8 84.3 78.7

　〃　４号 1,180 100.0 77.4

川内　１号 890 76.4 77.1 66.7 100.0 78.4 70.0 71.8 96.7

　〃　２号 890 76.9 77.1 100.0 75.4 76.7 78.5 100.0 79.6

小　　計 20,278 73.5 75.3 75.5 75.9 78.6 78.2 83.9 84.3

Ｇ　Ｃ　Ｒ  

日本原子力発電 東　　海 166 75.0 90.8 0.0 81.3 72.9 85.1 99.9 －

小　　計 166 75.0 90.8 0.0 81.3 72.9 85.1 99.9 －

合　　計 50,506 74.8 75.1 76.1 77.2 81.0 81.4 81.8 84.7
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時間稼動率の推移 　

（単位：％）

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 累　計

　

45.3 94.0 89.5 89.0 85.3 80.1 93.5 64.3 40.2 23.2 89.3 72.9 78.0

81.0 87.0 87.5 100.0 79.5 77.3 85.6 100.0 81.3 63.4 81.7 100.0 85.5

100.0 85.6 83.1 85.9 78.5 80.7 86.4 83.1 94.8 66.7 70.0 82.6 83.2

100.0 83.1 86.8

76.6 100.0 75.4 77.6 86.8 66.4 54.9 58.7 54.1 76.4 72.9 65.1 55.3

67.3 71.4 93.2 87.7 82.7 55.8 92.1 84.1 30.2 66.6 73.0 61.5 63.2

85.0 70.3 81.5 96.1 88.3 35.8 0.0 23.8 73.7 80.2 72.8 100.0 71.9

99.1 88.2 88.6 76.0 100.0 77.8 87.4 73.6 96.7 72.4 82.1 77.9 70.3

88.5 86.8 100.0 87.4 77.0 76.9 100.0 78.7 37.8 71.7 89.1 68.7 69.7

86.9 92.6 84.1 87.7 77.8 93.1 76.0 75.4 64.6 65.8 74.5 80.0 82.2

75.3 82.8 83.8 100.0 86.3 78.5 74.3 100.0 76.4 66.2 84.8 85.2 84.1

81.8 65.1 75.1 100.0 82.3 75.9 76.7 72.7 90.8 83.6 54.2 61.9 67.3

62.1 88.6 72.7 83.9 87.9 91.7 74.5 69.5 77.3 85.3 66.8 62.1 72.9

90.4 89.5 85.7 86.3 100.0 20.8 88.6 79.9 84.0 39.5 76.9 85.8 81.5

90.4 80.6 95.9 95.9 86.7 82.3 79.7 100.0 79.2 75.7 85.6 84.1 85.2

81.4 63.9 85.8 89.3 78.8 58.4 86.3 87.5 82.9 77.9 71.7 83.7 79.3

100.0 79.2 67.6 82.5 100.0 76.0 59.1 80.0 82.9 90.1 75.8 78.3 82.7

73.4 100.0 83.6 86.5 75.4 87.2 100.0 79.8 89.2 82.9 84.6 100.0 86.8

75.2 93.1 61.8 81.7 77.1 88.4 82.1 78.7 75.8 98.6 81.2 79.8 75.2

87.9 83.1 52.6 81.2 95.3 85.6 79.4 62.2 94.0 71.2 75.7 83.2 81.5

100.0 82.3 83.5 82.5 100.0 80.4 85.9 75.7 100.0 82.0 80.4 69.6 84.4

80.4 100.0 82.3 83.0 82.6 96.8 85.6 77.8 78.8 98.6 83.7 84.0 86.2

82.1 76.0 82.9 100.0 84.0 81.0 78.5 100.0 76.1 72.7 76.2 87.4 82.7

76.5 81.8 100.0 83.7 84.3 78.6 100.0 86.2 79.9 73.8 100.0 75.7 84.1

81.5 84.6 83.4 88.5 86.4 75.5 80.4 78.0 76.7 72.5 78.9 79.4 77.1

－ － － － － － － － － － － － 77.5

－ － － － － － － － － － － － 77.5

80.6 82.1 80.9 73.2 59.0 68.4 71.4 69.3 60.3 59.4 65.0 66.5 72.4
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Ⅱ－4　発電電力量

        (単位:100万kWh)

  ＢＷＲ ＰＷＲ ＧＣＲ 計

1971 4,836 2,161 1,013 8,009

1972 4,910 3,154 980 9,045

1973 4,455 3,180 1,025 8,660

1974 8,845 5,265 987 15,097

1975 6,514 9,163 997 16,674

1976 16,478 14,314 1,011 31,803

1977 8,586 18,648 987 28,221

1978 26,427 21,141 1,015 48,583

1979 41,563 22,439 926 64,928

1980 45,478 33,173 979 79,631

1981 43,694 39,211 1,094 83,999

1982 53,170 47,308 971 101,449

1983 57,487 50,474 988 108,949

1984 67,265 58,447 922 126,634

1985 78,897 73,467 911 153,274

1986 85,853 76,841 921 163,615

1987 96,561 85,516 790 182,867

1988 97,243 77,103 841 175,187

1989 92,770 85,318 767 178,855

1990 112,194 83,824 949 196,967

1991 119,419 89,574 894 209,887

1992 117,690 98,589 1,079 217,359

1993 133,364 105,685 0 239,048

1994 147,240 115,589 979 263,807

1995 163,578 123,888 881 288,347

1996 171,008 123,404 1,052 295,464

1997 176,027 138,813 1,199 316,039

1998 189,433 141,914 － 331,347

1999 178,342 137,572 － 315,914

2000 178,744 142,593 － 321,337

2001 176,841 140,698 － 317,539

2002 142,928 151,145 － 294,073

2003 90,433 149,580 － 240,013

2004 148,044 129,812 － 277,857

2005 160,876 138,287 － 299,163

2006 168,986 134,440 － 303,426

2007 131,532 132,301 － 263,832

2008 133,118 124,953 － 258,071

2009 138,989 138,481 － 277,470

2010 143,901 144,329 － 288,230

累　計 3,966,294 3,412,498 29,007 7,407,799

   表Ⅱ－18   発電電力量の推移

年度
炉型
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  (単位:100万kWh)

原  電 北海道 東  北 東  京 中  部 北　陸 関  西 中  国 四  国 九  州 計

1971 3,174 2,674 2,161 8,009

1972 3,244 2,646 3,154 9,045

1973 3,494 1,954 3,180 33 8,660

1974 2,514 4,269 5,265 3,048 15,097

1975 2,392 1,890 155 7,187 3,074 1,976 16,674

1976 3,154 9,276 2,508 10,714 2,551 3,600 31,803

1977 2,155 3,384 1,768 12,540 2,265 2,353 3,755 28,221

1978 5,753 15,514 3,350 14,089 2,825 3,082 3,971 48,583

1979 8,845 23,498 7,086 16,638 3,060 3,047 2,754 64,928

1980 10,059 25,629 8,083 26,401 2,686 2,992 3,780 79,631

1981 8,178 25,575 8,130 28,428 2,905 3,892 6,892 83,999

1982 8,264 34,783 8,606 31,349 2,487 8,034 7,926 101,449

1983 10,135 36,921 8,586 34,371 2,833 8,473 7,630 108,949

1984 9,696 3,779 43,039 8,536 37,152 3,135 8,343 12,952 126,634

1985 10,966 3,453 53,803 8,515 49,001 3,069 7,777 16,688 153,274

1986 12,349 3,545 59,897 9,041 47,585 3,131 7,932 20,136 163,615

1987 18,396 3,370 65,445 14,828 48,216 3,175 8,821 20,618 182,867

1988 19,153 3,603 68,105 13,944 39,762 3,440 8,530 18,651 175,187

1989 18,046 3,932 3,197 56,484 15,616 　 46,309 8,023 7,741 19,507 178,855

1990 20,340 4,056 3,017 73,887 13,560 　 43,964 9,747 7,959 20,438 196,967

1991 18,564 7,787 3,552 80,673 15,845 　 46,124 9,605 8,147 19,590 209,887

1992 19,441 7,676 3,311 81,786 16,019 　 52,877 8,372 8,384 19,492 217,359

1993 18,474 8,192 3,473 87,501 20,277 3,170 61,015 8,616 7,447 20,883 239,048

1994 20,157 9,104 3,643 95,241 24,512 3,551 60,898 9,269 10,308 27,124 263,807

1995 18,534 9,191 7,195 106,617 27,294 3,754 61,034 9,161 14,915 30,652 288,347

1996 20,227 8,089 10,003 111,509 27,049 3,685 63,138 8,738 15,048 27,978 295,464

1997 17,824 8,221 9,469 118,122 26,357 3,787 72,023 9,282 14,191 36,764 316,039

1998 20,755 9,344 10,702 126,059 25,393 4,729 72,091 10,702 14,824 36,748 331,347

1999 6,061 9,175 9,880 128,265 25,070 3,581 70,388 10,059 14,661 38,774 315,914

2000 18,863 8,702 10,673 120,415 27,556 4,014 70,036 6,765 14,799 39,513 321,337

2001 18,358 8,600 9,823 121,468 22,021 3,950 72,319 10,267 14,006 36,725 317,539

2002 18,569 9,420 15,547 91,961 10,684 4,572 77,459 10,736 15,564 39,561 294,073

2003 19,485 8,161 13,578 39,924 16,889 1,676 76,468 7,705 15,076 41,052 240,013

2004 19,965 8,159 13,953 93,527 17,708 3,777 60,034 7,333 13,713 39,687 277,857

2005 17,776 8,880 10,441 100,711 27,625 4,688 64,544 9,297 15,210 39,991 299,163

2006 16,304 9,437 14,245 112,537 18,145 6,370 65,911 7,937 14,704 37,836 303,426

2007 14,294 9,122 19,062 68,307 25,168 0 64,339 8,485 15,415 39,641 263,832

2008 11,031 6,720 18,839 66,339 22,858 9,261 61,954 7,131 14,970 38,968 258,071

2009 13,639 10,101 20,380 80,886 14,129 9,673 65,894 9,585 14,102 39,079 277,470

2010 16,961 16,258 20,690 83,845 15,318 12,445 66,954 2,281 16,104 37,375 288,230

累　計 531,949 188,327 252,423 2,524,432 558,232 86,684 1,813,669 232,816 360,565 858,703 7,407,799

表Ⅱ－19　電力会社別発電電力量の推移

年度
電力会社
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表Ⅱ－21　ユニット別発電

設　置　者 ユニット
認可出力
（ＭＷ）

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ｂ　Ｗ　Ｒ

日本原子力発電 東海第二 1,100 7,362 6,191 8,288 8,670 7,127 7,817 7,015 9,437

敦賀　１号 357 2,381 2,011 2,039 2,352 2,430 2,207 1,996 2,411

東北電力 女川　１号 524 3,552 3,311 3,473 3,643 2,574 4,477 3,501 3,561

　〃　２号 825 4,621 5,525 5,968 7,140

　〃　３号 825

東通　１号 1,100

福島第一１号 460 1,257 2,887 2,123 4,029 3,208 1,818 4,019 3,386

　〃　２号 784 3,156 4,281 5,794 2,396 5,234 6,073 5,622 2,473

　〃　３号 784 4,138 6,145 5,085 4,203 4,666 6,675 1,031 4,439

　〃　４号 784 6,102 4,934 4,087 6,188 6,354 5,111 3,483 6,580

東京電力 　〃　５号 784 5,305 6,023 4,415 4,425 5,539 6,653 5,010 5,597

　〃　６号 1,100 7,405 6,025 5,500 9,626 7,126 6,353 8,344 7,834

福島第二１号 1,100 8,639 6,831 5,888 7,672 9,662 7,037 6,425 7,312

　〃　２号 1,100 7,175 6,010 9,407 7,330 7,069 8,449 8,877 7,731

　〃　３号 1,100 6,469 9,438 7,161 4,798 8,786 9,256 7,815 8,644

　〃　４号 1,100 7,641 5,910 7,994 8,619 8,113 7,091 8,399 9,632

柏崎刈羽１号 1,100 8,721 8,184 7,191 7,335 7,915 8,837 7,153 7,595

　〃　２号 1,100 7,224 7,852 9,128 7,618 8,066 7,163 9,636 8,522

 　〃　３号 1,100 6,139 7,617 8,259 9,636 8,361 7,044

 　〃　４号 1,100 3,878 8,742 8,389 7,856 8,489

 　〃　５号 1,100 7,441 7,268 7,588 9,506 7,878 8,249 7,350 9,636

 　〃　６号 1,356 4,719 9,855 11,104

　〃　７号 1,356 8,885 10,040

中部電力 浜岡　１号 540 2,867 3,324 1,999 2,898 3,703 3,476 3,802 4,563

　〃　２号 840 5,865 5,824 5,544 4,539 6,808 6,419 5,810 5,387

　〃　３号 1,100 7,113 6,871 7,011 9,634 8,125 7,195 8,515 7,980

　〃　４号 1,137 5,722 7,442 8,658 9,960 8,230 7,463

　〃　５号 1,380

北陸電力 志賀  １号 540 3,170 3,551 3,754 3,685 3,787 4,729

　〃　２号 1,206

中国電力 島根　１号 460 3,794 2,780 2,853 2,204 3,451 2,931 3,070 3,522

　〃　２号 820 5,810 5,592 5,764 7,065 5,710 5,807 6,212 7,180

小　　計 30,062 119,419 117,690 133,364 147,240 163,578 171,008 176,027 189,433
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電力量の推移 　

         （単位：100万KWh）

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 累　計

323 8,968 6,482 6,527 8,063 9,075 5,450 7,147 8,790 7,177 3,382 7,187 226,973

1,165 351 2,829 2,901 2,599 2,671 2,663 2,605 1,719 1,514 953 2,135 84,735

3,769 4,586 3,598 2,011 3,116 2,490 1,544 0 2,852 21 3,959 3,044 83,047

6,110 6,087 5,018 7,025 3,456 5,924 2,989 2,686 5,083 7,181 3,713 4,360 82,886

1,208 6,511 7,006 5,539 2,899 4,171 2,770 4,891 5,383 5,083 45,460

3,010 7,388 8,357 6,746 7,325 8,204 41,030

2,801 2,911 1,511 2,295 0 0 1,909 2,921 1,647 2,198 3,697 2,075 86,910

5,015 5,384 4,739 6,845 0 4,435 4,386 3,145 6,316 5,903 5,043 4,666 155,866

4,598 6,859 5,873 2,014 4,306 2,523 6,163 4,995 4,513 6,218 4,888 4,677 158,965

6,398 4,560 6,065 3,156 168 4,741 2,091 5,236 5,943 4,823 5,673 4,566 157,430

4,710 3,405 6,149 5,928 3,789 3,992 4,611 4,100 5,032 5,528 5,944 4,380 162,209

8,268 6,622 9,177 6,493 2,416 2,395 7,011 7,911 6,068 9,178 7,705 3,710 212,579

9,662 7,552 7,211 7,408 5,554 4,737 8,322 7,186 7,258 8,588 9,015 6,417 213,468

8,568 7,314 8,885 2,456 0 5,708 6,357 9,696 5,058 7,864 8,997 7,451 196,023

7,270 9,608 3,044 4,442 667 6,504 2,787 8,463 7,411 7,040 7,909 9,127 168,572

8,486 6,924 8,318 5,163 0 3,603 5,588 3,961 7,410 9,000 6,892 7,013 165,603

8,466 9,210 7,138 4,086 0 8,209 1,883 9,002 886 0 0 7,956 161,602

8,617 6,803 9,550 3,854 0 7,288 6,680 8,643 631 0 0 0 121,922

8,063 9,635 7,295 3,440 0 7,289 8,273 7,684 2,854 0 0 0 101,590

9,661 6,397 6,664 7,396 6,681 3,571 9,709 3,038 2,857 0 0 0 93,327

8,147 7,307 8,506 8,883 0 8,835 7,173 6,348 0 0 0 3,263 132,757

10,731 9,699 9,586 9,787 10,877 8,939 8,454 11,748 865 0 6,540 9,223 122,126

8,802 10,223 11,757 8,316 5,464 10,760 9,312 8,461 3,556 0 8,584 9,323 113,483

3,220 2,576 2,862 0 0 0 0 0 0 0 － － 75,056

3,603 6,972 3,511 1,866 6,496 0 0 0 0 0 － － 132,259

9,662 8,048 6,500 4,560 4,001 7,672 8,125 6,682 7,622 9,195 6,728 6,420 176,590

8,585 9,960 9,149 4,258 6,392 7,562 9,264 7,509 8,126 8,702 6,008 6,801 139,790

2,473 10,236 3,955 9,420 4,961 1,394 2,097 34,536

3,581 4,014 3,950 4,572 1,676 3,777 4,134 3,276 0 0 4,659 3,004 59,321

554 3,093 0 9,261 5,014 9,441 27,363

4,041 443 3,975 3,556 2,912 3,654 2,949 2,018 2,790 3,883 2,643 0 106,192

6,019 6,323 6,292 7,180 4,793 3,679 6,348 5,919 5,695 3,248 6,941 2,281 126,624

178,342 178,744 176,841 142,928 90,433 148,044 160,876 168,986 131,532 133,118 138,989 143,901 3,966,294
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表Ⅱ－21　ユニット別発電

設　置　者 ユニット
認可出力
（ＭＷ）

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ｐ　Ｗ　Ｒ 　

日本原子力発電 敦賀　２号 1,160 7,926 10,160 8,147 8,155 8,096 9,151 7,615 8,907

北海道電力 泊　　１号 579 3,764 3,848 4,130 5,071 4,106 3,954 4,239 5,071

　〃　２号 579 4,023 3,829 4,062 4,033 5,085 4,135 3,982 4,273

　〃　３号 912

　 美浜　１号 340 2,037 1,840 1,420 0 142 2,975 2,408 2,460

　〃　２号 500 0 0 0 2,353 3,132 3,677 3,878 3,593

　〃　３号 826 5,849 5,031 4,716 6,348 4,352 4,098 6,394 7,151

関西電力 高浜　１号 826 6,356 5,276 3,639 3,964 5,553 5,226 4,930 6,101

　〃　２号 826 2,964 3,962 5,534 4,951 4,864 6,132 6,335 6,294

　〃　３号 870 6,677 6,265 6,020 5,997 7,416 5,754 6,243 6,630

　〃　４号 870 6,410 6,243 5,808 7,621 5,871 5,841 6,692 7,620

大飯　１号 1,175 5,955 8,257 5,225 4,674 9,336 7,318 7,803 9,126

　〃　２号 1,175 6,903 6,145 9,197 7,074 4,443 8,494 7,128 4,228

　〃　３号 1,180 2,973 8,217 10,333 8,498 8,076 8,673 9,878 9,691

　〃　４号 1,180 1,642 9,124 9,418 7,850 4,949 10,336 9,198

四国電力 伊方　１号 566 3,558 4,722 3,658 4,067 3,810 3,763 3,995 4,370

　〃　２号 566 4,588 3,662 3,790 3,956 4,934 3,853 3,810 3,946

　〃　３号 890 2,285 6,171 7,432 6,386 6,508

玄海　１号 559 2,935 3,985 3,656 2,674 3,822 4,702 4,052 3,610

九州電力 　〃　２号 559 4,887 3,646 3,915 3,311 4,621 4,111 3,630 3,578

　〃　３号 1,180 396 7,548 10,246 7,736 8,614 8,048

　〃　４号 1,180 7,079 7,937

川内　１号 890 5,848 5,931 5,121 7,795 6,050 5,384 5,594 7,435

　〃　２号 890 5,920 5,929 7,795 5,797 5,912 6,046 7,795 6,141

小　　計 20,278 89,574 98,589 105,685 115,589 123,888 123,404 138,813 141,914

Ｇ　Ｃ　Ｒ  

日本原子力発電 東　　海 166 894 1,079 0 979 881 1,052 1,199 －

小　　計 166 894 1,079 0 979 881 1,052 1,199 －

合　　計 50,506 209,887 217,359 239,048 263,807 288,347 295,464 316,039 331,347
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電力量の推移 　

 （単位：100万KWh）

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 累　計

　

4,574 9,543 9,048 9,141 8,823 8,219 9,662 6,552 3,784 2,340 9,304 7,639 191,234

4,089 4,386 4,410 5,072 4,079 3,981 4,406 5,149 4,197 3,273 4,222 5,187 94,622

5,086 4,316 4,190 4,349 4,082 4,178 4,473 4,288 4,925 3,447 3,619 4,264 84,637

2,260 6,808 9,068

2,236 2,973 2,232 2,322 2,636 1,947 1,604 1,739 1,615 2,298 2,195 1,914 63,801

2,918 3,102 4,031 3,843 3,609 2,428 4,041 3,646 1,325 2,914 3,187 2,646 104,543

6,132 5,033 5,865 6,932 6,556 2,658 0 1,675 5,531 6,006 5,445 7,560 177,123

7,177 6,326 6,344 5,511 7,579 5,814 6,556 5,499 7,302 5,444 6,190 5,893 183,869

6,333 6,192 7,235 6,520 5,775 5,675 7,591 5,950 2,876 5,408 6,746 5,198 176,972

6,620 7,031 6,385 6,782 6,146 7,282 5,950 5,920 5,129 5,168 5,981 6,436 165,455

5,711 6,290 6,365 7,620 6,811 6,166 5,806 7,882 6,015 5,127 6,676 6,809 166,614

8,394 6,547 7,675 10,274 8,492 7,783 7,827 7,435 9,377 8,606 5,553 6,286 218,706

6,293 9,047 7,450 8,682 9,169 9,562 7,714 7,279 8,005 8,966 6,943 6,510 233,338

9,286 9,205 8,827 8,894 10,550 2,122 9,164 8,351 8,835 4,102 8,002 8,931 162,608

9,287 8,288 9,911 10,078 9,145 8,599 8,291 10,534 8,328 7,915 8,976 8,771 160,639

4,004 3,119 4,249 4,463 3,942 2,914 4,291 4,347 4,140 3,862 3,568 4,169 130,465

4,962 3,884 3,288 4,147 5,022 3,732 2,923 3,974 4,110 4,475 3,773 3,923 118,275

5,695 7,796 6,469 6,954 6,112 7,067 7,996 6,384 7,165 6,633 6,762 8,012 111,825

3,594 4,542 2,998 4,060 3,839 4,426 4,075 3,929 3,797 4,983 4,104 4,032 129,315

4,313 4,033 2,547 4,048 4,823 4,279 3,980 3,133 4,716 3,547 3,783 4,184 119,674

10,364 8,428 8,556 8,491 10,586 8,434 9,015 7,918 10,559 8,572 8,392 7,309 149,214

8,267 10,335 8,429 8,556 8,615 10,112 8,911 8,047 8,181 10,246 8,662 8,687 122,064

6,328 5,863 6,400 7,868 6,557 6,303 6,117 8,088 6,140 5,865 6,228 7,093 172,652

5,909 6,311 7,795 6,538 6,631 6,132 7,893 6,722 6,248 5,755 7,910 6,070 165,785

137,572 142,593 140,698 151,145 149,580 129,812 138,287 134,440 132,301 124,953 138,481 144,329 3,412,498

－ － － － － － － － － － － － 29,007

－ － － － － － － － － － － － 29,007

315,914 321,337 317,539 294,073 240,013 277,857 299,163 303,426 263,832 258,071 277,470 288,230 7,407,799
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Ⅱ－5　発電時間

(単位:時間)

ＢＷＲ ＰＷＲ ＧＣＲ 計

1971 12,728 6,530 7,623 26,881

1972 12,994 8,685 7,487 29,166

1973 12,714 9,124 7,723 29,561

1974 19,506 9,578 7,470 36,554

1975 15,491 14,852 7,712 38,055

1976 33,294 24,275 7,669 65,238

1977 18,392 29,410 7,330 55,132

1978 46,532 35,428 7,587 89,547

1979 65,138 30,459 6,808 102,405

1980 67,747 47,606 7,196 122,549

1981 61,574 55,179 8,189 124,942

1982 71,589 64,838 7,295 143,722

1983 76,885 70,730 7,321 154,936

1984 90,357 80,651 6,801 177,809

1985 99,175 100,199 6,769 206,143

1986 107,389 102,192 6,826 216,407

1987 115,788 110,914 5,786 232,488

1988 115,903 101,338 6,147 223,388

1989 111,976 112,596 5,652 230,224

1990 129,481 108,248 7,061 244,790

1991 137,677 116,356 6,589 260,622

1992 136,912 123,083 7,951 267,946

1993 151,227 127,634 0 278,861

1994 166,653 137,228 7,118 310,999

1995 185,347 149,483 6,405 341,235

1996 190,945 153,357 7,459 351,760

1997 191,923 165,750 8,751 366,424

1998 207,891 170,568 － 378,459

1999 192,952 165,719 － 358,671

2000 188,582 170,106 － 358,688

2001 193,427 166,114 － 359,541

2002 159,545 177,277 － 336,822

2003 101,787 173,601 － 275,388

2004 156,185 151,123 － 307,308

2005 167,918 160,003 － 327,921

2006 173,138 156,944 － 330,082

2007 141,598 152,915 － 294,513

2008 142,497 147,581 － 290,077

2009 153,764 160,338 － 314,102

2010 148,559 167,537 － 316,096

累　計 4,580,883 4,217,699 215,324 9,013,905

  表Ⅱ－22 　発電時間の推移

年度

炉型

年度

炉型
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(単位:時間)

原  電 北海道 東  北 東  京 中  部 北　陸 関  西 中  国 四  国 九  州 計

1971 14,000 6,351 6,530 26,881

1972 14,511 5,970 8,685 29,166

1973 15,225 5,140 9,124 72 29,561

1974 12,361 7,674 9,578 6,941 36,554

1975 12,023 3,869 352 11,072 6,959 3,780 38,055

1976 14,359 15,424 5,351 17,564 5,829 6,711 65,238

1977 10,926 5,826 3,855 18,199 5,115 4,298 6,913 55,132

1978 16,645 25,737 5,345 22,260 6,392 5,838 7,330 89,547

1979 18,694 34,788 11,451 19,815 7,013 5,536 5,108 102,405

1980 20,361 35,623 12,901 35,167 6,058 5,572 6,867 122,549

1981 16,424 34,044 12,776 35,734 6,519 6,975 12,470 124,942

1982 17,758 42,679 12,948 36,024 5,499 14,339 14,475 143,722

1983 20,324 44,849 12,741 41,754 6,292 15,121 13,855 154,936

1984 18,980 7,296 51,838 12,156 45,192 6,888 14,951 20,508 177,809

1985 20,858 6,681 58,862 12,793 62,133 6,750 13,957 24,109 206,143

1986 21,995 6,871 65,827 13,696 59,277 6,858 14,181 27,702 216,407

1987 26,339 6,524 70,121 18,512 59,702 6,961 15,672 28,657 232,488

1988 26,085 6,925 75,775 15,451 51,169 6,574 15,310 26,099 223,388

1989 25,758 6,792 6,177 61,218 18,902 58,610 12,387 13,919 26,461 230,224

1990 29,767 7,092 5,908 77,445 14,701 53,020 15,183 14,204 27,470 244,790

1991 26,983 13,608 6,978 82,833 18,927 53,669 15,433 14,662 27,529 260,622

 1992 28,124 13,488 6,350 86,558 19,596  58,435 12,995 14,967 27,433 267,946

1993 20,396 14,300 6,686 90,172 21,854 5,880 64,136 13,325 13,369 28,743 278,861

1994 28,743 15,799 6,981 98,708 26,273 6,655 64,791 13,491 16,878 32,680 310,999

1995 27,004 15,983 10,635 109,491 30,126 6,998 66,327 14,534 22,560 37,577 341,235

1996 28,779 14,103 15,310 112,335 29,476 6,892 73,636 13,538 22,100 35,591 351,760

1997 27,390 14,316 13,975 115,379 29,179 7,047 81,371 14,312 21,154 42,300 366,424

1998 23,134 16,184 15,519 122,972 28,797 8,760 82,286 16,433 22,221 42,153 378,459

1999 7,690 15,896 14,678 125,053 26,701 6,668 79,347 16,145 22,385 44,109 358,671

2000 17,427 15,117 16,190 117,773 29,244 7,472 80,236 8,710 21,297 45,222 358,688

2001 21,836 14,947 14,470 117,722 23,541 7,352 82,001 16,347 20,759 40,567 359,541

2002 21,947 16,283 20,300 89,946 10,154 8,488 85,724 16,502 22,619 44,858 336,822

2003 22,111 13,879 18,382 36,490 17,091 3,065 83,946 12,138 22,323 45,964 275,388

2004 22,647 13,840 18,387 87,552 15,321 6,970 66,111 12,321 19,411 44,748 307,308

2005 20,672 15,070 12,855 97,350 23,171 7,986 70,444 14,077 21,493 44,802 327,921

2006 19,666 16,043 14,929 108,679 15,602 8,328 71,513 11,567 21,665 42,090 330,082

2007 16,278 15,473 22,512 71,945 21,422 0 67,181 12,970 22,405 44,328 294,513

2008 12,924 11,397 20,734 70,898 19,890 7,770 68,637 12,318 21,982 43,528 290,077

2009 13,560 15,687 25,118 83,504 12,474 12,849 72,944 14,083 20,335 43,548 314,102

2010 18,778 23,275 24,509 82,156 13,318 13,407 72,911 2,773 22,952 42,018 316,096

累　計 835,638 318,573 351,880 2,636,718 616,089 132,588 2,108,405 388,303 567,409 1,058,303 9,013,905

表Ⅱ－23　電力会社別発電時間の推移

年度
電力会社
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表Ⅱ－25　ユニット別発電

設　置　者 ユニット
認可出力
（ＭＷ）

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ｂ　Ｗ　Ｒ

日本原子力発電 東海第二 1,100 6,740 5,688 7,560 7,908 6,512 7,145 6,412 8,634

敦賀　１号 357 6,766 5,725 5,750 6,637 7,051 6,249 5,618 6,776

東北電力 女川　１号 524 6,978 6,350 6,686 6,981 5,010 8,562 6,708 6,842

　〃　２号 825 5,625 6,749 7,267 8,678

　〃　３号 825

東通　１号 1,100

福島第一１号 460 2,769 6,326 4,718 8,760 7,001 4,011 8,760 7,407

　〃　２号 784 4,247 5,505 7,459 3,138 6,708 7,752 7,217 3,192

　〃　３号 784 5,363 7,848 6,567 5,499 6,024 8,564 1,320 5,781

　〃　４号 784 7,848 6,387 5,323 7,944 8,179 6,559 4,498 8,448

東京電力 　〃　５号 784 6,816 7,736 5,699 5,701 7,138 8,496 6,428 7,217

　〃　６号 1,100 6,795 5,545 5,087 8,760 6,540 5,840 7,608 7,177

福島第二１号 1,100 7,933 6,290 5,416 6,997 8,784 6,425 5,911 6,673

　〃　２号 1,100 6,603 5,472 8,587 6,696 6,459 7,708 8,090 7,104

　〃　３号 1,100 5,954 8,609 6,542 4,466 7,992 8,439 7,132 7,905

　〃　４号 1,100 7,053 5,470 7,368 7,873 7,409 6,502 7,678 8,760

柏崎刈羽１号 1,100 7,992 7,496 6,575 6,744 7,200 8,051 6,557 6,923

　〃　２号 1,100 6,647 7,183 8,327 6,962 7,353 6,579 8,760 7,769

 　〃　３号 1,100 5,592 6,961 7,526 8,760 7,621 6,467

 　〃　４号 1,100 3,534 7,971 7,648 7,233 7,741

 　〃　５号 1,100 6,813 6,691 6,912 8,673 7,207 7,523 6,707 8,760

 　〃　６号 1,356 3,480 7,308 8,205

　〃　７号 1,356 6,552 7,443

中部電力 浜岡　１号 540 5,406 6,228 3,751 5,420 6,916 6,460 7,070 8,454

　〃　２号 840 7,026 7,021 6,657 5,476 8,118 7,671 6,944 6,462

　〃　３号 1,100 6,495 6,347 6,406 8,760 7,454 6,585 7,863 7,277

　〃　４号 1,137 5,040 6,617 7,638 8,760 7,302 6,604

　〃　５号 1,380

北陸電力 志賀  １号 540 5,880 6,655 6,998 6,892 7,047 8,760

　〃　２号 1,206

中国電力 島根　１号 460 8,288 6,084 6,229 4,835 7,518 6,396 6,712 7,673

　〃　２号 820 7,145 6,911 7,096 8,656 7,016 7,142 7,600 8,760

小　　計 30,062 137,677 136,912 151,227 166,653 185,347 190,945 191,923 207,891
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時間の推移 　

         （単位：時間）

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 累　計

323 8,184 6,052 6,002 7,344 8,163 4,914 6,527 7,913 6,375 3,055 6,388 208,572

3,384 1,010 7,944 8,152 7,277 7,471 7,565 7,505 4,837 4,512 2,681 6,008 246,733

7,245 8,760 6,897 3,841 5,927 4,732 2,909 0 5,408 218 7,587 5,736 159,756

7,433 7,430 6,110 8,562 4,188 7,105 3,641 3,262 6,123 8,617 4,473 5,257 100,518

1,464 7,897 8,268 6,550 3,569 4,922 3,354 5,737 6,362 6,051 54,174

2,736 6,745 7,627 6,162 6,696 7,465 37,431

6,120 6,336 3,303 4,992 0 0 4,210 6,504 3,596 4,808 8,190 4,555 197,531

6,459 6,898 6,109 8,736 0 5,866 5,857 4,063 8,087 7,557 6,592 6,004 207,916

5,920 8,760 7,529 2,592 5,504 3,435 7,848 6,421 5,864 7,896 6,244 5,984 208,493

8,196 5,866 7,793 4,032 250 6,055 2,873 6,798 7,956 6,183 7,261 5,832 205,540

6,024 4,374 7,885 7,584 4,855 5,122 5,940 5,287 6,455 6,804 7,282 5,389 211,215

7,597 6,134 8,363 5,938 2,222 2,234 6,336 7,164 5,675 8,256 6,798 3,240 195,780

8,784 6,910 6,586 6,744 5,131 4,344 7,542 6,473 6,571 7,728 8,128 5,814 195,209

7,837 6,692 8,110 2,259 0 5,164 5,781 8,760 4,617 7,129 8,136 6,760 179,096

6,656 8,760 2,823 4,032 628 5,880 2,550 7,669 6,730 6,403 7,186 8,271 154,142

7,750 6,324 7,607 4,680 0 3,285 5,048 3,610 6,703 8,134 6,394 6,377 151,504

7,728 8,391 6,533 3,720 0 7,510 1,776 8,059 792 0 0 7,182 147,598

7,859 6,232 8,688 3,462 0 6,561 6,035 7,776 610 0 0 0 111,061

7,357 8,760 6,660 3,144 0 6,592 7,524 6,924 2,554 0 0 0 92,442

8,784 5,871 6,087 6,744 6,020 3,239 8,760 2,772 2,554 0 0 0 84,958

7,429 6,712 7,763 8,016 0 8,051 6,446 5,688 0 0 0 3,048 120,983

7,994 7,175 7,122 7,224 7,857 6,419 6,072 8,461 627 0 4,795 6,659 89,399

6,558 7,579 8,760 6,047 4,023 7,796 6,751 6,250 2,554 0 6,497 7,041 83,852

5,978 4,808 5,301 0 0 0 0 0 0 0 － － 144,570

4,336 8,339 4,231 2,256 7,830 0 0 0 0 0 － － 160,940

8,784 7,336 5,941 4,149 3,624 6,918 7,315 6,081 7,038 8,347 6,084 5,814 161,197

7,603 8,760 8,068 3,750 5,637 6,651 8,549 6,610 7,145 7,653 5,314 5,989 123,690

1,752 7,306 2,912 7,239 3,891 1,076 1,515 25,691

6,668 7,472 7,352 8,488 3,065 6,970 7,578 6,042 0 0 8,527 5,543 109,938

408 2,286 0 7,770 4,322 7,864 22,650

8,784 965 8,654 7,742 6,290 7,801 6,308 4,331 5,975 8,302 5,658 0 233,121

7,361 7,745 7,694 8,760 5,848 4,520 7,769 7,236 6,994 4,016 8,425 2,773 155,181

192,952 188,582 193,427 159,545 101,787 156,185 167,918 173,138 141,598 142,497 153,764 148,559 4,580,883
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表Ⅱ－25　ユニット別発電

設　置　者 ユニット
認可出力
（ＭＷ）

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ｐ　Ｗ　Ｒ 　

日本原子力発電 敦賀　２号 1,160 6,888 8,760 7,086 7,080 7,036 7,927 6,609 7,724

北海道電力 泊　　１号 579 6,612 6,756 7,208 8,760 7,199 6,896 7,373 8,760

　〃　２号 579 6,996 6,732 7,092 7,039 8,784 7,208 6,943 7,424

　〃　３号 912

　 美浜　１号 340 6,127 5,567 4,300 0 586 8,760 7,137 7,304

　〃　２号 500 0 0 0 4,883 6,402 7,369 7,832 7,228

　〃　３号 826 7,151 6,181 5,951 7,730 5,436 5,040 7,788 8,760

関西電力 高浜　１号 826 7,800 6,479 4,592 4,871 6,731 6,384 6,021 7,424

　〃　２号 826 3,658 4,868 6,706 6,156 6,036 7,449 7,717 7,657

　〃　３号 870 7,735 7,268 6,983 6,898 8,585 6,662 7,224 7,654

　〃　４号 870 7,433 7,241 6,737 8,760 6,809 6,761 7,727 8,760

大飯　１号 1,175 5,160 7,117 4,535 4,042 8,194 6,281 6,679 7,776

　〃　２号 1,175 6,085 5,297 7,834 6,091 3,918 7,280 6,111 3,638

　〃　３号 1,180 2,520 7,025 8,760 7,265 6,911 7,399 8,376 8,251

　〃　４号 1,180 1,392 7,738 8,095 6,719 4,251 8,760 7,835

四国電力 伊方　１号 566 6,419 8,352 6,572 7,296 6,840 6,744 7,080 7,807

　〃　２号 566 8,243 6,615 6,797 7,014 8,784 6,911 6,831 7,039

　〃　３号 890 2,568 6,936 8,445 7,243 7,374

玄海　１号 559 5,281 7,310 6,706 4,886 6,911 8,466 7,309 6,568

九州電力 　〃　２号 559 8,784 6,614 7,094 6,026 8,274 7,477 6,559 6,463

　〃　３号 1,180 336 6,402 8,772 6,639 7,383 6,896

　〃　４号 1,180 6,000 6,783

川内　１号 890 6,708 6,756 5,847 8,760 6,887 6,133 6,289 8,471

　〃　２号 890 6,756 6,753 8,760 6,606 6,733 6,877 8,760 6,973

小　　計 20,278 116,356 123,083 127,634 137,228 149,483 153,357 165,750 170,568

Ｇ　Ｃ　Ｒ  

日本原子力発電 東　　海 166 6,589 7,951 0 7,118 6,405 7,459 8,751 －

小　　計 166 6,589 7,951 0 7,118 6,405 7,459 8,751 －

合　　計 50,506 260,622 267,946 278,861 310,999 341,235 351,760 366,424 378,459
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時間の推移 　

 （単位：時間）

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 累　計

　

3,983 8,233 7,840 7,793 7,490 7,013 8,193 5,634 3,528 2,037 7,824 6,382 165,010

7,112 7,619 7,664 8,760 6,981 6,773 7,499 8,760 7,145 5,554 7,156 8,760 163,231

8,784 7,498 7,283 7,523 6,898 7,067 7,571 7,283 8,328 5,843 6,131 7,232 145,659

2,400 7,283 9,683

6,726 8,760 6,607 6,799 7,620 5,814 4,808 5,145 4,750 6,695 6,389 5,699 195,612

5,914 6,255 8,167 7,687 7,265 4,886 8,065 7,366 2,651 5,838 6,397 5,389 214,147

7,466 6,154 7,135 8,416 7,759 3,135 0 2,083 6,472 7,025 6,378 8,760 216,413

8,708 7,728 7,760 6,658 8,784 6,815 7,659 6,450 8,492 6,345 7,193 6,826 224,209

7,772 7,608 8,760 7,656 6,759 6,732 8,760 6,890 3,323 6,279 7,808 6,017 216,236

7,630 8,110 7,366 7,679 6,830 8,152 6,656 6,604 5,674 5,768 6,525 7,006 188,847

6,616 7,256 7,342 8,760 7,583 6,873 6,509 8,760 6,712 5,801 7,426 7,464 190,413

7,181 5,699 6,582 8,760 7,232 6,645 6,715 6,370 7,980 7,320 4,745 5,420 188,832

5,451 7,765 6,372 7,354 7,717 8,031 6,523 6,085 6,792 7,474 5,849 5,441 200,264

7,944 7,844 7,507 7,556 8,784 1,818 7,765 7,001 7,378 3,463 6,738 7,517 137,821

7,939 7,057 8,404 8,399 7,611 7,210 6,984 8,760 6,958 6,630 7,498 7,371 135,611

7,150 5,596 7,512 7,819 6,918 5,117 7,560 7,665 7,283 6,828 6,283 7,330 232,984

8,784 6,941 5,926 7,224 8,783 6,657 5,173 7,009 7,285 7,896 6,642 6,862 210,476

6,451 8,760 7,321 7,575 6,622 7,637 8,760 6,991 7,837 7,258 7,410 8,760 123,949

6,604 8,154 5,413 7,156 6,773 7,746 7,194 6,891 6,658 8,634 7,113 6,988 233,632

7,722 7,276 4,610 7,109 8,370 7,499 6,952 5,449 8,259 6,234 6,628 7,290 214,453

8,784 7,208 7,316 7,231 8,784 7,041 7,523 6,628 8,784 7,187 7,043 6,097 126,054

7,061 8,760 7,208 7,270 7,257 8,483 7,499 6,813 6,923 8,634 7,331 7,355 103,375

7,214 6,660 7,260 8,760 7,376 7,092 6,875 8,760 6,684 6,372 6,673 7,658 193,892

6,723 7,164 8,760 7,332 7,404 6,888 8,760 7,548 7,020 6,468 8,760 6,630 186,897

165,719 170,106 166,114 177,277 173,601 151,123 160,003 156,944 152,915 147,581 160,338 167,537 4,217,699

－ － － － － － － － － － － － 215,324

－ － － － － － － － － － － － 215,324

358,671 358,688 359,541 336,822 275,388 307,308 327,921 330,082 294,513 290,077 314,102 316,096 9,013,905
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(3) 敦賀発電所第２号機 
平成 18年度(2006 年度) 
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      23  30 1 13    5      24      22    

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

平成 19年度(2007 年度) 

       

 

 

* 

 

* 
 

* 
  

       

     26   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

平成 20年度(2008 年度) 

       
       

       

     8  16  15 13 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

       
 

* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* * * * * * 

 

 

       

      21 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

       
     

* * * * * * 

 
* 

 
* 

       

     9 6   
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

%
100

50

0

第 15 回定期検査
脱気器タンク水位制御弁

補修に伴う発電停止 

原子炉補機 

冷却水冷却器

点検・補修に

伴う発電停止

%
100

50

0

海生物来襲による破損設備
保修に伴う出力低下運転 

第 16 回定期検査

%
100

50

0

第 16 回定期検査
高圧タービン第１翼環ラジアルピン
溶接部の割れに伴い発電停止 

%
100

50

0

第
17

回
定
期
検
査

%
100

50

0

第 17 回定期検査 

70



(4) 泊発電所第１号機 
平成 18年度(2006 年度) 

   * *   *   *   *    *   *   *    *     *    *    * 

             

             

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

平成 19年度(2007 年度) 

        

     *  *   *  *   *   *   *    *  * 

             

   13   10 5  20 30   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

平成 20年度(2008 年度) 

        

 * * * *      * * * 

             

     4    16    15   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

        

 * * * * * * * * *    

             

        11     18 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

        

 * * * * * * * * * * * * 

             

   14       

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

%
100

50

0

ＰＣＣＳ停止

%
100

50

0

第 14 回 
定期検査 非常用ディーゼル発電機

動作不能に伴う停止 

%
100

50

0

第 15 回定期検査

%
100

50

0

第 16 回定期検査

%
100

50

0

第
16

回
定
期
検
査 

71



(5) 泊発電所第２号機 
平成 18年度(2006 年度) 

     *       * *     *       *       *       *         *     *

             

         18      18    14  

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

平成 19年度(2007 年度) 

             
    *     * *    *      *       *      *       *       *      *      *  

             

              13 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

平成 20年度(2008 年度) 

       
     * * * * * * * *

       

         31      27   
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

       
 *    * * * * * * *

       

  8   25      30   
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 
 
 平成 22 年度(2010 年度) 

             
     * * * * * * * *

             

      29   1    28         
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 
 

%
100

50

0

第 12 回定期検査

%
100

50

0

第
13
回
定
期
検
査

%
100

50

0

第 13 回定期検査

%
100

50

0

第 14 回定期検査 

%
100

50

0

第 15 回定期検査
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(6) 泊発電所第３号機 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 21 年度(2009 年度) 

          * * * 

             

         22    

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 
 平成 22 年度(2010 年度) 

             
 * * *  * * * * *    

             

           5   7 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

%
100

50

0

（
営
業
運

転
開
始
）

%
100

50

0

第 1回定期検査 
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(7) 女川原子力発電所第１号機 

平成 18年度(2006 年度) 

             

             

             

             

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 19年度(2007 年度) 

        

             

             

    6 1    14  

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 20年度(2008 年度) 

        

             

             

           23 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

        

             

             

  1 11 23       23  

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

        

             

             

       16   11         11 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

%
100

50

0

第 17 回定期検査 

第 18 回
定期検査

%
100

50

0

第 18 回定期検査

制御棒 1 本全
挿入事象に伴
う出力低下

%
100

50

0

第
18

回
定
期
検
査 

中間停止 

制御棒パターン調整 

第
19

回
定
期
検
査

%
100

50

0

第 19 回定期検査 東日本大震災に伴う停止 

%
100

50 

0

第 17 回定期検査
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(8) 女川原子力発電所第２号機 
平成 18年度(2006 年度) 

             

             

  11     16     13 9 21 15  

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 19年度(2007 年度) 

       

             

             

       11 30 27 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

平成 20年度(2008 年度) 

        

             

             

            26

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

        

             

             

           27     22   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

        

             

             

       6   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

%
100

50

0

第 8 回定期検査中間停止

制御棒パターン調整

原子炉再循環ポンプ 

軸封部点検 

%
100

50

0

第 9 回定期検査

%
100

50

0

コーストダウン運転

制御棒パターン調整 

%
100

50

0

第 10 回定期検査 

%
100

50

0

制御棒パターン調整

コーストダウン運転 

第 11 回定期検査 

第 10 回
定期検査

75



(9) 女川原子力発電所第３号機 
平成 18年度(2006 年度) 

             

             

 18    7       25    7   25

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 19年度(2007 年度) 

             
             

             

   10        10     23      25   
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 
 平成 20 年度(2008 年度) 

             
             

             

             26     
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 
 平成 21 年度(2009 年度) 

             
             

             

    1   23 1  18        
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 
 平成 22 年度(2010 年度) 

             
             

             

    29   29      25      11 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

%
100

50

0

中間停止
中間停止 

第
3

回
定
期
検
査 

%
100

50

0

放射性気体廃棄物処理
系放射性物質濃度上昇
に係る調査のため出力
降下 

第 4回定期検査

気体廃棄物処理系の
水素濃度上昇に伴い
原子炉手動緊急停止

%
100

50

0

制御棒パターン調整

第 5回定期検査 

%
100

50

0

第 5回定期検査 

低圧第２給水
加熱器（Ａ）水
位調節弁点検

%
100

50

0

制御棒パターン調整 

第 6回定期検査

放射性気体廃棄物
処理系放射性物質
濃度上昇に係る調
査のため出力降下 

東日本大震災
に伴う停止 

76



(10) 東通原子力発電所第１号機 

平成 18年度(2006 年度) 

             

             

           7   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

平成 19年度(2007 年度) 

             
             

             

   9  6             22 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 

平成 20 年度(2008 年度) 

             
             

             

       18   13        
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 
 平成 21 年度(2009 年度) 

             
             

             

        12    7 7   
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 
 平成 22 年度(2010 年度) 

             
             

             

            6  
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

%
100

50

0

第 1回定期検査

低気圧の影響に
よる出力降下 

制御棒パターン調整

%
100

50

0

第１回 

定期検査 

制御棒パターン調整

第 2回
定期検査

%
100

50

0

第 2回定期検査

制御棒パターン調整

%
100

50

0

コーストダウン運転

第 3回定期検査

制御棒パターン調整 

%
100

50

0

制御棒パターン調整 

第 4回定期検査
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(11) 福島第一原子力発電所第１号機 

平成 18年度(2006 年度) 

             

             

         28    

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

平成 19年度(2007 年度) 

             
             

             

        3 5    
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 

平成 20 年度(2008 年度) 

             
             

             

          17      
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 
 平成 21 年度(2009 年度) 

             
             

             

     18     20               25

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 
 平成 22 年度(2010 年度) 

             
             

             

          29      22       27    15       11 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

%
100

50

0

復水器 A1、A2 細管点検に伴う
発電機出力抑制 

第 24 回定期検査

%
100

50 

0

第 24 回定期検査 

%
100

50

0

第 25 回定期検査 

制御棒パターン調整

%
100

50

0

第
25
回
定
期
検
査 

復水器Ａ１、Ａ２
細管点検に伴う発
電機出力抑制 

第 26 回
定期検査

制御棒パターン調整

%
100

50

0

第 26 回定期検査

高圧タービ
ンケーシン
グからの漏
えい箇所点
検修理に伴
う中間停止

東日本大震災に伴う停止

78



(12) 福島第一原子力発電所第２号機 

平成 18年度(2006 年度) 

             

             

  20    4         28  1 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

平成 19年度(2007 年度) 

             
             

             

        12  21       12 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 

平成 20 年度(2008 年度) 

             
             

             

      21     20          
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 
 平成 21 年度(2009 年度) 

             
             

             

     22       21     19        
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 
 平成 22 年度(2010 年度) 

             
             

             

      17     19     16  18 15     11 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

%
100

50

0

原子炉冷却材 
再循環ポンプ 
(A)トリップ 
に伴う原子炉 
手動停止 

%
100

50

0

残留熱除去系海水流量調
整弁修理に伴う中間停止 

第
23
回
定
期
検
査

第 22 回定期検査

%
100

50

0

第 23 回
定期検査 

制御棒パターン調整 

%
100

50

0

第 24 回定期検査
主復水器の点検に
伴う出力降下 

%
100

50

0

制御棒パターン調整 

所内電源喪失に
よる中間停止 

制御棒パターン

調整 

第25回定期検査
東日本大震災に伴う停止
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(13) 福島第一原子力発電所第３号機 

平成 18年度(2006 年度) 

             

             

 29    7   10        

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 19年度(2007 年度) 

             
             

             

      15 2       31       14      24   
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 

平成 20 年度(2008 年度) 

             
             

             

                 24  
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 
 平成 21 年度(2009 年度) 

             
             

             

     10 8 13  28       
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 
 平成 22 年度(2010 年度) 

             
             

             

       19        23      26     11 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

%
100

50

0

第 21 回定期検査 
復水器洗浄装置点検
に伴う出力抑制 

原子炉冷却

材再循環ポ

ンプ(B)号機

メカニカル

シールの不

具合に伴う

中間停止 

%
100

50

0

復水器洗浄装置
点検に伴う発電
機出力抑制 

タービングランドシ
ール蒸化器出口配管
ドレン配管からの漏
えいに伴う中間停止 

制
御
棒
パ

タ
ー
ン

調
整

漏えい燃料特定
のための発電機
出力抑制

第 22 回定期検査

%
100

50

0

第 23 回
定期検査

制御棒パターン調整 

%
100

50

0

第 23 回定期検査 

高圧注水系電動弁点検
に伴う中間停止

%
100

50

0

制御棒パターン調整 

第 24 回定期検査

制御棒パターン調整 

東日本大震災に伴う停止
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(14) 福島第一原子力発電所第４号機 

平成 18年度(2006 年度) 

             

             

  7   22      2 3     11  

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 19年度(2007 年度) 

             
             

             

  2 1               28

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 

平成 20 年度(2008 年度) 

             
             

             

    17  5       
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 
 平成 21 年度(2009 年度) 

             
             

             

            29        30    8   
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 
 平成 22 年度(2010 年度) 

             
             

             

        30     
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

%
100

50

0

漏えい燃料交換に
伴う中間停止 復水器洗浄装置点検

に伴う出力抑制 

送電線付着物除去
作業に伴う中間停止

第

20

回

定

期

検

査 

%
100

50

0

第 21 回
定期検査 

漏えい燃料特
定のための発
電機出力抑制 

制御棒パターン調整
熱的制限値逸脱防止
運転に伴う出力抑制

コーストダウン 

第
22
回
定
期
検
査

制御棒パターン調整 

%
100

50

0

第 22 回定期検査

制御棒パターン調整

%
100

50

0

制御棒パターン調整

第 23 回定期検査

第 21 回 
定期検査

%
100

50

0

制御棒パターン調整

コーストダウン運転 

第 24 回定期検査 

制御棒パターン調整 
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(15) 福島第一原子力発電所第５号機 

平成 18年度(2006 年度) 

             

             

    31    13      27      20  

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 19年度(2007 年度) 

             
             

             

       26             20   
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 
平成 20 年度(2008 年度) 

             
             

             

       22  1        
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 
 平成 21 年度(2009 年度) 

             
             

             

      1  2 3    

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 
 平成 22 年度(2010 年度) 

             
             

             

        2      25 3   
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

%
100

50

0

第 21 回定期検査

炉心スプレイ

系(A)最小流量

バイパス弁の

不具合に伴う

原子炉手動 

停止 

%
100 

50

0

炉心スプレイ系（A）最小
流量バイパス弁の不具合
に伴う原子炉手動停止 

制御棒パターン調整

第 22 回定期検査

制御棒パターン調整 

%
100

50

0

第 22 回定期検査 

給水加熱器水位調整弁の
修理に伴う出力抑制

%
100

50

0

制御棒パターン調整 

第23回定期検査

%
100

50

0

制御棒パターン調整

原子炉給水系の
不具合による故
障停止 

第 24 回定期検査

コーストダウン運転
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(16) 福島第一原子力発電所第６号機 

平成 18年度(2006 年度) 

             

             

    6   1       

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 19年度(2007 年度) 

             
             

             

            30       8   12 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 
 平成 20 年度(2008 年度) 

             
             

             

              11 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 
 平成 21 年度(2009 年度) 

             
             

             

     12    14        4  15 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 
 平成 22 年度(2010 年度) 

             
             

             

        14        
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 

%
100

50

0

制御棒パターン調整

%
100

50

0

制御棒パターン調整 

コーストダウン

第 20 回定期検査

第 19 回定期検査 

%
100

50

0

第
21
回
定
期
検
査

%
100

50

0

第 21 回定期検査 
高圧タービン抽気
ドレン配管点検修
理に伴う中間停止 

%
100

50

0

制御棒パターン調整 

第 22 回定期検査

83



(17) 福島第二原子力発電所第１号機 

平成 18年度(2006 年度) 

             

             

  20       24  7       

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

平成 19年度(2007 年度) 

        

             

             

           24      25     18   
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

平成 20年度(2008 年度) 

        

             

             

         17  

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

        

             

             

       27      26      
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

        

             

             

   2 12 23        24     22     11 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

%
100

50

0

%
100

50

0

制御棒パターン調整 

コーストダウン

第 19 回定期検査

%
100

50

0

制御棒パターン調整 

制御棒パターン調整 第 20 回
定期検査

第 18 回定期検査

%
100

50

0

第
20
回
定
期
検
査 

制御棒パターン調整

%
100

50

0

制御棒パターン調整 

原子炉隔離時冷却

系蒸気隔離弁不具

合に伴う中間停止 
第 21 回定期検査 

制御棒パターン調整 

東日本大震災に伴う停止
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(18) 福島第二原子力発電所第２号機 

平成 18年度(2006 年度) 

             

             

              

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 
平成 19 年度(2007 年度) 

        

             

             

  6       10  5 1   17     

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 

平成 20 年度(2008 年度) 

        

             

             

         5    12  6  

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

        
             

             

        6 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

        

             

             

   3 2         11 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

%
100

50

0

コーストダウン

制御棒パターン調整 

制御棒パターン調整 

%
100

50 

0 

第 17 回定期検査 開閉所設備点検に
伴う中間停止 

コーストダウン 

%
100

50

0

制御棒パターン調整 

制御棒パターン調整
第 18 回定期検査

%
100

50

0

制御棒パターン調整
制御棒パターン調整 

第
19
回
定
期
検
査

%
100

50

0

第 19 回定期検査 東日本大震災に伴う停止
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(19) 福島第二原子力発電所第３号機 

平成 18年度(2006 年度) 

             

             

 27  14  6        9 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

平成 19年度(2007 年度) 

        

             

             

        26     20         

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

平成 20年度(2008 年度) 

        

             

             

      9  16  6    6 9   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

        
             

             

       7     14 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

        

             

             

 9             11 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

%
100

50

0

第
14
回
定
期
検
査

制御棒パターン調整 

制御棒パターン調整 

第
13
回
定
期
検
査 

%
100

50

0 

第 14 回定期検査 

制御棒パターン調整

%
100

50

0

制御棒パターン調整 

コーストダウン

原子炉冷却材再循環ポンプ（Ａ）号機メ
カニカルシールの不具合に伴う中間停止 

第 15 回定期検査

%
100

50

0

制御棒パターン調整

制御棒パターン調整

第 16 回定期検査

%
100

50

0

第

16

回

定

期

検

査 

制御棒パターン調整 制御棒パターン調整 

海藻類等の流れ込みによる

スクリーン水位差異常大に

伴う出力低下 
東日本大震災に伴う停止

ハフニウム板型制御棒
交換に伴う中間停止 

制御棒パターン調整
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(20) 福島第二原子力発電所第４号機 

平成 18年度(2006 年度) 

             

             

 15   16 24         21       

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 
平成 19 年度(2007 年度) 

             
             

           1  

 30      25         3  

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 
平成 20 年度(2008 年度) 

             
             

             

      27     23           

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 
 平成 21 年度(2009 年度) 

             
             

             

    7      14   9      
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 
 平成 22 年度(2010 年度) 

             
             

             

          9       27      24   11 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 

第 14 回定期検査 

%
100

50

0

原子炉冷

却材再循

環ポンプ

(A)号機

メカニカ

ルシール

の不具合

に伴う中

間停止 

%
100

50

0

第 14 回
定期検査 

制御棒パターン調整
制御棒パターン調整

第 15 回
定期検査

制御棒パターン調整

%
100

50

0

第
15
回
定
期
検
査 

制御棒パターン調整

%
100

50

0

制御棒パターン調整 

第 16 回定期検査

原子炉再循環ポ
ンプ（Ａ）停止に
よる出力低下

制御棒パターン調整

%
100

50

0

制御棒パターン調整
第 17 回定期検査 

東日本大震災
に伴う停止 

主変圧器点検に
伴う中間停止 
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(21) 柏崎刈羽原子力発電所第１号機 

平成 18年度(2006 年度) 

             

             

 30 30           

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

平成 19年度(2007 年度) 

        

             

             

  4      

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

平成 20年度(2008 年度) 

        

             

             

        

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

        

             

             

        

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

        

             

             

    6   4   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

%
100

50

0

第 14 回 
定期検査 

制御棒パターン調整

制御棒パターン調整

%
100

50

0 

制御棒パターン調整 

第 15 回定期検査

%
100

50

0

第 15 回定期検査

%
100

50

0

第 15回定期検査

%
100

50

0

第 15 回定期検査 

制御棒パターン調整

88



(22) 柏崎刈羽原子力発電所第２号機 

平成 18年度(2006 年度) 

             

             

  9              19 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 19年度(2007 年度) 

        

             

             

     10  5    

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

平成 20年度(2008 年度) 

        

             

             

        

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

        

             

             

        

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

        

             

             

        

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

%
100

50

0

制御棒パターン調整 

制御棒パターン調整 第 11 回 
定期検査 

第 12 回
定期検査

%
100

50

0

第 12 回定期検査 タービン制御系の油漏えいに伴う中間停止 

%
100

50

0

タービン制御系の油漏えいに伴う中間停止

%
100

50

0

タービン制御系の油漏えいに伴う中間停止

%
100

50

0

タービン制御系の油漏えいに伴う中間停止

89



(23) 柏崎刈羽原子力発電所第３号機 

平成 18年度(2006 年度) 

             

             

    12     27  15       

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 19年度(2007 年度) 

        

             

             

       16      19     

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

平成 20年度(2008 年度) 

        

             

             

        

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

        

             

             

        

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

        

             

             

        

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

%
100

50

0

第 9回定期検査 制御棒パターン調整

制御棒パターン調整

%
100

50

0

制御棒パターン調整 

新潟県中越沖
地震に伴う原
子炉自動停止 第 10 回定期検査

%
100

50

0

第 10 回定期検査

%
100

50

0

第 10 回定期検査

%
100

50

0

第 10 回定期検査

90



(24) 柏崎刈羽原子力発電所第４号機 

平成 18年度(2006 年度) 

             

             

  9        14   11   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 19年度(2007 年度) 

        

             

             

       16    11  

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

平成 20年度(2008 年度) 

        

             

             

        

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

        

             

             

        

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

        

             

             

        

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

%
100

50

0

コーストダウン 

第 9回定期検査

%
100 

50 

0 

制御棒パターン調整 

新潟県中越沖地震に伴う原子炉自動停止
第 10 回
定期検査

%
100

50

0

第 10 回定期検査

%
100

50

0

第 10 回定期検査

%
100

50

0

第 10 回定期検査

91



(25) 柏崎刈羽原子力発電所第５号機 

平成 18年度(2006 年度) 

             

             

             24     

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 19年度(2007 年度) 

        

             

             

        

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

平成 20年度(2008 年度) 

        

             

             

        

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

        

             

             

        

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

        

             

             

            25     18  

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

%
100

50

0

制御棒パターン調整

第 12 回定期検査 

%
100 

50

0 

第 12 回定期検査

%
100

50

0

第 12 回定期検査

%
100

50

0

第 12 回定期検査

%
100

50

0

第 12 回定期検査

原子炉給水ポンプ駆動用蒸気
タービン加減弁用サーボ弁の
点検に伴う出力調整運転 

92



(26) 柏崎刈羽原子力発電所第６号機 

平成 18年度(2006 年度) 

             

             

   13   12          

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 19年度(2007 年度) 

        

             

             

       27      24       

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

平成 20年度(2008 年度) 

        

             

             

        

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

        

             

             

        31 26 8 19   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

        

             

             

            31 26    9 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

%
100

50

0

第
７
回
定
期
検
査
 

制御棒パターン調整 

制御棒パターン調整 復水器（C）連続洗浄
装置の点検・清掃作業
に伴う出力抑制 

%
100

50 

0

第 8回定期検査

制
御
棒
パ
タ
ー
ン
調
整

%
100

50

0

第 8回定期検査

%
100

50

0

第 8 回定期検査 

制御棒位置表示機能
点検に伴う中間停止

制御棒パターン調整

%
100

50

0

制御棒パターン調整

第 9回定期検査

復水器
室内で
の水漏
れに伴
う中間
停止 

93



(27) 柏崎刈羽原子力発電所第７号機 

平成 18年度(2006 年度) 

             

             

     23     5   11   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 19年度(2007 年度) 

             
             

             

       16       15       
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 

平成 20 年度(2008 年度) 

             
             

             

             
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 
 平成 21 年度(2009 年度) 

             
             

             

      20         25    10       28    
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 
 平成 22 年度(2010 年度) 

             
             

             

     18        28     23         
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

%
100

50

0

制御棒パターン調整 

漏えい燃料調査の 
ための出力抑制 

第 7回定期検査

%
100

50

0 

新潟県中越沖地震に伴う
原子炉自動停止 第 8回定期検査 

%
100

50

0

第 8回定期検査

%
100

50

0

第 8 回定期検査

燃料漏えい
に伴う発電
機出力調整
運転

燃料取り替
えに伴う中
間停止

制御棒パターン調整

%
100

50

0

第9回定期検査

燃料漏えい
に伴う発電
機出力調整
運転 

湿分分離加熱器凝縮水回収
タンクの下流に設置されて
いる逆止弁補修に伴う出力
調整運転

ハフニウムフラ
ットチューブ型
制御棒の動作確
認に伴う出力調
整運転

ハフニウムフラットチューブ型
制御棒の動作確認に伴う出力調
整運転 

制御棒パターン調整

コーストダウン

94



(28) 浜岡原子力発電所第３号機 

平成 18年度(2006 年度) 

             

             

      21     10   20    

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

平成 19年度(2007 年度) 

        

             

             

          19   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

平成 20年度(2008 年度) 

        

             

             

 15 22 25     21      

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

        

             

             

     14   3     30   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

        

             

             

           29   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

%
100

50

0

コーストダウン運転

クラゲによる 
一時的な出力抑制

制御棒パターン調整 

第 14 回定期検査

%
100

50

0

制御棒パターン調整 
制御棒パターン調整

コーストダウン運転 

第 15 回定期検査

%
100

50

0

第
15
回
定
期
検
査 

%
100

50

0

制御棒パターン調整 

第 16 回定期検査

%
100

50

0

制御棒パターン調整 制御棒パターン調整

第 17 回定期検査 

制御棒パターン調整 

低圧タービンロータ伸び計点検 

制御棒パターン調整
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(29) 浜岡原子力発電所第４号機 

平成 18年度(2006 年度) 

             

             

   29      27       24 25  

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 19年度(2007 年度) 

        

             

             

           25 2    27   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

平成 20年度(2008 年度) 

        

             

             

      27 5   10 13      25  

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

        

             

             

  5     17   11    17 16   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

        

             

             

        14  7 3 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

%
100

50

0

第 9回定期検査 

制御棒パターン調整 

湿分分離加熱器 
ドレンタンク計装 
配管修理のため 

クラゲによる一時的な
出力抑制 

制御棒パターン調整

%
100

50

0

制御棒パターン調整

ゴミによる一時的な出力抑制 制御棒パターン調整

コーストダウン運転

第 10 回定期検査

制御棒パターン調整 

給水ポンプ入口配
管フランジ部点検
に伴う出力降下 

%
100

50

0

給水ポンプ入口配
管フランジ部点検 

制御棒パターン調整制御棒パターン調整 

低圧第3給水加熱器(Ａ)
水位調整弁点検 

制御棒パターン調整 

第 11 回
定期検査

%
100

50

0

第
11
回
定
期
検
査 

調整運転中におけ
る原子炉手動停止
（気体廃棄物処理
系不具合のため） 

制御棒パタ
ーン調整

駿河湾の
地震に伴
う原子炉
自動停止

制御棒パターン調整

%
100

50

0

制御棒パターン調整

第 12 回定期検査

制御棒パターン
調整 
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(30) 浜岡原子力発電所第５号機 

平成 18年度(2006 年度) 

             

             

 14  15            11          17 20  

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

平成 19年度(2007 年度) 

             
             

             

      27  30    9        
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 

平成 20 年度(2008 年度) 

             
             

             

      8  5 30    
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 
 平成 21 年度(2009 年度) 

             
             

             

        27 29   11          15 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 
 平成 22 年度(2010 年度) 

             
             

             

               28      23  
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

タービン振動過大によるタービン

自動停止に伴う原子炉自動停止 

%
100

50

0

第
１

回
定

期
検

査

第１抽気

逆止め弁

(A)点検

%
100

50

0

第 2回定期検査 

制御棒パターン調整

運転上の制限逸脱による出力抑制

%
100

50

0

制御棒パターン調整 

コーストダウン運転

第 3回定期検査

調整運転中におけ

る原子炉手動停止

（気体廃棄物処理

系活性炭式希ガス

ホールドアップ塔

温度上昇のため）

調整運転中におけ

る原子炉手動停止

（気体廃棄物処理

系不具合のため） 

%
100

50

0

制御棒パターン調整

駿河湾の地震に伴う原子炉自動停止

第
4
回
定
期
検
査

調整運転中における原子

炉手動停止（気体廃棄物

処理系不具合のため） 

%
100

50

0

第 4回定期検査

制御棒パターン調整

制御棒パターン調整
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(31) 志賀原子力発電所第１号機 

平成 18年度(2006 年度) 

             

             

       20     19     7   24    16 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

平成 19年度(2007 年度) 

        

             

             

     7    

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

平成 20年度(2008 年度) 

        

             

  

 

           

        

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

        

             

             

   11 13      

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

        

             

             

     12       31      29 2    25  1 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

%
100

50

0

第 10 回定期検査 

制御棒パターン調整

発電機コレクタリング
冷却ファン点検 

制御棒パターン調整

安全の総点検

%
100

50

0

安全対策の総点検
等のための停止 

第 11 回定期検査

%
100

50

0

第 11 回定期検査

%
100

50

0

制御棒パターン調整 

制御棒パターン調整

%
100

50

0

制御棒パターン調整 

第 12回定期検査

原子炉冷却材再循環
ポンプ（B 号機）軸
封部取替および制御
棒水圧制御ユニット
の点検に伴う停止 

原子炉冷却材再循環
ポンプ（B 号機）軸
封部取替のため停止 

第 11 回 
定期検査 

第２給水加熱器高水位
制御系ステップ応答試
験のため出力調整 
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(32) 志賀原子力発電所第２号機 

平成 18年度(2006 年度) 

             

             

     5       1  

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

平成 19年度(2007 年度) 

             
             

             

             
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 

平成 20 年度(2008 年度) 

             
             

             

     16   11          
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 
 平成 21 年度(2009 年度) 

             
             

             

     10       25   13  31    18  
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 
 平成 22 年度(2010 年度) 

             
             

             

              22  7  11 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

%
100

50

0

蒸気タービン点検 第 1回定期検査

%
100

50

0

第 1回定期検査

%
100

50

0

第 1回 
定期検査 

%
100

50

0

漏えい燃料範
囲特定作業に
伴う出力降下 

第 2 回定期検査

非常用ディーゼル
発電機の点検のた
め原子炉手動停止 

%
100

50

0

ハフニウムフラッ
トチューブ型制御
棒の動作確認 

制御棒パターン調整

制御棒パターン調整
原子炉格納容
器内冷却器凝
縮水量の低下
のため出力降
下 

ハフニウム
フラットチ
ューブ型制
御棒の動作
確認及び制
御棒パター
ン調整 

第
３
回
定
期
検
査

ハフニウムフラッ
トチューブ型制御
棒の動作確認 
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(33) 美浜発電所第１号機 

平成 18年度(2006 年度) 

 

*  *  * * * * *      

             

        1     

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 19年度(2007 年度) 

        

      

 * *  * * 

 

             

          31      27 6 14       25

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 20年度(2008 年度) 

        

    

* * * * * * * * * 

             

        23    18     20 22   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

        

 

* * * * 

    

* * * * 

             

        17 12 13 24    18   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

        

 

* * * * * * * 

     

             

           24   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

%
100

50

0

第 22 回定期検査 

%
100

50

0

第 22 回定期検査

湿分分離器ドレンタンク水面
計取出しフランジ部からの蒸
気洩れによる停止 

第 23 回 
定期検査

%
100

50

0

第 23回定期検査 送電系統事故に
伴う原子炉停止 

%
100

50

0

第 24 回定期検査

発電機出力
上昇操作中
における出
力変化に伴
う発電停止
のため

%
100

50

0

第 25 回定期検査 

100



(34) 美浜発電所第２号機 
平成 18年度(2006 年度) 

 

  * * * * *  *    *   *   * 

             

   29 22          

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 19年度(2007 年度) 

        

 

   *   *    * 

         

             

        20    

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 20年度(2008 年度) 

        

      

* * * * * * * 

             

          30     22    20 21   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

        

     

* * * * * * * * 

             

 3       28     23       19 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

        

         

* * * * 

             

 7   24       30      20      25    19   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

%
100

50

0

第 23 回 
定期検査 

5A 高圧給水加熱器ドレンライン
逆止弁フランジ部からの 

漏えいに伴う出力抑制 

%
100

50

0

第 24 回定期検査

%
100

50

0

第 24 回定期検査 送電系統事故に
伴う原子炉停止 

%
100

50

0

第 25 回定期検査 

化学体積制御設備充
てんライン空気抜き
配管溶接部からの漏
れに伴う停止 

%
100

50

0

第 26 回定期検査

１次冷却材中の放射

能濃度の上昇に伴う

運転停止 
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%
100

50

0

(35) 美浜発電所第３号機 
平成 18年度(2006 年度) 

                *     * 

             

           26  3    11  7  

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

平成 19年度(2007 年度) 

      

     * * * * * * * * 

      

 4   9 3  

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

平成 20年度(2008 年度) 

       

 * * * * * * * * * 

       

     1  12 10   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

       
 * * * * * * * *   

       

       13       22 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 
 平成 22 年度(2010 年度) 

       
 * * * * * * * * * * * * 

       

 16      
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

第 21 回定期検査 

%
100

50

0

第 22 回定期検査

%
100

50

0

第 23 回定期検査

送電系統事故に伴う
系統単独運転 

%
100

50

0

第24回定期検査

%
100

50

0

第
24
回
定
期
検
査 

102



(36) 高浜発電所第１号機 

平成 18年度(2006 年度) 

    *   *  * * *  *    *      

             

            22   26 28

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

平成 19年度(2007 年度) 

       *   *       *       *       *       *       *       *      *    *   

             

            19 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

平成 20年度(2008 年度) 

        

        *      *       *       *      *       *      *      * 

             

      10     22   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

        

   *     *    *   *   * 

         *       *       *       *

             

        14    18   15   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

        

 * * * * * * * * * 

   

             

       10   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

%
100

50

0

第 24 回定期検査 

第
25
回
定
期
検
査

%
100

50

0

%
100

50

0

第 25 回定期検査

%
100

50

0

第 26 回定期検査

%
100

50

0

第 27 回定期検査

103



(37) 高浜発電所第２号機 
平成 18年度(2006 年度) 

     * * * * * * * * 

             

 14  30 25         

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

平成 19年度(2007 年度) 

        

  *    *   *    *         

             

        17   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

平成 20年度(2008 年度) 

        

    * * * * * * *   

             

    8 3       25  

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

        

   * * * * * * * * * * 

             

   10 4     

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

        

 * *      * * *    *  * 

             

   9    1    26      

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

%
100

50

0

第 23 回定期検査 

%
100

50

0

第 24 回定期検査

%
100

50

0

第 24 回定期検査 
第 25 回
定期検査

%
100

50

0

第
25
回
定
期
検
査 

%
100

50

0

発電機水素ガス冷却器
冷却水配管からの漏れ
に伴う出力抑制 

第 26 回定期検査

104



(38) 高浜発電所第３号機 

平成 18年度(2006 年度) 

  * *   *  *       * * *  *

             

       18 19      17  12    

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

平成 19年度(2007 年度) 

 * *   *  * * * *      

             

        23     

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

平成 20年度(2008 年度) 

      * 

 

* 

 

* 

 

* * * * 

             

     3         28        

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

       

 *     * * * * * * * 

             

  24   25 18  

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

       

 * * * * * *    * * *

             

      13 25 21  

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

%
100

50

0

B-蒸気発生器水位 

異常低警報発信に 

よる原子炉停止 

%
100

50

0

第 17 回定期検査

第 18 回定期検査 

%
100

50

0

第 18 回定期検査

%
100

50

0

第 19 回定期検査 

%
100

50

0

第 20 回定期検査
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(39) 高浜発電所第４号機 

平成 18年度(2006 年度) 

  * * * * * * * *   *     *   *  * 

             

             

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 19年度(2007 年度) 

       

     

* * * * * * * * 

       

 13   8 2   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 20年度(2008 年度) 

       

 

     * * * * * * *

       

     23 24   21  

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

       

      *      *     *      *      *     *    *    *   *    * 

 

       

      4 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

       
   * *       *      *      *       *      *      *     *    * 

       

  10 12 27 22    
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

%
100

50

0

%
100

50

0

第 17 回定期検査

%
100

50

0

第 18 回定期検査

%
100

50

0

第 19 回定期検査

%
100

50

0

第 19 回 
定期検査 

発電機水素ガス冷
却器冷却水入口弁
フランジ部からの
漏れに伴う停止 

106



(40) 大飯発電所第１号機 
平成 18年度(2006 年度) 

  *  *  * * * * *      

             

             22    

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 19年度(2007 年度) 

        

   

 *  *  *   *     *  *  *       *       *

             

  1   11  4 8   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

平成 20年度(2008 年度) 

        

 

* * 
   

* * * * * * *

             

   4  3    28   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

        

 

* * * * 
     

* 
  

             

        20   11   13  6  

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

        

   

    *     *      *     *    *      * 
    

             

     17      10    13 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

%
100

50

0

第 21 回定期検査

%
100

50

0

第
21
回
定
期
検
査 

Ａ－封水注入フィルタから
の漏えいに伴う原子炉停止

%
100

50

0

第 22 回定期検査 

Ａ－ヒータドレンポンプバランシング
に伴うポンプ停止（出力抑制） 

%
100

50

0

第 23 回定期検査

１次冷却材中
の放射能濃度
の上昇に伴う
運転停止

%
100

50

0

１次冷却材中
の放射能濃度
の上昇に伴う
運転停止 

第 24 回定期検査 
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(41) 大飯発電所第２号機 
平成 18年度(2006 年度) 

      * * * * * * *

             

      24      13  7       

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 19年度(2007 年度) 

       

 

* * * * *
    

* * *

             

           30 15 23    18  

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

平成 20年度(2008 年度) 

        

 

* * * * * * * * * * 
  

             

       6  

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

        

  

*     * * * * 
    

* *

             

      24     21        21      27   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

        

 

*       * 
     

*       *       *       *       *

             

    7       23    17   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

%
100

50

0

第 20 回定期検査 

%
100

50

0

第 21 回定期検査

湿分分離加熱器空
気抜き管からの蒸
気漏れによる停止

制御棒動作確認試験中
における制御棒不整合
による警報発信に伴う
出力抑制 

%
100

50

0

６Ｃ高圧給水加熱器胴リリーフ弁
の補修作業に伴う出力低下 第 22 回定期検査

%
100

50

0

第
22
回
定
期
検
査 

１次冷却材中の放射能濃度
の上昇に伴う原子炉停止 

%
100

50

0

第 23 回定期検査
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(42) 大飯発電所第３号機 
平成 18年度(2006 年度) 

 *  * * * * *   *   *    *    * 

             

           27    9 10   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 19年度(2007 年度) 

        

 

 *  * * *  * *  * * * * 
  

             

      2  

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

平成 20年度(2008 年度) 

        

         

* * * * 

             

       7 4   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

        

 

* * * * * * * 
   

* *

             

      31      23     19  

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

        

 

      * 
 

     *      *   *    *    *    *    *  *   * 
 

             

      29   6       18 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

%
100

50

0

%
100

50

0

第 13 回定期検査

第 12 回定期検査

%
100

50

0

第 13回定期検査

%
100

50

0

第 14 回定期検査 

%
100

50

0

燃料取替
えに伴う
運転停止 

第
15

回
定
期
検
査
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(43) 大飯発電所第４号機 
平成 18年度(2006 年度) 

     *   *      *      *  *    *    *  *    *  * *  * 

             

 7            

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

平成 19年度(2007 年度) 

       
  *    

* * * * * * *  *

       

  6   21 17   
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

平成 20年度(2008 年度) 

       
 

* * * * * * * 

       

       9  7 8  
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

       
 
      *       *      *       *      *      *       *      *     *      * 

 

       

       7 
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

       
   

      *     *      *     *      *      *     *    *     *   * 

       

       28 23    
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

%
100

50

0

第 10 回
定期検査 

%
100

50

0

第 11 回定期検査 

%
100

50

0

第 12 回定期検査

%
100

50

0

第 13 回
定期検査

%
100

50

0

第 13 回定期検査 
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(44) 島根原子力発電所第１号機 

平成 18年度(2006 年度) 

             

             

        9        13 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 19年度(2007 年度) 

        

             

             

      27      5   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 20年度(2008 年度) 

        

             

             

     20   14      

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

        

             

             

   7      13  9  31

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

        

             

             

        8   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

%
100

50

0

制御棒パターン調整

第 26 回定期検査 

%
100

50

0

第
26
回
定
期
検
査 

制御棒パターン変更

第 27 回定期検査 

%
100

50

0

第
27
回
定
期
検
査 

制御棒パターン調整

制御棒誤挿入に伴う
運転出力低下 

%
100

50

0

制御棒
パター
ン変更 

第 28 回定期検査 自主点検の
ため停止

%
100

50

0

自主点検のため停止 第 29 回定期検査 
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(45) 島根原子力発電所第２号機 
平成 18年度(2006 年度) 

             

             

   3     28          

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

平成 19年度(2007 年度) 

             
             

             

    8  22   10        
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 

平成 20 年度(2008 年度) 

             
             

             

       7           24

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 
 平成 21 年度(2009 年度) 

             
             

             

    17               18 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 
 
 平成 22 年度(2010 年度) 

             
             

             

         6    28    
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

%
100

50

0

第 13 回定期検査 

%
100

50

0

制御棒 

パターン変更 

第 14 回定期検査 

%
100

50

0

制御棒パターン変更 

制御棒パターン調整

第 15 回定期検査 

%
100

50

0

第
15
回
定
期
検
査 

制御棒パターン調整 

第
16
回
定
期
検
査

%
100

50

0

第 16 回定期検査 
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(46) 伊方発電所第１号機 

平成 18年度(2006 年度) 

 
      *  *   *  

             

 27 23  5   24          

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

平成 19年度(2007 年度) 

        

     

* 

 

* 

 

* 

   

             

   14    15  11    

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

平成 20年度(2008 年度) 

        

    

* 

 

* 

 

* 

 

* 

  

             

      26      22    17     9 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

        

      

* 

 

*
 

* 
 

* 

             

      13  6   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

        

      

* 

 

* 

 

* 

  

             

    14   12  5   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

%
100

50

0

第

23回
定
期
検
査
 

湿分分離加熱器 1B 蒸気
整流板溶接部の割れに
係る手動停止 

復水器水室 1A,1B,1D 清掃

ステムフリーテスト及び復水器水室清掃

%
100

50

0

第 24 回定期検査 

ステムフリーテスト
及び復水器水室１Ａ,
１Ｂ,１Ｃ,１Ｄ清掃 

湿分分離加熱器ドレンタンク
１Ｂ水面計からの蒸気漏えい 

%
100

50

0

第 25 回定期検査 

第
26
回
定
期
検
査

%
100

50

0

第 26 回定期検査 

%
100

50

0

ステムフリーテスト
及び復水器水室１Ａ,
１Ｂ,１Ｃ,１Ｄ清掃 

第 27 回定期検査 
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(47) 伊方発電所第２号機 
平成 18年度(2006 年度) 

 
*     *     

* 
 

 * 

             

   27 29    11  20 16   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 19年度(2007 年度) 

        

  

 * 
 

   * 

 

* 

      

             

         17     19 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

平成 20年度(2008 年度) 

        

 

* 
   

* 
 

* 
 

* 
   

             

    16          24  

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

        

     

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

             

        28      28    

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

        

 

* 
        

* 
 

* 

             

          27   14   14   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

%
100

50

0

1 号機湿分分離加熱器 1B
蒸気整流板溶接部の割れの
水平展開に係る手動停止 

第 19 回定期検査

%
100

50

0

復水器水室２Ａ,２Ｂ,
２Ｃ,２Ｄ清掃 

湿分分離加熱器２Ｂ,２Ｄ
加熱蒸気制御弁不調 

ステムフリーテスト及
び復水器水室２Ａ,２Ｂ,
２Ｃ,２Ｄ清掃 

第 20 回定期検査

%
100

50

0

ステムフリーテスト及び
復水器水室２Ａ、２Ｂ、２
Ｃ、２Ｄ清掃 

第 21 回
定期検査

%
100

50

0

第 21 回定期検査 

第
20
回
定
期
検
査

%
100

50

0

第 22回定期検査

ステムフリーテスト及
び復水器水室２Ａ,２Ｂ,
２Ｃ,２Ｄ清掃 
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(48) 伊方発電所第３号機 
平成 18年度(2006 年度) 

      *  *  * 
 

* 

             

 30   12 8        

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

平成 19年度(2007 年度) 

             
  *  *     *  *  

             

       7    17    14     
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

平成 20年度(2008 年度) 

       
 

* 
 

*
 

* 
* 

 
* 

       

      7   8   9   
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

       
  

* 
 

* * * 
  

       

     7  4        30
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

       
 

* 
 

* 
 

* * * 
 

* 

       

       
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

%
100

50

0

第 9回定期検査

%
100

50

0

第 10 回
定期検査

%
100

50

0

%
100

50

0

復水器水室 3B細管点検

第 12 回定期検査 

第 11 回定期検査

%
100

50

0
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(49) 玄海原子力発電所第１号機 

平成 18年度(2006 年度) 

 * * *    * * * * *

             

         27     13   7     

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 19年度(2007 年度) 

        

 

* * * * * * *    *

             

           25     21    19 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 20年度(2008 年度) 

        

 

* * * * * * * * * * * 
 

             

            26

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

        

    

* * * * * * * * *

             

    8 3    

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

        

 

* * *
    

* * * * *

             

         25   7 2   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

%
100

50

0

第 24 回
定期検査

%
100

50

0

第 25 回定期検査 

%
100

50

0

第 26 回
定期検査

%
100

50

0

第 26 回定期検査 

%
100

50

0

第 27 回定期検査
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(50) 玄海原子力発電所第２号機 

平成 18年度(2006 年度) 

   * *      *   *    *    *   *      

             

        14     

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 19年度(2007 年度) 

        

  

  * *   *   *    *   *    * *   *    *   * 

             

    19   16     28

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

平成 20年度(2008 年度) 

        

     

    * *   * *    *     *    *   * 

             

    15 13   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

        

 

* * * * * 
    

* * * 

             

        12   10   8   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

        

 

* * * * * * * * * * 
  

             

           29   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

%
100

50

0

%
100

50

0

第
20
回
定
期
検
査 

第 21 回
定期検査

第 20 回定期検査 

%
100

50

0

第 21 回定期検査 

%
100

50

0

第 22 回定期検査

%
100

50

0

第 23 回定期検査
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(51) 玄海原子力発電所第３号機 
平成 18年度(2006 年度) 

  * * *  * *    *   *    *     

             

        17     16 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

平成 19年度(2007 年度) 

        

 

* * * * *    *   *    * *   *    *   * 

             

   11       

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 20年度(2008 年度) 

        

 

* 

   

* * * * * * * * 

             

  2  6    31    

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

        

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

   

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

      

 

       

     30  9 2   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

        

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

    

             

        11   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

%
100

50

0

第 10 回定期検査 

%
100

50

0

第 10 回 
定期検査 

%
100

50

0

第 11 回定期検査

%
100

50

0

第 12 回定期検査

%
100

50

0

第 13 回定期検査 
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(52) 玄海原子力発電所第４号機 
平成 18年度(2006 年度) 

       *      *       *      *    * * * *

             

          26   5 12 22 15    

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

平成 19年度(2007 年度) 

       

 

      *       *       *      *       *      *      *       * *
  

       

     5    22 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

平成 20年度(2008 年度) 

       

 

* * 

 

* * * * * * * * *

       

 16  20 25    

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

      

 

* 

   

* * * * * * * 

      

    15  13 7  

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

       
 

* * * * * * * * *

       

     4 1    26   
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

%
100

50

0

第 7回定期検査

加圧器逃がし弁Ａ出口 
温度上昇に伴う点検停止

%
100

50

0

第 8回定期検査

%
100

50

0

第
8
回
定
期
検
査

発電機固定子コイル冷却水差圧
低下による発電機自動停止 

%
100

50

0

第 9回定期検査

Ｂ湿分分離器ドレンポン
プ点検に伴う出力低下

%
100

50

0

第 10 回定期検査
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(53) 川内原子力発電所第１号機 

平成 18年度(2006 年度) 

     * *  *  * *  *  * *     *    *      *     * 

             

           

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 19年度(2007 年度) 

       

     * * * *     *      *      *     * 

             

    16     12 8  

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

平成 20年度(2008 年度) 

        

 * * * *     * * * * 

             

      7   14  10   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

        

 * * * * * * * * *    

             

      4   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

        

   * * * * * * * * * * 

             

    17 11     

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

%
100

50

0

%
100

50

0

第 18 回定期検査

%
100

50

0

第 19 回定期検査

%
100

50

0

第 20 回定期検査

%
100

50

0

第 20 回 
定期検査 
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(54) 川内原子力発電所第２号機 
平成 18年度(2006 年度) 

  * * * *  * * *  * * * 

             

 2      22      20          

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

平成 19年度(2007 年度) 

       

 

* * *  * * *  * * * 

       

    18      29    26   

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 20年度(2008 年度) 

       

 

*      * * *    * *  *  * 
  

       

     25       28 25 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 21年度(2009 年度) 

       
 * * * * * * * * * * * * 

       

       
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

 平成 22年度(2010 年度) 

       
     * * * * * * * * 

       

 12   9 4   
月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

＊タービン各弁ステムフリーテスト 

 

%
100

50

0

第 16 回 
定期検査 

%
100

50

0

第 17 回定期検査

%
100

50

0

第 18 回定期検査 

%
100

50

0

%
100

50

0

第 19 回定期検査
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Ⅲ 原子力発電所の定期検査の状況 



 



Ⅲ－１ 原子力発電所の定期検査の概要 

 
(1) 実用発電用原子炉の定期検査の概要 

電気事業法第 54 条第 1 項に基づき、平成 22 年度に実施した以下の 34 基(ＢＷＲ18 基、

ＰＷＲ16 基)の定期検査において、原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、

燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、原子炉格納施設、非常用予備発電装置及び蒸気タ

ービンについて、外観、分解、漏えい、機能・性能等の検査の結果、異常は認められなか

った。 

また、定期検査に係る作業は、法令に基づく線量限度内で実施された。 

各定期検査の詳細については、Ⅲ－２ ユニット別定期検査結果に示す。 

 

平成 21 年 11 月 18 日に廃止措置計画の認可を受けた浜岡原子力発電所 1 号機及び 2 号機

は、原子炉等規制法第29条第1項に基づき、施設定期検査を実施する。同発電所の施設定期

検査は、1 号機は平成 22 年 1 月 25 日から平成 22 年 5 月 21 日に、2 号機は平成 22 年 1 月

27 日から平成 22 年 5 月 27 日に実施し、合格証を交付した。 

なお、廃止措置計画の認可を受け施設内に核燃料物質が存在しない東海発電所は、原子

炉等規制法第29条第1項に基づき、施設定期検査を受ける必要がない。 

 

＜第１四半期＞ 

総線量 
発電所名 回数 

定期検査期間 

(解列日～定検終了日) 
主要改造工事等 

最大線量

0.89 人･Sv泊発電所 

１号機 
16 H22.1.11～H22.4.14 

(94 日間)

(1)非常用炉心冷却設備安全弁取替工事※１ 

(2)加圧器サージ用管台セーフエンド取替工事 

※２ 

(3)格納容器再循環サンプスクリーン取替工事 

※１ 

7.50mSv 

 

1.52 人･Sv福島第二 

原子力 

発電所 

第３号機 

 

16 H22.1.7～H22.4.9 

(93 日間)

(1)原子炉隔離時冷却系配管取替工事※２ 

12.87mSv 

6.34 人･Sv東海第二 

発電所 
24 H21.9.7～H22.4.28 

(234 日間)

(1)第 6 給水加熱器取替工事※２ 

(2)第 6 給水加熱器保管庫設置工事※２ 

(3)非常用海水系放出側配管取替工事※１ 

(4)残留熱除去系海水系ポンプ改造工事※１ 

(5)格納容器機器ドレン流量計取替工事※２ 

(6)蓄電池取替工事※１ 

15.50mSv 

1.14 人･Sv美浜 

発電所 

第３号機 

24 H21.12.13～H22.4.16 

(93 日間)

(1)加圧器管台取替工事※２ 

(2)格納容器再循環サンプスクリーン取替工事 

※１ 

(3)耐震裕度向上工事 

(4)常用系計器用電源装置取替工事 

(5)制御棒駆動装置制御盤他取替工事 

9.05mSv 

2.13 人･Sv大飯 

発電所 

第４号機 

13 H22.2.7～H22.6.23 

(137 日間)

(1)原子炉容器出口管台予防保全対策工事※２ 

(2)一次冷却材の循環設備配管他改造工事※１ 

(3)一次冷却材の循環設備配管他取替工事※２ 

(4)格納容器再循環サンプスクリーン取替工事 

※１ 

(5)600 系ニッケル基合金管台予防保全対策工事 

(6)耐震裕度向上工事（支持構造物補強工事） 

13.60mSv 
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総線量 
発電所名 回数 

定期検査期間 

(解列日～定検終了日) 
主要改造工事等 

最大線量

2.06 人･Sv高浜 

発電所 

第４号機 

19 H22.2.4～H22.6.22 

(139 日間)

(1)低圧タービンロータ他取替工事※２ 

(2)格納容器再循環サンプスクリーン取替工事 

※１ 

(3)加圧器管台他補修工事※２ 

(4)原子炉冷却系統設備配管取替工事※２ 

(5)原子炉保護装置他改造工事※１ 

(6)蒸気発生器伝熱管補修工事※２ 

14.72mSv 

2.62 人･Sv川内原子力 

発電所 

第１号機 

20 H22.1.4～H22.6.11 

(159 日間)

(1)加圧器管台溶接部計画保全工事※２ 

(2)加圧器補助スプレイライン取替工事及び加圧

器廻り配管取替工事※１※２ 

(3)格納容器再循環サンプスクリーン取替工事 

※１ 

(4)計装用電源装置（安全系）取替工事※１ 

(5)平成 22 年 2 月 5 日付け平成 22･02･03 原院 

第 3 号「高燃焼度１７行１７列型燃料集合体

の使用に当たっての確認について（指示）」に

基づく確認 

10.82mSv 

 

＜第２四半期＞ 

総線量 
発電所名 回数 

定期検査期間 

(解列日～定検終了日) 
主要改造工事等 

最大線量

0.36 人･Sv泊発電所 

２号機 
15 H22.4.29～H22.7.28 

(91 日間)

(1)加圧器スプレイ配管取替工事※２ 

(2)格納容器再循環サンプスクリーン取替工事 

※１ 

(3)放射線監視設備更新工事※２ 

4.50mSv 

1.05 人･Sv女川原子力 

発電所 

第１号機 

19 H22.2.23～H22.8.11 

(170 日間)

(1)原子炉給水ポンプ取替工事※２ 

(2)残留熱除去系配管取替工事※２ 

(3)復水浄化系配管取替工事※２ 12.91mSv 

1.31 人･Sv福島第二 

原子力 

発電所 

第２号機 

19 H22.3.6～H22.7.2 

(119 日間)

(1)原子炉隔離時冷却系配管改造工事※１ 

(2)原子炉隔離時冷却系配管改造工事※２ 

(3)ガドリニア濃度変更９×９燃料（Ａ型）採用

工事※１ 

10.82mSv 

6.88 人･Sv柏崎刈羽 

原子力 

発電所 

第１号機 

15 H19.5.4～H22.8.4 

(1189 日間)

(1)Ｓ／Ｃストレーナ取替工事※１ 

(2)排気筒耐震強化工事※２ 

(3)配管等サポート耐震強化工事 2.14mSv 

0.70 人･Sv柏崎刈羽 

原子力 

発電所 

第７号機 

9 H22.4.18～H22.7.23 

(97 日間)

(1)５００ｋＶ電力ケーブル取替工事 

(2)制御棒と燃料支持金具同時掴み具の改良工事 
1.27mSv 

1.41 人･Sv志賀原子力 

発電所 

１号機 

12 H22.6.12～H22.9.29 

(110 日間)

なし 

9.05mSv 
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総線量 
発電所名 回数 

定期検査期間 

(解列日～定検終了日) 
主要改造工事等 

最大線量

3.05 人･Sv敦賀発電所 

２号機 
17 H22.2.21～H22.8.6 

(167 日間)

(1)一次冷却材配管等修繕工事・充てん配管撤去

工事※１※２ 

(2)格納容器再循環サンプスクリーン取替工事・

一次系配管取替工事※１※２ 

(3)制御棒駆動装置原動機取替工事※１ 

(4)原子炉保護系盤取替工事※１ 

(5)無停電電源装置インバータ取替工事※１ 

(6)電力貯蔵装置蓄電池取替工事※１ 

15.37mSv 

0.31 人･Sv伊方発電所 

第１号機 
27 H22.5.14～H22.8.5 

(84 日間)

(1)格納容器再循環サンプスクリーン取替工事 

※１ 
2.38mSv 

2.06 人･Sv川内原子力 

発電所 

第２号機 

19 H22.4.12～H22.8.4 

(115 日間)

(1)加圧器管台溶接部計画保全工事※２ 

(2)加圧器補助スプレイライン取替工事及び加圧

器廻り配管取替工事※１、２ 

(3)格納容器再循環サンプスクリーン取替工事 

※１ 

9.19mSv 

 

＜第３四半期＞ 

総線量 
発電所名 回数 

定期検査期間 

(解列日～定検終了日) 
主要改造工事等 

最大線量

0.73 人･Sv女川原子力 

発電所 

第３号機 

6 H22.7.29～H22.11.25 

(120 日間)

(1)残留熱除去系配管取替工事※２ 

8.39mSv 

3.57 人･Sv福島第一 

原子力 

発電所 

第１号機 

26 H22.3.25～H22.10.15 

(205 日間)

(1)原子炉圧力高設定値変更工事※１ 

(2)原子炉格納容器電気配線貫通部取替工事※１ 
10.16mSv 

1.58 人･Sv福島第一 

原子力 

発電所 

第２号機 

25 H22.9.16～H22.12.15 

(91 日間)

なし 

10.74mSv 

3.85 人･Sv福島第一 

原子力 

発電所 

第３号機 

24 H22.6.19～H22.10.26 

（130 日間)

(1)原子炉格納容器電気配線貫通部取替工事※１ 

(2)ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料の採用

※１ 13.91mSv 

2.11 人･Sv福島第二 

原子力 

発電所 

第１号機 

21 H22.6.23～H22.10.22 

(122 日間)

(1)ガドリニア濃度変更９×９燃料（Ａ型）及び

ガドリニア濃度変更９×９燃料（Ｂ型）の採

用工事※１ 

(2)原子炉隔離時冷却系配管取替工事※２ 

12.60mSv 

0.92 人･Sv美浜発電所 

第２号機 

26 H22.8.20～H22.11.19 

（92 日間)

(1)格納容器再循環サンプスクリーン改造工事 

※１ 

(2)原子炉冷却系統設備弁・配管撤去工事※１ 6.04mSv 

5.08 人･Sv大飯 

発電所 

第２号機 

23 H22.6.7～H22.11.17 

(164 日間)

(1)格納容器再循環サンプスクリーン改造工事 

※１ 

(2)加圧器サージ管改造工事及び加圧器管台補修

工事※１※２ 

(3)燃料取替クレーン改造工事※２ 

11.84mSv 

1.50 人･Sv高浜 

発電所 

第２号機 

26 H22.6.9～H22.10.26 

(140 日間)

(1)格納容器再循環サンプスクリーン取替工事 

※１ 

(2)加圧器管台他補修工事※２ 

(3)原子炉容器出入口管台補修工事※２ 

(4)昇圧変圧器取替工事※１ 

9.18mSv 

 127



 

総線量 
発電所名 回数 

定期検査期間 

(解列日～定検終了日) 
主要改造工事等 

最大線量

2.44 人･Sv島根原子力 

発電所 

第２号機 

16 H22.3.18～H22.12.28 

(286 日間)

(1)原子炉再循環系配管他修理工事※１※２ 

※１原子炉再循環系配管改造工事 

※２原子炉再循環系配管及び原子炉浄化系配

管修理工事 

14.14mSv 

0.47 人･Sv伊方発電所 

第２号機 

22 H22.8.27～H22.12.14 

（110 日間)

(1)格納容器再循環サンプスクリーン取替工事 

※１ 

(2)一次系配管取替工事※１ 

(3)原子炉格納容器配管貫通部取替工事※１ 

6.43mSv 

0.62 人･Sv玄海原子力 

発電所 

第１号機 

27 H22.7.25～H22.11.2 

（101 日間)

(1)格納容器再循環サンプスクリーン取替工事 

※１ 

(2)原子炉補機冷却水格納容器貫通部修繕工事 

※１※２ 

5.85mSv 

1.17 人･Sv玄海原子力 

発電所 

第４号機 

10 H22.9.4～H22.11.26 

（84 日間)

(1)抽出オリフィス廻り弁・配管取替工事※１ 

(2)抽出ライン取替工事※２ 

(3)安全注入ライン取替工事※２ 

(4)格納容器再循環サンプスクリーン取替工事 

※１ 

7.99mSv 

 

＜第４四半期＞ 

総線量 
発電所名 回数 

定期検査期間 

(解列日～定検終了日) 
主要改造工事等 

最大線量

0.94 人･Sv福島第二 

原子力 

発電所 

第 4 号機 

17 H22.11.9～H23.2.24 

(108 日間)

(1)排気筒耐震強化工事※２ 

 
9.90mSv 

4.01 人･Sv柏崎刈羽 

原子力 

発電所 

第 5 号機 

12 H18.11.24～H23.2.18 

(1548 日間)

(1)Ｓ／Ｃストレーナ取替工事※１ 

(2)復水器真空度低設定値変更工事※１ 

(3)プラントバイタル交流電源装置取替工事※１ 

(4)原子炉冷却材再循環系配管予防保全修理工事

※２ 

(5)原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器修理工事

※２ 

(6)主変圧器取替工事※２ 

(7)排気筒耐震強化工事※２ 

17.03mSv 

1.22 人･Sv柏崎刈羽 

原子力 

発電所 

第 6 号機 

9 H22.10.31～H23.3.9 

(130 日間)

(1)原子炉冷却材浄化系配管取替工事※２ 

9.08mSv 

1.83 人･Sv浜岡原子力 

発電所 

第 4 号機 

12 H22.10.14～H23.3.2 

(140 日間)

なし 

14.66mSv 

0.23 人･Sv浜岡原子力 

発電所 

第 5 号機 

4 H22.3.15～H23.2.23 

(346 日間)

(1)低圧タービンロータ取替工事※２ 

2.58mSv 

1.50 人･Sv高浜 

発電所 

第３号機 

20 H22.10.13～H23.1.21 

(101 日間)

(1)格納容器再循環サンプスクリーン取替工事 

※１ 

(2)ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料の採用

※１ 

(3)原子炉保護装置他改造工事※１ 

(4)原子炉冷却系統設備弁・配管改造取替工事 

※１※２ 

9.61mSv 

注）※１：工事計画認可対象 

※２：工事計画届出対象 
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(2) 研究開発段階炉の定期検査の概要 

独立行政法人日本原子力研究開発機構 敦賀本部原子炉廃止措置研究開発センター（通

称・ふげん）は、原子炉等規制法第 29 条に基づき施設定期検査を実施する。同施設の第 23

回施設定期検査は、平成 22 年 11 月 1 日から平成 23 年 3 月 24 日に実施し、合格証を交付

した。 

なお、高速増殖炉もんじゅは、建設段階であることから、使用前検査合格後から定期検

査に移行する。 

 

(3) 実用発電用原子炉の定期検査におけるプラントの停止期間 

平成 22 年度に定期検査を実施したプラントのうち、発電機の解列から並列までの停止期

間日数が 150 日以上のものは下表のとおりであった。 

 

ユ ニ ッ ト 名 停止日数 

柏崎刈羽原子力発電所第 5 号機 1,463 日 

柏崎刈羽原子力発電所第 1 号機 1,130 日 

浜岡原子力発電所第 5 号機 320 日 

島根原子力発電所第 2 号機 264 日 

東海第二原子力発電所 205 日 

 

一方、停止期間日数が 70 日未満のものは下表のとおりであった。 
 

ユ ニ ッ ト 名 停止日数 

玄海原子力発電所第 4 号機 59 日 

伊方発電所第 1 号機 60 日 

泊発電所第 2 号機 64 日 

福島第一原子力発電所第 2 号機 64 日 

美浜発電所第 2 号機 67 日 

泊発電所第 1 号機 67 日 

福島第二原子力発電所第 3 号機 67 日 
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Ⅲ
-
２
 
ユ
ニ
ッ
ト
別
定
期
検
査
結
果
 

＜
第

1
四
半
期
＞
 

1
.
申
請
者
 

北
海
道
電
力
株
式
会
社
 

2
.
発
電
所
、
事
業
所
 

及
び
施
設
の
 

概
要
 

(
1
)
名
称
：
泊
発
電
所
１
号
機
 
第
１
６
回
 

(
2
)
出
力
：
５
７
９
Ｍ
Ｗ
 

(
3
)
運
転
開
始
年
月
：
平
成
元
年
６
月
 

3
.
検
査
等
申
請
日
 

平
成
２
１
年
１
２
月
４
日
 

4
.
終
了
証
交
付
日
 

平
成
２
２
年
４
月
１
４
日
 

5
.
検
査
等
実
施
 

期
間
 

(
1
)
 
平
成
２
２
年
１
月
１
１
日
（
定
期
検
査
開
始
日
）
 

～
 
平
成
２
２
年
４
月
１
４
日
（
定
期
検
査
終
了
日
）
 

(
2
)
計
画
と
の
相
違
 

起
動
操
作
時
に
お
け
る
工
程
の
短
縮
（
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
な
し
）
に
伴
い
、
並
列
日
が
２
日
前
倒
し

と
な
っ
た
。
 

6
.
検
査
等
の
概
要
 

(
1
)
検
査
等
の
対
象
物
 

原
子
炉
本
体
、
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
、
計
測
制
御
系
統
設
備
、
燃
料
設
備
、
放
射
線
管
理
設
備
、

廃
棄
設
備
、
原
子
炉
格
納
施
設
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
及
び
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

(
2
)
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
実
施
し
た
検
査
等
の
内
容
 

定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う
定
期
事
業
者
検
査
に
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の

記
録
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
要
領
書
、
検
査
要
員
、
検
査
用
機
器
、

検
査
内
容
及
び
検
査
結
果
等
の
適
切
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

(
3
)
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
用
い
た
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２

号
）
、
保
安
規
定
、
工
事
計
画
（
変
更
）
認
可
申
請
書
及
び
同
届
出
書
等
に
基
づ
く
設
定
値
等
。
 

7
.
結
果
 

良
 

8
.
関
連
す
る
許
認
可
事
項
 

な
し
 

9
.
そ
の
他
の
指
摘
 

事
項
等
 

(
1
)
定
期
事
業
者
検
査
に
対
す
る
所
見
 

な
し
 

(
2
)
定
期
検
査
期
間
中
に
実
施
し
た
主
要
改
造
工
事
等
 

①
定
期
事
業
者
検
査
の
工
程
に
直
接
影
響
し
た
工
事
 

・
加
圧
器
サ
ー
ジ
用
管
台
セ
ー
フ
エ
ン
ド
取
替
工
事
 

②
そ
の
他
 

・
非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
安
全
弁
取
替
工
事
 

・
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
取
替
工
事
 

(
3
)
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
 

①
総
線
量
：
 
０
．
８
９
人
・
S
v
 

②
平
均
線
量
：
 
０
．
５
７
 
mS
v
 

③
最
大
線
量
：
 
７
．
５
０
 
mS
v
 

(
4
)
保
全
計
画
に
つ
い
て
 

平
成
２
１
年
１
０
月
１
３
日
及
び
平
成
２
１
年
１
２
月
１
日
付
け
保
安
規
程
変
更
届
出
書
に
よ
る

保
全
計
画
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
の
変
更
と
し
て
、
機
器
取
替
え
に
伴
う
保
全
方
式
等
の
変
更
、

点
検
結
果
・
劣
化
ト
レ
ン
ド
等
を
踏
ま
え
た
点
検
頻
度
の
変
更
、
定
期
事
業
者
検
査
対
象
設
備
に
お

け
る
予
防
保
全
の
徹
底
、
状
態
監
視
技
術
の
導
入
等
が
な
さ
れ
た
。
 

 

  

1
.
申
請
者
 

東
京
電
力
株
式
会
社
 

2
.
発
電
所
、
事
業
所

及
び
施
設
の
 

概
要
 

(
1
)
名
称
：
福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
第
３
号
機
 
第
１
６
回
 

(
2
)
出
力
：
１
,１

０
０
Ｍ
Ｗ
 

(
3
)
運
転
開
始
年
月
：
昭
和
６
０
年
６
月
 

3
.
検
査
等
申
請
日
 

平
成
２
１
年
１
２
月
４
日
 

4
.
終
了
証
交
付
日
 

平
成
２
２
年
４
月
９
日
 

5
.
検
査
等
実
施
 

期
間
 

(
1
)
 
平
成
２
２
年
１
月
７
日
（
定
期
検
査
開
始
日
）
 

～
 
平
成
２
２
年
４
月
９
日
（
定
期
検
査
終
了
日
）
 

(
2
)
計
画
と
の
相
違
 

原
子
炉
起
動
時
の
タ
ー
ビ
ン
バ
イ
パ
ス
弁
全
閉
検
出
用
ス
イ
ッ
チ
の
位
置
調
整
及
び
地
震
発
生
に

伴
う
現
場
確
認
に
よ
り
、
並
列
日
に
お
い
て
１
日
間
の
延
長
と
な
っ
た
。
 

6
.
検
査
等
の
概
要
 

(
1
)
検
査
等
の
対
象
物
 

原
子
炉
本
体
、
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
、
計
測
制
御
系
統
設
備
、
燃
料
設
備
、
放
射
線
管
理
設
備
、

廃
棄
設
備
、
原
子
炉
格
納
施
設
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
及
び
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

(
2
)
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
実
施
し
た
検
査
等
の
内
容
 

定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う
定
期
事
業
者
検
査
に
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の

記
録
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
要
領
書
、
検
査
要
員
、
検
査
用
機
器
、

検
査
内
容
及
び
検
査
結
果
等
の
適
切
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

(
3
)
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
用
い
た
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２

号
）
、
保
安
規
定
、
工
事
計
画
（
変
更
）
認
可
申
請
書
及
び
同
届
出
書
等
に
基
づ
く
設
定
値
等
。
 

7
.
結
果
 

良
 

8
.
関
連
す
る
許
認
可
事
項

な
し
 

9
.
そ
の
他
の
指
摘
 

事
項
等
 

(
1
)
定
期
事
業
者
検
査
に
対
す
る
所
見
 

な
し
 

(
2
)
定
期
検
査
期
間
中
に
実
施
し
た
主
要
改
造
工
事
等
 

①
定
期
事
業
者
検
査
の
工
程
に
直
接
影
響
し
た
工
事
 

・
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
配
管
取
替
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

②
そ
の
他
 

な
し
 

(
3
)
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
 

①
総
線
量
：
 
１
．
５
２
人
・
S
v
 

②
平
均
線
量
：
 
０
．
４
４
 
mS
v
 

③
最
大
線
量
：
 
１
２
．
８
７
 
mS
v
 

(
4
)
保
全
計
画
に
つ
い
て
 

平
成
２
１
年
１
０
月
９
日
及
び
平
成
２
１
年
１
２
月
１
８
日
付
け
保
安
規
程
変
更
届
出
書
に
よ
る

保
全
計
画
に
つ
い
て
は
、
点
検
実
績
等
の
評
価
に
よ
る
点
検
周
期
の
見
直
し
、
設
備
改
善
に
伴
い
信

頼
性
が
向
上
し
た
こ
と
に
よ
る
点
検
周
期
の
見
直
し
、
状
態
基
準
保
全
の
導
入
な
ど
の
保
全
方
式
見

直
し
、
状
態
監
視
技
術
の
導
入
等
が
な
さ
れ
た
。
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1
.
申
請
者
 

日
本
原
子
力
発
電
株
式
会
社
 

2
.
発
電
所
、
事
業
所
 

及
び
施
設
の
 

概
要
 

(
1
)
名
称
：
東
海
第
二
発
電
所
 
第
２
４
回
 

(
2
)
出
力
：
１
，
１
０
０
Ｍ
Ｗ
 

(
3
)
運
転
開
始
年
月
：
昭
和
５
３
年
１
１
月
 

3
.
検
査
等
申
請
日
 

平
成
２
１
年
８
月
７
日
 

4
.
終
了
証
交
付
日
 

平
成
２
２
年
４
月
２
８
日
 

5
.
検
査
等
実
施
 

期
間
 

(
1
)
 
平
成
２
１
年
９
月
７
日
（
定
期
検
査
開
始
日
）
 

～
 
平
成
２
２
年
４
月
２
８
日
（
定
期
検
査
終
了
日
）
 

(
2
)
計
画
と
の
相
違
 

シ
ュ
ラ
ウ
ド
サ
ポ
ー
ト
シ
リ
ン
ダ
溶
接
線
の
目
視
検
査
で
ひ
び
状
の
指
示
模
様
を
確
認
し
た
た

め
、
構
造
健
全
性
評
価
の
た
め
の
超
音
波
探
傷
試
験
を
実
施
し
た
こ
と
に
よ
り

1
3
日
延
長
と
な
っ
た
。

ま
た
、
原
子
炉
耐
圧
漏
え
い
試
験
の
た
め
原
子
炉
圧
力
容
器
を
加
圧
保
持
中
に
原
子
炉
再
循
環
流
量

制
御
弁
か
ら
漏
え
い
を
確
認
し
た
こ
と
か
ら
補
修
作
業
の
た
め

1
3
 
日
延
長
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
原

子
炉
格
納
容
器
漏
え
い
試
験
に
お
け
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
位
計
の
検
出
ラ
イ
ン
に
設
置
さ

れ
て
い
る
電
磁
隔
離
弁
の
漏
え
い
に
伴
う
補
修
作
業
を
実
施
し
た
こ
と
に
よ
り

1
 
日
延
長
と
な
っ

た
。
こ
れ
ら
に
よ
り
当
初
計
画
か
ら

2
6
 
日
間
の
延
長
と
な
っ
た
。
 

6
.
検
査
等
の
概
要
 

(
1
)
検
査
等
の
対
象
物
 

原
子
炉
本
体
、
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
、
計
測
制
御
系
統
設
備
、
燃
料
設
備
、
放
射
線
管
理
設
備
、

廃
棄
設
備
、
原
子
炉
格
納
施
設
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
及
び
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

(
2
)
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
実
施
し
た
検
査
等
の
内
容
 

定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う
定
期
事
業
者
検
査
に
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の

記
録
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
要
領
書
、
検
査
要
員
、
検
査
用
機
器
、

検
査
内
容
及
び
検
査
結
果
等
の
適
切
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

(
3
)
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
用
い
た
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２

号
）
、
保
安
規
定
、
工
事
計
画
（
変
更
）
認
可
申
請
書
及
び
同
届
出
書
等
に
基
づ
く
設
定
値
等
。
 

7
.
結
果
 

良
 

8
.
関
連
す
る
許
認
可
事
項
 

な
し
 

9
.
そ
の
他
の
指
摘
 

事
項
等
 

(
1
)
定
期
事
業
者
検
査
に
対
す
る
所
見
 

な
し
 

(
2
)
定
期
検
査
期
間
中
に
実
施
し
た
主
要
改
造
工
事
等
 

①
定
期
事
業
者
検
査
の
工
程
に
直
接
影
響
し
た
工
事
 

・
第
６
給
水
加
熱
器
取
替
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

・
第
６
給
水
加
熱
器
保
管
庫
設
置
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

・
非
常
用
海
水
系
放
出
側
配
管
取
替
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

・
残
留
熱
除
去
系
海
水
系
ポ
ン
プ
改
造
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

②
そ
の
他
 

・
格
納
容
器
機
器
ド
レ
ン
流
量
計
取
替
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

・
蓄
電
池
取
替
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

・
平
成
１
９
年
１
１
月
３
０
日
付
け
平
成
１
９
・
１
１
・
２
９
原
院
第
３
号
「
原
子
力
発
電
所
の
配

管
肉
厚
管
理
に
対
す
る
追
加
要
求
に
つ
い
て
」
に
基
づ
く
検
査
 

(
3
)
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
 

①
総
線
量
：
 
６
．
３
４
人
・
S
v
 

②
平
均
線
量
：
 
１
．
２
２
 
mS
v
 

③
最
大
線
量
：
１
５
．
５
０
 
mS
v
 

(
4
)
保
全
計
画
に
つ
い
て
 

平
成
２
１
年
８
月
７
日
、
平
成
２
１
年
１
２
月
９
日
、
平
成
２
２
年
１
月
２
１
日
及
び
平
成
２
２

年
２
月
１
９
日
付
け
保
安
規
程
変
更
届
出
書
に
よ
る
保
全
計
画
に
つ
い
て
は
、
発
電
所
実
績
等
を
参

考
に
し
た
変
圧
器
の
状
態
基
準
保
全
へ
の
変
更
、
状
態
監
視
技
術
の
導
入
等
が
な
さ
れ
た
。
 

 

 

1
.
申
請
者
 

関
西
電
力
株
式
会
社
 

2
.
発
電
所
、
事
業
所

及
び
施
設
の
 

概
要
 

(
1
)
名
称
：
美
浜
発
電
所
第
３
号
機
 
第
２
４
回
 

(
2
)
出
力
：
８
２
６
Ｍ
Ｗ
 

(
3
)
運
転
開
始
年
月
：
昭
和
５
１
年
１
２
月
 

3
.
検
査
等
申
請
日
 

平
成
２
１
年
１
１
月
１
２
日
 

4
.
終
了
証
交
付
日
 

平
成
２
２
年
４
月
１
６
日
 

5
.
検
査
等
実
施
 

期
間
 

(
1
)
 
平
成
２
１
年
１
２
月
１
３
日
（
定
期
検
査
開
始
日
）
 

～
 
平
成
２
２
年
４
月
１
６
日
（
定
期
検
査
終
了
日
）
 

(
2
)
計
画
と
の
相
違
 

な
し
 

6
.
検
査
等
の
概
要
 

(
1
)
検
査
等
の
対
象
物
 

原
子
炉
本
体
、
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
、
計
測
制
御
系
統
設
備
、
燃
料
設
備
、
放
射
線
管
理
設
備
、

廃
棄
設
備
、
原
子
炉
格
納
施
設
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
及
び
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

(
2
)
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
実
施
し
た
検
査
等
の
内
容
 

定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う
定
期
事
業
者
検
査
に
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の

記
録
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
要
領
書
、
検
査
要
員
、
検
査
用
機
器
、

検
査
内
容
及
び
検
査
結
果
等
の
適
切
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

(
3
)
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
用
い
た
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２

号
）
、
保
安
規
定
、
工
事
計
画
（
変
更
）
認
可
申
請
書
及
び
同
届
出
書
等
に
基
づ
く
設
定
値
等
。
 

7
.
結
果
 

良
 

8
.
関
連
す
る
許
認
可
事
項

な
し
 

9
.
そ
の
他
の
指
摘
 

事
項
等
 

(
1
)
定
期
事
業
者
検
査
に
対
す
る
所
見
 

①
Ａ
系
に
引
き
続
き
実
施
さ
れ
た
Ｂ
、
Ｃ
系
の
蓄
圧
注
入
系
の
放
水
検
査
に
お
い
て
、
放
水
時
間
が

Ａ
系
と
比
較
し
有
意
な
差
が
見
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
本
事
象
を
技
術
基
準
へ
の
適
合
性
の
判
定
に

影
響
を
与
え
る
可
能
性
の
あ
る
事
象
と
し
、
不
適
合
処
理
要
領
に
基
づ
き
、
処
置
を
事
業
者
が
実

施
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
本
検
査
で
の
知
見
及
び
他
の
発
電
所
で
の
検
査
状
況
を
踏
ま
え
、

今
後
、
よ
り
適
切
な
検
査
圧
力
を
検
討
し
、
以
降
の
検
査
に
反
映
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

②
要
領
書
上
、
原
子
炉
格
納
容
器
昇
圧
時
の
確
認
事
項
に
つ
い
て
、
確
認
事
項
が
明
確
で
な
い
も
の
、

検
査
用
機
器
と
し
て
一
覧
表
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
検
査
装
置
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の

確
認
事
項
を
明
確
に
記
載
す
る
等
、
今
後
、
検
査
要
領
書
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
事
業
者
の
資
料
等
の
確
認
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
今
回
の
検
査
に
お
い

て
は
、
支
障
な
く
実
施
で
き
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

(
2
)
定
期
検
査
期
間
中
に
実
施
し
た
主
要
改
造
工
事
等
 

①
定
期
事
業
者
検
査
の
工
程
に
直
接
影
響
し
た
工
事
 

・
加
圧
器
管
台
取
替
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

・
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
取
替
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

・
耐
震
裕
度
向
上
工
事
 

・
常
用
系
計
器
用
電
源
装
置
取
替
工
事
 

・
制
御
棒
駆
動
装
置
制
御
盤
他
取
替
工
事
 

②
そ
の
他
 

な
し
 

(
3
)
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
 

①
総
線
量
：
 
１
．
１
４
人
・
S
v
 

②
平
均
線
量
：
 
０
．
４
４
 
mS
v
 

③
最
大
線
量
：
 
９
．
０
５
 
mS
v
 

(
4
)
保
全
計
画
に
つ
い
て
 

平
成
２
１
年
１
１
月
１
２
日
日
付
け
保
安
規
程
変
更
届
出
書
に
よ
る
保
全
計
画
に
つ
い
て
は
、
電

動
機
の
絶
縁
抵
抗
の
監
視
強
化
、
弁
の
点
検
の
体
系
的
な
整
理
等
に
よ
る
予
防
保
全
の
徹
底
、
状
態

監
視
技
術
の
適
用
等
が
な
さ
れ
た
。
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1
.
申
請
者
 

関
西
電
力
株
式
会
社
 

2
.
発
電
所
、
事
業
所
 

及
び
施
設
の
 

概
要
 

(
1
)
名
称
：
大
飯
発
電
所
第
４
号
機
 
第
１
３
回
 

(
2
)
出
力
：
１
，
１
８
０
Ｍ
Ｗ
 

(
3
)
運
転
開
始
年
月
：
平
成
５
年
２
月
 

3
.
検
査
等
申
請
日
 

平
成
２
２
年
１
月
６
日
 

4
.
終
了
証
交
付
日
 

平
成
２
２
年
６
月
２
３
日
 

5
.
検
査
等
実
施
 

期
間
 

(
1
)
 
平
成
２
２
年
２
月
７
日
（
定
期
検
査
開
始
日
）
 

～
 
平
成
２
２
年
６
月
２
３
日
（
定
期
検
査
終
了
日
）
 

(
2
)
計
画
と
の
相
違
 

な
し
 

6
.
検
査
等
の
概
要
 

(
1
)
検
査
等
の
対
象
物
 

原
子
炉
本
体
、
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
、
計
測
制
御
系
統
設
備
、
燃
料
設
備
、
放
射
線
管
理
設
備
、

原
子
炉
格
納
施
設
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
及
び
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

(
2
)
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
実
施
し
た
検
査
等
の
内
容
 

定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う
定
期
事
業
者
検
査
に
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の

記
録
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
要
領
書
、
検
査
要
員
、
検
査
用
機
器
、

検
査
内
容
及
び
検
査
結
果
等
の
適
切
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

(
3
)
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
用
い
た
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２

号
）
、
保
安
規
定
、
工
事
計
画
（
変
更
）
認
可
申
請
書
及
び
同
届
出
書
等
に
基
づ
く
設
定
値
等
。
 

7
.
結
果
 

良
 

8
.
関
連
す
る
許
認
可
事
項
 

な
し
 

9
.
そ
の
他
の
指
摘
 

事
項
等
 

(
1
)
定
期
事
業
者
検
査
に
対
す
る
所
見
 

な
し
 

(
2
)
定
期
検
査
期
間
中
に
実
施
し
た
主
要
改
造
工
事
等
 

①
定
期
事
業
者
検
査
の
工
程
に
直
接
影
響
し
た
工
事
 

・
原
子
炉
容
器
出
口
管
台
予
防
保
全
対
策
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

②
そ
の
他
 

・
一
次
冷
却
材
の
循
環
設
備
配
管
他
改
造
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

・
一
次
冷
却
材
の
循
環
設
備
配
管
他
取
替
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

・
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
取
替
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

・
６
０
０
系
ニ
ッ
ケ
ル
基
合
金
管
台
予
防
保
全
対
策
工
事
 

・
耐
震
裕
度
向
上
工
事
（
支
持
構
造
物
補
強
工
事
）
 

(
3
)
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
 

①
総
線
量
：
 
２
．
１
３
人
・
S
v
 

②
平
均
線
量
：
 
０
．
９
１
 
mS
v
 

③
最
大
線
量
：
１
３
．
６
０
 
mS
v
 

(
4
)
保
全
計
画
に
つ
い
て
 

平
成
２
２
年
１
月
５
日
付
け
保
安
規
程
変
更
届
出
書
に
よ
る
保
全
計
画
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら

の
変
更
と
し
て
、
油
入
替
え
頻
度
の
変
更
、
手
入
れ
前
デ
ー
タ
及
び
劣
化
ト
レ
ン
ド
を
踏
ま
え
た
点

検
頻
度
の
変
更
、
点
検
項
目
追
加
に
よ
る
予
防
保
全
の
徹
底
、
状
態
監
視
技
術
の
導
入
等
が
な
さ
れ

た
。
 

 

 

1
.
申
請
者
 

関
西
電
力
株
式
会
社
 

2
.
発
電
所
、
事
業
所

及
び
施
設
の
 

概
要
 

(
1
)
名
称
：
高
浜
発
電
所
第
４
号
機
 
第
１
９
回
 

(
2
)
出
力
：
８
７
０
Ｍ
Ｗ
 

(
3
)
運
転
開
始
年
月
：
昭
和
６
０
年
６
月
 

3
.
検
査
等
申
請
日
 

平
成
２
１
年
１
２
月
２
５
日
 

4
.
終
了
証
交
付
日
 

平
成
２
２
年
６
月
２
２
日
 

5
.
検
査
等
実
施
 

期
間
 

(
1
)
平
成
２
２
年
２
月
４
日
（
定
期
検
査
開
始
日
）
 

～
 
平
成
２
２
年
６
月
２
２
日
（
定
期
検
査
終
了
日
）
 

(
2
)
計
画
と
の
相
違
 

発
電
機
ガ
ス
ク
ー
ラ
ー
冷
却
水
入
口
弁
フ
ラ
ン
ジ
か
ら
の
漏
え
い
が
あ
り
補
修
を
行
っ
た
こ
と
に

よ
り
、
当
初
計
画
か
ら

1
4
 
日
間
の
延
長
と
な
っ
た
。
 

6
.
検
査
等
の
概
要
 

(
1
)
検
査
等
の
対
象
物
 

原
子
炉
本
体
、
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
、
計
測
制
御
系
統
設
備
、
燃
料
設
備
、
放
射
線
管
理
設
備
、

原
子
炉
格
納
施
設
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
及
び
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

(
2
)
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
実
施
し
た
検
査
等
の
内
容
 

定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う
定
期
事
業
者
検
査
に
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の

記
録
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
要
領
書
、
検
査
要
員
、
検
査
用
機
器
、

検
査
内
容
及
び
検
査
結
果
等
の
適
切
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

(
3
)
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
用
い
た
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２

号
）
、
保
安
規
定
、
工
事
計
画
（
変
更
）
認
可
申
請
書
及
び
同
届
出
書
等
に
基
づ
く
設
定
値
等
。
 

7
.
結
果
 

良
 

8
.
関
連
す
る
許
認
可
事
項

な
し
 

9
.
そ
の
他
の
指
摘
 

事
項
等
 

(
1
)
定
期
事
業
者
検
査
に
対
す
る
所
見
 

な
し
 

(
2
)
定
期
検
査
期
間
中
に
実
施
し
た
主
要
改
造
工
事
等
 

①
定
期
事
業
者
検
査
の
工
程
に
直
接
影
響
し
た
工
事
 

・
加
圧
器
管
台
他
補
修
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

②
そ
の
他
 

・
低
圧
タ
ー
ビ
ン
ロ
ー
タ
他
取
替
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

・
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
取
替
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

・
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
配
管
取
替
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

・
原
子
炉
保
護
装
置
他
改
造
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

・
蒸
気
発
生
器
伝
熱
管
補
修
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

(
3
)
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
 

①
総
線
量
：
２
．
０
６
人
・
S
v
 

②
平
均
線
量
：
０
．
９
１
m
Sv
 

③
最
大
線
量
：
１
４
．
７
２
m
Sv
 

(
4
)
保
全
計
画
に
つ
い
て
 

平
成
２
１
年
１
１
月
２
１
日
、
平
成
２
２
年
１
月
１
２
日
及
び
２
月
２
３
日
付
け
保
安
規
程
変
更

届
出
書
に
よ
る
保
全
計
画
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
の
変
更
と
し
て
、
不
具
合
事
例
の
反
映
に
よ
る

分
解
点
検
頻
度
の
見
直
し
、
点
検
項
目
追
加
に
よ
る
予
防
保
全
の
徹
底
、
状
態
監
視
技
術
の
導
入
等

が
な
さ
れ
た
。
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1
.
申
請
者
 

九
州
電
力
株
式
会
社
 

2
.
発
電
所
、
事
業
所
 

及
び
施
設
の
 

概
要
 

(
1
)
名
称
：
川
内
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 
第
２
０
回
 

(
2
)
出
力
：
８
９
０
Ｍ
Ｗ
 

(
3
)
運
転
開
始
年
月
：
昭
和
５
９
年
７
月
 

3
.
検
査
等
申
請
日
 

平
成
２
１
年
１
２
月
２
日
 

4
.
終
了
証
交
付
日
 

平
成
２
２
年
６
月
１
１
日
 

5
.
検
査
等
実
施
 

期
間
 

(
1
)
 
平
成
２
２
年
１
月
４
日
（
定
期
検
査
開
始
日
）
 

～
 
平
成
２
２
年
６
月
１
１
日
（
定
期
検
査
終
了
日
）
 

(
2
)
計
画
と
の
相
違
 

所
内
電
源
設
備
点
検
作
業
中
に
人
身
事
故
が
発
生
し
、
当
該
事
故
の
原
因
究
明
及
び
対
策
並
び
に

事
故
に
よ
り
損
傷
し
た
３
－
１
Ｂ
２
母
線
受
電
遮
断
器
復
旧
に
係
る
措
置
に
よ
り
解
列
日
か
ら
並
列

日
ま
で
に
お
い
て
４
６
日
間
、
解
列
日
か
ら
総
合
負
荷
性
能
検
査
日
ま
で
に
お
い
て
４
５
日
間
の
延

長
と
な
っ
た
。
 

6
.
検
査
等
の
概
要
 

(
1
)
検
査
等
の
対
象
物
 

原
子
炉
本
体
、
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
、
計
測
制
御
系
統
設
備
、
燃
料
設
備
、
放
射
線
管
理
設
備
、

廃
棄
設
備
、
原
子
炉
格
納
施
設
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
及
び
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

(
2
)
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
実
施
し
た
検
査
等
の
内
容
 

定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う
定
期
事
業
者
検
査
に
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の

記
録
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
要
領
書
、
検
査
要
員
、
検
査
用
機
器
、

検
査
内
容
及
び
検
査
結
果
等
の
適
切
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

(
3
)
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
用
い
た
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２

号
）
、
保
安
規
定
、
工
事
計
画
（
変
更
）
認
可
申
請
書
及
び
同
届
出
書
等
に
基
づ
く
設
定
値
等
。
 

7
.
結
果
 

良
 

8
.
関
連
す
る
許
認
可
事
項
 

な
し
 

9
.
そ
の
他
の
指
摘
 

事
項
等
 

(
1
)
定
期
事
業
者
検
査
に
対
す
る
所
見
 

な
し
 

(
2
)
定
期
検
査
期
間
中
に
実
施
し
た
主
要
改
造
工
事
等
 

①
定
期
事
業
者
検
査
の
工
程
に
直
接
影
響
し
た
工
事
 

・
加
圧
器
管
台
溶
接
部
計
画
保
全
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

②
そ
の
他
 

・
加
圧
器
補
助
ス
プ
レ
イ
ラ
イ
ン
取
替
工
事
及
び
加
圧
器
廻
り
配
管
取
替
工
事
（
工
事
計
画
認
可
及

び
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

・
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
取
替
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

・
計
装
用
電
源
装
置
（
安
全
系
）
取
替
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

・
平
成
２
２
年
２
月
５
日
付
け
平
成
２
２
・
０
２
・
０
３
原
院
第
３
号
「
高
燃
焼
度
１
７
行
１
７
列

型
燃
料
集
合
体
の
使
用
に
当
た
っ
て
の
確
認
に
つ
い
て
（
指
示
）
」
に
基
づ
く
確
認
 

(
3
)
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
 

①
総
線
量
：
 
２
．
６
２
人
・
S
v
 

②
平
均
線
量
：
 
１
．
１
６
 
mS
v
 

③
最
大
線
量
：
１
０
．
８
２
 
mS
v
 

(
4
)
保
全
計
画
に
つ
い
て
 

平
成
２
１
年
１
０
月
６
日
、
平
成
２
１
年
１
２
月
２
日
及
び
平
成
２
２
年
３
月
８
日
付
け
保
安
規

程
変
更
届
出
書
に
よ
る
保
全
計
画
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
の
変
更
と
し
て
、
劣
化
メ
カ
ニ
ズ
ム
を

踏
ま
え
て
予
防
保
全
の
観
点
か
ら
保
全
時
期
を
見
直
し
（
劣
化
が
想
定
さ
れ
る
も
の
の
頻
度
の
短
縮

や
劣
化
が
想
定
さ
れ
な
い
も
の
の
延
長
）
、
機
器
取
替
え
に
伴
う
点
検
周
期
の
変
更
、
状
態
監
視
技
術

の
導
入
等
が
な
さ
れ
た
。
 

  

 ＜
第
２
四
半
期
＞
 

1
.
申
請
者
 

北
海
道
電
力
株
式
会
社
 

2
.
発
電
所
、
事
業
所

及
び
施
設
の
 

概
要
 

(
1
)
名
称
：
泊
発
電
所
２
号
機
 
第
１
５
回
 

(
2
)
出
力
：
５
７
９
Ｍ
Ｗ
 

(
3
)
運
転
開
始
年
月
：
平
成
３
年
４
月
 

3
.
検
査
等
申
請
日
 

平
成
２
２
年
３
月
２
６
日
 

4
.
終
了
証
交
付
日
 

平
成
２
２
年
７
月
２
８
日
 

5
.
検
査
等
実
施
 

期
間
 

(
1
)
 
平
成
２
２
年
４
月
２
９
日
（
定
期
検
査
開
始
日
）
 

～
 
平
成
２
２
年
７
月
２
８
日
（
定
期
検
査
終
了
日
）
 

(
2
)
計
画
と
の
相
違
 

起
動
操
作
時
に
お
け
る
工
程
の
短
縮
（
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
な
し
）
に
伴
い
、
並
列
日
が
１
日
前
倒
し

と
な
っ
た
。
 

6
.
検
査
等
の
概
要
 

(
1
)
検
査
等
の
対
象
物
 

原
子
炉
本
体
、
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
、
計
測
制
御
系
統
設
備
、
燃
料
設
備
、
放
射
線
管
理
設
備
、

廃
棄
設
備
、
原
子
炉
格
納
施
設
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
及
び
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

(
2
)
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
実
施
し
た
検
査
等
の
内
容
 

定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う
定
期
事
業
者
検
査
に
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の

記
録
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
要
領
書
、
検
査
要
員
、
検
査
用
機
器
、

検
査
内
容
及
び
検
査
結
果
等
の
適
切
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

(
3
)
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
用
い
た
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２

号
）
、
保
安
規
定
、
工
事
計
画
（
変
更
）
認
可
申
請
書
及
び
同
届
出
書
等
に
基
づ
く
設
定
値
等
。
 

7
.
結
果
 

良
 

8
.
関
連
す
る
許
認
可
事
項

な
し
 

9
.
そ
の
他
の
指
摘
 

事
項
等
 

(
1
)
定
期
事
業
者
検
査
に
対
す
る
所
見
 

な
し
 

(
2
)
定
期
検
査
期
間
中
に
実
施
し
た
主
要
改
造
工
事
等
 

①
定
期
事
業
者
検
査
の
工
程
に
直
接
影
響
し
た
工
事
 

な
し
 

②
そ
の
他
 

・
加
圧
器
ス
プ
レ
イ
配
管
取
替
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

・
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
取
替
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

・
放
射
線
監
視
設
備
更
新
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

(
3
)
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
 

①
総
 
線
 
量
：
 
０
．
３
６
人
・
S
v
 

②
平
均
線
量
：
 
０
．
２
５
 
mS
v
 

③
最
大
線
量
：
 
４
．
５
０
 
mS
v
 

(
4
)
保
全
計
画
に
つ
い
て
 

平
成
２
２
年
３
月
２
５
日
及
び
平
成
２
２
年
４
月
２
６
日
付
け
保
安
規
程
変
更
届
出
書
に
よ
る
保

全
計
画
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
の
変
更
と
し
て
、
点
検
実
績
等
の
評
価
に
よ
る
点
検
周
期
の
見
直

し
等
が
な
さ
れ
た
。
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1
.
申
請
者
 

東
北
電
力
株
式
会
社
 

2
.
発
電
所
、
事
業
所
 

及
び
施
設
の
 

概
要
 

(
1
)
名
称
：
女
川
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 
第
１
９
回
 

(
2
)
出
力
：
５
２
４
Ｍ
Ｗ
 

(
3
)
運
転
開
始
年
月
：
昭
和
５
９
年
６
月
 

3
.
検
査
等
申
請
日
 

平
成
２
２
年
１
月
２
１
日
 

4
.
終
了
証
交
付
日
 

平
成
２
２
年
８
月
１
１
日
 

5
.
検
査
等
実
施
 

期
間
 

(
1
)
 
平
成
２
２
年
２
月
２
３
日
（
定
期
検
査
開
始
日
）
 

～
 
平
成
２
２
年
８
月
１
１
日
（
定
期
検
査
終
了
日
）
 

(
2
)
計
画
と
の
相
違
 

起
動
工
程
に
お
い
て
、
高
圧
注
水
系
タ
ー
ビ
ン
主
蒸
気
止
め
弁
付
近
か
ら
微
量
な
水
漏
れ
を
確
認

し
、
調
査
、
点
検
を
実
施
し
た
こ
と
に
よ
り
、
並
列
及
び
総
合
負
荷
性
能
検
査
の
日
程
が
５
日
間
延

長
と
な
っ
た
。
 

6
.
検
査
等
の
概
要
 

(
1
)
検
査
等
の
対
象
物
 

原
子
炉
本
体
、
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
、
計
測
制
御
系
統
設
備
、
燃
料
設
備
、
放
射
線
管
理
設
備
、

廃
棄
設
備
、
原
子
炉
格
納
施
設
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
及
び
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

(
2
)
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
実
施
し
た
検
査
等
の
内
容
 

定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う
定
期
事
業
者
検
査
に
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の

記
録
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
要
領
書
、
検
査
要
員
、
検
査
用
機
器
、

検
査
内
容
及
び
検
査
結
果
等
の
適
切
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

(
3
)
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
用
い
た
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２

号
）
、
保
安
規
定
、
工
事
計
画
（
変
更
）
認
可
申
請
書
及
び
同
届
出
書
等
に
基
づ
く
設
定
値
等
。
 

7
.
結
果
 

良
 

8
.
関
連
す
る
許
認
可
事
項
 

な
し
 

9
.
そ
の
他
の
指
摘
 

事
項
等
 

(
1
)
定
期
事
業
者
検
査
に
対
す
る
所
見
 

な
し
 

(
2
)
定
期
検
査
期
間
中
に
実
施
し
た
主
要
改
造
工
事
等
 

①
定
期
事
業
者
検
査
の
工
程
に
直
接
影
響
し
た
工
事
 

・
原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ
取
替
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

・
残
留
熱
除
去
系
配
管
取
替
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

・
復
水
浄
化
系
配
管
取
替
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

②
そ
の
他
 

な
し
 

(
3
)
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
 

①
総
 
線
 
量
：
 
１
．
０
５
人
・
S
v
 

②
平
均
線
量
：
 
０
．
３
６
 
mS
v
 

③
最
大
線
量
：
１
２
．
９
１
 
mS
v
 

(
4
)
保
全
計
画
に
つ
い
て
 

平
成
２
２
年
１
月
２
１
日
付
け
保
安
規
程
変
更
届
出
書
に
よ
る
保
全
計
画
に
つ
い
て
は
、
従
来
か

ら
の
変
更
と
し
て
、
不
具
合
事
例
の
反
映
に
よ
る
点
検
項
目
追
加
・
点
検
実
施
頻
度
見
直
し
、
劣
化

ト
レ
ン
ド
等
を
踏
ま
え
た
点
検
実
施
頻
度
の
最
適
化
、
設
備
改
善
に
伴
う
点
検
項
目
の
変
更
、
状
態

監
視
技
術
の
導
入
等
が
な
さ
れ
た
。
 

  

 

1
.
申
請
者
 

東
京
電
力
株
式
会
社
 

2
.
発
電
所
、
事
業
所

及
び
施
設
の
 

概
要
 

(
1
)
名
称
：
福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
第
２
号
機
 
第
１
９
回
 

(
2
)
出
力
：
１
,１

０
０
Ｍ
Ｗ
 

(
3
)
運
転
開
始
年
月
：
昭
和
５
９
年
２
月
 

3
.
検
査
等
申
請
日
 

平
成
２
２
年
２
月
５
日
 

4
.
終
了
証
交
付
日
 

平
成
２
２
年
７
月
２
日
 

5
.
検
査
等
実
施
 

期
間
 

(
1
)
 
平
成
２
２
年
３
月
６
日
（
定
期
検
査
開
始
日
）
 

～
 
平
成
２
２
年
７
月
２
日
（
定
期
検
査
終
了
日
）
 

(
2
)
計
画
と
の
相
違
 

な
し
。
 

6
.
検
査
等
の
概
要
 

(
1
)
検
査
等
の
対
象
物
 

原
子
炉
本
体
、
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
、
計
測
制
御
系
統
設
備
、
燃
料
設
備
、
放
射
線
管
理
設
備
、

廃
棄
設
備
、
原
子
炉
格
納
施
設
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
及
び
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

(
2
)
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
実
施
し
た
検
査
等
の
内
容
 

定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う
定
期
事
業
者
検
査
に
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の

記
録
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
要
領
書
、
検
査
要
員
、
検
査
用
機
器
、

検
査
内
容
及
び
検
査
結
果
等
の
適
切
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

(
3
)
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
用
い
た
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２

号
）
、
保
安
規
定
、
工
事
計
画
（
変
更
）
認
可
申
請
書
及
び
同
届
出
書
等
に
基
づ
く
設
定
値
等
。
 

7
.
結
果
 

良
 

8
.
関
連
す
る
許
認
可
事
項

な
し
 

9
.
そ
の
他
の
指
摘
 

事
項
等
 

(
1
)
定
期
事
業
者
検
査
に
対
す
る
所
見
 

原
子
炉
保
護
系
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
機
能
検
査
（
そ
の
１
）
に
お
い
て
、
蒸
気
加
減
弁
急
速
閉
の
模

擬
信
号
を
投
入
し
た
が
警
報
が
発
生
し
な
か
っ
た
た
め
検
査
を
中
断
し
た
。
原
因
を
調
査
し
た
と
こ

ろ
、
当
該
検
査
と
平
行
し
て
実
施
し
て
い
た
タ
ー
ビ
ン
油
圧
制
御
系
の
作
業
に
よ
る
も
の
と
判
明
し
、

安
全
処
置
を
追
加
し
て
検
査
を
実
施
し
、
正
常
に
警
報
が
発
生
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
翌

日
、
当
該
検
査
の
再
循
環
ポ
ン
プ
ト
リ
ッ
プ
機
能
検
査
に
お
い
て
、
主
蒸
気
止
め
弁
閉
の
模
擬
信
号

を
投
入
し
た
が
警
報
の
発
生
及
び
再
循
環
ポ
ン
プ
し
ゃ
断
器
が
ト
リ
ッ
プ
し
な
か
っ
た
た
め
検
査
を

中
断
し
た
。
原
因
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
前
日
同
様
、
タ
ー
ビ
ン
油
圧
制
御
系
の
作
業
に
よ
る
も
の

と
判
明
し
、
安
全
処
置
を
追
加
し
て
検
査
を
実
施
し
、
正
常
に
警
報
及
び
ト
リ
ッ
プ
が
発
生
す
る
こ

と
を
確
認
し
た
。
当
該
２
件
の
不
適
合
に
つ
い
て
、
作
業
許
可
書
に
安
全
処
置
を
追
加
す
る
不
適
合

処
置
を
実
施
し
技
術
基
準
の
適
合
性
に
問
題
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
本
件
に
係
る
対
応
に
つ
い

て
は
是
正
処
置
及
び
水
平
展
開
が
必
要
で
あ
る
。
 

(
2
)
定
期
検
査
期
間
中
に
実
施
し
た
主
要
改
造
工
事
等
 

①
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
配
管
改
造
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

②
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
配
管
改
造
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

③
ガ
ド
リ
ニ
ア
濃
度
変
更
９
×
９
燃
料
（
Ａ
型
）
採
用
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

(
3
)
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
 

①
総
 
線
 
量
：
 
１
．
３
１
人
・
S
v
 

②
平
均
線
量
：
 
０
．
３
７
 
mS
v
 

③
最
大
線
量
：
 
１
０
．
８
２
 
mS
v
 

(
4
)
保
全
計
画
に
つ
い
て
 

平
成
２
１
年
１
２
月
８
日
付
け
保
安
規
程
変
更
届
出
書
に
よ
る
保
全
計
画
に
つ
い
て
は
、
従
来
か

ら
の
変
更
と
し
て
、
点
検
実
績
等
の
評
価
に
よ
る
点
検
周
期
の
見
直
し
、
設
備
改
善
に
伴
い
信
頼
性

が
向
上
し
た
こ
と
に
よ
る
点
検
周
期
の
見
直
し
、
状
態
基
準
保
全
の
導
入
な
ど
の
保
全
方
式
見
直
し
、

状
態
監
視
技
術
の
導
入
等
が
な
さ
れ
た
。
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1
.
申
請
者
 

東
京
電
力
株
式
会
社
 

2
.
発
電
所
、
事
業
所
 

及
び
施
設
の
 

概
要
 

(
1
)
名
称
：
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 
第
１
５
回
 

(
2
)
出
力
：
１
，
１
０
０
Ｍ
Ｗ
 

(
3
)
運
転
開
始
年
月
：
昭
和
５
９
年
９
月
 

3
.
検
査
等
申
請
日
 

平
成
１
９
年
４
月
１
３
日
 

4
.
終
了
証
交
付
日
 

平
成
２
２
年
８
月
４
日
 

5
.
検
査
等
実
施
 

期
間
 

(
1
)
平
成
１
９
年
５
月
４
日
（
定
期
検
査
開
始
日
）
 

～
 
平
成
２
２
年
８
月
４
日
（
定
期
検
査
終
了
日
）
 

(
2
)
計
画
と
の
相
違
 

平
成
１
９
年
７
月
１
６
日
に
発
生
し
た
新
潟
県
中
越
沖
地
震
の
影
響
に
よ
り
、
設
備
点
検
や
耐
震

強
化
工
事
を
実
施
し
た
た
め
、
定
期
検
査
期
間
が
延
長
と
な
っ
た
。
 

6
.
検
査
等
の
概
要
 

(
1
)
検
査
等
の
対
象
物
 

原
子
炉
本
体
、
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
、
計
測
制
御
系
統
設
備
、
燃
料
設
備
、
放
射
線
管
理
設
備
、

廃
棄
設
備
、
原
子
炉
格
納
施
設
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
及
び
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

(
2
)
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
実
施
し
た
検
査
等
の
内
容
 

定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う
定
期
事
業
者
検
査
に
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の

記
録
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
要
領
書
、
検
査
要
員
、
検
査
用
機
器
、

検
査
内
容
及
び
検
査
結
果
等
の
適
切
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

な
お
、
平
成
１
９
年
２
月
１
６
日
付
け
公
表
「
電
力
会
社
の
デ
ー
タ
改
ざ
ん
問
題
に
対
す
る
当
省

の
対
応
に
つ
い
て
」
の
対
応
と
し
て
、
定
期
事
業
者
検
査
の
内
容
及
び
検
査
用
機
器
の
適
切
性
に
つ

い
て
厳
格
な
確
認
を
行
っ
た
。
 

(
3
)
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
用
い
た
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２

号
）
、
保
安
規
定
、
工
事
計
画
（
変
更
）
認
可
申
請
書
及
び
同
届
出
書
等
に
基
づ
く
設
定
値
等
。
 

7
.
結
果
 

良
 

8
.
関
連
す
る
許
認
可
事
項
 

な
し
 

9
.
そ
の
他
の
指
摘
 

事
項
等
 

(
1
)
定
期
事
業
者
検
査
に
対
す
る
所
見
 

直
流
電
源
系
機
能
検
査
に
お
い
て
、
検
査
要
領
書
の
手
順
に
従
い
、
検
査
条
件
で
あ
る
浮
動
充
電

状
態
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
均
等
充
電
状
態
で
あ
っ
た
た
め
、
検
査
条
件
が
み
た
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
か
ら
検
査
を
中
断
し
、「
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
・
予
防
処
置
基
本
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に
基
づ
き
、

処
置
を
事
業
者
が
実
施
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
本
検
査
の
状
況
を
踏
ま
え
、
今
後
、
点
検
結

果
の
通
知
を
依
頼
す
る
文
書
へ
、
均
等
充
電
の
実
施
を
計
画
し
て
い
る
か
確
認
す
る
記
載
を
追
加
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

(
2
)
定
期
検
査
期
間
中
に
実
施
し
た
主
要
改
造
工
事
等
 

①
定
期
事
業
者
検
査
の
工
程
に
直
接
影
響
し
た
工
事
 

・
配
管
等
サ
ポ
ー
ト
耐
震
強
化
工
事
 

②
 
の
他
 

・
Ｓ
／
Ｃ
ス
ト
レ
ー
ナ
取
替
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

・
排
気
筒
耐
震
強
化
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

(
3
)
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
 

①
総
 
線
 
量
：
 
６
．
８
８
人
・
S
v
 

②
平
均
線
量
：
 
０
．
６
６
m
Sv
 

③
最
大
線
量
：
３
１
．
６
７
m
Sv
 

(
4
)
保
全
計
画
に
つ
い
て
 

平
成
２
１
年
４
月
８
日
、
平
成
２
１
年
１
２
月
２
日
、
平
成
２
２
年
２
月
４
日
、
平
成
２
２
年
５

月
２
１
日
及
び
平
成
２
２
年
７
月
３
０
日
付
け
保
安
規
程
変
更
届
出
書
に
よ
る
保
全
計
画
に
つ
い
て

は
、
平
成
２
１
年
１
月
１
日
時
点
で
長
期
停
止
中
で
あ
っ
た
た
め
、
平
成
２
１
年
４
月
１
日
よ
り
新

検
査
制
度
が
適
用
と
な
り
届
出
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
の
特
別
な
保
全
計
画
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

「
新
潟
県
中
越
沖
地
震
を
受
け
た
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
の
設
備
の
健
全
性
に
係
る
点
検
・
評
価

計
画
に
つ
い
て
」（
平
成
１
９
年
１
１
月
９
日
付
け
平
成

1
9
･
1
1
･
0
6
原
院
第

2
号
、
NI
S
A-
1
6
3
d-
07
-
3
）

に
基
づ
い
て
点
検
・
評
価
の
計
画
の
提
出
を
指
示
し
、「

中
越
沖
地
震
に
お
け
る
原
子
力
施
設
に
関
す

る
調
査
・
対
策
委
員
会
運
営
管
理
・
設
備
健
全
性
評
価
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
設
備
健
全
性
評
価
サ

ブ
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
に
お
い
て
そ
の
点
検
・
評
価
の
実
施
状
況
の
審
議
が
な
さ
れ
た
。
 

 

 

1
.
申
請
者
 

東
京
電
力
株
式
会
社
 

2
.
発
電
所
、
事
業
所

及
び
施
設
の
 

概
要
 

(
1
)
名
称
：
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
第
７
号
機
 
第
９
回
 

(
2
)
出
力
：
１
,３

５
６
Ｍ
Ｗ
 

(
3
)
運
転
開
始
年
月
：
平
成
９
年
７
月
 

3
.
検
査
等
申
請
日
 

平
成
２
２
年
３
月
１
８
日
 

4
.
終
了
証
交
付
日
 

平
成
２
２
年
７
月
２
３
日
 

5
.
検
査
等
実
施
 

期
間
 

(
1
)
 
平
成
２
２
年
４
月
１
８
日
（
定
期
検
査
開
始
日
）
 

～
 
平
成
２
２
年
７
月
２
３
日
（
定
期
検
査
終
了
日
）
 

(
2
)
計
画
と
の
相
違
 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
（
Ａ
）
潤
滑
油
プ
ラ
イ
ミ
ン
グ
ポ
ン
プ
吐
出
圧
低
下
に
伴
う
調
査
・

点
検
の
た
め
、
起
動
工
程
が
１
日
遅
延
し
た
。
 

6
.
検
査
等
の
概
要
 

(
1
)
検
査
等
の
対
象
物
 

原
子
炉
本
体
、
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
、
計
測
制
御
系
統
設
備
、
燃
料
設
備
、
放
射
線
管
理
設
備
、

廃
棄
設
備
、
原
子
炉
格
納
施
設
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
及
び
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

(
2
)
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
実
施
し
た
検
査
等
の
内
容
 

定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う
定
期
事
業
者
検
査
に
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の

記
録
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
要
領
書
、
検
査
要
員
、
検
査
用
機
器
、

検
査
内
容
及
び
検
査
結
果
等
の
適
切
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

(
3
)
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
用
い
た
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２

号
）
、
保
安
規
定
、
工
事
計
画
（
変
更
）
認
可
申
請
書
及
び
同
届
出
書
等
に
基
づ
く
設
定
値
等
。
 

7
.
結
果
 

良
 

8
.
関
連
す
る
許
認
可
事
項

な
し
 

9
.
そ
の
他
の
指
摘
 

事
項
等
 

(
1
)
定
期
事
業
者
検
査
に
対
す
る
所
見
 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
,
非
常
用
炉
心
冷
却
系
（
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
除
く
）
,
原
子
炉
補
機
冷
却

系
機
能
検
査
に
お
い
て
、
Ａ
系
運
転
性
能
検
査
時
に
、
Ｅ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
ポ
ン
プ
流
量
増
加
操
作
に
伴
い
水

源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
水
が
波
立
ち
、
１
区
分
の
み
「
Ｓ
／
Ｃ
水
位
低
」
の
警
報
が

発
生
、
ク
リ
ア
を
繰
り
返
し
た
。
本
検
査
の
状
況
を
踏
ま
え
、
今
後
、「

Ｓ
／
Ｃ
水
位
低
」
の
警
報
に

つ
い
て
は
、“

検
査
中
に
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
旨
を
検
査
要
領
書
に
記
載
す
る
”
あ
る
い
は
“
検

査
前
に
水
位
調
整
を
実
施
し
警
報
の
発
生
を
防
止
す
る
”
な
ど
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
 

(
2
)
定
期
検
査
期
間
中
に
実
施
し
た
主
要
改
造
工
事
等
 

①
定
期
事
業
者
検
査
の
工
程
に
直
接
影
響
し
た
工
事
 

・
５
０
０
ｋ
Ｖ
電
力
ケ
ー
ブ
ル
取
替
工
事
 

②
そ
の
他
 

・
制
御
棒
と
燃
料
支
持
金
具
同
時
掴
み
具
の
改
良
工
事
 

(
3
)
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
 

①
総
 
線
 
量
：
 
０
．
７
０
人
・
S
v
 

②
平
均
線
量
：
 
０
．
２
１
m
Sv
 

③
最
大
線
量
：
 
１
１
．
９
４
 
mS
v
 

(
4
)
保
全
計
画
に
つ
い
て
 

平
成
２
２
年
３
月
１
８
日
、
平
成
２
２
年
７
月
２
２
日
及
び
平
成
２
２
年
１
１
月
１
５
日
付
け
保

安
規
程
変
更
届
出
書
に
よ
る
保
全
計
画
に
つ
い
て
は
、
従
点
検
実
績
等
の
評
価
に
よ
る
点
検
周
期
の

見
直
し
、
設
備
改
善
に
伴
い
信
頼
性
が
向
上
し
た
こ
と
に
よ
る
点
検
周
期
の
見
直
し
、
状
態
基
準
保

全
の
導
入
な
ど
の
保
全
方
式
見
直
し
、
状
態
監
視
技
術
の
導
入
等
が
な
さ
れ
た
。
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1
.
申
請
者
 

北
陸
電
力
株
式
会
社
 

2
.
発
電
所
、
事
業
所
 

及
び
施
設
の
 

概
要
 

(
1
)
名
称
：
志
賀
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 
第
１
２
回
 

(
2
)
出
力
：
５
４
０
Ｍ
Ｗ
 

(
3
)
運
転
開
始
年
月
：
平
成
５
年
７
月
 

3
.
検
査
等
申
請
日
 

平
成
２
２
年
５
月
１
１
日
 

4
.
終
了
証
交
付
日
 

平
成
２
２
年
９
月
２
９
日
 

5
.
検
査
等
実
施
 

期
間
 

(
1
)
 
平
成
２
２
年
６
月
１
２
日
（
定
期
検
査
開
始
日
）
 

～
 
平
成
２
２
年
９
月
２
９
日
（
定
期
検
査
終
了
日
）
 

(
2
)
計
画
と
の
相
違
 

ク
ラ
ス
１
機
器
供
用
期
間
中
検
査
の
漏
え
い
検
査
中
に
起
き
た
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
の
漏
え

い
に
伴
い
、
解
列
か
ら
並
列
ま
で
の
日
数
に
お
い
て
１
日
間
の
延
長
と
な
っ
た
。
な
お
、
解
列
か
ら

総
合
負
荷
性
能
検
査
ま
で
の
日
数
に
つ
い
て
は
、
計
画
ど
お
り
で
あ
っ
た
。
 

6
.
検
査
等
の
概
要
 

(
1
)
検
査
等
の
対
象
物
 

原
子
炉
本
体
、
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
、
計
測
制
御
系
統
設
備
、
燃
料
設
備
、
放
射
線
管
理
設
備
、

廃
棄
設
備
、
原
子
炉
格
納
施
設
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
及
び
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

(
2
)
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
実
施
し
た
検
査
等
の
内
容
 

定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う
定
期
事
業
者
検
査
に
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の

記
録
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
要
領
書
、
検
査
要
員
、
検
査
用
機
器
、

検
査
内
容
及
び
検
査
結
果
等
の
適
切
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

(
3
)
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
用
い
た
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２

号
）
、
保
安
規
定
、
工
事
計
画
（
変
更
）
認
可
申
請
書
及
び
同
届
出
書
等
に
基
づ
く
設
定
値
等
。
 

7
.
結
果
 

良
 

8
.
関
連
す
る
許
認
可
事
項
 

な
し
 

9
.
そ
の
他
の
指
摘
 

事
項
等
 

(
1
)
定
期
事
業
者
検
査
に
対
す
る
所
見
 

な
し
 

(
2
)
定
期
検
査
期
間
中
に
実
施
し
た
主
要
改
造
工
事
等
 

な
し
 

(
3
)
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
 

①
総
 
線
 
量
：
 
１
．
４
１
人
・
S
v
 

②
平
均
線
量
：
 
０
．
６
３
 
mS
v
 

③
最
大
線
量
：
 
９
．
０
５
 
mS
v
 

(
4
)
保
全
計
画
に
つ
い
て
 

平
成
２
２
年
５
月
１
１
日
及
び
平
成
２
２
年
６
月
１
１
日
付
け
保
安
規
程
変
更
届
出
書
に
よ
る
保

全
計
画
に
つ
い
て
は
、
点
検
実
績
等
の
評
価
に
よ
る
点
検
頻
度
の
見
直
し
、
保
全
重
要
度
を
踏
ま
え

た
保
全
方
式
、
保
全
内
容
の
変
更
等
が
な
さ
れ
た
。
 

  

 

1
.
申
請
者
 

日
本
原
子
力
発
電
株
式
会
社
 

2
.
発
電
所
、
事
業
所

及
び
施
設
の
 

概
要
 

(
1
)
名
称
：
敦
賀
発
電
所
２
号
機
 
第
１
７
回
 

(
2
)
出
力
：
１
，
１
６
０
Ｍ
Ｗ
 

(
3
)
運
転
開
始
年
月
：
昭
和
６
２
年
２
月
 

3
.
検
査
等
申
請
日
 

平
成
２
２
年
１
月
２
１
日
 

4
.
終
了
証
交
付
日
 

平
成
２
２
年
８
月
６
日
 

5
.
検
査
等
実
施
 

期
間
 

(
1
)
 
平
成
２
２
年
２
月
２
１
日
（
定
期
検
査
開
始
日
）
 

～
 
平
成
２
２
年
８
月
６
日
（
定
期
検
査
終
了
日
）
 

(
2
)
計
画
と
の
相
違
 

な
し
。
た
だ
し
、
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
の
点
検
に
伴
い
、
並
列
日
が
１
日
間
の
遅
延
と

な
っ
た
。
 

6
.
検
査
等
の
概
要
 

(
1
)
検
査
等
の
対
象
物
 

原
子
炉
本
体
、
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
、
計
測
制
御
系
統
設
備
、
燃
料
設
備
、
放
射
線
管
理
設
備
、

廃
棄
設
備
、
原
子
炉
格
納
施
設
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
及
び
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

(
2
)
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
実
施
し
た
検
査
等
の
内
容
 

定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う
定
期
事
業
者
検
査
に
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の

記
録
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
要
領
書
、
検
査
要
員
、
検
査
用
機
器
、

検
査
内
容
及
び
検
査
結
果
等
の
適
切
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

(
3
)
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
用
い
た
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２

号
）
、
保
安
規
定
、
工
事
計
画
（
変
更
）
認
可
申
請
書
及
び
同
届
出
書
等
に
基
づ
く
設
定
値
等
。
 

7
.
結
果
 

良
 

8
.
関
連
す
る
許
認
可
事
項

な
し
 

9
.
そ
の
他
の
指
摘
 

事
項
等
 

(
1
)
定
期
事
業
者
検
査
に
対
す
る
所
見
 

な
し
 

(
2
)
定
期
検
査
期
間
中
に
実
施
し
た
主
要
改
造
工
事
等
 

①
定
期
事
業
者
検
査
の
工
程
に
直
接
影
響
し
た
工
事
 

・
一
次
冷
却
材
配
管
等
修
繕
工
事
・
充
て
ん
配
管
撤
去
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

・
一
次
冷
却
材
配
管
等
修
繕
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

・
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
取
替
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

・
一
次
系
配
管
取
替
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

・
制
御
棒
駆
動
装
置
原
動
機
取
替
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

・
原
子
炉
保
護
系
盤
取
替
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

・
無
停
電
電
源
装
置
イ
ン
バ
ー
タ
取
替
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

・
電
力
貯
蔵
装
置
蓄
電
池
取
替
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

②
そ
の
他
 

な
し
 

(
3
)
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
 

①
総
 
線
 
量
：
 
３
．
０
５
人
・
S
v
 

②
平
均
線
量
：
 
１
．
０
２
 
mS
v
 

③
最
大
線
量
：
１
５
．
３
７
 
mS
v
 

(
4
)
保
全
計
画
に
つ
い
て
 

平
成
２
１
年
１
１
月
２
５
日
、
平
成
２
２
年
１
月
２
１
日
、
４
月
２
８
日
付
け
保
安
規
程
変
更
届

出
書
に
よ
る
保
全
計
画
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
の
変
更
と
し
て
、
不
具
合
事
例
の
反
映
と
し
て
点

検
項
目
追
加
、
劣
化
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
踏
ま
え
て
状
態
基
準
保
全
へ
の
保
全
方
式
変
更
、
状
態
監
視
技

術
の
導
入
等
が
な
さ
れ
た
。
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1
.
申
請
者
 

四
国
電
力
株
式
会
社
 

2
.
発
電
所
、
事
業
所
 

及
び
施
設
の
 

概
要
 

(
1
)
名
称
：
伊
方
発
電
所
第
１
号
機
 
第
２
７
回
 

(
2
)
出
力
：
５
６
６
Ｍ
Ｗ
 

(
3
)
運
転
開
始
年
月
：
昭
和
５
２
年
９
月
 

3
.
検
査
等
申
請
日
 

平
成
２
２
年
４
月
１
３
日
 

4
.
終
了
証
交
付
日
 

平
成
２
２
年
８
月
５
日
 

5
.
検
査
等
実
施
 

期
間
 

(
1
)
 
平
成
２
２
年
５
月
１
４
日
（
定
期
検
査
開
始
日
）
 

～
 
平
成
２
２
年
８
月
５
日
（
定
期
検
査
終
了
日
）
 

(
2
)
計
画
と
の
相
違
 

な
し
。
た
だ
し
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
機
能
検
査
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
局
部
漏
え
い
率
検
査

の
再
検
査
に
よ
る
工
程
遅
延
に
よ
り
、
並
列
日
が
当
初
日
よ
り
１
日
遅
れ
た
。
 

6
.
検
査
等
の
概
要
 

(
1
)
検
査
等
の
対
象
物
 

原
子
炉
本
体
、
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
、
計
測
制
御
系
統
設
備
、
燃
料
設
備
、
放
射
線
管
理
設
備
、

廃
棄
設
備
、
原
子
炉
格
納
施
設
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
及
び
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

(
2
)
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
実
施
し
た
検
査
等
の
内
容
 

定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う
定
期
事
業
者
検
査
に
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の

記
録
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
要
領
書
、
検
査
要
員
、
検
査
用
機
器
、

検
査
内
容
及
び
検
査
結
果
等
の
適
切
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

(
3
)
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
用
い
た
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２

号
）
、
保
安
規
定
、
工
事
計
画
（
変
更
）
認
可
申
請
書
及
び
同
届
出
書
等
に
基
づ
く
設
定
値
等
。
 

7
.
結
果
 

良
 

8
.
関
連
す
る
許
認
可
事
項
 

な
し
 

9
.
そ
の
他
の
指
摘
 

事
項
等
 

(
1
)
定
期
事
業
者
検
査
に
対
す
る
所
見
 

・
格
納
容
器
漏
え
い
率
検
査
に
お
い
て
は
、
加
圧
境
界
外
側
が
大
気
開
放
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
と
考
え
る
が
、
要
領
書
に
加
圧
境
界
外
側
の
圧
力
条
件
及
び
そ
の
確
認
手
順
が
記
載
さ
れ
て
お

ら
ず
、
制
御
用
空
気
ラ
イ
ン
で
大
気
開
放
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
本
不
適
合
を
踏
ま
え
て
、

再
発
防
止
に
係
る
改
善
を
求
め
る
。
 

・
非
常
用
予
備
発
電
装
置
機
能
検
査
に
お
い
て
、
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
し
ゃ
断
器
投
入
か
ら
１

０
秒
以
内
で
起
動
す
べ
き
蓄
電
池
室
排
気
フ
ァ
ン
の
起
動
時
間
が
１
０
．
８
秒
と
な
る
不
適
合
が
発

生
し
た
が
、
不
適
合
管
理
の
上
、
再
検
査
を
実
施
し
た
。
不
適
合
の
原
因
は
、
連
動
し
て
動
作
す
る

ダ
ン
パ
の
動
作
速
度
の
低
下
で
あ
り
、
グ
リ
ス
ア
ッ
プ
、
単
体
動
作
試
験
等
を
実
施
し
、
不
適
合
が

解
消
さ
れ
た
後
、
再
検
査
を
実
施
し
た
。
本
事
象
を
踏
ま
え
て
、
当
該
ダ
ン
パ
及
び
他
の
ダ
ン
パ
に

つ
い
て
も
点
検
周
期
の
見
直
し
等
の
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

(
2
)
定
期
検
査
期
間
中
に
実
施
し
た
主
要
改
造
工
事
等
 

①
定
期
事
業
者
検
査
の
工
程
に
直
接
影
響
し
た
工
事
 

・
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
取
替
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

②
そ
の
他
 

・
耐
震
性
向
上
工
事
 

・
所
内
変
圧
器
取
替
工
事
 

(
3
)
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
 

①
総
 
線
 
量
：
 
０
．
３
１
人
・
S
v
 

②
平
均
線
量
：
 
０
．
２
０
 
mS
v
 

③
最
大
線
量
：
 
２
．
３
８
 
mS
v
 

(
4
)
保
全
計
画
に
つ
い
て
 

平
成
２
２
年
４
月
２
３
日
、
５
月
２
７
日
及
び
６
月
３
０
日
付
け
保
安
規
程
変
更
届
出
書
に
よ
る

保
全
計
画
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
の
変
更
と
し
て
、
手
入
れ
前
デ
ー
タ
等
を
踏
ま
え
た
点
検
頻
度

の
短
縮
又
は
延
長
、
想
定
さ
れ
る
劣
化
事
象
を
踏
ま
え
た
予
防
保
全
の
徹
底
、
状
態
基
準
保
全
の
適

用
も
含
め
た
状
態
監
視
技
術
の
導
入
等
が
な
さ
れ
た
。
 

 

 

1
.
申
請
者
 

九
州
電
力
株
式
会
社
 

2
.
発
電
所
、
事
業
所

及
び
施
設
の
 

概
要
 

(
1
)
名
称
：
川
内
原
子
力
発
電
所
第
２
号
機
 
第
１
９
回
 

(
2
)
出
力
：
８
９
０
Ｍ
Ｗ
 

(
3
)
運
転
開
始
年
月
：
昭
和
６
０
年
１
１
月
 

3
.
検
査
等
申
請
日
 

平
成
２
２
年
３
月
１
１
日
 

4
.
終
了
証
交
付
日
 

平
成
２
２
年
８
月
４
日
 

5
.
検
査
等
実
施
 

期
間
 

(
1
)
 
平
成
２
２
年
４
月
１
２
日
（
定
期
検
査
開
始
日
）
 

～
 
平
成
２
２
年
８
月
４
日
（
定
期
検
査
終
了
日
）
 

(
2
)
計
画
と
の
相
違
 

タ
ー
ビ
ン
振
動
計
測
工
程
が
順
調
に
進
捗
し
た
こ
と
か
ら
、
解
列
日
か
ら
並
列
日
ま
で
の
日
数
が

１
日
間
短
縮
さ
れ
た
。
な
お
、
解
列
か
ら
総
合
負
荷
性
能
検
査
ま
で
の
日
数
に
つ
い
て
は
、
計
画
ど

お
り
で
あ
っ
た
。
 

6
.
検
査
等
の
概
要
 

(
1
)
検
査
等
の
対
象
物
 

原
子
炉
本
体
、
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
、
計
測
制
御
系
統
設
備
、
燃
料
設
備
、
放
射
線
管
理
設
備
、

廃
棄
設
備
、
原
子
炉
格
納
施
設
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
及
び
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

(
2
)
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
実
施
し
た
検
査
等
の
内
容
 

定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う
定
期
事
業
者
検
査
に
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の

記
録
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
要
領
書
、
検
査
要
員
、
検
査
用
機
器
、

検
査
内
容
及
び
検
査
結
果
等
の
適
切
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

(
3
)
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
用
い
た
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２

号
）
、
保
安
規
定
、
工
事
計
画
（
変
更
）
認
可
申
請
書
及
び
同
届
出
書
等
に
基
づ
く
設
定
値
等
。
 

7
.
結
果
 

良
 

8
.
関
連
す
る
許
認
可
事
項

な
し
 

9
.
そ
の
他
の
指
摘
 

事
項
等
 

(
1
)
定
期
事
業
者
検
査
に
対
す
る
所
見
 

な
し
 

(
2
)
定
期
検
査
期
間
中
に
実
施
し
た
主
要
改
造
工
事
等
 

①
定
期
事
業
者
検
査
の
工
程
に
直
接
影
響
し
た
工
事
 

・
加
圧
器
管
台
溶
接
部
計
画
保
全
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

②
そ
の
他
 

・
加
圧
器
補
助
ス
プ
レ
イ
ラ
イ
ン
取
替
工
事
及
び
加
圧
器
廻
り
配
管
取
替
工
事
（
工
事
計
画
認
可
及

び
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

・
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
取
替
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

・
計
装
用
電
源
装
置
（
安
全
系
）
取
替
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

・
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
取
替
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

・
主
変
圧
器
取
替
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

・
主
蒸
気
流
量
検
出
器
増
設
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

・
炉
外
核
計
装
盤
取
替
工
事
及
び
中
間
領
域
計
測
装
置
警
報
動
作
範
囲
変
更
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

・
平
成
１
９
年
１
１
月
１
６
日
付
け
平
成
１
９
・
１
１
・
１
３
原
院
第
７
号
「
蒸
気
発
生
器
出
入
口

管
台
溶
接
部
の
内
表
面
の
点
検
実
施
に
つ
い
て
」
に
基
づ
く
検
査
 

・
平
成
２
０
年
２
月
５
日
付
け
平
成
２
０
・
０
２
・
０
５
原
院
第
５
号
「
定
期
事
業
者
検
査
に
お
け

る
超
音
波
探
傷
試
験
の
代
替
措
置
計
画
策
定
に
つ
い
て
（
指
示
）
」
に
基
づ
く
検
査
 

・
平
成
２
２
年
２
月
５
日
付
け
平
成
２
２
・
０
２
・
０
３
原
院
第
３
号
「
高
燃
焼
度
１
７
行
１
７
列

型
燃
料
集
合
体
の
使
用
に
当
た
っ
て
の
確
認
に
つ
い
て
（
指
示
）
」
に
基
づ
く
確
認
 

(
3
)
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
 

①
総
 
線
 
量
：
 
２
．
０
６
人
・
S
v
 

②
平
均
線
量
：
 
０
．
９
２
 
mS
v
 

③
最
大
線
量
：
 
９
．
１
９
 
mS
v
 

(
4
)
保
全
計
画
に
つ
い
て
 

平
成
２
２
年
１
月
１
３
日
及
び
平
成
２
２
年
３
月
１
１
日
付
け
保
安
規
程
変
更
届
出
書
に
よ
る
保

全
計
画
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
の
変
更
と
し
て
、
劣
化
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
踏
ま
え
て
予
防
保
全
の
観

点
か
ら
保
全
時
期
を
見
直
し
（
劣
化
が
想
定
さ
れ
る
も
の
の
頻
度
の
短
縮
や
劣
化
が
想
定
さ
れ
な
い

も
の
の
延
長
）
、
機
器
取
替
え
に
伴
う
点
検
周
期
の
変
更
、
状
態
監
視
技
術
の
導
入
等
が
な
さ
れ
た
。
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 ＜
第
３
四
半
期
＞
 

1
.
申
請
者
 

東
北
電
力
株
式
会
社
 

2
.
発
電
所
、
事
業
所
 

及
び
施
設
の
 

概
要
 

(
1
)
名
称
：
女
川
原
子
力
発
電
所
第
３
号
機
 
第
６
回
 

(
2
)
出
力
：
８
２
５
Ｍ
Ｗ
 

(
3
)
運
転
開
始
年
月
：
平
成
１
４
年
１
月
 

3
.
検
査
等
申
請
日
 

平
成
２
２
年
６
月
２
４
日
 

4
.
終
了
証
交
付
日
 

平
成
２
２
年
１
１
月
２
５
日
 

5
.
検
査
等
実
施
 

期
間
 

(
1
)
 
平
成
２
２
年
７
月
２
９
日
（
定
期
検
査
開
始
日
）
 

～
 
平
成
２
２
年
１
１
月
２
５
日
（
定
期
検
査
終
了
日
）
 

(
2
)
計
画
と
の
相
違
 

系
統
構
成
に
係
わ
る
作
業
工
程
の
見
直
し
に
よ
り
並
列
日
を
１
日
短
縮
し
，
総
合
負
荷
性
能
検
査

は
当
初
の
計
画
通
り
実
施
し
た
。
 

6
.
検
査
等
の
概
要
 

(
1
)
検
査
等
の
対
象
物
 

原
子
炉
本
体
、
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
、
計
測
制
御
系
統
設
備
、
燃
料
設
備
、
放
射
線
管
理
設
備
、

廃
棄
設
備
、
原
子
炉
格
納
施
設
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
及
び
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

(
2
)
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
実
施
し
た
検
査
等
の
内
容
 

定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う
定
期
事
業
者
検
査
に
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の

記
録
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
要
領
書
、
検
査
要
員
、
検
査
用
機
器
、

検
査
内
容
及
び
検
査
結
果
等
の
適
切
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

(
3
)
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
用
い
た
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２

号
）
、
保
安
規
定
、
工
事
計
画
（
変
更
）
認
可
申
請
書
及
び
同
届
出
書
等
に
基
づ
く
設
定
値
等
。
 

7
.
結
果
 

良
 

8
.
関
連
す
る
許
認
可
事
項
 

な
し
 

9
.
そ
の
他
の
指
摘
 

事
項
等
 

(
1
)
定
期
事
業
者
検
査
に
対
す
る
所
見
 

な
し
 

(
2
)
定
期
検
査
期
間
中
に
実
施
し
た
主
要
改
造
工
事
等
 

①
定
期
事
業
者
検
査
の
工
程
に
直
接
影
響
し
た
工
事
 

・
残
留
熱
除
去
系
配
管
取
替
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

②
そ
の
他
 

な
し
 

(
3
)
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
 

①
総
線
量
：
 
０
．
７
３
人
・
S
v
 

②
平
均
線
量
：
 
０
．
３
２
 
mS
v
 

③
最
大
線
量
：
 
８
．
３
９
 
mS
v
 

(
4
)
保
全
計
画
に
つ
い
て
 

平
成
２
２
年
４
月
２
６
日
付
け
保
安
規
程
変
更
届
出
書
に
よ
る
保
全
計
画
に
つ
い
て
は
、
従
来
か

ら
の
変
更
と
し
て
、
想
定
さ
れ
る
劣
化
事
象
を
踏
ま
え
た
予
防
保
全
の
徹
底
、
状
態
監
視
技
術
の
導

入
等
が
な
さ
れ
た
。
 

  

  

1
.
申
請
者
 

東
京
電
力
株
式
会
社
 

2
.
発
電
所
、
事
業
所

及
び
施
設
の
 

概
要
 

(
1
)
名
称
：
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 
第
２
６
回
 

(
2
)
出
力
：
４
６
０
Ｍ
Ｗ
 

(
3
)
運
転
開
始
年
月
：
昭
和
４
６
年
３
月
 

3
.
検
査
等
申
請
日
 

平
成
２
２
年
２
月
２
４
日
 

4
.
終
了
証
交
付
日
 

平
成
２
２
年
１
０
月
１
５
日
 

5
.
検
査
等
実
施
 

期
間
 

(
1
)
 
平
成
２
２
年
３
月
２
５
日
（
定
期
検
査
開
始
日
）
 

～
 
平
成
２
２
年
１
０
月
１
５
日
（
定
期
検
査
終
了
日
）
 

(
2
)
計
画
と
の
相
違
 

制
御
棒
駆
動
機
構
フ
ラ
ン
ジ
部
の
不
適
合
対
応
、
原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ
（
Ｃ
）
小
口
径
配
管
か
ら

の
漏
え
い
事
象
及
び
原
子
炉
自
動
ス
ク
ラ
ム
（
Ｂ
系
）
警
報
発
生
事
象
の
原
因
調
査
・
対
策
実
施
に

時
間
を
要
し
た
こ
と
に
よ
り
、
並
列
日
に
お
い
て
１
９
日
間
の
延
長
と
な
っ
た
。
 

ま
た
、
高
圧
注
水
系
配
管
サ
ポ
ー
ト
の
不
具
合
事
象
及
び
高
圧
タ
ー
ビ
ン
ケ
ー
シ
ン
グ
下
部
近
傍

か
ら
の
水
の
滴
下
事
象
の
原
因
調
査
・
対
策
実
施
に
時
間
を
要
し
た
こ
と
に
よ
り
、
定
期
検
査
終
了

日
に
お
い
て
７
０
日
間
の
延
長
と
な
っ
た
。
 

6
.
検
査
等
の
概
要
 

(
1
)
検
査
等
の
対
象
物
 

原
子
炉
本
体
、
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
、
計
測
制
御
系
統
設
備
、
燃
料
設
備
、
放
射
線
管
理
設
備
、

廃
棄
設
備
、
原
子
炉
格
納
施
設
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
及
び
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

(
2
)
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
実
施
し
た
検
査
等
の
内
容
 

定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う
定
期
事
業
者
検
査
に
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の

記
録
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
要
領
書
、
検
査
要
員
、
検
査
用
機
器
、

検
査
内
容
及
び
検
査
結
果
等
の
適
切
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

(
3
)
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
用
い
た
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２

号
）
、
保
安
規
定
、
工
事
計
画
（
変
更
）
認
可
申
請
書
及
び
同
届
出
書
等
に
基
づ
く
設
定
値
等
。
 

7
.
結
果
 

良
 

8
.
関
連
す
る
許
認
可
事
項

な
し
 

9
.
そ
の
他
の
指
摘
 

事
項
等
 

(
1
)
定
期
事
業
者
検
査
に
対
す
る
所
見
 

総
合
負
荷
性
能
検
査
に
お
い
て
、
格
納
容
器
酸
素
濃
度
の
測
定
値
に
つ
い
て
は
、
格
納
容
器
内
の

４
つ
の
サ
ン
プ
リ
ン
グ
点
の
測
定
値
か
ら
最
大
値
を
選
択
し
て
記
録
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、

一
部
の
測
定
値
が
最
大
値
で
な
か
っ
た
こ
と
が
検
査
中
に
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
４
つ
の
サ
ン
プ

リ
ン
グ
点
の
測
定
値
を
確
認
せ
ず
に
確
認
時
点
で
表
示
さ
れ
て
い
た
値
を
記
録
し
た
こ
と
に
よ
る
。

こ
の
よ
う
な
他
の
記
録
計
と
異
な
る
読
み
方
に
つ
い
て
、
十
分
周
知
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

な
お
、
当
該
測
定
値
に
つ
い
て
は
、
当
該
記
録
計
の
チ
ャ
ー
ト
の
測
定
値
を
妥
当
な
読
み
方
で
再

確
認
し
、
こ
れ
を
検
査
結
果
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
は
検
査
結
果
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で

は
な
い
と
判
断
し
た
。
 

(
2
)
定
期
検
査
期
間
中
に
実
施
し
た
主
要
改
造
工
事
等
 

①
定
期
事
業
者
検
査
の
工
程
に
直
接
影
響
し
た
工
事
 

な
し
 

②
そ
の
他
 

・
原
子
炉
圧
力
高
設
定
値
変
更
工
事
 

・
原
子
炉
格
納
容
器
電
気
配
線
貫
通
部
取
替
工
事
 

(
3
)
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
 

①
総
線
量
：
 
３
．
５
７
人
・
S
v
 

②
平
均
線
量
：
 
０
．
５
９
 
mS
v
 

③
最
大
線
量
：
１
０
．
１
６
 
mS
v
 

(
4
)
保
全
計
画
に
つ
い
て
 

平
成
２
１
年
１
２
月
２
５
日
、
平
成
２
２
年
３
月
１
０
日
、
平
成
２
２
年
６
月
４
日
付
け
保
安
規

程
変
更
届
出
書
に
よ
る
保
全
計
画
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
の
変
更
と
し
て
、
手
入
れ
前
デ
ー
タ
等

を
踏
ま
え
た
点
検
頻
度
の
延
長
、
状
態
基
準
保
全
の
適
用
も
含
め
た
状
態
監
視
技
術
の
導
入
等
が
な

さ
れ
た
。
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1
.
申
請
者
 

東
京
電
力
株
式
会
社
 

2
.
発
電
所
、
事
業
所
 

及
び
施
設
の
 

概
要
 

(
1
)
名
称
：
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
第
２
号
機
 
第
２
５
回
 

(
2
)
出
力
：
７
８
４
Ｍ
Ｗ
 

(
3
)
運
転
開
始
年
月
：
昭
和
４
９
年
７
月
 

3
.
検
査
等
申
請
日
 

平
成
２
２
年
８
月
１
２
日
 

4
.
終
了
証
交
付
日
 

平
成
２
２
年
１
２
月
１
５
日
 

5
.
検
査
等
実
施
 

期
間
 

(
1
)
 
平
成
２
２
年
９
月
１
６
日
（
定
期
検
査
開
始
日
）
 

～
 
平
成
２
２
年
１
２
月
１
５
日
（
定
期
検
査
終
了
日
）
 

(
2
)
計
画
と
の
相
違
 

計
画
と
の
相
違
な
し
 

6
.
検
査
等
の
概
要
 

(
1
)
検
査
等
の
対
象
物
 

原
子
炉
本
体
、
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
、
計
測
制
御
系
統
設
備
、
燃
料
設
備
、
放
射
線
管
理
設
備
、

廃
棄
設
備
、
原
子
炉
格
納
施
設
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
及
び
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

(
2
)
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
実
施
し
た
検
査
等
の
内
容
 

定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う
定
期
事
業
者
検
査
に
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の

記
録
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
要
領
書
、
検
査
要
員
、
検
査
用
機
器
、

検
査
内
容
及
び
検
査
結
果
等
の
適
切
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

(
3
)
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
用
い
た
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２

号
）
、
保
安
規
定
、
工
事
計
画
（
変
更
）
認
可
申
請
書
及
び
同
届
出
書
等
に
基
づ
く
設
定
値
等
。
 

7
.
結
果
 

良
 

8
.
関
連
す
る
許
認
可
事
項
 

な
し
 

9
.
そ
の
他
の
指
摘
 

事
項
等
 

(
1
)
定
期
事
業
者
検
査
に
対
す
る
所
見
 

な
し
 

(
2
)
定
期
検
査
期
間
中
に
実
施
し
た
主
要
改
造
工
事
等
 

①
定
期
事
業
者
検
査
の
工
程
に
直
接
影
響
し
た
工
事
 

な
し
 

②
そ
の
他
 

な
し
 

(
3
)
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
 

①
総
線
量
：
 
１
．
５
８
人
・
S
v
 

②
平
均
線
量
：
 
０
．
３
７
 
mS
v
 

③
最
大
線
量
：
１
０
．
７
４
 
mS
v
 

(
4
)
保
全
計
画
に
つ
い
て
 

平
成
２
２
年
８
月
１
２
日
、
平
成
２
２
年
１
０
月
１
５
日
付
け
保
安
規
程
変
更
届
出
書
に
よ
る
保

全
計
画
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
の
変
更
と
し
て
、
手
入
れ
前
デ
ー
タ
等
を
踏
ま
え
た
点
検
頻
度
の

延
長
、
状
態
基
準
保
全
の
適
用
も
含
め
た
状
態
監
視
技
術
の
導
入
等
が
な
さ
れ
た
。
 

 

 

1
.
申
請
者
 

東
京
電
力
株
式
会
社
 

2
.
発
電
所
、
事
業
所

及
び
施
設
の
 

概
要
 

(
1
)
名
称
：
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
第
３
号
機
 
第
２
４
回
 

(
2
)
出
力
：
７
８
４
Ｍ
Ｗ
 

(
3
)
運
転
開
始
年
月
：
昭
和
５
１
年
３
月
 

3
.
検
査
等
申
請
日
 

平
成
２
２
年
５
月
１
８
日
 

4
.
終
了
証
交
付
日
 

平
成
２
２
年
１
０
月
２
６
日
 

5
.
検
査
等
実
施
 

期
間
 

(
1
)
 
平
成
２
２
年
６
月
１
９
日
（
定
期
検
査
開
始
日
）
 

～
 
平
成
２
２
年
１
０
月
２
６
日
（
定
期
検
査
終
了
日
）
 

(
2
)
計
画
と
の
相
違
 

計
画
と
の
相
違
な
し
 

6
.
検
査
等
の
概
要
 

(
1
)
検
査
等
の
対
象
物
 

原
子
炉
本
体
、
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
、
計
測
制
御
系
統
設
備
、
燃
料
設
備
、
放
射
線
管
理
設
備
、

廃
棄
設
備
、
原
子
炉
格
納
施
設
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
及
び
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

(
2
)
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
実
施
し
た
検
査
等
の
内
容
 

定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う
定
期
事
業
者
検
査
に
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の

記
録
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
要
領
書
、
検
査
要
員
、
検
査
用
機
器
、

検
査
内
容
及
び
検
査
結
果
等
の
適
切
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

(
3
)
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
用
い
た
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２

号
）
、
保
安
規
定
、
工
事
計
画
（
変
更
）
認
可
申
請
書
及
び
同
届
出
書
等
に
基
づ
く
設
定
値
等
。
 

7
.
結
果
 

良
 

8
.
関
連
す
る
許
認
可
事
項

な
し
 

9
.
そ
の
他
の
指
摘
 

事
項
等
 

(
1
)
定
期
事
業
者
検
査
に
対
す
る
所
見
 

な
し
 

(
2
)
定
期
検
査
期
間
中
に
実
施
し
た
主
要
改
造
工
事
等
 

①
定
期
事
業
者
検
査
の
工
程
に
直
接
影
響
し
た
工
事
 

な
し
 

②
そ
の
他
 

・
原
子
炉
格
納
容
器
電
気
配
線
貫
通
部
取
替
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

・
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
酸
化
物
燃
料
の
採
用
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

(
3
)
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
 

①
総
線
量
：
 
３
．
８
５
人
・
S
v
 

②
平
均
線
量
：
 
０
．
７
４
 
mS
v
 

③
最
大
線
量
：
１
３
．
９
１
 
mS
v
 

(
4
)
保
全
計
画
に
つ
い
て
 

平
成
２
２
年
３
月
２
４
日
、
平
成
２
２
年
６
月
４
日
、
平
成
２
２
年
８
月
９
日
、
平
成
２
２
年
１

０
月
１
５
日
付
け
保
安
規
程
変
更
届
出
書
に
よ
る
保
全
計
画
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
の
変
更
と
し

て
、
手
入
れ
前
デ
ー
タ
等
を
踏
ま
え
た
点
検
頻
度
の
延
長
、
状
態
基
準
保
全
の
適
用
も
含
め
た
状
態

監
視
技
術
の
導
入
等
が
な
さ
れ
た
。
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1
.
申
請
者
 

東
京
電
力
株
式
会
社
 

2
.
発
電
所
、
事
業
所
 

及
び
施
設
の
 

概
要
 

(
1
)
名
称
：
福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 
第
２
１
回
 

(
2
)
出
力
：
１
１
０
０
Ｍ
Ｗ
 

(
3
)
運
転
開
始
年
月
：
昭
和
５
７
年
４
月
 

3
.
検
査
等
申
請
日
 

平
成
２
２
年
５
月
１
９
日
 

4
.
終
了
証
交
付
日
 

平
成
２
２
年
１
０
月
２
２
日
 

5
.
検
査
等
実
施
 

期
間
 

(
1
)
 
平
成
２
２
年
６
月
２
３
日
（
定
期
検
査
開
始
日
）
 

～
 
平
成
２
２
年
１
０
月
２
２
日
（
定
期
検
査
終
了
日
）
 

(
2
)
計
画
と
の
相
違
 

系
統
構
成
、
起
動
に
係
わ
る
作
業
工
程
の
見
直
し
に
よ
り
並
列
日
を
１
日
短
縮
し
、
総
合
負
荷
性

能
検
査
は
当
初
計
画
通
り
実
施
し
た
。
 

 

6
.
検
査
等
の
概
要
 

(
1
)
検
査
等
の
対
象
物
 

原
子
炉
本
体
、
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
、
計
測
制
御
系
統
設
備
、
燃
料
設
備
、
放
射
線
管
理
設
備
、

廃
棄
設
備
、
原
子
炉
格
納
施
設
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
及
び
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

(
2
)
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
実
施
し
た
検
査
等
の
内
容
 

定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う
定
期
事
業
者
検
査
に
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の

記
録
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
要
領
書
、
検
査
要
員
、
検
査
用
機
器
、

検
査
内
容
及
び
検
査
結
果
等
の
適
切
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

(
3
)
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
用
い
た
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２

号
）
、
保
安
規
定
、
工
事
計
画
（
変
更
）
認
可
申
請
書
及
び
同
届
出
書
等
に
基
づ
く
設
定
値
等
。
 

7
.
結
果
 

良
 

8
.
関
連
す
る
許
認
可
事
項
 

な
し
 

9
.
そ
の
他
の
指
摘
 

事
項
等
 

(
1
)
定
期
事
業
者
検
査
に
対
す
る
所
見
 

な
し
 

(
2
)
定
期
検
査
期
間
中
に
実
施
し
た
主
要
改
造
工
事
等
 

①
定
期
事
業
者
検
査
の
工
程
に
直
接
影
響
し
た
工
事
 

・
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
配
管
取
替
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

②
そ
の
他
 

・
ガ
ド
リ
ニ
ア
濃
度
変
更
９
×
９
燃
料
（
Ａ
型
）
及
び
ガ
ド
リ
ニ
ア
濃
度
変
更
９
×
９
燃
料
（
Ｂ
型
）

の
採
用
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

(
3
)
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
 

①
総
線
量
：
 
２
．
１
１
人
・
S
v
 

②
平
均
線
量
：
 
０
．
４
９
 
mS
v
 

③
最
大
線
量
：
 
１
２
．
６
０
 
mS
v
 

(
4
)
保
全
計
画
に
つ
い
て
 

平
成
２
２
年
３
月
３
１
日
付
け
保
安
規
程
変
更
届
出
書
に
よ
る
保
全
計
画
に
つ
い
て
は
、
従
来
か

ら
の
変
更
と
し
て
、
手
入
れ
前
デ
ー
タ
等
を
踏
ま
え
た
点
検
頻
度
の
延
長
、
状
態
基
準
保
全
の
適
用

も
含
め
た
状
態
監
視
技
術
の
導
入
等
が
な
さ
れ
た
。
 

  

 

1
.
申
請
者
 

関
西
電
力
株
式
会
社
 

2
.
発
電
所
、
事
業
所

及
び
施
設
の
 

概
要
 

(
1
)
名
称
：
美
浜
発
電
所
第
２
号
機
 
第
２
６
回
 

(
2
)
出
力
：
５
０
０
Ｍ
Ｗ
 

(
3
)
運
転
開
始
年
月
：
昭
和
４
７
年
７
月
 

3
.
検
査
等
申
請
日
 

平
成
２
２
年
７
月
１
６
日
 

4
.
終
了
証
交
付
日
 

平
成
２
２
年
１
１
月
１
９
日
 

5
.
検
査
等
実
施
 

期
間
 

(
1
)
 
平
成
２
２
年
８
月
２
０
日
（
定
期
検
査
開
始
日
）
 

～
 
平
成
２
２
年
１
１
月
１
９
日
（
定
期
検
査
終
了
日
）
 

(
2
)
計
画
と
の
相
違
 

計
画
と
の
相
違
な
し
 

6
.
検
査
等
の
概
要
 

(
1
)
検
査
等
の
対
象
物
 

原
子
炉
本
体
、
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
、
計
測
制
御
系
統
設
備
、
燃
料
設
備
、
放
射
線
管
理
設
備
、

廃
棄
設
備
、
原
子
炉
格
納
施
設
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
及
び
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

(
2
)
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
実
施
し
た
検
査
等
の
内
容
 

定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う
定
期
事
業
者
検
査
に
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の

記
録
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
要
領
書
、
検
査
要
員
、
検
査
用
機
器
、

検
査
内
容
及
び
検
査
結
果
等
の
適
切
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

(
3
)
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
用
い
た
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２

号
）
、
保
安
規
定
、
工
事
計
画
（
変
更
）
認
可
申
請
書
及
び
同
届
出
書
等
に
基
づ
く
設
定
値
等
。
 

7
.
結
果
 

良
 

8
.
関
連
す
る
許
認
可
事
項

な
し
 

9
.
そ
の
他
の
指
摘
 

事
項
等
 

(
1
)
定
期
事
業
者
検
査
に
対
す
る
所
見
 

・
非
常
用
炉
心
冷
却
系
機
能
検
査
に
お
い
て
、
吐
出
配
管
の
圧
力
損
失
計
算
式
に
加
味
す
べ
き
流
動
抵

抗
値
を
吸
込
配
管
の
圧
力
損
失
計
算
式
に
加
味
し
て
い
た
。
正
し
い
計
算
式
に
て
再
計
算
を
行
い
、

検
査
の
判
定
に
影
響
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
が
、
品
質
管
理
上
の
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

今
後
、
是
正
処
置
を
確
認
す
る
。
 

(
2
)
定
期
検
査
期
間
中
に
実
施
し
た
主
要
改
造
工
事
等
 

①
定
期
事
業
者
検
査
の
工
程
に
直
接
影
響
し
た
工
事
 

・
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
改
造
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

②
そ
の
他
 

・
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
弁
・
配
管
撤
去
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

(
3
)
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
 

①
総
線
量
：
 
０
．
９
２
人
・
S
v
 

②
平
均
線
量
：
 
０
．
４
１
 
mS
v
 

③
最
大
線
量
：
 
６
．
０
４
 
mS
v
 

(
4
)
保
全
計
画
に
つ
い
て
 

平
成
２
２
年
７
月
１
６
日
付
け
保
安
規
程
変
更
届
出
書
に
よ
る
保
全
計
画
に
つ
い
て
は
、
従
来
か

ら
の
変
更
と
し
て
、
不
具
合
事
例
の
反
映
に
よ
る
分
解
点
検
頻
度
の
見
直
し
、
点
検
項
目
追
加
に
よ

る
予
防
保
全
の
徹
底
等
が
な
さ
れ
た
。
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1
.
申
請
者
 

関
西
電
力
株
式
会
社
 

2
.
発
電
所
、
事
業
所
 

及
び
施
設
の
 

概
要
 

(
1
)
名
称
：
大
飯
発
電
所
第
２
号
機
 
第
２
３
回
 

(
2
)
出
力
：
１
１
７
．
５
Ｍ
Ｗ
 

(
3
)
運
転
開
始
年
月
：
昭
和
５
４
年
１
２
月
 

3
.
検
査
等
申
請
日
 

平
成
２
２
年
５
月
６
日
 

4
.
終
了
証
交
付
日
 

平
成
２
２
年
１
１
月
１
７
日
 

5
.
検
査
等
実
施
 

期
間
 

(
1
)
 
平
成
２
２
年
６
月
７
日
（
定
期
検
査
開
始
日
）
 

～
 
平
成
２
２
年
１
１
月
１
７
日
（
定
期
検
査
終
了
日
）
 

(
2
)
計
画
と
の
相
違
 

な
し
 

6
.
検
査
等
の
概
要
 

(
1
)
検
査
等
の
対
象
物
 

原
子
炉
本
体
、
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
、
計
測
制
御
系
統
設
備
、
燃
料
設
備
、
放
射
線
管
理
設
備
、

原
子
炉
格
納
施
設
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
及
び
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

(
2
)
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
実
施
し
た
検
査
等
の
内
容
 

定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う
定
期
事
業
者
検
査
に
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の

記
録
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
要
領
書
、
検
査
要
員
、
検
査
用
機
器
、

検
査
内
容
及
び
検
査
結
果
等
の
適
切
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

(
3
)
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
用
い
た
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２

号
）
、
保
安
規
定
、
工
事
計
画
（
変
更
）
認
可
申
請
書
及
び
同
届
出
書
等
に
基
づ
く
設
定
値
等
。
 

7
.
結
果
 

良
 

8
.
関
連
す
る
許
認
可
事
項
 

な
し
 

9
.
そ
の
他
の
指
摘
 

事
項
等
 

(
1
)
定
期
事
業
者
検
査
に
対
す
る
所
見
 

な
し
 

(
2
)
定
期
検
査
期
間
中
に
実
施
し
た
主
要
改
造
工
事
等
 

①
加
圧
器
サ
ー
ジ
管
改
造
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

②
加
圧
器
管
台
補
修
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

③
余
熱
除
去
設
備
配
管
他
改
造
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

④
一
次
冷
却
材
の
循
環
設
備
配
管
他
取
替
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

⑤
燃
料
取
替
ク
レ
ー
ン
改
造
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

⑥
原
子
炉
保
護
装
置
改
造
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

⑦
主
給
水
隔
離
弁
下
流
配
管
改
造
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

⑧
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
改
造
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

⑨
非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
配
管
他
改
造
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

⑩
一
次
冷
却
材
の
循
環
設
備
弁
取
替
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

⑪
耐
震
裕
度
向
上
工
事
（
支
持
構
造
物
補
強
工
事
）
 

(
3
)
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
 

①
総
線
量
：
 
５
．
０
８
人
・
S
v
 

②
平
均
線
量
：
 
１
．
４
９
 
mS
v
 

③
最
大
線
量
：
１
１
．
８
４
 
mS
v
 

(
4
)
保
全
計
画
に
つ
い
て
 

平
成
２
２
年
５
月
１
３
日
付
け
保
安
規
程
変
更
届
出
書
に
よ
る
保
全
計
画
に
つ
い
て
は
、
従
来
か

ら
の
変
更
と
し
て
、
油
入
替
え
頻
度
の
変
更
、
手
入
れ
前
デ
ー
タ
及
び
劣
化
ト
レ
ン
ド
を
踏
ま
え
た

点
検
頻
度
の
変
更
、
点
検
項
目
追
加
に
よ
る
予
防
保
全
の
徹
底
、
状
態
監
視
技
術
の
導
入
等
が
な
さ

れ
た
。
 

 

 

1
.
申
請
者
 

関
西
電
力
株
式
会
社
 

2
.
発
電
所
、
事
業
所

及
び
施
設
の
 

概
要
 

(
1
)
名
称
：
高
浜
発
電
所
第
２
号
機
 
第
２
６
回
 

(
2
)
出
力
：
８
２
．
６
Ｍ
Ｗ
 

(
3
)
運
転
開
始
年
月
：
昭
和
５
０
年
１
１
月
 

3
.
検
査
等
申
請
日
 

平
成
２
２
年
５
月
６
日
 

4
.
終
了
証
交
付
日
 

平
成
２
２
年
１
０
月
２
６
日
 

5
.
検
査
等
実
施
 

期
間
 

(
1
)
平
成
２
２
年
６
月
９
日
（
定
期
検
査
開
始
日
）
 

～
 
平
成
２
２
年
１
０
月
２
６
日
（
定
期
検
査
終
了
日
）
 

(
2
)
計
画
と
の
相
違
 

計
画
と
の
相
違
な
し
 

6
.
検
査
等
の
概
要
 

(
1
)
検
査
等
の
対
象
物
 

原
子
炉
本
体
、
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
、
計
測
制
御
系
統
設
備
、
燃
料
設
備
、
放
射
線
管
理
設
備
、

原
子
炉
格
納
施
設
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
及
び
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

(
2
)
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
実
施
し
た
検
査
等
の
内
容
 

定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う
定
期
事
業
者
検
査
に
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の

記
録
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
要
領
書
、
検
査
要
員
、
検
査
用
機
器
、

検
査
内
容
及
び
検
査
結
果
等
の
適
切
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

(
3
)
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
用
い
た
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２

号
）
、
保
安
規
定
、
工
事
計
画
（
変
更
）
認
可
申
請
書
及
び
同
届
出
書
等
に
基
づ
く
設
定
値
等
。
 

7
.
結
果
 

良
 

8
.
関
連
す
る
許
認
可
事
項

な
し
 

9
.
そ
の
他
の
指
摘
 

事
項
等
 

(
1
)
定
期
事
業
者
検
査
に
対
す
る
所
見
 

な
し
 

(
2
)
定
期
検
査
期
間
中
に
実
施
し
た
主
要
改
造
工
事
等
 

①
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
取
替
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

②
加
圧
器
管
台
他
補
修
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

③
原
子
炉
容
器
出
入
口
管
台
補
修
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

④
昇
圧
変
圧
器
取
替
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

(
3
)
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
 

①
総
線
量
：
１
．
５
０
人
・
S
v
 

②
平
均
線
量
：
０
．
５
３
m
Sv
 

③
最
大
線
量
：
９
．
１
８
m
Sv
 

(
4
)
保
全
計
画
に
つ
い
て
 

平
成
２
２
年
５
月
１
２
日
、
６
月
２
８
日
付
け
保
安
規
程
変
更
届
出
書
に
よ
る
保
全
計
画
に
つ
い

て
は
、
従
来
か
ら
の
変
更
と
し
て
、
不
具
合
事
例
の
反
映
に
よ
る
分
解
点
検
頻
度
の
見
直
し
、
点
検

項
目
追
加
に
よ
る
予
防
保
全
の
徹
底
、
状
態
監
視
技
術
の
導
入
等
が
な
さ
れ
た
。
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1
.
申
請
者
 

中
国
電
力
株
式
会
社
 

2
.
発
電
所
、
事
業
所
 

及
び
施
設
の
 

概
要
 

(
1
)
名
称
：
島
根
原
子
力
発
電
所
第
２
号
機
 
第
１
６
回
 

(
2
)
出
力
：
８
２
０
Ｍ
Ｗ
 

(
3
)
運
転
開
始
年
月
：
平
成
元
年
２
月
 

3
.
検
査
等
申
請
日
 

平
成
２
２
年
２
月
１
５
日
 

4
.
終
了
証
交
付
日
 

平
成
２
２
年
１
２
月
２
８
日
 

5
.
検
査
等
実
施
 

期
間
 

(
1
)
 
平
成
２
２
年
３
月
１
８
日
（
定
期
検
査
開
始
日
）
 

～
 
平
成
２
２
年
１
２
月
２
８
日
（
定
期
検
査
終
了
日
）
 

(
2
)
計
画
と
の
相
違
 

保
安
規
定
変
更
命
令
に
基
づ
く
保
安
規
定
の
変
更
お
よ
び
点
検
不
備
に
係
る
機
器
の
点
検
に
期
間

を
要
し
た
こ
と
に
加
え
、
原
子
炉
格
納
容
器
漏
え
い
率
検
査
前
の
原
子
炉
格
納
容
器
上
蓋
部
局
部
漏

え
い
率
測
定
に
お
い
て
社
内
の
判
定
基
準
を
満
足
し
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
か
ら
検
査
の
延

期
を
行
っ
た
た
め
、
並
列
日
に
お
い
て
１
４
４
日
間
、
ま
た
、
定
期
検
査
終
了
日
に
お
い
て
１
３
７

日
間
の
延
長
と
な
っ
た
。
 

6
.
検
査
等
の
概
要
 

(
1
)
検
査
等
の
対
象
物
 

原
子
炉
本
体
、
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
、
計
測
制
御
系
統
設
備
、
燃
料
設
備
、
放
射
線
管
理
設
備
、

廃
棄
設
備
、
原
子
炉
格
納
施
設
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
及
び
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

(
2
)
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
実
施
し
た
検
査
等
の
内
容
 

定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う
定
期
事
業
者
検
査
に
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の

記
録
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
要
領
書
、
検
査
要
員
、
検
査
用
機
器
、

検
査
内
容
及
び
検
査
結
果
等
の
適
切
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

(
3
)
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
用
い
た
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２

号
）
、
保
安
規
定
、
工
事
計
画
（
変
更
）
認
可
申
請
書
及
び
同
届
出
書
等
に
基
づ
く
設
定
値
等
。
 

7
.
結
果
 

良
 

8
.
関
連
す
る
許
認
可
事
項
 

な
し
 

9
.
そ
の
他
の
指
摘
 

事
項
等
 

(
1
)
定
期
事
業
者
検
査
に
対
す
る
所
見
 

な
し
 

(
2
)
定
期
検
査
期
間
中
に
実
施
し
た
主
要
改
造
工
事
等
 

①
原
子
炉
再
循
環
系
配
管
改
造
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

②
原
子
炉
再
循
環
系
配
管
及
び
原
子
炉
浄
化
系
配
管
修
理
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

(
3
)
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
 

①
総
線
量
：
 
２
．
４
４
人
・
S
v
 

②
平
均
線
量
：
 
０
．
７
３
 
mS
v
 

③
最
大
線
量
：
１
４
．
１
４
 
mS
v
 

(
4
)
保
全
計
画
に
つ
い
て
 

平
成
２
１
年
１
２
月
１
７
日
、
平
成
２
２
年
８
月
５
日
付
け
保
安
規
程
変
更
届
出
書
に
よ
る
保
全

計
画
策
定
に
つ
い
て
は
、
想
定
さ
れ
る
劣
化
事
象
を
踏
ま
え
た
点
検
項
目
の
追
加
等
に
よ
る
予
防
保

全
の
徹
底
、
状
態
監
視
技
術
の
導
入
、
保
守
管
理
の
不
備
事
例
の
反
映
等
が
な
さ
れ
た
。
 

 

 

1
.
申
請
者
 

四
国
電
力
株
式
会
社
 

2
.
発
電
所
、
事
業
所

及
び
施
設
の
 

概
要
 

(
1
)
名
称
：
伊
方
発
電
所
第
２
号
機
 
第
２
２
回
 

(
2
)
出
力
：
５
６
６
Ｍ
Ｗ
 

(
3
)
運
転
開
始
年
月
：
昭
和
５
７
年
３
月
 

3
.
検
査
等
申
請
日
 

平
成
２
２
年
７
月
２
３
日
 

4
.
終
了
証
交
付
日
 

平
成
２
２
年
１
２
月
１
４
日
 

5
.
検
査
等
実
施
 

期
間
 

(
1
)
 
平
成
２
２
年
８
月
２
７
日
（
定
期
検
査
開
始
日
）
 

～
 
平
成
２
２
年
１
２
月
１
４
日
（
定
期
検
査
終
了
日
）
 

(
2
)
計
画
と
の
相
違
 

計
画
と
の
相
違
な
し
 

6
.
検
査
等
の
概
要
 

(
1
)
検
査
等
の
対
象
物
 

原
子
炉
本
体
、
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
、
計
測
制
御
系
統
設
備
、
燃
料
設
備
、
放
射
線
管
理
設
備
、

廃
棄
設
備
、
原
子
炉
格
納
施
設
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
及
び
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

(
2
)
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
実
施
し
た
検
査
等
の
内
容
 

定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う
定
期
事
業
者
検
査
に
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の

記
録
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
要
領
書
、
検
査
要
員
、
検
査
用
機
器
、

検
査
内
容
及
び
検
査
結
果
等
の
適
切
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

(
3
)
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
用
い
た
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２

号
）
、
保
安
規
定
、
工
事
計
画
（
変
更
）
認
可
申
請
書
及
び
同
届
出
書
等
に
基
づ
く
設
定
値
等
。
 

7
.
結
果
 

良
 

8
.
関
連
す
る
許
認
可
事
項

な
し
 

9
.
そ
の
他
の
指
摘
 

事
項
等
 

(
1
)
定
期
事
業
者
検
査
に
対
す
る
所
見
 

な
し
 

(
2
)
定
期
検
査
期
間
中
に
実
施
し
た
主
要
改
造
工
事
等
 

①
定
期
事
業
者
検
査
の
工
程
に
直
接
影
響
し
た
工
事
 

・
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
取
替
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

・
一
次
系
配
管
取
替
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

・
原
子
炉
格
納
容
器
配
管
貫
通
部
取
替
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

②
そ
の
他
 

・
耐
震
性
向
上
工
事
 

・
湿
分
分
離
加
熱
器
取
替
工
事
 

(
3
)
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
 

①
総
線
量
：
 
０
．
４
７
人
・
S
v
 

②
平
均
線
量
：
 
０
．
２
５
 
mS
v
 

③
最
大
線
量
：
 
６
．
４
３
 
mS
v
 

(
4
)
保
全
計
画
に
つ
い
て
 

平
成
２
２
年
５
月
２
７
日
、
６
月
３
０
日
付
け
保
安
規
程
変
更
届
出
書
に
よ
る
保
全
計
画
に
つ
い

て
は
、
従
来
か
ら
の
変
更
と
し
て
、
手
入
れ
前
デ
ー
タ
等
を
踏
ま
え
た
点
検
頻
度
の
短
縮
又
は
延
長
、

想
定
さ
れ
る
劣
化
事
象
を
踏
ま
え
た
予
防
保
全
の
徹
底
、
状
態
基
準
保
全
の
適
用
も
含
め
た
状
態
監

視
技
術
の
導
入
等
が
な
さ
れ
た
。
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1
.
申
請
者
 

九
州
電
力
株
式
会
社
 

2
.
発
電
所
、
事
業
所
 

及
び
施
設
の
 

概
要
 

(
1
)
名
称
：
玄
海
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 
第
２
７
回
 

(
2
)
出
力
：
５
５
９
Ｍ
Ｗ
 

(
3
)
運
転
開
始
年
月
：
昭
和
５
０
年
１
０
月
 

3
.
検
査
等
申
請
日
 

平
成
２
２
年
６
月
２
４
日
 

4
.
終
了
証
交
付
日
 

平
成
２
２
年
１
１
月
２
日
 

5
.
検
査
等
実
施
 

期
間
 

(
1
)
 
平
成
２
２
年
７
月
２
５
日
（
定
期
検
査
開
始
日
）
 

～
 
平
成
２
２
年
１
１
月
２
日
（
定
期
検
査
終
了
日
）
 

(
2
)
計
画
と
の
相
違
 

計
画
と
の
相
違
な
し
 

6
.
検
査
等
の
概
要
 

(
1
)
検
査
等
の
対
象
物
 

原
子
炉
本
体
、
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
、
計
測
制
御
系
統
設
備
、
燃
料
設
備
、
放
射
線
管
理
設
備
、

原
子
炉
格
納
施
設
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
及
び
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

(
2
)
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
実
施
し
た
検
査
等
の
内
容
 

定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う
定
期
事
業
者
検
査
に
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の

記
録
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
要
領
書
、
検
査
要
員
、
検
査
用
機
器
、

検
査
内
容
及
び
検
査
結
果
等
の
適
切
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

(
3
)
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
用
い
た
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２

号
）
、
保
安
規
定
、
工
事
計
画
（
変
更
）
認
可
申
請
書
及
び
同
届
出
書
等
に
基
づ
く
設
定
値
等
。
 

7
.
結
果
 

良
 

8
.
関
連
す
る
許
認
可
事
項
 

な
し
 

9
.
そ
の
他
の
指
摘
 

事
項
等
 

(
1
)
定
期
事
業
者
検
査
に
対
す
る
所
見
 

な
し
 

(
2
)
定
期
検
査
期
間
中
に
実
施
し
た
主
要
改
造
工
事
等
 

①
定
期
事
業
者
検
査
の
工
程
に
直
接
影
響
し
た
工
事
 

な
し
 

②
そ
の
他
 

・
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
取
替
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

・
原
子
炉
補
機
冷
却
水
格
納
容
器
貫
通
部
修
繕
工
事
（
工
事
計
画
認
可
、
届
出
対
象
）
 

(
3
)
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
 

①
総
線
量
：
 
０
．
６
２
人
・
S
v
 

②
平
均
線
量
：
 
０
．
２
７
 
mS
v
 

③
最
大
線
量
：
 
５
．
８
５
 
mS
v
 

(
4
)
保
全
計
画
に
つ
い
て
 

平
成
２
２
年
６
月
２
４
日
付
け
保
安
規
程
変
更
届
出
書
に
よ
る
保
全
計
画
に
つ
い
て
は
、
従
来
か

ら
の
変
更
と
し
て
、
手
入
れ
前
デ
ー
タ
等
を
踏
ま
え
た
点
検
頻
度
の
短
縮
又
は
延
長
、
想
定
さ
れ
る

劣
化
事
象
を
踏
ま
え
た
予
防
保
全
の
徹
底
、
状
態
監
視
技
術
の
導
入
等
が
な
さ
れ
た
。
 

  

 

1
.
申
請
者
 

九
州
電
力
株
式
会
社
 

2
.
発
電
所
、
事
業
所

及
び
施
設
の
 

概
要
 

(
1
)
名
称
：
玄
海
原
子
力
発
電
所
第
４
号
機
 
第
１
０
回
 

(
2
)
出
力
：
１
１
８
０
Ｍ
Ｗ
 

(
3
)
運
転
開
始
年
月
：
平
成
９
年
７
月
 

3
.
検
査
等
申
請
日
 

平
成
２
２
年
８
月
２
日
 

4
.
終
了
証
交
付
日
 

平
成
２
２
年
１
１
月
２
６
日
 

5
.
検
査
等
実
施
 

期
間
 

(
1
)
 
平
成
２
２
年
９
月
４
日
（
定
期
検
査
開
始
日
）
 

～
 
平
成
２
２
年
１
１
月
２
６
日
（
定
期
検
査
終
了
日
）
 

(
2
)
計
画
と
の
相
違
 

計
画
と
の
相
違
な
し
 

6
.
検
査
等
の
概
要
 

(
1
)
検
査
等
の
対
象
物
 

原
子
炉
本
体
、
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
、
計
測
制
御
系
統
設
備
、
燃
料
設
備
、
放
射
線
管
理
設
備
、

原
子
炉
格
納
施
設
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
及
び
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

(
2
)
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
実
施
し
た
検
査
等
の
内
容
 

定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う
定
期
事
業
者
検
査
に
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の

記
録
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
要
領
書
、
検
査
要
員
、
検
査
用
機
器
、

検
査
内
容
及
び
検
査
結
果
等
の
適
切
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

(
3
)
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
用
い
た
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２

号
）
、
保
安
規
定
、
工
事
計
画
（
変
更
）
認
可
申
請
書
及
び
同
届
出
書
等
に
基
づ
く
設
定
値
等
。
 

7
.
結
果
 

良
 

8
.
関
連
す
る
許
認
可
事
項

な
し
 

9
.
そ
の
他
の
指
摘
 

事
項
等
 

(
1
)
定
期
事
業
者
検
査
に
対
す
る
所
見
 

な
し
 

(
2
)
定
期
検
査
期
間
中
に
実
施
し
た
主
要
改
造
工
事
等
 

①
定
期
事
業
者
検
査
の
工
程
に
直
接
影
響
し
た
工
事
 

・
抽
出
オ
リ
フ
ィ
ス
廻
り
弁
・
配
管
取
替
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

・
抽
出
ラ
イ
ン
取
替
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

・
安
全
注
入
ラ
イ
ン
取
替
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

・
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
取
替
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

②
そ
の
他
 

な
し
 

(
3
)
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
 

①
総
線
量
：
 
１
．
１
７
人
・
S
v
 

②
平
均
線
量
：
 
０
．
５
４
 
mS
v
 

③
最
大
線
量
：
 
７
．
９
９
 
mS
v
 

(
4
)
保
全
計
画
に
つ
い
て
 

平
成
２
２
年
７
月
３
０
日
付
け
保
安
規
程
変
更
届
出
書
に
よ
る
保
全
計
画
で
は
、
振
動
的
診
断
の

結
果
を
踏
ま
え
、
機
器
の
分
解
点
検
を
追
加
す
る
変
更
が
な
さ
れ
た
。
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 ＜
第
４
四
半
期
＞

 

1
.
申
請
者
 

東
京
電
力
株
式
会
社
 

2
.
発
電
所
、
事
業
所
 

及
び
施
設
の
 

概
要
 

(
1
)
名
称
：
福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
第
４
号
機
 
第
１
７
回
 

(
2
)
出
力
：
１
，
１
０
０
Ｍ
Ｗ
 

(
3
)
運
転
開
始
年
月
：
昭
和
６
２
年
８
月
 

3
.
検
査
等
申
請
日
 

平
成
２
２
年
１
０
月
８
日
 

4
.
終
了
証
交
付
日
 

平
成
２
３
年
２
月
２
４
日
 

5
.
検
査
等
実
施
 

期
間
 

(
1
)
 
平
成
２
２
年
１
１
月
９
日
（
定
期
検
査
開
始
日
）
 

～
 
平
成
２
３
年
２
月
２
４
日
（
定
期
検
査
終
了
日
）
 

(
2
)
計
画
と
の
相
違
 

原
子
炉
格
納
容
器
漏
え
い
率
検
査
に
て
使
用
す
る
圧
力
抑
制
室
内
の
露
点
温
度
検
出
器
の
不
適
合

対
応
及
び
気
体
廃
棄
物
処
理
系
排
ガ
ス
再
結
合
器
の
不
適
合
対
応
に
よ
り
、
並
列
日
に
お
い
て
３
日

間
、
ま
た
総
合
負
荷
性
能
検
査
日
程
の
調
整
に
よ
り
定
期
検
査
終
了
日
に
お
い
て
６
日
間
の
延
長
と

な
っ
た
。
 

6
.
検
査
等
の
概
要
 

(
1
)
検
査
等
の
対
象
物
 

原
子
炉
本
体
、
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
、
計
測
制
御
系
統
設
備
、
燃
料
設
備
、
放
射
線
管
理
設
備
、

廃
棄
設
備
、
原
子
炉
格
納
施
設
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
及
び
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

(
2
)
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
実
施
し
た
検
査
等
の
内
容
 

定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う
定
期
事
業
者
検
査
に
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の

記
録
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
要
領
書
、
検
査
要
員
、
検
査
用
機
器
、

検
査
内
容
及
び
検
査
結
果
等
の
適
切
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

(
3
)
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
用
い
た
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２

号
）
、
保
安
規
定
、
工
事
計
画
（
変
更
）
認
可
申
請
書
及
び
同
届
出
書
等
に
基
づ
く
設
定
値
等
。
 

7
.
結
果
 

良
 

8
.
関
連
す
る
許
認
可
事
項
 

な
し
 

9
.
そ
の
他
の
指
摘
 

事
項
等
 

(
1
)
定
期
事
業
者
検
査
に
対
す
る
所
見
 

な
し
 

(
2
)
定
期
検
査
期
間
中
に
実
施
し
た
主
要
改
造
工
事
等
 

①
定
期
事
業
者
検
査
の
工
程
に
直
接
影
響
し
た
工
事
 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
整
流
器
盤
他
取
替
工
事
 

②
そ
の
他
 

・
排
気
筒
耐
震
強
化
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

・
炉
心
シ
ュ
ラ
ウ
ド
溶
接
部
予
防
保
全
工
事
 

(
3
)
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
 

①
総
線
量
：
０
．
９
４
 
人
・
Sv
 

②
平
均
線
量
：
０
．
２
９
 
mS
v
 

③
最
大
線
量
：
９
．
９
０
 
mS
v
 

(
4
)
保
全
計
画
に
つ
い
て
 

平
成
２
２
年
１
０
月
８
日
付
け
保
安
規
程
変
更
届
出
書
に
よ
る
保
全
計
画
に
つ
い
て
は
、
点
検
手

入
前
デ
ー
タ
及
び
状
態
監
視
技
術
の
導
入
等
が
反
映
さ
れ
た
。
 

  

  

1
.
申
請
者
 

東
京
電
力
株
式
会
社
 

2
.
発
電
所
、
事
業
所

及
び
施
設
の
 

概
要
 

(
1
)
名
称
：
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
第
５
号
機
 
第
１
２
回
 

(
2
)
出
力
：
１
，
１
０
０
Ｍ
Ｗ
 

(
3
)
運
転
開
始
年
月
：
平
成
２
年
４
月
 

3
.
検
査
等
申
請
日
 

平
成
１
８
年
１
０
月
２
３
日
 

4
.
終
了
証
交
付
日
 

平
成
２
３
年
２
月
１
８
日
 

5
.
検
査
等
実
施
 

期
間
 

(
1
)
平
成
１
８
年
１
１
月
２
４
日
（
定
期
検
査
開
始
日
）
 

～
 
平
成
２
３
年
２
月
１
８
日
（
定
期
検
査
終
了
日
）
 

(
2
)
計
画
と
の
相
違
 

新
潟
県
中
越
沖
地
震
（
平
成
１
９
年
７
月
１
６
日
発
生
）
前
の
原
子
炉
冷
却
材
再
循
環
系
配
管
予

防
保
全
修
理
工
事
及
び
火
災
対
策
実
施
に
よ
る
作
業
中
断
並
び
に
水
没
弁
作
動
不
良
に
伴
う
点
検
作

業
の
追
加
、
ま
た
新
潟
県
中
越
沖
地
震
後
の
設
備
点
検
及
び
耐
震
強
化
工
事
の
た
め
、
定
期
検
査
期

間
が
延
長
さ
れ
た
。
 

6
.
検
査
等
の
概
要
 

(
1
)
検
査
等
の
対
象
物
 

原
子
炉
本
体
、
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
、
計
測
制
御
系
統
設
備
、
燃
料
設
備
、
放
射
線
管
理
設
備
、

廃
棄
設
備
、
原
子
炉
格
納
施
設
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
及
び
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

(
2
)
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
実
施
し
た
検
査
等
の
内
容
 

定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う
定
期
事
業
者
検
査
に
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の

記
録
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
要
領
書
、
検
査
要
員
、
検
査
用
機
器
、

検
査
内
容
及
び
検
査
結
果
等
の
適
切
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

な
お
、
平
成
１
９
年
２
月
１
６
日
付
け
公
表
「
電
力
会
社
の
デ
ー
タ
改
ざ
ん
問
題
に
対
す
る
当
省

の
対
応
に
つ
い
て
」
の
対
応
と
し
て
、
定
期
事
業
者
検
査
の
内
容
及
び
検
査
用
機
器
の
適
切
性
に
つ

い
て
厳
格
な
確
認
を
行
う
と
と
も
に
、
新
潟
県
中
越
沖
地
震
後
の
設
備
の
健
全
性
を
確
認
す
る
た
め

の
系
統
機
能
試
験
（
２
９
項
目
）
に
対
し
て
、
そ
の
実
施
状
況
を
確
認
し
た
。
 

(
3
)
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
用
い
た
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２

号
）
、
保
安
規
定
、
工
事
計
画
（
変
更
）
認
可
申
請
書
及
び
同
届
出
書
等
に
基
づ
く
設
定
値
等
。
 

7
.
結
果
 

良
 

8
.
関
連
す
る
許
認
可
事
項

な
し
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9
.
そ
の
他
の
指
摘
 

事
項
等
 

(
1
)
定
期
事
業
者
検
査
に
対
す
る
所
見
 

な
し
 

(
2
)
定
期
検
査
期
間
中
に
実
施
し
た
主
要
改
造
工
事
等
 

①
定
期
事
業
者
検
査
の
工
程
に
直
接
影
響
し
た
工
事
等
 

・
原
子
炉
冷
却
材
再
循
環
系
配
管
予
防
保
全
修
理
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

・
排
気
筒
耐
震
強
化
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

・
原
子
炉
建
屋
屋
根
ト
ラ
ス
耐
震
強
化
工
事
 

・
新
潟
県
中
越
沖
地
震
発
生
後
の
設
備
点
検
 

②
そ
の
他
 

・
Ｓ
／
Ｃ
ス
ト
レ
ー
ナ
取
替
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

・
復
水
器
真
空
度
低
設
定
値
変
更
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

・
プ
ラ
ン
ト
バ
イ
タ
ル
交
流
電
源
装
置
取
替
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

・
原
子
炉
冷
却
材
浄
化
系
非
再
生
熱
交
換
器
修
理
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

・
主
変
圧
器
取
替
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

・
配
管
等
サ
ポ
ー
ト
耐
震
強
化
工
事
 

・
原
子
炉
建
屋
天
井
ク
レ
ー
ン
耐
震
強
化
工
事
 

・
燃
料
取
替
機
耐
震
強
化
工
事
 

・
原
子
炉
冷
却
材
再
循
環
系
配
管
予
防
保
全
工
事
 

(
3
)
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
 

①
総
線
量
：
 
４
．
０
１
 
人
・
Sv
 

②
平
均
線
量
：
 
０
．
４
２
 
mS
v
 

③
最
大
線
量
：
１
７
．
０
３
 
mS
v
 

(
4
)
保
全
計
画
に
つ
い
て
 

平
成
２
１
年
４
月
８
日
付
け
保
安
規
程
変
更
届
出
書
に
よ
る
保
全
計
画
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
１

年
１
月
１
日
時
点
で
長
期
停
止
中
で
あ
っ
た
た
め
、
平
成
２
１
年
４
月
１
日
よ
り
新
検
査
制
度
が
適

用
と
な
り
届
出
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
の
特
別
な
保
全
計
画
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
「
新
潟
県
中
越

沖
地
震
を
受
け
た
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
の
設
備
の
健
全
性
に
係
る
点
検
・
評
価
計
画
に
つ
い
て
」

（
平
成
１
９
年
１
１
月
９
日
付
け
平
成

1
9
･
1
1
･
06
 
原
院
第

2
号
、
N
IS
A
-1
6
3
d
-0
7
-
3
）
に
基
づ
い
て

点
検
・
評
価
の
計
画
の
提
出
を
指
示
し
、「

中
越
沖
地
震
に
お
け
る
原
子
力
施
設
に
関
す
る
調
査
・
対

策
委
員
会
運
営
管
理
・
設
備
健
全
性
評
価
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
設
備
健
全
性
評
価
サ
ブ
ワ
ー
キ
ン

グ
グ
ル
ー
プ
」
に
お
い
て
そ
の
点
検
・
評
価
の
実
施
状
況
の
審
議
が
な
さ
れ
た
。
 

               

  

1
.
申
請
者
 

東
京
電
力
株
式
会
社
 

2
.
発
電
所
、
事
業
所

及
び
施
設
の
 

概
要
 

(
1
)
名
称
：
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
第
６
号
機
 
第
９
回
 

(
2
)
出
力
：
１
，
３
５
６
Ｍ
Ｗ
 

(
3
)
運
転
開
始
年
月
：
平
成
８
年
１
１
月
 

3
.
検
査
等
申
請
日
 

平
成
２
２
年
９
月
３
０
日
 

4
.
終
了
証
交
付
日
 

平
成
２
３
年
３
月
９
日
 

5
.
検
査
等
実
施
 

期
間
 

(
1
)
平
成
２
２
年
１
０
月
３
１
日
（
定
期
検
査
開
始
日
）
 

～
 
平
成
２
３
年
３
月
９
日
（
定
期
検
査
終
了
日
）
 

(
2
)
計
画
と
の
相
違
 

主
発
電
機
固
定
子
巻
線
か
ら
の
漏
え
い
修
理
及
び
起
動
前
の
所
内
蒸
気
系
圧
力
調
整
弁
の
不
調
に

伴
う
所
内
蒸
気
系
全
停
及
び
グ
ラ
ン
ド
蒸
気
復
水
器
及
び
復
水
器
真
空
ポ
ン
プ
排
ガ
ス
放
射
線
モ
ニ

タ
の
不
適
合
に
よ
り
、
定
期
検
査
終
了
日
が
２
７
日
間
延
長
さ
れ
た
。
 

6
.
検
査
等
の
概
要
 

(
1
)
検
査
等
の
対
象
物
 

原
子
炉
本
体
、
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
、
計
測
制
御
系
統
設
備
、
燃
料
設
備
、
放
射
線
管
理
設
備
、

廃
棄
設
備
、
原
子
炉
格
納
施
設
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
及
び
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

(
2
)
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
実
施
し
た
検
査
等
の
内
容
 

定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う
定
期
事
業
者
検
査
に
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の

記
録
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
要
領
書
、
検
査
要
員
、
検
査
用
機
器
、

検
査
内
容
及
び
検
査
結
果
等
の
適
切
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

(
3
)
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
用
い
た
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２

号
）
、
保
安
規
定
、
工
事
計
画
（
変
更
）
認
可
申
請
書
及
び
同
届
出
書
等
に
基
づ
く
設
定
値
等
。
 

7
.
結
果
 

良
 

8
.
関
連
す
る
許
認
可
事
項

な
し
 

9
.
そ
の
他
の
指
摘
 

事
項
等
 

(
1
)
定
期
事
業
者
検
査
に
対
す
る
所
見
 

な
し
。
 

(
2
)
定
期
検
査
期
間
中
に
実
施
し
た
主
要
改
造
工
事
等
 

①
定
期
事
業
者
検
査
の
工
程
に
直
接
影
響
し
た
工
事
 

・
５
０
０
ｋ
Ｖ
電
力
ケ
ー
ブ
ル
取
替
工
事
 

②
そ
の
他
 

・
原
子
炉
冷
却
材
浄
化
系
配
管
取
替
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

・
制
御
棒
と
燃
料
支
持
金
具
同
時
掴
み
工
具
の
改
良
工
事
 

(
3
)
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
 

①
総
線
量
：
１
．
２
２
 
人
・
Sv
 

②
平
均
線
量
：
０
．
３
２
 
mS
v
 

③
最
大
線
量
：
９
．
０
８
 
mS
v
 

(
4
)
保
全
計
画
に
つ
い
て
 

平
成
２
２
年
９
月
２
９
日
付
け
保
安
規
程
変
更
届
出
書
に
よ
る
保
全
計
画
に
つ
い
て
は
、
検
査
制

度
運
用
改
善
Ｐ
Ｔ
に
よ
る
定
検
時
整
理
に
基
づ
い
た
点
検
内
容
に
変
更
さ
れ
た
。
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1
.
申
請
者
 

中
部
電
力
株
式
会
社
 

2
.
発
電
所
、
事
業
所
 

及
び
施
設
の
 

概
要
 

(
1
)
名
称
：
浜
岡
原
子
力
発
電
所
第
４
号
機
 
第
１
２
回
 

(
2
)
出
力
：
１
，
１
３
７
Ｍ
Ｗ
 

(
3
)
運
転
開
始
年
月
：
平
成
５
年
９
月
 

3
.
検
査
等
申
請
日
 

平
成
２
２
年
９
月
１
４
日
 

4
.
終
了
証
交
付
日
 

平
成
２
３
年
３
月
２
日
 

5
.
検
査
等
実
施
 

期
間
 

(
1
)
 
平
成
２
２
年
１
０
月
１
４
日
（
定
期
検
査
開
始
日
）
 

～
 
平
成
２
３
年
３
月
２
日
（
定
期
検
査
終
了
日
）
 

(
2
)
計
画
と
の
相
違
 

第
５
号
機
と
の
起
動
工
程
の
重
複
回
避
及
び
制
御
棒
駆
動
水
圧
系
水
圧
制
御
ユ
ニ
ッ
ト
ア
キ
ュ
ム

レ
ー
タ
点
検
作
業
の
追
加
の
た
め
、
定
期
検
査
期
間
が
５
日
間
延
長
さ
れ
た
。
 

6
.
検
査
等
の
概
要
 

(
1
)
検
査
等
の
対
象
物
 

原
子
炉
本
体
、
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
、
計
測
制
御
系
統
設
備
、
燃
料
設
備
、
放
射
線
管
理
設
備
、

廃
棄
設
備
、
原
子
炉
格
納
施
設
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
及
び
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

(
2
)
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
実
施
し
た
検
査
等
の
内
容
 

定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う
定
期
事
業
者
検
査
に
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の

記
録
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
要
領
書
、
検
査
要
員
、
検
査
用
機
器
、

検
査
内
容
及
び
検
査
結
果
等
の
適
切
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

(
3
)
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
用
い
た
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２

号
）
、
保
安
規
定
、
工
事
計
画
（
変
更
）
認
可
申
請
書
及
び
同
届
出
書
等
に
基
づ
く
設
定
値
等
。
 

7
.
結
果
 

良
 

8
.
関
連
す
る
許
認
可
事
項
 

な
し
 

9
.
そ
の
他
の
指
摘
 

事
項
等
 

(
1
)
定
期
事
業
者
検
査
に
対
す
る
所
見
 

な
し
 

(
2
)
定
期
検
査
期
間
中
に
実
施
し
た
主
要
改
造
工
事
等
 

①
定
期
事
業
者
検
査
の
工
程
に
直
接
影
響
し
た
工
事
 

な
し
 

②
そ
の
他
 

な
し
 

(
3
)
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
 

①
総
線
量
：
 
１
．
８
３
 
人
・
Sv
 

②
平
均
線
量
：
 
０
．
７
８
 
mS
v
 

③
最
大
線
量
：
１
４
．
６
６
 
mS
v
 

(
4
)
保
全
計
画
に
つ
い
て
 

平
成
２
２
年
７
月
２
０
日
付
け
保
安
規
程
変
更
届
出
書
に
よ
る
保
全
計
画
に
つ
い
て
は
、
点
検
手

入
前
デ
ー
タ
及
び
状
態
監
視
技
術
の
導
入
等
が
反
映
さ
れ
た
。
 

  

 

1
.
申
請
者
 

中
部
電
力
株
式
会
社
 

2
.
発
電
所
、
事
業
所

及
び
施
設
の
 

概
要
 

(
1
)
 
名
称
：
浜
岡
原
子
力
発
電
所
第
５
号
機
 
第
４
回
 

(
2
)
 
出
力
：
１
,２

６
７
Ｍ
Ｗ
（
平
成

2
3
 
年

2
 
月

2
3
 
日
以
降
、
１
，
３
８
０
Ｍ
Ｗ
へ
変
更
）
 

(
3
)
 
運
転
開
始
年
月
：
平
成
１
７
年
１
月
 

3
.
検
査
等
申
請
日
 

平
成
２
２
年
２
月
１
２
日
 

4
.
終
了
証
交
付
日
 

平
成
２
３
年
２
月
２
３
日
 

5
.
検
査
等
実
施
 

期
間
 

(
1
)
 
平
成
２
２
年
３
月
１
５
日
（
定
期
検
査
開
始
日
）
 

～
 
平
成
２
３
年
２
月
２
３
日
（
定
期
検
査
終
了
日
）
 

(
2
)
 
計
画
と
の
相
違
 

制
御
棒
監
視
装
置
制
御
回
路
改
造
工
事
期
間
の
延
長
、
湿
分
分
離
加
熱
器
（
Ａ
）
の
追
加
点
検
及

び
平
成
２
１
年
８
月
１
１
日
に
発
生
し
た
駿
河
湾
の
地
震
を
踏
ま
え
た
耐
震
安
全
性
へ
の
影
響
確
認

等
の
た
め
、
定
期
検
査
期
間
が
２
５
２
日
間
延
長
さ
れ
た
。
 

6
.
検
査
等
の
概
要
 

(
1
)
 
検
査
等
の
対
象
物
 

原
子
炉
本
体
、
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
、
計
測
制
御
系
統
設
備
、
燃
料
設
備
、
放
射
線
管
理
設
備
、

廃
棄
設
備
、
原
子
炉
格
納
施
設
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
及
び
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

(
2
)
 
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
実
施
し
た
検
査
等
の
内
容
 

定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う
定
期
事
業
者
検
査
に
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の

記
録
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
要
領
書
、
検
査
要
員
、
検
査
用
機
器
、

検
査
内
容
及
び
検
査
結
果
等
の
適
切
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

(
3
)
 
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
用
い
た
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２

号
）
、
保
安
規
定
、
工
事
計
画
（
変
更
）
認
可
申
請
書
及
び
同
届
出
書
等
に
基
づ
く
設
定
値
等
。
 

7
.
結
果
 

良
 

8
.
関
連
す
る
許
認
可
事
項

な
し
 

9
.
そ
の
他
の
指
摘
 

事
項
等
 

(
1
)
定
期
事
業
者
検
査
に
対
す
る
所
見
 

な
し
 

(
2
)
定
期
検
査
期
間
中
に
実
施
し
た
主
要
改
造
工
事
等
 

①
定
期
事
業
者
検
査
の
工
程
に
直
接
影
響
し
た
工
事
 

・
低
圧
タ
ー
ビ
ン
ロ
ー
タ
取
替
工
事
（
工
事
計
画
届
出
対
象
）
 

②
そ
の
他
 

な
し
 

(
3
)
 
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
 

①
総
線
量
：
０
．
２
３
 
人
・
Sv
 

②
平
均
線
量
：
０
．
１
１
 
mS
v
 

③
最
大
線
量
：
２
．
５
８
 
mS
v
 

(
4
)
保
全
計
画
に
つ
い
て
 

平
成
２
１
年
１
２
月
１
５
日
付
け
保
安
規
程
変
更
届
出
書
に
よ
る
保
全
計
画
に
つ
い
て
は
、
点
検

手
入
前
デ
ー
タ
及
び
状
態
監
視
技
術
の
導
入
等
が
反
映
さ
れ
た
。
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1
.
申
請
者
 

関
西
電
力
株
式
会
社
 

2
.
発
電
所
、
事
業
所
 

及
び
施
設
の
 

概
要
 

(
1
)
名
称
：
高
浜
発
電
所
第
３
号
機
 
第
２
０
回
 

(
2
)
出
力
：
８
７
０
Ｍ
Ｗ
 

(
3
)
運
転
開
始
年
月
：
昭
和
６
０
年
１
月
 

3
.
検
査
等
申
請
日
 

平
成
２
２
年
９
月
１
０
日
 

4
.
終
了
証
交
付
日
 

平
成
２
３
年
１
月
２
１
日
 

5
.
検
査
等
実
施
 

期
間
 

(
1
)
平
成
２
２
年
１
０
月
１
３
日
（
定
期
検
査
開
始
日
）
 

～
 
平
成
２
３
年
１
月
２
１
日
（
定
期
検
査
終
了
日
）
 

(
2
)
計
画
と
の
相
違
 

な
し
 

6
.
検
査
等
の
概
要
 

(
1
)
検
査
等
の
対
象
物
 

原
子
炉
本
体
、
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
、
計
測
制
御
系
統
設
備
、
燃
料
設
備
、
放
射
線
管
理
設
備
、

原
子
炉
格
納
施
設
、
非
常
用
予
備
発
電
装
置
及
び
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

(
2
)
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
実
施
し
た
検
査
等
の
内
容
 

定
期
検
査
を
受
け
る
者
が
行
う
定
期
事
業
者
検
査
に
立
ち
会
い
、
又
は
そ
の
定
期
事
業
者
検
査
の

記
録
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
要
領
書
、
検
査
要
員
、
検
査
用
機
器
、

検
査
内
容
及
び
検
査
結
果
等
の
適
切
性
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

(
3
)
検
査
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
用
い
た
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２

号
）
、
保
安
規
定
、
工
事
計
画
（
変
更
）
認
可
申
請
書
及
び
同
届
出
書
等
に
基
づ
く
設
定
値
等
。
 

7
.
結
果
 

良
 

8
.
関
連
す
る
許
認
可
事
項
 

な
し
 

9
.
そ
の
他
の
指
摘
 

事
項
等
 

(
1
)
定
期
事
業
者
検
査
に
対
す
る
所
見
 

な
し
 

(
2
)
定
期
検
査
期
間
中
に
実
施
し
た
主
要
改
造
工
事
等
 

①
定
期
事
業
者
検
査
の
工
程
に
直
接
影
響
し
た
工
事
 

・
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
取
替
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

・
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
酸
化
物
燃
料
の
採
用
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

②
そ
の
他
 

・
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
弁
・
配
管
改
造
取
替
工
事
（
工
事
計
画
認
可
・
届
出
対
象
）
 

・
原
子
炉
保
護
装
置
他
改
造
工
事
（
工
事
計
画
認
可
対
象
）
 

(
3
)
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
 

①
総
線
量
：
１
．
５
０
人
・
S
v
 

②
平
均
線
量
：
０
．
６
７
m
Sv
 

③
最
大
線
量
：
９
．
６
１
m
Sv
 

(
4
)
保
全
計
画
に
つ
い
て
 

平
成
２
２
年
９
月
１
０
日
、
１
１
月
１
８
日
付
け
保
安
規
程
変
更
届
出
書
に
よ
る
保
全
計
画
に
つ

い
て
は
、
従
来
か
ら
の
変
更
と
し
て
、
不
具
合
事
例
の
反
映
に
よ
る
分
解
点
検
頻
度
の
見
直
し
、
点

検
項
目
追
加
に
よ
る
予
防
保
全
の
徹
底
、
状
態
監
視
技
術
の
導
入
等
が
な
さ
れ
た
。
 

  

 

1
.
申
請
者
 

中
部
電
力
株
式
会
社
 

2
.
事
業
所
及
び
 

施
設
の
概
要
 

・
名
称
：
中
部
電
力
株
式
会
社
浜
岡
原
子
力
発
電
所
１
号
原
子
炉
 

・
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
：
平
成
２
１
年
１
１
月
１
８
日
 

・
全
体
工
程
：
平
成
２
１
～
４
８
年
度
 

解
体
工
事
準
備
 
 
 
 
 
 
 
：
平
成
２
１
～
２
６
年
度
 

原
子
炉
領
域
周
辺
設
備
解
体
撤
去
：
平
成
２
７
～
３
４
年
度
 

原
子
炉
領
域
解
体
撤
去
 
 
 
 
：
平
成
３
５
～
４
１
年
度
 

建
屋
解
体
撤
去
 
 
 
 
 
 
 
：
平
成
４
２
～
４
８
年
度
 

3
.
検
査
申
請
日
 

平
成
２
１
年
１
２
月
１
８
日

 

4
.
合
格
証
交
付
日
 

平
成
２
２
年
５
月
２
１
日

 

5
.
検
査
実
施
期
間
 

平
成
２
２
年
１
月
２
５
日
～
平
成
２
２
年
５
月
２
１
日
 

6
.
検
査
の
概
要
 

・
施
設
定
期
検
査
対
象
施
設
 

次
に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち
、
核
燃
料
物
質
の
取
扱
い
又
は
貯
蔵
に
係
る
も
の
。
 

（
１
）
核
燃
料
物
質
の
取
扱
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
 

（
２
）
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
 

（
３
）
放
射
線
管
理
施
設
 

（
４
）
非
常
用
電
源
設
備
 

7
.
結
果
 

施
設
定
期
検
査
対
象
施
設
に
お
い
て
、
原
子
炉
建
家
換
気
系
機
能
検
査
等
を
実
施
し
た
結
果
、
核
原

料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
２
９
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
実
用

発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
第
３
条
の
１
７
第
２
号
に
掲
げ
る
技
術
上
の
基
準
に

適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
た
の
で
、
施
設
定
期
検
査
合
格
証
を
交
付
し
た
。
 

施
設

定
期

検
査

期
間

に
お

け
る

放
射

線
業

務
従

事
者
の
線
量
 

 

測
定
期
間
：
平
成
２
２
年
１
月
２
５
日
～
平
成
２
２
年
５
月
２
１
日
 

従
事
者
数
：
３
１
名
（
職
員
２
１
名
、
職
員
外
１
０
名
）
 

測
定
器
：
電
子
式
個
人
線
量
計
 

平
均
線
量
：
０
．
０
１
 
m
S
v
 

最
大
線
量
：
０
．
１
３
 
m
S
v 
 
 

内
部
被
ば
く
の
有
無
：
無
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1
.
申
請
者
 

中
部
電
力
株
式
会
社
 

2
.
事
業
所
及
び
 

施
設
の
概
要
 

・
名
称
：
中
部
電
力
株
式
会
社
浜
岡
原
子
力
発
電
所
２
号
原
子
炉
 

・
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
：
平
成
２
１
年
１
１
月
１
８
日
 

・
全
体
工
程
：
平
成
２
１
～
４
８
年
度
 

解
体
工
事
準
備
 
 
 
 
 
 
 
：
平
成
２
１
～
２
６
年
度
 

原
子
炉
領
域
周
辺
設
備
解
体
撤
去
：
平
成
２
７
～
３
４
年
度
 

原
子
炉
領
域
解
体
撤
去
 
 
 
 
：
平
成
３
５
～
４
１
年
度
 

建
屋
解
体
撤
去
 
 
 
 
 
 
 
：
平
成
４
２
～
４
８
年
度
 

3
.
検
査
申
請
日
 

平
成
２
１
年
１
２
月
１
８
日

 

4
.
合
格
証
交
付
日
 

平
成
２
２
年
５
月
２
７
日

 

5
.
検
査
実
施
期
間
 

平
成
２
２
年
１
月
２
７
日
～
平
成
２
２
年
５
月
２
７
日
 

6
.
検
査
の
概
要
 

・
施
設
定
期
検
査
対
象
施
設
 

次
に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち
、
核
燃
料
物
質
の
取
扱
い
又
は
貯
蔵
に
係
る
も
の
。
 

（
１
）
核
燃
料
物
質
の
取
扱
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
 

（
２
）
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
 

（
３
）
放
射
線
管
理
施
設
 

（
４
）
非
常
用
電
源
設
備
 

7
.
結
果
 

施
設
定
期
検
査
対
象
施
設
に
お
い
て
、
原
子
炉
建
家
換
気
系
機
能
検
査
等
を
実
施
し
た
結
果
、
核
原

料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
２
９
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
実
用

発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
第
３
条
の
１
７
第
２
号
に
掲
げ
る
技
術
上
の
基
準
に

適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
た
の
で
、
施
設
定
期
検
査
合
格
証
を
交
付
し
た
。
 

施
設

定
期

検
査

期
間

に
お

け
る

放
射

線
業

務
従

事
者
の
線
量
 

 

測
定
期
間
：
平
成
２
２
年
１
月
２
７
日
～
平
成
２
２
年
５
月
２
７
日
 

従
事
者
数
：
３
１
名
（
職
員
２
３
名
、
職
員
外
８
名
）
 

測
定
器
：
電
子
式
個
人
線
量
計
 

平
均
線
量
：
０
．
０
０
mS
v
 

最
大
線
量
：
０
．
０
３
mS
v
 

内
部
被
ば
く
の
有
無
：
無
 

  

 

  

1
.
申
請
者
 

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
 

2
.
事
業
所
及
び
 

施
設
の
概
要
 

・
名
称
：
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
 

敦
賀
本
部
 
原
子
炉
廃
止
措
置
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
 

（
通
称
：
ふ
げ
ん
）
 

・
廃
止
措
置
計
画
の
認
可
：
平
成
２
０
年
２
月
１
２
日
 

・
全
体
行
程
：
平
成
２
０
～
４
０
年
度
頃
 

使
用
済
燃
料
搬
出
期
間
 
 
 
 
：
平
成
２
０
～
２
５
年
度
頃
 

原
子
炉
周
辺
設
備
解
体
撤
去
期
間
：
平
成
２
５
～
３
０
年
度
頃
 

原
子
炉
本
体
解
体
撤
去
期
間
 
 
：
平
成
３
０
～
３
９
年
度
頃
 

建
屋
解
体
期
間
 
 
 
 
 
 
 
：
平
成
３
９
～
４
０
年
度
頃
 

3
.
検
査
申
請
日
 

平
成
２
２
年
１
１
月
１
日

 

4
.
合
格
証
交
付
日
 

平
成
２
３
年
３
月
２
４
日

 

5
.
検
査
実
施
期
間
 

平
成
２
２
年
１
２
月
１
日
～
平
成
２
３
年
３
月
２
４
日
 

6
.
検
査
の
概
要
 

・
施
設
定
期
検
査
対
象
施
設
 

次
に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち
、
核
燃
料
物
質
の
取
扱
い
又
は
貯
蔵
に
係
る
も
の
。
 

（
１
）
核
燃
料
物
質
の
取
扱
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
 

（
２
）
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
 

（
３
）
放
射
線
管
理
施
設
 

（
４
）
非
常
用
電
源
設
備
 

7
.
結
果
 

施
設
定
期
検
査
対
象
施
設
に
お
い
て
、
非
常
用
動
力
源
機
能
検
査
、
線
量
当
量
率
及
び
放
射
性
物
質

の
濃
度
検
査
等
を
実
施
し
た
結
果
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律

第
２
９
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
研
究
開
発
段
階
に
あ
る
発
電
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
の
設
置
、
運

転
等
に
関
す
る
規
則
第
２
１
条
第
２
号
に
掲
げ
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
た
の
で
、

施
設
定
期
検
査
合
格
証
を
交
付
し
た
。
 

施
設

定
期

検
査

期
間

に
お

け
る

放
射

線
業

務
従

事
者
の
線
量
 

 

測
定
期
間
：
平
成
２
２
年
１
２
月
１
日
～
平
成
２
３
年
３
月
２
４
日
 

従
事
者
数
：
５
１
名
（
職
員
５
名
、
職
員
外
４
６
名
）
 

測
定
器
：
電
子
式
個
人
線
量
計
 

平
均
線
量
：
０
．
０
８
mS
v
 

最
大
線
量
：
０
．
５
７
mS
v
 

内
部
被
ば
く
の
有
無
：
無
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Ⅳ 原子力発電所の定期安全管理審査の状況 



 



Ⅳ－１ 原子力発電所の定期安全管理審査の概要 
 

定期安全管理審査は、電気事業法第５５条第４項の規定により、事業者が行う定期事

業者検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理等について、独立行政法人原子力安

全基盤機構が、社団法人日本電気協会電気技術規程（JEAC4111,JEAC4209）等に基づき、

文書審査（一部抜き打ち的手法による実地審査）を行い、経済産業大臣が評定するもの

である。 

平成２３年３月３１日までに事業者より申請された件数は以下の１９件であった。 

審査の状況は、Ⅳ-２ 原子力発電所の定期安全管理審査の状況に示す。 
 

No. 審査対象 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

柏崎刈羽原子力発電所第７号機第８保全サイクルにおける定期事業者検査 

泊発電所２号機第１４保全サイクルにおける定期事業者検査 

志賀原子力発電所第１号機第１１保全サイクルにおける定期事業者検査 

美浜発電所第２号機第２５保全サイクルにおける定期事業者検査 

九州電力㈱玄海原子力発電所第４号機 第９保全サイクルにおける定期事業者検査 

東京電力㈱福島第一原子力発電所第２号機 第２４保全サイクルにおける定期事業者検査 

関西電力㈱高浜発電所第３号機 第１９保全サイクルにおける定期事業者検査 

東京電力㈱柏崎刈羽原子力発電所第６号機 第８保全サイクルにおける定期事業者検査 

東京電力㈱福島第二原子力発電所第４号機 第１６保全サイクルにおける定期事業者検査 

中国電力㈱島根原子力発電所第１号機 第２８保全サイクルにおける定期事業者検査 

（同第２９保全サイクルにおける定期事業者検査のうち保守管理の不備等に係る審査）

関西電力㈱美浜発電所第１号機 第２４保全サイクルにおける定期事業者検査 

中部電力㈱浜岡原子力発電所第３号機 第１６保全サイクルにおける定期事業者検査 

東京電力㈱福島第一原子力発電所第４号機 第２３保全サイクルにおける定期事業者検査 

九州電力㈱玄海原子力発電所第３号機 第１２保全サイクルにおける定期事業者検査 

関西電力㈱大飯発電所第１号機 第２３保全サイクルにおける定期事業者検査 

東京電力㈱福島第一原子力発電所第５号機 第２３保全サイクルにおける定期事業者検査 

関西電力㈱高浜発電所第１号機 第２６保全サイクルにおける定期事業者検査 

九州電力㈱玄海原子力発電所第２号機 第２２保全サイクルにおける定期事業者検査 

東北電力㈱東通原子力発電所第１号機 第３保全サイクルにおける定期事業者検査 
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 Ⅳ
－
２
 
原
子
力
発
電
所
の
定
期
安
全
管
理
審
査
の
状
況
 

 

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
定
期
安
全
管
理
審
査
に
つ
い
て
 

（
平
成
２
２
年
度
第
１
四
半
期
）
 

 １
．
定
期
安
全
管
理
審
査
及
び
評
定
の
結
果
の
概
要
 

（
審
査
対
象
）
 

①
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
第
７
号
機
第
８
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査
 

②
泊
発
電
所
２
号
機
第
１
４
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査
 

 （
審
査
結
果
）
 

審
査
を
行
っ
た
結
果
、
 

①
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
第
７
号
機
に
つ
い
て
、
同
発
電
所
の
定
期
事
業
者
検
査
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ

ム
は
概
ね
機
能
し
て
い
る
も
の
の
、
改
善
が
必
要
と
判
断
し
た
３
件
及
び
事
業
者
の
保
全
の
有
効
性
評
価
の
実
施

状
況
に
つ
い
て
、
今
後
の
安
全
管
理
審
査
で
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
く
と
し
て
い
る
。
 

②
泊
発
電
所
２
号
機
に
つ
い
て
、
同
発
電
所
の
定
期
事
業
者
検
査
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お

り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
概
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
が
、
事
業

者
の
保
全
の
有
効
性
評
価
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
今
後
の
安
全
管
理
審
査
で
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
く
と
し
て
い
る
。 

 （
評
定
結
果
）
 

審
査
結
果
に
つ
い
て
機
構
か
ら
の
通
知
及
び
説
明
に
基
づ
き
精
査
し
た
結
果
、
 

①
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
第
７
号
機
の
定
期
事
業
者
検
査
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
、
概
ね
機
能
し
て

い
る
も
の
の
、
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
体
制
は
、
是
正
処
置
の
定
着
状
況
の
確
認
が
必
要
で
あ
る
及
び
改
善
す

べ
き
事
項
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
 

②
泊
発
電
所
２
号
機
の
定
期
事
業
者
検
査
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
い
る
も
の
の
、
定
期
事
業

者
検
査
の
実
施
体
制
は
改
善
す
べ
き
事
項
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
 

           

      ２
．
評
定
基
準
等
 

（
評
定
項
目
）
 

①
電
気
事
業
法
第
５
５
条
第
５
項
に
規
定
す
る
項
目
 

・
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
係
る
組
織
 

・
検
査
の
方
法
 

・
工
程
管
理
 

②
電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
９
４
条
の
７
第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
７
３
条
の
８
に
規
定
す
る
項
目
 

・
検
査
に
お
い
て
協
力
し
た
事
業
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
者
の
管
理
に
関
す
る
事
項
 

・
検
査
記
録
の
管
理
に
関
す
る
事
項
 

・
検
査
に
係
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項
 

 （
評
定
項
目
の
適
切
性
を
評
価
す
る
際
に
準
用
で
き
る
基
準
）
 

①
品
質
保
証
に
関
す
る
基
準
 

社
団
法
人
日
本
電
気
協
会
電
気
技
術
規
程
「
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
安
全
の
た
め
の
品
質
保
証
規
程
」（

Ｊ
Ｅ
Ａ

Ｃ
４
１
１
１
－
２
０
０
３
、
Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｃ
４
１
１
１
－
２
０
０
９
）
 

②
保
守
管
理
に
関
す
る
基
準
 

社
団
法
人
日
本
電
気
協
会
電
気
技
術
規
程
「
原
子
力
発
電
所
の
保
守
管
理
規
程
」（

Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｃ
４
２
０
９
－
２
０
０

３
、
Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｃ
４
２
０
９
－
２
０
０
７
）
 

③
原
子
力
発
電
所
の
定
期
事
業
者
検
査
に
関
す
る
解
釈
に
つ
い
て
（
平
成
２
０
・
１
２
・
２
２
原
院
第
４
号
）
 

 （
評
定
）
 

①
当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
体
制
は
、
自
律
的
か
つ
適
切
に
定
期
事
業
者
検
査
を
行
い

得
る
も
の
で
あ
り
、
十
分
な
体
制
が
と
ら
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。（

次
回
審
査
：
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
組

織
検
査
の
方
法
等
の
６
項
目
の
審
査
事
項
の
う
ち
２
項
目
（
記
録
の
管
理
、
教
育
訓
練
の
関
す
る
事
項
）
は
適
用

し
な
い
。）

 

②
当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
体
制
は
、
是
正
処
置
の
定
着
状
況
の
確
認
が
必
要
で
あ
る

又
は
改
善
す
べ
き
事
項
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。（

次
回
審
査
：
通
常
と
お
り
６
項
目
の
審
査
事
項
を
適
用
。）
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1.
東
京
電
力
株
式
会
社
 

定
期
安
全

管
理

申
請

者
 

東
京
電
力
株
式
会
社
 
取
締
役
社
長
 
清
水
 
正
孝

 

（
申
請
日
 
平
成
１
９
年
１
０
月
１
１
日
、
申
請
番
号
 
総
官
発
１
９
第
２
０
６
号
）

 

審
査
の
対
象
事
項

 
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
第
７
号
機
第
８
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査

 

１
．
審
査
実
施
期
間

 

平
成
１
９
年
１
１
月
２
日
～
平
成
２
２
年
４
月
１
７
日

 

２
．
定
期
安
全
管
理
審
査
結
果
の
通
知
日

 

平
成
２
２
年
５
月
１
７
日
（
通
知
番
号
 
０
７
検
計
受
安
－
０
０
８
５
）

 

３
．
審
査
結
果
の
概
要

 

平
成
２
２
年
５
月
１
７
日
に
機
構
か
ら
提
出
さ
れ
た
経
済
産
業
大
臣
あ
て
の
定
期
安
全
管
理
審
査

結
果
通
知
書
を
受
領
し
、
そ
の
後
、
機
構
か
ら
定
期
安
全
管
理
審
査
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
受

け
て
い
る
。

 

機
構
に
よ
れ
ば
、
当
該
号
機
に
係
る
定
期
事
業
者
検
査
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
定
期
事
業
者
検

査
に
関
連
す
る
規
程
類
は
整
備
さ
れ
、
そ
の
規
程
類
に
従
っ
て
定
期
事
業
者
検
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

 

審
査
対
象
で
あ
る
「
状
態
監
視
プ
ロ
セ
ス
」、
「
不
適
合
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
」
に
つ
い
て
は
、

特
に
問
題
と
な
る
点
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
が
、「

保
全
の
有
効
性
プ
ロ
セ
ス
」
に
つ
い

て
は
、
基
本
的
な
プ
ロ
セ
ス
の
構
築
は
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
保
全
の
有
効
性
評
価
に
必
要
な
デ
ー
タ

を
的
確
に
評
価
す
る
た
め
、
「
点
検
手
入
れ
前
状
態
デ
ー
タ
シ
ー
ト
」
へ
の
デ
ー
タ
の
切
り
替
え
を
適

切
に
行
う
こ
と
な
ど
の
改
善
へ
の
取
組
み
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
今
後
の
同
発
電
所
の
審
査
に
お
い
て

フ
ォ
ロ
ー
す
る
と
機
構
よ
り
説
明
を
受
け
て
い
る
。

 

ま
た
、
別
途
、
今
回
の
審
査
に
お
い
て
改
善
が
必
要
と
判
断
さ
れ
た
「
旧
版
の
検
査
要
領
書
を
使
用

し
た
検
査
」、
「
協
力
事
業
者
作
成
の
管
理
記
録
に
対
す
る
検
査
員
等
の
確
認
不
足
」
及
び
「
検
査
員
作

成
の
検
査
記
録
等
の
記
載
誤
り
」
の
３
件
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
審
査
期
間
中
に
是
正
処
置
の
完
了
が

確
認
で
き
な
か
っ
た
と
し
、
今
後
同
発
電
所
の
定
期
安
全
管
理
審
査
に
お
い
て
フ
ォ
ロ
ー
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
同
発
電
所
の
定
期
事
業
者
検
査
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
概
ね
機
能

し
て
い
る
も
の
の
、
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
体
制
は
、
是
正
処
置
の
定
着
状
況
の
確
認
及
び
改
善
す

べ
き
事
項
が
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。

 

定
期
安
全

管
理

審
査

（
原
子
力

安
全

基
盤

機
構
）

 

４
．
審
査
項
目

 

文
書
審
査
及
び
実
地
審
査
（
主
要
弁
検
査
等
１
３
項
目
、
状
態
監
視
プ
ロ
セ
ス
、
保
全
の
有
効
性
評

価
プ
ロ
セ
ス
、
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
）

 

１
．
評
定
結
果

 

当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
定
期
事
業
者
検
査
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
、
概
ね
機
能
し

て
い
る
も
の
の
、
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
体
制
は
、
是
正
処
置
の
定
着
状
況
の
確
認
が
必
要
で
あ
る

及
び
改
善
す
べ
き
事
項
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

 

２
．
評
定
の
通
知

 

平
成
２
２
年
９
月
９
日
（
通
知
番
号
 
平
成
２
２
・
０
５
・
１
７
原
第
１
８
号
）

 

３
．
評
定
の
理
由
（
結
果
と
根
拠
）

 

当
院
は
、
審
査
結
果
に
つ
い
て
、
当
該
通
知
及
び
機
構
の
説
明
に
基
づ
き
精
査
し
た
結
果
、
機
構
が

今
後
同
発
電
所
の
定
期
安
全
管
理
審
査
で
フ
ォ
ロ
ー
す
る
と
し
て
い
る
保
全
の
有
効
性
プ
ロ
セ
ス
及

び
改
善
が
必
要
と
判
断
さ
れ
た
３
件
は
、
今
後
、
事
業
者
の
改
善
に
向
け
た
取
組
み
に
つ
い
て
確
認
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
判
断
す
る
。

 

評
定
（
原
子
力
安
全
・

保
安
院
）

 

４
．
評
定
委
員
会
の
開
催
状
況

 

平
成
２
２
年
７
月
７
日
 
審
査
結
果
に
係
る
説
明
聴
取
、
質
疑
応
答

 

平
成
２
２
年
７
月
３
０
日
 
評
定
の
検
討

 

そ
の
他
 

 

   

 

２
．
北
海
道
電
力
株
式
会
社
 

定
期
安
全

管
理

申
請

者
 

北
海
道
電
力
株
式
会
社
 
取
締
役
社
長
 
佐
藤
 
佳
孝

 

（
申
請
日
 
平
成
２
１
年
４
月
３
日
、
申
請
番
号
 
北
電
原
第
２
６
３
号
）

 

審
査
の
対
象
事
項

 
泊
発
電
所
２
号
機
第
１
４
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査

 

１
．
審
査
実
施
期
間

 

平
成
２
１
年
５
月
８
日
～
平
成
２
２
年
４
月
２
８
日

 

２
．
定
期
安
全
管
理
審
査
結
果
の
通
知
日

 

平
成
２
２
年
５
月
２
７
日
（
通
知
番
号
 
０
９
検
計
受
安
－
０
０
０
１
）

 

３
．
審
査
結
果
の
概
要

 

平
成
２
２
年
５
月
２
７
日
に
機
構
か
ら
提
出
さ
れ
た
経
済
産
業
大
臣
あ
て
の
定
期
安
全
管
理
審
査

結
果
通
知
書
を
受
領
し
、
そ
の
後
、
機
構
か
ら
定
期
安
全
管
理
審
査
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
受

け
て
い
る
。

 

機
構
に
よ
れ
ば
、
審
査
の
結
果
、
同
社
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
規
程
類
は
整
備

さ
れ
て
お
り
、
見
直
し
が
継
続
的
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
ま
た
、「

原
子
力
施

設
の
安
全
性
に
著
し
い
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
高
い
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
欠
陥
」、
「
品

質
方
針
違
反
に
つ
な
が
る
不
適
合
」
等
の
重
大
な
不
適
合
と
判
断
さ
れ
る
も
の
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た

と
し
て
い
る
。

 

定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
係
る
重
要
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
選
定
し
た
プ
ロ
セ
ス
の
う
ち
、
「
状
態
監

視
プ
ロ
セ
ス
」、
「
計
測
管
理
プ
ロ
セ
ス
」
及
び
「
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
」
に
つ
い
て

は
、
特
に
問
題
と
な
る
点
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、「

保
全
の
有
効
性
評
価
プ

ロ
セ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
保
全
の
有
効
性
評
価
に
関
す
る
規
程
類
は
概
ね
整
備
さ
れ
、
保
全
の
有
効
性

評
価
は
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
経
年
劣
化
事
象
の
評
価
結
果
を
保
全
の
有
効
性
評
価
に
反
映
さ
せ
る

仕
組
み
つ
い
て
、
現
状
の
整
理
方
法
で
は
機
器
の
点
検
間
隔
を
決
定
付
け
る
部
位
の
経
年
劣
化
事
象
の

識
別
等
が
困
難
で
あ
る
と
し
、
事
業
者
は
新
た
な
整
理
方
法
の
試
運
用
を
行
い
、
平
成
２
３
年
度
末
ま

で
に
保
全
重
要
度
の
高
い
機
器
の
範
囲
に
つ
い
て
、
点
検
計
画
に
保
全
の
有
効
性
評
価
結
果
を
反
映
さ

せ
る
仕
組
み
の
改
善
を
図
っ
て
い
く
こ
と
と
し
て
お
り
、
機
構
は
こ
れ
ら
保
全
の
有
効
性
評
価
の
実
施

状
況
を
引
き
続
き
確
認
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
同
発
電
所
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者

検
査
は
概
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。

 

定
期
安
全

管
理

審
査

（
原
子
力

安
全

基
盤

機
構
）

 

４
．
審
査
項
目

 

文
書
審
査
及
び
実
地
審
査
（
計
測
管
理
プ
ロ
セ
ス
、
状
態
監
視
プ
ロ
セ
ス
、
保
全
の
有
効
性
プ
ロ
セ

ス
、
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
）

 

１
．
評
定
結
果

 

当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
定
期
事
業
者
検
査
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
い

る
も
の
の
、
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
体
制
は
改
善
す
べ
き
事
項
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

 

２
．
評
定
の
通
知

 

平
成
２
２
年
９
月
９
日
（
通
知
番
号
 
平
成
２
２
・
０
５
・
２
６
原
第
２
５
号
）

 

３
．
評
定
の
理
由
（
結
果
と
根
拠
）

 

当
院
は
、
審
査
結
果
に
つ
い
て
、
当
該
通
知
及
び
機
構
の
説
明
に
基
づ
き
精
査
し
た
結
果
、
機
構
が

引
き
続
き
確
認
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
保
全
の
有
効
性
評
価
に
関
す
る
仕
組
み
の
改
善

へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
今
後
そ
の
実
施
状
況
を
確
認
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
判
断
す
る
。

 

評
定
（
原
子
力
安
全
・

保
安
院
）

 

４
．
評
定
委
員
会
の
開
催
状
況

 

平
成
２
２
年
７
月
７
日
 
審
査
結
果
に
係
る
説
明
聴
取
、
質
疑
応
答

 

平
成
２
２
年
７
月
３
０
日
 
評
定
の
検
討

 

そ
の
他
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実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
定
期
安
全
管
理
審
査
に
つ
い
て
 

（
平
成
２
２
年
度
第
２
四
半
期
）
 

 １
．
定
期
安
全
管
理
審
査
及
び
評
定
の
結
果
の
概
要
 

（
審
査
対
象
）
 

①
志
賀
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
第
１
１
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査
 

②
美
浜
発
電
所
第
２
号
機
第
２
５
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査
 

 （
審
査
結
果
）
 

審
査
を
行
っ
た
結
果
、
 

①
志
賀
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
に
つ
い
て
、
同
発
電
所
の
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
体
制
は
お
お
む
ね
機
能
し
て

い
る
も
の
の
、
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
改
善
す
べ
き
事
項
が
あ
り
、
そ
の
是
正
処
置
の
定
着
状

況
の
確
認
が
必
要
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。
 

②
美
浜
発
電
所
第
２
号
機
に
つ
い
て
、
同
発
電
所
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業

者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。
な
お
、
保
全
の
有

効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
改
善
状
況
の
確
認
が
必
要
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。
 

 （
評
定
結
果
）
 

審
査
結
果
に
つ
い
て
機
構
か
ら
の
通
知
及
び
説
明
に
基
づ
き
精
査
し
た
結
果
、
 

①
志
賀
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
体
制
は
お
お
む
ね
機
能
し
て
い
る
も
の
の
、
保
全
の
有

効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
改
善
す
べ
き
事
項
が
あ
り
、
そ
の
是
正
処
置
の
定
着
状
況
の
確
認
が
必
要
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
。
 

②
美
浜
発
電
所
第
２
号
機
の
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
改
善
状
況
の
確
認
が
必
要
で
あ
る
が
、
品
質
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施

さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
 

           

     ２
．
評
定
基
準
等
 

（
評
定
項
目
）
 

①
電
気
事
業
法
第
５
５
条
第
５
項
に
規
定
す
る
項
目
 

・
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
係
る
組
織
 

・
検
査
の
方
法
 

・
工
程
管
理
 

②
電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
９
４
条
の
７
第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
７
３
条
の
８
に
規
定
す
る
項
目
 

・
検
査
に
お
い
て
協
力
し
た
事
業
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
者
の
管
理
に
関
す
る
事
項
 

・
検
査
記
録
の
管
理
に
関
す
る
事
項
 

・
検
査
に
係
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項
 

 （
評
定
項
目
の
適
切
性
を
評
価
す
る
際
に
準
用
で
き
る
基
準
）
 

①
品
質
保
証
に
関
す
る
基
準
 

社
団
法
人
日
本
電
気
協
会
電
気
技
術
規
程
「
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
安
全
の
た
め
の
品
質
保
証
規
程
」（

Ｊ
Ｅ
Ａ

Ｃ
４
１
１
１
－
２
０
０
３
、
Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｃ
４
１
１
１
－
２
０
０
９
）
 

②
保
守
管
理
に
関
す
る
基
準
 

社
団
法
人
日
本
電
気
協
会
電
気
技
術
規
程
「
原
子
力
発
電
所
の
保
守
管
理
規
程
」（

Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｃ
４
２
０
９
－
２
０
０

３
、
Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｃ
４
２
０
９
－
２
０
０
７
）
 

③
原
子
力
発
電
所
の
定
期
事
業
者
検
査
に
関
す
る
解
釈
に
つ
い
て
（
平
成
２
０
・
１
２
・
２
２
原
院
第
４
号
）
 

 （
評
定
）
 

①
当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
体
制
は
、
自
律
的
か
つ
適
切
に
定
期
事
業
者
検
査
を
行
い

得
る
も
の
で
あ
り
、
十
分
な
体
制
が
と
ら
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。（

次
回
審
査
：
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
組

織
検
査
の
方
法
等
の
６
項
目
の
審
査
事
項
の
う
ち
２
項
目
（
記
録
の
管
理
、
教
育
訓
練
の
関
す
る
事
項
）
は
適
用

し
な
い
。）

 

②
当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
体
制
は
、
是
正
処
置
の
定
着
状
況
の
確
認
が
必
要
で
あ
る

又
は
改
善
す
べ
き
事
項
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。（

次
回
審
査
：
通
常
と
お
り
６
項
目
の
審
査
事
項
を
適
用
。）
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１
．
北
陸
電
力
株
式
会
社
 

定
期
安
全

管
理

申
請

者
 

北
陸
電
力
株
式
会
社
 
取
締
役
社
長
 
久
和
 
進

 

（
申
請
日
 
平
成
１
９
年
６
月
６
日
、
申
請
番
号
 
志
賀
発
第
５
９
号
）

 

審
査
の
対
象
事
項

 
志
賀
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
第
１
１
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査

 

１
．
審
査
実
施
期
間

 

平
成
２
０
年
１
月
１
１
日
～
平
成
２
２
年
６
月
１
１
日

 

２
．
定
期
安
全
管
理
審
査
結
果
の
通
知
日

 

平
成
２
２
年
７
月
９
日
（
通
知
番
号
 
０
７
検
計
受
安
－
０
０
３
１
）

 

３
．
審
査
結
果
の
概
要

 

平
成
２
２
年
７
月
９
日
に
機
構
か
ら
提
出
さ
れ
た
経
済
産
業
大
臣
あ
て
の
定
期
安
全
管
理
審
査
結

果
通
知
書
を
受
領
し
、
そ
の
後
、
機
構
か
ら
定
期
安
全
管
理
審
査
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
受
け

て
い
る
。

 

機
構
に
よ
れ
ば
、
審
査
の
結
果
、
定
期
事
業
者
検
査
に
関
連
す
る
規
程
類
は
整
備
さ
れ
、
そ
の
規
程

類
に
従
っ
て
定
期
事
業
者
検
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

 

定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
係
る
重
要
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
選
定
し
た
プ
ロ
セ
ス
の
う
ち
、
「
状
態
監

視
プ
ロ
セ
ス
」
及
び
「
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
特
に
問
題
と
な
る
点

は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
「
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
規
程
類
が
整
備

さ
れ
、
保
全
の
有
効
性
評
価
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
、
改
善
す
べ
き
事

項
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
同
発
電
所
は
「
電
気
事
業
連
合
会
の
「
劣
化
メ
カ
ニ
ズ
ム
整
理
表
」
」
に
従

い
作
成
す
る
「
点
検
手
入
れ
前
状
態
デ
ー
タ
」
で
保
全
の
有
効
性
評
価
を
行
う
と
し
て
い
る
一
方
で
、

「
劣
化
メ
カ
ニ
ズ
ム
整
理
表
」
と
不
整
合
の
あ
る
「
点
検
手
入
れ
前
状
態
デ
ー
タ
」
を
用
い
て
有
効
性

評
価
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
「
点
検
手
入
れ
前
状
態
デ
ー
タ
」
の
機
器
の
材
料
に
誤
記
が
あ

り
、
誤
っ
た
デ
ー
タ
の
ま
ま
保
全
の
有
効
性
評
価
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
本
件

に
対
し
て
、
同
発
電
所
は
「
点
検
手
入
れ
前
状
態
デ
ー
タ
」
を
作
成
す
る
際
の
ル
ー
ル
を
明
確
に
す
る

等
の
是
正
に
向
け
た
改
善
案
を
策
定
し
、
実
行
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
が
、
今
回
の
審
査
期
間

中
に
当
該
是
正
処
置
の
有
効
性
の
確
認
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
今
後
の
定
期
安
全
管
理
審

査
を
通
じ
て
改
善
状
況
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
同
発
電
所
の
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
体
制
は
お
お
む
ね
機
能
し
て
い
る
も
の

の
、
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
改
善
す
べ
き
事
項
が
あ
り
、
そ
の
是
正
処
置
の
定
着
状

況
の
確
認
が
必
要
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。

 

定
期
安
全

管
理

審
査

（
原
子
力

安
全

基
盤

機
構
）

 

４
．
審
査
項
目

 

文
書
審
査
及
び
実
地
審
査
（
主
要
弁
検
査
等
１
６
項
目
、
状
態
監
視
プ
ロ
セ
ス
、
保
全
の
有
効
性
評

価
プ
ロ
セ
ス
、
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
）

 

１
．
評
定
結
果

 

当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
体
制
は
お
お
む
ね
機
能
し
て
い
る
も
の
の
、

保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
改
善
す
べ
き
事
項
が
あ
り
、
そ
の
是
正
処
置
の
定
着
状
況
の

確
認
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

 

２
．
評
定
の
通
知

 

平
成
２
２
年
１
１
月
１
９
日
（
通
知
番
号
 
平
成
２
２
・
０
７
・
０
９
原
第
１
４
号
）

 

３
．
評
定
の
理
由
（
結
果
と
根
拠
）

 

当
院
は
、
審
査
結
果
に
つ
い
て
、
当
該
通
知
及
び
機
構
の
説
明
に
基
づ
き
精
査
し
た
結
果
、
機
構
が

今
後
確
認
し
て
い
く
と
し
て
い
る
保
全
の
有
効
性
評
価
に
関
す
る
仕
組
み
の
改
善
へ
の
取
り
組
み
に

つ
い
て
、
今
後
そ
の
実
施
状
況
を
確
認
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
判
断
す
る
。

 

評
定
（
原
子
力
安
全
・

保
安
院
）

 

４
．
評
定
委
員
会
の
開
催
状
況

 

平
成
２
２
年
８
月
１
１
日
 
審
査
結
果
に
係
る
説
明
聴
取
、
質
疑
応
答

 

平
成
２
２
年
１
０
月
２
２
日
 
評
定
の
検
討

 

そ
の
他
 

 

    

 

２
．
関
西
電
力
株
式
会
社
 

定
期
安
全

管
理

申
請

者
 

関
西
電
力
株
式
会
社
 
取
締
役
社
長
 
八
木
 
誠

 

（
申
請
日
 
平
成
２
１
年
３
月
２
日
、
申
請
番
号
 
関
原
発
第
５
９
１
号
）

 

審
査
の
対
象
事
項

 
美
浜
発
電
所
第
２
号
機
第
２
５
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査

 

１
．
審
査
実
施
期
間

 

平
成
２
１
年
４
月
３
日
～
平
成
２
２
年
８
月
１
９
日

 

２
．
定
期
安
全
管
理
審
査
結
果
の
通
知
日

 

平
成
２
２
年
９
月
１
７
日
（
通
知
番
号
 
０
８
検
計
受
安
－
０
１
１
８
）

 

３
．
審
査
結
果
の
概
要

 

平
成
２
２
年
９
月
１
７
日
に
機
構
か
ら
提
出
さ
れ
た
経
済
産
業
大
臣
あ
て
の
定
期
安
全
管
理
審
査

結
果
通
知
書
を
受
領
し
、
そ
の
後
、
機
構
か
ら
定
期
安
全
管
理
審
査
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
受

け
て
い
る
。

 

機
構
に
よ
れ
ば
、
審
査
の
結
果
、
定
期
事
業
者
検
査
に
関
連
す
る
規
程
類
は
整
備
さ
れ
、
そ
の
規
程

類
に
従
っ
て
定
期
事
業
者
検
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
品
質
方
針
を
踏
ま
え
た
具
体
的
な
保

守
管
理
目
標
の
設
定
、
実
施
及
び
結
果
の
評
価
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
継
続
的
に
改
善
が
進
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

 

定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
係
る
重
要
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
選
定
し
た
プ
ロ
セ
ス
の
う
ち
、
「
情
報
連

絡
の
プ
ロ
セ
ス
」、
「
状
態
監
視
プ
ロ
セ
ス
」
及
び
「
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
」
に
つ
い

て
は
、
各
プ
ロ
セ
ス
の
規
程
類
は
整
備
さ
れ
、
そ
の
規
程
類
に
従
っ
て
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
保
全
の
有
効
性
の

評
価
に
必
要
な
情
報
を
適
切
に
且
つ
、
幅
広
く
収
集
し
、
評
価
し
て
い
る
こ
と
及
び
美
浜
１
号
機
、
２

号
機
の
高
経
年
化
技
術
評
価
の
知
見
を
元
に
作
成
さ
れ
た
保
全
指
針
（
機
器
の
名
称
、
部
位
、
点
検
周

期
等
を
整
理
し
た
も
の
）
等
に
基
づ
き
適
切
に
実
施
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

美
浜
発
電
所
は
、
今
後
、
①
業
務
決
定
文
書
と
し
て
定
め
て
い
る
保
全
の
有
効
性
評
価
の
詳
細
な
手
順

を
Ｑ
Ｍ
Ｓ
文
書
と
し
て
制
定
す
る
、
②
劣
化
メ
カ
ニ
ズ
ム
整
理
表
（
機
器
ご
と
に
想
定
さ
れ
る
経
年
劣

化
事
象
を
整
理
し
た
も
の
）
と
保
全
指
針
と
の
照
合
を
容
易
に
行
え
る
よ
う
保
全
指
針
と
関
連
付
け
る

連
携
表
を
制
定
し
、
劣
化
メ
カ
ニ
ズ
ム
整
理
表
の
改
訂
に
合
わ
せ
、
保
全
指
針
と
の
照
合
作
業
を
継
続

的
に
実
施
し
て
い
く
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
機
構
は
こ
れ
ら
保
全
の
有
効
性
評
価
の
継
続
的
な
改
善

状
況
を
引
き
続
き
確
認
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
同
発
電
所
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者

検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。
な
お
、
保

全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
改
善
状
況
の
確
認
が
必
要
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。

 

定
期
安
全

管
理

審
査

（
原
子
力

安
全

基
盤

機
構
）

 

４
．
審
査
項
目

 

文
書
審
査
及
び
実
地
審
査
（
情
報
連
絡
の
プ
ロ
セ
ス
、
状
態
監
視
の
プ
ロ
セ
ス
、
保
全
の
有
効
性
プ

ロ
セ
ス
、
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
）

 

１
．
評
定
結
果

 

当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
改
善
状
況
の
確
認
が
必
要

で
あ
る
が
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律

的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。

 

２
．
評
定
の
通
知

 

平
成
２
２
年
１
２
月
１
６
日
（
通
知
番
号
 
平
成
２
２
･０

９
･１

７
原
第
１
８
号
）

 

３
．
評
定
の
理
由
（
結
果
と
根
拠
）

 

当
院
は
、
審
査
結
果
に
つ
い
て
、
当
該
通
知
及
び
機
構
の
説
明
に
基
づ
き
精
査
し
た
結
果
、
機
構
が

今
後
確
認
し
て
い
く
と
し
て
い
る
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
改
善
状
況
に
つ
い
て
、
今
後
そ
の

実
施
状
況
を
確
認
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
判
断
す
る
。

 

評
定
（
原
子
力
安
全
・

保
安
院
）

 

４
．
評
定
委
員
会
の
開
催
状
況

 

平
成
２
２
年
１
１
月
１
５
日
 
審
査
結
果
に
係
る
説
明
聴
取
、
質
疑
応
答

 

平
成
２
２
年
１
２
月
１
０
日
 
評
定
の
検
討

 

そ
の
他
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実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
定
期
安
全
管
理
審
査
に
つ
い
て
 

（
平
成
２
２
年
度
第
３
四
半
期
）
 

 １
．
定
期
安
全
管
理
審
査
及
び
評
定
の
結
果
の
概
要
 

 （
審
査
対
象
）
 

①
九
州
電
力
(株

)玄
海
原
子
力
発
電
所
第
４
号
機
 第

９
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査
 

②
東
京
電
力
(株

)福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
第
２
号
機
 第

２
４
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査
 

③
関
西
電
力
(株

)高
浜
発
電
所
第
３
号
機
 第

１
９
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査
 

④
東
京
電
力
(株

)柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
第
６
号
機
 第

８
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査
 

⑤
東
京
電
力
(株

)福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
第
４
号
機
 第

１
６
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査
 

⑥
中
国
電
力
(株

)島
根
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 第

２
８
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査
 

（
同
第
２
９
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査
の
う
ち
保
守
管
理
の
不
備
等
に
係
る
審
査
）
 

⑦
関
西
電
力
(株

)美
浜
発
電
所
第
１
号
機
 第

２
４
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査
 

⑧
中
部
電
力
(株

)浜
岡
原
子
力
発
電
所
第
３
号
機
 第

１
６
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査
 

⑨
東
京
電
力
(株

)福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
第
４
号
機
 第

２
３
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査
 

 （
審
査
結
果
）
 

独
立
行
政
法
人
原
子
力
安
全
基
盤
機
構
（
以
下
、「

Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
」
と
い
う
。）

の
審
査
結
果
は
以
下
の
と
お
り
。
 

①
玄
海
原
子
力
発
電
所
第
４
号
機
 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施

体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。
な
お
、
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
改
善
状
況
の
確

認
が
必
要
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。
 

②
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
第
２
号
機
 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施

体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。
な
お
、
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
改
善
状
況
の
確

認
が
必
要
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。
 

③
高
浜
発
電
所
第
３
号
機
 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施

体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。
 

④
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
第
６
号
機
 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施

体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。
 

   

   

⑤
福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
第
４
号
機
 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施

体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。
な
お
、
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
改
善
状
況
の
確

認
が
必
要
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。
 

⑥
島
根
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
お
お
む
ね
適
切
に
構
築
さ
れ
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
体
制
に
つ

い
て
は
、
保
守
管
理
の
不
備
等
に
対
し
て
同
社
が
取
り
ま
と
め
た
再
発
防
止
対
策
の
有
効
性
や
定
着
状
況
の
確
認

が
引
き
続
き
必
要
で
あ
る
が
、
再
発
防
止
対
策
は
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
沿
っ
て
実
施
さ
れ
、
保
守
管
理
体
制
や
品
質

保
証
体
制
の
改
善
・
再
構
築
が
進
捗
し
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。
 

⑦
美
浜
発
電
所
第
１
号
機
 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
お
お
む
ね
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適

切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。
 

⑧
浜
岡
原
子
力
発
電
所
第
３
号
機
 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
及
び
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
体
制
は
構
築
さ
れ
、
実
施
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

点
検
計
画
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
は
改
善
が
必
要
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
か
ら
今
後
の
定
期
安
全
管
理
審
査
に
て

引
き
続
き
フ
ォ
ロ
ー
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。
 

⑨
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
第
４
号
機
 

保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
お
い
て
事
業
者
自
ら
が
進
め
て
い
る
改
善
事
項
に
つ
い
て
確
認
し

て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自

律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。
 

 （
評
定
結
果
）
 

当
院
は
、
審
査
結
果
に
つ
い
て
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
か
ら
の
通
知
及
び
説
明
に
基
づ
き
精
査
し
、
以
下
の
と
お
り
評
定
。
 

①
玄
海
原
子
力
発
電
所
第
４
号
機
 

当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
改
善
状
況
の
確
認
が
必
要
で
あ
る
が
、

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体

制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
 

②
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
第
２
号
機
 

当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
改
善
状
況
の
確
認
が
必
要
で
あ
る
が
、

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体

制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
 

    

156



  

③
高
浜
発
電
所
第
３
号
機
 

保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
お
い
て
事
業
者
自
ら
が
進
め
て
い
る
改
善
事
項
に
つ
い
て
確
認
し

て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期

事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
 

④
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
第
６
号
機
 

保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
お
い
て
事
業
者
自
ら
が
進
め
て
い
る
改
善
事
項
に
つ
い
て
確
認
し

て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期

事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
 

⑤
福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
第
４
号
機
 

保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
お
い
て
事
業
者
自
ら
が
進
め
て
い
る
改
善
事
項
に
つ
い
て
確
認
し

て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期

事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
 

⑥
島
根
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 

当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
お
お
む
ね
適
切
に
構
築
さ
れ
て
お
り
、
定
期
事

業
者
検
査
の
実
施
体
制
は
、
保
守
管
理
の
不
備
等
に
係
る
再
発
防
止
対
策
の
有
効
性
や
定
着
状
況
等
の
確
認
が
引

き
続
き
必
要
で
あ
る
も
の
の
、
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
 

⑦
美
浜
発
電
所
第
１
号
機
 

当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
お
お
む
ね
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査

は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
な
お
、
保
全
の
有
効
性
評
価

プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
お
い
て
事
業
者
自
ら
が
進
め
て
い
る
改
善
状
況
及
び
検
査
記
録
の
管
理
に
関
す
る
不
適
合

事
象
に
対
す
る
是
正
処
置
の
定
着
状
況
の
確
認
が
必
要
で
あ
る
。
 

⑧
浜
岡
原
子
力
発
電
所
第
３
号
機
 

当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
実
施
体
制
は
お
お
む
ね
機
能
し
実
施
さ
れ
て
い
る
と

認
め
ら
れ
る
が
、
点
検
周
期
の
超
過
に
係
る
事
案
は
保
安
規
定
違
反
の
処
分
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
実
施

体
制
の
改
善
を
要
す
る
も
の
と
評
価
す
る
。
事
業
者
に
お
い
て
、
点
検
周
期
の
超
過
に
係
る
再
発
防
止
対
策
を
実

施
中
で
あ
る
た
め
、
再
発
防
止
対
策
に
よ
る
実
施
体
制
の
改
善
状
況
や
そ
の
有
効
性
等
の
確
認
が
引
き
続
き
必
要

で
あ
る
。
 

⑨
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
第
４
号
機
 

当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
実
施
体
制
は
お
お
む
ね
機
能
し
実
施
さ
れ
て
い
る
と

認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
点
検
周
期
の
超
過
に
係
る
事
案
は
保
安
規
定
違
反
の
処
分
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
事

業
者
は
、
そ
の
再
発
防
止
対
策
を
実
施
中
で
あ
る
た
め
、
そ
の
対
策
の
実
施
状
況
及
び
有
効
性
等
の
確
認
が
必
要

で
あ
る
。
 

    

  ２
．
評
定
基
準
等
 

 （
評
定
項
目
）
 

①
電
気
事
業
法
第
５
５
条
第
５
項
に
規
定
す
る
項
目
 

・
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
係
る
組
織
 

・
検
査
の
方
法
 

・
工
程
管
理
 

②
電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
９
４
条
の
７
第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
７
３
条
の
８
に
規
定
す
る
 

項
目
 

・
検
査
に
お
い
て
協
力
し
た
事
業
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
者
の
管
理
に
関
す
る
事
項
 

・
検
査
記
録
の
管
理
に
関
す
る
事
項
 

・
検
査
に
係
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項
 

 （
評
定
項
目
の
適
切
性
を
評
価
す
る
際
に
準
用
で
き
る
基
準
）
 

①
品
質
保
証
に
関
す
る
基
準
 

社
団
法
人
日
本
電
気
協
会
電
気
技
術
規
程
「
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
安
全
の
た
め
の
品
質
保
証
規

程
」（

Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｃ
４
１
１
１
－
２
０
０
３
、
Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｃ
４
１
１
１
－
２
０
０
９
）
 

②
保
守
管
理
に
関
す
る
基
準
 

社
団
法
人
日
本
電
気
協
会
電
気
技
術
規
程
「
原
子
力
発
電
所
の
保
守
管
理
規
程
」（

Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｃ
４
２
０

９
－
２
０
０
３
、
Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｃ
４
２
０
９
－
２
０
０
７
）
 

③
原
子
力
発
電
所
の
定
期
事
業
者
検
査
に
関
す
る
解
釈
に
つ
い
て
（
平
成
２
０
・
１
２
・
２
２
原
院
第

４
号
）
 

 （
評
定
例
）
 

①
当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
体
制
は
、
自
律
的
か
つ
適
切
に
定
期
事
業
者

検
査
を
行
い
得
る
も
の
で
あ
り
、
十
分
な
体
制
が
と
ら
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。（

次
回
審
査
：
定

期
事
業
者
検
査
に
係
る
組
織
、
検
査
の
方
法
等
の
６
項
目
の
審
査
事
項
の
う
ち
２
項
目
（
記
録
の
管

理
、
教
育
訓
練
の
関
す
る
事
項
）
は
適
用
し
な
い
。）

 

②
当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
体
制
は
、
是
正
処
置
の
定
着
状
況
の
確
認
が

必
要
で
あ
る
。（

次
回
審
査
：
通
常
と
お
り
６
項
目
の
審
査
事
項
を
適
用
。）
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 １
．
九
州
電
力
株
式
会
社

 

定
期
安
全

管
理

申
請

者
 

九
州
電
力
株
式
会
社

 代
表
取
締
役
社
長

 眞
部

 利
應

 

（
申
請
日

 平
成
２
１
年
４
月
１
４
日
、
申
請
番
号

 原
発
本
第
７
号
）

 

審
査
の
対
象
事
項

 
玄
海
原
子
力
発
電
所
第
４
号
機

 第
９
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査

 

１
．
審
査
実
施
期
間

 

平
成
２
１
年
５
月
１
５
日
～
平
成
２
２
年
９
月
３
日

 

２
．
定
期
安
全
管
理
審
査
結
果
の
通
知
日

 

平
成
２
２
年
１
０
月
１
日
（
通
知
番
号

 ０
９
検
計
受
安
－
０
０
０
４
）

 

３
．
審
査
結
果
の
概
要

 

平
成
２
２
年
１
０
月
１
日
に
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
か
ら
提
出
さ
れ
た
経
済
産
業
大
臣
あ
て
の
定
期
安
全
管
理

審
査
結
果
通
知
書
を
受
領
し
、
そ
の
後
、
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
か
ら
定
期
安
全
管
理
審
査
の
実
施
状
況
に
つ
い
て

報
告
を
受
け
て
い
る
。

 

Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
に
よ
れ
ば
、
審
査
の
結
果
、
定
期
事
業
者
検
査
に
関
連
す
る
規
程
類
は
整
備
さ
れ
、
そ
の

規
程
類
に
従
っ
て
定
期
事
業
者
検
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
よ
り
良
い
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス

テ
ム
の
改
善
・
運
用
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
き
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

 

定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
係
る
重
要
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
選
定
し
た
プ
ロ
セ
ス
の
う
ち
、
「
検
査
計

画
及
び
実
施
の
基
本
プ
ロ
セ
ス
」、
「
状
態
監
視
プ
ロ
セ
ス
」
及
び
「
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ

セ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
各
プ
ロ
セ
ス
の
規
程
類
は
整
備
さ
れ
、
そ
の
規
程
類
に
従
っ
て
適
切
に
実
施
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「

保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
有

効
性
評
価
の
体
制
、
手
順
、
結
果
の
保
全
計
画
へ
の
反
映
等
、
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
が
適
切
に
実
施
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
保
全
方
式
や
点
検
頻
度
の
見
直
し
の
要
否
の
判
断
結
果

と
そ
の
根
拠
と
な
る
技
術
評
価
の
内
容
が
一
部
関
連
付
け
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
あ
っ
た
が
、
同
発
電

所
は
保
全
の
有
効
性
管
理
表
の
評
価
欄
に
根
拠
と
な
っ
た
技
術
評
価
の
内
容
を
総
括
し
て
記
入
す
る

等
の
記
載
例
の
改
善
が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
は
こ
れ
ら
を
含
め
保
全

の
有
効
性
評
価
の
継
続
的
な
改
善
状
況
を
引
き
続
き
確
認
し
て
い
く
と
し
て
い
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
同
発
電
所
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者

検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。
な
お
、
保

全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
改
善
状
況
の
確
認
が
必
要
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。

 

定
期
安
全

管
理

審
査

（
原
子
力

安
全

基
盤

機
構
）

 

４
．
審
査
項
目

 

文
書
審
査
及
び
実
地
審
査
（
検
査
計
画
及
び
実
施
の
基
本
プ
ロ
セ
ス
、
状
態
監
視
プ
ロ
セ
ス
、
不
適

合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
、
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
）

 

１
．
評
定
結
果

 

当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
改
善
状
況
の
確
認
が
必
要

で
あ
る
が
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律

的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。

 

２
．
評
定
の
通
知

 

平
成
２
２
年
１
２
月
１
６
日
（
通
知
番
号

 平
成
２
２
・
１
０
・
０
４
原
第
５
号
）

 

３
．
評
定
の
理
由
（
結
果
と
根
拠
）

 

当
院
は
、
審
査
結
果
に
つ
い
て
、
当
該
通
知
及
び
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
の
説
明
に
基
づ
き
精
査
し
た
結
果
、
Ｊ

Ｎ
Ｅ
Ｓ
が
今
後
確
認
し
て
い
く
と
し
て
い
る
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
改
善
状
況
に
つ
い
て
、

今
後
そ
の
実
施
状
況
を
確
認
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
判
断
す
る
。

 

評
定
（
原
子
力
安
全
・

保
安
院
）

 

４
．
評
定
委
員
会
の
開
催
状
況

 

平
成
２
２
年
１
１
月
１
５
日

 審
査
結
果
に
係
る
説
明
聴
取
、
質
疑
応
答

 

平
成
２
２
年
１
２
月
１
０
日

 評
定
の
検
討

 

そ
の
他
 

 

     

 
２
．
東
京
電
力
株
式
会
社

 

定
期
安
全

管
理

申
請

者
 

東
京
電
力
株
式
会
社

 取
締
役
社
長

 清
水

 正
孝

 

（
申
請
日

 平
成
２
１
年
３
月
１
８
日
、
申
請
番
号

 総
官
発
２
０
第
３
５
１
号
）

 

審
査
の
対
象
事
項

 
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
第
２
号
機

 第
２
４
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査

 

１
．
審
査
実
施
期
間

 

平
成
２
１
年
４
月
２
２
日
～
平
成
２
２
年
９
月
１
５
日

 

２
．
定
期
安
全
管
理
審
査
結
果
の
通
知
日

 

平
成
２
２
年
１
０
月
１
５
日
（
通
知
番
号

 ０
８
検
計
受
安
－
０
１
２
０
）

 

３
．
審
査
結
果
の
概
要

 

平
成
２
２
年
１
０
月
１
５
日
に
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
か
ら
提
出
さ
れ
た
経
済
産
業
大
臣
宛
て
の
定
期
安
全
管

理
審
査
結
果
通
知
書
を
受
領
し
、
そ
の
後
、
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
か
ら
定
期
安
全
管
理
審
査
の
実
施
状
況
に
つ
い

て
報
告
を
受
け
て
い
る
。

 

Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
に
よ
れ
ば
、
審
査
の
結
果
、
継
続
的
に
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム
の
規
程
類
の
見
直
し
や
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
実
施
体
制
の
改
善
を
進
め
、
よ
り
良
い
品
質

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
構
築
・
運
用
に
向
け
て
前
向
き
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て

い
る
。

 

定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
係
る
重
要
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
選
定
し
た
プ
ロ
セ
ス
の
う
ち
、
「
検
査
計

画
及
び
実
施
の
基
本
プ
ロ
セ
ス
」、
「
状
態
監
視
プ
ロ
セ
ス
」
及
び
「
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ

セ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
各
プ
ロ
セ
ス
の
規
程
類
は
整
備
さ
れ
、
そ
の
規
程
類
に
従
っ
て
適
切
に
実
施
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

 

「
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
規
程

類
は
整
備
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
従
っ
て
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
は
お
お
む
ね
構
築
さ
れ
、
実
施
さ

れ
て
い
る
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
事
業
者
は
「
保
全
の
有
効
性
評
価
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
で
規

定
し
て
い
る
保
全
活
動
管
理
指
標
に
関
す
る
保
全
の
有
効
性
評
価
、
高
経
年
化
技
術
評
価
及
び
定
期
安

全
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
、
リ
ス
ク
情
報
、
科
学
的
知
見
に
関
す
る
保
全
の
有
効
性
評
価
に
対
す
る
技
術
グ

ル
ー
プ
の
役
割
分
担
に
つ
い
て
よ
り
明
確
化
す
る
こ
と
や
、
「
点
検
手
入
れ
前
状
態
確
認
デ
ー
タ
シ
ー

ト
」
へ
の
材
料
の
記
載
内
容
の
統
一
、
「
保
全
の
有
効
性
評
価
結
果
記
録
シ
ー
ト
」
の
記
載
内
容
の
適

正
化
な
ど
の
改
善
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
社
は
、
既
に
こ
れ
ら
の
改
善
を
「
Ｐ
Ｃ
ワ

ー
キ
ン
グ
会
議
」
等
の
場
で
改
善
に
向
け
検
討
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
る
。
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
は
、
今
回
の

保
全
の
有
効
性
評
価
は
、
同
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
制
定
し
事
業
者
と
し
て
、
初
回
の
監
視
サ
イ
ク
ル
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
ら
の
改
善
状
況
を
引
き
続
き
確
認
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
同
発
電
所
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者

検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。
な
お
、
保

全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
改
善
状
況
の
確
認
が
必
要
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。

 

定
期
安
全

管
理

審
査

（
原
子
力

安
全

基
盤

機
構
）

 

４
．
審
査
項
目

 

文
書
審
査
及
び
実
地
審
査
（
検
査
計
画
及
び
実
施
の
基
本
プ
ロ
セ
ス
、
状
態
監
視
プ
ロ
セ
ス
、
不
適

合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
、
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
）

 

１
．
評
定
結
果

 

当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
改
善
状
況
の
確
認
が
必
要

で
あ
る
が
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律

的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。

 

２
．
評
定
の
通
知

 

平
成
２
３
年
２
月
１
日
（
通
知
番
号

 平
成
２
２
・
１
０
・
１
５
原
第
７
号
）

 

３
．
評
定
の
理
由
（
結
果
と
根
拠
）

 

当
院
は
、
審
査
結
果
に
つ
い
て
、
当
該
通
知
及
び
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
の
説
明
に
基
づ
き
精
査
し
た
結
果
、
Ｊ

Ｎ
Ｅ
Ｓ
が
今
後
確
認
し
て
い
く
と
し
て
い
る
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
改
善
状
況
に
つ
い
て
、

今
後
そ
の
実
施
状
況
を
確
認
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
判
断
す
る
。

 

評
定
（
原
子
力
安
全
・

保
安
院
）

 

４
．
評
定
委
員
会
の
開
催
状
況

 

平
成
２
２
年
１
２
月
１
０
日

 審
査
結
果
に
係
る
説
明
聴
取
、
質
疑
応
答

 

平
成
２
３
年

 １
月
１
２
日

 評
定
の
検
討

 

そ
の
他
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３
．
関
西
電
力
株
式
会
社

 

定
期
安
全

管
理

申
請

者
 

関
西
電
力
株
式
会
社

 取
締
役
社
長

 八
木

 誠
 

（
申
請
日

 平
成
２
１
年
４
月
２
２
日
、
申
請
番
号

 関
原
発
第
３
２
号
）

 

審
査
の
対
象
事
項

 
高
浜
発
電
所
第
３
号
機

 第
１
９
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査

 

１
．
審
査
実
施
期
間

 

平
成
２
１
年
５
月
２
４
日
～
平
成
２
２
年
１
０
月
１
２
日

 

２
．
定
期
安
全
管
理
審
査
結
果
の
通
知
日

 

平
成
２
２
年
１
１
月
１
２
日
（
通
知
番
号

 ０
９
検
計
受
安
－
０
０
０
６
）

 

３
．
審
査
結
果
の
概
要

 

平
成
２
２
年
１
１
月
１
２
日
に
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
か
ら
提
出
さ
れ
た
経
済
産
業
大
臣
宛
て
の
定
期
安
全
管

理
審
査
結
果
通
知
書
を
受
領
し
、
そ
の
後
、
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
か
ら
定
期
安
全
管
理
審
査
の
実
施
状
況
に
つ
い

て
報
告
を
受
け
て
い
る
。

 

Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
に
よ
れ
ば
、
審
査
の
結
果
、
継
続
的
に
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
係
る
規
程
類
の

整
備
と
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
体
制
の
改
善
を
進
め
、
よ
り
良
い
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の

構
築
と
運
用
に
向
け
て
前
向
き
に
取
組
ん
で
き
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

 

定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
係
る
重
要
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
選
定
し
た
プ
ロ
セ
ス
の
う
ち
、
「
検
査
実

施
計
画
プ
ロ
セ
ス
」、
「
状
態
監
視
プ
ロ
セ
ス
」
及
び
「
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
」
に
つ

い
て
は
、
各
プ
ロ
セ
ス
の
規
程
類
は
整
備
さ
れ
、
そ
の
規
程
類
に
従
っ
て
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

 

「
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
規
程
類
が
お
お
む
ね
整
備

さ
れ
、
そ
れ
ら
に
従
っ
て
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
は
構
築
さ
れ
、
実
施
さ
れ
て
い
る
も
の
と
評

価
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
事
業
者
は
、
保
全
の
有
効
性
評
価
の
評
価
項
目
、
評
価
方
法
、
評
価
基
準
、

実
施
時
期
等
の
具
体
的
手
順
に
つ
い
て
、
業
務
決
定
文
書
に
て
定
め
て
い
る
が
、
本
保
全
サ
イ
ク
ル
の

経
験
等
を
踏
ま
え
必
要
に
応
じ
て
改
善
を
検
討
し
て
い
き
、
今
後
社
内
標
準
と
し
て
制
定
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
こ
と
、
及
び
劣
化
メ
カ
ニ
ズ
ム
整
理
表
（
機
器
毎
に
想
定
さ
れ
る
経
年
劣
化
事
象
を
整
理
し

た
も
の
）
と
保
全
指
針
（
保
全
に
関
す
る
点
検
方
法
、
点
検
周
期
、
作
業
項
目
等
を
定
め
た
も
の
）
と

の
照
合
作
業
終
了
後
に
保
全
指
針
を
改
正
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
は
保
全
の
有
効
性

評
価
の
継
続
的
な
整
備
状
況
を
引
き
続
き
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
同
発
電
所
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者

検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。

 

定
期
安
全

管
理

審
査

（
原
子
力

安
全

基
盤

機
構
）

 

４
．
審
査
項
目

 

文
書
審
査
及
び
実
地
審
査
（
検
査
実
施
計
画
プ
ロ
セ
ス
、
状
態
監
視
プ
ロ
セ
ス
、
不
適
合
管
理
及
び

是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
、
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
）

 

１
．
評
定
結
果

 

保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
お
い
て
事
業
者
自
ら
が
進
め
て
い
る
改
善
事
項
に
つ
い

て
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機

能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と

認
め
ら
れ
る
。

 

２
．
評
定
の
通
知

 

平
成
２
３
年
２
月
１
４
日
（
通
知
番
号

 平
成
２
２
・
１
１
・
１
２
原
第
１
３
号
）

 

３
．
評
定
の
理
由
（
結
果
と
根
拠
）

 

当
院
は
、
審
査
結
果
に
つ
い
て
、
当
該
通
知
及
び
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
の
説
明
に
基
づ
き
精
査
し
た
結
果
、
Ｊ

Ｎ
Ｅ
Ｓ
が
今
後
確
認
し
て
い
く
と
し
て
い
る
事
業
者
自
ら
進
め
て
い
る
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ

ス
の
改
善
状
況
に
つ
い
て
、
今
後
そ
の
実
施
状
況
を
確
認
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
判
断
す
る
。

 

評
定
（
原
子
力
安
全
・

保
安
院
）

 

４
．
評
定
委
員
会
の
開
催
状
況

 

平
成
２
３
年
１
月
１
２
日

 審
査
結
果
に
係
る
説
明
聴
取
、
質
疑
応
答

 

平
成
２
３
年
２
月

 ４
日

 評
定
の
検
討

 

そ
の
他
 

 

   

 
４
．
東
京
電
力
株
式
会
社

 

定
期
安
全

管
理

申
請

者
 

東
京
電
力
株
式
会
社

 取
締
役
社
長

 清
水

 正
孝

 

（
申
請
日

 平
成
１
９
年
４
月
２
３
日
、
申
請
番
号

 総
官
発
１
９
第
１
０
号
）

 

審
査
の
対
象
事
項

 
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
第
６
号
機

 第
８
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査

 

１
．
審
査
実
施
期
間

 

平
成
１
９
年
５
月
１
７
日
～
平
成
２
２
年
１
０
月
３
０
日

 

２
．
定
期
安
全
管
理
審
査
結
果
の
通
知
日

 

平
成
２
２
年
１
１
月
３
０
日
（
通
知
番
号

 ０
７
検
計
受
安
－
０
０
１
３
）

 

３
．
審
査
結
果
の
概
要

 

平
成
２
２
年
１
１
月
３
０
日
に
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
か
ら
提
出
さ
れ
た
経
済
産
業
大
臣
宛
て
の
定
期
安
全
管

理
審
査
結
果
通
知
書
を
受
領
し
、
そ
の
後
、
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
か
ら
定
期
安
全
管
理
審
査
の
実
施
状
況
に
つ
い

て
報
告
を
受
け
て
い
る
。

 

Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
に
よ
れ
ば
、
審
査
の
結
果
、
継
続
的
に
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
係
る
規
程
類
の

整
備
と
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
体
制
の
改
善
を
進
め
、
よ
り
良
い
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の

構
築
と
運
用
に
向
け
て
前
向
き
に
取
組
ん
で
き
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

 

定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
係
る
重
要
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
選
定
し
た
プ
ロ
セ
ス
の
う
ち
、
「
不
適
合

及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
規
程
類
が
整
備
さ
れ
、
そ
の
規
程
類
に
従
っ
て
適
切
に
実

施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

 

「
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
規
程

類
は
整
備
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
従
っ
て
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
は
お
お
む
ね
構
築
さ
れ
、
実
施
さ

れ
て
い
る
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
事
業
者
は
、
今
後
、
平
成
２
１
年
１
２
月
に
ま
と
め
ら

れ
た
劣
化
メ
カ
ニ
ズ
ム
ま
と
め
表
（
機
器
毎
に
想
定
さ
れ
る
経
年
劣
化
事
象
を
整
理
し
た
も
の
）
を
基

に
し
た
手
入
れ
前
デ
ー
タ
（
機
器
の
劣
化
状
態
に
関
す
る
点
検
手
入
れ
前
状
態
デ
ー
タ
シ
ー
ト
）
を
次

回
の
保
全
サ
イ
ク
ル
の
定
期
事
業
者
検
査
か
ら
適
用
す
る
計
画
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ

は
こ
の
適
用
状
況
を
引
き
続
き
確
認
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
同
発
電
所
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者

検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。

 

定
期
安
全

管
理

審
査

（
原
子
力

安
全

基
盤

機
構
）

 

４
．
審
査
項
目

 

文
書
審
査
及
び
実
地
審
査
（
主
要
弁
検
査
等
１
３
項
目
、
不
適
合
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
、
保
全

の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
）

 

１
．
評
定
結
果

 

保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
お
い
て
事
業
者
自
ら
が
進
め
て
い
る
改
善
事
項
に
つ
い

て
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機

能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と

認
め
ら
れ
る
。

 

２
．
評
定
の
通
知

 

平
成
２
３
年
２
月
１
４
日
（
通
知
番
号

 平
成
２
２
・
１
２
・
０
１
原
第
８
号
）

 

３
．
評
定
の
理
由
（
結
果
と
根
拠
）

 

当
院
は
、
審
査
結
果
に
つ
い
て
、
当
該
通
知
及
び
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
の
説
明
に
基
づ
き
精
査
し
た
結
果
、
Ｊ

Ｎ
Ｅ
Ｓ
が
今
後
確
認
し
て
い
く
と
し
て
い
る
事
業
者
自
ら
進
め
て
い
る
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ

ス
の
改
善
状
況
に
つ
い
て
、
今
後
そ
の
実
施
状
況
を
確
認
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
判
断
す
る
。

 

評
定
（
原
子
力
安
全
・

保
安
院
）

 

４
．
評
定
委
員
会
の
開
催
状
況

 

平
成
２
３
年
１
月
１
２
日

 審
査
結
果
に
係
る
説
明
聴
取
、
質
疑
応
答

 

平
成
２
３
年
２
月

 ４
日

 評
定
の
検
討

 

そ
の
他
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 ５
. 
東
京
電
力
株
式
会
社
 

定
期
安
全

管
理

申
請

者
 

東
京
電
力
株
式
会
社

 取
締
役
社
長

 清
水

 正
孝

 

（
申
請
日

 平
成
２
１
年
５
月
７
日
、
申
請
番
号

 総
官
発
２
１
第
３
１
号
）

 

審
査
の
対
象
事
項

 
福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
第
４
号
機

 第
１
６
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査

 

１
．
審
査
実
施
期
間

 

平
成
２
１
年
６
月
７
日
～
平
成
２
２
年
１
１
月
８
日

 

２
．
定
期
安
全
管
理
審
査
結
果
の
通
知
日

 

平
成
２
２
年
１
２
月
８
日
（
通
知
番
号

 ０
９
検
計
受
安
－
０
０
０
９
）

 

３
．
審
査
結
果
の
概
要

 

平
成
２
２
年
１
２
月
８
日
に
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
か
ら
提
出
さ
れ
た
経
済
産
業
大
臣
宛
て
の
定
期
安
全
管
理

審
査
結
果
通
知
書
を
受
領
し
、
そ
の
後
、
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
か
ら
定
期
安
全
管
理
審
査
の
実
施
状
況
に
つ
い
て

報
告
を
受
け
て
い
る
。

 

Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
に
よ
れ
ば
、
審
査
の
結
果
、
継
続
的
に
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
係
る
規
程
類
の

整
備
及
び
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
係
る
体
制
の
改
善
活
動
を
継
続
的
に
進
め
て
お
り
、
よ
り
良
い

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
構
築
・
運
用
に
向
け
前
向
き
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

て
い
る
。

 

定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
係
る
重
要
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
選
定
し
た
プ
ロ
セ
ス
の
う
ち
、
「
検
査
計

画
及
び
実
施
の
基
本
プ
ロ
セ
ス
」、
「
状
態
監
視
プ
ロ
セ
ス
」
及
び
「
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ

セ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
各
プ
ロ
セ
ス
の
規
程
類
は
整
備
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
従
っ
て
適
切
に
実
施
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

 

「
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
」
に
つ
い
て
は
、「

保
全
の
有
効
性
評
価
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
で
規
定

し
て
い
る
有
効
性
評
価
の
体
制
、
手
順
、
結
果
の
保
全
計
画
へ
の
反
映
等
、
基
本
プ
ロ
セ
ス
が
運
用
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
な
お
、
事
業
者
は
現
在
、
点
検
手
入
れ
前
状
態
確
認
デ
ー
タ
の
評
価
、

判
断
の
プ
ロ
セ
ス
の
整
備
や
保
全
結
果
の
記
録
に
対
す
る
監
視
デ
ー
タ
等
の
イ
ン
プ
ッ
ト
デ
ー
タ
全

体
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
に
よ
る
保
全
活
動
の
改
善
に
取
り
組
ん
で
い
る
状
況
で
あ
り
、
引
き
続
き
保
全

の
改
善
活
動
を
確
認
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
同
発
電
所
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者

検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。
な
お
、
保

全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
改
善
状
況
の
確
認
が
必
要
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。

 

定
期
安
全

管
理

審
査

（
原
子
力

安
全

基
盤

機
構
）

 

４
．
審
査
項
目

 

文
書
審
査
及
び
実
地
審
査
（
検
査
計
画
及
び
実
施
の
基
本
プ
ロ
セ
ス
、
状
態
監
視
プ
ロ
セ
ス
、
不
適

合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
、
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
）

 

１
．
評
定
結
果

 

保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
お
い
て
事
業
者
自
ら
が
進
め
て
い
る
改
善
事
項
に
つ
い

て
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機

能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と

認
め
ら
れ
る
。

 

２
．
評
定
の
通
知

 

平
成
２
３
年
２
月
１
４
日
（
通
知
番
号

 平
成
２
２
・
１
２
・
０
８
原
第
１
１
号
）

 

３
．
評
定
の
理
由
（
結
果
と
根
拠
）

 

当
院
は
、
審
査
結
果
に
つ
い
て
、
当
該
通
知
及
び
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
の
説
明
に
基
づ
き
精
査
し
た
結
果
、
Ｊ

Ｎ
Ｅ
Ｓ
が
今
後
確
認
し
て
い
く
と
し
て
い
る
事
業
者
自
ら
進
め
て
い
る
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ

ス
の
改
善
状
況
に
つ
い
て
、
今
後
そ
の
実
施
状
況
を
確
認
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
判
断
す
る
。

 

評
定
（
原
子
力
安
全
・

保
安
院
）

 

４
．
評
定
委
員
会
の
開
催
状
況

 

平
成
２
３
年
１
月
１
２
日

 審
査
結
果
に
係
る
説
明
聴
取
、
質
疑
応
答

 

平
成
２
３
年
２
月

 ４
日

 評
定
の
検
討

 

そ
の
他
 

 

      

  
６
．
中
国
電
力
株
式
会
社

 

定
期
安
全

管
理

申
請

者
 

中
国
電
力
株
式
会
社

 取
締
役
社
長

 山
下

 隆
 

（
申
請
日

 平
成
２
１
年
４
月
６
日
、
申
請
番
号

 電
原
設
第
２
号
）

 

審
査
の
対
象
事
項

 
①
島
根
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機

 第
２
８
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査

 

②
島
根
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機

 第
２
９
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査

 

の
う
ち
保
守
管
理
の
不
備
等
に
係
る
審
査

 

１
．
審
査
実
施
期
間

 

①
平
成
２
１
年
５
月
１
２
日
～
平
成
２
２
年
１
１
月
７
日

 

②
平
成
２
３
年
１
月
１
７
日
～
平
成
２
３
年
２
月
４
日

 

２
．
定
期
安
全
管
理
審
査
結
果
の
通
知
日

 

①
平
成
２
２
年
１
２
月
１
０
日
（
通
知
番
号

 ０
８
検
計
受
安
－
０
０
０
２
）

 

②
平
成
２
３
年
２
月
１
０
日
（
通
知
番
号

 １
０
検
部
受
経
－
０
０
０
４
）

 

３
．
審
査
結
果
の
概
要

 

平
成
２
２
年
１
２
月
１
０
日
及
び
平
成
２
３
年
２
月
１
０
日
に
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
か
ら
定
期
安
全
管
理
審

査
結
果
を
受
領
し
、
そ
の
後
、
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
か
ら
定
期
安
全
管
理
審
査
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
受

け
て
い
る
。

 

Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
は
、
島
根
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機

 第
２
８
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検

査
に
係
る
基
本
的
な
体
制
に
対
す
る
審
査
（
文
書
審
査
）
並
び
に
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
具
体
的
な

体
制
に
対
す
る
審
査
（
実
地
審
査
）
と
し
て
「
検
査
の
計
画
・
実
施
プ
ロ
セ
ス
」、
「
状
態
監
視
プ
ロ
セ

ス
」、
「
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
」
及
び
「
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
」
を
選
択
し

て
審
査
し
た
。
審
査
の
結
果
、
継
続
的
に
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
係
る
規
程
類
の
整
備
及
び

定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
係
る
体
制
の
改
善
活
動
を
継
続
的
に
進
め
て
お
り
、
よ
り
良
い
品
質
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
構
築
・
運
用
に
向
け
前
向
き
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

 

実
地
審
査
と
し
て
選
定
し
た
プ
ロ
セ
ス
の
う
ち
、
「
検
査
の
計
画
・
実
施
プ
ロ
セ
ス
」
、
「
状
態
監
視

プ
ロ
セ
ス
」
及
び
「
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
各
プ
ロ
セ
ス
の
規
程
類

は
整
備
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
従
っ
て
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

 

「
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
関
連
す
る
規
程
類
は
整
備
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
従

っ
て
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
が
構
築
さ
れ
実
施
さ
れ
て
い
る
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
事

業
者
は
、
劣
化
メ
カ
ニ
ズ
ム
整
理
表
（
機
器
ご
と
に
想
定
さ
れ
る
経
年
劣
化
事
象
を
整
理
し
た
も
の
）

と
「
点
検
計
画
」、
「
点
検
計
画
表
」
の
照
合
作
業
を
今
後
も
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
は
こ
の
整
備
状
況
を
引
き
続
き
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

 

し
か
し
な
が
ら
、
島
根
原
子
力
発
電
所
の
保
守
管
理
の
不
備
等
が
発
覚
し
、
こ
れ
を
踏
ま
え
、
中
国

電
力
が
取
り
ま
と
め
た
再
発
防
止
対
策
に
基
づ
い
て
保
守
管
理
体
制
や
品
質
保
証
体
制
の
改
善
・
再
構

築
が
な
さ
れ
こ
れ
ら
が
定
着
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
た
め
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
体
制
に
お
け

る
点
検
の
計
画
、
実
施
、
不
適
合
管
理
、
点
検
計
画
へ
の
反
映
等
の
各
行
為
が
再
発
防
止
対
策
に
従
っ

て
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
、
第
２
８
及
び
２
９
保
全
サ
イ
ク
ル
に
係
る
定
期
安
全
管
理
審
査
の
中
で

追
加
審
査
し
た
。

 

審
査
の
結
果
、
同
社
が
策
定
し
た
再
発
防
止
対
策
に
沿
っ
た
体
制
・
仕
組
み
が
構
築
さ
れ
、
実
施
さ

れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
確
認
で
き
た
が
、
再
発
防
止
対
策
の
有
効
性
や
定
着
状
況
を
引
き
続
き
確
認
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

 

ま
た
、
点
検
計
画
が
適
切
に
定
め
ら
れ
、
そ
の
計
画
に
従
っ
て
定
期
事
業
者
検
査
が
実
施
さ
れ
て
い

る
か
２
１
２
機
器
を
サ
ン
プ
リ
ン
グ
し
て
確
認
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
一
部
の
機
器
に
つ
い
て
点
検
実
績

が
「
点
検
計
画
表
」
に
適
切
に
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
事
象
が
検
出
さ
れ
、
今
回
の
審
査
期
間
中
に
そ
の

有
効
性
や
定
着
状
況
の
確
認
ま
で
至
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
定
期
事
業
者
検
査
が
再
発
防
止
対
策
を
踏

ま
え
た
適
切
な
実
施
体
制
・
仕
組
み
に
よ
り
実
施
さ
れ
、
体
制
の
改
善
が
進
捗
し
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
て
い
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
は
、
同
発
電
所
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
お
お
む
ね
適
切

に
構
築
さ
れ
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
体
制
に
つ
い
て
は
、
保
守
管
理
の
不
備
等
に
対
し
て

同
社
が
取
り
ま
と
め
た
再
発
防
止
対
策
の
有
効
性
や
定
着
状
況
の
確
認
が
引
き
続
き
必
要
で
あ
る
が
、

再
発
防
止
対
策
は
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
沿
っ
て
実
施
さ
れ
、
保
守
管
理
体
制
や
品
質
保
証
体
制
の
改
善
・

再
構
築
が
進
捗
し
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。

 

定
期
安
全

管
理

審
査

（
原
子
力

安
全

基
盤

機
構
）

 

４
．
審
査
項
目

 
文
書
審
査
及
び
実
地
審
査
（
検
査
の
計
画
・
実
施
プ
ロ
セ
ス
、
状
態
監
視
プ
ロ
セ
ス
、
保
全
の
有
効

性
評
価
プ
ロ
セ
ス
、
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
）
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１
．
評
定
結
果

 

当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
お
お
む
ね
適
切
に
構
築
さ
れ
て
お

り
、
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
体
制
に
つ
い
て
は
、
保
守
管
理
の
不
備
等
に
対
し
て
同
社
が
取
り
ま
と

め
た
再
発
防
止
対
策
の
有
効
性
や
定
着
状
況
の
確
認
が
引
き
続
き
必
要
で
あ
る
が
、
再
発
防
止
対
策
は

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
沿
っ
て
実
施
さ
れ
、
保
守
管
理
体
制
や
品
質
保
証
体
制
の
改
善
・
再
構
築
が
進
捗
し

て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。

 

２
．
評
定
の
通
知

 

平
成
２
３
年
３
月
１
０
日
（
通
知
番
号

 平
成
２
２
・
１
２
・
１
０
原
第
２
０
号
）

 

３
．
評
定
の
理
由
（
結
果
と
根
拠
）

 

当
院
は
、
当
該
通
知
及
び
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
の
説
明
に
基
づ
き
精
査
し
た
結
果
、
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
が
今
後
同
発
電

所
の
定
期
安
全
管
理
審
査
で
フ
ォ
ロ
ー
す
る
と
し
て
い
る
保
守
管
理
不
備
の
再
発
防
止
対
策
の
有
効

性
や
定
着
状
況
等
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
判
断
す
る
。

 

評
定
（
原
子
力
安
全
・

保
安
院
）

 

４
．
評
定
委
員
会
の
開
催
状
況

 

平
成
２
３
年
２
月

 ４
日

 審
査
結
果
に
係
る
説
明
聴
取
、
質
疑
応
答

 

平
成
２
３
年
２
月
１
６
日

 評
定
の
検
討

 

そ
の
他
 

 

                         

 
７
．
関
西
電
力
株
式
会
社

 

定
期
安
全

管
理

申
請

者
 

関
西
電
力
株
式
会
社

 取
締
役
社
長

 八
木

 誠
 

（
申
請
日

 平
成
２
１
年
７
月
１
６
日
、
申
請
番
号

 関
原
発
第
１
５
１
号
）

 

審
査
の
対
象
事
項

 
美
浜
発
電
所
第
１
号
機

 第
２
４
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査

 

１
．
審
査
実
施
期
間

 
平
成
２
１
年
８
月
１
７
日
～
平
成
２
２
年
１
１
月
２
３
日

 

２
．
定
期
安
全
管
理
審
査
結
果
の
通
知
日

 
平
成
２
２
年
１
２
月
２
２
日
（
通
知
番
号

 ０
９
検
計
受
安
－
０
０
３
５
）

 

３
．
審
査
結
果
の
概
要

 
平
成
２
２
年
１
２
月
２
２
日
に
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
か
ら
提
出
さ
れ
た
経
済
産
業
大
臣
宛
て
の
定
期
安
全
管

理
審
査
結
果
通
知
書
を
受
領
し
、
そ
の
後
、
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
か
ら
定
期
安
全
管
理
審
査
の
実
施
状
況
に
つ
い

て
報
告
を
受
け
て
い
る
。

 
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
は
、
美
浜
発
電
所
第
１
号
機
第
２
４
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る

基
本
的
な
体
制
に
対
す
る
審
査
（
文
書
審
査
）
並
び
に
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
具
体
的
な
体
制
に
対

す
る
審
査
（
実
地
審
査
）
と
し
て
「
非
破
壊
検
査
プ
ロ
セ
ス
」、
「
状
態
監
視
プ
ロ
セ
ス
」、
「
不
適
合
管

理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
」
及
び
「
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
」
を
選
択
し
て
審
査
を
実
施
し
た
。 

審
査
の
結
果
、
品
質
方
針
を
踏
ま
え
た
具
体
的
な
保
守
管
理
目
標
の
設
定
、
実
施
及
び
結
果
の
評
価

が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
継
続
的
に
改
善
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

 
文
書
審
査
に
お
い
て
、
同
社
原
子
力
事
業
本
部
に
保
管
さ
れ
て
い
る
過
去
の
業
務
委
託
報
告
書
の
保

管
期
限
が
電
気
事
業
法
施
行
規
則
に
定
め
る
記
録
の
保
管
期
間
よ
り
短
い
期
間
と
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
認
め
ら
れ
た
。
事
業
者
の
本
事
象
に
対
す
る
不
適
合
の
除
去
、
直
接
原
因
の
特
定
、
再
発
防
止
が
適

切
に
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
も
の
の
、
本
事
象
の
発
生
に
到
る
要
因
の
分
析
な
ど
を
踏
ま
え

た
更
な
る
改
善
状
況
に
つ
い
て
、
今
後
の
同
発
電
所
の
審
査
に
お
い
て
フ
ォ
ロ
ー
す
る
と
し
て
い
る
。

 
実
地
審
査
に
お
い
て
、
「
非
破
壊
検
査
プ
ロ
セ
ス
」
、
「
状
態
監
視
プ
ロ
セ
ス
」
及
び
「
不
適
合
管
理

及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
規
程
類
は
整
備
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
従
っ
て
各
プ
ロ
セ

ス
が
適
切
に
構
築
さ
れ
、
実
施
さ
れ
て
い
る
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

 
「
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
保
全
指
針
（
保
全
に
関
す
る
点
検
方
法
、
点
検

周
期
、
作
業
項
目
等
を
定
め
た
も
の
）
等
に
て
保
全
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
、
保
全
の
有
効
性
評
価
に

必
要
な
情
報
を
適
切
に
且
つ
、
幅
広
く
収
集
し
、
評
価
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
保
全
の
有
効
性
評
価
の

実
施
に
関
す
る
基
本
的
な
規
程
類
は
整
備
さ
れ
、
保
全
の
有
効
性
評
価
が
実
施
さ
れ
て
い
る
と
評
価
さ

れ
て
い
る
。
な
お
、
事
業
者
は
、
保
全
の
有
効
性
評
価
の
評
価
項
目
、
評
価
方
法
、
評
価
基
準
、
実
施

時
期
等
の
具
体
的
手
順
に
つ
い
て
、
業
務
決
定
文
書
に
て
定
め
て
い
る
が
、
本
保
全
サ
イ
ク
ル
の
経
験

等
を
踏
ま
え
必
要
に
応
じ
て
改
善
を
検
討
し
て
い
き
、
今
後
社
内
標
準
と
し
て
制
定
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
こ
と
、
及
び
劣
化
メ
カ
ニ
ズ
ム
整
理
表
（
機
器
毎
に
想
定
さ
れ
る
経
年
劣
化
事
象
を
整
理
し
た
も

の
）
が
更
新
さ
れ
た
際
の
保
全
指
針
等
へ
の
反
映
方
法
を
再
検
討
し
て
い
く
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
は
保
全
の
有
効
性
評
価
の
継
続
的
な
整
備
状
況
を
引
き
続
き
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
美
浜
発
電
所
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
お
お
む
ね
機
能
し
て
お
り
、

定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。

 

定
期
安
全

管
理

審
査

（
原
子
力

安
全

基
盤

機
構
）

 

４
．
審
査
項
目

 
文
書
審
査
及
び
実
地
審
査
（
非
破
壊
検
査
プ
ロ
セ
ス
、
状
態
監
視
プ
ロ
セ
ス
、
不
適
合
管
理
及
び
是

正
処
置
プ
ロ
セ
ス
、
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
）

 

１
．
評
定
結
果

 
当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
お
お
む
ね
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事

業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
な
お
、

保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
お
い
て
事
業
者
自
ら
が
進
め
て
い
る
改
善
状
況
及
び
検
査

記
録
の
管
理
に
関
す
る
不
適
合
事
象
に
対
す
る
是
正
処
置
の
定
着
状
況
の
確
認
が
必
要
で
あ
る
。

 

２
．
評
定
の
通
知

 
平
成
２
３
年
３
月
８
日
（
通
知
番
号

 平
成
２
２
・
１
２
・
２
２
原
第
３
号
）

 

３
．
評
定
の
理
由
（
結
果
と
根
拠
）

 
当
院
は
、
審
査
結
果
に
つ
い
て
、
当
該
通
知
及
び
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
の
説
明
に
基
づ
き
精
査
し
た
結
果
、
Ｊ

Ｎ
Ｅ
Ｓ
が
今
後
確
認
し
て
い
く
と
し
て
い
る
検
査
記
録
の
管
理
に
関
す
る
不
適
合
事
象
に
対
す
る
是

正
処
置
の
定
着
状
況
及
び
事
業
者
自
ら
進
め
て
い
る
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
改
善
状
況
に

つ
い
て
、
今
後
そ
の
実
施
状
況
を
確
認
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
判
断
す
る
。

 

評
定
（
原
子
力
安
全
・

保
安
院
）

 

４
．
評
定
委
員
会
の
開
催
状
況

 
平
成
２
３
年
２
月

 ４
日

 審
査
結
果
に
係
る
説
明
聴
取
、
質
疑
応
答

 
平
成
２
３
年
２
月
１
６
日

 評
定
の
検
討

 

そ
の
他
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８
．
中
部
電
力
株
式
会
社

 

定
期
安
全

管
理

申
請

者
 

中
部
電
力
株
式
会
社

 代
表
取
締
役
社
長

 社
長
執
行
役
員

 水
野

 明
久

 

（
申
請
日

 平
成
２
１
年
５
月
１
３
日
、
申
請
番
号

 本
発
原
発
第
９
号
）

 

審
査
の
対
象
事
項

 
浜
岡
原
子
力
発
電
所
第
３
号
機

 第
１
６
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査

 

１
．
審
査
実
施
期
間

 

平
成
２
１
年
６
月
１
４
日
～
平
成
２
２
年
１
１
月
２
８
日

 

２
．
定
期
安
全
管
理
審
査
結
果
の
通
知
日

 

平
成
２
２
年
１
２
月
２
８
日
（
通
知
番
号

 ０
９
検
計
受
安
－
０
０
１
２
）

 

３
．
審
査
結
果
の
概
要

 

平
成
２
２
年
１
２
月
２
８
日
に
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
か
ら
提
出
さ
れ
た
経
済
産
業
大
臣
宛
て
の
定
期
安
全
管

理
審
査
結
果
通
知
書
を
受
領
し
、
そ
の
後
、
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
か
ら
定
期
安
全
管
理
審
査
の
実
施
状
況
に
つ
い

て
報
告
を
受
け
て
い
る
。

 

Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
は
、
浜
岡
原
子
力
発
電
所
第
３
号
機

 第
１
６
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検

査
に
係
る
基
本
的
な
体
制
に
対
す
る
審
査
（
文
書
審
査
）
並
び
に
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
具
体
的
な

体
制
に
対
す
る
審
査
（
実
地
審
査
）
と
し
て
「
検
査
計
画
及
び
実
施
の
プ
ロ
セ
ス
」、
「
状
態
監
視
プ
ロ

セ
ス
」、
「
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
」
及
び
「
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
」
を
選
択

し
て
審
査
を
実
施
し
た
。

 

審
査
の
結
果
、
継
続
的
に
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
係
る
規
程
類
の
整
備
及
び
定
期
事
業
者

検
査
の
実
施
に
係
る
体
制
の
改
善
活
動
を
継
続
的
に
進
め
て
お
り
、
よ
り
良
い
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム
の
構
築
・
運
用
に
向
け
前
向
き
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

 

実
地
審
査
と
し
て
選
定
し
た
プ
ロ
セ
ス
の
う
ち
、
「
状
態
監
視
プ
ロ
セ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
規
程
類

は
整
備
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
従
っ
て
プ
ロ
セ
ス
が
構
築
さ
れ
、
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い

る
。

 

「
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
関
連
す
る
規
程
類
は
お
お
む
ね
整
備
さ
れ
、
そ

れ
ら
に
従
っ
て
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
が
構
築
さ
れ
実
施
さ
れ
て
い
る
も
の
と
評
価
さ
れ
て

い
る
が
、
事
業
者
は
、
劣
化
メ
カ
ニ
ズ
ム
ま
と
め
表
（
機
器
ご
と
に
想
定
さ
れ
る
経
年
劣
化
事
象
を
整

理
し
た
も
の
）
等
を
参
照
し
て
、
劣
化
事
象
、
点
検
部
位
等
の
点
検
計
画
へ
の
反
映
を
実
施
し
て
い
る

状
況
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
は
こ
の
整
備
状
況
を
引
き
続
き
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い

る
。

 

「
島
根
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
保
守
管
理
不
備
に
係
る
審
査
」、
「
検
査
計
画
及
び
実
施
の
プ
ロ
セ

ス
」
及
び
「
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
」
の
審
査
の
過
程
に
お
い
て
、
一
部
の
機
器
に
つ

い
て
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
点
検
周
期
と
異
な
る
点
検
実
績
と
な
っ
て
い
る
機
器
が
あ
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
た
。

 

Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
の
審
査
に
お
い
て
は
、
同
社
の
点
検
計
画
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
点
検
周
期
を
超
過

し
た
機
器
に
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
文
書
の
一
部
の
不
備
に
よ
り
多
数
の
点
検
周
期
を
超
過

し
た
機
器
が
検
出
さ
れ
た
こ
と
、
要
求
事
項
の
点
検
周
期
の
超
過
に
対
し
不
適
合
管
理
が
さ
れ
ず
組
織

と
し
て
認
識
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
継
続
的
な
改
善
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
点
検
計
画
管
理
表

の
点
検
実
施
時
期
の
入
力
誤
り
が
多
数
発
生
し
改
善
さ
れ
な
い
状
態
が
継
続
し
て
い
た
こ
と
が
認
め

ら
れ
た
。

 

Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
は
、
同
社
の
入
力
誤
り
及
び
健
全
性
評
価
に
係
る
原
因
分
析
及
び
再
発
防
止
対
策
に
つ
い

て
は
適
切
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
も
の
の
、
今
回
の
審
査
期
間
中
で
は
こ
の
再
発
防
止
対
策
の
定
着

状
況
の
確
認
ま
で
至
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
今
後
の
定
期
安
全
管
理
審
査
に
て
引
き
続
き
フ
ォ
ロ
ー

す
る
と
し
て
い
る
。

 

定
期
安
全

管
理

審
査

（
原
子
力

安
全

基
盤

機
構
）

 

４
．
審
査
項
目

 

文
書
審
査
及
び
実
地
審
査
（
検
査
計
画
及
び
実
施
の
プ
ロ
セ
ス
、
状
態
監
視
プ
ロ
セ
ス
、
保
全
の
有

効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
、
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
）

 

評
定
（
原
子
力
安
全
・

保
安
院
）

 

１
．
評
定
結
果

 

当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
実
施
体
制
は
お
お
む
ね
機
能
し
実
施
さ
れ

て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
が
、
点
検
周
期
の
超
過
に
係
る
事
案
は
保
安
規
定
違
反
の
処
分
を
行
っ
た
も
の

で
あ
り
、
そ
の
実
施
体
制
の
改
善
を
要
す
る
も
の
と
評
価
す
る
。
事
業
者
に
お
い
て
、
点
検
周
期
の
超

過
に
係
る
再
発
防
止
対
策
を
実
施
中
で
あ
る
た
め
、
再
発
防
止
対
策
に
よ
る
実
施
体
制
の
改
善
状
況
や

そ
の
有
効
性
等
の
確
認
が
引
き
続
き
必
要
で
あ
る
。

 

 

  

２
．
評
定
の
通
知

 

平
成
２
３
年
３
月
１
０
日
（
通
知
番
号

 平
成
２
２
・
１
２
・
２
８
原
第
３
号
）

 

３
．
評
定
の
理
由
（
結
果
と
根
拠
）

 

当
院
は
、
審
査
結
果
に
つ
い
て
、
当
該
通
知
及
び
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
の
説
明
に
基
づ
き
精
査
し
た
結
果
、
Ｊ

Ｎ
Ｅ
Ｓ
が
今
後
同
発
電
所
の
定
期
安
全
管
理
審
査
で
フ
ォ
ロ
ー
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
点
検
計
画
に

係
る
業
務
に
つ
い
て
、
点
検
周
期
の
超
過
に
係
る
再
発
防
止
対
策
の
定
着
状
況
や
有
効
性
に
つ
い
て
確

認
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
平
成
２
２
年
１
２
月
３
日
の
指
示
（
※
）
に
基
づ
き
根
本
原

因
究
明
に
係
る
再
発
防
止
対
策
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
引
き
続
き
確
認
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
判

断
す
る
。

 

※
 
当
院
が
実
施
し
た
保
安
検
査
に
お
い
て
点
検
周
期
の
超
過
に
係
る
事
象
を
確
認
し
た
こ
と
か
ら
、

当
院
は
平
成
２
２
年
１
０
月
１
２
日
に
中
部
電
力
に
対
し
、
点
検
実
施
時
期
の
入
力
誤
り
等
に
係
る

原
因
究
明
、
再
発
防
止
対
策
の
策
定
、
点
検
実
施
時
期
を
延
長
す
る
場
合
の
社
内
規
程
、
実
施
手
順
、

健
全
性
評
価
の
実
施
手
順
等
を
明
確
化
す
る
な
ど
の
改
善
策
の
策
定
等
を
行
い
、
報
告
す
る
よ
う
指

示
し
、
同
年
１
１
月
３
０
日
に
中
部
電
力
か
ら
報
告
を
受
け
た
。

 

中
部
電
力
は
、
原
因
究
明
を
踏
ま
え
再
発
防
止
対
策
と
し
て
入
力
誤
り
等
に
係
る
規
程
類
の
改
正

を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
点
検
周
期
を
遵
守
す
る
仕
組
み
の
改
善
、
点
検
の
実
施
時
期
の
設
定
方
法

の
改
善
、
点
検
の
実
施
時
期
を
延
長
す
る
場
合
の
仕
組
み
の
改
善
等
を
立
案
し
、
そ
れ
に
従
い
実
施

す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

 

当
院
は
、
同
社
の
調
査
結
果
並
び
に
入
力
誤
り
及
び
健
全
性
評
価
に
係
る
原
因
分
析
及
び
再
発
防

止
対
策
に
つ
い
て
は
適
切
で
あ
る
と
評
価
す
る
も
の
の
、
点
検
周
期
を
目
安
と
し
て
曖
昧
な
運
用
を

行
っ
て
い
た
こ
と
や
、
不
適
合
管
理
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
保
安
規
定
の
要
求
事
項
を
満
た

し
て
い
な
い
と
評
価
し
、
同
年
１
２
月
３
日
、
同
社
に
対
し
保
安
規
定
の
違
反
に
つ
い
て
厳
重
注
意

を
行
う
と
と
も
に
根
本
原
因
究
明
及
び
再
発
防
止
対
策
の
指
示
を
行
っ
た
と
こ
ろ
。

 

 

４
．
評
定
委
員
会
の
開
催
状
況

 

平
成
２
３
年
２
月

 ４
日

 審
査
結
果
に
係
る
説
明
聴
取
、
質
疑
応
答

 

平
成
２
３
年
２
月
１
６
日

 評
定
の
検
討

 

そ
の
他
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９
．
東
京
電
力
株
式
会
社

 

定
期
安
全

管
理

申
請

者
 

東
京
電
力
株
式
会
社

 取
締
役
社
長

 清
水

 正
孝

 

（
申
請
日

 平
成
２
１
年
８
月
２
７
日
、
申
請
番
号

 総
官
発
２
１
第
１
９
１
号
）

 

審
査
の
対
象
事
項

 
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
第
４
号
機

 第
２
３
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査

 

１
．
審
査
実
施
期
間

 

平
成
２
１
年
９
月
２
９
日
～
平
成
２
２
年
１
１
月
２
９
日

 

２
．
定
期
安
全
管
理
審
査
結
果
の
通
知
日

 

平
成
２
２
年
１
２
月
２
８
日
（
通
知
番
号

 ０
９
検
計
受
安
－
０
０
６
０
）

 

３
．
審
査
結
果
の
概
要

 

平
成
２
２
年
１
２
月
２
８
日
に
独
立
行
政
法
人
原
子
力
安
全
基
盤
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
か
ら
提
出
さ
れ
た
経

済
産
業
大
臣
宛
て
の
定
期
安
全
管
理
審
査
結
果
通
知
書
を
受
領
し
、
そ
の
後
、
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
か
ら
定
期
安

全
管
理
審
査
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
て
い
る
。

 

Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
は
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
第
４
号
機

 第
２
３
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業

者
検
査
に
係
る
基
本
的
な
体
制
に
対
す
る
審
査
（
文
書
審
査
）
並
び
に
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
具
体

的
な
体
制
に
対
す
る
審
査
（
実
地
審
査
）
と
し
て
「
検
査
計
画
及
び
実
施
プ
ロ
セ
ス
」、
「
状
態
監
視
プ

ロ
セ
ス
」、
「
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
」
及
び
「
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
」
を
選

択
し
て
審
査
を
実
施
し
た
。

 

審
査
の
結
果
、
継
続
的
に
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
規
程
類
の
見

直
し
や
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
実
施
体
制
の
改
善
を
進
め
、
よ
り
良
い
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ

ム
の
構
築
・
運
用
に
向
け
前
向
き
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

 

定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
係
る
重
要
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
選
定
し
た
プ
ロ
セ
ス
の
う
ち
、
「
検
査
計

画
及
び
実
施
プ
ロ
セ
ス
」、
「
状
態
監
視
プ
ロ
セ
ス
」
及
び
「
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
」

に
つ
い
て
は
、
各
プ
ロ
セ
ス
の
規
程
類
は
整
備
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
従
っ
て
各
プ
ロ
セ
ス
は
適
切
に
構
築

さ
れ
、
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

 

「
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
当
該
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
規
程
類
は
整
備
さ
れ
、

そ
れ
ら
に
従
っ
て
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
は
お
お
む
ね
構
築
さ
れ
、
実
施
さ
れ
て
い
る
と
評
価

さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
事
業
者
は
、
採
取
し
て
い
る
点
検
手
入
れ
前
状
態
確
認
デ
ー
タ
を
人
間
系
で
作

成
し
て
い
た
も
の
を
劣
化
メ
カ
ニ
ズ
ム
整
理
表
（
機
器
毎
に
想
定
さ
れ
る
経
年
劣
化
事
象
を
整
理
し
た

も
の
）
で
想
定
さ
れ
る
全
て
の
経
年
劣
化
事
象
を
含
め
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
、
点
検
手
入
れ
前
状
態
確

認
デ
ー
タ
シ
ー
ト
の
故
障
形
態
に
自
動
的
に
取
込
ま
れ
る
よ
う
シ
ス
テ
ム
の
改
良
を
す
る
と
と
も
に
、

こ
れ
ま
で
採
取
し
た
デ
ー
タ
に
つ
い
て
も
シ
ス
テ
ム
に
移
行
し
、
平
成
２
３
年
度
上
期
に
運
用
開
始
す

る
こ
と
を
目
標
に
改
善
を
進
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
状
況

を
引
き
続
き
確
認
し
て
い
く
と
し
て
い
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
お
い
て
事
業
者
自
ら
が
進
め
て
い
る

改
善
事
項
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実

施
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。

 

定
期
安
全

管
理

審
査

（
原
子
力

安
全

基
盤

機
構
）

 

４
．
審
査
項
目

 

文
書
審
査
及
び
実
地
審
査
（
検
査
計
画
及
び
実
施
プ
ロ
セ
ス
、
状
態
監
視
プ
ロ
セ
ス
、
保
全
の
有
効

性
評
価
プ
ロ
セ
ス
、
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
）

 

１
．
評
定
結
果

 

当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
実
施
体
制
は
お
お
む
ね
機
能
し
実
施
さ
れ

て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
点
検
周
期
の
超
過
に
係
る
事
案
は
保
安
規
定
違
反
の
処
分
を
行
っ

た
も
の
で
あ
り
、
事
業
者
は
、
そ
の
再
発
防
止
対
策
を
実
施
中
で
あ
る
た
め
、
そ
の
対
策
の
実
施
状
況

及
び
有
効
性
等
の
確
認
が
必
要
で
あ
る
。

 

２
．
評
定
の
通
知

 

平
成
２
３
年
３
月
１
０
日
（
通
知
番
号

 平
成
２
２
・
１
２
・
２
８
原
第
５
号
）

 

評
定
（
原
子
力
安
全
・

保
安
院
）

 

３
．
評
定
の
理
由
（
結
果
と
根
拠
）

 

当
院
は
、
審
査
結
果
に
つ
い
て
、
当
該
通
知
及
び
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
の
説
明
に
基
づ
き
精
査
し
た
結
果
、
Ｊ

Ｎ
Ｅ
Ｓ
が
今
後
確
認
し
て
い
く
と
し
て
い
る
事
業
者
自
ら
進
め
て
い
る
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ

ス
の
改
善
の
状
況
に
つ
い
て
、
今
後
そ
の
実
施
状
況
を
確
認
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
点

検
周
期
の
超
過
に
関
し
、
そ
の
直
接
原
因
に
係
る
再
発
防
止
対
策
の
実
施
状
況
や
今
後
提
出
さ
れ
る
根

本
的
な
原
因
及
び
再
発
防
止
対
策
の
報
告
（
※
）
を
踏
ま
え
定
期
安
全
管
理
審
査
に
お
い
て
確
認
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
と
判
断
す
る
。

 

  

※
 柏

崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
の
平
成
２
２
年
度
第
３
回
保
安
検
査
に
お
い
て
、
過
去
に
点
検
周
期
を

超
過
し
て
い
た
機
器
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
た
め
、
当
院
は
平
成
２
２
年
１
２
月
２
１
日
に
福
島
第

一
原
子
力
発
電
所
に
お
い
て
も
同
様
の
事
象
が
な
い
か
確
認
を
指
示
し
た
と
こ
ろ
、
平
成
２
３
年
２
月

２
８
日
に
点
検
周
期
を
超
過
し
て
い
る
も
の
が
同
発
電
所
全
号
機
で
は
合
計
で
３
３
機
器
あ
る
こ
と

の
報
告
を
受
け
た
。
東
京
電
力
は
、
原
因
分
析
を
行
い
再
発
防
止
対
策
と
し
て
、
点
検
長
期
計
画
表
策

定
プ
ロ
セ
ス
、
発
注
段
階
に
お
け
る
仕
様
書
作
成
プ
ロ
セ
ス
、
点
検
長
期
計
画
表
実
績
反
映
プ
ロ
セ
ス
、

点
検
の
実
施
時
期
の
延
長
に
関
す
る
技
術
評
価
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
類
の
改
善
や
点
検

長
期
計
画
表
の
シ
ス
テ
ム
化
等
の
対
策
を
講
じ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

 

当
院
は
、
東
京
電
力
の
原
因
分
析
と
そ
の
結
果
に
基
づ
く
再
発
防
止
対
策
に
つ
い
て
は
適
切
に
検
討

が
な
さ
れ
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
適
切
な
も
の
と
評
価
す
る
も
の
の
、
①
点
検
長
期
計
画
の
策
定
・
変

更
、
②
調
達
管
理
に
お
け
る
点
検
発
注
、
③
不
適
合
管
理
、
④
保
守
管
理
に
お
け
る
保
全
の
実
施
が
適

切
に
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
点
検
周
期
を
超
過
し
た
機
器
が
多
数
発
生
し
た
こ
と
は
、
保

安
規
定
の
要
求
事
項
を
満
た
し
て
い
な
い
と
評
価
し
、
平
成
２
３
年
３
月
２
日
、
同
社
に
対
し
注
意
を

行
う
と
と
も
に
根
本
的
な
原
因
の
究
明
及
び
再
発
防
止
対
策
の
策
定
の
指
示
を
行
っ
た
と
こ
ろ
。

 

 

４
．
評
定
委
員
会
の
開
催
状
況

 

平
成
２
３
年
２
月
１
６
日

 審
査
結
果
に
係
る
説
明
聴
取
、
質
疑
応
答

 

平
成
２
３
年
３
月

 ３
日

 評
定
の
検
討

 

そ
の
他
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実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
定
期
安
全
管
理
審
査
に
つ
い
て
 

（
平
成
２
２
年
度
第
４
四
半
期
）
 

 １
．
定
期
安
全
管
理
審
査
及
び
評
定
の
結
果
の
概
要
 

 （
審
査
対
象
）
 

①
九
州
電
力
(株

)玄
海
原
子
力
発
電
所
第
３
号
機
 第

１
２
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査
 

②
関
西
電
力
(株

)大
飯
発
電
所
第
１
号
機
 第

２
３
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査
 

③
東
京
電
力
(株

)福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
第
５
号
機
 第

２
３
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査
 

④
関
西
電
力
(株

)高
浜
発
電
所
第
１
号
機
 第

２
６
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査
 

⑤
九
州
電
力
(株

)玄
海
原
子
力
発
電
所
第
２
号
機
 第

２
２
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査
 

⑥
東
北
電
力
(株

)東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 第

３
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査
 

 （
審
査
結
果
）
 

独
立
行
政
法
人
原
子
力
安
全
基
盤
機
構
（
以
下
、「

Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
」
と
い
う
。）

の
審
査
結
果
は
以
下
の
と
お
り
。
 

①
玄
海
原
子
力
発
電
所
第
３
号
機
 

保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
お
い
て
事
業
者
自
ら
が
進
め
て
い
る
改
善
事
項
に
つ
い
て
確
認
し

て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自

律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。
 

②
大
飯
発
電
所
第
１
号
機
 

保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
お
い
て
事
業
者
自
ら
が
進
め
て
い
る
改
善
事
項
に
つ
い
て
確
認
し

て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自

律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。
 

③
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
第
５
号
機
 

保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
お
い
て
事
業
者
自
ら
が
進
め
て
い
る
改
善
事
項
に
つ
い
て
確
認
し

て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自

律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。
 

④
高
浜
発
電
所
第
１
号
機
 

保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
お
い
て
事
業
者
自
ら
が
進
め
て
い
る
改
善
事
項
に
つ
い
て
確
認
し

て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自

律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。
 

     

   ⑤
玄
海
原
子
力
発
電
所
第
２
号
機
 

保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
お
い
て
事
業
者
自
ら
が
進
め
て
い
る
改
善
事
項
に
つ
い
て
確
認
し

て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自

律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。
 

⑥
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 

保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
お
い
て
事
業
者
自
ら
が
進
め
て
い
る
改
善
事
項
等
に
つ
い
て
確
認

し
て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね

自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。
 

 （
評
定
結
果
）
 

当
院
は
、
審
査
結
果
に
つ
い
て
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
か
ら
の
通
知
及
び
説
明
に
基
づ
き
精
査
し
、
以
下
の
と
お
り
評
定
。
 

①
玄
海
原
子
力
発
電
所
第
３
号
機
 

保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
お
い
て
事
業
者
自
ら
が
進
め
て
い
る
改
善
事
項
に
つ
い
て
確
認
し

て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期

事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
 

②
大
飯
発
電
所
第
１
号
機
 

保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
お
い
て
事
業
者
自
ら
が
進
め
て
い
る
改
善
事
項
に
つ
い
て
確
認
し

て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期

事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
 

③
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
第
５
号
機
 

Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
が
審
査
を
実
施
し
た
期
間
中
に
お
け
る
事
業
者
の
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
実
施
体
制
は
、
お
お
む

ね
機
能
し
実
施
さ
れ
て
い
た
と
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
は
評
価
し
た
が
、
そ
の
後
、
平
成
２
３
年
３
月
１
１
日
に
発
生
し
た
東

北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
事
故
は
未
だ
収
束
し
て
お
ら
ず
、
事
業
者
に

お
い
て
定
期
事
業
者
検
査
を
実
施
で
き
る
体
制
が
維
持
で
き
な
い
状
態
と
な
っ
て
い
る
。
 

今
後
、
事
業
者
が
今
般
の
事
故
の
事
態
を
収
束
さ
せ
、
そ
の
後
、
安
全
性
を
確
保
し
、
そ
の
状
態
を
維
持
で
き

る
体
制
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
事
業
者
に
お
い
て
定
期
事
業
者
検
査
を
実
施
し
う
る
体
制
が
再
構

築
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
実
施
体
制
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

④
高
浜
発
電
所
第
１
号
機
 

保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
お
い
て
事
業
者
自
ら
が
進
め
て
い
る
改
善
事
項
に
つ
い
て
確
認
し

て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期

事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
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  ⑤
玄
海
原
子
力
発
電
所
第
２
号
機
 

保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
お
い
て
事
業
者
自
ら
が
進
め
て
い
る
改
善
事
項
に
つ
い
て
確
認
し
て

い
く
こ
と
と
す
る
が
、
当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業

者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
 

⑥
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 

長
期
サ
イ
ク
ル
運
転
に
も
対
応
で
き
る
保
全
計
画
の
策
定
や
保
全
の
実
施
の
プ
ロ
セ
ス
及
び
保
全
の
有
効
性
評

価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
お
い
て
事
業
者
自
ら
が
進
め
て
い
る
改
善
事
項
等
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
す
る

が
、
当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む

ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
 

                           

  ２
．
評
定
基
準
等
 

 （
評
定
項
目
）
 

①
電
気
事
業
法
第
５
５
条
第
５
項
に
規
定
す
る
項
目
 

・
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
係
る
組
織
 

・
検
査
の
方
法
 

・
工
程
管
理
 

②
電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
９
４
条
の
７
第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
７
３
条
の
８
に
規
定
す
る
項
目
 

・
検
査
に
お
い
て
協
力
し
た
事
業
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
者
の
管
理
に
関
す
る
事
項
 

・
検
査
記
録
の
管
理
に
関
す
る
事
項
 

・
検
査
に
係
る
教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項
 

 （
評
定
項
目
の
適
切
性
を
評
価
す
る
際
に
準
用
で
き
る
基
準
）
 

①
品
質
保
証
に
関
す
る
基
準
 

社
団
法
人
日
本
電
気
協
会
電
気
技
術
規
程
「
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
安
全
の
た
め
の
品
質
保
証
規
程
」（

Ｊ

Ｅ
Ａ
Ｃ
４
１
１
１
－
２
０
０
３
、
Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｃ
４
１
１
１
－
２
０
０
９
）
 

②
保
守
管
理
に
関
す
る
基
準
 

社
団
法
人
日
本
電
気
協
会
電
気
技
術
規
程
「
原
子
力
発
電
所
の
保
守
管
理
規
程
」（

Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｃ
４
２
０
９
－
２

０
０
３
、
Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｃ
４
２
０
９
－
２
０
０
７
）
 

③
原
子
力
発
電
所
の
定
期
事
業
者
検
査
に
関
す
る
解
釈
に
つ
い
て
（
平
成
２
０
・
１
２
・
２
２
原
院
第
４
号
）
 

 （
評
定
例
）
 

①
当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
体
制
は
、
自
律
的
か
つ
適
切
に
定
期
事
業
者
検
査
を
行
い

得
る
も
の
で
あ
り
、
十
分
な
体
制
が
と
ら
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
 

（
次
回
審
査
：
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
組
織
、
検
査
の
方
法
等
の
６
項
目
の
審
査
事
項
の
う
ち
２
項
目
（
記
録

の
管
理
、
教
育
訓
練
の
関
す
る
事
項
）
は
適
用
し
な
い
。）

 

②
当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
体
制
は
、
是
正
処
置
の
定
着
状
況
の
確
認
が
必
要
で
あ
る
。 

（
次
回
審
査
：
通
常
と
お
り
６
項
目
の
審
査
事
項
を
適
用
。）
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１
．
九
州
電
力
株
式
会
社

 

定
期
安
全

管
理

申
請

者
 

九
州
電
力
株
式
会
社

 代
表
取
締
役
社
長

 眞
部

 利
應

 

（
申
請
日

 平
成
２
１
年
７
月
２
９
日
、
申
請
番
号

 原
発
本
第
１
２
４
号
）

 

審
査
の
対
象
事
項

 
玄
海
原
子
力
発
電
所
第
３
号
機

 
第
１
２
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査

 

１
．
審
査
実
施
期
間

 

平
成
２
１
年
８
月
３
０
日
～
平
成
２
２
年
１
２
月
１
０
日

 

２
．
定
期
安
全
管
理
審
査
結
果
の
通
知
日

 

平
成
２
３
年
１
月
７
日
（
通
知
番
号
 
０
９
検
計
受
安
－
０
０
４
５
）

 

３
．
審
査
結
果
の
概
要

 

平
成
２
３
年
１
月
７
日
に
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
か
ら
提
出
さ
れ
た
経
済
産
業
大
臣
宛
て
の
定
期
安
全
管
理
審

査
結
果
通
知
書
を
受
領
し
、
そ
の
後
、
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
か
ら
定
期
安
全
管
理
審
査
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
報

告
を
受
け
て
い
る
。

 

Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
は
、
玄
海
原
子
力
発
電
所
第
３
号
機
 
第
１
２
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検

査
に
係
る
基
本
的
な
体
制
に
対
す
る
審
査
（
文
書
審
査
）
並
び
に
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
具
体
的
な

体
制
に
対
す
る
審
査
（
実
地
審
査
）
と
し
て
「
力
量
及
び
教
育
・
訓
練
に
係
る
計
画
と
実
施
の
プ
ロ
セ

ス
」、
「
状
態
監
視
プ
ロ
セ
ス
」、
「
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
」
及
び
「
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処

置
プ
ロ
セ
ス
」
を
選
択
し
て
審
査
を
実
施
し
た
。

 

審
査
の
結
果
、
継
続
的
に
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
係
る
規
程
類
の
見
直
し
や
定
期
事
業
者

検
査
に
係
る
実
施
体
制
の
改
善
を
進
め
、
よ
り
良
い
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
改
善
・
運
用
に

向
け
て
取
り
組
ん
で
き
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

 

定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
係
る
重
要
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
選
定
し
た
プ
ロ
セ
ス
の
う
ち
、
「
力
量
及

び
教
育
・
訓
練
に
係
る
計
画
と
実
施
の
プ
ロ
セ
ス
」、
「
状
態
監
視
プ
ロ
セ
ス
」
及
び
「
不
適
合
管
理
及

び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
各
プ
ロ
セ
ス
の
規
程
類
は
整
備
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
基
づ
い
て

各
プ
ロ
セ
ス
は
構
築
さ
れ
、
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

 

「
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
有
効
性
評
価
の
体
制
、
手
順
、
技
術
評
価
及
び

結
果
の
保
全
計
画
へ
の
反
映
等
、
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て

い
る
。
な
お
、
一
般
文
書
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
保
全
根
拠
整
備
デ
ー
タ
シ
ー
ト
は
今
後
Ｑ
Ｍ
Ｓ
文

書
と
し
て
順
次
整
備
す
る
計
画
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
経
年
劣
化
事
象
の
傾
向
管
理
の
た
め
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
化
を
開
始
し
た
が
、
全
面
運
用
は
平
成

2
5
年
開
始
予
定
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
今
後
の
事
業
者
が

行
う
改
善
活
動
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
お
い
て
事
業
者
自
ら
が
進
め
て
い
る

改
善
事
項
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
玄
海
原
子
力
発
電
所
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ

れ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。

 

定
期
安
全

管
理

審
査

（
原
子
力

安
全

基
盤

機
構
）

 

４
．
審
査
項
目

 

文
書
審
査
及
び
実
地
審
査
（
力
量
及
び
教
育
・
訓
練
に
係
る
計
画
と
実
施
の
プ
ロ
セ
ス
、
状
態
監
視

プ
ロ
セ
ス
、
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
、
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
）

 

１
．
評
定
結
果

 

保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
お
い
て
事
業
者
自
ら
が
進
め
て
い
る
改
善
事
項
に
つ
い

て
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機

能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と

認
め
ら
れ
る
。

 

２
．
評
定
の
通
知

 

平
成
２
３
年
５
月
３
０
日
（
通
知
番
号
 
平
成
２
３
・
０
１
・
０
７
原
第
１
４
号
）

 

３
．
評
定
の
理
由
（
結
果
と
根
拠
）

 

当
院
は
、
審
査
結
果
に
つ
い
て
、
当
該
通
知
及
び
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
の
説
明
に
基
づ
き
精
査
し
た
結
果
、
Ｊ

Ｎ
Ｅ
Ｓ
が
今
後
確
認
し
て
い
く
と
し
て
い
る
事
業
者
自
ら
進
め
て
い
る
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ

ス
の
改
善
の
状
況
に
つ
い
て
、
今
後
そ
の
実
施
状
況
を
確
認
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
判
断
す
る
。

 

評
定
（
原
子
力
安
全
・

保
安
院
）

 

４
．
評
定
委
員
会
の
開
催
状
況

 

平
成
２
３
年
１
月

  
７
日

 審
査
結
果
に
係
る
説
明
聴
取
、
質
疑
応
答

 

平
成
２
３
年
２
月
１
６
日

 評
定
の
検
討

 

そ
の
他
 

 

 

 ２
．
関
西
電
力
株
式
会
社

 

定
期
安
全

管
理

申
請

者
 

関
西
電
力
株
式
会

 社
取
締
役
社
長

 八
木

 誠
 

（
申
請
日

 平
成
２
１
年
７
月
１
７
日
、
申
請
番
号

 関
原
発
第
１
５
４
号
）

 

審
査
の
対
象
事
項

 
大
飯
発
電
所
第
１
号
機

 第
２
３
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査

 

１
．
審
査
実
施
期
間

 
平
成
２
１
年
８
月
２
０
日
～
平
成
２
２
年
１
２
月
９
日

 

２
．
定
期
安
全
管
理
審
査
結
果
の
通
知
日

 
平
成
２
３
年
１
月
７
日
（
通
知
番
号
 
０
９
検
計
受
安
－
０
０
３
６
）

 

３
．
審
査
結
果
の
概
要

 
平
成
２
３
年
１
月
７
日
に
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
か
ら
提
出
さ
れ
た
経
済
産
業
大
臣
宛
て
の
定
期
安
全
管
理
審

査
結
果
通
知
書
を
受
領
し
、
そ
の
後
、
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
か
ら
定
期
安
全
管
理
審
査
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
報

告
を
受
け
て
い
る
。

 
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
は
、
大
飯
発
電
所
第
１
号
機
 
第
２
３
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査
に
係

る
基
本
的
な
体
制
に
対
す
る
審
査
（
文
書
審
査
）
並
び
に
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
具
体
的
な
体
制
に

対
す
る
審
査
（
実
地
審
査
）
と
し
て
「
検
査
計
画
プ
ロ
セ
ス
」、
「
状
態
監
視
プ
ロ
セ
ス
」、
「
保
全
の
有

効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
」
及
び
「
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
」
を
選
択
し
て
審
査
を
実
施
し

た
。

 
審
査
の
結
果
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
規
程
類
が
整
備
さ
れ
、
見
直
し
が
継
続
的

に
実
施
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
実
施
体
制
の
改
善
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

 
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
係
る
重
要
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
選
定
し
た
プ
ロ
セ
ス
の
う
ち
、
「
検
査
計

画
プ
ロ
セ
ス
」、
「
状
態
監
視
プ
ロ
セ
ス
」
及
び
「
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
」
に
つ
い
て

は
、
そ
の
規
程
類
は
整
備
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
従
っ
て
各
プ
ロ
セ
ス
が
適
切
に
構
築
さ
れ
、
実
施
さ
れ
て

い
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

 
「
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
当
該
プ
ロ
セ
ス
に
関
連
す
る
規
程
類
は
整
備
さ

れ
、
そ
れ
ら
に
基
づ
き
保
全
の
有
効
性
評
価
を
実
施
し
、
保
全
が
有
効
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
の
確
認

が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
は
構
築
さ
れ
、
実
施
さ
れ
て
い
る
と
評

価
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
事
業
者
は
、
保
全
の
有
効
性
評
価
の
実
施
手
順
に
つ
い
て
業
務
決
定
文
書
に

よ
り
定
め
て
い
る
が
、
本
保
全
サ
イ
ク
ル
の
経
験
等
を
踏
ま
え
必
要
に
応
じ
て
改
善
を
検
討
し
て
い

き
、
今
後
社
内
標
準
と
し
て
制
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
、
大
飯
発
電
所
の
保
全
指
針
（
保
全
に

関
す
る
点
検
方
法
、
点
検
周
期
、
作
業
項
目
等
を
定
め
た
も
の
）
は
、
劣
化
メ
カ
ニ
ズ
ム
整
理
表
（
機

器
毎
に
想
定
さ
れ
る
経
年
劣
化
事
象
を
整
理
し
た
も
の
）
の
内
容
と
ほ
ぼ
整
合
す
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
が
、
劣
化
メ
カ
ニ
ズ
ム
整
理
表
の
改
訂
に
合
わ
せ
、
保
全
指
針
と
の
照
合
作
業
を
実
施
し
て
い
く
と

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
は
保
全
の
有
効
性
評
価
の
継
続
的
な
整
備
状
況
を
引
き
続
き
確
認
し

て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
お
い
て
事
業
者
自
ら
が
進
め
て
い
る

改
善
事
項
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
大
飯
発
電
所
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い

る
と
判
断
し
て
い
る
。

 

定
期
安
全

管
理

審
査

（
原
子
力

安
全

基
盤

機
構
）

 

４
．
審
査
項
目

 
文
書
審
査
及
び
実
地
審
査
（
検
査
計
画
プ
ロ
セ
ス
、
状
態
監
視
プ
ロ
セ
ス
、
保
全
の
有
効
性
評
価
プ

ロ
セ
ス
、
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
）

 

１
．
評
定
結
果

 
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
お
い
て
事
業
者
自
ら
が
進
め
て
い
る
改
善
事
項
に
つ
い

て
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機

能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と

認
め
ら
れ
る
。

 

２
．
評
定
の
通
知

 
平
成
２
３
年
５
月
３
０
日
（
通
知
番
号
 
平
成
２
３
・
０
１
・
０
７
原
第
１
３
号
）

 

３
．
評
定
の
理
由
（
結
果
と
根
拠
）

 
当
院
は
、
審
査
結
果
に
つ
い
て
、
当
該
通
知
及
び
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
の
説
明
に
基
づ
き
精
査
し
た
結
果
、
Ｊ

Ｎ
Ｅ
Ｓ
が
今
後
確
認
し
て
い
く
と
し
て
い
る
事
業
者
自
ら
進
め
て
い
る
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ

ス
の
改
善
の
状
況
に
つ
い
て
、
今
後
そ
の
実
施
状
況
を
確
認
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
判
断
す
る
。

 

評
定
（
原
子
力
安
全
・

保
安
院
）

 

４
．
評
定
委
員
会
の
開
催
状
況

 
平
成
２
３
年
１
月

  
７
日

 審
査
結
果
に
係
る
説
明
聴
取
、
質
疑
応
答

 
平
成
２
３
年
２
月
１
６
日

 評
定
の
検
討

 

そ
の
他
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３
．
東
京
電
力
株
式
会
社

 

定
期
安
全

管
理

申
請

者
 

東
京
電
力
株
式
会
社

 取
締
役
社
長

 清
水

 正
孝

 

（
申
請
日

 平
成
２
１
年
７
月
２
９
日
、
申
請
番
号
 
総
官
発
２
１
第
１
５
６
号
）

 

審
査
の
対
象
事
項

 
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
第
５
号
機

 第
２
３
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査

 

１
．
審
査
実
施
期
間

 

平
成
２
１
年
９
月
１
日
～
平
成
２
３
年
１
月
２
日

 

２
．
定
期
安
全
管
理
審
査
結
果
の
通
知
日

 

平
成
２
３
年
２
月
２
日
（
通
知
番
号
 
０
９
検
計
受
安
－
０
０
４
４
）

 

３
．
審
査
結
果
の
概
要

 

平
成
２
３
年
２
月
２
日
に
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
か
ら
提
出
さ
れ
た
経
済
産
業
大
臣
宛
て
の
定
期
安
全
管
理
審

査
結
果
通
知
書
を
受
領
し
、
そ
の
後
、
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
か
ら
定
期
安
全
管
理
審
査
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
報

告
を
受
け
て
い
る
。

 

Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
は
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
第
５
号
機
 
第
２
３
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業

者
検
査
に
係
る
基
本
的
な
体
制
に
対
す
る
審
査
（
文
書
審
査
）
並
び
に
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
具
体

的
な
体
制
に
対
す
る
審
査
（
実
地
審
査
）
と
し
て
「
検
査
計
画
及
び
実
施
プ
ロ
セ
ス
」、
「
状
態
監
視
プ

ロ
セ
ス
」、
「
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
」
及
び
「
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
」
を
選

択
し
て
審
査
を
実
施
し
た
。

 

審
査
の
結
果
、
継
続
的
に
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
規
程
類
の
見

直
し
や
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
実
施
体
制
の
改
善
を
進
め
、
よ
り
良
い
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ

ム
の
構
築
・
運
用
に
向
け
前
向
き
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

 

定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
係
る
重
要
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
選
定
し
た
プ
ロ
セ
ス
の
う
ち
、
「
検
査
計

画
及
び
実
施
プ
ロ
セ
ス
」、
「
状
態
監
視
プ
ロ
セ
ス
」
及
び
「
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
」

に
つ
い
て
は
、
各
プ
ロ
セ
ス
の
規
程
類
は
整
備
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
従
っ
て
各
プ
ロ
セ
ス
は
適
切
に
構
築

さ
れ
、
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

 

「
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
当
該
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
規
程
類
は
整
備
さ
れ
、

そ
れ
ら
に
従
っ
て
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
は
お
お
む
ね
構
築
さ
れ
、
実
施
さ
れ
て
い
る
と
評
価

さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
事
業
者
は
、
採
取
し
て
い
る
点
検
手
入
れ
前
状
態
確
認
デ
ー
タ
の
作
成
を
改
善

す
る
た
め
、
劣
化
メ
カ
ニ
ズ
ム
整
理
表
（
機
器
毎
に
想
定
さ
れ
る
経
年
劣
化
事
象
を
整
理
し
た
も
の
）

で
想
定
さ
れ
る
全
て
の
経
年
劣
化
事
象
を
含
め
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
、
点
検
手
入
れ
前
状
態
確
認
デ
ー

タ
シ
ー
ト
の
故
障
形
態
に
自
動
的
に
取
込
ま
れ
る
よ
う
シ
ス
テ
ム
の
改
良
を
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま

で
採
取
し
た
デ
ー
タ
に
つ
い
て
も
シ
ス
テ
ム
に
移
行
し
、
平
成
２
３
年
度
上
期
に
運
用
開
始
す
る
こ
と

を
目
標
に
改
善
を
進
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
状
況
を
引
き

続
き
確
認
し
て
い
く
と
し
て
い
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
お
い
て
事
業
者
自
ら
が
進
め
て
い
る

改
善
事
項
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実

施
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。

 

定
期
安
全

管
理

審
査

（
原
子
力

安
全

基
盤

機
構
）

 

４
．
審
査
項
目

 

文
書
審
査
及
び
実
地
審
査
（
検
査
計
画
及
び
実
施
プ
ロ
セ
ス
、
状
態
監
視
プ
ロ
セ
ス
、
保
全
の
有
効

性
評
価
プ
ロ
セ
ス
、
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
）

 

１
．
評
定
結
果

 

Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
が
審
査
を
実
施
し
た
期
間
中
に
お
け
る
事
業
者
の
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
実
施
体
制

は
、
お
お
む
ね
機
能
し
実
施
さ
れ
て
い
た
と
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
は
評
価
し
た
が
、
そ
の
後
、
平
成
２
３
年
３
月

１
１
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
事
故
は

未
だ
収
束
し
て
お
ら
ず
、
事
業
者
に
お
い
て
定
期
事
業
者
検
査
を
実
施
で
き
る
体
制
が
維
持
で
き
な
い

状
態
と
な
っ
て
い
る
。

 

今
後
、
事
業
者
が
今
般
の
事
故
の
事
態
を
収
束
さ
せ
、
そ
の
後
、
安
全
性
を
確
保
し
、
そ
の
状
態
を

維
持
で
き
る
体
制
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
事
業
者
に
お
い
て
定
期
事
業
者
検
査
を
実
施

し
う
る
体
制
が
再
構
築
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
実
施
体
制
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。

評
定
（
原
子
力
安
全
・

保
安
院
）

 

２
．
評
定
の
通
知

 

平
成
２
３
年
６
月
２
０
日
（
通
知
番
号
 
平
成
２
３
・
０
２
・
０
２
原
第
４
号
）

 

  

  

３
．
評
定
の
理
由
（
結
果
と
根
拠
）

 

Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
は
審
査
の
結
果
、
審
査
を
実
施
し
た
期
間
中
に
お
け
る
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
品
質

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実

施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
た
と
評
価
し
た
。

 

し
か
し
な
が
ら
、
平
成
２
３
年
３
月
１
１
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
福
島
第

一
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
事
故
が
発
生
し
た
が
、
当
該
事
故
に
つ
い
て
は
未
だ
収
束
し
て
お
ら
ず
、

事
業
者
に
お
い
て
は
、
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
が
難
し
い
状
況
に
あ
る
。

 

今
後
、
事
業
者
が
今
般
の
事
故
の
事
態
を
収
束
さ
せ
、
そ
の
後
、
安
全
性
を
確
保
し
、
そ
の
状
態
を

維
持
で
き
る
体
制
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
事
業
者
に
お
い
て
定
期
事
業
者
検
査
を
実
施

し
う
る
体
制
が
再
構
築
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
実
施
体
制
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

 

４
．
評
定
委
員
会
の
開
催
状
況

 

平
成
２
３
年
３
月
３
日

 審
査
結
果
に
係
る
説
明
聴
取
、
質
疑
応
答

 

平
成
２
３
年
６
月
１
０
日

 評
定
の
検
討

 

そ
の
他
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 ４
．
関
西
電
力
株
式
会
社

 

定
期
安
全

管
理

申
請

者
 

関
西
電
力
株
式
会
社
 
取
締
役
社
長
 
八
木
 
誠

 

（
申
請
日

 平
成
２
１
年
８
月
１
１
日
、
申
請
番
号
 
関
原
発
第
１
８
３
号
）

 

審
査
の
対
象
事
項

 
高
浜
発
電
所
第
１
号
機

 第
２
６
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査

 

１
．
審
査
実
施
期
間

 
平
成
２
１
年
９
月
１
４
日
～
平
成
２
３
年
１
月
９
日

 

２
．
定
期
安
全
管
理
審
査
結
果
の
通
知
日

 
平
成
２
３
年
２
月
９
日
（
通
知
番
号
 
０
９
検
計
受
安
－
０
０
５
３
）

 

３
．
審
査
結
果
の
概
要

 
平
成
２
３
年
２
月
９
日
に
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
か
ら
提
出
さ
れ
た
経
済
産
業
大
臣
宛
て
の
定
期
安
全
管
理
審

査
結
果
通
知
書
を
受
領
し
、
そ
の
後
、
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
か
ら
定
期
安
全
管
理
審
査
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
報

告
を
受
け
て
い
る
。

 
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
は
、
高
浜
発
電
所
第
１
号
機
 
第
２
６
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査
に
係

る
基
本
的
な
体
制
に
対
す
る
審
査
（
文
書
審
査
）
並
び
に
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
具
体
的
な
体
制
に

対
す
る
審
査
（
実
地
審
査
）
と
し
て
「
計
測
管
理
プ
ロ
セ
ス
」、
「
非
破
壊
検
査
プ
ロ
セ
ス
」、
「
保
全
の

有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
」
及
び
「
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
」
を
選
択
し
て
審
査
を
実
施

し
た
。

 
審
査
の
結
果
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
規
程
類
の
整
備
と
定
期
事
業
者
検
査
に
係

る
体
制
の
改
善
を
進
め
、
よ
り
良
い
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
構
築
と
運
用
に
向
け
て
前
向
き

に
取
組
ん
で
き
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

 
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
係
る
重
要
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
選
定
し
た
プ
ロ
セ
ス
の
う
ち
、
「
計
測
管

理
プ
ロ
セ
ス
」、
「
非
破
壊
検
査
プ
ロ
セ
ス
」
及
び
「
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
」
に
つ
い

て
は
、
そ
の
規
程
類
は
整
備
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
従
っ
て
各
プ
ロ
セ
ス
が
適
切
に
構
築
さ
れ
、
実
施
さ
れ

て
い
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

 
「
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
当
該
プ
ロ
セ
ス
に
関
連
す
る
基
本
的
な
規
程
類

は
整
備
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
基
づ
き
保
全
の
有
効
性
評
価
を
実
施
し
、
保
全
が
有
効
に
機
能
し
て
い
る
こ

と
の
確
認
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
は
構
築
さ
れ
、
実
施
さ
れ
て

い
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
事
業
者
は
、
保
全
の
有
効
性
評
価
の
実
施
手
順
に
つ
い
て
業
務
決

定
文
書
に
よ
り
定
め
て
い
る
が
、
本
保
全
サ
イ
ク
ル
の
経
験
等
を
踏
ま
え
必
要
に
応
じ
て
改
善
を
検
討

し
て
い
き
、
今
後
社
内
標
準
と
し
て
制
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
、
高
浜
発
電
所
の
保
全
指
針
（
保

全
に
関
す
る
点
検
方
法
、
点
検
周
期
、
作
業
項
目
等
を
定
め
た
も
の
）
は
、
劣
化
メ
カ
ニ
ズ
ム
整
理
表

（
機
器
毎
に
想
定
さ
れ
る
経
年
劣
化
事
象
を
整
理
し
た
も
の
）
の
内
容
と
ほ
ぼ
整
合
す
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
が
、
保
全
指
針
と
劣
化
メ
カ
ニ
ズ
ム
整
理
表
と
の
照
合
を
容
易
に
行
え
る
よ
う
連
携
表
を
作
成

し
、
平
成
２
４
年
度
末
を
目
途
に
照
合
作
業
を
実
施
し
て
い
く
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
は

保
全
の
有
効
性
評
価
の
継
続
的
な
整
備
状
況
を
引
き
続
き
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
お
い
て
事
業
者
自
ら
が
進
め
て
い
る

改
善
事
項
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
高
浜
発
電
所
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い

る
と
判
断
し
て
い
る
。

 

定
期
安
全

管
理

審
査

（
原
子
力

安
全

基
盤

機
構
）

 

４
．
審
査
項
目

 
文
書
審
査
及
び
実
地
審
査
（
計
測
管
理
プ
ロ
セ
ス
、
非
破
壊
検
査
プ
ロ
セ
ス
、
保
全
の
有
効
性
評
価

プ
ロ
セ
ス
、
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
）

 

１
．
評
定
結
果

 
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
お
い
て
事
業
者
自
ら
が
進
め
て
い
る
改
善
事
項
に
つ
い

て
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機

能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と

認
め
ら
れ
る
。

 

２
．
評
定
の
通
知

 
平
成
２
３
年
６
月
２
０
日
（
通
知
番
号
 
平
成
２
３
・
０
２
・
０
９
原
第
３
号
）

 

３
．
評
定
の
理
由
（
結
果
と
根
拠
）

 
当
院
は
、
審
査
結
果
に
つ
い
て
、
当
該
通
知
及
び
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
の
説
明
に
基
づ
き
精
査
し
た
結
果
、
Ｊ

Ｎ
Ｅ
Ｓ
が
今
後
確
認
し
て
い
く
と
し
て
い
る
事
業
者
自
ら
進
め
て
い
る
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ

ス
の
改
善
の
状
況
に
つ
い
て
、
今
後
そ
の
実
施
状
況
を
確
認
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
判
断
す
る
。

 

評
定
（
原
子
力
安
全
・

保
安
院
）

 

４
．
評
定
委
員
会
の
開
催
状
況

 
平
成
２
３
年
３
月

  
３
日

 審
査
結
果
に
係
る
説
明
聴
取
、
質
疑
応
答

 
平
成
２
３
年
６
月
１
０
日

 評
定
の
検
討

 

そ
の
他
 

 

 

  ５
．
九
州
電
力
株
式
会
社

 

定
期
安
全

管
理

申
請

者
 

九
州
電
力
株
式
会
社

 代
表
取
締
役
社
長

 眞
部

 利
應

 

（
申
請
日

 平
成
２
１
年
８
月
１
１
日
、
申
請
番
号
 
原
発
本
第
１
２
６
号
）

 

審
査
の
対
象
事
項

 
玄
海
原
子
力
発
電
所
第
２
号
機
 
第
２
２
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査

 

１
．
審
査
実
施
期
間

 
平
成
２
１
年
９
月
１
２
日
～
平
成
２
３
年
１
月
２
８
日

 

２
．
定
期
安
全
管
理
審
査
結
果
の
通
知
日

 
平
成
２
３
年
２
月
２
５
日
（
通
知
番
号
 
０
９
検
計
受
安
－
０
０
５
１
）

 

３
．
審
査
結
果
の
概
要

 
平
成
２
３
年
２
月
２
５
日
に
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
か
ら
提
出
さ
れ
た
経
済
産
業
大
臣
あ
て
の
定
期
安
全
管
理

審
査
結
果
通
知
書
を
受
領
し
、
そ
の
後
、
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
か
ら
定
期
安
全
管
理
審
査
の
実
施
状
況
に
つ
い
て

報
告
を
受
け
て
い
る
。

 
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
は
、
玄
海
原
子
力
発
電
所
第
２
号
機
 
第
２
２
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検

査
に
係
る
基
本
的
な
体
制
に
対
す
る
審
査
（
文
書
審
査
）
並
び
に
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
具
体
的
な

体
制
に
対
す
る
審
査
（
実
地
審
査
）
と
し
て
「
検
査
計
画
及
び
実
施
の
基
本
プ
ロ
セ
ス
」、
「
状
態
監
視

プ
ロ
セ
ス
」、
「
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
」
及
び
「
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
」
を

選
択
し
て
審
査
を
実
施
し
た
。

 
審
査
の
結
果
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
係
る
規
程
類
の
整
備
及
び
定
期
事
業
者
検
査
の
実

施
に
係
る
体
制
の
改
善
活
動
を
継
続
的
に
進
め
て
お
り
、
よ
り
良
い
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の

改
善
・
運
用
に
向
け
取
組
ん
で
き
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

 
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
係
る
重
要
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
選
定
し
た
プ
ロ
セ
ス
の
う
ち
、
「
検
査
計

画
及
び
実
施
の
基
本
プ
ロ
セ
ス
」、
「
状
態
監
視
プ
ロ
セ
ス
」
及
び
「
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ

セ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
各
プ
ロ
セ
ス
の
規
程
類
は
整
備
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
基
づ
い
て
各
プ
ロ
セ
ス
は
構

築
さ
れ
、
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

 
「
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
有
効
性
評
価
の
体
制
、
手
順
、
結
果
の
保
全
計

画
へ
の
反
映
等
、
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

経
年
劣
化
傾
向
に
係
る
デ
ー
タ
に
つ
い
て
、
機
器
ご
と
の
各
部
位
に
発
生
す
る
劣
化
事
象
と
そ
の
検
知

方
法
を
整
理
し
た
「
経
年
劣
化
メ
カ
ニ
ズ
ム
ま
と
め
表
」
及
び
「
劣
化
メ
カ
ニ
ズ
ム
整
理
表
」
を
基
に
、

当
該
号
機
用
と
し
て
の
「
保
全
根
拠
書
」
を
作
成
中
で
、「

保
全
根
拠
書
」
を
含
む
点
検
計
画
の
シ
ス

テ
ム
化
を
行
う
予
定
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
引
き
続
き
事
業
者
が
行
う
保
全
の
改
善
活
動
に
つ
い
て
確
認

し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
お
い
て
事
業
者
自
ら
が
進
め
て
い
る

改
善
活
動
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
玄
海
原
子
力
発
電
所
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ

れ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。

 

定
期
安
全

管
理

審
査

（
原
子
力

安
全

基
盤

機
構
）

 

４
．
審
査
項
目

 
文
書
審
査
及
び
実
地
審
査
（
検
査
計
画
及
び
実
施
の
基
本
プ
ロ
セ
ス
、
状
態
監
視
プ
ロ
セ
ス
、
保
全

の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
、
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
）

 

１
．
評
定
結
果

 
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
お
い
て
事
業
者
自
ら
が
進
め
て
い
る
改
善
事
項
に
つ
い

て
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機

能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と

認
め
ら
れ
る
。

 

２
．
評
定
の
通
知

 
平
成
２
３
年
６
月
２
０
日
（
通
知
番
号
 
平
成
２
３
・
０
２
・
２
８
原
第
１
号
）

 

３
．
評
定
の
理
由
（
結
果
と
根
拠
）

 
当
院
は
、
審
査
結
果
に
つ
い
て
、
当
該
通
知
及
び
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
の
説
明
に
基
づ
き
精
査
し
た
結
果
、
Ｊ

Ｎ
Ｅ
Ｓ
が
今
後
確
認
し
て
い
く
と
し
て
い
る
事
業
者
自
ら
進
め
て
い
る
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ

ス
の
改
善
の
状
況
に
つ
い
て
、
今
後
そ
の
実
施
状
況
を
確
認
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
判
断
す
る
。

 

評
定
（
原
子
力
安
全
・

保
安
院
）

 

４
．
評
定
委
員
会
の
開
催
状
況

 
平
成
２
３
年
６
月
１
０
日

 評
定
の
検
討

 

そ
の
他
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 ６
．
東
北
電
力
株
式
会
社

 

定
期
安
全

管
理

申
請

者
 

東
北
電
力
株
式
会
社

 取
締
役
社
長

 海
輪

 誠
 

（
申
請
日

 平
成
２
１
年
８
月
１
１
日
、
申
請
番
号
 
東
北
電
原
運
第
５
１
号
）

 

審
査
の
対
象
事
項

 
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機

 第
３
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査

 

１
．
審
査
実
施
期
間

 
平
成
２
１
年
９
月
１
２
日
～
平
成
２
３
年
２
月
５
日

 

２
．
定
期
安
全
管
理
審
査
結
果
の
通
知
日

 
平
成
２
３
年
３
月
４
日
（
通
知
番
号
 
０
９
検
計
受
安
－
０
０
５
０
）

 

３
．
審
査
結
果
の
概
要

 
平
成
２
３
年
３
月
４
日
に
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
か
ら
提
出
さ
れ
た
経
済
産
業
大
臣
宛
て
の
定
期
安
全
管
理
審

査
結
果
通
知
書
を
受
領
し
た
。

 
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
は
、
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 
第
３
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
定
期
事
業
者
検
査

に
係
る
基
本
的
な
体
制
に
対
す
る
審
査
（
文
書
審
査
）
並
び
に
定
期
事
業
者
検
査
に
係
る
具
体
的
な
体

制
に
対
す
る
審
査
（
実
地
審
査
）
と
し
て
「
検
査
計
画
及
び
実
施
の
基
本
プ
ロ
セ
ス
」、
「
状
態
監
視
プ

ロ
セ
ス
」、
「
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
」
及
び
「
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
」
を
選

択
し
て
審
査
を
実
施
し
た
。

 
ま
た
、
同
発
電
所
に
お
い
て
は
、
長
期
サ
イ
ク
ル
運
転
に
も
対
応
し
た
保
全
の
有
効
性
プ
ロ
セ
ス
が

適
切
に
実
施
さ
れ
る
保
守
管
理
の
プ
ロ
セ
ス

(運
転
期
間
延
長
に
対
応
し
た
プ
ロ
セ
ス

)と
な
っ
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
た
。

 
審
査
の
結
果
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
係
る
規
程
類
の
整
備
及
び
定
期
事
業
者
検
査
に
係

る
体
制
の
改
善
活
動
を
継
続
的
に
進
め
、
よ
り
良
い
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
構
築
・
運
用
に

向
け
て
前
向
き
に
取
組
ん
で
き
て
い
る
こ
と
並
び
に
品
質
目
標
と
し
て
「
長
期
サ
イ
ク
ル
運
転
」
を
掲

げ
、
長
期
サ
イ
ク
ル
運
転
導
入
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

 
定
期
事
業
者
検
査
の
実
施
に
係
る
重
要
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
選
定
し
た
プ
ロ
セ
ス
の
う
ち
、
「
検
査
計

画
及
び
実
施
の
基
本
プ
ロ
セ
ス
」、
「
状
態
監
視
プ
ロ
セ
ス
」
及
び
「
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ

セ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
規
程
類
は
整
備
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
従
っ
て
各
プ
ロ
セ
ス
が
適
切
に
構
築
さ

れ
、
実
施
さ
れ
て
い
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

 
「
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
保
全
活
動
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
を
基
に
、
現
行

の
保
全
活
動
の
適
切
性
を
検
討
・
評
価
し
、
点
検
間
隔
・
頻
度
の
変
更
な
ど
必
要
に
応
じ
た
保
全
活
動

の
見
直
し
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
当
該
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
規
程
類
は
整
備
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
従
っ
て
保

全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
は
構
築
さ
れ
、
実
施
さ
れ
て
い
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
事
業
者

は
、
経
年
劣
化
事
象
の
評
価
に
必
要
な
劣
化
メ
カ
ニ
ズ
ム
整
理
表
の
整
備
を
平
成

2
3
 年
度
末
ま
で
に

保
全
対
象
の
全
て
の
機
器
に
対
応
す
る
計
画
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
は
こ
の
整
備
状
況
や
、
長

期
サ
イ
ク
ル
運
転
に
も
対
応
で
き
る
保
全
計
画
の
策
定
プ
ロ
セ
ス
、
保
全
の
実
施
プ
ロ
セ
ス
が
適
切
に

実
施
さ
れ
る
か
等
に
つ
い
て
引
き
続
き
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
お
い
て
事
業
者
自
ら
が
進
め
て
い
る

改
善
事
項
等
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
東
通
原
子
力
発
電
所
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム
は
機
能
し
て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施

さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。

 

定
期
安
全

管
理

審
査

（
原
子
力

安
全

基
盤

機
構
）

 

４
．
審
査
項
目

 
文
書
審
査
及
び
実
地
審
査
（
検
査
計
画
及
び
実
施
の
基
本
プ
ロ
セ
ス
、
状
態
監
視
プ
ロ
セ
ス
、
保
全

の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
、
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
プ
ロ
セ
ス
）

 

１
．
評
定
結
果

 
長
期
サ
イ
ク
ル
運
転
に
も
対
応
で
き
る
保
全
計
画
の
策
定
や
保
全
の
実
施
の
プ
ロ
セ
ス
及
び
保
全

の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
お
い
て
事
業
者
自
ら
が
進
め
て
い
る
改
善
事
項
等
に
つ
い
て
確

認
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
当
該
審
査
を
受
け
た
組
織
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
は
機
能
し

て
お
り
、
定
期
事
業
者
検
査
は
お
お
む
ね
自
律
的
か
つ
適
切
な
実
施
体
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
認
め

ら
れ
る
。

 

２
．
評
定
の
通
知

 
平
成
２
３
年
６
月
２
０
日
（
通
知
番
号
 
平
成
２
３
・
０
３
・
０
４
原
第
４
０
号
）

 

３
．
評
定
の
理
由
（
結
果
と
根
拠
）

 
当
院
は
、
審
査
結
果
に
つ
い
て
、
当
該
通
知
及
び
Ｊ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
の
説
明
に
基
づ
き
精
査
し
た
結
果
、
Ｊ

Ｎ
Ｅ
Ｓ
が
今
後
確
認
し
て
い
く
と
し
て
い
る
事
業
者
自
ら
進
め
て
い
る
保
全
の
有
効
性
評
価
プ
ロ
セ

ス
の
改
善
の
状
況
等
に
つ
い
て
、
今
後
そ
の
実
施
状
況
を
確
認
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
判
断
す
る
。

評
定
（
原
子
力
安
全
・

保
安
院
）

 

４
．
評
定
委
員
会
の
開
催
状
況

 
平
成
２
３
年
６
月
１
０
日

 評
定
の
検
討

 

そ
の
他
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Ⅴ 原子力発電所の保安検査の状況 



 



Ⅴ－1 原子力発電所の保安検査の概要 

 

（１）実用発電用原子炉 

ⅰ）保安検査の概要 

実用発電用原子炉における保安検査は、平成 11 年 9 月に発生したウラ

ン加工施設における我が国初の臨界事故を教訓として、原子炉設置者に

対し、大臣が定期的に行う保安規定の遵守状況に関する検査を受検する

ことを義務付けるとともに、これを実効性のあるものとするため、当該

検査に関する事務に従事する原子力保安検査官を置くべく、核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」とい

う。) が改正され、平成 12 年 7 月 1 日より施行となった。 

この保安検査は、全国の実用発電用原子炉を所管する保安検査官事務

所に駐在(１７事務所)している原子力保安検査官が原子炉等規制法第３

７条第５項に基づき下記の方法にて遵守状況を検査する。 

① 事務所又は工場若しくは事業所への立入り 

② 帳簿、書類、設備、機器その他必要な物件の検査 

③ 従業者その他関係者に対する質問 

④ 核原料物質、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物その他の

必要な試料の提出 

 

（２）研究開発段階原子炉 

ⅰ）保安検査の概要 

高速増殖炉もんじゅ建設所において、原子炉等規制法第 37 条第 5 項の

規定に基づき、原子炉設置者及びその従業者に対して保安規定の遵守の

状況について検査を行うものであり、実用発電用原子炉の場合と同様で

ある。 

 

（３）廃止措置中原子炉 

ⅰ）保安検査の概要 

黒鉛減速炭酸ガス冷却炉東海発電所及び敦賀本部原子炉廃止措置研究

開発センター（通称:ふげん）において、原子炉等規制法第 37 条第 5 項

の規定に基づき、原子炉設置者及びその従業者に対して保安規定の遵守

の状況について検査を行うものであり、実用発電用原子炉の場合と同様

である。 

 

Ⅴ－２ 原子力発電所別保安検査状況 

 

以下に第 1四半期から第 4四半期までの保安検査結果の概要をそれぞれ示す。 

別表 1 は、第 1 四半期から第 4 四半期の結果を一括して掲載している。 
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Ⅴ
－

２
 
原

子
力

発
電

所
別

保
安

検
査

状
況

 

 

実
用

発
電

用
原

子
炉

に
対

す
る

保
安
検
査
結
果

等
に
つ
い
て
 

(
平

成
２

２
年

度
第

１
四
半
期
)
 

平
成
２
２
年
７

月
２
９
日
 

経
済
産
業
省
 

原
子
力
安
全
・

保
安
院
 

 核
原

料
物

質
、
核

燃
料

物
質

及
び

原
子

炉
の

規
制

に
関

す
る
法
律
(
以
下
、「

原
子
炉

等
規
制
法
」
と
い

う
。
)

第
７

２
条

の
３

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
１

７
原

子
力

発
電

所
に
対
す
る
平

成
２
２
年
度
第

１
回
保
安
検

査
の

結
果

、
平

成
２

２
年

度
第

１
四

半
期

に
お

い
て

実
施
さ
れ

た
安
全
確
保
上

重
要
な
行
為
の

保
安
検
査
の

結
果

等
を

報
告

す
る

。
 

 １
．

平
成

２
２

年
度

第
１

回
保

安
検

査
結

果
に

つ
い

て
 

 (
１

)
検

査
の

目
的

 

原
子

力
発
電

所
の

安
全

を
確

保
す

る
た

め
に

実
用

発
電
用
原
子

炉
設
置
者
（
以

下
「
原
子
炉
設

置
者
」

と
い

う
。
）

及
び

そ
の

従
業

者
が

守
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

保
安

規
定

の
遵

守
状

況
に

関
し

て
、

原
子

炉

等
規

制
法

第
３

７
条

第
５

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
確

認
を
行
う

も
の
で
あ
る
。

 

(
２

)
検

査
実

施
期

間
及

び
検

査
実

施
者

 

別
表

１
に

示
す

期
間

に
お

い
て

、
全

国
の

原
子

力
保

安
検
査
官

事
務
所
(
１
７
事

務
所
)
に
駐
在
し

て
い

る
原

子
力

保
安

検
査

官
他

が
実

施
し

た
。

 

(
３

)
検

査
内

容
 

今
回

の
検
査

に
お

い
て

は
、
別

表
１

に
示

す
と

お
り
発
電
所
毎

に
、
保
安
活
動

の
実
施
状
況
に

着
目
し

た
検

査
項

目
及

び
重

点
検

査
項

目
を

設
定

し
、
施

設
へ

の
立
入

り
、
物
件
検
査

、
関
係
者
へ
の

質
問
を
行

い
、

保
安

規
定

の
遵

守
状

況
を

確
認

し
た

。
 

(
４

)
検

査
結

果
 

施
設

へ
の

立
入

り
、
物

件
検

査
、
関

係
者

へ
の

質
問
に
よ
り
検

査
を
実
施
し
た

結
果
は
、
別
表

１
に
示

す
と

お
り

、
す

べ
て

の
原

子
力

発
電

所
に

お
い

て
、「

実
用
発
電

用
原
子
炉
保
安

検
査
実
施
要
領

」
(
原
子

力
安

全
・

保
安

院
 
内

規
)
に

定
め

る
保

安
規

定
違

反
の

判
定
区

分
(
以
下
「
保
安

規
定
違
反
判
定

区
分
」

と
い

う
。
)
の
「

違
反

１
」
、「

違
反

２
」
、「

違
反

３
」
に

該
当
す

る
事
項
は
認
め

ら
れ
な
か
っ
た

。
な
お
、

「
監

視
」

に
つ

い
て

は
、

別
表

３
の

と
お

り
認

め
ら

れ
た
の
で

報
告
す
る
。
 

    

 ２
．
安
全
確
保

上
重
要
な
行

為
の
保
安
検
査
結

果
に
つ
い
て
 

 (
１
)
検
査
の
目

的
 

原
子
力
発
電
所

の
安
全

を
確
保

す
る
た
め
に
実

用
発
電
用
原
子

炉
設
置
者
（
以

下
「
原
子
炉
設

置
者
」

と
い

う
。
）

及
び

そ
の

従
業

者
が

守
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

保
安

規
定

の
遵

守
状

況
に

関
し

て
、

原
子

炉

等
規
制
法
第
３

７
条
第
５

項
の

規
定
に
基
づ
き

、
確
認
を
行
う

も
の
で
あ
る
。

 

(
２
)
検
査
実
施

期
間
及
び
検

査
実
施
者
 

平
成
２
２
年
度

第
１
四

半
期
(
平

成
２
２
年
４
月

１
日
～
６
月
３

０
日
)
に
お
い
て

は
、
別
表
２
の

発
電

所
（
号
機
）
に

対
す
る
安

全
確

保
上
重
要
な
行

為
の
保
安
活
動

の
実
施
状
況
に

つ
い
て
、
原
子

力
保
安
検

査
官
事
務
所
に

駐
在
し
て

い
る

原
子
力
保
安
検

査
官
が
実
施
し

た
。
 

(
３
)
検
査
内
容

 

今
回
の
検
査
に

お
い
て

は
、
別

表
２
に
示
す
発

電
所
（
号
機

）
に
対
し
、
保
安

活
動
の
実
施
状

況
に
着

目
し
た
検
査
項

目
を
設
定

し
、
施
設
へ
の
立
入

り
、
物
件
検
査

、
関
係
者
へ
の

質
問
を
行
い
、
保
安
規
定

の
遵
守
状
況
を

確
認
し
た

。
 

(
４
)
検
査
結
果

 

検
査
の
結
果
、
各
発
電

所
（
号
機
）
に
お
い
て
は
、
所
内
で
定
め
ら
れ
た
手
順

書
等
に
従
い
、
安
全

確

保
上
重
要
な
行

為
の
保
安

活
動

が
適
切
に
実
施

さ
れ
て
お
り
、
保

安
規
定
違
反
判

定
区
分
の
「
違
反

１
」
、

「
違
反
２
」
、
「

違
反
３
」

及
び

「
監
視
」
に
該

当
す
る
事
項
は

認
め
ら
れ
な
か

っ
た
。
 

 ３
．
保
安
検
査

期
間
外
の
保
安

規
定
違
反
に
つ

い
て
 

 

平
成
２
２
年
度

第
１
四
半
期
(
平

成
２
２
年
４
月

１
日
～
６
月
３

０
日
)
で
は
、
保

安
検
査
期
間
外

に
お

い
て
、
保
安
規

定
違
反
判
定
区

分
の
「
違
反
１

」
に
該
当
す
る

事
象
が
認
め
ら

れ
た
の

で
、
以

下
に
概
要

を
報
告
す
る
。

 

ま
た
、
「
監
視
」

に
つ

い
て
は
、

別
表
３
の
と
お

り
認
め
ら
れ
た

の
で
報
告
す
る

。
 

 （
１
）
中
国
電

力
株
式
会
社
島

根
原
子
力
発
電

所
の
保
守
管
理

の
不
備
等
に
つ

い
て
（
違
反
１

）
 

1
号
機
高
圧
注

水
系
蒸

気
外
側

隔
離
弁
駆
動
用

電
動
機
に
つ
い

て
、
事
業
者
が

自
ら
定
め
た
点

検
計
画

（
以
下
，
「
点
検

計
画
表
」
と
い

う
。
）
に
基
づ
く

取
替
が
実
施
さ

れ
て
い
な
い
事

実
が
確
認
さ
れ

た
。
 

こ
れ
に
対
し
、
保
守
管
理
が
適

切
に
実
施
さ
れ

て
い
る
か
確
認

す
る
必
要
が
あ

っ
た
こ
と
か
ら

、
事
業

者
に
対
し
、
保

守
管
理
の
実
施

状
況
等
に
関
す

る
総
点
検
の
実

施
、
原
因
究
明

及
び
再
発
防
止

対
策
の
検

討
等
に
つ
い
て

報
告
す
る
よ
う

指
示
す
る
と
と

も
に
、
点
検
が
計
画
ど
お
り
実

施
さ
れ
な
か
っ

た
箇
所
の

早
急
な
点
検
・

健
全
性
評
価
を

行
い
、
そ
の
結

果
を
報
告
す
る

よ
う
報
告
徴
収

命
令
等
を
行
っ

た
。
 

そ
の
結
果
、
点

検
周
期
が
超
過

し
て
い
る
機
器

が
５
１
１
箇
所

、
点
検
計
画
表

に
記
載
さ
れ
て

い
る
実

績
と
工
事
報
告

書
（
実
績
）
と

の
不
整
合
機
器

が
１
１
６
０
箇

所
あ
る
こ
と
が

判
明
し
た
。
ま

た
、
計
画
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 し
た

時
期

に
定

期
事

業
者

検
査

を
実

施
し

て
い

な
か

っ
た

も
の

や
実

施
時

期
が

妥
当

で
な

か
っ

た
も

の

が
１

５
３

件
あ

っ
た

。
 

こ
の

報
告

書
の

結
果

等
を

踏
ま

え
、

保
安

院
と

し
て
、
 

１
．
原

子
炉

施
設

の
安

全
確

保
を

最
優

先
と

し
た

保
守
管
理
の

継
続
的
な
改
善

を
図
る
た
め
、
保
安
規

定
１
０

６
条

で
規

定
す

る
保

守
管

理
の

計
画

が
適
切
に
策
定
さ

れ
ず
、
か
つ
、
計
画
ど
お
り
点
検

が
実
施

さ
れ

な
か

っ
た

こ
と

及
び

点
検

実
績

が
計
画
に
反
映
さ

れ
な
か
っ
た
こ

と
、
そ
の
結
果
と

し
て

、
５

１
１

箇
所

の
点

検
周

期
超

過
、
さ

ら
に
１
１
６
０
箇

所
の
点
検
計
画

表
の
不
備
が
あ
っ

た
こ

と
は

、
保

守
管

理
の

重
大

な
欠
陥

で
あ

る
。
な
お
、
点
検

周
期
を
超
過
し

た
機
器
に
つ
い

て

の
健
全

性
が

確
認

で
き

な
い

時
期

が
あ

っ
た

こ
と
は
問
題
で
あ

る
が
、
事
象
判

明
後
、
機
器
の
健

全
性
が

確
認

さ
れ

、
原

子
力

安
全

に
直
接
影
響

が
無
か
っ
た
こ

と
が
確
認
さ
れ

た
。
 

２
．
保

安
規

定
3
条
①

５
．
１

経
営

者
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
、
②
５
．
２
原
子
力
安
全

の
重
視
、
③
７
．

１
業

務
の

計
画

、
④
８

．
３

不
適

合
管

理
が

適
切
に
実
施
さ
れ

て
お
ら
ず
、
品

質
保
証
に
基
づ

い

た
資
源

を
含

め
た

基
本

業
務
プ
ロ
セ
ス

の
構
築

お
よ

び
活

動
状

況
の

監
視

お
よ

び
不

適
合

管
理

な
ど

の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

が
機
能

し
て

お
ら

ず
、
品
質
保
証
上
の

重
大
な
欠
陥
で

あ
る
。
 

保
守

管
理
シ
ス
テ
ム

及
び
品

質
保
証
シ
ス
テ
ム

が
十
分
機
能
せ

ず
、
原
子
力
施

設
の
安
全
確
保

の
た
め

の
適

切
な

点
検

が
不
十

分
で

あ
っ

た
こ

と
は

、
保

安
規

定
に
定

め
る
保
守
管
理

及
び
品
質
保
証

に
関
す
る

規
定

の
要
求

に
違

反
し

て
い

る
こ

と
、
定

期
事

業
者

検
査
の
実

施
体
制
と
し
て

も
不
十
分
で
あ

る
こ
と
か

ら
、

保
安

規
定

違
反

の
「

違
反

１
」

と
判

定
し

た
。

 

こ
の

た
め

、
中

国
電

力
に

対
し

て
再

発
防

止
対

策
を
確
実
に
実

施
さ
せ
、
そ
の

実
施
状
況
を
確

認
し
て

い
く

た
め

に
、
保

安
規

定
の
変
更

命
令

の
処

分
を

行
う
と
と
も

に
、
原
子
力
安

全
の
信
頼
を
大

き
く
損
ね

た
こ

と
か

ら
、
大
臣
名

に
よ

る
厳

重
処

分
と

し
、
当
面

の
間
、
島
根
原
子
力
発

電
所
を
保
安
院

の
特
別
原

子
力

施
設

監
督

官
の

下
で

監
督

・
監

視
す

る
こ

と
と

し
た
。
 

 ４
．

島
根

保
安

検
査

に
お

け
る
特

別
な

保
安

検
査

の
結

果
に
つ

い
て
 

 

「
保

守
管

理
の

不
備

等
に

係
る

保
安

規
定

違
反

の
改

善
措
置
状

況
」
 

平
成

２
１

年
度

第
４

回
保

安
検

査
、

報
告

徴
収

の
結

果
及

び
立

入
検

査
に

お
い

て
、
「

保
守

管
理

の
不

備
等

に
係

る
保

安
規

定
違

反
」
と

判
定

し
、
原

子
炉

設
置
者
か

ら
の
報
告
に
つ

い
て
、
再
発
防

止
対
策
等

に
基

づ
く

改
善
措

置
の

実
施

状
況

を
確

認
す

る
こ

と
と
し
、
検

査
を
実
施
し
た

。
 

検
査

の
結

果
、
「

点
検

計
画

表
」

不
備

等
へ

の
対
応

に
つ

い
て

は
、

第
４

１
１

回
原

子
力

保
安
運
営
委

員
会

に
お

い
て

、
総

点
検

の
結

果
抽
出

さ
れ

た
不

整
合

事
象

に
対

し
て

、
「

点
検

計
画

表
」

の
点

検
内

容

や
周

期
の

妥
当

性
が
審
議

さ
れ

、
適

切
に
修
正

さ
れ

て
い
る
こ

と
を
確
認
し
た

。
ま
た
、
点
検

計
画
表
の

技
術

的
な

妥
当

性
確

認
に
伴

う
再
構
築

に
つ

い
て

は
、

他
社

の
点

検
計

画
表

を
ベ
ン
チ
マ
ー
ク

分
析

し
、

保
全

重
要

度
設

定
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

及
び
プ
ロ
セ
ス

設
計
・
運

用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
し
、
継
続
的
改

善
プ
ロ
セ
ス

を
確

立
す

る
と

と
も

に
、
統

合
型

保
全
シ
ス
テ
ム

（
以
下
「
E
A
M
」

と
い
う
）
に
よ

る
シ
ス
 

 

 

テ
ム
化
を
図
っ

て
い
く
方
針
で

あ
る
。
発
電
所

に
お
い
て
、
業

務
プ
ロ
セ
ス
改

善
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

及
び

点
検

計
画

表
検

討
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

が
設

置
さ

れ
、
「

点
検

計
画

表
」

の
改

善
検

討
が

着
実

に

進
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
を

確
認

し
た
。
 

直
接
原
因
に
対

す
る
再

発
防
止

対
策
に
つ
い
て

は
、
第
４
１
０

回
原
子
力
保
安
運
営
委
員
会
に

お
い
て
、

「
島
根
原
子
力

発
電
所
工
事
業

務
管
理
手
順
書

」
及
び
「
点

検
計
画
作
成
・
運

用
手
順
書
」
の

改
正
に
伴

う
審
議

が
適

切
に

行
わ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
し

た
。
「
直
接

原
因

分
析

に
係

る
対

策
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ

ラ
ン
の
実
施
に

つ
い
て
」
が
策

定
さ
れ
て
お
り

、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
管
理
、
対
策

の
妥
当
性
評
価

及
び
有
効

性
評
価
等
の
対
応
が
明
確
に
定

め
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
確
認
し

た
。
こ
の
計
画

に
従
い
、
直
接

原
因
に
対

す
る
再
発
防
止

対
策
が
適

切
に

実
施
さ
れ
て
い

る
。
 

根
本
原
因
に
対

す
る
再

発
防
止

対
策
に
つ
い
て

は
、「

根
本
原
因

分
析
結
果
に
よ

る
処
置
実
施
計

画
書
」

が
策
定
さ
れ
て

い
る
こ
と

を
確

認
し
た
。
こ
の

計
画
に
従
い
対

策
が
展
開
さ
れ

て
い
る
。
６
月

１
６
日
に

は
原
子
力
安
全
情
報
検
討
会
（
準
備
会
）
が
開
催

さ
れ
、
保
安

規
定
の
変
更
へ

の
対
応
に
つ
い

て
は
、
社

内
で
の
変
更
案

等
の
検
討
が
鋭
意

に
進
め
ら
れ

て
お
り
、
規
制

要
求
等
に
対
応

し
、
適
切
に
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
で

き
る
仕
組
み

の
構
築

が
計

画
に

従
っ

て
進

め
ら

れ
て

い
る

。
不

適
合

管
理
プ
ロ
セ
ス

の
改

善
で

は
、

現
行
シ
ス
テ
ム

で
あ
る
不

適
合

管
理
検
討
会
を

６
月
１
０
日
以
降
、
原
則
毎
週
水
曜
日
に
定
期

的
に
開
催

し
、
４
回
の
開
催

で
５
２
件
の

不
適
合
を
判
定

し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
不
適
合
判
定
検

討
会
の
設

置
等
の
プ
ロ
セ
ス
改
善
に
向
け

た
検
討
準
備
が

着
実
に
進
め
ら

れ
て
い
る
。
ま

た
、
原
子
力
強
化
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
及
び
原

子
力
安
全
文
化
有
識
者
会
議
が

６
月
２
９
日
に

設
置
さ
れ
て
お

り
、
安
全
文
化
醸
成
施
策

の
検
討
体
制
づ

く
り
が
計

画
に

従
っ
て
進
め
ら

れ
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。

 

一
方

、
検

査
の

結
果

、
①

点
検

時
期

を
超

え
た

機
器

（
５

１
１

機
器

）
の

点
検

実
施

状
況

と
し

て
は

、

未
点
検
が
発
生

し
な
い
よ
う
、
点
検
計
画
表
と

工
事
仕
様
書
の

記
載
内
容
の
整

合
確
認
の
徹
底

を
図
る
こ

と
、
調
達
要
求

事
項
に
対
応
し

た
報
告
書
を
作

成
し
、
確
実
な

点
検
報
告
を
行

う
こ
と
、
②
再

発
防
止
対

策
の
有
効
性
評

価
に
つ
い
て
、
実

施
時
期
を
、
適
宜

、
中
間
段
階
に
お

け
る
評
価
の
実

施
が
必
要
な
こ

と
、

③
直
接
原
因
及

び
根
本
原

因
の

再
発
防
止
対
策

に
対
し
て
、
全
体
を
統
括
す
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
が
不

明
確
な
た
め
、
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
有
効

に
機
能
す
る
体

制
を
構
築
し
、
各
部
所
間
の
連
携

も
含
め

た
役
割
分
担
を

明
確
に
し

、
全
体
的
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
管
理
に

つ
い
て
改
善
検

討
す
る
こ
と
、
④
２
号
機

第
１
６
回
定
期

検
査
に
係

る
工

事
報
告
書
等
の
作
成
及
び
レ
ビ
ュ
ー
に
あ
た
っ

て
は
、
適
切
に
再
発
防
止

対
策
を
反
映
し

て
、
確
実

に
行

う
こ
と
な
ど
に

つ
い
て
指
導
し

た
。
 

以
上

よ
り

、
「

保
守

管
理

の
不

備
等

に
係

る
保

安
規

定
違

反
の

改
善
措

置
状

況
」

に
つ

い
て

は
、

概
ね

良
好

で
あ

る
と

評
価

す
る

が
、
一
部

に
対
応

が
不
十

分
な

点
も
見

ら
れ

、
再

発
防

止
対

策
に

つ
い

て
は

、

ま
だ
途
中
段
階

で
あ
り
、
事
業

者
に
対
し
て
、
再
発
防
止
の
更

な
る
徹
底
を
図

り
、
安
全
最
優

先
に
保
安

活
動
を
行
う
よ

う
指
導
し

て
い

く
こ
と
と
し
た

。
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別
表

２
：

安
全

確
保

上
重

要
な

行
為

の
保
安
検

査
の
結
果
に
つ

い
て
 

発
電
所
 

安
全
確
保
上
重
要
な
行
為
の
保
安
検
査
 

検
査
実
施
期
間
 

原
子
炉
の
停
止
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
4
/
2
7
 
～
 
2
0
1
0
/
4
/
3
0
 

ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
4
/
3
0
 
～
 
2
0
1
0
/
5
/
6
 

燃
料
取
替
え
（
取
出
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
5
/
6
 
 
～
 
2
0
1
0
/
5
/
1
0
 

燃
料
取
替
え
（
装
荷
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
6
/
1
1
 
～
 
2
0
1
0
/
6
/
1
6
 

北
海
道
電
力
 

泊
 

2
号

 

ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
6
/
1
5
 
～
 
2
0
1
0
/
6
/
2
1
 

東
北
電
力
 

女
川

 
1
号

 
燃
料
取
替
え
（
装
荷
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
5
/
2
5
 
～
 
2
0
1
0
/
6
/
8
 

燃
料
取
替
え
（
取
出
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
3
/
2
3
 

2
0
1
0
/
3
/
2
6
 
～
 
2
0
1
0
/
4
/
5
 

1
号

 

燃
料
取
替
え
（
装
荷
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
6
/
3
 
 
～
 
2
0
1
0
/
6
/
9
 

原
子
炉
の
停
止
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
6
/
1
7
 
～
 
2
0
1
0
/
6
/
2
1
 

東
京
電
力
 

福
島
第
一

3
号

 

燃
料
取
替
え
（
取
出
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
6
/
2
2
 
～
 
2
0
1
0
/
6
/
2
9
 

1
号

 
原
子
炉
の
停
止
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
6
/
2
1
 
～
 
2
0
1
0
/
6
/
2
8
 

燃
料
取
替
え
（
装
荷
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
4
/
2
6
 
～
 
2
0
1
0
/
5
/
6
 

東
京
電
力
 

福
島
第
二

2
号

 

原
子
炉
の
起
動
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
5
/
2
8
 
～
 
2
0
1
0
/
6
/
7
 

1
号

 
原
子
炉
の
起
動
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
5
/
1
8
 
～
 
2
0
1
0
/
6
/
1
7
 

原
子
炉
の
停
止
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
4
/
1
6
 
～
 
2
0
1
0
/
4
/
1
8
 

燃
料
取
替
え
（
取
出
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
4
/
2
1
 
～
 
2
0
1
0
/
4
/
2
8
 

海
水
系
統
切
替
え
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
5
/
1
2
 
～
 
2
0
1
0
/
5
/
1
3
 

燃
料
取
替
え
（
取
出
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
5
/
1
4
 
～
 
2
0
1
0
/
5
/
1
7
 

東
京
電
力
 

柏
崎
刈
羽

7
号

 

燃
料
取
替
え
（
装
荷
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
5
/
1
7
 
～
 
2
0
1
0
/
6
/
1
 

日
本
原
子
力
発
電
 

東
海
第
二

 
原
子
炉
の
起
動
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
3
/
2
5
 
～
 
2
0
1
0
/
4
/
2
 

中
部
電
力
 

浜
岡

 
5
号

 
燃
料
取
替
え
（
装
荷
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
4
/
1
2
 

2
0
1
0
/
4
/
1
6
 
～
 
2
0
1
0
/
4
/
2
6
 

原
子
炉
の
停
止
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
6
/
1
0
 
～
 
2
0
1
0
/
6
/
1
4
 

北
陸
電
力
 

志
賀

 
1
号

 

燃
料
取
替
え
（
取
出
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
6
/
1
5
 
～
 
2
0
1
0
/
6
/
2
1
 

燃
料
取
替
え
（
装
荷
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
6
/
8
 

2
0
1
0
/
6
/
1
1
 

2
0
1
0
/
6
/
1
4
 
～
 
2
0
1
0
/
6
/
1
7
 

日
本
原
子
力
発
電
 

敦
賀

 
2
号

 

ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
6
/
1
7
 
～
 
2
0
1
0
/
6
/
2
4
 

原
子
炉
の
停
止
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
6
/
4
 
 
～
 
2
0
1
0
/
6
/
1
4
 

ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
6
/
9
 
 
～
 
2
0
1
0
/
6
/
1
8
 

2
号

 

燃
料
取
替
え
（
取
出
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
6
/
1
5
 
～
 
2
0
1
0
/
6
/
2
2
 

燃
料
取
替
え
（
装
荷
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
5
/
7
 
 
～
 
2
0
1
0
/
5
/
1
4
 

ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
5
/
1
2
 
～
 
2
0
1
0
/
5
/
2
1
 

関
西
電
力
 

大
飯

 

4
号

 

原
子
炉
の
起
動
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
5
/
2
0
 
～
 
2
0
1
0
/
5
/
3
1
 

原
子
炉
の
停
止
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
6
/
8
 
 
～
 
2
0
1
0
/
6
/
1
4
 

ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
6
/
1
1
 
～
 
2
0
1
0
/
6
/
1
6
 

2
号

 

燃
料
取
替
え
（
取
出
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
6
/
1
6
 
～
 
2
0
1
0
/
6
/
2
1
 

燃
料
取
替
え
（
装
荷
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
4
/
1
9
 
～
 
2
0
1
0
/
4
/
2
6
 

ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
4
/
2
3
 
～
 
2
0
1
0
/
5
/
6
 

関
西
電
力
 

高
浜

 

4
号

 

原
子
炉
の
起
動
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
4
/
2
8
 
～
 
2
0
1
0
/
5
/
3
1
 

原
子
炉
の
停
止
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
5
/
1
2
 
～
 
2
0
1
0
/
5
/
1
8
 

ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
5
/
1
4
 
～
 
2
0
1
0
/
5
/
2
0
 

燃
料
取
替
え
（
取
出
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
5
/
2
1
 
～
 
2
0
1
0
/
5
/
2
5
 

四
国
電
力
 

伊
方

 
1
号

 

燃
料
取
替
え
（
装
荷
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
6
/
2
3
 
～
 
2
0
1
0
/
6
/
3
0
 

ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
3
/
2
9
 
～
 
2
0
1
0
/
4
/
6
 

1
号

 

原
子
炉
の
起
動
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
5
/
1
0
 
～
 
2
0
1
0
/
5
/
2
6
 

原
子
炉
の
停
止
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
4
/
9
 
 
～
 
2
0
1
0
/
4
/
1
4
 

ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
4
/
1
5
 
～
 
2
0
1
0
/
4
/
1
9
 

燃
料
取
替
え
（
取
出
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
4
/
1
9
 
～
 
2
0
1
0
/
4
/
2
3
 

燃
料
取
替
え
（
装
荷
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
6
/
1
5
 
～
 
2
0
1
0
/
6
/
1
8
 

九
州
電
力
 

川
内

 

2
号

 

ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
6
/
1
7
 
～
 
2
0
1
0
/
6
/
2
8
 

 

別
表
３
：
保
安

規
定
違
反
判
定

区
分
「
監
視
」

に
つ
い
て
 

発
電
所
 

件
数

時
期

保
安
規
定
違
反
の
概
要
 

◇
 

給
水

加
熱
器
保
管
庫
（

飛
び
地
）
の
管
理

区
域
で
、
運
転
員

が
個

人
線
量
計
を
着
用
せ
ず
に
立
ち
入
っ
た
。
発
電
所
に
よ

る
評
価
で
、

被
ば

く
は
な
い
こ
と
か

ら
、
原
子
力
安
全

に
か
か
る
影
響
は

少
な

い
も

の
の
、
管
理
区
域

の
出
入
り
管
理
を

遵
守
さ
せ
る
措
置

が
不

十
分

で
あ
る
こ
と
に
よ

る
保
安
規
定
第
９

６
条
（
管
理
区
域

出
入

者
の
遵
守
事
項
）
の
違
反
と
判
断
。
 

日
本
原
子
力
発
電
 

東
海
第
二

２
件

☆
 

残
留

熱
除
去
系
海
水
系

の
定
例
試
験
で
、

ポ
ン
プ
流
量
が
手

順
書

に
定

め
ら
れ
て
い
る
基

準
の
値
に
達
成
し

て
い
な
か
っ
た
が

、
こ

れ
は

、
試
験
手
順
書
の

合
否
判
定
基
準
に

必
要
な
流
量
を
定

め
て

な
く
業
務
の
計
画
に
つ
い
て
の
品
質
保
証
上
の
違
反
と
判

断
。
 

日
本
原
子
力
発
電
 

敦
賀
 

１
件

☆
 

非
常

用
予
備
発
電
装
置

（
電
力
貯
蔵
装
置

）
の
”
蓄
電
池
”

の
社

内
検

査
を
実
施
し
た
と

こ
ろ
、
蓄
電
池
の

液
位
が
基
準
範
囲

内
に

収
ま

っ
て
い
な
か
っ
た

が
、
検
査
記
録
に

は
”
良
”
と
記
載

し
て

い
た

。
検
査
が
適
切
に

行
わ
れ
て
な
く
、

不
適
合
管
理
も
十

分
で

な
か
っ
た
こ
と
か
ら
品
質
保
証
上
の
違
反
と
判
断
。
 

関
西
電
力
 

美
浜
 

１
件

☆
 

１
号

機
の
高
圧
注
入
ポ

ン
プ
モ
ー
タ
の
振

動
測
定
を
発
電
部

門
が

行
い

、
詳
細
診
断
結
果

を
設
備
管
理
課
に

渡
し
評
価
及
び
評

価
結

果
か

ら
の
改
善
事
項
を

策
定
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
が
、

発
電

部
門

か
ら
設
備
管
理
課

に
約
７
０
件
渡
っ

て
い
な
か
っ
た
こ

と
が

分
か

っ
た
。
保
全
の
有

効
性
に
も
イ
ン
プ

ッ
ト
さ
れ
る
デ
ー

タ
と

な
っ

て
お
り
、
事
業
者

の
評
価
の
結
果
、

安
全
に
直
接
影
響

の
あ

る
も

の
は
な
か
っ
た
と

言
う
こ
と
だ
が
、

保
守
管
理
を
適
切

に
行

っ
て

い
な
か
っ
た
と
し

て
、
保
安
規
定
第

１
２
０
条
（
保
守

管
理

計
画
）
の
違
反
と
判
断
。
 

中
国
電
力
 

島
根
 

１
件

◇
 

補
助
ｻ
ｰ
ｼ
ﾞ
ﾀ
ﾝ
ｸ
室
（
飛
び
地
）
の
管
理
区
域
で
、
発
電
課
員
が
個
人

線
量

計
を
着
用
せ
ず
に

立
ち
入
っ
た
。
発

電
所
に
よ
る
評
価

で
、

被
ば

く
は
な
い
こ
と
か

ら
、
原
子
力
安
全

に
係
る
影
響
は
少

な
い

も
の

の
、
管
理
区
域
に

立
ち
入
る
者
の
遵

守
事
項
と
し
て
、

個
人

線
量

計
を
着
用
す
る
こ

と
が
、
実
施
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
こ

と
に

よ
る

保
安
規
定
第
９
５

条
（
管
理
区
域
出

入
者
の
遵
守
事
項

）
の

違
反
と
判
断
。
 

四
国
電
力
 

伊
方
 

１
件

☆
 

１
号

機
安
全
防
護
系
シ

ー
ケ
ン
ス
盤
の
電

源
（
イ
ン
バ
ー
タ

）
切

替
試

験
で
、
Ａ
１
の
試

験
後
、
Ａ
２
の
試

験
の
た
め
電
源
を

隔
離

し
た

と
き
、
中
央
制
御

室
非
常
用
換
気
空
調
系
の
２
系
統
の

内
１

系
統

が
停
止
し
た
こ
と

に
よ
り
、
保
安
規

定
の
運
転
上
の
制
限
が

満
足
さ
れ
ず
L
C
O
逸
脱
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
作
業
手
順
書
に
装

置
復
旧
に
必
要
な
”
制
御
ス
タ
ー
ト
ス
イ

ッ
チ
”
を
押
す
こ

と
が

記
載

さ
れ
て
い
な
い
こ

と
な
ど
、
作
業
手

順
書
の
不
備
が
あ

っ
た

こ
と
か
ら
品
質
保
証
上
の
違
反
と
判
断
。
 

（
凡
例
）
☆
：
保
安
検
査
期
間
 

◇
：
保
安
検
査
期
間
外
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実
用

発
電

用
原

子
炉

に
対

す
る

保
安
検
査
結
果

等
に
つ
い
て
 

(
平

成
２

２
年

度
第

２
四
半
期
)
 

平
成
２
２
年
１

１
月
４
日
 

経
済
産
業
省
 

原
子
力
安
全
・

保
安
院
 

核
原

料
物

質
、
核

燃
料

物
質

及
び

原
子

炉
の

規
制

に
関

す
る
法
律
(
以
下
、「

原
子
炉

等
規
制
法
」
と
い

う
。
)

第
７

２
条

の
３

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
１

７
原

子
力

発
電

所
に
対
す
る
平

成
２
２
年
度
第

２
回
保
安
検

査
の

結
果

、
平

成
２

２
年

度
第

２
四

半
期

に
お

い
て

実
施
さ
れ

た
安
全
確
保
上

重
要
な
行
為
の

保
安
検
査
の

結
果

等
を

報
告

す
る

。
 

 １
．

平
成

２
２

年
度

第
２

回
保

安
検

査
結

果
に

つ
い

て
 

 (
１

)
検

査
の

目
的

 

原
子

力
発

電
所

の
安

全
を

確
保

す
る

た
め

に
実

用
発

電
用
原
子

炉
設
置
者
（
以
下
「
原
子
炉
設
置
者
」
と

い
う

。
）

及
び

そ
の

従
業

者
が

守
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

保
安

規
定

の
遵

守
状

況
に

関
し

て
、

原
子

炉
等

規

制
法

第
３

７
条

第
５

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
確

認
を

行
う

も
の

で
あ
る
。
 

(
２

)
検

査
実

施
期

間
及

び
検

査
実

施
者

 

別
表

１
に

示
す

期
間

に
お

い
て

、
全

国
の

原
子

力
保

安
検
査
官

事
務
所
(
１
７
事

務
所
)
に
駐
在
し

て
い
る

原
子

力
保

安
検

査
官

他
が

実
施

し
た

。
 

(
３

)
検

査
内

容
 

今
回

の
検

査
に

お
い

て
は

、
別

表
１

に
示

す
と

お
り

発
電
所
毎

に
、
保
安
活
動

の
実
施
状
況
に

着
目
し
た

検
査

項
目

及
び

重
点

検
査

項
目

を
設

定
し

、
施

設
へ

の
立

入
り

、
物

件
検

査
、

関
係

者
へ

の
質

問
を

行
い

、

保
安

規
定

の
遵

守
状

況
を

確
認

し
た

。
 

特
に

、
島

根
原

子
力

発
電

所
に

お
い

て
は

、
特

別
な

保
安
検
査

と
し
て
、
８
月
９
日
か
ら
３
０

日
に
か
け

て
、
「

保
守

管
理

の
不

備
等

に
係

る
保

安
規

定
違

反
の

改
善
措

置
状

況
」

に
つ

い
て

、
策

定
さ

れ
た

計
画

に

従
い

再
発

防
止

対
策

や
是
正
処

置
の

実
施

状
況

を
、
ま

た
、
保

安
規
定
変
更
命

令
に
基
づ
き
保

安
規
定
変
更

認
可
申
請

が
さ

れ
た

こ
と

か
ら

、
保

安
規

定
変
更
内

容
を
実
効

性
の
あ
る
も
の

に
す
る
た
め
、
具
体
的
な
実

施
事

項
が

下
部

規
程

に
適

切
に

定
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
な

ど
に

つ
い
て
実
施
し

た
。
他
の
発
電

所
に
お
い
て

は
、
島

根
原

子
力

発
電

所
に

お
け

る
保

守
管

理
等

の
不

備
に
係

る
直
接
原
因
等

に
対
す
る
実
施

状
況
、
保
守

点
検

対
象

設
備

（
弁

及
び

電
動

弁
）

の
点

検
の

実
施

状
況
等
に

つ
い
て
検
査
を

実
施
し
た
。
 

(
４

)
検

査
結

果
 

施
設

へ
の

立
入

り
、
物

件
検

査
、
関

係
者

へ
の

質
問

に
よ
り
検

査
を
実
施
し
た

結
果
は
、
別
表
１
に
示
す

と
お

り
で

あ
る

。
た
だ

し
、
東
京

電
力

株
式

会
社
福

島
第
一

原
子

力
発

電
所

５
号

機
に

お
い

て
、
「

実
用

発

電
用

原
子

炉
保

安
検

査
実

施
要

領
」
(
原

子
力

安
全
・
保

安
院
 

内
規
)
に
定
め
る

保
安
規
定
違
反

の
判
定
区

分
(
以

下
「

保
安

規
定

違
反

判
定

区
分

」
と

い
う

。
)
の
「

違
反
２
」
に
該
当
す
る
事

象
が
認
め
ら
れ

た
の
で
、

以
下

に
概

要
を

報
告

す
る

。
ま

た
、
「

監
視

」
に

つ
い

て
は

、
別

表
３
の
と
お
り

報
告
す
る
。
 

 ①
福
島
第
一
原

子
力
発
電
所
５

号
機
に
お
け
る

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
の
機
能

の
喪
失
に
つ
い

て
 

平
成
２
２
年
９

月
２
日
、
定
格
熱
出
力
一
定
運
転
中
の
５
号
機

に
お
い
て
、
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
（
以

下
「
R
C
I
C
」
と

い
う
。
）
の

定
例
試
験
の
た
め
R
C
I
C
 
を
起
動
し
た

と
こ
ろ
、
R
C
I
C
タ
ー
ビ
ン
が
ト
リ
ッ
プ

し
た
。
 

原
因
を
調
査
し

た
結
果
、
８
月
１
６
日
に
R
C
I
C
 
の
蒸
気
加
減
弁
の

制
御
回
路
の
端

子
が
リ
フ
ト
（
解
線
）

さ
れ
て
お
り
、
９
月
２
日
ま

で
の
期
間
（
１
６
日
間
）
、
R
C
I
C
 
は
機
能
を
喪
失

し
て
い
た
こ
と

が
明
ら
か
と

な
っ
た
。
 

こ
の
た
め
、
保
安
規
定
第

４
１

条
に
定
め
ら
れ

た
「
原
子
炉
が
運
転
中
（
原
子
炉
圧
力
が
１
．
０
４
メ
ガ

パ
ス
カ
ル
以
上

の
時
）
に
原

子
炉
隔
離
時
冷
却

系
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
」
の
運
転
上
の
制
限
を
守
る
べ

き
と
こ
ろ
、
不
適
切
な
作
業
（
保
安
活
動
）
に
よ
り
、
こ
れ
を
遵
守
で
き
な
か

っ
た
こ
と
に
よ

る
保
安
規
定

違
反
が
あ
っ
た

こ
と
を
確
認

し
た
。
 

 ２
．
安
全
確
保

上
重
要
な
行

為
の
保
安
検
査
結

果
に
つ
い
て
 

 (
１
)
検
査
の
目

的
 

原
子
力
発
電
所

の
安
全
を

確
保

す
る
た
め
に
実

用
発
電
用
原
子

炉
設
置
者
（
以
下
「
原
子
炉
設
置
者
」
と

い
う

。
）

及
び

そ
の

従
業

者
が

守
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

保
安

規
定

の
遵

守
状

況
に

関
し

て
、

原
子

炉
等

規

制
法
第
３
７
条

第
５
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
確

認
を
行
う
も
の

で
あ
る
。
 

(
２
)
検
査
実
施

期
間
及
び
検

査
実
施
者
 

平
成
２
２
年
度

第
２
四
半

期
(
平

成
２
２
年
７
月

１
日
～
９
月
３

０
日
)
に
お
い
て

は
、
別
表
２
の
発
電
所

（
号
機
）
に
対

す
る
安
全
確

保
上
重
要
な
行
為

の
保
安
活
動
の

実
施
状
況
に
つ

い
て
、
原
子
力

保
安
検
査
官

事
務
所
に
駐
在

し
て
い
る
原

子
力
保
安
検
査
官

が
実
施
し
た
。

 

(
３
)
検
査
内
容

 

今
回
の
検
査
に

お
い
て
は

、
別
表
２
に
示
す
発

電
所
（
号
機
）
に
対
し
、
保
安
活
動
の
実
施
状

況
に
着
目

し
た
検
査
項
目

を
設
定
し
、
施
設
へ
の
立
入
り

、
物
件
検
査
、
関
係
者
へ
の
質

問
を
行
い
、
保
安
規
定
の
遵

守
状
況
を
確
認

し
た
。
 

(
４
)
検
査
結
果

 

検
査
の
結
果
、
各
発
電
所
（
号

機
）
に
お
い
て

は
、
所
内
で
定

め
ら
れ
た
手
順

書
等
に
従
い
、
安
全
確
保

上
重
要
な
行
為

の
保
安
活
動
が

適
切
に
実
施
さ

れ
て
お
り
、
保

安
規
定
違
反
判

定
区
分
の
「
違
反
１
」
、「

違

反
２
」
、
「
違
反

３
」
及
び
「
監

視
」
に
該
当
す

る
事
項
は
認
め

ら
れ
な
か
っ
た

。
 

 ３
．
保
安
検
査

期
間
外
の
保
安

規
定
違
反
に
つ

い
て
 

 

平
成

２
２

年
度

第
２

四
半

期
(
平

成
２

２
年

７
月

１
日

～
９

月
３

０
日

)
で

は
、

保
安

検
査

期
間

外
に

お
い

て
、
保
安
規
定

違
反
判
定
区

分
の
「
違
反
１
」
、「

違
反
２
」
、「

違
反
３
」
に
該

当
す
る
事
項
は

認
め
ら
れ
な

か
っ
た
。
な
お
、
「
監
視
」

に
つ

い
て
は
、
別
表

３
の
と
お
り
報

告
す
る
。
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別
表

２
：

安
全

確
保

上
重

要
な

行
為

の
保
安
検

査
の
結
果
に
つ

い
て
 

発
電
所
 

安
全
確
保
上
重
要
な
行
為
の
保
安
検
査
 

検
査
実
施
期
間
 

北
海
道
電
力
 

泊
 

2
号

 
原
子
炉
の
起
動
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
6
/
2
5
 
～
 
2
0
1
0
/
7
/
7
 

1
号

 
原
子
炉
の
起
動
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
7
/
2
 
 
～
 
2
0
1
0
/
7
/
2
8
 

原
子
炉
の
停
止
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
7
/
2
7
 
～
 
2
0
1
0
/
8
/
5
 

燃
料
取
替
え
（
取
出
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
8
/
2
 
 
～
 
2
0
1
0
/
8
/
1
0
 

東
北
電
力
 

女
川

 

3
号

 

燃
料
取
替
え
（
装
荷
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
9
/
1
6
 
～
 
2
0
1
0
/
9
/
2
8
 

原
子
炉
の
起
動
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
7
/
1
6
 
～
 
2
0
1
0
/
8
/
2
 

1
号

 

原
子
炉
の
起
動
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
9
/
2
2
 
～
 
2
0
1
0
/
9
/
2
9
 

原
子
炉
の
停
止
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
9
/
1
4
 
～
 
2
0
1
0
/
9
/
1
7
 

2
号

 

燃
料
取
替
え
（
取
出
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
9
/
1
7
 
～
 
2
0
1
0
/
9
/
2
7
 

燃
料
取
替
え
（
装
荷
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
8
/
1
3
 
～
 
2
0
1
0
/
8
/
2
3
 

3
号

 

原
子
炉
の
起
動
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
9
/
1
5
 
～
 
2
0
1
0
/
9
/
3
0
 

原
子
炉
の
停
止
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
8
/
1
2
 
～
 
2
0
1
0
/
8
/
1
6
 

燃
料
取
替
え
（
取
出
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
8
/
1
9
 
～
 
2
0
1
0
/
8
/
2
6
 

海
水
系
統
切
替
え
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
9
/
7
 
 
～
 
2
0
1
0
/
9
/
8
 

東
京
電
力
 

福
島
第
一

6
号

 

燃
料
取
替
え
（
装
荷
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
9
/
7
 
 
～
 
2
0
1
0
/
9
/
1
6
 

燃
料
取
替
え
（
取
出
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
6
/
2
8
 
～
 
2
0
1
0
/
7
/
7
 

燃
料
取
替
え
（
装
荷
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
8
/
1
7
 
～
 
2
0
1
0
/
8
/
2
6
 

東
京
電
力
 

福
島
第
二

1
号

 

原
子
炉
の
起
動
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
9
/
1
7
 
～
 
2
0
1
0
/
9
/
2
8
 

東
京
電
力
 

柏
崎
刈
羽

7
号

 
原
子
炉
の
起
動
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
6
/
2
3
 
～
 
2
0
1
0
/
7
/
5
 

燃
料
取
替
え
（
装
荷
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
7
/
2
3
 
～
 
2
0
1
0
/
8
/
2
 

北
陸
電
力
 

志
賀

 
1
号

 

原
子
炉
の
起
動
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
8
/
2
5
 
～
 
2
0
1
0
/
9
/
7
 

日
本
原
子
力
発
電
 

敦
賀

 
2
号

 
原
子
炉
の
起
動
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
6
/
2
9
 
～
 
2
0
1
0
/
7
/
1
5
 

原
子
炉
の
停
止
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
8
/
1
9
 
～
 
2
0
1
0
/
8
/
2
3
 

ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
8
/
2
4
 
～
 
2
0
1
0
/
8
/
3
0
 

関
西
電
力
 

美
浜

 
2
号

 

燃
料
取
替
え
（
取
出
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
8
/
2
7
 
～
 
2
0
1
0
/
9
/
1
 

燃
料
取
替
え
（
装
荷
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
9
/
6
 
 
～
 
2
0
1
0
/
9
/
1
0
 

関
西
電
力
 

高
浜

 
2
号

 

ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
9
/
1
0
 
～
 
2
0
1
0
/
9
/
1
5
 

ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
6
/
2
5
 
～
 
2
0
1
0
/
7
/
2
 

1
号

 

原
子
炉
の
起
動
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
7
/
1
 
 
～
 
2
0
1
0
/
7
/
2
0
 

原
子
炉
の
停
止
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
8
/
2
5
 
～
 
2
0
1
0
/
8
/
3
1
 

ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
8
/
2
7
 
～
 
2
0
1
0
/
9
/
2
 

四
国
電
力
 

伊
方

 

2
号

 

燃
料
取
替
え
（
取
出
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
9
/
2
 
 
～
 
2
0
1
0
/
9
/
7
 

原
子
炉
の
停
止
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
7
/
2
3
 
～
 
2
0
1
0
/
7
/
2
7
 

ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
7
/
2
8
 
～
 
2
0
1
0
/
8
/
3
 

燃
料
取
替
え
（
取
出
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
8
/
3
 
 
～
 
2
0
1
0
/
8
/
6
 

燃
料
取
替
え
（
装
荷
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
9
/
6
 
 
～
 
2
0
1
0
/
9
/
1
0
 

1
号

 

ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
9
/
1
0
 
～
 
2
0
1
0
/
9
/
2
1
 

原
子
炉
の
停
止
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
9
/
2
 
 
～
 
2
0
1
0
/
9
/
6
 

ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
9
/
6
 
 
～
 
2
0
1
0
/
9
/
1
0
 

九
州
電
力
 

玄
海

 

4
号

 

燃
料
取
替
え
（
取
出
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
9
/
1
0
 
～
 
2
0
1
0
/
9
/
1
5
 

九
州
電
力
 

川
内

 
2
号

 
原
子
炉
の
起
動
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
7
/
1
 
 
～
 
2
0
1
0
/
7
/
2
0
 

       

 

別
表
３
：
保
安

規
定
違
反
判
定

区
分
「
監
視
」

に
つ
い
て
 

発
電
所
 

件
数

時
期

保
安
規
定
違
反
の
概
要
 

東
京
電
力
 

福
島
第
一

１
件

☆
 

原
子
炉

圧
力
容
器
最
低
使
用
温
度
の
計
算
式
に
つ
い
て
、
規
制

要

求
事

項
が
変
更
さ
れ
た

た
め
、
平

成
２
１
年
８
月
よ
り
新
た

な
計

算
式

に
見

直
さ
れ
た
。

こ
の
時
、
計
算
式

が
変
更
さ
れ
て
い

る
こ

と
を
確
認
せ
ず
に
、
変
更
前
の
計
算
式
で

計
算

し
、
誤
っ
た

値
を

当
直
長
へ
通
知
し
て
い

た
た
め
３

７
条
（

原
子
炉
冷
却
材
温
度
及

び
原

子
炉
冷
却
材
温
度
変
化
率
）
の
違
反

と
判
断
。
な
お
、
変
更

後
の

計
算
式
で
計
算
し

た
結
果
、
実
際

に
検
査
に
用
い
た
値

は
最

低
使

用
温
度
よ
り
安
全
側

の
値
を
使

用
し

て
い
た
た
め
、
原

子
力

安
全
に
影
響
を
及
ぼ

す
も
の
で
は
な
い
。
 

東
京
電
力
 

福
島
第
二

１
件

☆
 

（
同
上
）
 

中
部
電
力
 

浜
岡

 
１
件

☆
 

５
号

機
の
使
用
済
燃
料

プ
ー
ル
に
お
い
て

、
使
用
済
燃
料
輸
送
キ

ャ
ス
ク

か
ら
４
号
機
の
使

用
済
燃
料
を
取

り
出
す
作

業
で
、

５
号

機
用
燃
料
取
替
機
つ
か
み
具
ガ
イ
ド

を
使

用
し
た
と
こ
ろ
、
当
該

燃
料

が
つ
か
め
な
い
事
象

が
発
生
し
た
。
４

号
機
の
使

用
済
燃
料

を
取

り
扱

う
際

は
、
３
・
４
号
機
用
燃
料
取
替
機
つ
か
み
具
ガ
イ

ド
を
使

用
し
て
取

り
扱

わ
な
い
と
い
け

な
く
、
燃
料
取
扱
に

関
す

る
重

要
な
操
作
が
、
使

用
済
燃
料
プ
ー
ル

に
関
す
る
設
置
許
可
等

を
担
当
し
た
本
店

か
ら

の
引
き
継
ぎ
が
行

わ
れ
て
い
な
か
っ

た
こ

と
か
ら
、
原
子
力
安
全
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
も
の
の
、

品
質
保
証
上
の
違
反
と
判
断
。
 

北
陸
電
力
 

志
賀
 

１
件

◇
 

１
号
機
で
原
子
炉
起
動
前
の
制
御
棒
駆
動
機
構
（
以
下
「
C
R
D
」
と

い
う
。
）
の
エ
ア
ー
ベ
ン
ト
（
C
R
D
 
配
管
内
の
空
気
を
取
り
除
く
）

作
業

中
、
制
御
棒
１
本

を
選
択
し
連
続
引

き
抜
き
操
作
を
開
始
し

た
と

こ
ろ
、
選
択
し
た
制
御
棒
１
本
が
全
挿
入
位
置
か
ら
引

き
抜

け
始
め
た
た
め
（
本
来
は
、
全
挿
入
位
置
で
不
動
）
、
引
き
抜
き
操

作
を
中
止
し
た
。
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
当
該
C
R
D
の
空
気
抜
き
弁

が
閉
じ
ら
れ
て
い
た
状
態
で
、
開
閉
用
タ
グ
「
開
」
が
取
り
付
け

ら
れ

て
い
た
。
現
場
確
認
し
て
い
た
発
電

課
員
は
、
弁
を
操
作
し

た
作

業
員
に
誤
り
を
指
摘
し
た
が
、
そ
の
情
報
が
、
中
央
制
御
室

に
伝

わ
る
前
に
、
制
御
棒
の
連
続
引
き
抜

き
操
作
が
行
わ
れ

た
た

め
、
役
割
分
担
を
含
め
情
報
の
共
有
が
十

分
で
は
な
か
っ
た
点
で

品
質
保
証
上
の
違
反
と
判
断
。
な
お
、
制
御
棒
1
 
本
で
あ
れ
ば
、

全
引

き
抜
き
が
行
わ
れ

て
も
原
子
炉
停
止
余
裕
が
確
保
さ
れ

て
い

る
こ
と
か
ら
、
原
子
力
安
全
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
 

日
本
原
子
力
発
電
 

敦
賀
 

１
件

◇
 

２
号

機
の
格
納
容
器
冷
却
材
ド
レ
ン
排
出
ラ
イ
ン
第
一
隔
離
弁
の

分
解
点
検
作
業
に
お
い

て
、
当
該
系
統
の

隔
離
・
水
抜
き
が
完
了

し
て

い
な
い
状
態
で
作

業
開
始
が
許
可
さ

れ
、
当
該
弁
を
分
解
し

た
た

め
、
管
理
区
域
内

で
の
放
射
性
物
質

を
含
む
水
の
漏
え

い
が

発
生
し
た
（
床
面
に
約
３
リ
ッ
ト
ル
）
。
こ
れ
は
、
保
修
室
の
担
当

者
間

で
作
業
進
捗
状
況
等
の
必
要
な
情
報

が
共
有
さ
れ
て
い

な
か

っ
た

こ
と
に
よ
る
品
質

保
証
上
の
違
反
と

判
断
。
な
お
、
設

備
上

の
不
具
合
で
な
い
た
め
原
子
力
安
全
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
 

（
凡
例
）
☆
：
保
安
検
査
期
間
 

◇
：
保
安
検
査
期
間
外
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実
用

発
電

用
原

子
炉

に
対

す
る

保
安
検
査
結
果

等
に
つ
い
て
 

(
平

成
２

２
年

度
第

３
四
半
期
)
 

平
成
２
３
年
２

月
７
日
 

経
済
産
業
省
 

原
子
力
安
全
・

保
安
院
 

核
原

料
物

質
、
核

燃
料

物
質

及
び

原
子

炉
の

規
制

に
関

す
る
法
律
(
以
下
、「

原
子
炉

等
規
制
法
」
と
い

う
。
)

第
７

２
条

の
３

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
１

７
原

子
力

発
電

所
に
対
す
る
平

成
２
２
年
度
第

３
回
保
安
検

査
の

結
果

、
平

成
２

２
年

度
第

３
四

半
期

に
お

い
て

実
施

さ
れ

た
安
全
確
保
上

重
要
な
行
為
の

保
安
検
査
の

結
果

等
を

報
告

す
る

。
 

 

１
．

平
成

２
２

年
度

第
３

回
保

安
検

査
結

果
に

つ
い

て
 

 (
１

)
検

査
の

目
的

 

原
子

力
発

電
所

の
安

全
を

確
保

す
る

た
め

に
実

用
発

電
用
原
子

炉
設
置
者
（
以
下
「
原
子
炉
設
置
者
」
と

い
う

。
）

及
び

そ
の

従
業

者
が

守
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

保
安

規
定

の
遵

守
状

況
に

関
し

て
、

原
子

炉
等

規

制
法

第
３

７
条

第
５

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
確

認
を

行
う

も
の

で
あ
る
。
 

(
２

)
検

査
実

施
期

間
及

び
検

査
実

施
者

 

別
表

１
に

示
す

期
間

に
お

い
て

、
全

国
の

原
子

力
保

安
検
査
官

事
務
所
(
１
７
事

務
所
)
に
駐
在
し

て
い
る

原
子

力
保

安
検

査
官

他
が

実
施

し
た

。
 

(
３

)
検

査
内

容
 

今
回

の
検

査
に

お
い

て
は

、
別

表
１

に
示

す
と

お
り

発
電
所
毎

に
、
保
安
活
動

の
実
施
状
況
に

着
目
し
た

検
査

項
目

及
び

重
点

検
査

項
目

を
設

定
し

、
施

設
へ

の
立

入
り

、
物

件
検

査
、

関
係

者
へ

の
質

問
を

行
い

、

保
安

規
定

の
遵

守
状

況
を

確
認

し
た

。
 

特
に

、
島

根
原

子
力

発
電

所
に

お
い

て
は

、
特

別
な

保
安
検
査

と
し
て
、
１
１
月
２
日
か
ら
３

０
日
に
か

け
て

、
「

保
守

管
理

の
不

備
等

に
係

る
保

安
規

定
違

反
の

改
善
措

置
状

況
」

に
つ

い
て

、
策

定
さ

れ
た

計
画

に
従

い
再

発
防

止
対

策
や
是
正
処

置
の

実
施

状
況

な
ど

に
つ

い
て

実
施

し
た

。
他

の
発

電
所

に
お

い
て

は
、

島
根

原
子

力
発

電
所

に
お

け
る

保
守

管
理

等
の

不
備

に
係
る
直
接

原
因
等
に
対

す
る
実
施
状
況

、
保
守
点
検

対
象

設
備

の
点

検
の

実
施

状
況

等
に

つ
い

て
検

査
を

実
施
し
た

。
 

(
４

)
検

査
結

果
 

施
設

へ
の

立
入

り
、
物

件
検

査
、
関

係
者

へ
の

質
問

に
よ
り
検

査
を
実
施
し
た

結
果
は
、
別
表
１
に
示
す

と
お

り
で

あ
る

。
 

検
査

の
結

果
、
「

実
用

発
電

用
原

子
炉

保
安

検
査

実
施

要
領

」
(
原

子
力

安
全

・
保

安
院

 
内

規
)
に

定
め

る
保

安
規

定
違

反
の

判
定

区
分

(
以

下
「

保
安

規
定

違
反

判
定
区
分
」
と
い
う
。
)
の
「
違
反
１
」
、「

違
反

２
」
、

「
違

反
３

」
に

該
当

す
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。
 

な
お

、
「

監
視
」

に
つ

い
て

は
、

別
表

３
の

と
お

り
報

告
す
る
。

 

 

 ２
．
安
全
確
保

上
重
要
な
行
為

の
保
安
検
査
結

果
に
つ
い
て
 

 (
１
)
検
査
の
目

的
 

原
子
力
発
電
所

の
安
全
を
確
保

す
る
た
め
に
実

用
発
電
用
原
子

炉
設
置
者
（
以
下
「
原
子
炉
設
置
者
」
と

い
う

。
）

及
び

そ
の

従
業

者
が

守
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

保
安

規
定

の
遵

守
状

況
に

関
し

て
、

原
子

炉
等

規

制
法
第
３
７
条

第
５
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
確

認
を
行
う
も
の

で
あ
る
。
 

(
２
)
検
査
実
施

期
間
及
び
検
査

実
施
者
 

平
成
２
２
年
度

第
３
四
半
期
(
平

成
２
２
年
１
０

月
１
日
～
１
２

月
３
１
日
)
に
お

い
て
は
、
別
表
２
の
発

電
所
（
号
機
）
に
対
す
る
安
全

確
保
上
重
要
な

行
為
の
保
安
活

動
の
実
施
状
況

に
つ
い
て
、
原
子
力
保
安
検

査
官
事
務
所
に

駐
在
し
て
い

る
原
子
力
保
安
検

査
官
が
実
施
し

た
。
 

(
３
)
検
査
内
容

 

今
回
の
検
査
に

お
い
て
は

、
別
表
２
に
示
す
発

電
所
（
号
機
）
に
対
し
、
保
安
活
動
の
実
施
状

況
に
着
目

し
た
検
査
項
目

を
設
定
し
、
施
設
へ
の
立
入
り

、
物
件
検
査
、
関
係
者
へ
の
質

問
を
行
い
、
保
安
規
定
の
遵

守
状
況
を
確
認

し
た
。
 

(
４
)
検
査
結
果

 

検
査
の
結
果
、
各
発
電
所
（
号

機
）
に
お
い
て

は
、
所
内
で
定

め
ら
れ
た
手
順

書
等
に
従
い
、
安
全
確
保

上
重
要
な
行
為

の
保
安
活
動
が

適
切
に
実
施
さ

れ
て
お
り
、
保

安
規
定
違
反
判

定
区
分
の
「
違
反
１
」
、「

違

反
２
」
、
「
違
反

３
」
及
び
「
監

視
」
に
該
当
す

る
事
項
は
認
め

ら
れ
な
か
っ
た

。
 

 ３
．
保
安
検
査

期
間
外
の
保

安
規
定
違
反
に
つ

い
て
 

 

平
成
２
２
年
度

第
３
四
半

期
(
平

成
２
２
年
１
０

月
１
日
～
１
２

月
３
１
日
)
で
は

、
保
安
検
査
期
間
外
に
、

中
部

電
力

株
式

会
社
浜
岡

原
子

力
発

電
所

に
お

い
て

、
保

安
規

定
違

反
判

定
区

分
の

「
違

反
２

」
、

該
当

す

る
事

象
が

認
め

ら
れ

た
の

で
、

以
下

に
概

要
を

報
告

す
る

。
な

お
、
「

監
視

」
に

つ
い

て
は

、
別

表
３

の
と

お
り
報
告
す
る

。
 

①
浜
岡
原
子
力

発
電
所
に
お

け
る
品
質
保
証
及

び
保
守
管
理
の
一
部
欠
落
 

平
成
２
２
年
度

第
３
回
保

安
検

査
に
お
い
て
、
３
号
機
の
点
検

計
画
管
理
表
の
抜
取
り
確
認
を

実
施
し
た

と
こ
ろ
、
点
検

計
画
に
定
め

た
点
検
周
期
を
超

え
て
点
検
が
実

施
さ
れ
て
い
る

事
実
が
確
認
さ

れ
た
こ
と
等

か
ら
、
事
業
者

に
定
期
事
業
者

検
査
対
象
機
器

の
点
検
状
況
に

つ
い
て
調
査
を

指
示
し
た
。
 

事
業
者
か
ら
報

告
さ
れ
た
点
検

状
況
を
評
価
し

た
結
果
、
点
検
実
施
時
期
の
入

力
誤
り
等
が
生
じ

て
い
た

こ
と

及
び

点
検

実
施

時
期

の
延
長

に
関

す
る
ル
ー
ル

に
改

善
す

べ
き
課
題

が
あ

っ
た

こ
と

等
の

問
題

が
判

明
し
た
こ
と
か

ら
、
こ
の
問
題
点
の
原
因
究
明
と

再
発
防
止
対
策

の
検
討
に
つ
い

て
の
調
査
の
実

施
、
及
び
、

定
期

事
業

者
検

査
対

象
機

器
以

外
の

機
器

に
つ

い
て

も
点

検
周

期
と
異

な
る

点
検

の
計

画
及

び
実

績
に

係

る
調
査
の
実
施

を
指
示
し
た

。
 

そ
の
結
果
、
保

守
管
理
に

お
い

て
点
検
周
期
は

点
検
計
画
の
要
求
事
項
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら

ず
、
点
検
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周
期

を
目

安
ま

た
は
標
準

的
な
頻

度
と

し
て

い
る

こ
と

、
変
更

で
き
る
な
ど
要
求
事
項
が
曖
昧

と
な
る
社
内

規
程

の
記

載
が

あ
っ

た
た

め
、
誤

っ
た
運

用
が

行
わ

れ
て
い
た

。
更
に
、
事
業
者
は
健
全
性
評

価
を
実
施
し

た
と

判
断

ま
た

は
推

定
し

て
い

る
が

、
記
録

の
ほ

と
ん

ど
が
保

管
さ
れ
て
い
な

い
。
 

 ま
た

、
点

検
周

期
を

超
え

て
い

な
が

ら
次

回
点

検
時

期
が
設
定

さ
れ
て
い
な
い
例
に
つ
い
て
は

、
単
な
る

入
力
ミ
ス

と
す

る
に

は
数

が
多

く
、
組
織

と
し

て
個
人

の
入
力
ミ
ス
を
検
出
・
レ
ビ
ュ
ー
・
審
査
す
る
機
能

が
有
効

に
働

い
て

い
な

か
っ

た
。

 

以
上

の
結

果
、
品

質
保
証

及
び

１
０

６
条

の
保

守
管

理
の
違
反

に
よ
り
、
安
全

重
要
度
ク
ラ
ス

１
に
分
類

さ
れ

る
多

く
の

機
器

が
、
要
求

事
項

と
す

べ
き

点
検

周
期
を
超

え
て
も
点
検
さ

れ
な
か
っ
た
こ

と
か
ら
、
安

全
機
能

の
健

全
性

を
担

保
で

き
な

か
っ

た
可
能

性
が

あ
り

、
潜

在
的
に
原
子
力

安
全
に
影
響
を

及
ぼ
し
か
ね

な
い

。
し

か
し

な
が

ら
、
健

全
性

確
認
（

外
観

点
検

等
を
含
む

）
を
行
っ
た
結

果
、
点
検
周
期

を
超
え
て
点

検
さ

れ
て

い
な

い
機

器
が

安
全

上
に

問
題

な
い

こ
と

が
確

認
さ

れ
て
い
る
た
め
、
「
違
反
２
」
と

す
る
。
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別
表

２
：

安
全

確
保

上
重

要
な

行
為

の
保
安
検

査
の
結
果
に
つ

い
て
 

発
電
所
 

安
全
確
保
上
重
要
な
行
為
の
保
安
検
査
 

検
査
実
施
期
間
 

原
子
炉
の
停
止
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
1
/
4
 
 
～
 
2
0
1
0
/
1
1
/
1
1
 

2
号

 

燃
料
取
替
え
（
取
出
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
1
/
1
0
 
～
 
2
0
1
0
/
1
1
/
1
8
 

東
北
電
力
 

女
川

 

3
号

 
原
子
炉
の
起
動
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
0
/
2
2
 
～
 
2
0
1
0
/
1
1
/
8
 

燃
料
取
替
え
（
装
荷
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
0
/
1
3
 
～
 
2
0
1
0
/
1
0
/
1
9
 

2
号

 

原
子
炉
の
起
動
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
1
/
1
1
 
～
 
2
0
1
0
/
1
1
/
2
6
 

原
子
炉
の
停
止
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
1
/
2
6
 
～
 
2
0
1
0
/
1
2
/
2
 

東
京
電
力
 

福
島
第
一

4
号

 

燃
料
取
替
え
（
取
出
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
2
/
3
 
 
～
 
2
0
1
0
/
1
2
/
1
3
 

原
子
炉
の
停
止
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
1
/
5
 
 
～
 
2
0
1
0
/
1
1
/
1
0
 

燃
料
取
替
え
（
取
出
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
1
/
1
2
 
～
 
2
0
1
0
/
1
1
/
2
2
 

東
京
電
力
 

福
島
第
二

4
号

 

燃
料
取
替
え
（
装
荷
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
2
/
1
5
 
～
 
2
0
1
0
/
1
2
/
2
7
 

燃
料
取
替
え
（
装
荷
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
1
/
2
9
 
～
 
2
0
1
0
/
1
2
/
2
 

燃
料
取
替
え
（
取
出
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
2
/
3
 
 
～
 
2
0
1
0
/
1
2
/
6
 

3
号

 

燃
料
取
替
え
（
装
荷
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
2
/
1
6
 
～
 
2
0
1
0
/
1
2
/
2
8
 

5
号

 
原
子
炉
の
起
動
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
1
/
1
6
 
～
 
2
0
1
0
/
1
2
/
7
 

原
子
炉
の
停
止
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
0
/
2
9
 
～
 
2
0
1
0
/
1
1
/
4
 

燃
料
取
替
え
（
取
出
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
1
/
4
 
 
～
 
2
0
1
0
/
1
1
/
1
2
 

海
水
系
統
切
替
え
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
1
/
2
2
 
～
 
2
0
1
0
/
1
2
/
6
 

東
京
電
力
 

柏
崎
刈
羽

6
号

 

燃
料
取
替
え
（
装
荷
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
1
/
2
9
 
～
 
2
0
1
0
/
1
2
/
1
4
 

原
子
炉
の
停
止
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
1
/
2
6
 
～
 
2
0
1
0
/
1
2
/
3
 

3
号

 

燃
料
取
替
え
（
取
出
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
2
/
3
 
 
～
 
2
0
1
0
/
1
2
/
2
0
 

原
子
炉
の
停
止
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
0
/
1
2
 
～
 
2
0
1
0
/
1
0
/
1
8
 

燃
料
取
替
え
（
取
出
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
0
/
1
5
 
～
 
2
0
1
0
/
1
0
/
2
5
 

中
部
電
力
 

浜
岡

 

4
号

 

燃
料
取
替
え
（
装
荷
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
2
/
1
7
 
～
 
2
0
1
0
/
1
2
/
2
7
 

原
子
炉
の
停
止
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
1
/
2
2
 
～
 
2
0
1
0
/
1
1
/
2
9
 

ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
1
/
2
6
 
～
 
2
0
1
0
/
1
2
/
3
 

1
号

 

燃
料
取
替
え
（
取
出
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
2
/
3
 
 
～
 
2
0
1
0
/
1
2
/
6
 

燃
料
取
替
え
（
装
荷
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
9
/
2
4
 
 
～
 
2
0
1
0
/
1
0
/
4
 

ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
0
/
1
 
 
～
 
2
0
1
0
/
1
0
/
4
 

関
西
電
力
 

美
浜

 

2
号

 

原
子
炉
の
起
動
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
0
/
1
8
 
～
 
2
0
1
0
/
1
1
/
1
 

原
子
炉
の
停
止
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
2
/
9
 
 
～
 
2
0
1
0
/
1
2
/
1
7
 

ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
2
/
1
3
 
～
 
2
0
1
0
/
1
2
/
2
1
 

1
号

 

燃
料
取
替
え
（
取
出
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
2
/
1
7
 
～
 
2
0
1
0
/
1
2
/
2
7
 

燃
料
取
替
え
（
装
荷
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
9
/
2
9
 
 
～
 
2
0
1
0
/
1
0
/
6
 

ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
0
/
4
 
 
～
 
2
0
1
0
/
1
0
/
1
5
 

関
西
電
力
 

大
飯

 

2
号

 

原
子
炉
の
起
動
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
0
/
1
5
 
～
 
2
0
1
0
/
1
0
/
2
8
 

2
号

 
原
子
炉
の
起
動
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
9
/
2
4
 
 
～
 
2
0
1
0
/
1
0
/
4
 

原
子
炉
の
停
止
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
0
/
1
2
 
～
 
2
0
1
0
/
1
0
/
2
5
 

ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
0
/
1
2
 
～
 
2
0
1
0
/
1
0
/
2
5
 

燃
料
取
替
え
（
取
出
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
0
/
1
9
 
～
 
2
0
1
0
/
1
0
/
2
5
 

燃
料
取
替
え
（
装
荷
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
2
/
2
 
 
～
 
2
0
1
0
/
1
2
/
6
 

ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
2
/
6
 
 
～
 
2
0
1
0
/
1
2
/
1
3
 

関
西
電
力
 

高
浜

 

3
号

 

原
子
炉
の
起
動
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
2
/
1
7
 
～
 
2
0
1
0
/
1
2
/
2
8
 

1
号

 
燃
料
取
替
え
（
取
出
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
1
/
1
5
 
～
 
2
0
1
0
/
1
1
/
2
2
 

燃
料
取
替
え
（
装
荷
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
0
/
2
6
 
～
 
2
0
1
0
/
1
1
/
2
 

中
国
電
力
 

島
根

 

2
号

 

原
子
炉
の
起
動
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
1
/
3
0
 
～
 
2
0
1
0
/
1
2
/
9
 

燃
料
取
替
え
（
装
荷
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
0
/
2
7
 
～
 
2
0
1
0
/
1
1
/
2
 

ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
0
/
2
9
 
～
 
2
0
1
0
/
1
1
/
5
 

四
国
電
力
 

伊
方

 
2
号

 

原
子
炉
の
起
動
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
1
/
4
 
 
～
 
2
0
1
0
/
1
1
/
1
8
 

1
号

 
原
子
炉
の
起
動
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
9
/
2
9
 
 
～
 
2
0
1
0
/
1
0
/
1
3
 

3
号

 
原
子
炉
の
停
止
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
2
/
1
0
 
～
 
2
0
1
0
/
1
2
/
1
3
 

燃
料
取
替
え
（
装
荷
）
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
0
/
8
 
 
～
 
2
0
1
0
/
1
0
/
1
3
 

ミ
ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
0
/
1
3
 
～
 
2
0
1
0
/
1
0
/
2
1
 

九
州
電
力
 

玄
海

 

4
号

 

原
子
炉
の
起
動
時
の
保
安
検
査
 

2
0
1
0
/
1
0
/
2
5
 
～
 
2
0
1
0
/
1
1
/
8
 

 

別
表
３
：
保
安

規
定
違
反
判
定

区
分
「
監
視
」

に
つ
い
て
 

発
電
所
 

件
数

時
期

保
安
規
定
違
反
の
概
要
 

東
京
電
力
 

柏
崎
刈
羽

１
件

◇
 

１
号

機
に
お
い

て
、
原

子
炉
冷
却
材
浄
化

系
（
Ｂ
）

ポ
ン
プ

室

内
の
配
管
を
修
理
し
、
当
該
系
統
の
水
張

り
作
業
の
た
め
、

原
子

炉
冷
却
材
側
と
の
仕
切

り
弁
を
開
け
た
と

こ
ろ
、
当
該
系
統

の
空

気
抜

き
用
ベ
ン
ト
配
管

を
経
由
し
、
フ
ァ

ン
ネ
ル
部
か
ら
、
同
室

に
蒸
気
が
漏
え
い
し
た
。
こ
の
際
、
現
場
作
業
員
が
汚
染
し
た
。
 

水
張

り
作
業
書

は
、
通

常
、
原
子
炉
の
停
止
時
で
、

原
子
炉
冷

却
材

の
圧
力
が
当
該
系
統
内
の
水
圧
よ
り
低
い
状
態
の
時
に

用
い

ら
れ

て
い
た
。
し
か
し

、
今
回
は
、
原
子
炉
の
運
転
中
で
、

原
子

炉
冷
却
材
の
圧
力
が
当
該
系
統
内
の
水
圧

よ
り
高
い
時
の
手

順
が

定
め

ら
れ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
か
ら
、
業

務
に
必
要
な
プ
ロ
セ
ス

が
適

切
に
計
画
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
こ
と

に
よ
る
品
質
保
証

上
の

違
反
と
判
断
。
 

な
お

、
同
室
内

で
原
子
炉
冷
却
材

の
漏
え

い
を
検
知

し
、
直

ち

に
仕

切
り
弁
を
閉
じ
た

こ
と
に
よ
り
原
子

力
安
全
の
影
響
が

な
か

っ
た
。
 

日
本
原
子
力
発
電
 

東
海
第
二

１
件

◇
 

タ
ー
ビ
ン
建
屋

（
管
理

区
域
内
）

の
オ
イ
ル
ド
レ
ン
サ
ン
プ

内

の
液
体
に
つ
い
て
、
屋
外
に
移
送
し
容
器

に
詰
め
る
等
の
処

理
を

実
施

し
て
い
る
。
社
内

規
程
で
は
、
建
屋

か
ら
移
送
す
る
前

に
、

液
体

の
放
射
能
濃
度
を

測
定
し
、
汚
染
の

な
い
こ
と
を
確
認

し
て

か
ら
移
送
す
る
こ
と
を

定
め
て
い
る
が
、

測
定
せ
ず
に
移
送

し
た

こ
と
に
よ
る
品
質
保
証
上
の
違
反
と
判
断
。
 

な
お

、
移
送
の
途
中
で

、
放
射
能

の
測
定

を
実
施
し

て
い
な

い

こ
と

が
判
明
し
た
た
め

、
直
ち
に
移
送
を

中
断
し
、
屋
外
と
建
屋

内
の
オ

イ
ル
ド
レ

ン
サ

ン
プ

内
の

液
体

を
放
射
能

測
定

し
た

結

果
、

検
出
限
界
値
未
満

で
あ
り
、
移
送
前

後
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ

ス
ト

の
指
示
値
は
変
動

が
見
ら
れ
な
い
こ

と
か
ら
、
原
子
力

安
全

の
影
響
が
な
か
っ
た
。
 

今
後
、
管
理
区
域
内
に
て
発
生
し
た
オ
イ
ル
ド
レ
ン
の
移
動
は
、

取
り
止
め
管
理
区
域
内
で
処
理
す
る
。
 

 

四
国
電
力
 

伊
方
 

１
件

☆
 

３
号

機
で
は
、
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
が
装
荷

さ
れ

る
こ
と
に
伴

い
、
取

替
炉
心
用
出
力
分
布

計
算

に
使

用
す
る
換
算
係
数
等
が
新

た
に
作

成
さ

れ
た
。
そ
の
換
算

係
数
等
の
中
の
デ

ー
タ
数
に
入
力
誤

り
が

あ
り

、
そ
の
結
果
、
出

力
分
布

計
算

が
正

し
く
行
わ
れ
て
い

な
か

っ
た

。
調
達
の
仕
様
書

に
調

達
要
求
事
項

が
明
確
と
な
っ
て

い
な

い
こ

と
及
び
、
換
算
係

数
等

を
業
務
に
適

用
す
る
前

に
、
計
算

プ

ロ
セ

ス
の
妥
当
性
確
認

が
不
十
分
で
あ
っ

た
こ
と
に
よ
る
品

質
保

証
上
の
違
反
と
判
断
。
 

な
お

、
修
正
後

の
換
算

係
数
等
を

用
い
て

、
炉

内
出

力
分
布

測

定
結

果
の
再
評
価
を
行

っ
た
結
果
、
起

動
か
ら
現
在
ま
で
の

全
て

の
炉

内
出
力
分
布

測
定

結
果
が
、
制
限
値

ま
た
は
判
定
基
準

を
満

足
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
原
子
力
安
全
の
影
響
が
な
か
っ
た
。

 

 

（
凡
例
）
☆
：
保
安
検
査
期
間
 

◇
：
保
安
検
査
期
間
外
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実
用

発
電

用
原

子
炉

に
対

す
る

保
安
検
査
結
果

等
に
つ
い
て
 

(
平

成
２

２
年

度
第

４
四
半
期
)
 

平
成
２
３
年
６

月
３
日
 

経
済
産
業
省
 

原
子
力
安
全
・

保
安
院
 

核
原

料
物

質
、
核

燃
料

物
質

及
び

原
子

炉
の

規
制

に
関

す
る
法
律
(
以
下
、「

原
子
炉

等
規
制
法
」
と
い

う
。
)

第
７

２
条

の
３

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
１

７
原

子
力

発
電

所
に
対
す
る
平

成
２
２
年
度
第

４
回
保
安
検

査
の

結
果

、
平

成
２

２
年

度
第

４
四

半
期

に
お

い
て

実
施

さ
れ

た
安
全
確
保
上

重
要
な
行
為
の

保
安
検
査
等

の
結

果
を

報
告

す
る

。
 

 １
．

平
成

２
２

年
度

第
４

回
保

安
検

査
結

果
に

つ
い

て
 

 (
１

)
検

査
の

目
的

 

原
子

力
発
電

所
の

安
全

を
確

保
す

る
た

め
に

実
用

発
電
用
原
子

炉
設
置
者
（
以

下
「
原
子
炉
設

置
者
」

と
い

う
。
）

及
び

そ
の

従
業

者
が

守
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

保
安

規
定

の
遵

守
状

況
に

関
し

て
、

原
子

炉

等
規

制
法

第
３

７
条

第
５

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
確

認
を
行
う

も
の
で
あ
る
。

 

(
２

)
検

査
実

施
期

間
及

び
検

査
実

施
者

 

別
表

１
に

示
す

期
間

に
お

い
て

、
全

国
の

原
子

力
保
安
検
査
官

事
務
所
(
１
７
事

務
所
)
に
駐
在
し

て
い

る
原

子
力

保
安

検
査

官
他

が
実

施
し

た
。

 

(
３

)
検

査
内

容
 

今
回

の
検
査

に
お

い
て

は
、
別

表
１

に
示

す
と

お
り
発
電
所
毎

に
、
保
安
活
動

の
実
施
状
況
に

着
目
し

た
検

査
項

目
及

び
基
本
方
針

に
基

づ
く

検
査

項
目

を
設
定
し
、
施
設
へ
の
立
入

り
、
物
件
検
査

、
関
係
者

へ
の

質
問

を
行

い
、

保
安

規
定

の
遵

守
状

況
を

確
認

し
た
。
 

特
に

、
島

根
原

子
力

発
電

所
に

お
い

て
は

、
追
加

検
査

と
し

て
、

平
成

２
１

年
度

第
４

回
保

安
検

査
、

報
告

徴
収

の
結

果
及

び
立

入
検

査
に

お
い

て
、
「

保
守

管
理

の
不

備
等

に
係

る
保

安
規

定
違

反
」

と
判

定

し
、
原

子
炉

設
置

者
か

ら
の

報
告

に
つ

い
て

、
再

発
防
止
対
策

等
に
基
づ
く
改

善
措
置
の
実
施

状
況
を
確

認
す

る
こ

と
と

し
、「

点
検

時
期

を
超

過
し

た
５

１
１

機
器
の
点

検
の
実
施
状
況

」
及
び
、「
直
接

原
因
に

対
す

る
再

発
防

止
対

策
の

実
施

状
況

」
、「

根
本

原
因

に
対
す
る

再
発
防
止
対
策

の
実
施
状
況
」
、「

点
検
計

画
表

の
見
直

し
状

況
」

に
つ

い
て

検
査

を
実

施
し

た
。

 

(
４

)
検

査
結

果
 

施
設

へ
の
立

入
り

、
物

件
検

査
、
関

係
者

へ
の

質
問
に
よ
り
検

査
を
実
施
し
た

結
果
は
、
別
表

１
に
示

す
と

お
り

で
あ

る
。

 

検
査

の
結

果
、
「

実
用

発
電

用
原

子
炉

保
安

検
査

実
施

要
領

」
(
原

子
力

安
全

・
保

安
院

 
内

規
)
に

定

め
る

保
安

規
定

違
反

の
判

定
区

分
(
以

下
「

保
安

規
定

違
反
判
定

区
分
」
と
い
う
。
)
の
「
違
反
１
」
、「

違

反
２

」
、
「

違
反

３
」

に
該

当
す

る
事

項
は

認
め

ら
れ

な
か

っ
た

。
な

お
、
「

監
視

」
に

つ
い

て
は

、
２

件

あ
り

別
表

３
の

と
お

り
報

告
す

る
。

 

 ２
．
安
全
確
保

上
重
要
な
行

為
の
保
安
検
査
結

果
に
つ
い
て
 

 (
１
)
検
査
の
目

的
 

原
子
力
発
電
所

の
安
全

を
確
保

す
る
た
め
に
実

用
発
電
用
原
子

炉
設
置
者
（
以

下
「
原
子
炉
設

置
者
」

と
い

う
。
）

及
び

そ
の

従
業

者
が

守
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

保
安

規
定

の
遵

守
状

況
に

関
し

て
、

原
子

炉

等
規
制
法
第
３

７
条
第
５

項
の

規
定
に
基
づ
き

、
確
認
を
行
う

も
の
で
あ
る
。

 

(
２
)
検
査
実
施

期
間
及
び
検

査
実
施
者
 

平
成
２
２
年
度

第
４
四

半
期
(
平

成
２
３
年
１
月

１
日
～
３
月
３

１
日
)
に
お
い
て

は
、
別
表
２
の

発
電

所
（
号
機
）
に

対
す
る
安

全
確

保
上
重
要
な
行

為
の
保
安
活
動

の
実
施
状
況
に

つ
い
て
、
原
子

力
保
安
検

査
官
事
務
所
に

駐
在
し
て

い
る

原
子
力
保
安
検

査
官
が
実
施
し

た
。
 

(
３
)
検
査
内
容

 

今
回
の
検
査
に

お
い
て

は
、
別

表
２
に
示
す
発

電
所
（
号
機

）
に
対
し
、
保
安

活
動
の
実
施
状

況
に
着

目
し
た
検
査
項

目
を
設
定

し
、
施
設
へ
の
立
入

り
、
物
件
検
査

、
関
係
者
へ
の

質
問
を
行
い
、
保
安
規
定

の
遵
守
状
況
を

確
認
し
た

。
 

(
４
)
検
査
結
果

 

検
査
の
結
果
、
各
発
電

所
（
号
機
）
に
お
い
て
、
所
内
で
定
め
ら
れ
た
手
順
書

等
に
従
い
、
安
全
確

保

上
重
要
な
行
為

の
保
安
活

動
が

適
切
に
実
施
さ

れ
て
い
た
。
 

 ３
．
保
安
規
定

違
反
に
つ
い

て
 

 

平
成
２
２
年
度

第
４
四
半

期
(
平

成
２
３
年
１
月

１
日
～
３
月
３

１
日
)
で
は
、
各

発
電
所
に
お
い

て
、
保

安
規
定
違
反
判

定
区
分
の
「
違
反
２
」
及
び
「
違
反
３
」
並
び
に
「
監
視
」
に
該
当
す
る
事
象

が
各
々
一
件

ず
つ

認
め

ら
れ

た
の

で
、

以
下

に
概

要
を

報
告

す
る

。
な

お
、
「

監
視

」
に

つ
い

て
は

、
別

表
３

の
と

お
り

報
告
す
る
。
 

 【
違
反
２
】
日
本
原
子
力
発

電
株
式
会
社
 
敦
賀

発
電
所
 

１
号
機
は
定
格
熱
出

力
一
定
運
転

中
の
と
こ
ろ

、
平
成
２
３
年

１
月
１
２
日
１

４
時
０
７
分
、
定
期
試

験
の

た
め

、
高

圧
注

水
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル

駆
動
ポ
ン
プ

（
以

下
「

当
該
ポ
ン
プ

」
と

い
う

。
）

を
起

動
し

た

と
こ
ろ
、「
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｔ

 
Ｆ
Ａ
Ｉ
Ｌ
Ｕ
Ｒ
Ｅ
」
警

報
※
１
が
発
報

し
、
定
格
回
転
速
度
ま
で
上
昇
せ

ず
に

自
動
停
止
し
た

。
原
因
を
調
査

し
た
結
果
、
シ
リ
ン
ダ
ー
排
気

弁
※
２
全
１
６
個
が
通
常
閉
で

あ
る
と
こ

ろ
、
開
と
な
っ

て
い
た
こ
と
に

よ
り
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
の
シ
リ
ン
ダ
ー
内
か

ら
混
合
ガ
ス
の
一
部
が
排

出
さ
れ
、
混
合
ガ
ス
が
十
分
に

圧
縮
さ
れ
な
か

っ
た
た
め
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関

の
回
転
速
度
を

上
昇
さ
せ

る
た
め
に
必
要

な
混
合
ガ
ス
の

燃
焼
が
得
ら
れ

な
か
っ
た
も
の

と
推
定
さ
れ
た
。
な
お
、
当
該
ポ
ン
プ
は
、

１
回
／
月
の
頻

度
で
定
期
試
験

を
実
施
し
て
い

る
が
、
前
回
（

平
成
２
２
年
１

２
月
１
３
日
）
か
ら
３
０

日
わ
た
り
機
能
喪
失

の
期

間
が

あ
っ
た
。
本
件

は
、
高
圧
注
水

系
は
、
重
要
度

分
類
指
針
に
お

い
て
ク
ラ

ス
１
（
Ｍ
Ｓ
－

１
）
に
分
類
さ

れ
る
も
の
で
あ

り
、
安
全
機
能

の
健
全
性
を
担

保
で
き
な
か
っ

た
場
合
は
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「
違

反
１

」
ま

た
は

「
違

反
２

」
と

な
る

が
、
「

自
動
減

圧
系

の
窒
素
ガ
ス
供
給

圧
力

が
規

定
圧

力
以

上

で
あ

る
こ

と
」
及

び
「
非
常

用
復

水
器

に
つ

い
て

動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
」
を

確
認
し
、
い
ず

れ
の
機
能

も
正
常

で
あ

る
こ

と
か

ら
、
「

炉
心
冷
却

機
能

」
は

確
保

さ
れ

て
い

た
と

判
断

で
き

る
こ

と
か

ら
、

原
子

力
安

全
に

及
ぼ

し
た
影
響

が
小

さ
い

と
し

て
、
「

違
反
２
」
と
判

定
し
た
。
 

※
１
：
「
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｔ

 
Ｆ
Ａ
Ｉ
Ｌ
Ｕ
Ｒ
Ｅ

」
：
起

動
信

号
投

入
１

５
秒
後

に
お

い
て
デ
ィ
ー
ゼ
ル

機
関

の
回
転
速

度
２

０
０
ｒ
ｐ
ｍ

以
下

で
発

報
す

る
。

 

※
２
：
定

期
試
験
後

の
各
シ
リ
ン
ダ
ー

内
に
残
留
し
た
排
ガ
ス

の
排
出
の
た
め

、
エ
ア
ラ
ン
（

燃
料
の

供
給

を
止

め
た

状
態

で
エ
ア
モ
ー
タ

を
回
転

さ
せ

る
）
を
行
う
際

、
シ
リ
ン
ダ
ー
排

気
弁
を
開
と
し
、

シ
リ
ン
ダ
ー

内
の
ガ
ス

を
排
出

す
る

。
平

成
１

５
年
に
デ
ィ
ー
ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン

の
運
転
中
に
設

備
診

断
が

実
施

で
き

る
よ

う
、
棒

状
か
ら
バ
ル
ブ
タ
イ
プ

に
変
更
し

た
。
 

 【
違

反
３
】
東
京

電
力

株
式

会
社

 
柏
崎
刈
羽

原
子

力
発

電
所

 

平
成

２
２

年
度

第
３

回
保

安
検

査
に

お
い

て
、
柏
崎
刈
羽
原
子

力
発
電
所
２
、
３
号
機
及
び
７

号
機
に

お
け

る
機
械
品

、
電

気
品

、
計
装
品

を
対

象
と

し
た

保
守
管
理

の
実
施
状
況
に

つ
い
て
検
査
を

行
な
っ
た

と
こ
ろ

、
保

守
管

理
の

不
備

（
点

検
周

期
逸
脱

事
例

、
点

検
方

法
の

不
適

切
な
変
更

）
が

確
認

さ
れ

た
。

（
整

理
番

号
2
2
-
3
-
K
K
-
2
参
照

）
上

記
事

象
に

対
し

、
保
安
院
は

平
成
２
２
年
１

２
月
２
１
日
、
事
業
者

に
対

し
柏
崎
刈
羽

原
子

力
発

電
所

の
全

号
機

へ
の
調

査
及
び
福

島
第
一
原
子
力

発
電
所
、
福
島
第
二
原
子

力
発

電
所

が
柏
崎
刈
羽

原
子

力
発

電
所

と
同
様

な
事

象
が
な
い

か
の
確
認
を
指

示
し
た
。
平
成
２
３
年
２

月
以
降

、
事
業

者
か

ら
そ

の
調

査
結

果
の

報
告
（

適
宜
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
含
む
）
を
受
け
、
事
業

者
か
ら
の

報
告

を
評

価
し

た
結

果
、

点
検

超
過

し
て

い
る

機
器

が
、
柏
崎
刈
羽

原
子

力
発

電
所

で
は

１
１

７
機

器
、

福
島

第
一

原
子

力
発

電
所

で
は

３
３

機
器

、
福

島
第
二

原
子
力

発
電
所
で
は
２

１
機
器
あ
る
こ

と
が
わ
か

っ
た

。
点

検
実

施
時

期
の

入
力
誤

り
や

発
注
誤

り
等

が
生
じ
て

い
た
こ
と
及
び

不
適
合
管
理
が

適
切
に
実

施
さ

れ
て

い
な

い
こ

と
が

判
明

し
た

。
保

安
規

定
３

条
の
品
質

保
証
及
び
１
０

７
条
の
保
守
管

理
の
違
反

に
よ

り
、
要
求

事
項

と
す

べ
き

点
検

周
期

を
超

え
て

も
点
検
さ

れ
な
か
こ
と
か

ら
、
安
全
機
能

の
健
全
性

を
担

保
で

き
な

か
っ

た
可
能

性
が

あ
り

、
潜

在
的

に
原
子
力
安

全
に
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い

。
し
か
し

な
が

ら
、
機

器
の

点
検

等
を

実
施

し
、
直
接

的
な

原
子
力
の
安

全
に
影
響
が
な

か
っ
た
こ
と
な

ど
、
原
子

力
の

安
全

に
及
ぼ

す
影
響

の
程

度
は
大

き
く

な
い

こ
と

か
ら
、
「

違
反
３
」
と
判

定
し
た
。
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別
表

２
：

安
全

確
保

上
重

要
な

行
為

の
保
安
検

査
の
結
果
に
つ

い
て
 

発
電
所
 

安
全
確
保
上
重
要
な
行
為
の
保
安
検
査
 

検
査
実
施
期
間
 

1
．
原
子
炉
の
停
止
時
の
保
安
検
査
 

平
成

2
3
年

1
月

4
日
～
平
成

2
3
年

1
月

6
日

 

2
．

ミ
ッ

ド
ル
ー

プ
運
転

時
の

保
安

検
査
（
燃

料
取
出
前
）
 

平
成

2
3
年

1
月

7
日
～
平
成

2
3
年

1
月

1
3
日

3
．
燃
料
取
替
え
時
の
保
安
検
査
（
燃
料
取
出
）

平
成

2
3
年

1
月

1
3
日
～
平
成

2
3
年

1
月

1
8
日

4
．
燃
料
取
替
え
時
の
保
安
検
査
（
燃
料
装
荷
）

平
成

2
3
年

2
月

4
日
～
平
成

2
3
年

2
月

1
4
日

5
．

ミ
ッ

ド
ル
ー

プ
運
転

時
の

保
安

検
査
（
燃

料
装
荷
後
）
 

平
成

2
3
年

2
月

1
0
日
～
平
成

2
3
年

2
月

1
6
日

北
海
道
電
力
 

泊
 

3
号
機

6
．
原
子
炉
の
起
動
時
の
保
安
検
査
 

平
成

2
3
年

3
月

1
日
～
平
成

2
3
年

3
月

1
4
日

1
．
原
子
炉
の
停
止
時
の
保
安
検
査
 

平
成

2
3
年

2
月

4
日
～
平
成

2
3
年

2
月

7
日

 
東
通

 
1
号
機

2
．
燃
料
取
替
え
時
の
保
安
検
査
（
燃
料
取
出
）

平
成

2
3
年

2
月

1
0
日
～
平
成

2
3
年

2
月

2
3
日

東
北
電
力
 

女
川

 
2
号
機

1
．
燃
料
取
替
え
時
の
保
安
検
査
（
燃
料
装
荷
）

平
成

2
3
年

1
月

2
6
日
～
平
成

2
3
年

2
月

4
日

福
島

 

第
二

 

4
号
機

1
．
原
子
炉
の
起
動
時
の
保
安
検
査
 

平
成

2
3
年

1
月

2
1
日
～
平
成

2
3
年

2
月

1
日

東
京
電
力
 

柏
崎

 

刈
羽

 

6
号
機

1
．
原
子
炉
の
起
動
時
の
保
安
検
査
 

平
成

2
3
年

1
月

1
8
日
～
平
成

2
3
年

2
月

7
日

3
号
機

1
．
燃
料
取
替
え
時
の
保
安
検
査
（
燃
料
装
荷
）

平
成

2
3
年

2
月

1
0
日
～
平
成

2
3
年

2
月

2
3
日

4
号
機

1
．
原
子
炉
の
起
動
時
の
保
安
検
査
 

平
成

2
3
年

2
月

2
日
～
平
成

2
3
年

2
月

1
0
日

中
部
電
力
 

浜
岡

 

5
号
機

1
．
原
子
炉
の
起
動
時
の
保
安
検
査
 

平
成

2
3
年

1
月

2
4
日
～
平
成

2
3
年

2
月

1
日

北
陸
電
力
 

志
賀

 
2
号
機

1
．
原
子
炉
の
停
止
時
の
保
安
検
査
 

平
成

2
3
年

3
月

9
日
～
平
成

2
3
年

3
月

1
4
日

1
．
原
子
炉
の
停
止
時
の
保
安
検
査
 

平
成

2
3
年

1
月

2
4
日
～
平
成

2
3
年

1
月

2
7
日

日
本

原
子

力

発
電

 

敦
賀

 
1
号
機

2
．
燃
料
取
替
え
時
の
保
安
検
査
（
燃
料
取
出
）

平
成

2
3
年

2
月

1
日
～
平
成

2
3
年

2
月

8
日

 

1
．
燃
料
取
替
え
時
の
保
安
検
査
（
燃
料
装
荷
）

平
成

2
3
年

3
月

1
1
日
～
平
成

2
3
年

3
月

1
5
日

平
成

2
3
年

3
月

1
6
日
～
平
成

2
3
年

3
月

2
2
日

美
浜

 
1
号
機

2
．

ミ
ッ

ド
ル
ー

プ
運
転

時
の

保
安

検
査
（
燃

料
装
荷
後
）
 

平
成

2
3
年

3
月

2
5
日
～
平
成

2
3
年

3
月

2
9
日

1
．
燃
料
取
替
え
時
の
保
安
検
査
（
燃
料
装
荷
）

平
成

2
3
年

2
月

1
6
日
～
平
成

2
3
年

2
月

2
3
日

2
．

ミ
ッ

ド
ル
ー

プ
運
転

時
の

保
安

検
査
（
燃

料
装
荷
後
）
 

平
成

2
3
年

2
月

2
1
日
～
平
成

2
3
年

3
月

7
日

1
号
機

3
．
原
子
炉
の
起
動
時
の
保
安
検
査
 

平
成

2
3
年

3
月

7
日
～
平
成

2
3
年

3
月

2
2
日

1
．
原
子
炉
の
停
止
時
の
保
安
検
査
 

平
成

2
3
年

3
月

1
7
日
～
平
成

2
3
年

3
月

2
4
日

2
．

ミ
ッ

ド
ル
ー

プ
運
転

時
の

保
安

検
査
（
燃

料
取
出
前
）
 

平
成

2
3
年

3
月

1
8
日
～
平
成

2
3
年

3
月

2
9
日

大
飯

 

3
号
機

3
．
燃
料
取
替
え
時
の
保
安
検
査
（
燃
料
取
出
）

平
成

2
3
年

3
月

2
4
日
～
平
成

2
3
年

3
月

2
9
日

1
．
原
子
炉
の
停
止
時
の
保
安
検
査
 

平
成

2
3
年

1
月

7
日
～
平
成

2
3
年

1
月

1
2
日

2
．

ミ
ッ

ド
ル
ー

プ
運
転

時
の

保
安

検
査
（
燃

料
取
出
前
）
 

平
成

2
3
年

1
月

1
2
日
～
平
成

2
3
年

1
月

1
7
日

3
．
燃
料
取
替
え
時
の
保
安
検
査
（
燃
料
取
出
）

平
成

2
3
年

1
月

1
7
日
～
平
成

2
3
年

1
月

2
0
日

関
西
電
力
 

高
浜

 
4
号
機

4
．
 
燃
料
取
替
え
時
の
保
安
検
査
（
燃
料
装
荷
）

平
成

2
3
年

3
月

4
日
～
平
成

2
3
年

3
月

1
1
日

１
．
燃
料
取
替
（
装
荷
）
時
の
保
安
検
査
 

平
成

2
3
年

2
月

4
日
～
平
成

2
3
年

2
月

1
4
日

中
国
電
力
 

島
根

 
1
号
機

２
．
燃
料
取
替
（
燃
料
取
出
）
時
の
保
安
検
査

平
成

2
3
年

3
月

1
4
日
～
平
成

2
3
年

3
月

2
2
日

1
．
原
子
炉
の
停
止
時
の
保
安
検
査
 

平
成

2
3
年

1
月

2
8
日
～
平
成

2
3
年

1
月

3
1
日

2
．

ミ
ッ

ド
ル
ー

プ
運
転

時
の

保
安

検
査
（
燃

料
取
出
前
）
 

平
成

2
3
年

2
月

1
日
～
平
成

2
3
年

2
月

7
日

 

3
．
燃
料
取
替
え
時
の
保
安
検
査
（
燃
料
取
出
）

平
成

2
3
年

2
月

7
日
～
平
成

2
3
年

2
月

1
0
日

4
．
燃
料
取
替
え
時
の
保
安
検
査
（
燃
料
装
荷
）

平
成

2
3
年

3
月

2
日
～
平
成

2
3
年

3
月

7
日

 

5
．

ミ
ッ

ド
ル
ー

プ
運
転

時
の

保
安

検
査
（
燃

料
装
荷
後
）
 

平
成

2
3
年

3
月

7
日
～
平
成

2
3
年

3
月

1
5
日

2
号
機

6
．
原
子
炉
の
起
動
時
の
保
安
検
査
 

平
成

2
3
年

3
月

1
8
日
～
平
成

2
3
年

3
月

2
8
日

1
．

ミ
ッ

ド
ル
ー

プ
運
転

時
の

保
安

検
査
（
燃

料
取
出
前
）
 

平
成

2
2
年

1
2
月

2
4
日
～
平
成

2
3
年

1
月

7
日

2
．
燃
料
取
替
え
時
の
保
安
検
査
（
燃
料
取
出
）

平
成

2
3
年

1
月

7
日
～
平
成

2
3
年

1
月

1
2
日

3
．
燃
料
取
替
え
時
の
保
安
検
査
（
燃
料
装
荷
）

平
成

2
3
年

3
月

4
日
～
平
成

2
3
年

3
月

1
4
日

九
州
電
力
 

玄
海

 

3
号
機

4
．

ミ
ッ

ド
ル
ー

プ
運
転

時
の

保
安

検
査
（
燃

料
装
荷
後
）
 

平
成

2
3
年

3
月

1
1
日
～
平
成

2
3
年

3
月

2
2
日

 

別
表
３
：
保
安

規
定
違
反
判
定

区
分
「
監
視
」

に
つ
い
て
 

発
電
所
 

件
数

時
期

保
安
規
定
違
反
の
概
要
 

日
本
原
子
力
発
電

株
式
会
社
 

敦
賀
発
電
所

１
件

☆
 

不
適

合
管
理
の
開
始
時

期
と
し
て

、
不
適

合
管
理
要

項
に
、

設

備
に
関
す
る
場
合
は
、「

原
子
炉

施
設
に
お
い
て
通
常
と
異
な
る
事

象
を

発
見

し
た
場
合
」

と
規
定
さ
れ
て
い

る
が
、
通

常
と
異

な
る

事
象

を
発
見
し
た
部
門

が
、
原
因
箇
所
を
特

定
し
保
修
依
頼

を
行

う
ま

で
不
適
合
管
理
票

が
発
行
さ
れ
な
い

と
い
っ
た
い
く
つ

か
の

事
案

が
確
認
さ
れ
た
。
そ

の
結
果
、
原
因
調
査
が
、
事
象

を
発
見

し
た

室
内
だ
け
で
行
わ

れ
る
た
め
、
原
因

が
明

ら
か
に
な
る

ま
で

他
部
門
へ
情
報
が
伝

わ
ら
な
い
状
態
が
生
じ
て
い
た
。
 

四
国
電
力
 

伊
方
発
電
所

１
件

◇
 

伊
方
３

号
機
原
子
炉
保
護
系
論
理
回
路
に
つ
い
て
は
、
機
能
確
認

の
た

め
、
原
子
炉

ト
リ

ッ
プ
回
路
ロ
ジ
ッ
ク

検
査
の
サ

ー
ベ
ラ
ン

ス
を

定
期
的
に
行
っ
て

い
る
が
、
原
子
炉

保
護
系
論

理
回
路

を
構

成
す

る
原
子
炉
ト
リ

ッ
プ
遮

断
器
８
台
の

う
ち
の
１
台

（
Ｒ
Ｔ
Ｂ

－
２

）
の
動
作
時
間

が
、
平

成
２
２
年
４
月
以
降
、
徐
々
に
遅

く

な
っ

て
き
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
原

子
炉

ト
リ

ッ
プ
遮

断
器

の
機
能
確
認
は
、
模
擬
信
号
に
よ
る
開
放

動
作
確
認
の
み

で
、
動

作
時
間

に
つ
い
て
は
参
考
と
し
て
扱
っ
て
い
た
。
 

関
西
電
力
 

大
飯
発
電
所

１
件

☆
 

海
水
淡
水
化
装

置
等
の

プ
ラ
ン
ト

運
転
に

直
接
的
に

は
関
連

し

な
い

設
備
の
定
期
修
繕
工
事
に
お
い
て
、
協
力
会
社
か
ら
提

出
さ

れ
た
報
告
書
が
調
達
要
求
事
項
を
満
た
し

て
い
な
い
に
も
か

か
わ

ら
ず
承
認
さ
れ
て
い
る

と
い
う
事
象
が
、
複
数
の
所
管
課
に

お
い

て
確
認
さ
れ
た
。
同
事
象
は
、
本
来
不
要

な
要
求
事
項
を
記

載
し

て
い

た
も
の
で
あ
り
、
長
期
に
わ
た
り
調

達
要
求
事
項
の
レ
ビ
ュ

ー
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
 

（
凡
例
）
☆
：
保
安
検
査
期
間
 

◇
：
保
安
検
査
期
間
外
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別
表

1
：
平
成

2
2
年
度
保
安
検
査
 
検
査
項
目
及
び
検
査
結
果
一
覧
 

(
1
)
 
北
海
道
電
力
株
式
会
社
 
泊
発
電
所
及
び
本
店
 

 
第
1
回
 

実
施
期
間
 

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
5
月
3
1
日
(
月
)
～
平

成
2
2
年
6
月
1
4
日
(
月
)
 

上
記
の
内
、
追
加
検
査
は
、
平

成
2
2
年
6
月
2
日
(
水
)
、
平

成
2
2
年
6
月
8
日
(
火
）
 

検
査
項
目
 

  

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
 

②
業
務
の
管
理
の
実
施
状
況
 

③
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
の
実
施
状
況
（
本
店

検
査
を
含
む
）
 

④
内
部
監
査
の
実
施
状
況
（
本
店
検
査
）
 

⑤
定
例
試
験
の
実
施
状
況
（
立
会
）
(
抜

き
打

ち
検
査
)
 

２
）
追

加
検
査
項
目

 

①
１
号
機
及
び
２
号
機
原
子
炉

保
護
系
計
装
（
中
性
子
源
領
域
中
性
子
束
高
）
の
機
能
阻
止
に
よ
る
保
安
規

定
違
反
に
関
す
る
根
本
原
因
分
析
結
果
に
係
る
安
全
文
化
醸
成
活
動
の
実
施
状
況
（
本
店
検
査
を
含
む
）

検
査
結
果
 

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「

不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
」
及
び
｢
業
務
の
管
理
の
実
施
状
況
｣
等
を

基
本
検
査
項
目

と
し
て
実
施
し
た
。
ま
た
、
｢
１
号
機
及
び
２
号
機
原
子
炉
保
護
系
計
装
（
中
性
子
源
領
域

中
性
子
束
高
）
の
機
能
阻
止

に
よ
る
保
安
規
定
違
反
に
関
す
る
根
本
原
因
分
析

結
果
に
係
る
安
全
文
化
醸
成

活
動
の
実
施
状
況
（
本
店

検
査
を
含
む
）
｣
を
追

加
検
査
項
目
と
し
て
選
定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「

不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
及
び
社
内
規
程
等
に
基
づ

き
、
不
適
合
管
理
委

員
会

で
審
議
の
上
、
管
理
区
分
を
設
定
し
、
原
因
の
分
析
、
是
正
処
置
及
び
予
防
処

置

が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
「

業
務
の
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
運

転
管
理
に
お
い
て
保
安
規
定
の
要
求
事
項
が
社
内
規
程
に
明
確
化
が
図
ら
れ
、
運
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確

認
し
た
。
 

追
加
検
査
の
結
果
、
「

１
号
機
及
び
２
号
機
原
子
炉

保
護
系
計
装
（
中
性
子
源
領

域
中
性
子
束
高
）
の
機

能
阻
止

に
よ

る
保

安
規

定
違

反
に

関
す

る
根

本
原
因

分
析

結
果

に
係

る
安

全
文
化
醸

成
活

動
の

実
施
状
況

（
本
店
検
査
を
含
む
）
」

に
つ
い
て
は
、
根
本
原
因

分
析
結
果
か
ら
課
題

と
し
て
抽

出
さ
れ
た
「

常
に
問
い

か
け
る
姿
勢
」
及
び
「
誤
っ
た
意
志
決

定
を
避
け

る
方
策
」
の
安
全
文
化
要
素
を
醸
成
す
る
た
め
に
必
要
な

活
動
計
画
が
策
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目

に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
施
設
の
運
転
管
理

状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉

施
設
の
巡
視
等
を
行
っ
た
結
果
、
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し

た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

 

   

 泊
発
電
所
 

 
第
2
回

 

実
施
期
間

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
8
月
3
1
日
(
火
)
～
平

成
2
2
年
9
月
1
3
日
(
月
)
 

検
査
項
目

  

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
 

②
業
務
の
管
理
の
実
施
状
況
 

③
保
安
規
定
違
反
の
改
善
措
置
状
況
 

④
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

検
査
結
果

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「

不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
」
、
｢
業
務
の
管
理
の
実
施
状
況
｣
、
「

保
安

規
定
違
反
の
改
善
措
置
状
況
」
及
び
「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
検
査
を
実
施
し

た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「

不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
及
び
社
内
規
程
等
に
基
づ

き
、
不
適
合
管
理
委

員
会

で
審
議
の
上
、
管
理
区
分
を
設
定
し
、
原
因
の
分
析
、
是
正
処
置
及
び
予
防
処

置

が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
「
業
務
の
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、

設
計
調

達
管
理
に
お
い
て
、
保
安
規
定
の
要
求
事
項
が
仕
様
等
に
明
確
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
適
切
に

部
門
間
の
連
携

が
図

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
さ
ら
に
、
「

保
安
規
定
違
反
の
改
善
措
置
状
況
」
に

つ
い
て
は
、
再
発
防
止
策
の
継
続
的
な
取
り
組
み

の
実
施
と
し
て
、
有
効
性
の
評
価
が
行
わ
れ
内
容

の
見

直

し
を
図

ら
れ
て
い
る
こ
と
等
を
確
認
し
た
。
 

「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
で
は
、
島
根
原
子
力
発
電
所
に
お
け

る
保
守
管
理
等
の
不
備
に
係
る
直
接
原

因
及
び
根
本
原
因
に
対
す
る
泊

発
電
所
で
の
実
施
状
況
、
及
び
弁

を
対
象
に
点

検
計
画
と
そ
の
記
録
の
整
合

に
つ
い
て
、
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
施
設
の
運
転
管
理

状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉

施
設
の
巡
視
等
を
行
っ
た
結
果
、
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し

た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
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 泊
発
電
所
 

 
第
3
回

 

実
施
期
間
 

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
1
2
月
1
日
(
水
)
～
平

成
2
2
年
1
2
月
1
6
日
(
木
)
 

上
記
の
内
、
追
加
検
査
は
、
平
成
2
2
年
1
2
月
9
日
(
木
)
、
平
成
2
2
年
1
2
月
1
6
日
(
木
)
 

検
査
項
目
 

  

１
）
基
本
検
査
項
目
（
下
線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目
。
）
 

①
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
 

②
燃
料
管
理
の
実
施
状
況
 

③
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
実
施
状
況
 

④
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

２
）
追

加
検
査
項
目
 

①
１
号
機
及
び
２
号
機
原
子
炉

保
護
系
計
装
（
中
性
子
源
領
域
中
性
子
束
高
）
の
機
能
阻
止
に
よ
る
保
安
規

定
違
反
に
係
る
根
本
原
因

分
析

の
実
施
状
況
 

 

検
査
結
果
 

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「

不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
」
、
｢
燃
料
管
理
の
実
施
状
況
｣
、
「

保
守
管

理
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目

と
し
て
実
施
し
た
。
ま
た
、
｢
１
号
機
及
び
２
号
機
原
子
炉

保
護
系

計
装
（
中
性
子
源
領

域
中
性
子
束
高
）
の
機
能
阻
止
に
よ
る
保
安
規
定
違
反
に
係
る
根
本
原
因

分
析

の
実
施

状
況
｣
を
追

加
検
査
項
目
と
し
て
選
定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「

不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
及
び
社
内
規
程
等
に
基
づ

き
、
不
適
合
管
理
委

員
会

で
審
議
の
上
、
管
理
区
分
を
設
定
し
、
原
因
の
分
析
、
是
正
処
置
及
び
予
防
処
置

が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
「
燃
料
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
燃
料

管
理
に
お
い
て
保
安
規
定
の
要
求
事
項
が
社
内
規
程
に
明
確
化
が
図

ら
れ
、
運
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
た
。
 

「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
で
は
、
島
根
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
保
守
管
理
等
の
不
備
に
関
連
し
て
、

弁
、
電
動
機
、
ポ
ン
プ
及
び
計
装
品
を
対
象

に
、
点
検
計
画
と
そ
の
記
録
の
整
合
に
つ
い
て
、
適
切
に
実
施

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
た
。
 

追
加
検
査
の
結
果
、
「

１
号
機
及
び
２
号
機
原
子
炉

保
護
系
計
装
（
中
性
子
源
領

域
中
性
子
束
高
）
の
機

能
阻
止

に
よ
る
保
安
規
定
違
反
に
係
る
根
本
原
因

分
析
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
根
本
原
因
分
析
結
果

か
ら
課
題
と
し
て
抽

出
さ
れ
た
「
保
安
上
重
要
な
事
項
を
Ｑ
Ｍ
Ｓ
に
反
映
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
改
善
」
の
た
め

の
活
動
に
取

り
組
ん
で
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
施
設
の
運
転
管
理

状
況
の
聴
取

、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉

施
設
の
巡
視
、
定
例
試
験
の
立
会
等
を
行
っ
た
結
果
、
問
題
が

な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

 

 泊
発
電
所
 

 
第
4
回
 

実
施
期
間

検
査
実
施
期
間
 
平
成
2
3
年
3
月
2
日
(
水
)
～
平
成
2
3
年
3
月
1
6
日
(
水
)
 

上
記
の
内
、
追
加
検
査
を
実
施
し
た
日
 
平
成
2
3
年
3
月
1
5
日
(
火
)
・
平
成
2
3
年
3
月
1
6
日
(
水
)
 

検
査
項
目

 

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
 

②
放
射
線
管
理
の
実
施
状
況
 

③
放
射
性
固
体
廃
棄
物
管
理
の
実
施
状
況
 

④
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

２
）
追

加
検
査
項
目
 

①
１
号
機
及
び
２
号
機
原
子
炉

保
護
系
計
装
（
中
性
子
源
領
域
中
性
子
束
高
）
の
機
能
阻
止
に
よ
る
保
安
規

定
違
反
に
関
す
る
根
本
原
因
分
析
結
果
に
係
る
安
全
文
化
醸
成
活
動
の
実
施
状
況
 

検
査
結
果

 

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
」
、
｢
放
射
線
管
理
の
実
施
状
況
｣
、
「
放
射

性
固
体
廃
棄
物
管
理
の
実
施
状
況
」
及
び
「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
実
施
し
た
。

ま
た
、
｢
１
号
機
及
び
２
号
機
原
子
炉
保
護
系
計
装
（
中
性
子
源
領
域
中
性
子
束
高
）
の
機
能
阻
止
に
よ
る

保
安
規
定
違
反
に
関
す
る
根
本
原
因
分
析
に
係
る
安
全
文
化
醸
成
活
動
の
実
施
状
況
｣
を
追
加
検
査
項
目
と

し
て
選
定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
及
び
社
内
規
程
等
に
基
づ

き
、
不
適
合
管
理
委
員
会
で
審
議
の
上
、
管
理
区
分
を
設
定
し
、
原
因
の
分
析
、
是
正
処
置
及
び
予
防
処
置

が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
「
放
射
線
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
被

ば
く
管
理
及
び
水
質
管
理
に
お
い
て
、
業
務
が
管
理
さ
れ
た
状
態

で
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
た
。
更
に
、
「
放
射
性
固
体
廃
棄
物
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
及
び
社
内
規
程
を
遵

守
し
適
切
に
固
体
廃
棄
物
を
管
理
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
で
は
、
島
根

原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
保
守
管
理
等
の
不
備
に
関
連
し
て
、
弁
、
ポ
ン
プ
、
電
動
機
及
び
計
装
品
を
対
象

に
、
点
検
計
画
及
び
そ
の
記
録
の
整
合
性
か
ら
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

追
加
検
査
と
し
て
、
「
１
号
機
及
び
２
号
機
原
子
炉
保
護
系
計
装
（
中
性
子
源
領
域
中
性
子
束
高
）
の
機

能
阻
止
に
よ
る
保
安
規
定
違
反
に
関
す
る
根
本
原
因
分
析
結
果
に
係
る
安
全
文
化
醸
成
活
動
の
実
施
状
況
」

に
つ
い
て
検
査
し
た
結
果
、
根
本
原
因
分
析
結
果
か
ら
課
題
と
し
て
抽
出
さ
れ
た
「
常
に
問
い
か
け
る
姿
勢
」

及
び
「
誤
っ
た
意
思
決
定
を
避
け
る
た
め
の
方
策
」
に
関
わ
る
平
成
２
２
年
度
安
全
文
化
醸
成
活
動
の
取
組

及
び
そ
の
活
動
が
定
着
し
有
効
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他
の
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各
保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間
中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
施
設
の
運
転
管
理

状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
等
を
行
っ
た
結
果
、
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し

た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活
動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
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 (
2
)
 
東
北
電
力
株
式
会
社
 
東
通
原
子
力
発
電
所
 

 
第
1
回
 

実
施
期
間
 

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
6
月
7
日
(
月
)
～
平

成
2
2
年
6
月
1
8
日
(
金
)
 

検
査
項
目
 

  

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
維
持
・

改
善
状
況
 

②
不
適
合
管
理
、
是
正
処
置
及
び
予
防
措
置
の
実
施
状
況
 

③
調
達
管
理
の
実
施
状
況
 

④
安
全
保
護
系
の
管
理
状
況
 

⑤
定
例
試
験
（
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ

ー
ゼ
ル
発
電
機
手
動
起

動
試
験
の
実
施
状
況
）（

立
会
）
 （
抜

き
打
ち
検
査
）
 

検
査
結
果
 

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「

品
質
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム
（
Ｑ
Ｍ
Ｓ

）
の
維
持
・
改
善
状
況
」
、

「
不
適
合
管
理
、
是
正
処
置
及
び
予
防
処
置
の
実
施
状
況
」
、「
調
達
管
理
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項

目
と
し
て
選

定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、「

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
（
Ｑ
Ｍ
Ｓ
）
の
維
持
・
改
善
状
況
」
に
関
し
て
は
、

平
成
２
１
年
度
の
発
電
所
の
Ｑ
Ｍ
Ｓ
上
の
課
題
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
で
審
議
し
、
課
題
解
決
の
た
め

の
指
示
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
確
認
し
た
。
「

不
適
合
管
理
、
是
正
処
置
及
び
予
防
処
置
の
実
施
状

況
」
に
関
し
て
は
、
不
適
合
の
発
生
件
数
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
件
数
は
前

運
転
サ
イ
ク
ル
よ
り
減

少
傾
向

に
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
女
川
原
子
力
発
電
所
で
発
生
し
た
「

１
号
機
第
１
８
回
定
期
検
査
中
の
不
適
合
３

事

象
等
」
の
根
本
原
因

分
析

の
結
果
に
基
づ
く
再
発
防
止
対

策
に
つ
い
て
は
、
保
守
管
理
及
び
運
転
管
理
業
務

等
の
Ｑ
Ｍ
Ｓ
文
書
に
反
映

し
、
現
場
の
一

部
の
プ
ロ
セ
ス
へ

適
用
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
「
調
達
管

理
の
実
施
状
況
」
に
関
し
て
は
、
放
射
線
管
理
業
務
及
び
放
射
性
廃
棄
物
管
理
業
務
の
重
要
度

に
応
じ
、
Ｑ

Ｍ
Ｓ
文
書
に
定
め
る
調
達
（
委
託
）
グ
レ
ー
ド
を
適
用
し
、
役

務
内
容
、
保
安
規
定
に
関
わ
る
遵
守
事
項
等

の
要
求

事
項
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
他

電
力
の
調
達
関
連
不
適
合
事
例
を
検
討

し
業
務
プ
ロ
セ
ス
に
反

映
し
て
い
る
等
、
調

達
管
理
の
改
善
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
等
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目

に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉

施
設
の
巡
視
等

を
行
っ
た
結
果
、
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認

し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

 

 東
通
原
子
力
発
電
所
 

 
第
2
回

 

実
施
期
間

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
9
月
3
日
(
金
)
～
平

成
2
2
年
9
月
1
7
日
(
金
)
 
 

上
記
の
内
、
追
加
検
査
は
、
平

成
2
2
年
9
月
9
日
(
金
)
 

検
査
項
目

  

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
（
Ｑ
Ｍ
Ｓ

）
の
維
持
・
改
善
状
況
 

②
不
適
合
管
理
、
是
正
処
置
及
び
予
防
措
置
の
実
施
状
況
 

③
調
達
管
理
の
実
施
状
況
 

④
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

⑤
安
全
保
護
系
の
管
理
状
況
 

⑥
放
射
性
固
体
廃
棄
物
管
理
の
実
施
状
況
（
抜
き
打
ち
検
査
）
 

２
）
追

加
検
査
項
目

 

①
「
補
助
ボ

イ
ラ
ー
設
備
の
定
期
事
業
者
検
査
時
期
変
更
承
認
申
請
の
未
実
施
に
つ
い
て
」
の
改
善
措
置
状

況
 

検
査
結
果

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「

品
質
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム
（
Ｑ
Ｍ
Ｓ

）
の
維
持
・
改
善
状
況
」
、

「
不
適
合
管
理
、
是
正
処
置
及
び
予
防
処
置
の
実
施
状
況
」
、「
調
達
管
理
の
実
施
状
況
」
、「

保
守
管
理
の
実

施
状
況
」
、
「

安
全
保
護
系
の
管
理
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目

と
し
て
選
定
し
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
（
Ｑ
Ｍ
Ｓ

）
の
維
持
・

改
善
状
況
」
に
関
し
、
燃

料
管
理
業
務
に
つ
い
て
、
手
順
書
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
及
び
関
連
文
書
の
定
期
的
な
見
直
し
が
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
、
業
務
が
円
滑
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
現
場
立
会
、
記
録
確
認
等
に
よ
り
確
認
し
た
。
 

「
不
適
合
管
理
、
是
正
処
置
及
び
予
防
処
置
の
実
施
状
況
」
に
関
し
て
は
、
発
生
し
た
不
適
合
の
重

要
度

に
応
じ

た
等
級
区
分
の
実
施
、
原
因
の
分
析

、
是
正
処
置
及
び
再
発
並
び
に
予
防
処
置
が
内
部
規
定
に
従

い

適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
女
川
原
子
力
発
電
所
で
発
生
し
た
「

１
号
機
第
１
８
回
定
期
検
査
中
の
不
適

合
３
事
象
等
」
の
根
本
原
因
分
析
の
結
果
に
基
づ

く
再
発
防
止
対
策
に
関
す
る
予
防
措
置
つ
い
て
は
、
保
守

管
理
及
び
運
転
管
理
業
務
の
Ｑ
Ｍ
Ｓ
文
書
（
計
画
保
修
作
業
手
順
書
、
運
転
日
誌
類
記
録
手
順
書
等
）
に
反

映
し
現
場
の
プ
ロ
セ
ス
へ

適
用
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
調
達
管
理
の
実
施
状
況
」
に
関
し
て
は
、
燃
料
管
理
業
務
の
重
要
度
に
応
じ
、
Ｑ
Ｍ
Ｓ
文
書
に
定
め
る

調
達
（
委
託
）
等
級

区
分
を
適
用
し
、
役
務
内
容

、
保
安
規
定
に
関
わ
る
遵
守
事
項
等

の
要
求
事
項
を
明
確

に
す
る
と
と
も
に
、
他

電
力
の
調

達
関
連
不
適
合
事
例
を
検
討
し
業
務
プ
ロ
セ
ス
に
反
映

し
て
い
る
等
調
達

管
理
の
改
善
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
関
し
て
は
、
島
根
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
保
守
管
理
等
の
不
備
に
係
る

直
接
原
因
及
び
根
本
原
因

に
対

す
る
、
東
通

原
子
力
発
電
所
で
の
実
施
状
況
、
弁

及
び
電
動
駆

動
装
置
を
対

象
に
点

検
計
画
と
そ

の
記
録
の
整
合
性
に
つ
い
て
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
安
全
保
護
系
の
管
理
状
況
」
に
関
し
て
は
、
安
全
保
護
系
の
設
備
構
成
と
し
て
電
源
喪
失
を
検
知

し
た

場
合

に
は

中
央
制
御

室
で
警
報

が
発
報

す
る

設
備

設
計

と
な

っ
て

い
る

こ
と

を
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク
ブ
ロ

ッ

ク
線
図

に
よ
り
確
認
す
る
と
と
も
に
、
作

業
時
に
お
け
る
人
的
過
誤
防
止
措
置
に
つ
い
て
は
Ｑ
Ｍ
Ｓ
文
書
に

従
い
作

業
立
会
や
作

業
確
認
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

追
加
検
査
の
結
果
、
「

補
助
ボ
イ
ラ

ー
設
備
の
定
期
事
業
者
検
査
時
期
変
更
承
認
申
請
の
未

実
施
に
つ
い

て
」
の
改
善
措
置
状
況
に
つ
い
て
は
、
法
令
、
内
規
等
の
問
合
せ
、
回
答
の
ル
ー
ル
の
明
確
化
を
図

る
た
め

関
連
規
定
の
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ビ

ン
主
任
技
術
者
及
び
電
気
主
任
技
術
者
の

職
務
運
用
に
関
す
る
要
領

が
新

た
に
定
め
ら
れ
る
等
の
改
善
が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目

に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉

施
設
の
巡
視
等

を
行
っ
た
結
果
、
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認

し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
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 東
通
原
子
力
発
電
所
 

 
第
3
回

 

実
施
期
間
 

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
1
1
月
2
5
日
(
木
)
～
平

成
2
2
年
1
2
月
8
日
(
水
)
 

検
査
項
目
 

  

１
）
基
本
検
査
項
目
（
下
線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目
。
）
 

①
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
及
び
内
部
監
査
の
実
施
状
況
 

②
不
適
合
管
理
、
是
正
処
置
及
び
予
防
措
置
の
実
施
状
況
 

③
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

④
緊
急
時
の
措
置
の
実
施
状
況
 

⑤
保
安
教
育
の
実
施
状
況
 

⑥
運
転
管
理
の
実
施
状
況
 

⑦
定
例
試
験
（
制
御
棒
駆
動
機
構
１
ノ

ッ
チ
挿
入
、
引
抜
試
験
）
（
抜
き
打
ち
検
査
）
 

検
査
結
果
 

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
及
び
内
部
監
査
の
実
施
状
況
」
、
「
不
適
合

管
理
、
是
正
処
置
の
実
施
状
況
」
、「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
選
定
し
検
査
を

実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
」
に
関
し
て
は
、
原
子
力
Ｑ
Ｍ
Ｓ
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
要
領
等
関
連
文
書
に
基
づ
き
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
、
「
内
部
監
査
の
実

施
状
況
」
に
関
し
て
は
、
原
子
力
Ｑ
Ｍ
Ｓ
内
部
監
査
要
領
に
基
づ
き
平
成
２
２
年
度
は
五
回
実
施
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
記
録
に
よ
り
確
認
し
た
。
 

「
不
適
合
管
理
、
是
正
処
置
の
実
施
状
況
」
に
関
し
て
は
、
発
生
し
た
不
適
合
の
重
要
度
に
応
じ
た
等
級

区
分
の
実
施
、
原
因

の
分
析
、
是
正
処
置
及
び
再
発
防
止
対
策
並
び
に
予
防
処
置
が
内
部
規
定
に
従
い
適
切

に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
女
川
原
子
力
発
電
所
で
発
生
し
た
「
１
号
機
第
１
８
回
定
期
検
査
中
の
不
適
合
３

事
象
等
」
の
根
本
原
因
分
析
の
結
果
に
基
づ
く
再
発
防
止
対
策
に
関
す
る
予
防
処
置
に
つ
い
て
は
、
保
守
管

理
及
び
運
転
管
理
業
務
の
Ｑ
Ｍ
Ｓ
文
書
（
計
画
保
修
作
業
手
順
書
、
運
転
日
誌
類
記
録
手
順
書
等
）
に
反
映

し
現
場
の
プ
ロ
セ
ス
へ
適
用
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
関
し
て
は
、
新
検
査
制
度
に
基
づ
く
運
転
期
間
延
長
に
係
る
保
安
規
定
や

関
連
文
書
の
変
更
が
所
定
の
手
続
き
に
沿
っ
て
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
記
録
に
よ
り
確
認
し
た
。

ま
た
、
中
国
電
力
㈱
島
根
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
保
守
管
理
等
の
不
備
に
関
す
る
水
平
展
開
と
し
て
、
ポ

ン
プ

及
び

熱
交
換

器
を
対
象

に
点

検
計

画
と
そ

の
記

録
の
整

合
性

に
つ

い
て

適
切

に
実

施
さ

れ
て

い
る

こ

と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他
の
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各
保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間
中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
等
を
行
っ
た
結
果
、
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認

し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活
動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

 

 東
通
原
子
力
発
電
所
 

 
第
4
回
 

実
施
期
間

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
3
年
2
月
1
8
日
(
金
)
～
平

成
2
3
年
3
月
4
日
(
金
)
 

上
記
の
う
ち
、
追
加
検
査
検
査
実
施
し
た
日
 
平

成
2
3
年
2
月
2
5
日
(
金
)
 

検
査
項
目

 

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
調
達
管
理
の
実
施
状
況
 

②
不
適
合
管
理
、
是
正
処
置
及
び
予
防
処
置
の
実
施
状
況
 

③
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

④
安
全
文
化
醸
成
活
動
の
実
施
状
況
 

⑤
運
転
管
理
の
実
施
状
況
 

⑥
放
射
線
管
理
の
実
施
状
況
 

⑦
消
火
関
連
資
機
材
の
管
理
状
況
（
抜
き
打
ち
検
査
）
 

２
）
追
加
検
査
 

「
補
助
ボ
イ
ラ
ー
設
備
の
定
期
事
業
者
検
査
時
期
変
更
申
請
の
未
実
施
に
つ
い
て
」
の
改
善
処
置
状
況
 

検
査
結
果

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「
調
達
管
理
の
実
施
状
況
」
、
「

不
適
合
管
理
、
是
正
処
置
及
び
予
防
処

置
の
実
施
状
況
」
、
「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
選
定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。

ま
た
、「
『
補
助
ボ
イ
ラ
ー
設
備
の
定
期
事
業
者
検
査
時
期
変
更
申
請
の
未
実
施
に
つ
い
て
』
の
改
善
処
置
状

況
」
に
つ
い
て
、
再

発
防
止
策
に
基
づ

く
原
子
炉
設
置
者
の
改
善
状
況
を
確

か
め
る
た
め
、
追

加
検
査
項
目

と
し
て
選
定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「
調
達
管
理
の
実
施
状
況
」
に
関
し
て
は
、
前
回
定
期
検
査
で
の
不
適
合
に
対

す
る

有
効
性
評
価
の
結
果
を
、
調
達
要
求
事
項
と
し
て
工
事
仕
様
書
等
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
不
適
合
管
理
、
是
正
処
置
及
び
予
防
処
置
の
実
施
状
況
」
に
関
し
て
、
発
生
し
た
不
適
合
の
重
要
度
に

応
じ
た
等
級

区
分
の
付
与

の
実
施
、
原
因
の
分
析

、
是
正
処
置
及
び
再
発
防
止
対

策
並

び
に
予
防
処
置
が
内

部
規
定
に
従

い
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
女
川
原
子
力
発
電
所
で
発
生
し
た
「
１
号
機
第
１
８
回
定
期

検
査
中
の
不
適
合
３

事
象
等
」
の
根
本
原
因
分
析
の
結
果
に
基
づ
く
再

発
防
止
対
策
に
関
す
る
予
防
処

置
に

つ
い
て
は
、
保
守
管
理
及
び
運
転
管
理
業
務
の
Ｑ
Ｍ
Ｓ
文
書
（
計
画
保
修
作
業
手
順
書
、
運
転
日
誌
類
記
録

手
順
書
等
）
に
反
映

し
現
場
の
プ
ロ
セ
ス
へ

適
用
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
関
し
て
は
、
中
国
電
力
㈱
島
根
原
子
力
発
電
所
に
お
け

る
保
守
管
理
等
の

不
備
に
関
す
る
水
平
展
開

と
し
て
、
電
動
機
及
び
計
器
等
を
対
象

に
点

検
計
画
と
そ
の
実
施
記
録
の
整
合
性

に
つ
い
て
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

追
加
検
査
の
結
果
、「
『

補
助
ボ
イ
ラ

ー
設
備
の
定
期
事
業
者
検
査
時
期
変
更
承
認
申
請
の
未
実
施
に
つ
い

て
』
の
改
善
措
置
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
是
正
処
置
に
基
づ
き
関
連
文
書
の
策
定
や
改
訂
さ
れ
、
そ

の
文

書

に
従
い
業
務
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉

施
設
の
巡
視
等

を
行
っ
た
結
果
、
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認

し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
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 (
3
)
 
東
北
電
力
株
式
会
社
 
女
川
原
子
力
発
電
所
 

 
第
1
回
 

実
施
期
間
 

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
5
月
3
1
日
(
月
)
～
平

成
2
2
年
6
月
6
日
(
日
)
 

平
成
2
2
年
6
月
9
日
(
水
)
～
平

成
2
2
年
6
月
1
7
日
(
木
)
 

上
記
の
内
、
追
加
検
査
は
、
平

成
2
2
年
6
月
1
6
日
(
水
)
、
平

成
2
2
年
6
月
1
7
日
(
木
)
 

検
査
項
目
 

  

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
不
適
合
管
理
、
是
正
処
置
及
び
予
防
処
置
の
実
施
状
況
 

②
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
及
び
内
部
監
査
の
実
施
状
況
 

③
原
子
炉
施
設
保
安
委
員
会
の
実
施
状
況
 

④
地
震
・
火
災
等
の
発
生

時
の
対
応
状
況
 

⑤
放
射
線
管
理
の
実
施
状
況
 

⑥
定
例
試
験
（
原
子
炉
補
機
冷
却
系
ポ
ン
プ
手
動
起
動
試
験
等

）
の
実
施
状
況
（
立
会

）（
抜
き
打
ち
検
査
）

２
）
追

加
検
査
項
目

 

①
根
本
原
因

分
析
結
果
に
基
づ

く
再
発
防
止

策
の
実
施
状
況
 

検
査
結
果
 

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「

不
適
合
管
理
、
是
正
処
置
及
び
予
防
処
置
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本

検
査
項
目

と
し
て
選

定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
ま
た
、
１
号
機
の
不
適
合
事
象
多

発
（
３
事
象

）
、
１
号

機
の
高
圧
注
水
系
の
保
安
規
定
違
反
事
象
及
び
３

号
機
の
補
助
ボ
イ
ラ
ー
に
関
す
る
事
象
に
つ
い
て
、
根
本

原
因
分
析
に
よ
り
そ

れ
ぞ

れ
の
要
因
及
び
組
織
上
の
共
通
要
因

が
抽

出
さ
れ
、
根
本
原
因

分
析
結
果
に
基
づ

く
再
発
防
止
対
策
が
進
行
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
成
２
１
年
度
に
引
き
続

き
、
再
発
防
止
対

策
の
実
施
状

況
等
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、「

不
適
合
管
理
、
是
正
処
置
及
び
予
防
処
置
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、「

原
子
力

Ｑ
Ｍ
Ｓ

不
適
合
管
理
・
是
正
処
置
・
予
防
処

置
要
領
」
等
に
基
づ
き
、
不
適
合
管
理
、
是
正
処
置
及
び
予
防

処
置
プ
ロ
セ
ス
が
構
築
さ
れ
、
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
原
子
力
安
全
に
対

す

る
必
要
性
が
高
い
事
象

に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
「
人
的
過
誤

事
象

分
析

要
領
」

及
び
「
根
本
原
因
分

析
要
領
」
に
基
づ
き
、
直
接
原
因
分
析

及
び
根
本
原
因
分
析
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目

に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

追
加
検
査
の
結
果
、
継
続
中
と
な
っ
て
い
た
１
号
機
及
び
３
号
機
の
再
発
防
止
対

策
が
、
着
実
に
実
施
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
を
確
認
し
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉

施
設
の
巡
視
等

を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

 

 女
川
原
子
力
発
電
所
 

 
第
2
回

 

実
施
期
間

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
9
月
2
日
(
木
)
～
平

成
2
2
年
9
月
1
7
日
(
金
)
 

上
記
の
内
、
追
加
検
査
は
、
平

成
2
2
年
9
月
1
5
日
(
水
)
～
平

成
2
2
年
9
月
1
7
日
(
金
)
 

検
査
項
目

  

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

②
調
達
管
理
の
実
施
状
況
 

③
放
射
線
管
理
の
実
施
状
況
（
抜
き
打

ち
検
査
）
 

２
）
追

加
検
査
項
目

 

①
安
全
系
故
障
多
発
に
対

す
る
再
発
防
止
策
の
実
施
状
況
 

検
査
結
果

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目

と
し
て
選
定
し
、
検

査
を
実
施
し
た
。
ま
た
、
前
年
度
の
総

合
評
価
に
お
い
て
１
号
機
の
安
全
系
の
機
能
故
障
（
Ｌ
Ｃ
Ｏ
逸
脱
）

件
数
が
多
発
（
４
事
象
）
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
各

事
象

に
対

す
る
原
因
分
析
結
果
と
再

発
防
止
対

策

の
実
施
状
況
等
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
追
加
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
島
根
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
保
守
管

理
等

の
不

備
に

係
る

直
接

原
因

及
び

根
本

原
因

に
対

す
る
女
川

原
子

力
発

電
所

で
の

実
施
状
況

及
び
弁

を

対
象
に
点
検
計
画
と
そ
の
記
録
の
整
合
に
つ
い
て
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
新

検
査
制
度
の
一
環
と
し
て
新
た
に
導
入
さ
れ
た
保
全
計
画
に
基
づ
く
保
守
管
理
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
保

全
計
画
に
基
づ
い
て
有
効
性
評
価
等
を
適
切
に
実
施
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目

に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

追
加
検
査
の
結
果
、
平
成
２
１
年
度
の
Ｌ
Ｃ
Ｏ
逸
脱
の
各

事
象

に
対

し
、
是
正
処
置
及
び
予
防
処
置
が
適

切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉

施
設
の
巡
視
等

を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
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 女
川
原
子
力
発
電
所
 

 
第
3
回

 

実
施
期
間
 

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
1
1
月
2
9
日
(
月
)
～
平

成
2
2
年
1
2
月
1
0
日
(
金
)
 

 

検
査
項
目
 

  

１
）
基
本
検
査
項
目
（
下
線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目
。
）
 

①
定
期
安
全
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
 

②
不
適
合
管
理
、
是
正
措
置
及
び
予
防
措
置
の
実
施
状
況
 

③
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

④
放
射
性
固
体
廃
棄
物
の
管
理
の
実
施
状
況
（
抜

き
打
ち
検
査
）
 

検
査
結
果
 

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「

定
期
安
全
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
」
、
「
不
適
合
管
理
、
是
正
処
置
及

び
予
防
処
置
の
実
施
状
況
」
、「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
選
定
し
、
検
査
を
実

施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「

定
期
安
全
レ
ビ
ュ

ー
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
当
該
レ
ビ
ュ

ー
の
計
画
段
階

に
お
い
て
、「
女
川
原
子
力
発
電
所
３
号
機
 
原
子
炉
施
設
の
定
期
的
な
評
価
実
施
手
順
書
」
を
作

成
し
、
そ

の
中
で
、
実
施
体
制
、
評
価
手
順
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
を
定
め
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
不
適
合
管
理
、
是
正
処
置
及
び
予
防
処
置
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
不
適
合
管
理
の
基
本
ル

ー
ル

を
定
め
た
関
連
社
内
規
定
に
基
づ
き
、
不
適
合
の
発
生
・
発
見
か
ら
是
正
・
予
防
処

置
の
実
施
等
一
連
の
必

要
な
処

置
が

実
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
及

び
不

適
合
情
報

検
討
会

に
お

い
て

原
因

の
特

定
や
処

置
内
容

の
妥

当
性
確
認
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
直
近
に
定
期
検
査
が
終
了
し
た
３
号
機
の
ポ
ン
プ
及
び
ポ
ン

プ
駆

動
用

電
動

機
等

合
計

７
９
台

の
機

器
を
抽

出
し

、
こ

れ
ら

の
機

器
が

分
解
点

検
計

画
に
示

さ
れ

た
頻

度
、
内
容
で
分
解
点
検
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
各
機
器
の
点
検
記
録
等

に
よ
り
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
、
定
例

試
験
（
３
号
機
自

動
減
圧
系
窒
素
ガ

ス

供
給
圧
力
確
認
試
験
等
）
の
立
会
等
を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

  

 女
川
原
子
力
発
電
所
 

 
第
4
回
 

実
施
期
間

検
査
実
施
期
間
 
平
成
2
3
年
2
月
1
7
日
(
木
)
～
平
成
2
3
年
3
月
4
日
(
金
)
 

上
記
の
内
、
追
加
検
査
を
実
施
し
た
日
 
平
成
2
3
年
3
月
3
日
(
木
)
、
平
成
2
3
年
3
月
4
日
(
金
)
 

検
査
項
目

 

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

②
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
及
び
内
部
監
査
の
実
施
状
況
 

③
運
転
管
理
の
実
施
状
況
 

④
放
射
性
廃
棄
物
管
理
の
実
施
状
況
 

⑤
安
全
保
護
系
の
管
理
状
況
 

⑥
燃
料
管
理
の
実
施
状
況
（
抜

き
打
ち
検
査
）
 

２
)
追
加
検
査
項
目
 

①
根
本
原
因
分
析
結
果
に
基
づ

く
再
発
防
止

策
の
実
施
状
況
 

検
査
結
果

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目

と
し
て
選
定
し
、
検

査
を
実
施
し
た
。
ま
た
、
１
号
機
の
不
適
合
事
象
多

発
（
３

事
象
）
、
１
号
機
の
高
圧
注
水
系
の
保
安
規
定

違
反
事
象
及
び
３
号
機
の
補
助
ボ
イ
ラ

ー
に
関
す
る
事
象
に
つ
い
て
、
根
本
原
因
分
析
に
よ
り
そ

れ
ぞ

れ
の

要
因
及
び
組
織
上
の
共
通
要
因

が
抽
出
さ
れ
、
根
本
原
因

分
析

結
果
に
基
づ
く
再

発
防
止
対
策
に
つ
い
て
、

平
成
２
２
年
度
第
１
回
保
安
検
査
に
引

き
続

き
、
再

発
防
止
対
策
の
実
施
状
況
等
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
検

査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
島
根
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
保
守
管

理
等

の
不

備
に

係
る

直
接

原
因

及
び

根
本

原
因

に
対

す
る
女
川

原
子

力
発

電
所

で
の

実
施
状
況

及
び

計
装

機
器
を
対
象

に
点
検
計
画
と
そ

の
記
録
の
整
合
に
つ
い
て
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま

た
、
新

検
査
制
度
の
一
環
と
し
て
新
た
に
導
入
さ
れ
た
保
全
計
画
に
基
づ
く
保
守
管
理
の
実
施
状
況
に
つ
い

て
、
保
全
計
画
に
基
づ
い
て
有
効
性
評
価
等

を
適
切
に
実
施
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

追
加
検
査
の
結
果
、
継
続
中
と
な
っ
て
い
た
１
号
機
及
び
３
号
機
の
再
発
防
止
対

策
が
、
着
実
に
実
施
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
定
例

試
験
へ
の
立
会
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
等

を
行
っ
た
結
果
、
特

段
問
題
が
無

い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
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4
)
 
東
京
電
力
株
式
会
社
 
本
店
及
び
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
 

 
第
1
回
 

実
施
期
間
 

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
6
月
7
日
(
月
)
～
平

成
2
2
年
6
月
1
1
日
(
金
)
・
6
月
1
5
日
(
火
)
 

平
成
2
2
年
6
月
1
9
日
(
土
)
～
平

成
2
2
年
6
月
2
5
日
(
金
)
 

上
記
の
内
、
追
加
検
査
は
、
平

成
2
2
年
6
月
1
5
日
(
火
)
 

検
査
項
目
 

  

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
及
び
測
定
 

②
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
 

③
発
電
所
長
レ
ビ
ュ

ー
の
実
施
状
況
 

④
運
転
管
理
の
実
施
状
況
（
安
全
保
護
系
の
作
動
確
認
）
 

⑤
３
号
機
の
経
年
劣
化
に
関
す
る
技
術
的
な
評
価
の
見
直
し
の
実
施
状
況
 

⑥
過
去
の
違
反
事
項
（
監
視
）
に
係
る
改
善
措
置
状
況
 

⑦
定
例
試
験
（
６
号
機
非
常
用
電
源
デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
6
A
手
動
起
動
試
験
）
の
実
施
状
況
（
立
会

）（
抜

き
打
ち
検
査
）
 

２
）
追

加
検
査
項
目

 
①
「
福
島
第
一
、
福
島
第
二
及
び
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
放
射
性
液
体
廃
棄
物
を
非
放
射
性
液

体
廃
棄
物
処
理
系
排
水
管
へ
誤
接
続
し
放
出
し
た
事
象
」
に
係
る
保
安
規
定
違
反
（
違
反
３
）
の
改
善
措

置
状
況
（
本
店
検
査
を
含
む
）
 

検
査
結
果
 

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、「

品
質
保
証
（
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
及
び
測
定
）
」
、「

品
質
保
証
（
不
適
合

管
理
）
」
、
「

運
転
管
理
の
実
施
状
況
（
安
全
保
護
系
の
作
動
確
認
）
」
等
を
基
本
検
査
項
目

と
し
て
選
定
し
、

検
査
を
実
施
し
た
。
加
え

て
、
平
成
2
1
年
度
の
第
4
四
半

期
保
安
調

査
に
お
い
て
「
違
反
３
」
と
判
定
さ

れ
た
「
福
島
第
一
、
福

島
第
二
及
び
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
に
お
け

る
放
射
性
液
体
廃
棄
物
を
非
放
射
性

液
体
廃
棄
物
処
理
系
排
水
管
へ
誤
接
続

し
放

出
し
た
事
象

に
係
る
保
安
規
定
違
反
（
違
反
３
）
の
改
善
措
置

状
況
」
に
つ
い
て
、
平
成
2
2
年
2
月
当
院
が
設
計
・
施
工

管
理
及
び
放
射
性
廃
棄
物
管
理
上
の
問
題
が
あ

る
と
し
て
報
告
を
指
示
し
た
、
当
該
不
適
合
に
つ
い
て
の
根
本
的

な
原
因
究
明

及
び
再
発
防
止
対

策
の
実
施

状
況
に
つ
い
て
、
本
店
に
お
い
て
原
子
力
発
電
検
査
課
、
福
島
第
二
原
子
力
保
安
検
査
官
事
務
所
及
び
柏
崎

刈
羽
保
安
検
査
官
事
務
所
と
合
同
で
追

加
検
査
項
目
と
し
て
選

定
し
、
検
査
を
行
っ
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、「

品
質
保
証
（
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
及
び
測
定
）
」
に
つ
い
て
は
、
業
務
プ
ロ
セ
ス
の
監

視
及
び
測
定
に
関
す
る
品
質
保
証
計
画
上
の
仕
組
み
と
そ

の
実
施
状
況
に
つ
い
て
確
認
し
、
保
安
規
定
の
遵

守
状
況
は
良
好
で
あ
る
と
判
断
し
た
。「

品
質
保
証
（
不
適
合
管
理
）
」
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
違
反
事
項

の
（
監
視
）
の
改
善
処

置
に
関
連

し
た
不
適
合
管
理
プ
ロ
セ
ス
の
見
直
し
が
図

ら
れ
、
「

不
適
合
管
理
及
び

是
正
処
置
・

予
防
処
置
基
本
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
が
平

成
2
2
年
4
月
改
訂

さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
改
訂

後
の
実
施

状
況
に
つ
い
て
確
認
し
、
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
は
良
好

で
あ
る
と
判
断
し
た
。
「

品
質
保
証
（
発
電
所
長

レ
ビ
ュ

ー
の
実
施
状
況
）
」
に
つ
い
て
は
、
所
長
レ
ビ
ュ
ー
に
よ
り
、
品
質
方
針
、
品

質
目
標
、
監

査
結
果
、

デ
ー
タ
の
分
析
、
是
正
処
置
、
予
防
処

置
を
通
じ
て
品
質
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性
を
継
続
的
に

改
善
す
る
取
組
が
行
わ
れ
て
い
た
。「

運
転
管
理
の
実
施
状
況
（
安
全
保
護
系
の
作

動
確
認
）
」
に
つ
い
て
は
、

定
期

検
査

中
及

び
運

転
中

に
お
け

る
安

全
保

護
系

の
作

動
確
認
等

の
実

施
状
況

及
び
マ
ニ
ュ
ア
ル

内
容

の
適
切
性
を
確
認
し
た
。
過

去
の
監
視
事
項
に
対

す
る
改
善
措
置
状
況
を
確
認
し
た
結
果
、
「

高
線
量
区
域
に

お
け
る
作
業
の
線
量
及
び
作
業
環
境
に
応
じ

た
放
射
線
防
護
上
の
措
置
を
立
案
・
承
認
の
不
履
行
及
び
放
射

線
防
護
上
の
措
置
を
遵
守
さ
せ
る
仕
組
み

の
機
能
不
全
(
協

力
企

業
作

業
員
の
計
画
外

の
被
ば
く
)
」
(
平
成

2
0
年
度
第
4
回
)
に
つ
い
て
は
、
改
善
措
置
の
検
討
が
終
了
し
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
改
訂
等

の
対
策
が
実
施
さ
れ

た
こ
と
、
「

予
防
処
置
及
び
是
正
処
置
に
お
い
て
実
施
し
た
活

動
の
レ
ビ
ュ
ー
に
お
け

る
有
効
性
の
レ
ビ
ュ

ー
が
実
施
不
十
分
」
(
平

成
2
1
年
度
第
2
回
)
 
に
つ
い
て
は
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
・
ガ
イ
ド
の
改
訂

及
び
要
員
へ

の
周
知
状
況
を
確
認
し
た
。
他
2
件
に
つ
い
て
は
改
善
措
置
が
完
了
し
た
こ
と
か
ら
、
残
る
1
件
に
つ
い
て

保
安
検
査
等

に
お
い
て
引

き
続

き
改
善
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目

に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

追
加
検
査
の
結
果
、
「
福
島
第
一
、
福
島
第
二
及
び
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
に
お
け

る
放
射
性
液
体
廃

棄
物
を
非
放
射
性
液
体
廃
棄
物
処
理
系
排
水
管
へ
誤
接
続

し
放

出
し
た
事
象

に
係
る
保
安
規
定
違
反
（
違
反

３
）
の
改
善
措
置
状
況
」
に
係
る
検
査
で
は
、
根
本
的
な
原
因
究
明

が
行
わ
れ
、
再
発
防
止
対

策
と
そ
の
対

策
の
実
施
計
画
書
が
策
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
3
号
機
タ
ー
ビ

ン
グ
ラ
ン
ド

シ
ー
ル
蒸

気
ヘ
ッ
ダ
圧
力
計
装
ラ
ッ
ク
ド
レ
ン
廃

水
ラ

イ
ン
の
不
適
合
管
理
の
修
正
処
置
状
況
を
確
認
し
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉

施
設
の
巡
視
を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を
確

認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
良
好

な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

 

 

 福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
 

 
第
2
回

 

実
施
期
間

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
8
月
3
0
日
(
月
)
～
平

成
2
2
年
9
月
1
0
日
(
金
)
 

検
査
項
目

  

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

②
定
期
安
全
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
 

③
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
の
実
施
状
況
（
本
店

検
査
）
 

④
内
部
監
査
の
実
施
状
況
（
本
店
検
査
）
 

⑤
過
去
の
違
反
事
項
（
監
視
）
に
係
る
改
善
措
置
状
況
 

 

検
査
結
果

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
、
「

定
期
安
全
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
」
等

を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
２
号
機
か
ら
運
用
開
始
し
て
い
る
新

検

査
制
度
に
よ
る
保
守
管
理
活
動
に
お
い
て
、
第
２
４

保
全
サ
イ
ク
ル
の
保
全
活

動
の
実
施
状
況
及
び
そ

の
有

効
性
評
価
の
結
果
が
第
２
５
保
全
サ
イ
ク
ル
へ
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
島
根
原
子
力
発
電
所

に
お
け

る
保

守
管

理
等

の
不

備
に

係
る

直
接

原
因

及
び

根
本

原
因

に
対

す
る
福

島
第
一

原
子

力
発

電
所

で

の
実
施
状
況
及
び
弁
を
対
象
に
点
検
計
画
と
そ
の
記
録
の
整
合
に
つ
い
て
、
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
ま
た
、
「

定
期
安
全
レ
ビ
ュ

ー
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
1

号
機
の
報
告
段
階
の
定
期

安
全
レ
ビ
ュ

ー
が
実
施
計
画
に
従
い
報
告
書
（
案
）
が
取

り
纏

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
２
号
機
の
計
画
段
階

の
定
期
安
全
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
計
画
書
が
策
定
さ
れ
実
施
体
制
、
実
施
手
順
等

が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

確
認
し
た
。
 

さ
ら
に
、
過

去
の
監
視
事
項
（
「

品
質
保
証
計
画
の
要
求
事
項
を
理
解

す
る
組
織
的
力
量
不
足
を
背

後
要

因
と
す
る
業
務
に
対

す
る
要
求

事
項
の
レ
ビ
ュ
ー
機
能
不
全
」
）
に
対
す
る
原
子
炉

設
置
者
の
改
善
措
置
状

況
を
確
認
し
た
結
果
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
改
訂
等

の
改
善
措
置
が
図

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
違
反
事
項

（
「
福
島
第
一

、
福
島
第
二
及
び
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
に
お
け

る
放
射
性
液
体
廃
棄
物
を
非
放
射
性
液

体
廃
棄
物
処
理
系
排

水
管
へ
誤
接
続
し
放

出
し
た
事
象
に
つ
い
て
」
）
に
つ
い
て
は
、
設
備
に
対

す
る
対
策

及
び

根
本

原
因

分
析

に
基
づ

く
再

発
防
止
対

策
に

係
る

改
善

措
置

が
計

画
的

に
実

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

を

確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目

に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安

検
査

期
間

中
の
平

成
２

２
年

９
月

２
日

に
定
格

熱
出

力
一

定
運

転
中

の
５

号
機

に
お

い
て

原
子
炉

隔
離
時
冷
却
系
の
運
転
上
の
制
限
か
ら
の
逸
脱
が
発
生
し
た
事
象
に
関
し
て
、
詳
細
調

査
し
た
結
果
、
８
月

１
６
日
か
ら
機
能
が
喪
失
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
保
安
規
定
違
反
（
違
反
２
）
が
認
め
ら
れ
た
。
当
該
違
反

事
項
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉

設
置
者
に
対
し
、
違
反
が
発
生
し
た
原
因
を
究
明
し
、
再
発
防
止
対
策
を
策
定

の
上
、
報
告

す
る
よ
う
指
示
し
た
。
ま
た
、
日
々

の
運
転
管
理
状
況
の
聴
取

、
記
録
確
認
の
中
の
不
適
合
管

理
委
員
会
議

事
録
に
お
い
て
、「

原
子
炉

圧
力
容
器
最
低
使
用
温
度
の
評
価
の
誤
り
」
の
事
案
が
確
認
さ
れ
、

詳
細
を
調
査
し
た
結
果
、
原
子
炉
冷
却
材
温
度
制
限

値
の
当
直
長
へ
の
通
知
不
備
に
係
る
監
視
事
項
が
認
め

ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
今
後
の
保
安
検
査
等
に
お
い
て
、
そ

の
改
善
状
況
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
し

た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
等

を
行
っ
た
結
果
、
上
記
の
違
反
、
監
視
事
項

を
除
き
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
保
安
検
査
期
間
中
に
発
生
し
た
原
子
炉
隔
離
時

冷
却
系
の
運
転
上
の
制
限
か
ら
の
逸
脱
に
係
る
保
安
規
定
違
反
等
を
除
き
、
選

定
し
た
検
査
項
目

に
係
る
保

安
活
動
は
、
概
ね
良
好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
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福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
 

 
第
3
回

 

実
施
期
間
 

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
1
2
月
6
日
(
月
)
～
平

成
2
2
年
1
2
月
2
1
日
(
火
)
 

上
記
の
内
、
追
加
検
査
は
、
平
成
2
2
年
1
2
月
2
0
日
(
月
)
、
平
成
2
2
年
1
2
月
2
1
日
(
火
)
 

検
査
項
目
 

  

１
）
基
本
検
査
項
目
（
下
線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目
。
）
 

①
放
射
性
廃
棄
物
の
管
理
状
況
 

②
放
射
線
管
理
の
実
施
状
況
 

③
燃
料
管
理
の
実
施
状
況
 

④
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

⑤
過
去
の
違
反
事
項
（
監
視
）
に
係
る
改
善
措
置
状
況
 

⑥
定
例
試
験
（
1
号
機
に
お
け
る
高
圧
注
水
（
Ⅱ
）
系
ポ
ン
プ
手
動
起
動
試
験
等
）
の

実
施
状
況
（
抜
き
打

ち
検
査
）
 

２
）
追
加
検
査
項
目
 

①
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
の
機
能
の
喪
失
に
係
る
保
安
規
定
違
反
（
違
反
２
）
の
改
善
措
置
状
況
 

検
査
結
果
 

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「
放
射
性
廃
棄
物
の
管
理
状
況
」
、
「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
等
を
基

本
検
査
項
目

と
し
て
検
査
を
実
施
し
た
。
ま
た
、
「
福
島
第
一

原
子
力
発
電
所
５
号
機
に
お
け
る
原
子
炉
隔

離
時
冷
却
系
の
機
能

の
喪
失
に
係
る
保
安
規
定
違
反
（
違
反
２
）
つ
い
て
の
改
善
措
置
に
関
す

る
状
況
」
に

つ
い
て
、
再

発
防
止
対
策
に
基
づ
く
原
子
炉
設
置
者
の
改
善
措
置
状
況
を
確
認
す
る
た
め
、
追

加
検
査
項
目

と
し
て
選
定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
放
射
性
廃
棄
物
の
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
基
本
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
る
「
放
射
性
廃

棄
物
管
理
基
本
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
、
業
務
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
る
「
放
射
性
液
体
気
体
廃
棄
物
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
、

関
連

す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
る
「
放
射
性
廃
棄
物
放
出
管
理
業
務
要
領
」
、
こ
れ
ら
に
付
属

す
る
各
ガ

イ
ド

等
に
従

い
、
明
確
な
責
任
と
権
限
の
も
と
に
液
体
・
気
体

の
放
射
性
廃
棄
物
管
理
業
務
が
適
切
に
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

保
守
管
理
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
は
、
点

検
長

期
計
画
と
点
検
実
績
を
記
録
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
と
し

て
、
第
一

保
全
部
か
ら
１
号
機
、
３
号
機
、
第
二
保
全
部
か
ら
６
号
機
の
弁

及
び
電
動
弁
電
動
機
を
除
く
機

器
か
ら
対
象

に
そ
れ
ぞ

れ
７
２
機
器
に
つ
い
て
、
「

原
子
力
発
電
所
機
械

、
電
気

、
計
装
及
び
廃
棄
物
処
理

設
備
点

検
手
入
れ
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
の
点

検
頻
度
等
で
点
検
長
期
計
画
が
策
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
工

事
報
告

書
に
て
計
画
通
り
実
施
さ
れ
、
そ
の
実
績
が
点
検
長
期
計
画
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
以

下
状
況
の
保
守
管
理
の
不
備
が
有
る
の
も
確
認
し
た
。
こ
れ
ら
保
守
管
理
の
不
備
は
、
「

本
格
点
検
は
実
施

さ
れ
て
い
る
が
簡
易
点

検
が
未
実
施
で
あ
る
も
の
」
1
件
、
「
同
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
レ
ビ
ュ
ー
不
備
の
た
め
構

造
上
不
必
要
な
点
検
項
目

が
あ
り
、
結
果
的
に
本
項
目
の
点
検
未
実
施
と
な
っ
て
い
る
も
の
、
及
び
本
格
点

検
を
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
く
定
期
検
査
周
期
で
は
な
く
年
周

期
で
実
施
し
て
い
た
も
の
」
2
件
、
「
点
検
は

実
施
し
て
い
る
が
点

検
項
目
の
一

つ
が
未

実
施
と
な
っ
て
い
る
も
の
」
3
1
件
を
確
認
し
た
が
、
事
業
者
が

不
適
合
管
理
に
て
是
正
処
置
等

を
実
施
す
る
こ
と
か
ら
、
今
後
の
保
安
検
査
等
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
改
善

措
置
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
。
 

追
加
検
査
の
結
果
、
福

島
第
一
原
子
力
発
電
所
５
号
機
に
お
け
る
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
の
機
能

の
喪
失

に
係
る
保
安
規
定
違
反
に
つ
い
て
の
改
善
措
置
に
関
す
る
状
況
は
、
分
析
活
動
計
画
に
基
づ
き
適
切
な
根
本

原
因
分
析
活
動
を
行
い
、
当
該
分
析
活
動
に
よ
る
報
告
書
を
作

成
し
て
、
直
接
原
因
と
根
本
原
因
を
抽
出
し

て
い
る
こ
と
、
ま
た
同
報
告
書
に
基
づ

き
対

策
実
施
計
画
を
作
成
し
て
、
直
接
原
因
・
根
本
原
因
に
基
づ

く

諸
対
策
を
計
画
し
、
そ
れ
ぞ
れ
実
施
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
及
び
原
子
炉

施
設
の
巡
視
等
実
施
し
た
結
果
、
特
段
の
問
題
が
な
い
こ

と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選

定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活
動
は
、
良
好
で
あ

る
と
判
断
す
る
。
 

  

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
 

 
第
4
回

 

実
施
期
間

検
査
実
施
期
間
 
平
成
2
3
年
2
月
2
8
日
(
月
)
～
平
成
2
3
年
3
月
1
1
日
(
金
)
 

検
査
項
目

 

１
）
基
本
検
査
項
目
（
下
線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目
。
）
 

①
品
質
保
証
シ
ス
テ
ム
の
改
善
措
置
の
実
施
状
況
 

②
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
 

③
緊
急
時
の
措
置
の
取
組
状
況
 

④
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

⑤
定
期
安
全
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
 

⑥
過
去
の
違
反
事
項
（
監
視
）
に
係
る
改
善
措
置
状
況
 

⑦
根
本
原
因
分
析
結
果
を
受
け

た
改
善
措
置
の
実
施
状
況
（
抜

き
打

ち
検
査
）
 

２
）
追

加
検
査
項
目
 

３
月
１
１
日
の
東
日
本
大
震
災
発
生
に
伴
う
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
、
緊
急
時
対
応
が
必

要
と
な
っ
た
た
め
、
予
定
し
て
い
た
追

加
検
査
は
中
止
し
た
。
 

検
査
結
果

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「
品
質
保
証
シ
ス
テ
ム
の
改
善
措
置
の
実
施
状
況
」
、
「
定
期
安
全
レ
ビ

ュ
ー
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「
品
質
保
証
シ
ス
テ
ム
の
改
善
措
置
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
法
令
要
求
が
あ

る
項
目
や

保
安

規
定

を
う
け

た
要
求

事
項

を
反
映

し
た
マ
ニ
ュ
ア
ル

と
標

準
的

な
手

順
や
ノ
ウ
ハ
ウ

を
記

載
し
た
ガ
イ
ド
に
分
け
る
こ
と
に
よ
り
運
用
改
善
を
行
い
、
各
マ
ニ
ュ
ア
ル
改
訂
と
業
務
プ
ロ
セ
ス
改
善
が

適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
た
。
ま
た
、「

定
期
安
全
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、

２
号

機
の
報
告
段
階

の
定

期
安

全
レ
ビ
ュ

ー
が

実
施

計
画

に
従

い
適

切
に
報
告

書
が
取

り
纏

め
ら

れ
て

い

る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

さ
ら
に
、
過
去
の
違
反
事
項
【
監
視
】「

原
子
炉
圧
力
容
器
最
低
使
用
温
度
の
評
価
誤
り
（
平
成
2
2
年
度

第
２
回
）
」
に
対
す
る
原
子
炉
設
置
者
の
改
善
措
置
状
況
を
確
認
し
た
結
果
、
設
備
に
対
す
る
対
策
及
び
根

本
原
因

分
析

に
基
づ

く
再

発
防
止
対

策
に

係
る

改
善

措
置

が
計

画
的

に
実

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確
認

し

た
が
、
保
安
規
定
に
係
わ
る
数
値
の
中
で
自
ら
計
算
評
価
を
実
施
し
て
い
る
可
能
性
の
あ
る
業
務
を
類
似
の

自
前
評
価
業
務
と
し
て
抽
出
し
、
検
証
が
必
要
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、
影
響
評
価
書
に
よ
り
関
係
箇
所
に
お

い
て
検
証
方
法
の
業
務
へ
の
反
映
を
指
示
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
の
保
安
検
査
等
に
お
い
て
引

き
続
き
改
善
措
置
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
。
 

そ
の
他
の
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
災
害
発
生
に
伴
い
中
断
し
た
追
加
検
査
項
目
及
び
「
根
本
原

因
分
析
結
果
を
受
け
た
改
善
措
置
の
実
施
状
況
」
を
の
ぞ
き
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各
保
安
活
動
が
適
切

に
実
施
さ
れ
て
お
り
、
保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間
中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
、
定
例
試
験
へ
の
立
会
等
を
行
っ
た
結
果
、
特

段
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
、
原
子
力
災
害
発
生
前
に
実
施
で
き
た

検
査
項
目
に
係
る
保
安
活
動
は
、
特
に
問
題
は
な
か
っ
た
と
判
断
す
る
。
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 (
5
)
 
東
京
電
力
株
式
会
社
 
本
店
及
び
福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
 

 
第
1
回
 

実
施
期
間
 

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
6
月
1
4
日
(
月
)
～
平

成
2
2
年
6
月
2
9
日
(
火
)
 

上
記
の
内
、
追
加
検
査
は
、
平

成
2
2
年
6
月
1
5
日
(
火
)
、
平

成
2
2
年
6
月
2
8
日
(
月
)
 

検
査
項
目
 

  

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

②
調
達
管
理
の
実
施
状
況
 

③
放
射
性
廃
棄
物
管
理
の
実
施
状
況
 

④
過
去
の
違
反
事
項
（
監
視
）
に
係
る
改
善
措
置
状
況
 

⑤
運
転
訓
練
（
サ
イ
ト
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
訓
練
）
の
実
施
状
況
（
抜
き
打
ち
検
査
）
 

２
）
追

加
検
査
項
目

 

①
「
福
島
第
一
、
福
島
第
二
及
び
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
放
射
性
液
体
廃
棄
物
を
非
放
射
性
液

体
廃
棄
物
処
理
系
排
水
管
へ
誤
接
続
し
放
出
し
た
事
象
」
に
係
る
保
安
規
定
違
反
（
違
反
３
）
の
改
善
措
置

状
況
（
本
店

検
査
を
含
む
）
 

検
査
結
果
 

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
、
「
調
達
管
理
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本
検

査
項
目
と
し
て
選
定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
ま
た
、
「
福
島
第
一
、
福

島
第
二
及
び
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発

電
所

に
お
け

る
放
射

性
液
体
廃
棄
物

を
非
放
射

性
液
体
廃
棄
物
処

理
系
排

水
管
へ
誤

接
続

し
放

出
し

た
事

象
に
係
る
保
安
規
定
違
反
（
違
反
３
）
の
改
善
措
置
状
況
」
に
つ
い
て
の
根
本
的

な
原
因
究
明

及
び
再
発
防

止
策
に
基
づ

く
原
子
炉
設
置
者
の
改
善
措
置
状
況
に
つ
い
て
、
本
店

に
お
い
て
原
子
力
発
電
検
査
課
、
福

島

第
二

原
子

力
保

安
検

査
官

事
務

所
及

び
柏
崎
刈
羽

保
安

検
査
官

事
務

所
と

合
同

で
追

加
検

査
項
目

と
し

て

選
定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
、「
調
達
管
理
の
実
施
状
況
」
、
等
に
つ
い
て
は
、
保
安
規

定
に
基
づ
き
、
各
保
安
活

動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、
保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認

め
ら
れ
な
か

っ
た
。
過

去
の
監
視
事
項
（
「

２
Ｆ
－
１
再
生
補
給
水
（
Ｍ
Ｕ
Ｗ
Ｔ
）
の
カ
ナ
ル
誤
放
出
」
、
「
２
Ｆ
－

１
燃

料
プ
ー
ル
補
給
水
系
（
Ｆ
Ｐ
Ｍ
Ｕ
Ｗ
）
水
の
誤
放
出
」
、「
炉
心
性
能
計
算
機
に
お
け
る
Ｌ
Ｐ
Ｒ
Ｍ
感
度
劣
化

補
正
定
数
の
一
部
未

設
定
」
）
に
対

す
る
原
子
炉
設
置
者
の
改
善
状
況
を
確
認
し
た
結
果
、「

２
Ｆ
－
１
再
生

補
給
水
（
Ｍ
Ｕ
Ｗ
Ｔ
）
の
カ
ナ
ル
誤
放
出
」
、「

２
Ｆ
－
１
燃
料
プ
ー
ル
補
給
水
系
（
Ｆ
Ｐ
Ｍ
Ｕ
Ｗ
）
水

の
誤

放
出
」
に
つ
い
て
、
措
置
済
み
の
教
育
対
策
及
び
設
備
対
策
が
適
切
に
実
施
さ
れ
改
善
が
図
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
「
炉
心
性
能
計
算

機
に
お
け

る
Ｌ
Ｐ
Ｒ
Ｍ
感
度
劣
化

補
正

定
数
の
一
部
未

設
定
」

に
つ
い
て
は
、
再
発
防
止
対
策
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目

に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

追
加
検
査
の
結
果
、
「
福
島
第
一
、
福
島
第
二
及
び
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
に
お
け

る
放
射
性
液
体
廃

棄
物
を
非
放
射
性
液
体
廃
棄
物
処
理
系
排
水
管
へ
誤
接
続

し
放

出
し
た
事
象

に
係
る
保
安
規
定
違
反
（
違
反

３
）
の
改
善
措
置
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
根
本
的

な
原
因
究
明

が
行
わ
れ
、
再
発
防
止
対
策
と
そ
の
対
策
の

実
施
計
画
書
が
策
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
是
正
処
置
及
び
予
防
処

置
の
対
策
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
・
定
例
試
験
（
２
号
機
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ

ン
プ
手
動
起

動
試
験
）
へ

の
立
会
等
を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

 

 福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
 

 
第
2
回

 

実
施
期
間

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
9
月
3
日
(
金
)
～
平

成
2
2
年
9
月
1
7
日
(
金
)
 

上
記
の
内
、
追
加
検
査
は
、
平

成
2
2
年
9
月
1
6
日
(
木
)
 

検
査
項
目

  

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
の
実
施
状
況
（
本
店

検
査
）
 

②
内
部
監
査
の
実
施
状
況
（
本
店
検
査
）
 

③
定
期
安
全
レ
ビ
ュ
ー
（
Ｐ
Ｓ
Ｒ
）
の
実
施
状
況
 

④
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

⑤
過
去
の
違
反
事
項
（
監
視
）
に
係
る
改
善
措
置
状
況
 

⑥
放
射
線
計
測
器
類

の
管
理
の
実
施
状
況
（
抜
き
打
ち
検
査
）
 

２
）
追

加
検
査
項
目

 

①
「
福
島
第
一
、
福
島
第
二
及
び
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
放
射
性
液
体
廃
棄
物
を
非
放
射
性
液

体
廃
棄
物
処
理
系
排
水
管
へ
誤
接
続
し
放
出
し
た
事
象
」
に
係
る
保
安
規
定
違
反
（
違
反
３
）
の
改
善
措
置

状
況
 

検
査
結
果

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、「
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
」
、「

定
期
安
全
レ
ビ
ュ
ー
（
Ｐ

Ｓ
Ｒ
）
の
実

施
状
況
」
、「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
選
定
し
、
検
査
を
実
施
し

た
。
 

ま
た
「
福
島
第
一
、
福

島
第
二
及
び
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
に
お
け

る
放
射
性
液
体
廃
棄
物
を
非
放
射

性
液
体
廃
棄
物
処
理
系
排

水
管
へ
誤
接
続
し
放
出
し
た
事
象
に
つ
い
て
」
に
係
る
保
安
規
定
違
反
（
違
反
３
）

の
改
善
措
置
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
追

加
検
査
項
目

と
し
て
選

定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
社
長
レ
ビ
ュ
ー
お
よ
び

管
理
責
任
者
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
等
を
確
認
し
、
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
は
良
好
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

「
定
期
安
全
レ
ビ
ュ
ー
（
Ｐ
Ｓ
Ｒ
）
の

実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
第
１
０
条
の
「
原
子
炉

施
設

の
定
期
的
な
評
価
」
に
つ
い
て
、
時
期
的

に
該
当
す
る
３
号
機
及
び
４

号
機
に
お
け

る
定
期
安
全
レ
ビ
ュ
ー

（
Ｐ
Ｓ
Ｒ
）
の
報
告
段
階
の
実
施
状
況
を
確
認
し
、
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
は
良
好
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
島
根
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
保
守
管
理
等
の
不
備
に
係
る
直

接
原
因

及
び

根
本

原
因

に
対

す
る
福

島
第

二
原

子
力

発
電

所
で

の
実

施
状
況

及
び
弁

を
対
象

に
点

検
計

画

と
そ
の
記
録
の
整
合
に
つ
い
て
、
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目

に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

な
お
、
「
原
子
炉
圧
力
容

器
最
低
使
用
温
度
の
評
価
の
誤
り
」

に
つ
い
て
、
不
適
合
事
象

が
明
ら
か
と
な

り
、
そ

の
詳
細
を
調

査
し
た
結
果
、
原
子
炉
冷
却
材
温
度
制
限
値
の
当
直
長
へ
の
通
知
不
備
に
係
る
監
視
事

項
が
認

め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
今
後
の
保
安
検
査
等
に
お
い
て
、
そ

の
改
善
状
況
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く

こ
と
と
し
た
。
 

追
加
検
査
の
結
果
、
「
福
島
第
一
、
福
島
第
二
及
び
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
に
お
け

る
放
射
性
液
体
廃

棄
物
を
非
放
射
性
液
体
廃
棄
物
処
理
系
排
水
管
へ
誤
接
続

し
放

出
し
た
事
象

に
係
る
保
安
規
定
違
反
（
違
反

３
）
の
改
善
措
置
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
対

策
の
実
施
計
画
書
に
従

い
、
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

確
認
し
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
・
定
例
試
験
（
３
号
機
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ

ン
プ
手
動
起

動
試
験
）
へ

の
立
会
等
を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
「

原
子
炉
圧
力
容
器
最
低
使
用
温
度
の
評
価
の

誤
り
」
の
保
安
規
定
違
反
を
除
き
、
選

定
し
た
検
査
項
目

に
係
る
保
安
活
動
は
、
概
ね
良
好
な
も
の
で
あ
っ

た
と
判
断
す
る
。
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 福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
 

 
第
3
回

 

実
施
期
間
 

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
1
2
月
6
日
(
月
)
～
平

成
2
2
年
1
2
月
1
7
日
(
金
)
 

検
査
項
目
 

  

１
）
基
本
検
査
項
目
（
下
線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目
。
）
 

①
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
 

②
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

③
使
用
済
燃
料
の
保
管
・
運
搬
状
況
の
確
認
 

④
放
射
性
固
体
廃
棄
物
の
管
理
状
況
 

⑤
過
去
の
違
反
事
項
（
監
視
）
に
係
る
改
善
措
置
状
況
 

⑥
定
例
試
験
（
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
手
動
起
動
試
験
）
の
実
施
状
況
（
抜

き
打

ち
検
査
）
 

検
査
結
果
 

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「

不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
」
、
「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本

検
査
項
目
と
し
て
選

定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「

不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
関
連

の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
従
い
実
施
さ

れ
て

い
る

こ
と

、
ま

た
不

適
合

管
理
委

員
会

の
審
議
や
是
正
処

置
の
フ
ォ
ロ

ー
等

の
実

施
状
況

を
確
認

し

た
。
「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
他

電
力
の
発
電
所
に
お
け
る
保
守
管
理
等

の
不
備
に
係
る

直
接

原
因

に
対

す
る
当
福

島
第

二
原

子
力

発
電

所
で

の
実

施
状
況

及
び
各
種

の
機

器
を
対
象

に
点

検
計

画

と
そ
の
記
録
の
整
合
に
つ
い
て
確
認
し
、
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
及
び
原
子
炉

施
設
の
巡
視
等
を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

 

 

 福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
 

 
第
4
回
 

実
施
期
間

検
査
実
施
期
間
 
平
成
2
3
年
2
月
2
8
日
(
月
)
～
平
成
2
3
年
3
月
1
1
日
(
金
)
 

検
査
項
目

 

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

②
不
適
合
管
理
に
お
け
る
是
正

措
置
・
予
防
措
置
の
実
施
状
況
 

③
燃
料
管
理
の
実
施
状
況
 

④
過
去
の
違
反
事
項
(
監
視
)
に
係
る
改
善
措
置
状
況
 

⑤
放
射
線
管
理
の
実
施
状
況
（
抜
き
打

ち
検
査
）
 

検
査
結
果

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
、
「
不
適
合
管
理
に
お
け
る
是
正
措
置
・
予

防
措
置
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
選
定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
他
発
電
所
等
に
て
発
生
し
た
保
守
管
理

の
不

備
に

係
る

直
接

原
因

を
踏

ま
え

た
実

施
状
況

及
び
各
種

機
器

を
対
象

に
点

検
計

画
と
そ
点

検
記

録
の

整
合
に
つ
い
て
確
認
し
、
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
「
不
適
合
管
理
に
お
け
る
是
正
措

置
・
予
防
措
置
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
共
通
要
因
分
析
、
対
策
の
策
定
、
有
効
性
評
価
が
実
施
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他
の
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各
保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間
中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
及
び
原
子
炉
施
設
の
巡
視
等
を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活
動
は
、
特

に
問
題
は
な
か
っ
た
と
判
断
す
る
。
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 (
6
)
 
東
京
電
力
株
式
会
社
 
本
店
及
び
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
 

 
第
1
回
 

実
施
期
間
 

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
6
月
7
日
(
月
)
～
平

成
2
2
年
6
月
1
8
日
(
金
)
、
平

成
2
2
年
6
月
2
1
日
(
月
)

上
記
の
内
、
追
加
検
査
は
、
平

成
2
2
年
6
月
1
5
日
(
火
)
 

検
査
項
目
 

  

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目
。
）
 

①
運
転
管
理
の
実
施
状
況
 

②
作
業
管
理
の
実
施
状
況
 

③
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
 

④
文
書
管
理
の
実
施
状
況
 

⑤
定
例
試
験
（
６
号
機
残
留
熱
除
去
系
ポ
ン
プ
手
動
起
動
試
験
）
の
実
施
状
況
（
立
会
）
（
抜
き
打
ち
検
査
）

２
）
追

加
検
査
項
目

 

①
「
福
島
第
一
、
福
島
第
二
及
び
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
放
射
性
液
体
廃
棄
物
を
非
放
射
性
液

体
廃
棄
物
処
理
系
排
水
管
へ
誤
接
続
し
放
出
し
た
事
象
」
に
係
る
保
安
規
定
違
反
（
違
反
３
）
の
改
善
措
置

状
況
（
本
店

検
査
）
 

検
査
結
果
 

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「

運
転
管
理
の
実
施
状
況
」
、
「
作
業
管
理
の
実
施
状
況
」
、
「
不
適
合
管

理
の
実
施
状
況
」
及
び
「
文
書
管
理
の
実
施
状
況
」
を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
選

定
し
検
査
を
実
施
し
た
。

ま
た
、
「
福
島
第
一
、
福

島
第
二
及
び
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
に
お
け

る
放
射
性
液
体
廃
棄
物

を
非
放
射

性
液
体
廃
棄
物
処
理
系
排

水
管
へ
誤
接
続
し
放
出
し
た
事
象
に
係
る
保
安
規
定
違
反
（
違
反
３

）
の
改
善
措

置
状
況
」
に
つ
い
て
、
根
本
的

な
原
因
究
明

及
び
再
発
防
止
策
に
基
づ
く
原
子
炉

設
置
者
の
対

策
実
施
状
況

に
つ
い
て
、
本
店
に
お
い
て
原
子
力
発
電
検
査
課
、
福
島
第
一

原
子
力
保
安
検
査
官
事
務
所
及
び
福

島
第
二

原
子
力
保
安
検
査
官

事
務
所
と
合
同
で
、
追

加
検
査
項
目

と
し
て
選

定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「

運
転
管
理
の
実
施
状
況
」
に
関
し
て
は
、
運
転
管
理
に
関
す
る
不
適
合
に
対

し
て

事
例
周
知

、
気
づ
き
事
項
の
ノ
ウ
ハ
ウ
集
化

、
手
順
書
へ

の
反
映
等

の
再
発
防
止
対
策
が
実
施
さ
れ
、
ま
た
、

運
転

員
に
対

し
て
自
グ
ル

ー
プ
以
外

の
当

直
長
等

に
よ

る
観
察

、
過

去
の

運
転
経

験
を

も
と

に
作

成
し

た

「
運
転
員
の
心
得
と
基
礎
知
識
」
を
用
い
た
計
画
的

な
研
修

に
よ
る
不
適
合
低
減
に
向
け

た
教
育
活
動
が
実

施
さ
れ
て
お
り
、
運
転
管
理
の
向

上
に
関
す
る
取
組
み
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
「
作
業
管
理

の
実
施
状
況
」
に
関
し
て
は
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
に
基
づ
き
活
動
が
行
わ
れ
、
中
越
沖
地
震

後
の
復
旧
点
検
等

の
号
機
ご
と
の
状
況
を
踏

ま
え

た
作
業
管
理
が
実
施
さ
れ
る
と
と
も
に
、
４
号
機
を
先
行
号
機
と
し
て
作
業

管
理
の
運
用
改
善
に
取
り
組
み

、
ま
た
、
作

業
管
理
に
係
る
不
適
合
を
適
切
に
検
討
及
び
処
理
し
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
た
。
「
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
」
に
関
し
て
は
、
新

し
い
不
適
合
管
理
プ
ロ
セ
ス
の
グ
レ
ー

ド
区
分
及
び
期
日
管
理
に
よ
り
実
効
性
向
上
が
図

ら
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
不
適
合
が
適
切
に
検
討
処

置
さ

れ
、
ま
た
、
発
電
設
備
の
総
点
検
の
結
果
に
係
る
再

発
防
止
策
の
継
続
的
な
取

り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
た
。
「
文

書
管
理
の
実
施
状
況
」
に
関
し
て
は
、
設
備
図

書
等
の
保
管
及
び
閲
覧
に
関
し
て
、

マ
ニ
ュ
ア
ル
に
従
っ
て
文

書
管
理
が
行
な
わ
れ
、
文

書
の
適
切
な
版
が
必
要
な
と
き
に
必
要
な
と
こ
ろ
で
使

用
可
能
な
状
態
に
あ
る
こ
と
、
及
び
容
易
に
識
別
可
能
な
状
態
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
１
号
機

の
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
の
ヘ
ッ
ド
補
正
値
誤
り
に
つ
い
て
は
、
不
適
合
に
対

す
る
再
発
防
止
対

策
が

実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目

に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

追
加
検
査
の
結
果
、
「
福
島
第
一
、
福
島
第
二
及
び
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
に
お
け

る
放
射
性
液
体
廃

棄
物
を
非
放
射
性
液
体
廃
棄
物
処
理
系
排
水
管
へ
誤
接
続

し
放

出
し
た
事
象

に
係
る
保
安
規
定
違
反
（
違
反

３
）
の
改
善
措
置
状
況
」
に
関
し
て
は
、
当
該
不
適
合
に
つ
い
て
根
本
的
な
原
因
究
明

が
行
わ
れ
、
再
発
防

止
対
策
と
そ

の
対
策
の
実
施
計
画
書
が
策
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉

施
設
の
巡
視
へ

の
立
会
等
を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な

い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

 柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
 

 
第
2
回

 

実
施
期
間

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
8
月
3
0
日
(
月
)
～
平

成
2
2
年
9
月
1
5
日
(
月
)
 

上
記
の
内
、
追
加
検
査
は
、
平

成
2
2
年
9
月
8
日
(
水
)
 

検
査
項
目

  

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
 

②
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
の
実
施
状
況
（
本
店

検
査
）
 

③
内
部
監
査
の
実
施
状
況
（
本
店
検
査
）
 

④
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

⑤
特
別

な
保
全
計
画
に
基
づ
く
保
安
活

動
の
実
施
状
況
 

⑥
定
例
試
験
（
１
号
機
 
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
手
動
起
動
試
験
）
の
実
施
状
況
（
立
会
）（
抜
き
打
ち
検
査
）
 

２
）
追

加
検
査
項
目

 

①
「
福
島
第
一
、
福
島
第
二
及
び
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
放
射
性
液
体
廃
棄
物
を
非
放
射
性
液

体
廃
棄
物
処
理
系
排
水
管
へ
誤
接
続
し
放
出
し
た
事
象
」
に
係
る
保
安
規
定
違
反
（
違
反
３
）
の
改
善
措
置

状
況
）

 

検
査
結
果

今
回
の
検
査
で
は
、
「

不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
」
、
「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目

と

し
て
選
定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
ま
た
、
「
福
島
第
一
、
福

島
第
二
及
び
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
に
お

け
る
放
射
性
液
体
廃
棄
物

を
非
放
射
性
液
体
廃
棄
物
処
理
系
排

水
管
へ
誤
接
続
し
放
出
し
た
事
象
」
に
係
る

保
安
規
定
違
反
（
違
反
３

）
の
改
善
措
置
状
況
」
を
追
加
検
査
項
目

と
し
て
選
定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「

不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
」
に
係
る
検
査
で
は
、
プ
ラ

ン
ト
の
起

動
中
に
発
生

し

た
不
適
合
及
び
安
全
処
置
の
不
備
に
起
因
し
た
不
適
合
に
対
す
る
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
、
並

び
に
不
適

合
処
置
に
係
る
期
間

の
短
縮
化

の
取
組
み
状
況
に
つ
い
て
検
査
し
、
不
適
合
管
理
が
「

不
適
合
管
理
及
び
是

正
処
置
・
予
防
処
置
基
本
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に
従
い
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
及
び
不
適
合
処
置
に
係
る
期
間

の

短
縮
化

の
取
組
み
が
計
画
的
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
係
る
検
査
で
は
、
島
根
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
保
守
管
理
等

の
不
備
に

係
る

直
接

原
因

及
び

根
本

原
因

に
対

す
る
柏
崎
刈
羽

原
子

力
発

電
所

で
の

実
施
状
況

及
び
弁

を
対
象

に
点

検
計
画
と
そ

の
記
録
に
つ
い
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
点
検
周
期
を
遵
守
し
て
点
検
が
行
わ
れ
、
安
全
文
化

の

醸
成
の
た
め
に
「
常
に
問

い
か
け
る
姿
勢
」

に
係
る
取
組

が
定
着
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目

に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

追
加
検
査
項
目
と
し
て
選

定
し
た
「
福
島
第
一
、
福
島
第
二
及
び
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
に
お
け

る
放

射
性

液
体
廃
棄
物

を
非
放
射

性
液
体
廃
棄
物
処

理
系
排

水
管
へ
誤

接
続

し
放

出
し

た
事
象

に
係

る
保

安
規

定
違
反
（
違
反
３
）
の
改
善
措
置
状
況
」
に
係
る
検
査
で
は
、
策
定
さ
れ
た
対
策
が
実
施
計
画
に
基
づ
き
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
活
動
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
運
転
管
理
状
況

の
聴
取

、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
等
を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

196



 柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
 

 
第
3
回

 

実
施
期
間
 

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
1
1
月
3
0
日
(
火
)
～
平

成
2
2
年
1
2
月
2
1
日
(
火
)
 

上
記
の
内
、
追
加
検
査
は
、
平
成
2
2
年
1
2
月
8
日
(
水
)
、
平

成
2
2
年
1
2
月
1
0
日
(
金
)
、
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平

成
2
2
年
1
2
月
1
5
日
(
水
)
 

検
査
項
目
 

  

１
）
基
本
検
査
項
目
（
下
線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目
。
）
 

①
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
 

②
運
転
管
理
の
実
施
状
況
 

③
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

④
特
別

な
保
全
計
画
に
基
づ
く
保
安
活

動
の
実
施
状
況
 

２
）
追

加
検
査
項
目
 

①
火
災
の
再

発
防
止
対
策
の
実
施
状
況
 

検
査
結
果
 

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「

不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
」
、
「
運
転
管
理
の
実
施
状
況
」
、
「

保
守
管

理
の
実
施
状
況
」
、「
特
別

な
保
全
計
画
に
基
づ
く
保
安
活

動
の
実
施
状
況
」
を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
選
定

し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
ま
た
、
「
火
災
の
再

発
防
止
対
策
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
、
原
子
炉

設
置
者
の

改
善
措
置
状
況
を
確
認
す
る
た
め
、
追

加
検
査
項
目
と
し
て
選
定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「

不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
」
に
関
し
て
は
、
不
適
合
事
象

の
発
生
を
低
減

す
る
た

め
の
根
本
原
因
分
析

の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
原
子
炉
設
置
者
が
根
本
原
因
分
析
及
び
そ

の
結
果
に
基
づ
い

た
再
発
防
止
対
策
と
そ
の
評
価
を
行
う
仕
組
み
を
構
築
し
、
実
施
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
運
転
管
理
の
実
施
状
況
」
に
関
し
て
は
、
運
転
管
理
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
マ

ン
エ
ラ
ー
に
係
る
不
適
合
管

理
の
実
施
状
況
、
運
転
管
理
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
に
係
る
不
適
合
の
低
減

に
向
け
た
取
組
み
状
況

等
に
つ
い
て
、
不
適
合
管
理
の
流
れ
に
従
っ
て
対

策
処
置
が
行
わ
れ
、
運
転
員
の
基
本
動
作
に
起
因
す
る
と

考
え
ら
れ
る
不
適
合
の
原
因
分
析
等
に
基
づ

き
、
ヒ
ュ
ー
マ

ン
エ
ラ
ー
に
係
る
不
適
合
低
減
活
動
が
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
係
る
検
査
で
は
、
島
根
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
保
守
管
理
の
不
備
に
係

る
不
適
合
を
踏
ま
え

、
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
保
守
点
検
作
業
が
点
検
計
画
に
従
い
適
切
に
実

施
さ
れ
て
い
る
か
、
２
号
機
、
３
号
機
及
び
７
号
機
に
設
置
さ
れ
て
い
る
機
械
品
、
電
気
品
、
計
装
品
を
対

象
に
抜

き
取

り
検
査
を
行
っ
た
。
検
査
の
結
果
、
点
検
周

期
を
逸
脱
し
て
い
た
ケ
ー
ス
が
合
わ
せ
て
３
５
件

あ
り
、
不
適
合
処
置
等
の
適
切
な
管
理
も
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
保
守
管
理
に
つ
い
て
は
、
検
査
対
象
と
し
た
期
間
に
お
い
て
点
検
計

画
の
策
定
、
保
全
の
実
施
及
び
不
適
合
管
理
に
係
る
不
適
切
な
状
況
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
保
安
活

動

の
改
善
を
要
す
る
事
項
と
し
て
当
院
よ
り
総
点
検
を
指
示
し
て
お
り
、
そ
の
調

査
結
果
に
基
づ
い
て
保
安
規

定
違
反
の
判
定
区
分
を
判
断
す
る
も
の
と
す
る
。
 

「
特
別

な
保
全
計
画
に
基
づ
く
保
安
活

動
の
実
施
状
況
」
に
係
る
検
査
で
は
、
中
越
沖
地
震
後
に
運
転
を

再
開
し
て
初
回
の
定
期
検
査
を
開
始
し
た
６
号
機
に
つ
い
て
、
特
別
な
保
全
計
画
に
基
づ
く
保
安
活
動
が
定

め
ら
れ
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
火
災
の
再

発
防
止
対
策
の
実
施
状
況
」
に
係
る
検
査
で
は
、
中
越
沖
地
震
以
降
に
発
生
し
た
他
の
火
災

事
例
及
び
他

事
業
所
の
火
災
事
例
も
参
考
と
し
て
検
査
を
行
い
、
そ

の
後
の
対
策
の
実
施
、
有
効
性
評
価
及

び
評
価
結
果
の
反
映

が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

ま
た
、
そ
の
他
の
検
査
及
び
原
子
力
保
安
検
査
官
が
日
常
実
施
し
て
い
る
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉

施
設
の
巡
視
及
び
定
例
試
験
（
３
号
機
非
常
用
ガ
ス
処
理
系

手
動
起

動
試
験
等
）
の
立
会
い
を
行
っ
た
結
果
に
お
い
て
も
、
現
在
確
認
中
の
も
の
を
除
き
保
安
活

動
が
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
実
施
し
た
結
果
を
総
括
す
る
と
、
保
守
管
理
の
実
施
状
況
を
除

き
、
選
択
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活
動
は
概
ね
良
好

な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

 

 柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
 

 
第
4
回
 

実
施
期
間

検
査
実
施
期
間
 
平
成
2
3
年
2
月
2
8
日
(
月
)
～
平
成
2
3
年
3
月
1
5
日
(
火
)
 

検
査
項
目

 

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
 

②
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

③
不
適
合
事
例
に
関
す
る
改
善
措
置
状
況
 

④
平
成
２
２
年
度
Ｑ
Ｍ
Ｓ
活
動
の
実
施
状
況
 

⑤
火
災
の
再

発
防
止
対
策
の
実
施
状
況
 

検
査
結
果

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「

不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
」
、
「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
、
「

不
適
合

事
例
に
関
す
る
改
善
措
置
状
況
」
、「
平
成
２
２
年
度
Ｑ
Ｍ
Ｓ
活
動
の
実
施
状
況
」
、「
火
災
の
再

発
防
止
対

策

の
実
施
状
況
」
を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
選
定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

検
査
の
結
果
、
「

不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
」
に
係
る
検
査
で
は
、
ヒ
ュ
ー
マ

ン
エ
ラ
ー
に
よ
っ
て
引

き

起
こ
さ
れ
た
事
故
故
障
の
報
告
対
象
等
の
不
適
合
に
つ
い
て
、
直
接
原
因
分
析

に
よ
る
不
適
合
管
理
の
仕
組

み
が
構
築

さ
れ

、
整

備
さ

れ
た
マ
ニ
ュ
ア
ル

に
従

っ
て

不
適

合
管

理
が

行
な

わ
れ

て
い

る
こ

と
を
確
認

し

た
。
 

「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
係
る
検
査
で
は
、
第
３
回
保
安
検
査
に
て
保
守
管
理
に
お
け
る
不
備
が
確

認
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ

の
改
善
措
置
等

に
関
す
る
原
子
炉
設
置
者
の
活
動
状
況
及
び
点

検
周
期
を
超
過
す

る
お
そ

れ
の
あ
っ
た
機
器
の
点
検
状
況
に
つ
い
て
検
査
を
行
い
、
改
善
措
置
が
計
画
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ

と
及
び
点
検
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
不
適
合
事
例
に
関
す
る
改
善
措
置
状
況
」
に
係
る
検
査
で
は
、
平

成
２
２
年
度
に
発
生
し
た
不
適
合
及

び
平
成
２
１
年
度
以
前
に
発
生

し
平
成
２
２
年
度
に
改
善
措
置
が
行
わ
れ
た
不
適
合
の
う
ち
、
３
４
件
を
抽

出
し
、
改
善
措
置
の
状
況
に
つ
い
て
検
査
を
行
い
、
全
て
の
不
適
合
に
つ
い
て
改

善
措
置
が
適
切
に
実
施
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
平
成
２
２
年
度
Ｑ
Ｍ
Ｓ
活
動
の
実
施
状
況
」
に
係
る
検
査
で
は
、
発
電
所
及
び
各
部
の
品
質
目
標
を
も

と
に
各
グ
ル
ー
プ
が
品
質
目
標
を
設
定
し
、
そ
れ
ら
を
達
成
す
る
た
め
の
行
動
計
画
、
指
標
が
設
定
さ
れ
、

定
期
的

に
達
成
状
況
が
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
火
災
の
再

発
防
止
対
策
の
実
施
状
況
」
に
係
る
検
査
で
は
、
初

期
消
火
体
制
の
有
効
性
評
価
、
防
火

に

関
す
る
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ

ン
及
び
教
育
訓
練
等
に
関
す
る
改
善
の
継
続
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
関
係
書
類
を

確
認
す
る
と
共
に
現
場
パ

ト
ロ

ー
ル
に
も
同

行
し
て
検
査
を
行
い
、
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
定
例

試
験
へ
の
立
会
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
等

を
行
っ
た
結
果
、
特

段
問
題
が
無

い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
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 (
7
)
 
中
部
電
力
株
式
会
社
 
浜
岡
原
子
力
発
電
所
 

 
第
1
回
 

実
施
期
間
 

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
6
月
7
日
(
月
)
～
平

成
2
2
年
6
月
1
8
日
(
金
)
 

 
 
 
 
 
 
 
平

成
2
2
年
6
月
2
1
日
(
月
)
～
平
成
2
2
年
6
月
2
2
日
(
火
)
、
平
成
2
2
年
6
月
2
5
日
(
金
)

上
記
の
内
、
追
加
検
査
は
、
平

成
2
2
年
6
月
2
1
日
(
月
)
、
平

成
2
2
年
6
月
2
2
日
(
火
)
 

検
査
項
目
 

  

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
実
施
状
況
 

②
定
期
安
全
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
 

③
緊
急
時
の
措
置
状
況
 

④
安
全
文
化
醸
成
活

動
の
実
施
状
況
 

⑤
定
例
試
験
(
５
号
機
非
常
用
デ
ィ

ー
ゼ
ル

発
電
機
(
Ｂ
)
手
動
起
動
試
験
等
)
の
実
施
状
況
（
立
会

）
(
抜
き

打
ち
検
査
)
 

２
）
追

加
検
査
項
目

 

①
３
号
機
補
助
建
屋
管
理
区
域
内
で
の
放
射
性
廃

液
漏
え
い
に
係
る
保
安
規
定
違
反
（
違
反
３

）
の
改
善
措

置
状
況
 

検
査
結
果
 

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目

と
し
て
選

定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
ま
た
、
「
３
号
機
補
助
建
屋
管
理
区
域
で
の
放
射
性
廃
液
漏
え
い
に

係
る
保
安
規
定
違
反
（
違
反
３

）
の
改
善
措
置
状
況
」
に
つ
い
て
、
再
発
防
止
対

策
に
基
づ
く
原
子
炉
設
置

者
の
改
善
状
況
を
確
認
す
る
た
め
、
追

加
検
査
項
目
と
し
て
選

定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性
を
継
続
的
に
改
善
す
る
た
め
に
、
平
成
２
２
年
度
よ
り
始

め
た
、
保
安
活
動
の
プ
ロ

セ
ス
毎

に
組
織
横
断
的
に
責
任
者
を
決
め
、
保
安
活
動
の
計
画
を
作

り
、
プ
ロ
セ
ス
を
総
合
的

に
評
価
す
る

仕
組
み

に
つ
い
て
、
業
務
の
行
動
計
画
の
記
載
内
容
を
確
認
し
た
。
主

要
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
、
担
当
責

任
者
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ

を
実
施
し
た
。
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
に
つ
い
て
、
特
段
の
問
題
の
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目

に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

追
加
検
査
の
結
果
、
現
在
ま
で
に
実
施
す
る
べ
き
改
善
処

置
に
つ
い
て
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

ま
た
、
根
本
分
析
が
終
了

し
、
組
織
要
因
等
に
係
る
改
善
措
置
の
方
針
を
策
定
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
根

本
分
析

の
結
果
に
基
づ
く
改
善
措
置
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
保
安
検
査
等
で
確
認
す
る
こ
と
と

し
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
運
転
管
理
状
況

の
聴
取

、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉

施
設
の
巡
視
、
定
例
試
験
（
５
号
機
非
常
用
ガ

ス
処
理
系
手
動
起

動

試
験
）
の
立
会
等
を
行
っ
た
結
果
、
特
段
の
問
題
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
等

に
係
る
保
安
規
定
の
遵

守
状
況
は
、
良
好
で
あ
る
と
判
断
す
る
。
 

  

 浜
岡
原
子
力
発
電
所
 

 
第
2
回

 

実
施
期
間

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
8
月
3
0
日
(
月
)
～
平
成
2
2
年
9
月
9
日
(
木
)
、
平

成
2
2
年
9
月
1
7
日
(
金
)
 

検
査
項
目

  

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
の
実
施
状
況
 

②
運
転
管
理
の
実
施
状
況
 

③
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

④
放
射
性
廃
棄
物
管
理
の
実
施
状
況
 

⑤
保
全
区
域
の
管
理
の
実
施
状
況
(
抜
き
打
ち
検
査
)
 

検
査
結
果

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「

不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
の
実
施
状
況
」
、
「

運
転
管
理
の
実
施
状

況
」
、
「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
選
定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

検
査
の
結
果
、
「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
島
根
原
子
力
発
電
所
お
け

る
保
守
管
理
等

の

不
備
に
係
る
直
接
原
因
及
び
根
本
原
因

に
対

す
る
浜
岡
原
子
力
発
電
所
で
の
実
施
状
況
、
及
び
同
様
の
弁
を

対
象
に
点
検
計
画
と
そ
の
記
録
の
整
合
性
に
つ
い
て
、
保
安
規
定
の
要
求
事
項
で
あ
る
「
保
全
計
画
の
策
定
」

及
び
「

保
全
の
実
施
」
に
関
し
て
、
点

検
計
画
が
適
切
に
管
理
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
況
で
あ
り
、

か
つ
点

検
の

実
施

が
必

ず
し

も
計

画
さ

れ
た
頻
度
通

り
に

行
わ

れ
て

い
な

い
状
況

も
確
認

さ
れ

た
こ

と
か

ら
、
違
反
の
可
能
性
が
あ
る
と
判
断
し
た
。
な
お
、
事
業
者
か
ら
の
詳
細
な
調

査
報
告
を
待
ち
、
引

き
続
き
、

保
安
検
査
等

に
お
い
て
、
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
。
 

「
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
、
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

な
お
、
５
号
機
の
使

用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
お
い
て
、
４
号
機
の
燃
料
を
移
送
中
に
、
燃
料
取
替
機
で
つ
か
め

な
い
事
象

が
発
生
し
た
こ
と
に
関
し
て
、
「
燃
料
取
扱
装
置
操
作
手
引
」
に
要
求

事
項
が
明
確
に
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
こ
と
に
係
る
監
視
事
項
が
認

め
ら
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
今
後
の
保
安
検
査
等
に
お
い
て
、
そ

の

改
善
措
置
状
況
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
。
 

「
運
転
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
、
安
全
保
護
系
な
ど
の
重
要
計
器
に
係
る
運
転
管
理
の
実
施
状
況

を
確
認
し
た
が
、
特
段
問
題
は
無
か
っ
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目

に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
運
転
管
理
状
況

の
聴
取

、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉

施
設
の
巡
視
・
定
例
試
験
へ

の
立
会
等
を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題

が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
等

に
係
る
保
安
規
定
の
遵

守
状
況
は
、
概
ね
良
好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
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 浜
岡
原
子
力
発
電
所
 

 
第
3
回

 

実
施
期
間
 

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
1
1
月
2
9
日
(
月
)
～
平

成
2
2
年
1
2
月
2
日
(
木
)
 

平
成
2
2
年
1
2
月
4
日
(
土
)
～
平

成
2
2
年
1
2
月
1
0
日
(
金
)
 

平
成
2
2
年
1
2
月
1
7
日
(
金
)
 

検
査
項
目
 

  

１
）
基
本
検
査
項
目
（
下
線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目
。
）
 

①
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
運
用
状
況
 

②
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

③
放
射
線
管
理
の
実
施
状
況
 

④
運
転
直
の
引
継
の
実
施
状
況
(
抜

き
打

ち
検
査
)
 

検
査
結
果
 

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
運
用
状
況
」
、
「
保
守
管
理
の
実
施

状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
選

定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
運
用
状
況
」
に
関
し
て
は
、
プ
ロ
セ
ス
毎

の
品

質
保
証
活
動
を
総
括
す
る
プ
ロ
セ
ス
総
括
者
が
、
組
織
横
断
的

な
視
点
か
ら
具
体
的
な
目
標
を
設
定
し
、
四

半
期
毎

に
監
視
・
測
定
の
デ
ー
タ
を
自

ら
評
価
し
、
品
質
保
証
活
動
の
適
切
性
と
有
効
性
の
改
善
に
結
び
つ

け
る
よ
う
活
動
を
進
め
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
定
期
的
内
部
監

査
の
監
査
項
目
と
し
て
、
プ
ロ

セ
ス
総
括
者
の
活
動
状
況
を
監

査
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
関
し
て
は
、
第
２
回
保
安
検
査
及
び
そ
の
後
の
保
安
調
査
等
で
明
ら
か
に

な
っ
た
保
全
の
計
画
と
実
施
に
お
け
る
問
題
点
に
つ
い
て
、
原
因

の
分
析
、
管
理
シ
ス
テ
ム
の
改
善
、
点
検

周
期
を
設
定
あ
る
い
は
変
更
す
る
際
の
技
術
的
評
価
の
充

実
等

の
作

業
が
進
め
ら
れ
、
点

検
計
画
の
不
備
の

再
発
防
止
に
向
け
て
着
実
に
前
進
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
運
転
管
理
状
況

の
聴
取

、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉

施
設
の
巡
視
・
定
例
試
験
へ

の
立
会
等
を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題

が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
等

に
係
る
保
安
活
動
は
、

特
段
問
題
な
か
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

 

 浜
岡
原
子
力
発
電
所
 

 
第
4
回
 

実
施
期
間

検
査
実
施
期
間
 
平
成
2
3
年
2
月
2
1
日
(
月
)
～
平
成
2
3
年
3
月
4
日
(
金
)
 

平
成
2
3
年
3
月
7
日
(
月
)
、
平
成
2
3
年
3
月
8
日
(
火
)
、
平
成
2
3
年
3
月
1
1
日
(
金
)
、

平
成
2
3
年
3
月
1
4
日
(
月
)
 

上
記
の
内
、
追
加
検
査
は
、
平
成
2
3
年
3
月
2
日
(
水
)
～
平
成
2
3
年
3
月
4
日
(
金
)
 

検
査
項
目

 

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
内
部
監
査
の
実
施
状
況
 

②
放
射
性
廃
棄
物
処
理
に
係
る
運
転
の
実
施
状
況
 

③
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

④
保
安
教
育
の
実
施
状
況
 

⑤
放
射
性
廃
棄
物
処
理
に
係
る
操
作
・
運
用
の
実
施
状
況
（
立
会
）
(
抜

き
打

ち
検
査
)
 

２
）
追

加
検
査
項
目
（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目
）
 

①
点
検
周
期
を
超
過
し
た
機
器
に
係
る
保
安
規
定
違
反
（
違
反
２
）
の
改
善
措
置

の
実
施
状
況
 

②
３
号
機
補
助
建
屋
管
理
区
域
内
で
の
放
射
性
廃

液
漏
え
い
に
係
る
保
安
規
定
違
反
（
違
反
３

）
の
改
善
措

置
状
況
 

検
査
結
果

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「

内
部
監

査
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目

と
し
て
選
定
し
、
検

査
を
実
施
し
た
。
ま
た
、
「
点
検
周

期
を
超
過
し
た
機
器
に
係
る
保
安
規
定
違
反
（
違
反
２
）
の
改
善
措
置

の
実
施
状
況
」
及
び
、
「
３
号
機
補
助
建
屋
管
理
区
域
内
で
の
放
射
性
廃

液
漏
え
い
に
係
る
保
安
規
定
違
反

（
違
反
３
）
の
改
善
措
置
状
況
」
に
つ
い
て
、
再
発
防
止
対
策
に
基
づ
く
原
子
炉
設
置
者
の
改
善
状
況
を
確

認
す
る
た
め
、
追
加
検
査
項
目

と
し
て
選
定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「

内
部
監
査
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
平

成
２
２
年
度
の
内
部
監

査
実
施
計
画

が
策
定
及
び
実
施
さ
れ
、
平
成
２
３
年
度
に
つ
い
て
は
指
針
単
位
の
定
期
監
査
を
基
本
と
し
て
い
る
が
、
さ

ら
に
テ

ー
マ

を
設
定
し
た
監
査
を
本
格
的
に
実
施
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
今
年
度
、
保
守
管

理
（
運

転
）
の
実
施
状
況
の
監

査
に
お
け
る
テ
ー
マ
監
査
と
し
て
「
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料

管
理
の
実
施
状
況
」
の
項

目
を
選

定
し
、
輸
入
燃
料
体
検
査
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
内
部
監
査
が
実
施
さ
れ
、
特
段
の
問
題
の
な
い
こ

と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

追
加
検
査
の
結
果
、
現
在
ま
で
に
実
施
す
る
べ
き
改
善
処

置
に
つ
い
て
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

ま
た
、
「
点
検
周

期
を
超
過
し
た
機
器
に
係
る
保
安
規
定
違
反
（
違
反
２
）
の
改
善
措
置
の
実
施
状
況
」
に

つ
い
て
は
、
根
本
分
析

が
終
了
し
、
組
織
要
因
等
に
係
る
改
善
措
置
の
方
針
を
策
定
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

根
本
分
析
の
結
果
に
基
づ
く
改
善
措
置
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
保
安
検
査
等
で
確
認
す
る
こ

と
と
し
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
運
転
管
理
状
況

の
聴
取

、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉

施
設
の
巡
視
、
定
例
試
験
（
５
号
機
Ｒ
Ｃ
Ｃ
Ｗ
,
Ｒ
Ｃ
Ｗ
Ｓ
(
Ｂ
)
弁

作
動
、
ポ
ン
プ
手
動
起
動
）
の
立
会
等
を
行
っ
た
結
果
、
特
段

の
問
題
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
等

に
係
る
保
安
規
定
の
遵

守
状
況
は
、
良
好
で
あ
る
と
判
断
す
る
。
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 (
8
)
 
北
陸
電
力
株
式
会
社
 
志
賀
原
子
力
発
電
所
及
び
本
店
 

 
第
1
回
 

実
施
期
間
 

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
5
月
3
1
日
(
月
)
～
平

成
2
2
年
6
月
1
1
日
(
金
)
 

検
査
項
目
 

  

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
の
実
施
状
況
（
本
店

検
査
を
含
む
）
 

②
発
電
設
備
の
総
点

検
の
結
果
に
係
る
再
発
防
止
対
策
の
実
施
状
況
（
本
店
検
査
を
含
む
）
 

③
安
全
文
化
醸
成
活

動
の
実
施
状
況
（
本
店

検
査
を
含
む
）
 

④
緊
急
時
の
措
置
状
況
 

⑤
定
例
試
験
（
２
号
機
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
設
備
デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
（
Ａ
）
手
動
始
動
試
験
等
）
の

実
施
状
況
（
立
会

）
（
抜
き
打
ち
検
査
）
 

検
査
結
果
 

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目

と
し

て
選
定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
」
に
関
し
て
、
平

成
２
１
年
度
の
品
質
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
有

効
性

評
価

の
結

果
に

基
づ

く
改

善
事

項
等

が
品

質
方
針

と
整

合
す

る
形

で
平

成
２

２
年
度

の
品

質
目
標

と

し
て
計
画
さ
れ
、
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
社
長
交
代
後
の
新
社
長

に
よ
る
原
子

力
安
全
に
対

す
る
取
組
み
状
況
に
つ
い
て
、
問
題
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目

に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉

施
設
の
巡
視
の
他
、
原
子
力
防
災
資
機
材
の
整

備
の
実
施
状

況
に
つ
い
て
立
会
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
特
に
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

 

 志
賀
原
子
力
発
電
所
 

 
第
2
回

 

実
施
期
間

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
8
月
3
0
日
(
月
)
～
平

成
2
2
年
9
月
1
0
日
(
金
)
 

検
査
項
目

  

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

②
放
射
性
廃
棄
物
（
放
射
性
固
体
廃
棄
物
）
管
理
の
実
施
状
況
 

③
放
射
線
管
理
の
実
施
状
況
 

④
安
全
保
護
系
の
駆

動
源
喪
失
時
に
対
す
る
設
備
要
求
及
び
運
用
管
理
上
の
措
置
に
係
る
確
認
 

検
査
結
果

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
、「
放
射
性
廃
棄
物
（
放
射
性
固
体
廃
棄
物
）

管
理
の
実
施
状
況
」
を
基
本
検
査
項
目

と
し
て
選

定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
保
守
管
理
の
実
施
方
針

に
基
づ

き
、
保

守
管
理
が
平

成
２
２
年
度
の
保
全
計
画
に
従

い
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

島
根

原
子

力
発

電
所

に
お
け

る
保

守
管

理
等

の
不

備
に

係
る

直
接

原
因

及
び

根
本

原
因

に
対

す
る
志

賀

原
子
力
発
電
所
で
の
実
施
状
況
、
及
び
同
様
の
弁

を
対
象

に
点

検
計
画
と
そ

の
記
録
の
整
合
性
に
つ
い
て
、

適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

ま
た
、
「
放
射
性
廃
棄
物

（
放
射
性
固
体
廃
棄
物
）
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
、
日
々

の
管
理
業
務

が
保
安
規
定
に
定
め
る
Ｑ
Ｍ
Ｓ

の
観
点

か
ら
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
特

に
、
本
年
６
月

に
実
施
さ

れ
た
低
レ
ベ
ル
放
射

性
固
体
廃
棄
物

の
搬

出
に
伴

う
一
連

の
作

業
が

保
安

規
定

に
定

め
る

要
求

事
項

を
満

足
す
る
も
の
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目

に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
を
行
っ
た
。
そ

の
結
果
、
特
に
問
題
が
な
い
こ

と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
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 志
賀
原
子
力
発
電
所
 

 
第
3
回

 

実
施
期
間
 

１
）
基
本
検
査
実
施
期
間

 
平

成
2
2
年
1
1
月
2
9
日
(
月
)
～
平
成
2
2
年
1
2
月
1
0
日
(
金
)
 

検
査
項
目
 

  

１
）
基
本
検
査
項
目
（
下
線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目
。
）
 

①
調
達
管
理
の
実
施
状
況
 

②
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

③
燃
料
管
理
の
実
施
状
況
 

④
運
転
管
理
の
実
施
状
況
 

⑤
保
安
教
育
の
実
施
状
況
 

⑥
記
録
及
び
報
告
の
実
施
状
況
 

⑦
過
去
の
違
反
事
項
（
監
視
）
に
係
る
改
善
措
置
状
況
 

⑧
定
例
試
験
（
２
号
機
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
２
Ｂ
手
動
始
動
試
験
）
の
実
施
状
況
（
抜
き
打
ち
検
査
）

検
査
結
果
 

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「
調
達
管
理
の
実
施
状
況
」
、
「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
、
「
燃
料
管
理

の
実
施
状
況
」
を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
選
定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「
調
達
管
理
の
実
施
状
況
」
に
関
し
て
は
、
一
連
の
調
達
業
務
が
保
安
規
定
に
定
め

る
Ｑ
Ｍ
Ｓ
の
観
点
か
ら
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
２
号
機
第
２
回
定
期
検
査
時
に
発
生
し
た
ヒ

ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
（
異
物
混
入
）
の
再
発
防
止
対
策
が
、
1
号
機
第
１
２
回
定
期
検
査
に
お
い
て
適
切
に
実

施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

ま
た
、
「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
島
根
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
保
守
管
理
の
不
備
等

に
係
る
直
接
原
因
に
対
す
る
志
賀
原
子
力
発
電
所
で
の
実
施
状
況
、
及
び
機
械
品
、
電
気
品
、
計
装
品
を
対

象
に
点
検
計
画
と
そ
の
記
録
の
整
合
性
に
つ
い
て
、
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

さ
ら
に
、
「
燃
料
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
２
年
度
に
実
施
さ
れ
た
使
用
済
燃
料
の
搬

出
に
伴
う
一
連
の
作
業
プ
ロ
セ
ス
を
中
心
に
、
燃
料
管
理
に
関
す
る
保
安
規
定
の
要
求
事
項
が
遵
守
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他
の
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各
保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間
中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
特
に
問
題
が
な
い
こ

と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活
動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

 

 志
賀
原
子
力
発
電
所
 

 
第
4
回
 

実
施
期
間

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
3
年
2
月
2
8
日
(
月
)
～
平

成
2
3
年
3
月
1
1
日
(
金
)
 

検
査
項
目

 

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
不
適
合
管
理
、
是
正
処
置
及
び
予
防
処
置
に
係
る
原
因

分
析
等
の
実
施
状
況
 

②
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

③
発
電
設
備
の
総
点
検
の
結
果
に
係
る
再
発
防
止
対
策
の
実
施
状
況
（
本
店
検
査
含
む
）
 

④
安
全
文
化
を
醸
成
す
る
た
め
の
活
動
状
況
（
本
店
検
査
含
む
）
 

⑤
過
去
の
違
反
事
項
に
係
る
改
善
措
置
状
況
 

検
査
結
果

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「
不
適
合
管
理
、
是
正
処
置
及
び
予
防
処
置
に
係
る
原
因
分
析
等
の
実

施
状
況
」
、
「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
選
定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「
不
適
合
管
理
、
是
正
処
置
及
び
予
防
処
置
に
係
る
原
因
分
析
等
の
実
施
状
況
」
に

関
し
て
は
、
不
適
合
管
理
・
是
正
処
置
・
予
防
処
置
が
社
内
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
に
基
づ
き
適
切
に
実
施
さ
れ
る

仕
組
み
が
あ
る
こ
と
、
進
捗
管
理
が
適
時
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
及
び
当
発
電
所
で
最
近
３
ヶ
月
間
に
起
こ
っ

た
４
回

の
原

子
炉

手
動
停
止

の
原
因

と
な

っ
た

不
適

合
事
象

に
対

し
て

も
原
因

分
析
や
対

策
な
ど

が
適

切

に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
記
録
等
に
よ
り
確
認
し
た
。
 

ま
た
、
「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
島
根
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
保
守
管
理
の
不
備
等

に
係
る
直
接
原
因
に
対
す
る
志
賀
原
子
力
発
電
所
で
の
実
施
状
況
、
及
び
機
械
品
、
電
気
品
、
計
装
品
を
対

象
に
点
検
計
画
と
そ
の
記
録
の
整
合
性
に
つ
い
て
、
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他
の
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各
保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間
中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
特
に
問
題
が
な
い
こ

と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活
動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
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 (
9
)
 
関
西
電
力
株
式
会
社
 
本
店
及
び
美
浜
発
電
所
 

 
第
1
回
 

実
施
期
間
 

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
6
月
7
日
(
月
)
～
平

成
2
2
年
6
月
1
8
日
(
金
)
 

検
査
項
目
 

  

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
社
長
宣
言
の
も
と
定
め
ら
れ
た
「
５
つ
の
基
本
行
動
方
針
」
に
基
づ

く
活

動
の
実
施
状
況
（
本
店
検
査
を

含
む
）
 

②
原
子
力
安
全
に
影
響
を
与
え

る
不
適
合
事
象
の
未
然
防
止
 

③
火
災
防
護
活
動
の
実
施
状
況
 

④
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
の
実
施
状
況
（
本
店

検
査
を
含
む
。
）
 

⑤
燃
料
集
合
体
漏
え
い
事
象
の
対
策
実
施
状
況
 

⑥
定
期
安
全
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
 

⑦
２
号
機
燃
料
装
荷

の
実
施
状
況
（
立
会
）
(
抜

き
打

ち
検
査
)
 

検
査
結
果
 

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「

社
長
宣

言
の
も
と
定
め
ら
れ
た
「

５
つ
の
基
本
行
動
方
針
」

に
基
づ

く
活
動
の
実
施
状
況
」
、「

原
子
力
安
全
に
影
響
を
与
え
る
不
適
合
事
象
の
未
然
防
止
の
実
施
状
況
」
、「
火
災

防
護
活
動
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目

と
し
て
選

定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
こ
の
う
ち
、
「

社
長

宣
言
の
も
と
定
め
ら
れ
た
「

５
つ
の
基
本
行
動
方
針
」
に
基
づ
く
活

動
の
実
施
状
況
」
（
原
子
力
保
全
改
革

検
証
委

員
会

の
活
動
状
況
、
安
全
文
化

の
醸

成
活

動
の
実
施
状
況
）
及
び
「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
の
実

施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
関
西
電
力
株
式
会
社
本
店
に
お
い
て
、
大
飯
原
子
力
保
安
検
査
官
事
務
所
、
高
浜

原
子
力
保
安
検
査
官

事
務
所
及
び
地
域
原
子
力
安
全
統
括

管
理
官
（
若
狭
地
域
担
当
）
と
合
同

で
検
査
を
実

施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「

社
長
宣

言
の
も
と
定
め
ら
れ
た
「
５
つ
の
基
本
行
動
方
針
」

に
基
づ
く
活

動
の
実

施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
美
浜
３
号
機
事
故

の
教
訓
で
あ
る
社
長
宣

言
に
基
づ
く
「

５
つ
の
基
本
行
動
方
針
」

が
、
平
成
２
２
年
度
も
引

き
続

き
品
質
方
針

に
一
致
さ
せ
堅
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
原

子
力
保
全
改
革
検
証
委
員
会
の
活
動
状
況
に
つ
い
て
は
、
外

部
評
価
組
織
と
し
て
適
切
に
活
動
が
実
施
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
安
全
文
化

の
醸

成
活
動
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
の
評
価
結
果
を
踏

ま
え

た
社
長

指
示
に
基
づ

き
、
重
点
施
策
の
策
定
、
安
全
文
化

評
価
方
法
の
強
化
等
の
継
続
的
改
善
が
図
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
た
。
「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
に

て
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性
を
審
議
・
評
価
さ
れ
、
社
長
指
示
に
基
づ
き
適
切
に
ア
ク
シ

ョ
ン
プ
ラ
ン
が
策
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
「
原
子
力
安
全
に
影
響
を
与
え

る
不
適
合
事
象

の
未

然
防
止

の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
プ
ロ
セ
ス
要
因
の
是
正
処
置
の
強
化
を
図
る
新
た
な
仕
組
み
を
構
築

し
、
積
極
的
な
改
善
が
図

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
し
か
し
、
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
を
確
認
す

る
な
か
で
、
機
器
の
設
備
振
動
診
断
結
果
の
評
価
が
一
部
実
施
さ
れ
て
い
な
い
監
視
事
項
が
認
め
ら
れ
た
こ

と
か
ら
、
今

後
の
保
安
検
査
等

に
お
い
て
、
そ

の
改
善
状
況
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
。
「
火

災
防
護
活
動
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
第
３
条
及
び
第
１
８

条
に
基
づ

き
、
初

期
消
火
体
制

（
自
衛
消
防
体
制
）
の
整
備
、
自
衛
消
防
隊

の
訓
練
と
練
度
の
向
上
、
公
設
消
防
機
関
と
の
連
携
及
び
品
質

保
証
活

動
と
し
て
の
火
災
防
護
活
動
を
着
実
に
実
施
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
各

検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ

き
各

保
安
活
動
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
保
安
規

定
違
反
と
な
る
事
項
は
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
・
定
例
試
験
へ

の
立
会
等
を
行
っ
た
結
果
、
特

段
、
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
概

ね
良
好

な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

 

 美
浜
発
電
所
 

 
第
2
回

 

実
施
期
間

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
9
月
1
日
(
水
)
～
平

成
2
2
年
9
月
1
4
日
(
火
)
 

検
査
項
目

  

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
社
長
宣
言
の
も
と
定
め
ら
れ
た
「
５
つ
の
基
本
行
動
方
針
」

に
基
づ
く
活

動
の
実
施
状
況
 

②
原
子
力
安
全
に
影
響
を
与
え

る
不
適
合
事
象
の
未
然
防
止
 

③
火
災
防
護
活
動
の
実
施
状
況
 

④
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

⑤
安
全
保
護
系
の
作

動
確
認
の
実
施
状
況
 

⑥
過
去
の
違
反
（
監
視
）
事
項
に
係
る
改
善
措
置
状
況
 

⑦
保
安
規
定
条
項
に
係
る
保
安
活
動
の
実
施
状
況
（
抜
き
打
ち
検
査
）
 

検
査
結
果

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「

社
長
宣

言
の
も
と
定
め
ら
れ
た
「

５
つ
の
基
本
行
動
方
針
」

に
基
づ

く
活
動
の
実
施
状
況
」
、「

原
子
力
安
全
に
影
響
を
与
え
る
不
適
合
事
象
の
未
然
防
止
の
実
施
状
況
」
、「
火
災

防
護
活

動
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
選

定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「

社
長
宣

言
の
も
と
定
め
ら
れ
た
「
５
つ
の
基
本
行
動
方
針
」

に
基
づ
く
活

動
の
実

施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
美
浜
３
号
機
事
故

の
教
訓
で
あ
る
同

基
本
行
動
方
針
が
、
劣
化
、
変

質
す
る
こ
と

な
く
堅
持
さ
れ
、
保
安
活

動
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
原
子
力
安
全
に
影
響
を
与
え

る
不
適
合
事
象
の
未
然
防
止
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
等

に
従
い
、
不
適
合
管
理
及
び
是
正
処
置
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
火
災
防
護
活
動
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
初
期
消
火
に
係
る
実
戦
力
の
強
化
及
び
防
火

管
理
の
改

善
に
つ
い
て
積
極
的
に
取

り
組
ん
で
お
り
、
品
質
保
証
活

動
と
し
て
の
火
災
防
護
活
動
が
、
適
切
に
実
施
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
島
根
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
保
守
管
理
等
の
不
備
に
係
る

直
接
原
因
及
び
根
本
原
因

に
対

す
る
、
美
浜
発
電
所
で
の
実
施
状
況
、
弁
を
対
象

に
点

検
計
画
と
そ

の
記
録

の
整
合
性
に
つ
い
て
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
各

検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ

き
各

保
安
活
動
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
保
安
規

定
違
反
と
な
る
事
項
は
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
等

を
行
っ
た
結
果
、
特
段

、
問
題
が
な
い
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
良
好

な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
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美
浜
発
電
所
 

 
第
3
回

 

実
施
期
間
 

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
1
2
月
1
日
(
水
)
～
平

成
2
2
年
1
2
月
1
4
日
(
火
)
 

検
査
項
目
 

  

１
）
基
本
検
査
項
目
（
下
線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目
。
）
 

①
社
長
宣
言
の
も
と
定
め
ら
れ
た
「
５
つ
の
基
本
行
動
方
針
」
に
基
づ
く
活
動
の
実
施
状
況
 

②
原
子
力
安
全
に
影
響
を
与
え
る
不
適
合
事
象
の
未
然
防
止
 

③
火
災
防
護
活
動
の
実
施
状
況
 

④
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

⑤
過
去
の
違
反
（
監
視
）
事
項
に
係
る
改
善
措
置
状
況
 

⑥
保
安
規
定
条
項
に
係
る
保
安
活
動
の
実
施
状
況
(
抜

き
打

ち
検
査
)
 

検
査
結
果
 

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「
社
長
宣
言
の
も
と
定
め
ら
れ
た
『
５
つ
の
基
本
行
動
方
針
』
に
基
づ

く
活
動
の
実
施
状
況
」
、「

原
子
力
安
全
に
影
響
を
与
え
る
不
適
合
事
象
の
未
然
防
止
の
実
施
状
況
」
、「
火
災

防
護
活
動
の
実
施
状
況
」
、「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
選
定
し
、
検
査
を
実
施

し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「
社
長
宣
言
の
も
と
定
め
ら
れ
た
『
５
つ
の
基
本
行
動
方
針
』
に
基
づ
く
活
動
の
実

施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
美
浜
３
号
機
事
故
の
教
訓
で
あ
る
同
基
本
行
動
方
針
が
、
劣
化
、
変
質
す
る
こ
と

な
く
堅
持
さ
れ
、
保
安
活
動
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
た
。
 

「
原
子
力
安
全
に
影
響
を
与
え
る
不
適
合
事
象
の
未
然
防
止
」
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
プ
ロ
セ
ス

要
因
の
是
正
処
置
の
強
化
を
図
る
取
り
組
み
が
着
実
に
実
施
さ
れ
、
さ
ら
に
、
プ
ロ
セ
ス
要
因
の
傾
向
分
析

を
行

い
継
続
的

改
善

に
繋
げ

る
検
討

が
行

わ
れ

る
等

の
積
極
的

な
改

善
が
図

ら
れ

て
い

る
こ

と
を
確
認

し

た
。
 

「
火
災
防
護
活
動
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
初
期
消
火
に
係
る
実
戦
力
の
強
化
及
び
防
火
管
理
の
改

善
に
つ
い
て
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
品
質
保
証
活
動
と
し
て
の
火
災
防
護
活
動
が
、
適
切
に
実
施
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
島
根
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
保
守
管
理
不
備
と
同
様
・
類

似
の
不
備
が
な
い
か
確
認
す
る
観
点
か
ら
、
美
浜
発
電
所
の
全
号
機
か
ら
検
査
対
象
設
備
を
サ
ン
プ
リ
ン
グ

し
、
点
検
計
画
に
従
っ
て
適
切
に
点
検
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他
の
各
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
各
保
安
活
動
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
保
安
規

定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間
中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
施
設
の
運
転
管
理

状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
等
を
行
っ
た
結
果
、
特
段
、
問
題
が
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活
動
は
良
好

で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

  

美
浜
発
電
所
 

 
第
4
回
 

実
施
期
間

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
3
年
3
月
1
日
(
火
)
～
平

成
2
3
年
3
月
1
4
日
(
月
)
 

検
査
項
目

 

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
社
長
宣
言
の
も
と
定
め
ら
れ
た
「
５
つ
の
基
本
行
動
方
針
」
に
基
づ

く
活

動
の
実
施
状
況
（
原
子
力
事
業

本
部
検
査
を
含
む
）
 

②
原
子
力
安
全
に
影
響
を
与
え
る
不
適
合
事
象
の
未
然
防
止
の
実
施
状
況
 

③
火
災
防
護
活
動
の
実
施
状
況
 

④
安
全
保
護
系
の
作
動
確
認
の
実
施
状
況
 

⑤
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
の
実
施
状
況
（
原
子
力
事
業
本
部
検
査
を
含
む
）
 

⑥
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

⑦
定
期
安
全
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
 

⑧
過
去
の
違
反
（
監
視
）
事
項
に
係
る
改
善
措
置
状
況
 

⑨
保
安
規
定
条
項
に
係
る
保
安
活
動
の
実
施
状
況
(
抜

き
打

ち
検
査
)
 

検
査
結
果

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「

社
長
宣

言
の
も
と
定
め
ら
れ
た
「

５
つ
の
基
本
行
動
方
針
」

に
基
づ

く
活
動
の
実
施
状
況
」
、「

原
子
力
安
全
に
影
響
を
与
え
る
不
適
合
事
象
の
未
然
防
止
の
実
施
状
況
」
、「
火
災

防
護
活

動
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
選

定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

こ
の
う
ち
、「

社
長
宣

言
の
も
と
定
め
ら
れ
た
「

５
つ
の
基
本
行
動
方
針
」
に
基
づ

く
活

動
の
実
施
状
況
」

（
安
全
文
化

の
醸
成
活
動
の
実
施
状
況
等
）
及
び
「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、

関
西
電
力
株
式
会
社
原
子
力
事
業
本
部
に
お
い
て
、
大
飯
原
子
力
保
安
検
査
官
事
務
所
、
高
浜
原
子
力
保
安

検
査
官

事
務
所
及
び
地
域
原
子
力
安
全
統
括

管
理
官
（
若
狭
地
域
担
当
）
と
合
同
で
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「

社
長
宣

言
の
も
と
定
め
ら
れ
た
「
５
つ
の
基
本
行
動
方
針
」

に
基
づ
く
活

動
の
実

施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
美
浜
３
号
機
事
故
の
教
訓
で
あ
る
社
長
宣

言
に
基
づ
く
「

５
つ
の
基
本
行
動
方
針
」

が
、
堅
持
さ
れ
、
保
安
活

動
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
た
。
ま
た
、
美
浜
３

号
機
事
故
再

発
防
止

対
策
に
係
る
行
動
計
画
の
う
ち
、
「

運
転
中
プ
ラ
ン
ト
へ
の
立
入
制
限
」
に
つ
い
て
は
、
本
年
度
末

に
歯
止

め
と
し
て
社
内
標
準
制

定
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
、
「

安
全
文
化

の
醸
成
活

動
の
実
施
状
況
」
に
つ
い

て
は
、
安
全
文
化
の
３
つ
の
柱

と
１
４
の
視
点
の
評
価
な
ど
か
ら
課
題
を
抽

出
し
、
次
年
度
の
重
点
施
策
の

方
向
性
を
定
め
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
原
子
力
安
全
に
影
響
を
与
え

る
不
適
合
事
象
の
未
然
防
止
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
プ
ロ
セ
ス
要

因
の
是
正
処
置
の
強
化
を
図
る
取
り
組
み
が
着
実
に
実
施
さ
れ
、
不
適
合
要
因
等
の
統
計
的
な
分
析
を
試
行

す
る
等
積
極
的
な
改
善
が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
火
災
防
護
活
動
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
第
３
条
及
び
第
１
８
条
に
基
づ
き
、
初
期
消

火
体
制
（
自
衛
消
防
体
制
）
の
整
備
、
自
衛
消
防
隊
の
訓
練
と
練
度

の
向
上
、
公

設
消

防
機
関
と
の
連
携

及

び
品
質
保
証
活
動
と
し
て
の
火
災
防
護
活
動
を
適
切
に
実
施
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
各

検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
各

保
安
活
動
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
保
安
規

定
違
反
と
な
る
事
項
は
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
・
定
例
試
験
へ
の
立
会
等
を
行
っ
た
結
果
、
特

段
、
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
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 (
1
0
)
 
関
西
電
力
株
式
会
社
 
本
店
及
び
大
飯
発
電
所
 

 
第
1
回
 

実
施
期
間
 

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
6
月
7
日
(
月
)
～
平

成
2
2
年
6
月
1
8
日
(
金
)
 

検
査
項
目
 

  

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
の
実
施
状
況
（
本
店

検
査
を
含
む
）
 

②
燃
料
管
理
の
実
施
状
況
 

③
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

④
安
全
文
化
醸
成
活

動
の
実
施
状
況
（
本
店

検
査
を
含
む
）
 

⑤
原
子
力
保
全
改
革

検
証
委
員
会
等
の
実
施
状
況
（
本
店
検
査
）
 

⑥
定
例
試
験
(
余

熱
除
去
ポ
ン
プ
起
動
試
験
等
)
の
実
施
状
況
（
立
会
）
(
抜

き
打

ち
検
査
)
 

⑦
記
録
管
理
の
実
施
状
況
（
抜

き
打
ち
検
査
）
 

検
査
結
果
 

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、「
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
」
、「
燃
料
管
理
の
実
施
状
況
」
、

「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目

と
し
て
選

定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

レ
ビ
ュ

ー
の
実
施
状
況
」
、「

安
全
文
化

の
醸

成
活

動
の
実
施
状
況
」
、「

原
子
力
保
全
改
革
検
証
委
員
会
等
の

実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
関
西
電
力
本
店

に
お
い
て
、
美
浜
原
子
力
保
安
検
査
官
事
務
所
、
高
浜
原
子
力

保
安
検
査
官

事
務
所
及
び
地
域
原
子
力
安
全
統
括

管
理
官
（
若
狭
地
域
担
当
）
と
合
同

で
検
査
を
実
施
し
た
。

基
本
検
査
の
結
果
、
「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ
ム
の
有
効
性
を
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
に
て
審
議
・
評
価
し
、
平
成
２
２
年
度
の
活
動
計
画
が
適
切

に
策
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
「
燃
料
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
燃
料
管
理
業
務
が
計

画
に

基
づ

き
実

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

及
び
燃
料
漏
え

い
対

策
が
確

実
に

実
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
を
確
認

し

た
。
「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
社
内
規
定
に
基
づ

き
、
保
全
計
画
の
策
定
、
保
全
の
有
効

性
評
価
等
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目

に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉

施
設
の
巡
視
等

を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

 

 大
飯
発
電
所
 

 
第
2
回

 

実
施
期
間

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
8
月
3
0
日
(
月
)
～
平

成
2
2
年
9
月
1
0
日
(
金
)
 

検
査
項
目

  

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
不
適
合
管
理
、
是
正
処
置
、
予
防
処

置
の
実
施
状
況
 

②
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

③
火
災
対
策
・
異
常
時
の
措
置
の
実
施
状
況
 

④
安
全
保
護
系
の
作

動
確
認
の
実
施
状
況
(
抜
き
打
ち
検
査
)
 

検
査
結
果

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「

不
適
合
管
理
、
是
正
処
置
、
予
防
処

置
の
実
施
状
況
」
、
「
保
守
管
理

の
実
施
状
況
」
を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
選

定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「

不
適
合
管
理
、
是
正
処
置
、
予
防
処

置
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
社
内
規
定

に
基
づ

き
、
不
適
合
の
除
去
、
是
正
処
置
の
有
効
性
レ
ビ
ュ
ー
等
が
適
切
に
実
施
さ
れ
、
類
似
の
不
適
合
の

再
発
防
止
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
島
根
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
保
守
管
理
等
の
不
備
に
係
る

直
接
原
因
及
び
根
本
原
因

に
対

す
る
大
飯
発
電
所
で
の
実
施
状
況
、
及
び
弁
等
を
対
象
に
点
検
計
画
と
そ
の

記
録
の
整
合
に
つ
い
て
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
抜
き
取
り
で
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目

に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
・
定
例
試
験
（
４
号
機
ア
ニ
ュ
ラ

ス
空
気
浄
化

フ
ァ
ン
起
動
試
験
）
へ
の
立
会
等
を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
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 大
飯
発
電
所
 

 
第
3
回

 

実
施
期
間
 

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
1
1
月
2
9
日
(
月
)
～
平

成
2
2
年
1
2
月
1
0
日
(
金
)
 

検
査
項
目
 

  

１
）
基
本
検
査
項
目
（
下
線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目
。
）
 

①
放
射
線
管
理
の
実
施
状
況
 

②
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

③
内
部
監
査
等
の
実
施
状
況
 

④
調
達
管
理
の
実
施
状
況
 

⑤
安
全
保
護
系
の
作
動
確
認
の
実
施
状
況
(
抜
き
打
ち
検
査
)
 

検
査
結
果
 

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「
放
射
線
管
理
の
実
施
状
況
」
、
「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
を
基
本
検

査
項
目

と
し
て
選
定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「
放
射
線
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
放
射
線
管
理
業
務
所
則

、
安
全
管
理

業
務
要
綱
等

に
お
い
て
具
体
的
な
実
施
手
順
が
規
定
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
社
内
規
定
に
基
づ

き
放
射
線
管
理
が

実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
島
根
原
子
力
発
電
所
に
て
発
生
し
た
保
守
管
理
不
備
の
水
平

展
開
と
し
て
、
実
際

の
保
守
点
検
作
業
が
点

検
計
画
に
従
い
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

ま
た
、
原
子
力
発
電
所
保
修
業
務
所
則
等
に
基
づ

き
、
保
全
計
画
の
策
定
、
保
全
の
有
効
性
評
価
等

が
適

切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
・
定
例
試
験
（
３
号
機
充

て
ん
ポ
ン
プ
切
替
試

験
）
へ

の
立
会
等
を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

 

 

 大
飯
発
電
所
 

 
第
4
回
 

実
施
期
間

検
査
実
施
期
間
 
平
成
2
3
年
2
月
2
8
日
(
月
)
～
平
成
2
3
年
3
月
1
1
日
(
金
)
 

検
査
項
目

 

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
等

の
実
施
状
況
（
原
子
力
事
業
本
部
を
含
む
）
 

②
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

③
放
射
性
廃
棄
物
管
理
の
実
施
状
況
 

④
安
全
文
化
醸
成
活
動
の
実
施
状
況
（
原
子
力
事
業
本
部
を
含
む
）
 

⑤
非
常
時
の
措
置
の
実
施
状
況
(
抜
き
打
ち
検
査
)
 

検
査
結
果

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
等
の
実
施
状
況
」
、
「
保
守
管
理
の
実
施
状

況
」
及
び
「
放
射
性
廃
棄
物
管
理
の
実
施
状
況
」
を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
選
定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。

「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
」
及
び
「
安
全
文
化
の
醸
成
活
動
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、

原
子
力
事
業
本
部
に
お
い
て
、
美
浜
原
子
力
保
安
検
査
官
事
務
所
、
高
浜
原
子
力
保
安
検
査
官
事
務
所
及
び

地
域
原
子
力
安
全
統
括
管
理
官
（
若
狭
地
域
担
当
）
と
合
同
で
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
等
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム
の
有
効
性
を
発
電
所
レ
ビ
ュ
ー
及
び
品
質
保
証
会
議
に
て
審
議
・
評
価
し
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ

ュ
ー
へ
の
イ
ン
プ
ッ
ト
情
報
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
島
根
原
子
力
発
電
所
に
て
発
生
し
た
保
守
管
理
不
備
の
水
平

展
開
と
し
て
、
点
検
計
画
が
適
切
に
管
理
さ
れ
、
保
守
点
検
作
業
が
点
検
計
画
に
従
い
適
切
に
実
施
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
放
射
性
廃
棄
物
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
放
射
線
管
理
業
務
所
則
等
に
お
い
て
具
体
的
な
実

施
手
順
が
規
定
さ
れ
、
社
内
規
定
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

ま
た
、
定
期
修
繕
工
事
に
係
る
調
達
管
理
に
つ
い
て
、
調
達
要
求
事
項
の
適
切
性
レ
ビ
ュ
ー
と
調
達
製
品

の
検
証
が
不
十
分
と
い
う
事
項
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
「
監
視
」
と
し
て
今
後
の
保
安
検
査
等
に
お
い

て
、
そ
の
改
善
状
況
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
。
 

そ
の
他
の
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各
保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間
中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
・
定
例
試
験
（
４
号
機
ア
ニ
ュ
ラ
ス
空
気
浄
化

フ
ァ
ン
起
動
試
験
）
へ
の
立
会
等
を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活
動
は
概
ね

良
好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
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 (
1
1
)
 
関
西
電
力
株
式
会
社
 
本
店
及
び
高
浜
発
電
所
 

 
第
1
回
 

実
施
期
間
 

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
6
月
7
日
(
月
)
～
平

成
2
2
年
6
月
1
8
日
(
金
)
 

検
査
項
目
 

  

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
等

の
実
施
状
況
（
本
店
検
査
を
含
む
）
 

②
安
全
文
化
醸
成
活

動
の
実
施
状
況
（
本
店

検
査
を
含
む
）
 

③
原
子
力
保
全
改
革

検
証
委
員
会
の
実
施
状
況
（
本
店
検
査
）
 

④
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
受
け

入
れ
準
備
の
実
施
状
況
 

⑤
定
期
安
全
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
（
本
店

検
査
を
含
む
）
 

⑥
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
 

⑦
周
辺
監
視
区
域
管
理
の
実
施
状
況
（
抜
き
打
ち
検
査
）
 

⑧
定
例
試
験
（
４
号
機
タ
ー
ビ

ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
起

動
等

）
の
実
施
状
況
（
立
会

）（
抜
き
打
ち
検
査
）

検
査
結
果
 

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
等

の
実
施
状
況
」
、
「

安
全
文
化
の
醸

成
活

動
の
実
施
状
況
」
、「
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
受
入
れ
準
備
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
選

定
し
、
検
査

を
実
施
し
た
。「
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
等

の
実
施
状
況
」
、「

安
全
文
化
の
醸
成
活
動
の
実
施
状
況
」
、「

原

子
力
保
全
改
革
検
証
委
員
会
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
関
西
電
力
本
店

に
お
い
て
、
美
浜
原
子
力
保
安

検
査
官

事
務
所
、
大
飯
原
子
力
保
安
検
査
官
事
務
所
及
び
地
域
原
子
力
安
全
統
括
管
理
官
（
若
狭
地
域
担
当
）

と
合
同

で
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
等

の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
発
電
所
で
開
催

さ
れ

た
発
電
所
運
営
会
議

（
運
営
計
画
策
定
会
議

）
で
、
発
電
所
の
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
（
Ｑ
Ｍ
Ｓ
）

活
動
の
有
効
性
に
つ
い
て
、
適
切
に
審
議
・
評
価
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
発
電
所
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
は
原
子

力
事
業
本
部
品
質
保
証
会
議
で
審
議
・
評
価
し
て
い
る
こ
と
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
指
示
事
項
お
よ
び

品
質
会

保
証
会
議
指
示

事
項

に
つ

い
て

は
公
文

書
に

て
各

発
電

所
に
通
知

し
て

い
る

こ
と

を
確
認

し
た

。

「
安
全
文
化

の
醸
成
活
動
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
平

成
２
１
年
度
に
引

き
続

き
品
質
目
標
に
安
全
文

化
の
醸

成
活

動
の
重
点
施
策
を
反
映
し
、
こ
れ
ら
の
安
全
文
化

の
醸

成
活
動
は
発
電
所
に
お
い
て
は
、
所
長

を
ト
ッ
プ
と
す
る
発
電
所
運
営
会
議
で
審
議
し
、
評
価
結
果
を
原
子
力
事
業
本
部
で
審
議
・
評
価
し
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
２
２
年
度
の
安
全
文
化

の
醸
成
活
動
の
基
本
と
な
る
重
点
施
策
の
方
向
性
を
打

ち
出
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目

に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉

施
設
の
巡
視
等

を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
。
 

以
上
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選

定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
良
好
な
も

の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

 

 高
浜
発
電
所
 

 
第
2
回

 

実
施
期
間

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
8
月
3
0
日
(
月
)
～
平

成
2
2
年
9
月
1
0
日
(
金
)
 

検
査
項
目

  

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
受
け

入
れ
及
び
運
用
管
理
状
況
 

②
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
 

③
放
射
線
管
理
の
実
施
状
況
 

④
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

⑤
物
品
移
動
の
管
理
の
実
施
状
況
（
抜

き
打

ち
検
査
）
 

検
査
結
果

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
受
け

入
れ
及
び
運
用
管
理
状
況
」
、
「
不
適
合
管
理
の
実

施
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目

と
し
て
選
定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
受
け

入
れ
及
び
運
用
管
理
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
受
け

入
れ
、
輸

入
燃
料
体
検
査
、
使
用
済
み
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
移
動
等
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、
保
安
規
定

違
反
と
な
る
事
項
は
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
。
「
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
不
適
合
事
象
を

代
表
し
て
３

件
を
抽
出
し
、
不
適
合
管
理
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
島
根
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
保
守
管
理
等
の
不
備
に
係
る

直
接
原
因
及
び
根
本
原
因

に
対

す
る
、
高
浜
発
電
所
で
の
実
施
状
況
、
弁
（
電
動
弁
を
含
む
）
を
対
象
に
点

検
計
画
と
そ

の
記
録
の
整

合
性
に
つ
い
て
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目

に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原

子
炉

施
設
の
巡
視
・
定
例
試
験
（
１
号
制
御
棒
作
動
試
験
等
）
へ

の
立
会
等
を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選

定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
良
好
な
も

の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
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 高
浜
発
電
所
 

 
第
3
回

 

実
施
期
間
 

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
1
1
月
2
9
日
(
月
)
～
平

成
2
2
年
1
2
月
1
0
日
(
金
)
 

検
査
項
目
 

  

１
）
基
本
検
査
項
目
（
下
線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目
。
）
 

①
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
運
転
管
理
の
実
施
状
況
 

②
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
 

③
安
全
文
化
醸
成
活

動
に
お
け
る
協
力
会
社
と
の
連
携
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
充

実
活
動
状
況
 

④
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

⑤
安
全
保
護
系
の
作
動
確
認
の
管
理
状
況
 

⑥
請
負
会
社
従
業
員
へ
の
保
安
教
育
の
実
施
状
況
（
抜
き
打
ち
検
査
）
 

検
査
結
果
 

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
の
運
用
管
理
の
実
施
状
況
」
、
「
不
適
合
管
理
の
実
施
状

況
」
、「

安
全
文
化
醸
成
活
動
に
お
け
る
協
力
会
社
と
の
連
携
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
充
実
活
動
状
況
」
、

「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
、「

安
全
保
護
系
の
作
動
確
認
の
管
理
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
選
定

し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
の
運
用
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
の
変
更
、
マ

ニ
ュ
ア
ル
の
改
訂
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
「
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て

は
、
不
適
合
事
象
を
代
表
し
て
４
件
を
抽
出
し
、
不
適
合
管
理
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
確
認
し

た
。
「
安
全
文
化
醸
成
活
動
に
お
け
る
協
力
会
社
と
の
連
携
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
充
実
活
動
状
況
」

に
つ
い
て
は
、
協
力
会
社
と
一
体
と
な
っ
た
安
全
文
化
醸
成
活
動
を
計
画
し
、
連
携
を
図
っ
て
い
る
こ
と
を

確
認
し
た
。
「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
「
点
検
計
画
表
」
「
特
記
仕
様
書
」
等
に
て
保
守
点

検
作
業
が
適
正
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
「
安
全
保
護
系
の
作
動
確
認
の
管
理
状
況
」
に
つ

い
て
は
、
改
造
済
み
の
号
機
で
は
フ
ェ
イ
ル
セ
ー
フ
改
造
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他
の
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各
保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間
中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
・
定
例
試
験
（
１
号
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン

プ
起
動
試
験
等
）
へ
の
立
会
等
を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活
動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

 

 高
浜
発
電
所
 

 
第
4
回

 

実
施
期
間

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
3
年
2
月
2
8
日
(
月
)
～
平

成
2
3
年
3
月
1
1
日
(
金
)
 

検
査
項
目

 

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
（
発
電
所
レ
ビ
ュ
ー
等
）
の
実
施
状
況
（
原
子
力
事
業
本
部
検
査
を
含
む
）
 

②
安
全
文
化
醸
成
活

動
の
実
施
状
況
（
原
子
力
事
業
本
部
検
査
を
含
む
）
 

③
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

④
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
 

⑤
定
期
安
全
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
 

検
査
結
果

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、「

安
全
文
化
醸
成
活
動
の
実
施
状
況
」
、「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
、「

不

適
合
管
理
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
選

定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

「
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
の
実
施
状
況
」
及
び
「

安
全
文
化
の
醸
成
活
動
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、

原
子
力
事
業
本
部
に
お
い
て
、
美
浜
原
子
力
保
安
検
査
官
事
務
所
、
大
飯
原
子
力
保
安
検
査
官

事
務
所
及
び

地
域
原
子
力
安
全
統
括
管
理
官

（
若
狭
地
域
担
当
）
と
合
同
で
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「

安
全
文
化
醸

成
活

動
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
、
２
２
年
度
の
重
点
施
策
が
確

実

に
実
施
さ
れ
、
実
施
状
況
及
び
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
等
を
基
に
評
価
し
、
良
好

事
例
や
課
題
等
を
抽
出
し
て
い

る
こ
と
を
確
認
し
た
。
原
子
力
事
業
本
部
で
は
、
事
業
本
部
内
の
評
価
及
び
各
発
電
所
の
評
価
等
を
イ
ン
プ

ッ
ト
情
報
と
し
、
２
３
年
度
の
重
点
施
策
の
方
向

性
を
導
き
出
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
保
修
業
務
所
則
等

に
基
づ
き
、
保
全
活

動
管
理
指
標
の
監
視

結
果
、
点

検
結
果
、
取

替
結
果
の
評
価
、
機
器
の
運
転
デ
ー
タ
等
か
ら
保
全
の
有
効
性
評
価
が
実
施
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
こ
の
評
価
結
果
及
び
保
守
管
理
目
標
達
成
状
況
か
ら
保
守
管
理
の
有
効
性
評
価
が
実
施
さ
れ
、

保
守
管
理
が
有
効
に
機
能

し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
な
お
、
島
根
発
電
所
の
保
守
管
理
不
備
の
水
平
展

開
は
、
点

検
計
画
表
、
総
括
報
告
書
等
に
て
保
守
点
検
作
業
が
適
正
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
不
適
合
事
象
を
代
表

し
て
４
件
を
抽
出
し
、
不
適
合
管
理

が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
・
定
例
試
験
（
３
号
機
充

て
ん
／

高
圧
注
入
ポ

ン
プ
起

動
試
験
等
）
へ
の
立
会
等
を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

207



 (
1
2
)
 
中
国
電
力
株
式
会
社
 
島
根
原
子
力
発
電
所
 

 
第
1
回
 

実
施
期
間
 

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
6
月
1
0
日
(
木
)
～
平

成
2
2
年
7
月
5
日
(
月
)
 

上
記
の
内
、
6
月
1
5
日
か
ら
特
別

な
保
安
検
査
を
実
施
 

検
査
項
目
 

  

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

②
教
育
・
訓
練
の
実
施
状
況
 

③
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
の
実
施
状
況
 

④
放
射
線
管
理
の
実
施
状
況
 

⑤
定
期
試
験
（
1
号
機
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
（
Ｂ

）
手
動
起

動
試
験
）
の
実
施
状
況
（
立
会
）
（
抜

き
打
ち
検
査
）
 

２
）
追

加
検
査
項
目

 

①
保
守
管
理
の
不
備
等
に
係
る
保
安
規
定
違
反
の
改
善
処

置
状
況
 

検
査
結
果
 

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
及
び
「
教
育
・
訓
練
の
実
施
状
況
」
等
を

基
本
検
査
項
目

と
し
て
選

定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
ま
た
、
「

保
守
管
理
の
不
備
等

に
係
る
保
安
規
定
違

反
」
に
つ
い
て
、
再

発
防
止
対

策
に
基
づ
く
原
子
炉
設
置
者
の
改
善
措
置
状
況
を
確
認
す
る
た
め
、
追

加
検

査
項
目

と
し
て
選
定
し
た
。
特
別

な
保
安
検
査
と
し
て
、
６
月
１
５
日
よ
り
３
週
間
、
特
別
原
子
力
施
設
監

督
官
の
監
査
・
監
督

に
加
え
、
保
安
検
査
の
体
制
を
強
化

す
る
な
ど

実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
関
し
て
、
点

検
時
期
を
超
過
し
て
い
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
た
５
１
１
機
器
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
点

検
計
画
が
策
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
調
達
の
手
配
等
の
準

備
が
で
き
た
機
器
か
ら
順
次
、
「
点
検
計
画
表
」

の
点

検
内
容

に
従

い
点

検
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
記

録
及
び
現
場
確
認
し
、
機
器
の
健

全
性
を
確
認
し
た
。
「
教
育
・
訓
練
の
実
施
状
況
」
に
関
し
て
、
平

成
２

１
年
度
に
お
い
て
計
画
に
基
づ

き
保
安
教
育
及
び
技
術
教
育
等

が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
平

成
２
２
年
度
の
保
安
教
育
及
び
技
術
教
育
等

の
計
画
が
適
切
に
策
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目

に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
各
保
安
活

動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、
保

安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

追
加
検
査
の
結
果
、
「

保
守
管
理
の
不
備
等

に
係
る
保
安
規
定
違
反
の
改
善
措
置
状
況
」
に
つ
い
て
は
、

策
定
さ
れ
た
計
画
に
従
い
再
発
防
止
対

策
や
是
正
処
置
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
な

お
、
改
善
措
置
が
継
続
中
で
あ
る
再
発
防
止

策
や
是
正
処
置
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
保
安
検
査
等
に
お
い
て

引
き
続

き
改
善
措
置
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
、
定
期
試
験
（
１
号
機
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
(
Ⅱ
)

手
動
起

動
試
験
）
へ

の
立
会
等
を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
特

段
問
題
な
か
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

 

 島
根
原
子
力
発
電
所
 

 
第
2
回

 

実
施
期
間

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
8
月
9
日
(
月
)
～
平

成
2
2
年
8
月
3
0
日
(
月
)
 

特
別
な
保
安
検
査
を
実
施
 
平

成
2
2
年
8
月
9
日
(
月
)
～
平

成
2
2
年
8
月
3
0
日
(
月
)
 

検
査
項
目

  

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
 

②
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
の
実
施
状
況
（
本
店

検
査
）
 

③
内
部
監
査
の
実
施
状
況
（
本
店
検
査
）
 

④
化
学

管
理
の
実
施
状
況
 

⑤
運
転
管
理
の
実
施
状
況
 

⑥
地
震
火
災
等
発
生

時
の
対
応
状
況
（
抜
き
打
ち
検
査
）
 

２
）
追

加
検
査
項
目

 

①
保
守
管
理
の
不
備
等
に
係
る
保
安
規
定
違
反
（
違
反
１
）
の
改
善
措
置
状
況
 

検
査
結
果

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「

不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
」
及
び
「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
の
実

施
状
況
」
、「

内
部
監

査
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
選
定
す
る
と
と
も
に
「
保
守
管
理
の
不

備
等
に
係
る
保
安
規
定
違
反
」
に
つ
い
て
、
再
発
防
止
対

策
に
基
づ

く
原
子
炉
設
置
者
の
改
善
措
置
状
況
を

確
認
す
る
た
め
、
追

加
検
査
項
目
と
し
て
選

定
し
、
特
別

原
子
力
施
設
監
督
官
の
監
理
・
指
導

の
下

、
特
別

な
保
安
検
査
と
し
て
、
８
月
９
日
よ
り
約
３
週
間

に
わ
た
り
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「

不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
」
に
関
し
て
、
不
適
合
管
理
を
迅
速
に
行
う
た
め
、
不

適
合

管
理

の
対
象

の
明
確
化

及
び

判
断

に
迷

っ
た
場

合
の
対
応

の
審
議
体
制

な
ど

不
適

合
管

理
の
仕
組
み

が
改
善
さ
れ
、
機
能

し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
の
実
施
状
況
」
に
関
し
て
、
保
守
管
理
の
不
備
を
踏
ま
え
た
レ
ビ
ュ
ー
が
実

施
さ
れ
、
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
が
組
織
内
に
周
知

さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど

、
手
順
に
基
づ
き
適
切
に
実
施
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
内
部
監
査
の
実
施
状
況
」
に
関
し
て
、
保
守
管
理
の
不
備
を
踏
ま
え
、
平

成
２
２
年
度
の
監

査
計
画
の

見
直
し
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど

、
手
順
に
基
づ
き
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目

に
つ
い
て
も
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
各
保
安
活

動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、
保

安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

追
加
検
査
の
結
果
、
「

保
守
管
理
の
不
備
等

に
係
る
保
安
規
定
違
反
の
改
善
措
置
状
況
」
に
つ
い
て
は
、

策
定
さ
れ
た
計
画
に
従
い
再
発
防
止
対

策
や
是
正
処
置
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま

た
、
点

検
時
期
を
超
過
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
機
器
に
つ
い
て
は
、
前
回
保
安
検
査
に
引
き
続
き
、

「
点
検
計
画
表
」
の
点
検
内
容

に
従
い
点
検
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
記
録
及
び
現
場
確
認
し
、
２
号
機

に
つ
い
て
は
該
当
機
器
の
点
検
が
完
了
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
さ
ら
に
、
保
安
規
定
変
更
命
令
に
基

づ
き
８
月
５
日
に
保
安
規
定
変
更
認
可
申
請
が
提

出
さ
れ
、
保
安
規
定
変
更
内
容
を
実
効
性
の
あ
る
も
の
に

す
る
た
め
、
具
体
的
な
実
施
事
項
が
下

部
規
程
に
適
切
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
、
定
期
試
験
（
1
号
機
非
常
用
ガ
ス
処
理
系
(
Ⅱ
)

手
動
起

動
試
験
等
）
へ
の
立
会
等
を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
特

段
問
題
な
か
っ
た
と
判
断
す
る
。
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 島
根
原
子
力
発
電
所
 

 
第
3
回

 

実
施
期
間
 

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
1
1
月
2
日
(
火
)
～
平

成
2
2
年
1
1
月
3
0
日
(
火
)
 

特
別
な
保
安
検
査
を
実
施
 
平

成
2
2
年
1
1
月
2
日
(
火
)
～
平

成
2
2
年
1
1
月
3
0
日
(
火
)
 

検
査
項
目
 

  

１
）
基
本
検
査
項
目
（
下
線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目
。
）
 

①
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

②
調
達
管
理
の
実
施
状
況
 

③
定
期
安
全
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
 

④
運
転
管
理
の
実
施
状
況
 

⑤
過
去
の
違
反
事
項
に
係
る
改
善
措
置
状
況
 

⑥
品
質
記
録
の
管
理
状
況
（
抜

き
打
ち
検
査
）
 

２
）
追

加
検
査
項
目
 

①
保
守
管
理
の
不
備
等
に
係
る
保
安
規
定
違
反
（
違
反
１
）
の
改
善
措
置
状
況
 

検
査
結
果
 

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
及
び
「
調
達
管
理
の
実
施
状
況
」
等
を
基

本
検
査
項
目

と
し
て
選
定
す
る
と
と
も
に
「
保
守
管
理
の
不
備
等
に
係
る
保
安
規
定
違
反
」
に
つ
い
て
、
再

発
防
止
対
策
に
基
づ

く
原
子
炉
設
置
者
の
改
善
措
置
状
況
を
確
認
す
る
た
め
、
追

加
検
査
項
目
と
し
て
選
定

し
、
特
別
原
子
力
施
設
監
督
官

の
監
理
・
指
導
の
下
、
特
別
な
保
安
検
査
と
し
て
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
関
し
て
、
新
検
査
制
度
を
適
用
し
た
１
号
機
第
２
８

保
全
サ

イ
ク
ル

の
保

全
活

動
の

有
効

性
評

価
の

実
施
状
況

及
び

評
価

結
果

に
基
づ

く
第

２
９

保
全
サ

イ
ク

ル
へ
の
反
映

が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
調
達
管
理
の
実
施
状
況
」
に
関
し
て
、
事
業
者
自
ら
が
、
調

達
内
容
を
熟
知
し
、
調

達
要
求
事
項
の
明

確
化
、
調

達
要
求
事
項
の
妥
当
性
確
認
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
調
達
製
品
の
検
証
に
お
い
て
も
、
事
業
者

が
責
任
を
も
っ
て
検
査
要
領
書
の
審
査
を
行
い
、
調

達
グ
レ
ー
ド

に
応
じ
た
確

実
な
検
証
を
行
っ
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目
に
つ
い
て
も
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
各
保
安
活

動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、
保

安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

追
加
検
査
の
結
果
、
「

保
守
管
理
の
不
備
等

に
係
る
保
安
規
定
違
反
の
改
善
措
置
状
況
」
に
つ
い
て
は
、

策
定
さ
れ
た
計
画
に
従
い
再
発
防
止
対

策
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
点
検
時

期
を
超
過
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
機
器
に
つ
い
て
は
、
前
回
保
安
検
査
に
引
き
続
き
、
記
録
及
び
現

場
確
認
し
、
「
点
検
計
画
表
」

の
点

検
内
容

に
従

い
点

検
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
追

加
検

査
項
目

は
、
次
の
と
お
り
。
 

①
点
検
時
期
を
超
過
し
た
５
１
１
機
器
の
点
検
の
実
施
状
況
 

②
直
接
原
因
に
対
す
る
再

発
防
止
対
策
の
実
施
状
況
 

③
根
本
原
因
に
対
す
る
再

発
防
止
対
策
の
実
施
状
況
 

④
「
点
検
計
画
表
」

不
備
等
へ
の
改
善
状
況
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
、
定
期
試
験
（
２
号
機
Ａ
系
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ

ル
発
電
機
手
動
起
動
試
験
等
）
へ
の
立
会
等
を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
特

段
問
題
な
か
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

 

 島
根
原
子
力
発
電
所
 

 
第
4
回
 

実
施
期
間

検
査
実
施
期
間
 
平
成
2
3
年
1
月
1
7
日
(
月
)
～
平
成
2
3
年
2
月
4
日
(
金
)
 

上
記
の
内
、
特
別
な
保
安
検
査
を
実
施
し
た
日
 
平
成
2
3
年
1
月
1
7
日
(
月
)
、
平
成
2
3
年
2
月
4
日
(
金
)
 

検
査
項
目

 

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

②
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
 

③
調
達
管
理
の
実
施
状
況
 

④
放
射
性
廃
棄
物
管
理
の
実
施
状
況
 

⑤
内
部
監
査
の
実
施
状
況
（
本
社
検
査
）
 

⑥
巡
視
点
検
の
実
施
状
況
（
抜
き
打
ち
査
）
 

２
）
追
加
検
査
項
目
 

［
保
守
管
理
の
不
備
等
に
係
る
保
安
規
定
違
反
の
改
善
措
置
状
況
］
（
本
社
検
査
含
む
）
 

検
査
結
果

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
及
び
「
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
」
等
を

基
本
検
査
項
目
と
し
て
選
定
す
る
と
と
も
に
「
保
守
管
理
の
不
備
等
に
係
る
保
安
規
定
違
反
」
に
つ
い
て
、

再
発
防
止
対
策
に
基
づ
く
原
子
炉
設
置
者
の
改
善
措
置
状
況
を
確
認
す
る
た
め
、
追
加
検
査
項
目
と
し
て
選

定
し
、
特
別
原
子
力
施
設
監
督
官
の
監
理
・
指
導
の
下
、
特
別
な
保
安
検
査
と
し
て
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
関
し
て
、
定
期
検
査
中
工
事
の
施
工
管
理
が
適
切
に

実
施
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
定
期
検
査
に
お
い
て
「
点
検
計
画
表
」
に
基
づ
く
点
検
工
事
の
実
績
管
理
が

適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
た
。
 

ま
た
、
「
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
」
に
関
し
て
は
、
主
な
不
適
合
事
例
に
つ
い
て
不
適
合
処
置
及
び
是

正
処
置
が
手
順
に
基
づ
き
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他
の
検
査
項
目
に
つ
い
て
も
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
各
保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、
保

安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

追
加
検
査
と
し
て
は
、「
点
検
時
期
を
超
過
し
た
機
器
の
点
検
の
実
施
状
況
」
及
び
、「

直
接
原
因
に
対
す

る
再
発
防
止
対
策
の
実
施
状
況
」
、
「
根
本
原
因
に
対
す
る
再
発
防
止
対
策
の
実
施
状
況
」
、
「
点
検
計
画
表
」

の
見
直
し
状
況
」
に
つ
い
て
、
「
保
守
管
理
の
不
備
等
に
係
る
保
安
規
定
違
反
の
改
善
措
置
状
況
」
の
観
点

か
ら
検
査
し
、
策
定
さ
れ
た
計
画
に
従

い
再
発
防
止
対
策
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

ま
た
、
点
検
時
期
を
超
過
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
機
器
に
つ
い
て
は
、
「
点
検
計
画
表
」
の
点
検
内

容
に
従
い
点
検
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
記
録
及
び
現
場
確
認
し
、
全
て
の
点
検
が
完
了
し
、
健
全
性
に

問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間
中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
定
例
試
験
へ
の
立
会
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
等
を
行
っ
た
結
果
、
特

段
問
題
が
無
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活
動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
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 (
1
3
)
 
四
国
電
力
株
式
会
社
 
本
店
及
び
伊
方
発
電
所
 

 
第
1
回
 

実
施
期
間
 

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
5
月
3
1
日
(
月
)
～
平

成
2
2
年
6
月
1
1
日
(
金
)
 

検
査
項
目
 

  

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
定
期
安
全
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
 

②
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
の
実
施
状
況
 

③
調
達
管
理
の
実
施
状
況
 

④
放
射
性
固
体
廃
棄
物
管
理
の
実
施
状
況
 

⑤
定
例
試
験
（
３
号
機
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
定
期
運
転
等
）
の
実
施
状
況
（
立
会
）
(
抜

き
打

ち
検
査
)
 

検
査
結
果
 

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「

定
期
安
全
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
」
、
「
調
達
管
理
の
実
施
状
況
」
等

を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
選
定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「

定
期
安
全
レ
ビ
ュ

ー
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉

施
設
に
お
け

る
保
安

活
動
の
実
施
状
況
の
評
価
、
原
子
炉
施
設
に
お
け
る
保
安
活

動
へ

の
最
新
の
技
術
的
知
見
の
反
映
状
況
の
評

価
及
び
確
率
論
的
安
全
評
価
と
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
評
価
項
目

に
対
し
て
、
具
体
的

な
体
制
が
明
確
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
評
価
対
象
と
す
る
活
動
項
目
、
デ
ー
タ
収
集
、
評
価
方
法
が
策
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
等
実
施
計
画
が
適
切
に
策
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
「
調
達
管
理
の
実
施

状
況
」
に
つ
い
て
は
、
１
，

２
号
機
の
湿

分
分
離
加
熱
器
（
以
下
、
Ｍ
Ｓ
Ｒ
Ｈ

と
い
う
。
）
の
溶

接
部
割
れ

に
係
る
根
本
原
因
分
析

（
以
下
、
Ｒ
Ｃ

Ａ
と
い
う
。
）
に
よ
る
予
防
処

置
が
適
切
に
実
施
さ
れ
、
改
善
さ
れ

た
プ
ロ
セ
ス
に
基
づ

く
調

達
管
理
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目

に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
・
定
例
試
験
（
３
号
機
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
定
期

運
転
等
)
へ

の
立
会
等
を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

な
お
、
６
月
８
日
に
２
号
機
で
発
生
し
た
運
転
上
の
制
限
か
ら
の
逸
脱
事
象

に
つ
い
て
は
、
作

業
要
領
書

の
作
成
不
備
と
い
う
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
上
の
問
題
が
あ
る
こ
と
か
ら
保
安
規
定
違
反
（
監
視
）

と
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
概

ね
良
好

な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

 

 伊
方
発
電
所
 

 
第
2
回

 

実
施
期
間

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
8
月
1
6
日
(
月
)
～
平

成
2
2
年
8
月
2
7
日
(
金
)
 

検
査
項
目

  

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

②
運
転
管
理
の
実
施
状
況
 

③
不
適
合
管
理
・
是
正
処
置
・

予
防
処
置
の
実
施
状
況
 

④
非
常
時
の
措
置
の
実
施
状
況
(
抜

き
打

ち
検
査
)
 

検
査
結
果

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「

運
転
管
理
の
実
施
状
況
」
、
「

不
適
合
管
理
・
是
正
処
置
・
予
防
処
置

の
実
施
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
選
定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「

運
転
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
今
年
３
月
の
組
織
変
更
を
受
け

て
発
電

グ
ル
ー
プ
内
で
系
統

隔
離
・
復
旧
に
係
る
業
務
所
掌
を
変
更
し
た
こ
と
に
伴

い
、
管
理
内
規
、
細
則

、
手
順

書
等
が
改
訂

さ
れ
、
業
務
所
掌

が
明
確
と
な
っ
て
お
り
、
当
直
／
系
統
管
理
グ
ル
ー
プ
間
で
の
日
々

の
業
務

引
き
継
ぎ
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
他

部
署

と
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
に
つ
い
て
も
細

則
に
基
づ
い
て
適
切
に
運
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

ま
た
、
「
不
適
合
管
理
・
是
正
処
置
・
予
防
処
置
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
統

合
型

保
修
管
理
シ
ス

テ
ム
（
以

後
、
「
Ｅ
Ａ
Ｍ
」
と
言
う
）
を
用
い
て
、
発
見
さ
れ
た
不
適
合
事
象

を
Ｅ

Ａ
Ｍ

に
登
録
す
る
こ
と

に
よ
り
、
不
適
合
の
除
去
か
ら
是
正
処
置
ま
で
の
一
連
の
活
動
が
確

実
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、

是
正
処

置
の

有
効

性
評

価
や

根
本

原
因

分
析

の
た

め
の
類
似

性
及

び
頻

発
性

の
分
析

を
Ｅ

Ａ
Ｍ

を
用

い
て

行
っ
て
い
る
こ
と
、
及
び
他
電
力
不
適
合
の
予
防
処
置
の
分
析
・
評
価
に
つ
い
て
も
Ｅ

Ａ
Ｍ
を
活
用
し
て
い

る
こ

と
か

ら
、

不
適

合
の
再

発
防
止

及
び
未
然

防
止

に
Ｅ

Ａ
Ｍ

が
有

効
に

機
能

し
て

い
る

こ
と

を
確
認

し

た
。
 

「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
で
は
、
島
根
原
子
力
発
電
所
に
お
け

る
保
守
管
理
等
の
不
備
に
係
る
直
接
原

因
及
び
根
本
原
因
に
対
す
る
伊
方
発
電
所
で
の
実
施
状
況
、
及
び
弁
、
機
械

品
、
電
気
品
等
を
対
象

に
点

検

計
画
と
そ
の
記
録
の
整
合
に
つ
い
て
、
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目

に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
・
定
例
試
験
（
３
号
機
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
負

荷
試
験
（
Ｂ

）
等
)
へ

の
立
会
等
を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
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 伊
方
発
電
所
 

 
第
3
回

 

実
施
期
間
 

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
1
1
月
2
9
日
(
月
)
～
平

成
2
2
年
1
2
月
1
0
日
(
金
)
 

検
査
項
目
 

  

１
）
基
本
検
査
項
目
（
下
線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目
。
）
 

①
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

②
定
期
安
全
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
 

③
放
射
性
廃
棄
物
管
理
（
気
体
）
の
実
施
状
況
 

④
異
常
時
の
措
置
の
実
施
状
況
 

⑤
伊
方
3
号
機
炉
内
出
力
分
布

測
定
に
用
い
る
換
算
係
数
の
一
部
誤

り
 

検
査
結
果
 

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
、
「

定
期
安
全
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
」
等

を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
選
定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
伊
方
１
，
２
号
機
の
保
全
の
実
施
プ
ロ

セ
ス
が
、
新
検
査
制
度
に
対
応
し
た
保
守
管
理
内
規
等
に
従
っ
て
、
保
全
計
画
策
定
か
ら
、
保
全
の
実
施
、

点
検
補
修
の
結
果
の
確
認
、
評
価
等
の
一
連
の
保
守
管
理
活

動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し

た
。
ま
た
、
島
根
原
子
力
発
電
所
に
お
け

る
保
守
管
理
等
の
不
備
に
係
る
伊
方
発
電
所
で
の
実
施
状
況
に
つ

い
て
、
伊
方
２
号
機
を
対
象
に
、
弁
、
機
械

品
、
電
気
品
等
の
点
検
計
画
と
そ
の
記
録
の
整
合
に
つ
い
て
、

適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
た
。
 

「
定
期
安
全
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
実
施
計
画
、
手
順
、
工
程
は
適
切
に
管
理
さ
れ
て

い
た
こ
と
、
実
施
手
順
書
に
従

っ
て
、
１
０
年
間
に
お
け

る
保
安
活
動
、
最
新
の
技
術
的
知
見
の
反
映
及
び

確
率
論
的
安
全
評
価
の
各
評
価
が
実
施
さ
れ
、
伊
方
２
号
機
の
安
全
性
、
信
頼
性
の
維
持
・
改
善
が
継
続
的

に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

伊
方
３

号
機
炉
内
出
力
分
布
測
定
に
用
い
る
換
算
係
数
の
一
部
誤
り
に
つ
い
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
本
店

原
子
燃
料
部
の
調
達
に
お
い
て
、
調
達
要
求

事
項
が
不
明
確
で
あ
っ
た
こ
と
、
業
務
に
関
す
る
プ
ロ
セ
ス
の

妥
当
性
確
認
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム
上
の
問
題
が
あ
り
、
監

視
事
項
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
今

後
の
保
安
検
査
等
に
お
い
て
、
事
業
者
が
行
う
原
因
調
査
と
そ
の
対

策
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
・
定
例
試
験
（
１
号
機
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
定
期

運
転
等
)
へ

の
立
会
等
を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
換
算
係
数
の
一
部
誤
り
に
関
す
る
保
安
規
定
違

反
を
除
き
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活
動
は
、
概
ね
良
好

な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

 

 伊
方
発
電
所
 

 
第
4
回
 

実
施
期
間

検
査
実
施
期
間
 
平
成
2
3
年
3
月
7
日
(
月
)
～
平
成
2
3
年
3
月
1
8
日
(
金
)
 

検
査
項
目

 

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

②
運
転
管
理
の
実
施
状
況
 

③
教
育
訓
練
の
実
施
状
況
 

④
安
全
文
化
醸
成
活

動
の
実
施
状
況
 

⑤
安
全
保
護
系
の
作
動
確
認
の
実
施
状
況
（
抜
き
打
ち
検
査
を
含
む
）
 

⑥
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
 

⑦
過
去
の
違
反
事
項
（
監
視
）
に
係
る
改
善
措
置
状
況
 

検
査
結
果

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
及
び
「
運
転
管
理
の
実
施
状
況
」
等
を
基

本
検
査
項
目
と
し
て
選
定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
島
根
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
保
守
管

理
等
の
不
備
に
係
る
伊
方
発
電
所
で
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
本
年
度
第
２
回
保
安
検
査
で
確
認
し
た
保
守

管
理
の
仕
組
み
が
確
実
に
策
定
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
点
検
が
計
画
・
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
再
確
認

し
た
。
ま
た
、
伊
方
発
電
所
３
号
機
を
対
象
に
、
弁
、
機
械
品
、
電
気
品
等
の
点
検
計
画
と
実
施
状
況
を
確

認
し
た
と
こ
ろ
、
一
部
の
機
器
に
点
検
周
期
の
超
過
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
事
業
者
の
十
分
な

調
査
結
果
を
待
っ
て
詳
細
な
確
認
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
 

「
運
転
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
炉
内
出
力
分
布
計
算
プ
ロ
グ
ラ
ム
ミ
ス
に
つ
い
て
の
本
店
か

ら
の
連
絡
に
伴
い
、
不
適
合
管
理
が
行
な
わ
れ
、
運
転
管
理
上
影
響
を
受
け
る
熱
流
速
熱
水
路
係
数
、
核
的

エ
ン
タ
ル
ピ
上
昇
熱
水
路
係
数
及
び
Ｄ
Ｎ
Ｂ
比
に
つ
い
て
修
正
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
い
て
見
直
さ
れ
、

運
転
上
問
題
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
保
安
規
定
第
１
９
条
～

第
２
６
条
、

第
２
８
条
～
第
３
２
条
及
び
第
３
４
条
に
つ
い
て
、
保
安
規
定
並
び
に
事
業
者
管
理
内
規
に
基
づ
く
業
務
が

行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

過
去
の
違
反
事
項
（
監
視
）
に
係
る
改
善
措
置
状
況
の
確
認
と
し
て
、
伊
方
発
電
所
３
号
機
炉
内
出
力
分

布
測
定
に
用
い
る
換
算
係
数
の
一
部
誤
り
に
係
る
改
善
措
置
が
、
計
画
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他
の
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各
保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間
中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
・
定
例
試
験
（
２
号
機
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
定
期

運
転
等
)
へ
の
立
会
等
を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
保
守
管
理
の
点
検
周
期
超
過
の
対
応
を
除
き
、

選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活
動
は
、
良
好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
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 (
1
4
)
 
九
州
電
力
株
式
会
社
 
玄
海
原
子
力
発
電
所
 

 
第
1
回
 

実
施
期
間
 

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
6
月
1
7
日
(
木
)
～
平

成
2
2
年
6
月
3
0
日
(
水
)
 

検
査
項
目
 

  

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
品
質
目
標
設
定
及
び
評
価
改
善
活
動
の
実
施
状
況
 

②
ウ
ラ

ン
・

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
酸
化
物
新
燃
料
体
の
構

内
運
搬
等

の
実
施
状
況
 

③
川
内
原
子
力
発
電
所
人
身
事
故
の
予
防
処

置
の
実
施
状
況
 

④
低
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
搬

出
準
備
の
実
施
状
況
 

⑤
放
射
線
管
理
区
域
の
出
入
管
理
の
実
施
状
況
（
抜
き
打

ち
検
査
）
 

検
査
結
果
 

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「

品
質
目
標
設
定
及
び
評
価
改
善
活

動
の
実
施
状
況
」
、
「
ウ
ラ

ン
・

プ

ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
酸
化
物
新
燃
料
体
の
構
内
運
搬
等
の
実
施
状
況
」
及
び
「
川

内
原
子
力
発
電
所
人
身

事
故

の
予
防
処
置
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目

と
し
て
選
定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「

品
質
目
標
設
定
及
び
評
価
改
善
活
動
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
１
年

度
に
実
施
さ
れ
た
ウ
ラ
ン
・
プ
ル

ト
ニ
ウ
ム
混
合
酸
化
物
新
燃
料
体
（
以
下
「
Ｍ
Ｏ
Ｘ
新
燃
料
体
」
と
い
う
。
）

導
入
や
新

検
査
制
度
へ

の
対
応
等

の
主

要
課
題

に
対

す
る

保
安
活

動
の

評
価

結
果

な
ど

の
デ

ー
タ

の
収
集

が
適
切
に
実
施
さ
れ
、
収
集

し
た
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
の
要
求

に
従

い
、
業
務
に
対
す
る
要
求

事
項
へ

の
適
合
、
供

給
者
の
能

力
等
の
項
目
毎
に
分
析
・
評
価
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
収
集

し
た
デ
ー
タ
や
分
析

結
果
、
２
号
機
で
実
施
さ
れ
た
定
期
安
全
レ
ビ
ュ
ー
の
評
価
結
果
に
基
づ

き
、
人
的
資

源
の

運
用

管
理

の
た

め
発

電
所

員
の

業
務
負
荷
状
況

の
把
握

の
必

要
性

が
評

価
結

果
と

し
て

と
り

ま
と

め

ら
れ
て
い
る
な
ど
、
適
切
に
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
の
イ
ン
プ
ッ
ト
用
の
報
告
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を

確
認
し
た
。
ま
た
、
平

成
２
２
年
度
品
質
目
標
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
平

成
２
１
年
度
デ
ー
タ
分
析
で
得

ら
れ
た
内
容

を
考
慮

す
る
と
と
も
に
、
川
内
原
子
力
発
電
所
で
発
生

し
た
人
身
事
故
や
、
第
２
回
製
造
分
の

Ｍ
Ｏ
Ｘ
新
燃
料
導
入
、
若
手
社
員
の
早

期
育

成
な
ど
、
平

成
２
２
年
度
の
主

要
業
務
・
課
題
が
盛
り
込
ま
れ

て
い
る
こ
と
、
設
定
さ
れ
た
品
質
目
標
が
社
長

が
定
め
た
品
質
方
針
を
踏
ま
え

て
作

成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

確
認
し
た
。
「
ウ
ラ
ン
・

プ
ル

ト
ニ
ウ
ム
混
合
酸
化
物
新
燃
料
体
の
構

内
運
搬
等

の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て

は
、
Ｍ
Ｏ
Ｘ
新
燃
料
を
収
納
し
た
新
燃
料
輸
送
容
器
（
以
下
「
輸
送
容
器
」

と
い
う
。
）
を
運
搬

す
る
場
合

の
遵
守
す
べ

き
事
項
を
定
め
た
社
内
基
準
類

に
基
づ
き
、
「
新
燃
料
輸
送
実
施
計
画
書
」
等
が
作

成
さ
れ
て

お
り
、
法
令
に
適
合
す
る
輸
送
容
器
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
輸
送
容
器
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度

（
以
下
「
表
面
汚
染
密
度
」
と
い
う
。
）
や

線
量
当
量
率
に
も
問
題
が
な
い
こ
と
等

の
確
認
が
実
施
さ
れ
る

な
ど

、
運
搬
に
係
る
作

業
が
管
理
さ
れ
た
状
態
で
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
「
川

内
原

子
力
発
電
所
人
身
事
故
の
予
防
処
置
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
２
年

２
月

に
当
院
へ
提

出
さ
れ

た
電
気

事
故
報
告
書
に
記
載
の
再
発
防
止
対

策
に
つ
い
て
、
す
べ
て
予
防
処
置
を
実
施
す
る
こ
と
が
決

定
さ

れ
て
お
り
、
社
内
基
準
等

の
改
正
、
周
知
・
教
育
な
ど
の
再
発
防
止
対
策
が
計
画
的
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目

に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取

、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉

施
設
の
巡
視
、
定
例
試
験
(
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ

イ
ポ

ン
プ
起

動
試
験
等
）
へ
の
立
会
等
を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

 

 玄
海
原
子
力
発
電
所
 

 
第
2
回

 

実
施
期
間

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
8
月
2
3
日
(
月
)
～
平

成
2
2
年
9
月
3
日
(
金
)
 

検
査
項
目

  

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
の
実
施
状
況
（
本
店

検
査
）
 

②
ウ
ラ

ン
・

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
酸
化
物
新
燃
料
体
の
開
梱
・

貯
蔵
の
実
施
状
況
 

③
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

④
安
全
保
護
系
の
作

動
確
認
の
管
理
状
況
 

⑤
放
射
線
管
理
に
お
け
る
区
域
管
理
の
実
施
状
況
（
抜
き
打
ち
検
査
）
 

検
査
結
果

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、「
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
の

実
施
状
況
（

本
店

検
査

）
」
、「
ウ
ラ

ン
・

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
酸
化
物
新
燃
料
体

の
開
梱
・
貯
蔵
の
実
施
状
況
」
、「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
及
び
「
安

全
保
護
系
の
作
動
確
認
の
管
理
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
選
定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、「
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
の
実
施
状
況
（
本
店

検
査
）
」
に
つ
い
て
は
、
社
内
基
準

に
基
づ

き
、
本
店
管
理
部
門
に
お
い
て
本
店
及
び
発
電
所
の
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
へ

の
イ
ン
プ
ッ
ト
を

確
実
に
収
集

し
、
評
価
さ
れ
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
と
し
て
、
社
長
か
ら
の
指
示
事

項
や
品
質
方
針
の
見

直
し
の
必
要
性
の
検
討

結
果
を
取
り
ま
と
め
、
本
店
及
び
発
電
所
に
周
知
し
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
た
。
 

「
ウ
ラ

ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
酸
化
物
新
燃
料
体
の
開
梱
・
貯
蔵
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
社
内

基
準
等

に
基
づ
き
制

定
さ
れ
た
要
領
書
に
従

い
、
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

｢
保
守
管
理
の
実
施
状
況
｣
で
は
、
島
根
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
保
守
管
理
等

の
不
備
に
係
る
直
接
原
因

及
び
根
本
原
因
に
対

す
る
玄
海
原
子
力
発
電
所
で
の
実
施
状
況
、
及
び
弁
を
対
象
に
点
検
計
画
と
そ
の
記
録

の
整
合
に
つ
い
て
確
認
し
、
保
守
管
理
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
安
全
保
護
系
の
作

動
確
認
の
管
理
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
他

事
業
者
に
お
い
て
発
生

し
た
安
全
保
護
系

計
装

の
機
能

除
外

な
ど

安
全

保
護

系
の

管
理

が
確

実
に

実
施

さ
れ

て
い

な
い

事
象

に
対

し
て

適
切

な
対
応

が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目

に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取

、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉

施
設
の
巡
視
、
定
例
試
験
(
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ

イ
ポ

ン
プ
起

動
試
験
等
）
へ
の
立
会
等
を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
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 玄
海
原
子
力
発
電
所
 

 
第
3
回

 

実
施
期
間
 

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
1
1
月
2
9
日
(
月
)
～
平

成
2
2
年
1
2
月
1
0
日
(
金
)
 

検
査
項
目
 

  

１
）
基
本
検
査
項
目
（
下
線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目
。
）
 

①
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
 

②
放
射
性
廃
棄
物
管
理
の
実
施
状
況
 

③
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

④
低
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
搬
出
の
実
施
状
況
 

⑤
現
場
巡
視
点
検
の
実
施
状
況
（
抜
き
打
ち
検
査
）
 

検
査
結
果
 

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、「
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
」
、「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」

及
び
「
低
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
搬
出
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
選
定
し
、
検
査
を
実
施

し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
２
１
年
度
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
レ
ビ
ュ
ー
の
ア
ウ

ト
プ
ッ
ト
を
反
映
さ
せ
た
対
応
方
針

に
基
づ
く
改
善
活

動
の
上
半
期
の
進
捗
状
況
、
及

び
対
応
方
針

の
見
直
し
に
つ
い
て
期
中
で
判
断
し
て
お
り
、
前
回
ま
で
の
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果

に
対
す
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
に
係
る
活

動
を
確
実
に
実
施
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

ま
た
、
「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
で
は
、
点

検
実
施
前
に
健

全
性
評
価
を
実
施
し
た
上
で
点
検
計
画
を

変
更

し
て

い
る

機
器

が
認

め
ら

れ
た

が
、
当
該

機
器

を
含

め
今
回

検
査

で
選

定
し

た
玄

海
２

号
機

の
機
械

品
、
電
気
品
、
計
装
品
に
対
し
、
保
守
管
理
を
適
切
に
実
施
し
て
い
る
こ
と
、
及
び
点

検
計
画
で
定
め
ら
れ

た
点
検
頻
度

を
超
え

て
点

検
計
画
を
変
更
す
る
場

合
に
は
、
不
適
合
管
理
を
確

実
に
実
施
す
る
よ
う
に
社
内

基
準
を
改
正

し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

さ
ら
に
、
「
低
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
搬

出
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
第
１
回

保
安
検
査
で
確
認
さ

れ
た
検
査
方
法
の
見

直
し
が
確
実
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
社
内
基
準
に
従
い
管
理
区
域
か
ら
の
搬
出

及
び
構

内
運
搬
が
適
切
に
計
画
さ
れ
、
管
理
さ
れ
た
状
態

で
確

実
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

そ
の
他

の
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取

、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉

施
設
の
巡
視
、
定
例
試
験
(
原
子
炉
保
護
系
ロ
ジ
ッ
ク

検
査

等
）
へ

の
立
会
等
を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

 

 

 玄
海
原
子
力
発
電
所
 

 
第
4
回
 

実
施
期
間

検
査
実
施
期
間
 
平
成
2
3
年
1
月
1
3
日
(
木
)
～
平
成
2
3
年
1
月
1
4
日
(
金
)
 

平
成
2
3
年
2
月
2
3
日
(
水
)
、
平
成
2
3
年
3
月
4
日
(
金
)
 

検
査
項
目

 

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
品
質
目
標
の
評
価
改
善
活
動
の
実
施
状
況
 

②
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
管
理
及
び
運
転
管
理
の
実
施
状
況
 

③
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

④
管
理
区
域
内
に
お
け
る
改
造
工
事
等

の
実
施
状
況
 

⑤
１
次
冷
却
材
中
の
よ
う
素
１
３
１
濃
度
測
定
の
実
施
状
況
（
抜
き
打
ち
検
査
）
 

検
査
結
果

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「
品
質
目
標
の
評
価
改
善
活
動
の
実
施
状
況
」
、
「
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
管
理
及

び
運
転
管
理
の
実
施
状
況
」
、「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
選
定
し
、
検
査
を
実

施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「
品
質
目
標
の
評
価
改
善
活
動
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
品
質
目
標
の
達
成
度

評
価
や
プ
ロ
セ
ス
の
監
視
及
び
測
定
等
の
活
動
等
が
、
品
質
保
証
シ
ス
テ
ム
の
社
内
基
準
で
あ
る
「
評
価
改

善
活
動
管
理
基
準
」
等
に
基
づ
く
管
理
プ
ロ
セ
ス
に
従
っ
て
確
実
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

ま
た
、「
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
管
理
及
び
運
転
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、「
燃
料
管
理
基
準
」
等
に
基
づ

き
、
運
転
管
理
及
び
炉
心
管
理
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
管
理
に
つ
い

て
は
、
手
順
書
等
に
基
づ
き
ウ
ラ
ン
燃
料
を
含
め
た
シ
ッ
ピ
ン
グ
検
査
及
び
燃
料
集
合
体
外
観
検
査
が
適
切

に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

さ
ら
に
、
「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
点
検
頻
度
を
超
過
し
た
機
器
が
な
い
こ
と
及
び
点

検
実
績
が
「
長
期
点
検
計
画
」
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
保
守
管
理
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他
の
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各
保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間
中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
、
定
例
試
験
へ
の
立
会
等
を
行
っ
た
結
果
、
特

段
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活
動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
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 (
1
5
)
 
九
州
電
力
株
式
会
社
 
川
内
原
子
力
発
電
所
 

 
第
1
回
 

実
施
期
間
 

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
5
月
3
1
日
(
月
)
～
平

成
2
2
年
6
月
1
6
日
(
水
)
 

上
記
の
内
、
追
加
検
査
は
、
平

成
2
2
年
6
月
1
4
日
(
月
)
～
平

成
2
2
年
6
月
1
6
日
(
水
)
 

検
査
項
目
 

  

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
安
全
保
護
系
の
作

動
確
認
の
管
理
状
況
 

②
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

③
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
 

④
評
価
改
善
活
動
の
実
施
状
況
（
抜
き
打
ち
検
査
）
 

２
）
追

加
検
査
項
目

 

①
1
号
機
所
内
電
源
設
備
点
検
作
業
中
の
人
身
事
故
根
本
原
因

分
析

の
実
施
状
況
 

②
安
全
文
化
醸
成
活

動
の
実
施
状
況
 

検
査
結
果
 

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、「

安
全
保
護
系
の
作
動
確
認
の
管
理
状
況
」
、「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
、

等
を
基
本
検
査
項
目

と
し
て
選

定
し
、
「

１
号
機
所
内
電
源
設
備
点

検
作

業
中
の
人
身

事
故

根
本
原
因

分
析

の
実
施
状
況
」
、
「
安
全
文
化
醸

成
活
動
の
実
施
状
況
」
を
追
加
検
査
項
目
と
し
て
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「

安
全
保
護
系
の
作

動
確
認
の
管
理
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
第
３
３
条
に

お
い
て
要
求

さ
れ
る
安
全
保
護
系
の
確
認
事
項
等

を
満
足
す
る
た
め
、
保
修
基
準
に
基
づ

く
定
期
検
査
時
の

各
種
機
能
検
査
の
実
施
、
当
直
課
長
に
よ
る
動
作
状
態
確
認
、
巡
視
員
に
よ
る
巡
視
点

検
に
お
け
る
確
認
項

目
や
確
認
方
法
、
施
錠
弁

の
施
錠
確
認
等
が
運
転
基
準
に
的
確
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
運
転
基
準
に
基
づ

く

各
種
チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
に
従

い
設

備
の
状
態
や

計
器

の
指
示

値
等

の
把
握

が
実

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
し
た
。
「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
新
検
査
制
度
の
保
全
計
画
を
具
体
化
し
た
作

業
要
領

書
や
発
注
仕
様
書
に
従
い
、
工
事
の
実
施
と
し
て
工

事
管
理
や
調

達
管
理
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目

に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
各
保
安
活

動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、
保

安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

追
加
検
査
の
結
果
、
「

１
号
機
所
内
電
源
設
備
点

検
作

業
中
の
人
身

事
故

根
本
原
因

分
析

の
実
施
状
況
」

に
つ
い
て
は
、
当
院
指
示
及
び
根
本
原
因
分
析
実
施
基
準
に
基
づ
き
、
分
析
チ
ー
ム
の
設
置
及
び
分
析
活
動

計
画
が
立
案

さ
れ
て
お
り
、
実
施
体
制
、
調

査
方
針
、
調

査
・
検
討

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
た
。
「

安
全
文
化
醸

成
活

動
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
安
全
文
化
醸

成
活
動
管
理
基
準

に
基
づ

き
、
平
成
２
１
年
度
の
安
全
文
化
醸

成
活

動
結
果
に
対

す
る
総
合
評
価
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
ま

た
、
平
成
２
２
年
度
の
取

り
組
み
と
し
て
、
１
号
機
所
内
電
源
設
備
点
検
作

業
中
の
「
人
身
事
故
再

発
防
止

対
策
の
確
実
な
実
施
」
及
び
「

根
本
原
因
分
析
活
動
を
通
じ
た
必
要
な
改
善
の
実
施
」
な
ど
新
た
な
活
動
計

画
が
策
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
・
定
例
試
験
（
１
号
機
充

て
ん
／

高
圧
注
入
ポ

ン
プ
起

動
試
験
等
）
へ
の
立
会
等
を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
良
好

な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

 

 

 川
内
原
子
力
発
電
所
 

 
第
2
回

 

実
施
期
間

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
8
月
2
6
日
(
木
)
～
平

成
2
2
年
9
月
1
0
日
(
金
)
 

上
記
の
内
、
追
加
検
査
は
、
平

成
2
2
年
9
月
1
日
(
水
)
 

平
成
2
2
年
9
月
9
日
(
木
)
～
平

成
2
2
年
9
月
1
0
日
(
金
)
 

検
査
項
目

  

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
の
実
施
状
況
(
本
店

検
査
)
 

②
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

③
放
射
性
廃
棄
物
管
理
の
実
施
状
況
 

④
定
例
試
験
の
実
施
状
況
（
抜

き
打
ち
検
査
）
 

２
）
追

加
検
査
項
目

 

①
1
号
機
所
内
電
源
設
備
点
検
作
業
中
の
人
身
事
故
根
本
原
因

分
析

の
実
施
状
況
 

②
安
全
文
化
醸
成
活

動
の
実
施
状
況
(
本
店
検
査
含
む
)
 

検
査
結
果

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、「
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
」
、「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
、

「
放
射
性
廃
棄
物
管
理
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目

と
し
て
選

定
し
、
「
１
号
機
所
内
電
源
設
備
点

検
作
業
中
の
人
身
事
故
根
本
原
因
分
析

の
実
施
状
況
」
、「

安
全
文
化
醸
成
活

動
の
実
施
状
況
」
を
追

加
検
査

項
目
と
し
て
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
社
内
基
準
に
基
づ

き
、

本
店

管
理

部
門

に
お

い
て

本
店

及
び

発
電

所
の
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
へ

の
イ

ン
プ

ッ
ト

を
取

り
ま

と

め
て
確

実
に
社
長
に
報
告

し
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
ア
ウ

ト
プ
ッ
ト
と
し
て
本
店

及
び
発
電
所
の
イ

ン
プ

ッ
ト

に
対

す
る

社
長

か
ら

の
指
示

事
項
や

品
質

方
針

の
見

直
し

の
必

要
性

の
検
討

結
果

を
取

り
ま

と

め
、
本
店
及
び
発
電
所
に
周
知

し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
島
根
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
保
守
管
理
等
の
不
備
に
係
る

直
接
原
因
及
び
根
本
原
因

に
対

す
る
川
内
原
子
力
発
電
所
で
の
実
施
状
況
、
及
び
同
様
の
弁
を
対
象
に
点
検

計
画
と
そ
の
記
録
の
整
合
性
に
つ
い
て
、
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
放
射
性
廃
棄
物
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
放
射
性
液
体
廃
棄
物
及
び
放
射
性
気
体
廃
棄
物

の

放
出
に
つ
い
て
、
保
安
規
定
を
遵
守
し
、
適
切
に
管
理
さ
れ
た
状
況
で
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目

に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
各
保
安
活

動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、
保

安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

追
加
検
査
の
結
果
、
「

１
号
機
所
内
電
源
設
備
点

検
作

業
中
の
人
身

事
故

根
本
原
因

分
析

の
実
施
状
況
」

に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
根
本
原
因
分
析
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
安
全
文
化
醸
成
活

動
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
川

内
原
子
力
発
電
所
の
平
成
2
2
年
度
の
安
全
文

化
醸
成
活
動
計
画
と
し
て
、
平
成
2
1
年
度
の
安
全
文
化
総

合
評
価
の
結
果
を
受
け

て
、
重
点
活
動
計
画
に

新
た
に
追
加
し
、
そ

れ
を
受
け

て
、
「
朝
礼
時
に
お
け

る
安
全
文
化

ス
ロ

ー
ガ

ン
の
唱
和
活
動
」
等
が
確
実

に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
・
定
例
試
験
（
１
号
及
び
2
号
余

熱
除
去
ポ
ン

プ
起
動
試
験
等
）
へ

の
立
会
等
を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
良
好

な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
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 川
内
原
子
力
発
電
所
 

 
第
3
回

 

実
施
期
間
 

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
1
1
月
2
5
日
(
木
)
～
平

成
2
2
年
1
2
月
1
0
日
(
金
)
 

上
記
の
内
、
追
加
検
査
は
、
平
成
2
2
年
1
2
月
9
日
(
木
)
～
平

成
2
2
年
1
2
月
1
0
日
(
金
)
 

検
査
項
目
 

  

１
）
基
本
検
査
項
目
（
下
線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目
。
）
 

①
教
育
訓
練
の
実
施
状
況
 

②
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

③
放
射
性
固
体
廃
棄
物
管
理
の
実
施
状
況
 

④
非
常
時
の
措
置
の
実
施
状
況
（
抜
き
打
ち
検
査
）
 

２
）
追

加
検
査
項
目
 

①
１
号
機
所
内
電
源
設
備
点
検
作
業
中
の
人
身
事
故
根
本
原
因
分
析

の
実
施
状
況
 

②
安
全
文
化
醸
成
活

動
の
実
施
状
況
 

検
査
結
果
 

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「
教
育
訓
練
の
実
施
状
況
」
、
「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
、
「
放
射
性
固

体
廃
棄
物
管
理
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
選
定
し
、
「
１
号
機
所
内
電
源
設
備
点
検
作
業

中
の
人
身
事
故
根
本
原
因
分
析
の
実
施
状
況
」
、「

安
全
文
化
醸
成
活
動
の
実
施
状
況
」
を
追
加
検
査
項
目
と

し
て
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「
教
育
訓
練
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
新
規
配
属
社
員
の
教
育
（
育
成
）
計
画

に
基
づ
き
、
新
規
配
属
社
員
の
基
礎
知
識
及
び
基
礎
技
術
力
の
育
成
を
図
る
た
め
、
現
場
（
実
務
）
を
重
視

し
た
Ｏ
Ｊ
Ｔ
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
等
を
確
認
し
た
。
 

「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
島
根
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
保
守
管
理
等
の
不
備
に
係
る

水
平
展
開
と
し
て
、
点
検
計
画
に
基
づ
く
点
検
の
実
施
及
び
点
検
実
績
の
反
映
な
ど
、
川
内
１
，
２
号
機
の

機
械
品
、
弁
、
電
気
品
、
計
装
品
を
対
象
に
サ
ン
プ
リ
ン
グ
し
、
点
検
計
画
と
そ
の
記
録
と
の
整
合
な
ど
、

適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
た
。
 

「
放
射
性
固
体
廃
棄
物
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
放
射
性
固
体
廃
棄
物
の
発
生
か
ら
処
理
及
び

固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫
へ
の
保
管
ま
で
、
保
安
規
定
を
遵
守
し
、
社
内
基
準
に
基
づ
き
適
切
に
管
理
さ
れ
た
状

況
で
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他
の
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
各
保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、
保

安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

追
加
検
査
の
結
果
、
「
１
号
機
所
内
電
源
設
備
点
検
作
業
中
の
人
身
事
故
根
本
原
因
分
析
の
実
施
状
況
」

に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
根
本
原
因
分
析
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
安
全
文
化
醸
成
活
動
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
川
内
原
子
力
発
電
所
の
平
成
2
2
年
度
の
安
全
文

化
醸
成
重
点
活
動
計
画
及
び
安
全
文
化
醸
成
状
態
に
係
る
期
中
評
価
が
社
内
基
準
に
基
づ
き
、
確
実
に
実
施

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間
中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
・
定
例
試
験
（
１
号
及
び
2
号
余
熱
除
去
ポ
ン

プ
起
動
試
験
等
）
へ
の
立
会
等
を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活
動
は
良
好

な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

 

 川
内
原
子
力
発
電
所
 

 
第
4
回
 

実
施
期
間

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
3
年
2
月
2
4
日
(
木
)
～
平

成
2
3
年
3
月
1
1
日
(
金
)
 

上
記
の
内
、
追
加
検
査
を
実
施
し
た
日
 
平

成
2
3
年
3
月
1
0
日
(
木
)
 

検
査
項
目

 

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
運
転
管
理
の
実
施
状
況
 

②
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

③
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
 

④
ボ
ロ
ン
濃
度
測
定
の
実
施
状
況
（
抜
き
打
ち
検
査
）
 

２
）
追
加
検
査
項
目
 

①
１
号
機
所
内
電
源
設
備
点
検
作
業
中
の
人
身
事
故
根
本
原
因
分
析
の
実
施
状
況
 

②
安
全
文
化
醸
成
活
動
の
実
施
状
況
 

検
査
結
果

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「

運
転
管
理
の
実
施
状
況
」
、
「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
、
「
不
適
合
管

理
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目

と
し
て
選

定
し
、
「

１
号
機
所
内
電
源
設
備
点

検
作

業
中
の
人
身
事

故
根
本
原
因
分
析
の
実
施
状
況
」
、「

安
全
文
化
醸

成
活
動
の
実
施
状
況
」
を
追
加
検
査
項
目
と
し
て
検
査
を

実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「

運
転
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
炉
心
管
理
が
、
燃
料
管
理
基
準
に
従

っ

て
、
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
記
録
等

に
よ
り
確
認
し
た
。
ま
た
、
燃
料
管
理
を
行
っ
て
い
る
技
術
課
員
の

力
量
管
理
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
従
っ
て
、
保
安
規
定
を
遵
守
し
、
適
切
に
管
理
さ
れ
た

状
況
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
保
安
検
査
で
確
認
し
た
範
囲
に
お
い
て
、
保
守
管
理
は
、
適

切
に
実
施
す
る
仕
組
み
が
、
現
在
、
構
築
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
点

検
周
期
超
過
を
発
見
す
る
仕
組
み
と
、

発
見
し
た
点

検
周
期
超
過
に
つ
い
て
不
適
合
管
理
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
継
続
的
改
善
に
繋
げ
る
仕
組
み

が
構
築

さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
構
築
さ
れ
た
仕
組
み
に
基
づ
き
、
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し

た
。
 

「
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
本
年
度
発
生
し
た
１
１
件
の
不
適
合
事
象
に
お
い
て
、
事

象
の
抽

出
及
び
是
正
処
置
、
予
防
処
置
が
、
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
各
保
安
活

動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、
保

安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

追
加
検
査
の
結
果
、
「

１
号
機
所
内
電
源
設
備
点

検
作

業
中
の
人
身
事
故

根
本
原
因

分
析

の
実
施
状
況
」

に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
根
本
原
因
分
析
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
安
全
文
化
醸
成
活

動
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
安
全
文
化
醸

成
活
動
状
況
と
し
て
、
１
月
2
9
日

の
「

安
全
再
認
識
の
日
」
集
会

の
実
施
、
及
び
、
「

安
全
文
化
醸

成
活

動
改
善
実
施
報
告

書
」
に
よ
り
「
安

全
文
化
醸
成
活
動
管
理
基
準
」
を
改
定
し
、
所
長
表
彰
の
抽
出
方
法

の
改
善
を
図
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
・
定
例
試
験
へ
の
立
会
等
を
行
っ
た
結
果
、
特

段
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
良
好

な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
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 (
1
6
)
 
日
本
原
子
力
発
電
株
式
会
社
 
東
海
第
二
発
電
所
 

 
第
1
回
 

実
施
期
間
 

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
6
月
4
日
(
金
)
～
平

成
2
2
年
6
月
1
8
日
(
金
)
 

上
記
の
内
、
追
加
検
査
は
、
平

成
2
2
年
6
月
1
6
日
(
水
)
～
平

成
2
2
年
6
月
1
8
日
(
金
)
 

検
査
項
目
 

  

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
不
適
合
管
理
、
是
正
措
置
及
び
予
防
措
置
の
実
施
状
況
 

②
調
達
管
理
の
実
施
状
況
 

③
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
の
実
施
状
況
 

④
過
去
の
違
反
事
項
（
監
視
）
に
係
る
改
善
措
置
状
況
 

⑤
放
射
性
廃
棄
物
管
理
の
実
施
状
況
 

⑥
巡
視
点
検
の
実
施
状
況
（
抜

き
打
ち
検
査
）
 

⑦
そ
の
他

 

２
）
追

加
検
査
項
目

 

①
洗
濯
廃
液
の
誤
放
出
に
係
る
保
安
規
定
違
反
（
違
反
３

）
の
改
善
措
置
状
況
 

②
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

検
査
結
果
 

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「

不
適
合
管
理
、
是
正
処
置
及
び
予
防
処
置
の
実
施
状
況
｣
、
「
調
達
管

理
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目

と
し
て
選

定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
ま
た
、
「
洗
濯
廃

液
の
誤
放

出
に
係
る
保
安
規
定
違
反
（
違
反
３
）
の
改
善
措
置
状
況
」
等
に
つ
い
て
、
再
発
防
止

策
に
基
づ
く
原
子
炉

設
置
者
の
改
善
措
置
状
況
を
確
認
す
る
た
め
、
追

加
検
査
項
目

と
し
て
選
定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「

不
適
合
管
理
、
是
正
処
置
及
び
予
防
処

置
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
不
適
合

管
理
要
項
等

に
基
づ
き
、
不
適
合
事
象

に
対

す
る
原
因
究
明
、
再

発
防
止
対

策
、
是
正
処
置
及
び
予
防
処

置

が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
検
出
さ
れ
た
不
適
合
な
状
況
が
放

置
さ
れ
て
い
る
よ
う
な

こ
と
が
な
い
か
未
完
了
案
件
を
確
認
し
た
結
果
、
不
適
合
の
案

件
ご

と
に
完
了
予
定
日
を
設
定
し
、
不
適
合

処
理
状
況
検
討
会
等
に
お
い
て
進
捗
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
｢
調
達
管
理
の
実
施
状

況
｣
に
つ
い
て
は
、
調

達
管
理
要
項
等
に
基
づ
き
、
原
子
力
施
設
の
重

要
度
分
類

に
応
じ

て
必
要
な
要
求
事

項
を
個
別
仕
様
書
に
記
載
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
当
該
個
別
仕
様
書
等

の
調

達
文

書
に
基
づ
き
業
務

が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
検
証
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
に
よ
る
現
場
へ
の
立
会

い
、
記
録
の
確
認
等

が
適
時
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
記
録
、
質
問
等

に
よ
り
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目

に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
よ
う
な
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

追
加
検
査
の
結
果
、
平
成
２
１
年
１
２
月
１
８
日
に
発
生

し
た
「
洗
濯
廃
液
の
誤
放
出
に
係
る
保
安
規
定

違
反
」
に
つ
い
て
は
、
根
本
原
因
分
析

実
施
要
項
に
基
づ

く
根
本
原
因
分
析

計
画
書
に
よ
り
分
析
チ

ー
ム

の

編
成
や

分
析

の
実
施
方
法

が
適
切
に
計
画
さ
れ
、
分
析
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
「
保
守
管

理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
保
全
の
有
効
性
評
価
を
ま
と
め
る
際
に
必
要
と
な
る
第
２
４

保
全
サ
イ
ク

ル
保
全
活
動
管
理
指
標
の
監
視
実
績
等

、
現
状
に
お
け
る
デ
ー
タ
収
集
の
状
況
を
確
認
し
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
の
う
ち
、
残
留
熱
除
去
系
海
水
系
（
Ｂ
）
の
定
期
試
験

に
つ
い
て
、
合
否
判
定
基
準
に
必
要
な
流
量
が
試
験
手
順
書
に
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら

｢
監
視
｣
と
し
た
。
そ

の
他

、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管
理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、

原
子
炉

施
設
の
巡
視
等
を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
概

ね
良
好

な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

 

 東
海
第
二
発
電
所
 

 
第
2
回

 

実
施
期
間

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
9
月
2
日
(
木
)
～
平

成
2
2
年
9
月
1
7
日
(
金
)
 

上
記
の
内
、
追
加
検
査
は
、
平

成
2
2
年
9
月
1
5
日
(
水
)
～
平

成
2
2
年
9
月
1
6
日
(
木
)
 

検
査
項
目

  

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
（
内
部
監

査
等

を
含
む
）
の
実
施
状
況
（
本
店
検
査
を
含
む
）
 

②
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

③
安
全
保
護
系
の
作

動
確
認
等
の
実
施
状
況
 

④
安
全
文
化

の
醸
成
活
動
及
び
関
係
法
令
等

の
遵
守
活
動
の
実
施
状
況
 

⑤
過
去
の
違
反
事
項
（
監
視
）
に
係
る
改
善
措
置
状
況
 

⑥
残
留
熱
除
去
系
海
水
系
の
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
（
抜
き
打
ち
検
査
）
 

２
）
追

加
検
査
項
目

 

①
洗
濯
廃
液
の
誤
放
出
に
係
る
保
安
規
定
違
反
（
違
反
３

）
の
改
善
措
置
状
況
 

検
査
結
果

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「

安
全
保
護
系
の
作

動
確
認
等
の
実
施
状
況
｣
、
「

安
全
文
化
の
醸

成
活

動
及
び
関
係
法
令
等
の
遵
守
活

動
の
実
施
状
況
」
、「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
等

を
基
本
検
査
項
目

と
し
て

選
定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
ま
た
、
「
洗
濯
廃
液
の
誤
放
出
に
係
る
保
安
規
定
違
反
（
違
反
３

）
の
改
善

措
置
状
況
」
等
に
つ
い
て
、
再

発
防
止
策
に
基
づ

く
原
子
炉
設
置
者
の
改
善
措
置
状
況
を
確
認
す
る
た
め
、

追
加
検
査
項
目
と
し
て
選

定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

｢
保
守
管
理
の
実
施
状
況
｣
に
つ
い
て
は
、
島
根
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
保
守
管
理
等

の
不
備
に
係
る
直

接
原
因

及
び
根
本
原
因
に
対
す
る
東
海
第
二
発
電
所
で
の
実
施
状
況
、
及
び
弁
を
対
象
に
点
検
計
画
と
そ
の

記
録
の
整
合
に
つ
い
て
、
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

検
査
の
期
間

中
に
実
施
さ
れ
た
非
常
用
デ
ィ

ー
ゼ
ル
発
電
機
の
手
動
起
動
試
験
に
つ
い
て
、
手
順
書
に
基

づ
き
実
施
し
試
験
結
果
は
判
定
基
準
を
満
足
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目

に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
よ
う
な
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

追
加
検
査
の
結
果
、
平
成
２
１
年
１
２
月
１
８
日
に
発
生

し
た
「
洗
濯
廃
液
の
誤
放
出
に
係
る
保
安
規
定

違
反
」
に
つ
い
て
は
、
保
安
検
査
期
間

中
に
当
院

に
提
出
さ
れ
た
報
告
書
内
容
の
審
議
が
適
切
に
実
施
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
報
告

書
の
中
で
改
善
措
置
と
さ
れ
た
対
策
の
う
ち
２
つ
の
対

策
が
既
に
完
了
し
て
お
り
、
３

つ
の
対

策
が
９
月
末
目
途

に
継
続
中
で
あ
る
こ
と
、
設
備
対
応
を
含
む
３
つ
の
対
策
が
次
回
定
検
時
期
で
の

実
施
を
計
画
中
で
あ
る
こ
と
等
、
適
切
に
措
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
保
安
検
査
期
間
中
に
実
施
さ
れ

た
洗
濯
廃
液
の
放
出
操
作
に
立
会
っ
た
結
果
、
手
順
書
に
基
づ
き
中
央
制
御
室
と
廃
棄
物
処
理
施
設
制
御
室

と
の
間

で
運
転
員
に
よ
る
連
絡

が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉

施
設
の
巡
視
等

を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
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東
海
第
二
発
電
所
 

 
第
3
回

 

実
施
期
間
 

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
1
1
月
1
8
日
(
木
)
～
平

成
2
2
年
1
2
月
3
日
(
金
)
 

上
記
の
内
、
追
加
検
査
は
、
平
成
2
2
年
1
1
月
1
9
日
(
金
)
 

検
査
項
目
 

  

１
）
基
本
検
査
項
目
（
下
線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目
。
）
 

①
不
適
合
管
理
、
是
正
処
置
及
び
予
防
措
置
の
実
施
状
況
 

②
燃
料
管
理
の
実
施
状
況
 

③
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

④
非
常
時
の
措
置
の
実
施
状
況
 

⑤
過
去
の
違
反
事
項
（
監
視
）
に
係
る
改
善
措
置
状
況
 

⑥
放
射
性
廃
棄
物
管
理
の
実
施
状
況
（
抜
き
打
ち
検
査
）
 

２
）
追

加
検
査
項
目
 

①
洗
濯
廃
液
の
誤
放
出
に
係
る
保
安
規
定
違
反
（
違
反
３
）
の
改
善
措
置
状
況
 

検
査
結
果
 

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「

不
適
合
管
理
、
是
正
処
置
及
び
予
防
処
置
の
実
施
状
況
｣
、
「
燃
料
管

理
の
実
施
状
況
」
、「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
等

を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
選
定
し
検
査
を
実
施
し
た
結
果
、

社
内
規
程
等
に
従
い
適
切
に
実
施
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
「
洗
濯
廃
液
の
誤
放
出
に
係
る
保

安
規
定
違
反
（
違
反
３
）
の
改
善
措
置
状
況
」
等
に
つ
い
て
、
原
子
炉
設
置
者
の
改
善
措
置
状
況
を
確
認
す

る
た
め
追
加
検
査
項
目
と
し
て
選
定
し
検
査
を
実
施
し
た
結
果
、
再
発
防
止
策
に
基
づ
く
改
善
を
引
き
続
き

実
施
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
不
適
合
管
理
、
是
正
処
置
及
び
予
防
処
置
の
実
施
状
況
｣
に
つ
い
て
は
、
「
総
合
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
」

に
登
録
さ
れ
た
不
適
合
管
理
票

の
情
報
を
本
店
、
東
海
、
敦
賀
の
各
事
業
所
間
で
共
有
し
つ
つ
、
登
録
さ
れ

た
情
報
を
「

不
適
合
処
理
状
況
検
討
会
」
で
の
進
捗
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
や
「
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
」
の

イ
ン
プ
ッ
ト
情
報
と
し
て
活
用
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
ト
ラ
ブ
ル
や
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
の

低
減
に
向
け

て
、
本
店
「
発
電
所
ト
ラ
ブ
ル
低
減
委
員
会
」
の
提

言
に
基
づ
く
発
電
所
の
取
り
組
み
や
協

力

会
社
と
一
体
と
な
っ
た
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
フ
ァ
ク
タ
検
討
部
会
」
の
活

動
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

「
燃
料
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
本
店

と
連
携

し
て
「
燃
料
管
理
業
務
要
項
」
の
ス
テ
ッ
プ
フ

ロ
ー
に
基
づ
き
、
新
燃
料
及
び
使
用
済
燃
料
の
燃
料
検
査
や
保
管
管
理
、
貯
蔵
・
輸
送
等
を
実
施
し
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
検
査
期
間
中
に
実
施
さ
れ
た
新
燃
料
の
受
取
検
査
及
び
炉
水
の
採
取
作
業
に
立

ち
会
っ
た
結
果
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
従
い
実
施
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

｢
保
守
管
理
の
実
施
状
況
｣
に
つ
い
て
は
、
島
根
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
保
守
管
理
等
の
不
備
に
係
る
東

海
第
二
発
電
所
で
の
実
施
状
況
と
し
て
、
保
修
室
電
気
・
制
御
グ
ル
ー
プ
及
び
機
械
グ
ル
ー
プ
を
対
象

に
機

器
を
抜

き
取

り
工
事
実
績

と
照

合
す
る
な
ど
の
検
査
を
実
施
し
た
結
果
、
点
検
計
画
に
基
づ
き
点

検
を
実
施

し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各
保
安
活

動
を
適
切
に
実
施
し
て
お
り
、
保

安
規
定
違
反
と
な
る
よ
う
な
事
項
は
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

追
加
検
査
の
結
果
、
平
成
２
１
年
１
２
月
１
８
日
に
発
生

し
た
「
洗
濯
廃
液
の
誤
放
出
に
係
る
保
安
規
定

違
反
」
に
つ
い
て
は
、
社
内
規
程
の
「
発
電
室
員
教
育
取
扱
書
」
、「

液
体
廃
棄
物

系
運
転
手
順
書
」
の
洗
濯

廃
液
ド
レ
ン
タ
ン
ク
放
出
手
順
、「

運
転
管
理
業
務
運
用
取
扱
書
」
等
が
改
正
・
施
行
さ
れ
る
と
共
に
、「

液

体
廃
棄
物
処
理
系
出
口
弁

イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク

改
造
工
事
」
に
つ
い
て
、
発
電
所
か
ら
本
店
の
「
中
長
期
設
備

修
繕
計
画
」

に
計
上
さ
れ
る
等
、
改
善
措
置
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
、
定
例

試
験
（
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
ポ
ン
プ

手
動
起

動
試
験
）
の
立
会
等
を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

 

東
海
第
二
発
電
所
 

 
第
4
回
 

実
施
期
間

検
査
実
施
期
間
 
平
成
2
3
年
2
月
1
8
日
(
金
)
～
平
成
2
3
年
3
月
4
日
(
金
)
 

上
記
の
内
、
追
加
検
査
を
実
施
し
た
日
 
平
成
2
3
年
3
月
1
日
(
火
)
、
平
成
2
3
年
3
月
4
日
(
金
)
 

検
査
項
目

 

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
コ
ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス
・

安
全
文
化
醸

成
活

動
の
実
施
状
況
 

②
新
潟

中
越
沖

地
震

発
生

時
の

運
営

管
理

に
係

る
評

価
と
今

後
の
対
応

を
踏

ま
え

た
予

防
措

置
の
対

策
等

の
取
組
状
況
 

③
保
安
教
育
の
実
施
状
況
 

④
保
安
管
理
体
制
の
実
施
状
況
 

⑤
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

⑥
過
去
の
違
反
事
項
（
監
視
）
に
係
る
改
善
措
置
状
況
 

⑦
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
電
動
弁
作
動
試
験
及
び
ポ
ン
プ
手
動
起
動
試
験
の
実
施
状
況
（
抜
き
打
ち
検
査
）
 

２
）
追

加
検
査
項
目
 

①
保
守
管
理
の
有
効
性
評
価
の
実
施
状
況
 

検
査
結
果

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
・

安
全
文
化
醸

成
活

動
の
実
施
状
況
｣
、
「

保
守

管
理
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目

と
し
て
選

定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
ま
た
、
「

保
守
管
理
の
有

効
性
評
価
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
平

成
２
２
年
度
に
お
い
て
保
守
管
理
目
標
の
達
成
度

の
結
果
よ
り

保
守
管
理
の
有
効
性
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
か
ら
、
保
守
管
理
に

係
る
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
が
適
切
に
行
わ
れ

Ｐ
Ｄ
Ｃ

Ａ
が
回
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
守
管
理
活
動
が
改
善
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
追

加
検
査

項
目
と
し
て
選
定
し
検
査
を
実
施
し
た
。
 

「
コ

ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
安
全
文
化
醸

成
活

動
の
実
施
状
況
｣
に
つ
い
て
は
、
平

成
２
２
年
度
実
施
計
画

に
基
づ
き
安
全
文
化

を
継
続
的
に
醸
成
す
る
た
め
の
活
動
が
推
進

さ
れ
、
ま
た
、
「
学
習
す
る
組
織
」
、
「
ヒ

ュ
ー
マ

ン
エ
ラ
ー
・

ト
ラ
ブ
ル

の
原
因

分
析
」
「
安
全
教
育
・
訓
練
」
に
関
す
る
項
目
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
Ｑ

Ｍ
Ｓ
活
動
等

に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

｢
保
守
管
理
の
実
施
状
況
｣
に
つ
い
て
は
、
島
根
原
子
力
発
電
所
等
に
て
発
生
し
た
保
守
管
理
の
不
備
に
つ

い
て
、
東
海
第
二
発
電
所
に
お
い
て
類
似
の
原
因

に
よ
る
不
備
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
実
際

の
保
守
点
検

作
業
が
点
検
計
画
に
従
い
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
等
に
基
づ
き
、
各
保
安
活

動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
よ
う
な
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

追
加
検
査
項
目
「
保
守
管
理
の
有
効
性
評
価
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
「

保
守
管
理
の
有
効
性
評
価

記
録
作

成
手
引
書
」
に
基
づ
き
、
平
成
２
２
年
度
保
守
管
理
目
標
の
達
成
度
の
結
果
よ
り
保
守
管
理
の
有
効

性
評
価
が
実
施
さ
れ
、
そ

の
結
果
と
し
て
改
善
内
容
が
抽

出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉

施
設
の
巡
視
等

を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
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 (
1
7
)
 
日
本
原
子
力
発
電
株
式
会
社
 
敦
賀
発
電
所
 

 
第
1
回
 

実
施
期
間
 

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
5
月
3
1
日
(
月
)
～
平

成
2
2
年
6
月
1
4
日
(
月
)
 

上
記
の
内
、
追
加
検
査
は
、
平

成
2
2
年
6
月
4
日
(
金
)
 

検
査
項
目
 

  

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
 

②
調
達
管
理
の
実
施
状
況
 

③
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
の
実
施
状
況
 

④
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

⑤
放
射
性
廃
棄
物
管
理
の
実
施
状
況
 

⑥
保
安
教
育
の
実
施
状
況
 

⑦
記
録
及
び
報
告
の
実
施
状
況
 

⑧
放
射
性
廃
棄
物
管
理
の
実
施
状
況
（
立
会

）
（
抜
き
打
ち
検
査
）
 

⑨
そ
の
他

 

２
）
追

加
検
査
項
目

 

①
敦
賀
発
電
所
２
号
機
の
原
子
炉
保
護
系
計
装
の
機
能
喪
失
の
保
安
規
定
違
反
に
係
る
改
善
措
置
状
況
 

検
査
結
果
 

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「

不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
」
、
「
調
達
管
理
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本

検
査
項
目

と
し
て
選

定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
ま
た
、
「

敦
賀
発
電
所
２
号
機
の
原
子
炉

保
護
系
計
装
の

機
能
喪
失
の
保
安
規
定
違
反
に
係
る
改
善
措
置
状
況
」
に
つ
い
て
、
根
本
的

な
原
因
究
明
、
再

発
防
止
対

策

の
実
施
状
況
を
確
認
す
る
た
め
、
追
加
検
査
項
目

と
し
て
選
定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「

不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
」
に
関
し
て
、
不
適
合
処
理
状
況
検
討
会

が
毎
月
開
催

さ
れ
、
不
適
合
の
対

策
及
び
是
正
処
置
状
況
に
つ
い
て
適
宜
、
指
導
・
助
言
が
さ
れ
る
等
、
適
切
に
管
理
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
「
調
達
管
理
の
実
施
状
況
」
に
関
し
て
、
工
事
等

の
重

要
度

分
類

に
応
じ
て

評
価
し
た
取
引
先
の
中
か
ら
供

給
者
を
選
定
す
る
等
、
協
力
企
業
と
情
報
交
換

を
行
い
つ
つ
調
達
業
務
が
適

切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目

に
つ
い
て
も
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各
保
安
活

動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、
保

安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、「

非
常
用
予
備
発
電
装
置
（
電
力
貯
蔵
装
置
）（

蓄
電

池
）
の
社
内
検
査
に
お
け

る
合
否
判
定
に
関
し
て
、
保
安
規
定
に
抵
触
す
る
と
判
断
出
来
る
事
象
が
発
生

し

た
こ
と
か
ら
、
事
実
確
認
を
実
施
し
た
結
果
、
「
監
視
」
と
し
た
。
 

追
加
検
査
の
結
果
、
「

敦
賀
発
電
所
２
号
機
の
原
子
炉

保
護
系
計
装
の
機
能
喪
失
の
保
安
規
定
違
反
に
係

る
改
善
措
置
状
況
」
に
関
し
て
、
原
子
炉
設
置
者
の
改
善
措
置
の
実
施
状
況
を
確
認
し
た
結
果
、
改
善
措
置

が
適
切
に
実
施
さ
れ
、
根
本
原
因

分
析

が
完
了
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
な
お
、
対

策
の
有
効
性
評
価
に
つ

い
て
は
、
今

後
の
保
安
検
査
等

に
お
い
て
引

き
続

き
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉

施
設
の
巡
視
等

を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
概

ね
良
好

な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

 敦
賀
発
電
所
 

 
第
2
回

 

実
施
期
間

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
8
月
3
0
日
(
月
)
～
平

成
2
2
年
9
月
1
3
日
(
月
)
 

上
記
の
内
、
追
加
検
査
は
、
平

成
2
2
年
9
月
3
日
(
金
)
 

検
査
項
目

  

１
）
基
本
検
査
項
目

（
下

線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

。
）
 

①
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
（
内
部
監

査
を
含
む
）
の
実
施
状
況
（
本
店
検
査
）
 

②
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
 

③
調
達
管
理
の
実
施
状
況
 

④
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

⑤
放
射
線
管
理
の
実
施
状
況
 

⑥
放
射
性
液
体
廃
棄
物
の
放
出
管
理
の
実
施
状
況
（
立
会
）
（
抜
き
打
ち
検
査
）
 

２
）
追

加
検
査
項
目

 

①
敦
賀
発
電
所
２
号
機
の
原
子
炉
保
護
系
計
装
の
機
能
喪
失
の
保
安
規
定
違
反
に
係
る
改
善
措
置
状
況
 

検
査
結
果

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、「
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
（
本
店
検
査
）
」
、「

不
適
合
管

理
の
実
施
状
況
」
、「
調
達
管
理
の
実
施
状
況
」
、「

保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
等
を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
選

定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
ま
た
、
「
敦
賀
発
電
所
２
号
機
の
原
子
炉

保
護
系
計
装
の
機
能
喪
失
の
保
安
規

定
違
反
に
係
る
改
善
措
置
状
況
」
に
つ
い
て
、
再
発
防
止
対
策
の
実
施
状
況
を
確
認
す
る
た
め
、
追
加
検
査

項
目
と
し
て
選
定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

こ
の
う
ち
、「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
（
本
店
検
査
）
」
に
つ
い
て
は
、
日
本
原
子
力
発
電

㈱
本
店

に
お
い
て
、
東
海
・
大
洗
原
子
力
保
安
検
査
官
事
務
所
と
合
同
で
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、「
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
の
実
施
状
況
（
本
店

検
査
）
」
に
つ
い
て
は
、
品
質
方
針

に
基
づ

く
平

成
２
１
年
度
の
活

動
結
果
が
、
平
成
２
２
年
度
の
イ
ン
プ
ッ
ト
情
報
と
し
て
適
切
に
入
力
さ
れ

レ
ビ
ュ

ー
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
レ
ビ
ュ

ー
の
結
果
、
プ
ロ
セ
ス
の
有
効
性
の
改
善
と
し
て
「
発
電
所

ト
ラ
ブ
ル
低
減
検
討
委
員
会
で
取
り
纏

め
た
ト
ラ
ブ
ル
低
減
の
各
種
対
策
を
、
重

要
度

に
応
じ

て
順
次
、
着

実
に
実
施
し
て
い
く
こ
と
」
が
ア
ウ

ト
プ
ッ
ト
と
し
て
出
さ
れ
、
委
員
会
の
活
動
の
取

り
ま
と
め
と
し
て
「
ト

ラ
ブ
ル
低
減
対
策
に
係
る
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
の
作
成
が
検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
内
部

監
査
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
１
年
度
の
監
査
計
画
に
基
づ

い
て
実
施
さ
れ
、
そ
の
結
果
が
経
営
層
へ
報
告

さ

れ
、
問
題
点

の
改
善
が
図

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

「
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
不
適
合
処

理
状
況
検
討
会
が
毎
月
開
催

さ
れ
、
不
適
合
の

対
策
及
び
是
正
処
置
状
況
に
つ
い
て
適
宜
、
指
導
・
助
言
が
さ
れ
る
等
、
適
切
に
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

確
認
し
た
。
 

「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
島
根
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
保
守
管
理
等
の
不
備
に
係
る

直
接
原
因
及
び
根
本
原
因

に
対

す
る
敦
賀
発
電
所
で
の
実
施
状
況
、
及
び
弁
を
対
象

に
点

検
計
画
と
そ

の
記

録
の
整

合
に
つ
い
て
、
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目

に
つ
い
て
も
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各
保
安
活

動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、
保

安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

追
加
検
査
の
結
果
、
「

敦
賀
発
電
所
２
号
機
の
原
子
炉

保
護
系
計
装
の
機
能
喪
失
の
保
安
規
定
違
反
に
係

る
改
善
措
置
状
況
」
に
関
し
て
、
原
子
炉
設
置
者
の
改
善
措
置
の
実
施
状
況
を
確
認
し
た
結
果
、
根
本
原
因

分
析
の
結
果
に
基
づ

き
再

発
防
止
対
策
が
継
続
実
施
さ
れ
て
お
り
、
第
１
７
回

定
期
検
査
に
お
い
て
改
造
工

事
が
完
了
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
な
お
、
対

策
の
有
効
性
評
価
に
つ
い
て
は
、
今

後
の
保
安
検
査
等
に
お

い
て
引

き
続

き
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉

施
設
の
巡
視
等

を
行
っ
た
結
果
、
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認

し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
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 敦
賀
発
電
所
 

 
第
3
回

 

実
施
期
間
 

検
査
実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
1
2
月
6
日
(
月
)
～
平

成
2
2
年
1
2
月
1
7
日
(
金
)
 

検
査
項
目
 

  

１
）
基
本
検
査
項
目
（
下
線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目
。
）
 

①
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
安
全
文
化
醸
成
活
動
の
実
施
状
況
 

②
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

③
燃
料
管
理
の
実
施
状
況
 

④
燃
料
の
貯
蔵
状
況
（
抜
き
打
ち
検
査
）
 

検
査
結
果
 

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
・

安
全
文
化
醸

成
活

動
の
実
施
状
況
」
、
「

保
守

管
理
の
実
施
状
況
」
、
「
燃
料
管
理
の
実
施
状
況
」
を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
選

定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。

基
本
検
査
の
結
果
、
「
コ

ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
安
全
文
化
醸

成
活

動
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
平

成

２
１
年
度
の
活
動
結
果
の
総
括
が
、
平

成
２
２
年
度
の
実
施
計
画
に
盛
り
込

ま
れ
活
動
し
、
２
２
年
度
上
期

で
の
評
価
も
適
切
に
行
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
「
燃
料
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
２
号
機

の
新
燃
料
輸
送
及
び
１
，
２
号
機
の
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
島
根
原
子
力
発
電
所
に
て
発
生
し
た
保
守
管
理
の
不
備
に
つ

い
て
、
敦
賀
発
電
所
に
お
い
て
、
同
様
・
類
似
の
不
備
の
な
い
こ
と
を
確
認

す
る
た
め
、
実
際
の
保
守
点
検

作
業
が
点
検
計
画
に
従
い
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
を
、
第
２
回
保
安
検
査
に
引
き
続

き
検
査
を
実
施
し

た
。
そ

の
結
果
、
点
検
計
画
と
実
績
に
相
違
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

ま
た
、
１
号
機
第
３
３
回
定
期
検
査
に
お
い
て
、
新
し
い
検
査
制
度
に
基
づ
く
保
全
計
画
書
を
届
出
し
た

こ
と
か
ら
、
運
転
期
間

が
４

０
年
超
え
た
高
経
年
化
対
策
を
含
む
保
守
管
理
に
お
け
る
保
全
活
動
が
適
切
に

行
わ
れ
、
そ

の
保
全
活
動
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
等
か
ら
保
全
の
有
効
性
を
評
価
を
行
い
、
継
続
的
な
改
善
が

行
わ
れ
、
保
全
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他

の
検
査
項
目
に
つ
い
て
も
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各
保
安
活

動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、
保

安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉

施
設
の
巡
視
等

を
行
っ
た
結
果
、
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認

し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

 敦
賀
発
電
所
 

 
第
4
回

 

実
施
期
間

検
査
実
施
期
間
 
平
成
2
3
年
2
月
2
8
日
(
月
)
～
平
成
2
3
年
3
月
1
4
日
(
月
)
 

上
記
の
内
、
追
加
検
査
を
実
施
し
た
日
 
平
成
2
3
年
3
月
1
4
日
(
月
)
 

検
査
項
目

 

１
）
基
本
検
査
項
目
（
下
線
は
保
安
検
査
基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目
。
）
 

①
発
電
所
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
 

②
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

③
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
 

④
調
達
管
理
の
実
施
状
況
 

⑤
異
常
時
の
措
置
の
実
施
状
況
 

⑥
非
常
時
の
措
置
の
実
施
状
況
 

⑦
１
号
機
定
検
工
事
管
理
の
実
施
状
況
（
立
会
）
（
抜
き
打
ち
検
査
）
 

２
）
追
加
検
査
項
目
 

①
敦
賀
発
電
所
２
号
機
の
原
子
炉
保
護
系
計
装
の
機
能
喪
失
の
保
安
規
定
違
反
（
違
反
２
）
に
係
る
改
善
措

置
状
況
 

②
敦
賀
発
電
所
１
号
機
の
非
常
用
炉
心
冷
却
系
（
高
圧
注
水
系
）
の
機
能
喪
失
に
お
け
る
保
安
規
定
違
反
（
違

反
２
）
に
係
る
改
善
措
置
状
況
 

検
査
結
果

今
回
の
保
安
検
査
に
お
い
て
は
、
「
発
電
所
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
」
、
「
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
」
等

を
基
本
検
査
項
目
と
し
て
選
定
し
検
査
を
実
施
し
た
。
 

ま
た
、「

敦
賀
発
電
所
２
号
機
原
子
炉
保
護
系
計
装
の
機
能
喪
失
の
保
安
規
定
違
反
（
違
反
２
）
」
の
再
発

防
止
対
策
の
実
施
状
況
及
び
、
「
敦
賀
発
電
所
１
号
機
非
常
用
炉
心
冷
却
系
（
高
圧
注
水
系
）
の
機
能
喪
失

に
お
け
る
保
安
規
定
違
反
（
違
反
２
）
」
の
根
本
的
な
原
因
究
明
の
進
捗
状
況
を
確
認
す
る
た
め
、
追
加
検

査
項
目
と
し
て
検
査
を
実
施
し
た
。
 

基
本
検
査
の
結
果
、
「
発
電
所
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
」
に
関
し
て
、
年
度
末
ま
で
の
デ
ー
タ
評
価
に
重

点
を
置
い
た
実
績
型
か
ら
、
新
年
度
の
年
度
計
画
の
作
成
に
重
点
を
置
い
た
計
画
型
へ
と
変
更
し
、
保
安
規

定
第
３
条
５
．
６
．
２
で
定
め
る
全
項
目
の
レ
ビ
ュ
ー
を
年
度
内
に
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
発
電
所
レ
ビ
ュ

ー
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
が
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
イ
ン
プ
ッ
ト
情
報
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
た
。
 

「
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
」
に
関
し
て
、
設
備
機
器
に
「
通
常
と
は
異
な
る
」
事
象
が
発
見
さ
れ
た
が

、

原
因
調
査
を
優
先
さ
せ
た
た
め
、
不
適
合
管
理
が
適
切
な
時
期
に
開
始
さ
れ
な
か
っ
た
事
例
が
あ
っ
た
こ
と

か
ら
「
監
視
」
と
し
た
。
 

ま
た
、
不
適
合
事
象
区
分
表
を
見
直
し
是
正
処
置
の
要
否
判
断
が
的
確
か
つ
速
や
か
に
実
施
で
き
る
よ
う

に
改
善
す
る
と
と
も
に
、
進
捗
フ
ォ
ロ
ー
の
頻
度
を
増
し
、
Ｃ
Ａ
Ｐ
会
議
で
実
施
す
る
よ
う
不
適
合
管
理
要

項
を
改
正
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

そ
の
他
の
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各
保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、
保

安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

追
加
検
査
の
結
果
、
「
敦
賀
発
電
所
２
号
機
の
原
子
炉
保
護
系
計
装
の
機
能
喪
失
の
保
安
規
定
違
反
（
違

反
２
）
」
に
関
し
て
、
対
策
の
有
効
性
評
価
に
つ
い
て
適
切
に
計
画
が
立
て
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
た
。
 

ま
た
、
「
敦
賀
発
電
所
１
号
機
の
非
常
用
炉
心
冷
却
系
（
高
圧
注
水
系
）
の
機
能
喪
失
に
お
け
る
保
安
規

定
違
反
（
違
反
２
）
」
に
関
し
て
は
、
是
正
対
策
が
適
切
に
実
施
さ
れ
、
根
本
原
因
分
析
が
実
施
中
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間
中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
等
を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活
動
は
、
概

ね
良
好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
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 (
1
8
)
 
日
本
原
子
力
発
電
株
式
会
社
 
東
海
発
電
所
 

 
第
1
回
 

実
施
期
間
 
平

成
２
２
年

５
月
１
０
日
～
５
月
１
４

日
 

検
査
の
 

概
 
要
 

  

原
子
力
保
安
検
査
官

が
、
保
安
規
定
に
基
づ

く
保
安
活
動
の
状
況
に
つ
い
て
、
施
設
の
立
入
り
、
記
録
類

な
ど
の
物
件
の
検
査
、
関
係
者
質
問
に
よ
り
保
安
検
査
を
実
施
し
た
。
 

（
検
査
項
目

）
 

①
 
保
安
規
定
の
変
更
認
可
(
3
/
8
)
に
伴
う
関
連
図
書
の
整
備
状
況
及
び
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
 

②
 
放
射
線
管
理
の
実
施
状
況
 

③
 
保
安
管
理
体
制
の
確
認
 

④
 
保
安
検
査
で
改
善
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
た
事
項
の
フ
ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ
 

⑤
 
廃
止
措
置
工

事
の
実
施
状
況
 

⑥
 
安
全
貯
蔵
隔
離
状
況
確
認
 

⑦
 
維
持
管
理
設
備
の
状
況
確
認
の
立
会
(
原
子
炉
サ
ー
ビ
ス
建
屋
他
)
 

検
査
結
果
 

の
概
要
 

今
般
の
保
安
検
査
で
は
３
月
８
日
に
認
可
さ
れ
た
保
安
規
定
の
変
更
対
応
の
実
施
状
況
、
放
射
線
管
理
の

実
施
状
況
、
保
安
管
理
体
制
の
確
認
、
保
安
検
査
で
改
善
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
た
事
項
の
フ
ォ
ロ

ー
ア

ッ

プ
（
サ

イ
ト
バ
ン
カ
（
イ
）
に
お
け
る
排
気
ダ
ク

ト
の
腐
食
対

策
の
実
施
状
況
、
Ｎ
Ｒ

に
関
す
る
総
点
検
及

び
再
発
防
止
対
策
の
実
施
状
況
、
そ
の
他
不
適
合
管
理
の
対
応
状
況
）
、
廃
止

措
置
工
事
の
実
施
状
況
（
１
,

２
号
熱
交
換

器
撤
去
準
備
工
事
（
建
屋
改
造

及
び
ス
カ
ー
ト
部
撤
去
）
の
計
画
・
実
施
・
終
了

の
確
認
、
Ａ

Ｅ
Ｔ
Ｐ
薬

品
タ
ン
ク
他
撤
去
工

事
の
計
画
・

実
施
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
の
確
認
）
、
安
全
貯
蔵
隔
離
状
況
、
維

持
管
理
設
備
の
状
況
に
つ
い
て
、
記
録
確
認
、
担
当
者
へ

の
質
問
、
現
場
巡
視
に
よ
り
確
認
し
た
。
 

検
査
の
結
果
、
今
回
の
保
安
検
査
に
係
る
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ

き
各
保
安
活

動
が

実
施
さ
れ
て
お
り
、
保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

 

 東
海
発
電
所
 

 
第
2
回

 

実
施
期
間

平
成
２
２
年

７
月
１
２
日
～
７
月
１
６
日
 

検
査
の
 

概
 
要
 

  

原
子
力
保
安
検
査
官

が
、
保
安
規
定
に
基
づ

く
保
安
活
動
の
状
況
に
つ
い
て
、
施
設
の
立
入
り
、
記
録
類

な
ど
の
物
件
の
検
査
、
関
係
者
質
問
に
よ
り
保
安
検
査
を
実
施
し
た
。
 

（
検
査
項
目

）
 

・
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
及
び
内
部
監
査
の
実
施
状
況
（
平

成
２
２
年
度
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
 

結
果
）
 

・
放
射
性
廃
棄
物
管
理
の
実
施
状
況
（
液
体
廃
棄
物
、
気
体
廃
棄
物

）
 

・
安
全
文
化
醸
成
活

動
の
実
施
状
況
 

・
保
安
検
査
で
改
善
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
た
事
項
の
フ
ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ
 

（
放
射
性
廃
棄
物
で
な
い
廃
棄
物
（
Ｎ
Ｒ
）
の
判
断
及
び
管
理
状
況
に
つ
い
て
他

）
 

・
安
全
貯
蔵
措
置
の
隔
離
状
況
の
現
場
確
認
（
炉

内
サ
ン
プ
ル
調
査
他
）
 

・
維
持
管
理
設
備
の
状
況
確
認
の
立
会
（
放
射
性
液
体
廃
棄
物
処
理
建
屋
他
）
 

検
査
結
果

の
概
要
 

今
回
の
保
安
検
査
で
は
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
及
び
内
部
監
査
の
実
施
状
況
、
放
射
性
廃
棄
物

管
理

の
実
施
状
況
（
液
体
廃
棄
物
、
気
体
廃
棄
物
）
、
安
全
文
化
醸

成
活

動
の
実
施
状
況
、
保
安
検
査
で
改
善
を

要
す
る
と
認

め
ら
れ
た
事
項
の
フ
ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ
（
放
射
性
廃
棄
物

で
な
い
廃
棄
物
（
Ｎ
Ｒ
）
の
判
断
及
び

管
理
状
況
に
つ
い
て
他

）
、
安
全
貯
蔵
措
置
の
隔
離
状
況
の
現
場
確
認
（
炉
内
サ
ン
プ
ル
調
査
他

）
、
維
持
管

理
設
備
の
状
況
確
認
の
立
会
（
放
射
性
液
体
廃
棄
物
処
理
建
屋
他
）
に
つ
い
て
検
査
を
実
施
し
た
。
 

検
査
の
結
果
、
今
回
の
保
安
検
査
に
係
る
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ

き
各
保
安
活

動
が

実
施
さ
れ
て
お
り
、
保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

 

220



 東
海
発
電
所
 

 
第
3
回

 

実
施
期
間
 
平

成
２
２
年
１
０
月
４
日
～
１
０
月
８
日
 

検
査
の
 

概
 
要
 

  

原
子
力
保
安
検
査
官
が
、
保
安
規
定
に
基
づ
く
保
安
活
動
の
状
況
に
つ
い
て
、
施
設
の
立
入
り
、
記
録
類

な
ど
の
物
件
の
検
査
、
関
係
者
質
問
に
よ
り
保
安
検
査
を
実
施
し
た
。
 

（
検
査
項
目
）
 

・
廃
止
措
置
工
事
管
理
の
実
施
状
況
（
熱
交
換
器
等
解
体
撤
去
工
事
他
）
 

・
調
達
管
理
の
実
施
状
況
（
燃
料
取
替
機
等
解
体
撤
去
工
事
他
）
 

・
保
安
教
育
の
実
施
状
況
 

・
保
安
検
査
で
改
善
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
た
事
項
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
 

（
平
成
２
２
年
度
の
保
安
検
査
に
お
け
る
コ
メ
ン
ト
事
項
）
 

・
前
回
検
査
以
降
に
発
生
し
た
不
適
合
管
理
の
対
応
状
況
の
確
認
 

・
安
全
貯
蔵
措
置
の
隔
離
状
況
の
現
場
確
認
 

・
維
持
管
理
設
備
の
状
況
確
認
の
立
会
(
タ
ー
ビ
ン
建
屋
及
び
屋
外
)
 

検
査
結
果
 

の
概
要
 

今
回
の
保
安
検
査
で
は
、
「
廃
止
措
置
工
事
管
理
の
実
施
状
況
（
熱
交
換
器
等
解
体
撤
去
工
事
他
）
」
、
「
調

達
管
理
の
実
施
状
況
（
燃
料
取
替
機
等
解
体
撤
去
工
事
他
）
」
、
「
保
安
教
育
の
実
施
状
況
」
、
「
保
安
検
査
で

改
善
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
た
事
項
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
（
平
成
２
２
年
度
の
保
安
検
査
に
お
け
る
コ
メ
ン

ト
事
項
）
」
、
「
前
回
検
査
以
降
に
発
生
し
た
不
適
合
管
理
の
対
応
状
況
の
確
認
」
、
「
安
全
貯
蔵
措
置
の
隔
離

状
況
の
現
場
確
認
」
及
び
「
維
持
管
理
設
備
の
状
況
確
認
の
立
会
(
タ
ー
ビ
ン
建
屋
及
び
屋
外
)
」
に
つ
い
て

検
査
を
実
施
し
た
。
 

検
査
の
結
果
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活
動
は
良
好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

 

  

 東
海
発
電
所
 

 
第
4
回

 

実
施
期
間

平
成
２
３
年
１
月
１
７
日
～
１
月
２
１
日
 

検
査
の
 

概
 
要
 

  

原
子
力
保
安
検
査
官
が
、
保
安
規
定
に
基
づ
く
保
安
活
動
の
状
況
に
つ
い
て
、
施
設
の
立
入
り
、
記
録
類

な
ど
の
物
件
の
検
査
、
関
係
者
質
問
に
よ
り
保
安
検
査
を
実
施
し
た
。
 

（
検
査
項
目
）
 

・
保
安
規
定
改
正
に
係
る
保
安
活
動
の
実
施
状
況
(
H
2
2
.
3
.
1
7
施
行
の
保
安
規
定
遵
守
状
況
)
 

・
保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

・
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
(
平
成
２
２
年
度
分
)
 

・
保
安
検
査
で
改
善
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
た
事
項
の
フ
ォ
ロ
－
ア
ッ
プ
 

(
平
成
２
２
年
度
第
３
回
保
安
検
査
に
お
け
る
コ
メ
ン
ト
事
項
)
 

・
非
常
時
の
措
置
の
対
応
状
況
 

・
安
全
貯
蔵
措
置
の
隔
離
状
況
の
確
認
 

検
査
結
果

の
概
要
 

今
回
の
保
安
検
査
で
は
、
保
安
規
定
改
正
に
係
る
保
安
活
動
の
実
施
状
況
(
H
2
2
.
3
.
1
7
施
行
の
保
安
規
定

遵
守
状
況
)
、
保
守
管
理
の
実
施
状
況
、
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
、
保
安
検
査
で
改
善
を
要
す
る
と
認
め

ら
れ
た
事
項
の
フ
ォ
ロ
－
ア
ッ
プ
(
平
成
２
２
年
度
第
３
回
保
安
検
査
に
お
け
る
コ
メ
ン
ト
事
項
)
、
非
常
時

の
措
置
の
対
応
状
況
、
安
全
貯
蔵
措
置
の
隔
離
状
況
の
確
認
を
検
査
項
目
と
し
て
検
査
を
実
施
し
た
。
 

検
査
の
結
果
、
今
回
の
検
査
に
係
る
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
各
保
安
活
動
が
実
施

さ
れ
て
お
り
、
保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

ま
た
、
保
安
検
査
実
施
期
間
中
の
日
々
の
廃
止
措
置
工
事
状
況
、
及
び
原
子
炉
施
設
管
理
状
況
に
つ
い
て

は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
聴
取
及
び
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
等
を
行
っ
た
結
果
適
切
に
実
施

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活
動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
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 (
1
9
)
 
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
 

敦
賀
本
部
 
原
子
炉
廃
止
措
置
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
（
通
称
：
ふ
げ
ん
)
 

 
第
1
回
 

実
施
期
間
 
平

成
２
２
年

５
月
２
４
日
～
５
月
２
８

日
 

検
査
の
 

概
 
要
 

  

原
子
力
保
安
検
査
官

が
、
保
安
規
定
に
基
づ

く
保
安
活
動
の
状
況
に
つ
い
て
、
施
設
の
立
入
り
、
記
録
類

な
ど
の
物
件
の
検
査
、
関
係
者
質
問
に
よ
り
保
安
検
査
を
実
施
し
た
。
 

（
検
査
項
目

）
 

①
不
適
合
管
理
、
是
正
処
置
及
び
予
防
処
置
に
関
す
る
取

り
組
み
状
況
に
つ
い
て
 

（
他
事
業
者
で
発
生

し
た
不
適
合
の
水
平
展
開
状
況
も
含
む
）
 

②
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
及
び
内
部
監
査
に
係
る
保
安
活
動
の
実
施
状
況
 

③
放
射
性
気
体
廃
棄
物
管
理
及
び
放
射
性
液
体
廃
棄
物
管
理
に
係
る
保
安
活

動
の
実
施
状
況
 

検
査
結
果
 

の
概
要
 

今
回
の
検
査
に
お
い
て
は
、
「

不
適
合
管
理
、
是
正
処
置
及
び
予
防
処

置
に
関
す
る
取

り
組
み
状
況
に
つ

い
て
（
他

事
業
者
で
発
生

し
た
不
適
合
の
水
平
展
開
状
況
も
含
む
）
」
、
「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
及
び
内

部
監
査
に
係
る
保
安
活
動
の
実
施
状
況
」
及
び
「
放
射
性
気
体
廃
棄
物

管
理
及
び
放
射
性
液
体
廃
棄
物

管
理

に
係
る
保
安
活
動
の
実
施
状
況
」
を
検
査
項
目
と
し
て
検
査
を
実
施
し
た
。
 

検
査
の
結
果
、
各
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ

き
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お

り
、
保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
保
安
検
査
実
施
期
間
中
の
日
々

の
運
転

管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉

設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管
理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原

子
炉
施
設
の
巡
視
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
適
切

に
実
施
さ
れ
て
い
た
と
判
断
す
る
。
 

 

  敦
賀
本
部
 
原
子
炉
廃
止
措
置
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
（
通
称
：
ふ
げ
ん
)
 

 
第
2
回

 

実
施
期
間

平
成
２
２
年
８
月
２
３
日
～
８
月
２
７
日
 

検
査
の
 

概
 
要
 

  

原
子
力
保
安
検
査
官

が
、
保
安
規
定
に
基
づ

く
保
安
活
動
の
状
況
に
つ
い
て
、
施
設
の
立
入
り
、
記
録
類

な
ど
の
物
件
の
検
査
、
関
係
者
質
問
に
よ
り
保
安
検
査
を
実
施
し
た
。
 

（
検
査
項
目

）
 

・
不
適
合
管
理
、
是
正
処
置
及
び
予
防
処
置
に
関
す
る
取

り
組
み
状
況
に
つ
い
て
（
他
事
業
者
で
発
生
し

た
不
適
合
の
水
平
展
開
状
況
も
含
む
）
 

・
調
達
管
理
に
関
す
る
取

り
組
み
状
況
に
つ
い
て
 

・
廃
止
措
置
計
画
に
係
る
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
に
つ
い
て
（
廃
止

措
置
に
係
る
技
術
開
発
状
況
を
含
む
）
 

検
査
結
果

の
概
要
 

今
回
の
検
査
に
お
い
て
は
、
「

不
適
合
管
理
、
是
正
処
置
及
び
予
防
処

置
に
関
す
る
取

り
組
み
状
況
に
つ

い
て
（
他

事
業
者
で
発
生

し
た
不
適
合
の
水
平
展
開
状
況
も
含
む
）
」
、
「
調
達
管
理
に
関
す
る
取

り
組
み
状

況
に
つ
い
て
」
及
び
「
廃
止

措
置
計
画
に
係
る
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
に
つ
い
て
（
廃
止

措
置
に
係
る
技
術

開
発
状
況
を
含
む
）
」

を
検
査
項
目
と
し
て
検
査
を
実
施
し
た
。
 

検
査
の
結
果
、
各
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ

き
各

保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お

り
、
保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
保
安
検
査
実
施
期
間
中
の
日
々

の
運
転

管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉

設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管
理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原

子
炉
施
設
の
巡
視
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
適
切

に
実
施
さ
れ
て
い
た
と
判
断
す
る
。
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 敦
賀
本
部
 
原
子
炉
廃
止
措
置
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
（
通
称
：
ふ
げ
ん
)
 

 
第
3
回

 

実
施
期
間
 
平

成
２
２
年
１
１
月
２
９
日
～
１
２
月
３
日
 

検
査
の
 

概
 
要
 

  

原
子
力
保
安
検
査
官
が
、
保
安
規
定
に
基
づ
く
保
安
活
動
の
状
況
に
つ
い
て
、
施
設
の
立
入
り
、
記
録
類

な
ど
の
物
件
の
検
査
、
関
係
者
質
問
に
よ
り
保
安
検
査
を
実
施
し
た
。
 

（
検
査
項
目
）
 

・
廃
止
措
置
計
画
に
係
る
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
に
つ
い
て
 

・
燃
料
及
び
重
水
管
理
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
 

・
保
安
教
育
に
関
す
る
取
り
組
み
状
況
に
つ
い
て
 

検
査
結
果
 

の
概
要
 

今
回
の
検
査
に
お
い
て
は
、
「
廃
止
措
置
計
画
に
係
る
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
に
つ
い
て
」
、
「
燃
料
及
び

重
水
管
理
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
」
及
び
「
保
安
教
育
に
関
す
る
取
り
組
み
状
況
に
つ
い
て
」
を
検
査
項
目

と
し
て
検
査
を
実
施
し
た
。
 

検
査
の
結
果
、
各
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
各
保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お

り
、
保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
保
安
検
査
実
施
期
間
中
の
日
々
の
運
転

管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管
理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原

子
炉
施
設
の
巡
視
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
検
査
官
が
確
認
し
た
範
囲
に
お
い
て
は
問
題
が
な
い
こ
と
を
確
認

し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活
動
は
良
好

な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

  

 敦
賀
本
部
 
原
子
炉
廃
止
措
置
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
（
通
称
：
ふ
げ
ん
)
 

 
第
4
回

 

実
施
期
間

平
成
２
３
年
２
月
２
１
日
～
２
月
２
５
日
 

検
査
の
 

概
 
要
 

  

原
子
力
保
安
検
査
官
が
、
保
安
規
定
に
基
づ
く
保
安
活
動
の
状
況
に
つ
い
て
、
施
設
の
立
入
り
、
記
録
類

な
ど
の
物
件
の
検
査
、
関
係
者
質
問
に
よ
り
保
安
検
査
を
実
施
し
た
。
 

（
検
査
項
目
）
 

・
保
守
管
理
に
係
る
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
に
つ
い
て
 

・
不
適
合
管
理
、
是
正
処
置
及
び
予
防
処
置
に
関
す
る
取
り
組
み
状
況
に
つ
い
て
（
他
事
業
者
で
発
生
し

た
不
適
合
の
水
平
展
開
状
況
も
含
む
）
 

・
平
成
２
３
年
１
月
３
１
日
に
認
可
さ
れ
た
保
安
規
定
の
変
更
条
項
に
係
る
保
安
活
動
の
実
施
状
況
に
つ

い
て
 

検
査
結
果

の
概
要
 

今
回

の
検

査
に

お
い

て
は

、
「

保
守

管
理

に
係

る
保

安
規

定
の

遵
守
状
況

に
つ

い
て
」
、
「

不
適

合
管

理
、

是
正
処
置
及
び
予
防
処
置
に
関
す
る
取
り
組
み
状
況
に
つ
い
て
（
他
事
業
者
で
発
生
し
た
不
適
合
の
水
平
展

開
状
況
も
含
む
）
」
及
び
「
平
成
２
３
年
１
月
３
１
日
に
認
可
さ
れ
た
保
安
規
定
の
変
更
条
項
に
係
る
保
安

活
動
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
」
を
検
査
項
目
と
し
て
検
査
を
実
施
し
た
。
 

検
査
の
結
果
、
各
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
各
保
安
活
動
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お

り
、
保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

ま
た
、
保
安
検
査
実
施
期
間
中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉

設
置
者
か
ら
の
施
設
の

運
転
管
理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
問
題
が
な
い
こ

と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活
動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
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(
2
0
)
 
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
 
高
速
増
殖
炉
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
 も

ん
じ
ゅ
 

 
第
1
回
 

実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
6
月
1
4
日
～
平

成
2
2
年
6
月
2
5
日
 

検
査
の
 

概
 
要
 

  

今
回
の
保
安
検
査
で
は
、
下
記
に
示
す
検
査
項
目

に
つ
い
て
、
立
入
り
、
物

件
検
査
、
関
係
者
質
問

に
よ

り
、
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
保
安
検
査
開
始
前
ま
で
の
保
安
調
査
に
お
い
て
確
認

さ
れ
た
事
項
へ
の
対
応
状
況
の
確
認
及
び
日
々
実
施
し
て
い
る
運
転
管
理
状
況
の
聴
取

、
記
録
確
認
、
原
子

炉
施
設
の
巡
視
等
に
つ
い
て
も
保
安
検
査
と
し
て
実
施
し
た
。
 

Ⅰ
．
炉
心
確
認
試
験
等
の
実
施
状
況
確
認
（
一
部
立
会
）
 

①
フ
ィ

ー
ド

バ
ッ
ク
反
応
度
評
価
試
験
 

②
１
次
主
循
環
ポ
ン
プ
コ

ー
ス
ト
ダ
ウ
ン
特

性
確
認
試
験
 

③
制
御
棒
引
抜
操
作
 

④
計
器
校
正

 

⑤
評
価
会
議

 

Ⅱ
．
不
適
合
等
の
管
理
状
況
 

①
保
修
票
・
不
適
合
の
処

理
状
況
 

・
保
安
規
定
改
正
に
伴
い
管
理
強
化
さ
れ
た
設
備
（
Ｒ
Ｉ
Ｄ
等

）
の
不
適
合
管
理
 

・
調
達
管
理
 

・
破
損
燃
料
検
出
設
備
（
プ
レ

シ
ピ
テ

ー
タ
等
）
の
運
用
管
理
 

・
制
御
棒
挿

入
操
作
一
時
中
断
事
象
の
水
平
展
開
状
況
 
他

 

②
事
故
故
障
等
に
係
る
予
防
処

置
の
実
施
状
況
 

③
ト
ラ
ブ
ル
等
に
係
る
通
報
連
絡
の
実
施
状
況
 

Ⅲ
．
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
有
効
性
評
価
及
び
見
直
し
状
況
 

①
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
有
効
性
評
価
 

②
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
見

直
し
状
況
 

Ⅳ
．
品
質
保
証
の
実
施
状
況
 

①
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
の
実
施
状
況
 

②
品
質
目
標
と
有
効
性
評
価
尺
度
の
妥
当
性
 

Ⅴ
．
設
備
健

全
性
確
認
の
方
針

及
び
実
施
プ
ロ
セ
ス
 

①
水
・
蒸
気
系
 

②
タ
ー
ビ
ン
・
発
電
機
 

③
燃
料
取
替
系
(
炉
心
構
成
要
素
等
取
替
実
施
計
画
含
む
)
 

検
査
結
果

の
概
要
 

今
回
の
保
安
検
査
で
は
、
炉
心
確
認
試
験
期
間
中
の
実
施
状
況
、
不
適
合
等

の
管
理
状
況
、
保
全
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
有
効
性
評
価
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
及
び
4
0
%
出
力
プ
ラ

ン
ト
確
認
試
験
に
向
け

た
設
備
健
全
性
確
認
の
方
針
及
び
実
施
プ
ロ
セ
ス
等
の
一
連
の
保
安
活
動
の
プ
ロ
セ
ス
が
保
安
規
定
を
遵

守
し
て
行
わ
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
た
。
 

具
体
的
に
は
、
炉
心
確
認
試
験
を
行
う
た
め
の
起

動
承
認

に
係
る
プ
ロ
セ
ス
の
妥
当
性
、
起
動
後
の
フ
ィ

ー
ド
バ
ッ
ク

反
応
度

評
価
試
験
及
び
１
次
主
循
環

ポ
ン
プ
コ
ー
ス
ト
ダ
ウ
ン
特
性
確
認
試
験
に
関
す
る
性

能
試
験
要
領

書
の
改
訂
状
況
及
び
そ
の
遵
守
状
況
、
炉
心
確
認
試
験
に
お
い
て
発
生

し
た
不
適
合
の
管
理
状

況
、
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
有
効
性
評
価
及
び
見
直
し
状
況
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
状
況
、
4
0
%

出
力
プ
ラ
ン
ト
確
認
試
験
に
向
け
た
水
・
蒸
気
系
及
び
燃
料
取
替
系
の
設
備
健

全
性
確
認
の
方
針
及
び
実
施

プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
基
本
検
査
項
目
と
し
て
選
定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

検
査
の
結
果
、
炉
心
確
認
試
験
等
の
実
施
状
況
、
不
適
合
等
の
管
理
状
況
、
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
有
効
性

評
価
及
び
見

直
し
状
況
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
レ
ビ
ュ

ー
の
実
施
状
況
、
4
0
%
出
力
プ
ラ

ン
ト
確
認
に
向
け

た
設

備
健
全
性
確
認
の
方
針
及
び
実
施
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
、
各

保
安
活
動
が
適
切
に

実
施
さ
れ
て
お
り
、
保
安
規
定
違
反
（
違
反
１
、
２
、
３

）
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

な
お
、
不
適
合
等
の
管
理
状
況
に
お
い
て
、
本
年

５
月
に
発
生

し
た
「
新
燃
料
移
送
機
連
動
運
転
渋
滞
」

警
報
の
発
報

に
つ
い
て
、
当
該
移
送
機
に
係
る
自
動
制
御
盤
更
新
の
調

達
管
理
上
改
善
す
べ
き
点

が
確
認
さ

れ
た
た
め
、
今
後
の
保
安
検
査
等
に
お
い
て
そ
の
改
善
状
況
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
。
 

品
質
目
標
の
有
効
性
評
価
に
つ
い
て
妥
当
性
評
価
基
準
を
取
り
入
れ
た
こ
と
や
、
点
検
補
修
等
の
確
認
シ

ー
ト
に
メ
ー
カ
推
奨
事
項
を
過

去
に
遡
っ
て
評
価
を
行
え

る
よ
う
に
要
領
書
を
改
訂
す
る
な
ど

の
良
好
事

例
を
確
認
し
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉

施
設
の
巡
視
等

を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
概

ね
良
好

な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

 

高
速
増
殖
炉
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
 
も
ん
じ
ゅ
 

 
第
2
回

 

実
施
期
間

平
成
2
2
年
8
月
3
0
日
～
平

成
2
2
年
9
月
1
0
日
 

検
査
の
 

概
 
要
 

  

今
回
の
保
安
検
査
で
は
、
下
記
に
示
す
検
査
項
目

に
つ
い
て
、
立
入
り
、
物

件
検
査
、
関
係
者
質
問
等
に

よ
り
、
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
保
安
検
査
開
始
前
ま
で
の
保
安
調
査
に
お
い
て
確
認

さ
れ
た
事
項
へ
の
対
応
状
況
の
確
認
及
び
保
安
検
査
実
施
期
間

中
に
行
う
運
転
管
理
状
況
の
聴
取
、
記
録
確

認
、
原
子
炉

施
設
の
巡
視
等
に
つ
い
て
も
、
保
安
検
査
と
し
て
実
施
し
た
。
 

Ⅰ
．
設
備
健

全
性
確
認
状
況
 

①
水
・
蒸
気
系
設
備
（
発
電
機
含
む
）
の
健
全
性
確
認
状
況
（
復

水
ポ
ン
プ
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
タ
ン
ク

安
全

弁
、
グ
ラ
ン
ド
蒸
気
復
水
器
、
空
気
抽
出
器
駆
動
蒸
気
圧
力
調
節
弁

後
安
全
弁
）
 

②
 
燃
料
関
係
（
新
燃
料
移
送
、
燃
料
取
替
）
 

Ⅱ
．
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
 

①
保
修
票
・
不
適
合
の
処

理
状
況
 

②
保
守
管
理
の
有
効
性
評
価
を
踏
ま
え

た
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
見
直
し
状
況
 

③
運
転
管
理
向
上
検
討
チ

ー
ム

の
活
動
状
況
（
課
題
の
対

策
と
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ

ン
）
 

④
長
期
使
用
品
の
現
状
と
交
換
状
況
 

Ⅲ
．
品
質
保
証
の
実
施
状
況
 

①
島
根
原
子
力
発
電
所
と
同
様
・
類
似
不
備
の
確
認
状
況
 

②
炉
心
確
認
試
験
結
果
の
反
映
状
況
 

検
査
結
果

の
概
要
 

今
回
の
保
安
検
査
で
は
、
設
備
健

全
性
確
認
状
況
と
し
て
、
水
・
蒸
気
系
設
備
（
発
電
機
含
む
。
）
の
健

全
性
確
認
状
況
、
燃
料
関
係
（
新
燃
料
移
送
、
燃
料
取
替
）
、
不
適
合
管
理
の

実
施
状
況

と
し
て

、
保
修
票
・

不
適
合
の
処

理
状
況
、
保
守
管
理
の
有
効
性
評
価
を
踏
ま
え
た
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
見

直
し
状
況
、
運
転
管

理
向
上
検
討
チ
ー
ム

の
活

動
状
況
、
長

期
使

用
品
の
現
状
と
交
換
状
況
、
品
質
保
証
の
実
施
状
況
と
し
て
、

島
根
原
子
力
発
電
所
と
同
様
・
類
似
不
備
の
確
認
状
況
、
炉
心
確
認
試
験
結
果
の
反
映
状
況
等
の
一
連
の
保

安
活
動
の
プ
ロ
セ
ス
が
保
安
規
定
を
遵
守
し
て
行
わ
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
た
。
 

具
体
的
に
は
、
水
・
蒸
気
系
設
備
の
健

全
性
確
認
に
係
る
確
認
状
況
の
プ
ロ
セ
ス
の
妥
当
性
、
不
適
合
管

理
の
実
施
状
況
、
品
質
保
証
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
基
本
検
査
項
目

と
し
て
選
定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

検
査
の
結
果
、
設
備
健
全
性
確
認
状
況
と
し
て
、
水
・
蒸
気
系
設
備
の
健
全
性
確
認
状
況
に
つ
い
て
は
、

各
要
領

書
に
基
づ
き
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
燃
料
関
係
（
新
燃
料
移
送
、
燃
料
取
替
）

に
つ
い
て
は
、
実
施
さ
れ
た
燃
料
取
替
作
業
に
つ
い
て
、
保
安
規
定
に
基
づ

き
、
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
た
。
品
質
保
証
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
は
、
島
根
原
子
力
発
電
所
に
て
発
生
し
た
保
守
管
理
の

不
備
に
係
る
直
接
原
因
及
び
根
本
原
因

に
つ
い
て
、
も
ん
じ
ゅ

に
お
い
て
同
様
・
類
似
の
原
因
に
よ
る
不
備

の
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
い
ず
れ
の
項
目

も
、
保
安
規
定
違
反
（
違
反
１
、
２
、
３

）
と
な
る
事
項
は
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

な
お
、
8
月

に
発
生
し
た
炉
内
中
継
装
置
落
下
事
象
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
象
に
係
る
通
報
連
絡
に
お
い

て
、
一

部
手
順
が
守
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
遅

れ
が
生
じ
た
と
す
る
原
子
力
機
構
の
分
析
を
確
認
し
、
こ

の
こ
と
と
併

せ
、
今

後
の
保
安
検
査
等

に
お
い
て
そ
の
要
因
分
析
や
対
策
、
改
善
状
況
を
確
認
し
て
い
く
こ

と
と
し
た
。
 

ま
た
、
保
守
管
理
の
有
効
性
評
価
を
踏

ま
え

た
保
全
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
見
直
し
状
況
及
び
、
島
根
原
子
力
発

電
所
と
同
様
・
類
似
不
備
の
確
認
状
況
の
中
で
、
記
録
類

の
整

理
等

要
点
を
押
さ
え
た
説
明
に
よ
り
、
検
査

を
効
率
的
、
合
理
的

に
進

め
る
な
ど
の
良
好

事
例
が
見
受
け
ら
れ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉

施
設
の
巡
視
等

を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
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高
速
増
殖
炉
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
 
も
ん
じ
ゅ
 

 
第
3
回

 

実
施
期
間
 
平

成
2
2
年
1
1
月
2
9
日
～
平

成
2
2
年
1
2
月
1
0
日
 

検
査
の
 

概
 
要
 

  

今
回
の
保
安
検
査
で
は
、
下
記
に
示
す
検
査
項
目
に
つ
い
て
、
立
入
り
、
物
件
検
査
、
関
係
者
質
問
等
に

よ
り
、
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
を
確
認
し
た
。（

保
安
検
査
実
施
期
間
中
（
1
2
月
8
日
）
に
発
生
し
た
炉
外

燃
料

貯
蔵

設
備

の
ナ

ト
リ
ウ
ム
漏
え

い
検

出
器

に
係

る
運

転
上

の
制
限

か
ら

の
逸
脱

に
係

る
確
認

も
含

む
。
）
ま
た
、
保
安
検
査
実
施
期
間
中
に
行
う
運
転
管
理
状
況
の
聴
取
、
記
録
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視

等
に
つ
い
て
も
、
保
安
検
査
と
し
て
実
施
し
た
。
 

Ⅰ
．
設
備
健
全
性
確
認
状
況
 

①
水
・
蒸
気
系
設
備
（
発
電
機
含
む
）
の
健
全
性
確
認
状
況
 

②
１
･
２
次
系
設
備
等
の
保
全
計
画
に
基
づ
く
点
検
状
況
 

Ⅱ
．
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
 

①
保
修
票
・
不
適
合
の
処
理
状
況
 

②
炉
内
中
継
装
置
落
下
の
根
本
的
な
原
因
対
策
の
検
討
状
況
 

③
原
子
炉
機
器
輸
送
ケ
ー
シ
ン
グ
グ
リ
ッ
パ
下
降
時
の
警
報
発
報
（
1
0
/
4
）
に
係
る
原
因
究
明
及
び
再
発

防
止
対
策
の
検
討
・
実
施
状
況
 

④
同

上
警
報

発
報

時
に

お
け

る
通
報
連
絡

の
実

施
状
況

と
炉

内
中
継

装
置
落
下

時
の
通
報
遅

れ
対

策
の

反
映
状
況
 

⑤
炉
内
中
継
装
置
本
体
引
き
抜
き
作
業
中
断
（
1
0
/
1
3
）
に
係
る
原
因
究
明
及
び
再
発
防
止
対
策
の
検
討
・

実
施
状
況
 

⑥
予
防
保
全
の
実
施
状
況
 

⑦
運
転
管
理
向
上
検
討
チ
ー
ム
の
活
動
状
況
 

Ⅲ
．
品
質
保
証
の
実
施
状
況
 

①
保
安
規
定
改
正
（
J
E
A
C
4
1
1
1
改
正
）
に
伴
う
下
部
規
定
類
の
見
直
し
状
況
 

②
島
根
原
子
力
発
電
所
と
同
様
・
類
似
不
備
の
確
認
状
況
（
機
械
品
、
電
気
品
、
計
装
品
）
 

③
安
全
文
化
醸
成
活
動
計
画
の
妥
当
性
、
活
動
の
有
効
性
を
評
価
す
る
指
標
及
び
実
施
状
況
 

④
本
部
長
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
所
長
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
 

Ⅳ
．
運
転
上
の
制
限
か
ら
の
逸
脱
に
係
る
保
安
規
定
遵
守
状
況
 

検
査
結
果
 

の
概
要
 

今
回
の
保
安
検
査
で
は
、
Ⅰ
．
設
備
健
全
性
確
認
状
況
と
し
て
、
水
・
蒸
気
系
設
備
（
発
電
機
含
む
。
）

の
健
全
性
確
認
状
況
、
１
・
２
次
系
設
備
等
の
点
検
状
況
、
Ⅱ
．
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
と
し
て
、
保
修

票
・
不
適
合
の
処
理
状
況
、
炉
内
中
継
装
置
落
下
の
根
本
的
な
原
因
対
策
・
検
討
状
況
等
、
予
防
保
全
の
実

施
状
況
、
運
転
管
理
向
上
検
討
チ
ー
ム
の
活
動
状
況
、
Ⅲ
．
品
質
保
証
の
実
施
状
況
と
し
て
、
保
安
規
定
改

正
に
伴
う
下
部
規
定
類
の
見
直
し
状
況
、
島
根
原
子
力
発
電
所
と
同
様
・
類
似
不
備
の
確
認
状
況
、
安
全
文

化
醸

成
活

動
計

画
の

実
施
状
況
等

の
一
連

の
保

安
活

動
の

プ
ロ
セ

ス
が

保
安

規
定

を
遵

守
し

て
行

わ
れ

て
い
る
か
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
Ⅲ
．
品
質
保
証
の
実
施
状
況
の
一
環
と
し
て
、
本
部
長
、
所
長
へ
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
。
 

基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目
と
し
て
、
設
備
健
全
性
確
認
状
況
、
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
を
選
定
し
、

検
査
を
実
施
し
た
。
 

検
査
の
結
果
、
Ⅰ
．
設
備
健
全
性
確
認
状
況
と
し
て
、
水
・
蒸
気
系
設
備
の
健
全
性
確
認
状
況
及
び
、
１
・

２
次
系
設
備
等
の
点
検
状
況
に
つ
い
て
は
、
各
要
領
書
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

Ⅱ
．
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
は
、
保
修
票
・
不
適
合
の
処
理
、
炉
内
中
継
装
置
落
下
の
根
本

的
な
原
因
及
び
対
策
の
検
討
、
予
防
保
全
の
実
施
、
運
転
管
理
向
上
検
討
チ
ー
ム
の
活
動
等
が
、
不
適
合
管

理
要
領
等
に
基
づ
き
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

Ⅲ
．
品
質
保
証
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
改
正
（
J
E
A
C
4
1
1
1
改
正
）
に
伴
う
下
部
規
定
類

の
見
直
し
、
島
根
原
子
力
発
電
所
と
同
様
・
類
似
不
備
の
確
認
（
機
械
品
、
電
気
品
、
計
装
品
）
等
が
、
品

質
保
証
計
画
に
従
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
本
部
長
、
所
長
に
対
し
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
に
係
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
安
全
第
一
と
す
る
方
針
の
表
明
が
あ
っ
た
。
加
え
て
、

安
全
文
化
の
醸
成
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
く
、
年
度
活
動
計
画
の
妥
当
性
、
活
動
の
有
効
性
を
評

価
す
る
指
標
及
び
実
施
状
況
を
確
認
し
た
。
 

Ⅳ
．
運
転
上
の
制
限
か
ら
の
逸
脱
に
係
る
保
安
規
定
遵
守
状
況
に
つ
い
て
は
、
1
2
月
8
日
に
発
生
し
た

炉
外
燃
料

貯
蔵

設
備

の
ナ

ト
リ
ウ
ム
漏
え

い
検

出
器

の
運

転
上

の
制
限

か
ら

の
逸
脱

に
係

る
状
況

を
現
場

等
に
お
い
て
確
認
し
た
。
 

い
ず
れ
の
項
目
も
、
保
安
規
定
違
反
（
違
反
１
、
２
、
３
）
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

な
お
、
安
全
文
化
の
醸
成
に
係
る
年
度
活
動
計
画
の
妥
当
性
、
活
動
の
有
効
性
を
評
価
す
る
指
標
及
び
実

施
状
況
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
及
び
当
該
年
度
上
期
の
評
価
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
改
善
を
促
し

今
後
の
保
安
検
査
等
に
お
い
て
次
年
度
へ
の
反
映
状
況
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
。
 

ま
た
、
保
安
規
定
改
正
に
伴
う
下
部
規
定
類
の
見
直
し
の
際
、
監
査
員
を
専
任
化
し
て
組
織
を
立
ち
上
げ

た
事
等
や
、
島
根
原
子
力
発
電
所
と
同
様
・
類
似
不
備
の
確
認
状
況
の
中
で
、
記
録
類
の
整
理
等
要
点
を
押

さ
え
た
説
明
に
よ
り
、
検
査
を
効
率
的
、
合
理
的
に
進
め
る
な
ど
の
良
好
事
例
が
見
受
け
ら
れ
た
。
 

保
安
検
査
実
施
期
間
中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
等
を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活
動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

＜
運
転

上
の

制
限

の
逸
脱

に
係

る
確

認
結

果
＞

 

確
認
（
検
査
）
日
 
平

成
2
2
年
1
2
月
8
日
～
平

成
2
2
年
1
2
月
1
0
日
 

運
転

上
の
制
限

の
逸
脱
期
間

 
平

成
2
2
年
1
2
月
8
日
 
1
7
時
0
0
分
～
2
0
時
0
5
分
 

事
象
の
概
要
及
び

検
査
結
果
 

（
事
象
の
概
要
）
 

も
ん
じ
ゅ
は
、
原
子
炉
低
温
停
止
中
（
１
・
２
次
系
A
、
C
ル
ー
プ
は
ナ
ト
リ
ウ
ム
ド
レ
ン
中
、

B
ル
ー
プ
は
ポ
ニ
ー
モ
ー
タ
に
よ
る
循
環
運
転
中
、
１
・
２
次
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
冷
却
系
運
転
中
）
の

と
こ
ろ
、
平
成
2
2
年
1
2
月
8
日
1
6
時
3
5
分
頃
、
炉
外
燃
料
貯
蔵
設
備
の
差
圧
式
ナ
ト
リ
ウ
ム

漏
え

い
検

出
器

（
Ｄ
Ｐ
Ｄ
）

の
電

源
が
落

ち
、
状
況

を
確
認

し
た

と
こ

ろ
、
当
該
Ｄ
Ｐ
Ｄ

が
動
作

不
能
と
な
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
た
め
、
1
7
時
に
当
直
長
は
保
安
規
定
第
３
４
条
に
定
め
る
Ｌ
Ｃ

Ｏ
逸
脱
を
宣
言
し
た
。
 

当
該
Ｄ
Ｐ
Ｄ
の
サ
ン

プ
リ
ン
グ
ポ

ン
プ

の
電
源

の
絶
縁
抵
抗

測
定

を
行

い
、
異

常
の
無
い

こ
と

を
確
認
し
た
こ
と
か
ら
、
再
起
動
し
2
0
時
5
分
に
運
転
制
限
の
逸
脱
か
ら
の
復
帰
を
宣
言
し
た
。
 

電
源

が
落

ち
た

原
因

は
、
Ｄ
Ｐ
Ｄ

の
サ

ン
プ
リ

ン
グ

ポ
ン

プ
交
換
作
業

に
お

い
て
、
ブ
レ

ー
カ

ー
の
端
子

部
で

電
圧

測
定
を

実
施

中
に
短
絡
が

発
生

し
、

上
流
側

の
ブ
レ
ー
カ

ー
が

ト
リ

ッ
プ
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
 

1
9
時
4
3
分
に
電
源
の
復
旧
を
行
い
、
1
9
時
4
9
分
に
停
止
し
た
サ
ン
プ
リ
ン
グ
ポ
ン
プ
を
運
転

し
、
運
転
状
態
に
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
こ
と
か
ら
、
2
0
時
5
分
に
Ｌ
Ｃ
Ｏ
逸
脱
か
ら
の

復
帰
を
宣
言
し
た
。
 

（
検
査
結
果
）
 

事
象

発
生

直
後

に
お

い
て
、

動
作

不
能

と
な
っ

た
Ｄ
Ｐ
Ｄ

が
設
置

さ
れ

て
い

る
室
の
他
の
Ｄ
Ｐ

Ｄ
指
示
値

の
上
昇
が

な
い
等

、
監
視
状
況

に
つ

い
て
現
場

に
立
入

り
確
認
す

る
と
と

も
に

、
復
帰

後
に

お
い

て
も

、
サ

ン
プ
リ

ン
グ

ポ
ン

プ
の
運

転
状
態
に
異

常
が

な
い

こ
と
等

を
現
場
、
燃
料
取

扱
操
作
室
で
確
認
し
た
。
 

加
え

て
、

本
事
象
に

よ
る
ナ

ト
リ
ウ
ム

の
漏
え

い
が
無
く

、
環
境
へ
の
放
射
能

の
影

響
も

な
い

こ
と

を
巡
視
点

検
記

録
等
に

よ
り
確
認

し
た
。

な
お

、
今
回

の
事
象
に

係
る

原
因
・
対
策

に
つ
い

て
は
、
今
後
の
保
安
検
査
等
に
お
い
て
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
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 高
速
増
殖
炉
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
 
も
ん
じ
ゅ
 

 
第
4
回

 

実
施
期
間
 
平

成
2
3
年
3
月
7
日
～
平

成
2
3
年
3
月
1
8
日
 

検
査
の
 

概
 
要
 

  

今
回
の
保
安
検
査
で
は
、
下
記
に
示
す
検
査
項
目

に
つ
い
て
、
立
入
り
、
物

件
検
査
、
関
係
者
質
問
等
に

よ
り
、
保
安
規
定
の
遵
守
状
況
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
保
安
検
査
実
施
期
間

中
に
行
う
運
転
管
理
状
況
の
聴

取
、
記
録
確
認
、
原
子
炉

施
設
の
巡
視
等
に
つ
い
て
も
、
保
安
検
査
と
し
て
実
施
し
た
。
 

Ⅰ
．
設
備
健

全
性
確
認
状
況
 

①
水
・
蒸
気
系
設
備
（
発
電
機
含
む
）
の
健

全
性
確
認
状
況
 

②
１
･
２
次

系
設
備
等

の
保
全
計
画
に
基
づ
く
点
検
状
況
 

Ⅱ
．
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
 

①
炉
内
中
継

装
置
落
下
の
原
因

分
析
及
び
改
善
案

 
②

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
Ｃ
号
機
シ
リ

ン
ダ
ラ
イ
ナ

の
ひ

び
割

れ
の
原
因
分
析
及
び
改
善
案

 
③

運
転
管
理
向
上
検
討
チ

ー
ム

の
活
動
状
況
 

④
４
０
％
出
力
プ
ラ

ン
ト
確
認
試
験
に
向
け

た
取
組
状
況
（
作

業
実
施
計
画
）
 

⑤
そ
の
他
の
ト
ラ
ブ
ル
（
ア
イ
ソ
レ
ミ

ス
、
要
領

書
・
手
順
書
の
遵
守
不
備
等
）
 

Ⅲ
．
品
質
保
証
の
実
施
状
況
 

①
安
全
文
化
醸
成
活

動
計
画
の
妥
当
性
、
活

動
の
有
効
性
を
評
価
す
る
指
標

及
び
実
施
状
況
 

②
ヒ
ュ
ー
マ

ン
エ
ラ
ー
低
減
に
向
け
た
改
善
活
動
状
況
（
安
全
管
理
の
強
化
に
係
る
行
動
計
画
の
実
施
状

況
）
 

③
島
根
原
子
力
発
電
所
と
同
様
・
類
似
不
備
の
確
認
状
況
（
機
械
品
、
電
気

品
、
計
装
品
）
 

④
所
長

イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
 

Ⅳ
．
調

達
管
理
の
実
施
状
況
 

①
原
子
炉
機
器
輸
送
ケ
ー
シ
ン
グ
グ
リ
ッ
パ

上
昇

時
の
ト
ラ
ブ
ル
防
止
対
策
検
討

の
調

達
管
理
 

②
炉
外
燃
料
貯
蔵
槽
プ
ラ
グ
取
扱
機
ド
ア
バ
ル
ブ
リ
ー
ク
チ
ェ

ッ
ク

用
配
管
破
損
の
調

達
管
理
 

③
調
達
管
理
に
お
け

る
機
構
関
与
の
妥
当
性
 

 

検
査
結
果
 

の
概
要
 

今
回
の
保
安
検
査
で
は
、
Ⅰ
．
設
備
健

全
性
確
認
状
況
と
し
て
、
水
・
蒸
気
系
設
備
（
発
電
機
含
む
。
）

の
健
全
性
確
認
状
況
、
１
・
２
次
系
設
備
等

の
点

検
状
況
、
Ⅱ
．
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
と
し
て
、
炉
内

中
継
装
置
落
下
の
根
本
的

な
原
因
対
策
・
検
討
状
況
等
、
非
常
用
デ
ィ

ー
ゼ
ル

発
電
機
Ｃ

号
機
シ
リ
ン
ダ
ラ

イ
ナ
の
ひ
び
割
れ
の
原
因

分
析

及
び
改
善
案

、
運
転
管
理
向
上
検
討
チ
ー
ム

の
活

動
状
況
、
４

０
％

出
力
プ

ラ
ン
ト
確
認
試
験
に
向
け

た
取
組
状
況
（
作

業
実
施
計
画
）
、
そ

の
他

の
ト
ラ
ブ
ル

（
ア

イ
ソ
レ
ミ

ス
、
要

領
書
・

手
順
書
の
遵
守
不
備
等
）
、
Ⅲ
．
品
質
保
証
の
実
施
状
況
と
し
て
、
安
全
文
化
醸

成
活
動
計
画
の
妥

当
性
、
活
動
の
有
効
性
を
評
価
す
る
指
標
及
び
実
施
状
況
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ
ラ
ー
低
減

に
向
け

た
改
善
活

動
状
況
（
安
全
管
理
の
強
化

に
係
る
行
動
計
画
の
実
施
状
況
）
、
島
根
原
子
力
発
電
所
と
同
様
・
類
似
不
備
の

確
認
状
況
、
所
長
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
る
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
確
認
、
及
び

、
Ⅳ
．
調
達
管
理
の

実
施
状
況
と
し
て
、
原
子
炉

機
器
輸
送
ケ
ー
シ
ン
グ
グ
リ
ッ
パ
上
昇
時
の
ト
ラ
ブ
ル

防
止
対
策
検
討
の
調
達

管
理
、
炉
外
燃
料
貯
蔵
槽

プ
ラ
グ
取
扱
機
ド
ア
バ
ル
ブ
リ

ー
ク
チ
ェ

ッ
ク
用
配
管
破
損
の
調
達
管
理
、
調

達
管

理
に

お
け

る
機
構

関
与

の
妥
当

性
に

つ
い

て
の
一
連

の
保

安
活

動
の

プ
ロ
セ

ス
が

保
安

規
定

を
遵

守
し

て
行
わ
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
た
。
 

基
本
方
針
に
基
づ
く
検
査
項
目

と
し
て
、
設
備
健
全
性
確
認
状
況
、
調

達
管
理
の
実
施
状
況
、
不
適
合
管

理
の
実
施
状
況
を
選

定
し
、
検
査
を
実
施
し
た
。
 

検
査
の
結
果
、
Ⅰ
．
設
備
健

全
性
確
認
状
況
、
Ⅱ
．
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
、
Ⅲ
．
品
質
保
証
の
実
施

状
況
、
Ⅳ
．
 
調
達
管
理
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
い
ず
れ
の
項
目

も
、
保
安
規
定
違
反
（
違
反
１
、
２
、
３

）
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
に
お
い
て
、「

も
ん
じ
ゅ
特
高
開
閉
所
（
7
7
k
V
立
石

線
）
に

お
け
る
短
絡

の
発
生
」
に
係
る
不
適
合
の
中
で
、
操
作
員
に
よ
る
手
順
書
の
不
遵
守
が
見
受
け

ら
れ
た
こ
と

か
ら
、
監
視
事
項
と
し
て
今
後
の
保
安
検
査
等
に
お
い
て
そ
の
改
善
状
況
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

保
安
検
査
実
施
期
間

中
の
日
々

の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
か
ら
の
施
設
の
運
転
管

理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉

施
設
の
巡
視
等

を
行
っ
た
結
果
、
特
段
問
題
が
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
概

ね
良
好

な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
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(
2
1
)
 
中
部
電
力
株
式
会
社
 
浜
岡
原
子
力
発
電
所
１
号
原
子
炉
及
び
２
号
原
子
炉
 

 
第
1
回
 

実
施
期
間
 
平

成
２
２
年
６
月
２
１
日
～
６
月
２
５
日
 

検
査
の
 

概
 
要
 

  

原
子
力
保
安
検
査
官
が
、
保
安
規
定
に
基
づ
く
保
安
活
動
の
状
況
に
つ
い
て
、
施
設
の
立
入
り
、
記
録
類

な
ど
の
物
件
の
検
査
、
関
係
者
質
問
に
よ
り
保
安
検
査
を
実
施
し
た
。
 

（
検
査
項
目
）
 

保
守
管
理
の
実
施
状
況
 

社
内
規
定
の
整
備
状
況
 

検
査
結
果
 

の
概
要
 

今
回
の
保
安
検
査
で
は
、
保
安
規
定
第
２
編
に
つ
い
て
「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
、
プ
ロ
セ

ス
型
の
手
法
を
用
い
て
保
安
検
査
を
実
施
し
た
。
 

ま
た
、
原
子
炉
設
置
者
は
、
平
成
２
１
年
度
第
４
回
保
安
検
査
の
結
果
に
対
し
て
、
廃
止
措
置
計
画
、
保

安
規

定
及

び
関
連

社
内

規
定

の
相
互

の
整

合
性

の
レ
ビ
ュ

ー
を
自

ら
実

施
す

る
と

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、

「
社
内
規
定
の
整
備
状
況
」
と
し
て
、
そ
の
後
の
措
置
状
況
に
つ
い
て
保
安
検
査
を
実
施
し
た
。
 

検
査
の
結
果
、
「
保
守
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
、
廃
止
措
置
計
画
で
定
め
る
廃
止
期
間
中
に
機
能

を
維
持
す
べ
き
原
子
炉
施
設
等
に
係
る
保
守
管
理
活
動
が
保
安
規
定
に
基
づ
き
適
切
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
「
社
内
規
定
の
整
備
状
況
」
に
つ
い
て
保
安

検
査
を
実
施
し
た
結
果
、
段
階
的
に
確
実
に
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

な
お
、
保
安
検
査
実
施
期
間
中
の
日
々
の
運
転
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉

設
置
者
か
ら
の
施
設
の

運
転
管
理
状
況
の
聴
取
、
運
転
記
録
の
確
認
、
原
子
炉
施
設
の
巡
視
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
問
題
が
な
い
こ

と
を
確
認
し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活
動
は
適
切

に
実
施
さ
れ
て
い
た
と
判
断
す
る
。
 

   

浜
岡
原
子
力
発
電
所
１
号
原
子
炉
及
び
２
号
原
子
炉
 

 
第
2
回

 

実
施
期
間

平
成
２
２
年
９
月
１
３
日
～
９
月
１
７
日
 

検
査
の
 

概
 
要
 

  

原
子
力
保
安
検
査
官
が
、
保
安
規
定
に
基
づ
く
保
安
活
動
の
状
況
に
つ
い
て
、
施
設
の
立
入
り
、
記
録
類

な
ど
の
物
件
の
検
査
、
関
係
者
質
問
に
よ
り
保
安
検
査
を
実
施
し
た
。
 

（
検
査
項
目
）
 

・
廃
止
措
置
管
理
の
実
施
状
況
 

・
燃
料
管
理
の
実
施
状
況
 

・
本
年
６
月
２
４
日
に
認
可
さ
れ
た
保
安
規
定
の
変
更
条
項
に
係
る
実
施
状
況
 

検
査
結
果

の
概
要
 

今
回
の
保
安
検
査
で
は
、
浜
岡
原
子
力
発
電
所
１
・
２
号
炉
廃
止
措
置
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
第
１
段

階
の
解
体
工
事
準
備
期
間
中
に
お
け
る
廃
止
措
置
管
理
等
に
関
し
て
「
廃
止
措
置
管
理
の
実
施
状
況
」
、
１

号
炉
か
ら
５
号
炉
へ
の
試
験
使
用
燃
料
の
運
搬
・
貯
蔵
等
に
関
し
て
「
燃
料
管
理
の
実
施
状
況
」
と
し
て
、

プ
ロ
セ
ス
型
の
手
法
を
用
い
て
検
査
を
実
施
し
た
。
 

ま
た
、
本
年
６
月
２
４
日
に
認
可
さ
れ
た
保
安
規
定
の
変
更
条
項
に
係
る
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
逐
条
型

の
手
法
を
用
い
て
検
査
を
実
施
し
た
。
 

検
査
の
結
果
、
「
廃
止
措
置
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
、
廃
止
措
置
全
般
に
係
る
進
捗
管
理
業
務
と

プ
ラ
ン
ト
設
備
を
適
切
に
維
持
管
理
す
る
た
め
の
施
設
運
用
管
理
業
務
に
関
す
る
保
安
活
動
に
つ
い
て
は
、

保
安
規
定
に
基
づ
き
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
た
。
「
燃
料
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
、
１
号
炉
か
ら
５

号
炉
へ
の
試
験
使
用
燃
料
の
運
搬
・
貯
蔵
等
に
関
す
る
保
安
活
動
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ
き
適
切

に
実
施
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
「
本
年
６
月
２
４
日
に
認
可
さ
れ
た
保
安
規
定
の
変
更
条
項
に
係
る
実
施

状
況
」
に
つ
い
て
、
浜
岡
原
子
力
発
電
所
１
・
２
号
炉
廃
止
措
置
計
画
と
の
記
載
の
整

合
等
に
つ
い
て
、
保

安
規
定
及
び
社
内
規
定
類
等
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
以
上
の
検
査
項
目
に
関
し
て
保
安

規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活
動
は
適
切

に
実
施
さ
れ
て
い
た
と
判
断
す
る
。
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浜
岡
原
子
力
発
電
所
１
号
原
子
炉
及
び
２
号
原
子
炉
 

 
第
3
回

 

実
施
期
間
 
平

成
２
２
年

１
２
月
１
３

日
～

１
２
月
１
７
日
 

検
査
の
 

概
 
要
 

  

原
子
力
保
安
検
査
官

が
、
保
安
規
定
に
基
づ

く
保
安
活
動
の
状
況
に
つ
い
て
、
施
設
の
立
入
り
、
記
録
類

な
ど
の
物
件
の
検
査
、
関
係
者
質
問
に
よ
り
保
安
検
査
を
実
施
し
た
。
 

（
検
査
項
目

）
 

・
廃
止

措
置
対
象
施
設
の
維
持
管
理
の
実
施
状
況
 

・
社
内
規
定
の
整
備
状
況
 

検
査
結
果
 

の
概
要
 

今
回
の
保
安
検
査
で
は
、
浜
岡

原
子
力
発
電
所
１
・
２
号
炉
廃
止
措
置
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
第
１
段

階
の
解
体
工
事
準
備
期
間

中
に
お
け
る
廃
止

措
置
に
係
る
保
安
に
必
要
な
措
置
と
し
て
の
「
廃
止

措
置
対
象

施
設
の
維
持
管
理
の
実
施
状
況
」
を
プ
ロ
セ
ス
型

の
手
法
を
用
い
て
検
査
す
る
と
と
も
に
、
保
安
調

査
期
間

中
に
軽
微

な
保

安
規

定
違

反
と

し
た
点

検
周

期
の
超
過

機
器

に
対

す
る
点

検
の

実
施
状
況

に
つ

い
て

検
査

を
実
施
し
た
。
ま
た
、
今
年
度
第
１
回

保
安
検
査
で
実
施
し
段
階
的

に
整

備
し
て
い
く
こ
と
を
確
認
し
た
「
社

内
規
定
の
整

備
状
況
」
に
つ
い
て
、
そ

の
整

備
状
況
を
検
査
項
目
と
し
検
査
を
実
施
し
た
。
 

検
査
の
結
果
、
「
廃
止

措
置
対
象

施
設
の
維
持
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
廃
止

措
置
計
画
で
定

め
る
廃
止

措
置

期
間

中
に

機
能

を
維
持

す
べ

き
原

子
炉

施
設

に
対

し
て

保
安

規
定

に
基
づ

き
適

切
に

実
施

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
点
検
周
期
を
超
過
し
て
い
る
機
器
に
つ
い
て
は
、
機
器
の
健
全
性

を
評
価
し
計
画
的
に
点
検
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
記
録
に
よ
り
確
認
す
る
と
と
も
に
、
再
発
防
止
対
策

が
計
画
ど

お
り
着
実
に
実
施
さ
れ
順
次

改
善
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
さ
ら
に
、
「

社
内
規
定
の
整

備
状
況
」
に
つ
い
て
は
、
廃
止

措
置
計
画
、
保
安
規
定
及
び
社
内
規
定
の
相
互
の
整
合
性
に
関
し
て
、
各

部

門
に

お
い

て
上

位
文

書
と

の
紐
付
け

を
含
む

社
内

規
定

の
継
続
的

な
整

備
が
図

ら
れ

て
い

る
こ

と
を
確
認

し
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
良
好

な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
 

   

 
浜
岡
原
子
力
発
電
所
１
号
原
子
炉
及
び
２
号
原
子
炉
 

 
第
4
回

 

実
施
期
間

平
成
２
３
年
３
月
７
日
～
３
月
１
４
日
 

検
査
の
 

概
 
要
 

  

原
子
力
保
安
検
査
官

が
、
保
安
規
定
に
基
づ

く
保
安
活
動
の
状
況
に
つ
い
て
、
施
設
の
立
入
り
、
記
録
類

な
ど
の
物
件
の
検
査
、
関
係
者
質
問
に
よ
り
保
安
検
査
を
実
施
し
た
。
 

（
検
査
項
目

）
 

・
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
 

・
調
達
管
理
の
実
施
状
況
 

・
平
成
２
３
年
２
月

１
６
日
に
認
可
さ
れ
た
保
安
規
定
の
変
更
条
項
の
遵
守
状
況
 

検
査
結
果

の
概
要
 

今
回
の
保
安
検
査
で
は
、
浜
岡
原
子
力
発
電
所
１
・
２
号
炉
廃
止
措
置
に
係
る
保
安
活

動
に
つ
い
て
、
平

成
２

１
年

１
１
月

１
８

日
に
廃
止

措
置

計
画
認
可

及
び

保
安

規
定

第
２
編

が
変
更
認
可

さ
れ

て
か

ら
１
年

が
経
過

し
た
と
こ
ろ
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
運
用
状
況
に
関
し
「
不
適
合
管
理
の
実
施
状
況
」
、

「
調
達
管
理
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て
、
プ
ロ
セ
ス
型
の
検
査
を
実
施
し
た
。
ま
た
、
平
成
２
３
年
２
月

１

６
日
に
認
可
さ
れ
た
保
安
規
定
の
変
更
条
項
の
遵
守
状
況
に
つ
い
て
、
逐
条
型

の
手
法
を
用
い
て
検
査
を
実

施
し
た
。
 

検
査
の
結
果
、
今
回
の
検
査
に
係
る
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
保
安
規
定
に
基
づ

き
各

保
安
活
動
が
実
施

さ
れ
て
お
り
、
保
安
規
定
違
反
と
な
る
事
項
は
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
今
回
の
保
安
検
査
を
総
括
す
る
と
、
選
定
し
た
検
査
項
目
に
係
る
保
安
活

動
は
、
良

好
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
。
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Ⅵ 原子力発電所の工事計画・燃料体設計の 

認可及び検査の状況 



 



Ⅵ－１ 原子力発電所の工事計画・燃料体設計の認可及び検査の状況 

 

公共の安全の確保上特に重要な事業用電気工作物の設置又は変更の工事に

ついては、電気事業法第４７条第１項の規定により、その工事の計画を認可

の対象としている。 

また、発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質（燃料体）の設計に

ついては、電気事業法第５１条第２項の規定により、認可の対象としている。 

平成２３年３月３１日までに認可した工事計画は６４件、また、認可した

燃料体設計は７件であり、それらの詳細をⅥ-２及び３に掲載した。なお、平

成２２年度第３四半期については、詳細が公表されなかったため、Ⅵ-４及び

５に一覧表を掲載した。 

使用前検査は、電気事業法第４９条第１項の規定により、工事計画の認可・

届出という計画段階での規制に対応して実際の工事が計画通りに行われてい

ることを確認するものである。 

また燃料体検査は、電気事業法第５１条第１項の規定により、燃料体につ

いて加工の工程ごとにその加工があらかじめ大臣の認可を受けた設計に従っ

て行なわれていることを確認するものである。 

平成２３年３月３１日までに合格証を交付した使用前検査は１０８件、ま

た、合格証を交付した燃料体検査は４９件であり、それらの一覧をⅥ-６及び

７に掲載した。 
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Ⅵ
－
２
 
実
用
原
子
炉
に
係
る
工
事
計
画
認
可

 

(
1
）
敦
賀
発
電
所
１
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年

5
月

2
0
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
2
年

6
月

7
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

 
燃
料
設
備
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
の
耐
震
性
の
余
裕
を
さ

ら
に
向
上
さ
せ
る
た
め
、
補
強
を
実
施
し
た
使
用
済
燃

料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
サ
ポ
ー
ト
を
採
用
し
た
新
し
い
使
用

済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
に
取
り
替
え
る
。
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

 

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）
第

５
条
（
耐
震
性
）
及
び
第
２
５
条
（
燃
料
貯
蔵
設
備
）

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

－
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等

 

な
し
 

  (
2
）
敦
賀
発
電
所
１
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
3
年

1
月

1
7
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
3
年

2
月

3
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

原
子
炉
格
納
施
設
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

原
子
炉
格
納
容
器
電
気
配
線
貫
通
部
に
つ
い
て

は
、
設
置
後
約
４
０
年
が
経
過
し
て
お
り
、
プ
ラ
ン

ト
高
経
年
化
に
備
え
予
防
保
全
の
観
点
か
ら
交
換
を

行
う
計
画
で
あ
る
が
、
既
設
の
キ
ャ
ニ
ス
タ
型
が
製

造
中
止
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
現
在
の
標
準
品
で
あ

り
保
守
性
に
優
れ
て
い
る
モ
ジ
ュ
ー
ル
型
に
変
更
す

る
。
こ
れ
に
伴
い
、
主
要
寸
法
及
び
材
料
等
が
変
更

と
な
る
。
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

第
５
条
（
耐
震
性
）
、
第
８
条
の
２
（
安
全
設
備
）
、

第
９
条
（
材
料
及
び
構
造
）
及
び
第
３
２
条
（
原
子

炉
格
納
施
設
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

－
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等
 

な
し
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 (
3
）
敦
賀
発
電
所
１
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
3
年

1
月

2
6
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
3
年

2
月

2
5
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

原
子
炉
再
循
環
系
配
管
の
予
防
保
全
の
観
点
か

ら
、
原
子
炉
再
循
環
系
配
管
の
一
部
を
耐
食
性
に
優

れ
た
材
料
に
取
り
替
え
る
。
併
せ
て
、
配
管
取
替
え

に
伴
い
、
切
断
が
必
要
と
な
る
原
子
炉
停
止
時
冷
却

系
配
管
及
び
非
常
用
復
水
系
配
管
等
の
一
部
を
取
り

替
え
る
。
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

第
５
条
（
耐
震
性
）
、
第
６
条
（
流
体
振
動
等
に
よ
る

損
傷
の
防
止
）
、
第
８
条
の
２
（
安
全
設
備
）
、
第
９

条
（
材
料
及
び
構
造
）
、
第
１
６
条
（
循
環
設
備
等
）

及
び
第
１
６
条
の
２
（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン

ダ
リ
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

－
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等

 

な
し
 

 

 (
4
）
泊
発
電
所
１
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年

1
2
月

2
7
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
3
年

1
月

3
1
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

排
気
筒
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

非
常
用
排
気
筒
の
放
射
性
廃
棄
物
排
出
機
能
の
よ

り
一
層
の
長
期
信
頼
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
剛
性

を
向
上
さ
せ
た
構
造
に
変
更
し
た
非
常
用
排
気
筒
に

新
た
に
取
り
替
え
る
。
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

第
３
０
条
（
廃
棄
物
処
理
設
備
等
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

－
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等
 

な
し
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 (
5
）
泊
発
電
所
３
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年
8
月

6
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
2
年
9
月

2
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
設
備
の
信
頼
性
向
上
の
観

点
か
ら
、
海
水
中
に
含
ま
れ
る
固
形
物
を
除
去
す
る

た
め
の
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
ポ
ン
プ
出
口
に
設
置

さ
れ
て
い
る
バ
ケ
ッ
ト
式
ス
ト
レ
ー
ナ
を
、
自
己
洗

浄
機
能
を
有
す
る
う
ず
巻
式
ス
ト
レ
ー
ナ
に
取
り
替

え
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
上
記
ス
ト
レ
ー
ナ
に
よ
っ
て

ろ
過
機
能
を
確
保
で
き
る
こ
と
か
ら
、
原
子
炉
補
機

冷
却
水
冷
却
器
海
水
入
口
に
設
置
さ
れ
て
い
た
う
ず

巻
式
ス
ト
レ
ー
ナ
に
つ
い
て
、
ろ
材
を
撤
去
し
、
ろ

過
機
能
を
取
り
除
く
。
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

 

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

第
５
条
（
耐
震
性
）
、
第
９
条
（
材
料
及
び
構
造
）
及

び
第
１
６
条
（
循
環
設
備
等
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項

 

－
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等
 

な
し
 

 

 (
6
）
泊
発
電
所
３
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
3
年

2
月

1
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
3
年

3
月

3
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

燃
料
設
備
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

泊
発
電
所
１
号
機
及
び
２
号
機
の
使
用
済
燃
料
の

貯
蔵
裕
度
を
確
保
す
る
た
め
、
３
号
機
の
燃
料
設
備

の
一
部
（
燃
料
取
扱
設
備
及
び
使
用
済
燃
料
貯
蔵
設

備
（
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位
計
を
除
く
）
）
を
１

号
機
、
２
号
機
及
び
３
号
機
共
用
に
変
更
す
る
。
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

  

 

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

第
５
条
（
耐
震
性
）
、
第
２
５
条
（
燃
料
貯
蔵
設
備
）

及
び
第
２
６
条
（
燃
料
取
扱
設
備
）

 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

原
子
炉
設
置
変
更
許
可
 

平
成

1
9
年

6
月

2
1
日
 

平
成

1
7
・
1
2
・
0
1
原
第

3
号
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等
 

な
し
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 (
7
）
東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機

 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年

1
2
月

2
4
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
3
年

1
月

2
5
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

放
射
線
管
理
設
備
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
の
新
設
に
係
る
分

割
申
請
の
第
１
回
申
請
分
（
全
５
回
予
定
）
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

原
子
炉
設
置
許
可
 

平
成

2
2
年

1
2
月

2
4
日
 

平
成

1
8
・
0
9
・
2
9
原
第

4
号
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等

 

な
し
 

  

 (
8
）
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年

4
月

1
9
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
2
年

5
月

3
1
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

計
測
制
御
系
統
設
備
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

原
子
炉
圧
力
高
ス
ク
ラ
ム
と
主
蒸
気
逃
が
し
安
全

弁
の
動
作
設
定
値
が
同
値
と
な
っ
て
い
る
が
、
プ
ラ

ン
ト
の
信
頼
性
向
上
の
観
点
か
ら
原
子
炉
圧
力
の
異

常
上
昇
時
に
原
子
炉
圧
力
制
御
（
主
蒸
気
逃
が
し
安

全
弁
動
作
）
よ
り
反
応
度
制
御
（
原
子
炉
ス
ク
ラ
ム
）

を
優
先
す
る
た
め
、
原
子
炉
圧
力
高
ス
ク
ラ
ム
の
設

定
値
を
変
更
す
る
。
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

第
５
条
（
耐
震
性
）
、
第
８
条
の
２
（
安
全
設
備
）
及

び
第
２
２
条
（
安
全
保
護
装
置
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

－
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等
 

な
し
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 (
9
）
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
第
３
号
機

 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年

4
月

2
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
2
年

5
月

1
3
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

原
子
炉
格
納
施
設
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

原
子
炉
格
納
容
器
電
気
配
線
貫
通
部
に
つ
い
て

は
、
設
置
後
約
３
３
年
が
経
過
し
て
お
り
、
プ
ラ
ン

ト
高
経
年
化
に
備
え
予
防
保
全
の
観
点
か
ら
交
換
を

行
う
計
画
で
あ
る
が
、
既
設
の
キ
ャ
ニ
ス
タ
型
が
製

造
中
止
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
現
在
の
標
準
品
で
あ

り
保
守
性
に
優
れ
て
い
る
モ
ジ
ュ
ー
ル
型
に
変
更
す

る
。
こ
れ
に
伴
い
、
主
要
寸
法
及
び
材
料
等
が
変
更

と
な
る
。
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

第
５
条
（
耐
震
性
）
、
第
８
条
の
２
（
安
全
設
備
）
、

第
９
条
（
材
料
及
び
構
造
）
及
び
第
３
２
条
（
原
子

炉
格
納
施
設
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

－
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等

 

な
し
 

 

 (
1
0
）
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
第
４
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年

4
月

2
3
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
2
年

6
月

1
7
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

計
測
制
御
系
統
設
備
、
原
子
炉
格
納
施
設
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
第
３
号
機
の
第
１
９
回
定
期

検
査
に
お
い
て
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
制
御
棒
駆
動
水

圧
系
配
管
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
配
管
貫
通
部
ス
リ
ー
ブ

に
塩
化
物
の
付
着
に
よ
る
粒
内
型
応
力
腐
食
割
れ
が
確
認

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
予
防
保
全
の
観
点
か
ら
福
島
第

一
原
子
力
発
電
所
第
４
号
機
に
お
い
て
も
当
該
部
の
取
替

え
を
行
う
。
こ
れ
に
伴
い
、
制
御
棒
駆
動
水
圧
系
挿
入
配

管
及
び
貫
通
部
ス
リ
ー
ブ
の
材
料
を
耐
応
力
腐
食
割
れ
性

に
優
れ
た
Ｓ
Ｕ
Ｓ
３
１
６
系
に
変
更
す
る
と
と
も
に
、
主

要
寸
法
を
変
更
す
る
。
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省

令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）
第
５
条
（
耐

震
性
）
、
第
８
条
の
２
（
安
全
設
備
）
、
第
９
条
（
材
料
及

び
構
造
）
及
び
第
３
２
条
（
原
子
炉
格
納
施
設
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

－
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等
 

な
し
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 (
1
1
）
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
第
４
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年

1
2
月

2
0
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
3
年

1
月

3
1
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

原
子
炉
本
体
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

原
子
炉
圧
力
容
器
ノ
ズ
ル
セ
ー
フ
エ
ン
ド
に
つ
い

て
、
耐
応
力
腐
食
割
れ
性
に
優
れ
た
材
料
に
変
更
す

る
。
こ
れ
に
伴
い
、
原
子
炉
圧
力
容
器
ノ
ズ
ル
セ
ー

フ
エ
ン
ド
の
主
要
寸
法
及
び
材
料
が
変
更
と
な
る
。

※
本
件
は
工
事
計
画
変
更
認
可
申
請
で
あ
る
。
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

第
５
条
（
耐
震
性
）
、
第
８
条
の
２
（
安
全
設
備
）
、

第
９
条
（
材
料
及
び
構
造
）
、
第
８
条
の
２
（
安
全
設

備
）
、
第
１
３
条
（
炉
心
等
）
、
第
１
６
条
（
循
環
設

備
等
）
、
第
１
６
条
の
２
（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ

ン
ダ
リ
）
及
び
第
１
７
条
（
非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
）

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

－
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等

 

な
し
 

 

 (
1
2
）
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年
8
月

5
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
2
年
9
月

7
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

燃
料
設
備
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

１
号
機
、
２
号
機
及
び
５
号
機
の
使
用
済
燃
料
を

共
用
化
さ
れ
た
３
号
機
、
４
号
機
、
６
号
機
又
は
７

号
機
の
使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
に
輸
送
し
貯
蔵
す
る

た
め
、
核
燃
料
輸
送
物
の
容
器
承
認
を
受
け
て
い
る

キ
ャ
ス
ク
を
構
内
運
搬
用
の
使
用
済
燃
料
運
搬
用
容

器
と
し
て
１
基
設
置
す
る
。
（
全
号
機
共
用
）
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

第
９
条
（
材
料
及
び
構
造
）
及
び
第
２
６
条
（
燃
料

取
扱
設
備
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

原
子
炉
設
置
変
更
許
可
 

平
成
8
年

1
2
月

2
5
日
 

8
資
庁
第
8
8
9
8
号
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等
 

な
し
 

237



 (
1
3
）
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
第
５
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年

1
2
月

2
4
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
3
年

2
月

2
5
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

燃
料
設
備
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
の
貯
蔵
容
量
の
増
加
を

図
る
た
め
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
に
設
置
し
て

い
る
使
用
済
燃
料
ラ
ッ
ク
を
ボ
ロ
ン
添
加
ス
テ
ン
レ

ス
鋼
製
に
取
り
替
え
る
。
こ
れ
に
よ
り
使
用
済
燃
料

の
貯
蔵
容
量
は
2
,
3
9
0
体
（
全
炉
心
装
荷
量
の
約

3
1
3
%
）
か
ら
3
,
2
3
7
体
（
全
炉
心
装
荷
量
の
約
4
2
4
%
）

に
増
加
す
る
。
使
用
済
燃
料
貯
蔵
プ
ー
ル
の
容
量
増

加
工
事
は
3
回
に
分
割
し
て
実
施
予
定
で
あ
り
、
本
申

請
は
第
三
期
工
事
分
（
最
終
）
と
な
る
。
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

第
５
条
（
耐
震
性
）
及
び
第
２
５
条
（
燃
料
貯
蔵
設

備
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

原
子
炉
設
置
変

更
許
可
 

平
成
4
年
1
0
月
1
5
日
 

4
資
庁
第
5
4
5
9
号

 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等
 

な
し
 

 

 (
1
4
）
浜
岡
原
子
力
発
電
所
第
５
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
3
年

2
月

2
4
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
3
年

3
月

1
1
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

燃
料
設
備
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

１
号
機
使
用
済
燃
料
の
５
号
機
使
用
済
燃
料
プ
ー

ル
へ
の
運
搬
が
終
了
し
た
こ
と
か
ら
、
使
用
済
燃
料

運
搬
用
容
器
を
廃
止
す
る
。
 

 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

第
２
５
条
（
燃
料
貯
蔵
設
備
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

－
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等
 

な
し
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 (
1
5
）
美
浜
発
電
所
第
１
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年

3
月

2
9
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
2
年

4
月

1
4
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

燃
料
設
備
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

１
号
機
及
び
２
号
機
の
使
用
済
燃
料
を
共
用
化
さ

れ
た
３
号
機
の
使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
に
輸
送
し
貯

蔵
す
る
た
め
、
核
燃
料
輸
送
物
と
し
て
核
燃
料
輸
送

物
設
計
承
認
を
受
け
て
い
る
キ
ャ
ス
ク
を
構
内
運
搬

用
の
使
用
済
燃
料
運
搬
用
容
器
と
し
て
２
基
設
置
す

る
。
（
２
号
機
共
用
）
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

第
９
条
（
材
料
及
び
構
造
）
及
び
第
２
６
条
（
燃
料

取
扱
設
備
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

原
子
炉
設
置
変
更
許
可
 

平
成

1
0
年

1
1
月

1
0
日
 

平
成

1
0
・
0
2
・
0
3
資
第

3
2
号
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等

 

な
し
 

  

 (
1
6
）
美
浜
発
電
所
第
１
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年

5
月

3
1
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
2
年

7
月

5
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

加
圧
器
ス
プ
レ
イ
弁
に
つ
い
て
、
保
守
性
向
上
の

観
点
か
ら
設
置
位
置
を
変
更
す
る
た
め
、
ス
プ
レ
イ

ラ
イ
ン
の
配
管
並
び
に
補
助
ス
プ
レ
イ
ラ
イ
ン
の
配

管
、
弁
を
取
り
替
え
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
配
管
、
弁

の
主
要
寸
法
等
が
変
更
と
な
る
。
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

 

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

第
５
条
（
耐
震
性
）
、
第
６
条
（
流
体
振
動
等
に
よ

る
損
傷
の
防
止
）
、
第
８
条
の
２
（
安
全
設
備
）
、

第
９
条
（
材
料
及
び
構
造
）
、
第
１
６
条
（
循
環
設

備
等
）
及
び
第
１
６
条
の
２
（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力

バ
ウ
ン
ダ
リ
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 
 

許
認
可
事
項

 

－
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等
 

な
し
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 (
1
7
）
美
浜
発
電
所
第
２
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年

6
月

4
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
2
年

7
月

6
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

「
非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
又
は
格
納
容
器
熱
除
去

設
備
に
係
る
ろ
過
装
置
の
性
能
評
価
等
に
つ
い
て

（
内
規
）
」
が
平
成
２
０
年
２
月
に
制
定
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
、
具
体
的
な
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク

リ
ー
ン
（
以
下
、
ス
ク
リ
ー
ン
）
の
性
能
評
価
手
法

が
明
確
に
な
っ
た
こ
と
を
受
け
、
内
規
に
適
合
す
る

性
能
の
向
上
（
面
積
の
拡
大
）
を
図
っ
た
新
た
な
ス

ク
リ
ー
ン
へ
取
り
替
え
る
。
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

第
５
条
（
耐
震
性
）
、
第
８
条
の
２
（
安
全
設
備
）
、

第
９
条
（
材
料
及
び
構
造
）
及
び
第
１
７
条
（
非
常

用
炉
心
冷
却
設
備
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

－
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等

 

な
し
 

 

 (
1
8
）
高
浜
発
電
所
第
１
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年
8
月

2
3
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
2
年
9
月

2
1
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

加
圧
器
サ
ー
ジ
用
管
台
と
セ
ー
フ
エ
ン
ド
の
溶
接

部
の
材
料
を
、
予
防
保
全
の
観
点
か
ら
、
６
０
０
系

ニ
ッ
ケ
ル
基
合
金
か
ら
耐
応
力
腐
食
割
れ
性
に
優
れ

た
６
９
０
系
ニ
ッ
ケ
ル
基
合
金
に
変
更
す
る
。
こ
れ

に
伴
い
、
作
業
性
の
観
点
か
ら
取
り
外
す
加
圧
器
サ

ー
ジ
管
の
材
料
が
変
更
と
な
る
。
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

第
５
条
（
耐
震
性
）
、
第
６
条
（
流
体
振
動
等
に
よ
る

損
傷
の
防
止
）
、
第
８
条
の
２
（
安
全
設
備
）
、
第
９

条
（
材
料
及
び
構
造
）
、
第
１
６
条
（
循
環
設
備
等
）

及
び
第
１
６
条
の
２
（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン

ダ
リ
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

－
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等
 

な
し
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 (
1
9
）
高
浜
発
電
所
第
２
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年

4
月

2
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
2
年

4
月

1
5
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

 
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

「
非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
又
は
格
納
容
器
熱
除
去

設
備
に
係
る
ろ
過
装
置
の
性
能
評
価
等
に
つ
い
て

（
内
規
）
」
が
平
成
２
０
年
２
月
に
制
定
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
、
具
体
的
な
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク

リ
ー
ン
（
以
下
、
ス
ク
リ
ー
ン
）
の
性
能
評
価
手
法

が
明
確
に
な
っ
た
こ
と
を
受
け
、
内
規
に
適
合
す
る

性
能
の
向
上
（
面
積
の
拡
大
）
を
図
っ
た
新
た
な
ス

ク
リ
ー
ン
へ
取
り
替
え
る
。
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

第
５
条
（
耐
震
性
）
、
第
８
条
の
２
（
安
全
設
備
）
、

第
９
条
（
材
料
及
び
構
造
）
及
び
第
１
７
条
（
非
常

用
炉
心
冷
却
設
備
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

－
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等

 

な
し
 

 (
2
0
）
高
浜
発
電
所
第
３
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年

5
月

1
4
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
2
年

6
月

7
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
の
配
管
に
つ
い
て
は
、
製

造
過
程
で
強
い
力
に
よ
る
曲
げ
加
工
を
行
う
こ
と
で

生
じ
る
硬
化
層
を
有
す
る
曲
げ
管
を
一
部
使
用
し
て

い
る
た
め
、
予
防
保
全
の
観
点
か
ら
、
当
該
配
管
を

硬
化
層
が
形
成
さ
れ
な
い
曲
げ
管
へ
取
り
替
え
る
。

こ
れ
に
伴
い
、
配
管
及
び
弁
の
主
要
寸
法
、
材
料
が

変
更
と
な
る
。
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

第
５
条
（
耐
震
性
）
、
第
６
条
（
流
体
振
動
等
に
よ
る

損
傷
の
防
止
）
、
第
８
条
の
２
（
安
全
設
備
）
、
第
９

条
（
材
料
及
び
構
造
）
、
第
１
６
条
（
循
環
設
備
等
）

及
び
第
１
６
条
の
２
（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン

ダ
リ
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

－
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等
 

な
し
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 (
2
1
）
高
浜
発
電
所
第
３
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年

7
月

1
6
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
2
年
9
月

6
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

「
非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
又
は
格
納
容
器
熱
除
去

設
備
に
係
る
ろ
過
装
置
の
性
能
評
価
等
に
つ
い
て

（
内
規
）
」
が
平
成
２
０
年
２
月
に
制
定
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
、
具
体
的
な
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク

リ
ー
ン
（
以
下
、
ス
ク
リ
ー
ン
）
の
性
能
評
価
手
法

が
明
確
に
な
っ
た
こ
と
を
受
け
、
内
規
に
適
合
す
る

性
能
の
向
上
（
面
積
の
拡
大
）
を
図
っ
た
新
た
な
ス

ク
リ
ー
ン
へ
取
り
替
え
る
。
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

第
５
条
（
耐
震
性
）
、
第
８
条
の
２
（
安
全
設
備
）
、

第
９
条
（
材
料
及
び
構
造
）
及
び
第
１
７
条
（
非
常

用
炉
心
冷
却
設
備
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

－
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等

 

な
し
 

 

 (
2
2
）
大
飯
発
電
所
第
１
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年

6
月

1
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
2
年

6
月

2
1
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 附
帯
設
備
 

非
常
用
予
備
発
電
装
置
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

無
停
電
電
源
装
置
（
計
器
用
電
源
）
に
つ
い
て
は
、

装
置
を
構
成
す
る
主
要
部
品
が
製
造
中
止
と
な
っ
て

お
り
、
設
備
の
機
能
維
持
の
観
点
か
ら
、
保
守
性
の

向
上
及
び
将
来
的
な
設
備
容
量
の
増
加
を
考
慮
し
、

容
量
及
び
主
要
寸
法
を
変
更
し
た
無
停
電
電
源
装
置

へ
取
り
替
え
る
。
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

第
５
条
（
耐
震
性
）
、
第
８
条
の
２
（
安
全
設
備
）
及

び
第
３
３
条
（
保
安
電
源
設
備
）
並
び
に
電
気
設
備

に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
９
年
通

商
産
業
省
令
第
５
２
号
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

－
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等
 

な
し
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 (
2
3
）
大
飯
発
電
所
第
１
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年

7
月

2
7
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
2
年
9
月

1
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

大
飯
発
電
所
第
２
号
機
の
第
２
１
回
定
期
検
査
中

に
確
認
さ
れ
た
主
給
水
隔
離
弁
下
流
配
管
の
曲
が
り

部
の
減
肉
現
象
に
対
す
る
水
平
展
開
と
し
て
、
設
備

の
信
頼
性
向
上
の
観
点
か
ら
、
同
配
管
の
一
部
を
耐

食
性
に
優
れ
た
低
合
金
鋼
の
配
管
に
取
り
替
え
る
。

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

第
５
条
（
耐
震
性
）
、
第
８
条
の
２
（
安
全
設
備
）
及

び
第
９
条
（
材
料
及
び
構
造
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

－
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等

 

な
し
 

 (
2
4
）
大
飯
発
電
所
第
２
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年

3
月

1
5
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
2
年

4
月

2
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

保
守
性
向
上
の
観
点
か
ら
、
余
熱
除
去
設
備
の
主

要
弁
を
国
産
の
弁
に
取
り
替
え
る
と
と
も
に
、
高
サ

イ
ク
ル
熱
疲
労
に
対
す
る
信
頼
性
を
向
上
さ
せ
る
た

め
、
１
次
冷
却
材
の
循
環
設
備
、
余
熱
除
去
設
備
及

び
非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
の
主
配
管
の
ル
ー
ト
及
び

材
料
等
を
変
更
す
る
。
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

第
５
条
（
耐
震
性
）
、
第
６
条
（
流
体
振
動
等
に
よ
る

損
傷
の
防
止
）
、
第
８
条
の
２
（
安
全
設
備
）
、
第
９

条
（
材
料
及
び
構
造
）
、
第
１
６
条
（
循
環
設
備
等
）
、

第
１
６
条
の
２
（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ

リ
）
、
第
１
６
条
の
３
（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン

ダ
リ
の
漏
え
い
等
）
及
び
第
１
７
条
（
非
常
用
炉
心

冷
却
設
備
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

－
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等
 

な
し
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 (
2
5
）
大
飯
発
電
所
第
２
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年

2
月

1
0
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
2
年

4
月
9
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

計
測
制
御
系
統
設
備
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

設
備
の
機
能
維
持
を
図
る
た
め
、
保
守
性
の
観
点

か
ら
、
安
全
保
護
系
の
論
理
回
路
に
デ
ジ
タ
ル
制
御

装
置
を
採
用
す
る
。
併
せ
て
、
最
新
プ
ラ
ン
ト
に
お

け
る
計
装
誤
差
の
考
え
方
と
整
合
を
と
る
た
め
、
原

子
炉
非
常
停
止
信
号
及
び
工
学
的
安
全
施
設
作
動
信

号
の
設
定
値
等
を
変
更
す
る
。
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

第
５
条
（
耐
震
性
）
、
第
８
条
の
２
（
安
全
設
備
）
、

第
２
０
条
（
計
測
装
置
）
及
び
第
２
２
条
（
安
全
保

護
装
置
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

－
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等

 

な
し
 

 (
2
6
）
大
飯
発
電
所
第
２
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年

3
月

1
6
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
2
年

4
月

1
4
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

定
期
検
査
に
お
い
て
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス

ク
リ
ー
ン
の
取
替
え
を
計
画
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
下
流
に
あ
る
高
圧
注
入
ラ
イ
ン
の
流
量
調
節
弁

の
隙
間
を
拡
張
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
よ
る
圧
損

の
低
下
分
を
補
う
た
め
、
オ
リ
フ
ィ
ス
を
設
置
す
る
。

こ
れ
に
伴
い
、
主
配
管
の
主
要
寸
法
、
材
料
等
が
変

更
と
な
る
。
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

第
５
条
（
耐
震
性
）
、
第
６
条
（
流
体
振
動
等
に
よ
る

損
傷
の
防
止
）
、
第
８
条
の
２
（
安
全
設
備
）
、
第
９

条
（
材
料
及
び
構
造
）
、
第
１
６
条
（
循
環
設
備
）
、

第
１
６
条
の
２
（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
）

及
び
第
２
３
条
（
反
応
度
制
御
系
統
及
び
原
子
炉
停

止
系
統
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

－
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等
 

な
し
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 (
2
7
）
大
飯
発
電
所
第
２
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年

4
月

2
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
2
年

4
月

1
5
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

「
非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
又
は
格
納
容
器
熱
除
去

設
備
に
係
る
ろ
過
装
置
の
性
能
評
価
等
に
つ
い
て

（
内
規
）
」
が
平
成
２
０
年
２
月
に
制
定
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
、
具
体
的
な
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク

リ
ー
ン
（
以
下
、
ス
ク
リ
ー
ン
）
の
性
能
評
価
手
法

が
明
確
に
な
っ
た
こ
と
を
受
け
、
内
規
に
適
合
す
る

性
能
の
向
上
（
面
積
の
拡
大
）
を
図
っ
た
新
た
な
ス

ク
リ
ー
ン
へ
取
り
替
え
る
。
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

第
５
条
（
耐
震
性
）
、
第
８
条
の
２
（
安
全
設
備
）
、

第
９
条
（
材
料
及
び
構
造
）
及
び
第
１
７
条
（
非
常

用
炉
心
冷
却
設
備
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

－
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等

 

な
し
 

 

 (
2
8
）
大
飯
発
電
所
第
２
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年

3
月

3
1
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
2
年

5
月

1
3
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

加
圧
器
サ
ー
ジ
用
管
台
と
セ
ー
フ
エ
ン
ド
の
溶
接

部
の
材
料
を
、
予
防
保
全
の
観
点
か
ら
、
６
０
０
系

ニ
ッ
ケ
ル
基
合
金
か
ら
耐
応
力
腐
食
割
れ
性
に
優
れ

た
６
９
０
系
ニ
ッ
ケ
ル
基
合
金
に
変
更
す
る
。
こ
れ

に
伴
い
、
加
圧
器
サ
ー
ジ
管
の
材
料
が
変
更
と
な
る
。
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

第
５
条
（
耐
震
性
）
、
第
６
条
（
流
体
振
動
等
に
よ
る

損
傷
の
防
止
）
、
第
８
条
の
２
（
安
全
設
備
）
、
第
９

条
（
材
料
及
び
構
造
）
、
第
１
６
条
（
循
環
設
備
等
）

及
び
第
１
６
条
の
２
（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン

ダ
リ
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

－
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等
 

な
し
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 (
2
9
）
大
飯
発
電
所
第
２
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年

6
月

1
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
2
年

6
月

2
1
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 附
帯
設
備
 

非
常
用
予
備
発
電
装
置
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

無
停
電
電
源
装
置
（
計
器
用
電
源
）
に
つ
い
て
は
、

装
置
を
構
成
す
る
主
要
部
品
が
製
造
中
止
と
な
っ
て

お
り
、
設
備
の
機
能
維
持
の
観
点
か
ら
、
保
守
性
の

向
上
及
び
将
来
的
な
設
備
容
量
の
増
加
を
考
慮
し
、

容
量
及
び
主
要
寸
法
を
変
更
し
た
無
停
電
電
源
装
置

へ
取
り
替
え
る
。
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

第
５
条
（
耐
震
性
）
、
第
８
条
の
２
（
安
全
設
備
）
及

び
第
３
３
条
（
保
安
電
源
設
備
）
並
び
に
電
気
設
備

に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
９
年
通

商
産
業
省
令
第
５
２
号
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

－
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等

 

な
し
 

 

 (
3
0
）
大
飯
発
電
所
第
３
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年

1
2
月

2
4
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
3
年

1
月

1
8
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

「
非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
又
は
格
納
容
器
熱
除
去

設
備
に
係
る
ろ
過
装
置
の
性
能
評
価
等
に
つ
い
て

（
内
規
）
」
が
平
成
２
０
年
２
月
に
制
定
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
、
具
体
的
な
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク

リ
ー
ン
（
以
下
、
ス
ク
リ
ー
ン
）
の
性
能
評
価
手
法

が
明
確
に
な
っ
た
こ
と
を
受
け
、
内
規
に
適
合
す
る

性
能
の
向
上
（
面
積
の
拡
大
）
を
図
っ
た
新
た
な
ス

ク
リ
ー
ン
へ
取
り
替
え
る
。
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

第
５
条
（
耐
震
性
）
、
第
８
条
の
２
（
安
全
設
備
）
、

第
９
条
（
材
料
及
び
構
造
）
及
び
第
１
７
条
（
非
常

用
炉
心
冷
却
設
備
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

－
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等
 

な
し
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 (
3
1
）
島
根
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年

6
月

1
5
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
2
年

7
月

2
2
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
は
、
運
転
開
始
後
約
３
５

年
間
継
続
使
用
し
て
お
り
、
予
防
保
全
の
観
点
か
ら
、

当
該
弁
を
取
り
替
え
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
弁
座
口
の

径
が
変
更
と
な
る
。
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

第
５
条
（
耐
震
性
）
、
第
１
０
条
（
安
全
弁
等
）
、
第

８
条
の
２
（
安
全
設
備
）
及
び
第
１
６
条
の
２
（
原

子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

－
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等

 

な
し
 

 (
3
2
）
島
根
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年
8
月

4
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
2
年
9
月

6
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
の
ケ
ー
シ
ン
グ
カ
バ
ー

は
、
低
温
の
メ
カ
ニ
カ
ル
シ
ー
ル
パ
ー
ジ
水
と
高
温

の
炉
水
と
が
混
合
す
る
こ
と
に
よ
り
熱
疲
労
が
生
じ

る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
予
防
保
全
と
し
て
パ
ー
ジ

水
と
炉
水
の
混
合
部
の
温
度
差
を
低
減
す
る
観
点
か

ら
、
ヒ
ー
タ
付
き
フ
ロ
ー
バ
リ
ヤ
を
内
蔵
し
た
改
良

型
ケ
ー
シ
ン
グ
カ
バ
ー
に
取
り
替
え
る
。
こ
れ
に
伴

い
、
ケ
ー
シ
ン
グ
カ
バ
ー
の
厚
さ
等
が
変
更
と
な
る
。
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

第
５
条
（
耐
震
性
）
、
第
６
条
（
流
体
振
動
等
に
よ
る

損
傷
の
防
止
）
、
第
８
条
の
２
（
安
全
設
備
）
、
第
９

条
（
材
料
及
び
構
造
）
、
第
１
６
条
（
循
環
設
備
等
）

及
び
第
１
６
条
の
２
（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン

ダ
リ
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

－
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等
 

な
し
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 (
3
3
）
伊
方
発
電
所
第
２
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年

3
月

1
5
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
2
年

4
月
8
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

加
圧
器
ス
プ
レ
イ
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
、
製
造
過
程

で
強
い
力
に
よ
る
曲
げ
加
工
を
行
う
こ
と
で
生
じ
る

硬
化
層
を
有
す
る
曲
げ
管
を
使
用
し
て
い
る
た
め
、

予
防
保
全
の
観
点
か
ら
、
当
該
部
を
硬
化
層
が
形
成

さ
れ
な
い
曲
げ
管
ま
た
は
エ
ル
ボ
へ
取
り
替
え
る
。

併
せ
て
、
配
管
の
材
料
を
Ｓ
Ｕ
Ｓ
３
０
４
系
か
ら
耐

応
力
腐
食
割
れ
性
に
優
れ
た
Ｓ
Ｕ
Ｓ
３
１
６
系
に
変

更
す
る
。
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

第
５
条
（
耐
震
性
）
、
第
６
条
（
流
体
振
動
等
に
よ
る

損
傷
の
防
止
）
、
第
８
条
の
２
（
安
全
設
備
）
、
第
９

条
（
材
料
及
び
構
造
）
、
第
１
６
条
（
循
環
設
備
等
）

及
び
第
１
６
条
の
２
（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン

ダ
リ
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

－
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等
 

な
し
 

 (
3
4
）
伊
方
発
電
所
第
２
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年

3
月

1
9
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
2
年

4
月

1
4
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

「
非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
又
は
格
納
容
器
熱
除
去

設
備
に
係
る
ろ
過
装
置
の
性
能
評
価
等
に
つ
い
て

（
内
規
）
」
が
平
成
２
０
年
２
月
に
制
定
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
、
具
体
的
な
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク

リ
ー
ン
（
以
下
、
ス
ク
リ
ー
ン
）
の
性
能
評
価
手
法

が
明
確
に
な
っ
た
こ
と
を
受
け
、
内
規
に
適
合
す
る

性
能
の
向
上
（
面
積
の
拡
大
）
を
図
っ
た
新
た
な
ス

ク
リ
ー
ン
へ
取
り
替
え
る
。
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

第
５
条
（
耐
震
性
）
、
第
８
条
の
２
（
安
全
設
備
）
、

第
９
条
（
材
料
及
び
構
造
）
及
び
第
１
７
条
（
非
常

用
炉
心
冷
却
設
備
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

－
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等
 

な
し
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 (
3
5
）
玄
海
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年

5
月

7
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
2
年

6
月

1
7
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

原
子
炉
格
納
施
設
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

玄
海
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
に
お
い
て
、
原
子

炉
補
機
冷
却
水
格
納
容
器
貫
通
部
の
端
板
等
に
軽
微

な
外
面
腐
食
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
信
頼

性
向
上
の
観
点
か
ら
原
子
炉
補
機
冷
却
水
格
納
容
器

貫
通
部
の
端
板
及
び
貫
通
配
管
の
取
替
え
を
行
う
。

こ
れ
に
伴
い
、
原
子
炉
補
機
冷
却
水
格
納
容
器
貫
通

部
の
端
板
の
主
要
寸
法
及
び
材
料
が
変
更
と
な
る
。

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

第
５
条
（
耐
震
性
）
、
第
８
条
の
２
（
安
全
設
備
）
、

第
９
条
（
材
料
及
び
構
造
）
及
び
第
３
２
条
（
原
子

炉
格
納
施
設
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

－
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等

 

な
し
 

  

 (
3
6
）
玄
海
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年

4
月

2
6
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
2
年

6
月

2
1
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

「
非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
又
は
格
納
容
器
熱
除
去

設
備
に
係
る
ろ
過
装
置
の
性
能
評
価
等
に
つ
い
て

（
内
規
）
」
が
平
成
２
０
年
２
月
に
制
定
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
、
具
体
的
な
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク

リ
ー
ン
（
以
下
、
ス
ク
リ
ー
ン
）
の
性
能
評
価
手
法

が
明
確
に
な
っ
た
こ
と
を
受
け
、
内
規
に
適
合
す
る

性
能
の
向
上
（
面
積
の
拡
大
）
を
図
っ
た
新
た
な
ス

ク
リ
ー
ン
へ
取
り
替
え
る
。
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

第
５
条
（
耐
震
性
）
、
第
８
条
の
２
（
安
全
設
備
）
、

第
９
条
（
材
料
及
び
構
造
）
及
び
第
１
７
条
（
非
常

用
炉
心
冷
却
設
備
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

－
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等
 

な
し
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 (
3
7
）
玄
海
原
子
力
発
電
所
第
３
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年

7
月

2
6
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
2
年
8
月

2
5
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

加
圧
器
ス
プ
レ
イ
ラ
イ
ン
は
、
残
留
応
力
が
比
較
的
大

き
い
と
考
え
ら
れ
る
冷
間
曲
げ
管
を
一
部
使
用
し
て
い
る

た
め
、
予
防
保
全
の
観
点
か
ら
、
当
該
配
管
を
熱
間
曲
げ

管
へ
取
り
替
え
る
。
併
せ
て
、
加
圧
器
補
助
ス
プ
レ
イ
ラ

イ
ン
と
の
合
流
部
に
つ
い
て
、
強
度
上
の
応
力
緩
和
の
観

点
か
ら
、
同
径
の
Ｔ
継
手
及
び
レ
ジ
ュ
ー
サ
の
接
続
に
変

更
す
る
。
 

ま
た
、
余
熱
除
去
ラ
イ
ン
は
、
配
管
材
料
に
一
部
Ｓ
Ｕ

Ｓ
３
０
４
系
を
使
用
し
て
い
る
た
め
、
耐
応
力
腐
食
割
れ

性
の
向
上
の
観
点
か
ら
、
Ｓ
Ｕ
Ｓ
３
１
６
系
に
変
更
す
る
。

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省

令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）
第
５
条
（
耐

震
性
）
、
第
６
条
（
流
体
振
動
等
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）
、

第
８
条
の
２
（
安
全
設
備
）
、
第
９
条
（
材
料
及
び
構
造
）
、

第
１
６
条
（
循
環
設
備
等
）
及
び
第
１
６
条
の
２
（
原
子

炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

－
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等

 

な
し
 

 (
3
8
）
玄
海
原
子
力
発
電
所
第
４
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年

4
月

2
2
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
2
年

6
月

7
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

化
学
体
積
制
御
系
の
配
管
及
び
弁
の
溶
接
箇
所
に

つ
い
て
、
差
込
み
溶
接
式
管
継
手
を
突
合
せ
溶
接
式

管
継
手
に
変
更
し
、
応
力
集
中
を
受
け
に
く
い
溶
接

継
手
構
造
と
す
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
弁
の
主
要
寸
法

と
配
管
の
主
要
寸
法
及
び
材
料
が
変
更
と
な
る
。
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

第
５
条
（
耐
震
性
）
、
第
６
条
（
流
体
振
動
等
に
よ
る

損
傷
の
防
止
）
、
第
８
条
の
２
（
安
全
設
備
）
、
第
９

条
（
材
料
及
び
構
造
）
、
第
１
６
条
（
循
環
設
備
等
）

及
び
第
１
６
条
の
２
（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン

ダ
リ
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

－
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等
 

な
し
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 (
3
9
）
玄
海
原
子
力
発
電
所
第
４
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年

6
月

1
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
2
年

7
月

6
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

「
非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
又
は
格
納
容
器
熱
除
去

設
備
に
係
る
ろ
過
装
置
の
性
能
評
価
等
に
つ
い
て

（
内
規
）
」
が
平
成
２
０
年
２
月
に
制
定
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
、
具
体
的
な
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク

リ
ー
ン
（
以
下
、
ス
ク
リ
ー
ン
）
の
性
能
評
価
手
法

が
明
確
に
な
っ
た
こ
と
を
受
け
、
内
規
に
適
合
す
る

性
能
の
向
上
（
面
積
の
拡
大
）
を
図
っ
た
新
た
な
ス

ク
リ
ー
ン
へ
取
り
替
え
る
。
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め

る
省
令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）

第
５
条
（
耐
震
性
）
、
第
８
条
の
２
（
安
全
設
備
）
、

第
９
条
（
材
料
及
び
構
造
）
及
び
第
１
７
条
（
非
常

用
炉
心
冷
却
設
備
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

－
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等

 

な
し
 

 

 (
4
0
）
川
内
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 

1
.
 
申
請
日
 

平
成

2
2
年

1
2
月

1
3
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
3
年

1
月

1
8
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

(
1
)
認
可
対
象
 

 原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

①
申
請
理
由
及
び
内
容
 

抽
出
ラ
イ
ン
の
配
管
に
つ
い
て
、
残
留
応
力
が
比
較
的

大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
冷
間
曲
げ
管
を
一
部
使
用
し
て
い

る
た
め
、
予
防
保
全
の
観
点
か
ら
、
当
該
配
管
を
熱
間
曲

げ
管
へ
取
り
替
え
、
配
管
の
材
料
を
Ｓ
Ｕ
Ｓ
３
０
４
系
か

ら
耐
応
力
腐
食
割
れ
性
に
優
れ
た
Ｓ
Ｕ
Ｓ
３
１
６
系
に
変

更
す
る
。
ま
た
、
配
管
の
取
替
え
に
併
せ
て
当
該
ラ
イ
ン

の
弁
を
取
り
替
え
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
配
管
の
材
料
及
び

弁
の
主
要
寸
法
が
変
更
と
な
る
。
 

(
2
)
認
可
の
内
容
 

   

②
判
断
基
準
 

発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省

令
（
昭
和
４
０
年
通
商
産
業
省
令
第
６
２
号
）
第
５
条
（
耐

震
性
）
、
第
６
条
（
流
体
振
動
等
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）
、

第
８
条
の
２
（
安
全
設
備
）
、
第
９
条
（
材
料
及
び
構
造
）
、

第
１
６
条
（
循
環
設
備
等
）
及
び
第
１
６
条
の
２
（
原
子

炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
）
 

4
.
 
結
果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た
の
で
、
認
可
し
た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

－
 

6
.
 
そ
の
他
の
 

関
連
事
項
等
 

な
し
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 (
4
1
）
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発

機
構
 
敦
賀
本
部
 

原
子
炉
廃
止
措
置
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー

（
通
称
：
ふ
げ
ん
）
 

1
.
 
認
可
申
請
日
 

平
成

2
2
年

1
0
月

2
6
日
 

2
.
 
認
可
日
 

平
成

2
2
年

1
1
月

2
6
日
 

3
.
 
認
可
の
概
要
 

  

①
認
可
申
請
の
対
象
 

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
 

②
認
可
申
請
の
内
容
 

液
体
廃
棄
物
処
理
施
設
の
主
配
管
の
一
部
を
、
腐

食
防
止
対
策
の
た
め
、
既
設
の
炭
素
鋼
配
管
か
ら
耐

食
性
に
優
れ
る
ス
テ
ン
レ
ス
配
管
に
更
新
を
行
う

も
の
で
あ
る
。
 

4
.
 
結
果
 

今
回

の
申

請
に
係

る
設

計
及

び
工

事
の
方

法
が

、

核
原

料
物
質

、
核

燃
料

物
質

及
び

原
子

炉
の
規
制

に

関
す

る
法
律

第
２
７

条
第

３
項
各

号
の
規

定
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
が

認
め

ら
れ

た
の

で
認

可
し

た
。
 

5
.
 
関
連
す
る
 

許
認
可
事
項
 

昭
和

４
５

年
１

１
月

３
０

日
付
け

４
５

原
第
７

６

５
９

号
を

も
っ

て
許

可
し

、
昭

和
６

３
年

９
月

２
２

日
付
け

６
３

安
（

原
規

）
第

３
０

０
号

で
変

更
許

可

し
た
原
子
炉
施
設
の
設
置
許
可
 

6
.
 
認

可
に

あ
た

っ

て
の
特
記
事
項
 

な
し
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Ⅵ
－

３
 

実
用

原
子

炉
に

係
る

燃
料

体
設

計
認

可
 

 (
1
)
 
株

式
会

社
グ

ロ
ー

バ
ル

･
ニ

ュ
ー

ク
リ

ア
･
フ

ュ
エ

ル
･
ジ

ャ
パ

ン
 

1
.

 
申

請
日

 
平

成
2
2
年

4
月

2
3
日

 

2
.

 
認

可
日

 
平

成
2
2
年

6
月

2
3
日

 

3
.

 
認

可
の

概
要

 

(
1
)
燃

料
体

を
 

使
用
す
る
発
電
所

 電
源

開
発

株
式

会
社

大
間

原
子

力
発

電
所

 

第
１

号
機

 

①
認

可
対

象
燃

料
 

９
×

９
型

燃
料

体
（

Ａ
型

）
 

②
申

請
内

容
 

電
源

開
発

株
式

会
社

大
間

原
子

力
発

電
所

第

１
号

機
の

初
装

荷
燃

料
体

及
び

取
替

燃
料

体
と

し
て

、
燃

料
体

最
高

燃
焼

度
5
5
,
0
0
0
Ｍ

Ｗ
ｄ

/
ｔ

の
燃

料
体
（

異
物

フ
ィ

ル
タ

付
下

部
支

持
板

及
び

一
体

成
型

の
ウ

ォ
ー

タ
ー

ロ
ッ

ド
採

用
）
を

採
用

す
る

。
 

(
2
)
認

可
の

内
容

        
③

判
断

基
準

 

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を

定
め

る
省

令
（

昭
和

４
０

年
通

商
産

業
省

令
第

６

２
号

）
第

１
３

条
（

炉
心

等
）

 

4
.

 
結

果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た

の
で

、
認

可
し

た
。

 

5
.

 
関

連
す

る
 

許
認

可
事

項
 

大
間

原
子

力
発

電
所

第
１

号
機

の
新

設
 

に
係

る
原

子
炉

設
置

許
可

 
（

申
請

者
：

電
源

開
発

(
株

)
）

 
平

成
2
0
年

4
月

2
3
日

 
平

成
1
6
・

0
3
・

1
8
原

第
1
3
号

 

6
.

 
そ

の
他

の
 

関
連

事
項

等
 

－
 

 

   (
2
)
 
三

菱
重

工
業

株
式

会
社

 

1
.

 
申

請
日

 
平

成
2
2
年

7
月

2
7
日

 

2
.

 
認

可
日

 
平

成
2
2
年

9
月

1
7
日

 

3
.

 
認

可
の

概
要

 

(
1
)
燃

料
体

を
 

使
用
す
る
発
電
所

 関
西

電
力

株
式

会
社

大
飯

発
電

所
 

第
１

～
４

号
機

 

①
認

可
対

象
燃

料
 

１
７

×
１

７
型

燃
料

体
（

Ａ
型

）
 

②
申

請
内

容
 

大
飯

発
電

所
第

１
～

４
号

機
の

取
替

燃
料

体

と
し

て
、

１
７

×
１

７
型

燃
料

体
（

Ａ
型

）
（

小

径
多

孔
流

路
の

改
良

下
部

ノ
ズ

ル
の

採
用

）
を

採
用

す
る

。
 

(
2
)
認

可
の

内
容

        
③

判
断

基
準

 

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を

定
め

る
省

令
（

昭
和

４
０

年
通

商
産

業
省

令
第

６
２

号
）

第
１

３
条

（
炉

心
等

）
 

4
.

 
結

果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た

の
で

、
認

可
し

た
。

 

5
.

 
関

連
す

る
 

許
認

可
事

項
 

大
飯

発
電

所
第

１
～

４
号

機
の

最
高

燃
焼

度
 

5
5
,
0
0
0
M
W
d
/
t
採

用
に

係
る

原
子

炉
設

置
変

更
 

許
可

（
申

請
者

：
関

西
電

力
(
株

)
）

 
平

成
1
5
年

9
月

2
5
日

 
平

成
1
4
・

0
8
・

2
1
原

第
5
号

 

6
.

 
そ

の
他

の
 

関
連

事
項

等
 

特
殊

加
工

認
可

 

平
成

1
6
年

2
月

1
7
日
 

平
成

1
5
・

1
2
・
1
9
原
第

6
7
号
 

 

※
燃

料
被

覆
材

と
し

て
 

「
M
D
A
」

及
び

 
「

Z
I
R
L
O
」

を
使

用
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 (
3
)
 
三

菱
原

子
燃

料
株

式
会

社
 

1
.

 
申

請
日

 
平

成
2
2
年

7
月

2
0
日

 

2
.

 
認

可
日

 
平

成
2
2
年

8
月

2
4
日

 

3
.

 
認

可
の

概
要

 

(
1
)
燃

料
体

を
 

使
用
す
る
発
電
所

 関
西

電
力

株
式

会
社

美
浜

発
電

所
第

１
号

機
 

①
認

可
対

象
燃

料
 

１
４

×
１

４
型

燃
料

体
（

Ａ
型

）
 

②
申

請
内

容
 

三
菱

重
工

業
株

式
会

社
が

平
成

1
3
年

1
0
月

1

日
付

け
で

既
に

認
可

を
受

け
て

い
る

燃
料

体
の

設
計

と
同

等
の

も
の

に
つ

い
て

、
三

菱
原

子
燃

料
株

式
会

社
か

ら
申

請
が

あ
っ

た
も

の
。

 

(
2
)
認

可
の

内
容

   

③
判

断
基

準
 

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を

定
め

る
省

令
（

昭
和

４
０

年
通

商
産

業
省

令
第

６
２

号
）

第
１

３
条

（
炉

心
等

）
 

4
.

 
結

果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た

の
で

、
認

可
し

た
。

 

5
.

 
関

連
す

る
 

許
認

可
事

項
 

美
浜

発
電

所
第

１
号

機
の

最
高

燃
焼

度
 

4
8
,
0
0
0
M
W
d
/
t
採

用
に

係
る

原
子

炉
設

置
変

更
 

許
可

（
申

請
者

：
関

西
電

力
(
株

)
）

 
平

成
2
年

9
月

1
7
日

 
元

資
庁

第
1
1
3
3
5
号

 

6
.

 
そ

の
他

の
 

関
連

事
項

等
 

－
 

  

 (
4
)
 
三

菱
原

子
燃

料
株

式
会

社
 

1
.

 
申

請
日

 
平

成
2
2
年

8
月

2
4
日

 

2
.

 
認

可
日

 
平

成
2
2
年

9
月

2
1
日

 

3
.

 
認

可
の

概
要

 

(
1
)
燃

料
体

を
 

使
用
す
る
発
電
所

 関
西

電
力

株
式

会
社

高
浜

発
電

所
 

第
１

、
２

号
機

 

①
認

可
対

象
燃

料
 

１
５

×
１

５
型

燃
料

体
（

Ａ
型

）
 

②
申

請
内

容
 

三
菱

重
工

業
株

式
会

社
が

平
成

1
2
年

1
2
月

8

日
付

け
で

既
に

認
可

を
受

け
て

い
る

燃
料

体
の

設
計

と
同

等
の

も
の

に
つ

い
て

、
三

菱
原

子
燃

料
株

式
会

社
か

ら
申

請
が

あ
っ

た
も

の
。

 

(
2
)
認

可
の

内
容

   

③
判

断
基

準
 

発
電

用
原

子
力

設
備

に
関

す
る

技
術

基
準

を

定
め

る
省

令
（

昭
和

４
０

年
通

商
産

業
省

令
第

６
２

号
）

第
１

３
条

（
炉

心
等

）
 

4
.

 
結

果
 

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た

の
で

、
認

可
し

た
。

 

5
.

 
関

連
す

る
 

許
認

可
事

項
 

高
浜

発
電

所
第

１
、

２
号

機
の

最
高

燃
焼

度
 

4
8
,
0
0
0
M
W
d
/
t
採

用
に

係
る

原
子

炉
設

置
変

更
 

許
可

（
申

請
者

：
関

西
電

力
(
株

)
）

 
平

成
2
年

9
月

1
7
日

 
元

資
庁

第
1
1
3
3
6
号

 

6
.

 
そ

の
他

の
 

関
連

事
項

等
 

－
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Ⅵ
－
4
 
実
用
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
工
事
計
画
認
可
 

実
績
一
覧
表
（
平
成

2
2
年
度
第

3
四
半
期
分
）
 

 

 
申

請
者

 
概

要
 

申
請
日

 
認

可
日

 
設

置
（

変
更

）
許

可

1
 

東
京
電
力
株
式
会
社

福
島
第
一
原
子
力

 

発
電
所
 
第
３
号
機

主
蒸

気
逃

が
し

安
全
弁
の
共
用
化

 
平
成

2
2
年

6
月

2
1
日

平
成

2
2
年

1
0
月

4
日

－
 

2
 

関
西
電
力
株
式
会
社

高
浜
発
電
所

 

第
3
号
機

 

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ

ウ
ム

混
合

酸
化

物
燃
料
の
採
用

 

平
成

2
2
年

7
月

2
3
日

平
成

2
2
年

1
0
月

4
日

平
成

10
年

12
月

16
日
 

平
成

10
･0
5･
11

資
第

8
号

 

3
 

関
西
電
力
株
式
会
社

大
飯
発
電
所

 

第
1
号
機

 

非
常

用
炉

心
冷

却
設

備
の

配
管

取
替

え
 

平
成

2
2
年

8
月

1
9
日

平
成

2
2
年

1
0
月

4
日

－
 

4
 

東
京
電
力
株
式
会
社

福
島
第
一
原
子
力

 

発
電
所
 
第

4
号
機

主
蒸

気
逃

が
し

安
全
弁
の
共
用
化

 
平
成

2
2
年

9
月

1
4
日

平
成

2
2
年

1
0
月

4
日

－
 

5
 

関
西
電
力
株
式
会
社

美
浜
発
電
所

 

第
１
号
機

 

格
納

容
器

再
循

環
サ

ン
プ

ス
ク

リ
ー

ン
の
取
替
え

 

平
成

2
2
年

9
月

1
5
日

平
成

2
2
年

1
0
月

4
日

－
 

6
 

関
西
電
力
株
式
会
社

大
飯
発
電
所

 

第
1
号
機

 

格
納

容
器

再
循

環
サ

ン
プ

ス
ク

リ
ー

ン
の
取
替
え

 

平
成

2
2
年

9
月

1
5
日

平
成

2
2
年

1
0
月

4
日

－
 

7
 

東
京
電
力
株
式
会
社

福
島
第
一
原
子
力

 

発
電
所
 
第

4
号
機

原
子

炉
格

納
容

器
電

気
配

線
貫

通
部

の
取
替
え

 

平
成

2
2
年

8
月

3
0
日

平
成

2
2
年

1
0
月

6
日

－
 

8
 

中
部
電
力
株
式
会
社

浜
岡
原
子
力
発
電
所

第
4
号
機

 

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ

ウ
ム

混
合

酸
化

物
燃
料
の
採
用

 

平
成

2
2
年

7
月

9
日
 

平
成

2
2
年

1
0
月

8
日

平
成

19
年

7
月

4
日
 

平
成

18
･0
3･
03

原
第

4
号

 

9
 

九
州
電
力
株
式
会
社

玄
海
原
子
力
発
電
所

第
2
号
機

 

格
納

容
器

再
循

環
サ

ン
プ

ス
ク

リ
ー

ン
の
取
替
え

 

平
成

2
2
年

9
月

2
7
日

平
成

2
2
年

1
0
月

1
9
日

－
 

1
0
 

九
州
電
力
株
式
会
社

玄
海
原
子
力
発
電
所

第
3
号
機

 

格
納

容
器

再
循

環
サ

ン
プ

ス
ク

リ
ー

ン
の
取
替
え

 

平
成

2
2
年

9
月

2
7
日

平
成

2
2
年

1
0
月

1
9
日

－
 

   

 
申

請
者

 
概

要
 

申
請
日

 
認

可
日

 
設

置
（

変
更

）
許

可
 

1
1

九
州
電
力
株
式
会
社

玄
海
原
子
力
発
電
所

第
2
号
機

 

余
剰

抽
出

ラ
イ

ン
の
配
管
・
弁
の
取
替

え
 

平
成

2
2
年

9
月

2
2
日

平
成

2
2
年

1
0
月

2
5
日

－
 

1
2

東
北
電
力
株
式
会
社

女
川
原
子
力
発
電
所

第
2
号
機

 

ガ
ド

リ
ニ

ア
濃

度
変

更
に

伴
う

燃
料

材
の

最
高

温
度

の
変
更

 

平
成

2
2
年

9
月

1
5
日

平
成

2
2
年

1
0
月

2
6
日

平
成

1
1
年

4
月

1
4
日

 

平
成

10
･0
5･
29

資
第

8
号
 

1
3

四
国
電
力
株
式
会
社

伊
方
発
電
所

 

第
1
号
機

 

使
用

済
燃

料
運

搬
用

容
器

の
容

量
変

更
 

平
成

2
2
年

9
月

2
7
日

平
成

2
2
年

1
1
月

1
9
日

平
成

8
年

7
月

1
0
日
 

7
資
庁
第

1
4
3
9
3
号
 

1
4

東
京
電
力
株
式
会
社

福
島
第
一
原
子
力

 

発
電
所
 
第

4
号
機

原
子

炉
冷

却
材

浄
化

系
循

環
ポ

ン
プ

の
取
替
え

 

平
成

2
2
年

1
0
月

2
9
日

平
成

2
2
年

1
1
月

1
9
日

－
 

1
5

関
西
電
力
株
式
会
社

高
浜
発
電
所

 

第
1
号
機

 

格
納

容
器

再
循

環
サ

ン
プ

ス
ク

リ
ー

ン
の
取
替
え

 

平
成

2
2
年

1
1
月

2
日

平
成

2
2
年

1
1
月

2
9
日

－
 

1
6

四
国
電
力
株
式
会
社

伊
方
発
電
所

 

第
3
号
機

 

原
子

炉
容

器
上

蓋
の
取
替
え

 
平
成

2
2
年

1
1
月

1
8
日

平
成

2
2
年

1
2
月

2
0
日

平
成

1
5
年

8
月

1
3
日

 

平
成

14
･0
4･
03

原
第

27
号
 

1
7

関
西
電
力
株
式
会
社

高
浜
発
電
所

 

第
1
号
機

 

無
停

電
電

源
装

置
の
取
替
え

 
平
成

2
2
年

1
2
月

6
日

平
成

2
2
年

1
2
月

2
0
日

－
 

1
8

関
西
電
力
株
式
会
社

高
浜
発
電
所

 

第
2
号
機

 

無
停

電
電

源
装

置
の
取
替
え

 
平
成

2
2
年

1
2
月

6
日

平
成

2
2
年

1
2
月

2
0
日

－
 

1
9

電
源
開
発
株
式
会
社

大
間
原
子
力
発
電
所

第
１
号
機

 

1
号
機
の
新
設
（
全

6
分
割
中
、
第

6
回

申
請
）

 

平
成

2
2
年

4
月

1
3
日

平
成

2
2
年

1
2
月

2
4
日

平
成

2
0
年

4
月

2
3
日

 

平
成

16
･0
3･
18

原
第

13
号
 

2
0

東
京
電
力
株
式
会
社

福
島
第
一
原
子
力

 

発
電
所
 
第

4
号
機

原
子

炉
冷

却
材

浄
化

系
配

管
の

取
替

え
 

平
成

2
2
年

1
2
月

3
日

平
成

2
2
年

1
2
月

2
4
日

－
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申
請
者

 
概
要

 
申
請
日

 
認
可
日

 
設
置
（
変
更
）
許
可

 

2
1
 

東
京
電
力
株
式
会
社

福
島
第
一
原
子
力

 

発
電
所
 
第

4
号
機

 

使
用

済
燃

料
乾

式
貯
蔵
容
器
の
増
設

 
平
成

2
2
年

1
0
月

2
2
日

平
成

2
2
年

1
2
月

2
7
日

平
成

6
年

3
月

8
日
 

5
資
庁
第

5
1
1
2
号

 

2
2
 

東
京
電
力
株
式
会
社

福
島
第
一
原
子
力

 

発
電
所
 
第

5
号
機

使
用

済
燃

料
乾

式
貯
蔵
容
器
の
設
置

 
平
成

2
2
年

1
0
月

2
2
日

平
成

2
2
年

1
2
月

2
7
日

平
成

6
年

3
月

8
日
 

5
資
庁
第

5
1
1
2
号

 

2
3
 

東
京
電
力
株
式
会
社

福
島
第
一
原
子
力

 

発
電
所
 
第

6
号
機

 

使
用

済
燃

料
乾

式
貯
蔵
容
器
の
増
設

 
平
成

2
2
年

1
0
月

2
2
日

平
成

2
2
年

1
2
月

2
7
日

平
成

6
年

3
月

8
日
 

5
資
庁
第

5
1
1
2
号

 

 

                 

 Ⅵ
－
5
 
実
用
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
燃
料
体
設
計
認
可
 

実
績
一
覧
表
（
平
成

2
2
年
度
第

3
四
半
期
分
）
 

 

 
申
請
者

 
概
要

 
申
請
日

 
認
可
日

 
設
置
（
変
更
）
許
可

 

1

株
式
会
社
グ
ロ
ー
バ
ル
・

ニ
ュ
ー
ク
リ
ア
・
フ
ュ
エ
ル
・

ジ
ャ
パ
ン

 

志
賀
１
号
機
用

 

９
×
９
型
燃
料
体
（
Ａ
型
）

 一
体
型
ウ
ォ
ー
タ
ー
ロ
ッ

ド
の
採
用

 

平
成

2
2
年

8
月

6
日

平
成

2
2
年

1
0
月

4
日

志
賀

原
子

力
発

電
所

第
１

号
機

の
９

×
９

燃
料

（
燃

料
体
最
高
燃
焼
度
 

5
5
,
0
0
0
M
W
d
/
t
）
採
用
他
に

係
る

原
子

炉
設

置
変

更
許

可
(
申
請
者
:
北
陸
電
力
）
 

 平
成
1
2
年
1
2
月
5
日
 

平
成
12
･0
2･
07
資
第
15
号

 

2

株
式
会
社
グ
ロ
ー
バ
ル
・

ニ
ュ
ー
ク
リ
ア
・
フ
ュ
エ
ル
・

ジ
ャ
パ
ン

 

志
賀

2
号
機
用
 

９
×
９
型
燃
料
体
（
Ａ
型
）

 一
体
型
ウ
ォ
ー
タ
ー
ロ
ッ

ド
の
採
用

 

平
成

2
2
年

8
月

6
日

平
成

2
2
年

1
0
月

4
日

志
賀

原
子

力
発

電
所

第
2

号
機

の
増

設
に

係
る

原
子

炉
設

置
変

更
許

可
(
申

請

者
:
北
陸
電
力
）
 

 平
成
1
1
年
4
月
1
4
日
 

平
成
09
･0
5･
20
資
第
1号

 

3
三
菱
原
子
燃
料
株
式
会
社

 

川
内
１
,
2
号
機
用
 

 17
×
17
型
燃
料
体
(Ａ

型
）

信
頼
性
向
上
燃
料
の
採
用

平
成

22
年

10
月

12
日

平
成

22
年

11
月

10
日

川
内

原
子

力
発

電
所

第

１
,
2
号

機
の

最
高

燃
焼

度

5
5
,
0
0
0
M
W
d
/
t
 

採
用

に
係

る
原

子
炉

設
置

変
更
許
可
（
申
請
者
:
九
州

電
力
）
 

 平
成
1
7
年
1
2
月
2
1
日
 

平
成
16
･1
1･
25
原
第
4号
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Ⅵ
－
6 

実
用
発
電
用
原
子
炉
の
使
用
前
検
査
の
合
格
 

・
第

1
四
半
期

 

（
1）

工
事
計
画
認
可
工
事
関
係
 

検
査
対
象

 
検
査
段
階

 
検
査
内
容

 
合
格
証
交
付
日

 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

泊
発
電
所
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
 

ろ
過
装
置
 

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

6
月

29
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
第
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

原
子
炉
冷
却
材
補
給
設
備
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
 

主
配
管
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

6
月

23
日
 

敦
賀
発
電
所
２
号
機
 

附
帯
設
備
 

非
常
用
予
備
発
電
装
置
 

そ
の
他
の
電
源
装
置
 

無
停
電
電
源
装
置
 

イ
ン
バ
ー
タ
 

電
力
貯
蔵
装
置
 

蓄
電
池
 

ホ
 

イ
ン
バ
ー
タ
 

①
外
観
検
査
 

②
機
能
・
性
能
検
査
 

蓄
電
池
 

①
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

②
機
能
・
性
能
検
査
 

平
成

22
年

5
月

28
日
 

イ
 

①
構
造
検
査
（
据
付
）
 

敦
賀
発
電
所
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

計
測
制
御
系
統
設
備
 

制
御
方
式
及
び
制
御
方
法
 

安
全
保
護
系
の
制
御
方
法
 

原
子
炉
非
常
停
止
信
号
 

工
学
的
安
全
施
設
作
動
信
号
 

ホ
 

①
機
能
検
査
 

平
成

22
年

6
月

24
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

敦
賀
発
電
所
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
 

ろ
過
装
置
 

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

6
月

17
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
）

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

美
浜
発
電
所
第
１
号
機
 

燃
料
設
備
 

燃
料
取
扱
設
備
 

使
用
済
燃
料
運
搬
用
容
器
 

ホ
 

①
機
能
検
査
 

平
成

22
年

6
月

25
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

大
飯
発
電
所
第
４
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
 

ろ
過
装
置
 

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

5
月

27
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

大
飯
発
電
所
第
４
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

一
次
冷
却
材
の
循
環
設
備
 

主
要
弁
、
主
配
管
 

化
学
体
積
制
御
設
備
 

主
要
弁
、
主
配
管

 
ホ
 

①
性
能
検
査

 

平
成

22
年

6
月

21
日
 

 

  

検
査
対
象

 
検
査
段
階

検
査
内
容

 
合
格
証
交
付
日

 

イ
 

①
組
立
て
及
び
据
付
け
状
態
を

確
認
す
る
検
査
 

高
浜
発
電
所
第
４
号
機
 

原
子
力
設
備
 

計
測
制
御
系
統
設
備
 

制
御
方
式
及
び
制
御
方
法
 

計
測
装
置
 

原
子
炉
非
常
停
止
信
号
 

工
学
的
安
全
施
設
作
動
信
号
 

ホ
 

①
検
出
要
素
設
定
値
確
認
検
査

②
系
統
機
能
検
査
 

③
性
能
検
査
 

平
成

22
年

5
月

12
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

高
浜
発
電
所
第
４
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
 

ろ
過
装
置
 

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

5
月

27
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

川
内
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

一
次
冷
却
材
の
循
環
設
備
 

主
配
管
 

化
学
体
積
制
御
設
備
 

主
要
弁
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

5
月

6
日
 

川
内
原
子
力
発
電
所
第
２
号
機
 

附
帯
設
備
 

非
常
用
予
備
発
電
装
置
 

そ
の
他
の
電
源
装
置
（
非
常
用
の
も
の
に
限

る
。）

 
無
停
電
電
源
装
置
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

6
月

8
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

川
内
原
子
力
発
電
所
第
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
 

ろ
過
装
置
 

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

6
月

24
日
 

注
）
イ
と
は
構
造
、
強
度
又
は
漏
え
い
に
係
る
試
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
時
、
ホ
と
は
す
べ
て
の
工
事
が
完
了
し

た
時
（
電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
６
９
条
第
１
号
表
）

 

 （
2）

工
事
計
画
届
出
工
事
関
係
 

検
査
対
象

 
検
査
段
階

検
査
内
容

 
合
格
証
交
付
日

 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
（
耐
圧
、

漏
え
い
）
 

泊
発
電
所
１
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

一
次
冷
却
材
の
循
環
設
備
 

加
圧
器
 

主
配
管
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

4
月

14
日
 

イ
 

①
構
造
検
査
（
外
観
、
据
付
）

泊
発
電
所
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

放
射
線
管
理
設
備
 

放
射
線
管
理
用
計
測
装
置
 

プ
ロ
セ
ス
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
 

エ
リ
ア
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
 

ホ
 

①
系
統
機
能
検
査
 

②
性
能
検
査
 

平
成

22
年

6
月

29
日
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検
査
対
象

 
検
査
段
階

 
検
査
内
容

 
合
格
証
交
付
日

 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
第
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

原
子
炉
冷
却
材
補
給
設
備
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
 

主
配
管
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

6
月

23
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
第
３
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

原
子
炉
冷
却
材
補
給
設
備
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
 

主
配
管
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

4
月

5
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

東
海
第
二
発
電
所
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

原
子
炉
冷
却
材
の
循
環
設
備
 

熱
交
換
器
 

主
配
管
 

ホ
 

①
運
転
性
能
検
査
 

平
成

22
年

4
月

28
日
 

東
海
第
二
発
電
所
 

原
子
力
設
備
 

排
気
筒
 

ホ
 

①
外
観
検
査
 

②
制
震
装
置
性
能
検
査
 

平
成

22
年

6
月

22
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

④
支
持
構
造
物
検
査
 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

原
子
炉
冷
却
材
浄
化
設
備
 

原
子
炉
冷
却
材
浄
化
系
 

主
配
管
 

ホ
 

①
機
能
検
査
 

平
成

22
年

6
月

18
日
 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 

電
気
設
備
 

主
変
圧
器
 

ホ
 

①
外
観
検
査
 

②
接
地
線
導
通
検
査
 

③
絶
縁
耐
力
検
査
 

④
警
報
保
護
装
置
検
査
 

⑤
負
荷
検
査
 

平
成

22
年

6
月

25
日
 

浜
岡
原
子
力
発
電
所
第
３
号
機
 

電
気
設
備
 

遮
断
器
 

ホ
 

①
外
観
検
査
 

②
接
地
抵
抗
測
定
検
査
 

③
絶
縁
耐
力
検
査
 

④
警
報
保
護
装
置
検
査
 

⑤
遮
断
器
関
係
検
査
 

平
成

22
年

5
月

17
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

敦
賀
発
電
所
２
号
機

 
原
子
力
設
備

 
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備

 
非
常
用
炉
心
冷
却
設
備

 
主
配
管

 
ホ
 

①
機
能
検
査
 

平
成

22
年

6
月

17
日
 

 

 

検
査
対
象

 
検
査
段
階

検
査
内
容

 
合
格
証
交
付
日

 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

大
飯
発
電
所
第
４
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

一
次
冷
却
材
の
循
環
設
備
 

主
配
管
 

非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
 

主
配
管
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

6
月

21
日
 

イ
 

①
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

②
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

大
飯
発
電
所
第
４
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
本
体
 

原
子
炉
容
器
 

ホ
 

①
機
能
性
能
検
査
 

平
成

22
年

6
月

22
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
）

③
組
立
及
び
据
付
状
態
確
認
検

査
 

高
浜
発
電
所
第
３
号
機
 

原
子
力
設
備
 

燃
料
設
備
 

燃
料
取
扱
設
備
 

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
酸
化
物
 

新
燃
料
取
扱
装
置
 

ホ
 

①
機
能
検
査
 

②
運
転
性
能
検
査
 

平
成

22
年

6
月

25
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

高
浜
発
電
所
第
４
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

一
次
冷
却
材
の
循
環
設
備
 

主
配
管
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

6
月

14
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

高
浜
発
電
所
第
４
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

一
次
冷
却
材
の
循
環
設
備
 

加
圧
器
 

主
配
管
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

6
月

16
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

高
浜
発
電
所
第
４
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

一
次
冷
却
材
の
循
環
設
備
 

蒸
気
発
生
器
 

ホ
 

①
機
能
検
査
 

②
性
能
検
査
 

平
成

22
年

6
月

16
日
 

ロ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
 

高
浜
発
電
所
第
４
号
機
 

原
子
力
設
備
 

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

車
室
、
円
板
、
翼
、
車
軸
 

ホ
 

①
負
荷
検
査
 

平
成

22
年

6
月

16
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

④
支
持
構
造
物
検
査
 

川
内
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機

 
原
子
力
設
備

 
原
子
炉
冷
却
系
統
設
備

 
一
次
冷
却
材
の
循
環
設
備

 
加
圧
器

 
主
配
管

 
化
学
体
積
制
御
設
備

 
主
配
管

 
ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

6
月

11
日
 

(注
）
イ
と
は
構
造
、
強
度
又
は
漏
え
い
に
係
る
試
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
時
、
ロ
と
は
補
助
ボ
イ
ラ
ー
本
体
の
組

立
て
が
完
了
し
た
時
、
ホ
と
は
す
べ
て
の
工
事
が
完
了
し
た
時
（
電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
６
９
条
第
１
号
表
）
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・
第

2
四
半
期
 

（
1）

工
事
計
画
認
可
工
事
関
係
 

検
査
対
象

 
検
査
段
階

 
検
査
内
容

 
合
格
証
交
付
日

 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機

 
原
子
力
設
備

 
原
子
炉
格
納
施
設

 
原
子
炉
格
納
容
器

 
原
子
炉
格
納
容
器
配
管
貫
通
部
及
び
電
気

配
線
貫
通
部

 
原
子
炉
格
納
容
器
電
気
配
線
貫
通
部
 

ホ
 

①
機
能
検
査
 

平
成

22
年

7
月

16
日
 

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機

 
原
子
力
設
備

 
計
測
制
御
系
統
設
備

 
原
子
炉
非
常
停
止
信
号
 

ホ
 

①
機
能
検
査
 

平
成

22
年

7
月

28
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
第
３
号
機

 
原
子
力
設
備

 
原
子
炉
格
納
施
設

 
原
子
炉
格
納
容
器

 
原
子
炉
格
納
容
器
配
管
貫
通
部
及
び
電
気

配
線
貫
通
部

 
原
子
炉
格
納
容
器
電
気
配
線
貫
通
部
 

ホ
 

①
機
能
検
査
 

平
成

22
年

9
月

10
日
 

ニ
 

①
全
燃
料
装
荷
後
の
炉
内
配
置

確
認
検
査
 

②
全
燃
料
装
荷
時
の
原
子
炉
停

止
余
裕
検
査
 

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
第
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
本
体
 

炉
型
式
、
定
格
熱
出
力
、
過
剰
反
応
度
及
び
反

応
度
係
数
並
び
に
減
速
材
の
名
称
、
種
類
及
び

組
成
 

炉
心
に
係
る
次
の
事
項
 

炉
心
形
状
、
格
子
形
状
、
燃
料
集
合
体
数
、

炉
心
有
効
高
さ
及
び
炉
心
等
価
直
径
 

燃
料
の
種
類
、
燃
料
集
合
体
平
均
濃
縮
度
、

燃
料
集
合
体
最
高
燃
焼
度
及
び
燃
料
の
最

大
装
荷
量
 

燃
料
材
の
最
高
温
度
 

熱
的
制
限
値
 

原
子
炉
本
体
の
適
用
基
準
及
び
適
用
規
格
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

7
月

2
日
 

イ
 

①
構
造
検
査
（
外
観
、
据
付
）

敦
賀
発
電
所
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

計
測
制
御
系
統
設
備
 

制
御
棒
駆
動
装
置
 

原
動
機
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

7
月

8
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

敦
賀
発
電
所
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

一
次
冷
却
材
の
循
環
設
備
 

主
要
弁
 

主
配
管
 

化
学
体
積
制
御
設
備
 

主
要
弁
 

主
配
管
 

ホ
 

①
材
性
能
検
査
 

平
成

22
年

7
月

23
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

伊
方
発
電
所
第
１
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
 

ろ
過
装
置
 

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

7
月

5
日
 

  

検
査
対
象

 
検
査
段
階

検
査
内
容

 
合
格
証
交
付
日

 

イ
 

①
材
料
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

玄
海
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
 

ろ
過
装
置
 

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

9
月

27
日
 

イ
 

①
構
造
検
査
（
据
付
）
 

川
内
原
子
力
発
電
所
第
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

計
測
制
御
系
統
設
備
 

計
測
装
置
 

中
間
領
域
計
測
装
置
 

ホ
 

①
機
能
検
査
 

平
成

22
年

7
月

7
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

川
内
原
子
力
発
電
所
第
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

一
次
冷
却
材
の
循
環
設
備
 

主
配
管
 

化
学
体
積
制
御
設
備
 

主
要
弁
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

7
月

13
日
 

注
）
イ
と
は
構
造
、
強
度
又
は
漏
え
い
に
係
る
試
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
時
、
ニ
と
は
原
子
炉
の
臨
界
反
応
操
作

を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
時
、
ホ
と
は
す
べ
て
の
工
事
が
完
了
し
た
時
（
電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
６
９
条

第
１
号
表
）

 

 （
2）

工
事
計
画
届
出
工
事
関
係
 

検
査
対
象

 
検
査
段
階

検
査
内
容

 
合
格
証
交
付
日

 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

泊
発
電
所
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

一
次
冷
却
材
の
循
環
設
備
 

主
配
管
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

7
月

7
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

女
川
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

残
留
熱
除
去
系
 

主
配
管
 

ホ
 

①
機
能
検
査
 

平
成

22
年

7
月

8
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

女
川
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

原
子
炉
冷
却
材
の
循
環
設
備
 

復
水
浄
化
系
 

主
配
管
 

ホ
 

①
機
能
検
査
 

平
成

22
年

7
月

27
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

女
川
原
子
力
発
電
所
第

1 
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

原
子
炉
冷
却
材
の
循
環
設
備
 

ポ
ン
プ
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

8
月

4
日
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検
査
対
象

 
検
査
段
階

 
検
査
内
容

 
合
格
証
交
付
日

 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
力
設
備
（
第
１
～
第
６
号
機
共
用
）
 

廃
棄
設
備
 

気
体
・
液
体
又
は
固
体
廃
棄
物
処
理
設
備
 

固
化
装
置
 

グ
ラ
ニ
ュ
ー
ル
乾
燥
装
置
 

ホ
 

①
機
能
検
査
 

平
成

22
年

8
月

19
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
寸
法
検
査
 

③
外
観
検
査
 

④
組
立
て
及
び
据
付
け
状
態
を

確
認
す
る
検
査
 

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 

原
子
力
設
備
 

廃
棄
設
備
 

気
体
、
液
体
又
は
固
体
廃
棄
物
処
理
設
備
 

減
容
・
固
化
設
備
に
係
る
圧
縮
装
置
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

8
月

16
日
 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
第
３
号
機
 

原
子
力
設
備
 

排
気
筒
 

排
気
筒
 

ホ
 

①
外
観
検
査
 

平
成

22
年

7
月

27
日
 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
第
４
号
機
 

原
子
力
設
備
 

排
気
筒
 

排
気
筒
 

ホ
 

①
外
観
検
査
 

平
成

22
年

7
月

27
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

敦
賀
発
電
所
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

一
次
冷
却
材
の
循
環
設
備
 

主
配
管
 

化
学
体
積
制
御
設
備
 

主
配
管
 

ホ
 

①
機
能
検
査
 

平
成

22
年

7
月

23
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

玄
海
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

原
子
炉
補
機
冷
却
水
設
備
 

主
配
管
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

9
月

27
日
 

川
内
原
子
力
発
電
所
第
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

計
測
制
御
系
統
設
備
 

計
測
装
置
 

主
蒸
気
の
流
量
を
計
測
す
る
装
置
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

7
月

6
日
 

川
内
原
子
力
発
電
所
第
２
号
機
 

電
気
設
備
 

変
圧
器
 

ホ
 

①
外
観
検
査
 

②
接
地
線
導
通
検
査
 

③
絶
縁
耐
力
検
査
 

④
警
報
保
護
装
置
検
査
 

⑤
負
荷
検
査
 

平
成

22
年

8
月

3
日
 

ロ
 

①
 材

料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

川
内
原
子
力
発
電
所
第
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

ホ
 

①
負
荷
検
査
 

平
成

22
年

8
月

4
日
 

 

 

検
査
対
象

 
検
査
段
階

検
査
内
容

 
合
格
証
交
付
日

 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

川
内
原
子
力
発
電
所
第
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

一
次
冷
却
材
の
循
環
設
備
 

加
圧
器
 

主
配
管
 

化
学
体
積
制
御
設
備
 

主
配
管
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

8
月

4
日
 

(注
）
イ
と
は
構
造
、
強
度
又
は
漏
え
い
に
係
る
試
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
時
、
ロ
と
は
燃
料
要
素
の
集
合
体
で
あ

る
燃
料
体
に
つ
い
て
は
、
燃
料
要
素
の
加
工
が
完
了
し
た
時
、
ホ
と
は
す
べ
て
の
工
事
が
完
了
し
た
時
（
電
気
事
業
法
施
行
規

則
第
６
９
条
第
１
号
表
）

 

 ・
第

3
四
半
期
 

（
1）

工
事
計
画
認
可
工
事
関
係
 

検
査
対
象

 
検
査
段
階

検
査
内
容

 
合
格
証
交
付
日

 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

東
通
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 

原
子
力
設
備
 

燃
料
設
備
 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

11
月

22
日
 

ニ
 

①
全
燃
料
装
荷
後
の
炉
内
配
置

確
認
検
査
 

②
全
燃
料
装
荷
時
の
原
子
炉
停

止
余
裕
検
査
 

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
第
３
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
本
体
 

炉
型
式
、
定
格
熱
出
力
、
過
剰
反
応
度
及
び
反

応
度
係
数
並
び
に
減
速
材
の
名
称
、
種
類
及
び

組
成
 

炉
心
に
係
る
次
の
事
項
 

炉
心
形
状
、
格
子
形
状
、
燃
料
集
合
体
数
、

炉
心
有
効
高
さ
及
び
炉
心
等
価
直
径
 

燃
料
の
種
類
、
燃
料
集
合
体
平
均
濃
縮
度
又

は
富
化
度
、
燃
料
集
合
体
最
高
燃
焼
度
及
び

燃
料
の
最
大
装
荷
量
 

燃
料
材
の
最
高
温
度
 

熱
的
制
限
値
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

10
月

26
日
 

ニ
 

①
全
燃
料
装
荷
後
の
炉
内
配
置

確
認
検
査
 

②
全
燃
料
装
荷
時
の
原
子
炉
停

止
余
裕
検
査
 

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
本
体
 

炉
型
式
、
定
格
熱
出
力
、
過
剰
反
応
度
及
び
反

応
度
係
数
並
び
に
減
速
材
の
名
称
、
種
類
及
び

組
成
 

炉
心
に
係
る
次
の
事
項
 

炉
心
形
状
、
格
子
形
状
、
燃
料
集
合
体
数
、

炉
心
有
効
高
さ
及
び
炉
心
等
価
直
径
 

燃
料
の
種
類
、
燃
料
集
合
体
平
均
濃
縮
度
、

燃
料
集
合
体
最
高
燃
焼
度
及
び
燃
料
の
最

大
装
荷
量
 

燃
料
材
の
最
高
温
度
 

熱
的
制
限
値
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

10
月

22
日
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検
査
対
象

 
検
査
段
階

 
検
査
内
容

 
合
格
証
交
付
日

 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
・
外
観
・
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 

原
子
力
設
備
 

燃
料
設
備
 

燃
料
取
扱
設
備
 

使
用
済
燃
料
運
搬
用
容
器
 

ホ
 

①
機
能
検
査
 

平
成

22
年

12
月

22
日

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

敦
賀
発
電
所
１
号
機
 

原
子
力
設
備
 

燃
料
設
備
 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
設
備
 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
槽
 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

11
月

11
日

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

美
浜
発
電
所
第
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
 

ろ
過
装
置
 

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

10
月

22
日

イ
 

①
構
造
検
査
（
外
観
、
据
付
）

②
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

美
浜
発
電
所
第
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

一
次
冷
却
材
の
循
環
設
備
 

主
要
弁
、
主
配
管
 

化
学
体
積
制
御
設
備
 

主
要
弁
、
主
配
管
 

ホ
 

①
機
能
検
査
 

平
成

22
 年

11
月

5
日
 

イ
 

①
構
造
検
査
（
据
付
）
 

大
飯
発
電
所
第
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

計
測
制
御
系
統
設
備
 

制
御
方
式
及
び
制
御
方
法
 

原
子
炉
の
制
御
方
法
 

計
測
装
置
 

主
蒸
気
の
圧
力
を
計
測
す
る
装
置
 

原
子
炉
非
常
停
止
信
号
 

工
学
的
安
全
施
設
作
動
信
号
 

ホ
 

①
機
能
性
能
検
査
 

平
成

22
 年

10
月

4
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

大
飯
発
電
所
第
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
 

ろ
過
装
置
 

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
 年

10
月

8
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

大
飯
発
電
所
第
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

燃
料
設
備
 

燃
料
取
扱
設
備
 

新
燃
料
又
は
使
用
済
燃
料
を
取
扱
う
機
器
 

ホ
 

①
機
能
検
査
 

平
成

22
年

10
月

14
日

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

大
飯
発
電
所
第
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

一
次
冷
却
材
の
循
環
設
備
 

主
配
管
 

非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
 

主
配
管
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

10
月

14
日

 

 

検
査
対
象

 
検
査
段
階

検
査
内
容

 
合
格
証
交
付
日

 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

大
飯
発
電
所
第
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

一
次
冷
却
材
の
循
環
設
備
 

主
配
管
 

余
熱
除
去
設
備
 

主
要
弁
 

主
配
管
 

非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
 

主
配
管
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

10
月

14
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

大
飯
発
電
所
第
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

一
次
冷
却
材
の
循
環
設
備
 

主
配
管
 

ホ
 

①
機
能
性
能
検
 

平
成

22
年

11
月

16
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

大
飯
発
電
所
第
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

主
蒸
気
・
主
給
水
設
備
 

主
配
管
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

11
月

16
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

高
浜
発
電
所
第
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
 

ろ
過
装
置
 

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
 年

10
月

8
日
 

イ
 

①
構
造
検
査
（
据
付
）
 

高
浜
発
電
所
第
３
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
力
設
備
 

計
測
制
御
系
統
設
備
 

制
御
方
式
及
び
制
御
方
法
 

原
子
炉
の
制
御
方
式
 

原
子
炉
の
制
御
方
法
 

計
測
装
置
 

原
子
炉
容
器
本
体
の
入
口
又
は
出
口
の
一
次

冷
却
材
の
圧
力
、
温
度
又
は
流
量
を
計
測
す
る

装
置
 

加
圧
器
内
の
圧
力
又
は
水
位
を
計
測
す
る
 

装
置
 

蒸
気
発
生
器
内
の
水
位
を
計
測
す
る
装
置
 

主
蒸
気
の
圧
力
、
温
度
又
は
流
量
を
計
測
す
る

装
置
 

原
子
炉
非
常
停
止
信
号
 

工
学
的
安
全
施
設
作
動
信
号
 

ホ
 

①
機
能
性
能
検
査
 

平
成

22
 年

12
月

9
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

高
浜
発
電
所
第
３
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
 

ろ
過
装
置
 

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

12
月

21
日
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検
査
対
象

 
検
査
段
階

 
検
査
内
容

 
合
格
証
交
付
日

 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

島
根
原
子
力
発
電
所
第
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

原
子
炉
冷
却
材
再
循
環
設
備
 

主
配
管
 

ホ
 

①
機
能
検
査
 

平
成

22
年

12
月

27
日

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

伊
方
発
電
所
第
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
 

ろ
過
装
置
 

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
 年

11
月

8
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

伊
方
発
電
所
第
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
格
納
施
設
 

原
子
炉
格
納
容
器
 

原
子
炉
格
納
容
器
配
管
貫
通
部
 

伸
縮
式
配
管
貫
通
部
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

11
月

10
日

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

伊
方
発
電
所
第
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

一
次
冷
却
材
の
循
環
設
備
 

主
配
管
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

11
月

19
日

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

玄
海
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
格
納
施
設
 

原
子
炉
格
納
容
器
 

原
子
炉
格
納
容
器
配
管
貫
通
部
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

10
月

12
日

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

玄
海
原
子
力
発
電
所
第
４
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

化
学
体
積
制
御
設
備
 

主
要
弁
 

主
配
管
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
 年

11
月

5
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

玄
海
原
子
力
発
電
所
第
４
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
 

ろ
過
装
置
 

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ
ー
ン
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
 年

11
月

2
日
 

注
）
イ
と
は
構
造
、
強
度
又
は
漏
え
い
に
係
る
試
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
時
、
ニ
と
は
原
子
炉
の
臨
界
反
応
操
作

を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
時
、
ホ
と
は
す
べ
て
の
工
事
が
完
了
し
た
時
（
電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
６
９
条

第
１
号
表
）

 

     

 （
2）

工
事
計
画
届
出
工
事
関
係
 

検
査
対
象

 
検
査
段
階

検
査
内
容

 
合
格
証
交
付
日

 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

泊
発
電
所
１
号
機
 

原
子
力
設
備
 

廃
棄
設
備
 

雑
固
体
焼
却
設
備
 

廃
液
受
入
タ
ン
ク
 

主
配
管
 

雑
固
体
焼
却
炉
 

堰
そ
の
他
の
設
備
 

廃
液
受
入
タ
ン
ク
エ
リ
ア
 

廃
液
受
入
タ
ン
ク
漏
え
い
検
出
装
置
 

ホ
 

①
機
能
検
査
 

②
性
能
検
査
 

平
成

22
年

11
月

5
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

女
川
原
子
力
発
電
所
第
３
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

残
留
熱
除
去
設
備
 

主
配
管
 

ホ
 

①
機
能
検
査
 

平
成

22
年

11
月

5
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

原
子
炉
冷
却
材
補
給
設
備
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
 

主
配
管
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

10
月

8
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
・
外
観
・
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
第
５
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

原
子
炉
冷
却
材
浄
化
設
備
 

原
子
炉
冷
却
材
浄
化
系
 

熱
交
換
器
 

原
子
炉
冷
却
材
浄
化
系
非
再
生
熱
交

換
器
 

ホ
 

①
機
能
検
査
 

平
成

22
年

12
月

21
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
・
外
観
・
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
第
５
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

原
子
炉
冷
却
材
再
循
環
系
 

主
配
管
 

ホ
 

①
機
能
検
査
 

平
成

22
年

12
月

22
日
 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
第
５
号
機
 

電
気
設
備
 

主
変
圧
器
 

ホ
 

①
外
観
検
査
 

②
接
地
線
導
通
検
査
 

③
絶
縁
耐
力
検
査
 

④
警
報
保
護
装
置
検
査
 

⑤
負
荷
検
査
 

平
成

22
年

12
月

15
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

大
飯
発
電
所
第
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

一
次
冷
却
材
の
循
環
設
備
 

主
要
弁
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

22
年

10
月

14
日
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検
査
対
象

 
検
査
段
階

 
検
査
内
容

 
合
格
証
交
付
日

 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

大
飯
発
電
所
第
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

一
次
冷
却
材
の
循
環
設
備
 

主
要
弁
 

主
配
管
 

ホ
 

①
機
能
性
能
検
査
 

平
成

22
年

10
月

14
日

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

大
飯
発
電
所
第
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

廃
棄
設
備
 

液
体
廃
棄
設
備
 

ホ
 

①
機
能
性
能
検
査
 

平
成

22
年

10
月

16
日

イ
 

①
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

②
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

大
飯
発
電
所
第
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

一
次
冷
却
材
の
循
環
設
備
 

加
圧
器
 

ホ
 

①
機
能
性
能
検
査
 

平
成

22
年

11
月

16
日

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

高
浜
発
電
所
第
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

一
次
冷
却
材
の
循
環
設
備
 

加
圧
器
 

主
配
管
 

ホ
 

①
機
能
性
能
検
査
 

平
成

22
年

10
月

21
日

イ
 

①
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

②
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

高
浜
発
電
所
第
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
本
体
 

原
子
炉
容
器
 

ホ
 

①
機
能
性
能
検
査
 

平
成

22
年

10
月

21
日

高
浜
発
電
所
第
２
号
機
 

電
気
設
備
 

変
圧
器
 

ホ
 

①
外
観
検
査
 

②
接
地
線
導
通
検
査
 

③
絶
縁
耐
力
検
査
 

④
警
報
保
護
装
置
検
査
 

⑤
負
荷
検
査
 

平
成

22
年

10
月

8
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

島
根
原
子
力
発
電
所
第
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

原
子
炉
冷
却
材
再
循
環
設
備
 

主
配
管
 

原
子
炉
冷
却
材
浄
化
設
備
 

主
配
管
 

ホ
 

①
機
能
検
査
 

平
成

22
年

12
月

27
日

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
 

玄
海
原
子
力
発
電
所
第
４
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

一
次
冷
却
材
の
循
環
設
備
 

主
配
管
 

非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
 

主
配
管
 

ホ
 

①
性
能
検
査

 

平
成

22
年

11
月

5
日
 

(注
）
イ
と
は
構
造
、
強
度
又
は
漏
え
い
に
係
る
試
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
時
、
ホ
と
は
す
べ
て
の
工
事
が
完
了

 

し
た
時
（
電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
６
９
条
第
１
号
表
）

 

  

 

 ・
第

4
四
半
期
 

（
1）

工
事
計
画
認
可
工
事
関
係
 

検
査
対
象

 
検
査
段
階

検
査
内
容

 
合
格
証
交
付
日

 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
（
耐
圧
、

漏
え
い
）
 

泊
発
電
所
３
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
設
備
 

ろ
過
装
置
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

23
年

3
月

31
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
（
耐
圧
、

漏
え
い
）
 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 

原
子
力
設
備
 

廃
棄
設
備
 

廃
棄
物
処
理
設
備
 

液
体
廃
棄
物
処
理
系
 

放
射
性
ド
レ
ン
移
送
系
 

（
第

1～
7
号
機
共
用
）
 

洗
濯
廃
液
系
（
第

1～
7
号
機
共
用
）
 

堰
そ
の
他
の
設
備
（
第

1～
7
号
機
共
用
）
 

漏
え
い
検
出
装
置
及
び
警
報
装
置
（
第

1～
7

号
機
共
用
）
 

ホ
 

①
系
統
機
能
検
査
（
漏
え
い
警

報
、
通
水
、
受
入
自
動
停
止
、
入

口
弁
自
動
切
替
）
 

②
系
統
運
転
性
能
検
査
（
機
器
運

転
性
能
）
 

平
成

23
年

1
月

18
日
 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
第
３
号
機
 

原
子
力
設
備
 

計
測
制
御
系
統
設
備
 

計
測
装
置
 

原
子
炉
格
納
容
器
本
体
内
の
水
素
ガ
ス
濃

度
を
計
測
す
る
装
置
 

ホ
 

①
系
統
機
能
検
査
（
警
報
）
 

②
性
能
検
査
（
校
正
、
計
測
範
囲

確
認
）
 

平
成

23
年

1
月

24
日
 

大
飯
発
電
所
第
１
号
機
 

附
帯
設
備
 

非
常
用
予
備
発
電
装
置
 

そ
の
他
の
電
源
装
置
（
非
常
用
の
も
の
に
限

る
。）

 
無
停
電
電
源
装
置
 

ホ
 

①
外
観
検
査
 

②
警
装
保
護
装
置
検
査
 

③
系
統
運
転
検
査
 

平
成

23
年

2
月

23
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
（
耐
圧
・

漏
え
い
）
 

高
浜
発
電
所
第
３
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

一
次
冷
却
材
の
循
環
設
備
 

主
要
弁
、
主
配
管
 

化
学
体
積
制
御
設
備
 

主
配
管
 

ホ
 

①
機
能
検
査
 

②
性
能
検
査
 

平
成

23
年

1
月

11
日
 

ニ
 

①
燃
料
装
荷
検
査
 

②
臨
界
ボ
ロ
ン
濃
度
測
定
検
査

③
減
速
材
温
度
係
数
測
定
検
査

④
原
子
炉
停
止
余
裕
検
査
 

高
浜
発
電
所
第
３
号
機
 

原
子
力
設
備
 

炉
形
式
、
定
格
熱
出
力
、
過
剰
反
応
度
、
反
応
度

計
数
及
び
減
速
材
並
び
に
炉
心
 

計
測
制
御
系
統
設
備
 

制
御
材
 

ホ
 

①
 炉

心
性
能
確
認
検
査

 

平
成

23
年

1
月

21
日
 

注
）
イ
と
は
構
造
、
強
度
又
は
漏
え
い
に
係
る
試
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
時
、
ニ
と
は
原
子
炉
の
臨
界
反
応
操
作

を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
時
、
ホ
と
は
す
べ
て
の
工
事
が
完
了
し
た
時
（
電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
６
９
条

第
１
号
表
）
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 （
2）

工
事
計
画
届
出
工
事
関
係
 

検
査
対
象

 
検
査
段
階

 
検
査
内
容

 
合
格
証
交
付
日

 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
（
耐
圧
・

漏
え
い
）
 

女
川
原
子
力
発
電
所
第
２
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

残
留
熱
除
去
設
備
 

主
配
管
 

ホ
 

①
機
能
検
査
 

平
成

23
年

3
月

7
日
 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
第
３
号
機
 

原
子
力
設
備
 

計
測
制
御
系
統
設
備
 

計
測
装
置
 

原
子
炉
格
納
容
器
本
体
内
の
酸
素
ガ
ス
濃
度

を
計
測
す
る
装
置
 

ホ
 

①
系
統
機
能
検
査
（
警
報
）
 

②
性
能
検
査
（
校
正
、
計
測
範
囲

確
認
）
 

平
成

23
年

1
月

24
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
（
耐
圧
・

漏
え
い
）
 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
第
６
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

原
子
炉
冷
却
材
浄
化
系
 

主
配
管
 

ホ
 

①
性
能
検
査
(通
水
) 

平
成

23
年

2
月

4
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
（
耐
圧
・

漏
え
い
）
 

④
支
持
構
造
物
検
査
 

浜
岡
原
子
力
発
電
所
第
３
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

原
子
炉
冷
却
材
補
給
設
備
 

原
子
炉
隔
離
冷
却
系
 

主
配
管
 

ホ
 

①
性
能
検
査
(通
水
) 

平
成

23
年

3
月

10
日
 

ロ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
組

立
 

浜
岡
原
子
力
発
電
所
第
５
号
機
 

原
子
力
設
備
 

蒸
気
タ
ー
ビ
ン
 

円
板
 

隔
板
、
噴
口
 

 
 
 
翼
 

ホ
 

①
負
荷
検
査
(蒸

気
タ
ー
ビ
ン
性

能
) 

平
成

23
年

2
月

22
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
（
耐
圧
・

漏
え
い
）
 

大
飯
発
電
所
第
１
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

一
次
冷
却
材
の
循
環
設
備
 

主
要
弁
 

ホ
 

①
性
能
検
査
(通
水
) 

平
成

23
年

3
月

7
日
 

イ
 

①
材
料
検
査
 

②
構
造
検
査
（
寸
法
、
外
観
、
据

付
）
 

③
強
度
・
漏
え
い
検
査
（
耐
圧
・

漏
え
い
）
 

④
支
持
構
造
物
検
査
 

高
浜
発
電
所
第
３
号
機
 

原
子
力
設
備
 

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備
 

一
次
冷
却
材
の
循
環
設
備
 

主
配
管
 

化
学
体
積
制
御
設
備
 

主
配
管
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

23
年

1
月

11
日
 

イ
 

①
構
造
検
査
（
外
観
）
 

川
内
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 

原
子
力
設
備
 

放
射
線
管
理
設
備
 

放
射
線
管
理
用
計
測
装
置
 

移
動
式
周
辺
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
 

ホ
 

①
性
能
検
査
 

平
成

23
年

1
月

19
日
 

 

注
）
イ
と
は
構
造
、
強
度
又
は
漏
え
い
に
係
る
試
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
時
、
ニ
と
は
原
子
炉
の
臨
界
反
応
操
作

を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
時
、
ホ
と
は
す
べ
て
の
工
事
が
完
了
し
た
時
（
電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
６
９
条

第
１
号
表
）
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Ⅵ
－

7
 
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
燃
料
体
検
査
の
合
格

 

・
第

1
四
半
期
 

（
1）

国
産
燃
料
体
検
査
 

施
設
名

 
検

査
対

象
 

検
査
を
実
施
し
た

加
工
の
工
程

 
合

格
証

交
付

日
 

株
式
会
社
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ニ
ュ

ー
ク
リ
ア
・
フ
ュ
エ
ル
・
ジ
ャ

パ
ン
 

東
海
第
二
発
電
所
 

取
替
燃
料
体
６
０
体
(９
×
９
燃
料
)）

 

イ
 

ロ
 
ハ
 
(イ

、
ロ
省
略
）
 

平
成

22
年

6
月

8
日
 

原
子
燃
料
工
業
株
式
会
社
 

東
海
事
業
所
 

浜
岡
原
子
力
発
電
所
第
３
号
機
 

取
替
燃
料
体
１
９
２
体
(９
×
９
燃
料
）
 

イ
 

ロ
 
ハ
 
(イ

、
ロ
省
略
) 

平
成

22
年

6
月

3
日
 

三
菱
原
子
燃
料
株
式
会
社
 

敦
賀
発
電
所
２
号
機
 

取
替
燃
料
体
４
８
体
（
１
７
×
１
７
燃
料
）

イ
 

ロ
 
ハ
 
(イ

、
ロ
省
略
）
 

平
成

22
年

4
月

9
日
 

美
浜
発
電
所
第
３
号
機
並
び
に
高
浜
発
電
所

第
１
号
機
及
び
第
２
号
機
 

取
替
燃
料
体
２
０
体
（
１
５
×
１
５
燃
料
）

イ
 

ロ
 
ハ
 
(イ

、
ロ
省
略
）
 

平
成

22
年

4
月

28
日
 

泊
発
電
所
１
号
機
及
び
第
２
号
機
 

取
替
燃
料
体
１
６
体
（
１
４
×
１
４
燃
料
）

イ
 

ロ
 
ハ
 

平
成

22
年

6
月

8
日
 

泊
発
電
所
１
号
機
及
び
第
２
号
機
 

取
替
燃
料
体
２
２
体
（
１
４
×
１
４
燃
料
）

イ
 

ロ
 
ハ
 

平
成

22
年

6
月

8
日
 

原
子
燃
料
工
業
株
式
会
社
 

熊
取
事
業
所
 

泊
発
電
所
３
号
機
 

取
替
燃
料
体
１
２
体
（
１
７
×
１
７
燃
料
）

イ
 

ロ
 
ハ
 

平
成

22
年

6
月

8
日
 

（
注
）

 イ
と
は
燃
料
材
、
燃
料
被
覆
材
そ
の
他
の
部
品
に
つ
い
て
は
、
組
成
、
構
造
又
は
強
度
に
係
る
試
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

状
態
に
な
っ
た
時
、
ロ
と
は
燃
料
要
素
の
集
合
体
で
あ
る
燃
料
体
に
つ
い
て
は
、
燃
料
要
素
の
加
工
が
完
了
し
た
時
、
ハ
と
は

加
工
が
完
了
し
た
時
（
電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
７
４
条
の
表
）。

 

 （
2）

輸
入
燃
料
体
検
査
 

申
請
者

 
検

査
対

象
 

合
格

証
交

付
日

 

中
部
電
力
株
式
会
社
 

浜
岡
原
子
力
発
電
所
第
４
号
機
取
替
燃
料
体
 

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
酸
化
物
燃
料
体
 

２
８
体
（
８
×
８
燃
料
）
 

メ
ロ
ッ
ク
ス
社
メ
ロ
ッ
ク
ス
工
場
 

平
成

22
年

6
月

8
日
 

       

  ・
第

2
四
半
期

 

（
1）

国
産
燃
料
体
検
査
 

施
設
名

 
検

査
対

象
 

検
査
を
実
施
し
た

加
工
の
工
程

 
合

格
証

交
付

日
 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 

取
替
燃
料
体
１
８
０
体
(９
×
９
燃
料
）
 

イ
 

ロ
 
ハ
 

平
成

22
年

7
月

12
日
 

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
第
５
号
機
 

取
替
燃
料
体
１
０
８
体
(９
×
９
燃
料
）
 

イ
 

ロ
 
ハ
 
(イ

、
ロ
省
略
) 

平
成

22
年

7
月

22
日
 

原
子
燃
料
工
業
株
式
会
社
 

東
海
事
業
所
 

東
海
第
二
発
電
所
 

取
替
燃
料
体
 

８
８
体
(９
×
９
燃
料
）
 

イ
 

ロ
 
ハ
 
(イ

、
ロ
省
略
）
 

平
成

22
年

9
月

1
日
 

玄
海
原
子
力
発
電
所
第
３
号
機
及
び
第
４
号

機
 

取
替
燃
料
体
３
６
体
（
１
７
×
１
７
燃
料
）

イ
 

ロ
 
ハ
 
(イ

、
ロ
省
略
）
 

平
成

22
年

7
月

22
日
 

玄
海
原
子
力
発
電
所
第
２
号
機
 

取
替
燃
料
体
２
０
体
（
１
４
×
１
４
燃
料
）

イ
 

ロ
 
ハ
 

平
成

22
年

8
月

4
日
 

泊
発
電
所
１
号
機
及
び
２
号
機
 

取
替
燃
料
体
１
６
体
（
１
４
×
１
４
燃
料
）

イ
 

ロ
 
ハ
 

平
成

22
年

8
月

23
日
 

三
菱
原
子
燃
料
株
式
会
社
 

泊
発
電
所
１
号
機
及
び
２
号
機
 

取
替
燃
料
体
２
２
体
（
１
４
×
１
４
燃
料
）

イ
 

ロ
 
ハ
 

平
成

22
年

9
月

1
日
 

高
浜
発
電
所
第
３
号
機
及
び
第
４
号
機
並
び

に
大
飯
発
電
所
第
１
号
機
、
第
２
号
機
、
第
３

号
機
及
び
第
４
号
機
 

取
替
燃
料
体
１
２
体
（
１
７
×
１
７
燃
料
）

イ
 

ロ
 
ハ
 
(イ

、
ロ
省
略
）
 

平
成

22
年

7
月

7
日
 

玄
海
原
子
力
発
電
所
第
２
号
機
 

取
替
燃
料
体
１
２
体
（
１
４
×
１
４
燃
料
）

イ
 

ロ
 
ハ
 

平
成

22
年

7
月

22
日
 

玄
海
原
子
力
発
電
所
第
３
号
機
及
び
第
４
号

機
並
び
に
川
内
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
及

び
第
２
号
機
 

取
替
燃
料
体
２
８
体
（
１
７
×
１
７
燃
料
）

イ
 

ロ
 
ハ
 
(イ

、
ロ
省
略
）
 

平
成

22
年

7
月

27
日
 

美
浜
発
電
所
第
２
号
機
 

取
替
燃
料
体
１
２
体
（
１
４
×
１
４
燃
料
）

イ
 

ロ
 
ハ
 
(イ

、
ロ
省
略
）
 

平
成

22
年

9
月

1
日
 

原
子
燃
料
工
業
株
式
会
社
 

熊
取
事
業
所
 

敦
賀
発
電
所
２
号
機
 

取
替
燃
料
体
１
６
体
（
１
７
×
１
７
燃
料
）

イ
 

ロ
 
ハ
 
(イ

、
ロ
省
略
）
 

平
成

22
年

9
月

1
日
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施
設
名

 
検

査
対

象
 

検
査
を
実
施
し
た

加
工
の
工
程

 
合

格
証

交
付

日
 

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
第
４
号
機
 

取
替
燃
料
体
６
４
体
（
９
×
９
燃
料
）
 

イ
 

ロ
 
ハ
 
(イ

、
ロ
省
略
）
 

平
成

22
年

7
月

13
日
 

浜
岡
原
子
力
発
電
所
第
５
号
機
 

取
替
燃
料
体
２
２
４
体
（
９
×
９
燃
料
）
 

イ
 

ロ
 
ハ
 
(イ

、
ロ
省
略
) 

平
成

22
年

7
月

27
日
 

株
式
会
社
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ニ
ュ

ー
ク
リ
ア
・
フ
ュ
エ
ル
・
ジ
ャ

パ
ン
 

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
第
７
号
機
 

取
替
燃
料
体
９
６
体
（
９
×
９
燃
料
）
 

イ
 

ロ
 
ハ
 
(イ

、
ロ
省
略
）
 

平
成

22
年

7
月

27
日
 

 （
2）

輸
入
燃
料
体
検
査
 

申
請
者

 
検

査
対

象
 

合
格

証
交

付
日

 

関
西
電
力
株
式
会
社
 

高
浜
発
電
所
第
３
号
機
取
替
燃
料
体
 

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
酸
化
物
燃
料
体
 

８
体
（
１
７
×
１
７
燃
料
）
 

メ
ロ
ッ
ク
ス
社
メ
ロ
ッ
ク
ス
工
場
 

平
成

22
年

8
月

12
日
 

九
州
電
力
株
式
会
社
 

玄
海
原
子
力
発
電
所
第
３
号
機
取
替
燃
料
体
 

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
酸
化
物
燃
料
体
 

２
０
体
（
１
７
×
１
７
燃
料
）
 

メ
ロ
ッ
ク
ス
社
メ
ロ
ッ
ク
ス
工
場
 

平
成

22
年

9
月

1
日
 

（
注
）

 イ
と
は
燃
料
材
、
燃
料
被
覆
材
そ
の
他
の
部
品
に
つ
い
て
は
、
組
成
、
構
造
又
は
強
度
に
係
る
試
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

状
態
に
な
っ
た
時
、
ロ
と
は
燃
料
要
素
の
集
合
体
で
あ
る
燃
料
体
に
つ
い
て
は
、
燃
料
要
素
の
加
工
が
完
了
し
た
時
、
ハ
と
は

加
工
が
完
了
し
た
時
（
電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
７
４
条
の
表
）。

 

 ・
第

3
四
半
期
 

（
1）

国
産
燃
料
体
検
査
 

施
設
名

 
検

査
対

象
 

検
査
を
実
施
し
た

加
工
の
工
程

 
合

格
証

交
付

日
 

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
第
３
号
機
 

取
替
燃
料
体
１
１
６
体
（
９
×
９
燃
料
）
 

イ
 

ロ
 
ハ
 
(イ

、
ロ
省
略
）
 

平
成

22
年

10
月

14
日

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
第
２
号
機
 

取
替
燃
料
体
２
５
６
体
（
９
×
９
燃
料
）
 

イ
 

ロ
 
ハ
 
(イ

、
ロ
省
略
) 

平
成

22
年

10
月

22
日

株
式
会
社
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ニ
ュ

ー
ク
リ
ア
・
フ
ュ
エ
ル
・
ジ
ャ

パ
ン
 

敦
賀
発
電
所
１
号
機
 

取
替
燃
料
体
６
４
体
（
９
×
９
燃
料
）
 

イ
 

ロ
 
ハ
 
(イ

、
ロ
省
略
）
 

平
成

22
年

11
月

9
日
 

 

 

施
設
名

 
検

査
対

象
 

検
査
を
実
施
し
た

加
工
の
工
程

 
合

格
証

交
付

日
 

女
川
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 

取
替
燃
料
体
６
４
体
(９
×
９
燃
料
）
 

イ
 

ロ
 
ハ
 
(イ

、
ロ
省
略
）
 

平
成

22
年

10
月

4
日
 

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 

取
替
燃
料
体
６
０
体
(９
×
９
燃
料
）
 

イ
 

ロ
 
ハ
 
(イ

、
ロ
省
略
) 

平
成

22
年

11
月

5
日
 

原
子
燃
料
工
業
株
式
会
社
 

東
海
事
業
所
 

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
 

取
替
燃
料
体
１
３
２
体
(９
×
９
燃
料
）
 

イ
 

ロ
 
ハ
 
(イ

、
ロ
省
略
）
 

平
成

22
年

11
月

22
日
 

泊
発
電
所
３
号
機
 

取
替
燃
料
体
３
６
体
（
１
７
×
１
７
燃
料
）

イ
 

ロ
 
ハ
 

平
成

22
年

10
月

5
日
 

大
飯
発
電
所
第
１
、
２
、
３
、
４
号
機
 

取
替
燃
料
体
５
６
体
（
１
７
×
１
７
燃
料
）

イ
 

ロ
 
ハ
 

平
成

22
年

11
月

15
日
 

大
飯
発
電
所
第
１
、
２
、
３
、
４
号
機
 

取
替
燃
料
体
３
２
体
（
１
７
×
１
７
燃
料
）

イ
 

ロ
 
ハ
 

平
成

22
年

11
月

22
日
 

伊
方
発
電
所
第
１
号
機
 

取
替
燃
料
体
１
８
体
（
１
４
×
１
４
燃
料
）

イ
 

ロ
 
ハ
 

平
成

22
年

12
月

17
日
 

三
菱
原
子
燃
料
株
式
会
社
 

伊
方
発
電
所
第
２
号
機
 

取
替
燃
料
体
１
８
体
（
１
４
×
１
４
燃
料
）

イ
 

ロ
 
ハ
 

平
成

22
年

12
月

22
日
 

美
浜
発
電
所
第
３
号
機
 

取
替
燃
料
体
２
４
体
（
１
５
×
１
５
燃
料
）

イ
 

ロ
 
ハ
 

平
成

22
年

10
月

7
日
 

大
飯
発
電
所
第
１
号
機
、
第
２
号
機
、
第
３
号

機
及
び
第
４
号
機
 

取
替
燃
料
体
２
４
体
（
１
７
×
１
７
燃
料
）

イ
 

ロ
 
ハ
 

平
成

22
年

10
月

7
日
 

大
飯
発
電
所
第
１
号
機
、
第
２
号
機
、
第
３
号

機
及
び
第
４
号
機
 

取
替
燃
料
体
２
０
体
（
１
７
×
１
７
燃
料
）

イ
 

ロ
 
ハ
 

平
成

22
年

10
月

27
日
 

原
子
燃
料
工
業
株
式
会
社
 

熊
取
事
業
所
 

伊
方
発
電
所
第
３
号
機
 

取
替
燃
料
体
１
８
体
（
１
７
×
１
７
燃
料
）

イ
 

ロ
 
ハ
 

平
成

22
年

12
月

13
日
 

（
注
）

 イ
と
は
燃
料
材
、
燃
料
被
覆
材
そ
の
他
の
部
品
に
つ
い
て
は
、
組
成
、
構
造
又
は
強
度
に
係
る
試
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

状
態
に
な
っ
た
時
、
ロ
と
は
燃
料
要
素
の
集
合
体
で
あ
る
燃
料
体
に
つ
い
て
は
、
燃
料
要
素
の
加
工
が
完
了
し
た
時
、
ハ
と
は

加
工
が
完
了
し
た
時
（
電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
７
４
条
の
表
）。
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 ・
第

4
四
半
期

 

（
1）

国
産
燃
料
体
検
査
 

施
設
名

 
検

査
対

象
 

検
査
を
実
施
し
た

加
工
の
工
程

 
合

格
証

交
付

日
 

高
浜
発
電
所
第
１
号
機
及
び
第
２
号
機
 

取
替
燃
料
体
２
８
体
（
１
５
×
１
５
燃
料
）

イ
 

ロ
 
ハ
 
(イ

、
ロ
省
略
）
 

平
成

23
年

2
月

7
日
 

川
内
原
子
力
電
所
第
１
号
機
及
び
第
２
号
機

取
替
燃
料
体
３
６
体
（
１
７
×
１
７
燃
料
）

イ
 

ロ
 
ハ
 

平
成

23
年

2
月

16
日
 

川
内
原
子
力
電
所
第
１
号
機
及
び
第
２
号
機

取
替
燃
料
体
３
２
体
（
１
７
×
１
７
燃
料
）

イ
 

ロ
 
ハ
 

平
成

23
年

2
月

16
日
 

三
菱
原
子
燃
料
株
式
会
社
 

大
飯
発
電
所
第
１
号
機
、
第
２
号
機
、
第
３
号

機
及
び
第
４
号
機
 

取
替
燃
料
体
６
０
体
（
１
７
×
１
７
燃
料
）

イ
 

ロ
 
ハ
 

平
成

23
年

3
月

9
日
 

川
内
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
及
び
第
２
号

機
 

取
替
燃
料
体
１
２
体
（
１
７
×
１
７
燃
料
）

イ
 

ロ
 
ハ
 

平
成

23
年

1
月

19
日
 

川
内
原
子
力
発
電
所
第
１
号
機
及
び
第
２
号

機
 

取
替
燃
料
体
１
２
体
（
１
７
×
１
７
燃
料
）

イ
 

ロ
 
ハ
 

平
成

23
年

1
月

19
日
 

高
浜
発
電
所
第
３
号
機
及
び
第
４
号
機
並
び

に
大
飯
発
電
所
第
１
号
機
、
第
２
号
機
、
第
３

号
機
及
び
第
４
号
機
 

取
替
燃
料
体
３
６
体
（
１
７
×
１
７
燃
料
）

イ
 

ロ
 
ハ
 
(イ

、
ロ
省
略
）
 

平
成

23
年

1
月

19
日
 

原
子
燃
料
工
業
株
式
会
社
 

熊
取
事
業
所
 

大
飯
発
電
所
第
１
号
機
、
第
２
号
機
、
第
３
号

機
及
び
第
４
号
機
 

取
替
燃
料
体
２
０
体
（
１
７
×
１
７
燃
料
）

イ
 

ロ
 
ハ
 

平
成

23
年

2
月

14
日
 

 （
2）

輸
入
燃
料
体
検
査
 

申
請
者

 
検

査
対

象
 

合
格

証
交

付
日

 

関
西
電
力
株
式
会
社
 

高
浜
発
電
所
 

第
４
号
機
取
替
燃
料
体
 

ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
酸
化
物
燃
料
体
 

４
体
（
１
７
×
１
７
燃
料
）
 

メ
ロ
ッ
ク
ス
社
メ
ロ
ッ
ク
ス
工
場
 

平
成

23
年

2
月

16
日
 

（
注
）

 イ
と
は
燃
料
材
、
燃
料
被
覆
材
そ
の
他
の
部
品
に
つ
い
て
は
、
組
成
、
構
造
又
は
強
度
に
係
る
試
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

状
態
に
な
っ
た
時
、
ロ
と
は
燃
料
要
素
の
集
合
体
で
あ
る
燃
料
体
に
つ
い
て
は
、
燃
料
要
素
の
加
工
が
完
了
し
た
時
、
ハ
と
は

加
工
が
完
了
し
た
時
（
電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
７
４
条
の
表
）。
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Ⅶ 原子力発電所の運転計画 



 



設置者 停止日数 運転日数 発電電力量 設備利用率
(100万kWh) (%)

北海道電力 　泊 1 579 85 281 3,821 75
2 579 85 281 3,830 75
3 912 0 366 7,901 99

東北電力 女　　川 1 524 90 276 3,396 74
2 825 0 366 7,118 98
3 825 88 278 5,531 76

東　　通 1 1,100 57 309 7,913 82
東京電力 福島第一 1 460 90 276 2,920 72

2 784 77 289 5,246 76
3 784 68 298 5,408 79
4 784 177 189 3,430 50
5 784 0 366 6,913 100
6 1,100 47 319 8,449 87

福島第二 1 1,100 92 274 7,064 73
2 1,100 54 312 7,975 83
3 1,100 80 286 7,292 75
4 1,100 14 352 9,010 93

柏崎刈羽 1 1,100 59 307 7,932 82
2 1,100 366 0 0 0
3 1,100 366 0 0 0
4 1,100 366 0 0 0
5 1,100 60 306 7,897 82
6 1,356 22 344 11,062 93
7 1,356 86 280 8,960 75

中部電力 浜　　岡 3 1,100 0 366 9,352 97
4 1,137 55 311 8,189 82
5 1,380 12 354 11,477 95

北陸電力 志　　賀 1 540 80 286 3,626 76
2 1,358 77 289 8,972 75

関西電力 美　　浜 1 340 4 362 2,879 96
2 500 125 241 2,773 63
3 826 59 307 6,073 84

高　　浜 1 826 0 366 7,261 100
2 826 83 283 5,632 78
3 870 47 319 6,771 89
4 870 102 264 5,608 73

大　　飯 1 1,175 0 366 9,938 96
2 1,175 70 296 8,164 79
3 1,180 80 286 7,883 76
4 1,180 94 272 7,533 73

中国電力 島　　根 1 460 366 0 0 0
2 820 65 301 5,680 79
3 1,373 0 17 549 98

四国電力 伊　　方 1 566 74 292 3,885 78
2 566 57 309 4,098 82
3 890 59 307 6,545 84

九州電力 玄　　海 1 559 68 298 3,996 81
2 559 0 366 4,886 100
3 1,180 7 359 10,039 97
4 1,180 106 260 7,207 70

川　　内 1 890 72 294 6,329 81
2 890 86 280 5,981 77

日本原子力発電 東海第二 1,100 178 188 4,899 51
敦　　賀 1 357 333 33 272 9

2 1,160 109 257 7,125 70
50,485 4,897 14,884 322,690 75全　　　　   国

(平成23年3月31日現在)

ユニット

表Ⅶ-1　平成23年度運転計画

平成23年度
認可出力

(MW)
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Ⅷ 原子力発電所の運転管理の状況 



 



Ⅷ－１ 原子力発電所における運転管理 

 

原子力発電所の運転管理にあっては、①安全性の確保に万全を期すること並びに

安定した運転を行うこと②地域住民・社会の信頼性を得ること③プラントの効率化

を推進することを基本的な考え方として、運転管理体制の整備・充実を図るととも

に、これらをより効果的に実施するため、以下のような点について、従来、諸施策

が実施されてきた。 

(1) 安全性・信頼性向上対策 

① トラブル予防対策 

（ｉ）経年変化予防対策 

（ii）国内外トラブルの教訓に基づく設備改善 

（iii）国内外トラブル情報の調査、検討 

② 運転員・保修員の計画的養成 

（ｉ）長期養成計画に基づく人材の確保及び育成 

（ii）訓練施設の拡充強化及び訓練内容の充実 

③ 保安管理体制の整備 

④ 品質マネジメントシステム 

（ｉ）社長がトップマネジメントとして品質方針を設定し、発電所長、本店部長

等が品質目標として展開。これを達成するため原子力部門が品質保証活動を

実施する。 

（ii）原子力部門から独立した原子力品質監査部により、監査とフォローアップ

を実施する。 

（ iii）社長が原子力部門の品質保証活動状況や原子力品質監査部による監査報告

などに基づきマネジメントレビューを実施し、品質方針の見直しや継続的改

善を行う。 

⑤ 緊急時対応 

（ｉ）国、地元自治体、発電所等の連絡網の整備 

（ii）モニタリング施設の充実等 

(2) 被ばく低減化対策 

① 請負業者センターの設置 

② 放射線管理教育 

（ｉ）放射線下作業の模擬訓練の実施 

（ii）教育用器材、教材の整備、社外研修機関の利用 

③ 検査機器の自動化 

④ 環境放射能低減対策 
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Ⅷ－２ 運転員の教育・訓練 

 

(1) 原子力発電所の組織 

原子力発電所の原子炉施設の保安に関する組織及び主要な業務の例は以下のと

おりである。 

 

〔本店〕 

 

 

 

社 長 

品質保証活動に関わる  

監査を統括する  

各原子力発電所品質監査部

資材部､原子力計画部､原子力
管理部､原子力技術部､原子燃
料部及び発電所長の行う保安
活動を統括する  

原子力発電保安委員会

原子力施設の保安に関する事項（原子炉設置認可申請の変更､保安規
定の変更）を審議する  

トップマネジ
メ ン ト と し
て ､品質マネ
ジメントシス
テムの構築 ､
実施､維持､改
善に関して ､
保安活動を統
轄する  

原子力品質監査部長 原子力品質監査部

原子力本部長

原子力発電所の運転及び保守に関

する業務を行う  

調達先の評価・選定に関する業務

を行う 

要員の計画､管理､研修に関する

業務を行う  

原子力施設の基本設計に関する

業務を行う  

原子燃料の調達に関する業務を行う  

原子力計画部 

原子力管理部 

原子力技術部 

原子燃料部 

資材部 

品質保証活動の監査を行う  

沸騰水型の保安規定より代表例を抜粋 
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〔原子力発電所〕 

 

 
所 長 

定期検査、定期事業者検査等の検査を実施するととも
に保守、修理等の工事の設計・実施に関する業務  

発電所における保安に関する業務を総括

原子炉主任技術者

品質保証体系及び保安教育、品質の管理に関する業務

原子力安全に関する業務  

発電所における原子炉施設の保安運

営に関する事項の審議機関 

庶務、調達、労働安全、研修、広報等に関する業務  

運転基準、運転計画、燃料管理等に関する業務  

放射線管理、化学管理、環境放射能測定に関する業務

緊急時の措置に関する業務  

運転操作等に関する業務（別図参照） 

原子力発電所保安運営委員会

原子炉施設の運転に関する保安の監督

品質・安全課 

技術担当課 

運転担当課 

保全課 

事務担当課 

沸騰水型の保安規定より代表例を抜粋  
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運転員の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 運転員の教育・訓練 

我が国においては、運転員の能力の維持向上のための教育・訓練は各電気事業

者が訓練施設への派遣、自社内教育等により行っている。 

訓練施設については、1967 年から 1973 年までは、米国メーカーの訓練施設に運

転員を派遣し必要な訓練を施してきたが、国内に原子力発電訓練センター（NTC）

及び BWR 運転訓練センター（BTC）が設立されたため、1974 年以降は国内にお

いてより幅の広い教育・訓練が可能となった。これら運転訓練センターには、運

転員の能力段階に応じ、初期訓練コース、再訓練コース、直員連携コース等が設

けられており、2010 年度末までに延べ 37,404 人及び 12,752 チームの訓練を行っ

ている。 

また、原子力基礎知識の修得のためには、日本原子力研究開発機構の研修コー

ス等も利用されている。 

更に各電気事業者とも自社内において、事故模擬操作訓練、国内外トラブル例

検討等のO J T（on-the-job-training）を計画的に実施し、運転員の能力の維持向

上に努めている。 

一方、原子力発電所の運転は、これらの運転員から構成される運転直が行って

いるが、運転直の一般的な構成員としては、運転責任者（当直長）、副当直長、操

作員及び補助操作員である。 

運転員は、まず、電気事業者の社内研修で原子力の導入教育を受けるとともに、

現場へ研修生として派遣され、経験者の指導監督の下に現場の点検等を通じ現場

知識を修得する。その後現場に配属され、電気、タービン及び原子炉について指

導監督を受けつつ基礎的知識・技術を修得する。また運転訓練センターの初期訓

練コース等に派遣され、原子炉運転に必要な基本的原理及び技術について講義及

 

（複数） 原子炉、タービン、発電機の監視及び操作 

（複数） 現場の巡視点検及び補機操作 

（１人） 運転責任者を補佐し、運転員の指導・助勢 

（１人） 運転全般の監視、運転員の指揮監督 

運 転 担 当 課 

補 助 操 作 員 

副 当 直 長 

運転責任者（当直長）

操 作 員 
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びシミュレータによる訓練を受ける。その後、更に、補助操作員として実務経験

を積んだ後、電気、タービン及び原子炉の操作員として配属される。操作員とし

て配属された後、各々の操作員はシミュレータ訓練を主体とした運転訓練センタ

ーの再訓練コースに派遣されている。また、運転直を構成する者は、各直単位に

運転訓練センターへ派遣され直員連携コースでシミュレータ訓練を受け、直とし

てのチーム・ワークの確認と技術の向上が図られている。 

また、運転直を構成する者は現場においても技術、安全及び管理等の教育を受

けるほか、事故模擬操作訓練を受けている。 

電気事業者は、運転責任者として、通常上記の教育・訓練及び業務経験を経た

者であって、ユニットの運転に関し広範囲にわたる専門的知識を有し、かつ、豊

富な経験を通じ、高度な業務管理能力及び人事・労務管理能力が培われている者

を選任している。 

 

281



表
Ⅷ
－
2
－
1
 
運
転
員
の
長
期
的
な
養
成
計
画
の
例
 

区
分

 
導
入
教
育

 
補
機
運
転
員
教
育

 
主
機
運
転
員
教
育

 
管
理
・
監
督
者
教
育

 

新
入
社
員

 

直
内
研
修

 

補
機
操
作
員

 
主
機
操
作
員

 
当
直
副
主
任

 
当
直
主
任

 
当
直
副
長

 
当
直
長

 
養
成
パ
タ
ー
ン

１
年

 
５
～
６
年

 
４
～
６
年

 
運
転
員
の
職
務
経
験
、
能
力
、
資
質
等
が

 

異
な
る
た
め
、
年
数
表
示
は
困
難

 

 

研
修
区
分

 

新
入
社
員
教
育

 

初
級
運
転
員
研
修

 
中
級
運
転
員
研
修

 
上
級
運
転
員
研
修

 

シ
ミ
ュ

レ
ー
タ

訓
練

 

      

 
 

 

技
術

 

研
修

 

      

発
電
要
員

 

研
修

 

        

      

（
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ

 

訓
練
に
て
）

 

運
転
管
理
研
修
（
保
安
規
定
、
関
係
法
令
、
原
子
力
防
災
等
）

 

プ
ラ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
研
修

 

 

事
故
操
作
研
修
（
E
O
P
、
A
O
P
、
S
O
P
、
A
M
G
）

 

 

（
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ

訓
練
に
て
）

 

基
礎
理
論
研
修
（
原
子
炉
物
理
、
熱
水
力
学
）

 

 

機
器
研
修

 

     

 

教 育 体 系
 

試
験

 

そ
の
他

    

 
 

 

出
典
：
社
団
法
人
日
本
電
気
協
会
「
原
子
力
発
電
所
運
転
員
の
教
育
・
訓
練
指
針

 
J
E
A
G
 
4
8
0
2
-
2
0
0
2
」

 

チ
ー
ム
連
携
訓
練

初
級
Ⅰ
、
Ⅱ

訓
練
コ
ー
ス

 

中
級
Ⅰ
、
Ⅱ
、
Ⅲ
訓
練
コ
ー
ス

上
級
Ⅰ
、
Ⅱ
訓
練
コ
ー
ス

 

初
期
訓
練

 
反
復
訓
練

初
期
訓
練

反
復
訓
練

 
初
期
訓
練

反
復
訓
練

初
期
訓
練

 
反
復
訓
練

 
初
期
訓
練

 
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ

初
期
訓
練

反
復
訓
練

 
初
期
訓
練

反
復
訓
練

初
期
訓
練

 
 

初
期
訓
練

 
 

同
じ
反
復
訓
練
に
お
い
て
も
、
運
転
経
験
を
積
む
こ
と
に
よ
り

知
識
・
技
能
等
の
程
度
は
広
く
、
深
く
な
る

 

初
級
参
加
資
格

 

確
認

 

中
級
参
加
資
格

確
認

上
級
参
加
資
格

確
認

△
 

△
△

282



(3) 運転訓練センターの概要 

運転訓練センターは、原子力発電所の運転員の養成を目的としたものであり、国

内では、㈱ＢＷＲ運転訓練センター（福島県双葉郡大熊町）並びに㈱原子力発電訓

練センター（福井県敦賀市）において各々1974 年から運転員の養成訓練を実施して

いる。また、1993 年 6 月には㈱ＢＷＲ運転訓練センター新潟センター（新潟県刈羽

村）が開設し、同年 10 月から運転員の養成訓練を開始している。 

運転訓練センターの特徴は、原子力発電所の中央制御盤を模擬した運転訓練用シ

ミュレータを有していることで、このシミュレータは、模擬中央制御盤と計算機か

ら成り、計算機は、発電所の停止状態から全出力までの作動を実時間で計算し、模

擬制御盤上に表示する。運転員が制御盤上で行った操作は、計算機に読み込まれ、

これに対応した機器の動作が制御盤上に表示されるため、運転員は実機の運転操作

と全く同じ感覚で運転の訓練ができる。また、プラントの起動、停止といった通常

の運転操作のほか、各種のトラブル時の対応操作を繰り返し訓練することができる。 

 

 

 

 

 

 

283



表Ⅷ－２－２ 我が国の運転訓練センターの概要（ＢＴＣ） 

(2011 年 6 月 1 日現在) 

訓練センター 

項目 
Ｂ Ｔ Ｃ 

名 称 株式会社 ＢＷＲ運転訓練センター 

設 置 場 所 福島県双葉郡大熊町夫沢中央台 651 

（新潟ｾﾝﾀｰ：新潟県刈羽郡刈羽村刈羽字西浦 4161-8） 

設 立 時 期 1971 年 4 月 

イ ン ス ト ラ ク タ 数  35 名 

1.訓 練 開 始 時 期 1974 年 4 月 

2.モデルプラント 東京電力㈱福島第一原子力発電所 3 号機（78.4 万 kW） 

3.制 御 盤 中央制御室主制御盤 原子炉，タービン発電機 

 非常用炉心冷却系他 

インストラクタコンソール 

EWS 式 

1 
 

号
 

4.計 算 機 TOSBAC G-8065（1 台），G-8045（1 台） 

1.訓 練 開 始 時 期 1983 年 10 月 

2.モデルプラント 東京電力㈱福島第二原子力発電所 3 号機（110 万 kW） 

3.制 御 盤 中央制御室主制御盤 原子炉，タービン発電機 

 非常用炉心冷却系他 

インストラクタコンソール 

PC 式 

2 
 

号
 

4.計 算 機 AS7000（1 台），S2000-S（2 台） 

1.訓 練 開 始 時 期 1989 年 10 月 

2.モデルプラント 東京電力㈱福島第一原子力発電所 4 号機（78.4 万 kW） 

3.制 御 盤 中央制御室主制御盤 原子炉，タービン発電機 

 非常用炉心冷却系他 

インストラクタコンソール 

PC 式 

3 
 

号
 

4.計 算 機 H-7780（1 台）,H-7765（1 台） 

1.訓 練 開 始 時 期 1993 年 10 月 

2.モデルプラント 東京電力㈱柏崎刈羽原子力発電所 4 号機（110 万 kW） 

3.制 御 盤 中央制御室主制御盤 原子炉，タービン発電機 

 非常用炉心冷却系他 

インストラクタコンソール 

PC 式 

4 
 

号
 

4.計 算 機 RS90-150(2 台) 

1.訓 練 開 始 時 期 1994 年 8 月 

2.モデルプラント 東京電力㈱柏崎刈羽原子力発電所 6 号機（135.6 万 kW） 

3.制 御 盤 中央制御室主制御盤 原子炉，タービン発電機 

 非常用炉心冷却系他 

インストラクタコンソール 

PC 式 

設
置

の
概

要
 

5 
 

号
 

4.計 算 機 UX7000（1 台） 
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表Ⅷ－２－３ 我が国の運転訓練センターの概要（ＮＴＣ） 

（2011 年 6 月 16 日現在） 

訓練センター 

項目 
ＮＴＣ 

名称 株式会社 原子力発電訓練センター 

設置場所 福井県敦賀市沓見１２９号１番地１ 

設立時期 1972 年 6 月 

インストラクタ数 33 名 

1.訓練開始時期 1997 年 3 月 

2.モデルプラント 北海道電力㈱泊発電所１号機（57.9 万 kW－2Loop） 

 

 

１号 

 

 

3.制御盤 中央制御室主制御盤     主盤、タービン発電機補助盤、 

 タッチパネル式ＶＤＵ付   原子炉補助盤（含非常用炉心冷却系）、 

                   他 

インストラクタコンソール 

 タッチパネル式ＶＤＵ付 

1.訓練開始時期 1984 年 3 月 

2.モデルプラント 関西電力㈱高浜発電所３号機（87 万 kW－3Loop） 

 

 

２号 

 

3.制御盤 中央制御室主制御盤     原子炉盤（含非常用炉心冷却系）、 

 タッチパネル式ＶＤＵ付   タービン発電機盤、他 

インストラクタコンソール 

 タッチパネル式ＶＤＵ付 

1.訓練開始時期 1990 年 3 月 

2.モデルプラント 関西電力㈱大飯発電所３号機（118 万 kW－4Loop） 

 

 

３号 

 

 

3.制御盤 中央制御室主制御盤     主盤、タービン発電機補助盤、 

 タッチパネル式ＶＤＵ付   原子炉補助盤（含非常用炉心冷却系）、 

                   他 

インストラクタコンソール 

 タッチパネル式ＶＤＵ付 

1.訓練開始時期 2008 年 11 月 

2.モデルプラント 北海道電力㈱泊発電所３号機（91.2 万 kW－3Loop） 

四国電力㈱伊方発電所２号機（56.6 万 kW－2Loop） 

3.制御盤 中央制御室主制御盤     運転コンソール、送電コンソール、 

タッチパネル式ＶＤＵ付  指令コンソール、大型表示盤、他 

インストラクタコンソール 

 タッチパネル式ＶＤＵ付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設

備

の

概

要 

 

 

 

４号 

 

 

 

4. 備考 新型中央制御盤 

 

切替式
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表Ⅷ－２－４ 運転訓練センターの訓練コースの概要（ＢＴＣ） 

 

Ⅰ．基準訓練コース     

コース名 コース目的／概要 訓練期間 定員 

１５日間 

(３週間) 

8 名 

(最少 2 名)

初級Ⅰ訓練コース 

BWR プラントの概要と、核工学、熱工学、制御

工学、安全工学の基礎理論について習得す

る。 

入所レベルは、原子力プラントの設備や運転

の概要を習得していること (運転経験２年程

度) 。 

１０日間 

(２週間) 

8 名 

(最少 2 名)

初

級 

初級Ⅱ訓練コース 

中央制御室での運転に必要な総合的技量を

習得する。 

プラントの設備と運転方法等の知識を習得し

た後に、通常操作や異常時対応についての

操作訓練を行う。 

入所レベルは、初級Ⅰコース修了あるいは同

等の基礎理論についての知識を有しており､

かつ、プラントの設備や運転の概要を習得済

みであること｡ 

 

４０日間 

(８週間) 

4 名 

(最少 3 名)

中級Ⅰ訓練コース 

異常時運転（AOP）の習熟を図るとともに、

EOP 導入条件（RC スクラム→各操作指針）の

把握を行う。 

入所レベルは、初級Ⅱコース修了と同等以上の

知識，技能を有していること。 

 

１０日間 

(２週間) 

4 名 

(最少 3 名)

 

中級Ⅱ訓練コース 

異常時運転操作（EOP）に関する知識､技能を

向上し､中央制御室操作員として必要な知

識、技能の総合的技量を習得する｡ 

入所レベルは、中央制御室操作員又はそれ

に準ずる運転業務に従事しており、中級Ⅰ訓

練コース修了と同等以上の異常時運転（ＡＯ

Ｐ）に関する知識、技能を有していること。 

 

１０日間 

(２週間) 

4 名 

(最少 3 名)中

級 

 

中級Ⅲ訓練コース 

中央制御室操作員の上位者として、法令、保

安規定等の幅広い運転管理知識を拡充の

上、広範囲に及ぶ異常時対応能力（AOP，

EOP，SOP）を習得する。 

入所レベルは、中央制御室操作員として十分

な経験を有し、中級Ⅱ訓練コース修了と同等

以上の知識・技能を有していること。 

 

 

１０日間 

(２週間) 

 

4 名 

(最少 3 名)
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Ⅰ．基準訓練コース（続き）  

コース名 コース目的／概要 訓練期間 定員 

上級初期訓練コース 

核工学、熱工学の知識を含む原子炉施設の

構造および性能、法令・保安規定、事例検討

を含む統督に関する知識の習得を図るととも

に、指揮者としての異常時対応能力（EOP，

SOP）を習得する。 

JEAG4802 と整合のとれた上級運転員への登

竜門コースに位置付ける。 

入所レベルは、運転責任者を補佐する者とし

て任用が予定されるクラスで、中級Ⅲ訓練コー

ス修了と同等以上の知識、技能を有しているこ

と。 

 

９日間 

(２週間) 

4 名 

(最少 3 名)

上級Ⅰ訓練コース 

JEAC4804で例示された「上級運転員に対する

教育・訓練」に相当するコースである｡ 

運転責任者として要求される技量を総括的に

習得することを目的とするコースで､対象者は

次のとおり。 

１．JEAC4804 で規定する運転実技試験を受

験する者。 

２．運転責任者資格の更新をする者。 

３．運転責任者資格を有しないが、将来受験を

予定している者。 

☆申し込みがある場合、運転責任者実技試験

として実施する。 

なお、定員に満たない場合は、電力にサイトよ

り操作員を連れてきてもらう場合がある。 

 

１１日間 

(２週間) 

4 名 

(最少 3 名)

上級Ⅱ訓練コース 

JEAC4804で例示された「上級運転員に対する

教育・訓練」に相当するコースである｡ 

講義・運転実技試験は､上級Ⅰ訓練と同等で

あるが､期間を短縮しているため､運転事故事

象は代表例のみ訓練する。 

対象者は､次のとおり。 

１．運転責任者資格の更新をする者。 

２．運転責任者資格を有しないが、将来受験を

予定している者。 

☆申し込みにより運転責任者実技試験として

実施できる。 

なお、定員に満たない場合は、電力にサイトよ

り操作員を連れてきてもらう場合がある。 

また、上級Ⅱと上級 A は一部を除いては、並

行して実施する場合もある。 

 

６日間 
4 名 

(最少 3 名)

上

級 

運転責任者実技受験

コース 

JEAC4804 で規定する運転実技試験として実

施するコースである。制御盤習熟のための演

習 0.5日＋試験 1.5日である。 

なお、定員に満たない場合は、電力にサイトよ

り操作員を連れてきてもらう場合がある。 

 

２日間 
4 名 

(最少 1名)
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Ⅱ．継続訓練コース（その１）    

コース名 コース目的／概要 訓練期間 定員 

中級ⅡA／交流Ⅰ 

訓練コース 

基準コースの訓練内容を標準として、異常時

対応（AOP）訓練を重点とする｡ 

また、他電力運転員との交流をとおして、手順

や態度、経験等について情報交換し、視野拡

大を図る。 

入所レベルは、初級Ⅱ訓練コース修了と同等以

上の知識､技能を有していること。 

 

5日間 
4 名 

(最少 3 名)

中級ⅡB／交流Ⅱ 

訓練コース 

基準コースの訓練内容を標準として、異常時

対応（AOP）の習熟と、異常時対応（EOP）の

基本習熟を重点とする｡ 

また、他電力運転員との交流をとおして、手順

や態度、経験等について情報交換し、視野拡

大を図る。 

入所レベルは、中級Ⅱ訓練コース修了と同等

以上の知識､技能を有していること。 

 

5日間 
4 名 

(最少 3 名)

中級ⅡC 訓練コース 

基準コースの訓練内容を標準として、異常時

対応（EOP）の実践的訓練を主体とする｡ 

入所レベルは、中級Ⅱ訓練コース修了と同等

以上の知識､技能を有していること。 

 

5日間 
4 名 

(最少 3 名)

中級ⅢB／C訓練コース

基準コースの訓練内容を標準として、異常時

対応（EOP）の実践的訓練を主体とする｡また、

異常時対応（EOP／SOP 関連）までを範囲と

し、原災法・通報訓練も含む｡ 

内容は、訓練生の受講歴や要望を考慮し、一

部弾力的に運用する。 

また、中級ⅢB/C と上級 C は、合同チーム編

成で実施する場合もある。 

入所レベルは、中央制御室操作員として十分

な経験を有し中級Ⅲ訓練コース修了と同等以

上の知識・技能を有していること。 

 

5日間 
4 名 

(最少 3 名)

5日間 
4 名 

(最少 3 名)

中

級 

原子炉特性コース 

原子炉の挙動特性に関する知識について、

理論面の復習とシミュレータによる実践的な事

象確認を通じて、短期間で集中的にリフレッシ

ュを図ることを目的とする。 

２日間コースでは、シミュレータによる挙動確

認を主に実施する。 

５日間コースでは、核工学、熱工学、および安

全工学の理論面の復習を実施するとともに、

シミュレータによる挙動確認を行う。 

入所レベルは、中級Ⅰ訓練コース修了と同等

以上の知識・技能を有していること。 

 

2 日間 
4 名 

(最少 3 名)
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Ⅱ．継続訓練コース（その１）（続き） 

コース名 コース目的／概要 訓練期間 定員 

上級A訓練コース 

基準コースの講義項目を網羅するとともに、総

合的な運転実技訓練を行う。 

運転責任者の新規取得のための上級Ⅰ訓練

の事前準備コースと位置付ける｡ 

また、上級Ⅱと上級 A は一部を除いては、並

行して実施する場合もある。 

入所レベルは、運転責任者を補佐する者また

はそれ以上の職位に相当する者で、中級Ⅲコ

ース修了と同等以上の知識を有していること。 

 

5日間 
4 名 

(最少 3 名)

上級B 訓練コース 

基準コースの訓練内容を標準として、異常時

対応（AOP）の習熟と、異常時対応（EOP）の基

本習熟を重点とする｡また、状況判断訓練によ

る、対応のポイント把握を図る。 

入所レベルは、運転責任者を補佐する者また

はそれ以上の職位に相当する者で、上級Ⅰコ

ース修了と同等以上の知識を有していること。 

 

5日間 
4 名 

(最少 3 名)

上級C訓練コース 

基準コースの訓練内容を標準として、異常時

対応（EOP）の実践的訓練を主体とする｡また、

異常時対応（EOP／SOP 関連）までを範囲と

し、原災法・通報訓練も含む｡ 

また、中級ⅢＢ/Ｃと上級Ｃは、合同チーム編成

で実施する場合もある。 

入所レベルは、上級運転員としての経験をも

ち、上級訓練コース修了と同等以上の知識・

技能を有していること。 

 

5日間 
4 名 

(最少 3 名)

上

級 

上級D訓練コース 

核工学､熱工学､安全工学､法令・保安規定に

ついて机上で運転理論の総まとめを図る｡ 

入所レベルは、上級運転員として、上級初期コ

ース修了と同等以上の知識を有していること。 

 

5日間 
8 名 

(最少 3 名)
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Ⅱ．継続訓練コース（その２） 

個人あるいはチームの技能の不足や弱点を補うために、派遣元の要望に応じて継続的に実施する訓練コース 

である。 

現在実施されているコースを以下に紹介する。 

コース名 コース目的／概要 訓練期間 定員 

5日間 
4 名 

(最少 3 名)

中
 
級

 

定検時運転管理 

訓練コース 

定検中のプラント運転管理、機器管理につい

て理解を深め、定検・停止中に適用される保

安規定を理解し、定検における運転管理が適

切に実施できる技術を習得する。 

入所レベルは、５日間コースは、現場操作員

又は中央制御室操作員以上の実際に作業ア

イソレの管理、系統・機器の運転管理に携わ

る運転員とする｡ 

２日間コースは、すでに５日間コースを受講済

みの運転員、又は定検作業経験の多い主

任、副長クラスとする。 

 

2 日間 
4 名 

(最少 3 名)

中級リフレッシュ 

訓練コース 

基準コース運転訓練の基本事項のリフレッシ

ュを図る。 

運転実技訓練主体。 

入所レベルは、原子力発電所の中央制御室

操作員であって、中級Ⅱ受講経験者以上の

運転員を対象とする。 

 

3 日間 

(要望に応じ

る) 

4 名 

(最少 3 名)

上級リフレッシュ 

訓練コース 

基準コース運転訓練の基本事項のリフレッシ

ュを図る。 

運転実技訓練主体。 

入所レベルは、上級運転員としての経験をも

ち、上級訓練コース修了と同等以上の知識・

技能を有していること。 

 

３日間 

(要望に応じ

る) 

4 名 

(最少 3 名)

補強訓練コース 

(知識) 

派遣元の要望により、不足している知識の補

強を図り、その再評価を行う。 
2 日間 1名以上 

リフレ

ッシュ

訓練 

補強訓練コース 

(実技) 

派遣元の要望により、不足している技能の補

強を図り、その再評価を行う。 
1日間 1名 
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Ⅲ．チーム訓練コース 

コース名 コース目的／概要 訓練期間 定員 

２日間 
チーム 

単位 

チーム評価コース 

発電所の当直チームを単位とし、チームの総

合力の強化を目的とする｡ 

「チーム特性評価」と「チーム診断」によりチー

ム力を判定する｡但し、１日間のコースは「チー

ム特性評価」のみとする｡ 

なお、カリキュラムについては BTC で用意する

が、「チーム特性評価」を除いては、派遣元の

要望に応じるものとする。 

 

１日間 
チーム 

単位 

チーム交流会 

複数の当直チームが一堂に会して運転技術

やチーム力の向上・研鑚を図る｡「チーム特性

評価」によりチーム力を評価するとともに、「相

互レビュー」にて相互にチーム観察を行う｡ 

 

１日間 

4チーム 

（最小 2チ

ーム） 

ファミリ訓練コース 

発電所の当直チームを単位とし、派遣元の作

成するファミリ訓練計画書により､訓練を実施す

る｡ 

 

１日間 
チーム 

単位 

 

 

 

Ⅳ．炉型切替訓練コース 

これは、特定の目的のために設ける訓練コースである。訓練期間、内容等は派遣元と打合せのうえ、 

個々に設定するものである。 

現在実施されているコースを以下に紹介する。 

コース名 コース目的／概要 訓練期間 定員 

800MWe炉型切替訓練コース

 

第二、第三世代の制御盤で運転経験を有する

者に、第一世代プラントに特徴的な手動システ

ムを短期間で集中的に習熟させることを目的と

する。 

 

５日間 
チーム 

単位 

 

1100MWe 炉型切替訓練コー

ス 

 

第一、第三世代の制御盤で運転経験を有する

者に、プロセス計算機によるＣＲＴ画面表示シ

ステムや、運転自動化システムなど、第二世代

プラントに特徴的なマンマシンインタフェース

および制御システムに対して、短期間で集中

的に習熟させることを目的とする。 

 

５日間 
チーム 

単位 

１５日間 

（３週間） 

チーム 

単位 
 

ABWR 炉型切替訓練コース 

 

第一、第二世代の制御盤で運転経験を有する

者に、大型表示盤やタッチ操作パネル、集中

警報システム、総合デジタル制御システムな

ど、第三世代プラントに特徴的なマンマシンイ

ンタフェースおよび制御システムに対して、短

期間で集中的に習熟させることを目的とする。

 

５日間 

（要望に応じる） 

チーム 

単位 
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Ⅴ．研修コース 

コース名 コース目的／概要 訓練期間 定員 

インストラクタ（資格認定）Ⅰ

研修コース 

各サイトにおけるインストラクタを対象に、BTC

のインストラクタ資格認定規定に準拠し、講師

認定試験、シミュレ－タ操作技能確認試験、面

談等を実施し、BTC インストラクタ資格の講師

資格 L(B-1 分野)、シミュレ－タ訓練資格 S(B)

相当を認定することを目的とする。 

３０日間 

(６週間) 

１名 

(最大２名) 

インストラクタ（資格認定）Ⅱ

研修コース 

インストラクタ（資格認定）Ⅰ研修コ－ス修了者

で、３ケ月程度の各サイトシミュレ－タでの指導

実績を持つ者を対象とする。訓練実施能力を

確認のうえ、BTC インストラクタ資格の S(A)資

格（コ－ス責任者要件）相当を認定することを

目的とする。 

５日間 
１名 

(最大２名) 

１０日間 

(２週間) 

５名 

(最少２名) インストラクタ研修 

コース 
５日間 

５名 

(最少２名) 

イ
ン

ス
ト

ラ
ク

タ
研

修
 

インストラクタ研修 

リフレッシュコース 

当直員育成訓練に携わる者を対象に実施す

る｡訓練用資料の作成、模擬訓練、訓練効果

の評価、等の必須業務に自ら参加して、集中

的かつ効果的にスキルアップする。 

研修内容および期間は、要望に応じる。 

なお、リフレッシュコースは、当社のインストラク

タ研修コースを既に受講している者を対象とす

る。 

３日間 
５名 

(最少２名) 

保全/保修中級Ⅰ研修コ－ス
１５日間 

（３週間） 

８名 

(最少３名) 

保全/保修中級Ⅰ研修 

(原子炉)コース 
3 日間 

８名 

(最少３名) 

保全/保修中級Ⅰ研修 

(タービン)コース 
3 日間 

８名 

(最少３名) 

保全/保修中級Ⅰ研修 

(電気･計装)コース 
3 日間 

８名 

(最少３名) 

保全/保修中級Ⅰ研修 

(安全設備)コース 
3 日間 

８名 

(最少３名) 

保全/保修中級Ⅰ研修 

(運転)コース 

原子力発電所の保全/保修業務に携わる技術

者を対象に、原子力プラントの保全業務を担

当するうえで必要となる設備知識、運転知識を

習得する。 

また、保全プログラムの理解に必要な基礎的

知識（法令、規定、安全評価、等）について学

習する。 

コースは、各系統設備知識、運転知識を机上

で習得し、更にプラントの起動/停止、異常時

状態をシミュレータを通して学習する。 

コースは、これらを総合的に学習する「15 日間

コース」と、系統設備分野毎に分割実施する「3

日間コース×5回」を設定する。 3 日間 
８名 

(最少３名) 

保全/保修中級Ⅱ 

研修コ－ス 

定検作業に適用される法令、定検中の安全維

持のための規定とその背景、定検時の主要業

務である工程管理（クリチカル工程に焦点を絞

る）、系統アイソレ検討時の 「安全確保のため

の系統知識・法令」、「その他、広範な知識」に

ついて学習する。定検作業に必要な知識を得

ること、プラントの安全を確保した定検作業を

実施できることを目的とする。 

対象者は、保全/保修中級Ⅰ研修コースを修

了程度のプラント設備知識を有する次の者 

①電力の定検工事管理担当者（保全員、保修

員） 

②メーカの定検工事作業担当者、管理・監督

者 

５日間 
８名 

(最少３名) 

広報研修コース 

原子力の広報活動上必要な原子力発電所の

機能その他の基本知識を習得する。対象者

は、次の通り。 

① 原子力の広報に携わる者 

② 原子力間接部門の者 

1日間 
１２名 

(最少２名) 

292



 

 

Ⅴ．研修コース（続き） 

コース名 コース目的／概要 訓練期間 定員 

２０日間 

（４週間） 

4 名 

(最少 3 名)

１０日間 

（２週間） 

4 名 

(最少 3 名)

５日間 
８名 

(最少 3 名)

３日間 
８名 

(最少 3 名)

原子力技術者研修コース 

原子力プラントの試運転、設計を担当する上

で有益となる設備知識、運転知識を習得す

る。 

各系統設備知識、運転知識の解説と、手順書

に基づく起動操作、異常時対応操作を実施す

る。 

派遣元の要望があれば、修了の確認試験を行

う。 

試運転担当者、設計担当者、試験検査員、定

検担当者及び関連企業担当者等を対象とす

る。 

研修内容および期間は要望に応じる。 1日間 
チーム 

単位 

5日間 

チーム 

単位 

（５名以内） 
行政関係者研修コース 

国､自治体､独立行政法人等で原子力行政・

検査に携わる上で必要となる原子力発電所に

関する知識､運転知識を習得する。 3 日間 

(必要に応じる) 

4 名 

(最少 3 名)
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表Ⅷ－２－５ 運転訓練センターの訓練コースの概要（ＮＴＣ） 

№ 訓 練 コース 概 要 期 間 人 員 

原子炉制御運転員の養成  20 週間 － 

フェーズ

Ⅰ 

基礎講義：PWR プラントの炉心に

関する基礎理論の習得 

 6 週間 最大 16 名

フェーズ

Ⅱ 

システム講義：PWR プラントの系

統、制御及び安全に係わる基礎

知識の習得 

 6 週間 最大 16 名

1 初 期 訓 練 

コ ー ス 

フェーズ

Ⅲ 

シミュレータ訓練：直体制での通

常時、異常時及び緊急時の運転

技能の習得 

 8 週間 

シミュレータ訓練 

148 時間 

3 名／ 

チーム 

再訓練コース 運転員の実務経験、訓練目的に応じた訓練   

再 訓 練 

一 般 コース 

通常時、異常時及び緊急時の運転要領に

関する知識と技能の習得 

シミュレータ 4Hr／日 

10 日間 

シミュレータ訓練 

36 時間 

3 名／ 

チーム 

再 訓 練 

上 級 コース 

異常時及び緊急時の運転要領に関する知

識と技能の習得・維持・向上 

シミュレータ 4Hr／日 

5 日間 

シミュレータ訓練 

20 時間 

3～4 名／ 

チーム 

Ⅰ 5 日間 

シミュレータ訓練 20 時間  

Ⅱ 5 日間 

シミュレータ訓練 16 時間 

Ⅲ 5 日間 

シミュレータ訓練 20 時間  

再 訓 練 

監 督 者 

コ ー ス 

異常時及び緊急時における状況判断、指

揮監督能力の維持・向上 

Ⅰ：シミュレータ 4Hr／日 

合同講義なし   

Ⅱ：シミュレータ 4Hr／日 

5 日目 合同講義 1 日 

Ⅲ：シミュレータ 4Hr／日 

5 日目 合同講義 0.5 日 

Ⅳ：シミュレータ 4Hr／日   

資格更新コース 

Ⅳ 5 日間 

シミュレータ訓練 20 時間  

3～4 名／ 

チーム 

２ 

再 訓 練 

実 技 試 験 

コ ー ス 

原子力発電所運転責任者の資格判定に

係わる運転実技試験の準備 

9 日間 

シミュレータ訓練 

35 時間 

3 名／ 

チーム 

1 日間 

シミュレータ訓練 8 時間 

2 日間 

シミュレータ訓練 16 時間 

3 直員連携訓練 

コ ー ス 

運転直員単位でプラント異常時を中心とし

たシミュレータ訓練を行い、運転直内の有

機的連携操作を強化 

3 日間 

シミュレータ訓練 24 時間 

直単位 

4 特 別 訓 練 

コ ー ス 

原子力関係者の目的に応じた訓練 

・ 主機員コース                       訓練日数 3 日間 

・ 経済産業省専門技能習得コース           訓練日数 3 日間 

・ 原子力安全基盤機構ＲＷＲ運転訓練研修コース 訓練日数 3 日間 

・ シミュレータ短期訓練コース              訓練日数 10 日間 

・ 原子力技術者導入コース                訓練日数 3 日間 

・ インストラクタ養成コース                 訓練日数 5 日間 

・ プラント挙動理解力強化コース            訓練日数 1～2 日間 

・ その他要望に応じて設定 
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図Ⅷ－２－１　運転訓練センターの訓練実績（ＢＴＣ）
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  （ﾃｰﾑ数）
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図Ⅷ－２－２　運転訓練センターの訓練実績（NTC）
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       入手データに基づき作成

 110  104  110  115  110  161 276  258  252 252 252 254 246 244 247 222 138 143 140 148
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Ⅷ－3 保修員の教育･訓練 

 

保修員の教育･訓練は訓練実施要領等を作成して計画的に実施しており、基本的に

は表Ⅷ－３－１、表Ⅷ－３－２のように机上教育および日常業務時や定期検査時に

実施する実務教育によって行っている。 

また、表Ⅷ－３－３のように会社内に保修訓練施設を設置している会社では、専

門的知識・技能を有する自社やメーカー等の社員を同施設の講師･指導員として保修

に必要な技術・技能を修得させている。 
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表
Ⅷ
－
３
－
２
 
保
修
員
の
養
成
パ
タ
ー
ン
（
例
２
）

 

区
分

 
導
入
段
階

 
基
礎
段
階

 
応
用
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階

 
管
理
監
督
者
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発
電
所
業
務
実
習
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保
修
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当

 
班
長

 
係
長

 
養
成
パ
タ
ー
ン

 
約

1
年

 
約

6
年

 
保
修
員
の
経
験
、
能
力
等
の
資
質
に
よ
り
変
動
が
あ
り
年
数
表
示
は
困
難

 

原子力保修研修
 

 

技 術 研 修
 

 

研 修 体 系
 

共 通 研 修
 

 

 

 

新 入 社 員 研 修
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原
子
力
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礎
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修
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子

力
防

災
研

修

保
安

規
定

研
修
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業
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ァ
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修

原
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力
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表Ⅷ－３－３ 保修訓練施設の概要 

会社名 日本原子力発電 北 海 道 東 北 

名 称 総合研修センター 原子力教育センター 原子力技術訓練センター 

設置場所 茨城県那珂郡東海村 泊発電所構内 女川原子力発電所構内 

建 物 

鉄筋コンクリート造 
研修棟2階建 

3,300㎡
宿泊棟3階建 

1,800㎡

鉄筋コンクリート造 
地上 3階、地下 1階 

約3,020㎡

鉄筋コンクリート造 
2階建 延1,138㎡
鉄骨造3階建 

延1,948㎡
合計3,086㎡

開設年月 1988年12月 1993年10月 1984年12月 

設 備 

(1)ポンプ、弁、タンク、計

測器等より構成される

ループ設備 

(2)メタクラ開閉装置、大型

電動機、電動弁、保護継

電器盤訓練用シーケン

サー装置、核計装盤放射

線モニタ等電気、計装訓

練設備 

(3)制御棒駆動用水圧制御

装置、逃し安全弁、1次

冷却材ポンプメカニカ

ルシール等の原子力発

電特有機器訓練装置及

び回転機振動測定実習

装置 

(4)水と蒸気（熱）の挙動（水

の流動、沸騰、相流、伝

熱等）を理解する為の実

習装置 

(5)循環ループ腐食実習装

置 

(6)渦電流探傷検査、超音波

探傷検査等の検査装置、

設備診断用各種計測器 

(7)アーク、ティグ溶接機

器、溶接後熱処理装置 

(8)東海第二発電所、敦賀発

電所1号機、同2号機訓

練用小型シミュレータ 

(9)対話型学習装置 

（ＣＡＩ） 

 

(1)蒸気発生器水室、蒸気発

生器細管検査装置 

(2)１次系冷却材ポンプ軸

シール部１次系冷却材

ポンプインターナル模

型 

(3)ポンプ、弁、計測装置等

により構成されるテス

トループ設備 

(4)非破壊検査設備 

(5)原子炉制御保護系計器

ラック、原子炉安全保護

装置、制御棒制御装置、

制御棒位置指示装置、炉

外核計装装置、ＥＨガバ

ナ制御装置、タービン監

視計器、訓練用制御盤、

放射線監視装置 

(6)計装用電源装置、所内開

閉装置、発電機変圧器保

護リレー装置、補機電動

機設備、ＲＣＰ電動機上

部軸受、発電機自動電圧

調整装置 

(7)現場計器（伝送器、調節

計、制御弁等） 

(8)体感訓練装置 

 

(1)原子炉下部訓練装置、制
御棒駆動機構交換機、制
御棒駆動機構分解訓練
装置、主蒸気逃し安全弁
訓練装置、原子炉再循環
ポンプメカニカルシー
ル部模擬訓練装置、主蒸
気隔離弁駆動部模擬装
置、給水調整弁訓練装置

(2)制御棒駆動水ポンプ及
び電動機 

(3)デジタル電気油圧式
タービン制御模擬盤、放
射線モニタ盤、デジタル
制御装置模擬盤、出力領
域モニタ盤、発電機変圧
器保護継電器盤 

(4)水圧制御ユニット 
(5)テストループ装置、各種

弁、ポンプ及び電動機
(6)発電機ブラシモックア

ップ装置 
(7)配開装置、充電装置等配

電設備 
(8)非破壊検査設備 
(9)継手類訓練装置、足場組

立訓練装置 

(10)コンプレッサー訓練装
置 

(11)体感装置、手動弁ハンド
ル締付体感装置 

(12)対話型学習装置 
（ＣＡＩ） 

指導員形態 専従及び非専従 専従及び非専従 専従及び非専従 

対 象 者 社員及び協力会社 社員及び協力会社 社員及び協力会社 
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会社名 東 京 中 部 

名 称 
福島原子力人材開発 

センター 

柏崎刈羽原子力人材開発 

センター 
原子力研修センター 

設置場所 福島第一原子力発電所構内 柏崎刈羽原子力発電所構内 浜岡原子力発電所構内 

建 物 

鉄筋コンクリート造 

2階建 

2,570㎡

訓練棟増設建屋 

730㎡

技能訓練施設 

鉄骨鉄筋コンクリート造

2階建 2,499㎡

原子炉保修訓練施設 

鉄筋コンクリート 

(一部鉄骨) 

地上2階建地下6階 

4,600㎡

保修訓練棟 

鉄骨2階建造 

延1,530㎡

開設年月 1981年6月 1988年4月 1984年4月 

設 備 

(1)各種ポンプ・弁類、電

動機等訓練設備 

(2)原子炉再循環ポンプメ

カシール取替訓練設

備、ポンプトラブル訓

練装置等の機械関係訓

練設備 

(3)配管支持装置、非破壊

検査装置 

(4)給水・再循環制御装置、

中性子計装装置等の計

装関係訓練設備 

(5)遮断器類、無停電電源

装置、送電線・発電機

保護継電器盤等の電気

関係訓練設備 

(6)放射線計測装置等の放

射線管理関係訓練設備

(7)燃料検査設備訓練設備

(8)使用済燃料輸送容器・

気密漏えい試験設備 

(9)原子力発電所模型 

(10)模擬原子炉(シュラウ

ド上部格子板、炉心支

持板、給水スパージャ

等)、定検各種作業訓練

等の原子炉作業訓練設備

(11)タービン監視計器盤訓

練装置 

(12)炉内シッピング訓練装置

(13)体感型訓練設備（火災，

危険体験，施工不良等）

(1)各種ポンプ・弁類、電動

機等訓練設備 

(2)原子炉再循環ポンプメ

カシール取替訓練設備、

ポンプトラブル訓練装

置等の機械関係訓練設備

(3)配管支持装置、非破壊検

査装置 

(4)給水・再循環制御装置、

中性子計装装置等の計

装関係訓練設備 

(5)遮断器類、無停電電源装

置、送電線・発電機保護

継電器盤等の電気関係

訓練設備 

(6)放射線計測装置等の放

射線管理関係訓練設備 

(7)燃料検査設備訓練設備 

(8)制御棒駆動機構補修模

擬装置 

(9)原子炉圧力容器、シュラ

ウド模擬(ＡＢＷＲ、Ｂ

ＷＲ-5 半々)、ＲＩＰ・

ＦＭＣＲＤ取扱訓練装

置等の原子炉保修訓練

設備 

(10)各種デジタル制御訓練

装置 

(11)炉内シッピング訓練装置

(1)原子炉再循環ポンプメ

カニカルシール交換訓

練設備 

(2)原子炉下部模擬設備 

(3)制御棒駆動機構脱着訓

練設備及び分解訓練設備

(4)炉心模擬設備 

(5)主蒸気隔離弁駆動部模

擬訓練設備 

(6)ポンプ、弁、配管支持装

置、コンプレッサー、溶

接機、非破壊検査装置、

回転機器診断装置等機

械関係訓練設備 

(7)遮断器、電動機、絶縁診

断装置、シーケンスコン

トローラ、デジタル制御

装置等訓練設備 

(8)計測制御モデルプラン

ト、中性子計装盤ＴＩＰ

駆動装置、ＥＨＣシミユ

レー夕、調整弁、ＣＲＤ

水圧制御ユニット等訓

練設備 

(9)ポンプ故障対応訓練装

置、ベルト張替訓練設

備、配管・フランジ漏れ

止め訓練設備、電動弁故

障診断訓練設備 

指導員形態 専従及び非専従 専従及び非専従 専従及び非専従 

対 象 者 社員及び協力会社 社員及び協力会社 社員及び協力会社 
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会社名 北 陸 関 西 中 国 

名 称 原子力技術研修センター 原子力研修センター 
島根原子力発電所 

品質保証部（原子力研修）

設置場所 志賀原子力発電所構内 福井県大飯郡高浜町 島根原子力発電所構内 

建 物 

鉄筋コンクリート 

2階建 2,550㎡ 

鉄筋コンクリート 

研修棟2階建 約1,700㎡

実習棟3階建 約2,200㎡

宿泊棟3階建 約1,400㎡

見学受入棟 3 階建 約 430

㎡ 

技術訓練棟 

鉄骨2階構造 

1号館 延783㎡

2号館 延638㎡

開設年月 1993年7月 1983年10月 1989年2月 

設 備 

(1)原子炉再循環ポンプメ
カニカルシール部模
擬装置 

(2)主蒸気隔離弁駆動部模
擬装置 

(3)プロセス放射線モニタ
模型制御盤、プロセス
計装設備及び制御回
路試験装置 

(4)テストループ装置(ポ
ンプ、弁、夕ンク、計
測器等より構成) 

(5)メタクラ、パワーセン
ター等の開閉装置及び
保護継電器設備 

(6)各種弁、ポンプ及び電
動機 

(7)非破壊検査装置 
(8)制御棒駆動機構分解訓

練設備 
(9)水圧制御ユニット 
(10)核計装設備及び移動式

炉心内計装駆動機構 
(11)電気油圧式制御装置 
(12)原子炉下部模擬設備 
(13)ＲＩＰ電源装置訓練設

備 
(14)デジタル制御装置訓練

設備 
 

(1)原子炉容器胴・上蓋 
(2)蒸気発生器１次側水

室、伝熱管検査装置、
マニピュレータ装置、
マンホール取扱装置、
ノズル蓋 

(3)１次冷却材ポンプ軸
シール部 

(4)燃料取扱設備 
(5)訓練用系統設備(各種

ポンプ、各種弁、各種
配管、計測装置、支持
構造物) 

(6)開閉装置(メタクラ、パ
ワーセンター、コント
ロールセンター) 

(7)１次冷却材ポンプモー
タ(モータフライホ
イール、油冷却器伝熱
管、上部軸受部) 

(8)中央制御室内盤(制御
棒制御装置、制御棒位
置指示装置、原子炉保
護制御装置、原子炉盤、
炉外核計装装置、計器
用電源装置、発電機用
自動電圧調整装置、保
護継電装置、安全保護
リレーラック、ディジ
タル制御装置) 

(9)現場計器(ポンプ振動
監視装置、流量制御シ
ミュレータ装置、水位
制御シミュレータ装
置、圧力計、温度計、
液位計、伝送器、調節
計、電磁弁等) 

(10)電動弁自動診断装置 
(11)回転機器振動診断装置
(12)非破壊検査装置 
(13)環境模擬装置 
(14)原子力発電シースルー

プラントモデル(ＰＷ
Ｒ型) 

(15)体感研修装置 
(16)エンジニアリングモデ

ル（大飯 3号機モデル）

(1)原子炉下部模擬装置 
(中性子計装装置含む)

(2)制御棒駆動機構交換訓
練設備及び分解訓練設
備 

(3)原子炉圧力容器カット
モデル 

(4)燃料取扱装置 
(5)原子炉再循環ポンプメ

カニカルシール設備 
(6)主蒸気隔離弁駆動装置 
(7)各種ポンプ、各種弁類、

継手類分解訓練装置、弁
グランドパッキン締付
装置 

(8)非破壊検査装置 
(9)各種遮断器、各種電動

機、保護継電器、シーケ
ンサ等電気関係訓練設
備 

(10)給水制御装置、中性子計
装監視装置、放射線モニ
タ―設備等計装関係訓
練設備 

(11)自動電圧調整装置設備 
(12)圧力発信器、流量発信

器、E／P変換器等計測装
置 

(13)アナログトリップ設定
器盤 

(14)空気圧縮機 
(15)体感装置 
(16)回転機器振動診断装置 
 

指導員形態 専従及び非専従 専従 専従及び非専従 

対 象 者 社員及び協力会社 社員及び協力会社 社員及び協力会社 
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会社名 四 国 九 州 

名 称 原子力保安研修所 
玄海原子力発電所 

原子力訓練センター 

川内原子力発電所 

原子力訓練センター 

設置場所 愛媛県松山市 玄海原子力発電所構内 川内原子力発電所構内 

建 物 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

地上 6階、地下 1 階 

延 約8,300㎡

鉄骨2階建造 

 

延5,300㎡

鉄骨2階建造 

 

延4,800㎡

開設年月 1986年11月 1997年7月 1996年11月 

設 備 

(1)原子炉容器上蓋 

(2)燃料取扱設備、燃料取替

クレーン操作用シミュレータ

(3)1次冷却材ポンプ軸封部

(4)蒸気発生器水室部、蒸気

発生器伝熱管検査装置、

蒸気発生器伝熱管補修

工具 

(5)弁、ポンプ、送風機 

(6)訓練用系統設備 

(7)回転機器振動診断装置 

(8)溶接設備、工作設備 

(9)非破壊検査装置、破壊検

査装置 

(10)発電機訓練装置 

(11)電気配線設備 

(12)電動機、電動弁、開閉装

置(Ｍ／Ｃ、Ｐ／Ｃ、Ｃ／Ｃ)、

保護継電器、シーケンサ

(13)発電機自動電圧調整装

置、計装用電源装置 

(14)一般計測器、伝送器、記

録計、指示計、調節計、

分析計、制御弁類 

(15)原子炉制御保護装置、放

射線監視装置、炉外核計

装装置、炉内計装装置、

制御棒制御装置、制御棒

位置指示装置、タービン

監視計器、タービン保護

装置、タービン制御装

置、デジタル制御装置 

(16)体感訓練装置 

(1)原子炉容器上蓋 

(2)蒸気発生器水室部 

(3)1次冷却材ポンプ軸封部

(4)燃料取扱設備 

(5)蒸気タービン 

(6)各種ポンプ、各種弁 

(7)ループ設備（体感訓練設

備） 

(8)非破壊検査装置 

(9)炉外核計装設備、制御棒

制御装置、原子炉安全保

護装置、放射線モニタ設

備、タービン制御装置、

タービン監視計器、発電

機自動電圧制御装置、原

子炉制御保護装置、保護

継電装置、計器用電源装

置、デジタル制御装置 

(10)開閉装置(Ｍ／Ｃ、Ｐ／

Ｃ、Ｃ／Ｃ) 

(11)各種電動機 

(12)計測器 

(13)放射線計測設備 

(14)防護具脱着訓練設備、除

染訓練設備 

(15)直流電源装置 

 

(1)原子炉容器上蓋 

(2)蒸気発生器水室部 

(3)1次冷却材ポンプ軸封部

(4)燃料取替クレーンシミ

ュレータ 

(5)各種ポンプ、各種弁 

(6)ループ設備 

(7)非破壊検査装置 

(8)炉外核計装設備、制御棒

制御装置、原子炉安全保

護装置、放射線モニタ設

備、タービン制御装置、

タービン監視計器、発電

機自動電圧制御装置、原

子炉制御保護装置、保護

継電装置 

(9)開閉装置(Ｍ／Ｃ、Ｐ／

Ｃ、Ｃ／Ｃ) 

(10)各種電動機 

(11)計測器 

(12)放射線計測設備 

(13)防護具脱着訓練設備、除

染訓練設備 

(14)体感訓練設備 

(15)溶接設備 

 

指導員形態 専従及び非専従 専従及び非専従 専従及び非専従 

対 象 者 社員及び協力会社 社員及び協力会社 社員及び協力会社 
 

 

（注）表Ⅷ－3－1～3については東京電力(株)、関西電力(株)、電気事業連合会からの入手資料に基づき作成
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第二編 核燃料サイクル等･廃棄物分野 
 

 

 

 

Ⅸ 製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄施設一覧 



 



Ⅸ－1 製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄施設の運転・建設状況 

 

•  平成 22年度末における運転中の施設は加工施設 6施設、再処理施設 1施設、

廃棄施設 4 施設（廃棄物管理施設 2 施設及び廃棄物埋設施設 2 施設）となっ

ている。 

•  再処理施設 1 施設及び使用済燃料貯蔵施設 1 施設が建設中である。 

•  製錬の事業指定を受けている施設はない。 

 

 

平成 22 年度末（2010 年度末）現在 

廃棄施設 

 加工施設 再処理施設
廃棄物 

管理施設 

廃棄物 

埋設施設 

使用済燃料

貯蔵施設 

運 転 中 6 1 2 2 0 

建 設 中 0 1 0 0 1 

建設準備中 0 0 0 0 0 

計 6 2 2 2 1 
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 Ⅸ
－
2 

加
工
施
設
の
運
転
・
建
設
状
況
一
覧
 

平
成

22
年
度
（
20
10

年
度
末
）
現
在
 

 
加
工
事
 

業
者
名
 

工
事
名
又
は
 

事
業
所
名
 

所
在
地
 

核
燃
料
物
質
の
最
大
処
理
能
力

濃
縮

度
 

処
理
方
法
 

加
工
事
業
 

許
可
年
月
日

着
工
年
月
日

運
転
開
始
 

年
月
日
 

備
考
 

運
転
中
 

㈱
ｸﾞ
ﾛｰ
ﾊﾞ
ﾙ･
ﾆ

ｭｰ
ｸﾘ
ｱ･
ﾌｭ
ｴﾙ
･

ｼﾞ
ｬﾊ
ﾟﾝ
 

㈱
ｸﾞ
ﾛｰ
ﾊﾞ
ﾙ･
ﾆ

ｭｰ
ｸﾘ
ｱ･
ﾌｭ
ｴﾙ
･

ｼﾞ
ｬﾊ
ﾟﾝ
 

神
奈
川
県
 

横
須
賀
市
内
川

75
0t
-Ｕ

／
年
 

(2
01
1-
3-
31

現
在
) 

5％ 以
下

棒
状
加
工
 

(沸
騰
水
型
 

軽
水
炉
用
) 

19
68
-8
-3
0 

19
69
-1
-2
7 

19
70
-8
-2
9 

 

47
5t
-Ｕ

／
年
(転

換
加
工
) 

(2
01
1-
3-
31

現
在
) 

転
換
加
工
 

(加
圧
水
型
 

軽
水
炉
用
) 

運
転
中
 

三
菱

原
子

燃

料
㈱
 

三
菱

原
子

燃

料
㈱
 

茨
城
県
那
珂
郡

東
海
村
 

44
0t
-Ｕ

／
年
(成

型
加
工
) 

(2
01
1-
3-
31

現
在
) 

5％ 以
下

棒
状
加
工
 

(加
圧
水
型
 

軽
水
炉
用
) 

19
72
-1
-1
1 

19
72
-1
 

19
72
-7
-2
9 

 

熊
取
事
業
所
 

大
阪
府
泉
南
郡

熊
取
町
 

38
3t
-Ｕ

／
年
 

(2
01
1-
3-
31

現
在
) 

5％ 以
下

棒
状
加
工
 

(加
圧
水
型
 

軽
水
炉
用
) 

19
72
-9
-1
 

－
 

S4
4.
8.
1
に
住
友

電
気
工
業
㈱
に
て

運
転
開
始
さ
れ
た

加
工
施
設
を
譲
り

受
け
た
。
 

19
72
-9
-1
 

 
運
転
中
 

原
子

燃
料

工

業
㈱
 

東
海
事
業
所
 

茨
城
県
那
珂
郡

東
海
村
村
松
 

25
0t
-Ｕ

／
年
 

(2
01
1-
3-
31

現
在
) 

5％ 以
下

棒
状
加
工
 

(沸
騰
水
型
 

軽
水
炉
用
) 

19
78
-9
-2
9 

19
78
-1
1 

19
80
-1
-4
 

 

運
転
中
 

独
立

行
政

法

人
日

本
原

子

力
研

究
開

発

機
構
 

人
形

峠
環

境

技
術

セ
ン

タ

ー
 

岡
山
県
苫
田
郡

鏡
野
町
上
齋
原

20
0t
-Ｕ

／
年
 

(2
01
1-
3-
31

現
在
) 

5％ 以
下

ウ
ラ
ン
濃
縮
 

(遠
心
分
離
法
)

19
85
-1
0-
18
 

 

19
85
-1
1 

19
88
-4
-2
5 

役
務

生
産

運

転
は

20
01

年

3
月
で
終
了
。
 

第
1
期

分
 

11
50
 

t-
Ｕ
/年

19
88
-8
-1
0 

19
88
-1
0 

19
92
-3
-2
7 

 
運
転
中
 

日
本
原
燃
㈱
 

ウ
ラ

ン
濃

縮

工
場
 

青
森
県
上
北
郡

六
ヶ
所
村
 

第
2
期

前
半
分

74
0 

t-
Ｕ
/年

18
90
t-

Ｕ
/
年

(2
01
1-
3-

31
現
在
)

5％ 以
下

ウ
ラ
ン
濃
縮
 

(遠
心
分
離
法
)

19
93
-7
-1
2 

19
93
-9
 

19
97
-1
0-
17
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 Ⅸ
－
3 

再
処
理
施
設
の
運
転
・
建
設
状
況
一
覧
 

平
成

22
年
度
（
20
10

年
度
末
）
現
在
 

 
再

処
理

事
業

者
名
 

工
場
又
は
 

事
業
所
名
 

所
在
地
 

年
間
の
最
大
再
処
理
能
力

処
理
方
法
 

指
定
年
月
日

着
 
工
 

年
月
日
 

事
業
開
始
 

年
月
日
 

運
転
開
始
 

年
月
日
 

備
考
 

運
転
中
 

独
立

行
政

法

人
日

本
原

子

力
研

究
開

発

機
構
 

東
海

研
究

開

発
セ
ン
タ
ー
 

核
燃

料
サ

イ

ク
ル

工
学

研

究
所
 

茨
城
県
那
珂
郡

東
海
村
 

21
0t
-Ｕ

 

(1
日
あ
た
り
最
大

0.
7t
-Ｕ

(金
属
ウ
ラ
ン
換
算
))
 

 

湿
式
 

ﾋﾟ
ｭｰ
ﾚｯ
ｸｽ
法
 

19
80
-2
-2
3 

(注
1)
 

(1
97
1-
6-
5)

19
71
-6
 

 

 
19
81
-1
-1
7 

ホ
ッ
ト
試
験
 

19
77

年
9
月
 

本
格
操
業
 

19
81

年
1
月
 

建
設
中
 

(注
2)
 

日
本
原
燃
㈱
 

再
処

理
事

業

所
 

青
森
県
上
北
郡

六
ヶ
所
村
 

80
0t
-Ｕ

 

(照
射
前
金
属
ウ
ラ
ン
重
量

換
算
) 

湿
式
 

ﾋﾟ
ｭｰ
ﾚｯ
ｸｽ
法
 

19
92
-1
2-
24

19
93
-4
 

19
99
-1
2-
3 

20
12
-1
0 

(予
定
) 

 

（
注

1）
 
原
子
炉
等
規
制
法
の
一
部
改
正
(昭

和
54

年
6
月
)に

伴
い
、
承
認
が
あ
っ
た
と
見
な
さ
れ
た
日
。
( 

)内
は
、
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
年
月
日
。
 

（
注

2）
 
建
設
中
の
再
処
理
設
備
本
体
の
運
転
開
始
に
先
立
ち
、
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
及
び
貯
蔵
に
係
る
施
設
は
使
用
を
開
始
し
て
い
る
。
 

 Ⅸ
－
4 

廃
棄
施
設
の
操
業
・
建
設
状
況
一
覧
 

平
成

22
年
度
（
20
10

年
度
末
）
現
在
 

 
廃
棄
事
業

者
名
 

工
場
名
又

は
事
業
所

名
 

施
設
名
 

所
在
地
 

施
設
の
種
類
 

対
象
廃
棄
物
の
種
類
及
び
事
業
内
容
 

対
象
廃
棄
物
の

放
射
性
物
質
濃

度
レ
ベ
ル

2)
 

最
大
埋
設
・
管
理

能
力
 

事
業
(変
更
)

許
可
年
月
日

事
業
開
始
年

月
日
 

1
号
廃
棄
物

埋
設
施
設
 

原
子
力
発
電
所
で
発
生
す
る
放
射
性
廃

液
、
使
用
済
樹
脂
等
を
セ
メ
ン
ト
等
で

容
器
に
固
形
化
し
た
も
の
の
埋
設
 

低
レ
ベ
ル
放
射

性
廃
棄
物
 

20
0
ℓ
ド

ラ
ム
缶

15
3,
60
0
本
相
当

 19
90
.1
1.
15

19
92
.1
2.
8 

  日
本
原
燃

㈱
 

  濃
縮
・
埋

設
事
業
所

2
号
廃
棄
物

埋
設
施
設
 

青
森
県
 

上
北
郡
 

六
ヶ
所
村
 

人
工

構
造

物

(
コ
ン
ク
リ
ー

ト
ピ
ッ
ト
)
に

よ
り
周
辺
土
壌

と
仕
切
ら
れ
た

埋
設
施
設
 

原
子
力
発
電
所
で
発
生
す
る
固
体
状
の

放
射
性
廃
棄
物
を
セ
メ
ン
ト
で
容
器
に

固
形
化
し
た
も
の
の
埋
設
 

低
レ
ベ
ル
放
射

性
廃
棄
物
 

20
0
ℓ
ド

ラ
ム
缶

10
3,
68
0
本
相
当

 19
98
.1
0.
8 

20
00
.1
0.
10
 

(受
入
れ
開
始

年
月
日
) 

操 業 中 

独
立
行
政

法
人
日
本

原
子
力
研

究
開
発
機

構
 

東
海
研
究

開
発
セ
ン

タ
ー
 

原
子
力
科

学
研
究
所

廃
棄
物
 

埋
設
施
設
 

茨
城
県
 

那
珂
郡
 

東
海
村
 

人
工
構
築
物
を

設
置
し
な
い
埋

設
施
設
(
素
掘

ト
レ
ン
チ
) 

Ｊ
Ｐ
Ｄ
Ｒ
の
解
体
に
伴
っ
て
発
生
し
た

汚
染
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
廃
棄
物
で
容
器

に
固
形
化
し
て
い
な
い
も
の
の
埋
設
 

極
低
レ
ベ
ル
放

射
性
廃
棄
物
 

 2,
52
0ｍ

3
 

 19
95
.6
.2
2 

19
95
.1
1.
27
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 Ⅸ
－
4 

廃
棄
施
設
の
操
業
・
建
設
状
況
一
覧
 

平
成

22
年
度
（
20
10

年
度
末
）
現
在
 

 
廃
棄
事
業

者
名
 

工
場
名
又

は
事
業
所

名
 

施
設
名
 

所
在
地
 

施
設
の
種
類
 

対
象
廃
棄
物
の
種
類
及
び
事
業
内
容
 

対
象
廃
棄
物
の

放
射
性
物
質
濃

度
レ
ベ
ル

2)
 

最
大
埋
設
・
管
理

能
力
 

事
業
(変
更
)

許
可
年
月
日

事
業
開
始
年

月
日
 

日
本
原
燃

㈱
 

再
処
理
事

業
所
 

廃
棄
物
 

管
理
施
設
 

青
森
県
 

上
北
郡
 

六
ヶ
所
村
 

特
定
廃
棄
物
管

理
施
設

1)
 

使
用
済
燃
料
の
再
処
理
に
伴
い
発
生
す

る
高
レ
ベ
ル
放
射
性
液
体
廃
棄
物
を
ス

テ
ン
レ
ス
容
器
に
ガ
ラ
ス
固
化
し
た
も

の
で
,
海
外
か
ら
返
還
さ
れ
る
も
の
の

保
管
 

高
レ
ベ
ル
放
射

性
廃
棄
物
 

 ガ
ラ
ス
固
化

体

1,
44
0
本
 

 19
92
.4
.3
 

19
95
.4
.2
6 

操 業 中 

 独
立
行
政

法
人
日
本

原
子
力
研

究
開
発
機

構
 

 大
洗
研
究

開
発
セ
ン

タ
ー
 

 廃
棄
物
 

管
理
施
設
 

 茨
城
県
 

東
茨
城
郡
 

大
洗
町
 

 特
定
廃
棄
物
管

理
施
設

1)
 

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発

機
構
大
洗
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
、
東
北

大
学
金
属
材
料
研
究
所
付
属
材
料
試
験

炉
利
用
施
設
及
び
日
本
核
燃
料
開
発
㈱

に
お
け
る
原
子
炉
の
運
転
及
び
核
燃
料

物
質
の
使
用
に
伴
っ
て
発
生
す
る
液
体

状
廃
棄
物
の
化
学
処
理
又
は
蒸
発
処

理
，
固
体
状
廃
棄
物
の
圧
縮
、
細
断
又

は
焼
却
処
理
、
及
び
こ
れ
ら
の
固
化
体

の
保
管
 

 比
較
的
濃
度
の

高
い
低
レ
ベ
ル

放
射
性
廃
棄
物

及
び
低
レ
ベ
ル

放
射
性
廃
棄
物

 20
0
ℓ
ド

ラ
ム
缶

42
,7
95

本
相
当

 19
92
.3
.3
0 

 19
96
.3
.2
9 

注
1）

特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
：
3.
7
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル
以
上
の
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
管
理
施
設
 

注
2）

対
象
廃
棄
物
の
放
射
性
物
質
濃
度
レ
ベ
ル
：
放
射
性
廃
棄
物
を
埋
設
す
る
際
の
法
令
上
の
濃
度
上
限
値
を
も
と
に
便
宜
的
に
レ
ベ
ル
区
分
を
表
し
た
も
の
 

 Ⅸ
－
5 

貯
蔵
施
設
の
運
転
・
建
設
状
況
一
覧
 

平
成

22
年
度
（
20
10

年
度
末
）
現
在
 

 
事
業
者
名
 

事
業
所
名
 

所
在
地
 

施
設
の
種
類
 

貯
蔵
方
式
 

最
大
貯
蔵
能
力

着
工
年
月
日

事
業
開
始
 

年
月
日
 

建設中 

リ
サ
イ
ク
ル
燃
料
 

貯
蔵
株
式
会
社
 

リ
サ
イ
ク
ル
燃
料
備
蓄
 

セ
ン
タ
ー
 

青
森
県
 

む
つ
市
 

大
字
関
根
 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
 

金
属
製
乾
式
キ
ャ
ス
ク
方
式
 
約

3,
00
0
ト
ン
 

20
10
-0
8 

20
12
-0
7 

(予
定
)  
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 Ⅸ－６ 加工施設、再処理施設及び廃棄施設の立地図 

加工施設  ■運転中 ６基 

      □建設中 ０基 

      計    ６基 

再処理施設 ●運転中 １基 

      ○建設中 １基 

      計    ２基 

廃棄施設  ▲運転中 ４基 

      △建設中 ０基 

      計    ４基 

貯蔵施設  ◆運転中 ０基 

      ◇建設中 １基 

      計    １基

＜東海＞ 

●独立行政法人 

日本原子力研究開発機構 

東海研究開発センター 

（再処理） 

■三菱原子燃料㈱ 

（成型加工・再転換加工） 

■原子燃料工業㈱ 東海事業所 

（成型加工） 

▲独立行政法人 

日本原子力研究開発機構 

東海研究開発センター 

（廃棄物埋設） 

＜六ヶ所＞ 

○日本原燃㈱ 再処理事業所（再処理） 

▲日本原燃㈱ 再処理事業所（廃棄物管理） 

■日本原燃㈱ 濃縮・埋設事業所（ウラン濃縮） 

▲日本原燃㈱ 濃縮・埋設事業所（廃棄物埋設） 

（注）製錬施設は現在存在しない。 

＜人形峠＞ 

■独立行政法人 

日本原子力研究開発機構 

人形峠環境技術センター 

（ウラン濃縮） 

＜熊取＞ 

■原子燃料工業㈱ 熊取事業所 

（成型加工） 

＜横須賀＞ 

■㈱グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン（成型加工）

＜大洗＞ 

▲独立行政法人日本原子力研究開発機構 

大洗研究開発センター（廃棄物管理） 

平成22年度末（2010年度末）現在 

＜むつ市＞ 

◇リサイクル燃料貯蔵株式会社
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Ⅹ 製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄施設の 

稼動状況等並びに核燃料物質等の 

運搬物確認実績 



 



Ⅹ－１ 製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄施設の稼動状況 

 

(1) ㈱グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン、三菱原子燃料㈱、原

子燃料工業㈱の 3 事業者 4 事業所において電力会社の軽水炉型原子力発電所

向けの成型加工を行っており、現在、併せて年間最大処理能力 1,823t-U の加

工設備を有している。 
 

(2) 三菱原子燃料㈱において電力会社の軽水炉型原子力発電所向けの転換加工

を行っており、現在、年間最大処理能力 475t-U の加工設備を有している。 
 

(3) 日本原燃㈱濃縮施設において、原子力発電所向け最高 5%までのウラン濃縮

を行っており、現在、年間最大処理能力 1,890t-U のウラン濃縮設備を有して

いる。また、独立行政法人日本原子力研究開発機構人形峠環境技術センター

の濃縮施設は、年間最大処理能力 200t-U のウラン濃縮設備を有していたが、

平成 13 年 3 月で役務生産運転を終了している。 
 

(4) 再処理としては、独立行政法人日本原子力研究開発機構東海研究開発セン

ター再処理施設において、現在、年間最大処理能力 210t-U の処理設備を有し

ている。平成 22 年度は再処理の実績がなく、累積処理量は約 1140t-U となっ

ている。 
 

(5) 日本原燃㈱廃棄物埋設施設においては、平成 4 年度に操業を開始した 1 号

廃棄物埋設施設と平成 12 年度に操業を開始した 2 号廃棄物埋設施設があり、

1 号及び 2 号廃棄物埋設施設の埋設能力は 200 リットルドラム缶で合計約 40

万本相当がある。平成 22 年度は、両施設併せて 200 リットルドラム缶で

10,872 本の受入があり、累積で 229,147 本のドラム缶が埋設されている。 

独立行政法人日本原子力研究開発機構東海研究開発センターの廃棄物埋設

施設では、平成 7 年に埋設容量 2,520 トンの施設に 1,670 トン埋設し、現在

埋設事業は終了している。 
 

(6) 日本原燃㈱廃棄物管理施設では、平成 22 年度は受入がなく、累積で 1,338

本のガラス固化体が保管管理されている。 

独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センターの廃棄物管理

施設では、平成 22 年度に 200 リットルドラム缶換算で 239 本相当を受入れ、

累積で 29,075 本相当が保管管理されている。 
 

(7) 日本原燃㈱再処理事業所再処理施設において、現在、再処理設備本体は建

設中であるが、使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設は使用を開始してい

る。 

平成 22 年度は 94ｔの受入れがあり、累積で約 3,258ｔの使用済燃料を受入

れている。 
 

(8) リサイクル燃料貯蔵㈱使用済燃料貯蔵施設は、平成 22 年 5 月に事業認可を

受け、同年 8 月に建設工事に着工した。 
 

(9) 製錬の事業指定を受けている施設はない。 
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表
Ⅹ
－
1 
加
工
施
設
（
成
型
加
工
）
に
お
け
る
年
度
末
核
燃
料
物
質
の
最
大
処
理
能
力
の
推
移
 

（
単
位
：
ｔ
－
Ｕ
／
年
）
 

年
 
 
 
 
度
 

加
工
事
業
者
名
 

工
場
又
は
 

事
業
所
名
 

19
71
 
19
72
 
19
73
 
19
74
 
19
75
 
19
76
 
19
77
 
19
78
 
19
79
 
19
80
 

㈱
ｸ
ﾞﾛ
ｰ
ﾊ
ﾞﾙ
･ﾆ

ｭ
ｰ
ｸ
ﾘ
ｱ
･ﾌ

ｭ
ｴ
ﾙ
･ｼ

ﾞｬ
ﾊ
ﾟﾝ
 
㈱

ｸ
ﾞﾛ
ｰ
ﾊ
ﾞﾙ
･ﾆ

ｭ
ｰ
ｸ
ﾘ
ｱ
･ﾌ

ｭ
ｴ
ﾙ
･ｼ

ﾞｬ
ﾊ
ﾟﾝ
 

21
0 

49
0 

49
0 

49
0 

49
0 

49
0 

49
0 

49
0 

49
0 

49
0 

三
菱
原
子
燃
料
㈱
 

三
菱
原
子
燃
料
㈱
 

－
 

42
0 

42
0 

42
0 

42
0 

42
0 

42
0 

42
0 

42
0 

42
0 

熊
取
事
業
所
 

－
 

－
 

－
 

－
 

40
 

40
 

40
 

85
 

85
 

85
 

原
子
燃
料
工
業
㈱
 

東
海
事
業
所
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

40
 

40
 

合
計
 

21
0 

91
0 

91
0 

91
0 

95
0 

95
0 

95
0 

99
5 
1,
03
5 
1,
03
5 

 

年
 
 
 
 
度
 

加
工
事
業
者
名
 

工
場
又
は
 

事
業
所
名
 

19
81
 
19
82
 
19
83
 
19
84
 
19
85
 
19
86
 
19
87
 
19
88
 
19
89
 
19
90
 

㈱
ｸ
ﾞﾛ
ｰ
ﾊ
ﾞﾙ
･ﾆ

ｭ
ｰ
ｸ
ﾘ
ｱ
･ﾌ

ｭ
ｴ
ﾙ
･ｼ

ﾞｬ
ﾊ
ﾟﾝ
 
㈱

ｸ
ﾞﾛ
ｰ
ﾊ
ﾞﾙ
･ﾆ

ｭ
ｰ
ｸ
ﾘ
ｱ
･ﾌ

ｭ
ｴ
ﾙ
･ｼ

ﾞｬ
ﾊ
ﾟﾝ
 

49
0 

75
0 

75
0 

75
0 

64
0 

64
0 

64
0 

64
0 

64
0 

64
0 

三
菱
原
子
燃
料
㈱
 

三
菱
原
子
燃
料
㈱
 

42
0 

42
0 

42
0 

42
0 

42
0 

42
0 

44
0 

44
0 

44
0 

44
0 

熊
取
事
業
所
 

85
 

26
5 

26
5 

26
5 

26
5 

26
5 

26
5 

26
5 

26
5 

26
5 

原
子
燃
料
工
業
㈱
 

東
海
事
業
所
 

40
 

40
 

10
0 

10
0 

10
0 

20
0 

20
0 

20
0 

20
0 

20
0 

合
計
 

1,
03
5 
1,
47
5 
1,
53
5 
1,
53
5 
1,
42
5 
1,
52
5 
1,
54
5 
1,
54
5 
1,
54
5 
1,
54
5 

 

年
 
 
 
 
度
 

加
工
事
業
者
名
 

工
場
又
は
 

事
業
所
名
 

19
91
 
19
92
 
19
93
 
19
94
 
19
95
 
19
96
 
19
97
 
19
98
 
19
99
 
20
00
 

㈱
ｸ
ﾞﾛ
ｰ
ﾊ
ﾞﾙ
･ﾆ

ｭ
ｰ
ｸ
ﾘ
ｱ
･ﾌ

ｭ
ｴ
ﾙ
･ｼ

ﾞｬ
ﾊ
ﾟﾝ
 
㈱

ｸ
ﾞﾛ
ｰ
ﾊ
ﾞﾙ
･ﾆ

ｭ
ｰ
ｸ
ﾘ
ｱ
･ﾌ

ｭ
ｴ
ﾙ
･ｼ

ﾞｬ
ﾊ
ﾟﾝ
 

64
0 

64
0 

75
0 

75
0 

75
0 

75
0 

75
0 

75
0 

75
0 

75
0 

三
菱
原
子
燃
料
㈱
 

三
菱
原
子
燃
料
㈱
 

44
0 

44
0 

44
0 

44
0 

44
0 

44
0 

44
0 

44
0 

44
0 

44
0 

熊
取
事
業
所
 

26
5 

32
4 

32
4 

32
4 

32
4 

32
4 

32
4 

28
4 

28
4 

28
4 

原
子
燃
料
工
業
㈱
 

東
海
事
業
所
 

20
0 

20
0 

20
0 

20
0 

20
0 

20
0 

20
0 

20
0 

20
0 

20
0 

合
計
 

1,
54
5 
1,
60
4 
1,
71
4 
1,
71
4 
1,
71
4 
1,
71
4 
1,
71
4 
1,
67
4 
1,
67
4 
1,
67
4 

 

年
 
 
 
 
度
 

加
工
事
業
者
名
 

工
場
又
は
 

事
業
所
名
 

20
01
 
20
02
 
20
03
 
20
04
 
20
05
 
20
06
 
20
07
 
20
08
 
20
09
 
20
10
 

㈱
ｸ
ﾞﾛ
ｰ
ﾊ
ﾞﾙ
･ﾆ

ｭ
ｰ
ｸ
ﾘ
ｱ
･ﾌ

ｭ
ｴ
ﾙ
･ｼ

ﾞｬ
ﾊ
ﾟﾝ
 
㈱

ｸ
ﾞﾛ
ｰ
ﾊ
ﾞﾙ
･ﾆ

ｭ
ｰ
ｸ
ﾘ
ｱ
･ﾌ

ｭ
ｴ
ﾙ
･ｼ

ﾞｬ
ﾊ
ﾟﾝ
 

75
0 

75
0 

75
0 

75
0 

75
0 

75
0 

75
0 

75
0 

75
0 

75
0 

三
菱
原
子
燃
料
㈱
 

三
菱
原
子
燃
料
㈱
 

44
0 

44
0 

44
0 

44
0 

44
0 

44
0 

44
0 

44
0 

44
0 

44
0 

熊
取
事
業
所
 

28
4 

28
4 

28
4 

28
4 

38
3 

38
3 

38
3 

38
3 

38
3 

38
3 

原
子
燃
料
工
業
㈱
 

東
海
事
業
所
 

20
0 

20
0 

25
0 

25
0 

25
0 

25
0 

25
0 

25
0 

25
0 

25
0 

合
計
 

1,
67
4 
1,
67
4 
1,
72
4 
1,
72
4 
1,
82
3 
1,
82
3 
1,
82
3 
1,
82
3 
1,
82
3 
1,
82
3 

（
注
）
処
理
能
力
は
、
軽
水
炉
燃
料
用
で
あ
る
。
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表
Ⅹ
－
2 
加
工
施
設
（
転
換
加
工
）
に
お
け
る
年
度
末
核
燃
料
物
質
の
最
大
処
理
能
力
の
推
移
 

（
単
位
：
ｔ
－
Ｕ
／
年
）
 

年
 
 
 
 
度
 

加
工
事
業
者
名
 

工
場
又
は
 

事
業
所
名
 

19
72
 

19
73
 

19
74
 

19
75
 

19
76
 

19
77
 

19
78
 

19
79
 

19
80
 

19
81
 

三
菱
原
子
燃
料
㈱
 

三
菱
原
子
燃
料
㈱
 

1.
5t
- 

UO
2/
日
 
1.
5t
- 

UO
2/
日
 
1.
5t
- 

UO
2/
日
 
1.
5t
- 

UO
2/
日
 
1.
5t
- 

UO
2/
日
 
2t
- 

UO
2/
日
 
2t
- 

UO
2/
日
 
2t
- 

UO
2/
日
 
2t
- 

UO
2/
日
 

45
0 

 
年
 
 
 
 
度
 

加
工
事
業
者
名
 

工
場
又
は
 

事
業
所
名
 

19
82
 

19
83
 

19
84
 

19
85
 

19
86
 

19
87
 

19
88
 

19
89
 

19
90
 

19
91
 

三
菱
原
子
燃
料
㈱
 

三
菱
原
子
燃
料
㈱
 

45
0 

45
0 

45
0 

45
0 

45
0 

47
5 

47
5 

47
5 

47
5 

47
5 

 
年
 
 
 
 
度
 

加
工
事
業
者
名
 

工
場
又
は
 

事
業
所
名
 

19
92
 

19
93
 

19
94
 

19
95
 

19
96
 

19
97
 

19
98
 

19
99
 

20
00
 

20
01
 

三
菱
原
子
燃
料
㈱
 

三
菱
原
子
燃
料
㈱
（
転
換
加
工
） 

47
5 

47
5 

47
5 

47
5 

47
5 

47
5 

47
5 

47
5 

47
5 

47
5 

 
年
 
 
 
度
 

加
工
事
業
者
名
 

工
場
又
は
 

事
業
所
名
 

20
02
 

20
03
 

20
04
 

20
05
 

20
06
 

20
07
 

20
08
 

20
09
 

20
10
 

三
菱
原
子
燃
料
㈱
 

三
菱
原
子
燃
料
㈱
（
転
換
加
工
） 

47
5 

47
5 

47
5 

47
5 

47
5 

47
5 

47
5 

47
5 

47
5 

  表
Ⅹ
-3
 
加
工
施
設
（
ウ
ラ
ン
濃
縮
）
に
お
け
る
年
度
末
核
燃
料
物
質
の
最
大
処
理
能
力
の
推
移
 

（
単
位
：
ｔ
－
Ｕ
／
年
）
 

年
 
 
 
 
度
 

加
工
事
業
者
名
 

工
場
又
は
 

事
業
所
名
 

19
91
 

19
92
 

19
93
 

19
94
 

19
95
 

19
96
 

19
97
 

19
98
 

19
99
 

20
00
 

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力

研
究
開
発
機
構
 

人
形
峠
環
境
技
術
セ
ン
タ
ー
 

40
0 

40
0 

40
0 

40
0 

40
0 

40
0 

40
0 

40
0 

20
0 

20
0 

日
本
原
燃
㈱
 

ウ
ラ
ン
濃
縮
工
場
 

－
 

57
5 

86
3 

1,
15
0 

1,
15
0 

1,
15
0 

1,
39
7 

1,
89
0 

1,
89
0 

1,
89
0 

合
計
 

40
0 

97
5 

1,
26
3 

1,
55
0 

1,
55
0 

1,
55
0 

1,
79
7 

2,
29
0 

2,
09
0 

2,
09
0 

 
年
 
 
 
 
度
 

加
工
事
業
者
名
 

工
場
又
は
 

事
業
所
名
 

20
01
 

20
02
 

20
03
 

20
04
 

20
05
 

20
06
 

20
07
 

20
08
 

20
09
 

20
10
 

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力

研
究
開
発
機
構
 

人
形
峠
環
境
技
術
セ
ン
タ
ー
 

20
0 

20
0 

20
0 

20
0 

20
0 

20
0 

20
0 

20
0 

20
0 

20
0 

日
本
原
燃
㈱
 

ウ
ラ
ン
濃
縮
工
場
 

1,
89
0 

1,
89
0 

1,
89
0 

1,
89
0 

1,
89
0 

1,
89
0 

1,
89
0 

1,
89
0 

1,
89
0 

1,
89
0 

合
計
 

2,
09
0 

2,
09
0 

2,
09
0 

2,
09
0 

2,
09
0 

2,
09
0 

2,
09
0 

2,
09
0 

2,
09
0 

2,
09
0 
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表
Ⅹ
－
4 
再
処
理
施
設
に
お
け
る
年
度
別
処
理
量
の
推
移
 

単
位
：
ｔ
－
Ｕ
 

年
 
 
 
 
度
 

再
処
理
事
業
者
 

工
場
又
は
 

事
業
所
名
 

19
82
 

19
83
 

19
84
 

19
85
 

19
86
 

19
87
 

19
88
 

19
89
 

19
90
 

19
91
 

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子

力
研
究
開
発
機
構
 

再
処
理
施
設
 

33
.4
 

1.
9 

5.
2 

73
.5
 

69
.2
 

51
.4
 

19
.0
 

49
.1
 

85
.9
 

81
.7
 

 
年
 
 
 
 
度
 

再
処
理
事
業
者
 

工
場
又
は
 

事
業
所
名
 

19
92
 

19
93
 

19
94
 

19
95
 

19
96
 

19
97
 

19
98
 

19
99
 

20
00
 

20
01
 

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子

力
研
究
開
発
機
構
 

再
処
理
施
設
 

71
.0
 

37
.0
 

95
.7
 

51
.4
 

71
.5
 

0 
0 

0 
14
.3
 

33
.7
 

 
年
 
 
 
 
度
 

再
処
理
事
業
者
 

工
場
又
は
 

事
業
所
名
 

20
02
 

20
03
 

20
04
 

20
05
 

20
06
 

20
07
 

20
08
 

20
09
 

20
10
 

合
計
 

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子

力
研
究
開
発
機
構
 

再
処
理
施
設
 

25
.0
 

28
.4
 

37
.2
 

42
.1
 

20
.3
 

3.
1 

0 
0 

0 
11
40
 

注
）
1．
端
数
処
理
の
た
め
、
各
年
度
の
処
理
量
の
和
と
合
計
が
合
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
 

2．
合
計
に
は
、
操
業
運
転
前
の
ホ
ッ
ト
試
験
に
お
け
る
処
理
量
79
.1
t-
Ｕ
が
含
ま
れ
る
。
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表
Ⅹ
-
5
 
廃
棄
施
設
に
お
け
る
放
射
性
廃
棄
物
の
埋
設
量
及
び
管
理
量
の
推
移
 

(
1
)
 
日
本
原
燃
㈱
濃
縮
・
埋
設
事
業
所
廃
棄
物
埋
設
施
設

 

 
2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

埋
設
容
量
 

（
本
相
当
）
 

受
入
数
量
 

3
,
2
3
2
 

6
0
0

1
,
2
1
6

0
6
4
8

1
3
6

1
,
8
7
2

2
,
5
6
0

2
,
2
4
0

2
,
0
8
0

埋
設
数
量
 

3
,
2
3
2
 

6
0
0

1
,
2
1
6

0
6
4
8

1
3
6

1
,
8
7
2

2
,
2
4
0

1
,
6
0
0

2
,
8
8
0

1
号
廃
棄
物
 

埋
設
施
設
 

 
埋
設
延
べ
本
数
 

1
3
4
,
0
8
3
 

1
3
4
,
6
8
3

1
3
5
,
8
9
9

1
3
5
,
8
9
9

1
3
6
,
5
4
7

1
3
6
,
6
8
3

1
3
8
,
5
5
5

1
4
0
,
7
9
5

1
4
2
,
3
9
5

1
4
5
,
2
7
5

1
5
3
,
6
0
0
 

受
入
数
量
 

6
,
4
4
0
 

9
,
0
9
6

1
1
,
8
3
2

1
0
,
8
0
0

9
,
0
9
6

8
,
9
6
0

4
,
4
0
0

7
,
6
7
2

6
,
8
9
6

8
,
7
9
2

埋
設
数
量
 

6
,
4
4
0
 

7
,
9
5
2

1
0
,
0
8
0

1
2
,
6
0
0

9
,
0
0
0

8
,
1
5
2

6
,
4
0
0

5
,
2
4
8

9
,
0
0
0

7
,
5
6
0

2
号
廃
棄
物
 

埋
設
施
設
 

 
埋
設
延
べ
本
数
 

7
,
8
8
0
 

1
5
,
8
3
2

2
5
,
9
1
2

3
8
,
5
1
2

4
7
,
5
1
2

5
5
,
6
6
4

6
2
,
0
6
4

6
7
,
3
1
2

7
6
,
3
1
2

8
3
,
8
7
2

1
0
3
,
6
8
0
 

受
入
数
量
 

9
,
6
7
2
 

9
,
6
9
6

1
3
,
0
4
8

1
0
,
8
0
0

9
,
7
4
4

9
,
0
9
6

6
,
2
7
2

1
0
,
2
3
2

9
,
1
3
6

1
0
,
8
7
2

埋
設
数
量
 

9
,
6
7
2
 

8
,
5
5
2

1
1
,
2
9
6

1
2
,
6
0
0

9
,
6
4
8

8
,
2
8
8

8
,
2
7
2

7
,
4
8
8

1
0
,
6
0
0

1
0
,
4
4
0

合
計
 

埋
設
延
べ
本
数
 

1
4
1
,
9
6
3
 

1
5
0
,
5
1
5

1
6
1
,
8
1
1

1
7
4
,
4
1
1

1
8
4
,
0
5
9

1
9
2
,
3
4
7

2
0
0
,
6
1
9

2
0
8
,
1
0
7

2
1
8
,
7
0
7

2
2
9
,
1
4
7

2
5
7
,
2
8
0
 

注
）
埋
設
容
量
は
、
廃
棄
物
埋
設
地
の
最
大
埋
設
能
力
を
示
す
。
 

 (
2
)
 
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
 
東
海
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー

 

年
 
 
度
 

1
9
9
5
 

1
9
9
6
 

1
9
9
7
 

埋
設
容
量
 

埋
設
量
(
ﾄ
ﾝ
)
 

1
,
6
7
0

0
0

廃
棄
物
埋
設
施
設
 

(
非
固
形
化
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
等
廃
棄
物
)
 

累
積
埋
設
量
(
ﾄ
ﾝ
)
 

1
,
6
7
0

1
,
6
7
0

1
,
6
7
0

2
,
5
2
0
 

注
）
1
9
9
5
年
に
埋
設
を
終
了
し
、
1
9
9
7
年

1
0
月

に
埋
設
地
の
保
全
段
階
へ
移
行
。
 

 (
3
)
 
日
本
原
燃
㈱
再
処
理
事
業
所
廃
棄
物
管
理
施
設
 

年
 
 
度
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

貯
蔵
容
量
 

受
入
本
数
 

1
9
2

1
5
2

0
2
7
6

0
 

2
8
8

1
3
0

0
0

2
8

0
廃
棄
物
埋
設
施
設
 

(
返
還
ガ
ラ
ス
固
化
体
)
 

累
積
受
入
本
数
 

4
6
4

6
1
6

6
1
6

8
9
2

8
9
2
 

1
,
1
8
0

1
,
3
1
0

1
,
3
1
0

1
,
3
1
0

1
,
3
3
8

1
,
3
3
8

1
,
4
4
0
 

 (
4
)
 
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
 
大
洗
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
 

年
 
 
度
 

2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

保
管
容
量
 

受
入
量
 

(
2
0
0
ℓ
ド
ラ
ム
缶
換
算
本
)
 

5
2
0

4
7
3

5
6
1

3
1
7
 

4
2
6

5
1
7

3
3
6

3
4
3

2
3
9

廃
棄
物
管
理
施
設
 

(
液
体
状
廃
棄
物
、
固
体
廃
棄
物
 

及
び
こ
れ
ら
の
固
化
体
)
 

保
管
量
 

(
2
0
0
ℓ
ド
ラ
ム
缶
換
算
本
)
 

2
5
,
8
6
3

2
6
,
3
3
6

2
6
,
8
9
7

2
7
,
2
1
4
 
2
7
,
6
4
0

2
8
,
1
5
7

2
8
,
4
9
3

2
8
,
8
3
6

2
9
,
0
7
5

4
2
,
7
9
5
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Ⅹ
－

２
 

核
燃

料
物

質
等

の
運

搬
物

確
認

実
績

 

   
（

件
数

）
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

年
度

 
 

運
搬

物
 

平
成

1
3
年

度
 

平
成

1
4
年

度
平

成
1
5
年

度
平

成
1
6
年

度
平

成
1
7
年

度
 

平
成

1
8
年

度
平

成
1
9
年

度
平

成
2
0
年

度
平

成
2
1
年

度
平

成
2
2
年

度
 

六
ふ

っ
化

ウ
ラ

ン
 

2
0
 

2
9

2
2

2
5

2
2
 

2
1

2
2

2
1

1
9

1
1
 

二
酸

化
ウ

ラ
ン

 
8
6
 

8
1

8
2

5
5

6
2
 

6
1

5
5

5
8

4
7

4
9
 

新
燃

料
集

合
体

 
5
0
 

5
8

5
7

6
3

5
6
 

5
0

4
4

5
1

5
1

4
1
 

使
用

済
燃

料
集

合
体

 
2
6
 

2
5

4
2
4

1
9
 

2
4

2
9

1
8

1
4

5
 

高
レ

ベ
ル

放
射

性
廃

棄
物

 
2
 

0
4

2
2
 

2
0

0
1

0
 

照
射

後
試

験
片

 
0
 

0
1

0
0
 

0
0

0
0

0
 

合
計

 
1
8
4
 

1
9
3

1
7
0

1
6
9

1
6
1
 

1
5
8

1
5
0

1
4
8

1
3
2

1
0
6
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ⅩⅠ 加工、貯蔵、再処理及び廃棄施設の 

施設定期検査の状況 



 



 

ⅩⅠ-1 加工、貯蔵、再処理及び廃棄施設の施設定期検査の概要 

 

加工施設、貯蔵施設、再処理施設及び廃棄施設（特定廃棄物管理施設）の施

設定期検査は、各施設及び設備の性能が省令で定める技術上の基準に適合して

いるかどうかについて確認するために、経済産業大臣が毎年一回定期に行って

いる。 

平成 22 年度に実施した施設定期検査は、加工施設 5 事業所、再処理施設 1

事業所、廃棄施設 1 事業所の計 7 事業所、7 件であった。 

なお、使用済燃料の貯蔵の事業許可を受けている施設は現在建設中である。 
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 Ⅹ
Ⅰ

－
２

 
事

業
所

別
施

設
定

期
検

査
状

況
 

 （
1
）
三
菱
原
子
燃
料
株
式
会
社
 

 

 
回
 

実
施
期
間
等
 

第
1
1
回
 

1
.
事

業
所

及
び

施
設

の
概
要
 

・
加
工
方
法
：
再
転
換
、
成
型
（
加
圧
水
型
軽
水
炉
用
）
 

・
最
大
処
理
能
力
：
４
７
５
ｔ
Ｕ
／
年
 

（
濃
縮
度
５
％
以
下
）
（
転
換
）
 

４
４
０
ｔ
Ｕ
／
年
 

（
濃
縮
度
５
％
以
下
）
（
成
型
）
 

・
事
業
開
始
：
昭
和
４
７
年
１
月
 

2
.
検
査
申
請
日
 

平
成
２
２
年
７
月
６
日
 

3
.
検
査
実
施
期
間
 

平
成
２
２
年
１
０
月
２
６
日
か
ら
平
成
２
３
年
３
月
１
１
日
 

4
.
合
格
証
交
付
日
 

平
成
２
３
年
３
月
１
１
日
 

5
.
検
査
の
概
要
 

①
検
査
対
象
施
設
 

・
加
工
設
備
本
体
 

・
核
燃
料
物
質
の
貯
蔵
施
設
 

・
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
 

・
放
射
線
管
理
施
設
 

・
そ
の
他
加
工
設
備
の
附
属
施
設
 

6
.
結
果
 

加
工
の
事

業
に

関
す
る

規
則

の
技
術

上
の

基
準
に

適
合

す
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
合
格
と
し
た
。
 

7
.
合

格
証

交
付

に
当

た
っ
て
の
特
記
事
項

（
参
考
）
 

1
．
施
設
定
期
検
査
期
間
中
に
行
っ
た
主
な
更
新
変
更
工
事
等
 

・
ペ
レ
ッ
ト
輸
送
設
備
の
更
新
 

・
ウ
ラ
ン
回
収
設
備
の
設
置
 

2
．
施
設
定
期
検
査
に
お
け
る
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
の
状

況
（
平
成
２
２
年
９
月
２
４
日
～
平
成
２
３
年
３
月
１
１
日
）

従
事
者
数
：
９
３
名
（
社
員
 
９
３
名
）
 

平
均
線
量
：
０
．
１
４
ｍ
Ｓ
ｖ
 

最
大
線
量
：
２
．
３
ｍ
Ｓ
ｖ
 

内
部
被
ば
く
の
有
無
：
４
名
（
最
大
４
．
９
８
ｍ
Ｓ
ｖ
）

   （
2
）
原
子
燃
料
工
業
株
式
会
社
 
東
海
事
業
所
 

 

 
回
 

実
施
期
間
等
 

第
1
1
回
 

1
.
事

業
所

及
び

施
設

の
概
要
 

・
加
工
方
法
：
成
型
（
沸
騰
水
型
軽
水
炉
用
）
 

・
最
大
処
理
能
力
：
２
５
０
t
U
／
年
（
濃
縮
度
５
％
以
下
）
 

・
事
業
開
始
：
昭
和
５
５
年
１
月
 

2
.
検
査
申
請
日
 

平
成
２
２
年
９
月
３
０
日
 

3
.
検
査
実
施
期
間
 

平
成
２
２
年
１
２
月
２
日
～
平
成
２
３
年
１
月
２
１
日
 

4
.
合
格
証
交
付
日
 

平
成
２
３
年
１
月
２
１
日
 

5
.
検
査
の
概
要
 

①
検
査
対
象
施
設
 

・
加
工
設
備
本
体
 

・
核
燃
料
物
質
の
貯
蔵
施
設
 

・
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
 

・
放
射
線
管
理
施
設
 

・
非
常
用
設
備
 

・
核
燃
料
物
質
の
検
査
設
備
及
び
計
量
設
備
 

6
.
結
果
 

加
工
の
事
業
に

関
す
る
規
則

の
技
術
上
の

基
準
に
適
合

す
る

こ

と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
合
格
と
し
た
。
 

7
.
合

格
証

交
付

に
当

た
っ
て
の
特
記
事
項

（
参
考
）
 

１
．
施
設
定
期
検
査
期
間
中
に
行
っ
た
主
な
更
新
変
更
工
事
等
 

搬
出
入
室
Ⅰ
、
Ⅱ
の
新
設
 

 

２
．
施
設
定
期

検
査
に
お
け

る
放
射
線
業

務
従
事
者
の

線
量

の

状
況
（
測
定
期
間
：
平
成
２
２
年
１
１
月
１
日
～
 

平
成
２
３
年
１
月
２
１
日
）
 

従
事
者
数
：
２
９
１
名
 

（
社
員
２
２
６
名
、
社
員
外
９
６
名
）
 

平
均
線
量
：
０
．
１
ｍ
Ｓ
ｖ
未
満
 

最
大
線
量
：
０
．
５
ｍ
Ｓ
ｖ
 

内
部
被
ば
く
の
有
無
：
な
し
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 （
3
）
原
子
燃
料
工
業
株
式
会
社
 
熊
取
事
業
所
 

 

 
回
 

実
施
期
間
等
 

第
1
1
回
 

1
.
事

業
所

及
び

施
設

の
概
要
 

・
加
工
方
法
：
成
型
（
加
圧
水
型
軽
水
炉
用
）
 

・
最
大
処
理
能
力
：
３
８
３
ｔ
Ｕ
／
年
（
濃
縮
度
５
％
以
下
）

・
事
業
開
始
：
昭
和
４
７
年
９
月
 

2
.
検
査
申
請
日
 

平
成
２
２
年
９
月
７
日
 

3
.
検
査
実
施
期
間
 

平
成
２
２
年
１
２
月
１
４
日
～
平
成
２
３
年
１
月
２
８
日
 

4
.
 
合
格
証
交
付
日
 

平
成
２
３
年
１
月
２
８
日
 

5
.
検
査
の
概
要
 

①
検
査
対
象
施
設
 

・
加
工
設
備
本
体
 

・
核
燃
料
物
質
の
貯
蔵
施
設
 

・
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
 

・
放
射
線
管
理
施
設
 

・
非
常
用
設
備
 

・
核
燃
料
物
質
の
検
査
設
備
及
び
計
量
設
備
 

・
主
要
な
実
験
設
備
 

6
.
結
果
 

加
工
の
事

業
に

関
す
る

規
則

の
技
術

基
準

に
適
合

し
て

い
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
合
格
と
し
た
。
 

7
.
合

格
証

交
付

に
当

た
っ
て
の
特
記
事
項

（
参
考
）
 

１
．
施
設
定
期
検
査
期
間
中
に
行
っ
た
主
な
更
新
変
更
工
事
等

な
し
 

２
．
施
設
定
期

検
査
に
お
け

る
放
射
線
業

務
従
事
者
の

線
量

の

状
況
（
測
定
期
間
：
平
成
２
２
年
１
１
月
１
日
～
 

平
成
２
３
年
１
月
２
８
日
）
 

従
事
者

数
：
３

０
１

名
（
社

員
２

２
０
名

、
社

員
外
８

１

名
）
 

平
均
線
量
：
０
．
０
４
ｍ
Ｓ
ｖ
 

最
大
線
量
：
０
．
５
ｍ
Ｓ
ｖ
 

内
部
被
ば
く
の
有
無
：
な
し
 

 

 （
4
）
日
本
原
燃
株
式
会
社
 
濃
縮
・
埋
設
事
業
所
 

 

 
回
 

実
施
期
間
等
 

第
1
1
回
 

1
.
事

業
所

及
び

施
設

の
概
要
 

・
加
工
方
法
：
ウ
ラ
ン
濃
縮
 

・
最
大
処
理
能
力
：
１
,
８
９
０
ｔ
Ｕ
／
年
（
濃
縮
度
５
％
以
下
）
 

・
事
業
開
始
：
平
成
３
年
９
月
 

2
.
検
査
申
請
日
 

平
成
２
２
年
７
月
３
０
日
 

3
.
検
査
実
施
期
間
 

平
成
２
２
年
１
１
月
１
５
日
か
ら
平
成
２
３
年
３
月
７
日
 

4
.
合
格
証
交
付
日
 

平
成
２
３
年
３
月
７
日
 

5
.
検
査
の
概
要
 

①
検
査
対
象
施
設
 

・
非
常
用
設
備
 

・
加
工
設
備
本
体
 

・
廃
棄
施
設
 

・
放
射
線
管
理
施
設
 

・
貯
蔵
施
設
 

・
核
燃
料
物
質
の
分
析
設
備
 

6
.
結
果
 

加
工
の
事

業
に

関
す
る

規
則

の
技
術

上
の

基
準
に

適
合

す
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
合
格
と
し
た
。
 

7
.
合

格
証

交
付

に
当

た
っ
て
の
特
記
事
項

（
参
考
）
 

1
．
施
設
定
期
検
査
期
間
中
に
行
っ
た
主
な
更
新
変
更
工
事
等
 

・
遠
心
分
離
機
 

・
付
着
ウ
ラ
ン
回
収
設
備
（
２
Ｃ
増
設
分
）
 

・
無
停
電
電
源
装
置
 
更
新
 

2
．
施
設
定
期
検
査
に
お
け
る
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
の
状

況
（
測
定
期
間
：
平
成
２
２
年
９
月
１
日
～
 

平
成
２
３
年
３
月
７
日
）
 

従
事
者

数
：
７

６
５

名
（
社

員
１

７
３
名

，
社

員
外
５

９
２

名
）
 

平
均
線
量
：
０
．
０
ｍ
Ｓ
ｖ
 

最
大
線
量
：
０
．
２
４
ｍ
Ｓ
ｖ
 

内
部
被
ば
く
の
有
無
：
な
し
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 （
5
）
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
 
人
形
峠
環
境
技
術
セ
ン
タ
ー
 

 

 
回
 

実
施
期
間
等
 

第
1
1
回
 

1
.
事

業
所

及
び

施
設

の
概
要
 

・
加
工
方
法
：
ウ
ラ
ン
濃
縮
 

・
最
大
処
理
能
力
：
２
０
０
ｔ
Ｕ
／
年
（
濃
縮
度
５
％
以
下
）

・
事
業
開
始
：
昭
和
６
３
年
３
月
 

2
.
検
査
申
請
日
 

平
成
２
２
年
１
０
月
４
日
 

3
.
検
査
実
施
期
間
 

平
成
２
３
年
１
月
１
２
日
～
平
成
２
３
年
２
月
２
２
日
 

4
.
合
格
証
交
付
日
 

平
成
２
３
年
２
月
２
２
日
 

5
.
検
査
の
概
要
 

①
検
査
対
象
施
設
 

・
加
工
設
備
本
体
 

・
核
燃
料
物
質
の
貯
蔵
施
設
 

・
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
 

・
放
射
線
管
理
施
設
 

6
.
結
果
 

加
工
の
事

業
に

関
す
る

規
則

の
技
術

上
の

基
準
に

適
合

す
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
合
格
と
し
た
。
 

7
.
合

格
証

交
付

に
当

た
っ
て
の
特
記
事
項

（
参
考
）
 

1
．
施
設
定
期
検
査
期
間
中
に
行
っ
た
主
な
更
新
変
更
工
事
等
 

な
し
 

2
．
施
設
定
期
検
査
に
お
け
る
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
の
状

況
（
測
定
期
間
：
平
成
２
２
年
１
２
月
１
日
～
 

平
成
２
３
年
２
月
２
２
日
）
 

従
事
者
数
：
１
６
８
名
（
社
員
６
０
名
，
社
員
外
１
０
８
名
）

平
均
線
量
：
０
．
０
ｍ
Ｓ
ｖ
 

最
大
線
量
：
０
．
３
ｍ
Ｓ
ｖ
 

内
部
被
ば
く
の
有
無
：
な
し
 

  

 （
6
）
日
本
原
燃
株
式
会
社
 
再
処
理
事
業
所
再
処
理
施
設
 

 

 
回
 

実
施
期
間
等
 

第
1
0
回
 

1
.
事

業
所

及
び

施
設

の
概
要
 

・
再
処
理
の
方
法
：
湿
式
法
（
ピ
ュ
ー
レ
ッ
ク
ス
法
）
 

・
最
大
処
理
能
力
：

8
0
0
t
･
U
p
r
/
年
（
4
.
8
t
･
U
p
r
/
日
）
 

・
事
業
開
始
：
平
成
１
１
年
１
２
月
 

（
使
用
済
燃
料
の

受
入
れ
及
び
貯
蔵
に
係
る
施
設
）
 

2
.
検
査
申
請
日
 

平
成
２
２
年
７
月
２
８
日
 

3
.
 
検
査
実
施
期
間
 

平
成
２
２
年
８
月
２
４
日
～
平
成
２
２
年
９
月
２
９
日
 

4
.
 
合
格
証
交
付
日
 

平
成
２
２
年
１
０
月
１
３
日
 

5
.
検
査
の
概
要
 

①
検
査
対
象
施
設
 

・
使
用
済
燃
料
の

受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
 

・
計
測

制
御

系
統
施
設
 

・
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設
 

・
放
射
線
管
理
施
設
 

・
そ
の
他
再
処
理
設
備
の
附
属
施
設
 

6
.
結
果
 

再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
 

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
合
格
と
し
た
。
 

7
.
合

格
証

交
付

に
当

た
っ
て
の
特
記
事
項

（
参
考
）
 

1
．
施
設
定
期
検
査
期
間
中
に
行
っ
た
主
な
更
新
変
更
工
事
等
 

な
し
 

2
．
施
設
定
期
検
査
に
お
け
る
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
の
 

状
況
（
測
定
期
間
：
2
0
1
0
年

8
月

2
4
日
～
 

2
0
1
0
年

1
0
月

1
3
日
）
 

従
事
者
数
：
2
9
1
名
（
社
員

5
3
名
，
社
員
外

2
3
8
名
）
 

平
均
線
量
：
0
.
0
4
ｍ
Ｓ
ｖ
 

最
大
線
量
：
1
.
1
6
ｍ
Ｓ
ｖ
 

内
部
被
ば
く
の
有
無
：
な
し
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 （
7
）
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
 
大
洗
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
 

 

 
回
 

実
施
期
間
等
 

第
1
5
回
 

1
.
事

業
所

及
び

施
設

の
概
要
 

・
施
設
の
種
類

：
廃
棄
物
管

理
施
設
 

・
事
業
開
始
年

月
：
平
成
８

年
３
月
 

・
最
大
受
入
れ

数
量
：
液
体

廃
棄
物

9
,
4
0
0
m
3
／
年
 

固
体
廃
棄
物
 
8
4
5
m
3
／
年
 

・
最
大
管
理
能

力
：
廃
棄
体

8
,
5
5
9
m
3
 

（
2
0
0
ﾘ
ｯ
ﾄ
ﾙ
ド
ラ
ム
缶
換
算
 
4
2
,
7
9
5
本
相
当
)
 

2
.
検
査
申
請
日
 

平
成
２
２
年
１

０
月
１
日
 

3
.
検
査
実
施
期
間
 

平
成
２
２
年
１

１
月
１
０
日

～
平
成
２
３
年
２

月
４
日
 

4
.
合
格
証
交
付
日
 

平
成
２
３
年
２

月
４
日
 

5
.
検
査
の
概
要
 

施
設
定
期
検
査

対
象
施
設
 

①
廃
棄
物
受
入

れ
施
設
 

②
廃
棄
物
管
理

設
備
本
体

 

③
計
測
制
御
系

統
施
設
 

④
放
射
線
管
理

施
設
 

⑤
廃
棄
物
管
理

施
設
の
附

属
施

設
（
廃
棄
施
設

）
 

6
.
結
果
 

施
設

定
期

検
査

対
象

施
設

に
お

い
て

、
警

報
装

置
の

作
動

検
査

、
核

燃

料
物

質
等

を
限

定
さ

れ
た

区
域

に
閉

じ
込

め
る

能
力

検
査

等
を

実
施

し
た

結
果

、
核

原
料

物
質

、
核

燃
料

物
質

及
び

原
子

炉
の

規
制

に
関

す
る

法
律

第
５

１
条

の
１

０
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

く
核

燃
料

物
質

又
は

核
燃

料
物

質
に

よ
つ

て
汚

染
さ

れ
た

物
の

廃
棄

物
管

理
の

事
業

に
関

す
る

規
則

第
２

２
条

各
号

に
掲

げ
る

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
と

認
め

ら
れ

た
の

で
、

施
設
定
期
検
査

合
格
証
を
交

付
し
た
。
 

（
参
考
）
 

１
．
施
設
定
期

検
査
期
間
に

お
け
る
放
射
線
業

務
従
事
者
の
線

量
 

測
定
期
間
：
平

成
２
２

年
１
１

月
１
０
日
～
平

成
２
３
年
２
月

４
日

従
事
者
数
：
５

７
名
（

職
員
２

６
名
、
職
員
外

３
１
名
）
 

測
定
器
：
電
子

式
個
人

線
量
計

 

平
均
線
量
：
０

．
０
０

６
m
S
v
 

最
大
線
量
：
０

．
０
５

３
m
S
v
 

内
部
被
ば
く
の

有
無
：

無
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ⅩⅡ 製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄施設の 

保安検査の状況 



 



ⅩⅡ－１ 製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄施設の保安検査の状況 

 

製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄施設の保安検査は、それぞれの事業者が

操業管理、運転管理等における遵守事項を定めた保安規定の遵守状況について、

経済産業大臣が年に 4 回行っている検査である。 

平成 22 年度に実施した保安検査は、加工施設 6 事業所、再処理施設 2 事業所、

廃棄施設 4 事業所の計 12 事業所で延べ 48 回実施した。 

なお、使用済燃料の貯蔵の事業許可を受けている施設は現在建設中であり、

また製錬の事業指定を受けている施設はない。 
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Ⅹ
Ⅱ

-
２

 
事

業
所

別
保

安
検

査
状

況
 

(
1
)
 
株

式
会

社
グ

ロ
ー

バ
ル

・
ニ

ュ
ー

ク
リ

ア
・

フ
ュ

エ
ル

・
ジ

ャ
パ

ン
 

 
第

1
回

 
第

2
回

 
第

3
回

 
第

4
回

 

検
査

実
施

 

期
間

 

平
成

２
２

年
５

月
２

４
日

～
 

平
成

２
２

年
５

月
２

８
日

 

平
成

２
２

年
９

月
７

日
～

 

平
成

２
２

年
９

月
１

５
日

 

平
成

２
２

年
１

１
月

２
９

日
～

 

平
成

２
２

年
１

２
月

３
日

 

平
成

２
３

年
２

月
２

１
日

～
 

平
成

２
３

年
３

月
１

日
 

検
査

項
目

 
①

検
査

の
項

目
 

・
放

射
線

管
理

の
実

施
状

況
 

・
使

用
済

み
フ

ィ
ル

タ
の

保
管

廃
棄

の
実

施
状

況
 

・
他

事
業

者
の

不
適

合
に

関
す

る
水

平
展

開
の

実
施

状
況

 
・
安

全
確

保
の

た
め

の
活

動
の

実
施

状
況
（

抜
き

打
ち

検
査

）
 

・
定

例
試

験
（

自
動

火
災

報
知

設
備

の
警

報
作

動
検

査
）

の
実

施
状

況
（

立
会

い
）

 
・

保
安

規
定

の
変

更
認

可
に

係
る

遵
守

状
況

②
重

点
検

査
項

目
 

・
放

射
線

管
理

の
実

施
状

況
 

・
使

用
済

み
フ

ィ
ル

タ
の

保
管

廃
棄

の
実

施
状

況
 

①
検

査
の

項
目

 
・

焼
結

炉
２

２
号

機
に

お
け

る
発

火
事

象
に

係
る

改
善

措
置

の
実

施
状

況
 

・
異

常
・

非
常

時
の

措
置

の
実

施
状

況
 

・
根

本
原

因
分

析
の

体
制

整
備

に
係

る
実

施
状

況
 

・
請

負
事

業
者

に
外

部
委

託
し

て
い

る
保

安
活

動
の

実
施

状
況

 
・

定
例

試
験

（
ペ

レ
ッ

ト
検

査
装

置
：

核
的

制
限

値
維

持
警

報
装

置
の

警
報

作
動

検
査

）
の

実
施

状
況

（
立

会
い

）
 

・
保

安
規

定
の

変
更

認
可

に
係

る
遵

守
状

況
②

重
点

検
査

項
目

 
・

焼
結

炉
２

２
号

機
に

お
け

る
発

火
事

象
に

係
る

改
善

措
置

の
実

施
状

況
 

・
異

常
・

非
常

時
の

措
置

の
実

施
状

況
 

①
検

査
の

項
目

 
・

乾
式

回
収

に
係

る
業

務
の

実
施

状
況

 
・

放
射

性
廃

棄
物

管
理

の
実

施
状

況
 

・
設

備
の

保
守

管
理

に
係

る
業

務
の

実
施

状
 

況
 

・
酸

化
ウ

ラ
ン

粉
末

に
係

る
臨

界
安

全
管

理
の

実
施

状
況

 
・

日
常

の
保

安
活

動
の

実
施

状
況

（
抜

き
打

ち
検

査
）

 
②

重
点

検
査

項
目

 
・

乾
式

回
収

に
係

る
業

務
の

実
施

状
況

 

①
保

安
検

査
項

目
 

・
ガ

ド
リ

ニ
ア

焼
結

炉
Ｂ

号
機

の
過

加
熱

防
止

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
作

動
に

係
る

改
善

措
置

の
実

施
状

況
 

・
焼

結
炉

２
２

号
機

に
お

け
る

発
火

事
象

に
係

る
改

善
措

置
の

実
施

状
況

 
・

根
本

原
因

分
析

の
実

施
体

制
に

基
づ

く
運

用
に

係
る

実
施

状
況

 
・

不
適

合
管

理
、

是
正

処
置

及
び

予
防

処
置

の
実

施
状

況
 

・
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
レ

ビ
ュ

ー
の

実
施

状
況

 
・

保
安

規
定

の
変

更
認

可
に

係
る

遵
守

状
況

 
②

重
点

検
査

項
目

 
・

ガ
ド

リ
ニ

ア
焼

結
炉

Ｂ
号

機
の

過
加

熱
防

止
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

作
動

に
係

る
改

善
措

置
の

実
施

状
況

 
・

焼
結

炉
２

２
号

機
に

お
け

る
発

火
事

象
に

係
る

改
善

措
置

の
実

施
状

況
 

③
逐

条
検

査
項

目
 

・
保

安
規

定
の

変
更

認
可

に
係

る
遵

守
状

況
 

検
査

結
果

 

の
概

要
 

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、「
放

射
線

管
理

の
実

施
状

況
」
、
及

び
「

使
用

済
み

フ
ィ

ル
タ

の
保

管
廃

棄
の

実
施

状
況

」
等

を
検

査
項

目
と

し
て

検
査

を
実

施
し

た
。

 
検

査
の

結
果

、
各

検
査

項
目

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
基

づ
き

保
安

活
動

が
適

切
に

実
施

さ
れ

て
お

り
、

保
安

規
定

違
反

と
な

る
事

項
は

認
め

ら
れ

な
か

っ
た

。
 

保
安

検
査

実
施

期
間

中
の

日
々

の
運

転
管

理
状

況
に

つ
い

て
は

、
加

工
事

業
者

か
ら

の
施

設
の

運
転

管
理

状
況

の
聴

取
、

記
録

の
確

認
、

施
設

の
巡

視
・

定
例

試
験

（
自

動
火

災
報

知
設

備
の

警
報

作
動

検
査

）
へ

の
立

会
い

等
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

特
段

問
題

が
な

い
こ

と
を

確
認

し
た

。
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

今
回

の
保

安
検

査
を

総
括

す
る

と
、

選
定

し
た

検
査

項
目

に
係

る
保

安
活

動
は

、
良

好
な

も
の

で
あ

っ
た

と
判

断
す

る
。

 

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、「
焼

結
炉

２
２

号
機

に
お

け
る

発
火

事
象

に
係

る
改

善
措

置
の

実
施

状
況

」
、
「

異
常

・
非

常
時

の
措

置
の

実
施

状
況

」
等

を
検

査
項

目
と

し
て

検
査

を
実

施
し

た
。

 
検

査
の

結
果

、
各

検
査

項
目

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
基

づ
き

、
保

安
活

動
が

適
切

に
実

施
さ

れ
て

お
り

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

 
保

安
検

査
実

施
期

間
中

の
日

々
の

運
転

管
理

状
況

に
つ

い
て

は
、

加
工

事
業

者
か

ら
の

施
設

の
運

転
管

理
状

況
の

聴
取

、
記

録
の

確
認

、
施

設
の

巡
視

・
定

例
試

験
（

ペ
レ

ッ
ト

検
査

装
置

：
核

的
制

限
値

維
持

警
報

装
置

の
警

報
作

動
検

査
）

へ
の

立
会

い
等

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
特

段
問

題
が

な
い

こ
と

を
確

認
し

た
。

 
以

上
の

こ
と

か
ら

、
今

回
の

保
安

検
査

を
総

括
す

る
と

、
選

定
し

た
検

査
項

目
に

係
る

保
安

活
動

は
、

良
好

な
も

の
で

あ
っ

た
と

判
断

す
る

。
 

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、「
乾

式
回

収
に

係
る

業
務

の
実

施
状

況
」
、
「

放
射

性
廃

棄
物

管
理

の
実

施
状

況
」

等
を

検
査

項
目

と
し

て
検

査
を

実
施

し
た

。
 

検
査

の
結

果
、
各

検
査

項
目

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
基

づ
き

、
保

安
活

動
が

適
切

に
実

施
さ

れ
て

お
り

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

 
保

安
検

査
実

施
期

間
中

の
日

々
の

運
転

管
理

状
況

に
つ

い
て

は
、

加
工

事
業

者
か

ら
の

施
設

の
運

転
管

理
状

況
の

聴
取

、
記

録
の

確
認

、
施

設
の

巡
視

・
定

例
試

験
（

放
射

性
液

体
廃

棄
物

施
設

の
液
面
高

検
知
器

の
警

報
作

動
検

査
）

へ
の

立
会

い
等

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
検

査
を

行
っ

た
範
囲

に
お

い
て

は
特

段
問

題
が

な
い

こ
と

を
確

認
し

た
。

 
以

上
の

こ
と

か
ら

、
今

回
の

保
安

検
査

を
総

括
す

る
と

、
選

定
し

た
検

査
項

目
に

係
る

保
安

活
動

は
、

良
好

な
も

の
で

あ
っ

た
と

判
断

す
る

。
 

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、
「

ガ
ド

リ
ニ

ア
焼

結
炉

Ｂ
号

機
の

過
加

熱
防

止
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

作
動

に
係

る
改

善
措

置
の

実
施

状
況

」
及

び
「

焼
結

炉
２

２
号

機
に

お
け

る
発

火
事

象
に

係
る

改
善

措
置

の
実

施
状

況
」
等

を
検

査
項

目
と

し
て

検
査

を
実

施
し

た
。

 
検

査
の

結
果

、
「

ガ
ド

リ
ニ

ア
焼

結
炉

Ｂ
号

機
の

過
加

熱
防

止
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

作
動

に
係

る
改

善
措

置
の

実
施

状
況

」
に

関
連

し
て

確
認

し
た

当
該

事
象

に
係

る
事

業
者

の
保

安
活

動
に

関
し

て
、
現

場
で

手
順

書
が

遵
守

さ
れ

て
い

な
い

こ
と

、
不

適
合

管
理

が
適

切
に

実
施

さ
れ

て
い

な
い

こ
と

、
焼

結
炉

の
炉

内
温

度
の

記
録

計
を

停
止

し
た

こ
と

、
核

燃
料

取
扱

主
任

者
を

は
じ

め
組

織
全

体
と

し
て

迅
速

か
つ

的
確

な
判

断
や

対
応

が
で

き
て

い
な

い
こ

と
な

ど
、
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
が

十
分

機
能

し
て

お
ら

ず
保

安
規

定
違

反
が

認
め

ら
れ

た
。

 
当

該
違

反
事

項
に

つ
い

て
は

、
事

業
者

よ
り

平
成

２
３

年
３

月
１

日
に

原
因

及
び

対
策

に
係

る
報

告
書
「

ガ
ド

リ
ニ

ア
焼

結
炉

Ｂ
号

機
の

過
加

熱
防

止
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

の
作

動
に

つ
い

て
」
（

以
下

「
報

告
書

」
と

い
う

。
）

が
原

子
力

安
全

・
保

安
院

（
以

下
「

保
安

院
」

と
い

う
。
）

に
提

出
さ

れ
た

際
に

、
保

安
院

長
名

指
示

文
書

に
よ

り
、
厳

重
注

意
を

行
う

と
と

も
に

、
再

発
防

止
対

策
の

確
実

な
実

施
と

根
本

原
因

分
析

の
実

施
を

事
業

者
に

指
示

し
た

と
こ

ろ
で

あ
る

。
こ

の
た

め
、
報

告
書

に
記

載
さ

れ
て

い
る

対
策

の
ア

ク
シ

ョ
ン

プ
ラ

ン
及

び
根

本
原

因
分

析
等

が
事

業
者

に
お

い
て

的
確

に
実

施
さ

れ
て

い
る

か
今

後
の

保
安

検
査

等
に

よ
り

厳
格

に
確

認
し

て
い

く
。

 
保

安
検

査
実

施
期

間
中

の
日

々
の

運
転

管
理

状
況

に
つ

い
て

は
、
加

工
事

業
者

か
ら

の
施

設
の

運
転

管
理

状
況

の
聴

取
、
記

録
の

確
認

、
施

設
の

巡
視

等
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

特
段

問
題

が
な

い
こ

と
を

確
認

し
た

。
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

今
回

の
保

安
検

査
を

総
括

す
る

と
、
「

ガ
ド

リ
ニ

ア
焼

結
炉

Ｂ
号

機
の

過
加

熱
防

止
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

作
動

に
係

る
改

善
措

置
の

実
施

状
況

」
に

関
連

し
た

保
安

規
定

違
反

を
除

き
、
選

定
し

た
検

査
項

目
に

係
る

保
安

活
動

は
、
概

ね
良

好
な

も
の

で
あ

っ
た

と
判

断
す

る
。
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(
2
)
 
三

菱
原

子
燃

料
株

式
会

社
 

 
第

1
回

 
第

2
回

 
第

3
回

 
第

4
回

 

検
査

実
施

 

期
間

 

平
成

２
２

年
５

月
１

８
日

～
 

平
成

２
２

年
５

月
２

１
日

 

平
成

２
２

年
８

月
２

５
日

～
 

平
成

２
２

年
８

月
３
０

日
 

平
成

２
２

年
１

１
月

２
５

日
～

 

平
成

２
２

年
１

１
月

３
０

日
 

平
成

２
３

年
２

月
７

日
～

 

平
成

２
３

年
２

月
１

８
日

 

検
査

項
目

 
①

検
査

の
項

目
 

・
請

負
事

業
者

に
係

る
保

安
活

動
の

実
施

状
 

況
 

・
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
レ

ビ
ュ

ー
の

実
施

状
況

 
・

保
安
教
育

・
訓
練

の
実

施
状

況
 

・
改
造

工
事

の
実

施
状

況
 

・
他

事
業

者
の

不
適

合
に

関
す

る
水

平
展

開
の

実
施

状
況

に
つ

い
て

 
②

重
点

検
査

項
目

 
・

請
負

事
業

者
に

係
る

保
安

活
動

の
実

施
状

 
況

 

①
検

査
の

項
目

 
・

保
安

規
定

の
変

更
認

可
に
伴

う
関
連
図
書

及
び

体
制

の
整

備
状

況
（
省
令

改
正

に
伴

う
保

安
規

定
変

更
分

）
 

・
保

安
規

定
の

変
更

認
可

に
係

る
遵

守
状

況
（
組
織

及
び

設
備

変
更

に
伴

う
保

安
規

定
変

更
分

）
 

・
放

射
性
固

体
廃

棄
物

管
理

の
実

施
状

況
 

・
事

業
者

の
安

全
確

保
の

た
め

の
活

動
（

巡
視

・
点

検
等

）
の

実
施

状
況

 
②

重
点

検
査

項
目

 
・

保
安

規
定

の
変

更
認

可
に
伴

う
関
連
図
書

及
び

体
制

の
整

備
状

況
（
省
令

改
正

に
伴

う
保

安
規

定
変

更
分

）
 

・
事

業
者

の
安

全
確

保
の

た
め

の
活

動
（

巡
視

・
点

検
等

）
の

実
施

状
況

 

①
検

査
の

項
目

 
・

定
期
評
価

に
係

る
取
組

の
実

施
状

況
 

・
初

期
消

火
活

動
に

係
る

取
組

の
実

施
状

況
・

安
全
文

化
の
醸

成
活

動
の

実
施

状
況

 
・

事
業

者
の

安
全

確
保

の
た

め
の

活
動

（
巡

視
・

点
検

等
）

の
実

施
状

況
 

②
重

点
検

査
項

目
 

・
定

期
評
価

に
係

る
取
組

の
実

施
状

況
 

・
事

業
者

の
安

全
確

保
の

た
め

の
活

動
（

巡
視

・
点

検
等

）
の

実
施

状
況

 

①
保

安
検

査
項

目
 

・
不

適
合

管
理

、
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
に

係
る

取
組

の
実

施
状

況
 

・
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
レ

ビ
ュ

ー
及

び
内

部
保

安
監

査
に

係
る

取
組

の
実

施
状

況
 

・
放

射
性

廃
棄

物
（

液
体

・
気

体
）

管
理

の
実

施
状

況
 

・
事

業
者

の
安

全
確

保
の

た
め

の
活

動
（

巡
視

・
点

検
等

）
の

実
施

状
況

 
・

工
場

棟
転

換
工

場
管

理
区

域
内

に
お

け
る

ウ
ラ

ン
飛

散
に

対
す

る
対

応
状

況
の

聴
取

・
調

査
 

②
重

点
検

査
項

目
 

・
不

適
合

管
理

、
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
に

係
る

取
組

の
実

施
状

況
 

・
事

業
者

の
安

全
確

保
の

た
め

の
活

動
（

巡
視

・
点

検
等

）
の

実
施

状
況

 
・

工
場

棟
転

換
工

場
管

理
区

域
内

に
お

け
る

ウ
ラ

ン
飛

散
に

対
す

る
対

応
状

況
の

聴
取

・
調

査
 

検
査

結
果

 

の
概

要
 

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、「
請

負
事

業
者

に
係

る
保

安
活

動
の

実
施

状
況

」
、
「

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

レ
ビ

ュ
ー

の
実

施
状

況
」
、
「

保
安
教
育

・
訓
練

の
実

施
状

況
｣
、
「

改
造

工
事

の
実

施
状

況
」
及

び
｢
他

事
業

者
の

不
適

合
に

関
す

る
水

平
展

開
の

実
施

状
況

に
つ

い
て
｣

を
検

査
項

目
と

し
て

検
査

を
実

施
し

た
。

検
査

項
目

の
う

ち
、「

請
負

事
業

者
に

係
る

保
安

活
動

の
実

施
状

況
」

を
重

点
検

査
項

目
と

し
て

検
査

を
行

っ
た

。
 

検
査

の
結

果
、
各

検
査

項
目

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
基

づ
き

、
保

安
活

動
が

適
切

に
実

施
さ

れ
て

お
り

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

 
ま

た
、

保
安

検
査

実
施

期
間

中
の

日
々

の
運

転
管

理
状

況
に

つ
い

て
は

、
加

工
事

業
者

か
ら

の
施

設
の

運
転

管
理

状
況

の
聴

取
、

施
設

の
巡

視
を

行
っ

た
結

果
、

特
段

問
題

の
な

い
こ

と
を

確
認

し
た

。
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

今
回

の
保

安
検

査
を

総
括

す
る

と
、

選
定

し
た

検
査

項
目

に
係

る
保

安
活

動
は

、
良

好
な

も
の

で
あ

っ
た

と
判
断

す
る

。
 

  

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、「
保

安
規

定
の

変
更

認
可

に
伴

う
関
連
図
書

及
び

体
制

の
整

備
状

況
（
省
令

改
正

に
伴

う
保

安
規

定
変

更
分

）
」
、「

保
安

規
定

の
変

更
認

可
に

係
る

遵
守

状
況

（
組
織

及
び

設
備

変
更

に
伴

う
保

安
規

定
変

更
分

）
」
、「

放
射

性
固

体
廃

棄
物

管
理

の
実

施
状

況
｣
及

び
「

事
業

者
の

安
全

確
保

の
た

め
の

活
動

（
巡

視
・

点
検

等
）

の
実

施
状

況
」

を
検

査
項

目
と

し
て

検
査

を
実

施
し

た
。
検

査
項

目
の

う
ち

、「
保

安
規

定
の

変
更

認
可

に
伴

う
関
連
図
書

及
び

体
制

の
整

備
状

況
（
省
令

改
正

に
伴

う
保

安
規

定
変

更
分

）
」

及
び

「
事

業
者

の
安

全
確

保
の

た
め

の
活

動
（

巡
視

・
点

検
等

）
の

実
施

状
況

」
を

重
点

検
査

項
目

と
し

て
検

査
を

行
っ

た
。

 
検

査
の

結
果

、
各

検
査

項
目

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
基

づ
き

、
保

安
活

動
が

適
切

に
実

施
さ

れ
て

お
り

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

 
ま

た
、

保
安

検
査

実
施

期
間

中
の

日
々

の
運

転
管

理
状

況
に

つ
い

て
は

、
加

工
事

業
者

か
ら

の
施

設
の

運
転

管
理

状
況

の
聴

取
、

施
設

の
巡

視
を

行
っ

た
結

果
、

特
段

問
題

の
な

い
こ

と
を

確
認

し
た

。
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

今
回

の
保

安
検

査
を

総
括

す
る

と
、

選
定

し
た

検
査

項
目

に
係

る
保

安
活

動
は

、
良

好
な

も
の

で
あ

っ
た

と
判

断
す

る
。

 
 

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、「
定

期
評

価
に

係
る

取
り
組

み
の

実
施

状
況

」
、
「
初

期
消

火
活

動
に

係
る

取
組

の
実

施
状

況
」
、
「

安
全
文

化
の
醸

成
活

動
の

実
施

状
況
｣
及

び
「

事
業

者
の

安
全

確
保

の
た

め
の

活
動

（
巡

視
・

点
検

等
）

の
実

施
状

況
」

を
検

査
項

目
と

し
て

検
査

を
実

施
し

た
。

検
査

項
目

の
う

ち
、

「
定

期
評
価

に
係

る
取
組

の
実

施
状

況
」

及
び
「

事
業

者
の

安
全

確
保

の
た

め
の

活
動
（

巡
視

・
点

検
等

）
の

実
施

状
況

」
を

重
点

検
査

項
目

と
し

て
検

査
を

行
っ

た
。

 
検

査
の

結
果

、
各

検
査

項
目

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
基

づ
き

、
保

安
活

動
が

適
切

に
実

施
さ

れ
て

お
り

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

 
ま

た
、

保
安

検
査

実
施

期
間

中
の

日
々

の
運

転
管

理
状

況
に

つ
い

て
は

、
加

工
事

業
者

か
ら

の
施

設
の

運
転

管
理

状
況

の
聴

取
、

施
設

の
巡

視
を

行
っ

た
結

果
、

検
査

を
行

っ
た

範
囲

に
お

い
て

は
特

段
問

題
の

な
い

こ
と

を
確

認
し

た
。

 
以

上
の

こ
と

か
ら

、
今

回
の

保
安

検
査

を
総

括
す

る
と

、
選

定
し

た
検

査
項

目
に

係
る

保
安

活
動

は
、

良
好

な
も

の
で

あ
っ

た
と

判
断

す
る

。
 

 

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、
「

不
適

合
管

理
、

是
正

処
置

及
び

予
防

処
置

に
係

る
取

組
の

実
施

状
況

」
、「

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

レ
ビ

ュ
ー

及
び

内
部

保
安

監
査

に
係

る
取

組
の

実
施

状
況

」
、
「

放
射

性
廃

棄
物

（
液

体
・

気
体

）
管

理
の

実
施

状
況

」
及

び
「

事
業

者
の

安
全

確
保

の
た

め
の

活
動

（
巡

視
・

点
検

等
）

の
実

施
状

況
」

を
検

査
項

目
と

し
検

査
を

実
施

し
た

。
 

検
査

の
結

果
、
当

初
計

画
し

た
重

点
検

査
項

目
に

関
す

る
保

安
活

動
の

実
施

状
況

に
つ

い
て

は
、
保

安
規

定
に

基
づ

く
社

内
下

部
規

定
に

従
い

適
切

に
実

施
し

、
所

定
の

活
動

記
録

を
作

成
し

保
管

管
理

し
て

い
る

こ
と

等
を

確
認

し
た

。
そ

の
他

の
検

査
項

目
に

つ
い

て
は

、
社

内
下

部
規

定
に

従
い

実
施

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
し

た
。

 
ま

た
、
保

安
検

査
期

間
中

の
２

月
８

日
に

発
生

し
た

工
場
棟

転
換

工
場

管
理
区
域

内
に

お
け

る
ウ

ラ
ン
飛
散

事
象

を
踏

ま
え

て
実

施
し

た
「

工
場
棟

転
換

工
場

管
理
区
域

内
に

お
け

る
ウ

ラ
ン
飛
散

に
対

す
る

対
応

状
況

の
聴

取
・
調

査
」

に
つ

い
て

は
、

検
査

の
結

果
、
サ

ン
プ

リ
ン

グ
装

置
の
ブ

ロ
ア

の
モ

ー
タ

が
逆

回
転

し
、
装

置
内

の
空

気
が
逆
流

し
た

た
め
ウ

ラ
ン

の
漏
え

い
が

発
生

し
た

も
の

で
あ

り
、
ブ

ロ
ア

の
モ

ー
タ

が
逆

回
転

し
た

原
因

は
、

転
換
制
御

シ
ス

テ
ム
更
新

工
事

に
お

い
て
モ

ー
タ
電
源

が
誤

結
線

さ
れ

た
ま

ま
工

事
後

の
検

査
が

行
わ

れ
ず

、
誤

結
線

が
見

過
ご

さ
れ

た
た

め
と

確
認

さ
れ

た
。
ま

た
事

象
発

生
時

の
対

応
状

況
に

つ
い

て
は

、
異
常
時

の
措

置
等

を
定

め
た

社
内

下
部

規
定

に
従

い
保

安
の

活
動

が
実

施
さ

れ
て

い
た

こ
と

を
確

認
し

た
が

、
通

報
連
絡

に
つ

い
て

は
、
確

認
さ

れ
た
情

報
と
未

確
認

の
情

報
が
整

理
さ

れ
ず

一
元

管
理

で
き

な
か

っ
た

こ
と

や
、
連
絡
担

当
者

が
担

っ
た
情

報
量

が
多

く
国

等
へ

タ
イ

ム
リ

ー
に

提
供

で
き

な
か

っ
た

こ
と

な
ど

の
問

題
点

が
抽

出
さ

れ
た

。
検

査
期

間
中

に
お

い
て

は
、
原

因
調

査
を
継
続

し
て

い
る

段
階

で
あ

っ
た

こ
と

か
ら

、
引

き
続

き
保

安
調

査
な

ど
で

対
応

状
況

を
確

認
す

る
こ

と
と

し
た

。
 

保
安

検
査

実
施

期
間

中
の

日
々

の
運

転
管

理
状

況
に

つ
い

て
は

、
事

業
者

か
ら

の
状

況
聴

取
・

記
録

確
認

及
び

施
設

巡
視

を
行

っ
た

結
果

、
特

段
問

題
の

な
い

こ
と

を
確

認
し

た
。

 
以

上
の

こ
と

か
ら

、
今

回
の

保
安

検
査

を
総

括
す

る
と

、
選

定
し

た
検

査
項

目
に

係
る

保
安

活
動

は
、
概

ね
良

好
な

も
の

で
あ

っ
た

と
判

断
す

る
。
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(
3
)
 
原

子
燃

料
工

業
株

式
会

社
 
熊

取
事

業
所

 

 
第

1
回

 
第

2
回

 
第

3
回

 
第

4
回

 

検
査

実
施

 

期
間

 

平
成

２
２

年
６

月
１

５
日

～
 

平
成

２
２

年
６

月
１

８
日

 

平
成

２
２

年
９

月
６

日
～

 

平
成

２
２

年
９

月
９

日
 

平
成

２
２

年
１

１
月

３
０

日
～

 

平
成

２
２

年
１

２
月

３
日

 

平
成

２
３

年
３

月
７

日
～

 

平
成

２
３

年
３

月
１

１
日

 

検
査

項
目

 
①

検
査

の
項

目
 

・
省
令

改
正

（
根

本
原

因
分

析
）

に
伴

う
体

制
整

備
の

取
組

状
況

 
・

安
全
文

化
醸

成
の

取
組

状
況

（
体

制
は
昨

年
度

確
認

済
み

）
 

・
保

安
品
質

保
証

活
動

の
取
組

状
況

（
平

成
2
1
年
度

活
動

実
績

）
 

・
施

設
内

の
巡

視
及

び
定

例
試

験
等

（
保

安
検

査
期

間
中

に
実

施
さ

れ
た
場

合
）

の
立

会
（

抜
き

打
ち

検
査

）
 

・
他

事
業

者
の

不
適

合
に

関
す

る
水

平
展

開
の

実
施

状
況

 
②

重
点

検
査

項
目

 
・
省
令

改
正

（
根

本
原

因
分

析
）

に
伴

う
体

制
整

備
の

取
組

状
況

 
・

施
設
内

の
巡

視
及

び
定

例
試

験
等

（
保

安
検

査
期

間
中

に
実

施
さ

れ
た
場

合
）

の
立

会
（

抜
き

打
ち

検
査

）
 

①
検

査
の

項
目

 
・

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

レ
ビ

ュ
ー

の
実

施
状

況
 

・
初

期
消

火
活

動
の

体
制

確
認

 
・

加
工

施
設

の
操

作
に

係
る
計
画

と
実

施
 

・
不

適
合

管
理

、
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
に

関
す

る
取
組

状
況

 
・

加
工

施
設
内

の
抜

打
ち

巡
視
並

び
に

（
定

例
試

験
が

保
安

検
査

期
間

中
に

実
施

さ
れ

た
場

合
）

抜
き

打
ち

に
て

定
例

試
験

に
立

会
い

 
②

重
点

検
査

項
目

 
・

加
工

施
設

の
操

作
に

係
る
計
画

と
実

施
 

・
不

適
合

管
理

、
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
に

関
す

る
取
組

状
況

 
・

加
工

施
設
内

の
抜

打
ち

巡
視
並

び
に

（
定

例
試

験
が

保
安

検
査

期
間

中
に

実
施

さ
れ

た
場

合
）

抜
き

打
ち

に
て

定
例

試
験

に
立

会
い

 

①
検

査
の

項
目

 
・
内

部
監

査
の

実
施

状
況

 
・
調
達

管
理

の
実

施
状

況
 

・
品
質

保
証

活
動

の
実

施
状

況
 

・
不

適
合

管
理

、
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
の

実
施

状
況

 
・

過
去

の
違

反
事

項
に

係
る

改
善

措
置

状
況

・
施

設
内

の
巡

視
（

抜
き

打
ち

検
査

）
 

②
重

点
検

査
項

目
 

・
調
達

管
理

の
実

施
状

況
 

・
不

適
合

管
理

、
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
の

実
施

状
況

 
・

施
設
内

の
巡

視
（

抜
き

打
ち

検
査

）
 

①
保

安
検

査
項

目
 

・
安

全
文
化
醸

成
の

実
施

状
況

 

・
放

射
性

廃
棄

物
管

理
の

実
施

状
況

 

・
巡

視
・

点
検

の
実

施
状

況
 

・
不

適
合

管
理

、
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
の

実
施

状
況

 

・
過
去

の
違

反
事

項
に

係
る

改
善

措
置

状
況

 

・
施

設
内

の
巡

視
及

び
保

安
検

査
期

間
中

に
実

施
さ

れ
る

定
例
試
験

の
立
会

い
（
抜

き
打
ち

検
査

）
 

②
重

点
検

査
項

目
 

・
放

射
性

廃
棄

物
管

理
の

実
施

状
況

 

・
不

適
合

管
理

、
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
の

実
施

状
況

 

・
施

設
内

の
巡

視
及

び
保

安
検

査
期

間
中

に
実

施
さ

れ
る

定
例
試
験

の
立
会

い
（
抜

き
打
ち

検
査

）
 

③
フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
検

査
項

目
 

過
去

の
違

反
事

項
に

係
る

改
善

措
置

状
況

 

・
「
フ

ッ
素

・
塩
素

分
析

作
業

に
お

け
る
ウ

ラ
ン

の
飛
散

時
の
被
ば

く
低
減

措
置

等
の

検
討

不
足

」
に

係
る

保
安

規
定

違
反

の
根

本
原

因
分

析
結

果
に

基
づ

く
対

策
の

実
施

状
況

 

・「
計
量

設
備
架
台
N
o
.
8
に

お
け

る
核

的
制
限
値

の
確

認

の
不
備

」
に

係
る

保
安

規
定

違
反

の
根

本
原

因
分

析
実

施
状

況
 

検
査

結
果

 

の
概

要
 

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、
「
省
令

改
正

（
根

本
原

因
分

析
）
に
伴

う
体
制
整
備

の
取

組
状

況
」
、「

他
事

業
者

の
不

適
合

に
関

す
る
水

平
展
開

の
実

施
状

況
」
、「

安
全

文
化
醸

成
の

取
組

状
況

（
体
制

は
昨

年
度

確
認
済
み

）
」

及
び
「

保
安

品
質

保
証

活
動

の
取

組
状

況
（

平
成

２
１

年
度

活
動

実
績

）
」

を
検

査
項

目
と

し
て

プ
ロ
セ

ス
型

の
検

査
を

行
っ

た
。
ま

た
、
抜

き
打
ち

的
手
法

で
「

施
設

内
の

巡
視

」
及

び
「

定
例
試
験

の
立
会

」
を

検
査

と
し

て
実

施
し

た
。

 
検

査
の

結
果

、
「
省
令

改
正

に
伴

う
体
制
整
備

の
取

組
状

況
」

に
つ

い
て

は
、
「

品
質

保
証

計
画

書
」

等
の

保
安

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

の
文

書
な

ど
、
適

切
に

体
制

の
整
備

が
進

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
し

た
。

 
ま

た
、
「

他
事

業
者

の
不

適
合

に
関

す
る
水

平
展
開

の
実

施
状

況
」
に

つ
い

て
は

、
体
制

が
整
備

さ
れ

、
情

報
が

確
実

に
収
集

さ
れ

て
お

り
、
水

平
展
開

の
要
否

に
つ

い
て

も
手

順
に

基
づ

き
実

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
し

た
。

「
安

全
文
化
醸

成
の

取
組

状
況

」
に

つ
い

て
は

、
昨

年
度
末

の
保

安
検

査
時

に
は
明

文
化

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

「
安

全
文
化
醸

成
実

施
要
領

書
」
が
整
備

さ
れ

、
本

格
的

に
活

動
出
来

る
体
制

に
な

っ
て

い
る

こ
と

を
確

認
し

た
。

「
保

安
品

質
保
証

活
動

の
取

組
状

況
（

平
成

２
１

年
度

活
動

実
績

）
」
と

し
て
「
少
量
危
険

物
保

管
管

理
の

改
善

」
及

び
「
フ
ィ
ル

タ
ー
ボ

ッ
ク

ス
解

体
作

業
」
の

業
務

に
着

目
し

て
記

録
等

の
検

査
を

行
っ

た
結

果
、
個

々
の

作
業

が
手

順
書

に
従

っ
て

処
理

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
た

。
保

安
検

査
実

施
期

間
中

の
日

々
の

運
転

管
理

状
況

に
つ

い
て

、
加

工
事

業
者

か
ら

の
施

設
の

運
転

管
理

状
況

の
聴

取
、
運

転
記

録
の

確
認

、
施

設
の

巡
視

を
行

っ
た

結
果

、
保

安
規

定
違

反
等

は
な

か
っ

た
。
ま

た
、
検

査
期

間
中

に
行
わ

れ
た

施
設

定
期

検
査

の
中

か
ら
抜

き
打
ち

的
に

検
査

の
立
会

を
行

っ
た

結
果

、
保

安
規

定
違

反
等

の
問

題
は

な
か

っ
た

。
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、
選

定
し

た
検

査
項

目
に

係
る

保
安

活
動

は
、
保

安
規

定
違

反
に

あ
た

る
も

の
は

な
く

、
良

好
な

も
の

で
あ

っ
た

と
判

断
す

る
。

 

今
回

の
保

安
検

査
で

は
「

加
工

施
設

の
操

作
に

係
る

計

画
と

実
施

」
及

び
「

不
適

合
管

理
、
是

正
処

置
及

び
予

防

処
置

に
関

す
る

取
組

状
況

」
を

重
点

検
査

項
目

と
し

て
、

「
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
レ

ビ
ュ

ー
の

実
施

状
況

」
及

び
「

初
期

消
火

活
動

の
体
制

確
認

」
を

検
査

項
目

と
し

て
プ

ロ
セ

ス

型
の

検
査

を
行

っ
た

。
ま

た
、
抜

き
打
ち

的
手
法

で
「

加

工
施

設
内

の
巡

視
」
お

よ
び
「

定
例
試
験

の
立
会

い
」
を

検
査

と
し

て
実

施
し

た
。

 

検
査

の
結

果
、
各

検
査

項
目

に
つ

い
て

は
、
保

安
規

定

に
従

っ
て

保
安

活
動

が
実

施
さ

れ
て

お
り

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

 

保
安

検
査

実
施

期
間

中
の

日
々

の
運

転
管

理
状

況
に

つ
い

て
、
加

工
事

業
者

か
ら

の
施

設
の

運
転

管
理

状
況

の

聴
取

、
運

転
記

録
の

確
認

、
施

設
の

巡
視

を
行

っ
た

結
果

、

保
安

規
定

違
反

等
は
無

か
っ

た
。
ま

た
、
検

査
期

間
中

に

行
わ

れ
た

施
設

定
期

検
査

の
中

か
ら
抜

き
打
ち

的
に

検

査
の
立
会

を
行

っ
た

結
果

、
保

安
規

定
違

反
等

の
問

題
は

な
か

っ
た

。
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

今
回

の
保

安
検

査
を

総
括

す
る

と
、
選

定
し

た
検

査
項

目
に

係
る

保
安

活
動

は
、
良

好
な

も
の

で
あ

っ
た

と
判

断
す

る
。

 

今
回

の
保

安
検

査
で

は
、
「
調
達

管
理

の
実

施
状

況
」

及
び
「

不
適

合
管

理
、
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
の

実
施

状
況

」
を

重
点

検
査

項
目

と
し

て
、
「

内
部

監
査

の
実

施

状
況

」
、「

品
質

保
証

活
動

の
実

施
状

況
」
及

び
「

過
去

の

違
反

事
項

に
係

る
改

善
措

置
状

況
」
を

検
査

項
目

と
し

て

プ
ロ
セ

ス
型

の
検

査
を

行
っ

た
。
ま

た
、
抜

き
打
ち

的
手

法
で

「
施

設
内

の
巡

視
」

を
検

査
と

し
て

実
施

し
た

。
 

検
査

の
結

果
、
各

検
査

項
目

に
つ

い
て

は
、
保

安
規

定

に
基

づ
き

、
保

安
活

動
が

適
切

に
実

施
さ

れ
て

お
り

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

 

さ
ら

に
、

過
去

の
監

視
す
べ

き
事

項
（

 
「
フ

ッ
素

・

塩
素

分
析

作
業

に
お

け
る
ウ

ラ
ン

の
飛
散
時

の
被
ば

く

低
減

措
置

等
の

検
討

不
足

」
、
「

計
量

設
備
架
台
N
o
.
8
に

お
け

る
核

的
制
限
値

の
確

認
の

不
備

」
）

に
対

す
る

加
工

事
業

者
の

改
善

状
況

を
確

認
し

た
結

果
、
そ

れ
ぞ

れ
手

順

書
の

改
訂

、
必
要

な
設
備

の
設

置
、
管

理
方
法

の
明

確
化

及
び

根
本

原
因

分
析

を
実

施
す

る
等

、
改

善
が
図

ら
れ

て

い
る

こ
と

を
確

認
し

た
。

 

保
安

検
査

実
施

期
間

中
の

日
々

の
運

転
管

理
状

況
に

つ
い

て
、
加

工
事

業
者

か
ら

の
施

設
の

運
転

管
理

状
況

の

聴
取

、
運

転
記

録
の

確
認

、
施

設
の

巡
視

を
行

っ
た

結
果

、

検
査

を
行

っ
た
範
囲

に
お

い
て

は
特

段
問

題
が

な
い

こ

と
を

確
認

し
た

。
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

今
回

の
保

安
検

査
を

総
括

す
る

と
、
選

定
し

た
検

査
項

目
に

係
る

保
安

活
動

は
、
良

好
な

も
の

で
あ

っ
た

と
判

断
す

る
。

 

今
回

の
保

安
検

査
で

は
、
「

放
射

性
廃

棄
物

管
理

の
実

施
状

況
」
及

び
「

不
適

合
管

理
、
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
の

実
施

状
況

」
を

重
点

検
査

項
目

と
し

て
、
「

安
全

文

化
醸

成
の

実
施

状
況

」
、「

巡
視

・
点

検
の

実
施

状
況

」
及

び
「

過
去

の
違

反
事

項
に

係
る

改
善

措
置

状
況

」
を

検
査

項
目

と
し

て
プ

ロ
セ

ス
型

の
検

査
を

行
っ

た
。
ま

た
、
抜

き
打
ち

的
手
法

で
「

施
設

内
の

巡
視

」
及

び
｢
定
例
試
験

の
立
会

い
｣
を

検
査

と
し

て
実

施
し

た
。

 

検
査

の
結

果
、
各

検
査

項
目

に
つ

い
て

は
、
保

安
規

定

に
基

づ
き

、
保

安
活

動
が

適
切

に
実

施
さ

れ
て

お
り

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

 

さ
ら

に
、

過
去

の
監

視
す
べ

き
事

項
（
「
フ

ッ
素

・
塩

素
分

析
作

業
に

お
け

る
ウ

ラ
ン

の
飛
散
時

の
被
ば

く
低

減
措

置
等

の
検
討

不
足

」
、
「

計
量

設
備
架
台
N
o
.
8
に

お

け
る

核
的
制
限
値

の
確

認
の

不
備

」
）

に
対

す
る

加
工

事

業
者

の
改

善
状

況
を

確
認

し
た

結
果

、
そ

れ
ぞ

れ
根

本
原

因
分

析
結

果
に

基
づ

く
対

策
及

び
根

本
原

因
分

析
を

実

施
す

る
等

、
改

善
が
図

ら
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
た

。
 

保
安

検
査

実
施

期
間

中
の

日
々

の
運

転
管

理
状

況
に

つ
い

て
、
加

工
事

業
者

か
ら

の
施

設
の

運
転

管
理

状
況

の

聴
取

、
運

転
記

録
の

確
認

、
施

設
の

巡
視

を
行

っ
た

結
果

、

検
査

を
行

っ
た
範
囲

に
お

い
て

は
、
特

段
問

題
が

な
い

こ

と
を

確
認

し
た

。
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

今
回

の
保

安
検

査
を

総
括

す
る

と
、
選

定
し

た
検

査
項

目
に

係
る

保
安

活
動

は
、
良

好
な

も
の

で
あ

っ
た

と
判

断
す

る
。

 

 

336



 
(
4
)
 
原

子
燃

料
工

業
株

式
会

社
 
東

海
事

業
所

 

 
第

1
回

 
第

2
回

 
第

3
回

 
第

4
回

 

検
査

実
施

 

期
間

 

平
成

２
２

年
６

月
１

日
～

 

平
成

２
２

年
６

月
４

日
 

平
成

２
２

年
９

月
７

日
～

 

平
成

２
２

年
９

月
１
０

日
 

平
成

２
２

年
１

２
月
６

日
～

 

平
成

２
２

年
１

２
月

９
日

 

平
成

２
３

年
２

月
２

８
日

～
 

平
成

２
３

年
３

月
３

日
 

検
査

項
目

 
①

検
査

の
項

目
 

・
保

安
規

定
改

正
に
伴

う
関
連
図
書

の
整

備
状

況
 

・
請

負
事

業
者

に
係

る
保

安
活

動
の

実
施

状
 

況
 

・
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
レ

ビ
ュ

ー
の

実
施

状
況

 
・

保
安
教
育

・
訓
練

の
実

施
状

況
 

・
他

事
業

者
の

不
適

合
に

関
す

る
水

平
展

開
の

実
施

状
況

に
つ

い
て

 
②

重
点

検
査

項
目

 
・

保
安

規
定

改
正

に
伴

う
関
連
図
書

の
整

備
状

況
 

・
請

負
事

業
者

に
係

る
保

安
活

動
の

実
施

状
 

況
 

①
検

査
の

項
目

 
・

各
種

事
象

へ
の
対
応

状
況

（
構

外
排

水
管

に
お

け
る
漏

水
等

）
 

・
放

射
性

廃
棄

物
管

理
の

実
施

状
況

 
・

事
業

者
の

安
全

確
保

の
た

め
の

活
動

（
巡

視
・

点
検

等
）

の
実

施
状

況
 

・
施

設
定

期
自
主

検
査

の
実

施
状

況
（
無
停

電
電
源

の
性
能

検
査

）
 

②
重

点
検

査
項

目
 

・
事

業
者

の
安

全
確

保
の

た
め

の
活

動
（

巡
視

・
点

検
等

）
の

実
施

状
況

 

①
検

査
の

項
目

 
・

定
期
評
価

に
係

る
取
組

の
実

施
状

況
 

・
初

期
消

火
活

動
に

係
る

取
組

の
実

施
状

況
・

安
全
文

化
の
醸

成
活

動
の

実
施

状
況

 
・

加
工

施
設

の
操

作
の

実
施

状
況

 
②

重
点

検
査

項
目

 
・

定
期
評
価

に
係

る
取
組

の
実

施
状

況
 

①
検

査
項

目
 

・
不

適
合

管
理

、
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
に

係
る

取
り
組

み
の

実
施

状
況

 
・

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

レ
ビ

ュ
ー

及
び

保
安
内

部
監

査
に

係
る

取
り
組

み
の

実
施

状
況

 
・

核
燃
料

物
質

の
管

理
の

実
施

状
況

 
・

事
業

者
の

安
全

確
保

の
た

め
の

活
動

（
巡

視
・

点
検

等
）

の
実

施
状

況
 

②
重

点
検

査
項

目
 

・
不

適
合

管
理

、
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
に

係
る

取
り
組

み
の

実
施

状
況

 
・

事
業

者
の

安
全

確
保

の
た

め
の

活
動

（
巡

視
・

点
検

等
）

の
実

施
状

況
 

検
査

結
果

 

の
概

要
 

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、「
保

安
規

定
改

正
に
伴

う
関
連
図
書

の
整

備
状

況
」
、

「
請

負
事

業
者

に
係

る
保

安
活

動
の

実
施

状
況

」
、
「

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

レ
ビ

ュ
ー

の
実

施
状

況
」
、「

保
安
教
育
・
訓
練

の
実

施
状

況
｣
及

び
｢
他

事
業

者
の

不
適

合
に

関
す

る
水

平
展

開
の

実
施

状
況

に
つ

い
て
｣
を

検
査

項
目

と
し

て
検

査
を

実
施

し
た

。
な

お
検

査
項

目
の

う
ち

、「
保

安
規

定
改

正
に
伴

う
関
連
図
書

の
整

備
状

況
」

及
び

「
請

負
事

業
者

に
係

る
保

安
活

動
の

実
施

状
況

」
を

重
点

検
査

項
目

と
し

て
検

査
を

行
っ

た
。

 
検

査
の

結
果

、
各

検
査

項
目

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
基

づ
き

保
安

活
動

が
適

切
に

実
施

さ
れ

て
お

り
、

保
安

規
定

違
反

と
な

る
事

項
は

認
め

ら
れ

な
か

っ
た

。
 

ま
た

、
保

安
検

査
実

施
期

間
中

の
日

々
の

運
転

管
理

状
況

に
つ

い
て

は
、

加
工

事
業

者
か

ら
の

施
設

の
運

転
管

理
状

況
の

聴
取

、
施

設
の

巡
視

を
行

っ
た

結
果

、
特

段
問

題
の

な
い

こ
と

を
確

認
し

た
。

 
以

上
の

こ
と

か
ら

、
今

回
の

保
安

検
査

を
総

括
す

る
と

、
選

定
し

た
検

査
項

目
に

係
る

保
安

活
動

は
、

良
好

な
も

の
で

あ
っ

た
と

判
断

す
る

。
 

  

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、「
各
種

事
象

へ
の
対
応

状
況

（
構

外
排

水
管

に
お

け
る

漏
水

等
）
、
「

放
射

性
廃

棄
物

管
理

の
実

施
状

況
」
、
「

事
業

者
の

安
全

確
保

の
た

め
の

活
動

（
巡

視
・
点

検
等

）
の

実
施

状
況

」
及

び
「

施
設

定
期

自
主

検
査

の
実

施
状

況
（
無
停
電
電

源
の

性
能

検
査

）
」
を

検
査

項
目

と
し

て
検

査
を

実
施

し
た

。
検

査
項

目
の

う
ち

、「
事

業
者

の
安

全
確

保
の

た
め

の
活

動
（

巡
視

・
点

検
等

）
の

実
施

状
況

」
を

重
点

検
査

項
目

と
し

て
検

査
を

行
っ

た
。

 
検

査
の

結
果

、
各

検
査

項
目

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
基

づ
き

、
保

安
活

動
が

適
切

に
実

施
さ

れ
て

お
り

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

 
ま

た
、

保
安

検
査

実
施

期
間

中
の

日
々

の
運

転
管

理
状

況
に

つ
い

て
は

、
加

工
事

業
者

か
ら

の
施

設
の

運
転

管
理

状
況

の
聴

取
、

施
設

の
巡

視
を

行
っ

た
結

果
、

特
段

問
題

の
な

い
こ

と
を

確
認

し
た

。
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

今
回

の
保

安
検

査
を

総
括

す
る

と
、

選
定

し
た

検
査

項
目

に
係

る
保

安
活

動
は

、
良

好
な

も
の

で
あ

っ
た

と
判

断
す

る
。

 
  

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、「
定

期
評

価
に

係
る

取
り
組

み
の

実
施

状
況

」
、
「
初

期
消

火
活

動
に

係
る

取
り
組

み
の

実
施

状
況

」
、

「
安

全
文

化
の
醸

成
活

動
の

実
施

状
況

」
及

び
「

加
工

施
設

の
操

作
の

実
施

状
況

」
を

検
査

項
目

と
し

て
検

査
を

実
施

し
た

。
検

査
項

目
の

う
ち

、「
定

期
評
価

に
係

る
取
組

の
実

施
状

況
」

を
重

点
検

査
項

目
と

し
て

検
査

を
行

っ
た

。
 

検
査

の
結

果
、
各

検
査

項
目

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
基

づ
き

、
保

安
活

動
が

適
切

に
実

施
さ

れ
て

お
り

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

 
ま

た
、

保
安

検
査

実
施

期
間

中
の

日
々

の
運

転
管

理
状

況
に

つ
い

て
は

、
加

工
事

業
者

か
ら

の
施

設
の

運
転

管
理

状
況

の
聴

取
、

施
設

の
巡

視
を

行
っ

た
結

果
、

検
査

を
行

っ
た

範
囲

に
お

い
て

は
特

段
問

題
の

な
い

こ
と

を
確

認
し

た
。

 
以

上
の

こ
と

か
ら

、
今

回
の

保
安

検
査

を
総

括
す

る
と

、
選

定
し

た
検

査
項

目
に

係
る

保
安

活
動

は
、

良
好

な
も

の
で

あ
っ

た
と

判
断

す
る

。
 

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、「
不

適
合

管
理

、
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
に

係
る

取
り
組

み
の

実
施

状
況

」
、
「

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

レ
ビ

ュ
ー

及
び

保
安
内

部
監

査
に

係
る

取
り
組

み
の

実
施

状
況

」
、
「

核
燃
料

物
質

の
管

理
の

実
施

状
況

」
及

び
「

事
業

者
に

お
け

る
安

全
確

保
の

た
め

の
活

動
（

巡
視

・
点

検
等

）
の

実
施

状
況

」
を

検
査

項
目

と
し

て
検

査
を

実
施

し
た

。
 

検
査

の
結

果
、
各

検
査

項
目

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
基

づ
き

、
保

安
活

動
が

適
切

に
実

施
さ

れ
て

お
り

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

 
ま

た
、

保
安

検
査

実
施

期
間

中
の

日
々

の
運

転
管

理
状

況
に

つ
い

て
は

、
加

工
事

業
者

か
ら

の
施

設
の

運
転

管
理

状
況

の
聴

取
、

施
設

の
巡

視
を

行
っ

た
結

果
、

特
段

問
題

の
な

い
こ

と
を

確
認

し
た

。
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

今
回

の
保

安
検

査
を

総
括

す
る

と
、

選
定

し
た

検
査

項
目

に
係

る
保

安
活

動
は

、
良

好
な

も
の

で
あ

っ
た

と
判

断
す

る
。
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(
5
)
 
独

立
行

政
法

人
日

本
原

子
力

研
究

開
発

機
構

 
人

形
峠

環
境

技
術

セ
ン

タ
ー

 

 
第

1
回

 
第

2
回

 
第

3
回

 
第

4
回

 

検
査

実
施

 

期
間

 

平
成

２
２

年
５

月
２
６

日
～

 

平
成

２
２

年
５

月
２

８
日

 

平
成

２
２

年
９

月
１

日
～

 

平
成

２
２

年
９

月
３

日
 

平
成

２
２

年
１

２
月

７
日

～
 

平
成

２
２

年
１

２
月

９
日

 

平
成

２
３

年
２

月
２

３
日

～
 

平
成

２
３

年
２

月
２

５
日

 

検
査

項
目

 
①

検
査

の
項

目
 

・
品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム

の
実

施
状

況
の

確
認

 
・

加
工

施
設

の
定

期
的

な
評
価

の
実

施
状

況
の

確
認

 
・
初

期
消

火
活

動
の

た
め

の
体

制
の

整
備

及
び

非
常

の
場

合
に
採

る
べ

き
措

置
に

関
す

る
取
組

状
況

の
確

認
 

・
施

設
定

期
自
主

検
査

の
実

施
状

況
（
無
停

電
電
源

装
置

の
作

動
検

査
）

 
・

他
事

業
者

の
不

適
合

に
関

す
る

水
平

展
開

の
実

施
状

況
に

つ
い

て
 

②
重

点
検

査
項

目
 

・
品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム

の
実

施
状

況
の

確
認

 
・

加
工

施
設

の
定

期
的

な
評
価

の
実

施
状

況
の

確
認

 

①
検

査
の

項
目

 
・
省
令

改
正

に
伴

う
体

制
整

備
の

取
組

状
況

（
根

本
原

因
分

析
）

の
確

認
 

・
業

務
請

負
に

お
け

る
保

安
体

制
及

び
保

安
措

置
の

実
施

状
況

の
確

認
 

・
保

安
教
育
訓
練

に
関

す
る

取
組

状
況

の
確

 
認

 
・
製
品
濃
縮

ウ
ラ

ン
濃
縮
度
調

整
に

お
け

る
保

安
活

動
の

実
施

状
況

の
確

認
 

・
保

安
規

定
違

反
（
監

視
す
べ

き
事

項
）

に
係

る
改

善
状

況
の

確
認

 
②

重
点

検
査

項
目

 
・
省
令

改
正

に
伴

う
体

制
整

備
の

取
組

状
況

（
根

本
原

因
分

析
）

の
確

認
 

・
業

務
請

負
に

お
け

る
保

安
体

制
及

び
保

安
措

置
の

実
施

状
況

の
確

認
 

①
検

査
の

項
目

 
・
製
品
濃
縮

ウ
ラ

ン
濃
縮
度
調

整
作

業
の

実
施

状
況

 
・

事
業

者
の

安
全

確
保

の
た

め
の

活
動

（
巡

視
・

点
検

等
）

の
実

施
状

況
 

・
放

射
線

管
理

（
区
域

管
理

等
）

の
実

施
状

 
況

 
・

施
設

定
期

自
主

検
査

（
１

回
／

年
）

の
実

施
状

況
 

・
保

安
規

定
違

反
（
監

視
す
べ

き
事

項
）

に
係

る
改

善
状

況
 

②
重

点
検

査
項

目
 

・
製
品
濃
縮

ウ
ラ

ン
濃
縮
度
調

整
作

業
の

実
施

状
況

 

①
保

安
検

査
項

目
 

・
品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム

に
関

す
る

取
組

状
況

 
・

不
適

合
管

理
、

是
正

処
置

及
び

予
防

処
置

に
関

す
る

取
組

状
況

 
・

関
係
法
令

及
び

規
定

の
遵

守
並

び
に

安
全

文
化

の
醸

成
に

関
す

る
取
組

状
況

 
・

管
理

廃
水

処
理

設
備

に
係

る
施

設
定

期
自

主
検

査
の

実
施

状
況

 
・

保
安

規
定

違
反

（
監

視
す
べ

き
事

項
）

に
係

る
改

善
状

況
 

②
重

点
検

査
項

目
 

・
品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム

に
関

す
る

取
組

状
況

 
・

不
適

合
管

理
、

是
正

処
置

及
び

予
防

処
置

に
関

す
る

取
組

状
況

 
・

関
係
法
令

及
び

規
定

の
遵

守
並

び
に

安
全

文
化

の
醸

成
に

関
す

る
取
組

状
況

 
③

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ
プ

検
査

項
目

 
・

保
安

規
定

違
反

（
監

視
す
べ

き
事

項
）

に
係

る
改

善
状

況
 

検
査

結
果

 

の
概

要
 

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、「
品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム

の
実

施
状

況
の

確
認

」
、
「

加
工

施
設

の
定

期
的

な
評
価

の
実

施
状

況
の

確
認

」
、
「
初

期
消

火
活

動
の

た
め

の
体

制
の

整
備

及
び

非
常

の
場

合
に
採

る
べ

き
措

置
に

関
す

る
取
組

状
況

の
確

認
」
、
「

施
設

定
期

自
主

検
査

の
実

施
状

況
（
無
停
電
電
源

装
置

の
作

動
検

査
）
」
、「

他
事

業
者

の
不

適
合

に
関

す
る

水
平

展
開

の
実

施
状

況
に

つ
い

て
」
を

検
査

項
目

と
し

て
検

査
を

実
施

し
た

。
ま

た
、

保
安

検
査

実
施

期
間

中
の

日
々

の
運

転
管

理
状

況
に

つ
い

て
は

、
施

設
の

運
転

管
理

状
況

の
聴

取
、

運
転

記
録

の
確

認
及

び
施

設
の

巡
視

を
実

施
し

た
。

 
検

査
の

結
果

、「
加

工
施

設
の

定
期

的
な
評

価
の

実
施

状
況

の
確

認
」

に
お

い
て

、
加

工
施

設
に

お
け

る
定

期
的

な
評
価

に
お

け
る
評

価
結

果
の
審
議

等
の
未

実
施

に
つ

い
て

、
保

安
規

定
違

反
（
監

視
す
べ

き
事

項
）

に
該
当

す
る

事
項

が
１
件

認
め

ら
れ

た
。

 
以

上
の

こ
と

か
ら

、
今

回
の

保
安

検
査

を
総

括
す

る
と

、
保

安
規

定
違

反
（
監

視
す
べ

き
事

項
）

を
除

き
、

選
定

し
た

検
査

項
目

に
係

る
保

安
活

動
に

つ
い

て
は

、
保

安
規

定
に

従
っ

て
実

施
さ

れ
て

い
た

も
の

と
判
断

す
る

。
 

な
お

、
保

安
規

定
違

反
（
監

視
す
べ

き
事

項
）

に
つ

い
て

は
、

事
業

者
の

改
善

措
置

の
実

施
状

況
を
監

視
す

る
こ

と
と

す
る

。
 

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、「
省
令

改
正

に
伴

う
体

制
整

備
の

取
組

状
況

（
根

本
原

因
分

析
）

の
確

認
」
、
「

業
務

請
負

に
お

け
る

保
安

体
制

及
び

保
安

措
置

の
実

施
状

況
の

確
認

」
、
「

保
安
教
育
訓
練

に
関

す
る

取
組

状
況

の
確

認
」
、
「
製
品
濃
縮

ウ
ラ

ン
濃
縮
度
調

整
に

お
け

る
保

安
活

動
の

実
施

状
況

の
確

認
」
、

「
保

安
規

定
違

反
（
監

視
す
べ

き
事

項
）

に
係

る
改

善
状

況
の

確
認

」
を

検
査

項
目

と
し

て
検

査
を

実
施

し
た

。
 

検
査

の
結

果
、
各

検
査

項
目

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
基

づ
き

、
保

安
活

動
が

適
切

に
実

施
さ

れ
て

お
り

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
ず

、
前

回
保

安
検

査
に

お
け

る
保

安
規

定
違

反
（
監

視
す
べ

き
事

項
）

に
つ

い
て

は
、

改
善
計
画

に
基

づ
き

改
善

が
進

め
ら

れ
て

い
た

。
 

保
安

検
査

実
施

期
間

中
の

日
々

の
運

転
管

理
状

況
に

つ
い

て
は

、
施

設
の

運
転

管
理

状
況

の
聴

取
、

運
転

記
録

の
確

認
及

び
施

設
の

巡
視

を
行

っ
た

結
果

、
特

段
問

題
が

な
い

こ
と

を
確

認
し

た
。

 
以

上
の

こ
と

か
ら

、
今

回
の

保
安

検
査

を
総

括
す

る
と

、
選

定
し

た
検

査
項

目
に

係
る

保
安

活
動

は
、

良
好

な
も

の
で

あ
っ

た
と

判
断

す
る

。
 

 

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は
､「
製
品
濃

縮
ウ

ラ
ン
濃
縮
度
調

整
作

業
の

実
施

状
況

」
､

「
事

業
者

の
安

全
確

保
の

た
め

の
活

動
（

巡
視

・
点

検
等

）
の

実
施

状
況

」
､「

放
射

線
管

理
（
区
域

管
理

等
）
の

実
施

状
況

」
､「

施
設

定
期

自
主

検
査
（

１
回
／

年
）
の

実
施

状
況

」
､

「
保

安
規

定
違

反
（
監

視
す
べ

き
事

項
）

に
係

る
改

善
状

況
」

を
検

査
項

目
と

し
て

検
査

を
実

施
し

た
。

 
検

査
の

結
果
､
各

検
査

項
目

に
つ

い
て

は
､

保
安

規
定

に
基

づ
き

、
保

安
活

動
が

適
切

に
実

施
さ

れ
て

お
り
､
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
ず

、
平

成
２

２
年
度

第
１

回
保

安
検

査
に

お
け

る
軽
微

な
保

安
規

定
違

反
（
監

視
す
べ

き
事

項
）
に

つ
い

て
は
､
継
続

し
て
計
画

的
に

改
善

が
進

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
し

た
。

 
保

安
検

査
実

施
期

間
中

の
日

々
の

運
転

管
理

状
況

に
つ

い
て

は
､
施

設
の

運
転

管
理

状
況

の
聴

取
､
運

転
記

録
の

確
認

及
び

施
設

の
巡

視
を

行
っ

た
結

果
､
検

査
を

行
っ

た
範
囲

に
お

い
て

は
特

段
問

題
が

な
い

こ
と

を
確

認
し

た
。

 
以

上
の

こ
と

か
ら
､
今

回
の

保
安

検
査

を
総

括
す

る
と
､
選

定
し

た
検

査
項

目
に

係
る

保
安

活
動

は
、

良
好

な
も

の
で

あ
っ

た
と

判
断

す
る

。
 

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、「
品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
シ
ス
テ
ム

に
関

す
る

取
組

状
況

」
、
「

不
適

合
管

理
、

是
正

処
置

及
び

予
防

処
置

に
関

す
る

取
組

状
況

」
、
「

関
係
法
令

及
び

規
定

の
遵

守
並

び
に

安
全
文

化
の
醸

成
に

関
す

る
取
組

状
況

」
、
「

管
理

廃
水

処
理

設
備

に
係

る
施

設
定

期
自
主

検
査

の
実

施
状

況
」
、

「
保

安
規

定
違

反
（
監

視
す
べ

き
事

項
）

に
係

る
改

善
状

況
」

を
検

査
項

目
と

し
て

検
査

を
実

施
し

た
。

 
検

査
の

結
果

、
各

検
査

項
目

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
基

づ
き

、
保

安
活

動
が

適
切

に
実

施
さ

れ
て

お
り

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
ず

、
平

成
２

２
年
度

第
１

回
保

安
検

査
に

お
け

る
保

安
規

定
違

反
（
監

視
す
べ

き
事

項
）

に
つ

い
て

は
、
継
続

し
て

計
画

的
に

改
善

が
進

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
し

た
。

 
保

安
検

査
実

施
期

間
中

の
日

々
の

運
転

管
理

状
況

に
つ

い
て

は
、

施
設

の
運

転
管

理
状

況
の

聴
取

、
運

転
記

録
の

確
認

（
巡

視
・

点
検

記
録

及
び
操

作
記

録
）

及
び

施
設

の
巡

視
（
現
場

確
認
対

象
施

設
）

を
行

っ
た

結
果

、
特

段
問

題
が

な
い

こ
と

を
確

認
し

た
。

 
以

上
の

こ
と

か
ら

、
今

回
の

保
安

検
査

を
総

括
す

る
と

、
選

定
し

た
検

査
項

目
に

係
る

保
安

活
動

は
、

良
好

な
も

の
で

あ
っ

た
と

判
断

す
る

。
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(
6
)
 
日

本
原

燃
株

式
会

社
 
濃

縮
・

埋
設

事
業

所
 

 
第

1
回

 
第

2
回

 
第

3
回

 
第

4
回

 

検
査

実
施

 

期
間

 

平
成

２
２

年
５

月
２

４
日

～
 

平
成

２
２

年
５

月
２

８
日

 

平
成

２
２

年
８

月
３
０

日
～

 

平
成

２
２

年
９

月
３

日
 

平
成

２
２

年
１

２
月

１
０

日
～

 

平
成

２
２

年
１

２
月

１
６

日
 

平
成

２
３

年
２

月
２

４
日

～
 

平
成

２
３

年
３

月
２

日
 

検
査

項
目

 
①

検
査

の
項

目
 

・
保

安
規

定
の

変
更

条
項

の
遵

守
状

況
 

・
保

守
管

理
の

実
施

状
況

 
・
社
員

以
外

の
作

業
者

に
よ

る
保

安
活

動
の

実
施

状
況

 
・

不
適

合
管

理
、

是
正

処
置

及
び

予
防

処
置

の
実

施
状

況
 

②
重

点
検

査
項

目
 

・
保

安
規

定
の

変
更

条
項

の
遵

守
状

況
 

・
保

守
管

理
の

実
施

状
況

 
・
社
員

以
外

の
作

業
者

に
よ

る
保

安
活

動
の

実
施

状
況

 
・

不
適

合
管

理
、

是
正

処
置

及
び

予
防

処
置

の
実

施
状

況
 

①
検

査
の

項
目

 
・
既

設
遠
心

機
撤
去

作
業

の
実

施
状

況
 

・
保

安
規

定
の

変
更

条
項

の
遵

守
状

況
 

上
記

に
加
え

て
、

検
査

実
施

期
間

中
行

う
運

転
管

理
状

況
の

聴
取

、
運

転
日
誌
そ

の
他

の
記

録
の

確
認

、
施

設
の

巡
視

等
に

お
い

て
も

、
保

安
規

定
の

遵
守

状
況

を
確

認
し

た
。

 
②

重
点

検
査

項
目

 
・
既

設
遠
心

機
撤
去

作
業

の
実

施
状

況
 

・
保

安
規

定
の

変
更

条
項

の
遵

守
状

況
 

①
検

査
の

項
目

 
・

保
安

規
定

の
変

更
条

項
の

遵
守

状
況

 
・

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

レ
ビ

ュ
ー

の
実

施
状

況
 

・
既

設
遠
心

機
撤
去

作
業

の
実

施
状

況
 

・
付
着

ウ
ラ

ン
回

収
作

業
の

実
施

状
況

 
上

記
に

加
え

て
、

検
査

実
施

期
間

中
に

行
う

運
転

管
理

状
況

の
聴

取
、

記
録

の
確

認
及

び
施

設
の

巡
視

等
に

お
い

て
も

、
保

安
規

定
の

遵
守

状
況

を
確

認
し

た
。

 
②

重
点

検
査

項
目

 
・

保
安

規
定

の
変

更
条

項
の

遵
守

状
況

 
・

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

レ
ビ

ュ
ー

の
実

施
状

況
 

・
既

設
遠
心

機
撤
去

作
業

の
実

施
状

況
 

・
付
着

ウ
ラ

ン
回

収
作

業
の

実
施

状
況

 
上

記
に

加
え

て
、

検
査

実
施

期
間

中
に

行
う

運
転

管
理

状
況

の
聴

取
、

記
録

の
確

認
及

び
施

設
の

巡
視

等
に

お
い

て
も

、
保

安
規

定
の

遵
守

状
況

を
確

認
し

た
。

 

①
保

安
検

査
項

目
 

・
非

常
時

の
措

置
等

に
係

る
実

施
状

況
 

・
核
燃
料

物
質

の
管

理
に

係
る

実
施

状
況

 
・
操

作
上

の
留
意

事
項

に
係

る
実

施
状

況
 

・
保

守
管

理
に

係
る

実
施

状
況

 
②

重
点

検
査

項
目

 
・

非
常

時
の

措
置

等
に

係
る

実
施

状
況

 
・

核
燃
料

物
質

の
管

理
に

係
る

実
施

状
況

 
・
操

作
上

の
留
意

事
項

に
係

る
実

施
状

況
 

・
保

守
管

理
に

係
る

実
施

状
況

 
上

記
に

加
え

て
、

検
査

実
施

期
間

中
に

行
う

運
転

管
理

状
況

の
聴

取
、

記
録

の
確

認
及

び
加

工
施

設
の

巡
視

等
に

お
い

て
も

、
保

安
規

定
の

遵
守

状
況

を
確

認
し

た
。
 

検
査

結
果

 

の
概

要
 

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、「
保

安
規

定
の

変
更

条
項

の
遵

守
状

況
」
、
「

保
守

管
理

の
実

施
状

況
」
、
「
社
員

以
外

の
作

業
者

に
よ

る
保

安
活

動
の

実
施

状
況

」
、「

不
適

合
管

理
、

是
正

処
置

及
び

予
防

処
置

の
実

施
状

況
」

を
検

査
項

目
と

し
て

検
査

を
実

施
し

た
。

 
検

査
の

結
果

、
各

検
査

項
目

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
従

っ
て

保
安

活
動

が
実

施
さ

れ
て

お
り

、
保

安
規

定
に

違
反

す
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

 
ま

た
、

保
安

検
査

実
施

期
間

中
の

日
々

の
運

転
管

理
状

況
に

つ
い

て
、

事
業

者
か

ら
の

聴
取

、
記

録
の

確
認

、
施

設
の

巡
視

、
施

設
定

期
自
主

検
査

の
立

会
い

を
行

っ
た

結
果

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

 
以

上
の

こ
と

か
ら

、
今

回
の

保
安

検
査

を
総

括
す

る
と

、
選

定
し

た
検

査
項

目
に

係
る

保
安

活
動

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
従

っ
て

行
わ

れ
て

い
た

も
の

と
判
断

す
る

。
 

  

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、「
既

設
遠

心
機
撤
去

作
業

の
実

施
状

況
」

及
び

「
保

安
規

定
の

変
更

条
項

の
遵

守
状

況
」

を
検

査
項

目
と

し
て

検
査

を
実

施
し

た
。

 
検

査
の

結
果

、
各

検
査

項
目

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
基

づ
き

保
安

活
動

が
実

施
さ

れ
て

お
り

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

 
ま

た
、

保
安

検
査

実
施

期
間

中
の

日
々

の
運

転
管

理
状

況
に

つ
い

て
、

事
業

者
か

ら
の

聴
取

、
記

録
の

確
認

、
施

設
の

巡
視

等
を

行
っ

た
結

果
、

保
安

規
定

違
反

と
な

る
事

項
は

認
め

ら
れ

な
か

っ
た

。
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

今
回

の
保

安
検

査
を

総
括

す
る

と
、

選
定

し
た

検
査

項
目

に
係

る
保

安
活

動
は

、
良

好
な

も
の

で
あ

っ
た

と
判

断
す

る
。

 
  

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、「
保

安
規

定
の

変
更

条
項

の
遵

守
状

況
」
、
「

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

レ
ビ

ュ
ー

の
実

施
状

況
」
、
「
既

設
遠
心

機
撤
去

作
業

の
実

施
状

況
」

及
び

「
付
着

ウ
ラ

ン
回

収
作

業
の

実
施

状
況

」
を

検
査

項
目

と
し

て
保

安
検

査
を

実
施

し
た

。
 

検
査

の
結

果
、
各

検
査

項
目

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
基

づ
き

保
安

活
動

が
実

施
さ

れ
て

お
り

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

 
ま

た
、

保
安

検
査

実
施

期
間

中
の

日
々

の
運

転
管

理
状

況
に

つ
い

て
、

事
業

者
か

ら
の

聴
取

、
記

録
の

確
認

及
び

施
設

の
巡

視
等

を
行

っ
た

結
果

、
検

査
を

行
っ

た
範
囲

に
つ

い
て

は
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

 
以

上
の

こ
と

か
ら

、
今

回
の

保
安

検
査

を
総

括
す

る
と

、
選

定
し

た
検

査
項

目
に

係
る

保
安

活
動

に
つ

い
て

は
、

良
好

な
も

の
で

あ
っ

た
と

判
断

す
る

。
 

  

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、「
非

常
時

の
措

置
等

に
係

る
実

施
状

況
」
、
「

核
燃
料

物
質

の
管

理
に

係
る

実
施

状
況

」
、
「
操

作
上

の
留
意

事
項

に
係

る
実

施
状

況
」

及
び

「
保

守
管

理
に

係
る

実
施

状
況

」
を

検
査

項
目

と
し

て
検

査
を

実
施

し
た

。
 

検
査

の
結

果
、
各

検
査

項
目

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
基

づ
き

保
安

活
動

が
適

切
に

実
施

さ
れ

て
お

り
、

保
安

規
定

違
反

と
な

る
事

項
は

認
め

ら
れ

な
か

っ
た

。
 

保
安

検
査

実
施

期
間

中
の

日
々

の
運

転
管

理
状

況
に

つ
い

て
は

、
加

工
事

業
者

か
ら

の
聴

取
、

記
録

の
確

認
及

び
施

設
の

巡
視

等
を

行
っ

た
結

果
、

検
査

を
行

っ
た
範
囲

に
お

い
て

は
、

保
安

規
定

違
反

と
な

る
事

項
は

認
め

ら
れ

な
か

っ
た

。
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

今
回

の
保

安
検

査
を

総
括

す
る

と
、

選
定

し
た

検
査

項
目

に
係

る
保

安
活

動
は

、
良

好
な

も
の

で
あ

っ
た

と
判

断
す

る
。
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(
7
)
 
独

立
行

政
法

人
日

本
原

子
力

研
究

開
発

機
構

 
東

海
研

究
開

発
セ

ン
タ

ー
 
核

燃
料

サ
イ

ク
ル

工
学

研
究

所
 

 
第

1
回

 
第

2
回

 
第

3
回

 
第

4
回

 

検
査

実
施

 

期
間

 

平
成

２
２

年
５

月
１

８
日

～
 

平
成

２
２

年
５

月
３

１
日

 

平
成

２
２

年
７

月
２
０

日
～

 

平
成

２
２

年
８

月
２

日
 

平
成

２
２

年
１
０

月
１

８
日

～
 

平
成

２
２

年
１

１
月

５
日

 

平
成

２
３

年
１

月
２

４
日

～
 

平
成

２
３

年
２

月
４

日
 

検
査

項
目

 
（

１
)
保

安
検

査
項

目
 

①
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
レ

ビ
ュ

ー
の

実
施

状
況

 
②

外
部

委
託

業
務

に
係

る
保

安
活

動
の

実
施

状
況

 
③

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
管

理
の

実
施

状
況

④
省
令

改
正

に
伴

う
保

安
規

定
改

正
に

係
る

保
安

活
動

の
実

施
状

況
（

平
成

２
１

年
４

月
１

日
改

正
分

）
 

⑤
核
燃
料

取
扱
主
任

者
の
職

務
の

実
施

状
況

⑥
巡

視
・

点
検

の
実

施
状

況
（

抜
き

打
ち

的
手
法

を
活

用
）

 
⑦

不
適

合
管

理
の

実
施

状
況

 
⑧

保
安

記
録

の
確

認
及

び
再

処
理

施
設

の
巡

視
 

（
２
)
重

点
検

査
項

目
 

①
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
レ

ビ
ュ

ー
の

実
施

状
況

 
②

外
部

委
託

業
務

に
係

る
保

安
活

動
の

実
施

状
況

 
（

３
)
逐

条
検

査
項

目
 

な
し

 
（

４
)
フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ
プ

項
目

 
な

し
 

①
検

査
の

項
目

 
1
)
省
令

改
正

に
伴

う
体

制
整

備
の

取
組

状
況

2
)
保

守
管

理
の

実
施

状
況

 
3
)
保

安
規

定
の

変
更

認
可

に
係

る
遵

守
状

況
(
省
令

改
正

以
外
)
 

4
)
委
員

会
の

実
施

状
況

 
5
)
東
電

に
お

け
る

放
射

性
液

体
廃

棄
物

処
理

系
配

管
の
誤
接
続

へ
の
対
応

状
況

 
6
)
ガ

ラ
ス
固

化
技
術

開
発

施
設

に
お

け
る
冷

水
系
ポ

ン
プ

の
片
系
停

止
へ

の
対
応

状
況

7
)
施

設
定

期
自
主

検
査

の
実

施
状

況
 

8
)
不

適
合

管
理

の
実

施
状

況
 

②
重

点
検

査
項

目
 

1
)
省
令

改
正

に
伴

う
体

制
整

備
の

取
組

状
況

2
)
保

守
管

理
の

実
施

状
況

 

①
検

査
の

項
目

 

1
)
耐

震
安

全
性

の
評

価
に

反
映

さ
せ

る
べ

き
新

た

な
知

見
へ

の
対

応
状

況
 

2
)
海

中
放

出
管

の
漏

え
い

事
象

の
調

査
実

施
状

況

の
確

認
 

3
)
海

中
放

出
管

の
漏

え
い

箇
所

の
復

旧
工

事
の

実

施
状

況
の

確
認

 

4
)
ふ

げ
ん

使
用

済
燃

料
再

処
理

へ
の

対
応

状
況

 

5
)
巡

視
・

点
検

の
実

施
状

況
（

抜
き

打
ち

的
手

法

を
活

用
）

 

6
)
不

適
合

管
理

、
是

正
措

置
及

び
予

防
措

置
に

関

す
る

取
組

状
況

の
確

認
 

②
重

点
検

査
項

目
 

1
)
耐

震
安

全
性

の
評

価
に

反
映

さ
せ

る
べ

き
新

た

な
知

見
へ

の
対

応
状

況
 

2
)
海

中
放

出
管

の
漏

え
い

事
象

の
調

査
実

施
状

況

の
確

認
 

3
)
海

中
放

出
管

の
漏

え
い

箇
所

の
復

旧
工

事
の

実

施
状

況
の

確
認

 

①
保

安
検

査
項

目
 

・
根

本
原

因
分

析
の

実
施

状
況

 
・

過
去

の
違

反
事

項
に

係
る

改
善

措
置

状
況

 
・
内

部
監

査
の

実
施

状
況

 
・

放
射

性
液

体
廃

棄
物

等
の

管
理

の
実

施
状

 
 

況
 

・
施

設
定

期
自
主

検
査

の
実

施
状

況
 

・
不

適
合

管
理

、
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
に

関
す

る
取

り
組

み
状

況
の

確
認

 
②

重
点

検
査

項
目

 
・

根
本

原
因

分
析

の
実

施
状

況
 

・
過
去

の
違

反
事

項
に

係
る

改
善

措
置

状
況

 
・

不
適

合
管

理
、

是
正

処
置

及
び

予
防

処
置

に
関

す
る

取
り
組

み
状

況
の

確
認

 

検
査

結
果

 

の
概

要
 

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、「
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
レ

ビ
ュ

ー
の

実
施

状
況

」
、
「

外
部

委
託

業
務

に

係
る

保
安

活
動

の
実

施
状

況
」
、
「

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
管

理
の

実
施

状
況

」
、
「

省
令

改
正

に
伴

う

保
安

規
定

改
正

に
係

る
保

安
活

動
の

実
施

状
況

（
平

成
２

１
年

４
月

改
正

分
）
」
、「

核
燃

料
取

扱
主

任
者

の
職

務
の

実
施

状
況

」
、
「

巡
視

・
点

検
の

実

施
状

況
（

抜
き

打
ち

的
手

法
を

活
用

）
」
、「

不
適

合

管
理

の
実

施
状

況
」
、
「

保
安

記
録

の
確

認
及

び
再

処
理

施
設

の
巡

視
」

を
検

査
項

目
と

し
て

検
査

を

実
施

し
た

。
 

検
査

の
結

果
、

各
検

査
項

目
に

つ
い

て
は

、
保

安
規

定
に

基
づ

き
保

安
活

動
が

適
切

に
実

施
さ

れ

て
お

り
、

保
安

規
定

違
反

と
な

る
事

項
は

認
め

ら

れ
な

か
っ

た
。

 

各
検

査
項

目
に

係
る

現
場

確
認

及
び

巡
視

・
点

検
へ

の
立

会
の

結
果

に
つ

い
て

も
、

適
切

な
保

守

管
理

が
実

施
さ

れ
て

お
り

、
保

安
規

定
違

反
と

な

る
事

項
は

認
め

ら
れ

な
か

っ
た

。
 

ま
た

、
保

安
検

査
実

施
期

間
中

の
日

々
の

運
転

管
理

状
況

、
保

守
作

業
状

況
の

確
認

に
つ

い
て

も
、

核
燃

料
サ

イ
ク

ル
工

学
研

究
所

か
ら

の
施

設
の

運

転
管

理
状

況
の

聴
取

、
保

守
作

業
状

況
の

聴
取

を

行
っ

た
結

果
、

特
段

問
題

の
な

い
こ

と
を

確
認

し

た
。

 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

今
回

の
保

安
検

査
を

総
括

す
る

と
、

選
定

し
た

検
査

項
目

に
係

る
保

安
活

動

は
、

良
好

な
も

の
で

あ
っ

た
と

判
断

す
る

。
 

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、「
省
令

改
正

に
伴

う
体

制
整

備
の

取
組

状
況

」
、
「

保
守

管
理

の
実

施
状

況
」
、
「

保
安

規
定

の
変

更
認

可
に

係
る

遵
守

状
況
(
省
令

改
正

以
外
)
」
、

「
委
員

会
の

実
施

状
況

」
、
「
東
電

に
お

け
る

放
射

性
液

体
廃

棄
物

処
理
系
配

管
の
誤
接
続

へ
の
対
応

状
況

」
、
「

ガ
ラ
ス
固

化
技
術

開
発

施
設

に
お

け
る
冷

水
系
ポ

ン
プ

の
片
系
停

止
へ

の
対
応

状
況

」
、
「

施
設

定
期

自
主

検
査

の
実

施
状

況
」
、
「

不
適

合
管

理
の

実
施

状
況

」
を

検
査

項
目

と
し

て
検

査
を

実
施

し
た

。
 

検
査

の
結

果
、
各

検
査

項
目

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
基

づ
き

保
安

活
動

が
適

切
に

実
施

さ
れ

て
お

り
、

保
安

規
定

違
反

と
な

る
事

項
は

認
め

ら
れ

な
か

っ
た

。
 

各
検

査
項

目
に

係
る
現
場

確
認

、
施

設
定

期
自
主

検
査

へ
の

立
会

の
結

果
に

つ
い

て
も

、
適

切
な

保
守

管
理

が
実

施
さ

れ
て

お
り

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

 
ま

た
、

保
安

検
査

実
施

期
間

中
の

日
々

の
運

転
管

理
状

況
、

保
守

作
業

状
況

の
確

認
に

つ
い

て
も

、
核
燃
料
サ

イ
ク

ル
工
学
研
究
所

か
ら

の
施

設
の

運
転

管
理

状
況

の
聴

取
、

保
守

作
業

状
況

の
聴

取
を

行
っ

た
結

果
、

特
段

問
題

の
な

い
こ

と
を

確
認

し
た

。
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

今
回

の
保

安
検

査
を

総
括

す
る

と
、

選
定

し
た

検
査

項
目

に
係

る
保

安
活

動
は

、
良

好
な

も
の

で
あ

っ
た

と
判

断
す

る
。

 

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、「
耐

震
安

全
性

の
評

価
に

反
映

さ
せ

る
べ

き
新

た
な

知
見

へ
の

対
応

状
況

」
、
「

海
中

放
出

管
の

漏
え

い
事

象
の

調
査

実
施

状
況

の
確

認
」
、
「

海
中

放
出

管
の

漏
え

い
箇

所
の

復
旧

工
事

の
実

施
状

況
の

確
認

」
、
「

ふ
げ

ん
使

用
済

燃
料

再
処

理
へ

の
対

応
状

況
」
、
「

巡
視

・
点

検
の

実
施

状
況
（

抜
き

打
ち

的
手

法
を

活
用

）
」
、

「
不

適
合

管
理

、
是

正
措

置
及

び
予

防
措

置
に

関
す

る
取

組
状

況
の

確
認

」
を

検
査

項
目

と
し

て
検

査
を

実
施

し
た

。
 

検
査

の
結

果
、「

海
中

放
出

管
の

漏
え

い
事

象
の

調
査

実
施

状
況

の
確

認
」

及
び

「
海

中
放

出
管

の
漏

え
い

箇
所

の
復

旧
工

事
の

実
施

状
況

の
確

認
」

に
関

し
て

、
軽

微
な

保
安

規
定

違
反

が
認

め
ら

れ
た

。
当

該
違

反
事

項
に

つ
い

て
は

、
調

達
品

の
維

持
又

は
運

用
に

必
要

な
技

術
情

報
（

保
安

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）
の

調
達

先
か

ら
の

提
供

に
違

反
す

る
も

の
で

あ
る

が
、

安
全

性
へ

の
影

響
は

な
い

も
の

と
考

え
ら

れ
る

こ
と

か
ら

、
今

後
の

保
安

検
査

等
に

お
い

て
、

事
業

者
の

是
正

処
置

、
予

防
処

置
（

水
平

展
開

を
含
む

。
）
及

び
根
本
原
因

分
析

の
実

施
状

況
を

監
視

す
る

こ
と

と
し

た
。

 
な

お
、
他

の
検

査
項

目
に

つ
い

て
は

、
保

安
規

定
を
遵

守
し

て
、

適
切

に
保

安
活

動
を

実
施

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
し

た
。

 
ま

た
、

保
安

検
査

実
施

期
間

中
の

日
々

の
保

安
活

動
状

況
に

つ
い

て
は

、
施

設
定

期
自

主
検

査
へ

の
立

会
、

運
転

管
理

及
び

保
守

管
理

に
関

す
る

聴
取

と
記

録
確

認
等

に
よ

り
、

特
段

問
題

の
な

い
こ

と
を

確
認

し
た

。
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

今
回

の
保

安
検

査
を

総
括

す
る

と
、

調
達

管
理

に
係

る
軽

微
な

保
安

規
定

違
反

を
除

き
、

選
定

し
た

検
査

項
目

に
係

る
保

安
活

動
は

、
保

安
規

定
に
従

っ
て

実
施

さ
れ

て
い

る
も

の
と

判
断

す
る

。
 

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、「
根

本
原

因
分

析
の

実
施

状
況

」
、
「

過
去

の
違

反
事

項
に

係
る

改
善

措
置

状
況

」
、
「
内

部
監

査
の

実
施

状
況

」
、
「

放
射

性
液

体
廃

棄
物

等
の

管
理

の
実

施
状

況
」
、
「

施
設

定
期

自
主

検
査

の
実

施
状

況
」
、
「

不
適

合
管

理
、

是
正

処
置

及
び

予
防

処
置

に
関

す
る

取
り
組

み
状

況
の

確
認

」
を

検
査

項
目

と
し

て
検

査
を

実
施

し
た

。
 

検
査

の
結

果
、
各

検
査

項
目

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
基

づ
き

保
安

活
動

が
適

切
に

実
施

さ
れ

て
お

り
、

保
安

規
定

違
反

と
な

る
事

項
は

認
め

ら
れ

な
か

っ
た

。
 

ま
た

、
保

安
検

査
実

施
期

間
中

の
日

々
の

運
転

管
理

状
況

、
保

守
作

業
状

況
の

確
認

に
つ

い
て

も
、

核
燃
料
サ

イ
ク

ル
工
学
研
究
所

か
ら

の
施

設
の

運
転

管
理

状
況

の
聴

取
、

保
守

作
業

状
況

の
聴

取
を

行
っ

た
結

果
、

特
段

問
題

の
な

い
こ

と
を

確
認

し
た

。
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

今
回

の
保

安
検

査
を

総
括

す
る

と
、

選
定

し
た

検
査

項
目

に
係

る
保

安
活

動
は

、
良

好
な

も
の

で
あ

っ
た

と
判

断
す

る
。
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(
8
)
 
日

本
原

燃
株

式
会

社
 
再

処
理

事
業

所
 

 
第

1
回

 
第

2
回

 
第

3
回

 
第

4
回

 

検
査

実
施

 

期
間

 

平
成

２
２

年
６

月
７

日
～

 
平

成
２

２
年
６

月
１

８
日

 
平

成
２

２
年

９
月
６

日
～

 
平

成
２

２
年

９
月

１
７

日
 

平
成

２
２

年
１

２
月

２
日

～
 

平
成

２
２

年
１

２
月

１
５

日
 

平
成

２
３

年
２

月
２

３
日

～
 

平
成

２
３

年
３

月
８

日
 

検
査

項
目

 
（

１
)
保

安
検

査
項

目
 

①
保

安
規

定
違

反
に

係
る

改
善

状
況

 
②
高

レ
ベ

ル
廃

液
漏

え
い

等
に

係
る

対
策

の
ア

ク
シ
ョ

ン
プ

ラ
ン

の
実

施
状

況
 

③
放

射
性

廃
棄

物
管

理
の

実
施

状
況

 
④
請
負

事
業

者
等

に
よ

る
再

処
理

施
設

の
操

作
の

実
施

体
制

 
⑤

保
安

規
定

の
変
更
条

項
の
遵

守
状

況
 

⑥
予

防
処

置
の

実
施

状
況

 
上

記
①

か
ら
⑥

に
加

え
て

、
検

査
実

施
期

間
中

に
行

う
運

転
管

理
状

況
の

聴
取

、
運

転
日
誌

そ
の
他

の
記

録
の

確
認

、
施

設
の

巡
視

及
び

施
設

定
期
自

主
検

査
等

の
立

会
い

に
お

い
て

も
、

保
安

規
定

の
遵

守
状

況
を

確
認

し
た

。
 

（
２

)
重

点
検

査
項

目
 

上
記

（
１

）
の

検
査

項
目

の
う

ち
、

①
、

②
、

③
、
④

。
 

（
３

)
逐
条

検
査

項
目

 
上

記
（

１
）

の
検

査
項

目
の

う
ち

、
⑤

。
 

（
４

)
フ
ォ
ロ

ー
ア
ッ
プ

検
査

項
目

 
上

記
（

１
）

の
検

査
項

目
の

う
ち

、
①

、
②

、
③

 

①
検

査
の

項
目

 
1
)
保

安
規

定
違

反
に

係
る

改
善

状
況

 
2
)
平

成
２

２
年
度
第

１
回

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

レ
ビ

ュ
ー

の
実

施
状

況
 

3
)
高

レ
ベ

ル
廃

液
漏

え
い

等
に

係
る

対
策

の
ア

ク
シ
ョ

ン
プ

ラ
ン

の
実

施
状

況
 

4
)
放

射
性

廃
棄

物
管

理
の

実
施

状
況

 
5
)
高

レ
ベ

ル
廃

液
濃
縮
缶
温
度
計

保
護

管
へ

の
高

レ
ベ

ル
廃

液
漏

え
い

事
象

の
確

認
 

6
)
保

守
管

理
の

実
施

状
況

 
7
)
人

的
過
誤

の
直
接

要
因

に
係
わ

る
不

適
合

等
を

是
正

す
る

た
め

の
自
律

的
取

組
の

実
施

状
況

 
上

記
1
)
か

ら
7
)
に
加

え
て

、
検

査
実

施
期

間
中

に
行

う
運

転
管

理
状

況
の

聴
取

、
運

転
日
誌

そ
の
他

の
記

録
の

確
認

、
施

設
の

巡
視

及
び

施
設

定
期
自

主
検

査
等

の
立

会
い

に
お

い
て

も
、

保
安

規
定

の
遵

守
状

況
を

確
認

し
た

。
 

②
重

点
検

査
項

目
 

上
記

①
の

検
査

項
目

の
う

ち
、

1
)
、

2
)
、

3
)
、

4
)
、

5
)
 

①
検

査
の

項
目

 
1
)
保

安
規

定
違

反
の

改
善

状
況

及
び
根
本
原
因

分
析

の
実

施
状

況
等

 
2
)
使

用
済

燃
料

の
受
入

れ
及

び
貯
蔵

の
実

施
状

況
3
)
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
レ

ビ
ュ

ー
の

実
施

状
況

 
4
)
高

レ
ベ

ル
廃

液
濃
縮
缶
温
度
計

保
護

管
か

ら
の

高
レ
ベ

ル
廃

液
漏

え
い

事
象

 
5
)
不

適
合

を
低
減

さ
せ

る
た

め
の

技
術
力
向

上
に

向
け

た
教
育

・
訓
練

及
び
力
量

管
理

の
実

施
状

況
 

6
)
地

震
発
生
時

等
の
非
常
時

の
措

置
 

上
記

1
)
か

ら
6
)
に
加

え
て

、
検

査
実

施
期

間
中

に
行

う
運

転
管

理
状

況
の

聴
取

、
運

転
日
誌

そ
の
他

の
記

録
の

確
認

及
び

施
設

の
巡

視
等

に
お

い
て

も
、

保
安

規
定

の
遵

守
状

況
を

確
認

し
た

。
 

②
重

点
検

査
項

目
 

上
記

①
の

検
査

項
目

の
う

ち
、
1
）
、
4
）
及

び
5
）

①
保

安
検

査
項

目
 

・
保

安
規

定
違

反
の
根
本
原
因

分
析

の
実

施
状

況
 

 
等

 
・

内
部

監
査

の
実

施
状

況
 

・
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
レ

ビ
ュ

ー
及

び
安

全
文
化
醸

成
活

動
の

実
施

状
況

 
・
高

レ
ベ

ル
廃

液
濃
縮
缶
温
度
計

保
護

管
か

ら
の

高
レ
ベ

ル
廃

液
漏

え
い

事
象

に
係

る
改
善

状
況

 
・
ガ

ラ
ス
溶
融
炉

に
関

係
す

る
保

守
管

理
の

実
施

状
況

 
・

放
射

性
廃

棄
物

管
理

の
実

施
状

況
 

②
重

点
検

査
項

目
 

・
保

安
規

定
違

反
の
根
本
原
因

分
析

の
実

施
状

況
 

 
等

 
・

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

レ
ビ

ュ
ー

及
び

安
全
文
化
醸

成
活

動
の

実
施

状
況

 
・
高

レ
ベ

ル
廃

液
濃
縮
缶
温
度
計

保
護

管
か

ら
の

高
レ
ベ

ル
廃

液
漏

え
い

事
象

に
係

る
改
善

状
況

 
・
ガ

ラ
ス
溶
融
炉

に
関

係
す

る
保

守
管

理
の

実
施

状
況

 

検
査

結
果

 

の
概

要
 

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、
①

「
保

安
規

定
違

反
に

係
る

改
善

状
況

」
、
②
「
高

レ
ベ

ル
廃

液
漏

え
い

等
に

係
る

対
策

の
ア

ク
シ
ョ

ン
プ

ラ
ン

の
実

施
状

況
」
、
③
「

放
射

性
廃

棄
物

管
理

の
実

施
状

況
」
、
④
「
請
負

事
業

者
等

に
よ

る
再

処
理

施
設

の
操

作
の

実
施

体
制

」
、
⑤
「

保
安

規
定

の
変
更
条

項
の
遵

守
状

況
」
、
⑥
「

予
防

処
置

の
実

施
状

況
」
を

検
査

項
目

と
し

て
検

査
を

実
施

し
た

。
 

検
査

の
結

果
、

各
検

査
項

目
に

つ
い

て
は

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
ず

、
前

回
保

安
検

査
及

び
そ

れ
以

後
に
発

見
さ

れ
た

保
安

規
定

違
反

（
監

視
す

べ
き

事
項

）
に

つ
い

て
概
ね

改
善

が
図

ら
れ

て
い

た
。

 
ま

た
、

保
安

検
査

実
施

期
間

中
の

日
々

の
運

転
管

理
状

況
に

つ
い

て
、

事
業

者
か

ら
の

聴
取

、
記

録
の

確
認

、
施

設
の

巡
視

、
施

設
定

期
自

主
検

査
等

の
立

会
い

を
行

っ
た

結
果

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

 
以

上
の

こ
と

か
ら

、
今

回
の

保
安

検
査

を
総

括
す

る
と

、
選

定
し

た
検

査
項

目
に

係
る

保
安

活
動

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
従

っ
て

行
わ

れ
て

い
た

も
の

と
判

断
す

る
。

 

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、
1
)
「

保
安

規
定

違
反

に
係

る
改
善

状
況

」
、
2
)「

平
成

２
２

年
度

第
1
回

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

レ
ビ

ュ
ー

の
実

施
状

況
」
、

3
)
「
高

レ
ベ

ル
廃

液
漏

え
い

等
に

係
る

対
策

の
ア

ク
シ
ョ

ン
プ

ラ
ン

の
実

施
状

況
」
、
4
)「

放
射

性
廃

棄
物

管
理

の
実

施
状

況
」
、
5
)「
高

レ
ベ

ル
廃

液
濃

縮
缶
温
度
計

保
護

管
へ

の
高

レ
ベ

ル
廃

液
漏

え
い

事
象

の
確

認
」
、
6
)「

保
守

管
理

の
実

施
状

況
」
及

び
7
)
「
人

的
過
誤

の
直
接

要
因

に
係
わ

る
不

適
合

等
を

是
正

す
る

た
め

の
自
律

的
取

組
の

実
施

状
況

」
を

検
査

項
目

と
し

て
検

査
を

実
施

し
た

。
 

検
査

の
結

果
、

各
検

査
項

目
に

つ
い

て
は

、
保

安
規

定
に

基
づ

き
保

安
活

動
が

実
施

さ
れ

て
お

り
、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
ず

、
前

回
保

安
検

査
及

び
そ

れ
以

後
に
発

見
さ

れ
た

保
安

規
定

違
反

（
監

視
す

べ
き

事
項

）
に

つ
い

て
、

概
ね

改
善

が
図

ら
れ

て
い

た
。

 
ま

た
、

保
安

検
査

実
施

期
間

中
の

日
々

の
運

転
管

理
状

況
に

つ
い

て
、

事
業

者
か

ら
の

聴
取

、
記

録
の

確
認

、
施

設
の

巡
視

等
を

行
っ

た
結

果
、

保
安

規
定

違
反

と
な

る
事

項
は

認
め

ら
れ

な
か

っ
た

。
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

今
回

の
保

安
検

査
を

総
括

す
る

と
、

選
定

し
た

検
査

項
目

に
係

る
保

安
活

動
は

、
良

好
な

も
の

で
あ

っ
た

と
判

断
す

る
。

 
  

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、「
保

安
規

定
違

反
の

改
善

状
況

及
び
根
本
原
因

分
析

の
実

施
状

況
等

」
、
「

使
用

済
燃

料
の
受
入

れ
及

び
貯
蔵

の
実

施
状

況
」
、
「

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

レ
ビ

ュ
ー

の
実

施
状

況
」
、
「
高

レ
ベ

ル
廃

液
濃
縮
缶
温
度
計

保
護

管
か

ら
の
高

レ
ベ

ル
廃

液
漏

え
い

事
象

」
、
「

不
適

合
を

低
減

さ
せ

る
た

め
の

技
術
力
向

上
に
向

け
た
教

育
・
訓
練

及
び
力
量

管
理

の
実

施
状

況
」
及

び
「
地

震
発
生
時

等
の
非
常
時

の
措

置
」

を
検

査
項

目
と

し
て

保
安

検
査

を
実

施
し

た
。

 
検

査
の

結
果

、
各

検
査

項
目

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
基

づ
き

保
安

活
動

が
実

施
さ

れ
て

お
り

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

 
ま

た
、

保
安

検
査

実
施

期
間

中
の

日
々

の
運

転
管

理
状

況
に

つ
い

て
、

事
業

者
か

ら
の

聴
取

、
記

録
の

確
認

及
び

施
設

の
巡

視
等

を
行

っ
た

結
果

、
検

査
を

行
っ

た
範
囲

に
お

い
て

は
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

 
以

上
の

こ
と

か
ら

、
今

回
の

保
安

検
査

を
総

括
す

る
と

、
選

定
し

た
検

査
項

目
に

係
る

保
安

活
動

に
つ

い
て

は
、

良
好

な
も

の
で

あ
っ

た
と

判
断

す
る

。
 

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、「
保

安
規

定
違

反
の
根
本
原
因

分
析

の
実

施
状

況
等

」
、
「

内
部

監
査

の
実

施
状

況
」
、
「

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

レ
ビ

ュ
ー

及
び

安
全
文
化
醸

成
活

動
の

実
施

状
況

」
、
「
高

レ
ベ

ル
廃

液
濃
縮
缶
温
度
計

保
護

管
か

ら
の
高

レ
ベ

ル
廃

液
漏

え
い

事
象

に
係

る
改
善

状
況

」
、
「
ガ

ラ
ス

溶
融
炉

に
関

係
す

る
保

守
管

理
の

実
施

状
況

」
及

び
「

放
射

性
廃

棄
物

管
理

の
実

施
状

況
」

を
検

査
項

目
と

し
て

保
安

検
査

を
実

施
し

た
。

 
検

査
の

結
果

、
各

検
査

項
目

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
基

づ
き

保
安

活
動

が
実

施
さ

れ
て

お
り

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

 
保

安
検

査
実

施
期

間
中

の
日

々
の

運
転

管
理

状
況

に
つ

い
て

は
、

再
処

理
事

業
者

か
ら

の
聴

取
、

記
録

の
確

認
及

び
施

設
の

巡
視

等
を

行
っ

た
結

果
、

検
査

を
行

っ
た
範
囲

に
お

い
て

は
、

保
安

規
定

違
反

と
な

る
事

項
は

認
め

ら
れ

な
か

っ
た

。
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

今
回

の
保

安
検

査
を

総
括

す
る

と
、

選
定

し
た

検
査

項
目

に
係

る
保

安
活

動
は

、
良

好
な

も
の

で
あ

っ
た

と
判

断
す

る
。
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(
9
)
 
日

本
原

燃
株

式
会

社
 
濃

縮
・

埋
設

事
業

所
 
廃

棄
物

埋
設

施
設

 

 
第

1
回

 
第

2
回

 
第

3
回

 
第

4
回

 

検
査

実
施

 

期
間

 
平

成
２

２
年
６

月
２

３
日

～
６

月
２

５
日

 
平

成
２

２
年

９
月

２
７

日
～

９
月

２
９

日
 

平
成

２
２

年
１

２
月
６

日
～

１
２

月
８

日
 

平
成

２
３

年
３

月
７

日
～

３
月

９
日

 

検
査

の
 

概
要

 

原
子
力

保
安

検
査
官

が
、
保

安
規

定
に

基
づ

く
保

安
活

動
の

状
況

に
つ

い
て

、
施

設
の

立
入

り
、
記

録
類

な
ど

の
物
件

の
検

査
、
関

係
者
質

問
に

よ
り

保
安

検
査

を
実

施
し

た
。

（
検

査
項

目
）

 
１

）
不

適
合

管
理

、
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
の

実
施

状
況

 
２

）
保

安
規

定
違

反
（

保
安
教
育

の
一

部
未

実
施

）
の

改
善

状
況

 
３

）
保

安
規

定
の

変
更

条
項

の
遵

守
状

況
 

原
子
力

保
安

検
査
官

が
、
保

安
規

定
に

基
づ

く
保

安
活

動
の

状
況

に
つ

い
て

、
施

設
の

立
入

り
、
記

録
類

な
ど

の
物
件

の
検

査
、
関

係
者
質

問
に

よ
り

保
安

検
査

を
実

施
し

た
。

 
（

検
査

項
目

）
 

・
保

守
管

理
の

実
施

状
況

 
・
社
員

以
外

の
作

業
員

に
よ

る
保

安
活

動
の

 
実

施
状

況
 

・
不

適
合

管
理

の
実

施
状

況
 

原
子
力

保
安

検
査
官

が
、

保
安

規
定

に
基

づ
く

保
安

活
動

の
状

況
に

つ
い

て
、

施
設

の
立
入

り
、

記
録
類

な
ど

の
物
件

の
検

査
、

関
係

者
質

問
に

よ
り

保
安

検
査

を
実

施
し

た
。

（
検

査
項

目
）

 
・

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

レ
ビ

ュ
ー

の
実

施
状

況
 

・
廃

棄
体

の
受
入

れ
及

び
検

査
の

実
施

状
況

・
廃

棄
体

取
扱

い
設

備
等

に
係

る
保

守
管

理
の

実
施

状
況

 
  

原
子
力

保
安

検
査
官

が
、

保
安

規
定

に
基

づ
く

保
安

活
動

の
状

況
に

つ
い

て
、

施
設

の
立
入

り
、

記
録
類

な
ど

の
物
件

の
検

査
、

関
係

者
質

問
に

よ
り

保
安

検
査

を
実

施
し

た
。

 
（

検
査

項
目

）
 

・
廃

棄
体

の
定

置
及

び
充

て
ん
材
充

て
ん

・
上

部
ポ

ー
ラ
ス
コ

ン
ク

リ
ー

ト
層

設
置

・
覆

い
施

工
の

実
施

状
況

 
・

廃
棄

物
埋

設
地

の
管

理
の

実
施

状
況

 
・

不
適

合
管

理
、

是
正

処
置

及
び

予
防

処
置

の
実

施
状

況
 

  

検
査

結
果

 

の
概

要
 

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、
「

不
適

合
管

理
、
是

正
処

置
及

び
予

防
処

置
の

実
施

状
況

」
、「

保
安

規
定

違
反
（

保
安
教
育

の
一

部
未

実
施

）
の

改
善

状
況

」
及

び
「

保
安

規
定

の
変

更
条

項
の

遵
守

状
況

」
を

検
査

項
目

と
し

て
検

査
を

実
施

し
た

。
 

検
査

の
結

果
、

各
検

査
項

目
に

つ
い

て
は

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
ず

、
前

回
の

保
安

検
査

に
お

い
て
指
摘

し
た

保
安

規
定

違
反

に
つ

い
て

も
改

善
が
進

ん
で

い
た

。
 

ま
た

、
保

安
検

査
実

施
期

間
中

の
日

々
の

運
転

管
理

状
況

に
つ

い
て

、
事

業
者

か
ら

聴
取

を
行

う
と

と
も

に
、
記

録
の

確
認

、
施

設
の

巡
視

を
行

っ
た

結
果

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

 
以

上
の

こ
と

か
ら

、
今

回
の

保
安

検
査

を
総

括
す

る
と

、
選

定
し

た
検

査
項

目
に

係
る

保
安

活
動

に
つ

い
て

は
、
保

安
規

定
に
従

っ
て

行
わ

れ
た

も
の

と
判
断

す
る

。
 

  

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、
「

保
守

管
理

の
実

施
状

況
」
、「
社
員

以
外

の
作

業
員

に
よ

る
保

安
活

動
の

実
施

状
況

」
及

び
「

不
適

合
管

理
の

実
施

状
況

」
を

検
査

項
目

と
し

て
保

安
検

査
を

実
施

し
た

。
 

検
査

の
結

果
、

各
検

査
項

目
に

つ
い

て
は

、
保

安
規

定
に

基
づ

き
保

安
活

動
が

実
施

さ
れ

て
お

り
、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

 
ま

た
、
保

安
検

査
実

施
期

間
中

の
日

々
の

運
転

管
理

状
況

に
つ

い
て

、
事

業
者

か
ら

の
聴

取
、
記

録
の

確
認

及
び

施
設

の
巡

視
等

を
行

っ
た

結
果

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。
さ

ら
に

、
平

成
２

１
年
６

月
２

４
日

に
発
生

し
た

１
号
埋

設
地
６
－
Ｃ
埋

設
設

備
に

お
い

て
浮

き
上

が
っ

た
廃

棄
体

及
び

平
成

２
１

年
９

月
２
６

日
に

発
生

し
た
損

傷
廃

棄
体

の
保

管
状

況
に

つ
い

て
も

、
巡

視
等

に
よ

り
問

題
な

い
こ

と
を

確
認

し
た

。
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、
今

回
の

保
安

検
査

を
総

括
す

る
と

、
選

定
し

た
検

査
項

目
に

係
る

保
安

活
動

は
、

良
好

な
も

の
で

あ
っ

た
と

判
断

す
る

。
 

  

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、「
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
レ

ビ
ュ

ー
の

実
施

状
況

」
、
「

廃
棄

体
の
受
入

れ
及

び
検

査
の

実
施

状
況

」
及

び
「

廃
棄

体
取
扱

い
設

備
等

に
係

る
保

守
管

理
の

実
施

状
況

」
を

検
査

項
目

と
し

て
保

安
検

査
を

実
施

し
た

。
 

検
査

の
結

果
、
各

検
査

項
目

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
基

づ
き

保
安

活
動

が
実

施
さ

れ
て

お
り

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

 
ま

た
、

保
安

検
査

実
施

期
間

中
の

日
々

の
運

転
管

理
状

況
に

つ
い

て
、

事
業

者
か

ら
の

聴
取

、
記

録
の

確
認

及
び

施
設

の
巡

視
等

を
行

っ
た

結
果

、
検

査
官

が
確

認
し

た
範
囲

に
お

い
て

は
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

さ
ら

に
、

平
成

２
１

年
６

月
２

４
日

に
発
生

し
た

１
号
埋

設
地
６
－

Ｃ
埋

設
設

備
に

お
い

て
浮

き
上

が
っ

た
廃

棄
体

及
び

平
成

２
１

年
９

月
２
６

日
に

発
生

し
た
損
傷

廃
棄

体
の

保
管

状
況

に
つ

い
て

も
、

巡
視

等
に

よ
り

問
題

な
い

こ
と

を
確

認
し

た
。

 
以

上
の

こ
と

か
ら

、
今

回
の

保
安

検
査

を
総

括
す

る
と

、
選

定
し

た
検

査
項

目
に

係
る

保
安

活
動

は
良

好
な

も
の

で
あ

っ
た

と
判
断

す
る

。
 

  

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、「
廃

棄
体

の
定

置
及

び
充

て
ん
材
充

て
ん

・
上

部
ポ

ー
ラ
ス
コ

ン
ク

リ
ー

ト
層

設
置

・
覆

い
施

工
の

実
施

状
況

」
、
「

廃
棄

物
埋

設
地

の
管

理
の

実
施

状
況

」
及

び
「

不
適

合
管

理
、

是
正

処
置

及
び

予
防

処
置

の
実

施
状

況
」

を
検

査
項

目
と

し
て

保
安

検
査

を
実

施
し

た
。

 
検

査
の

結
果

、
各

検
査

項
目

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
基

づ
き

保
安

活
動

が
実

施
さ

れ
て

お
り

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

 
保

安
検

査
実

施
期

間
中

の
日

々
の

運
転

管
理

状
況

に
つ

い
て

、
廃

棄
事

業
者

か
ら

の
聴

取
、

記
録

の
確

認
及

び
施

設
の

巡
視

等
を

行
っ

た
結

果
、

検
査

を
行

っ
た
範
囲

に
お

い
て

は
、

保
安

規
定

違
反

と
な

る
事

項
は

認
め

ら
れ

な
か

っ
た

。
さ

ら
に

、
平

成
２

１
年
６

月
２

４
日

に
発
生

し
た

１
号
埋

設
地
６
－
Ｃ
埋

設
設

備
に

お
い

て
浮

き
上

が
っ

た
廃

棄
体

及
び

平
成

２
１

年
９

月
２
６

日
に

発
生

し
た
損

傷
廃

棄
体

の
保

管
状

況
に

つ
い

て
も

、
巡

視
等

に
よ

り
問

題
な

い
こ

と
を

確
認

し
た

。
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

今
回

の
保

安
検

査
を

総
括

す
る

と
、

選
定

し
た

検
査

項
目

に
係

る
保

安
活

動
は

、
良

好
な

も
の

で
あ

っ
た

と
判

断
す

る
。
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(
1
0
)
 
独

立
行

政
法

人
日

本
原

子
力

研
究

開
発

機
構

 
東

海
研

究
開

発
セ

ン
タ

ー
 
原

子
力

科
学

研
究

所
 
廃

棄
物

埋
設

施
設

 

 
第

1
回

 
第

2
回

 
第

3
回

 
第

4
回

 

検
査

 

実
施

日
 

平
成

２
２

年
５

月
２
６

日
 

平
成

２
２

年
８

月
５

日
 

平
成

２
２

年
１
０

月
２

８
日

 
平

成
２

３
年

２
月

２
日

 

検
査

の
 

概
要

 

原
子
力

保
安

検
査
官

が
、

保
安

規
定

に
基

づ
く

保
安

活
動

の
状

況
に

つ
い

て
、

施
設

の
立
入

り
、

記
録
類

な
ど

の
物
件

の
検

査
、

関
係

者
質

問
に

よ
り

保
安

検
査

を
実

施
し

た
。

（
検

査
項

目
）

 
・
品
質

保
証

活
動

の
実

施
状

況
 

・
埋

設
保

全
区
域

の
管

理
の

状
況

 

原
子
力

保
安

検
査
官

が
、

保
安

規
定

に
基

づ
く

保
安

活
動

の
状

況
に

つ
い

て
、

施
設

の
立
入

り
、

記
録
類

な
ど

の
物
件

の
検

査
、

関
係

者
質

問
に

よ
り

保
安

検
査

を
実

施
し

た
。

（
検

査
項

目
）

 
・

保
安

管
理

体
制

に
係

る
組
織

状
況

及
び
職

務
の
遂

行
状

況
 

・
埋

設
保

全
区
域

の
管

理
の

状
況

 

原
子
力

保
安

検
査
官

が
、

保
安

規
定

に
基

づ
く

保
安

活
動

の
状

況
に

つ
い

て
、

施
設

の
立
入

り
、

記
録
類

な
ど

の
物
件

の
検

査
、

関
係

者
質

問
に

よ
り

保
安

検
査

を
実

施
し

た
。

（
検

査
項

目
）

 
・
品
質

保
証

活
動

の
実

施
状

況
 

・
埋

設
保

全
区
域

の
管

理
の

状
況

 
・

異
常

時
の

措
置

に
係

る
実

施
状

況
 

原
子
力

保
安

検
査
官

が
、

保
安

規
定

に
基

づ
く

保
安

活
動

の
状

況
に

つ
い

て
、

施
設

の
立
入

り
、

記
録
類

な
ど

の
物
件

の
検

査
、

関
係

者
質

問
に

よ
り

保
安

検
査

を
実

施
し

た
。

 
（

検
査

項
目

）
 

・
埋

設
保

全
区
域

の
管

理
の

状
況

 
・

保
安
教
育
訓
練

の
実

施
状

況
 

・
記

録
及

び
報
告

の
実

施
状

況
 

検
査

結
果

 

の
概

要
 

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、「
品
質

保
証

活
動

の
実

施
状

況
」

及
び

「
埋

設
保

全
区

域
の

管
理

の
状

況
」

を
検

査
項

目
と

し
て

検
査

を
実

施
し

た
。

 
検

査
の

結
果

、
今

回
の

検
査

に
係

る
検

査
項

目
に

つ
い

て
は

、
保

安
規

定
に

基
づ

き
各

保
安

活
動

が
実

施
さ

れ
て

お
り

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

ま
た

、
廃

棄
事

業
者

か
ら

の
保

安
管

理
体

制
に

係
る
組
織

状
況

及
び
職

務
の
遂

行
状

況
、

廃
棄

物
埋

設
施

設
の

巡
視

等
の

管
理

状
況

の
聴

取
、

記
録

の
確

認
、

及
び
埋

設
保

全
区
域

の
現
場

確
認

等
を

実
施

し
た

結
果

、
問

題
は

な
く

、
適

切
に

実
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
た

。
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

今
回

の
保

安
検

査
を

総
括

す
る

と
、

選
定

し
た

検
査

項
目

に
係

る
保

安
活

動
は

、
適

切
に

実
施

さ
れ

て
い

た
。

  

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、「
保

安
管

理
体

制
に

係
る
組
織

状
況

及
び
職

務
の
遂

行
状

況
」
、
「
埋

設
保

全
区
域

の
管

理
状

況
」

を
検

査
項

目
と

し
て

検
査

を
実

施
し

た
。

 
検

査
の

結
果

、
今

回
の

検
査

に
係

る
検

査
項

目
に

つ
い

て
は

、
保

安
規

定
に

基
づ

き
各

保
安

活
動

が
実

施
さ

れ
て

お
り

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

ま
た

、
廃

棄
事

業
者

か
ら

の
保

安
管

理
体

制
に

係
る
組
織

状
況

及
び
職

務
の
遂

行
状

況
、

廃
棄

物
埋

設
施

設
の

巡
視

等
の

管
理

状
況

の
聴

取
、

記
録

の
確

認
、

及
び
埋

設
保

全
区
域

の
現
場

確
認

等
を

実
施

し
た

結
果

、
問

題
は

な
く

、
適

切
に

実
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
た

。
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

今
回

の
保

安
検

査
を

総
括

す
る

と
、

選
定

し
た

検
査

項
目

に
係

る
保

安
活

動
は

、
適

切
に

実
施

さ
れ

て
い

た
。

  

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、「
品
質

保
証

活
動

の
実

施
状

況
」
、
「
埋

設
保

全
区
域

の
管

理
の

状
況

」
及

び
「

異
常

時
の

措
置

に
係

る
実

施
状

況
」

を
検

査
項

目
と

し
て

検
査

を
実

施
し

た
。

 
検

査
の

結
果

、
今

回
の

検
査

に
係

る
検

査
項

目
に

つ
い

て
は

、
保

安
規

定
に

基
づ

き
各

保
安

活
動

が
実

施
さ

れ
て

お
り

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

ま
た

、
廃

棄
事

業
者

か
ら

の
保

安
管

理
体

制
に

係
る
組
織

状
況

及
び
職

務
の
遂

行
状

況
、

廃
棄

物
埋

設
施

設
の

巡
視

等
の

管
理

状
況

の
聴

取
、

記
録

の
確

認
、

及
び
埋

設
保

全
区
域

の
現
場

確
認

等
を

実
施

し
た

結
果

、
問

題
は

な
く

、
適

切
に

実
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
た

。
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

今
回

の
保

安
検

査
を

総
括

す
る

と
、

選
定

し
た

検
査

項
目

に
係

る
保

安
活

動
は

良
好

な
も

の
で

あ
っ

た
と

判
断

す
る

。
 

  

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、「
埋

設
保

全
区
域

の
管

理
の

状
況

」
、
「

保
安
教
育
訓
練

の
実

施
状

況
」

及
び

「
記

録
及

び
報
告

の
実

施
状

況
」

を
検

査
項

目
と

し
て

検
査

を
実

施
し

た
。

 
検

査
の

結
果

、
今

回
の

検
査

に
係

る
検

査
項

目
に

つ
い

て
は

、
保

安
規

定
に

基
づ

き
各

保
安

活
動

が
実

施
さ

れ
て

お
り

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

 
ま

た
、

廃
棄

事
業

者
か

ら
の

保
安

管
理

体
制

に
係

る
組
織

状
況

及
び
職

務
の
遂

行
状

況
、

廃
棄

物
埋

設
施

設
の

巡
視

等
の

管
理

状
況

の
聴

取
、

記
録

の
確

認
、

及
び
埋

設
保

全
区
域

の
現
場

確
認

等
を

実
施

し
た

結
果

、
問

題
は

な
く

、
適

切
に

実
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
た

。
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

今
回

の
保

安
検

査
を

総
括

す
る

と
、

選
定

し
た

検
査

項
目

に
係

る
保

安
活

動
は

、
良

好
な

も
の

で
あ

っ
た

と
判

断
す

る
。
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(
1
1
)
 
日

本
原

燃
株

式
会

社
 
再

処
理

事
業

所
 
廃

棄
物

管
理

施
設

 

 
第

1
回

 
第

2
回

 
第

3
回

 
第

4
回

 

検
査

実
施

 

期
間

 
平

成
２

２
年
６

月
２

日
～
６

月
４

日
 

平
成

２
２

年
８

月
２

５
日

～
 
８

月
２

７
日

平
成

２
２

年
１

２
月

１
７

日
～

 

１
２

月
２

１
日

 
平

成
２

３
年

３
月

１
０

日
～

３
月

１
５

日
 

検
査

の
 

概
要

 

原
子
力

保
安

検
査
官

が
、

保
安

規
定

に
基

づ
く

保
安

活
動

の
状

況
に

つ
い

て
、

施
設

の
立
入

り
、

記
録
類

な
ど

の
物
件

の
検

査
、

関
係

者
質

問
に

よ
り

保
安

検
査

を
実

施
し

た
。

（
検

査
項

目
）

 
１

）
返
還

ガ
ラ
ス
固

化
体

の
受
入

れ
の

実
施

状
況

 
２

）
保

安
規

定
違

反
（

保
安
教
育

の
一

部
未

実
施

）
の

改
善

状
況

 
３

）
保

安
規

定
の

変
更

条
項

の
遵

守
状

況
 

４
）

予
防

処
置

の
実

施
状

況
 

原
子
力

保
安

検
査
官

が
、

保
安

規
定

に
基

づ
く

保
安

活
動

の
状

況
に

つ
い

て
、

施
設

の
立
入

り
、

記
録
類

な
ど

の
物
件

の
検

査
、

関
係

者
質

問
に

よ
り

保
安

検
査

を
実

施
し

た
。

（
検

査
項

目
）

 
・

請
負

事
業

者
等

に
よ

る
廃

棄
物

管
理

施
設

の
操

作
の

実
施

体
制

 
・

保
安

規
定

の
変

更
条

項
の

遵
守

状
況

 
・

保
守

管
理

の
実

施
状

況
 

・
保

安
規

定
違

反
の

改
善

状
況

 

原
子
力

保
安

検
査
官

が
、

保
安

規
定

に
基

づ
く

保
安

活
動

の
状

況
に

つ
い

て
、

施
設

の
立
入

り
、

記
録
類

な
ど

の
物
件

の
検

査
、

関
係

者
質

問
に

よ
り

保
安

検
査

を
実

施
し

た
。

（
検

査
項

目
）

 
・

保
安

規
定

の
変

更
条

項
の

遵
守

状
況

 
・

不
適

合
管

理
、

是
正

処
置

及
び

予
防

処
置

の
実

施
状

況
 

原
子
力

保
安

検
査
官

が
、

保
安

規
定

に
基

づ
く

保
安

活
動

の
状

況
に

つ
い

て
、

施
設

の
立
入

り
、

記
録
類

な
ど

の
物
件

の
検

査
、

関
係

者
質

問
に

よ
り

保
安

検
査

を
実

施
し

た
。

 
（

検
査

項
目

）
 

・
非

常
時

等
の

措
置

の
実

施
状

況
 

・
放

射
性

廃
棄

物
管

理
の

実
施

状
況

 

検
査

結
果

 

の
概

要
 

今
回

の
保

安
検

査
で

は
、「
返
還

ガ
ラ
ス
固

化
体

の
受
入

れ
の

実
施

状
況

」
、
「

保
安

規
定

違
反

（
保

安
教
育

の
一

部
未

実
施

）
の

改
善

状
況

」
、
「

保
安

規
定

の
変

更
条

項
の

遵
守

状
況

」
及

び
「

予
防

処
置

の
実

施
状

況
」

を
検

査
項

目
と

し
て

検
査

を
実

施
し

た
。

 
検

査
の

結
果

、
各

検
査

項
目

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

違
反

と
な

る
事

項
は

認
め

ら
れ

ず
、
前

回
の

保
安

検
査

に
お

い
て
指
摘

し
た

保
安

規
定

違
反

に
つ

い
て

も
改

善
が
進
ん

で
い

た
。

 
ま

た
、

保
安

検
査

実
施

期
間

中
の

日
々

の
運

転
管

理
状

況
に

つ
い

て
、

事
業

者
か

ら
聴

取
を

行
う

と
と

も
に

、
記

録
の

確
認

を
行

っ
た

結
果

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

 
以

上
の

こ
と

か
ら

、
今

回
の

保
安

検
査

を
総

括
す

る
と

、
選

定
し

た
検

査
項

目
に

係
る

保
安

活
動

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
従

っ
て

行
わ

れ
た

も
の

と
判
断

す
る

。
 

  

今
回

の
保

安
検

査
で

は
、「

請
負

事
業

者
等

に
よ

る
廃

棄
物

管
理

施
設

の
操

作
の

実
施

体
制

」
、
「

保
安

規
定

の
変

更
条

項
の

遵
守

状
況

」
、
「

保
守

管
理

の
実

施
状

況
」

及
び

「
保

安
規

定
違

反
の

改
善

状
況

」
を

検
査

項
目

と
し

て
検

査
を

実
施

し
た

。
 

検
査

の
結

果
、
各

検
査

項
目

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
基

づ
き

保
安

活
動

が
実

施
さ

れ
て

お
り

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

 
ま

た
、

保
安

検
査

実
施

期
間

中
の

日
々

の
運

転
管

理
状

況
に

つ
い

て
、

事
業

者
か

ら
の

聴
取

、
記

録
の

確
認

及
び

施
設

の
巡

視
等

を
行

っ
た

結
果

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

 
以

上
の

こ
と

か
ら

、
今

回
の

保
安

検
査

を
総

括
す

る
と

、
選

定
し

た
検

査
項

目
に

係
る

保
安

活
動

は
、

良
好

な
も

の
で

あ
っ

た
と

判
断

す
る

。
 

  

今
回

の
保

安
検

査
で

は
、「

保
安

規
定

の
変

更
条

項
の

遵
守

状
況

」
、
「

不
適

合
管

理
、

是
正

処
置

及
び

予
防

処
置

の
実

施
状

況
」

を
検

査
項

目
と

し
て

検
査

を
実

施
し

た
。

 
検

査
の

結
果

、
各

検
査

項
目

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
基

づ
き

保
安

活
動

が
実

施
さ

れ
て

お
り

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

 
ま

た
、

保
安

検
査

実
施

期
間

中
の

日
々

の
運

転
管

理
状

況
に

つ
い

て
、

事
業

者
か

ら
の

聴
取

、
記

録
の

確
認

及
び

施
設

の
巡

視
等

を
行

っ
た

結
果

、
検

査
官

が
確

認
し

た
範
囲

に
お

い
て

は
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

 
以

上
の

こ
と

か
ら

、
今

回
の

保
安

検
査

を
総

括
す

る
と

、
選

定
し

た
検

査
項

目
に

係
る

保
安

活
動

は
良

好
な

も
の

で
あ

っ
た

と
判
断

す
る

。
 

  

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、「
非

常
時

等
の

措
置

の
実

施
状

況
」

及
び

「
放

射
性

廃
棄

物
管

理
の

実
施

状
況

」
を

検
査

項
目

と
し

て
保

安
検

査
を

実
施

し
た

。
 

検
査

の
結

果
、
各

検
査

項
目

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
基

づ
き

保
安

活
動

が
実

施
さ

れ
て

お
り

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

 
保

安
検

査
実

施
期

間
中

の
日

々
の

運
転

管
理

状
況

に
つ

い
て

は
、

廃
棄

事
業

者
か

ら
の

聴
取

、
記

録
の

確
認

及
び

施
設

の
巡

視
等

を
行

っ
た

結
果

、
検

査
を

行
っ

た
範
囲

に
お

い
て

は
、

保
安

規
定

違
反

と
な

る
事

項
は

認
め

ら
れ

な
か

っ
た

。
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

今
回

の
保

安
検

査
を

総
括

す
る

と
、

選
定

し
た

検
査

項
目

に
係

る
保

安
活

動
は

、
良

好
な

も
の

で
あ

っ
た

と
判

断
す

る
。
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(
1
2
)
 
独

立
行

政
法

人
日

本
原

子
力

研
究

開
発

機
構

 
大

洗
研

究
開

発
セ

ン
タ

ー
 
廃

棄
物

管
理

施
設

 

 
第

1
回

 
第

2
回

 
第

3
回

 
第

4
回

 

検
査

実
施

 

期
間

 
平

成
２

２
年
６

月
１

日
～
６

月
３

日
 

平
成

２
２

年
８

月
３

１
日

～
９

月
２

日
 

平
成

２
２

年
１

１
月

１
５

日
～

 

１
１

月
１

９
日

 
平

成
２

３
年

２
月

２
３

日
～

２
月

２
５

日
 

検
査

の
 

概
要

 

原
子
力

保
安

検
査
官

が
、

保
安

規
定

に
基

づ
く

保
安

活
動

の
状

況
に

つ
い

て
、

施
設

の
立
入

り
、

記
録
類

な
ど

の
物
件

の
検

査
、

関
係

者
質

問
に

よ
り

保
安

検
査

を
実

施
し

た
。

（
検

査
項

目
）

 
1
)
 
放

射
性

廃
棄

物
管

理
の
内

、
固

体
廃

棄
物

の
管

理
の

実
施

状
況

 
（
β

・
γ

、
α
固

体
廃

棄
物

の
受
入

か
ら

処
理

、
保

管
・
貯
蔵
ま

で
）

 
2
)
 
保

安
規

定
の

変
更

認
可

に
伴

う
保

安
規

定
の

遵
守

状
況

及
び

関
連
図
書

の
整

備
状

況
 

3
)
 
核
燃
料

物
質

等
の

運
搬

の
実

施
状

況
 

原
子
力

保
安

検
査
官

が
、

保
安

規
定

に
基

づ
く

保
安

活
動

の
状

況
に

つ
い

て
、

施
設

の
立
入

り
、

記
録
類

な
ど

の
物
件

の
検

査
、

関
係

者
質

問
に

よ
り

保
安

検
査

を
実

施
し

た
。

（
検

査
項

目
）

 
・

運
転

管
理

の
実

施
状

況
 

・
外

部
委

託
業

務
に

係
る

保
安

活
動

の
実

施
状

況
 

・
内

部
監

査
の

実
施

状
況

 
・

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

レ
ビ

ュ
ー

の
実

施
状

況
 

原
子
力

保
安

検
査
官

が
、

保
安

規
定

に
基

づ
く

保
安

活
動

の
状

況
に

つ
い

て
、

施
設

の
立
入

り
、

記
録
類

な
ど

の
物
件

の
検

査
、

関
係

者
質

問
に

よ
り

保
安

検
査

を
実

施
し

た
。

（
検

査
項

目
）

 
・

放
射

線
管

理
の

実
施

状
況

 
・

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
管

理
の

実
施

状
況

・
保

安
規

定
改

正
に

係
る

保
安

活
動

の
実

施
状

況
（

平
成

2
2
年

3
月

3
1
日

認
可

分
）

・
安

全
文

化
醸

成
活

動
の

実
施

状
況

 
・

異
常

時
の
通

報
体

制
及

び
非

常
事
態

の
措

置
の

実
施

状
況

 

原
子
力

保
安

検
査
官

が
、

保
安

規
定

に
基

づ
く

保
安

活
動

の
状

況
に

つ
い

て
、

施
設

の
立
入

り
、

記
録
類

な
ど

の
物
件

の
検

査
、

関
係

者
質

問
に

よ
り

保
安

検
査

を
実

施
し

た
。

 
（

検
査

項
目

）
 

・
不

適
合

管
理

に
関

す
る

取
り
組

み
状

況
の

確
認

 
・

他
事

業
者

で
の

不
適

合
の

水
平

展
開

状
況

の
確

認
 

・
廃

棄
物

取
扱
主
任

者
の

業
務

に
関

す
る

確
 

 
認

 
・

委
員

会
等

の
実

施
状

況
の

確
認

 

検
査

結
果

 

の
概

要
 

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、「
放

射
性

廃
棄

物
管

理
の
内

、
固

体
廃

棄
物

の
管

理
の

実
施

状
況

」
、
「

保
安

規
定

の
変

更
認

可
に
伴

う
保

安
規

定
の

遵
守

状
況

及
び

関
連
図
書

の
整

備
状

況
」

及
び

「
核
燃
料

物
質

等
の

運
搬

の
実

施
状

況
」

を
検

査
項

目
と

し
て

検
査

を
実

施
し

た
。

 
検

査
の

結
果

、
今

回
の

検
査

に
係

る
検

査
項

目
に

つ
い

て
は

、
保

安
規

定
に

基
づ

き
各

保
安

活
動

が
実

施
さ

れ
て

お
り

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

ま
た

、
保

安
検

査
実

施
期

間
中

に
お

け
る

日
々

の
廃

棄
物

管
理

施
設

の
管

理
状

況
に

つ
い

て
は

、
廃

棄
物

管
理

事
業

者
か

ら
の

聴
取

、
記

録
の

確
認

及
び

廃
棄

物
管

理
施

設
の

巡
視

を
行

っ
た

結
果

、
問

題
は

な
く

適
切

に
実

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
し

た
。

 
以

上
の

こ
と

か
ら

、
今

回
の

保
安

検
査

を
総

括
す

る
と

、
選

定
し

た
検

査
項

目
に

係
る

保
安

活
動

に
つ

い
て

は
、

適
切

に
実

施
さ

れ
て

い
た

と
判
断

す
る

。
 

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、「
運

転
管

理
の

実
施

状
況

」
、
「

外
部

委
託

業
務

に
係

る
保

安
活

動
の

実
施

状
況

」
、
「
内

部
監

査
の

実
施

状
況

」
及

び
「

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

レ
ビ

ュ
ー

の
実

施
状

況
」

を
検

査
項

目
と

し
て

検
査

を
実

施
し

た
。

 
検

査
の

結
果

、
今

回
の

検
査

に
係

る
検

査
項

目
に

つ
い

て
は

、
保

安
規

定
に

基
づ

き
各

保
安

活
動

が
実

施
さ

れ
て

お
り

、
保

安
規

定
違

反
と

な
る

事
項

は
認

め
ら

れ
な

か
っ

た
。

ま
た

、
保

安
検

査
実

施
期

間
中

の
日

々
の

廃
棄

物
管

理
施

設
の

管
理

状
況

に
つ

い
て

は
、

廃
棄

物
管

理
事

業
者

か
ら

の
聴

取
、

記
録

の
確

認
及

び
廃

棄
物

管
理

施
設

の
巡

視
を

行
っ

た
結

果
、

問
題

は
な

く
適

切
に

実
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
た

。
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

今
回

の
保

安
検

査
を

総
括

す
る

と
、

選
定

し
た

検
査

項
目

に
係

る
保

安
活

動
に

つ
い

て
は

、
適

切
に

実
施

さ
れ

て
い

た
と

判
断

す
る

。
 

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、「
放

射
線

管
理

の
実

施
状

況
」
、
「

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
管

理
の

実
施

状
況

」
、
「

保
安

規
定

改
正

に
係

る
保

安
活

動
の

実
施

状
況

（
平

成
2
2
年

3
月

3
1
日

認
可

分
）
」
、
「

安
全
文

化
醸

成
活

動
の

実
施

状
況

」
及

び
「

異
常

時
の
通

報
体

制
及

び
非

常
事
態

の
措

置
の

実
施

状
況

」
を

検
査

項
目

と
し

て
検

査
を

実
施

し
た

。
 

検
査

の
結

果
、

今
回

の
検

査
に

係
る

検
査

項
目

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
基

づ
き

各
保

安
活

動
が

実
施

さ
れ

て
お

り
、

保
安

規
定

違
反

と
な

る
事

項
は

認
め

ら
れ

な
か

っ
た

。
な

お
、「

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
管

理
の

実
施

状
況

」
に

つ
い

て
は

、
平

成
２

２
年

１
０

月
１

２
日

に
事

業
者

か
ら

報
告

の
あ

っ
た

、
保

安
規

定
の

管
理

値
を
超
え

て
い

た
１

２
体

の
α
固

体
廃

棄
物

Ｂ
の

放
射
能
濃
度

に
つ

い
て

管
理

値
以
下

と
す

る
措

置
が

適
切

に
行
わ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
し

た
。

 
ま

た
、

保
安

検
査

実
施

期
間

中
の

日
々

の
廃

棄
物

管
理

施
設

の
管

理
状

況
に

つ
い

て
は

、
廃

棄
物

管
理

事
業

者
か

ら
の

聴
取

、
記

録
の

確
認

及
び

廃
棄

物
管

理
施

設
の

巡
視

を
行

っ
た

結
果

、
検

査
官

が
確

認
し

た
範
囲

に
お

い
て

は
問

題
は

な
く

適
切

に
実

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
し

た
。

 
以

上
の

こ
と

か
ら

、
今

回
の

保
安

検
査

を
総

括
す

る
と

、
選

定
し

た
検

査
項

目
に

係
る

保
安

活
動

は
良

好
な

も
の

で
あ

っ
た

と
判
断

す
る

。
 

今
回

の
保

安
検

査
に

お
い

て
は

、「
不

適
合

管
理

に
関

す
る

取
り
組

み
状

況
の

確
認

」「
他

事
業

者
で

の
不

適
合

の
水

平
展

開
状

況
の

確
認

」「
廃

棄
物

取
扱
主
任

者
の

業
務

に
関

す
る

確
認

」
及

び
「

委
員

会
等

の
実

施
状

況
の

確
認

」
を

検
査

項
目

と
し

て
検

査
を

実
施

し
た

。
 

な
お

、
昨

年
１
０

月
１

２
日

に
α
固

体
貯

蔵
施

設
に

お
い

て
、

不
適

切
な

廃
棄

物
の

管
理

が
確

認
さ

れ
た

こ
と

か
ら

、「
不

適
合

管
理

に
関

す
る

取
り
組

み
状

況
の

確
認

」
で
対
策

の
経

過
状

況
を

確
認

し
た

。
 

検
査

の
結

果
、

今
回

の
検

査
に

係
る

検
査

項
目

に
つ

い
て

は
、

保
安

規
定

に
基

づ
き

各
保

安
活

動
が

実
施

さ
れ

て
お

り
、

検
査

し
た

範
囲

で
は

保
安

規
定

違
反

と
な

る
事

項
は

認
め

ら
れ

な
か

っ
た

。
 

な
お

、
保

安
検

査
実

施
期

間
中

の
日

々
の

廃
棄

物
管

理
施

設
の

管
理

状
況

に
つ

い
て

は
、

廃
棄

物
管

理
事

業
者

か
ら

の
聴

取
、

記
録

の
確

認
及

び
廃

棄
物

管
理

施
設

の
巡

視
を

行
っ

た
結

果
、

問
題

は
な

く
適

切
に

実
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
た

。
 

以
上

の
こ

と
か

ら
、

今
回

の
保

安
検

査
を

総
括

す
る

と
、

選
定

し
た

検
査

項
目

に
お

け
る

保
安

活
動

は
、

良
好

な
も

の
で

あ
っ

た
と

判
断

す
る

。
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ⅩⅢ 加工、貯蔵、再処理及び廃棄施設の 

設計・工事の方法の認可 

及び検査の状況 



 



ⅩⅢ－1 加工、貯蔵、再処理及び廃棄施設の設計・工事の方法の認可

及び検査の状況 

 

加工、貯蔵、再処理及び廃棄施設の設計・工事の方法については、原子炉等

規制法に従い、経済産業大臣の認可を受け、工事及び性能について経済産業大

臣の検査を受ける。 

平成２２年度に実施した設計及び工事の方法の認可の件数は、加工施設５事

業所・再処理施設２事業所・廃棄施設１事業所及び貯蔵施設１事業所の３１件

で、検査は平成２３年３月３１日までに完了した使用前検査１５件であった。 
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Ⅹ
Ⅲ

－
２

 
設

計
及

び
工

事
の

方
法

の
認

可
 

 (
1
)
 
日

本
原

燃
株

式
会

社
 
再

処
理

事
業

所
 

1
.
認

可
申

請
日

 
平

成
2
2
年

5
月

2
8
日

 

2
.
認

可
日

 
平

成
2
2
年

6
月

3
日

 

3
.
認

可
の

概
要

 

 

①
内

容
 

･
ガ

ラ
ス

回
収

治
具

の
個

数
の

増
加

。
 

②
判

断
基

準
 

･「
再

処
理

施
設

の
設

計
及

び
工

事
の

方
法

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」

(
昭

和
6
2
年

総
理

府

令
第

1
2
号

）
第

4
条

（
火

災
等

に
よ

る
損

傷
の

防
止

）
、

第
5
条

（
耐

震
性

）
等

に
適

合
す

る

こ
と

。
 

･
「

関
連

す
る

許
認

可
事

項
」

に
掲

げ
る

許
認

可

を
受

け
た

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と

。
 

4
.
結

果
 

事
業

の
指

定
を

受
け

て
お

り
、

技
術

上
の

基

準
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

た
の

で
、

認
可

し
た

。
 

5
.
関

連
す

る
 

許
認

可
事

項
 

平
成

4
年

1
2
月

2
4
日

付
け

を
も

っ
て

指
定

し

た
再

処
理

の
事

業
 

6
.
認
可
に
あ
た
っ
て

の
特
記
事
項
 

な
し

 

   

   (
2
)
 
日

本
原

燃
株

式
会

社
 
再

処
理

事
業

所
 

1
.
認

可
申

請
日

 
平

成
2
2
年

4
月

2
3
日

 

（
平

成
2
2
年

7
月

2
日

一
部

補
正

）
 

2
.
認

可
日

 
平

成
2
2
年

7
月

2
6
日

 

3
.
認

可
の

概
要

 

  

①
内

容
 

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

表
示

部
及

び
ダ

ス
ト

モ
ニ

タ
表

示
部

の
更

新
 

・
再

処
理

施
設

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
の

移
設

等
 

②
判

断
基

準
 

・
「

再
処

理
施

設
の

設
計

及
び

工
事

の
方

法
の

技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」
（

昭
和

6
2
年

総
理

府

令
第

1
2
号

）
第

4
条

（
火

災
等

に
よ

る
損

傷
の

防
止

）
、

第
5
条

（
耐

震
性

）
等

に
適

合
す

る

こ
と

。
 

・
「

関
連

す
る

許
認

可
事

項
」

に
掲

げ
る

許
認

可

を
受

け
た

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と

。
 

4
.
結

果
 

事
業

の
指

定
を

受
け

て
お

り
、

技
術

上
の

基

準
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

た
の

で
、

認
可

し
た

。
 

5
.
関

連
す

る
 

許
認

可
事

項
 

平
成

4
年

1
2
月

2
4
日

付
け

を
も

っ
て

指
定

し
た

再
処

理
の

事
業

 

6
.
認
可
に
あ
た
っ
て

の
特
記
事
項
 

な
し
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 (
3
)
 
日

本
原

燃
株

式
会

社
 
再

処
理

事
業

所
 

1
.
認

可
申

請
日

 
平

成
2
2
年

4
月

2
3
日

 

（
平

成
2
2
年

7
月

2
日

一
部

補
正

）
 

2
.
認

可
日

 
平

成
2
2
年

7
月

2
6
日

 

3
.
認

可
の

概
要

 

 

①
内

容
 

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

表
示

部
及

び
ダ

ス
ト

モ
ニ

タ
表

示
部

の
更

新
 

・
再

処
理

施
設

緊
急

時
対

策
所

の
機

能
の

移
設

等
 

②
判

断
基

準
 

・
「

再
処

理
施

設
の

設
計

及
び

工
事

の
方

法
の

技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」（

昭
和

6
2
年

総
理

府

令
第

1
2
号

）
第

4
条

（
火

災
等

に
よ

る
損

傷
の

防
止

）
、

第
5
条

（
耐

震
性

）
等

に
適

合
す

る

こ
と

。
 

・
「

関
連

す
る

許
認

可
事

項
」

に
掲

げ
る

許
認

可

を
受

け
た

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と

。
 

4
.
結

果
 

事
業

の
指

定
を

受
け

て
お

り
、

技
術

上
の

基

準
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

た
の

で
、

認
可

し
た

。
 

5
.
関

連
す

る
 

許
認

可
事

項
 

平
成

4
年

1
2
月

2
4
日

付
け

を
も

っ
て

指
定

し

た
再

処
理

の
事

業
 

6
.
認
可
に
あ
た
っ
て

の
特
記
事
項
 

な
し

 

     

 (
4
)
日

本
原

燃
株

式
会

社
 
再

処
理

事
業

所
 

1
.
認

可
申

請
日

 
平

成
2
2
年

7
月

2
8
日

 

（
平

成
2
2
年

9
月

1
5
日

、
一

部
補

正
）

 

2
.
認

可
日

 
平

成
2
2
年

9
月

3
0
日

 

3
.
認

可
の

概
要

 

 

①
内

容
 

・
安

全
上

重
要

な
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

が
作

動
し

た
場

合
に

、
よ

り
容

易
に

認
識

で
き

る
よ

う

に
、

安
全

系
の

監
視

パ
ネ

ル
に

警
報

を
追

加
 

・
ガ

ラ
ス

溶
融

炉
に

温
度

計
を

追
加

 
等

 

②
判

断
基

準
 

・
「

再
処

理
施

設
の

設
計

及
び

工
事

の
方

法
の

技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」（

昭
和

6
2
年

総
理

府

令
第

1
2
号

）
第

4
条

（
火

災
等

に
よ

る
損

傷
の

防
止

）
、

第
5
条

（
耐

震
性

）
等

に
適

合
す

る

こ
と

。
 

・
「

関
連

す
る

許
認

可
事

項
」

に
掲

げ
る

許
認

可

を
受

け
た

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と

。
 

4
.
結

果
 

事
業

の
指

定
を

受
け

て
お

り
、

技
術

上
の

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た

の
で

、
認

可
し

た
。

 

5
.
関

連
す

る
 

許
認

可
事

項
 

平
成

4
年

1
2
月

2
4
日

付
け

を
も

っ
て

指
定

し
た

再
処

理
の

事
業

 

6
.
認
可
に
あ
た
っ
て

の
特
記
事
項
 

な
し
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 (
5
)
日

本
原

燃
株

式
会

社
 
再

処
理

事
業

所
 

1
.
認

可
申

請
日

 
平

成
2
3
年

2
月

1
5
日

 

（
一

部
補

正
：

平
成

2
3
年

2
月

2
2
日

、
 

平
成

2
3
年

3
月

4
日

）
 

2
.
認

可
日

 
平

成
2
3
年

3
月

1
1
日

 

3
.
認

可
の

概
要

 

 

①
認

可
の

内
容

 

・
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

内
へ

の
低

レ
ベ

ル
固

体
廃

棄
物

の
貯

蔵
室

の
設

置
 

・
再

処
理

施
設

本
体

と
し

て
申

請
さ

れ
て

い
る

低
レ

ベ
ル

廃
棄

物
貯

蔵
建

屋
の

一
部

を
、

使

用
済

燃
料

の
受

入
れ

及
び

貯
蔵

に
係

る
施

設

に
変

更
 
等

 

②
判

断
基

準
 

・
再

処
理

施
設

の
設

計
及

び
工

事
の

方
法

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
（

昭
和

6
2
年

総
理

府

令
第

1
2
号

）
第

5
条

（
耐

震
性

）
、

第
8
条

（
し

ゃ
へ

い
）

等
に

適
合

す
る

こ
と

。
 

・
「

関
連

す
る

許
認

可
事

項
」

に
掲

げ
る

許
認

可

を
受

け
た

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と

。
 

4
.
審

査
の

結
果

 
事

業
の

許
可

を
受

け
て

お
り

、
技

術
上

の
基

準
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

た
の

で
、

認
可

し
た

。
 

5
.
関

連
す

る
 

許
認

可
事

項
 

平
成

4
年

1
2
月

2
4
日

付
け

を
も

っ
て

指
定

し
た

再
処

理
事

業
 

6
.
認

可
に

あ
た

っ
て

の
特
記
事
項
 

な
し

 

 

 (
6
)
日

本
原

燃
株

式
会

社
 
再

処
理

事
業

所
 

1
.
認

可
申

請
日

 
平

成
2
2
年

1
1
月

3
0
日

 

（
一

部
補

正
：

平
成

2
3
年

1
月

1
3
日

、
 

平
成

2
3
年

1
月

1
7
日

）
 

2
.
認

可
日

 
平

成
2
3
年

1
月

1
8
日

 

3
.
認

可
の

概
要

 

 

①
認

可
の

内
容

 
・

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

缶
Ａ

の
温

度
計

保
護

管
へ

一
般

圧
縮

空
気

を
供

給
す

る
た

め
の

設
備

を
追

加
 

②
判

断
基

準
 

・
再

処
理

施
設

の
設

計
及

び
工

事
の

方
法

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
（

昭
和

6
2
年

総
理

府
令

第
1
2
号

）
第

5
条

（
耐

震
性

）
、

第
7
条

（
閉

じ
込

め
の

機
能

）
等

に
適

合
す

る
こ

と
。

 
・
「

関
連

す
る

許
認

可
事

項
」

に
掲

げ
る

許
認

可
を

受
け

た
と

こ
ろ

に
よ

る
こ

と
。

 

4
.
審

査
の

結
果

 
事

業
の

許
可

を
受

け
て

お
り

、
技

術
上

の
基

準
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

た
の

で
、

認
可

し
た

。
 

5
.
関

連
す

る
 

許
認

可
事

項
 

平
成

4
年

1
2
月

2
4
日

付
け

を
も

っ
て

指
定

し
た

再
処

理
事

業
 

6
.
認

可
に

あ
た

っ
て

の
特
記
事
項
 

当
院

は
、
平

成
2
2
年

8
月

2
日

、
日

本
原

燃
㈱

か
ら

、

再
処

理
施

設
分

離
建

屋
高

レ
ベ

ル
廃

液
濃

縮
缶

温
度

計

保
護

管
へ

の
微

量
な

高
レ

ベ
ル

廃
液

の
漏

え
い

に
つ

い

て
、

原
子

炉
等

規
制

法
に

基
づ

き
報

告
を

受
け

た
。

 

日
本

原
燃

㈱
は

、
そ

の
原

因
は

高
レ

ベ
ル

廃
液

濃
縮

缶

の
下

部
に

お
い

て
、
析

出
物

が
堆

積
し

て
温

度
が

上
昇

し

た
こ

と
に

よ
り

、
温

度
計

保
護

管
先

端
部

に
損

傷
が

発
生

し
た

た
め

と
推

定
し

た
。

 

本
件

は
、
当

該
事

象
へ

の
対

策
と

し
て

損
傷

し
た

温
度

計
保

護
管

内
に

圧
縮

空
気

を
供

給
す

る
こ

と
で

温
度

計

保
護

管
内

へ
の

廃
液

の
浸

入
を

防
止

す
る

こ
と

と
し

た

も
の

。
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 (
7
)
日

本
原

燃
株

式
会

社
 
再

処
理

事
業

所
 

1
.
認

可
申

請
日

 
平

成
2
3
年

2
月

1
5
日

 

（
一

部
補

正
：

平
成

2
3
年

3
月

4
日

）
 

2
.
認

可
日

 
平

成
2
3
年

3
月

1
1
日

 

3
.
認

可
の

概
要

 

 

①
認

可
の

内
容

 

・
再

処
理

施
設

本
体

と
し

て
申

請
さ

れ
て

い
る

低
レ

ベ
ル

廃
棄

物
貯

蔵
建

屋
の

一
部

を
、

使

用
済

燃
料

の
受

入
れ

及
び

貯
蔵

に
係

る
施

設

に
変

更
 

②
判

断
基

準
 

・
再

処
理

施
設

の
設

計
及

び
工

事
の

方
法

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
（

昭
和

6
2
年

総
理

府

令
第

1
2
号

）
第

4
条

（
火

災
等

に
よ

る
損

傷
の

防
止

）
、

第
5
条

（
耐

震
性

）
等

に
適

合
す

る

こ
と

。
 

・
「

関
連

す
る

許
認

可
事

項
」

に
掲

げ
る

許
認

可

を
受

け
た

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と

。
 

4
.
審

査
の

結
果

 
事

業
の

許
可

を
受

け
て

お
り

、
技

術
上

の
基

準
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

た
の

で
、

認
可

し
た

。
 

5
.
関

連
す

る
 

許
認

可
事

項
 

平
成

4
年

1
2
月

2
4
日

付
け

を
も

っ
て

指
定

し

た
再

処
理

事
業

 

6
.
認

可
に

あ
た

っ
て

の
特
記
事
項
 

な
し

 

 

 

 (
8
)
日

本
原

燃
株

式
会

社
 
再

処
理

事
業

所
 

1
.
認

可
申

請
日

 
平

成
2
2
年

5
月

2
1
日

 

（
平

成
2
2
年

9
月

3
0
日

一
部

補
正

）
 

2
.
認

可
日

 
平

成
2
2
年

1
0
月

2
2
日

 

3
.
認

可
の

概
要

 

 

①
認

可
の

内
容

 
・

燃
料

加
工

建
屋

、
貯

蔵
容

器
搬

送
用

洞
道

 
・

粉
末

調
整

工
程

の
一

次
混

合
設

備
 

・
粉

末
一

時
保

管
設

備
、

ペ
レ

ッ
ト

一
時

保
管

設
備

、
ス

ク
ラ

ッ
プ

貯
蔵

設
備

及
び

製
品

ペ
レ

ッ
ト

貯
蔵

設
備

 
等

 
②

判
断

基
準

 
･「

加
工

施
設

の
設

計
及

び
工

事
の

方
法

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
（

昭
和

6
2
年

総
理

府
令

第
1
0
号

）
」

第
3
条

（
核

燃
料

物
質

の
臨
界

防
止

）
、
第

4
条
（

火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
）
、

第
5
条
（

耐
震

性
）
、
第

6
条
（
材

料
及

び
構
造

）
、

第
7
条

（
閉

じ
込

め
の

機
能

）
、

第
8
条

（
し

ゃ
へ

い
）
、

第
1
0
条

（
核

燃
料

物
質

等
に

よ
る
汚

染
の

防
止

）
、

第
1
1
条

（
安

全
上

重
要

な
施

設
）
、

第
1
2
条

（
搬

送
設

備
）
、

第
1
3
条

（
警

報
設

備
等

）
、

第
1
4
条

（
廃

棄
施

設
）

及
び

第
1
5
条

（
放
射
線

管
理

施
設

）
に

適
合

す
る

こ
と

。
 

･
「

関
連

す
る

許
認

可
事

項
」

に
掲

げ
る

許
認

可
を

受
け

た
と

こ
ろ

に
よ

る
こ

と
。

 

4
.
審

査
の

結
果

 
事

業
の

許
可

を
受

け
て

お
り

、
技

術
上

の
基

準
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

た
の

で
、

認
可

し
た

。
 

5
.
関

連
す

る
 

許
認

可
事

項
 

平
成

2
2
年

5
月

1
3
日

付
け

を
も

っ
て

許
可

し
た

加
工

の
事

業
 

6
.
認

可
に

あ
た

っ
て

の
特
記
事
項
 

な
し
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 (
9
)
 
日

本
原

燃
株

式
会

社
 
濃

縮
･
埋

設
事

業
所

 

1
.
認

可
申

請
日

 
平

成
2
2
年

3
月

1
日

 

2
.
認

可
日

 
平

成
2
2
年

4
月

8
日

 

3
.
認

可
の

概
要

 

 

①
認

可
の

内
容

 

・
新
型
遠
心

機
へ

の
更

新
（

新
型
遠
心

機
本

体
）

・
旧
カ

ス
ケ

ー
ド

設
備

の
一

部
撤
去

 

②
判

断
基

準
 

・
「

加
工

施
設

の
設

計
及

び
工

事
の

方
法

の
技

術

基
準

に
関

す
る

規
則

（
昭

和
6
2
年

総
理

府
令

第
1
0
号

）
」

第
3
条

（
核

燃
料

物
質

の
臨
界

防

止
）
、

第
5
条

（
耐

震
性

）
、

第
6
条

（
材

料
及

び
構
造

）
、

第
7
条

（
閉

じ
込

め
の

機
能

）
、

第

8
条

（
し

ゃ
へ

い
）

及
び

第
1
4
条

(
廃

棄
施

設
)

に
適

合
す

る
こ

と
。

 

･
「

関
連

す
る

許
認

可
事

項
」

に
掲

げ
る

許
認

可

を
受

け
た

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と

。
 

4
.
審

査
の

結
果

 
事

業
の

許
可

を
受

け
て

お
り

、
技

術
上

の
基

準
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

た
の

で
、

認
可

し
た

。
 

5
.
関

連
す

る
 

許
認

可
事

項
 

平
成

2
2
年

1
月

2
1
日

付
け

を
も

っ
て

変
更

許

可
し

た
加

工
の

事
業

 

6
.
認

可
に

あ
た

っ
て

の
特
記
事
項
 

な
し

 

 

     

 (
1
0
)
 
日

本
原

燃
株

式
会

社
 
濃

縮
･
埋

設
事

業
所

 

1
.
認

可
申

請
日

 
平

成
2
2
年

3
月

3
0
日

 

2
.
認

可
日

 
平

成
2
2
年

6
月

4
日

 

3
.
認

可
の

概
要

 

 

①
認

可
の

内
容

 

・
使

用
済
遠
心

機
保

管
建

屋
の

設
置

。
 

・
上

記
建

屋
に

、
使

用
済
遠
心

機
保

管
エ

リ
ア

及
び

保
管

廃
棄
区
画

を
設

置
。

 

・
上

記
建

屋
に

、
消

火
設

備
及

び
自

動
火

災
報

知
設

備
を

設
置

。
 

②
判

断
基

準
 

・
「

加
工

施
設

の
設

計
及

び
工

事
の

方
法

の
技

術

基
準

に
関

す
る

規
則

（
昭

和
6
2
年

総
理

府
令

第
1
0
号

）
」

第
3
条

（
核

燃
料

物
質

の
臨
界

防

止
）
、
第

4
条
（

火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
）
、

第
5
条

（
耐

震
性

）
及

び
第

8
条

（
し

ゃ
へ

い
）

に
適

合
す

る
こ

と
。

 

・
「

関
連

す
る

許
認

可
事

項
」

に
掲

げ
る

許
認

可

を
受

け
た

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と

。
 

4
.
審

査
の

結
果

 
事

業
の

許
可

を
受

け
て

お
り

、
技

術
上

の
基

準
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

た
の

で
、

認
可

し
た

。
 

5
.
関

連
す

る
 

許
認

可
事

項
 

平
成

2
2
年

1
月

2
1
日

付
け

を
も

っ
て

変
更

許

可
し

た
加

工
の

事
業

 

6
.
認

可
に

あ
た

っ
て

の
特
記
事
項
 

な
し
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 (
1
1
)
 
日

本
原

燃
株

式
会

社
 
濃

縮
･
埋

設
事

業
所

 

1
.
認

可
申

請
日

 
平

成
2
2
年

4
月

2
8
日

 

2
.
認

可
日

 
平

成
2
2
年

6
月

2
8
日

 

3
.
認

可
の

概
要

 

 

①
認

可
の

内
容

 

・
新
型
遠
心

機
へ

の
更

新
（
セ

ッ
ト
組
立

て
）

②
判

断
基

準
 

・
「

加
工

施
設

の
設

計
及

び
工

事
の

方
法

の
技

術

基
準

に
関

す
る

規
則

（
昭

和
6
2
年

総
理

府
令

第
1
0
号

）
」

第
5
条

（
耐

震
性

）
、

第
6
条

（
材

料
及

び
構
造

）
及

び
第

8
条

（
し

ゃ
へ

い
）

に

適
合

す
る

こ
と

。
 

･
「

関
連

す
る

許
認

可
事

項
」

に
掲

げ
る

許
認

可

を
受

け
た

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と

。
 

4
.
審

査
の

結
果

 
事

業
の

許
可

を
受

け
て

お
り

、
技

術
上

の
基

準
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

た
の

で
、

認
可

し
た

。
 

5
.
関

連
す

る
 

許
認

可
事

項
 

平
成

2
2
年

1
月

2
1
日

付
け

を
も

っ
て

変
更

許
可

し
た

加
工

の
事

業
 

6
.
認

可
に

あ
た

っ
て

の
特
記
事
項
 

な
し

 

 

   

 (
1
2
)
 
日

本
原

燃
株

式
会

社
 
濃

縮
･
埋

設
事

業
所

 

1
.
認

可
申

請
日

 
平

成
2
2
年

6
月

2
8
日

 

（
平

成
2
2
年

7
月

2
6
日

一
部

補
正

）
 

2
.
認

可
日

 
平

成
2
2
年

8
月

1
2
日

 

3
.
認

可
の

概
要

 

 

①
認

可
の

内
容

 

・
付
着
ウ

ラ
ン

回
収

設
備

と
２
Ｃ
カ

ス
ケ

ー
ド

の
接
続

 
等

 

②
判

断
基

準
 

・
「

加
工

施
設

の
設

計
及

び
工

事
の

方
法

の
技

術

基
準

に
関

す
る

規
則

（
昭

和
6
2
年

総
理

府
令

第
1
0
号

）
」

第
3
条

（
核

燃
料

物
質

の
臨
界

防

止
）
、

第
5
条

（
耐

震
性

）
、

第
6
条

（
材

料
及

び
構
造

）
第

7
条

（
閉

じ
込

め
の

機
能

）
及

び

第
8
条

（
し

ゃ
へ

い
）

に
適

合
す

る
こ

と
。

 

・
「

関
連

す
る

許
認

可
事

項
」

に
掲

げ
る

許
認

可
 

を
受

け
た

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と

。
 

4
.
審

査
の

結
果

 
事

業
の

許
可

を
受

け
て

お
り

、
技

術
上

の
基

準
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

た
の

で
、

認
可

し
た

。
 

5
.
関

連
す

る
 

許
認

可
事

項
 

平
成

2
2
年

1
月

2
1
日

付
け

を
も

っ
て

変
更

許

可
し

た
加

工
の

事
業

 

6
.
認

可
に

あ
た

っ
て

の
特
記
事
項
 

な
し
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 (
1
3
)
 
日

本
原

燃
株

式
会

社
 
濃

縮
･
埋

設
事

業
所

 

1
.
認

可
申

請
日

 
平

成
2
2
年

7
月

2
3
日

 

2
.
認

可
日

 
平

成
2
2
年

8
月

1
2
日

 

3
.
認

可
の

概
要

 

 

①
認

可
の

内
容

 

・
非
常

用
電
源

設
備
無
停
電
電
源
装

置
の

変
更

（
Ａ
－
２
，
Ｂ
－
２

）
 

②
判

断
基

準
 

・
「

加
工

施
設

の
設

計
及

び
工

事
の

方
法

の
技

術

基
準

に
関

す
る

規
則

（
昭

和
6
2
年

総
理

府
令

第
1
0
号

）
」

第
4
条

（
火

災
等

に
よ

る
損

傷
の

防
止

）
、
第

5
条
（

耐
震

性
）
及

び
第

1
6
条
（
非

常
用
電
源

設
備

）
に

適
合

す
る

こ
と

。
 

・
「

関
連

す
る

許
認

可
事

項
」

に
掲

げ
る

許
認

可

を
受

け
た

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と

。
 

4
.
審

査
の

結
果

 
事

業
の

許
可

を
受

け
て

お
り

、
技

術
上

の
基

準
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

た
の

で
、

認
可

し
た

。
 

5
.
関

連
す

る
 

許
認

可
事

項
 

平
成

2
2
年

1
月

2
1
日

付
け

を
も

っ
て

変
更

許

可
し

た
加

工
の

事
業

 

6
.
認

可
に

あ
た

っ
て

の
特
記
事
項
 

な
し

 

      

 (
1
4
)
 
日

本
原

燃
株

式
会

社
 
濃

縮
･
埋

設
事

業
所

 

1
.
認

可
申

請
日

 
平

成
2
2
年

8
月

2
5
日

 

2
.
認

可
日

 
平

成
2
2
年

9
月

1
5
日

 

3
.
認

可
の

概
要

 

 

①
認

可
の

内
容

 

・
非
常

用
電
源

設
備
無
停
電
電
源
装

置
の

変
更

（
Ａ
－
１
，
Ｂ
－
１

）
 

②
判

断
基

準
 

・
「

加
工

施
設

の
設

計
及

び
工

事
の

方
法

の
技

術

基
準

に
関

す
る

規
則

（
昭

和
6
2
年

総
理

府
令

第
1
0
号

）
」

第
4
条

（
火

災
等

に
よ

る
損

傷
の

防
止

）
、
第

5
条
（

耐
震

性
）
及

び
第

1
6
条
（
非

常
用
電
源

設
備

）
に

適
合

す
る

こ
と

。
 

・
「

関
連

す
る

許
認

可
事

項
」

に
掲

げ
る

許
認

可

を
受

け
た

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と

。
 

4
.
審

査
の

結
果

 
事

業
の

許
可

を
受

け
て

お
り

、
技

術
上

の
基

準
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

た
の

で
、

認
可

し
た

。
 

5
.
関

連
す

る
 

許
認

可
事

項
 

平
成

2
2
年

1
月

2
1
日

付
け

を
も

っ
て

変
更

許

可
し

た
加

工
の

事
業

 

6
.
認

可
に

あ
た

っ
て

の
特
記
事
項
 

な
し
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 (
1
5
)
 
日

本
原

燃
株

式
会

社
 
濃

縮
･
埋

設
事

業
所

 

1
.
認

可
申

請
日

 
平

成
2
2
年

1
0
月

1
5
日

 

（
平

成
2
2
年

1
1
月

9
日

一
部

補
正

）
 

2
.
認

可
日

 
平

成
2
2
年

1
1
月

1
7
日

 

3
.
認

可
の

概
要

 

 

①
認

可
の

内
容

 

・
新
型
遠
心

機
及

び
主

要
配

管
の

設
置

 

・
臨
界

警
報
装

置
の

設
置

 

・
消

火
設

備
、
自

動
火

災
報
知

設
備

の
変

更
 
等

②
判

断
基

準
 

・
「

加
工

施
設

の
設

計
及

び
工

事
の

方
法

の
技

術

基
準

に
関

す
る

規
則
（

昭
和

6
2
年

総
理

府
令

第
1
0
号

）
」

第
3
条

（
核

燃
料

物
質

の
臨
界

防
止

）
、

第
4
条

（
火

災
等

に
よ

る
損

傷
の

防

止
）
、

第
5
条

（
耐

震
性

）
、

第
6
条

（
材

料

及
び
構
造

）
、

第
7
条

（
閉

じ
込

め
の

機
能

）

及
び

第
8

条
（

し
ゃ

へ
い

）
に

適
合

す
る

こ

と
。

 

・
「

関
連

す
る

許
認

可
事

項
」

に
掲

げ
る

許
認

可

を
受

け
た

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と

。
 

4
.
審

査
の

結
果

 
事

業
の

許
可

を
受

け
て

お
り

、
技

術
上

の
基

準
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

た
の

で
、

認
可

し
た

。
 

5
.
関

連
す

る
 

許
認

可
事

項
 

 

平
成

2
2
年

1
月

2
1
日

付
け

を
も

っ
て

変
更

許
可

し
た

加
工

の
事

業
 

6
.
認

可
に

あ
た

っ
て

の
特
記
事
項
 

な
し

 

  

 (
1
6
)
 
日

本
原

燃
株

式
会

社
 
濃

縮
･
埋

設
事

業
所

 

1
.
変

更
認

可
申

請

日
 

平
成

2
2
年

1
0
月

2
6
日

 

2
.
変

更
認

可
日

 
平

成
2
2
年

1
1
月

2
2
日

 

3
.
変

更
認

可
の

概

要
  

①
変

更
認

可
の

内
容

 

・
２

Ａ
廃

品
コ

ー
ル
ド

ト
ラ

ッ
プ
３

基
の

設
置

場
所

の
変

更
 

②
判

断
基

準
 

・
「

加
工

施
設

の
設

計
及

び
工

事
の

方
法

の
技

術

基
準

に
関

す
る

規
則

（
昭

和
6
2
年

総
理

府
令

第
1
0
号

）
」

第
3
条

（
核

燃
料

物
質

の
臨
界

防
止

）
、

第
5
条

（
耐

震
性

）
、

第
6
条

（
材

料
及

び
構
造

）
、

第
8
条

（
し

ゃ
へ

い
）

及
び

第
1
3
条
（

警
報

設
備

等
）
に

適
合

す
る

こ
と

。
 

・
「

関
連

す
る

許
認

可
事

項
」

に
掲

げ
る

許
認

可

を
受

け
た

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と

。
 

4
.
審

査
の

結
果

 
事

業
の

許
可

を
受

け
て

お
り

、
技

術
上

の
基

準
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

た
の

で
、

認
可

し
た

。
 

5
.
関

連
す

る
 

許
認

可
 

平
成

5
年

7
月

1
2
日

付
け

を
も

っ
て

変
更

許

可
し

た
加

工
の

事
業

、
平

成
1
8
年

7
月

1
1
日

付
け

を
も

っ
て

認
可

し
た

設
計

及
び

工
事

の
方

法
 

6
.
変
更
認
可
に
あ
た

っ
て
の
特
記
事
項

な
し

 

 

357



  (
1
7
)
 
日

本
原

燃
株

式
会

社
 
濃

縮
･
埋

設
事

業
所

 

1
.
認

可
申

請
日

 
平

成
2
2
年

1
2
月

7
日

 

2
.
認

可
日

 
平

成
2
3
年

1
月

7
日

 

3
.
認

可
の

概
要

 

 

①
認

可
の

内
容

 

・
輸

送
容

器
と

し
て

の
シ

リ
ン

ダ
１
８

本
を

核

燃
料

貯
蔵

施
設

の
貯

蔵
設

備
と

す
る

。
 

②
判

断
基

準
 

・
加

工
施

設
の

設
計

及
び

工
事

の
方

法
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則
（

昭
和

6
2
年

総
理

府
令

第
1
0
号

）
第

3
条

（
核

燃
料

物
質

の
臨
界

防

止
）
、

第
6
条

（
材

料
及

び
構
造

）
に

適
合

す

る
こ

と
。

 

・
「

関
連

す
る

許
認

可
事

項
」

に
掲

げ
る

許
認

可

を
受

け
た

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と

。
 

4
.
審

査
の

結
果

 
事

業
の

許
可

を
受

け
て

お
り

、
技

術
上

の
基

準
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

た
の

で
、

認
可

し
た

。
 

5
.
関

連
す

る
 

許
認

可
事

項
 

平
成

2
2
年

1
月

2
1
日

付
け

を
も

っ
て

変
更

許
可

し
た

加
工

の
事

業
 

6
.
認

可
に

あ
た

っ
て

の
特
記
事
項
 

な
し

 

  

 (
1
8
)
 
独
立
行
政

法
人

日
本

原
子
力
研
究
開
発

機
構

 

東
海
研
究
開
発
セ

ン
タ

ー
 
核

燃
料
サ

イ
ク

ル
工
学
研
究

所
 

1
.
認

可
申

請
日

 
平

成
2
2
年

3
月

2
6
日

 

2
.
認

可
日

 
平

成
2
2
年

4
月

2
0
日

 

3
.
認

可
の

概
要

 

 

①
内

容
 

・
分
離
精

製
工

場
に

お
け

る
換

気
系
排

気
ダ

ク

ト
サ

ポ
ー

ト
の

一
部

更
新

に
係

る
一

部
変

更
 

②
判

断
基

準
 

・
「

再
処

理
施

設
の

設
計

及
び

工
事

の
方

法
の

技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」
（

昭
和

6
2

年
総

理

府
令

第
1
2
号

）
第

5
条

（
耐

震
性

）
、

第
6

条
（
材

料
及

び
構
造

）
等

に
適

合
す

る
こ

と
。
 

・
「

関
連

す
る

許
認

可
事

項
」

に
掲

げ
る

許
認

可

を
受

け
た

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と

。
 

4
.
結

果
 

事
業

の
指

定
を

受
け

て
お

り
、

技
術

上
の

基

準
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

た
の

で
、

認
可

し
た

。
 

5
.
関

連
す

る
 

許
認

可
事

項
 

独
立
行
政

法
人

日
本

原
子
力
研
究
開
発

機
構

法
(
平

成
1
6
年

法
律

第
1
5
5
号

)
附

則
第

1
8
条

第
1
項

及
び

第
2
項

に
基
づ

き
提
出

さ
れ

、
平

成
1
7
年

1
0
月

1
日

を
も

っ
て

指
定

が
あ

っ
た

も
の

と
み

な
さ

れ
た

再
処

理
の

事
業

 

6
.
認

可
に

あ
た

っ
て

の
特
記
事
項
 

な
し

 

 

358



 (
1
9
)
 
独
立
行
政

法
人

日
本

原
子
力
研
究
開
発

機
構

 

東
海
研
究
開
発
セ

ン
タ

ー
 
核

燃
料
サ

イ
ク

ル
工
学
研
究

所
 

1
.
認

可
申

請
日

 
平

成
2
2
年

4
月

6
日

 

（
一

部
補

正
：

平
成

2
2
年

7
月

1
日

、
平

成
2
2

年
9
月

2
4
日

、
平

成
2
3
年

2
月

2
2
日

）
 

2
.
認

可
日

 
平

成
2
3
年

3
月

3
日

 

3
.
認

可
の

概
要

 

 

①
認

可
の

内
容

 

中
間
開

閉
所

等
の

耐
震

性
を
向

上
さ
せ

る
工

事
 

②
判

断
基

準
 

・
再

処
理

施
設

の
設

計
及

び
工

事
の

方
法

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
（

昭
和

6
2
年

総
理

府

令
第

1
2
号

）
第

5
条

（
耐

震
性

）
等

に
適

合

す
る

こ
と

。
 

・
「

関
連

す
る

許
認

可
事

項
」

に
掲

げ
る

許
認

可

を
受

け
た

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と

。
 

4
.
審

査
の

結
果

 
事

業
の

許
可

を
受

け
て

お
り

、
技

術
上

の
基

準
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

た
の

で
、

認
可

し
た

。
 

5
.
関

連
す

る
 

許
認

可
事

項
 

独
立
行
政

法
人

日
本

原
子
力
研
究
開
発

機
構

法
（

平
成

1
6
年

法
律

第
1
5
5
号

）
附

則
第

1
8

条
第

1
項

及
び

第
2
項

に
基
づ

き
提
出

さ
れ

、

平
成

1
7
年

1
0
月

1
日

を
も

っ
て

指
定

が
あ

っ

た
も

の
と
み

な
さ

れ
た

再
処

理
の

事
業

 

6
.
認

可
に

あ
た

っ
て

の
特
記
事
項
 

な
し

 

  

 (
2
0
)
 
独
立
行
政

法
人

日
本

原
子
力
研
究
開
発

機
構

 

大
洗
研
究
開
発
セ

ン
タ

ー
 

1
.
認

可
申

請
日

 
平

成
2
3
年

1
月

1
4
日

 

2
.
認

可
日

 
平

成
2
3
年

3
月

9
日

 

3
.
認

可
申

請
の

概

要
  

①
認

可
申

請
の

対
象

 

放
射

性
廃

棄
物

の
廃

棄
施

設
 

②
認

可
申

請
の

内
容

 

液
体

廃
棄

物
の

処
理
装

置
か

ら
発
生

す
る

ス

ラ
ッ
ジ

及
び

濃
縮

液
を

、
セ
メ

ン
ト

に
よ

り
固

形
化

す
る

た
め

に
セ
メ

ン
ト

固
化
装

置
を

設

置
す

る
も

の
で

あ
る

。
 

4
.
結

果
 

今
回

の
申

請
に

係
る

設
計

及
び

工
事

の
方

法

が
、

核
原

料
物
質

、
核

燃
料

物
質

及
び

原
子

炉

の
規
制

に
関

す
る

法
律

第
5
1
条

の
7
第

3
項
各

号
の

規
定

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

が
認

め
ら

れ
た

の
で

認
可

し
た

。
 

5
.
関

連
す

る
 

許
認

可
事

項
 

平
成

2
3
年

1
月

1
3
日

付
け

 
廃

棄
物

管
理

事
業

変
更

許
可

 

6
.
認

可
に

あ
た

っ
て

の
特
記
事
項
 

な
し

 

359



 (
2
1
)
 
原
子

燃
料

工
業

株
式

会
社

 
東
海

事
業

所
 

1
.
認

可
申

請
日

 
平

成
2
2
年

5
月

3
1
日

 

（
平

成
2
2
年

6
月

2
3
日

一
部

補
正

）
 

2
.
認

可
日

 
平

成
2
2
年

7
月

2
日

 

3
.
認

可
の

概
要

 

 

①
認

可
の

内
容

 

・
加

工
工

場
搬
出

入
室
Ⅰ

へ
の

ク
レ

ー
ン

、
搬

送
装

置
等

の
設

置
 

・
粉

末
貯

蔵
容

器
２
０
０
０

個
の

追
加

 
等

 

②
判

断
基

準
 

・
「

加
工

施
設

の
設

計
及

び
工

事
の

方
法

の
技

術

基
準

に
関

す
る

規
則

（
昭

和
6
2
年

総
理

府
令

第
1
0
号

）
」
第

3
条
（

核
燃

料
物
質

の
臨
界

防

止
）
、

第
5
条

（
耐

震
性

）
、

第
7
条

（
閉

じ
込

め
の

機
能

）
、

第
8
条

（
し

ゃ
へ

い
）
、

第
1
2

条
（

搬
送

設
備

）
及

び
第

1
3
条

（
警

報
設

備

等
）

に
適

合
す

る
こ

と
。

 

・
「

関
連

す
る

許
認

可
事

項
」

に
掲

げ
る

許
認

可

を
受

け
た

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と

。
 

4
.
審

査
の

結
果

 
事

業
の

許
可

を
受

け
て

お
り

、
技

術
上

の
基

準
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

た
の

で
、

認
可

し
た

。
 

5
.
関

連
す

る
 

許
認

可
事

項
 

平
成

1
9
年

3
月

1
2
日

付
け

を
も

っ
て

変
更

許
可

し
た

加
工

の
事

業
 

6
.
認

可
に

あ
た

っ
て

の
特
記
事
項
 

な
し

 

    

 (
2
2
)
 
原
子

燃
料

工
業

株
式

会
社

 
東
海

事
業

所
 

1
.
認

可
申

請
日

 
平

成
2
3
年

2
月

1
8
日

 

2
.
認

可
日

 
平

成
2
3
年

3
月

1
1
日

 

3
.
認

可
の

概
要

 

 

①
認

可
の

内
容

 

・
地
下

式
燃

料
集

合
体

貯
蔵

設
備

の
う
ち

建
物

部
分

 

②
判

断
基

準
 

・
加

工
施

設
の

設
計

及
び

工
事

の
方

法
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

（
昭

和
6
2
年

総
理

府
令

第
1
0
号

）
第

3
条

（
核

燃
料

物
質

の
臨
界

防

止
）
、

第
5
条

（
耐

震
性

）
、

第
8
条

（
し

ゃ
へ

い
）

に
適

合
す

る
こ

と
。

 

・
「

関
連

す
る

許
認

可
事

項
」

に
掲

げ
る

許
認

可

を
受

け
た

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と

。
 

 

4
.
審

査
の

結
果

 
事

業
の

許
可

を
受

け
て

お
り

、
技

術
上

の
基

準
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

た
の

で
、

認
可

し
た

。
 

5
.
関

連
す

る
 

許
認

可
 

平
成

2
3
年

2
月

1
0
日

付
け

を
も

っ
て

変
更

許
可

し
た

加
工

事
業

 

6
.
認

可
に

あ
た

っ
て

の
特
記
事
項
 

な
し

 

360



 (
2
3
)
 
原
子

燃
料

工
業

株
式

会
社

 
熊
取

事
業

所
 

1
.
認

可
申

請
日

 
平

成
2
2
年

1
0
月

1
日

（
平

成
2
2
年

1
0
月

2
7

日
及

び
1
1
月

9
日

一
部

補
正

）
 

2
.
認

可
日

 
平

成
2
2
年

1
1
月

1
6
日

 

3
.
認

可
の

概
要

 

 

①
認

可
の

内
容

 

・
非
常

用
電
源

設
備

（
デ
ィ

ー
ゼ

ル
発
電

機
）

を
追

加
設

置
 

・
脱

ガ
ス

設
備
Ｎ
Ｏ
．
１

の
真

空
加
熱

炉
の
過

加
熱

防
止

用
温

度
計

の
取
替
え

 

・
第
２

加
工
棟

第
２
フ
ィ

ル
タ

室
の
差

圧
計

に

負
圧

警
報
装

置
を

追
加

 

②
判

断
基

準
 

・
「

加
工

施
設

の
設

計
及

び
工

事
の

方
法

の
技

術

基
準

に
関

す
る

規
則

（
昭

和
6
2
年

総
理

府
令

第
1
0
号

）
」
第

3
条
（

核
燃

料
物
質

の
臨
界

防

止
）
、
第

4
条
（

火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
）
、

第
5
条

（
耐

震
性

）
、

第
7
条

（
閉

じ
込

め
の

機
能

）
、
第

8
条
（

し
ゃ

へ
い

）
、
第

1
1
条
（

安

全
上

重
要

な
施

設
）
、
第

1
3
条
（

警
報

設
備

等
）

及
び

第
1
6
条

（
非
常

用
電
源

設
備

）
に

適
合

す
る

こ
と

。
 

・
「

関
連

す
る

許
認

可
事

項
」

に
掲

げ
る

許
認

可

を
受

け
た

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と

。
 

4
.
審

査
の

結
果

 
事

業
の

許
可

を
受

け
て

お
り

、
技

術
上

の
基

準
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

た
の

で
、
認

可

し
た

。
 

5
.
関

連
す

る
 

許
認

可
事

項
 

平
成

1
9
年

6
月

1
日

付
け

を
も

っ
て

変
更

許
可

し
た

加
工

事
業

 

6
.
認

可
に

あ
た

っ
て

の
特
記
事
項
 

な
し

 

 (
2
4
)
 
三
菱

原
子

燃
料

株
式

会
社

 

1
.
認

可
申

請
日

 
平

成
2
2
年

4
月

2
6
日

 

2
.
認

可
日

 
平

成
2
2
年

6
月

3
日

 

3
.
認

可
の

概
要

 

 

①
認

可
の

内
容

 

・
化
学

処
理

施
設

の
濃

縮
度

混
合

設
備

に
粗

成

型
用

プ
レ

ス
（
１

基
）

及
び
造
粒

機
（
１

基
）

と
そ

れ
ら

の
付
属

設
備

を
新

設
。

 

・
圧

縮
成
型

設
備

の
粗

成
型

用
プ

レ
ス

（
１

基
）

及
び
造
粒

機
（
１

基
）
と
そ

れ
ら

の
付
属

設
備

を
撤
去

。
 

・
核

燃
料

物
質

の
貯

蔵
施

設
の

粉
末

貯
蔵

設
備

の
運

搬
台
車
１
０

基
の

う
ち
３

基
を
撤
去

。
 

②
判

断
基

準
 

･「
加

工
施

設
の

設
計

及
び

工
事

の
方

法
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

（
昭

和
6
2
年

総
理

府
令

第
1
0
号

）
」
第

3
条
（

核
燃

料
物
質

の
臨
界

防

止
）
、

第
5
条

（
耐

震
性

）
、

第
7
条

（
閉

じ
込

め
の

機
能

）
及

び
第

8
条
（

し
ゃ

へ
い

）
に

適

合
す

る
こ

と
。

 

･
「

関
連

す
る

許
認

可
事

項
」

に
掲

げ
る

許
認

可

を
受

け
た

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と

。
 

4
.
審

査
の

結
果

 
事

業
の

許
可

を
受

け
て

お
り

、
技

術
上

の
基

準
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

た
の

で
、

認
可

し
た

。
 

5
.
関

連
す

る
 

許
認

可
事

項
 

平
成

4
年

1
2
月

1
8
日

付
け

及
び

平
成

2
0
年

8
月

2
9
日

付
け

を
も

っ
て

変
更

許
可

し
た

加
工

の
事

業
 

6
.
認

可
に

あ
た

っ
て

の
特
記
事
項
 

な
し
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 (
2
5
)
 
三
菱

原
子

燃
料

株
式

会
社

 

1
.
認

可
申

請
日

 
平

成
2
2
年

1
0
月

7
日

 

（
平

成
2
2
年

1
0
月

2
9
日

一
部

補
正

）
 

2
.
認

可
日

 
平

成
2
2
年

1
1
月

1
5
日

 

3
.
認

可
の

概
要

 

 

①
認

可
の

内
容

 

・
六
フ

ッ
化
ウ

ラ
ン

の
製

品
シ

リ
ン

ダ
（
３
８

本
）

を
核

燃
料

物
質

の
貯

蔵
設

備
と

し
て

追

加
 

②
判

断
基

準
 

・
「

加
工

施
設

の
設

計
及

び
工

事
の

方
法

の
技

術

基
準

に
関

す
る

規
則
（

昭
和

6
2
年

総
理

府
令

第
1
0
号

）
」

第
3
条

（
核

燃
料

物
質

の
臨
界

防
止

）
及

び
第

6
条

（
材

料
及

び
構
造

）
に

適
合

す
る

こ
と

。
 

・
「

関
連

す
る

許
認

可
事

項
」

に
掲

げ
る

許
認

可

を
受

け
た

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と

。
 

4
.
審

査
の

結
果

 
事

業
の

許
可

を
受

け
て

お
り

、
技

術
上

の
基

準
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

た
の

で
、

認
可

し
た

。
 

5
.
関

連
す

る
 

許
認

可
事

項
 

昭
和

5
8
年

8
月

3
0
日

付
け

を
も

っ
て

変
更

許
可

し
た

加
工

の
事

業
 

6
.
認

可
に

あ
た

っ
て

の
特
記
事
項
 

な
し

 

 

 (
2
6
)
 
三
菱

原
子

燃
料

株
式

会
社

 

1
.
認

可
申

請
日

 
平

成
2
2
年

1
0
月

1
3
日

 

（
平

成
2
2
年

1
1
月

5
日

一
部

補
正

）
 

2
.
認

可
日

 
平

成
2
2
年

1
1
月

1
5
日

 

3
.
認

可
の

概
要

 

 

①
認

可
の

内
容

 

・
イ

オ
ン

交
換

材
に

付
着

し
た

ウ
ラ

ン
の

回
収

設
備

の
設

置
及

び
不

要
と

な
っ

た
ウ

ラ
ン

回
収

設
備

の

撤
去

 

・
排

ガ
ス

分
解

装
置

の
設

置
、

液
体

廃
棄

物
処

理
設

備
の

系
統

構
成

変
更

、
焼

却
炉

附
属

設
備

の
設

置

等
 

②
判

断
基

準
 

・
「

加
工

施
設

の
設

計
及

び
工

事
の

方
法

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
（

昭
和

6
2
年

総
理

府
令

第
1
0

号
）
」

第
3
条

（
核

燃
料

物
質

の
臨

界
防

止
）
、

第

4
条
（

火
災

等
に

よ
る

損
傷

の
防

止
）
、
第

5
条
（

耐

震
性

）
、
第

6
条
（

材
料

及
び

構
造

）
、
第

7
条
（

閉

じ
込

め
の

機
能

）
、

第
8
条

（
し

ゃ
へ

い
）
、

第
9

条
（

換
気

）
、

第
1
0
条

（
核

燃
料

物
質

等
に

よ
る

汚
染

の
防

止
）
及

び
第

1
4
条
（

廃
棄

施
設

）
に

適

合
す

る
こ

と
。

 

・
「

関
連

す
る

許
認

可
事

項
」

に
掲

げ
る

許
認

可
を

受
け

た
と

こ
ろ

に
よ

る
こ

と
。

 

4
.
審

査
の

結
果

 
事

業
の

許
可

を
受

け
て

お
り

、
技

術
上

の
基

準
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

た
の

で
、
認

可

し
た

。
 

5
.
関

連
す

る
 

許
認

可
事

項
 

平
成

２
０

年
８

月
２

９
日

付
け

を
も

っ
て

変
更

許
可

し
た

加
工

の
事

業
 

6
.
認

可
に

あ
た

っ
て

の
特
記
事
項
 

な
し
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 (
2
7
)
 
三
菱

原
子

燃
料

株
式

会
社

 

1
.
変

更
認

可
申

請

日
 

平
成

2
2
年

1
2
月

6
日

 

（
平

成
2
2
年

1
2
月

9
日

一
部

補
正

）
 

2
.
変

更
認

可
日

 
平

成
2
2
年

1
2
月

2
0
日

 

3
.
変

更
認

可
の

概

要
  

①
変

更
認

可
の

内
容

 

・
イ
オ

ン
交
換
材

に
付
着

し
た
ウ

ラ
ン

の
回

収

設
備

の
設

置
後

、
放
射

性
廃

棄
物

の
廃

棄
設

備
の
焼
却

炉
附
属

設
備

の
使

用
開
始
ま

で
一

時
的

に
保

管
廃

棄
す

る
措

置
を

追
加

 

②
判

断
基

準
 

・
「

加
工

施
設

の
設

計
及

び
工

事
の

方
法

の
技

術

基
準

に
関

す
る

規
則
（

昭
和

6
2
年

総
理

府
令

第
1
0
号

）
」

第
1
4
条

（
廃

棄
施

設
）

に
適

合

す
る

こ
と

。
 

・
「

関
連

す
る

許
認

可
事

項
」

に
掲

げ
る

許
認

可

を
受

け
た

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と

。
 

4
.
審

査
の

結
果

 
事

業
の

許
可

を
受

け
て

お
り

、
技

術
上

の
基

準
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

た
の

で
、

認
可

し
た

。
 

5
.
関

連
す

る
 

許
認

可
 

平
成

2
0
年

8
月

2
9
日

付
け

を
も

っ
て

変
更

許
可

し
た

加
工

の
事

業
、

平
成

2
2
年

1
1
月

1
5

日
付

け
を

も
っ

て
認

可
し

た
設

計
及

び
工

事
の

方
法

 

6
.
変

更
認

可
に

あ
た

っ
て
の
特
記
事
項

な
し

 

  

 (
2
8
)
 
三
菱

原
子

燃
料

株
式

会
社

 

1
.
認

可
申

請
日

 
平

成
2
2
年

1
2
月

2
1
日

 

（
一

部
補

正
：

平
成

2
3
年

1
月

2
5
日

）
 

2
.
認

可
日

 
平

成
2
3
年

2
月

4
日

 

3
.
認

可
の

概
要

 

 

①
認

可
の

内
容

 

・
ペ

レ
ッ

ト
輸

送
設

備
の

更
新

 

②
判

断
基

準
 

・
加

工
施

設
の

設
計

及
び

工
事

の
方

法
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則

（
昭

和
6
2
年

総
理

府
令

第
1
0
号

）
第

3
条

（
核

燃
料

物
質

の
臨
界

防

止
）
及

び
第

8
条
（

し
ゃ

へ
い

）
に

適
合

す
る

こ
と

。
 

・
「

関
連

す
る

許
認

可
事

項
」

に
掲

げ
る

許
認

可

を
受

け
た

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と

。
 

4
.
審

査
の

結
果

 
事

業
の

許
可

を
受

け
て

お
り

、
技

術
上

の
基

準
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

た
の

で
、

認
可

し
た

。
 

5
.
関

連
す

る
 

許
認

可
事

項
 

昭
和

5
8
年

8
月

3
0
日

付
け

を
も

っ
て

変
更

許
可

し
た

加
工

の
事

業
 

6
.
認

可
に

あ
た

っ
て

の
特
記
事
項
 

な
し
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 (
2
9
)
 
三
菱

原
子

燃
料

株
式

会
社

 

1
.
認

可
申

請
日

 
平

成
2
3
年

2
月

8
日

 

2
.
認

可
日

 
平

成
2
3
年

2
月

1
8
日

 

3
.
認

可
の

概
要

 

 

①
認

可
の

内
容

 

・
六
フ

ッ
化
ウ

ラ
ン
シ

リ
ン

ダ
（
４
７

本
）

を

貯
蔵

容
器

と
し

て
使

用
 

②
判

断
基

準
 

・
加

工
施

設
の

設
計

及
び

工
事

の
方

法
の

技
術

基
準

に
関

す
る

規
則
（

昭
和

6
2
年

総
理

府
令

第
1
0
号

）
第

3
条

（
核

燃
料

物
質

の
臨
界

防

止
）
、

第
6
条

（
材

料
及

び
構
造

）
に

適
合

す

る
こ

と
。

 

・
「

関
連

す
る

許
認

可
事

項
」

に
掲

げ
る

許
認

可

を
受

け
た

と
こ

ろ
に

よ
る

こ
と

。
 

4
.
審

査
の

結
果

 
事

業
の

許
可

を
受

け
て

お
り

、
技

術
上

の
基

準
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

た
の

で
、

認
可

し
た

。
 

5
.
関

連
す

る
 

許
認

可
事

項
 

平
成

2
0
年

8
月

2
9
日

付
け

を
も

っ
て

変
更

許
可

し
た

加
工

の
事

業
 

6
.
認

可
に

あ
た

っ
て

の
特
記
事
項
 

な
し

 

  

 (
3
0
)
 
リ
サ

イ
ク

ル
燃

料
貯

蔵
株

式
会

社
 

1
.
認

可
申

請
日

平
成

2
2
年

6
月

1
6
日

 

2
.
認

可
日

 
平

成
2
2
年

8
月

2
7
日

 

3
.
認

可
の

概
要

及
び

結
果

 

 

・
リ
サ

イ
ク

ル
燃

料
備
蓄
セ

ン
タ

ー
に
か
か

る
設

計
及

び
工

事
の

方
法

に
つ

い
て

、
核

原
料

物
質

、

核
燃

料
物
質

及
び

原
子

炉
の

規
制

に
関

す
る

法

律
第
４
３

条
の
８

第
１

項
の

規
定

に
基
づ

き
認

可
し

た
。

 

・
貯

蔵
容

器
の

溶
接

の
方

法
に
つ

い
て

、
同

法
第

４
３

条
の
１
０

第
２

項
の

規
定

に
基
づ

き
認

可

し
た

。
 

・
当
該

容
器

の
輸

送
容

器
と

し
て

の
設

計
に
つ

い

て
、

規
則

第
３

条
等

の
規

定
に

基
づ
く

「
核

燃

料
物
質

等
の

工
場
又
は

事
業

所
の
外

に
お

け
る

運
搬

に
関

す
る

技
術

上
の

基
準

に
係

る
細
目

等
」
告

示
第
４
１

条
第
２

項
の

規
定

に
基
づ

き

承
認

し
た

。
 

 (
3
1
)
 
リ
サ

イ
ク

ル
燃

料
貯

蔵
株

式
会

社
 

1
.
認

可
申

請
日

平
成

2
2
年

1
1
月

1
0
日

 

2
.
認

可
日

 
平

成
2
2
年

1
2
月

1
6
日

 

3
.
認

可
の

概
要

及
び

結
果

 

 

・
リ
サ

イ
ク

ル
燃

料
備
蓄
セ

ン
タ

ー
に

貯
蔵

す
る

予
定

と
し

て
い

る
金
属
キ
ャ

ス
ク

の
う
ち

、
２

５
基
分

の
金
属
キ
ャ

ス
ク

等
に

係
る

設
計

及
び

工
事

の
方

法
の

認
可

申
請

に
つ

い
て

、
核

原
料

物
質

、
核

燃
料

物
質

及
び

原
子

炉
の

規
制

に
関

す
る

法
律

第
４
３

条
の
８

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

認
可

し
た

。
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第三編 トラブル 
 

 

 

 

 

 

ⅩⅣ ト ラ ブ ル の 状 況 



 



ⅩⅣ－１－１ 平成 22 年度における原子力発電所(研究開発段階の 

発電用原子炉を除く)のトラブルの概要 

 

 

1. 平成 22 年度に「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」

等の規定に基づき、電気事業者から経済産業大臣に報告されたトラブルの件

数は 12 件であった。ただし、経済産業省所管分の平成 22 年度の原子力施設

におけるトラブルについては、平成 23 年 8 月末現在公表されていないため、

この件数は確定ではない。 
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（注）2003 年 10月、原子炉等規制法の規則改正によりトラブルの報告基準の定量化・

明確化が図られるとともに、以前の通達基準の内容が法令に一本化された。 

表ⅩⅣ－１－１　原子力発電所における

年　度

1 1 0 1 3 6 6 2 4 3 9 4 9 7 11 13 7 11 4 4 5 4

4 2 2 1 0 6 3 2 8 5 5 1 4 6 5 12 10 5 3 8 6 7

7 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 6 5 6 7 5

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 10 8 10 7 7 3 5 4 1 1 1

1 *
(1) 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 1 3 1 2 1 0 2 0 0 2

13 6 4 3 3 13 9 5 13 8 24 17 22 26 25 36 26 27 18 19 19 19

* は人身災害を伴った自動停止であるが、自動停止件数として計上する。

8783 84 85 8679 80 81 8267 68 69

総　　　計

手 動 停 止

出 力 変 化

蒸 気 発 生
器 伝 熱 管
の 損 傷

蒸 気 発 生
器 伝 熱 管
以 外 の 損 傷

機 器 の 損 傷

運
転
中

自 動 停 止

運
転
停
止
中

そ　の　他

66
項　目

70 71 72 73 74 75 76 77 78

図ⅩⅣ-1-1 原子力発電所におけるトラブル報告件数及び一基当たりの

報告件数の推移
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件

数
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当
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図ⅩⅣ-1-2 原子力発電所における報告件数の内訳の推移
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ⅩⅣ－1－２ 原子力発電所におけるトラブルの報告の運用について 

 

原子力施設については、法律（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、

電気事業法）の関連規則に定めるトラブルが発生したとき、電気事業者等から原子力安全・

保安院に報告がなされている。その報告基準（抜粋）は下記に示すとおりである。 

 

法
律

 

原子炉等規制法第六十二条の三 電気事業法第百六条 

省
令

 

実用発電用原子炉の設置、運転等に関

する規則第十九条の十七 
電気関係報告規則第三条 

報
告

基
準

 

①核燃料物質の盗取又は所在不明が生じ

たとき。 

②原子炉の運転中において、原子炉施設

の故障により、原子炉の運転が停止し

たとき若しくは原子炉の運転を停止す

ることが必要となつたとき又は五パー

セントを超える原子炉の出力変化が生

じたとき若しくは原子炉の出力変化が

必要となつたとき。 

③原子炉設置者が、安全上重要な機器等

の点検を行つた場合において、当該安

全上重要な機器等が発電用原子力設備

に関する技術基準を定める省令第九条

若しくは第九条の二に定める基準に適

合していないと認められたとき又は原

子炉施設の安全を確保するために必要

な機能を有していないと認められたと

き。 

④火災により安全上重要な機器等の故障

があつたとき。 

⑤前三号のほか、原子炉施設の故障によ

り、運転上の制限を逸脱したとき、又

は運転上の制限を逸脱した場合であつ

て、当該逸脱に係る保安規定で定める

措置が講じられなかつたとき。 

⑥原子炉施設の故障その他の不測の事態

が生じたことにより、気体状の放射性

廃棄物の排気施設による排出の状況に

異状が認められたとき又は液体状の放

射性廃棄物の排水施設による排出の状

況に異状が認められたとき。 

①感電又は原子力発電工作物の破損事故

若しくは誤操作若しくは原子力発電工

作物を操作しないことにより人が死傷

した事故 

②電気火災事故 

③原子力発電工作物の破損事故又は誤操

作若しくは原子力発電工作物を操作し

ないことにより、公共の財産に被害を

与え、道路、公園、学校その他の公共

の用に供する施設若しくは工作物の使

用を不可能にさせた事故又は社会的に

影響を及ぼした事故 

④主要電気工作物の破損事故 

⑤原子力発電工作物の破損事故又は誤操

作若しくは原子力発電工作物を操作し

ないことにより他の電気事業者に、供

給支障電力が七千キロワット以上七万

キロワット未満の供給支障を発生させ

た事故であつて、その支障時間が一時

間以上のもの、又は供給支障電力が七

万キロワット以上の供給支障を発生さ

せた事故であつて、その支障時間が十

分以上のもの 

（抜粋） 

 

370



 

報
告

基
準

 

⑦気体状の放射性廃棄物を排気施設によ

つて排出した場合において、周辺監視

区域の外の空気中の放射性物質の濃度

が第十五条第四号の濃度限度を超えた

とき。 

⑧液体状の放射性廃棄物を排水施設によ

つて排出した場合において、周辺監視

区域の外側の境界における水中の放射

性物質の濃度が第十五条第七号の濃度

限度を超えたとき。 

⑨核燃料物質又は核燃料物質によつて汚

染された物が管理区域外で漏えいした

とき。 

⑩原子炉施設の故障その他の不測の事態

が生じたことにより、核燃料物質等が

管理区域内で漏えいしたとき。 

⑪原子炉施設の故障その他の不測の事態

が生じたことにより、管理区域に立ち

入る者について被ばくがあつたときで

あつて、当該被ばくに係る実効線量が

放射線業務従事者にあつては五ミリシ

ーベルト、放射線業務従事者以外の者

にあつては〇・五ミリシーベルトを超

え、又は超えるおそれのあるとき。 

⑫放射線業務従事者について第九条第一

項第一号の線量限度を超え、又は超え

るおそれのある被ばくがあつたとき。 

⑬挿入若しくは引抜きの操作を現に行つ

ていない制御棒が当初の管理位置から

他の管理位置に移動し、若しくは当該

他の管理位置を通過して動作したとき

又は全挿入位置にある制御棒であつて

挿入若しくは引抜きの操作を現に行つ

ていないものが全挿入位置を超えて更

に挿入される方向に動作したとき。 

⑭前各号のほか、原子炉施設に関し人の

障害が発生し、又は発生するおそれが

あるとき。 

 

 

（抜粋） 

 

注１：平成１５年１０月より電気事業者が報告すべき事象であるか否かを的確に判断できるよう、可能な限り

定量化・明確化を図るとともに、１０月以前の通達基準の内容を法令に一本化し、位置付けを明確にした。 

注２：平成１９年６月に実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第十九条の十七の一部改正が行われた。

改正理由は次のとおりである。平成１８年１１月３０日の経済産業省からの指示により各電力会社が行っ

た発電設備に係る総点検の結果、原子炉停止中に想定外の制御棒引き抜け等の事象が発生していることが

判明した。想定外の制御棒の引き抜け等の事象は、原子炉の安全性に影響を及ぼす可能性がある事象であ

ることから、当該事象を事故に発展する事前の兆候として把握し、それに対する処置を講じさせることが

適当である。このため、制御棒の操作をしていない状態において制御棒が動作した事象について報告を求

めるために、新たに十三号を追加したものである。 
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6
月

5
日

よ
り

、
1
3
5
.8

万
k
Ｗ

か
ら

1
2
0
.6

万
k
Ｗ

に
変

更
）

北
陸

電
力

㈱ 一
基

当
た

り
報

告
件

数
(件

数
／

基
数

)

中
国

電
力

㈱

四
国

電
力

㈱

九
州

電
力

㈱

合
計

関
西

電
力

㈱

基
数

373



2
0
1
1
年

3
月

3
1
日

現
在

8
9

9
0

9
1

9
2

9
3

9
4

9
5

9
6

9
7

9
8

9
9

0
0

0
1

0
2

0
3

0
4

0
5

0
6

0
7

0
8

0
9

1
0

累
計

東
 海

1
6
.6

1
9
6
6
.7

.2
5

1
1

1
1

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
6

東
海

第
二

1
1
0
.0

1
9
7
8
.1

1
.2

8
1

1
0

0
1

0
0

1
1

0
3

1
0

1
0

0
1

0
0

1
2

3
3
4

敦
賀

１
号

3
5
.7

1
9
7
0
.3

.1
4

1
1

1
0

3
1

0
3

1
0

1
0

0
1

1
1

0
0

0
1

2
0

5
9

敦
賀

２
号

1
1
6
.0

1
9
8
7
.2

.1
7

1
1

0
0

0
0

0
1

0
0

1
0

0
1

1
1

0
1

1
2

0
0

1
3
(1

)

泊
１

号
5
7
.9

1
9
8
9
.6

.2
2

0
0

1
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

1
0

1
2

0
0

7

泊
２

号
5
7
.9

1
9
9
1
.4

.1
2

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
1

0
0

3

泊
３

号
9
1
.2

2
0
0
9
.1

2
.2

2
1
(1

)
0

1
(1

)

女
川

１
号

5
2
.4

1
9
8
4
.6

.1
0

1
0

1
1

0
0

1
0

0
1

0
0

0
0

1
0

0
1

1
0

1
1
1

女
川

２
号

8
2
.5

1
9
9
5
.7

.2
8

1
(1

)
1

0
1

0
0

0
2

1
0

0
0

1
0

0
0

1
8
(1

)

女
川

３
号

8
2
.5

2
0
0
2
.1

.3
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

2

東
通

１
号

1
1
0
.0

2
0
0
5
.1

2
.8

0
0

0
0

0
0

0

福
島

第
一

１
号

4
6
.0

1
9
7
1
.3

.2
6

0
1

1
1

0
0

0
0

0
1

1
0

0
0

0
0

0
0

1
2

0
1

3
8

福
島

第
一

２
号

7
8
.4

1
9
7
4
.7

.1
8

0
1

1
2

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
1

2
1

0
0

0
0

2
9

福
島

第
一

３
号

7
8
.4

1
9
7
6
.3

.2
7

0
2

0
0

0
0

0
1

0
1

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

1
0

1
9

福
島

第
一

４
号

7
8
.4

1
9
7
8
.1

0
.1

2
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
0

0
9

福
島

第
一

５
号

7
8
.4

1
9
7
8
.4

.1
8

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

0
1

0
1

1
5

福
島

第
一

６
号

1
1
0
.0

1
9
7
9
.1

0
.2

4
0

0
0

2
0

0
1

0
0

1
0

1
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
1
3

福
島

第
二

１
号

1
1
0
.0

1
9
8
2
.4

.2
0

2
1

1
2

0
0

0
0

1
0

0
1

0
0

0
0

0
1

0
0

0
1

2
0
(6

)

福
島

第
二

２
号

1
1
0
.0

1
9
8
4
.2

.3
1

0
0

0
0

0
0

0
1

0
1

0
2

1
0

0
1

0
1

0
0

0
9

福
島

第
二

３
号

1
1
0
.0

1
9
8
5
.6

.2
1

0
0

0
1

0
1

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

8

福
島

第
二

４
号

1
1
0
.0

1
9
8
7
.8

.2
5

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

1
0

0
1

0
0

1
0

6

柏
崎

刈
羽

１
号

1
1
0
.0

1
9
8
5
.9

.1
8

0
0

0
1

0
0

0
0

2
0

0
0

1
0

0
2

0
0

1
0

0
0

7

柏
崎

刈
羽

２
号

1
1
0
.0

1
9
9
0
.9

.2
8

1
0

1
0

0
0

1
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
4

柏
崎

刈
羽

３
号

1
1
0
.0

1
9
9
3
.8

.1
1

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

3

柏
崎

刈
羽

４
号

1
1
0
.0

1
9
9
4
.8

.1
1

1
0

0
1

0
0

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
4

柏
崎

刈
羽

５
号

1
1
0
.0

1
9
9
0
.4

.1
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

0
3

柏
崎

刈
羽

６
号

1
3
5
.6

1
9
9
6
.1

1
.7

1
(1

)
1
(1

)
0

1
1

1
1

0
0

0
0

0
2

1
0

0
9
(2

)

柏
崎

刈
羽

７
号

1
3
5
.6

1
9
9
7
.7

.2
1
(1

)
1

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
(1

)

浜
岡

１
号

5
4
.0

1
9
7
6
.3

.1
7

0
1

0
0

0
1

1
0

0
0

0
0

2
0

0
1

0
0

2
0

0
0

2
1

浜
岡

２
号

8
4
.0

1
9
7
8
.1

1
.2

9
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
7

浜
岡

３
号

1
1
0
.0

1
9
8
7
.8

.2
8

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
1

1
0

5

浜
岡

４
号

1
1
3
.7

1
9
9
3
.9

.3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
2

0
3

浜
岡

５
号

1
3
8
.0

2
0
0
5
.1

.1
8

0
0

1
1

2
0

0
4

年
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

度

東
京

電
力

㈱

中
部

電
力

㈱

 発
 電

 所
 名

(設
備

番
号

)
出

  
力

(万
kW

)
運

転
開

始
年

月
日

東
北

電
力

㈱

日
本

原
子

力
発

電
㈱

北
海

道
電

力
㈱

設
置

者
名
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志
賀

１
号

5
4
.0

1
9
9
3
.7

.3
0

0
1

0
1

1
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

4

志
賀

２
号

1
2
0
.6

2
0
0
6
.3

.1
5

1
(1

)
0

0
0

1
1

3
(1

)

美
浜

１
号

3
4
.0

1
9
7
0
.1

1
.2

8
1

0
1

1
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
2

0
0

0
1

0
2
5

美
浜

２
号

5
0
.0

1
9
7
2
.7

.2
5

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

1
2

0
0

1
0

0
0

1
0

1
0

2
5

美
浜

３
号

8
2
.6

1
9
7
6
.1

2
.1

1
1

0
1

1
1

2
0

0
0

0
2

0
1

0
1

0
0

0
0

0
0

2
5

高
浜

１
号

8
2
.6

1
9
7
4
.1

1
.1

4
1

1
1

1
3

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
3
0

高
浜

２
号

8
2
.6

1
9
7
5
.1

1
.1

4
0

1
1

1
0

1
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

0
0

0
2
8

高
浜

３
号

8
7
.0

1
9
8
5
.1

.1
7

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

1
0

0
1

1
0

0
0

1
0
(1

)

高
浜

４
号

8
7
.0

1
9
8
5
.6

.5
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

1
1

0
1

1
0

0
0

2
1

0
1
0

大
飯

１
号

1
1
7
.5

1
9
7
9
.3

.2
7

2
1

1
0

1
0

0
0

0
0

0
1

0
0

1
3

0
0

1
0

0
0

3
8
(1

)

大
飯

２
号

1
1
7
.5

1
9
7
9
.1

2
.5

1
0

2
1

0
2

2
1

0
2

1
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
0

3
1

大
飯

３
号

1
1
8
.0

1
9
9
1
.1

2
.1

8
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

1
0

0
2

大
飯

４
号

1
1
8
.0

1
9
9
3
.2

.2
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1

島
根

１
号

4
6
.0

1
9
7
4
.3

.2
9

1
0

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
2

1
2

0
0

1
1

島
根

２
号

8
2
.0

1
9
8
9
.2

.1
0

1
2

0
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

6

伊
方

１
号

5
6
.6

1
9
7
7
.9

.3
0

1
1

1
0

1
1

1
1

0
0

0
2

0
0

0
1

0
1

0
0

0
2

2
0

伊
方

２
号

5
6
.6

1
9
8
2
.3

.1
9

0
0

0
1

0
0

0
1

1
1

0
1

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6

伊
方

３
号

8
9
.0

1
9
9
4
.1

2
.1

5
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

3

玄
海

１
号

5
5
.9

1
9
7
5
.1

0
.1

5
1

1
1

0
1

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1
7
(1

)

玄
海

２
号

5
5
.9

1
9
8
1
.3

.3
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
1

1
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

6
(1

)

玄
海

３
号

1
1
8
.0

1
9
9
4
.3

.1
8

1
(1

)
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
(1

)

玄
海

４
号

1
1
8
.0

1
9
9
7
.7

.2
5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

川
内

１
号

8
9
.0

1
9
8
4
.7

.4
0

0
2

0
0

0
0

0
0

1
1

1
0

0
1

1
1

0
1

1
0

0
1
1
(1

)

川
内

２
号

8
9
.0

1
9
8
5
.1

1
.2

8
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
4

2
2

2
4

2
0

2
0

1
7
(1

)
1
4
(1

)
1
4
(1

)
1
4
(1

)
1
4
(1

)
1
4

1
7

1
9

1
1

8
1
1

2
0

1
5
(1

)
1
5

2
3

2
3

1
5
(1

)
1
2

7
4
0
(1

9
)

3
7

3
9

4
1

4
2

4
6

4
8

4
9

5
0

5
2

5
1

5
1

5
1

5
2

5
2

5
2

5
3

5
5

5
5

5
5

5
3

5
4

5
4

1
4
6
1

0
.6

0
.6

0
.5

0
.5

0
.3

0
.3

0
.3

0
.3

0
.3

0
.3

0
.3

0
.4

0
.2

0
.2

0
.2

0
.4

0
.3

0
.3

0
.4

0
.4

0
.3

0
.2

0
.5

　
　

（
注

）
１

．
報

告
件

数
の

う
ち

、
( 
)内

の
数

値
は

試
運

転
中

及
び

建
設

中
の

も
の

で
内

数
。

　
　

　
　

　
２

．
基

数
は

、
年

度
末

に
お

け
る

営
業

運
転

基
数

。

　
　

　
　

　
３

．
一

基
当

た
り

報
告

件
数

は
、

営
業

運
転

中
の

報
告

件
数

及
び

基
数

で
算

出
。

　
　

　
　

　
４

．
2
0
0
6
年

8
月

1
1
日

に
福

島
第

一
で

発
生

し
た

管
理

区
域

外
へ

の
ト
リ

チ
ウ

ム
放

出
事

象
は

、
福

島
第

一
4
号

に
1
件

と
し

て
計

上
し

て
い

る
。

　
　

　
　

　
５

. 
2
0
0
7
年

7
月

2
5
日

に
柏

崎
刈

羽
で

発
生

し
た

原
子

炉
建

屋
オ

ペ
レ

ー
テ

ィ
ン

グ
フ

ロ
ア

に
お

け
る

溢
水

事
象

は
、

柏
崎

刈
羽

1
号

に
1
件

と
し

て
計

上
し

て
い

る
。

　
　

　
　

　
６

．
2
0
0
7
年

1
1
月

2
7
日

に
浜

岡
1
・
2
号

で
発

生
し

た
排

気
筒

（
1
,2

号
炉

共
用

）
配

管
貫

通
部

の
腐

食
事

象
は

、
浜

岡
1
号

に
1
件

と
し

て
計

上
し

て
い

る
。

　
　

　
　

　
７

．
2
0
1
1
年

3
月

1
1
日

以
降

に
福

島
第

一
1
～

4
号

機
で

発
生

し
た

事
象

は
、

福
島

第
一

1
号

に
1
件

と
し

て
計

上
し

て
い

る
。

　
　

　
　

　
８

．
浜

岡
5
号

は
変

更
後

の
出

力
（
平

成
2
3
年

2
月

2
3
日

よ
り

、
1
2
6
.7

万
kＷ

か
ら

1
3
8
.0

万
kＷ

に
変

更
）

　
　

　
　

　
９

．
志

賀
2
号

は
低

圧
タ

ー
ビ

ン
の

整
流

板
設

置
に

伴
う

変
更

後
の

出
力

（
平

成
2
0
年

6
月

5
日

よ
り

、
1
3
5
.8

万
kＷ

か
ら

1
2
0
.6

万
kＷ

に
変

更
）

　
　

　
　

　
1
0
．

2
0
1
0
年

度
及

び
累

計
は

確
定

し
て

い
な

い
た

め
、

参
考

値
で

あ
る

。

四
国

電
力

㈱

関
西

電
力

㈱

中
国

電
力

㈱

北
陸

電
力

㈱ 一
基

当
た

り
報

告
件

数
(件

数
／

基
数

)

基
数

合
計

九
州

電
力

㈱

375
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四国電力㈱伊方発電所１号機で確認された 
非常用ディーゼル発電機冷却用海水配管の傷について 

 

平成２２年４月２７日 

 

原子力安全・保安院は、本日（４月２７日）、四国電力㈱から、定格熱出力一定運転中の伊方発

電所１号機（加圧水型：定格電気出力５６．６万キロワット）における非常用ディーゼル発電機

冷却用海水配管の傷について、以下のとおり報告を受けました。 

本事象の発生に伴う外部への放射性物質の影響はありません。 

 

１．四国電力㈱からの報告内容 

定格熱出力一定運転中の伊方発電所１号機において、４月２７日１０時０４分頃、原子炉補

助建家１階（非管理区域）の巡視点検を行っていた作業員が、床面に直径約１０ｃｍの水たま

りあとを確認した。 

水たまりの上部を調査した結果、非常用ディーゼル発電機（Ｂ）の冷却用海水配管に傷があ

り、海水がにじんで滴下していることから、１４時００分、当該安全上重要な機器が発電用原

子力設備に関する技術基準に適合していないことを確認した。 

 

２．事象発生によるプラント安全性への影響 

海水の漏れ量は、わずかであり、直ちにプラントの安全に影響を与える事象ではありません。 

また、本事象の発生に伴う外部への放射性物質による影響はありません。 

 

３．原子力安全・保安院の対応 

原子力安全・保安院では、本事象の発生を受け、直ちに現地保安検査官が発電所に出向き、

現場の保全状況を確認しています。 

また、本件は、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１９条の１７に基づき報告

を受けたものです。 

今後、法令に基づき、事業者が行う原因究明及び再発防止策について、確認していきます。 

 

（ＩＮＥＳ※による暫定評価） 

基 準 １ 基 準 ２ 基 準 ３ 評価レベル 

－ － ０＋ ０＋ 

 

※２００８年版ＩＮＥＳユーザーズマニュアルによる評価。 

ＩＮＥＳ（International Nuclear and Radiological Event Scale：国際原子力・放射線 

事象評価尺度）とは、原子力発電所等のトラブルについて、それが安全上どの程度のもの 

かを表す指標。評価は３つの基準（基準１：人と環境、基準２：施設における放射線バリ 

アと管理、基準３：深層防護）により行われ、最も高いレベルがそのトラブルの評価レベ 

ルとなる。評価レベルは、レベル０（安全上重要ではない事象）からレベル７（深刻な事 

故まであり、原子力発電所では、レベル０のトラブルを「レベル０－（安全に影響を与え 

ない事象）」と「レベル０＋（安全に影響を与え得る事象）」に分類している。 
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四国電力㈱伊方発電所１号機で確認された非常用ディーゼル発電機 
冷却用海水配管及び原子炉補機冷却用海水配管の傷に関する 

原因と対策について 
 

平 成 ２ ２ 年 ７ 月 ８ 日 

 

原子力安全・保安院は、四国電力㈱から、伊方発電所１号機（加圧水型：定格電気出力５６．

６万キロワット）で確認された非常用ディーゼル発電機冷却用海水配管及び原子炉補機※１冷却用

海水配管の傷について報告を受けました。 

（４月２７日及び６月１１日報告受理。同日お知らせ済み） 

 

本事象の発生に伴う外部への放射性物質の影響はありません。 

 

本件について、本日（８日）、四国電力㈱から、原因と対策に係る報告書の提出を受けましたの

で、お知らせします。 

 

原因は、配管内面のライニング※２に外力又は流況による損傷が生じ、配管母材の内面から海水

による腐食が進展したと推定しています。また、対策は、当該配管を新品に交換するとともに、

点検頻度・方法の見直し等を行うとしています。 

 

四国電力㈱から報告された内容は、原因について、各種調査から適切に推定されていること、

対策について、推定原因を踏まえた適切な内容であることから、原子力安全・保安院は、当該内

容は妥当と考えます。 

 

※１：原子炉補機 

原子炉施設の運転に必要なポンプ、熱交換器等 

※２：ライニング 

海水等による配管の腐食防止のため、配管内面に遮水性のある材料を施したもの 

 

１．事象発生によるプラント安全性への影響 

本事象は、非常用ディーゼル発電機及び原子炉補機の冷却水を海水で冷却するための配管にお

いて、貫通した傷が確認されたものですが、海水の漏れ量はわずかであり、以下のとおり、冷却

に必要な海水流量は確保されていたことから、プラントの安全に影響を与える事象ではありませ

ん。 

・非常用ディーゼル発電機冷却用海水配管：管理値 220ｍ３/h 超に対し、流量 228ｍ３/h 

・原子炉補機冷却用海水配管：管理値 1,100ｍ３/h 超に対し、流量 1,250ｍ３/h 

また、海水には放射性物質は含まれておらず、本事象の発生に伴う外部への放射性物質による影

響はありません。 

 

原子力安全・保安院では、事象の発生を受け、直ちに現地の原子力保安検査官が現場に出向き、

以下の活動等を通じて、事象の把握とともに、プラントの安全が維持されていることを確認してい

ます。 

・事象の概要、事業者による対応経緯と今後の作業計画の把握 

・運転中における原子炉出力、加圧器水位、一次冷却材圧力等の運転パラメータの確認 

・海水放射線モニター、モニタリングポストの指示の確認 

・他の系統による冷却機能が健全であることの確認 

・現場における漏えい箇所の特定作業の立会い 
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２．四国電力㈱からの報告の要点 

四国電力㈱から報告のあった内容は、主として以下のとおりです。 

（１）原因調査結果及び推定原因 

①非常用ディーゼル発電機冷却用海水配管の傷 

・傷の断面観察等の結果、配管母材には内面から進展し外面に至った腐食を、配管内面のライニ

ング（ポリエチレン）には微少な貫通したき裂（長さ約 38mm×開口幅約 1mm）をそれぞれ確認

した。 

・ライニングの破面観察等の結果、ライニングの中には微少な気泡を、表面と気泡との間には衝

撃荷重によると推定されるき裂をそれぞれ確認した。さらに、そのき裂を起点に進展したと推

定される貫通したき裂を確認した。 

・当該配管の保守履歴を確認した結果、傷が生じた箇所は、配管内面に付着した海生生物の除去

作業において、工具がライニングに接触し、衝撃荷重が加えられる可能性があることを確認し

た。 

・また、ライニングの応力※３を計測した結果、施工時以降、引張方向の応力が作用しているこ

とを確認した。 

・以上から、当該配管の定期検査時の海生生物の除去作業中、気泡を内包するライニング表面に

外力による衝撃荷重が加えられ、気泡との間で初期のき裂が発生し、引張方向の応力の作用に

より、ライニングの貫通き裂に至った。その後、ライニングのき裂から侵入した海水により、

配管母材の腐食が内面から進展し、外面に至ったものと推定した。 

 

②原子炉補機冷却用海水配管の傷 

・傷の断面観察等の結果、配管母材には内面から進展し外面に至った腐食を、配管内面にはライ

ニング（ゴム）の欠損（長さ約 145mm×幅約 50mm）を確認した。また、当該欠損部の周辺には、

キャビテーション※４によると推定されるライニングの損耗模様を確認した。 

・当該配管の運転状況を確認した結果、傷が生じた箇所は、上流側の流量調整弁の流況によって

キャビテーションが発生し、ライニングが損耗する可能性があることを確認した。 

・以上から、当該配管の上流側にある流量調整弁の流況によりキャビテーションが発生し、ライ

ニングの一部が損耗、剥離した。その後、海水の接触により、配管母材の腐食が内面から進展

し、外面に至ったものと推定した。 

 

※３：応力 

物体に外力を加えたとき、物体の内部に生じる力 

※４：キャビテーション 

液体が局所的な流速の増加や圧力低下によって蒸気や気体、またはその両方を含んだ気泡及

び泡が発生する現象 

 

（２）伊方１号機における海水配管の全数点検 

・今回の事象を踏まえ、伊方発電所１号機の海水配管の全数について、内面の点検を行ったとこ

ろ、小・中口径配管において、ポリエチレンのライニングで６カ所、厚膜形エポキシ樹脂のラ

イニングで２カ所の傷を確認したが、いずれの傷も、技術基準上要求される必要最小厚さは確

保されていた。 

・当該点検の結果を踏まえると、小・中口径配管の点検において、可視範囲を目視で確認するこ

れまでの保守管理では、配管内面全体にわたって腐食の起因となるような傷を検知することは

困難であると評価した。 
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・また、厚膜形エポキシ樹脂のライニングの配管については、軽微なすり傷、膨れ等の傷であり、

これまでの保守管理を継続することにより、ライニングの健全性は維持できると評価した。（タ

ールエポキシ樹脂のライニングの配管も同様） 

・なお、今回の点検により確認された傷については、配管の取替え、ライニングの補修、再塗装

等を行った。 

 

（３）対策 

・傷が確認された非常用ディーゼル発電機冷却用海水配管及び原子炉補機冷却用海水配管につい

ては、新品の配管に取り替える。（対策実施済み） 

・今回の定期検査において、海水配管全数について、内面の目視点検を実施し、傷が確認された

配管については、補修等を行うことによって、現時点における配管全数のライニングの健全性

を確保する。（対策実施済み） 

・ポリエチレン及びゴムのライニングの配管については、今後、６回の定期検査で全数の点検を

行うこととし、次回定期検査から計画的な実施、知見の拡充を図る。（現在は１２回の定期検

査で全数を点検） 

・特に、キャビテーションによりライニングの損耗が発生する可能性のある箇所については、管

理を強化するとともに、当該箇所を有する配管については、今後、２回の定期検査で全数の点

検を行う。 

・また、小・中口径配管の点検方法について、従来の目視可能範囲のみの点検に加え、ファイバ

ースコープ、遠隔カメラ等を用いた配管内面全体の点検を行う。 

・点検作業において、配管内面のライニングに衝撃荷重を与えないよう、作業要領における注意

事項として記載するとともに、作業終了後にライニングの健全性確認を行う。 

・点検結果を今後の保守管理に適切に反映するため、ライニング等の点検結果について、点検対

象や着眼点、結果を明確化した点検記録を作成するよう、作業要領書に反映する。 

 

３．原子力安全・保安院の対応 

四国電力㈱から報告された内容は、原因について、各種調査から適切に推定されていること、

対策について、推定原因を踏まえた適切な内容であることから、原子力安全・保安院は、当該報

告の内容は妥当と考えます。 

今後、四国電力㈱が実施した再発防止対策の実施状況、他プラントにおける当該対策の実施状

況等について、保安検査等を通じて確認していくこととします。 
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（参考) 

１．非常用ディーゼル発電機冷却用海水配管の傷 

（１）事象の概要 

定格熱出力一定運転中の伊方発電所１号機において、４月２７日１０時０４分頃、原子炉補

助建家１階（非管理区域）の巡視点検を行っていた作業員が、床面に直径約 10cm の水たまり

あとを確認した。 

水たまりの上部を調査した結果、非常用ディーゼル発電機（Ｂ）の冷却用海水配管に傷があ

り、海水がにじんで滴下していることから、１４時００分、当該安全上重要な機器である当該

配管が発電用原子力設備に関する技術基準に適合していないことを確認した。 

その後、非常用ディーゼル発電機２系統のうち１系統の使用を停止して、当該配管の交換を

実施した。 

 

（２）事象発生時のＩＮＥＳによる暫定評価※ 

基 準 １ 基 準 ２ 基 準 ３ 評価レベル 

－ － ０＋ ０＋ 

 

２．原子炉補機冷却用海水配管の傷 

（１）事象の概要 

定期検査のため原子炉停止中の伊方発電所１号機において、６月１１日７時４５分頃、原

子炉補助建家地下１階（管理区域）にて作業員が、原子炉補機冷却水冷却器（Ａ）の冷却用

海水配管に傷があり、海水が漏えいしていることから、安全上重要な機器である当該配管が

発電用原子力設備に関する技術基準に適合していないことを確認した。 

 

（２）事象発生時のＩＮＥＳによる暫定評価※ 

基 準 １ 基 準 ２ 基 準 ３ 評価レベル 

－ － ０－ ０－ 

 

※：２００８年版ＩＮＥＳユーザーズマニュアルによる評価。 

ＩＮＥＳ（International Nuclear and Radiological Event Scale：国際原子力・放射線 

事象評価尺度）とは、原子力発電所等のトラブルについて、それが安全上どの程度のもの 

かを表す指標のこと。評価は３つの基準（基準１：人と環境、基準２：施設における放射 

線バリアと管理、基準３：深層防護）により行われ、最も高いレベルがそのトラブルの評 

価レベルとなる。評価レベルは、レベル０（安全上重要ではない事象）からレベル７（深 

刻な事故）まであり、原子力発電所では、レベル０のトラブルを「レベル０－（安全に影 

響を与えない事象）」と「レベル０＋（安全に影響を与え得る事象）」に分類している。 

 

 

 

382



�������	�
��������
��������	������ !"#$%&'����� !()*+,-

./0$1

2 !34(56

78!9

:; !(<=>?@A*B,-C !DE(FGHIJKLMNKO(DPEQR*DST-,�UV(WXY*@A
�Z[(\]*^_`abcdefg�hi*^jCklmnd	oT�pqCLMNKOrZs(tu�v(w�*^jx
yz!{�mnd|}TCmnY~���T���*^jxyz!d��T-��*�g��(i/0����

��?�!9

��,Y
QR*�Y

 !DE������� ��,YQR� !DE��m��

�����

����

mn

��� X��

� 

�¡��������	������ !()

¢��, !£¤¥¦

§

��,¨

��©ªª��

��«

¬®LK¯

��?�!9

���v

LMNKO(°E��(pqC
LMNKODY*UVd�±��
�� ²BCUV³LMNKOrZ
s*	oT��(i/0��_�

��

��

�����,�

xyz!(��*´,C��oµ¶dmnY^j·
�TCLMNKOPE*¸¹º_ii�*Cxyz!(
��d|}TC��*�g��

��
mn|»

��	o

LMNKOrZs(tu�v(w�*^jmnd|
»TCxyz!DE{�¼½T��h(�±CmnY~
���T���*^jxyz!*��d	oT��

��

LMNKO

xyz!

UV

¾¿(>?s*C��?�!9*ÀÁT�®¯ÂÃ
Ä(�oo¶ÅÆ¿º_@A*B,-Z[ÅÇ�T�
�±C!9i�ÈÉÊËÌ�(LMNKOPE*Z[d
\]TCLMNKOPE*`abcdefg�hi�C
LMNKOPEiUV(Í�klmnd	oT��

�ÎÏÐÑÒNÓÔ�

ÕÖ£×¥

��FKØ

Ù�ÚÛÜÝ�ÚÛÜ

��������
	��Þ

ßKÜà��áâ�
ã3��ä�Þ

$%&'���
��å�æ

$%&'���
��å�ç

ÞÕÖ

èÕÖ

��,¨


���v

@A�Z[

®¯ÂÃÄ

`abcdef_

LMNKO

UV

@A�Z[

xyz!

��?�!9

éÀêë��ìí�

383



�ÎÏÐÑÒNÓÔ�

ï¡$%&'����� !()

¢��, !£¤¥¦

��ðñªª��

§

�òªª��

��?�!9

��«

78!9

��,¨

¬®LK¯

ÕÖ£×¥

��FKØ

Ù�ÚÛÜÝ�ÚÛÜ

��������
	��è

ßKÜà��áâ�
ã3��ä�è

$%&'���
��å�è

$%&'���
��å�Þ

èÕÖ

��,¨


���v

:; !(X�(ó����ôÅ3õT-BjC:;ó(ö÷*^_�ø(ùú²ûü*^jýþ�����Kd	oT-
:; !DE(�ÔLMNKO*�
�²	
B^#��d	oT�pqCxyz!d !D(��*^j��T-��*
�g��(i/0����

LMNKO�Y

�òª��

��©ò��

� 

���v

ó

2 !34(56

ÞÕÖ

./0$1

���v

�ÔLMNKO

��

��	o�|}

ýþ�����K�Hà�¯�K	o

�ÔLMNKO*�
�²	

B^#��do�Cxyz!d
��*\T�hi*^j��d
|}�

��,¨


�ïÉ�ïï�ö÷

ó

2ó�¾�

.ó�¾W�

���,¨
QR

���

X��

ó���Cýþ�����Kd	oTCýþ�����K�Hà�
¯�K*^j�ÔLMNKOd	
º_�

2ó�¾�Ð
��dY��*�±��C�ø(�e*^j��d��º_�

.ó�¾W�Ð
��d���U�� �i²jUVd	oº_�

���,¨
QRÐ
��� *^_�ø(��*!g-�"(��d#$�X%�
TCUVd&'º_�h(im*	oº_`a�*^jLMNKO
d	
º_�
(�ýþ�����K�Hà�¯�K�

ýþ�����KÐ)"d�
�²�ø(�e*����*^g-�U*U"C
{�³+(,�Å-./UVB^#Vd	oº_01

��,	o

��(|}*^jxyz!(��*�g��
²BC:;Y³ó(��*23TC�
�ø
dø,¨
�4_�±��ø÷deø��_
56�4_�

�ïìí�

È

384



í¡����*B7_�� !(89>?

$%&'����� !Ä(89*+,-LMNKO(>?Å},C:8;Å��T��
h(<=Ch�{�®LK¯öÙY~�>?@A*+,->?ÅBrT-m�C��DE !*+,-³CF?C®GMH�Iß�
ØCææçÒÑLCJKL@!D>?àÃÛÜ*^_LMNKOE8E(>?ÅBrT��
>?(pqCFGHIJKLMNKO!(<=C$%&'�����å�����Mj !N¨
(LMNKOE*mnd�
±����{�COPQHFý�RSTU!(<=C��VW�!ï¨
*TP(X�CY�Cxyz!(��d�±����

Zï�[¨
�

Zí�ï¨
�

Y�

�í[\\

mn

�[É\\

��FKØ

Ý�ÚÛÜ Ù�ÚÛÜ

$%&'���
��å�èC�Þ

$%&'���
��å�æC�ç

��������
	��Þ

��������
	��è

 !DE

Z���¨
�

Z�(56 Zï(56] Zí(56]

 !DE

��É\\

mn

 !DE

�/0$1�
� FGHIJKLMNKO(mn�Z�CZï�*+,-³C �(¤1(^
�~dc_T-	oTC|»T��(i/0����
�`as^jLMNKO*o�-,_tu�v(w�
�`as^jLMNKO�*bST-,_UV*^_w�c�
���U(�d*^_LMNKO(��
�>?s(cô¶Ýe,@AÄ*B,-o��iÏ���_ m²f�

� OPQHFý�RSTU(X�Ä�Zí�*+,-³CTU�(�ghi
dj��²~g��±*o��xyz!iTPi(��*^_�(i/0�
���

k¡Ìl

�)d�������������	������ !"#$%&'����� !*+,-³Cmn( !*
Ýjo�_�pÌlBrqr�

�s#(0l?4*B,-C�� !89*+,-CDE(F?>?ÅBrTC)d����� !*+,-³C't
ÄÅ}<hi*^g-C0s>*B7_ !89(LMNKO(:8;Å�<º_��ÌlBrqr�

�FGHIJK"#�Ô(LMNKO( !*+,-³Cs�CN#(0l?4�89(>?Å}<hiiTCu#0l?4
~�«v�²BrCwx(�yÅ¥_��0S³�ï#(0l?4�89Å>?�

�z*Cýþ�����K*^jLMNKO(�{d	oº_>|;(4_¨
*+,-³C!iÅ}üº_ii�*C:
;¨
Å~º_ !*+,-³Cs�Cï#(0l?4�89(>?Å}<�

�{�CC��DE !(>?��*+,-C!�(F?>|@A(r(>?*e�C®GMH�Iß�ØCJKÒÑLÄ
Å�,� !DE8"(>?Å}<�

�>?@A*B,-C !DE(LMNKO*`abcÅ��²,^<C@A¤�*B7_����iT-��º_ii
�*C@A���*LMNKO(:8;��Å}<�

�>?pqÅs�(<=!i*��*Ë�º_�±CLMNKOÄ(>?pq*+,-C>?Ì1*Á�>CpqÅ�
�üT�>?��Å@µº_^<C@A¤��*Ë�º_�

�FGHIJKLMNKO� �FGHIJKLMNKO� �OPQHFý�RSTU�ßKÜà��áâ�
ã3��ä�Þ

ßKÜà��áâ�
ã3��ä�è

�íìí�

�

385



 

東京電力㈱福島第二原子力発電所１号機の原子炉手動停止について 
 

平 成 ２ ２ 年 ６ 月 ２ 日 

 

原子力安全・保安院は、本日（６月２日）、東京電力㈱から、定格熱出力一定運転中の福島第二

原子力発電所１号機（沸騰水型：定格電気出力１１０万キロワット）における原子炉隔離時冷却

系電動弁（蒸気管内側隔離弁）の不具合に伴う原子炉手動停止について、以下のとおり原子炉等

規制法に基づき報告を受けました。 

本事象に伴う外部への放射性物質の影響はありません。 

 

 

１．東京電力㈱からの報告内容 

定格熱出力一定運転中の福島第二原子力発電所１号機において、６月１日、原子炉隔離時冷

却系※１の定例試験のため、当該系統の格納容器の内側にある電動弁（蒸気管内側隔離弁）※２

の開閉状況を確認していたところ、当該弁が全開にならないことを確認した。 

当該弁の電源等の調査を行った結果、当該弁に異常の可能性があることから、当該系統が動

作不能と判断し、２日２時５分、保安規定に基づき、運転上の制限の逸脱を宣言した。 

その後、運転上の制限の逸脱に伴い、保安規定で要求される措置として、高圧炉心スプレイ

系※３が正常に動作すること及び自動減圧系※４の窒素ガス供給圧力が正常であることを確認し

た。 

保安規定では当該系統を１０日以内に復旧することが求められているものの、当該弁が原子

炉格納容器内にあることから、原子炉を手動停止して当該弁を点検することとした。 

 

※１ 通常の原子炉給水系が使用不能となり、原子炉水位が低下した場合等において、原子炉の蒸気

を駆動源にしてポンプを回し、原子炉の水位確保および炉心の冷却を行う系統。なお、本系統は非

常用炉心冷却系ではない。 

※２ 原子炉隔離時冷却系を流れる蒸気を遮断するための弁の一つ。 

※３ 非常用炉心冷却系の１つ。原子炉水位が異常に低下した場合に原子炉内に注水するための系統。 

※４ 非常用炉心冷却系の１つ。原子炉水位が異常に低下した場合に原子炉の圧力を強制的に下げ、

低圧の非常用炉心冷却系による原子炉への注水を促すための設備。 

 

２．事象発生によるプラント安全性への影響 

本事象は、他の冷却系（高圧炉心スプレイ系及び自動減圧系）が正常であることが確認され

ていることから、直ちにプラントの安全に影響を与えるものではありません。 

また、本事象の発生に伴う外部への放射性物質による影響はありません。 

 

３．原子力安全・保安院の対応 

原子力安全・保安院では、本事象の発生を受け、現地保安検査官が発電所に出向き、プラン

トの安全状況を確認しています。 

本件は、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１９条の１７に基づき報告を受け

たものです。 

今後、法令に基づき、事業者が行う原因究明及び再発防止策について、確認していきます。 
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（ＩＮＥＳ※による暫定評価） 

基 準 １ 基 準 ２ 基 準 ３ 評価レベル 

－ － ０＋ ０＋ 

 

※ＩＮＥＳ（International Nuclear and Radiological Event Scale：国際原子力・放射線 

事象評価尺度）とは、原子力発電所等のトラブルについて、それが安全上どの程度のもの 

かを表す指標。評価は３つの基準（基準１：人と環境、基準２：施設における放射線バリ 

アと管理、基準３：深層防護）により行われ、最も高いレベルがそのトラブルの評価レベ 

ルとなる。評価レベルは、レベル０（安全上重要ではない事象）からレベル７（深刻な事 

故）まであり、原子力発電所では、レベル０のトラブルを「レベル０－（安全に影響を与 

えない事象）」と「レベル０＋（安全に影響を与え得る事象）」に分類している。 
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東京電力㈱福島第二原子力発電所１号機の 
原子炉手動停止に関する原因と対策について 

 

平成２２年９月２１日 

 

原子力安全・保安院は、６月２日、東京電力㈱から、定格熱出力一定運転中の福島第二原子力

発電所１号機（沸騰水型：定格電気出力１１０万キロワット）における原子炉隔離時冷却系※１蒸

気管内側隔離弁※２の不具合に伴う原子炉手動停止について、原子炉等規制法に基づき報告を受け

ました。 

本事象に伴う外部への放射性物質の影響はありません。 

（６月２日お知らせ済み） 

本件について、本日（２１日）、東京電力㈱から、原因と対策に係る報告書の提出を受けました

ので、お知らせします。 

 

原因は、当該弁の分解・組立時に当該弁の弁棒に過大な応力が作用したため初期き裂が発生し、

その後のプラント運転に伴う振動によりき裂が進展したためと推定しています。 

また、対策としては、当該弁の弁棒について、応力が集中しない形状の新品と交換するととも

に、弁の分解・組立作業時に弁棒に荷重がかからない作業管理を行うこと等としています。 

 

今般、東京電力㈱から提出された報告書においては、原因について、各種調査から推定されて

いること、対策について、推定原因を踏まえた内容であること、さらに、当該弁の状態確認等、

継続的な監視がなされることから、原子力安全・保安院は、当該報告書の内容は首肯できるもの

と考えます。 

 

※１：原子炉隔離時冷却系 

通常の原子炉給水系が使用不能となり、原子炉水位が低下した場合において、原子炉の蒸気を駆動

源にしてポンプを回し、原子炉の水位確保及び炉心の冷却を行う系統。なお、本系統は非常用炉心

冷却系ではない。 

※２：蒸気管内側隔離弁 

原子炉隔離時冷却系を流れる蒸気を遮断するための弁の一つ。 

 

１．事象発生によるプラント安全性への影響 

本事象は、原子炉隔離時冷却系の定例試験において、当該系統の弁が全開にならないことが

確認され、当該弁が原子炉格納容器内にあることから、点検のために原子炉を手動停止させた

事象ですが、保安規定に定められた要求される措置に従って対応したものであり、直ちにプラ

ントの安全に影響を与える事象ではありません。 

また、本事象の発生に伴う外部への放射性物質による影響はありません。 

 

原子力安全・保安院では、事象の発生を受け、直ちに現地の原子力保安検査官が現場に出向

き、以下の活動等を通じて、事象の把握とともに、プラントの安全が維持されていることを確

認しています。 

・事象の概要、事業者による対応経緯と今後の作業計画の把握 

・他の系統による機能が健全であることの確認 

・原子炉の安全停止の確認 

・主排気筒モニタ、モニタリングポストの指示の確認 
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２．東京電力㈱からの報告の要点 

東京電力㈱から報告のあった内容は、主として以下のとおりです。 

（１）原因調査結果及び推定原因 

・当該弁の分解点検を実施したところ、弁棒がバックシートコーナー部※３近傍で折損していた。 

・当該弁棒のバックシートコーナー部の寸法は、当初設計よりも応力が集中し易い形状である

ことを確認した。 

・破面観察を実施した結果、き裂の起点部と考えられる方向に疲労破面に特徴的なビーチマー

ク※４が観察されたこと等から、弁棒の外周部から内側に向かってき裂が進展したと考えられ

る。 

・当該弁について、プラント運転中に発生する振動の影響を調査したところ、弁棒のバックシ

ートコーナー部に初期き裂が存在する場合には、振動によりき裂が進展し、弁棒を折損させ

る可能性があることを確認した。 

・当該弁の組み立て方法を確認した結果、当該弁は傾いた状態で、かつ狭隘な箇所に設置され

ているため、弁の分解・組立作業を行う際に、駆動部を弁棒に取り付けた状態で弁棒を弁体

に取り付けていることを確認した。 

・モックアップ試験の結果、当該弁の分解・組立作業時に駆動部の全重量が弁棒に加わった場

合には、弁棒の引張強さを超える曲げ応力が弁棒のバックシートコーナー部に作用すること

を確認した。 

・当時の施工管理上、当該弁の取付け角度を注意しながら分解・組立することまで考慮してい

なかったことを確認した。 

 

・以上のことから、過去の当該弁の分解・組立時に駆動部の荷重が弁棒にかかり、弁棒のバッ

クシートコーナー部に過大な応力が作用して初期き裂が発生した。その後、プラント運転に

伴う振動により、当該弁の弁棒のバックシートコーナー部に繰返し応力が発生したため、き

裂が徐々に進展し、当該弁の開閉試験時の動作により当該弁棒が最終破断に至ったと推定す

ることが適切と判断した。 

 

※３：バックシートコーナー部 

「バックシート」とは弁の全開時、弁蓋と弁棒が接触する部分。当該部分は弁棒が広がった形を

しており、「コーナー部」は、弁棒の広がる部分の角度が変わり始める部位で、弁棒にかかる力

が集中しやすい。 

※４：ビーチマーク 

疲労破面に観察される特徴的な破面模様の１つで、砂浜に残る波跡に似た縞模様。 

 

（２）対策 

・当該弁について、弁棒を新品と取り替えた。なお、取替えに当たっては、応力集中を緩和す

るよう弁棒のバックシートコーナー部の形状を見直した。 

・当該弁の分解・組立時には、弁棒のバックシート部に応力が発生しないよう角度計を取り付

けるとともに、作業中の弁棒の角度を監視するよう施工要領書を見直した。 

 

３．原子力安全・保安院の対応 

東京電力㈱から報告された内容は、原因について、各種調査から推定されていること、対策

について、推定原因を踏まえた内容であること、さらに、当該弁の状態確認等、継続的な監視

がなされることから、原子力安全・保安院は、当該報告書の内容は首肯できるものと考えます。 

今後、東京電力㈱が実施した再発防止対策の実施状況、他プラントにおける当該対策の実施

状況等について、保安検査等を通じて確認していくこととします。 
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（参考) 

（１）事象の概要 

定格熱出力一定運転中の福島第二原子力発電所１号機において、６月１日、原子炉隔離時

冷却系の定例試験のため、当該系統の格納容器の内側にある電動弁（蒸気管内側隔離弁）の

開閉状況を確認していたところ、当該弁が全開にならないことを確認した。 

当該弁の電源等の調査を行った結果、当該弁に異常の可能性があることから、当該系統が

動作不能と判断し、６月２日２時５分、保安規定に基づき、運転上の制限の逸脱を宣言した。 

その後、運転上の制限の逸脱に伴い、保安規定で要求される措置として、高圧炉心スプレ

イ系が正常に動作すること及び自動減圧系の窒素ガス供給圧力が正常であることを確認した。 

保安規定では当該系統を１０日以内に復旧することが求められているものの、当該弁が原

子炉格納容器内にあることから、原子炉を手動停止して当該弁を点検することとした。 

 

（２）事象発生時のＩＮＥＳによる暫定評価※ 

基 準 １ 基 準 ２ 基 準 ３ 評価レベル 

－ － ０＋ ０＋ 

 

※：２００８年版ＩＮＥＳユーザーズマニュアルによる評価。 

ＩＮＥＳ（International Nuclear and Radiological Event Scale：国際原子力・放射線 

事象評価尺度）とは、原子力発電所等のトラブルについて、それが安全上どの程度のもの 

かを表す指標のこと。評価は３つの基準（基準１：人と環境、基準２：施設における放射 

線バリアと管理、基準３：深層防護）により行われ、最も高いレベルがそのトラブルの評 

価レベルとなる。評価レベルは、レベル０（安全上重要ではない事象）からレベル７（深 

刻な事故）まであり、原子力発電所では、レベル０のトラブルを「レベル０－（安全に影 

響を与えない事象）」と「レベル０＋（安全に影響を与え得る事象）」に分類している。 
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四国電力㈱伊方発電所１号機で確認された 
原子炉補機冷却用海水配管の傷について 

 

平成２２年６月１１日 

 

原子力安全・保安院は、本日（６月１１日）、四国電力㈱から、定期検査のため原子炉停止中の

伊方発電所１号機（加圧水型：定格電気出力５６．６万キロワット）における原子炉補機冷却用海

水配管※の傷について、以下のとおり原子炉等規制法に基づき報告を受けました。 

本事象の発生に伴う外部への放射性物質の影響はありません。 

 

※ 原子炉補機冷却用海水配管：原子炉補機（原子炉を冷却するためのポンプ等）の冷却水を冷却するた

めの冷却器に海水を送る配管。 

 

１．四国電力㈱からの報告内容 

定期検査のため原子炉停止中の伊方発電所１号機において、６月１１日７時４５分頃、原子

炉補助建家地下１階（管理区域）にて作業員が、原子炉補機冷却水冷却器（Ａ）の冷却用海水

配管に傷があり、海水が漏えいしていることから、安全上重要な機器である当該配管が発電用

原子力設備に関する技術基準に適合していないことを確認した。 

 

２．事象発生によるプラント安全性への影響 

現在、原子炉は停止中であり、必要な冷却機能は確保されていることから、直ちにプラント

の安全に影響を与える事象ではありません。 

また、本事象の発生に伴う外部への放射性物質による影響はありません。 

 

３．原子力安全・保安院の対応 

原子力安全・保安院では、本事象の発生を受け、直ちに現地保安検査官が発電所に出向き、

現場の保全状況を確認しています。 

また、本件は、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１９条の１７に基づき報告

を受けたものです。 

今後、法令に基づき、事業者が行う原因究明及び再発防止策について、確認していきます。 

 

（ＩＮＥＳ※による暫定評価） 

基 準 １ 基 準 ２ 基 準 ３ 評価レベル 

－ － ０－ ０－ 

 

※２００８年版ＩＮＥＳユーザーズマニュアルによる評価。 

ＩＮＥＳ（International Nuclear and Radiological Event Scale：国際原子力・放射線 

事象評価尺度）とは、原子力発電所等のトラブルについて、それが安全上どの程度のもの 

かを表す指標。評価は３つの基準（基準１：人と環境、基準２：施設における放射線バリ 

アと管理、基準３：深層防護）により行われ、最も高いレベルがそのトラブルの評価レベ 

ルとなる。評価レベルは、レベル０（安全上重要ではない事象）からレベル７（深刻な事 

故）まであり、原子力発電所では、レベル０のトラブルを「レベル０－（安全に影響を与 

えない事象）」と「レベル０＋（安全に影響を与え得る事象）」に分類している。 
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四国電力㈱伊方発電所１号機で確認された非常用ディーゼル発電機 
冷却用海水配管及び原子炉補機冷却用海水配管の傷に関する 

原因と対策について 
 

平 成 ２ ２ 年 7 月 ８ 日 

 

原子力安全・保安院は、四国電力㈱から、伊方発電所１号機（加圧水型：定格電気出力５６．

６万キロワット）で確認された非常用ディーゼル発電機冷却用海水配管及び原子炉補機※１冷却用

海水配管の傷について報告を受けました。 

（４月２７日及び６月１１日報告受理。同日お知らせ済み） 

 

本事象の発生に伴う外部への放射性物質の影響はありません。 

 

本件について、本日（８日）、四国電力㈱から、原因と対策に係る報告書の提出を受けましたの

で、お知らせします。 

 

原因は、配管内面のライニング※２に外力又は流況による損傷が生じ、配管母材の内面から海水

による腐食が進展したと推定しています。また、対策は、当該配管を新品に交換するとともに、

点検頻度・方法の見直し等を行うとしています。 

 

四国電力㈱から報告された内容は、原因について、各種調査から適切に推定されていること、

対策について、推定原因を踏まえた適切な内容であることから、原子力安全・保安院は、当該内

容は妥当と考えます。 

 

※１：原子炉補機 

原子炉施設の運転に必要なポンプ、熱交換器等 

※２：ライニング 

海水等による配管の腐食防止のため、配管内面に遮水性のある材料を施したもの 

 

１．事象発生によるプラント安全性への影響 

本事象は、非常用ディーゼル発電機及び原子炉補機の冷却水を海水で冷却するための配管に

おいて、貫通した傷が確認されたものですが、海水の漏れ量はわずかであり、以下のとおり、

冷却に必要な海水流量は確保されていたことから、プラントの安全に影響を与える事象ではあ

りません。 

・非常用ディーゼル発電機冷却用海水配管：管理値 220ｍ３/h 超に対し、流量 228ｍ３/h 

・原子炉補機冷却用海水配管：管理値 1,100ｍ３/h 超に対し、流量 1,250ｍ３/h 

また、海水には放射性物質は含まれておらず、本事象の発生に伴う外部への放射性物質によ

る影響はありません。 

 

原子力安全・保安院では、事象の発生を受け、直ちに現地の原子力保安検査官が現場に出向

き、以下の活動等を通じて、事象の把握とともに、プラントの安全が維持されていることを確

認しています。 

・事象の概要、事業者による対応経緯と今後の作業計画の把握 

・運転中における原子炉出力、加圧器水位、一次冷却材圧力等の運転パラメータの確認 

・海水放射線モニター、モニタリングポストの指示の確認 

・他の系統による冷却機能が健全であることの確認 

・現場における漏えい箇所の特定作業の立会い 
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２．四国電力㈱からの報告の要点 

四国電力㈱から報告のあった内容は、主として以下のとおりです。 

（１）原因調査結果及び推定原因 

①非常用ディーゼル発電機冷却用海水配管の傷 

・傷の断面観察等の結果、配管母材には内面から進展し外面に至った腐食を、配管内面のライニ

ング（ポリエチレン）には微少な貫通したき裂（長さ約 38mm×開口幅約 1mm）をそれぞれ確認

した。 

・ライニングの破面観察等の結果、ライニングの中には微少な気泡を、表面と気泡との間には衝

撃荷重によると推定されるき裂をそれぞれ確認した。さらに、そのき裂を起点に進展したと推

定される貫通したき裂を確認した。 

・当該配管の保守履歴を確認した結果、傷が生じた箇所は、配管内面に付着した海生生物の除去

作業において、工具がライニングに接触し、衝撃荷重が加えられる可能性があることを確認し

た。 

・また、ライニングの応力※３を計測した結果、施工時以降、引張方向の応力が作用していること

を確認した。 

・以上から、当該配管の定期検査時の海生生物の除去作業中、気泡を内包するライニング表面に

外力による衝撃荷重が加えられ、気泡との間で初期のき裂が発生し、引張方向の応力の作用に

より、ライニングの貫通き裂に至った。 

その後、ライニングのき裂から侵入した海水により、配管母材の腐食が内面から進展し、外面

に至ったものと推定した。 

 

②原子炉補機冷却用海水配管の傷 

・傷の断面観察等の結果、配管母材には内面から進展し外面に至った腐食を、配管内面にはライ

ニング（ゴム）の欠損（長さ約 145mm×幅約 50mm）を確認した。また、当該欠損部の周辺には、

キャビテーション※４によると推定されるライニングの損耗模様を確認した。 

・当該配管の運転状況を確認した結果、傷が生じた箇所は、上流側の流量調整弁の流況によって

キャビテーションが発生し、ライニングが損耗する可能性があることを確認した。 

・以上から、当該配管の上流側にある流量調整弁の流況によりキャビテーションが発生し、ライ

ニングの一部が損耗、剥離した。その後、海水の接触により、配管母材の腐食が内面から進展

し、外面に至ったものと推定した。 

 

※３：応力 

物体に外力を加えたとき、物体の内部に生じる力 

※４：キャビテーション 

液体が局所的な流速の増加や圧力低下によって蒸気や気体、またはその両方を含んだ気泡及び 

泡が発生する現象 

 

（２）伊方１号機における海水配管の全数点検 

・今回の事象を踏まえ、伊方発電所１号機の海水配管の全数について、内面の点検を行ったと

ころ、小・中口径配管において、ポリエチレンのライニングで６カ所、厚膜形エポキシ樹脂

のライニングで２カ所の傷を確認したが、いずれの傷も、技術基準上要求される必要最小厚

さは確保されていた。 

・当該点検の結果を踏まえると、小・中口径配管の点検において、可視範囲を目視で確認する

これまでの保守管理では、配管内面全体にわたって腐食の起因となるような傷を検知するこ

とは困難であると評価した。 
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・また、厚膜形エポキシ樹脂のライニングの配管については、軽微なすり傷、膨れ等の傷であ

り、これまでの保守管理を継続することにより、ライニングの健全性は維持できると評価し

た。（タールエポキシ樹脂のライニングの配管も同様） 

・なお、今回の点検により確認された傷については、配管の取替え、ライニングの補修、再塗

装等を行った。 

 

（３）対策 

・傷が確認された非常用ディーゼル発電機冷却用海水配管及び原子炉補機冷却用海水配管につ

いては、新品の配管に取り替える。（対策実施済み） 

・今回の定期検査において、海水配管全数について、内面の目視点検を実施し、傷が確認され

た配管については、補修等を行うことによって、現時点における配管全数のライニングの健

全性を確保する。（対策実施済み） 

・ポリエチレン及びゴムのライニングの配管については、今後、６回の定期検査で全数の点検

を行うこととし、次回定期検査から計画的な実施、知見の拡充を図る。（現在は１２回の定期

検査で全数を点検） 

・特に、キャビテーションによりライニングの損耗が発生する可能性のある箇所については、

管理を強化するとともに、当該箇所を有する配管については、今後、２回の定期検査で全数

の点検を行う。 

・また、小・中口径配管の点検方法について、従来の目視可能範囲のみの点検に加え、ファイ

バースコープ、遠隔カメラ等を用いた配管内面全体の点検を行う。 

・点検作業において、配管内面のライニングに衝撃荷重を与えないよう、作業要領における注

意事項として記載するとともに、作業終了後にライニングの健全性確認を行う。 

・点検結果を今後の保守管理に適切に反映するため、ライニング等の点検結果について、点検

対象や着眼点、結果を明確化した点検記録を作成するよう、作業要領書に反映する。 

 

３．原子力安全・保安院の対応 

四国電力㈱から報告された内容は、原因について、各種調査から適切に推定されていること、

対策について、推定原因を踏まえた適切な内容であることから、原子力安全・保安院は、当該

報告の内容は妥当と考えます。 

今後、四国電力㈱が実施した再発防止対策の実施状況、他プラントにおける当該対策の実施

状況等について、保安検査等を通じて確認していくこととします。 
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（参考) 

１．非常用ディーゼル発電機冷却用海水配管の傷 

（１）事象の概要 

定格熱出力一定運転中の伊方発電所１号機において、４月２７日１０時０４分頃、原子炉補助

建家１階（非管理区域）の巡視点検を行っていた作業員が、床面に直径約 10cmの水たまりあと

を確認した。 

水たまりの上部を調査した結果、非常用ディーゼル発電機（Ｂ）の冷却用海水配管に傷があり、

海水がにじんで滴下していることから、１４時００分、当該安全上重要な機器である当該配管が

発電用原子力設備に関する技術基準に適合していないことを確認した。 

その後、非常用ディーゼル発電機２系統のうち１系統の使用を停止して、当該配管の交換を実

施した。 

 

（２）事象発生時のＩＮＥＳによる暫定評価※ 

基 準 １ 基 準 ２ 基 準 ３ 評価レベル 

－ － ０＋ ０＋ 

 

２．原子炉補機冷却用海水配管の傷 

（１）事象の概要 

定期検査のため原子炉停止中の伊方発電所１号機において、６月１１日７時４５分頃、原子

炉補助建家地下１階（管理区域）にて作業員が、原子炉補機冷却水冷却器（Ａ）の冷却用海水

配管に傷があり、海水が漏えいしていることから、安全上重要な機器である当該配管が発電用

原子力設備に関する技術基準に適合していないことを確認した。 

 

（２）事象発生時のＩＮＥＳによる暫定評価※ 

基 準 １ 基 準 ２ 基 準 ３ 評価レベル 

－ － ０－ ０－ 

 

※：２００８年版ＩＮＥＳユーザーズマニュアルによる評価。 

ＩＮＥＳ（International Nuclear and Radiological Event Scale：国際原子力・放射線 

事象評価尺度）とは、原子力発電所等のトラブルについて、それが安全上どの程度のもの 

かを表す指標のこと。評価は３つの基準（基準１：人と環境、基準２：施設における放射 

線バリアと管理、基準３：深層防護）により行われ、最も高いレベルがそのトラブルの評 

価レベルとなる。評価レベルは、レベル０（安全上重要ではない事象）からレベル７（深 

刻な事故）まであり、原子力発電所では、レベル０のトラブルを「レベル０－（安全に影 

響を与えない事象）」と「レベル０＋（安全に影響を与え得る事象）」に分類している。 
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日本原子力発電㈱東海第二発電所の原子炉手動停止について 
 

平成２２年６月２８日 

 

原子力安全・保安院は、６月２５日、日本原子力発電㈱から、定格熱出力一定運転中の東海第二

発電所（沸騰水型：定格電気出力１１０万キロワット）における残留熱除去系海水系の不具合に伴

う原子炉手動停止について、原子炉等規制法に基づく報告を受けました。 

本事象の発生に伴う外部への放射性物質の影響はありません。 

 

 

１．日本原子力発電㈱からの報告内容 

定格熱出力一定運転中の東海第二発電所において、６月１７日、残留熱除去系海水系※（Ｂ）

の残留熱除去系海水系ポンプ（（Ｂ）及び（Ｄ））の定期試験を実施していたところ、当該ポ

ンプ２台による定格運転時において、海水の流量が基準値を下回っていることを確認した。（基

準値 492.1 リットル/秒に対し、480 リットル/秒） 

このため、当該系統の機能が健全であることが確認できないと判断し、同日１５時４１分、

保安規定に基づき、運転上の制限の逸脱を宣言した。 

その後、運転上の制限の逸脱に伴い保安規定で要求される措置として、残留熱除去系海水系

（Ａ）が正常に動作することを速やかに確認した。 

保安規定では、当該系統を１０日以内に復旧することが求められており、当該ポンプの分解

点検等を行ってきたが、原因の特定に至らなかったため、原子炉を手動停止して、さらに詳細

な点検を行うこととした。 

 

※：残留熱除去系海水系 

「残留熱除去系」は、原子炉を停止した後に冷却（燃料の崩壊熱の除去）等を行う系統。「残留熱除

去系海水系」は、熱交換器を通じて、残留熱除去系を海水で冷やすために設けられた系統。 

 

２．事象発生によるプラント安全性への影響 

本事象は、他の残留熱除去系海水系（Ａ）が正常に動作することが確認されていることから、

直ちにプラントの安全に影響を与えるものではありません。 

また、本事象の発生に伴う外部への放射性物質による影響はありません。 

 

３．原子力安全・保安院の対応 

原子力安全・保安院では、運転上の制限の逸脱が確認された６月１７日に、現地原子力保安

検査官が現場に急行し、プラントの安全状況を確認するとともに、その後も継続的に事業者の

対応状況の確認を行っています。 

本件は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第６２条の３及び実用発電

用原子炉の設置、運転等に関する規則第１９条の１７に基づき報告を受けたものです。 

今後、法令に基づき、事業者が行う原因究明及び再発防止策について、確認していきます。 
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（ＩＮＥＳ※による暫定評価） 

基 準 １ 基 準 ２ 基 準 ３ 評価レベル 

－ － ０＋ ０＋ 

 

※ＩＮＥＳ（International Nuclear and Radiological Event Scale：国際原子力・放射線事

象評価尺度）とは、原子力発電所等のトラブルについて、それが安全上どの程度のものかを

表す指標。評価は３つの基準（基準１：人と環境、基準２：施設における放射線バリアと管

理、基準３：深層防護）により行われ、最も高いレベルがそのトラブルの評価レベルとなる。

評価レベルは、レベル０（安全上重要ではない事象）からレベル７（深刻な事故）まであり、

原子力発電所では、レベル０のトラブルを「レベル０－（安全に影響を与えない事象）」と「レ

ベル０＋（安全に影響を与え得る事象）」に分類している。 
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日本原子力発電㈱東海第二発電所の原子炉手動停止 
に関する原因と対策について 

 

平 成 ２ ２ 年 ９ 月 ９ 日 

 

原子力安全・保安院は、６月２５日、日本原子力発電㈱から、定格熱出力一定運転中の東海第

二発電所（沸騰水型：定格電気出力１１０万キロワット）における残留熱除去系海水系※１の不具

合に伴う原子炉手動停止について、原子炉等規制法に基づく報告を受けました。 

本事象の発生に伴う外部への放射性物質の影響はありません。 

（６月２８日お知らせ済み） 

本件について、本日（９日）、日本原子力発電㈱から、原因と対策に係る報告書の提出を受けま

したので、お知らせします。 

 

原因は、残留熱除去系海水系の配管内面から剥離したライニング※２が流量計オリフィス※３を変

形させたことにより、海水の流量計の指示値が実際の値よりも低く示されたためと推定していま

す。 

また、対策としては、変形した流量計オリフィスを新品に交換するとともに、剥離したライニ

ングの構造を変更する等としています。 

 

今般、日本原子力発電㈱から提出された報告書においては、原因について、各種調査から適切

に推定されていること、対策について、推定原因を踏まえた適切な内容であることから、原子力

安全・保安院は、当該報告書の内容を妥当と考えます。 

 

※１：残留熱除去系海水系 

「残留熱除去系」は、原子炉を停止した後に冷却（燃料の崩壊熱の除去）等を行う系統。「残留熱除

去系海水系」は、熱交換器を通じて、残留熱除去系を海水で冷やすために設けられた系統。 

※２：ライニング 

海水等による配管の腐食を防ぐため、配管の内面に施す遮水性の材料。 

※３：流量計オリフィス 

流量を測定するために、流体を通す管の内部に設けた中心に円形の孔のある仕切り板。この板の前

後に生じる圧力差と流量に相関があるため、この圧力差を測定することにより、流量を測定するこ

とができる。 

 

１．事象発生によるプラント安全性への影響 

本事象は、残留熱除去系海水系（Ｂ）の定期試験において、海水の流量計の指示値が基準値

を下回り、その後、原因の特定に至らなかったため、点検のために原子炉を手動停止させた事

象ですが、保安規定に定められた要求される措置に従って対応したものであり、直ちにプラン

トの安全に影響を与える事象ではありません。 

また、本事象の発生に伴う外部への放射性物質による影響はありません。 

 

原子力安全・保安院では、事象の発生を受け、直ちに現地の原子力保安検査官が現場に出向

き、以下の活動等を通じて、事象の把握とともに、プラントの安全が維持されていることを確

認しています。 

・事象の概要、事業者による対応経緯と今後の作業計画の把握 

・他の系統による機能が健全であることの確認 

・原子炉の安全停止の確認 
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・主排気筒モニタ、モニタリングポストの指示の確認 

 

２．日本原子力発電㈱からの報告の要点 

日本原子力発電㈱から報告のあった内容は、主として以下のとおりです。 

（１）原因調査結果及び推定原因 

・残留熱除去系熱交換器の開放点検を行ったところ、水室内部に異物（剥離した配管ライニン

グ材）を確認した。当該異物は、流量計オリフィスの上流に設置されているクローザージョ

イント※４の短管内面より全面にわたって剥離したものであることが確認された。 

※４：クローザージョイント 

配管の変位を吸収するために可動部を設けた配管。 

・クローザージョイントの短管内面のライニングは、ポリエチレンライニングの端部でタール

エポキシライニングが重ねて塗布されている構造であることが確認された。また、ポリエチ

レンとタールエポキシの付着性試験を行った結果、両者の付着性が弱いことが確認された。 

・短管内面とポリエチレンライニングの接着面に海水が浸入すると、両者の結合が弱まり、ラ

イニングの接着力が低下することが確認された。 

・流量計オリフィスに変形が確認された。その変形が流量計の指示値に与える影響を評価した

結果、今回の流量低下に相当することが確認された。 

 

・以上のことから、クローザージョイントの短管内面のポリエチレンライニングとタールエポ

キシライニングの重ね合わせ部から海水が浸入し、短管とポリエチレンライニングとの接着

力を低下させるとともに、短管母材を腐食させたことでポリエチレンライニングが部分的に

剥離し、より奥へと海水が浸入することで母材と当該ライニング間の剥離範囲が継続的に広

がった。 

・残留熱除去系海水系のポンプの運転による海水流量の発生により、ポリエチレンライニング

が下流に移動し、流量計オリフィスの孔を通過する際にオリフィスを変形させたために、流

量計オリフィスの前後で生じる差圧が変化して見かけ上の海水の流量を低下（実際の流量よ

りも流量計指示値が低い流量を示す）させた。 

 

（２）対策 

・変形した流量計オリフィスを新品に交換した。 

・クローザージョイントの短管内面のライニングについては、当該箇所及び類似箇所全てにお

いて全面タールエポキシによるライニングへ再施工した。 

・クローザージョイント部に使用されるタールエポキシライニングについては、今後、５回の

定期検査で全数の点検を計画的に毎回の定期検査で実施することとする。 

・設計変更や新設計を採用する場合は、現行のＱＭＳ（品質マネジメントシステム）に従い、

変更箇所についての設計レビューを適切に実施する。また、受注メーカーに詳細設計に係る

専門的知見を集約させるため、調達に係る規程を見直す。 

 

３．原子力安全・保安院の対応 

日本原子力発電㈱から報告された内容は、原因について、各種調査から適切に推定されてい

ること、対策について、推定原因を踏まえた適切な内容であることから、原子力安全・保安院

は、当該報告の内容を妥当と考えます。 

今後、日本原子力発電㈱が実施した再発防止対策の実施状況、他プラントにおける当該対策

の実施状況等について、保安検査等を通じて確認していくこととします。 
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（参考) 

（１）事象の概要 

定格熱出力一定運転中の東海第二発電所において、６月１７日、残留熱除去系海水系（Ｂ）の

残留熱除去系海水系ポンプ（（Ｂ）及び（Ｄ））の定期試験を実施していたところ、当該ポンプ

２台による定格運転時において、海水の流量計の指示値が基準値を下回っていることを確認した。

（基準値 492.1リットル/秒に対し、480リットル/秒） 

このため、当該系統の機能が健全であることが確認できないと判断し、同日１５時４１分、保

安規定に基づき、運転上の制限の逸脱を宣言した。 

その後、運転上の制限の逸脱に伴い保安規定で要求される措置として、残留熱除去系海水系

（Ａ）が正常に動作することを速やかに確認した。 

保安規定では、当該系統を１０日以内に復旧することが求められており、当該ポンプの分解点

検等を行ってきたが、原因の特定に至らなかったため、原子炉を手動停止して、さらに詳細な点

検を行うこととした。 

 

（２）事象発生時のＩＮＥＳによる暫定評価※ 

基 準 １ 基 準 ２ 基 準 ３ 評価レベル 

－ － ０＋ ０＋ 

 

※：２００８年版ＩＮＥＳユーザーズマニュアルによる評価。 

ＩＮＥＳ（International Nuclear and Radiological Event Scale：国際原子力・放射線 

事象評価尺度）とは、原子力発電所等のトラブルについて、それが安全上どの程度のもの 

かを表す指標のこと。評価は３つの基準（基準１：人と環境、基準２：施設における放射 

線バリアと管理、基準３：深層防護）により行われ、最も高いレベルがそのトラブルの評 

価レベルとなる。評価レベルは、レベル０（安全上重要ではない事象）からレベル７（深 

刻な事故）まであり、原子力発電所では、レベル０のトラブルを「レベル０－（安全に影 

響を与えない事象）」と「レベル０＋（安全に影響を与え得る事象）」に分類している。 
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東京電力㈱福島第一原子力発電所５号機の原子炉自動停止について 
 

平成２２年１１月４日 

 

原子力安全・保安院は、１１月２日、東京電力㈱から、福島第一原子力発電所５号機（沸騰水型：

定格電気出力７８．４万キロワット）における原子炉水位高警報の発生に伴う原子炉の自動停止に

ついて、報告を受けました。 

本事象の発生に伴う外部への放射性物質の影響はありません。 

 

１．東京電力㈱からの報告内容 

運転中の福島第一原子力発電所５号機において、１１月２日１９時１２分頃、制御棒パター

ン調整※を実施していたところ、原子炉水位高警報が発生し、タービン及び原子炉が自動停止

した。 
 

※原子力発電所は、通常定格出力を維持して運転しているが、燃料であるウランが燃焼に伴い消耗する

ことから、一定の出力を維持するために炉内に挿入する制御棒の位置等を変更することがあり、この

操作を制御棒パターン調整という。 
 

２．事象発生によるプラント安全性への影響 

本事象は、原子炉の水位が高くなったため、タービンが停止し、原子炉が自動停止したもの

ですが、原子炉は設計に従って安全に停止しており、原子炉を「止める」、「冷やす」及び放

射性物質を「閉じ込める」の安全機能は確保されていることから、直ちに安全上の問題はあり

ません。 

また、本事象の発生に伴う外部への放射性物質による影響はありません。 

なお、原子炉は、所定の運転操作手順に従い、１１月３日１７時５０分、安定な停止状態（冷

温停止状態）に移行しています。 
 

３．原子力安全・保安院の対応 

原子力安全・保安院では、本事象の発生を受け、直ちに現地の原子力保安検査官が発電所に

急行し、プラントの安全状況を確認するとともに、その後も継続的に事業者の対応状況の確認

を行っています。 

また、本件は、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１９条の１７に基づき報告

を受けたものです。 

今後、法令に基づき、事業者が行う原因究明及び再発防止策について、確認していきます。 
 

（ＩＮＥＳ※による暫定評価） 

基 準 １ 基 準 ２ 基 準 ３ 評価レベル 

－ － ０＋ ０＋ 

 

※２００８年版ＩＮＥＳユーザーズマニュアルによる評価。 

ＩＮＥＳ（International Nuclear and Radiological Event Scale：国際原子力・放射線事象

評価尺度）とは、原子力発電所等のトラブルについて、それが安全上どの程度のものかを表す

指標。評価は３つの基準（基準１：人と環境、基準２：施設における放射線バリアと管理、基

準３：深層防護）により行われ、最も高いレベルがそのトラブルの評価レベルとなる。評価レ

ベルは、レベル０（安全上重要ではない事象）からレベル７（深刻な事故）まであり、原子力

発電所では、レベル０のトラブルを「レベル０－（安全に影響を与えない事象）」と「レベル０

＋（安全に影響を与え得る事象）」に分類している。 
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東京電力㈱福島第一原子力発電所５号機の 
原子炉自動停止に関する原因と対策について 

 

平成２２年１２月２２日 

 

原子力安全・保安院は、１１月２日、東京電力㈱から、定格熱出力一定運転中の福島第一原子

力発電所５号機（沸騰水型：定格電気出力７８．４万キロワット）における原子炉水位高警報の

発生に伴う原子炉の自動停止について、原子炉等規制法に基づく報告を受けました。 

本事象に伴う外部への放射性物質の影響はありません。 

（１１月４日お知らせ済み） 

本件について、本日（２２日）、東京電力㈱から、原因と対策に係る報告書の提出を受けました

ので、お知らせします。 

 

原因については、以下のとおり推定しています。 

 

・タービン駆動原子炉給水ポンプの制御装置内にある回転棒とレバーの接続部の分解点検を長

期間実施しなかった。 

・このため、当該部のグリス交換が行われず、潤滑性能が低下したグリスの使用を継続したこ

とにより、制御棒パターン調整※１時の出力降下において、タービン駆動原子炉給水ポンプの

制御装置が給水流量制御信号に追従しない状態となった。 

・これにより、原子炉水位が調整不調となり発電機が自動停止する水位まで上昇したため、発

電機が自動停止し、これに伴いタービン及び原子炉が自動停止した。 

 

対策としては、タービン駆動原子炉給水ポンプの制御装置内にある回転棒とレバーの接続部の

分解点検を実施し、回転棒及びグリスを交換した上で作動試験を行い、異常がないことを確認し

たとしています。また、今後、当該部の分解点検及びグリス交換を定期的に行うこととし、その

旨をマニュアルに明記するとしています。 

今般、東京電力㈱から提出された報告書においては、原因について、各種調査から適切に推定

されていること、対策について、推定原因を踏まえた適切な内容であることから、原子力安全・

保安院は、当該報告書の内容を妥当と考えます。 

 

 

１．事象発生によるプラント安全性への影響 

本事象は、原子炉の運転中に原子炉水位高警報が発生して発電機が自動停止し、これに伴い

タービン及び原子炉が自動停止した事象ですが、原子炉は設計に従って安全に停止し、原子炉

を「止める」、「冷やす」及び放射性物質を「閉じ込める」の安全機能は確保されたことから、

直ちにプラントの安全に影響を与える事象ではありません。 

また、本事象の発生に伴う外部への放射性物質による影響はありません。 

 

原子力安全・保安院では、事象の発生を受け、直ちに現地の原子力保安検査官が現場に出向

くとともに、以下の活動等を通じて、事象の把握とともに、プラントの安全が維持されている

ことを確認しています。 

・事象の概要、事業者による対応経緯と今後の作業計画の把握 

・原子炉の安全停止の確認 

・主排気筒モニタ、モニタリングポストの指示値の確認 
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２．東京電力㈱からの報告の要点 

東京電力㈱から報告のあった内容は、主として以下のとおりです。 

（１）事象の概要 

運転中の福島第一原子力発電所５号機において、１１月２日、制御棒パターン調整のための

出力降下操作を実施していたところ、１９時７分に「原子炉水位高」の警報が発生した。この

ため、操作員は原子炉水位の調整に努めたが、原子炉水位は変動し続け、「原子炉水位低」警報、

「原子炉水位高」警報が発生した。その後、原子炉水位がさらに上昇し、１９時１２分、「発電

機炉水位高トリップ」警報により発電機が自動停止し、これに伴いタービン及び原子炉が自動

停止した。 

 

（２）原因調査結果及び推定原因 

・タービン駆動原子炉給水ポンプ（Ａ）及び（Ｂ）の給水流量を制御する制御装置内の回転棒

とレバーの接続部を分解して調査した結果、劣化したと思われるグリスが付着していた。こ

のグリスの潤滑性能を調査した結果、新品のグリスに比べて著しく低下しており、また、回

転棒及びレバーの成分が含まれていることを確認した。 

・グリスの交換は、定期検査毎に行っている制御装置の動作確認時に異常が確認された場合に

行うこととしており、これまで異常がなかったことから、平成１３年の第１８回定期検査以

降、分解点検が行われていなかった。 

 

・これらのことから、タービン駆動原子炉給水ポンプ（Ａ）及び（Ｂ）の制御装置内の回転棒

とレバーの間に塗布されていたグリスが劣化したことにより、回転棒とレバーが接触・摩耗

し、その摩耗粉がグリスに混入して摺動抵抗が増大したことが推定され、（Ａ）については動

きが鈍くなり、（Ｂ）については、ほぼ固着している状態となった。この結果、給水流量制御

信号に対して、タービン駆動原子炉給水ポンプ（Ａ）については緩慢な動きをし、同ポンプ

（Ｂ）については追従しない状態となったことを確認した。 

・平成１６年に他プラントにおいて同様の事象による不具合※２が発生し、その情報が原子力施

設情報公開ライブラリー「ニューシア」に登録されていたが、平成１５年１０月にニューシ

アが開設されて以降、水平展開の仕組みの見直しを実施した平成１７年３月までの間は、十

分な水平展開が行われなかったことも、分解点検が行われなかった要因の一つである。 

・当該事象発生時の操作員の一連の運転操作について調査した結果、操作員は手順書に準じて

操作を行っていることを確認した。ただし、現状の手順書は、制御装置が２台同時に不具合

となった場合を想定した記載がないことを確認した。 

 

・以上のことから、原子炉が自動停止に至った原因を以下のとおり推定した。 

タービン駆動原子炉給水ポンプ（Ａ）及び（Ｂ）の制御装置内にある回転棒とレバーの接

続部の分解点検を長期間実施しなかった。 

このため、当該部のグリス交換が行われず、潤滑性能が低下したグリスの使用を継続した

ことにより、制御棒パターン調整時の出力降下において、タービン駆動原子炉給水ポンプ（Ａ）

及び（Ｂ）の制御装置が給水流量制御信号に追従しない状況となった。 

これにより、原子炉水位が調整不調となり発電機が自動停止する水位まで上昇したため、

発電機が自動停止し、これに伴いタービン及び原子炉が自動停止した。 

 

（３）対策 

・タービン駆動原子炉給水ポンプの制御装置内にある回転棒とレバーの接続部について分解点

検を実施し、回転棒及びグリスを交換した上で作動試験を行い、異常がないことを確認した。 

・今後、タービン駆動原子炉給水ポンプの制御装置内にある回転棒とレバーの接続部の分解点
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検及びグリス交換を定期的に実施することとし、その旨を保全プログラムに基づくマニュア

ルに明記する。 

・制御装置が２台同時に不具合を起こした場合を想定した対応操作手順書を作成し、周知・徹

底を図るとともに、シミュレータによる訓練を実施する。 

・ニューシアが開設された平成１５年１０月から、水平展開の仕組みの見直しを実施した平成１

７年３月までの間に、ニューシアに登録された他社の不具合情報について、水平展開の要否を

確認し、必要に応じて対策を図る。 

 

３．原子力安全・保安院の対応 

東京電力㈱から報告された内容は、原因について、各種調査から適切に推定されていること、

対策について、推定原因を踏まえた内容であることから、原子力安全・保安院は、当該報告書の

内容を妥当と考えます。 

一方、本事象の要因であるタービン駆動原子炉給水ポンプの制御装置内の回転棒とレバーの間

に塗布されていたグリスの劣化による制御装置の不調については、過去に他プラントにおいても

類似事象が発生しており、東京電力㈱がこの軽微なトラブルから得られた教訓を適切に反映して

いれば、本事象を未然に防ぐことができた可能性もあったと考えられます。 

このため、類似事象の再発を防止するためには、他プラントから得られた知見の反映も含めて

東京電力㈱が講じることとしている対策を着実に実施することが重要であり、原子力安全・保安

院は、今後、東京電力㈱が実施した再発防止対策の実施状況、他プラントにおける当該対策の実

施状況等について、保安検査等を通じて確認していくこととします。 

 

※１ 原子力発電所は、通常定格出力を維持して運転しているが、燃料であるウランが燃焼に伴い消耗

することから、一定の出力を維持するために炉内に挿入する制御棒の位置等を変更することがあり、

この操作を制御棒パターン調整という。 

※２ 2004 年 1 月 27 日 島根原子力発電所２号機「原子炉給水ポンプＢ号機駆動用タービン制御装置の

点検補修について」（ニューシア通番：2217） 

 

（参考) 

（１）事象発生時の状況 

運転中の福島第一原子力発電所５号機において、１１月２日１９時１２分頃、制御棒パター

ン調整を実施していたところ、原子炉水位高警報が発生し、タービン及び原子炉が自動停止した。 

 

（２）事象発生時のＩＮＥＳによる暫定評価※ 

基 準 １ 基 準 ２ 基 準 ３ 評価レベル 

－ － ０＋ ０＋ 

 

※：２００８年版ＩＮＥＳユーザーズマニュアルによる評価。 

ＩＮＥＳ（International Nuclear and Radiological Event Scale：国際原子力・放射線事

象評価尺度）とは、原子力発電所等のトラブルについて、それが安全上どの程度のものかを

表す指標のこと。評価は３つの基準（基準１：人と環境、基準２：施設における放射線バリ

アと管理、基準３：深層防護）により行われ、最も高いレベルがそのトラブルの評価レベル

となる。評価レベルは、レベル０（安全上重要ではない事象）からレベル７（深刻な事故）

まであり、原子力発電所では、レベル０のトラブルを「レベル０－（安全に影響を与えない

事象）」と「レベル０＋（安全に影響を与え得る事象）」に分類している。 
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東京電力㈱柏崎刈羽原子力発電所３号機における 
制御棒の誤挿入について 

 

平成２２年１２月２日 

 

原子力安全・保安院は、１２月１日、東京電力㈱から、柏崎刈羽原子力発電所３号機（沸騰水型：

定格電気出力１１０万キロワット）における定期検査中の制御棒の誤挿入について、原子炉等規制

法に基づく報告を受けました。 

本事象の発生に伴う外部への放射性物質の影響はありません。 

 

 

１．東京電力㈱からの報告内容 

定期検査中の柏崎刈羽原子力発電所３号機において、１２月１日、制御棒駆動水圧系水圧制御

ユニット※１の復旧作業の一環として、制御棒（３８－５９）駆動水に関連する弁を操作したと

ころ、同日１４時４８分頃、中央制御室において、制御棒ドリフト警報※２が発生した。 

このため、当該制御棒が実際に動作した可能性について調査を行った結果、制御棒位置表示系

に異常はなかったことから、当該制御棒が実際に全引き抜き位置から一時的に約 15cm 挿入側に

動作し、その後、元の全引き抜き位置に戻ったものと判断した。 

 

※１ 制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット 

制御棒を炉心内に挿入したり、引き抜いたりするため、制御棒を駆動させる機構に駆動用の水を

送る装置 

※２ 制御棒ドリフト警報 

制御棒が所定の位置にない状態となったことを示す警報 

 

２．事象発生によるプラント安全性への影響 

本事象は、燃料装荷に伴う作業において、操作を行っていない制御棒が動作した事象ですが、

当該制御棒の周辺には燃料は装荷されておらず、直ちにプラントの安全性に影響を与える事象で

はありません。 

また、本事象の発生に伴う外部への放射性物質による影響はありません。 

 

３．原子力安全・保安院の対応 

原子力安全・保安院では、本事象の発生を受け、直ちに現地の原子力保安検査官が発電所にて

プラントの安全状況を確認するとともに、その後も継続的に事業者の対応状況の確認を行ってい

ます。 

本件は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第６２条の３及び実用発電用

原子炉の設置、運転等に関する規則第１９条の１７に基づき報告を受けたものです。 

今後、法令に基づき事業者が行う原因究明及び再発防止策について、確認していきます。 
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（ＩＮＥＳ※による暫定評価） 

基 準 １ 基 準 ２ 基 準 ３ 評価レベル 

－ － ０＋ ０＋ 

 

※２００８年版ＩＮＥＳユーザーズマニュアルによる評価。 

ＩＮＥＳ（International Nuclear and Radiological Event Scale：国際原子力・放射線事

象評価尺度）とは、原子力発電所等のトラブルについて、それが安全上どの程度のものかを

表す指標。評価は３つの基準（基準１：人と環境、基準２：施設における放射線バリアと管

理、基準３：深層防護）により行われ、最も高いレベルがそのトラブルの評価レベルとなる。

評価レベルは、レベル０（安全上重要ではない事象）からレベル７（深刻な事故）まであり、

原子力発電所では、レベル０のトラブルを「レベル０－（安全に影響を与えない事象）」と「レ

ベル０＋（安全に影響を与え得る事象）」に分類している。 
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東京電力㈱柏崎刈羽原子力発電所３号機における 
制御棒の誤挿入に関する原因と対策について 

 

平成２２年１２月１７日 

 

原子力安全・保安院は、１２月１日、東京電力㈱から、柏崎刈羽原子力発電所３号機（沸騰水

型：定格電気出力１１０万キロワット）における定期検査中の制御棒誤挿入について、原子炉等

規制法に基づく報告を受けました。 

本事象に伴う外部への放射性物質の影響はありません。 

（１２月２日お知らせ済み） 

本件について、本日（１７日）、東京電力㈱から、原因と対策に係る報告書の提出を受けました

ので、お知らせします。 

 

原因は、点検等を行った際に充填水ラインに空気が混入し、蓄圧槽※１から充填水ラインに漏れ

た窒素により加圧され、その後、原子炉保護系インターロック機能試験※２に伴ってスクラム入口

弁を開いたことにより、加圧された空気溜まりが制御棒駆動機構挿入配管内に移動した結果、挿

入配管止弁の開操作によって圧力が開放されたことにより膨張して制御棒が挿入側に動作し、そ

の後、制御棒及び制御棒駆動機構の自重により元の位置まで戻ったものと推定しています。 

また、対策としては、制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット※３の制御棒駆動機構挿入配管内の加

圧された箇所の圧抜きを実施するとしてします。 

 

今般、東京電力㈱から提出された報告書においては、原因について、各種調査から適切に推定

されていること、対策について、推定原因を踏まえた適切な内容であることから、原子力安全・

保安院は、当該報告書の内容を妥当と考えます。 

 

※１：蓄圧槽 

原子炉の緊急停止時に制御棒を原子炉内に緊急挿入させるための作動用窒素を蓄えた容器。 

※２：原子炉保護系インターロック機能試験 

原子炉の緊急停止（スクラム）論理回路（インターロック）のうち、任意のスクラム要素の検出器

の作動を模擬し、制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット内のスクラム弁等が作動することを確認する

試験。 

※３：制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット 

制御棒を炉心内に挿入したり引き抜きしたりするため、制御棒駆動機構に駆動水を送る装置。 

 

１．事象発生によるプラント安全性への影響 

本事象は、燃料装荷作業に伴う制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットの隔離解除操作において、

操作を行っていない制御棒１本が全引き抜き位置から一時的に約１５ｃｍ挿入側へ動作し、その

後、元の全引き抜き位置に戻った事象ですが、当該制御棒の周辺には燃料は装荷されておらず、

直ちにプラントの安全性に影響を与える事象ではありません。 

また、本事象の発生に伴う外部への放射性物質による影響はありません。 

 

原子力安全・保安院では、事象の発生を受け、直ちに現地の原子力保安検査官が現場に出向く

とともに、以下の活動等を通じて、事象の把握とともに、プラントの安全が維持されていること

を確認しています。 

・事象の概要、事業者による対応経緯と今後の作業計画の把握 

・当該制御棒の動作状況の確認 
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・主排気筒モニタ、モニタリングポストの指示の確認 

 

２．東京電力㈱からの報告の要点 

東京電力㈱から報告のあった内容は、主として以下のとおりです。 

（１）原因調査結果及び推定原因 

・制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットの当該制御棒を動かす系統の弁について、分解点検等の調

査を行った結果、異常は認められなかった。 

・蓄圧槽から充填水ラインにわずかな窒素の漏れ込みがあり、スクラム入口弁（126弁）の点検

等を行う際に当該ラインに混入した空気が加圧される可能性があることが確認された。 

・新潟県中越沖地震後の定期検査において、通常は燃料装荷後に実施する原子炉保護系インター

ロック機能試験を燃料装荷に先だって実施した際、スクラム入口弁（126弁）が開き、蓄圧槽

から漏れた窒素と充填水ラインの空気溜まりが制御棒駆動機構挿入配管内に移動したものと

推定された。 

・制御棒駆動機構挿入配管内に加圧された空気溜まりがあった場合、挿入配管止弁（101弁）を

開けると、圧力が開放されて加圧されていた空気溜まりが膨張し、制御棒を押し上げたものと

推定された。 

 

・以上のことから、中越沖地震後の定期検査において、点検等を行った際に充填水ラインに空気

が混入し、蓄圧槽から充填水ラインに漏れた窒素により加圧され、その後、原子炉保護系イン

ターロック機能試験に伴ってスクラム入口弁（126弁）を開いたことにより加圧された空気溜

まりが制御棒駆動機構挿入配管内に移動した結果、挿入配管止弁（101弁）の開操作により、

圧力が開放されて加圧されていた空気溜まりが膨張して制御棒が挿入側に動作し、その後、制

御棒及び制御棒駆動機構の自重により元の位置まで戻ったものと推定した。 

 

（２）対策 

・制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットの蓄圧槽に水を充填する前は、蓄圧槽ドレン弁（107弁）

を開けて加圧を防止する。また、蓄圧槽に水を充填した後は、制御棒駆動水圧系水圧制御ユニ

ットの復旧前に、加圧された箇所の圧抜きを実施する。 

・制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットの復旧時に挿入配管ベント弁（F501弁）を開くことによ

り、残留する可能性のある空気を排出させる。 

・対策の操作を行うための圧抜き手順を運転マニュアルに反映する。 

 

３．原子力安全・保安院の対応 

東京電力㈱から報告された内容は、原因について、各種調査から適切に推定されていること、

対策について、推定原因を踏まえた適切な内容であることから、原子力安全・保安院は、当該報

告書の内容を妥当と考えます。 

今後、東京電力㈱が実施した再発防止対策の実施状況、他プラントにおける当該対策の実施状

況等について、保安検査等を通じて確認していくこととします。 
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（参考) 

（１）事象の概要 

定期検査中の柏崎刈羽原子力発電所３号機において、１２月１日、制御棒駆動水圧系水圧制御

ユニットの復旧作業の一環として、制御棒（３８－５９）駆動水に関連する弁を操作したところ、

同日１４時４８分頃、中央制御室において、制御棒ドリフト警報※が発生した。 

このため、当該制御棒が実際に動作した可能性について調査を行った結果、制御棒位置表示系

に異常はなかったことから、当該制御棒が実際に全引き抜き位置から一時的に約 15cm挿入側に

動作し、その後、元の全引き抜き位置に戻ったものと判断した。 

 

※ 制御棒ドリフト警報 

制御棒が所定の位置にない状態となったことを示す警報 

 

（２）事象発生時のＩＮＥＳによる暫定評価※ 

基 準 １ 基 準 ２ 基 準 ３ 評価レベル 

－ － ０＋ ０＋ 

 

※：２００８年版ＩＮＥＳユーザーズマニュアルによる評価。 

ＩＮＥＳ（International Nuclear and Radiological Event Scale：国際原子力・放射線事

象評価尺度）とは、原子力発電所等のトラブルについて、それが安全上どの程度のものかを

表す指標のこと。評価は３つの基準（基準１：人と環境、基準２：施設における放射線バリ

アと管理、基準３：深層防護）により行われ、最も高いレベルがそのトラブルの評価レベル

となる。評価レベルは、レベル０（安全上重要ではない事象）からレベル７（深刻な事故）

まであり、原子力発電所では、レベル０のトラブルを「レベル０－（安全に影響を与えない

事象）」と「レベル０＋（安全に影響を与え得る事象）」に分類している。 
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北陸電力㈱志賀原子力発電所２号機の原子炉手動停止について 
 

平成２３年１月２４日 

 

原子力安全・保安院は、１月２１日、北陸電力㈱から、定格電気出力一定運転中の志賀原子力発

電所２号機（改良型沸騰水型：定格電気出力１２０万６千キロワット）におけるドライウェル冷却

系冷却器凝縮水流量計※１及び高電導度廃液系サンプ※２水位計の不具合に伴う原子炉手動停止につ

いて、原子炉等規制法に基づき報告を受けました。 

本事象に伴う外部への放射性物質の影響はありません。 

 

※１ 原子炉格納容器（ドライウェル）内の湿分は、格納容器冷却系冷却器により凝縮水となる。凝縮水

流量計は、この凝縮水の流量を測定しており、事故時等における原子炉格納容器内の冷却水の漏えいの

有無を監視する計器の一つ。 

※２ 原子炉格納容器内で発生する凝縮水や事故時の漏えい水を一時的に貯蔵する槽。 

 

１．北陸電力㈱からの報告内容 

定格電気出力一定運転中の志賀原子力発電所２号機において、１月１５日、原子炉格納容器内

の原子炉冷却材漏えい率を確認するために必要なドライウェル冷却系冷却器凝縮水流量計及び

ドライウェル高電導度廃液系サンプ水位計の指示値の低下を確認し、監視を行ってきたところで

あるが、両計器の指示値の低下傾向が継続しており、ドライウェル冷却系冷却器凝縮水流量計及

び高電導度廃液系サンプ水位計による原子炉冷却材漏えい率を適切に監視できないことから、１

月２１日１５時５０分、原子炉冷却材漏えい率が保安規定で定める運転上の制限を満足している

ことを確認することができないと判断し、原子炉を手動停止して両計器の指示値の低下原因を調

査することとした。 

 

２．事象発生によるプラント安全性への影響 

本事象は、ドライウェル内の温度、圧力、漏えい検出系放射線モニタ指示値等に異常がないこ

とが確認されていることから、直ちにプラントの安全に影響を与えるものではありません。 

また、本事象の発生に伴う外部への放射性物質による影響はありません。 

 

３．原子力安全・保安院の対応 

原子力安全・保安院では、本事象の発生を受け、現地保安検査官が発電所に出向き、プラント

の安全状況を確認しています。 

本件は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第６２条の３及び実用発電用

原子炉の設置、運転等に関する規則第１９条の１７に基づき報告を受けたものです。 

今後、法令に基づき、事業者が行う原因究明及び再発防止策について、確認していきます。 
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（ＩＮＥＳ※による暫定評価） 

基 準 １ 基 準 ２ 基 準 ３ 評価レベル 

－ － ０－ ０－ 

 

※ ＩＮＥＳ（International Nuclear and Radiological Event Scale：国際原子力・放射線事

象評価尺度）とは、原子力発電所等のトラブルについて、それが安全上どの程度のものかを

表す指標。評価は３つの基準（基準１：人と環境、基準２：施設における放射線バリアと管

理、基準３：深層防護）により行われ、最も高いレベルがそのトラブルの評価レベルとなる。

評価レベルは、レベル０（安全上重要ではない事象）からレベル７（深刻な事故）まであり、

原子力発電所では、レベル０のトラブルを「レベル０－（安全に影響を与えない事象）」と「レ

ベル０＋（安全に影響を与え得る事象）」に分類している 
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北陸電力㈱志賀原子力発電所２号機の 
原子炉手動停止に関する原因と対策について 

 

平 成 ２ ３ 年 ２ 月 ４ 日 

 

原子力安全・保安院は、１月２１日、北陸電力㈱から、定格電気出力一定運転中の志賀原子力

発電所２号機（沸騰水型：定格電気出力１２０万６千キロワット）におけるドライウェル冷却系

凝縮水流量計※１（以下「凝縮水流量計」という。）の指示値の低下及びドライウェル高電導度廃

液サンプ※２水位計（以下「高電導度廃液サンプ水位計」という。）の指示値の上昇率低下に伴う

原子炉手動停止について、原子炉等規制法に基づき報告を受けました。 

本事象に伴う外部への放射性物質の影響はありません。 

（１月２４日お知らせ済み） 

本件について、本日（４日）、北陸電力㈱から、原因と対策に係る報告書の提出を受けましたの

で、お知らせします。 

 

原因は、ドライウェル冷却系除湿冷却器（以下「除湿冷却器」という。）出口の凝縮水配管が泥

状の堆積物によって閉塞したため、凝縮水流量計の指示値が低下し、これに伴い凝縮水が流入す

る高電導度廃液サンプ水位計の指示値の上昇率が低下したものと推定しています。 

 

また、対策としては、当該凝縮水配管が泥状の堆積物によって閉塞しないよう、ドライウェル

冷却系への鉄を含む粉塵の大量の流入を抑制する対策を講じるとともに、毎定期検査時に当該配

管の点検及び清掃を行う等としています。 

 

今般、北陸電力㈱から提出された報告書においては、原因について、各種調査から適切に推定

されていること、対策について、推定原因を踏まえた適切な内容であることから、原子力安全・

保安院は、当該報告書の内容を妥当と考えます。 

 

※１ 原子炉格納容器（ドライウェル）内の湿分は、ドライウェル冷却系により凝縮水となる。凝縮水流

量計は、この凝縮水の流量を測定しており、事故時等における原子炉格納容器内の冷却水の漏えい

の有無を監視する計器の一つ。 

※２ 原子炉格納容器内で発生する凝縮水や事故時の漏えい水を一時的に貯蔵する槽。 

 

１．事象発生によるプラント安全性への影響 

本事象は、原子炉の運転中に凝縮水流量計の指示値の低下及び高電導度廃液サンプ水位計の

指示値の上昇率が低下したことから、原因調査のために原子炉を手動停止させた事象ですが、

保安規定に定められた要求される措置に従って対応したものであり、直ちにプラントの安全に

影響を与える事象ではありません。 

また、本事象の発生に伴う外部への放射性物質による影響はありません。 

 

原子力安全・保安院では、事象の発生を受け、直ちに現地の原子力保安検査官が現場に出向

くとともに、以下の活動等を通じて、事象の把握とともに、プラントの安全が維持されている

ことを確認しています。 

・事象の概要、事業者による対応経緯と今後の作業計画の把握 

・原子炉の安全停止の確認 

・主排気筒モニタ、モニタリングポストの指示値の確認 
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２．北陸電力㈱からの報告の要点 

北陸電力㈱から報告のあった内容は、主として以下のとおりです。 

（１）原因調査結果及び推定原因 

・当該系統の配管内部の目視点検を行ったところ、除湿冷却器（Ａ）及び（Ｂ）出口の凝縮水配

管にそれぞれ設置されているＵ字管が泥状の堆積物により塞がれていることを確認した。 

・堆積物の分析を行ったところ、アルミニウム化合物、鉄化合物、水分等から構成されているこ

とを確認した。 

・鉄及びアルミニウムの発生源を調査するため、当該系統に設置されている機器の構成材料の点

検を行ったところ、除湿冷却器冷却コイル※３のアルミニウム製フィン※４の一部が赤茶色に変色

していることを確認した。このため、フィンの表面を電子顕微鏡により観察したところ、アル

ミニウムが溶出していることが確認された。また、フィンの付着物について成分分析を行った

ところ塩素、鉄及びアルミニウムが検出された。 

・ドライウェル内で実施した工事履歴を調査した結果、平成１９年から平成２０年にかけて集中

的に行われた耐震裕度向上工事において、鉄を含む粉塵が大量に発生した可能性があること、

約２ヶ月間ドライウェル冷却系冷却器の空気取り入れ部に仮設フィルタが設置されていなかっ

たこと等から、鉄を含む粉塵が通常の定期点検に比べて当該系統に大量に流入した可能性があ

ることが確認された。 

・当該系統の配管の点検手入れ状況を確認したところ、定期検査毎に配管の清掃が行われている

ものの、手入れの内容は粘着性の高い泥状の堆積物を想定していなかったこと、配管の内部に

ついて目視により直接確認する点検を実施したことがないことを確認した。 

 

・以上のことから、耐震裕度向上工事を実施した際に、ドライウェル冷却系に鉄を含む粉塵が大

量に流入し、除湿冷却器冷却コイルのアルミニウム製フィンに鉄が付着することで化学的な反

応を起こすなどして、アルミニウム及び鉄の化合物が継続して形成され、析出した化合物が除

湿冷却器出口の凝縮水配管のＵ字管に堆積していった。 

・この状態において、定期検査時に除湿冷却器出口の凝縮水配管内の堆積物の除去が行われなか

ったため、配管が閉塞し、凝縮水が下流に流れなくなった。 

このため、凝縮水流量計の指示値が低下し、これに伴い凝縮水が流入する高電導度廃液サンプ

水位計の指示値の上昇率も低下した。 

 

※３ 除湿冷却器内を通過するガスを除湿する機器 

※４ 冷却性能を上げるために取り付けられているひれ状の金属板。 

 

（２）対策 

・除湿冷却器の出口から排水口までの凝縮水配管について配管内部目視点検を行い、認められた

堆積物を除去し、通水確認を実施した。 

・原子炉停止中のドライウェル冷却系に鉄を含む粉塵が大量に流入することを抑制するため、仮

設フィルタの設置を徹底するとともに、鉄を含む粉塵が大量に発生することが予想される工事

を行う場合には、局所排風機の使用等、その大量流入抑制対策を実施することとし、その旨を

保守業務関係の要領に記載する。 

・泥状の堆積物が堆積しやすい箇所について、毎定期検査時に行われるドライウェル内の作業が

概ね完了した後に当該配管の点検及び清掃を行うこととし、その旨を点検計画に反映する。ま

た、この点検及び清掃作業を容易に行えるようにするため、除湿冷却器の出口水平部及びＵ字

管を取り外し可能な構造に変更する。 
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３．原子力安全・保安院の対応 

北陸電力㈱から報告された内容は、原因について、各種調査から適切に推定されていること、

対策について、推定原因を踏まえた内容であることから、原子力安全・保安院は、当該報告書

の内容を妥当と考えます。 

今後、北陸電力㈱が実施した再発防止対策の実施状況、他プラントにおける当該対策の実施

状況等について、保安検査等を通じて確認していくこととします。 

 

（参考) 

（１）事象発生時の状況 

定格電気出力一定運転中の志賀原子力発電所２号機において、１月１５日、原子炉格納容器

内の原子炉冷却材漏えい率を確認するために必要な凝縮水流量計の指示値の低下及び高電導

度廃液サンプ水位計の指示値の上昇率低下を確認し、監視を行ってきたところであるが、両計

器の指示値の異常な傾向が継続しており、凝縮水流量計及び高電導度廃液サンプ水位計による

原子炉冷却材漏えい率を適切に監視できないことから、１月２１日１５時５０分、原子炉冷却

材漏えい率が保安規定で定める運転上の制限を満足していることを確認することができない

と判断し、原子炉を手動停止して原因を調査することとした。 

 

（２）事象発生時のＩＮＥＳによる暫定評価※ 

基 準 １ 基 準 ２ 基 準 ３ 評価レベル 

－ － ０－ ０－ 

 

※：２００８年版ＩＮＥＳユーザーズマニュアルによる評価。 

ＩＮＥＳ（International Nuclear and Radiological Event Scale：国際原子力・放射線事

象評価尺度）とは、原子力発電所等のトラブルについて、それが安全上どの程度のものかを

表す指標のこと。評価は３つの基準（基準１：人と環境、基準２：施設における放射線バリ

アと管理、基準３：深層防護）により行われ、最も高いレベルがそのトラブルの評価レベル

となる。評価レベルは、レベル０（安全上重要ではない事象）からレベル７（深刻な事故）

まであり、原子力発電所では、レベル０のトラブルを「レベル０－（安全に影響を与えない

事象）」と「レベル０＋（安全に影響を与え得る事象）」に分類している。 
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東京電力(株)福島第一原子力発電所第１～４号機における 
原子炉建屋からの非管理区域への漏えいについて 

 
地震被害情報（第３１報） 

（３月１８日２２時００分現在） 
抜粋 

 
 

平成２３年３月１９日 

 

原子力安全・保安院が現時点で把握している東京電力(株)福島第一原子力発電所、福島第二原子

力発電所、東北電力㈱女川原子力発電所、日本原子力発電（株）東海第二、電気、ガス、熱供給、

コンビナート被害の状況は、以下のとおりです。 

 

前回からの変更点は以下の通り。 

 

１．原子力発電所関係 

 

省略 

 

２．産業保安関係 

 

省略 

 

３．原子力安全・保安院等の対応 

３月１８日 

（１５：５５） 

原子炉等規制法第６２条の３に基づき、東京電力(株)福島第一原子力発電所第１・

２・３・４号機における事故故障等（原子炉建屋内の放射性物質の非管理区域への

漏えい）の報告を受理 

 

以下省略 
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日本原子力発電(株)東海第二発電所における 
非常用ディーゼル発電機用海水ポンプの自動停止について 

 

地震被害情報（第３１報） 
（３月１８日２２時００分現在） 

抜粋 
 
 

平成２３年３月１９日 

 

原子力安全・保安院が現時点で把握している東京電力(株)福島第一原子力発電所、福島第二原子

力発電所、東北電力㈱女川原子力発電所、日本原子力発電（株）東海第二、電気、ガス、熱供給、

コンビナート被害の状況は、以下のとおりです。 

 

前回からの変更点は以下の通り。 

 

１．原子力発電所関係 

 

省略 

 

２．産業保安関係 

 

省略 

 

３．原子力安全・保安院等の対応 

３月１８日 

（１６：４８） 

原子炉等規制法第６２条の３に基づき、日本原子力発電(株)東海第二発電所におけ

る事故故障等（非常用ディーゼル発電機２Ｃ海水ポンプ用電動機の故障）の報告を

受理 

 

以下省略 
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日本原子力発電（株）東海第二発電所における 

法令報告対象事象の報告の受理について 
 

平 成 ２ ３ 年 ９ 月 ２ 日 

 

原子力安全・保安院は、平成２３年３月１８日、日本原子力発電（株）から東海第二発電所にお

ける非常用ディーゼル発電機２Ｃ海水ポンプ用電動機の故障について原子炉等規制法第６２条の

３の規定に基づき報告を受けました。（平成２３年３月１９日お知らせ済み） 

また、平成２３年３月２８日、管理区域外への微量の放射性物質の放出について原子炉等規制法

第６２条の３の規定に基づき報告を受けました。（平成２３年３月２８日お知らせ済み） 

これらの事象について、本日（２日）、日本原子力発電（株）から、原因と対策に係る報告書の

提出を受けました。 

管理区域外への微量の放射性物質の放出については、原因について、各種調査から適切に推定さ

れていること、対策について、推定原因を踏まえた適切な内容であることから、原子力安全・保安

院は、当該報告の内容を妥当と考えます。 

非常用ディーゼル発電機２Ｃ海水ポンプ用電動機の故障については、今後、原子力安全・保安院

は、本日報告された内容について、その妥当性を確認するとともに、評価をとりまとめていきます。 

 

Ⅰ．日本原子力発電（株）からの報告の要点 

１．地震発生後のプラント状況 

定格熱出力一定運転中の東海第二発電所において、平成２３年３月１１日１４時４６分頃に発

生した東北地方太平洋沖地震により、原子炉が自動停止した。 

地震及び津波の影響により、外部電源が喪失するとともに、一部の設備で被害が認められたも

のの、非常用電源は確保され、原子炉及び使用済燃料プールを冷却するために必要な機能は確保

されていたこと等から、原子炉自動停止後の炉心冷却は問題なく行われ、３月１５日０時４０分

に冷温停止となった。 

各種放射線モニタの値に異常な変化はなく、外部への放射能の影響はなかった。 

 

２．法令報告対象事象の報告 

（１）非常用ディーゼル発電機２Ｃ海水ポンプ用電動機の故障 

①事象の概要 

３月１１日１４時４６分頃に発生した東北地方太平洋沖地震に伴い原子炉が自動停止した。

地震発生直後に外部電源が喪失したが、非常用ディーゼル発電機２Ｃ（以下「ＤＧ（２Ｃ）」

という。）、非常用ディーゼル発電機２Ｄ（以下「ＤＧ（２Ｄ）という。」）及び高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機（以下「ＤＧ（Ｈ）という。」）が自動起動し、非常用機器への電

源供給を行った。 

同日１９時０７分頃に非常用ディーゼル発電機２Ｃ用海水ポンプ（以下「ＤＧＳＷ（２Ｃ）」

という。）の吐出圧力に低下がみられるとともに、１９時２０分頃にＤＧＳＷ（２Ｃ）の停止

を確認した。このため、ＤＧ（２Ｃ）については運転が不可能と判断し、１９時２５分に停止

した。 

現場状況を確認したところ、取水口内で南北に配置された非常用海水ポンプ用ポンプ槽（以

下「ポンプ槽」という。）のうちＤＧＳＷ（２Ｃ）が設置されている北側ポンプ槽に浸水がみ

られ、ＤＧＳＷ（２Ｃ）電動機が水没していることを確認した。 

なお、ＤＧ（２Ｄ）及びＤＧ（Ｈ）は、非常用機器への電源供給を継続していることから、

直ちに安全上の問題はない。 

 

443



②推定原因 

津波対策として、津波がポンプ槽に直接流入することを防ぐための仕切り壁の設置工事及び

ポンプ槽の配管貫通部等の水密化工事が計画され、津波の到来時、仕切り壁の設置工事は完了

していたが、ポンプ槽の配管貫通部等の水密化工事は一部完了しておらず、北側ポンプ槽に津

波による海水が流入する部位が存在していた。このため、津波による海水が当該部位から浸水

しＤＧＳＷ（２Ｃ）が水没し停止したものと推定。 

なお、南側ポンプ槽については、津波の到来時、既にポンプ槽の配管貫通部等の水密化工事

が完了しており、浸水は認められなかった。 

③対策 

当該ポンプについて、洗浄、部品の交換等を行い、３月２２日に待機状態へ復帰した。 

北側ポンプ槽について、配管貫通部等の水密化工事を実施した。 

津波に対するさらなる対策として、東北地方太平洋沖地震全体の検証で得られた知見を今後、

反映する。 

 

（２）管理区域外への微量の放射性物質の放出 

①事象の概要 

複合建屋電気室１階（非管理区域）の１２５Ｖ蓄電池室２Ｂ室(バッテリー室)内にあるドレ

ンファンネル※１から逆流が見られ、床面に３ｃｍの深さで溢水していることを発見した。電

気室内の非常用交流電源盤への影響を回避するため、ＧＭ汚染サーベイメータ及びＮａＩ放射

線検出器による測定（これらより高精度の測定が可能であり、通常の管理に用いているＧｅ半

導体検出器が外部電源喪失の影響により使用できなかったため）により汚染のないことを確認

した上で、仮設ポンプを用いて屋外へ排水した。電源の復旧後に、Ｇｅ半導体検出器で屋外へ

の排水時に採取していた試料を測定した結果、放射性物質が検出された。放出された放射性物

質の濃度は、法令に定める周辺監視区域外の濃度限度の約３千分の１以下と低く、環境への影

響はなかった。 

※１：ファンネル 

床面に設置されている排水口。 

②推定原因 

本事象は、管理区域の実験室サンプ※２と非管理区域のファンネルを接続する配管が存在し

ていたこと、当該サンプと当該ファンネルに高低差がなかったこと、地震に伴う常用系電源の

停電により実験室サンプポンプシール水電磁弁から消火水が当該サンプに供給され続けたこ

と、当該サンプから当該ファンネルへの逆流を防止する措置が講じられておらず当該ファンネ

ルのゴム栓のみの閉止としていたこと等から、管理区域の実験室サンプ内を満たした水が、配

管で接続された非管理区域のファンネルへ逆流し溢水したものと推定。 

※２：実験室サンプ 

管理区域内の液体サンプルを収集し成分等の分析を行った後の排水を受ける貯水槽。 

③対策 

当該ファンネルの流入口及び当該サンプへの流出口に、恒久的な隔離措置として鋼板とモル

タルを用いた閉止措置を実施するとともに、当該サンプに非管理区域から接続されている当該

ファンネル以外のファンネル８箇所（このうち１箇所は当該ファンネル同様、逆流の可能性が

あった。）について同様の措置を講じた。 

他のエリアについて、管理区域からの放射性液体を内包する配管等で非管理区域において開

口を有し、溢水を生じる可能性あるものの抽出と逆流の可能性の有無を確認し、該当するもの

について同様の措置を行う。 

なお、サンプポンプシール水電磁弁が停電により開となること等について、改善を検討する。 
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Ⅱ．原子力安全・保安院としての対応 

（１）非常用ディーゼル発電機２Ｃ海水ポンプ用電動機の故障 

今後、原子力安全・保安院は、本日報告された内容について、その妥当性を確認するととも

に、評価をとりまとめていきます。 

（２）管理区域外への微量の放射性物質の放出 

日本原子力発電(株)から報告された内容は、原因について、各種調査から適切に推定されて

いること、対策について、推定原因を踏まえた適切な内容であることから、原子力安全・保安

院は、当該報告の内容を妥当と考えます。 

今後、日本原子力発電(株)が実施した再発防止対策の実施状況、他プラントにおける当該対

策の実施状況等について、保安検査等を通じて確認していくこととします。 

 

 

（ＩＮＥＳ※による暫定評価） 

①非常用ディーゼル発電機２Ｃ海水ポンプ用電動機の故障 

基 準 １ 基 準 ２ 基 準 ３ 評価レベル 

－ － １ １ 

評価概要：定格出力運転中に原子炉が自動停止し、残留熱除去系による熱除去が必要なとこ

ろ、外部電源喪失及びＤＧ（２Ｃ）の機能喪失により、熱除去機能を有する残留

熱除去系２系統のうち１系統の機能が喪失したため、ＩＮＥＳレベル１の「逸脱」

と評価。 

 

②管理区域外への微量の放射性物質の放出 

基 準 １ 基 準 ２ 基 準 ３ 評価レベル 

－ － ０－ ０－ 

評価概要：放射性物質を含んだ排水が管理区域外に放出された事象であるが、放射性物質の

濃度は極めて低く、また、原子炉施設の安全に影響を与えていないため、ＩＮＥ

Ｓレベル０－の「安全に影響を与えない事象」と評価。 

 

※ ２００８年版ＩＮＥＳユーザーズマニュアルによる評価。 

ＩＮＥＳ（International Nuclear and Radiological Event Scale：国際原子力・放射線事

象評価尺度）とは、原子力発電所等のトラブルについて、それが安全上どの程度のものかを表

す指標。評価は３つの基準（基準１：人と環境、基準２：施設における放射線バリアと管理、

基準３：深層防護）により行われ、最も高いレベルがそのトラブルの評価レベルとなります。

評価レベルは、レベル０（安全上重要ではない事象）からレベル７（深刻な事故）までありま

す。レベル０は評価尺度未満の安全上重要ではない事象であり、０＋は安全に影響を与え得る

事象、０－は安全に影響を与えない事象として区分しています。 
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日本原子力発電㈱東海第二発電所における 
管理区域外への微量の放射性物質の放出について 

 

平成２３年３月２８日 

 

原子力安全・保安院は、本日（３月２８日）、日本原子力発電㈱から、東海第二発電所（沸騰水

型：定格電気出力１１０万キロワット）における管理区域外への微量の放射性物質の放出について、

原子炉等規制法に基づく報告を受けました。 

本事象は、東北地方太平洋沖地震の直接的な影響により管理区域外へ放出された事象ではありま

せん。また、本事象に伴い放射性物質が放水口から放出されましたが、放出された放射性物質の濃

度は法令の濃度限度と比べて約４千分の１以下と低く、環境への影響はありません。 

 

１．日本原子力発電㈱からの報告内容 

東海第二発電所は、東北地方太平洋沖地震により原子炉が自動停止中のところ、現場機器の状

態を確認していた保修員が３月１１日２１時５０分頃、複合建屋（非管理区域）蓄電池室２Ｂに

あるドレンファンネル※１からの溢水を確認した。 

このため、サーベイメータにより溢水した水に汚染がないことを確認した上で、非常用ディー

ゼル発電機室屋上周辺の非管理区域へ排水した。 

その後の調査において、排水前に採取したサンプルについてトリチウム測定を実施した結果、

トリチウムが検出されたこと、また、ゲルマニウム半導体検出器を用いて核種分析を行ったとこ

ろ、コバルト５８及びコバルト６０が検出された。 

また、当該ファンネルは、図面上、複合建屋に隣接するサービス建屋１階の管理区域内にある

実験室サンプ※２に接続されていることが確認されたことから、当該サンプ内の廃液が非管理区

域へ逆流し、漏えいしたものと判断した。 

本事象により排水された廃液の放射能濃度は、海水ポンプによる希釈を考慮して法令に定める

周辺環視区域外の濃度限度と比較すると、約４千分の１以下と低く、環境への影響はない。 

 

※１ ファンネル 

床面に設置されている排水口。 

※２ 実験室サンプ 

管理区域内の液体サンプルを収集し成分等の分析を行った後の排水を受ける貯水槽。 

 

２．事象発生によるプラント安全性への影響 

東北地方太平洋沖地震の直接的な影響により管理区域外へ放出された事象ではありません。ま

た、本事象は、管理区域内の放射性物質を含む廃液が管理区域外で漏えいし、その後、漏えい水

を屋外へ排出したため、放水口より放出されたものですが、放出された廃液の放射能濃度は法令

に定める周辺監視区域外の濃度限度と比べて約４千分の１以下であり、環境への影響はありませ

ん。 

 

３．原子力安全・保安院の対応 

原子力安全・保安院では、本事象の発生を受け、現地の原子力保安検査官が発電所にてプラン

トの安全状況を確認するとともに、その後も継続的に事業者の対応状況の確認を行っています。 

本件は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第６２条の３及び実用発電用

原子炉の設置、運転等に関する規則第１９条の１７に基づき報告を受けたものです。 

今後、法令に基づき事業者が行う原因究明及び再発防止策について、確認していきます。 
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（ＩＮＥＳ※による暫定評価） 

基 準 １ 基 準 ２ 基 準 ３ 評価レベル 

－ － ０－ ０－ 

 

※２００８年版ＩＮＥＳユーザーズマニュアルによる評価。 

ＩＮＥＳ（International Nuclear and Radiological Event Scale：国際原子力・放射線事

象評価尺度）とは、原子力発電所等のトラブルについて、それが安全上どの程度のものかを

表す指標。評価は３つの基準（基準１：人と環境、基準２：施設における放射線バリアと管

理、基準３：深層防護）により行われ、最も高いレベルがそのトラブルの評価レベルとなる。

評価レベルは、レベル０（安全上重要ではない事象）からレベル７（深刻な事故）まであり、

原子力発電所では、レベル０のトラブルを「レベル０－（安全に影響を与えない事象）」と「レ

ベル０＋（安全に影響を与え得る事象）」に分類している。 
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日本原子力発電（株）東海第二発電所における 

法令報告対象事象の報告の受理について 
 

平 成 ２ ３ 年 ９ 月 ２ 日 

 

原子力安全・保安院は、平成２３年３月１８日、日本原子力発電（株）から東海第二発電所にお

ける非常用ディーゼル発電機２Ｃ海水ポンプ用電動機の故障について原子炉等規制法第６２条の

３の規定に基づき報告を受けました。（平成２３年３月１９日お知らせ済み） 

また、平成２３年３月２８日、管理区域外への微量の放射性物質の放出について原子炉等規制法

第６２条の３の規定に基づき報告を受けました。（平成２３年３月２８日お知らせ済み） 

これらの事象について、本日（２日）、日本原子力発電（株）から、原因と対策に係る報告書の

提出を受けました。 

管理区域外への微量の放射性物質の放出については、原因について、各種調査から適切に推定さ

れていること、対策について、推定原因を踏まえた適切な内容であることから、原子力安全・保安

院は、当該報告の内容を妥当と考えます。 

非常用ディーゼル発電機２Ｃ海水ポンプ用電動機の故障については、今後、原子力安全・保安院

は、本日報告された内容について、その妥当性を確認するとともに、評価をとりまとめていきます。 

 

Ⅰ．日本原子力発電（株）からの報告の要点 

１．地震発生後のプラント状況 

定格熱出力一定運転中の東海第二発電所において、平成２３年３月１１日１４時４６分頃に発

生した東北地方太平洋沖地震により、原子炉が自動停止した。 

地震及び津波の影響により、外部電源が喪失するとともに、一部の設備で被害が認められたも

のの、非常用電源は確保され、原子炉及び使用済燃料プールを冷却するために必要な機能は確保

されていたこと等から、原子炉自動停止後の炉心冷却は問題なく行われ、３月１５日０時４０分

に冷温停止となった。 

各種放射線モニタの値に異常な変化はなく、外部への放射能の影響はなかった。 

 

２．法令報告対象事象の報告 

（１）非常用ディーゼル発電機２Ｃ海水ポンプ用電動機の故障 

①事象の概要 

３月１１日１４時４６分頃に発生した東北地方太平洋沖地震に伴い原子炉が自動停止した。

地震発生直後に外部電源が喪失したが、非常用ディーゼル発電機２Ｃ（以下「ＤＧ（２Ｃ）」

という。）、非常用ディーゼル発電機２Ｄ（以下「ＤＧ（２Ｄ）という。」）及び高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機（以下「ＤＧ（Ｈ）という。」）が自動起動し、非常用機器への電

源供給を行った。 

同日１９時０７分頃に非常用ディーゼル発電機２Ｃ用海水ポンプ（以下「ＤＧＳＷ（２Ｃ）」

という。）の吐出圧力に低下がみられるとともに、１９時２０分頃にＤＧＳＷ（２Ｃ）の停止

を確認した。このため、ＤＧ（２Ｃ）については運転が不可能と判断し、１９時２５分に停止

した。 

現場状況を確認したところ、取水口内で南北に配置された非常用海水ポンプ用ポンプ槽（以

下「ポンプ槽」という。）のうちＤＧＳＷ（２Ｃ）が設置されている北側ポンプ槽に浸水がみ

られ、ＤＧＳＷ（２Ｃ）電動機が水没していることを確認した。 

なお、ＤＧ（２Ｄ）及びＤＧ（Ｈ）は、非常用機器への電源供給を継続していることから、

直ちに安全上の問題はない。 
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②推定原因 

津波対策として、津波がポンプ槽に直接流入することを防ぐための仕切り壁の設置工事及び

ポンプ槽の配管貫通部等の水密化工事が計画され、津波の到来時、仕切り壁の設置工事は完了

していたが、ポンプ槽の配管貫通部等の水密化工事は一部完了しておらず、北側ポンプ槽に津

波による海水が流入する部位が存在していた。このため、津波による海水が当該部位から浸水

しＤＧＳＷ（２Ｃ）が水没し停止したものと推定。 

なお、南側ポンプ槽については、津波の到来時、既にポンプ槽の配管貫通部等の水密化工事

が完了しており、浸水は認められなかった。 

③対策 

当該ポンプについて、洗浄、部品の交換等を行い、３月２２日に待機状態へ復帰した。 

北側ポンプ槽について、配管貫通部等の水密化工事を実施した。 

津波に対するさらなる対策として、東北地方太平洋沖地震全体の検証で得られた知見を今後、

反映する。 

 

（２）管理区域外への微量の放射性物質の放出 

①事象の概要 

複合建屋電気室１階（非管理区域）の１２５Ｖ蓄電池室２Ｂ室(バッテリー室)内にあるドレ

ンファンネル※１から逆流が見られ、床面に３ｃｍの深さで溢水していることを発見した。電

気室内の非常用交流電源盤への影響を回避するため、ＧＭ汚染サーベイメータ及びＮａＩ放射

線検出器による測定（これらより高精度の測定が可能であり、通常の管理に用いているＧｅ半

導体検出器が外部電源喪失の影響により使用できなかったため）により汚染のないことを確認

した上で、仮設ポンプを用いて屋外へ排水した。電源の復旧後に、Ｇｅ半導体検出器で屋外へ

の排水時に採取していた試料を測定した結果、放射性物質が検出された。放出された放射性物

質の濃度は、法令に定める周辺監視区域外の濃度限度の約３千分の１以下と低く、環境への影

響はなかった。 

※１：ファンネル 

床面に設置されている排水口。 

②推定原因 

本事象は、管理区域の実験室サンプ※２と非管理区域のファンネルを接続する配管が存在し

ていたこと、当該サンプと当該ファンネルに高低差がなかったこと、地震に伴う常用系電源の

停電により実験室サンプポンプシール水電磁弁から消火水が当該サンプに供給され続けたこ

と、当該サンプから当該ファンネルへの逆流を防止する措置が講じられておらず当該ファンネ

ルのゴム栓のみの閉止としていたこと等から、管理区域の実験室サンプ内を満たした水が、配

管で接続された非管理区域のファンネルへ逆流し溢水したものと推定。 

※２：実験室サンプ 

管理区域内の液体サンプルを収集し成分等の分析を行った後の排水を受ける貯水槽。 

③対策 

当該ファンネルの流入口及び当該サンプへの流出口に、恒久的な隔離措置として鋼板とモル

タルを用いた閉止措置を実施するとともに、当該サンプに非管理区域から接続されている当該

ファンネル以外のファンネル８箇所（このうち１箇所は当該ファンネル同様、逆流の可能性が

あった。）について同様の措置を講じた。 

他のエリアについて、管理区域からの放射性液体を内包する配管等で非管理区域において開

口を有し、溢水を生じる可能性あるものの抽出と逆流の可能性の有無を確認し、該当するもの

について同様の措置を行う。 

なお、サンプポンプシール水電磁弁が停電により開となること等について、改善を検討する。 
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Ⅱ．原子力安全・保安院としての対応 

（１）非常用ディーゼル発電機２Ｃ海水ポンプ用電動機の故障 

今後、原子力安全・保安院は、本日報告された内容について、その妥当性を確認するととも

に、評価をとりまとめていきます。 

（２）管理区域外への微量の放射性物質の放出 

日本原子力発電(株)から報告された内容は、原因について、各種調査から適切に推定されて

いること、対策について、推定原因を踏まえた適切な内容であることから、原子力安全・保安

院は、当該報告の内容を妥当と考えます。 

今後、日本原子力発電(株)が実施した再発防止対策の実施状況、他プラントにおける当該対

策の実施状況等について、保安検査等を通じて確認していくこととします。 

 

 

（ＩＮＥＳ※による暫定評価） 

①非常用ディーゼル発電機２Ｃ海水ポンプ用電動機の故障 

基 準 １ 基 準 ２ 基 準 ３ 評価レベル 

－ － １ １ 

評価概要：定格出力運転中に原子炉が自動停止し、残留熱除去系による熱除去が必要なとこ

ろ、外部電源喪失及びＤＧ（２Ｃ）の機能喪失により、熱除去機能を有する残留

熱除去系２系統のうち１系統の機能が喪失したため、ＩＮＥＳレベル１の「逸脱」

と評価。 

 

②管理区域外への微量の放射性物質の放出 

基 準 １ 基 準 ２ 基 準 ３ 評価レベル 

－ － ０－ ０－ 

評価概要：放射性物質を含んだ排水が管理区域外に放出された事象であるが、放射性物質の

濃度は極めて低く、また、原子炉施設の安全に影響を与えていないため、ＩＮＥ

Ｓレベル０－の「安全に影響を与えない事象」と評価。 

 

※ ２００８年版ＩＮＥＳユーザーズマニュアルによる評価。 

ＩＮＥＳ（International Nuclear and Radiological Event Scale：国際原子力・放射線事

象評価尺度）とは、原子力発電所等のトラブルについて、それが安全上どの程度のものかを表

す指標。評価は３つの基準（基準１：人と環境、基準２：施設における放射線バリアと管理、

基準３：深層防護）により行われ、最も高いレベルがそのトラブルの評価レベルとなります。

評価レベルは、レベル０（安全上重要ではない事象）からレベル７（深刻な事故）までありま

す。レベル０は評価尺度未満の安全上重要ではない事象であり、０＋は安全に影響を与え得る

事象、０－は安全に影響を与えない事象として区分しています。 
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東北電力(株)女川原子力発電所における事故故障等 
（津波による１号機補助ボイラー重油タンクの倒壊）について 

 
地震被害情報（第６１報） 

（３月２９日１５時００分現在） 
抜粋 

 

平成２３年３月２９日 

 

原子力安全・保安院が現時点で把握している東京電力(株)福島第一原子力発電所、福島第二原子

力発電所、東北電力㈱女川原子力発電所、日本原子力発電（株）東海第二、電気、ガス、熱供給、

コンビナート被害の状況は、以下のとおりです。 

 

 

前回からの変更点は以下の通り。 

 

１．原子力発電所関係 

 

省略 

 

２．産業保安関係 

 

省略 

 

３．原子力安全・保安院等の対応 

 

省略 

 

・原子炉等規制法第６２条の３及び電気関係報告規則第３条に基づき、東北電力(株)女川原子力発

電所における事故故障等（津波による２号機原子炉補機冷却水ポンプ(B)等の故障及び１号機補

助ボイラー重油タンクの倒壊）についての報告を受理。（２９日 １１：１６） 

 

以下省略 
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東北電力㈱女川原子力発電所における法令報告対象事象 
の報告（続報）の受理について 

 

平成２３年５月３０日 

 

原子力安全・保安院は、３月２９日、東北電力（株）から、女川原子力発電所２号機における原

子炉補機冷却水系ポンプ（Ｂ）等の故障及び女川原子力発電所１号機における補助ボイラー用重油

貯蔵タンクの倒壊について、原子炉等規制法第６２条の３及び電気事業法に基づく電気関係報告規

則第３条の規定に基づき報告を受けました。（３月２９日お知らせ済み） 

また、４月８日、女川原子力発電所１号機における非常用ディーゼル発電機（Ａ）の損傷につい

て、原子炉等規制法第６２条の３の規定に基づき報告を受けました。（４月８日お知らせ済み） 

これらの事象の発生に伴う外部への放射性物質の影響はありません。 

本件について、本日（５月３０日）、東北電力（株）から、原子炉等規制法第６２条の３及び電

気事業法に基づく電気関係報告規則第３条の規定に基づく報告（続報）を受理しました。 

今後、当院は、本日報告された内容について、その妥当性を確認するとともに、評価をとりまと

めていきます。 

 

 

Ⅰ．東北電力（株）からの報告の要点 

 

１．地震発生後のプラント状況 

女川原子力発電所は１号機及び３号機が定格熱出力一定運転中、また、２号機が原子炉起動

中のところ、平成２３年３月１１日１４時４６分に発生した東北地方太平洋沖地震により、全

号機において原子炉が自動停止した。 

地震及び津波の影響により、一部の設備で被害が認められたものの、外部電源又は非常用電

源は確保され、原子炉及び使用済燃料プールを冷却するために必要な機能は確保されていたこ

と等から、全号機とも原子炉自動停止後の炉心冷却は問題なく行われ、速やかに冷温停止とな

った。 

全号機において、各種放射線モニタの値に異常な変化はなく、外部への放射能の影響はなか

った。 

 

２．１号機常用系高圧電源盤６－１Ａの火災 

①事象の概要 

地震発生直後の３月１１日１４時５７分、中央制御室で火災報知器が発報したため、現場

確認に向かったところ、タービン建屋地下階からの発煙を確認したため、消防署へ１１９番

通報を行うとともに、主油タンク室等への二酸化炭素消火設備による消火を開始した。 

その後、現場確認を行ったところ、タービン建屋地下１階にある常用系高圧電源盤６－１

Ａのユニット No.7 及び No.8 が焼損し、内部が加熱していたため、粉末消火器による消火活

動を行い、同日２２時５５分に消火を確認した。 

なお、本事象の影響により、同日１４時５５分に外部電源を受電していた起動用変圧器が

過電流継電器の動作により停止しているが、非常用ディーゼル発電機が正常に起動し、所内

非常用設備への電源供給を行った。 

また、本事象の発生に伴う外部への放射性物質による影響はない。 

②推定原因 

常用系高圧電源盤６－１Ａ内部にて、吊り下げ設置型のしゃ断器が地震による振動で大き

く揺れたことにより、しゃ断器の断路部が破損し、接続導体と周囲の構造物が接触して短絡・
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地絡が発生し、これに伴い発生したアーク放電の熱により盤内ケーブルの絶縁被覆が溶け、

発煙したものと推定。 

③対策 

火災が発生した常用系高圧電源盤６－１Ａについて、吊り下げ設置型のしゃ断器から横置

き型で耐震性の高い構造である真空しゃ断器を使用する盤への設備更新を実施する。 

 

３．法令報告対象事象の報告（続報） 

（１）．１号機における補助ボイラー用重油貯蔵タンクの倒壊 

①事象の概要 

東北地方太平洋沖地震後のパトロールにおいて、屋外に設置していた補助ボイラー用の重

油貯蔵タンクが倒壊し、重油が流出していることを確認した。 

なお、本事象発生時には、補助ボイラーへの重油供給は行われていなかった。 

また、本事象の発生に伴う外部への放射性物質による影響はない。 

②推定原因 

当該タンクは、発電所構内の主要設備が設置されている敷地高さ(O.P.＋13.8m)より低い

O.P.＋2.5m に設置されており、３月１１日の地震に伴う津波により、重油貯蔵タンクが倒壊

したものと推定。 

③対策 

津波を考慮した高台への重油貯蔵タンクの設置等の再発防止対策について、今後、検討す

る。 

 

（２）．２号機における原子炉補機冷却水系ポンプ等の故障 

①事象の概要 

女川原子力発電所２号機は、３月１１日１４時００分から原子炉起動中のところ、同日 

１４時４６分に発生した東北地方太平洋沖地震により原子炉が自動停止し、非常用ディーゼ

ル発電機（Ａ）（以下「ＤＧ（Ａ）」という。）、非常用ディーゼル発電機（Ｂ）（以下「ＤＧ（Ｂ）」

という。）及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（以下「ＤＧ（Ｈ）」という。）が自動起

動した。 

地震発生直前の状態が未臨界、かつ炉水温度１００℃未満であったことから、同日１４時

４９分に冷温停止となった。 

その後、原子炉補機冷却水系（以下「ＲＣＷ」という。）ポンプ（Ｂ）及びＲＣＷポンプ（Ｄ）

並びに高圧炉心スプレイ補機冷却水系（以下「ＨＰＣＷ」という。）ポンプの停止に伴い、Ｄ

Ｇ（Ｂ）及びＤＧ（Ｈ）が自動停止した。 

現場確認の結果、原子炉建屋地下３階の非管理区域にあるＲＣＷ熱交換機（Ｂ）室及びＨ

ＰＣＷ熱交換機室に海水が流入し、ＲＣＷ（Ｂ）系のＲＣＷポンプ（Ｂ）及びＲＣＷポンプ

（Ｄ）並びにＨＰＣＷポンプが浸水していることが確認された。また、屋外の原子炉補機冷

却海水系（以下「ＲＳＷ」という。）ポンプ（Ｂ）エリアが浸水しており、ＲＳＷ（Ｂ）系の

ＲＳＷポンプ（Ｂ）及びＲＳＷポンプ（Ｄ）も浸水している可能性があることを確認した。 

なお、ＲＳＷ（Ａ）系及びＲＣＷ（Ａ）系の機能は確保されており、原子炉の冷却機能に

影響はなかった。 

また、本事象の発生に伴う外部への放射性物質による影響はない。 

②推定原因 

海水ポンプ室内のＲＳＷポンプ（Ｂ）エリアに循環水ポンプ自動停止用の水位計を追設し

た際、津波の押し波による影響に対して、設置場所の選定にあたっての考慮及び止水処置が

不十分であった。このため、地震に伴う津波による海水が取水路側から当該水位計設置箱を

経由して海水ポンプ室内に流入し、ＲＳＷポンプ（Ｂ）エリアが浸水するとともに、地下ト
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レンチを通じて原子炉建屋内の一部に流入した結果、ＲＳＷ（Ｂ）系、ＲＣＷ（Ｂ）系及び

ＨＰＣＷが機能喪失に陥ったものと推定。 

③対策 

当該水位計については取外し、開口部に止水処理を行った。なお、当該水位計については、

海水による浸水防止を考慮したエリアへ移設設置する。また、海水ポンプ室からトレンチへ

の配管貫通部及びケーブルトレイ貫通部について、補修を実施した。 

中長期的対策として、津波による浸水防止対策である建屋扉の水密性向上や防潮堤、防潮

壁の設置を実施する。 

 

（３）．１号機における非常用ディーゼル発電機（Ａ）の損傷 

①事象の概要 

東北地方太平洋沖地震に伴い原子炉が自動停止し冷温停止中であった女川原子力発電所１

号機において、平成２３年４月１日、ＤＧ（Ａ）の定期試験を実施したところ、ＤＧ（Ａ）

を所内電源系へ接続するための同期検定器※１が動作せず、手動での所内電源系への接続がで

きなかった。 

このため、保安規定の運転上の制限である「非常用交流高圧電源母線に並列できること」

を満足しないと判断し、同日１０時４０分、保安規定の運転上の制限からの逸脱を宣言した。 

その後、ＤＧ（Ｂ）の起動試験を完了し、１系列の非常用ディーゼル発電機が所内電源系

へ接続できることを確認し、また、残留熱除去系をＡ系からＢ系に切り替えることができた

ため、同日２１時１８分に保安規定の運転上の制限への復帰を宣言した。 

４月１日にＤＧ（Ａ）を停止させて同期検定器の点検を実施していたところ、ＤＧ（Ａ）

機関本体が起動していない状態でＤＧ（Ａ）しゃ断器が自動投入されて所内電源系に接続さ

れる事象が発生したため、４月５日からＤＧ（Ａ）本体及び制御盤の点検を実施したところ、

ＤＧ（Ａ）界磁回路※２の界磁巻線を過渡的な高電圧から保護するための保護素子（バリスタ）

の損傷や整流器の一部素子（ダイオード）が短絡していることが確認された。 

このため、電圧の制御が正しく行えず、ＤＧ（Ａ）の必要な機能を有していないものと判

断した。 

なお、発電所の電源は外部電源から受電しており、また、ＤＧ（Ｂ）は待機中であること

から、直ちに安全上の問題はない。 

また、本事象の発生に伴う外部への放射性物質による影響はない。 

※１ 手動で系統に接続する際のショックを和らげるため、電圧、周波数が一致していることを

確認する機器。 

※２ 鉄心に巻線を施し、発電のための強力な磁極を作るための回路。 

 

②推定原因 

ａ．同期検定器の動作不良の原因 

常用系高圧電源盤６－１Ａで発生した火災の影響により、常用系高圧電源盤６－１Ａに設

置している同期検出継電器と接続しているケーブルが地絡した。 

当該同期検定器のスイッチを「入」操作した際に、同期検定回路に地絡電流が流れ、回路

のヒューズが切れたため、同期検定器の動作不良に至ったものと推定。 

ｂ．バリスタ及び整流器の損傷の原因 

常用系高圧電源盤６－１Ａで発生した火災の影響により、ＤＧ（Ａ）しゃ断器の同期検出

継電器の出力接点回路ケーブルが地絡していたことから、当該ケーブルの切離し作業を実施

中、常用系高圧電源盤６－１Ａ制御回路の直流電圧が火災により溶損したケーブルから印加

し、しゃ断器投入コイルが励磁したため、ＤＧ（Ａ）が起動していない状態でしゃ断器が自

動投入した。このため、ＤＧ（Ａ）と所内電源系が接続され、所内電源系からＤＧ（Ａ）の
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界磁巻線や整流器に過電圧がかかり、損傷したものと推定。 

③対策 

火災が発生した常用系高圧電源盤６－１Ａについて、吊り下げ型のしゃ断器から横置き型

で耐震性の高い構造である真空しゃ断器を使用する盤へ設備更新し、火災発生の抑制を図る。 

また、ＤＧの信頼性向上の観点から、同期検出継電器の出力回路を常時分離し、ＤＧ手動

起動試験等の必要な時のみ接続できるようにするスイッチ等を配置し、回線の改善を実施す

る。 

 

Ⅱ．原子力安全・保安院としての対応 

今回報告された吊り下げ型のしゃ断器と同様の構造のしゃ断器を有する原子力発電事業者

に対して、指示文書により必要な措置を講ずるよう求める。 

今後、当院は、本日報告された内容について、その妥当性を確認するとともに、評価をと

りまとめていく。 
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東北電力(株)女川原子力発電所における事故故障等 
（津波による２号機原子炉補機冷却水ポンプ(Ｂ)等の故障）について 

 

地震被害情報（第６１報） 
（３月２９日１５時００分現在） 

抜粋 
 

平成２３年３月２９日 

 

原子力安全・保安院が現時点で把握している東京電力(株)福島第一原子力発電所、福島第二原子

力発電所、東北電力㈱女川原子力発電所、日本原子力発電（株）東海第二、電気、ガス、熱供給、

コンビナート被害の状況は、以下のとおりです。 

 

 

前回からの変更点は以下の通り。 

 

１．原子力発電所関係 

 

省略 

 

２．産業保安関係 

 

省略 

 

３．原子力安全・保安院等の対応 

 

省略 

 

・原子炉等規制法第６２条の３及び電気関係報告規則第３条に基づき、東北電力(株)女川原子力発

電所における事故故障等（津波による２号機原子炉補機冷却水ポンプ(B)等の故障及び１号機補

助ボイラー重油タンクの倒壊）についての報告を受理。（２９日 １１：１６） 

 

以下省略 
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東北電力㈱女川原子力発電所における法令報告対象事象 
の報告（続報）の受理について 

 

平成２３年５月３０日 

 

原子力安全・保安院は、３月２９日、東北電力（株）から、女川原子力発電所２号機における原

子炉補機冷却水系ポンプ（Ｂ）等の故障及び女川原子力発電所１号機における補助ボイラー用重油

貯蔵タンクの倒壊について、原子炉等規制法第６２条の３及び電気事業法に基づく電気関係報告規

則第３条の規定に基づき報告を受けました。（３月２９日お知らせ済み） 

また、４月８日、女川原子力発電所１号機における非常用ディーゼル発電機（Ａ）の損傷につい

て、原子炉等規制法第６２条の３の規定に基づき報告を受けました。（４月８日お知らせ済み） 

これらの事象の発生に伴う外部への放射性物質の影響はありません。 

本件について、本日（５月３０日）、東北電力（株）から、原子炉等規制法第６２条の３及び電

気事業法に基づく電気関係報告規則第３条の規定に基づく報告（続報）を受理しました。 

今後、当院は、本日報告された内容について、その妥当性を確認するとともに、評価をとりまと

めていきます。 

 

 

Ⅰ．東北電力（株）からの報告の要点 

 

１．地震発生後のプラント状況 

女川原子力発電所は１号機及び３号機が定格熱出力一定運転中、また、２号機が原子炉起動

中のところ、平成２３年３月１１日１４時４６分に発生した東北地方太平洋沖地震により、全

号機において原子炉が自動停止した。 

地震及び津波の影響により、一部の設備で被害が認められたものの、外部電源又は非常用電

源は確保され、原子炉及び使用済燃料プールを冷却するために必要な機能は確保されていたこ

と等から、全号機とも原子炉自動停止後の炉心冷却は問題なく行われ、速やかに冷温停止とな

った。 

全号機において、各種放射線モニタの値に異常な変化はなく、外部への放射能の影響はなか

った。 

 

２．１号機常用系高圧電源盤６－１Ａの火災 

①事象の概要 

地震発生直後の３月１１日１４時５７分、中央制御室で火災報知器が発報したため、現場

確認に向かったところ、タービン建屋地下階からの発煙を確認したため、消防署へ１１９番

通報を行うとともに、主油タンク室等への二酸化炭素消火設備による消火を開始した。 

その後、現場確認を行ったところ、タービン建屋地下１階にある常用系高圧電源盤６－１

Ａのユニット No.7 及び No.8 が焼損し、内部が加熱していたため、粉末消火器による消火活

動を行い、同日２２時５５分に消火を確認した。 

なお、本事象の影響により、同日１４時５５分に外部電源を受電していた起動用変圧器が

過電流継電器の動作により停止しているが、非常用ディーゼル発電機が正常に起動し、所内

非常用設備への電源供給を行った。 

また、本事象の発生に伴う外部への放射性物質による影響はない。 

②推定原因 

常用系高圧電源盤６－１Ａ内部にて、吊り下げ設置型のしゃ断器が地震による振動で大き

く揺れたことにより、しゃ断器の断路部が破損し、接続導体と周囲の構造物が接触して短絡・
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地絡が発生し、これに伴い発生したアーク放電の熱により盤内ケーブルの絶縁被覆が溶け、

発煙したものと推定。 

③対策 

火災が発生した常用系高圧電源盤６－１Ａについて、吊り下げ設置型のしゃ断器から横置

き型で耐震性の高い構造である真空しゃ断器を使用する盤への設備更新を実施する。 

 

３．法令報告対象事象の報告（続報） 

（１）．１号機における補助ボイラー用重油貯蔵タンクの倒壊 

①事象の概要 

東北地方太平洋沖地震後のパトロールにおいて、屋外に設置していた補助ボイラー用の重

油貯蔵タンクが倒壊し、重油が流出していることを確認した。 

なお、本事象発生時には、補助ボイラーへの重油供給は行われていなかった。 

また、本事象の発生に伴う外部への放射性物質による影響はない。 

②推定原因 

当該タンクは、発電所構内の主要設備が設置されている敷地高さ(O.P.＋13.8m)より低い

O.P.＋2.5m に設置されており、３月１１日の地震に伴う津波により、重油貯蔵タンクが倒壊

したものと推定。 

③対策 

津波を考慮した高台への重油貯蔵タンクの設置等の再発防止対策について、今後、検討す

る。 

 

（２）．２号機における原子炉補機冷却水系ポンプ等の故障 

①事象の概要 

女川原子力発電所２号機は、３月１１日１４時００分から原子炉起動中のところ、同日 

１４時４６分に発生した東北地方太平洋沖地震により原子炉が自動停止し、非常用ディーゼ

ル発電機（Ａ）（以下「ＤＧ（Ａ）」という。）、非常用ディーゼル発電機（Ｂ）（以下「ＤＧ（Ｂ）」

という。）及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（以下「ＤＧ（Ｈ）」という。）が自動起

動した。 

地震発生直前の状態が未臨界、かつ炉水温度１００℃未満であったことから、同日１４時

４９分に冷温停止となった。 

その後、原子炉補機冷却水系（以下「ＲＣＷ」という。）ポンプ（Ｂ）及びＲＣＷポンプ（Ｄ）

並びに高圧炉心スプレイ補機冷却水系（以下「ＨＰＣＷ」という。）ポンプの停止に伴い、Ｄ

Ｇ（Ｂ）及びＤＧ（Ｈ）が自動停止した。 

現場確認の結果、原子炉建屋地下３階の非管理区域にあるＲＣＷ熱交換機（Ｂ）室及びＨ

ＰＣＷ熱交換機室に海水が流入し、ＲＣＷ（Ｂ）系のＲＣＷポンプ（Ｂ）及びＲＣＷポンプ

（Ｄ）並びにＨＰＣＷポンプが浸水していることが確認された。また、屋外の原子炉補機冷

却海水系（以下「ＲＳＷ」という。）ポンプ（Ｂ）エリアが浸水しており、ＲＳＷ（Ｂ）系の

ＲＳＷポンプ（Ｂ）及びＲＳＷポンプ（Ｄ）も浸水している可能性があることを確認した。 

なお、ＲＳＷ（Ａ）系及びＲＣＷ（Ａ）系の機能は確保されており、原子炉の冷却機能に

影響はなかった。 

また、本事象の発生に伴う外部への放射性物質による影響はない。 

②推定原因 

海水ポンプ室内のＲＳＷポンプ（Ｂ）エリアに循環水ポンプ自動停止用の水位計を追設し

た際、津波の押し波による影響に対して、設置場所の選定にあたっての考慮及び止水処置が

不十分であった。このため、地震に伴う津波による海水が取水路側から当該水位計設置箱を

経由して海水ポンプ室内に流入し、ＲＳＷポンプ（Ｂ）エリアが浸水するとともに、地下ト
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レンチを通じて原子炉建屋内の一部に流入した結果、ＲＳＷ（Ｂ）系、ＲＣＷ（Ｂ）系及び

ＨＰＣＷが機能喪失に陥ったものと推定。 

③対策 

当該水位計については取外し、開口部に止水処理を行った。なお、当該水位計については、

海水による浸水防止を考慮したエリアへ移設設置する。また、海水ポンプ室からトレンチへ

の配管貫通部及びケーブルトレイ貫通部について、補修を実施した。 

中長期的対策として、津波による浸水防止対策である建屋扉の水密性向上や防潮堤、防潮

壁の設置を実施する。 

 

（３）．１号機における非常用ディーゼル発電機（Ａ）の損傷 

①事象の概要 

東北地方太平洋沖地震に伴い原子炉が自動停止し冷温停止中であった女川原子力発電所１

号機において、平成２３年４月１日、ＤＧ（Ａ）の定期試験を実施したところ、ＤＧ（Ａ）

を所内電源系へ接続するための同期検定器※１が動作せず、手動での所内電源系への接続がで

きなかった。 

このため、保安規定の運転上の制限である「非常用交流高圧電源母線に並列できること」

を満足しないと判断し、同日１０時４０分、保安規定の運転上の制限からの逸脱を宣言した。 

その後、ＤＧ（Ｂ）の起動試験を完了し、１系列の非常用ディーゼル発電機が所内電源系

へ接続できることを確認し、また、残留熱除去系をＡ系からＢ系に切り替えることができた

ため、同日２１時１８分に保安規定の運転上の制限への復帰を宣言した。 

４月１日にＤＧ（Ａ）を停止させて同期検定器の点検を実施していたところ、ＤＧ（Ａ）

機関本体が起動していない状態でＤＧ（Ａ）しゃ断器が自動投入されて所内電源系に接続さ

れる事象が発生したため、４月５日からＤＧ（Ａ）本体及び制御盤の点検を実施したところ、

ＤＧ（Ａ）界磁回路※２の界磁巻線を過渡的な高電圧から保護するための保護素子（バリスタ）

の損傷や整流器の一部素子（ダイオード）が短絡していることが確認された。 

このため、電圧の制御が正しく行えず、ＤＧ（Ａ）の必要な機能を有していないものと判

断した。 

なお、発電所の電源は外部電源から受電しており、また、ＤＧ（Ｂ）は待機中であること

から、直ちに安全上の問題はない。 

また、本事象の発生に伴う外部への放射性物質による影響はない。 

※１ 手動で系統に接続する際のショックを和らげるため、電圧、周波数が一致していることを

確認する機器。 

※２ 鉄心に巻線を施し、発電のための強力な磁極を作るための回路。 

 

②推定原因 

ａ．同期検定器の動作不良の原因 

常用系高圧電源盤６－１Ａで発生した火災の影響により、常用系高圧電源盤６－１Ａに設

置している同期検出継電器と接続しているケーブルが地絡した。 

当該同期検定器のスイッチを「入」操作した際に、同期検定回路に地絡電流が流れ、回路

のヒューズが切れたため、同期検定器の動作不良に至ったものと推定。 

ｂ．バリスタ及び整流器の損傷の原因 

常用系高圧電源盤６－１Ａで発生した火災の影響により、ＤＧ（Ａ）しゃ断器の同期検出

継電器の出力接点回路ケーブルが地絡していたことから、当該ケーブルの切離し作業を実施

中、常用系高圧電源盤６－１Ａ制御回路の直流電圧が火災により溶損したケーブルから印加

し、しゃ断器投入コイルが励磁したため、ＤＧ（Ａ）が起動していない状態でしゃ断器が自

動投入した。このため、ＤＧ（Ａ）と所内電源系が接続され、所内電源系からＤＧ（Ａ）の
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界磁巻線や整流器に過電圧がかかり、損傷したものと推定。 

③対策 

火災が発生した常用系高圧電源盤６－１Ａについて、吊り下げ型のしゃ断器から横置き型

で耐震性の高い構造である真空しゃ断器を使用する盤へ設備更新し、火災発生の抑制を図る。 

また、ＤＧの信頼性向上の観点から、同期検出継電器の出力回路を常時分離し、ＤＧ手動

起動試験等の必要な時のみ接続できるようにするスイッチ等を配置し、回線の改善を実施す

る。 

 

Ⅱ．原子力安全・保安院としての対応 

今回報告された吊り下げ型のしゃ断器と同様の構造のしゃ断器を有する原子力発電事業者

に対して、指示文書により必要な措置を講ずるよう求める。 

今後、当院は、本日報告された内容について、その妥当性を確認するとともに、評価をと

りまとめていく。 
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ⅩⅣ－２－１ 平成 22 年度における研究開発段階の発電用原子炉の 

トラブルの概要 

 

 

1. 平成 22 年度に「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」

等の規定に基づき、独立行政法人日本原子力研究開発機構から報告されたト

ラブルの件数は 2 件であった。ただし、経済産業省所管分の平成 22 年度の

原子力施設におけるトラブルについては、平成 23 年 8 月末現在公表されて

いないため、この件数は確定ではない。 
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表ⅩⅣ-2-１　研究開発段階の発電用原子炉における

年　度

2 1 0 0 2 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1

0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

4 3 1 0 2 4 0 1 1 1 1 1 1 2 1

（　）は高速増殖原型炉もんじゅの試運転時の数で内数。

85 86 87 88 89 90 91 92 93 9481 82 83 84

そ　の　他

総　　　計

手 動 停 止

運転停止中

運
転
中

80
項　目

自 動 停 止

図ⅩⅣ-2-1　研究開発段階の発電用原子炉におけるトラブル報告件数の推移
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図ⅩⅣ-2-2　研究開発段階の発電用原子炉における報告件数の内訳の推移

0

1

2

3

4

5

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

年　度

報
告
件
数

自動停止 手動停止

運転停止中 その他

注:2010 年度及び累計は確定していないため、総計欄は参考値である。

トラブル報告件数の推移
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ⅩⅣ－２－２ 研究開発段階の発電用原子炉におけるトラブルの報告の 

運用について 

 

原子力施設については、法律（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、

電気事業法）の関連規則に定めるトラブルが発生したとき、電気事業者等から原子力安全・

保安院に報告がなされている。その報告基準（抜粋）は下記に示すとおりである。 

 

法
律

 

原子炉等規制法第六十二条の三 電気事業法第百六条 

省
令

 

研究開発段階にある発電の用に供する

原子炉の設置、運転等に関する規則 

第四十三条の十四 

電気関係報告規則第三条 

報
告

基
準

 

①核燃料物質の盗取又は所在不明が生じ

たとき。 

②原子炉の運転中において、原子炉施設

の故障により、原子炉の運転が停止し

たとき若しくは原子炉の運転を停止す

ることが必要となつたとき又は五パー

セントを超える原子炉の出力変化が生

じたとき若しくは原子炉の出力変化が

必要となつたとき。 

③原子炉設置者が、安全上重要な機器等

の点検を行つた場合において、当該安

全上重要な機器等が発電用原子力設備

に関する技術基準を定める省令第九条

若しくは第九条の二に定める基準に適

合していないと認められたとき又は原

子炉施設の安全を確保するために必要

な機能を有していないと認められたと

き。 

④火災により安全上重要な機器等の故障

があつたとき。 

⑤前三号のほか、原子炉施設の故障によ

り、運転上の制限を逸脱したとき、又

は運転上の制限を逸脱した場合であつ

て、当該逸脱に係る保安規定で定める

措置が講じられなかつたとき。 

⑥原子炉施設の故障その他の不測の事態

が生じたことにより、気体状の放射性

廃棄物の排気施設による排出の状況に

異状が認められたとき又は液体状の放

射性廃棄物の排水施設による排出の状

況に異状が認められたとき。 

 

①感電又は原子力発電工作物の破損事故

若しくは誤操作若しくは原子力発電工

作物を操作しないことにより人が死傷

した事故。 

②電気火災事故 

③原子力発電工作物の破損事故又は誤操

作若しくは原子力発電工作物を操作し

ないことにより、公共の財産に被害を

与え、道路、公園、学校その他の公共

の用に供する施設若しくは工作物の使

用を不可能にさせた事故又は社会的に

影響を及ぼした事故。 

④主要電気工作物の破損事故 

⑤原子力発電工作物の破損事故又は誤操

作若しくは原子力発電工作物を操作し

ないことにより他の電気事業者に、供

給支障電力が七千キロワット以上七万

キロワット未満の供給支障を発生させ

た事故であつて、その支障時間が一時

間以上のもの、又は供給支障電力が七

万キロワット以上の供給支障を発生さ

せた事故であつて、その支障時間が十

分以上のもの。 

（抜粋） 
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報
告

基
準

 

⑦気体状の放射性廃棄物を排気施設によ

つて排出した場合において、周辺監視

区域の外の空気中の放射性物質の濃度

が第三十四条第四号の濃度限度を超え

たとき。 

⑧液体状の放射性廃棄物を排水施設によ

つて排出した場合において、周辺監視

区域の外側の境界における水中の放射

性物質の濃度が第三十四条第七号の濃

度限度を超えたとき。 

⑨核燃料物質又は核燃料物質によつて汚

染された物が管理区域外で漏えいした

とき。 

⑩原子炉施設の故障その他の不測の事態

が生じたことにより、核燃料物質等が

管理区域内で漏えいしたとき。 

⑪原子炉施設の故障その他の不測の事態

が生じたことにより、管理区域に立ち

入る者について被ばくがあつたときで

あつて、当該被ばくに係る実効線量が

放射線業務従事者にあつては五ミリシ

ーベルト、放射線業務従事者以外の者

にあつては〇・五ミリシーベルトを超

え、又は超えるおそれのあるとき。 

⑫放射線業務従事者について第二十八条

第一項第一号の線量限度を超え、又は

超えるおそれのある被ばくがあつたと

き。 

⑬挿入若しくは引抜きの操作を現に行つ

ていない制御棒が当初の管理位置から

他の管理位置に移動し、若しくは当該

他の管理位置を通過して動作したとき

又は全挿入位置にある制御棒であつて

挿入若しくは引抜きの操作を現に行つ

ていないものが全挿入位置を超えて更

に挿入される方向に動作したとき。 

⑭前各号のほか、原子炉施設に関し人の

障害が発生し、又は発生するおそれが

あるとき。 

 

 

（抜粋） 

 

注１：平成１５年１０月より電気事業者が報告すべき事象であるか否かを的確に判断できるよう、可能な限り

定量化・明確化を図るとともに、１０月以前の通達基準の内容を法令に一本化し、位置付けを明確にした。 

注２：平成１９年６月に研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第四十三条

の十四の一部改正が行われた。改正理由は次のとおりである。平成１８年１１月３０日の経済産業省から

の指示により各電力会社が行った発電設備に係る総点検の結果、原子炉停止中に想定外の制御棒引き抜け

等の事象が発生していることが判明した。想定外の制御棒の引き抜け等の事象は、原子炉の安全性に影響

を及ぼす可能性がある事象であることから、当該事象を事故に発展する事前の兆候として把握し、それに

対する処置を講じさせることが適当である。このため、制御棒の操作をしていない状態において制御棒が

動作した事象について報告を求めるために、新たに十三号を追加したものである。 
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平成22年度に発生したトラブルのプレス発表文一覧

発表年月日 表　　題 ページ

平成22年11月9日
独立行政法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅの炉内中継
装置の変形について（８月２６日に発生した炉内中継装置落下事象に伴う
目視確認の結果）

496

（原因対策に関するプレス未発表）

平成22年12月28日
独立行政法人日本原子力研究開発機構　高速増殖原型炉もんじゅの非常用
ディーゼル発電機で確認されたシリンダライナ部の傷について

500

平成23年6月3日
独立行政法人日本原子力研究開発機構 高速増殖原型炉もんじゅの非常用
ディーゼル発電機で確認されたシリンダライナ部の傷に関する原因と対策
について

502

ⅩⅣ－２－４　研究開発段階の発電用原子炉におけるトラブル関係プレス発表文

2009年月日現在

1

2
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独立行政法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅの 
炉内中継装置の変形について 

（８月２６日に発生した炉内中継装置落下事象に伴う目視確認の結果） 

 

平成２２年１１月９日 

 

高速増殖原型炉もんじゅ（ＦＢＲ型：定格電気出力２８万キロワット）では、８月２６日に発

生した炉内中継装置の落下事象に関し、本日（１１月９日）から、炉内中継装置の状態について、

遠隔による目視確認が行われていますが、その結果、炉内中継装置に変形が確認されたとして、

原子力安全・保安院は、独立行政法人 日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）

から原子炉等規制法に基づく報告を受けました。 

 

 

１．原子力機構からの報告内容 

高速増殖原型炉もんじゅにおいて、８月２６日、炉内中継装置の落下事象が発生したことに

伴い、本日（９日）、同装置の内面について、遠隔による目視確認を行ったところ、内側案内管

の隙間が 14.5mm あり、通常値（5～7mm）を超えて広がっていることを確認した。 

これにより、炉内中継装置が変形し、燃料を取り扱う機能を有していないこと及び通常の方

法によっては炉内中継装置を引き抜くことができないものと判断した。 

 

２．事象発生によるプラント安全性への影響 

炉内中継装置の落下時（８月２６日）に、安全性への影響がないことを確認しており、その

状況に変化はありません。 

 

３．原子力安全・保安院の対応 

本件は、研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第４３条

の１４に基づき報告を受けたものです。 

原子力安全・保安院では、８月２６日に発生した落下事象を踏まえ、８月２７日、原子力機

構に対して本事象の原因究明と再発防止対策について報告するよう指示を行っているところで

す。 

また、本日の目視確認作業についても、現地の保安検査官が立ち会い、状況の確認を行って

います。 

原子力安全・保安院としては、今後とも、事業者が行う原因究明及び再発防止策について、

確認していきます。 

 

（ＩＮＥＳ※による暫定評価） 

基 準 １ 基 準 ２ 基 準 ３ 評価レベル 

－ － ０－ ０－ 

 

※２００８年版ＩＮＥＳユーザーズマニュアルによる評価。 

ＩＮＥＳ（International Nuclear and Radiological Event Scale：国際原子力・放射線

事象評価尺度）とは、原子力発電所等のトラブルについて、それが安全上どの程度のものか

を表す指標。評価は３つの基準（基準１：人と環境、基準２：施設における放射線バリアと

管理、基準３：深層防護）により行われ、最も高いレベルがそのトラブルの評価レベルとな

る。評価レベルは、レベル０（安全上重要ではない事象）からレベル７（深刻な事故）まで
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あり、原子力発電所では、レベル０のトラブルを「レベル０－（安全に影響を与えない事象）」

と「レベル０＋（安全に影響を与え得る事象）」に分類している。 

 

（参考）これまでの経緯 

平成２２年 

８月２６日 炉内中継装置の引き抜き作業を行っていたところ、同装置が落下。 

８月２７日 当院は、原子力機構に対し、本事象時に通報連絡が遅れたこと及び本事象の

原因究明と再発防止対策について報告するよう指示。 

１０月 １日 原子力機構から、中間報告書が提出。 

１０月１３日 炉内中継装置の引上げ作業を実施したが、約２ｍ引き上げたところで荷重超

過が確認されたため作業を中断。 
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独立行政法人日本原子力研究開発機構 高速増殖原型炉もんじゅの 
非常用ディーゼル発電機で確認されたシリンダライナ部の傷について 

 

平成２２年１２月２８日 

 

原子力安全・保安院は、１２月２８日、独立行政法人日本原子力研究開発機構から、高速増殖

原型炉もんじゅ（ＦＢＲ型：定格電気出力２８万キロワット）における非常用ディーゼル発電機

でシリンダライナ部に傷を確認したことについて、原子炉等規制法に基づく報告を受けました。 

本事象の発生に伴う外部への放射性物質の影響やナトリウムの漏えいはありません。 

 

１．原子力機構からの報告内容 

停止中の高速増殖原型炉もんじゅにおいて、１２月２８日、非常用ディーゼル発電機（Ｃ号

機）の分解点検後の負荷運転試験中、シリンダ部から排気ガスが漏れていることを確認したた

め、運転を停止した。目視可能な範囲で点検した結果、シリンダライナ※部に傷（クラック）

が７箇所確認された。このため、非常用ディーゼル発電機（Ｃ号機）が所定の機能を果たさな

いものと判断した。 

※シリンダライナ：ディーゼル機関の燃焼室を形成する筒状の部品 

 

２．事象発生によるプラント安全性への影響 

本事象は、非常用ディーゼル発電機（Ｃ号機）に損傷を確認したものですが、他のディーゼ

ル発電機（Ａ号機、Ｂ号機）は待機中であり、直ちにプラントの安全性に影響を与える事象で

はありません。 

また、本事象の発生に伴う外部への放射性物質による影響、ナトリウムの漏えいはありませ

ん。 
 

３．原子力安全・保安院の対応 

原子力安全・保安院では、本事象の発生を受け、直ちに現地の原子力保安検査官が現場に急

行し、プラントの安全状況を確認するとともに、その後も継続的に事業者の対応状況の確認を

行っています。 

本件は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第６２条の３及び研究開発

段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第４３条の１４に基づき報告

を受けたものです。 

今後、法令に基づき事業者が行う原因究明及び再発防止策について、確認していきます。 
 

（ＩＮＥＳ※による暫定評価） 

基 準 １ 基 準 ２ 基 準 ３ 評価レベル 

－ － ０－ ０－ 
 

※２００８年版ＩＮＥＳユーザーズマニュアルによる評価。 

ＩＮＥＳ（International Nuclear and Radiological Event Scale：国際原子力・放射線

事象評価尺度）とは、原子力発電所等のトラブルについて、それが安全上どの程度のものか

を表す指標。評価は３つの基準（基準１：人と環境、基準２：施設における放射線バリアと

管理、基準３：深層防護）により行われ、最も高いレベルがそのトラブルの評価レベルとな

る。評価レベルは、レベル０（安全上重要ではない事象）からレベル７（深刻な事故）まで

あり、原子力発電所では、レベル０のトラブルを「レベル０－（安全に影響を与えない事象）」

と「レベル０＋（安全に影響を与え得る事象）」に分類している。 
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独立行政法人日本原子力研究開発機構 高速増殖原型炉もんじゅの 
非常用ディーゼル発電機で確認されたシリンダライナ部の傷に関する 

原因と対策について 

 

平 成 ２ ３ 年 ６ 月 ３ 日 

 

原子力安全・保安院（以下「当院」という。）は、平成２２年１２月２８日、独立行政法人日本

原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）から、高速増殖原型炉もんじゅ（ＦＢＲ型：

定格電気出力２８万キロワット）における非常用ディーゼル発電機(C)でシリンダライナ部に傷を

確認したことについて、原子炉等規制法に基づく報告を受けました。 

本事象の発生に伴う外部への放射性物質の影響やナトリウムの漏えいはありません。 

（平成２２年１２月２８日お知らせ済み） 

 

本件について、本日（３日）、原子力機構から、原因と対策に係る報告書の提出を受けましたの

で、お知らせします。 

シリンダライナに傷が発生した原因は、シリンダライナを取り外す際に、油圧計を取り付けず、

油圧管理を適切に行わなかったことから、シリンダライナに過大な圧力をかけたことにより、ひ

び割れが発生し、破損に至ったと推定しており、対策として、シリンダライナに過大な圧力をか

けないよう適切な油圧管理を行うこととしています。 

また、本件調査の過程で、一部シリンダライナの材料強度が低下していたことが確認されまし

た。強度の低下の原因は、製造時に材料に鉛成分が混入したことにより、鋳造過程で、材料強度

が低下したと推定しており、対策として、新品への交換、鉛成分混入の有無の確認を行うことと

しています。なお、今回確認された材料強度が低下したシリンダライナであっても、適切な油圧

管理により作業を行うことで、初期のひび割れが生じるような過大な応力が発生しないことを確

認しています。 

今般、原子力機構から提出された報告書においては、原因について、各種調査から適切に推定

されていること、対策について、推定原因を踏まえた適切な内容であることから、当院は、当該

報告書の内容を妥当と考えます。 

原子力機構では、今後、他の非常用ディーゼル発電機の点検も実施することから、当院は、原

子力機構が行う点検の状況及びシリンダライナの健全性の状況について、保安検査等を通じて確

認していくこととします。 

また、非常用ディーゼル発電機のシリンダライナについては、直ちに安全上の問題はありませ

んが、適切な管理を行う必要があることから、鉛が混入した可能性があるシリンダライナを所有

している等、該当する原子力事業者に対し、シリンダライナの健全性の確認や対策の実施状況等

について報告するよう指示をしました。 

 

 

１．事象発生によるプラント安全性への影響 

本事象は、非常用ディーゼル発電機（C）のシリンダライナに傷が確認され、運転を停止した

ものですが、他の非常用ディーゼル発電機（A）、(B）は、非常時には起動できるよう待機中で

あり、直ちにプラントの安全性に影響を与える事象ではありません。 

また、本事象の発生に伴う外部への放射性物質による影響、ナトリウムの漏えいはありません。 

当院では、事象の発生を受け、直ちに現地の原子力保安検査官が現場に出向き、以下の活動等

を通じて、事象の把握とともに、プラントの安全が維持されていることを確認しています。 

・事象の概要、事業者による対応経緯と今後の作業計画の把握 
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・他の非常用ディーゼル発電機の起動待機状態の確認 

・主排気筒モニタ、モニタリングポストの指示値の確認 

 

２．原子力機構からの報告の要点 

原子力機構から報告のあった内容は、主として以下のとおりです。 

（１）調査結果と推定原因 

①シリンダライナの詳細調査 

・傷が確認されたシリンダライナ(No.8)を分解したところ、ライナつば部とライナ本体間の全周に

横方向のひび割れが発生し、分離していた。 

・さらに、ライナつば部に 13 カ所の縦方向のひび割れが発生し、そのうち 6 カ所はひびが全面に

達し、分離していた。 

・破面観察を実施したところ、過大な応力が作用した際に現れる組織模様（ディンプル等）が確認

された。 

・シリンダライナ(No.8)の材料強度を確認したところ、引張強さが低下していることが確認された。

他のシリンダライナについても確認したところ、11本中 4本のシリンダライナにおいて、引張

強さが低下していることが確認された。 

・引張強さが低下したシリンダライナの組織観察を行ったところ、引張強さの低下の原因となる黒

鉛組織（ウィドマンステッテン黒鉛）が確認された。 

 

②ひび割れが発生した推定原因 

・シリンダライナの点検作業に関する状況を確認したところ、取り外し作業の作業要領書に油圧計

の取り扱いが明確になっておらず、適切な油圧管理を行うことができなかった。 

・実際の作業状況を確認したところ、油圧計を取り付けずに作業を行い、作業者間の油圧に係る合

図が遅れ、圧力をかけ続けたことが確認された。 

・このことから、シリンダライナ部に過大な応力がかかり、シリンダライナ(No8)の最小破断応力

を超えたため、ライナつば部とライナ本体間に初期のひび割れが発生した。 

・その後、組み立て時の締め付けにより発生する応力や、試験運転時の熱及び圧力により発生する

応力によりひび割れが進展し、シリンダライナの破損に至ったと推定した。 

 

③材料強度の低下が発生した推定原因 

・シリンダライナの材料分析を行ったところ、引張強さの低下の原因の１つとなる鉛成分が含まれ

ていることが確認された。 

・シリンダライナ製造メーカにおいて、材料に鉛が混入した原因について調査を行ったところ、製

造メーカにおける材料調達において、リサイクル材（鋼屑）の一部に鉛が含まれていたことが確

認された。 

・このことから、強度低下が発生した原因は、シリンダライナ製造時、材料のリサイクル材に鉛成

分が混入したことにより、製造中の鋳造過程で引張強さの低下の原因となる黒鉛組織が発生した

ためと推定した。 

・鉛成分が混入した可能性があるシリンダライナは、リサイクル材の購入業者の履歴から、1987

年(昭和 62 年)2月～1989年（平成元年）5月に製造されたものと特定した。 

・なお、ひび割れが発生した原因の関係については、最も材料強度が低下しているシリンダライナ

であっても、適切な油圧管理を行っていれば、初期のひび割れが生じるような過大な応力は発生

しないことを確認している。 
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（３）対策 

・非常用ディーゼル発電機（C）のシリンダライナ（12本）については、すべて材料強度の健全性

が確認された新品に交換する。 

・非常用ディーゼル発電機（A）,(B)のシリンダライナについても鉛成分が混入している可能性が

あることから、順次、超音波速度測定等により材料強度の確認を行い、強度低下が確認されたシ

リンダライナについては、材料強度の健全性が確認された新品に交換する。 

・シリンダライナ点検作業の作業要領書に、油圧計の取り付けを明記し、油圧値を記録することに

より、シリンダライナに過大な圧力をかけないよう適切な油圧管理を行う。 

 

３．原子力安全・保安院の対応 

原子力機構から報告された内容は、原因について、これまでの各種調査から適切に推定されて

いること、対策について、推定原因を踏まえた内容であることから、当院は、当該報告書の内容

を妥当と考えます。 

一方、原子力機構では、今後も継続して、非常用ディーゼル発電機（A）,（B）の点検作業を

行っていく予定であることから、当院は、原子力機構が行う点検及びシリンダライナの健全性の

状況について、保安検査等を通じて確認していくこととします。 

 

また、一部シリンダライナにおいて強度低下が確認された件については、最も材料強度が低下

しているシリンダライナであっても、シリンダライナ点検作業において適切な油圧管理を行って

いれば、初期のひび割れが生じるような過大な応力は発生しないこと、また、保安規定に基づき、

定期的に非常用ディーゼル発電機の起動試験を実施し、その起動状態に異常が無いことを確認し

ていることから、原子炉施設の安全性に直ちに影響を与えるものではありません。 

他の原子力事業者の安全機能を有する非常用ディーゼル発電機に関し、シリンダライナにおい

て強度低下が確認された件に鑑み確認を行った結果、東京電力株式会社福島第一原子力発電所第

２号機、北陸電力株式会社志賀原子力発電所第１号機及び関西電力株式会社美浜発電所第１号機

において、鉛が混入した可能性のあるシリンダライナを所有していることが確認されたことから、

当院は、当該原子力事業者に対し、当該シリンダライナの健全性の確認や対策の実施状況等につ

いて報告するよう指示をしました。 

また、東北電力株式会社女川原子力発電所第１号機及び第２号機、東京電力株式会社福島第二

原子力発電所第２号機及び第４号機並びに中部電力株式会社浜岡原子力発電所第３号機及び第

４号機では、もんじゅと同様の構造の非常用ディーゼル発電機を所有しており、シリンダライナ

の取り外しに係る手順が明確でないことが確認されたことから、当院は、当該原子力事業者に対

し、当該シリンダライナの健全性の確認や対策の実施状況等について報告するよう指示をしまし

た。 

今後、報告内容を確認するとともに、他のプラントにおける当該対策の実施状況について、保

安検査等を通じて確認していくこととします。 

 

（参考) 

（１）事象発生時の状況 

停止中の高速増殖原型炉もんじゅにおいて、平成２２年１２月２８日、非常用ディーゼル発

電機（C）の分解点検後の負荷運転試験中、シリンダ部から排気ガスが漏れていることを確認

したため、運転を停止した。目視可能な範囲で点検した結果、シリンダライナ※部に傷（クラ

ック）が 7 箇所確認された。このため、非常用ディーゼル発電機（C）が所定の機能を果たさ

ないものと判断した。 

※シリンダライナ：ディーゼル機関の燃焼室を形成する筒状の部品 
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（２）事象発生時のＩＮＥＳによる暫定評価※ 

基 準 １ 基 準 ２ 基 準 ３ 評価レベル 

－ － ０－ ０－ 

 

※：２００８年版ＩＮＥＳユーザーズマニュアルによる評価。 

ＩＮＥＳ（International Nuclear and Radiological Event Scale：国際原子力・放射線 

事象評価尺度）とは、原子力発電所等のトラブルについて、それが安全上どの程度のもの 

かを表す指標のこと。評価は３つの基準（基準１：人と環境、基準２：施設における放射 

線バリアと管理、基準３：深層防護）により行われ、最も高いレベルがそのトラブルの評 

価レベルとなる。評価レベルは、レベル０（安全上重要ではない事象）からレベル７（深 

刻な事故）まであり、原子力発電所では、レベル０のトラブルを「レベル０－（安全に影 

響を与えない事象）」と「レベル０＋（安全に影響を与え得る事象）」に分類している。 
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№

No.8

№ №

506



( )

1

2

507



 



 

ⅩⅣ－３－１ 平成 22 年度における加工施設、再処理施設、廃棄物 

埋設施設及び廃棄物管理施設のトラブルの概要 

 

 

１.平成 22 年度に「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」

等の規定に基づき、事業者から報告されたトラブルの件数は 3 件であった。

ただし、経済産業省所管分の平成 22 年度の原子力施設におけるトラブルに

ついては、平成 23 年 8 月末現在公表されていないため、この件数は確定で

はない。 
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ⅩⅣ－３－２ 加工施設、再処理施設、廃棄物埋設施設及び廃棄物管理

施設におけるトラブルの報告の運用について 
 
 

我国における加工施設、再処理施設及び廃棄物埋設施設・廃棄物管理施設に

対する規制は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（原子

炉等規制法）」等に基づいており、発生したトラブルについては、事業者から国

に対して速やかに報告するよう義務付けられている。平成１５年１０月より加

工、再処理、廃棄物埋設及び廃棄物管理に係る各事業者が報告すべき事象であ

るか否かを的確に判断できるよう可能な限り定量化・明確化を図るとともに、

１０月以前の通達基準の内容を法令に一本化し、位置付けを明確にした。  

報告事象例は下記のとおりである。  

 

 

○加工 

法律 原子炉等規制法第六十二条の三 

省令 核燃料物質の加工の事業に関する規則第九条の十六 

報
告

事
象
 

①核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。 

②加工施設の故障時、修理のため特別の措置を必要とし、加工に支障
を及ぼしたとき。 

③加工施設の故障により、核燃料物質等を限定された区域に閉じ込め
る機能、外部放射線による放射線障害を防止するための放射線しゃ
へい機能若しくは加工施設における火災若しくは爆発の防止の機
能を喪失し、又は喪失するおそれにより、加工に支障を及ぼしたと
き。  

④加工施設の故障その他の不測の事態により、気体状の放射性廃棄物
の排気施設による排出の状況に異状が認められたとき又は液体状
の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められた
とき。 

⑤気体状の放射性廃棄物を排気施設によって排出時、周辺監視区域の
外の空気中の放射性物質の濃度限度を超えたとき。 

⑥液体状の放射性廃棄物を排水施設によって排出時、周辺監視区域の
外側の境界における水中の放射性物質の濃度限度を超えたとき。 

⑦核燃料物質等が管理区域外で漏えいしたとき。 

⑧加工施設の故障その他の不測の事態により、核燃料物質等が管理区
域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき（漏
えい場所について新たな措置を講じたとき又は漏えいした物が管
理区域外に広がったときを除く。）を除く。 

イ漏えいした液体状の核燃料物質等が漏えい設備の周辺部に設置
された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかつた
とき。 

ロ気体状の核燃料物質等が漏えい時、漏えいした場所の換気設備の
機能が適正に維持されているとき。 

ハ漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその他漏えい
の程度が軽微なとき。 

⑨核燃料物質が臨界に達し、又は達するおそれがあるとき。 
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報
告

事
象

 

⑩加工施設の故障その他の不測の事態により、管理区域に立ち入る者
について被ばくがあつたときであって、実効線量が放射線業務従事
者にあっては５ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあっ
ては０．５ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。

⑪従事者の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあった
とき。 

⑫加工施設に関する人災発生時、又は発生するおそれがあるとき。  

 

 

○再処理 

法律 原子炉等規制法第六十二条の三 

省令 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十九条の十六 

報
告

事
象
 

①核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。 

②再処理施設の故障により、修理のため特別の措置を必要とし、再処
理に支障を及ぼしたとき。 

③再処理施設の故障により、使用済燃料等を限定された区域に閉じ込
める機能、外部放射線による放射線障害を防止するための放射線の
しゃへい機能若しくは再処理施設における火災若しくは爆発の防
止の機能を喪失し、又は喪失するおそれがあったことにより、再処
理に支障を及ぼしたとき。 

④再処理施設の故障その他の不測の事態により、気体状の放射性廃棄
物の排気施設による排出の状況に異状が認められたとき又は液体
状の放射性廃棄物の海洋放出施設による排出の状況に異状が認め
られたとき。 

⑤気体状の放射性廃棄物を排気施設による排出時、周辺監視区域の外
の空気中の放射性物質の濃度限度を超えたとき。 

⑥液体状の放射性廃棄物を海洋放出施設による排出時、放射性廃棄物
の海洋放出に起因する線量限度を超えたとき。 

⑦使用済燃料等が管理区域外で漏えいしたとき。 

⑧再処理施設の故障その他の不測の事態により、使用済燃料等が管理
区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき（漏
えい場所について新たな措置を講じたとき又は漏えいした物が管
理区域外に広がったときを除く。）を除く。 

イ漏えいした液体状の使用済燃料等が漏えい設備の周辺部に設置
された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかった
とき。 

ロ気体状の使用済燃料等が漏えい時、漏えい場所の換気設備の機能
が適正に維持されているとき。 

ハ漏えいした使用済燃料等の放射能量が微量のときその他漏えい
の程度が軽微なとき。 

⑨核燃料物質が臨界に達し、又は達するおそれがあるとき。 

⑩再処理施設の故障その他の不測の事態により、管理区域に立ち入る
者について被ばくがあったときであって、実効線量が放射線業務従
事者にあっては５ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあ
っては０．５ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。

⑪従事者の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあった
とき。 

⑫再処理施設に関する人災発生時、又は発生するおそれがあるとき。
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○廃棄物埋設 

法律 原子炉等規制法第六十二条の三 

省令 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋
設の事業に関する規則第八十九条 

報
告

事
象
 

①核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。 

②廃棄物埋設施設の故障時、修理のため特別の措置を必要とし、第一
種廃棄物埋設に支障を及ぼしたとき。 

③廃棄物埋設施設の故障により、核燃料物質等を限定された区域に閉
じ込める機能、外部放射線による放射線障害を防止するための放射
線のしゃへい機能若しくは廃棄物埋設施設における火災若しくは
爆発の防止の機能を喪失し、又は喪失するおそれがあったことによ
り、第一種廃棄物埋設に支障を及ぼしたとき。 

④廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態により、気体状の放射性
廃棄物の排気施設による排出の状況に異状が認められたとき又は
液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認め
られたとき。 

⑤気体状の放射性廃棄物を排気施設によって排出時、周辺監視区域の
外の空気中の放射性物質の濃度限度を超えたとき。 

⑥周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度限度
を超えたとき。 

⑦核燃料物質等が管理区域外で漏えいしたとき。 

⑧廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核
燃料物質等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれか
に該当するとき（漏えい場所について新たな措置を講じたとき又は
漏えいした物が管理区域外に広がったときを除く。）を除く。 

イ漏えいした液体状の核燃料物質等が漏えい設備の周辺部に設置
された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかつた
とき。 

ロ気体状の核燃料物質等の漏えい時、漏えいした場所の換気設備
の機能が適正に維持されているとき。 

ハ漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその他漏えい
の程度が軽微なとき。 

⑨廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態により、管理区域に立ち
入る者について被ばくがあつたときであって、実効線量が放射線業
務従事者は５ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者は０．５
ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。 

⑩従事者の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあった
とき。 

⑪廃棄物埋設施設に関する人災発生時、又は発生するおそれがあると
き。 
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○廃棄物埋設 

法律 原子炉等規制法第六十二条の三 

省令 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第二種廃棄物埋
設の事業に関する規則第二十二条の十七 

報
告

事
象

 

①核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。 

②廃棄物埋設施設の故障時、修理のため特別の措置を必要とし、第二
種廃棄物埋設に支障を及ぼしたとき。 

③廃棄物埋設施設の故障により、核燃料物質等を限定された区域に閉
じ込める機能、外部放射線による放射線障害を防止するための放射
線のしゃへい機能若しくは廃棄物埋設施設における火災若しくは
爆発の防止の機能を喪失し、又は喪失するおそれがあったことによ
り、第二種廃棄物埋設に支障を及ぼしたとき。 

④廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態により、気体状の放射性
廃棄物の排気施設による排出の状況に異状が認められたとき又は
液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認め
られたとき。 

⑤気体状の放射性廃棄物を排気施設によって排出時、周辺監視区域の
外の空気中の放射性物質の濃度限度を超えたとき。 

⑥周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度限度
を超えたとき。 

⑦核燃料物質等が管理区域外で漏えいしたとき。 

⑧廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核
燃料物質等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれか
に該当するとき（漏えい場所について新たな措置を講じたとき又は
漏えいした物が管理区域外に広がったときを除く。）を除く。 

イ漏えいした液体状の核燃料物質等が漏えい設備の周辺部に設置
された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかつた
とき。 

ロ気体状の核燃料物質等の漏えい時、漏えいした場所の換気設備
の機能が適正に維持されているとき。 

ハ漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその他漏えい
の程度が軽微なとき。 

⑨廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態により、管理区域に立ち
入る者について被ばくがあつたときであって、実効線量が放射線業
務従事者は５ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者は０．５
ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。 

⑩従事者の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあった
とき。 

⑪廃棄物埋設施設に関する人災発生時、又は発生するおそれがあると
き。 
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○廃棄物管理 

法律 原子炉等規制法第六十二条の三 

省令 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理の事
業に関する規則第三十五条の十六 

報
告

事
象
 

①核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。 

②廃棄物管理施設の故障時、修理のため特別の措置を必要とし、放射
性廃棄物の処理又は管理に支障を及ぼしたとき。 

③廃棄物管理施設の故障により、核燃料物質等を限定された区域に閉
じ込める機能、外部放射線による放射線障害を防止するための放射
線のしゃへい機能若しくは廃棄物管理施設における火災若しくは
爆発の防止の機能を喪失し、又は喪失するおそれがあったことによ
り、放射性廃棄物の処理又は管理に支障を及ぼしたとき。 

④廃棄物管理施設の故障その他の不測の事態により、気体状の放射性
廃棄物の排気施設による排出の状況に異状が認められたとき又は
液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認め
られたとき。 

⑤気体状の放射性廃棄物を排気施設によって排出時、周辺監視区域の
外の空気中の放射性物質の濃度限度を超えたとき。 

⑥液体状の放射性廃棄物を排水施設によって排出時、周辺監視区域の
外側の境界における水中の放射性物質の濃度限度を超えたとき。 

⑦核燃料物質等が管理区域外で漏えいしたとき。 

⑧廃棄物管理施設の故障その他の不測の事態により、核燃料物質等が
管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当すると
き（漏えい場所について新たな措置を講じたとき又は漏えいした物
が管理区域外に広がったときを除く。）を除く。 

イ漏えいした液体状の核燃料物質等が漏えい設備の周辺部に設置
された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかつた
とき。 

ロ気体状の核燃料物質等が漏えい時、漏えい場所の換気設備の機能
が適正に維持されているとき。 

ハ漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその他漏えい
の程度が軽微なとき。 

⑨核燃料物質が臨界に達し、又は達するおそれがあるとき 

⑩廃棄物管理施設の故障その他の不測の事態により、管理区域に立ち
入る者について被ばくがあつたときであって、実効線量が放射線業
務従事者は５ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者は０．５
ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。 

⑪従事者の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあった
とき。 

⑫廃棄物管理施設に関する人災発生時、又は発生するおそれがあるとき。
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日本原燃㈱再処理施設分離建屋高レベル廃液濃縮缶 
温度計保護管への漏えいについて 

 

平 成 ２ ２ 年 ８ 月 ２ 日 

 

原子力安全・保安院は、本日（平成２２年８月２日）、日本原燃㈱から、再処理施設分離建屋高

レベル廃液濃縮缶温度計保護管への微量な高レベル廃液の漏えいについて、原子炉等規制法に基

づく報告を受けました。 

本事象の発生に伴う外部への放射性物質の影響はありません。 

 

１．日本原燃㈱からの報告内容 

平成２２年７月３０日、分離建屋高レベル廃液濃縮缶※１の温度検出器交換作業を実施してい

たところ、温度検出器の先端部分を引き抜いた際、作業場所の線量が上昇し、作業区域の汚染を

確認した。 

当該検出器は、高レベル廃液濃縮缶内では保護管により高レベル廃液には直接接しない構造と

なっている。当該保護管がなんらかの原因により損傷し、当該保護管内に廃液が漏えいしている

可能性があるものと推定した旨、本日（８月２日）報告があった。 

現在、温度検出器に付着している廃液の性状について調査している。 

 

※１：再処理の工程で生じる高レベル廃液や各種洗浄廃液をガラス固化するために濃縮する施設。 

 

２．事象発生によるプラント安全性への影響 

本事象は、放射性物質の閉じ込めの機能を有する高レベル廃液濃縮缶の温度検出器保護管での

漏えいですが、作業区域の汚染は除染済みであり、漏えいは当該保護管に限定され、応急措置を

実施済みであることから、閉じ込めの機能を含め、プラントの安全に直ちに影響を与えるもので

はありません。除染までの間に管理区域外への放出はないことが確認されていることから、外部

への放射性物質による影響はありません。 

なお、本事象の発生に伴い、２名の作業員に０．０１ミリシーベルト※２の放射線量が測定さ

れ、うち１名の作業員に表面汚染が確認されていますが、法令で定める年間の線量限度※３に比

べて小さいことから、健康への影響があるものではありません。 

 

※２：胸の X 線集団検診１回当たりに受ける線量の被ばく量の５分の１程度。 

※３：年間５０ミリシーベルト。 

 

３．原子力安全・保安院の対応 

原子力安全・保安院では、事業者から連絡があった以降、現地原子力保安検査官が、現場の処

置状況などプラントの安全状況を確認するとともに、その後も継続的に事業者の対応状況の確認

を行っています。 

本件は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第６２条の３及び使用済燃料

の再処理の事業に関する規則第１９条の１６に基づき報告を受けたものです。 

なお、本件の通報が発生日から遅れたことについて、担当審議官より、日本原燃㈱社長に対し

て口頭厳重注意を行い、通報連絡体制の点検を求めました。 

今後、法令に基づき、事業者が行う原因究明及び再発防止策について、確認していきます。 
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（ＩＮＥＳ※による暫定評価） 

基 準 １ 基 準 ２ 基 準 ３ 評価レベル 

－ － ０ ０ 

 

※２００８年版ＩＮＥＳユーザーズマニュアルによる評価。 

ＩＮＥＳ（International Nuclear and Radiological Event Scale：国際原子力・放射線事

象評価尺度）とは、原子力発電所等のトラブルについて、それが安全上どの程度のものかを表

す指標。評価は３つの基準（基準１：人と環境、基準２：施設における放射線バリアと管理、

基準３：深層防護）により行われ、最も高いレベルがそのトラブルの評価レベルとなる。評価

レベルは、レベル０（安全上重要ではない事象）からレベル７（深刻な事故）まである。 
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日本原燃㈱再処理施設分離建屋高レベル廃液濃縮缶 
温度計保護管への漏えいに関する原因と対策について 

 

平成２２年１１月３０日 

 

原子力安全・保安院は、８月２日、日本原燃㈱から、再処理施設分離建屋高レベル廃液濃縮缶
※１温度計保護管※２への微量な高レベル廃液の漏えいについて、原子炉等規制法に基づき報告を受

けました。 

本事象の発生に伴う外部への放射性物質の影響はありません。 

（８月２日お知らせ済み） 

本件について、本日（３０日）、日本原燃㈱から、原因と対策に係る報告書の提出を受けました

ので、お知らせします。 

 

原因は、高レベル廃液濃縮缶の下部において、析出物が堆積し温度が上昇したことにより、温

度計保護管先端部に加工フロー腐食※３が発生したためと推定しています。 

また、対策としては、析出物を除去する運転方法とするとともに、通常時の運転温度を低下さ

せ、温度管理を徹底すること等としています。また、損傷した温度計保護管への対策としては、

種々の方法を比較検討した結果、効果や技術的成立性を踏まえ、温度計保護管内に圧縮空気を供

給することで温度計保護管内への廃液の漏えいを防止すること等としています。 

 

原子力安全・保安院は、今後、専門家の意見も聴きつつ、当該報告書の内容の妥当性を確認し

ていきます。 

 

※１：再処理の工程で生じる高レベル廃液や各種洗浄廃液をガラス固化する前段階として濃縮し、容積

を減らすための施設。 

※２：温度計の測定点を安定させ、温度計の腐食防止、汚染防止を図る目的で高レベル廃液濃縮缶に設

けられた管で、この中に温度計が挿入されている。 

※３：鍛鋼品の圧延や鍛伸部位においてクロム等の含有成分の偏在等がある場合、当該部位の加工方向

に沿って生じ得る局部的な腐食。 

 

１．事象発生によるプラント安全性への影響 

本事象は、放射性物質の閉じ込めの機能を有する高レベル廃液濃縮缶温度計保護管の内部に廃

液が漏えいするとともに、その廃液が温度計交換作業の際に引き抜いた温度計に付着してセル外

区域（管理区域内）にまで至ったものです。当該作業区域の汚染は適切に除染されており、直接

の漏えいは当該保護管に限定され、応急措置を実施したことから、閉じ込めの機能を含め、プラ

ントの安全に直ちに影響を与えるものではありません。除染までの間に放射性物質の管理区域外

への放出はないことが確認されていることから、外部への放射性物質による影響はありません。 

なお、本事象の発生に伴い、２名の作業員から０．０１ミリシーベルト※４の放射線量が測定

され、うち１名の作業員に表面汚染が確認されていますが、法令で定める年間の線量限度※５に

比べて小さいことから、健康への影響があるものではありません。 
 

※４：胸の X線集団検診１回当たりに受ける線量の被ばく量の５分の１程度。 

※５：年間５０ミリシーベルト。 

 

原子力安全・保安院では、事業者から連絡を受け、直ちに、現地原子力保安検査官が現場に出

向き安全確認を行うとともに、以降、以下の活動等を通じて、事象の把握とともに、プラントの
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安全が維持されていることを確認しています。 

・事象の概要、事業者による対応経緯と作業計画の把握 

・高レベル廃液濃縮缶等の状況、運転パラメータの確認 

・施設内外における放射線モニタ等の指示の確認 

・原因究明等に必要な作業の立会い 

 

２．日本原燃㈱からの報告の要点 

日本原燃㈱から報告のあった内容は、主として以下のとおりです。 

（１）原因調査結果及び推定原因 

①現品調査結果 

・保護管内の液量については、挿入した治具の線量測定の結果、約７ｃｍ３以下と推定した。 

・液の浸入状態については、ビデオスコープによる観察結果から、液面は溶接部の下方にあり、

液は黒ずんだもので、液外周部は茶褐色であった。また、溶接部付近及び溶接部よりも上部に

は液垂れの痕跡は確認されなかった。 

・損傷箇所及び損傷の大きさについては、液面が溶接部の下方にある状態及び液を除去した状態

において、保護管内を加圧し圧力の降下状況等を確認したところ、有意な圧力の降下は確認さ

れなかった。そのため、損傷箇所の特定はできなかったものの、大きさは微少なものか、もし

くは調査過程で閉塞した可能性がある。 

・保護管の残肉厚については、超音波肉厚測定の結果から、腐食が進行していることが推測され

るものの、全面腐食により貫通に至るような状態ではなかった。 

・温度計に対する調査の結果、浸入した廃液による温度計の腐食等がなかったことを確認した。 

 

②模擬試験による損傷部の大きさの推定 

・保護管への液浸入量等から損傷の大きさを評価するための模擬試験を実施し、保護管への液の

流入流量について損傷の大きさ等との関係を求めたところ、廃液が保護管内に浸入する可能性

がある、濃縮缶内の圧力が保護管内よりも高い状態が直近で継続していた５００時間で保護管

内に約７ｃｍ３の液量が浸入する場合の損傷の大きさは孔径１５μｍ程度と考えられる。 

 

③要因分析 

・設計不良、製作・施工不良、使用環境の観点で要因を分析し、運転実績として濃縮缶下部にお

いて析出物の堆積によるものと考えられる想定外の温度上昇があったことから、設計で想定し

たよりも腐食環境が厳しくなっていたことを確認した。なお、廃液中に含まれるネプツニウム

に腐食を促進する効果があることが近年判明しているが、腐食試験結果と濃縮缶で取り扱った

廃液成分を考慮して評価したところ、損傷に至る支配的な要因となっていないことを確認した。 

・肉厚測定の結果、全面腐食により貫通に至るような状態ではないことを確認しており、検討の

結果、局所的な加工フロー腐食の発生を誘発した可能性があることを確認した。 

・機械的損傷、摩耗等による損傷については、解析評価等によって損傷に至らないことを確認し

た。 

 

④推定原因（発生メカニズムの推定） 

・以上のことから、濃縮缶下部において、析出物が堆積し液が対流しなくなったことによるもの

と考えられる想定外の温度上昇があり、設計で想定したよりも厳しい腐食環境となったため、

当該温度上昇部位に位置した鍛鋼品である温度計保護管キャップ部の加工フロー腐食に至っ

たものと推定する。 
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（２）対策 

①復旧方策 

・当該保護管への対策としては、種々の方法を比較検討した結果、効果や技術的成立性を踏まえ、

保護管内に圧縮空気を供給し、供給設備の不具合や保修の際にも保護管内の圧力を濃縮缶内か

らかかる圧力より高くするように設備を構成し、管理する。なお、圧縮空気を供給して閉じ込

めを確保する方法は容器内の液位を測定する計器等で用いられており、保護管内の圧力の設定

については、実規模の模擬試験を行い、液の浸入が防止できることを確認している。 

・その上で、損傷部が残存することを考慮し、万が一の温度計の汚染を防止するため、保護管内

に汚染防止用管を挿入する。 

 

②是正処置 

・濃縮缶下部の温度上昇の抑制としては、濃縮缶の減圧度を深くすることにより温度を下げると

ともに、定期的な洗浄運転により、堆積した析出物を再溶解させ濃縮缶から払い出す。 

・濃縮缶の温度管理として従来濃縮缶中部の温度計指示値を用いていたところ、濃縮缶全体の温

度状態を把握する目的で、上部と下部を併せ３つの温度計の指示値により管理を行うこととし、

濃縮缶温度が温度管理値を超えた際には、濃縮缶の減圧度をさらに深くし廃液温度を下げると

ともに、析出物の発生を抑制する減酸運転を行うこと、さらにいずれかの温度計指示値が６

５℃を超えた場合には、濃縮運転を停止し、減酸運転、冷却などの操作を行い、濃縮廃液を払

い出して洗浄運転を行う。 

 

③予防処置 

・類似事象の発生防止については、腐食環境の観点から調査を実施し、設計腐食速度の見直しや

温度上昇を防止するマニュアル整備などを行うこととする。なお、当該保護管と同環境にあっ

た濃縮缶底部は再評価においても十分な腐食しろは確保しており、また、ウラン濃縮缶や第二

酸回収蒸発缶についても、鍛鋼品では肉盛溶接が実施されており、全面腐食の観点では減肉管

理を行うこととしていることから、ネプツニウムの影響を加味しても、安全性は確保されるこ

とを確認した。 

・当該濃縮缶と同仕様で既に設置されている長期予備の濃縮缶の予防処置としては、運転する際

には当該濃縮缶と同様に温度上昇抑制の運転管理を行う他、まだ放射性物質を扱っていないこ

とも踏まえて、より柔軟な設備対応を検討する。 

 

・なお、圧縮空気の供給設備や汚染防止用管の設置等の工事が完了する前までに、処理すべき廃

液の貯留量が管理値を超えた場合には、保安規定に基づく緊急措置として空気ボンベ等を用い

て保護管内を加圧することにより廃液処理を行う。 

 

３．原子力安全・保安院の対応 

原子力安全・保安院は、今回提出された報告書について、今後、専門家の意見も聴きつつ、そ

の内容の妥当性を確認していきます。 

 

（参考） 

（１）事象の概要 

平成２２年７月３０日、分離建屋高レベル廃液濃縮缶の温度検出器交換作業を実施していた

ところ、温度検出器の先端部分を引き抜いた際、作業場所の線量が上昇し、作業区域の汚染を

確認した。 

８月２日、汚染源の調査の結果、当該検出器は高レベル廃液濃縮缶内では保護管により高レ
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ベル廃液には直接接しない構造となっていることから、当該保護管がなんらかの原因により損

傷し、当該保護管内に廃液が漏えいしている可能性があるものと推定した。 

温度検出器表面の付着物について性状を調査し、付着物は濃縮缶内にあった高レベル廃液と

８月６日判断した。 

 

（２）事象発生時のＩＮＥＳによる暫定評価※ 

基 準 １ 基 準 ２ 基 準 ３ 評価レベル 

－ － ０ ０ 

 

※２００８年版ＩＮＥＳユーザーズマニュアルによる評価。 

ＩＮＥＳ（International Nuclear and Radiological Event Scale：国際原子力・放射線

事象評価尺度）とは、原子力発電所等のトラブルについて、それが安全上どの程度のものか

を表す指標。評価は３つの基準（基準１：人と環境、基準２：施設における放射線バリアと

管理、基準３：深層防護）により行われ、最も高いレベルがそのトラブルの評価レベルとな

る。評価レベルは、レベル０（安全上重要ではない事象）からレベル７（深刻な事故）まで

ある。 
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日本原燃㈱再処理施設分離建屋高レベル廃液濃縮缶 
温度計保護管への漏えいに関する原因と対策について 

（最終報） 

 

平成２３年１月１９日 

 

平成２２年８月２日に報告を受けた日本原燃㈱再処理施設分離建屋高レベル廃液濃縮缶※１温度

計保護管※２への微量な高レベル廃液の漏えいについて、平成２２年１１月３０日、日本原燃㈱か

ら、原因と対策に関する報告を受け、原子力安全・保安院では、専門家の意見も聴きつつ、内容の

妥当性を確認してきました。（平成２２年１１月３０日お知らせ済み） 

 

本件について、本日（１９日）、日本原燃㈱から、専門家の意見を反映した原因と対策に係る報

告書の提出を受けましたので、お知らせします。 

 

当該報告書の内容を確認した結果、原因については各種調査により適切に推定されていること、

対策については推定原因を踏まえ適切に評価されていることから、原子力安全・保安院としては、

当該報告書の内容を妥当と考えます。 

 

※１：再処理の工程で生じる高レベル廃液や各種洗浄廃液をガラス固化する前段階として濃縮し、容積を

減らすための施設。 

※２：温度計の測定点を安定させ、温度計の腐食防止、汚染防止を図る目的で高レベル廃液濃縮缶に設け

られた管で、この中に温度計が挿入されている。 

 

１．日本原燃㈱からの報告の要点 

日本原燃㈱から報告のあった内容は、主として以下のとおりです。 

（１）原因調査結果及び推定原因 

①現品調査結果 

・保護管内の液量については、挿入した治具の線量測定の結果、約７ｃｍ３以下と推定した。 

・液の浸入状態については、ビデオスコープによる観察結果から、液面は溶接部の下方にあり、

液は黒ずんだもので、液外周部は茶褐色であった。また、溶接部付近及び溶接部よりも上部に

は液垂れの痕跡は確認されなかった。 

・損傷箇所及び損傷の大きさについては、液面が溶接部の下方にある状態及び液を除去した状態

において、保護管内を加圧し圧力の降下状況等を確認したところ、有意な圧力の降下は確認さ

れなかった。そのため、損傷箇所の特定はできなかったものの、大きさは微少なものか、もし

くは調査過程で閉塞した可能性がある。 

・保護管の残肉厚については、超音波肉厚測定の結果から、腐食が進行していることが推測され

るものの、全面腐食により貫通に至るような状態ではなかった。 

・温度計に対する調査の結果、浸入した廃液による温度計の腐食等がなかったことを確認した。 

 

②模擬試験による損傷部の大きさの推定 

・保護管への液浸入量等から損傷の大きさを評価するための模擬試験を実施し、保護管への液の

流入流量について損傷の大きさ等との関係を損傷の形状等の影響を考慮して整理したところ、

開口の大きさは約３０μｍ程度以下と考えられる。 
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③要因分析 

・設計不良、製作・施工不良、使用環境の観点で要因を分析したところ、運転実績として濃縮缶

下部において析出物の堆積によるものと考えられる想定外の温度上昇があったことから、設計

で想定したよりも腐食環境が厳しくなっていたことを確認した。なお、廃液中に含まれるネプ

ツニウムに腐食を促進する効果があることが近年判明しているが、腐食試験結果と濃縮缶で取

り扱った廃液成分を考慮して評価したところ、損傷に至る支配的な要因となっていないことを

確認した。 

・肉厚測定の結果、全面腐食により貫通に至るような状態ではないことを確認しており、検討の

結果、局所的なトンネル腐食※３が発生した可能性があることを確認した。 

・機械的損傷、摩耗等による損傷については、解析評価等によって損傷に至らないことを確認し

た。 

 

※３：鍛鋼品の圧延や鍛伸部位においてクロム等の含有成分の偏在等がある場合、当該部位の加工方

向に沿って生じ得る局部的な腐食。 

 

④推定原因（発生メカニズムの推定） 

・以上のことから、濃縮缶下部において、析出物が堆積し液が対流しなくなったことによるもの

と考えられる想定外の温度上昇があり、設計で想定したよりも厳しい腐食環境となったため、

当該温度上昇部位に位置した鍛鋼品である温度計保護管キャップ部において局所的なトンネ

ル腐食の発生に至ったものと推定する。 

 

（２）対策 

①復旧方策 

・当該保護管への対策としては、種々の方法を比較検討した結果、効果や技術的成立性を踏まえ、

保護管内に圧縮空気を供給し、供給設備の不具合や点検等の際にも保護管内の圧力を濃縮缶内

からかかる圧力より高くすることにより、濃縮缶からの廃液の浸入を防止するように設備を構

成し、管理する。なお、圧縮空気を供給して閉じ込めを確保する方法は容器内の液位を測定す

る計器等で用いられており、また、保護管に適用した場合においても、実規模の模擬試験を行

った結果、液の浸入が防止できることを確認している。 

・その上で、損傷部が残存することを考慮し、万が一の温度計の汚染を防止するため、保護管内

に汚染防止用管を挿入する。 

 

②是正処置 

・濃縮缶下部の温度上昇の抑制としては、定期的な洗浄運転により、堆積した析出物を再溶解さ

せ濃縮缶から払い出す。 

・濃縮缶の温度管理として従来濃縮缶中部の温度計指示値を用いていたところ、濃縮缶全体の温

度状態を把握する目的で、上部と下部を併せ３つの温度計の指示値により管理を行うこととし、

濃縮缶温度が温度管理値を超えた際には、濃縮缶の減圧度を深くし廃液温度を下げるとともに、

析出物の再溶解等を図る減酸運転を行う。さらにいずれかの温度計指示値が６５℃を超えた場

合には、濃縮運転を停止し、減酸運転、冷却などの操作を行い、濃縮廃液を払い出して洗浄運

転を行う。 

 

③予防処置 

・類似事象の発生防止については、腐食環境の観点から調査を実施し、設計腐食速度の見直しや

温度上昇を防止するマニュアル整備などを行うこととする。なお、当該保護管と同環境にあっ
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た濃縮缶底部は再評価においても十分な腐食しろが確保されていることがわかり、また、ウラ

ン濃縮缶や第二酸回収蒸発缶についても、鍛鋼品では肉盛溶接が実施されており、全面腐食の

観点では減肉管理を行うこととしていることから、ネプツニウムの影響を加味しても、安全性

は確保されることを確認した。 

・当該濃縮缶と同仕様で既に設置されている長期予備の濃縮缶の予防処置としては、運転する際

には当該濃縮缶と同様に温度上昇抑制の運転管理を行う他、まだ放射性物質を扱っていないこ

とも踏まえて、より柔軟な設備対応を検討する。 

・なお、圧縮空気の供給設備や汚染防止用管の設置等の工事が完了する前までに、処理すべき廃

液の貯留量が管理値を超えた場合には、保安規定に基づく緊急措置として空気ボンベ等を用い

て保護管内を加圧することにより廃液処理を行う。 

 

２．原子力安全・保安院の対応 

日本原燃㈱から報告された内容は、原因については各種調査から適切に推定されていること、

対策については推定原因を踏まえた適切な内容であることから、原子力安全・保安院は、当該報

告の内容を妥当と考えます。 

一方、本事象の詳細なメカニズムの解明は困難であり、トンネル腐食での開口における流れは

複雑で理論的に求めることはできないことから、モニタリングを含めた運転管理を確実に実施す

る他、トンネル腐食のデータ蓄積や今後の設備対応などの日本原燃㈱が講じることとしている対

応を着実に実施することが重要であり、原子力安全・保安院は、今後、日本原燃㈱の再発防止対

策の実施状況、他プラントにおける当該対策の実施状況等について、保安検査等を通じて確認し

ていくこととします。 

 

なお、この評価に当たっては、専門的な知見を有する有識者からなる「日本原燃㈱再処理施設

分離建屋高レベル廃液濃縮缶温度計保護管への漏えいに係る意見聴取会（別紙参照）」を開催し、

各委員から聴取した意見を参考としました。 
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(株)グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパンに 

おけるガドリニア焼結炉Ｂ号機の熱的制限値に係る 

インターロック動作について 

 

平成２２年１２月１４日 

 

原子力安全・保安院は、本日（１４日）、(株)グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン

から、ガドリニア焼結炉Ｂ号機の熱的制限値に係るインターロック動作について、原子炉等規制

法に基づく報告を受けました。 

本事象の発生に伴う外部への放射性物質の影響はありません。 

 

１．(株)グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパンからの報告内容 

１２月１１日３時５１分頃、第１加工棟第１ガドリニア炉室において、操業中のガドリニア焼

結炉※Ｂ号機の温度調節器が不調になったことを作業者が確認した。 

このため、停止中のＡ号機の温度調節器を取り外してＢ号機に取り付け、復旧操作をしたとこ

ろ、Ｂ号機の炉内の温度が上昇したため、熱的制限値に係るインターロックが動作し、加熱が停

止した。これを受け、電源の再投入を繰り返したが、複数回インターロックが動作し加熱が停止

した。このため、温度調節器の修理が必要と判断し、焼結炉の運転停止措置を行い、１３日７時

１２分頃に停止措置を完了した。 

なお、事象発生時点ではインターロックの動作であることが認識できておらず、その後の調査

の結果、インターロックが動作したことを確認したことから、本日（１４日）、原子炉等規制法

に基づく報告を行った。 

※：原子燃料ペレットを高温で焼き固める電気炉。 

 

２．事象発生によるプラント安全性への影響 

本事象は、加工施設内にある焼結炉の故障により、温度が通常よりも上昇し、火災及び爆発の

防止の機能を確保するために設置されたインターロックが動作したものですが、インターロック

の作動により過度な温度上昇は防止されており、当該焼結炉の運転停止措置がとられていること

から、直ちにプラントの安全に影響を与えるものではありません。 

また、本事象の発生に伴う外部への放射性物質による影響はありません。 

 

３．原子力安全・保安院の対応 

原子力安全・保安院では、事業者から連絡があった以降、現地原子力保安検査官が、現場の処

置状況などプラントの安全状況を確認するとともに、その後も継続的に事業者の対応状況の確認

を行っています。 

本件は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第６２条の３及び核燃料物質

の加工の事業に関する規則第９条の１６に基づき報告を受けたものです。 

今後、法令に基づき事業者が行う原因究明及び再発防止策とともに事業者の品質保証体制につ

いて、確認していきます。 

 

（ＩＮＥＳ※による暫定評価） 

基 準 １ 基 準 ２ 基 準 ３ 評価レベル 

－ － ０ ０ 

本評価は事象に着目した暫定評価であり、かかる確認結果を踏まえ、 

今後、正式評価がなされることとなります。 
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※２００８年版ＩＮＥＳユーザーズマニュアルによる評価。 

ＩＮＥＳ（International Nuclear and Radiological Event Scale：国際原子力・放射線

事象評価尺度）とは、原子力発電所等のトラブルについて、それが安全上どの程度のものか

を表す指標。評価は３つの基準（基準１：人と環境、基準２：施設における放射線バリアと

管理、基準３：深層防護）により行われ、最も高いレベルがそのトラブルの評価レベルとな

る。評価レベルは、レベル０（安全上重要ではない事象）からレベル７（深刻な事故）まで

ある。 
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(株)グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパンに 

おけるガドリニア焼結炉Ｂ号機の熱的制限値に係る 

インターロック動作に関する原因と対策について 

 

平 成 ２ ３ 年 ３ 月 １ 日 

 

原子力安全・保安院は、平成２２年１２月１４日、(株)グローバル・ニュークリア・フュエル・

ジャパン（以下「ＧＮＦ－Ｊ」という。）から、ガドリニア焼結炉*1 Ｂ号機の熱的制限値に係るイ

ンターロック動作について、原子炉等規制法に基づく報告を受けました。 

本事象の発生に伴う外部への放射性物質の影響はありません。 

（平成２２年１２月１４日お知らせ済み） 

本件について、本日（１日）、ＧＮＦ－Ｊから、原因及び対策に係る報告書の提出を受けました

ので、お知らせします。 

同報告では、原因を以下のとおり推定しています。 

・インターロック動作は合計３回であることを確認した。初回の動作については、運転中に不調の

温度調節器を交換したことにより発生した模擬信号によるもの、２、３回目の動作については、

電源遮断を異常事象と認識できなかったために、電源の再投入を実施したことにより、炉内温度

が急上昇し一時的にインターロック動作温度に到達したことによるものと考えられる。 

・不調となった温度調節器の運転中の交換は、手順書に記載されていない方法により行われていた。 

・今回の事象への対応における連絡不備や事象の認識・判断が不的確であったことについては、事

象についての判断方法が明確になっていなかったことや、設備技術者の常駐や異常時の適切な対

応体制が構築されていなかったことによる。 

・一連の操作の中の一時期において、保安規定で連続記録が要求されている炉内温度の記録計を停

止させていたことについては、別作業の手順を不適切に準用したことによる。 

また、対策としては、手順書へのチェックシートの取り込み等で手順書に即した作業となる体制

を確立すること、機器の故障時の対応手順を整備し現場の体制及び人員の強化・充実を図るととも

に、教育・訓練の徹底による職員の質的向上を図る等としています。 

今般、ＧＮＦ－Ｊから提出された報告書は、原因が各種調査から適切に推定されていること、対

策が推定原因を踏まえた適切な内容であることから、原子力安全・保安院は、当該報告書の内容を

妥当と考えます。 

なお、ＧＮＦ－Ｊに対して、原子力安全・保安院長名の文書にて厳重注意し、併せて根本的な原

因を究明し、それに対する再発防止対策を当院に報告すること等を求めました。 

 

*1 原子燃料ペレットを高温で焼き固める電気炉 

 

１．事象発生によるプラント安全性への影響 

本事象は、加工施設内にある焼結炉の故障（誤操作含む。）により、温度が通常よりも上昇し、

火災及び爆発の防止の機能を確保するために設置されたインターロックが動作したものですが、

インターロックの動作により過度な温度上昇は防止されており、当該焼結炉の運転停止措置がと

られていることから、直ちにプラントの安全に影響を与えるものではありません。 

また、本事象の発生に伴う外部への放射性物質による影響はありません。 

 

原子力安全・保安院では、事象の発生を受け、現地原子力保安検査官が現場に出向き、以下の

活動等を通じて、事象を把握するとともに、プラントの安全が維持されていることを確認してい

ます。 
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・事象の概要、事業者による対応経緯と作業計画の把握 

・ガドリニア焼結炉の状況、運転パラメータの確認 

・加工施設の管理状況の確認 

・施設内外における放射線モニタ等の指示値の確認 

 

２．ＧＮＦ－Ｊからの報告の要点 

ＧＮＦ－Ｊから報告のあった内容は、主として以下のとおりです。 

（１）調査結果と推定原因 

①インターロックの動作の直接的な原因 

温度記録及び警報履歴並びに作業者等への聞き取り調査の結果を踏まえて交換作業の再現試

験を行った結果、合計３回のインターロック動作があったことを確認した。 

１）初回のインターロック動作 

初回のインターロック動作は、不調となった温度調節器*2の交換作業時、別の温度調節器を

制御盤に挿入する際、温度調節器の電源や制御盤への出力端子が温度計からの入力端子より先

に制御盤端子に接触した。その際、一時的に温度計からの入力信号が途絶した状態となり、入

力信号が途絶した場合に発生する模擬信号（炉内温度を２２００℃と出力）が制御盤に出力さ

れたことにより動作したものと考えられる（実際の炉内温度は上昇していない）。 

*2 温度調節器は、温度制御盤に挿入されているモジュラー状の機器であり、電源、制御盤への出

力、温度計からの入力等の端子を有する。 

 

２）２回目以降のインターロック動作 

・電源の再投入を繰り返した際の２回目以降のインターロック動作は、直前のインターロック

動作によりヒーターが停止した結果、目標温度に対して実際の温度が大きく低下した。この

ような場合、通常は手動操作を行い目標温度までゆっくりと温度を上昇させることとしてい

たが、今回はその手動操作を行わなかったため、目標温度に戻すため自動的に炉内温度が急

上昇した。この際、実際の温度は短時間、目標温度を中心に上下しながら目標温度に安定す

るが、目標温度であるガドリニア焼結炉Ｂ号機の定常運転時温度がインターロック動作温度

と大きな差がなかったため、目標温度に安定するまでの間に実際に炉内温度が一時的にイン

ターロック動作温度を超過したものと考えられる。 

・作業者が電源遮断を異常事象と認識しないまま、電源の再投入を実施した原因としては、電

源遮断の原因となるインターロック動作の確認がしづらい設備構成であり、また、判断基準

が不明確かつ作業者に十分周知されていなかったなどによるものであることを確認した。 

 

②温度調節器の不適切な交換 

・温度調節器が不調となった場合、手順書では、焼結炉を通常停止させた後、温度調節器の交換

を実施することとしていたところ、今回は運転中に交換を実施したことを確認した。 

・手順書に記載されていない運転中の温度調節器の交換作業を実施した原因としては、関係者へ

の聞き取り調査を踏まえると、通常作業時において現場で手順書を確認することが少なかった

ことなど、手順を確認しながら作業しなかったことが挙げられる。 

・温度調節器の交換については、これまでの交換実績を調査した結果、過去にも運転中に実施し

ていることを確認した。ただし、過去の温度調節器は、現行のものと設備構成が異なっていた

ため、端子の接触状況に起因する模擬信号だけではインターロックが動作しないものであった。 

 

③温度記録計の停止 

・初回インターロック作動後、ヒーター電源の再投入時から１０分程度、保安規定で連続記録が
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要求されている炉内温度の記録計を停止させていたことを確認した。 

・この原因としては、作業者は初回のインターロック作動時に温度調節器が炉内温度を２２０

０℃と信号（模擬信号）を出力したことが今後も再発する可能性があると考えた。このため、

別作業（記録温度測定に用いている覗き窓の清掃）用の手順書において温度記録紙に誤打点が

記録されることを避けるための温度記録計一時停止手順があることを踏まえ、誤打点の記録が

避けられるよう温度記録計を停止したことを確認した。 

④通報連絡や異常時対応の問題点及び推定原因 

・手順書においては、温度調節器の故障を確認した時点で上長*3に連絡することとしていたが、

今回はその連絡をせずに現場で手順書に記載されていない作業を実施していた。 

*3 平日の昼間は課長であるが、休日・夜間は代理としてシフトマネージャーが対応している。 

・その後、当該作業者の作業内容を把握した担当課長、核燃料取扱主任者等の関係者においては、

インターロックが動作していたことや熱的制限値へ到達していたことについての認識、判断が

的確にできていなかった。 

・これらの原因としては、異常な事象の発生やその内容を適切に認識できるような判断基準が不

明確であり、かつ専門知識を有する設備技術者が夜間常駐していなかったことや、異常時の適

切な対応手順・体制が構築されていなかったことなどを確認した。 

 

（２）対策 

①再発防止対策 

・推定原因として挙げた内容は、平成２０年に発生させた２件のウラン飛散事象*4 や平成２２年

の水素漏れ確認作業中の着火事象*5での原因と共通するところが多く、それぞれで講じた対策

が効果的でなかったのではないかとの観点からも対策を検討した。 

*4 平成２０年７月９日、ウラン燃料成型機の清掃時に取り外した点検口ふたを取り付けない状態

で生産を再開したことにより、開口部からウランが飛散するとともに作業員１名が微量の被ばく

をした事象と、同年８月８日、ほぼ空の状態であったウランを含む廃液等を貯留するタンクに高

濃度の過酸化水素水を投入したため過酸化水素水が分解し、ウランを含む飛沫が室内に飛散する

とともに４名が微量の内部被ばくをした事象。 

前者については、設備改善の他、確認作業手順の変更によるホールドポイントの明確化や教育

の実施による作業ミス発生低減と作業管理システムの改善等を対策とした。後者については、設

備改善の他、安全文化の醸成と定着、日常作業内容の確認の徹底、重要な作業毎の作業員力量管

理等を対策とした。 

*5 保安院への申告を契機として明らかとなった、平成２２年５月８日に焼結炉において水素漏れ

による発火が発生し消火器で火を消した事象。教育・訓練による通報連絡意識の再徹底、複数者

による通報連絡判断の妥当性確認、外部とのコミュニケーション改善、作業手順書にチェックシ

ートを追加し作業者間での情報共有化を図る、不適合管理の改善等を対策としている。 

 

・手順を確認しながら作業しなかったことに対しては、手順書へのチェックシートの取り込み等

で手順書に即した作業となる体制を確立し、作業者の手順書遵守状況を確認することとする。

また、手順書の遵守状況確認などは、社長を議長とする保安品質会議を新設し、これを毎月開

催することにより、現場の活動状況を把握する。また、同会議における改善活動について、（株）

日立製作所によるレビューを受ける。 

・電源遮断を異常事象と認識できなかったこと、判断方法が明確になっていなかったことなどに

対しては、重要警報発報時の処置手順や異常事象に対する判断基準の整備等を行う。 

・設備技術者の常駐や異常時の適切な対応体制が構築されていなかったことなどに対しては、設

備の安全管理を行う専門の設備技術者の常駐化や、作業者と上長、設備技術者の意思疎通を図
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るなど現場の体制、人員の強化、充実を図る。また、異常時における社内連絡体制の整備や関

係者の参集等の組織的対応策の整備等、通常運転時から異常時に至るまで安全を確保する体制

を確立し、教育・訓練を実施する。 

・温度記録計の停止に対しては、いかなる作業においても記録計は停止させないこととする手順

書を整備し、記録の停止禁止をラベル等で明確に表示する。 

・これらの対応に加えて、安全意識に関する問題への対応として、社長からの安全第一のメッセ

ージを明確にし、社長と従業員との直接対話を行うほか、保安活動の改善活動、安全文化醸成

活動を進めるために同社保安管理部を強化する。さらに、これらの活動状況について、社外

（（株）日立製作所、一般社団法人日本原子力技術協会）から定期的にレビューを受け、活動

の着実な実施を図る。 

②今後の対応 

・故障した温度調節器については新品に交換する。 

・再発防止対策の実施状況は、毎月実施する保安品質会議にて進捗状況を確認する。 

・特に組織や安全意識に関係する事項については、今後実施する根本原因分析の結果も踏まえて、

さらにより有効性の高い対策を検討していく。 

 

３．原子力安全・保安院の対応 

ＧＮＦ－Ｊから報告された内容は、原因が各種調査から適切に推定されていること、対策が推

定原因を踏まえた内容であることから、原子力安全・保安院は、当該報告書の内容を妥当と考え

ます。 

一方、今回の事象は、安全に著しい影響を及ぼすものではなかったものの、当該事象発生後の

ＧＮＦ－Ｊの処置は、異常時にあらかじめ定められた手順に従って処置すべきこと等を定めた保

安規定に違反するものです。 

また、ＧＮＦ－Ｊにおいては、平成２０年に２件のウラン飛散事象及び平成２２年に発火事象

が発生しており、当該事象はこれらの事象に引き続いて発生しており、誠に遺憾です。このため、

ＧＮＦ－Ｊに対して厳重注意を行うとともに、それら事象との共通要因を含めた根本的な原因を

究明し、それに対する再発防止対策を策定の上、平成２３年６月１日までに当院に報告すること

等を求める原子力安全・保安院長名の文書（別添）を発出しました。 

今後、ＧＮＦ－Ｊが実施する再発防止対策の実施状況、他プラントにおける当該対策の実施状

況等について、保安検査等を通じて確認していくこととします。なお、念のためＧＮＦ－Ｊにお

ける燃料体の品質管理状況等についても確認します。 

 

（参考） 

１．本件事象の概要 

１２月１１日３時５１分頃、第１加工棟第１ガドリニア炉室において、操業中のガドリニア焼

結炉Ｂ号機の温度調節器が不調になったことを作業者が確認した。 

このため、停止中のＡ号機の温度調節器を取り外してＢ号機に取り付け、復旧操作をしたとこ

ろ、熱的制限値に係るインターロックが動作し、加熱が停止した。これを受け、電源の再投入を

繰り返したが、Ｂ号機の炉内の温度が上昇し、複数回インターロックが動作し加熱が停止した。

その後、一旦は運転状態としたものの、運転中の温度調節器の交換は適切な操作ではなかったこ

とから、焼結炉の運転停止措置を行い、１３日７時１２分頃に停止措置を完了した。 

なお、事象発生時点ではインターロックの動作であることが認識できておらず、その後の調査

の結果、インターロックが動作したことを確認したことから、１４日、原子炉等規制法に基づく

報告を行った。 
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２．本事象発生時のＩＮＥＳによる暫定評価※ 

基 準 １ 基 準 ２ 基 準 ３ 評価レベル 

－ － ０ ０ 

本評価は事象に着目した暫定評価であり、かかる確認結果を踏まえ、 

今後、正式評価がなされることとなります。 

 

※２００８年版ＩＮＥＳユーザーズマニュアルによる評価。 

ＩＮＥＳ（International Nuclear and Radiological Event Scale：国際原子力・放射線事

象評価尺度）とは、原子力発電所等のトラブルについて、それが安全上どの程度のものかを

表す指標。評価は３つの基準（基準１：人と環境、基準２：施設における放射線バリアと管

理、基準３：深層防護）により行われ、最も高いレベルがそのトラブルの評価レベルとなる。

評価レベルは、レベル０（安全上重要ではない事象）からレベル７（深刻な事故）まである。 
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三菱原子燃料(株)転換工場 

管理区域内におけるウランの飛散について 

 

平 成 ２ ３ 年 ２ 月 ９ 日 

 

原子力安全・保安院は、昨日（８日）、三菱原子燃料(株)から、管理区域内のウランの飛散につ

いて、原子炉等規制法に基づく報告を受けました。 

本事象の発生に伴う外部への放射性物質の影響はありません。 

 

１．三菱原子燃料(株)からの報告内容 

２月８日１７時１２分頃、茨城県東海村の同社転換工場転換加工室（管理区域内）において、

大型粉末容器から二酸化ウランの粉末を分析等のため採取しようとしたところ、採取のための

装置から二酸化ウランの粉末が漏えいした。 

漏えい量を確認したところ、当該管理区域内における漏えい量は約８×１０５ベクレル※１と

推定されたため、同日（８日）、原子炉等規制法に基づく報告を行った。 

また、作業員等４名に最大０．１２３ミリシーベルト※２の微量な被ばくが確認された。 

なお、２月９日に行った調査により、漏えい量は約２．１×１０５ベクレルであると算定し

た。 

 

※１：管理区域内で核燃料物質等が漏えいしたとき、法令報告となる放射能量の目安値は、α核種で

３.７×１０５ベクレル。 

※２：胸部 X線検診（０．０５ミリシーベルト）の約２回分の放射線量。 

 

２．事象発生によるプラント安全性への影響 

本事象は、管理区域内において放射性物質である二酸化ウランの粉末が漏えいしたものです

が、漏えいは当該管理区域内に留まっており、外部への放射性物質による影響はありません。 

また、施設の安全性に影響はありません。 

 

３．原子力安全・保安院の対応 

原子力安全・保安院では、事業者から連絡があった以降、現地原子力保安検査官が、現場の

処置状況などプラントの安全状況を確認するとともに、その後も継続的に事業者の対応状況の

確認を行っています。 

本件は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第６２条の３及び核燃料物

質の加工の事業に関する規則第９条の１６に基づき報告を受けたものです。 

今後、法令に基づき事業者が行う原因究明及び再発防止策について、確認していきます。 

また、三菱原子燃料(株)に対し、通報連絡の在り方を含め厳格に原因究明と再発防止策をと

るよう、別添の指示文書を発出しました。 

 

（ＩＮＥＳ※による暫定評価） 

基 準 １ 基 準 ２ 基 準 ３ 評価レベル 

－ － ０ ０ 

本評価は事象に着目した暫定評価であり、かかる確認結果を踏まえ、 

今後、正式評価がなされることとなります。 
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※２００８年版ＩＮＥＳユーザーズマニュアルによる評価。 

ＩＮＥＳ（International Nuclear and Radiological Event Scale：国際原子力・放射線事

象評価尺度）とは、原子力発電所等のトラブルについて、それが安全上どの程度のものかを

表す指標。評価は３つの基準（基準１：人と環境、基準２：施設における放射線バリアと管

理、基準３：深層防護）により行われ、最も高いレベルがそのトラブルの評価レベルとなる。

評価レベルは、レベル０（安全上重要ではない事象）からレベル７（深刻な事故）まである。 
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三菱原子燃料(株)転換工場管理区域内における 

ウランの飛散に関する原因と対策について 

 

平 成 ２ ３ 年 ５ 月 ６ 日 

 

原子力安全・保安院は、平成２３年２月８日、三菱原子燃料(株)から、管理区域内のウランの飛

散について、原子炉等規制法に基づく報告を受けました。 

本事象の発生に伴う外部への放射性物質の影響はありません。 

（平成２３年２月９日お知らせ済み） 

本件について、本日（６日）、三菱原子燃料(株)から、原因と対策に係る報告書の提出を受けま

したので、お知らせします。 

同報告では、原因を以下のとおり推定しています。 

○サンプリング装置※1内の空気を吸引する排風機（吸引ブロワ）の電源の配線が誤っていたことか

ら、空気が逆流（噴出）してサンプリング装置内のろ布（フィルター）に付着していた二酸化ウ

ラン粉末が漏えいした。 

○配線が誤っていた原因は以下のとおり。 

・吸引ブロワの上流部にある電源盤と転換工程の自動制御システムの更新作業を同時並行で行っ

た。この際、当該電源盤から電源供給を受けている全ての回転機器の電源配線の適切性を各機

器の動作確認により確認することとしていた。 

・吸引ブロワは手動操作機器であり、自動制御システムによる制御機器ではなく、電源配線の適切

性のみ確認する必要があった。 

・電源配線の適切性確認作業のための動作確認対象機器リストとして、誤って自動制御システムに

より制御・監視される機器リストを流用したため、吸引ブロワが電源配線の動作確認対象機器か

ら漏れた。この結果、吸引ブロワの電源配線が逆であったことを認識できず、空気の噴出に至っ

たと推定した。 

○対策としては、現地工事を開始する際に、当該工事箇所だけでなくその影響が及ぶ範囲を確認し、

確認対象機器や確認内容に漏れがないことを確実に行うこととする等としています。 

○さらに、作業者等の被ばく低減や通報連絡の対応についても検討し、それぞれ対策を講じること

としています。 

 

今般、三菱原子燃料(株)から提出された報告書においては、原因について、各種調査から適切に

推定されていること、対策について、推定原因を踏まえた適切な内容であることから、原子力安全・

保安院は、当該報告書の内容を妥当と考えます。 

 

※1 大型粉末容器から二酸化ウランの粉末を分析等のため採取する装置。吸引ノズル、抜出ボックス、ホッ

パーで構成されており、フィルターを介して吸引ブロワで装置内の空気を吸引することで二酸化ウラン

の粉末を採取する。 

 

１．事象発生によるプラント安全性への影響 

本事象は、管理区域内において放射性物質である二酸化ウランの粉末が漏えいしたものですが、

漏えいは当該管理区域内に留まっており、外部への放射性物質による影響はありません。 

また、作業員 4名が被ばくしましたが、被ばく量は最大で４．９８ミリシーベルトと評価され

ています。 

本事象により施設の安全性に影響はありません。 

原子力安全・保安院では、事象の発生を受け、現地原子力保安検査官が現場に出向き、以下の
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活動等を通じて、事象を把握するとともに、プラントの安全が維持されていることを確認してい

ます。 

・事象の概要、事業者による対応経緯と作業計画の把握 

・転換工場内の管理状況の確認 

・施設内外における放射線モニタ等の指示値の確認 

 

２．三菱原子燃料(株)からの報告の要点 

三菱原子燃料(株)から報告のあった内容は、主として以下のとおりです。 

(1) 漏えい量の算定 

・漏えい量は当初の床の表面汚染量測定値に基づいた算出に加えて、空気中に飛散し換気系に移

行した量を見積もった結果、総量として５．５× １０５ベクレル（法令報告基準は３．７× 

１０５ベクレル）と算定した。 

 

(2) 調査結果と推定原因 

①ウランの飛散に係る推定原因 

1)漏えいの経路及びメカニズム 

・漏えいは、大型粉末容器から二酸化ウランの粉末を分析等のために採取する作業の準備とし

て、サンプリング装置の吸引ノズルを大型粉末容器サンプリングノズル※2に差し込み、サン

プリング装置内の空気を吸引する排風機（吸引ブロワ）を起動したところ発生したことを確

認した。 

・この際、大型粉末容器サンプリングノズルの弁は閉止していたことから、漏えいした二酸化

ウランの粉末の発生源はサンプリング装置側にあり、サンプリング装置の構造及び飛散した

二酸化ウランの粉末の経路を調査した結果、サンプリング装置内のホッパー※3にあるろ布

（フィルター）に付着していた粉末が漏えいしたことを確認した。 

・吸引ブロワを調査した結果、電源の配線が誤っており、逆回転して空気が逆流（噴出）する

状況であったことを確認した。  

・そのため、ろ布に付着していた二酸化ウラン粉末は、吸引ブロワの逆回転により吸引ノズル

から押し出され、大型粉末容器抜出ボックス※4開口部との隙間から漏えいしたと推定した。

（添付資料参照） 

※2 大型粉末容器に試料採取のために設置されている配管状の部位。 

※3 サンプリング装置の一部で、吸い込んだ空気と二酸化ウランの粉末を分離するもの。ブロワ

側に二酸化ウランの粉末が流入しないようにろ布が設置されている。 

※4 サンプリング装置の一部で、大型粉末容器サンプリングノズルに吸引ノズルを差し込むため、

周辺に二酸化ウランの粉末が散逸しないように覆い、ボックス内を負圧に維持するための局

所排風機をつなげているもの。 

2)誤配線 

・所内変電所から転換工場への供給電源（３相）は相が逆転している特殊な構造（逆相）とな

っており、個別使用機器までに配線をつなぎ替えて相を正常に戻すことが必要となる設備構

成であることを確認した。 

・吸引ブロワの上流部にある電源盤と転換工程の自動制御システムの更新作業を同時並行で行

った。この際、当該電源盤から電源供給を受けている全ての回転機器の電源配線の適切性を

各機器の動作確認により確認することとしていた。 

・吸引ブロワは手動操作機器であり、自動制御システムによる制御機器ではなく、この作業に

おいて電源配線の適切性のみ確認する必要があった。 

・電源配線の適切性確認作業のための動作確認対象機器リストとして、誤って自動制御システ
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ムにより制御・監視される機器リストを流用したため、吸引ブロワが電源配線の動作確認対

象機器から漏れた。この結果、吸引ブロワの電源配線が逆であったことを認識できず、粉末

採取の準備作業で空気の噴出に至ったと推定した。 

 

②作業員の被ばくの推定原因 

・抜出ボックスには局所排風機が設置されていたこともあり、粉末の漏えいを想定していない

作業であったことから、作業者は異常を感じたが粉末の漏えいを認識できなかったこと及び

他の場所の作業員が漏えい箇所に近づく前に粉末が漏えいしていることを知らされなかっ

たことによるものであることを確認した。 

 

③通報連絡が不適切であった推定原因 

・通報連絡すべき情報の項目についての認識が不足しており、漏えい量の推定方法や被ばく者

数等の情報について、迅速かつ十分な情報が発信できていなかったことを確認した。また、

情報の整理が十分にできておらず、発信した情報が錯綜したことを確認した。 

 

(3) 対策 

①ウランの飛散に係る対策 

・当該ブロワについては回転方向が正常となるように配線を修正し、今回の電源盤の更新作業に

より影響が及ぶ範囲の機器について、正しく配線されていることを確認した。 

・水平展開・再発防止対策として、ウラン粉末を取り扱う設備で、モーターが逆回転した場合に

空気が逆流する等により漏えいのおそれがある設備については、設備上の対策として逆止弁等

の設置を検討する。 

 

②配線作業に係る対策 

・配線作業を適切に行う対策としては、現地工事を開始する際に、当該工事箇所だけでなくその

影響が及ぶ範囲等を確認し、確認対象機器や確認内容に漏れがないことを確実に行うこととす

る。 

 

③作業員等の被ばくに係る原因と対策 

・ウラン粉末取扱い設備の設備工事後の最初の使用前点検では、粉末の漏えいを想定して、作業

員に半面マスクの着用を義務づけるとともに、関係者以外が近づかないよう、設備周囲に警告

表示する。 

・ウラン粉末取扱い設備の異常発生時には、すぐに粉末の漏えいを想定して退避するとともに、

周囲の作業者に漏えいのおそれがあることを知らせる。また、異常時対応においては半面マス

クを着用する。 

・ウラン粉末漏えいの事例教育及び訓練を実施する。 

 

④通報連絡に係る対策 

・異常時において情報の整理が十分に行えるように情報整理の専任者を配置するとともに、通報

連絡すべき情報について事前に十分検討し、迅速な対応力を養うため教育・訓練を実施する。 

 

３．原子力安全・保安院の対応 

三菱原子燃料(株)から報告された内容は、原因が各種調査から適切に推定されていること、対

策が推定原因を踏まえた内容であることから、原子力安全・保安院は、当該報告書の内容を妥当

と考えます。 
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今後、三菱原子燃料(株)が実施する再発防止対策の実施状況、他プラントにおける当該対策の

実施状況等について、保安検査等を通じて確認していくこととします。 

 

（参考） 

１．本件事象の概要 

２月８日１７時１２分頃、転換工場転換加工室（管理区域内）において、大型粉末容器から二

酸化ウランの粉末を分析等のため採取しようとしたところ、採取のための装置から二酸化ウラン

の粉末が漏えいした。 

漏えい量を確認したところ、当該管理区域内における漏えい量は約８×１０５ベクレル※１と推

定されたため、同日（８日）、原子炉等規制法に基づく報告を行った。 

また、作業員等４名に最大４．９８ミリシーベルトの被ばくが確認された。 

 

※１：管理区域内で核燃料物質等が漏えいしたとき、法令報告となる放射能量の目安値は、α核種で 

３.７×１０５ベクレル。 

 

２．本事象発生時のＩＮＥＳによる暫定評価※ 

基 準 １ 基 準 ２ 基 準 ３ 評価レベル 

－ － ０ ０ 

本評価は事象に着目した暫定評価であり、かかる確認結果を踏まえ、 

今後、正式評価がなされることとなります。 

 

※２００８年版ＩＮＥＳユーザーズマニュアルによる評価。 

ＩＮＥＳ（International Nuclear and Radiological Event Scale：国際原子力・放射線事

象評価尺度）とは、原子力発電所等のトラブルについて、それが安全上どの程度のものかを

表す指標。評価は３つの基準（基準１：人と環境、基準２：施設における放射線バリアと管

理、基準３：深層防護）により行われ、最も高いレベルがそのトラブルの評価レベルとなる。

評価レベルは、レベル０（安全上重要ではない事象）からレベル７（深刻な事故）まである。 
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ⅩⅤ トラブルの評価状況 



 



ⅩⅤ－1 国際原子力・放射線事象評価尺度（ＩＮＥＳ）の概要 
 
 

1. 国際原子力・放射線事象評価尺度（INES）の概要 

国 際 原 子 力 ・ 放 射 線 事 象 評 価 尺 度 （ INES； International Nuclear and 

Radiological Event Scale）は、国際原子力機関（IAEA）及び経済協力開発機

構の原子力機関（OECD／NEA）が、原子力施設等の個々のトラブルについて、そ

れが安全上どの程度のものかを簡明に表現できるような指標として策定し、１

９９２年３月に加盟各国に提言したものであり、我が国においても、１９９２

年８月１日から運用を開始している。 

INES 評価尺度は、表ⅩⅤ－1－1 に示すように、トラブルを０から７までの８

段階に分類し、レベル０を評価尺度未満、レベル１から３までを異常な事象、

レベル４から７までを事故と分類している。なお、事象を本評価尺度の〔基準

1、基準 2 及び基準 3〕で評価し、そのレベルのうち最高のものを当該事象の評

価結果とする。 

その運用においては、原子力施設で起こるトラブルのうち、原則として「原

子炉規制法」に基づいて国に報告されたトラブルについて、速やかに原子力安

全・保安院が INES 評価を暫定的に行い公表する。また、原因究明や再発防止対

策等が確定した後には、総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会に設

置された学識経験者で構成される INES 評価小委員会が専門的、技術的な観点か

ら最終的な評価を行い、原子力安全・保安院がその結果を公表する。同委員会

は、年に４回程度開催する。 

また、レベル２以上に評価された全ての事象及び国際的に一般公衆に注目さ

れた事象については、原子力安全・保安院は２４時間以内を目標に IAEA へ連絡

し、それを受けた IAEA は、すぐに INES 参加国へ連絡することになっている。 
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表ⅩⅤ－1－1 原子力施設等の事象の国際評価尺度 

基 準  

レ ベ ル 基 準 1 
人と環境 

基 準 2 
施設における 

放射線バリアと管理 

基 準 3 
深層防護 

７ 
（深刻な事故） 

 
 

・計画された広範な対
策の実施を必要とする
ような、広範囲の健康
および環境への影響を
伴う放射性物質の大規
模な放出。 

 

６ 
（大事故） 

 

･計画された対策の実
施を必要とする可能性
が高い放射性物質の相
当量の放出。 

 

 

 
５ 

広範囲な影響を
伴う事故 

・計画された対策の一
部の実施を必要とする
可能性が高い放射性物
質の限定的な放出。 
・放射線よる数名の死
亡。 

・炉心の重大な損傷。 
・高い確率で公衆が著し
い被ばくを受ける可能性
のある施設内の放射性物
質の大量放出。これは、
大規模臨界事故または火災
から生じる可能性がある。 

 事
 

故
 

 
４ 

局所的な影響
を伴う事故 

・地元で食物管理以外
の計画された対策を実
施することになりそう
もない軽微な放射性物
質の放出。 
・放射線による少なく
とも 1 名の死亡。 

 

・炉心インベントリーの
0.1%を超える放出につな
がる燃料の溶融または燃
料の損傷。 
・高い確率で公衆が著し
い大規模被ばくを受ける
可能性のある相当量の放
射性物質の放出。 

 

 
３ 

重大な 
異常事象 

・法令による年間限度
の10倍を超える作業者
の被ばく。 
・放射線による非致命
的 な 確 定 的 健 康 影 響
(例えば、やけど)。 

・運転区域内での 1Sv/時
を超える被ばく線量率。 
・公衆が著しい被ばくを
受ける可能性は低いが設
計で予想していない区域
での重大な汚染。 
 

・安全設備が残されてい
ない原子力発電所にお
ける事故寸前の状態。 
・高放射能密封線源の紛
失または盗難。 
・適切な取扱い手順を伴
わない高放射能密封線
源の誤配。 

 
２ 

（異常事象） 
 
 

・10mSv を超える公衆の
被ばく。 
・法令による年間限度
を超える作業者の被ば
く。 
 

・50mSv/時を超える運転
区域内の放射線レベル。 
・設計で予想していない
施設内の区域での相当量
の汚染。 
 

・実際の影響を伴わない
安全設備の重大な欠陥。
・安全設備が健全な状態
での身元不明の高放射
能密封線源、装置、また
は、輸送パッケージの発
見。 
・高放射能密封線源の不
適切な梱包。 

異
常

な
事

象
 

 
１ 

（逸 脱） 
 

 ・法令による限度を超え
た公衆の過大被ばく。 
・十分な安全防護層が残
ったままの状態での安
全機器の軽微な問題。 
・低放射能の線源、装置
または輸送パッケージ
の紛失または盗難。 

  
0＋ 

安全に影響を与

え得る事象 

尺
度

未
満

 

０ 
（尺度未満） 

 
  

0－ 
安全に影響を与

えない事象 

評価対象外 安全に関係しない事象 

安全上重要ではない事象
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(注 )上記の国際原子力事象評価尺度は、2010 年 4 月 1 日以前に発生したトラブルに適用しており、今回掲載しているトラブルのうち、

平成21年度 (2009 年度 )又はそれ以前に発生したトラブルについては上記を用いている。 

 

〔参考〕国際原子力事象評価尺度（従来の評価尺度） 

基 準  

レ ベ ル 基 準 1 
所外への影響 

基 準 2 
所内への影響 

基 準 3 
深層防護の劣化 

７ 
（深刻な事故） 

 
 
 
 

放 射 性 物 質 の 重 大
な外部放出 

よう素 131 等価で
数 万 テ ラ ベ ク レ
ル 相 当 の 放 射 性
物質の外部放出 

 

６ 
（大事故） 

 
 
 
 

放 射 性 物 質 の か な
りの外部放出 

よう素 131 等価で
数 千 か ら 数 万 テ
ラ ベ ク レ ル 相 当
の 放 射 性 物 質 の
外部放出 

 

 

５ 
所外へのリスク
を伴う事故 

放 射 性 物 質 の 限 ら
れた外部放出 

よう素 131 等価で
数 百 か ら 数 千 テ
ラ ベ ク レ ル 相 当
の 放 射 性 物 質 の
外部放出 

原 子 炉 の 炉 心 の 重 大
な損傷 
 
 
 
 

 

事
 

故
 

４ 
所外への大き
なリスクを伴
わない事故 

放 射 性 物 質 の 少 量
の外部放出 

公 衆 の 個 人 の 数
ミ リ シ ー ベ ル ト
程度の被ばく 

原 子 炉 の 炉 心 の か な
りの損傷 
従業員の致死量被ばく 
 

 

３ 
重大な 

異常事象 

放 射 性 物 質 の 極 め
て少量の外部放出 

公衆の個人の十分
の数ミリシーベル
ト程度の被ばく 

所 内 の 重 大 な 放 射 性
物質による汚染 
急 性 の 放 射 線 障 害 を
生じる従業員の被ばく 

深層防護の喪失 
 
 
 
 

２ 
（異常事象） 

 
 

所 内 の か な り の 放 射
性物質による汚染 
法 定 の 年 間 線 量 当 量
限 度 を 超 え る 従 業 員
の被ばく 

深層防護のかなりの
劣化 
 
 

異
常

な
事

象
 

１ 
（逸 脱） 

 

 

 運転制限範囲からの
逸脱 
 

  
0＋ 

安 全 に 影 響 を
与え得る事象 

尺
度

以
下

 

０ 
（尺度以下） 

 
 
 

  
0－ 

安 全 に 影 響 を
与えない事象 

評価対象外 安全に関係しない事象 

 

安全上重要ではない事象
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ⅩⅤ－2 平成 22 年度のトラブルの評価概要 

 

平成 22 年度は、総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会 INES 評

価小委員会が 2 回開催され、平成 22 年度又は平成 22 年度以前に発生した 12

件のトラブルについて評価が行われている。（表ⅩⅤ-2-1～5 参照） 

12 件の評価結果の内訳は、レベル 2 が 0 件、レベル 1 が 2 件、レベル 0＋

が 0 件、レベル 0－が 8 件、レベル 0（再処理施設分）が 2 件、評価対象外が

0 件である。 

このうち、平成 22 年度に発生したトラブルの評価件数は 2 件であり、その

結果は、レベル 2 が 0 件、レベル 1 が 0 件、レベル 0＋が 0 件、レベル 0－が

2 件、レベル 0（再処理施設分）が 0 件、評価対象外が 0 件である。 

 

なお、評価実績は下記のとおりである。 

・第 28 回 INES 評価小委員会(平成 22 年 6 月 4 日開催、評価件数 7 件) 

評価件数 7 件中、7 件が平成 21 年度に発生したトラブル  

・第 29 回 INES 評価小委員会(平成 22 年 10 月 5 日開催、評価件数 5 件) 

評価件数 5 件中、1 件が平成 20 年度に発生したトラブル 

評価件数 5 件中、2 件が平成 21 年度に発生したトラブル  

評価件数 5 件中、2 件が平成 22 年度に発生したトラブル  
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基
準
１

基
準
２

基
準
３

平成 22 年 4 月 27 日 四 国 電 力 ㈱ - - 0- 0-

伊 方 発 電 所

１ 号 機

平成 22 年 6 月 11 日 四 国 電 力 ㈱ - - 0- 0-

伊 方 発 電 所

１ 号 機

基
準
１

基
準
２

基
準
３

平成21年 10月 14日 日 本 原 子 力 発 電 ㈱ - - 0- 0-

敦 賀 発 電 所

１ 号 機

平成21年 11月 13日 北 陸 電 力 ㈱ - - 1 1

志 賀 原 子 力 発 電 所

２ 号 機

平成21年 11月 13日 関 西 電 力 ㈱ - - 0- 0-

美 浜 発 電 所

１ 号 機

平成 21 年 12 月 1 日 中 部 電 力 ㈱ - - 1 1

浜 岡 原 子 力 発 電 所

３ 号 機

平成 22 年 1 月 13 日 日 本 原 子 力 発 電 ㈱ - - 0- 0-

東 海 第 二 発 電 所

平成 22 年 3 月 16 日 関 西 電 力 ㈱ - - 0- 0-

高 浜 発 電 所

４ 号 機

平成 22 年 3 月 23 日 関 西 電 力 ㈱ - - 0- 0-

美 浜 発 電 所

２ 号 機

基
準
１

基
準
２

基
準
３

平成 21 年 10 月 8 日 (独)日本原子力研究開発機構 - - 0- 0-

原 子 炉 廃止 措置 研究

開発センター(ふげん)

高圧注水系ディーゼル冷却用海水配
管の減肉

非常用ディーゼル発電機２台の待機
除外

発電機出力上昇操作中における出力
変化

管理区域内での放射性廃液の漏えい

残留熱除去系海水系配管の減肉

管理区域内での放射性物質の漏えい

表ⅩⅤ-2-3  平成22年度の研究開発段階炉のトラブルの評価状況（平成21年度発生分）

発　生　日 施 設 名 件　　　　名

評価結果

表ⅩⅤ-2-1  平成22年度の原子力発電所のトラブルの評価状況（平成22年度発生分）

発　生　日 発 電 所 名 件　　　　名

評価結果

化学体積制御系ベント配管溶接部の
傷

非常用ディーゼル発電機冷却用海水
配管の傷

蒸気発生器伝熱管の渦流探傷検査に
よる有意な指示

原子炉補機冷却用海水配管の傷

表ⅩⅤ-2-2  平成22年度の原子力発電所のトラブルの評価状況（平成21年度発生分）

発　生　日 発 電 所 名 件　　　　名

評価結果
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基
準
１

基
準
２

基
準
３

平成21年 10月 22日 日 本 原 燃 ㈱ - - 0 0

再 処 理 施 設

基
準
１

基
準
２

基
準
３

平成20年 12月 11日 日 本 原 燃 ㈱ - - 0 0

再 処 理 施 設

高レベル廃液ガラス固化建屋ガラス
溶融炉Ａにおける炉内異常

表ⅩⅤ-2-5  平成22年度の再処理施設のトラブルの評価状況（平成20年度発生分）

高レベル廃液ガラス固化建屋におけ
る固化セル内の漏えい

表ⅩⅤ-2-4  平成22年度の再処理施設のトラブルの評価状況（平成21年度発生分）

件　　　　名

評価結果

発　生　日 施 設 名

発　生　日 施 設 名 件　　　　名

評価結果
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ⅩⅤ-3 原子力施設のトラブルに対する 

ＩＮＥＳ(国際原子力・放射線事象評価尺度）プレス発表資料 
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第四編 放射線管理 
 

 

 

 

ⅩⅥ 放射線管理等報告 



 



 

 

XVI－１ 放射性廃棄物管理の状況 

 

(1)  放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出管理の状況 

① 実用発電用原子炉施設 

放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出量は、全ての原子力発電所において 「発電用

軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」に従い、施設周辺の公衆の受ける線量目標

値（年間 50 マイクロシーベルト）を達成するために安全審査の段階で評価され、そのときの放

出量を年間の放出管理目標値として保安規定に定め、これを超えないように管理されている。 

2010 年度の放出量は、東日本大震災の影響を評価中の東京電力（株）福島第一原子力発電所

及び同福島第二原子力発電所を除き、全ての原子力発電所において放出管理目標値を下回って

いる。なお、一般公衆の実効線量については、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に

対する評価指針」等に基づき当該原子力施設から環境へ放出される気体及び液体放射性廃棄物

の影響について評価を行った結果、年間 1 マイクロシーベルト未満であった。 

なお、東北電力女川原子力発電所や日本原電東海発電所等において、有意な指示値が検

出されているが、これらについては、発電所の状況やモニタリングポストのデータ等から、

それぞれの施設に起因するものではなく、東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響に

よるものと考えられる。 

 

② 研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設 

放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出量は、原子炉設置許可時の審査の際に用いら

れた放出量を年間の放出管理目標値として保安規定に定め、これを超えないように管理されて

いる。2010 年度の放出量は、(独)日本原子力研究開発機構 原子炉廃止措置研究開発センター及

び(独)日本原子力研究開発機構 高速増殖原型炉もんじゅの両施設について、いずれも放出管理

目標値を下回っている。なお、一般公衆の実効線量については、「発電用軽水型原子炉施設周

辺の線量目標値に対する評価指針」等に基づき当該原子力施設から環境へ放出される気体及び

液体放射性廃棄物の影響について評価を行った結果、年間 1 マイクロシーベルト未満であった。 

なお、(独)日本原子力研究開発機構 高速増殖原型炉もんじゅにおいて、有意な指示値が検

出されているが、これらについては、もんじゅの状況等それぞれの施設に起因するもので

はなく、東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響によるものと考えられる。 

 

③ 加工施設 

加工施設においては、放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の 3 月間の平均濃度が、法令

に定める濃度限度を超えないように濃度管理目標値を保安規定に定め、これを超えないように

管理されている。2010 年度は、いずれの四半期においてもこの濃度管理目標値以内であった。 

 

④ 再処理施設 

 放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出量は、事業指定（設置承認）時の審査の際の

周辺環境への評価に用いられた放出量を基に年間の放出管理目標値を保安規定に定め、これを

超えないように管理されている。2010 年度の放出量は、(独)日本原子力研究開発機構 東海研究

開発センター 核燃料サイクル工学研究所 再処理施設（以下、(独)日本原子力研究開発機構 再

処理施設という。）及び日本原燃(株)再処理事業所（再処理施設）の両施設について、いずれ

も放出管理目標値を下回っている。なお、一般公衆の実効線量については、事業指定（設置承

認）時の審査の際に用いられた評価方法に基づき当該原子力施設から環境へ放出される気体及

び液体放射性廃棄物の影響について評価を行った結果、年間 1 マイクロシーベルト未満であっ

た。 
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なお、(独)日本原子力研究開発機構 再処理施設において、有意な指示値が検出されている

が、これらについては、施設の状況やモニタリングポストのデータ等から、それぞれの施

設に起因するものではなく、東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響によるものと考

えられる。 

 

⑤ 廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設 

廃棄物埋設施設及び廃棄物管理施設においては、放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の 3 

月間の平均濃度を管理目標値として保安規定に定め、これを超えないように管理されている。 

2010 年度は、いずれの四半期においてもこの濃度管理目標値以内であった。また、(独)日本原

子力研究開発機構大洗研究開発センター廃棄物管理施設については、廃棄物管理施設の技術基

準に適合するよう、放射性液体廃棄物の放出量を、事業指定（認可承認）時の審査の際の周辺

環境への評価に用いられた放出量を基に年間の放出管理目標値を定め、これを超えないように

管理されており、2010 年度の放出量は放出管理目標値を下回っている。 

なお、(独)日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター廃棄物管理施設において、有意な

指示値が検出されているが、これらについては、施設の状況や周辺のモニタリングポスト

のデータ等から、それぞれの施設に起因するものではなく、東京電力福島第一原子力発電

所の事故の影響によるものと考えられる。 

 

参考として、実用発電用原子炉施設及び研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設について、

2001 年度以降の各年度の放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出量を参考資料１～参考資料

４に示した。 

放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出放射能は、「発電用軽水型原子炉施設における放出

放射性物質の測定に関する指針」に基づき又は準じて測定したものである。なお、測定時において放

出放射能濃度が検出限界濃度未満の場合は、表中に N.D.と表示している。 

 

【注】本報告の指数数値については、見易くするため、ａ×１０＋ｂをａＥ＋ｂと表記している。 

    例）５．１×１０＋１２＝５．１Ｅ＋１２ 
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①実用発電用原子炉施設

 発 電 所 名

北海道電力(株) 6.5E+09 N.D. N.D.
泊発電所 年 間 放 出

管 理 目 標 値 1.3E+15 1.2E+10 1.1E+11
*1 *1

東北電力(株) 5.4E+12 2.7E+10 N.D.
女川原子力発電所 年 間 放 出

管 理 目 標 値 3.8E+15 1.3E+11 1.1E+10

東北電力(株) N.D. N.D. N.D.
東通原子力発電所 年 間 放 出

管 理 目 標 値 1.2E+15 2.0E+10 3.7E+09

東京電力(株) － － －
福島第一原子力発電所 年 間 放 出

*2 管 理 目 標 値 8.8E+15 4.8E+11 2.2E+11

東京電力(株) － － －
福島第二原子力発電所 年 間 放 出

*2 管 理 目 標 値 5.5E+15 2.3E+11 1.4E+11
*1

東京電力(株) N.D. 1.5E+07 N.D.
柏崎刈羽原子力発電所 年 間 放 出

管 理 目 標 値 6.7E+15 2.3E+11 2.5E+11
*1

中部電力(株) N.D. 7.9E+08 N.D.
浜岡原子力発電所 年 間 放 出 *4 *4 *5

管 理 目 標 値 3.6E+15 1.1E+11 3.7E+10

北陸電力(株) N.D. N.D. N.D.
志賀原子力発電所 年 間 放 出

管 理 目 標 値 2.3E+15 4.8E+10 7.4E+10

関西電力(株) 3.8E+10 1.2E+05 N.D.
美浜発電所 年 間 放 出

管 理 目 標 値 2.1E+15 7.3E+10 1.1E+11
*1

関西電力(株) 9.6E+09 1.4E+04 N.D.
高浜発電所 年 間 放 出

管 理 目 標 値 3.3E+15 6.2E+10 1.4E+11
*1

関西電力(株) 9.0E+11 2.7E+05 N.D.
大飯発電所 年 間 放 出

管 理 目 標 値 4.0E+15 1.0E+11 1.4E+11

原 子 炉 施 設 合 計

原 子 炉 施 設 合 計

原 子 炉 施 設 合 計

原 子 炉 施 設 合 計

原 子 炉 施 設 合 計

原 子 炉 施 設 合 計

原 子 炉 施 設 合 計

（Ｂｑ）（Ｂｑ） （Ｂｑ）

原 子 炉 施 設 合 計

原 子 炉 施 設 合 計

原 子 炉 施 設 合 計

原 子 炉 施 設 合 計

*4：放出管理目標値は3～5号機の合計値。1・2号機はそれぞれ測定下限濃度未満。

*5：放出管理目標値は3～5号機の合計値。1・2号機はそれぞれ9.2E+09。

*1：福島第一原子力発電所の事故による影響と推測される。

*3：福島第一原子力発電所の事故による影響と推測される放出も含む。

*2：東日本大震災の影響のため、現在事業者において評価中。

希 　ガ 　ス （ 

3
Ｈを除く）ヨ   ウ　 素

  ［ 
131

Ｉ ］

放 　射 　性

液 体 廃 棄 物

放射性気体廃棄物
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 発 電 所 名

中国電力(株) N.D. N.D. N.D.
島根原子力発電所

8.4E+14 4.3E+10 7.4E+10
*1

四国電力(株) 1.7E+11 1.7E+04 N.D.
伊方発電所

1.5E+15 8.1E+10 1.1E+11
*3

九州電力(株) 2.6E+11 3.2E+06 N.D.
玄海原子力発電所

2.2E+15 5.8E+10 1.4E+11

九州電力(株) 1.2E+10 N.D. N.D.
川内原子力発電所

1.7E+15 6.2E+10 7.4E+10

日本原子力発電(株) 8.7E+04
東海発電所 *6

2.9E+07
*1 *1

日本原子力発電(株) 5.6E+10 6.1E+09 2.0E+07
東海第二発電所

1.4E+15 5.9E+10 3.7E+10

日本原子力発電(株) N.D. N.D. N.D.
敦賀発電所

1.7E+15 3.8E+10 7.4E+10

注： 気体（液体）廃棄物の放出放射能（Bq）は、排気（排水）中の放射性物質の濃度（Bq／cm
3
）に

　   排気（排水）量を乗じて求めている。

　　 なお、放出放射能濃度が検出限界濃度未満の場合は N.D. と表示した。

　　 検出限界濃度は次のとおり。(Bq／cm
3
)

　　　　放射性希ガス ：2E-02 以下

　　　　放射性ヨウ素 ：7E-09 以下

　　　　放射性液体廃棄物（
3
Hを除く） ：2E-02 以下（ 

60
Co で代表した。）

　　　

*6：放出管理目標値は、
60
Co、

137
Cs、

152
Eu及び

154
Eu を対象。

（Ｂｑ）

年 間 放 出

管 理 目 標 値

年 間 放 出

原 子 炉 施 設 合 計

年 間 放 出

管 理 目 標 値

原 子 炉 施 設 合 計

原 子 炉 施 設 合 計

（Ｂｑ）

放 　射 　性

液 体 廃 棄 物

（ 

3
Ｈを除く）

放射性気体廃棄物

希 　ガ 　ス

（Ｂｑ）
  ［ 

131
Ｉ ］

年 間 放 出

ヨ   ウ　 素

原 子 炉 施 設 合 計

原 子 炉 施 設 合 計

年 間 放 出

管 理 目 標 値

原 子 炉 施 設 合 計

管 理 目 標 値

管 理 目 標 値

管 理 目 標 値

原 子 炉 施 設 合 計

年 間 放 出

管 理 目 標 値

年 間 放 出
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②研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設

 施　設　名

(独)日本原子力研究開発機構 N.D. N.D. 1.0E+11
原子炉廃止措置研究開発センター 年 間 放 出 *8 *8 *9

*7 管 理 目 標 値 － 1.4E+13
*1

(独)日本原子力研究開発機構 N.D. 9.8E+04 1.1E+09
高速増殖原型炉もんじゅ 年 間 放 出

管 理 目 標 値 8.2E+13 －

 施　設　名

(独)日本原子力研究開発機構 N.D. 8.6E+11
原子炉廃止措置研究開発センター 年 間 放 出 *10 *11

管 理 目 標 値 2.8E+08 8.5E+12
*12

(独)日本原子力研究開発機構 N.D. 1.5E+08
高速増殖原型炉もんじゅ 年 間 放 出

管 理 目 標 値 5.5E+09 9.2E+12

注： 気体（液体）廃棄物の放出放射能（Bq）は、排気（排水）中の放射性物質の濃度（Bq／cm
3
）に

　   排気（排水）量を乗じて求めている。

　　 なお、放出放射能濃度が検出限界濃度未満の場合は N.D.と表示した。

　　 検出限界濃度は次のとおり。(Bq／cm
3
)

　　　　放射性希ガス ：2E-02
　
以下

　　　　放射性ヨウ素 ：7E-09
　
以下

　　　　放射性液体廃棄物 ：2E-02
　
以下（ 

60
Co で代表した。）

*7　2008年2月12日廃止措置計画認可に伴い、施設名称を｢(独)日本原子力研究開発機構新型転換炉ふげん発電所｣から

　　｢(独)日本原子力研究開発機構 敦賀本部 原子炉廃止措置研究開発センター 新型転換炉原型炉施設｣に変更した。

　　（以下、｢(独)日本原子力研究開発機構 原子炉廃止措置研究開発センター｣という。)

*8：原子炉施設保安規定の改正に伴い、2003年10月1日以降、放射性気体廃棄物 年間放出管理目標値の

　　希ガス及びヨウ素については削除している。

*9：廃止措置計画認可に基づく保安規定改訂に伴い、2008年2月12日以降、トリチウムの放出管理目標値は

　　｢年間1.4E+13（Bq）｣に変更している。

*10：原子炉施設保安規定の改正に伴い、2003年10月1日以降、放射性液体廃棄物（
3
Hを除く） 放出管理目標値は

　　｢年間2.8E+08 (Bq) ｣に変更している。

*11：廃止措置計画認可に基づく保安規定改訂に伴い、2008年2月12日以降、トリチウムの放出管理目標値は

　　｢年間8.5E+12 (Bq) ｣に変更している。

放射性気体廃棄物

放射性液体廃棄物

希 　ガ 　ス

（Ｂｑ）

ヨ   ウ　 素 トリチウム

［ 
3
Ｈ ］

（Ｂｑ）

  ［ 
131

Ｉ ］

（Ｂｑ）

（Ｂｑ）

*12：水・蒸気系のトリチウム（ N.D.）を含む。

原 子 炉 施 設 合 計

（Ｂｑ）

原 子 炉 施 設 合 計

（ 

3
Ｈを除く）

トリチウム

［ 
3
Ｈ ］

原 子 炉 施 設 合 計

  －

全核種

1.5E+08

原 子 炉 施 設 合 計
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③加工施設

  施  設  名

N.D. N.D.

1.5E-09 8E-03

三菱原子燃料（株） N.D. N.D.

1.5E-09 8E-03

原子燃料工業（株） 1.6E-10 N.D.
東海事業所

1.5E-09 8E-03

原子燃料工業（株） N.D. N.D.
熊取事業所

1.5E-09 8E-03
*13 *14

(独)日本原子力研究開発機構 N.D. 3.5E-04
人形峠環境技術センター
ウラン濃縮原型プラント 1E-08 5E-03

日本原燃（株） N.D. N.D.
濃縮・埋設事業所
（加工施設） 2E-08 1E-03

注： 放出放射能濃度が検出限界濃度未満の場合は N.D. と表示した。

　　 検出限界濃度は以下のとおり。(Bq／cm
3
)

(株)グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン  3.1E-11 以下   3.0E-04
 
以下

三菱原子燃料(株)  1.0E-10 以下   4.0E-04
 
以下

原子燃料工業(株)東海事業所  1.3E-10 以下   3.4E-04
 
以下

原子燃料工業(株)熊取事業所   1.1E-03
 
以下

排気口(1)   1.5E-10 以下

排気口(2)   1.5E-10 以下 

(独)日本原子力研究開発機構

　　人形峠環境技術センターウラン濃縮原型プラント   1.0E-10 以下   3.0E-04
 
以下

日本原燃(株)濃縮・埋設事業所(加工施設)   2E-09 以下   1E-04
 
以下

*13　以下、｢(独)日本原子力研究開発機構 ウラン濃縮原型プラント｣という。

*14　第1・2・4四半期は放流なし

放射性気体廃棄物 放射性液体廃棄物

（株）グローバル・
ニュークリア・フュエル・
ジャパン

加 工 施 設 合 計

濃 度 管 理 目 標 値

加 工 施 設 合 計

濃 度 管 理 目 標 値

加 工 施 設 合 計

濃 度 管 理 目 標 値

（Ｂｑ/ｃｍ 

3
）

加 工 施 設 合 計

濃 度 管 理 目 標 値

（Ｂｑ/ｃｍ 

3
）

加 工 施 設 合 計

濃 度 管 理 目 標 値

ウ ラ ン

［ Ｕ ］

放射性液体廃棄物

加 工 施 設 合 計

濃 度 管 理 目 標 値

放射性気体廃棄物

ウ ラ ン

［ Ｕ ］
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④再処理施設（放射性気体廃棄物）

クリプトン

(独)日本原子力研究開発機構  ［ 
85
Ｋｒ ］

再処理施設 （Ｂｑ）

1.8E+10
年　間　放　出

管 理 目 標 値 8.9E+16

クリプトン

日本原燃（株）  ［ 
85
Ｋｒ ］

再処理事業所 （Ｂｑ）
 (再処理施設)

N.D.
年　間　放　出
管 理 目 標 値 3.3E+17

(独)日本原子力研究開発機構

再処理施設

*1

年　間　放　出 *15 *15

管 理 目 標 値

左記内訳(核種別)

プルトニウム

日本原燃（株） ［Ｐｕ(α)］

再処理事業所 （Ｂｑ）　
 (再処理施設)

N.D.
年　間　放　出

管 理 目 標 値

注： 放射性気体廃棄物の放出放射能（Bq）は、排気中の放射性物質の濃度（Bq／cm
3
）に排気量を乗じて求めている。

　　 なお、放出放射能濃度が検出限界濃度未満の場合は N.D. と表示した。

　　 検出限界濃度は次のとおり。(Bq／cm
3
)

　　(独)日本原子力研究開発機構 再処理施設 日本原燃(株)再処理事業所(再処理施設)
       14 

C ：4.0E-05
 
以下  放射性アルゴン ：1E-04 以下

     全粒子状物質（全α） ：1.5E-10
 
以下    85

Kr ：2E-02 以下
　129

Ｉ ：4E-08 以下
  14

Ｃ ：4E-05 以下

 その他核種（α線を放出する核種） ：4E-10 以下

（全αに対する値で代表した。） 

　Ｐｕ(α) ：4E-10 以下

　その他核種（α線を放出しない核種） ：4E-9 以下

（全β(γ)に対する値で代表した。)
    106

Ｒｕ-
106
Ｒｈ ：4E-9 以下

(粒子状
106
Ｒu及び揮発性

106
Ｒuそれぞれに対する値を示した)

    137
Ｃｓ-

137m
Ｂａ ：4E-9 以下

    90
Ｓｒ-

90
Ｙ ：4E-10 以下

*15　３月間平均の濃度管理目標値(Bq/cm
3
)

N.D.

2.2E-08

再処理施設合計

再処理施設合計

再処理施設合計

再処理施設合計

－

放射性

アルゴン

（Ｂｑ）　

－

全粒子状物質

3.3E+08

  ［ 全α ］

（Ｂｑ）

（Ｂｑ）

N.D.

その他核種

(α線を放出する核種)

ヨ ウ 素

  ［ 
129

Ｉ ］

（Ｂｑ）

6.6E+06

1.7E+09

N.D.－

1.1E+10

ヨ ウ 素

  ［ 
129

Ｉ ］

（Ｂｑ）

  ［ 全βγ］

（Ｂｑ）

4.7E+07

1.1E-04

（Ｂｑ）

N.D.

9.4E+10

その他核種

(α線を放出しない核種)
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④再処理施設（放射性気体廃棄物）（続き）

ヨ ウ 素 トリチウム 炭  素

  ［ 
131

Ｉ ］ ［ 
3
Ｈ ］   ［ 

14
Ｃ ］

（Ｂｑ） （Ｂｑ） （Ｂｑ）

*1

1.0E+10 6.0E+11 N.D.

1.6E+10 5.6E+14 5.1E+12

ヨ ウ 素 トリチウム 炭  素

  ［ 
131

Ｉ ］ ［ 
3
Ｈ ］   ［ 

14
Ｃ ］

（Ｂｑ）　 （Ｂｑ） （Ｂｑ）　

1.5E+05 2.4E+11 N.D.

1.7E+10 1.9E+15 5.2E+13

 ストロンチウム 　ルテニウム 　セシウム

－イットリウム －ロジウム　 －バリウム　

 ［ 
90
Ｓｒ-

90
Ｙ］ ［

106
Ｒｕ-

106
Ｒｈ］［

137
Ｃs-

137m
Ｂａ］

（Ｂｑ）　 （Ｂｑ）　 （Ｂｑ）　

N.D. N.D. N.D.

－

左記内訳（核種別）
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④再処理施設（放射性液体廃棄物）

トリチウム ヨウ素 ヨウ素

(独)日本原子力研究開発機構 ［ 
3
Ｈ ］ ［ 

129
Ｉ ］ ［ 

131
Ｉ ］

再処理施設 （Ｂｑ） （Ｂｑ） （Ｂｑ）

2.0E+11 N.D. N.D.
年　間　放　出

管 理 目 標 値 1.9E+15 2.7E+10 1.2E+11

トリチウム ヨウ素 ヨウ素

日本原燃（株） ［ 
3
Ｈ ］ ［ 

129
Ｉ ］ ［ 

131
Ｉ ］

再処理事業所 （Ｂｑ） （Ｂｑ） （Ｂｑ）

 (再処理施設)
1.4E+12 2.8E+07 N.D.

年　間　放　出

管 理 目 標 値 1.8E+16 4.3E+10 1.7E+11

ストロンチウム ストロンチウム

(独)日本原子力研究開発機構 ［ 
89
Ｓｒ ］  ［ 

90
Ｓｒ ］

再処理施設 （Ｂｑ） （Ｂｑ）

N.D. N.D.
年　間　放　出

管 理 目 標 値 1.6E+10 3.2E+10

 ストロンチウム

日本原燃（株） コバルト －イットリウム 

再処理事業所 ［ 
60
Ｃｏ ］  ［ 

90
Ｓｒ-

90
Ｙ］

 (再処理施設) （Ｂｑ） （Ｂｑ）

N.D. N.D.
年　間　放　出

管 理 目 標 値

セリウム

－プラセオジム

(独)日本原子力研究開発機構 ［
144

Ｃｅ-
144

Ｐｒ］

再処理施設 （Ｂｑ）

N.D.
年　間　放　出

管 理 目 標 値 1.2E+11

セリウム

日本原燃（株） －プラセオジム ユーロピウム プルトニウム

再処理事業所 ［
144

Ｃｅ-
144m

Ｐｒ,
144

Ｐｒ］ ［
154

Ｅｕ］ ［ 
241

Ｐｕ ］
 (再処理施設) （Ｂｑ） （Ｂｑ） （Ｂｑ）

N.D. N.D. N.D.
年　間　放　出

管 理 目 標 値

その他核種(α線を放出しない核種) 内訳（核種別）

年間放出量

年間放出量

その他核種(α線を放出しない核種) 内訳（核種別）

年間放出量

年間放出量

年間放出量

年間放出量

－

－

580



④再処理施設（放射性液体廃棄物）（続き）

全α放射能 プルトニウム 全β放射能

［Ｐｕ(α)］ （
3
Ｈを除く）

（Ｂｑ） （Ｂｑ） （Ｂｑ）

N.D. N.D. N.D.

4.1E+09 2.3E+09 9.6E+11

その他核種 プルトニウム アメリシウム キュリウム その他核種
(α線を放出する核種) ［ Ｐｕ(α) ］ ［ Ａｍ(α) ］ ［ Ｃｍ(α) ］ (α線を放出しない核種)

（Ｂｑ） （Ｂｑ） （Ｂｑ） （Ｂｑ） （Ｂｑ）

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

3.8E+09 2.1E+11

ジルコニウム ルテニウム

－ニオブ ルテニウム －ロジウム セシウム セシウム セリウム

［
95
Ｚｒ-

95
Ｎｂ］   ［ 

103
Ｒｕ ］ ［

106
Ｒｕ-

106
Ｒｈ］  ［ 

134
Ｃｓ ］  ［ 

137
Ｃｓ ］ ［ 

141
Ｃｅ ］

（Ｂｑ） （Ｂｑ） （Ｂｑ） （Ｂｑ） （Ｂｑ） （Ｂｑ）

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

4.1E+10 6.4E+10 5.1E+11 6.0E+10 5.5E+10 5.9E+09

ルテニウム 　セシウム

－ロジウム セシウム －バリウム　

［
106

Ｒｕ-
106

Ｒｈ］  ［ 
134

Ｃｓ ］ ［
137

Ｃs-
137m

Ｂａ］

（Ｂｑ） （Ｂｑ） （Ｂｑ）

注： 放射性液体廃棄物の放出放射能（Bq）は、排水中の放射性物質の濃度（Bq／cm
3
）に排水量を乗じて求めている。

　　 なお、放出放射能濃度が検出限界濃度未満の場合は N.D. と表示した。

　　 検出限界濃度は次のとおり。(Bq／cm
3
)

(独)日本原子力研究開発機構 再処理施設 日本原燃(株)再処理事業所(再処理施設)
129

Ｉ ：1.4E-03 以下  　　　　　131
Ｉ ：2E-02 以下

131
Ｉ ：1.8E-03 以下  　　　　　その他核種（α線を放出する核種） ：4E-03 以下

全α放射能 ：1.1E-03 以下 （全αに対する値で代表した。） 

Ｐｕ(α) ：3.7E-05 以下 　　　　　　Ｐｕ(α) ：1E-03 以下

全β放射能（
3
Ｈを除く） 　　　　　　Ａｍ(α) ：6E-05 以下

：2.2E-02 以下 　　　　　　Ｃｍ(α) ：6E-05 以下
89
Ｓｒ ：2.2E-03 以下 　　　　　　その他核種（α線を放出しない核種） ：4E-02 以下

90
Ｓｒ ：1.1E-03 以下 （全β(γ)に対する値で代表した。)

95
Ｚｒ-

95
Ｎｂ ：4.3E-03 以下  　　　　　　　　　60

Ｃｏ ：2E-02 以下
103

Ｒｕ ：1.1E-03 以下 　　　　　 　　　　90
Ｓｒ-

90
Ｙ ：7E-04 以下

106
Ｒｕ-

106
Ｒｈ ：3.2E-02 以下 　　　 　　　　　　106

Ｒｕ-
106

Ｒｈ ：2E-02 以下
134

Ｃｓ ：1.1E-03 以下 　　　　 　　　　　134
Ｃｓ ：2E-02 以下

137
Ｃｓ ：1.8E-03 以下 　　　　　　 　　　137

Ｃｓ-
137m

Ｂａ ：2E-02 以下
141

Ｃｅ ：2.2E-03 以下 　　　　　 　　　　144
Ｃｅ-

144m
Ｐｒ,

144
Ｐｒ ：2E-02 以下

144
Ｃｅ-

144
Ｐｒ ：2.2E-02 以下 　　　　　 　　　　154

Ｅｕ ：2E-02 以下
　　　　　　 　　　241

Ｐｕ ：3E-02 以下

左記内訳（核種別）

－

N.D.

－

N.D.N.D.

その他核種(α線を放出しない核種) 内訳（核種別）
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⑤廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設

廃棄物埋設施設

トリチウム コバルト セシウム

  施  設  名 ［ 
3
Ｈ ］ ［ 

60
Ｃｏ ］  ［

137
Ｃｓ］

 　　 （Ｂｑ/ｃｍ
3
） （Ｂｑ/ｃｍ

3
） （Ｂｑ/ｃｍ

3
）

*16 廃 棄 物 埋 設

日本原燃（株） 施 設 合 計

濃縮・埋設事業所

 (廃棄物埋設施設) 5E-04 3E-07 1E-06

*17 廃 棄 物 埋 設

(独)日本原子力研究開発機構 施 設 合 計

東海研究開発センター

原子力科学研究所 廃棄物埋設施設

トリチウム コバルト セシウム

  施  設  名 ［ 
3
Ｈ ］ ［ 

60
Ｃｏ ］  ［

137
Ｃｓ］

 　　 （Ｂｑ/ｃｍ
3
） （Ｂｑ/ｃｍ

3
） （Ｂｑ/ｃｍ

3
）

*16

日本原燃（株）

濃縮・埋設事業所

 (廃棄物埋設施設) 6E+00 1E-02 7E-03

*17

(独)日本原子力研究開発機構

東海研究開発センター

原子力科学研究所 廃棄物埋設施設

*16  日本原燃（株）濃縮・埋設事業所 廃棄物埋設施設（低レベル廃棄物管理建屋）においては、

 　　放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出実績はない。

*17  以下、｢(独)日本原子力研究開発機構 廃棄物埋設施設｣という。

　　 放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出はない。

－

放射性気体廃棄物

放射性液体廃棄物

－ － －

濃 度 管 理 目 標 値

濃 度 管 理 目 標 値 － －

－

－ － －

－ －

－

－ －

濃 度 管 理 目 標 値

濃　　　　度

濃　　　　度

濃 度 管 理 目 標 値 －

－ －
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廃棄物管理施設

  施  設  名
 　　

廃 棄 物 管 理

日本原燃（株） 施 設 合 計

再処理事業所
（廃棄物管理施設）

*19 廃 棄 物 管 理 *1

(独)日本原子力研究開発機構 施 設 合 計

大洗研究開発センター *20
廃棄物管理施設 濃 度 管 理 目 標 値

（続き）

  施  設  名
 　　

廃 棄 物 管 理

日本原燃（株） 施 設 合 計

再処理事業所
（廃棄物管理施設）

*19 廃 棄 物 管 理

(独)日本原子力研究開発機構 施 設 合 計

大洗研究開発センター *20
廃棄物管理施設 濃 度 管 理 目 標 値

トリチウム その他

  施  設  名  ［ 
3
Ｈ ］

（Ｂｑ） （Ｂｑ）

*21

日本原燃（株）
再処理事業所
（廃棄物管理施設）

*19 *18

(独)日本原子力研究開発機構 8.3E+10 1.4E+05
大洗研究開発センター
廃棄物管理施設 3.7E+12 2.2E+08

注： 放出放射能濃度が検出限界濃度未満の場合は N.D. と表示した。

　　 検出限界濃度は以下のとおり。(Bq／cm
3
)

日本原燃(株)再処理事業所(廃棄物管理施設) (独)日本原子力研究開発機構 廃棄物管理施設

放射性気体廃棄物 放射性気体廃棄物

　　放射性Ｃｓ ：4E-09
 
以下

　　60
Ｃｏ ：4.5E-08

 
以下

　　放射性Ｒｕ ：1E-08
 
以下

　　239
Ｐｕ ：5.1E-09

 
以下

　　放射性Ａｒ ：1E-04
 
以下 放射性液体廃棄物 

　　60
Ｃｏ ：4.7E-05

 
以下

　　放射性Ｃｓ ：4.1E-05
 
以下

*18  福島第一原子力発電所の事故による影響と推定される90Srの放出。

*19  以下、｢(独)日本原子力研究開発機構 廃棄物管理施設｣という。

*20  (独)日本原子力研究開発機構 廃棄物管理施設の気体廃棄物の濃度管理目標値は、排気筒ごとに定められており、
　　 施設全体での濃度管理目標値は定めていない。

*21  放射性液体廃棄物は、全量が施設内で保管廃棄されるため、施設外への放出はない。

放 出 管 理 目 標 値

年 間 放 出 量

放 出 管 理 目 標 値

1.0E-07
濃 度 管 理 目 標 値

濃 度 管 理 目 標 値

N.D.

放射性アルゴン

   ［ Ａｒ ］

（Ｂｑ/ｃｍ
3
）

放射性気体廃棄物

－

放射性ルテニウム

   ［ Ｒｕ ］

（Ｂｑ/ｃｍ
3
）

   ［ Ｃｓ ］

（Ｂｑ/ｃｍ
3
）（Ｂｑ/ｃｍ

3
）

コバルト

放射性気体廃棄物

N.D.

  ［ 
60
Ｃｏ ］

N.D.

放射性セシウム

－

－

プルトニウム

9.0E-07

－

9.4E-10

コバルト

［ 
60
Ｃｏ ］

（Ｂｑ）

N.D.

N.D.

－

－

－ －

N.D.

－

－

－

1.8E+092.2E+08

放射性ｾｼｳﾑ

  [ 
239

 Ｐｕ ]

（Ｂｑ/ｃｍ
3
）

放射性液体廃棄物

－

－

年 間 放 出 量

 ［ Ｃｓ ］
（Ｂｑ）

－

－

N.D.

－
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(2)  放射性固体廃棄物等の管理状況 

① 実用発電用原子炉施設 

実用発電用原子炉施設の 2010 年度の低レベル放射性固体廃棄物の発生量は、東日本大震災の

影響を評価中の東京電力（株）福島第一原子力発電所を除き、200 ㍑ドラム缶換算で約 56,400 本

相当であった。一方、累積保管量は、東京電力（株）福島第一原子力発電所を除き、低レベル

放射性廃棄物埋設センターへの搬出及び焼却等の減容の効果から、約 16,900 本相当の増加にと

どまった。これにより、2010 年度末の東京電力（株）福島第一原子力発電所を除く実用発電用

原子炉施設における固体廃棄物貯蔵庫での保管量は、200 ㍑ドラム缶換算で貯蔵設備容量約

630,100 本相当に対し約 480,600 本相当となり、貯蔵設備容量に対する貯蔵割合は、76.3 %とな

った。 

蒸気発生器保管庫等は、加圧水型原子力発電所における蒸気発生器取替又は原子炉容器上部

ふたの取替等により発生した放射性固体廃棄物を保管する専用の保管庫である。2010 年度は、

放射性固体廃棄物の発生がなかったため、昨年度と同様の保管容量 6,693（注１）ｍ３であった。 

給水加熱器保管庫等は、日本原子力発電(株) 東海第二発電所において、第 6 給水加熱器（3

基分）の取替えに伴い発生した放射性廃棄物を保管する専用の保管庫である。2010 年度は、放

射性固体廃棄物の発生がなかったため、昨年度と同様の保管容量 311ｍ３であった。 

使用済燃料プール、サイトバンカ、タンク等には、使用済制御棒、チャンネルボックス、使

用済樹脂、シュラウド取替により発生した放射性廃棄物の一部等が保管されている。 

 

固体廃棄物貯蔵庫では、放射性固体廃棄物をドラム缶等に封入して保管管理されている。 

放射性固体廃棄物のドラム缶本数は、200 ㍑ドラム缶換算本数である。その他の種類の放射性

固体廃棄物は、ドラム缶に詰められない大型機材等であり、その発生量及び累積保管量等は 200

㍑ドラム缶換算本数で示した。 

発電所内減量とは、可燃物の焼却、圧縮によるドラム缶詰め等の減量の合算したものであり、

発電所外減量とは、低レベル放射性廃棄物埋設センターへの搬出又は、日本原子力発電(株)東

海発電所におけるクリアランス処理による減量を示す。 

蒸気発生器保管庫等の放射性固体廃棄物については、取り外した蒸気発生器の保管基数及び

保管容器の容量で示した。 

使用済燃料プール、サイトバンカ、タンク等については、制御棒やチャンネルボックスの保

管本数及び樹脂やその他の保管容量で示した。 

 

② 研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設 

(独)日本原子力研究開発機構 原子炉廃止措置研究開発センターにおける 2010 年度の低レベ

ル放射性固体廃棄物の発生量は、200 ㍑ドラム缶換算で約 800 本相当であった。一方、累積保管

量は焼却等の減用の効果から、約 200 本相当の増加にとどまった。これにより、2010 年度末の

保管量は、200 ㍑ドラム缶換算で貯蔵設備容量約 21,500 本相当に対し約 19,300 本相当となって

いる。また、タンク等には、イオン交換樹脂、フィルタスラッジが、使用済燃料プールには使

用済制御棒、中性子検出器がそれぞれ保管されている。 

(独)日本原子力研究開発機構 高速増殖原型炉もんじゅにおける 2010 年度の低レベル放射性

固体廃棄物の発生量は、200 ㍑ドラム缶換算で約 500 本相当であった。これにより、2010 年度

末の保管量は 200 ㍑ドラム缶換算で貯蔵設備容量約 23,000 本相当に対し約 5,000 本相当となっ

ている。  

 

 

 

（注１） 2011/10/25 訂正プレス（原子力安全・保安院） 
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③ 加工施設 

加工施設における 2010 年度の低レベル放射性固体廃棄物の発生量は、5社 6事業所合計で 200

㍑ドラム缶換算で約 4,000 本相当であった。一方、累積保管量は焼却等の減容の効果から、 

約 1,800 本相当の増加であった。これにより、2010 年度末の低レベル放射性固体廃棄物の保管

量は、200㍑ドラム缶換算で全施設の貯蔵設備容量約 65,420 本相当に対し約 49,100 本相当とな

っている。  

 

④ 再処理施設 

(独)日本原子力研究開発機構 再処理施設における 2010 年度の低レベル放射性固体廃棄物の

発生量は、200 ㍑ドラム缶換算で約 400 本相当であった。これにより、2010 年度末の低レベル

放射性固体廃棄物の保管量は、200 ㍑ドラム缶換算で貯蔵設備容量約 92,140 本相当に対し約

75,700 本相当となっている。また、高レベル放射性固体廃棄物の発生量は 200 ㍑ドラム缶換算

で 55 本相当、ガラス固化体(120㍑容器)の発生はなかった。これにより、2010 年度末の高レベ

ル放射性固体廃棄物の保管量は貯蔵設備容量約 10,320 本相当に対し約 6,600 本相当、ガラス固

化体(120㍑容器)の保管量は貯蔵設備容量 420 本に対し 247本となっている。 

日本原燃(株)再処理事業所（再処理施設）における 2010 年度の低レベル放射性固体廃棄物の

発生量は、200㍑ドラム缶換算で約 7,800 本相当であった。なお、保管廃棄する前の仮置き状態

改善のため実施した廃棄物整理により、貯蔵建屋から一時的に搬出した 1,280 本相当について

は、年度末保管量に含んでいる。これにより、2010 年度末の低レベル放射性固体廃棄物の保管

量は、200㍑ドラム缶換算で貯蔵設備容量 74,750 本相当に対し約 26,600 本相当となっている。

また、せん断被覆片等の発生はなかった。これにより、2010 年度末のせん断被覆片等の保管量

は貯蔵設備容量 2,000 本相当（1,000㍑ドラム缶換算）に対し 219本となっている。ガラス固化

体（高さ約 1,340mm、外径約 430mmの容器）の発生量は 11 本であり、2010 年度末のガラス固化

体の保管量は、貯蔵設備容量 3,195 本に対し 118本となっている。 

 

⑤ 廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設 

日本原燃(株)濃縮・埋設事業所（廃棄物埋設施設）では、埋設量として 2010 年度末までに１

号廃棄物埋設施設の埋設容量（200 ㍑ドラム缶約 20 万本相当）に対し約 145,300 本の均質固化

体が、２号廃棄物埋設施設の埋設容量（200㍑ドラム缶約 20万本相当）に対し約 83,900 本の充

填固化体が埋設されている。当該埋設事業に伴う低レベル放射性固体廃棄物の発生はない。 

(独)日本原子力研究開発機構 廃棄物埋設施設では、既に JPDR の解体に伴う放射性固体廃棄

物約 1,670 トンが埋設されている。 

 

日本原燃(株)再処理事業所（廃棄物管理施設）における 2010 年度の当該事業に伴い発生した

低レベル放射性固体廃棄物は、200㍑ドラム缶換算で 96本であった。これにより 2010 年度末の

低レベル固体廃棄物の保管量は、200㍑ドラム缶換算で貯蔵設備容量 1,200 本相当に対し 1,108

本となっている。なお高レベル放射性固体廃棄物（返還ガラス固化体）は 2010 年度末までに管

理設備容量 1,440 本に対し 1,338本のガラス固化体が受け入れられ管理されている。 

(独)日本原子力研究開発機構 廃棄物管理施設では、2010 年度末までに 200㍑ドラム缶換算で

管理設備容量約 42,800 本相当に対し約 29,100 本相当（当該事業に伴い発生した低レベル固体

廃棄物約 700 本が含まれる。）の低レベル放射性廃棄物が管理されている。 

 

2001 年度以降の各年度の放射性固体廃棄物の管理状況を参考資料５に、低レベル放射性廃棄

物埋設センターへの年度別搬出量を参考資料６に、日本原燃(株)濃縮・埋設事業所廃棄物埋設

施設における放射性廃棄物の埋設量の推移を参考資料７に、日本原燃(株)再処理事業所（廃棄

物管理施設）における高レベル放射性廃棄物（返還ガラス固化体）の年度別管理状況を参考資

料８に示した。 
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①実用発電用原子炉施設

ⅰ） 固体廃棄物貯蔵庫

436   － 5,579 549 6,564

140   － 677 67 884

北海道電力(株) 0   － 1 0 1

泊発電所 発電所内減量 0   － 1 0 1

発電所外減量 0   － 0 0 0 18,000

576   － 6,255 615 7,446

1,748 0 23,864 996 26,608

256 0 5,185 1,656 7,097

東北電力(株) 320 0 6,317 0 6,637

女川原子力発電所 発電所内減量 0 0 6,317 0 6,317

発電所外減量 320 0 0 0 320 30,000

1,684 0 22,732 2,652 27,068

  －   － 6,696 0 6,696

  －   － 1,164 0 1,164

東北電力(株)   －   － 0 0 0

東通原子力発電所 発電所内減量   －   － 0 0 0

発電所外減量   －   － 0 0 0 9,000

  －   － 7,860 0 7,860

14,771 3,855 155,912 10,155 184,693

  －   －   －   －   －

東京電力(株)   －   －   －   －   －

福島第一原子力発電所 発電所内減量   －   －   －   －   －

*2 発電所外減量   －   －   －   －   － －

  －   －   －   －   －

644 2,751 14,990 0 18,385

0 907 1,490 0 2,397

東京電力(株) 0 2,000 1,472 0 3,472

福島第二原子力発電所 発電所内減量 0 0 1,472 0 1,472

発電所外減量 0 2,000 0 0 2,000 32,000

644 1,658 15,008 0 17,310

0   － 28,576 0 28,576

0   － 3,387 0 3,387

東京電力(株) 0   － 40 0 40

柏崎刈羽原子力発電所 発電所内減量 0   － 40 0 40

発電所外減量 0   － 0 0 0 45,000

0   － 31,923 0 31,923

3,295 1,676 3,179 27,040 35,190

0 1,100 1,036 3,148 5,284

中部電力(株) 0 1,200 1,024 3,440 5,664

浜岡原子力発電所 発電所内減量 0 0 1,024 3,440 4,464

発電所外減量 0 1,200 0 0 1,200 42,000

3,295 1,576 3,191 26,748 34,810

 *1 （本相当）は、換算後の端数処理をした数値。

 *2 東日本大震災の影響のため、現在事業者において評価中。

年度末の保管量

前年度末の保管量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

発 電 所 名

ドラム缶
 (本）

前年度末の保管量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

均  質
固化体

その他 *1
 (本相当)

充　填
固化体

雑固体

 合  計
(本相当)

*1

貯蔵設備
容量

 (本相当)

年度末の保管量

前年度末の保管量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

前年度末の保管量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

前年度末の保管量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

前年度末の保管量

年度末の保管量

前年度末の保管量

当該年度の発生量

当該年度の減少量
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8 586 4,540 68 5,202

0 456 932 0 1,388

北陸電力(株) 0 480 576 0 1,056

志賀原子力発電所 発電所内減量 0 0 576 0 576

発電所外減量 0 480 0 0 480 10,000

8 562 4,896 68 5,534

2,288 1,034 21,656 3,289 28,267

112 2,048 3,227 1 5,388

関西電力(株) 160 1,200 3,399 0 4,759

美浜発電所 発電所内減量 0 0 3,399 0 3,399

発電所外減量 160 1,200 0 0 1,360 35,000

2,240 1,882 21,484 3,290 28,896

4,897 0 37,080 3,261 45,238

144 *3 0 3,038 62 3,244

関西電力(株) 0 0 1,844 0 1,844

高浜発電所 発電所内減量 0 0 1,844 0 1,844

発電所外減量 0 0 0 0 0 50,600

5,041 0 38,274 3,323 46,638

3,457 4,445 18,518 4,863 31,283

65 1,103 3,065 517 4,750

関西電力(株) 0 1,416 1,466 110 2,992

大飯発電所 発電所内減量 0 0 1,466 110 1,576

発電所外減量 0 1,416 0 0 1,416 38,900

3,522 4,132 20,117 5,270 33,041

252 1,113 21,246 3,888 26,499

0 784 3,036 164 3,984

中国電力(株) 0 0 2,064 703 2,767

島根原子力発電所 発電所内減量 0 0 2,064 703 2,767

発電所外減量 0 0 0 0 0 35,500

252 1,897 22,218 3,349 27,716

1,189 96 17,075 11,135 29,495

128 628 1,908 460 3,124

四国電力(株) 0 0 2,600 0 2,600

伊方発電所 発電所内減量 0 0 2,600 0 2,600

発電所外減量 0 0 0 0 0 38,500

1,317 724 16,383 11,595 30,019

4,006 182 *4 25,453 5,417 35,058

221 918 3,608 615 5,362

九州電力(株) 320 0 1,895 60 2,275

玄海原子力発電所 発電所内減量 0 0 1,895 60 1,955

発電所外減量 320 0 0 0 320 49,000

3,907 1,100 *4 27,166 5,972 38,145

 *3 当該年度に、固体廃棄物固型化処理建屋内で充填固化体1,112本を製作している。

 *4 イオン交換樹脂200㍑ドラム缶換算で50本（100㍑ドラム缶99本）を含む。

年度末の保管量

当該年度の発生量

年度末の保管量

当該年度の減少量

当該年度の減少量

当該年度の発生量

ドラム缶
 (本）

その他 *1
 (本相当)

充　填
固化体

均  質
固化体

 合  計
(本相当)

*1

貯蔵設備
容量

 (本相当)雑固体

前年度末の保管量

当該年度の発生量

年度末の保管量

年度末の保管量

前年度末の保管量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

前年度末の保管量

前年度末の保管量

当該年度の発生量

前年度末の保管量

当該年度の減少量

当該年度の発生量

前年度末の保管量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

当該年度の減少量

年度末の保管量

年度末の保管量

前年度末の保管量

当該年度の減少量

年度末の保管量

発 電 所 名
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2,276   － 11,873 3,929 18,078

63   － 1,196 282 1,541

九州電力(株) 0   － 642 0 642

川内原子力発電所 発電所内減量 0   － 642 0 642

発電所外減量 0   － 0 0 0 37,000

2,339   － 12,427 4,211 18,977

  － 0 21 1,380 1,401

  － 2 502 276 780

日本原子力発電(株)   － 2 502 244 748

東海発電所 発電所内減量 *5   － 2 502 244 748

発電所外減量   － 0 0 0 0 1,600

  － 0 *6 21 *6 1,412 *6 1,433

573 82 16,427 37,516 54,598

200 263 920 1,752 3,135

日本原子力発電(株) 320 0 1,236 1,192 2,748

東海第二発電所 発電所内減量 *7 0 0 1,236 1,048 2,284

発電所外減量 320 0 0 *8 144 464 73,000

453 347 16,613 38,320 55,733

2,424 282 33,648 30,268 66,622

72 100 130 3,180 3,482

日本原子力発電(株) 0 0 808 1,216 2,024

敦賀発電所 発電所内減量 0 0 808 1,216 2,024

発電所外減量 0 0 0 0 0 85,000

2,496 382 32,970 32,232 68,080

42,264 16,102 446,333 143,754 648,453

1,401 8,309 34,501 12,180 56,391

合　　計 1,120 6,296 25,384 6,721 39,521

*11　 発電所内減量 *10 0 0 25,384 6,577 31,961

　発電所外減量 1,120 6,296 0 144 7,560 630,100

27,774 14,260 299,538 139,057 480,629

 *5 東海第二発電所への移送分。

 *6 解体廃棄物の雑固体ドラム缶5本、雑固体その他1,400本相当を含む。

 *7 東海発電所分（雑固体ドラム缶282本）を含む。

 *8 東海発電所分のクリアランス処理による減量。

 *9 東海発電所からの当該期間中移送分（雑固体ドラム缶502本、雑固体その他244本相当）を含む。
 　　また、保管量には解体廃棄物雑固体ドラム缶1,280本、その他4,752本相当を含む。
 *10 東海発電所から東海第二発電所への移送による減量は含まない。
 *11 当該年度データは、事業者において評価中の福島第一を除く。

前年度末の保管量

当該年度の減少量

年度末の保管量

当該年度の発生量

前年度末の保管量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

当該年度の減少量

年度末の保管量 ＊9

年度末の保管量

前年度末の保管量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

前年度末の保管量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

発 電 所 名
均  質
固化体

その他 *1
 (本相当)

充　填
固化体

雑固体

 合  計
(本相当)

*1

貯蔵設備
容量

 (本相当)

ドラム缶
 (本）

前年度末の保管量

当該年度の発生量
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ⅱ）蒸気発生器保管庫等

北海道電力(株) 0

泊発電所　　　 　　 *12 179

関西電力(株) 0 0

美浜発電所 7 966

関西電力(株) 0 0

高浜発電所 6 894

関西電力(株) 0 0

大飯発電所 8 2,674

四国電力(株) 0 0

伊方発電所 4 638

九州電力(株) 0 0

玄海原子力発電所 4 663

九州電力(株) 0 0

川内原子力発電所  *13 3 509

日本原子力発電(株) 0

敦賀発電所　　　 　 *12 170

 *12  “原子炉容器上部ふた保管庫”に保管。

 *13  “固体廃棄物貯蔵庫”に保管。

ⅲ）給水加熱器保管庫等

日本原子力発電(株) 0 0

東海第二発電所　　　  3 311

保管量

(m
3
)

当該年度の発生量

年度末の保管量

年度末の保管量

当該年度の発生量

年度末の保管量

年度末の保管量

年度末の保管量

当該年度の発生量

当該年度の発生量

蒸気発生器
 (基）

発電所名

当該年度の発生量

保管容器

(m
3
)

当該年度の発生量

年度末の保管量

年度末の保管量

当該年度の発生量

年度末の保管量

当該年度の発生量

年度末の保管量

発電所名
給水加熱器
 (基）

当該年度の発生量
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ⅳ）使用済燃料プール、サイトバンカ、タンク等

ＢＷＲ

タンク等

制御棒
（本）

その他

(m
3
)

樹脂等

(m
3
)

22 0 35

0 0 27

195 1 484

0 0 9

0 0 0

50 0 86

- - -

- - -

- - -

95 4 217.2

36 0 0

699 43 5,170.2

73 0 90

0 0 0

710 0 2,414

42 2 17

0 0 10

536 31 2,585

5 0 17

0 0 0

44 0 141

21 0 26

0 0 10

269 56 847

0 2 54.1

0 0 32

273 16 881

0 0 19

0 0 10

165 49 829

年度末の保管量

当該年度の減少量

当該年度の減少量

年度末の保管量

当該年度の発生量

年度末の保管量

年度末の保管量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

当該年度の減少量

発電所名

東京電力(株)
柏崎刈羽原子力発電所

中部電力(株)
浜岡原子力発電所

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

東北電力(株)
女川原子力発電所

当該年度の発生量

東北電力(株)
東通原子力発電所

当該年度の発生量

520

0

北陸電力(株)
志賀原子力発電所

日本原子力発電(株)
東海第二発電所

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

12,927

中国電力(株)
島根原子力発電所

当該年度の発生量

-

-

224

使用済燃料プール／サイトバンカ

チャンネル
ボックス等
（本）

329

0

東京電力(株)
福島第二原子力発電所

当該年度の発生量

東京電力(株)
福島第一原子力発電所
　　　　　　　　　＊2

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

年度末の保管量

447

36

11,057

105

当該年度の減少量

年度末の保管量

617

当該年度の減少量

9,233

3,103

13

0

408

-

22

886

146

0

4,461

0

0

3,591

26

0

1,850

　　物保管室に 637m
3
 の雑固体が、それぞれ保管されている。

注：この他、女川原子力発電所の雑固体廃棄物保管室に 288m
3
の雑固体が、浜岡原子力発電所の雑固体廃棄

日本原子力発電(株)
敦賀発電所（１号）

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量
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ＰＷＲ

ＧＣＲ

タンク

イオン交換樹脂

(m
3
)

0

0

60

発電所名

使用済燃料プール タンク等

制御棒等
（本）

樹脂等

(m
3
)

0

年度末の保管量 777 165

155

当該年度の発生量 50 6

113

四国電力(株)
伊方発電所

当該年度の発生量 23 4

当該年度の減少量 0 0

年度末の保管量 637

6

当該年度の減少量 0 0

九州電力(株)
玄海原子力発電所

関西電力(株)
大飯発電所

当該年度の発生量 22

年度末の保管量 1,112

当該年度の減少量 0

九州電力(株)
川内原子力発電所

当該年度の発生量 8 4

当該年度の減少量 0 0

年度末の保管量 444 142

日本原子力発電(株)
敦賀発電所（２号）

当該年度の発生量 7 3

当該年度の減少量 0 0

年度末の保管量 353 87

発電所名

バンカ

制御棒等

(m
3
)

その他

(m
3
)

日本原子力発電(株)
東海発電所

年度末の保管量 91 1,299

当該年度の発生量 0 0

当該年度の減少量 0 2

関西電力(株)
高浜発電所

当該年度の発生量 22 3

当該年度の減少量 0 0

年度末の保管量 1,336 115

関西電力(株)
美浜発電所

当該年度の発生量 5 5

当該年度の減少量 0 6

年度末の保管量 690 111

北海道電力(株)
泊発電所

当該年度の発生量 22 6

当該年度の減少量 0 0

年度末の保管量 300 90

591



②研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設

ⅰ）固体廃棄物貯蔵庫

2,016 19,096

0 844

(独)日本原子力研究開発機構 0 636
原子炉廃止措置研究開発センター 発電所内減量 0 636

発電所外減量 0 0 21,500

2,016 19,304

20 4,432

0 524 532

(独)日本原子力研究開発機構 0 0

高速増殖原型炉もんじゅ 発電所内減量 0 0

発電所外減量 0 0 23,000

20 2,032 4,964

 *14 鉄製容器（200リットルドラム缶4本に相当）。

ⅱ）使用済燃料プール、タンク等、固体廃棄物貯蔵プール、燃料池

貯蔵設備
容量

 (本相当)

ドラム缶
（本）

均質
固化体

充填
固化体

雑固体

その他 *14
（本相当）

施　設　名
合  計

 (本相当)
*1

前年度末の保管量 10,452

当該年度の減少量

年度末の保管量

当該年度の減少量

年度末の保管量

当該年度の発生量

前年度末の保管量

10,568

516

516

0

2,9120

6,628

120

120

0

6,720

8

0

0

1,5080 2,904

0

0

0

00

00

当該年度の発生量 212 632

年度末の保管量

(独)日本原子力研究開発機構
原子炉廃止措置研究開発センター

使用済燃料プール タンク等

制御棒
（本）

中性子
検出器
（本）

その他
（本）

樹脂等

 (m
3
)

施　設　名

当該年度の発生量

当該年度の減少量

0

0

制御棒駆動機構
案内管等
（本）

－

－

－54

0

0

128

施　設　名

0

0

固体廃棄物貯蔵プール

(独)日本原子力研究開発機構
高速増殖原型炉もんじゅ

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

その他

 (m
3
)

05

0

0

0

0

0

燃料池

各種集合体等
（本）

0.4

0

216

0
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③加工施設

ⅰ） 放射性固体廃棄物

14,634 3,107 17,741

1,239 57 1,296

248 395 643 23,200

15,625 2,769 18,394

9,676 890 10,566

三菱原子燃料（株） 731 144 875

704 206 910 11,600

9,703 828 10,531

5,355 989 6,344

原子燃料工業（株） 354 24 378

東海事業所 194 146 340 8,500

5,515 867 6,382

7,022 66 7,088

原子燃料工業（株） 381 20 401

熊取事業所 248 40 288 11,420

7,155 46 7,201

524 56 580

(独)日本原子力研究開発機構 0 0 0

ウラン濃縮原型プラント 0 0 0 800

524 56 580

 *15, *16 (288) 4,478 460 4,974

日本原燃（株） (0) 272 732 1,004

濃縮・埋設事業所 (0) 0 0 0 9,900
（加工施設） (288) 4,750 1,192 5,978

ⅱ）　その他放射性廃棄物

0.88

0.74 0.6

0.14

三菱原子燃料（株） 0.00

0.00 3

1.80

原子燃料工業（株） 0.4

東海事業所 0.4 9.6

7.15

原子燃料工業（株） 0.4

熊取事業所 0.0 20.0

11.6

(独)日本原子力研究開発機構 －

ウラン濃縮原型プラント － －

－

日本原燃（株）  0.23
*26

   0
*26

濃縮・埋設事業所  0.00
*26

 6.10
*6    0

*26
    27

*26

（加工施設）  1.47
*26

   0
*26

 *15 （  ）は20㍑ドラム缶。合計は、20㍑ドラム缶８本あたりを200㍑ドラム缶１本分とし、

　    端数については切り上げて計上した。

 *16 2010年度に、低レベル固体廃棄物として、75tSWU/y相当分の使用済金属胴遠心機が発生した。

 *26 2011/10/6 訂正プレス（原子力安全･保安院）

ドラム缶
(200㍑)

低レベル放射性固体廃棄物
 (本）

 低レベル放射性
液体廃棄物

(m
3
)

貯蔵設備
容量

 (m
3
)

その他の種類
（本相当）*1

前年度末の保管量

前年度末の保管量

前年度末の保管量

前年度末の保管量

当該年度の減少量

当該年度の発生量

年度末の保管量

当該年度の発生量

施 設 名

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

前年度末の保管量

前年度末の保管量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

（株）グローバル・
ニュークリア・フュエル・
ジャパン

年度末の保管量

施 設 名

当該年度の減少量

年度末の保管量

（株）グローバル・
ニュークリア・フュエル・
ジャパン

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

当該年度の発生量

年度末の保管量

当該年度の発生量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

年度末の保管量

年度末の保管量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

当該年度の減少量

年度末の保管量

当該年度の減少量

当該年度の減少量

当該年度の発生量

年度末の保管量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

放射性
気体廃棄物
(80kgﾎﾞﾝﾍﾞ
換算(本))

合計
（本相当）*1

貯蔵設備
容量
(本)

貯蔵設備
容量

 (本相当）
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④再処理施設

ⅰ）　放射性固体廃棄物

ｱｽﾌｧﾙﾄ
固化体

32,013 29,967 1,812 11,761 75,553

(独)日本原子力研究開発機構 134 0 0 204 338

再処理施設 0 0 0 152 152 92,140

32,147 29,967 1,812 11,813 75,739

8,948 15,696 24,644

日本原燃（株）        *17 1,475 *18 6,286 *18 7,761 *19

再処理事業所 0 5,808 5,808 74,750
（再処理施設） 10,423 *18 16,174 *18 26,597

(独)日本原子力研究開発機構 42 0 13 55

再処理施設 0 0 0 0 10,320

4,956 302 1,356 6,614

日本原燃（株）        *20 0 0

再処理事業所 0 0 2,000
（再処理施設） 219 219

ⅱ）　放射性液体廃棄物

低放射性
濃縮廃液

*22

(独)日本原子力研究開発機構 0 4 10 0 0

再処理施設 0 0 0 0 0

247 2,772 1,146 *23 104 380

日本原燃（株）

再処理事業所

（再処理施設）

*17  廃樹脂及び廃スラッジ、チャンネルボックス及びバーナブルポイズン、使用済フィルタ、試料ビン等を含む。

*18  廃棄物整理のために2009年度に第１低レベル廃棄物貯蔵建屋から搬出し、2010年度に第１低レベル廃棄物貯蔵建屋に搬入した

     1,280本相当については、当該年度の発生量には含まれず、年度末保管量に含まれている。

*19  貯蔵設備容量には、廃樹脂貯槽（約190m
3
×3基、約80m

3
×2基、約120m

3
×1基）分の4,250本相当分を含む。

*20  せん断被覆片等は1,000㍑ドラム。

*21　(独)日本原子力研究開発機構 再処理施設のガラス固化体は120㍑容器。

     日本原燃（株）再処理事業所（再処理施設）のガラス固化体は高さ約1,340mm、外径約430mmの容器。

*22　廃液貯槽の廃液、ライン洗浄水等を含む。

*23　槽間移送による減容約1m
3
。

廃溶媒スラッジ

*21

年度末の保管量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

当該年度の発生量

年度末の保管量

施 設 名

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

試料ビン等
使用済
ﾌｨﾙﾀ等

年度末の保管量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

前年度末の保管量

施 設 名

ドラム缶

当該年度の発生量

当該年度の減少量

低レベル放射性固体廃棄物
 (本）

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
固化体

その他の種類

（本相当）*1

前年度末の保管量

高レベル放射性固体廃棄物
 (本相当）*1

施 設 名

当該年度の減少量

年度末の保管量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

0

11

ガラス
固化体
（本）

118

低レベル放射
性固体廃棄物

（本）

せん断被覆片等

低レベル放射性液体廃棄物

 (ｍ
3
）

合計
（本相当）

*1

合計
（本相当）

*1

貯蔵設備
容量

(本相当)

高レベル
放射性液体

廃棄物

(ｍ
3
)

貯蔵設備
容量

(本相当)
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⑤廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設

ⅰ）　放射性固体廃棄物

ｱｽﾌｧﾙﾄ
固化体

0 － 0 0

日本原燃（株） 0 － 0 0

濃縮・埋設事業所 0 － 0 0 80
（廃棄物埋設施設） 0 － 0 0

968 － 44 1,012

日本原燃（株） 96 － 0 96

再処理事業所 0 － 0 0 1,200
（廃棄物管理施設） 1,064 － 44 1,108

－

(独)日本原子力研究開発機構 －

廃棄物埋設施設 － －

*24　 －

（620） （40） （660）

16,619 538 11,679 28,836

(独)日本原子力研究開発機構 （9） （2） （11）

廃棄物管理施設 171 2 66 239

0 0 0 0

（629） （42） （671） 42,795

*25　 16,790 540 11,745 29,075

ⅱ）　放射性液体廃棄物

日本原燃（株）

濃縮・埋設事業所

（廃棄物埋設施設）

日本原燃（株）

再処理事業所

（廃棄物管理施設）

(独)日本原子力研究開発機構

廃棄物埋設施設

*24　

(独)日本原子力研究開発機構

廃棄物管理施設

*24  放射性固体廃棄物及び放射性液体廃棄物の発生はない。

  　 JPDRの解体に伴う固体廃棄物約1,670トンが埋設されている。

*25  （　）内の数値は当該施設からの発生量で下段の数値の内数。下段の数値は管理施設での管理量合計を示す。

   　貯蔵設備容量は、加工施設・廃棄物埋設施設及び廃棄物管理施設用を含む。

当該年度の発生量

－

前年度末の保管量

前年度末の保管量 － －

年度末の保管量

当該年度の減少量

当該年度の発生量

年度末の保管量

前年度末の保管量

当該年度の減少量

施 設 名

施 設 名

当該年度の減少量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

低レベル放射性固体廃棄物
 (本）

－

－

当該年度の発生量

当該年度の減少量 －

年度末の保管量 －

－

0

0

0

当該年度の発生量

当該年度の減少量

－

年度末の保管量

当該年度の発生量 －

年度末の保管量

年度末の保管量

前年度末の保管量

当該年度の発生量

－

年度末の保管量

当該年度の減少量

年度末の保管量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

－

－

－

低レベル
放射性液体

廃棄物

（ｍ
3
）

－

－

－

－

－

－

－

貯蔵設備
容量

(本相当)その他の種類

（本相当）*1
ドラム缶

合計
（本相当）

*1
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参考資料１．放射性気体廃棄物中の放射性希ガスの年度別放出量

①実用発電用原子炉施設 　　(単位：ベクレル)
年度

発電所名 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

北海道電力（株）
泊発電所 8.1E+09 4.5E+09 5.1E+09 3.4E+09 2.8E+09 3.3E+09 3.1E+09 4.4E+09 7.7E+09 6.5E+09

*1

東北電力（株）
女川原子力発電所 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 5.4E+12

東北電力（株）
東通原子力発電所 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

*2

東京電力（株）
福島第一原子力発電所 1E+09 1.7E+08 2.8E+07 N.D. 3.8E+08 1.5E+08 2.2E+08 N.D. N.D. －

*2

東京電力（株）
福島第二原子力発電所 N.D. 3.4E+10 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. －

東京電力（株）
柏崎刈羽原子力発電所 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

中部電力（株）
浜岡原子力発電所 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

北陸電力（株）
志賀原子力発電所 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

関西電力（株）
美浜発電所 1.4E+10 1.1E+10 6.1E+09 1.9E+09 1.2E+09 2.3E+09 4.6E+09 2.8E+09 4.7E+09 3.8E+10

関西電力（株）
高浜発電所 1.8E+10 1.2E+10 1.1E+10 1.6E+10 1.2E+10 1.5E+10 1.8E+10 9.3E+11 3.3E+11 9.6E+09

関西電力（株）
大飯発電所 1.5E+10 2.8E+10 1.8E+10 4.1E+11 6.2E+09 2.9E+09 2.2E+09 1.9E+10 5.0E+11 9.0E+11

中国電力（株）
島根原子力発電所 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

四国電力（株）
伊方発電所 3.8E+09 4.2E+09 7.5E+09 3.9E+09 7.4E+09 6.9E+11 8.7E+11 1.5E+10 2.6E+11 1.7E+11

九州電力（株）
玄海原子力発電所 8.8E+09 1.2E+10 9.9E+09 1.6E+10 5.1E+11 8.1E+11 4.6E+10 2.6E+10 2.5E+10 2.6E+11

九州電力（株）
川内原子力発電所 1.5E+10 1.6E+10 3.1E+10 4.4E+10 2.7E+10 1.6E+10 1.5E+10 1.3E+10 9.4E+09 1.2E+10

日本原子力発電（株）
東海発電所 N.D.

*1

日本原子力発電（株）
東海第二発電所 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 5.6E+10

日本原子力発電（株）
敦賀発電所 8.8E+08 9.1E+08 1.6E+09 7.4E+08 N.D. N.D. N.D. N.D. 7.4E+08 N.D.

合　　　計
（N.D. を除く） 8.5E+10 1.2E+11 9.0E+10 5.0E+11 5.7E+11 1.5E+12 9.6E+11 1.0E+12 1.1E+12 6.9E+12

*1　福島第一原子力発電所の事故による影響と推測される。
*2　東日本大震災の影響のため、現在事業者において評価中。
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②研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設 　　(単位：ベクレル)

年度
施設名 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(独)日本原子力研究開発機構
原子炉廃止措置研究開発センター N.D. 1.2E+10 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

(独)日本原子力研究開発機構
高速増殖原型炉もんじゅ N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

合　　　計
（N.D. を除く） － 1.2E+10 － － － － － － － －
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参考資料２．放射性気体廃棄物中の放射性ヨウ素の年度別放出量

①実用発電用原子炉施設 　　(単位：ベクレル)
年度

発電所名 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

北海道電力（株）
泊発電所 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1.2E+05 N.D. 8.7E+04 N.D.

*1

東北電力（株）
女川原子力発電所 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 2.7E+10

東北電力（株）
東通原子力発電所 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

*2

東京電力（株）
福島第一原子力発電所 N.D. 2.3E+05 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 5.3E+05 －

*2

東京電力（株）
福島第二原子力発電所 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. －

*1

東京電力（株）
柏崎刈羽原子力発電所 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 2.3E+07 N.D. N.D. 1.5E+07

*1

中部電力（株）
浜岡原子力発電所 N.D. N.D. N.D. N.D. 2.0E+03 N.D. N.D. N.D. 3.0E+05 7.9E+08

北陸電力（株）
志賀原子力発電所 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

関西電力（株）
美浜発電所 9.9E+04 3.8E+05 2.3E+05 N.D. N.D. N.D. N.D. 1.2E+05 8.4E+04 1.2E+05

*1

関西電力（株）
高浜発電所 1.8E+05 3.4E+05 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1.4E+04

*1

関西電力（株）
大飯発電所 2.7E+05 N.D. N.D. 1.9E+08 N.D. N.D. N.D. 1.7E+06 N.D. 2.7E+05

中国電力（株）
島根原子力発電所 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

*1

四国電力（株）
伊方発電所 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 7.3E+05 1.1E+05 N.D. 9.9E+04 1.7E+04

*3

九州電力（株）
玄海原子力発電所 N.D. N.D. N.D. N.D. 4.6E+06 3.9E+06 N.D. N.D. N.D. 3.2E+06

九州電力（株）
川内原子力発電所 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

日本原子力発電（株）
東海発電所 N.D.

*1

日本原子力発電（株）
東海第二発電所 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 6.1E+09

日本原子力発電（株）
敦賀発電所 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

合　　　計
（N.D. を除く） 5.5E+05 9.5E+05 2.3E+05 1.9E+08 4.6E+06 4.6E+06 2.3E+07 1.8E+06 1.1E+06 3.4E+10

*3　福島第一原子力発電所の事故による影響と推測される放出量（3.0E+04）も含む。

注：日本原子力発電（株)東海発電所の2010年度については、福島第一原子力発電所の事故による影響と推測される
　　放射能量を計測した（2.4E+08）。
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②研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設 　　(単位：ベクレル)

年度
施設名 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(独)日本原子力研究開発機構
原子炉廃止措置研究開発センター N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

*1

(独)日本原子力研究開発機構
高速増殖原型炉もんじゅ N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 9.8E+04

合　　　計
（N.D. を除く） － － － － － － － － － 9.8E+04
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参考資料３．放射性液体廃棄物中の放射性物質（トリチウム除く）の年度別放出量

①実用発電用原子炉施設 　　(単位：ベクレル)
年度

発電所名 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

北海道電力（株）
泊発電所 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

東北電力（株）
女川原子力発電所 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

東北電力（株）
東通原子力発電所 － － － N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

*2

東京電力（株）
福島第一原子力発電所 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. －

*2

東京電力（株）
福島第二原子力発電所 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. －

東京電力（株）
柏崎刈羽原子力発電所 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

中部電力（株）
浜岡原子力発電所 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 2.7E+04 N.D. N.D. N.D. N.D.

北陸電力（株）
志賀原子力発電所 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

関西電力（株）
美浜発電所 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

関西電力（株）
高浜発電所 N.D. N.D. N.D. 3.1E+05 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

関西電力（株）
大飯発電所 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

中国電力（株）
島根原子力発電所 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

四国電力（株）
伊方発電所 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

九州電力（株）
玄海原子力発電所 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

九州電力（株）
川内原子力発電所 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

日本原子力発電（株）
東海発電所 5.1E+05 2.3E+05 8.9E+04 2.8E+04 N.D. 7.2E+03 N.D. N.D. 9.3E+04 8.7E+04

日本原子力発電（株）
東海第二発電所 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 2.2E+05 3.4E+08 1.3E+07 2.0E+07

日本原子力発電（株）
敦賀発電所 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

合　　　計
（N.D. を除く） 5.1E+05 2.3E+05 8.9E+04 3.4E+05 － 3.4E+04 2.2E+05 3.4E+08 1.3E+07 2.0E+07
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②研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設 　　(単位：ベクレル)

年度
施設名 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(独)日本原子力研究開発機構
原子炉廃止措置研究開発センター N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

(独)日本原子力研究開発機構
高速増殖原型炉もんじゅ N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

合　　　計
（N.D. を除く） － － － － － － － － － －
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参考資料４．放射性液体廃棄物中のトリチウムの年度別放出量

①実用発電用原子炉施設 　　(単位：ベクレル)
年度

発電所名 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

北海道電力（株）
泊発電所 3.1E+13 2.9E+13 2.2E+13 1.9E+13 3.1E+13 2.9E+13 2.7E+13 2.0E+13 3.0E+13 3.3E+13

東北電力（株）
女川原子力発電所 6.2E+10 7.9E+10 5.6E+09 8.0E+08 2.1E+09 5.4E+09 5.1E+09 6.7E+09 6.6E+10 2.2E+10

東北電力（株）
東通原子力発電所 － － － 9.4E+08 3.9E+10 3.4E+10 5.3E+10 9.0E+10 2.3E+11 3.0E+10

*5 *2

東京電力（株）
福島第一原子力発電所 1.4E+12 7.8E+11 1.4E+12 1.0E+12 1.3E+12 2.6E+12 1.4E+12 1.6E+12 2.0E+12 －

東京電力（株）
福島第二原子力発電所 1.3E+12 9.1E+11 3.8E+11 3.5E+11 9.6E+11 6.6E+11 7.3E+11 5.0E+11 9.8E+11 1.6E+12

東京電力（株）
柏崎刈羽原子力発電所 4.1E+11 1.2E+11 8.5E+11 4.9E+11 8.1E+11 8.8E+11 8.8E+11 9.2E+11 5.4E+11 6.6E+11

中部電力（株）
浜岡原子力発電所 6.2E+11 7.5E+11 5.9E+11 4.6E+11 7.5E+11 6.8E+11 6.0E+11 7.3E+11 6.4E+11 6.4E+11

北陸電力（株）
志賀原子力発電所 1.8E+11 6.5E+10 2.2E+11 1.2E+11 1.8E+11 1.8E+11 2.5E+10 7.6E+10 3.9E+11 2.8E+11

関西電力（株）
美浜発電所 1.7E+13 1.8E+13 2.3E+13 1.6E+13 1.5E+13 1.4E+13 2.0E+13 1.8E+13 2.3E+13 1.3E+13

関西電力（株）
高浜発電所 5.3E+13 6.3E+13 5.9E+13 6.3E+13 6.9E+13 6.8E+13 6.0E+13 4.0E+13 4.3E+13 6.5E+13

関西電力（株）
大飯発電所 1.3E+14 6.4E+13 9.0E+13 9.8E+13 6.6E+13 7.7E+13 8.9E+13 7.4E+13 8.1E+13 5.6E+13

中国電力（株）
島根原子力発電所 5.2E+11 3.6E+11 5.2E+11 6.3E+11 6.3E+11 3.0E+11 6.6E+11 2.8E+11 2.2E+11 2.3E+11

四国電力（株）
伊方発電所 4.7E+13 5.2E+13 5.4E+13 6.8E+13 5.3E+13 4.6E+13 6.6E+13 5.8E+13 5.7E+13 5.1E+13

九州電力（株）
玄海原子力発電所 6.0E+13 9.1E+13 9.5E+13 7.3E+13 7.4E+13 9.9E+13 8.6E+13 6.9E+13 8.1E+13 1.0E+14

九州電力（株）
川内原子力発電所 4.2E+13 3.2E+13 3.8E+13 5.1E+13 4.8E+13 3.5E+13 3.8E+13 5.3E+13 5.0E+13 3.0E+13

日本原子力発電（株）
東海発電所 5.0E+09 6.5E+10 3.7E+06 N.D. 4.1E+08 2.0E+08 1.0E+09 1.3E+09 7.5E+07 N.D.

日本原子力発電（株）
東海第二発電所 6.3E+11 8.6E+11 8.5E+11 6.1E+11 7.4E+11 6.2E+11 5.8E+11 5.5E+11 7.0E+11 4.2E+11

日本原子力発電（株）
敦賀発電所 1.0E+13 1.4E+13 2.2E+13 2.6E+13 9.2E+12 1.5E+13 1.3E+13 4.9E+12 1.5E+13 1.2E+13

4.0E+14 3.7E+14 4.1E+14 4.2E+14 3.7E+14 3.9E+14 4.0E+14 3.4E+14 3.9E+14 3.6E+14

注： 加圧水型炉の発電所については、2次系からのトリチウム放出量を含む。
*5　所内蒸気系及び１号機の原子炉補機冷却系への復水補給水系の水の混入により管理区域外へ放出された放射能を含む。

合　　　計
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②研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設 　　(単位：ベクレル)

年度
施設名 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(独)日本原子力研究開発機構
原子炉廃止措置研究開発センター 4.0E+12 1.5E+12 3.7E+11 8.4E+11 1.0E+12 1.4E+12 8.9E+11 2.6E+12 2.1E+12 8.6E+11

(独)日本原子力研究開発機構
高速増殖原型炉もんじゅ 6.2E+05 9.3E+06 4.9E+08 1.3E+08 4.7E+08 2.0E+08 2.1E+07 2.1E+08 2.7E+08 1.5E+08

合　　　計
（N.D. を除く） 4.0E+12 1.5E+12 3.7E+11 8.4E+11 1.0E+12 1.4E+12 8.9E+11 2.6E+12 2.1E+12 8.6E+11
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参考資料５．放射性固体廃棄物（固体廃棄物貯蔵庫）の年度別管理状況
①実用発電用原子炉施設 (単位：本相当)

発電所名 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度

380 356 307 436 516 387 412 845 796 884

北海道電力(株) 664 100 135 0 1 0 0 801 30 1

発電所内減量 0 100 135 0 1 0 0 65 30 1

泊発電所
発電所外減量

664 0 0 0 0 0 0 736 0 0
*1

3,579 3,835 4,007
*1

4,442 4,957
*1

5,343 5,755 5,799
*1

6,564
*1

7,446

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

3,720 2,912 2,692 3,876 3,116 2,704 3,720 5,320 4,532 7,097

東北電力(株) 1,108 1,500 1,664 532 1,520 3,648 2,844 3,012 5,540 6,637

発電所内減量 1,108 1,500 1,664 532 1,520 3,648 1,852 2,052 4,900 6,317

女川原子力発電所
発電所外減量 0 0 0 0 0 0 992 960 640 320

17,996 19,408 20,436 23,780 25,376 24,432 25,308 27,616 26,608 27,068

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

0 580 720 1,224 2,144 2,028 1,164

東北電力(株) 0 0 0 0 0 0 0

発電所内減量 0 0 0 0 0 0 0

東通原子力発電所
発電所外減量 0 0 0 0 0 0 0

0 580 1,300 2,524 4,668 6,696 7,860

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000

14,588 15,618 19,835 18,397 20,169 18,129 16,694 16,626 16,938
*2
－

東京電力(株) 15,556 16,187 22,441 19,691 13,574 16,448 11,484 14,549 13,615
*2
－

発電所内減量
11,556 12,347 16,481 15,691 10,374 12,448 11,484 12,629 10,607

*2
－

福島第一原子力発電所
発電所外減量

4,000 3,840 5,960 4,000 3,200 4,000 0 1,920 3,008
*2
－

170,276 169,707 167,101 165,807 172,402 174,083 179,293 181,370 184,693
*2
－

284,500 284,500 284,500 284,500 284,500 284,500 284,500 284,500 284,500
*2
－

1,353 3,281 3,390 3,566 4,760 2,871 3,259 2,302 2,471 2,397

東京電力(株) 3,174 6,607 6,161 5,101 2,860 1,794 1,257 3,021 1,285 3,472

発電所内減量 1,102 4,607 4,161 3,101 1,900 1,794 1,257 1,021 1,285 1,472

福島第二原子力発電所
発電所外減量 2,072 2,000 2,000 2,000 960 0 0 2,000 0 2,000

20,571 17,245 14,474 12,939 14,839 15,916 17,918 17,199 18,385 17,310

32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000

862 761 980 2,114 4,127 3,474 691 2,083 4,224 3,387

東京電力(株) 140 24 50 0 18 13 27 53 56 40

発電所内減量
140 24 50 0 18 13 27 53 56 40

柏崎刈羽原子力発電所
発電所外減量

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10,363 11,100 12,030 14,144 18,253 21,714 22,378 24,408 28,576 31,923

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 45,000 45,000 45,000

3,840 1,876 4,157 3,436 3,506 4,280 3,736 5,300 5,444 5,284

中部電力(株) 3,654 1,380 4,412 3,876 3,592 3,682 3,282 5,880 5,712 5,664

発電所内減量
2,574 340 3,332 2,900 2,512 2,602 2,202 4,800 4,632 4,464

浜岡原子力発電所
発電所外減量

1,080 1,040 1,080 976 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,200

35,271 35,767 35,512 35,072 34,986 35,584 36,038 35,458 35,190 34,810

42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000

 *1 前年度末累積保管量に当該年度発生量を加えた量と一致しないのは､換算後の端数処理による｡

 *2 東日本大震災の影響のため、現在事業者において評価中。

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

貯蔵設備容量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

貯蔵設備容量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

貯蔵設備容量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

貯蔵設備容量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

貯蔵設備容量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

貯蔵設備容量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

貯蔵設備容量
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(単位：本相当)

発電所名 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度

112 324 268 420 460 744 993 1,000 1,162 1,388

北陸電力(株) 0 0 0 0 0 392 477 768 476 1,056

発電所内減量
0 0 0 0 0 392 477 368 476 576

志賀原子力発電所
発電所外減量

0 0 0 0 0 0 0 400 0 480

1,944 2,268 2,536 2,956 3,416 3,768 4,284 4,516 5,202 5,534

5,000 5,000 5,000 5,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

3,504 3,135 4,337 2,698 3,260 3,856 3,235 4,444 4,086 5,388

関西電力(株) 2,540 3,423 5,527 3,143 3,008 3,431 3,544 3,729 3,715 4,759

発電所内減量
2,044 2,703 3,983 1,703 1,576 2,191 2,344 2,369 2,515 3,399

美浜発電所
発電所外減量

496 720 1,544 1,440 1,432 1,240 1,200 1,360 1,200 1,360

28,736 28,448 27,258 26,813 27,065 27,490 27,181 27,897
*1

28,267 28,896

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

1,375 1,440 1,724 1,893 3,557 3,721 2,706 3,810 4,563 3,244

関西電力(株) 797 743 606 653 2,027 1,280 1,256 1,711 1,201 1,844

発電所内減量
797 743 606 653 2,027 1,280 1,256 1,711 1,201 1,844

高浜発電所
発電所外減量

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31,301 31,998 33,116 34,356 35,886 38,327 39,777 41,876 45,238 46,638

50,600 50,600 50,600 50,600 50,600 50,600 50,600 50,600 50,600 50,600

4,233 2,726 3,377 3,592 3,344 3,336 3,329 3,544 5,490 4,750

関西電力(株) 4,086 4,273 3,934 3,891 3,673 3,476 1,580 1,375 1,615 2,992

発電所内減量
2,726 2,777 2,582 2,395 2,177 1,980 1,580 1,375 1,615 1,576

大飯発電所
発電所外減量

1,360 1,496 1,352 1,496 1,496 1,496 0 0 0 1,416

26,361 24,814 24,257 23,958
*1

23,628
*1

23,488 25,237
*1

27,407
*1

31,283 33,041

38,900 38,900 38,900 38,900 38,900 38,900 38,900 38,900 38,900 38,900

1,770 1,795 4,434 4,075 2,674 4,312 4,128 3,350 3,286 3,984

中国電力(株) 767 3,143 3,585 4,297 4,313 4,614 3,373 3,462 4,074 2,767

発電所内減量
767 3,143 3,585 3,409 3,033 3,334 2,333 3,462 2,794 2,767

島根原子力発電所
発電所外減量

0 0 0 888 1,280 1,280 1,040 0 1,280 0

29,306 27,958 28,807 28,585 26,946 26,644 27,399 27,287 26,499 27,716

35,500 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500

3,314 2,452 2,233 3,509 4,253 2,804 2,492 2,632 2,625 3,124

四国電力(株) 791 828 1,264 1,080 845 1,357 2,247 1,326 2,456 2,600

発電所内減量
791 828 1,264 1,080 845 1,357 1,367 1,326 1,872 2,600

伊方発電所
発電所外減量

0 0 0 0 0 0 880 0 584 0

17,901
*1

19,524
*1

20,492 22,921 26,329 27,776 28,021 29,327
*1

29,495 30,019

38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500

年度末の保管量

貯蔵設備容量

年度末の保管量

貯蔵設備容量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

貯蔵設備容量

年度末の保管量

貯蔵設備容量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

貯蔵設備容量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

貯蔵設備容量
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(単位：本相当)

発電所名 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度

3,235 2,094 2,347 4,066 3,078 2,259 2,242 3,266 4,140 5,362

九州電力(株) 1,166 2,303 1,801 1,051 845 611 402 641 923 2,275

発電所内減量
1,166 1,703 1,801 1,051 845 611 402 641 923 1,955

玄海原子力発電所
発電所外減量

0 600 0 0 0 0 0 0 0 320

20,143 19,934 20,480 23,495 25,728 27,376 29,216 31,841 35,058 38,145

29,000 29,000 29,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000

549 769 1,170 1,005 1,039 1,504 2,580 3,485 1,533 1,541

九州電力(株) 463 394 147 438 1,031 1,301 649 228 594 642

発電所内減量
463 394 147 438 1,031 1,301 649 228 594 642

川内原子力発電所
発電所外減量

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,775 10,150 11,173 11,740 11,748 11,951 13,882 17,139 18,078 18,977

17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 37,000 37,000 37,000

604 468 280 651 4,730 799 2,167 2,000 1,253 780

日本原子力発電(株) 656 616 156 879 3,794 795 1,770 2,012 1,233 748

発電所内減量          *3
656 616 156 879 3,794 639 1,678 1,784 1,233 748

東海発電所
発電所外減量

0 0 0 0 0
*6

156
*6
92

*6
228 0 0

308 160 284 56 992 996 1,393 1,381 1,401 1,433

1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

1,752 776 1,660 1,264 1,702 1,585 1,277 2,587 4,821 3,135

日本原子力発電(株) 1,072 888 700 0 26 1,812 2,420 2,714 5,039 2,748

発電所内減量          *4
1,072 888 700 0 26 1,812 2,420 2,498 4,519 2,284

東海第二発電所
発電所外減量

0 0 0 0 0 0 0
*7

216
*7

520
*7

464

41,746 42,250 43,366 45,509 50,979 51,391 51,926 53,583 54,598 55,733

73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000

3,220 1,897 1,920 2,272 2,290 1,952 2,321 2,884 3,033 3,482

日本原子力発電(株) 2,688 1,632 3,860 1,384 2,080 1,256 1,333 2,468 1,948 2,024

発電所内減量
2,688 1,632 2,748 1,384 1,784 1,256 1,333 2,084 1,948 2,024

敦賀発電所
発電所外減量

0 0 1,112 0 296 0 0 384 0 0

64,014 64,279 62,339 63,227 63,437 64,133 65,121 65,537 66,622 68,080

85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000

48,411 42,680 55,111 57,270 67,161 59,437 57,206 67,622 72,425 56,391

38,666 43,425 56,287 45,137 39,413 45,271 36,267 45,966 48,279 39,521

総合計
発電所内減量        *8

28,994 33,729 43,239 34,337 29,669 36,019 30,983 36,682 39,967 31,961

*10　
発電所外減量

9,672 9,696 13,048 10,800 9,744
*9

9,252
*9

5,284
*9

9,284
*9

8,312
*9

7,560
*1

529,591
*1

528,845
*1

527,668
*1

539,800
*1

567,547
*1

581,712 602,651
*1

624,309
*1

648,453
*1

480,629

845,600 845,600 845,600 874,600 879,600 879,600 879,600 914,600 914,600 630,100

 * 3 東海第二発電所への移送による減量。

 * 4 東海発電所分を含む。

 * 5 東海発電所からの移送分を含む。

 * 6 クリアランス処理による減量。

 * 7 埋設処分のための搬出量には東海発電所分を含む。(2008年度72本、2009年度72本) 

 * 8 日本原子力発電（株）東海発電所から東海第二発電所への移送による減量は含まない。

 * 9 東海発電所のクリアランス処理による減量を含む。

　　　(2006年度156本、2007年度92本、2008年度252本、2009年度336本、2010年度144本)

 *10 当該年度データは、事業者において評価中の福島第一を除く。

年度末の保管量　　　     *5

貯蔵設備容量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

貯蔵設備容量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

貯蔵設備容量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

貯蔵設備容量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

貯蔵設備容量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

貯蔵設備容量
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②研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設
(単位：本相当)

施設名 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度

566 631 394 456 315 562 462 573 888 844

(独)日本原子力研究開発機構 283 308 90 134 225 728 808 541 730 636

所内減量    
283 308 90 134 225 728 808 541 730 636

原子炉廃止措置
所外減量

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

研究開発センター 18,379 18,702 19,006 19,328 19,418 19,252 18,906 18,938 19,096 19,304

21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 21,500

156 244 216 328 256 320 232 236 584 532

(独)日本原子力研究開発機構 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

所内減量    
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高速増殖原型炉
所外減量

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

もんじゅ 2,016 2,260 2,476 2,804 3,060 3,380 3,612 3,848 4,432 4,964

23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000

722 875 610 784 571 882 694 809 1,472 1,376

283 308 90 134 225 728 808 541 730 636

合   計
所内減量    

283 308 90 134 225 728 808 541 730 636

所外減量
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20,395 20,962 21,482 22,132 22,478 22,632 22,518 22,786 23,528 24,268

44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 44,500

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

貯蔵設備容量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

貯蔵設備容量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

貯蔵設備容量
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③加工施設
(単位：本相当)

施設名 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度

238 289 268 183 2,663 296 1,673 1,739 1,775 1,296

123 173 255 228 191 1,003 551 669 834 643

12,759 12,875 12,888 12,843 15,315 14,608 15,730 16,800 17,741 18,394

16,260 16,260 16,260 16,260 18,460 18,460 20,250 21,550 23,200 23,200

1,083 1,137 1,178 871 901 1,134 749 961 1,116 875

三菱原子燃料（株） 1,064 986 1,136 824 629 1,048 796 1,072 1,040 910

10,050 10,201 10,243 10,290 10,562 10,648 10,601 10,490 10,566 10,531

11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600

529 509 603 510 604 834 638 627 493 378

原子燃料工業（株） 619 624 489 391 389 380 398 466 424 340

東海事業所 5,087 4,972 5,086 5,205 5,420 5,874 6,114 6,275 6,344 6,382

8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500

468 255 767 1,249 1,204 691 390 348 428 401

原子燃料工業（株） 0 306 618 535 670 172 1 70 226 288

熊取事業所 4,354 4,303 4,452 5,166 5,700 6,219 6,608 6,886 7,088 7,201

7,400 7,700 7,500 7,500 7,500 7,500 11,520 11,520 11,520 11,420

10 4 92 77 0 48 43 0 27 0

(独)日本原子力研究開発機構 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0

ウラン濃縮原型プラント 392 396 488 565 565 613 553 553 580 580

*11 
800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

日本原燃（株） 379 191 163 134 152 224 77 252 190 1,004

濃縮・埋設事業所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（加工施設） 3,595
*1

3,785
*1

3,947 4,081
*1

4,232 4,456 4,533 4,785
*1

4,974 5,978

4,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 9,900

2,707 2,385 3,071 3,024 5,524 3,227 3,570 3,927 4,029 3,954

合   計 1,806 2,089 2,498 1,978 1,879 2,603 1,849 2,277 2,524 2,181

36,237
*1

36,532
*1

37,104 38,150
*1

41,794 42,418 44,139 45,789
*1

47,293 49,066

49,260 51,560 51,360 51,360 53,560 53,560 59,370 60,670 62,320 65,420

 *11 2002年度までの固体廃棄物には、可燃物・難燃物は含まない。

（株）グローバル・
ニュークリア・フュエル・

ジャパン

当該年度の減少量

年度末の保管量

貯蔵設備容量

年度末の保管量

貯蔵設備容量

当該年度の発生量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

貯蔵設備容量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

貯蔵設備容量

当該年度の減少量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

貯蔵設備容量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

貯蔵設備容量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

貯蔵設備容量

当該年度の発生量
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④再処理施設
(単位：本相当)

施設名 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度

1,223 1,040 1,029 879 830 424 423 381 343 393

(独)日本原子力研究開発機構 0 920 920 920 0 0 52 228 144 152

再処理施設 79,947 80,067 80,176 80,135 80,965 81,389 81,760 81,913 82,112 82,353

*12 
102,460 102,460 102,460 102,460 102,460 102,460 102,460 102,460 102,460 102,460

日本原燃（株） 728 1,800 3,924 960 1,805 6,109 4,503 1,771 7,821

*15

7,761

再処理事業所 0 0 0 0 0 0 0 0

*15

5,552 5,808

（再処理施設） 1,504 3,304 7,228 8,188 9,993
*1

16,101 20,604 22,375
*15

24,644
*15

26,597

*14 
11,350 11,350 11,350 61,350 66,350 74,750 74,750 74,750 74,750 74,750

1,951 2,840 4,953 1,839 2,635 6,533 4,926 2,152 8,164
*15

8,154

合   計 0 920 920 920 0 0 52 228
*15

5,696 5,960

81,451 83,371 87,404 88,323 90,958
*1

97,490 102,364 104,288
*15

106,756
*15

108,950

113,810 113,810 113,810 163,810 168,810 177,210 177,210 177,210 177,210 177,210

 *12 ガラス固化体を除く。なお、2010年度末までにガラス固化体は貯蔵設備容量４２０本に対して２４７本が保管されている。

 *13 貯蔵設備容量には、廃樹脂貯槽（約190ｍ
3
×３基、約80ｍ

3
×２基、約120ｍ

3
×１基、）分の４，２５０本相当分を含む。

 *14 他に低レベル放射性固体廃棄物のせん断被覆片等が、1,000㍑ドラムで貯蔵設備容量２，０００本相当に対して２１９本保管されている。

　　 なお、2010年度末までにガラス固化体は貯蔵設備容量３，１９５本に対して１18本が保管されている。

 *15 廃棄物整理のために2009年度に第１低レベル廃棄物貯蔵建屋から搬出し、2010年度に第１低レベル廃棄物貯蔵建屋に搬入した

     1,280本相当については、当該年度の発生量には含まれず、年度末保管量に含まれている。

当該年度の減少量

年度末の保管量

貯蔵設備容量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

貯蔵設備容量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

貯蔵設備容量      　　　*13

当該年度の発生量
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⑤廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設
(単位：本相当)

施設名 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度

日本原燃（株） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

濃縮・埋設事業所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(廃棄物埋設施設) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

日本原燃（株） 36 60 44 32 68 44 120 172 56 96

再処理事業所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(廃棄物管理施設) 416 476 520 552 620 664 784 956 1,012 1,108

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

(独)日本原子力研究開発機構 － － － － － － － － － －

　廃棄物埋設施設　 － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － －

*16 
－ － － － － － － － － －

(独)日本原子力研究開発機構 754 520
(24)
473

(28)
561

(20)
317

(13)
426

(35)
517

(10)
336

(97)
343

(11)
239

廃棄物管理施設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25,343 25,863
(457)
26,336

(485)
26,897

(505)
27,214

(518)
27,640

(553)
28,157

(563)
28,493

(660)
28,836

(671)
29,075

*17 
35,870 42,795 42,795 42,795 42,795 42,795 42,795 42,795 42,795 42,795

790 580 517 593 385 470 637 508 399 335

合   計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25,759 26,339 26,856 27,449 27,834 28,304 28,941 29,449 29,848 30,183

37,150 44,075 44,075 44,075 44,075 44,075 44,075 44,075 44,075 44,075

　*16  貯蔵設備はない。

  *17  (   )の数値は当該施設からの発生量で下段の数値の内数、下段の数値は管理施設での管理量合計を示す。

当該年度の減少量

年度末の保管量

貯蔵設備容量

年度末の保管量

貯蔵設備容量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

当該年度の減少量

年度末の保管量

貯蔵設備容量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

貯蔵設備容量

当該年度の発生量

当該年度の発生量

当該年度の発生量

当該年度の減少量

年度末の保管量

貯蔵設備容量
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参考資料６．低レベル放射性廃棄物埋設センターへの年度別搬出量

（単位：本）

年　度
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 累 積 量

発電所名
北海道電力（株）

泊発電所 664 0 0 0 0 0 0 736 0 0 1,400

東北電力（株）

女川原子力発電所 0 0 0 0 0 0 992 960 640 320 7,160

東北電力（株）

東通原子力発電所 0 0 0 0 0 0 0 0

東京電力（株）

福島第一原子力発電所 4,000 3,840 5,960 4,000 3,200 4,000 0 1,920 3,008 3,456 91,398
(4,000) (3,840) (5,960) (4,000) (3,200) (4,000) (1,600) (2,048) (2,496) (31,704)

東京電力（株）

福島第二原子力発電所 2,072 2,000 2,000 2,000 960 0 0 2,000 0 2,000 13,032
(2,000) (2,000) (2,000) (960) (2,000) (2,000) (10,960)

東京電力（株）

柏崎刈羽原子力発電所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

中部電力（株）

浜岡原子力発電所 1,080 1,040 1,080 976 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,200 25,213
(1,080) (1,040) (1,080) (976) (1,080) (1,080) (1,080) (1,080) (1,080) (1,200) (11,296)

北陸電力（株）

志賀原子力発電所 0 0 0 0 0 0 0 400 0 480 880
(400) (480) (880)

関西電力（株）

美浜発電所 496 720 1,544 1,440 1,432 1,240 1,200 1,360 1,200 1,360 20,472
(720) (1,440) (1,440) (1,080) (1,104) (1,200) (1,200) (1,200) (1,200) (10,584)

関西電力（株）

高浜発電所 0 0 0 0 0 0 1,080 1,200 1,160 0 13,616
(1,080) (1,200) (1,160) (3,440)

関西電力（株）

大飯発電所 1,360 1,496 1,352 1,496 1,496 1,496 0 0 0 1,416 17,952
(1,360) (1,496) (1,352) (1,496) (1,496) (1,496) (1,416) (10,472)

中国電力（株）

島根原子力発電所 0 0 0 888 1,280 1,280 1,040 0 1,280 0 16,128
(888) (1,280) (1,280) (1,040) (1,280) (5,768)

四国電力（株）

伊方発電所 0 0 0 0 0 0 880 0 584 0 4,432

九州電力（株）

玄海原子力発電所 0 600 0 0 0 0 0 0 0 320 6,856

九州電力（株）

川内原子力発電所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日本原子力発電（株）

東海発電所 0 0 0 0 0 0 0 72 72 0 144
(72) (72) (144)

日本原子力発電（株）

東海第二発電所 0 0 0 0 0 0 0 120 112 320 5,744
(120) (56) (176)

日本原子力発電（株）

敦賀発電所 0 0 1,112 0 296 0 0 384 0 0 6,432

総　合　計 9,672 9,696 13,048 10,800 9,744 9,096 6,272 10,232 9,136 10,872 230,859

(6,440) (9,096) (11,832) (10,800) (9,096) (8,960) (4,400) (7,672) (6,896) (8,792) (85,424)

注１：均質固化体の固体廃棄物の低レベル放射性廃棄物埋設センターへの搬出は、1992年度から実施している。 
注２：充填固化体の固体廃棄物の同センターへの搬出は、2000年度から実施しており、その量を（　）に内数で示す。
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参考資料７．日本原燃（株）濃縮・埋設事業所（廃棄物埋設施設）における放射性廃棄物の埋設量の推移

受入数量 3,232 600 1,216 0 648 136 1,872 2,560 2,240 2,080

埋設数量 3,232 600 1,216 0 648 136 1,872 2,240 1,600 2,880

埋設延べ
本数

134,083 134,683 135,899 135,899 136,547 136,683 138,555 140,795 142,395 145,275

受入数量 6,440 9,096 11,832 10,800 9,096 8,960 4,400 7,672 6,896 8,792

埋設数量 6,440 7,952 10,080 12,600 9,000 8,152 6,400 5,248 9,000 7,560

埋設延べ
本数

7,880 15,832 25,912 38,512 47,512 55,664 62,064 67,312 76,312 83,872

受入数量 9,672 9,696 13,048 10,800 9,744 9,096 6,272 10,232 9,136 10,872

埋設数量 9,672 8,552 11,296 12,600 9,648 8,288 8,272 7,488 10,600 10,440

埋設延べ
本数

141,963 150,515 161,811 174,411 184,059 192,347 200,619 208,107 218,707 229,147

注: 埋設容量は、廃棄物埋設地の最大埋設能力を示す。

*1: 2011/10/6　訂正プレス（原子力安全･保安院）

（単位：本）

152 0 276 0 288 130 0 0 28 0

616 616 892 892 1,180 1,310 1,310 1,310 1,338 1,338

20072003 2004 2005 2006

204,800*1

207,360*1

2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2010

1,440

参考資料８．日本原燃（株）再処理事業所（廃棄物管理施設）における高レベル放射性廃棄物
           （返還ガラス固化体）の年度別管理状況

年  度

当該年度の受入量

総受入量

2008 2009 20102001 2002

年　度 2005

（単位：本）

貯蔵設備
容量

合　計 412,160*1

2009
埋設容量
(本相当)

１号
廃棄物

埋設施設

２号
廃棄物

埋設施設
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（参　考）

＊東日本大震災の影響のため、現在事業者において評価中の福島第一を除く。

実用発電用原子炉の放射性気体及び液体廃棄物の放出量と
原子炉基数の年度別推移
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XVI－２ 放射線業務従事者の線量管理の状況 

 

2010 年度の原子力施設における放射線業務従事者の線量は、東日本大震災の影響を東京電力（株）

福島第一原子力発電所及び同福島第二原子力発電所が評価中であるため、除いて評価している。 

(1)  原子炉設置者等は、原子炉等規制法に基づき原子力施設における放射線業務に従事する者の

線量が同法に基づく告示に定める線量限度を超えないように管理することが義務づけられてい

る。2010 年度の原子力施設における全ての事業所において、この線量限度を下回っている。 

放射線業務従事者の線量限度：ICRP の 1990 年勧告を受けて関係法令を改正し、2001 年度から放射線業務従事者の

線量限度は、5 年間につき 100 ミリシーベルト及び１年間につき 50 ミリシーベルト。 

     （女子（実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第９条第２項他に規定する女子）については前

述の規定のほか３月間につき 5 ミリシーベルト） 

 

(2)  2010 年度における線量管理の状況は以下のとおり。 

① 実用発電用原子炉施設における 2010 年度の放射線業務従事者は、のべ人数で約 63,000人（前

年度約 65,900 人）、総線量は 61.12 人・シーベルト（前年度 63.36 人・シーベルト）であっ

た。 

 また、放射線業務従事者一人当たりの平均線量は 1.0ミリシーベルト（前年度 0.9 ミリシーベ

ルト）であった。 

 

② 研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設における 2010 年度の放射線業務従事者は、

のべ人数で約 2,200人（前年度約 2,000人）、総線量は 0.11人・シーベルト（前年度 0.11人

・シーベルト）であった。 

また、放射線業務従事者一人当たりの平均線量は 0.0ミリシーベルト（前年度 0.1ミリシーベ

ルト）であった。 

 

③ 加工施設における 2010 年度の放射線業務従事者は、のべ人数で約 3,100人（前年度約 2,700

人）、総線量は 0.27 人・シーベルト（前年度 0.27 人・シーベルト）であった。 

また、放射線業務従事者一人当たりの平均線量は、0.1 ミリシーベルト（前年度 0.1 ミリシー

ベルト）であった。 

 

④ 再処理施設における 2010年度の放射線業務従事者は、のべ人数で約 6,900人（前年度約 7,200

人）、総線量は 0.58 人・シーベルト（前年度 0.67 人・シーベルト）であった。 

また、放射線業務従事者一人当たりの平均線量は 0.1ミリシーベルト（前年度 0.1ミリシーベ

ルト）であった。 

 

⑤ 廃棄物埋設施設及び廃棄物管理施設における 2010 年度の放射線業務従事者は、のべ人数で

約 1,600人（前年度約 1,500人）、総線量は 0.01人・シーベルト（前年度 0.02人・シーベル

ト）であった。 

また、放射線業務従事者一人当たりの平均線量は 0.0ミリシーベルト（前年度 0.0ミリシーベ

ルト）であった。 

 

⑥ 2006年 4月 1 日を始期とする 5年間につき 100ミリシーベルトとする線量限度が規定されて

おり、2010 年度末において、この線量限度を超えた放射線業務従事者はいなかった。 

 

⑦ 女子（実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第９条第２項他に規定する女子）の放

射線業務従事者の 3 月間の線量については、3 月間につき 5 ミリシーベルトとする線量限度が

規定されており、2010 年度において、この線量限度を超えた女子の放射線従事者はいなかった。 

 

 

614



 

 

(3)  原子力施設における放射線業務従事者の線量管理は、個々の施設ごとに実施している。従っ

て、放射線業務従事者が複数の原子力事業所を移動した場合であっても、他の原子力事業所での

被ばくの経歴を認識し、的確な放射線管理が行われている。 

  また、（財）放射線影響協会 放射線従事者中央登録センターが、放射線業務従事者の被ばく

線量の一元的登録管理及び記録の保管を行っている。 

 

(4) 2010 年度における放射線業務従事者の線量分布及び女子（実用発電用原子炉の設置、運転等

に関する規則第９条第２項他に規定する女子）の放射線業務従事者の３ヶ月間の線量分布を示し

た。 

  また、2001 年度以降の各年度の原子力施設における放射線業務従事者の線量を参考資料に示し

た。 

 

 

表の見方は次のとおりである。 

① 放射線業務従事者の「総合計」については、原子力施設間を移動した放射線業務従事者につ

いてそれぞれの原子力施設で集計しているため、重複して集計されている。 

② 「総線量」については、「社員」「その他」それぞれの項目について小数点以下第 3 位を四

捨五入して集計した。したがって、一部で「社員」の項と「その他」の項との和が「合計」と

一致しないものがあるが、これは集計上の誤差である。 

③ 「平均線量」については、小数点以下第 2位を四捨五入して集計した。 

④ 「最大線量」については、当該原子力施設においての実績である。 

⑤ 放射線業務従事者及び線量の集計は、管理区域が設定された時点から集計している。 

⑥ 原子炉等規制法に規定する「使用施設」を有する事業所については、「使用施設」での放射

線業務従事者と一部重複して計上している。 
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 （１）2010年度における放射線業務従事者の線量分布

①実用発電用原子炉施設

　

放射線業務 5mSv 10mSv 15mSv 20mSv 25mSv

発　電　所　名 従事者の 5mSv を超え を超え を超え を超え を超え

区　分 以下 10mSv 15mSv 20mSv 25mSv 30mSv

以下 以下 以下 以下 以下

北海道電力（株） 社員 367 0 0 0 0 0

泊発電所 その他 2,159 19 0 0 0 0

合計 2,526 19 0 0 0 0

東北電力（株） 社員 486 0 0 0 0 0

女川原子力発電所 その他 3,546 119 31 2 0 0

合計 4,032 119 31 2 0 0

東北電力（株） 社員 271 0 0 0 0 0

東通原子力発電所 その他 1,941 7 0 0 0 0

合計 2,212 7 0 0 0 0

東京電力（株） 社員 - - - - - -

福島第一原子力発電所 その他 - - - - - -

*1 合計 - - - - - -

東京電力（株） 社員 - - - - - -

福島第二原子力発電所 その他 - - - - - -

*1 合計 - - - - - -

東京電力（株） 社員 1,160 1 0 0 0 0

柏崎刈羽原子力発電所 その他 7,605 152 18 0 0 0

合計 8,765 153 18 0 0 0

中部電力（株） 社員 735 2 0 0 0 0

浜岡原子力発電所 その他 3,546 215 93 8 0 0

合計 4,281 217 93 8 0 0

北陸電力（株） 社員 393 0 0 0 0 0

志賀原子力発電所 その他 2,845 66 2 0 0 0

合計 3,238 66 2 0 0 0

関西電力（株） 社員 464 0 1 0 0 0

美浜発電所 その他 3,064 118 65 14 0 0

合計 3,528 118 66 14 0 0

関西電力（株） 社員 524 0 0 0 0 0

高浜発電所 その他 4,090 307 66 12 0 0

合計 4,614 307 66 12 0 0

関西電力（株） 社員 493 9 1 0 0 0

大飯発電所 その他 4,141 505 328 183 0 0

合計 4,634 514 329 183 0 0

中国電力（株） 社員 538 0 0 0 0 0

島根原子力発電所 その他 2,722 310 138 24 0 0

合計 3,260 310 138 24 0 0

四国電力（株） 社員 352 0 0 0 0 0

伊方発電所 その他 2,227 13 0 0 0 0

合計 2,579 13 0 0 0 0

九州電力（株） 社員 544 0 0 0 0 0

玄海原子力発電所 その他 3,942 253 22 1 0 0

合計 4,486 253 22 1 0 0

九州電力（株） 社員 280 0 0 0 0 0

川内原子力発電所 その他 2,214 109 2 0 0 0

合計 2,494 109 2 0 0 0

日本原子力発電（株） 社員 289 0 0 0 0 0

東海発電所 その他 1,025 0 0 0 0 0

合計 1,314 0 0 0 0 0

日本原子力発電（株） 社員 356 0 0 0 0 0

東海第二発電所 その他 1,924 7 0 0 0 0

合計 2,280 7 0 0 0 0

日本原子力発電（株） 社員 435 0 0 0 0 0

敦賀発電所 その他 4,697 264 62 37 0 0

合計 5,132 264 62 37 0 0

社員 7,687 12 2 0 0 0

総　合　計 その他 51,688 2,464 827 281 0 0

合計 59,375 2,476 829 281 0 0

*1：東日本大震災の影響のため、現在事業者において評価中。

線　　量　　分　　布　　(人)
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30mSv 35mSv 40mSv 45mSv 総 線 量 平 均 最 大

を超え を超え を超え を超え 50mSv 合　計 線 量 線 量

35mSv 40mSv 45mSv 50mSv を超える （人・Sv） （mSv） （mSv）

以下 以下 以下 以下

0 0 0 0 0 367 0.04 0.1 3.6

0 0 0 0 0 2,178 0.99 0.5 8.4

0 0 0 0 0 2,545 1.03 0.4 8.4

0 0 0 0 0 486 0.09 0.2 3.4

0 0 0 0 0 3,698 2.70 0.7 15.4

0 0 0 0 0 4,184 2.78 0.7 15.4

0 0 0 0 0 271 0.03 0.1 1.1

0 0 0 0 0 1,948 0.35 0.2 6.3

0 0 0 0 0 2,219 0.38 0.2 6.3

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

0 0 0 0 0 1,161 0.27 0.2 5.5

0 0 0 0 0 7,775 4.32 0.6 14.0

0 0 0 0 0 8,936 4.59 0.5 14.0

0 0 0 0 0 737 0.27 0.4 7.1

0 0 0 0 0 3,862 4.46 1.2 16.2

0 0 0 0 0 4,599 4.72 1.0 16.2

0 0 0 0 0 393 0.11 0.3 3.1

0 0 0 0 0 2,913 1.55 0.5 11.0

0 0 0 0 0 3,306 1.66 0.5 11.0

0 0 0 0 0 465 0.12 0.3 13.1

0 0 0 0 0 3,261 3.53 1.1 18.1

0 0 0 0 0 3,726 3.65 1.0 18.1

0 0 0 0 0 524 0.12 0.2 4.0

0 0 0 0 0 4,475 6.05 1.4 18.8

0 0 0 0 0 4,999 6.17 1.2 18.8

0 0 0 0 0 503 0.37 0.7 12.5

0 0 0 0 0 5,157 14.17 2.7 19.3

0 0 0 0 0 5,660 14.54 2.6 19.3

0 0 0 0 0 538 0.13 0.2 5.0

0 0 0 0 0 3,194 6.07 1.9 16.8

0 0 0 0 0 3,732 6.20 1.7 16.8

0 0 0 0 0 352 0.03 0.1 1.5

0 0 0 0 0 2,240 1.00 0.4 9.4

0 0 0 0 0 2,592 1.03 0.4 9.4

0 0 0 0 0 544 0.09 0.2 3.9

0 0 0 0 0 4,218 4.88 1.2 15.5

0 0 0 0 0 4,762 4.97 1.0 15.5

0 0 0 0 0 280 0.05 0.2 4.3

0 0 0 0 0 2,325 2.44 1.1 10.3

0 0 0 0 0 2,605 2.50 1.0 10.3

0 0 0 0 0 289 0.00 0.0 0.8

0 0 0 0 0 1,025 0.05 0.0 1.9

0 0 0 0 0 1,314 0.05 0.0 1.9

0 0 0 0 0 356 0.12 0.3 3.2

0 0 0 0 0 1,931 0.48 0.2 6.9

0 0 0 0 0 2,287 0.60 0.3 6.9

0 0 0 0 0 435 0.13 0.3 3.2

0 0 0 0 0 5,060 6.12 1.2 19.6

0 0 0 0 0 5,495 6.25 1.1 19.6

0 0 0 0 0 7,701 1.97 0.3 13.1

0 0 0 0 0 55,260 59.16 1.1 19.6

0 0 0 0 0 62,961 61.12 1.0 19.6

線　　量　　分　　布　　(人)
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②研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設

　

放射線業務 5mSv 10mSv 15mSv 20mSv 25mSv
施  設  名 従事者の 5mSv を超え を超え を超え を超え を超え

区　分 以下 10mSv 15mSv 20mSv 25mSv 30mSv

以下 以下 以下 以下 以下

(独)日本原子力研究開発機構 社員 118 1 0 0 0 0

原子炉廃止措置 その他 324 1 0 0 0 0
研究開発センター 合計 442 2 0 0 0 0

(独)日本原子力研究開発機構 社員 360 0 0 0 0 0

高速増殖炉原型炉もんじゅ その他 1,412 0 0 0 0 0

合計 1,772 0 0 0 0 0

社員 478 1 0 0 0 0
総　合　計 その他 1,736 1 0 0 0 0

合計 2,214 2 0 0 0 0

③加工施設

　

放射線業務 5mSv 10mSv 15mSv 20mSv 25mSv
施  設  名 従事者の 5mSv を超え を超え を超え を超え を超え

区　分 以下 10mSv 15mSv 20mSv 25mSv 30mSv

以下 以下 以下 以下 以下

（株）グローバル・ 社員 427 0 0 0 0 0
ニュークリア・フュエル・ その他 244 0 0 0 0 0
ジャパン 合計 671 0 0 0 0 0

三菱原子燃料（株） 社員 413 1 0 0 0 0

その他 107 0 0 0 0 0

合計 520 1 0 0 0 0

原子燃料工業（株） 社員 252 0 0 0 0 0

東海事業所 その他 137 0 0 0 0 0

合計 389 0 0 0 0 0

原子燃料工業（株） 社員 249 0 0 0 0 0

熊取事業所 その他 145 0 0 0 0 0

合計 394 0 0 0 0 0

(独)日本原子力研究開発機構 社員 63 0 0 0 0 0

ウラン濃縮原型プラント その他 126 0 0 0 0 0

合計 189 0 0 0 0 0

日本原燃（株） 社員 181 0 0 0 0 0
濃縮・埋設事業所 その他 730 0 0 0 0 0
（加工施設） 合計 911 0 0 0 0 0

社員 1,585 1 0 0 0 0
総　合　計 その他 1,489 0 0 0 0 0

合計 3,074 1 0 0 0 0

線　　量　　分　　布　　(人)

線　　量　　分　　布　　(人)
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30mSv 35mSv 40mSv 45mSv 総 線 量 平 均 最 大

を超え を超え を超え を超え 50mSv 合　計 線 量 線 量

35mSv 40mSv 45mSv 50mSv を超える （人・Sv） （mSv） （mSv）

以下 以下 以下 以下

0 0 0 0 0 119 0.03 0.2 5.3

0 0 0 0 0 325 0.08 0.3 6.6

0 0 0 0 0 444 0.11 0.3 6.6

0 0 0 0 0 360 0.00 0.0 0.0

0 0 0 0 0 1,412 0.00 0.0 0.0

0 0 0 0 0 1,772 0.00 0.0 0.0

0 0 0 0 0 479 0.03 0.1 5.3

0 0 0 0 0 1,737 0.08 0.0 6.6

0 0 0 0 0 2,216 0.11 0.0 6.6

　

30mSv 35mSv 40mSv 45mSv 総 線 量 平 均 最 大

を超え を超え を超え を超え 50mSv 合　計 線 量 線 量

35mSv 40mSv 45mSv 50mSv を超える （人・Sv） （mSv） （mSv）

以下 以下 以下 以下

0 0 0 0 0 427 0.06 0.1 3.5

0 0 0 0 0 244 0.00 0.0 0.1

0 0 0 0 0 671 0.06 0.1 3.5

0 0 0 0 0 414 0.08 0.2 5.3

0 0 0 0 0 107 0.00 0.0 0.4

0 0 0 0 0 521 0.09 0.2 5.3

0 0 0 0 0 252 0.07 0.3 2.6

0 0 0 0 0 137 0.00 0.0 0.5

0 0 0 0 0 389 0.07 0.2 2.6

0 0 0 0 0 249 0.05 0.2 2.0

0 0 0 0 0 145 0.00 0.0 0.3

0 0 0 0 0 394 0.05 0.1 2.0

0 0 0 0 0 63 0.00 0.0 0.0

0 0 0 0 0 126 0.00 0.0 1.0

0 0 0 0 0 189 0.00 0.0 1.0

0 0 0 0 0 181 0.00 0.0 0.3

0 0 0 0 0 730 0.00 0.0 0.1

0 0 0 0 0 911 0.00 0.0 0.3

0 0 0 0 0 1,586 0.26 0.2 5.3

0 0 0 0 0 1,489 0.00 0.0 1.0

0 0 0 0 0 3,075 0.27 0.1 5.3

線　　量　　分　　布　　(人)

線　　量　　分　　布　　(人)
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④再処理施設

　

放射線業務 5mSv 10mSv 15mSv 20mSv 25mSv
施  設  名 従事者の 5mSv を超え を超え を超え を超え を超え

区　分 以下 10mSv 15mSv 20mSv 25mSv 30mSv

以下 以下 以下 以下 以下

(独)日本原子力研究開発機構 社員 443 0 0 0 0 0

再処理施設 その他 951 0 0 0 0 0

合計 1,394 0 0 0 0 0

日本原燃（株） 社員 1,269 0 0 0 0 0
再処理事業所 その他 4,246 0 0 0 0 0
（再処理施設） 合計 5,515 0 0 0 0 0

社員 1,712 0 0 0 0 0
総　合　計 その他 5,197 0 0 0 0 0

合計 6,909 0 0 0 0 0

⑤廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設

　

放射線業務 5mSv 10mSv 15mSv 20mSv 25mSv
施  設  名 従事者の 5mSv を超え を超え を超え を超え を超え

区　分 以下 10mSv 15mSv 20mSv 25mSv 30mSv

以下 以下 以下 以下 以下

日本原燃（株） 社員 62 0 0 0 0 0
濃縮・埋設事業所 その他 194 0 0 0 0 0
（廃棄物埋設施設） 合計 256 0 0 0 0 0

日本原燃（株） 社員 240 0 0 0 0 0
再処理事業所 その他 865 0 0 0 0 0
（廃棄物管理施設） 合計 1,105 0 0 0 0 0

(独)日本原子力研究開発機構 社員

廃棄物埋設施設 その他

合計

(独)日本原子力研究開発機構 社員 33 0 0 0 0 0

廃棄物管理施設 その他 163 0 0 0 0 0

合計 196 0 0 0 0 0

社員 335 0 0 0 0 0
総　合　計 その他 1,222 0 0 0 0 0

合計 1,557 0 0 0 0 0

線　　量　　分　　布　　(人)

線　　量　　分　　布　　(人)
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30mSv 35mSv 40mSv 45mSv 総 線 量 平 均 最 大

を超え を超え を超え を超え 50mSv 合　計 線 量 線 量

35mSv 40mSv 45mSv 50mSv を超える （人・Sv） （mSv） （mSv）

以下 以下 以下 以下

0 0 0 0 0 443 0.04 0.1 2.4

0 0 0 0 0 951 0.11 0.1 4.6

0 0 0 0 0 1,394 0.15 0.1 4.6

0 0 0 0 0 1,269 0.03 0.0 1.0

0 0 0 0 0 4,246 0.41 0.1 4.3

0 0 0 0 0 5,515 0.43 0.1 4.3

0 0 0 0 0 1,712 0.07 0.0 2.4

0 0 0 0 0 5,197 0.52 0.1 4.6

0 0 0 0 0 6,909 0.58 0.1 4.6

　

30mSv 35mSv 40mSv 45mSv 総 線 量 平 均 最 大

を超え を超え を超え を超え 50mSv 合　計 線 量 線 量

35mSv 40mSv 45mSv 50mSv を超える （人・Sv） （mSv） （mSv）

以下 以下 以下 以下

0 0 0 0 0 62 0.00 0.0 0.1

0 0 0 0 0 194 0.00 0.0 0.1

0 0 0 0 0 256 0.00 0.0 0.1

0 0 0 0 0 240 0.00 0.0 0.1

0 0 0 0 0 865 0.00 0.0 0.0

0 0 0 0 0 1,105 0.00 0.0 0.1

0 0 0 0 0 33 0.00 0.0 0.5

0 0 0 0 0 163 0.01 0.1 1.2

0 0 0 0 0 196 0.01 0.1 1.2

0 0 0 0 0 335 0.00 0.0 0.5

0 0 0 0 0 1,222 0.01 0.0 1.2

0 0 0 0 0 1,557 0.01 0.0 1.2

線　　量　　分　　布　　(人)

線　　量　　分　　布　　(人)
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 （２）女子の放射線業務従事者の３月間の線量分布

①実用発電用原子炉施設 （人）

発電所名 期  間

 第１四半期 2 0 0 0 2

北海道電力（株）  第２四半期 2 0 0 0 2

泊発電所  第３四半期 5 0 0 0 5

 第４四半期 2 0 0 0 2

 第１四半期 20 0 0 0 20

東北電力（株）  第２四半期 18 0 0 0 18

女川原子力発電所  第３四半期 14 0 0 0 14

 第４四半期 16 0 0 0 16

 第１四半期 3 0 0 0 3

東北電力（株）  第２四半期 3 0 0 0 3

東通原子力発電所  第３四半期 3 0 0 0 3

 第４四半期 5 0 0 0 5

 第１四半期 - - - - -

東京電力（株）  第２四半期 - - - - -

福島第一原子力発電所  第３四半期 - - - - -

*1  第４四半期 - - - - -

 第１四半期 75 0 0 0 75

東京電力（株）  第２四半期 80 0 0 0 80

福島第二原子力発電所  第３四半期 71 0 0 0 71

*1  第４四半期 - - - - -

 第１四半期 57 0 0 0 57

東京電力（株）  第２四半期 47 0 0 0 47

柏崎刈羽原子力発電所  第３四半期 55 0 0 0 55

 第４四半期 53 0 0 0 53

 第１四半期 42 0 0 0 42

中部電力（株）  第２四半期 37 0 0 0 37

浜岡原子力発電所  第３四半期 43 0 0 0 43

 第４四半期 33 0 1 0 34

 第１四半期 1 0 0 0 1

北陸電力（株）  第２四半期 1 0 0 0 1

志賀原子力発電所  第３四半期 1 0 0 0 1

 第４四半期 2 0 0 0 2

 第１四半期 3 0 0 0 3

関西電力（株）  第２四半期 1 0 0 0 1

美浜発電所  第３四半期 1 0 0 0 1

 第４四半期 0 0 0 0 0

 第１四半期 3 0 0 0 3

関西電力（株）  第２四半期 4 0 0 0 4

高浜発電所  第３四半期 3 0 0 0 3

 第４四半期 5 0 0 0 5

 第１四半期 1 0 0 0 1

関西電力（株）  第２四半期 3 0 0 0 3

大飯発電所  第３四半期 0 0 0 0 0

 第４四半期 2 0 0 0 2

*1：東日本大震災の影響のため、現在事業者において評価中。

線量分布 （腹部にて測定）

2 mSv以下 
1 mSv以下 1 mSvを超え 計2 mSvを超え

5 mSv以下 
5 mSvを 
超える  
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（人）

発電所名 期  間

 第１四半期 17 0 0 0 17

中国電力（株）  第２四半期 14 0 0 0 14

島根原子力発電所  第３四半期 20 0 0 0 20

 第４四半期 15 0 0 0 15

 第１四半期 12 0 0 0 12

四国電力（株）  第２四半期 16 0 0 0 16

伊方発電所  第３四半期 16 0 0 0 16

 第４四半期 13 0 0 0 13

 第１四半期 15 0 0 0 15

九州電力（株）  第２四半期 13 1 0 0 14

玄海原子力発電所  第３四半期 8 0 0 0 8

 第４四半期 12 1 0 0 13

 第１四半期 2 0 0 0 2

九州電力（株）  第２四半期 0 0 0 0 0

川内原子力発電所  第３四半期 0 0 0 0 0

 第４四半期 2 0 0 0 2

 第１四半期 22 0 0 0 22

日本原子力発電（株）  第２四半期 16 0 0 0 16

東海発電所  第３四半期 13 0 0 0 13

 第４四半期 11 0 0 0 11

 第１四半期 26 0 0 0 26

日本原子力発電（株）  第２四半期 23 0 0 0 23

東海第二発電所  第３四半期 24 0 0 0 24

 第４四半期 20 0 0 0 20

 第１四半期 10 0 0 0 10

日本原子力発電（株）  第２四半期 16 0 0 0 16

敦賀発電所  第３四半期 8 0 0 0 8

 第４四半期 11 0 0 0 11

 第１四半期 311 0 0 0 311

 第２四半期 294 1 0 0 295

 第３四半期 285 0 0 0 285

 第４四半期 202 1 1 0 204

 総　合　計  

線量分布 （腹部にて測定）

計1 mSv以下 1 mSvを超え 2 mSvを超え 5 mSvを 
2 mSv以下 5 mSv以下 超える  
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②研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設 （人）

施 設 名 期  間

 第１四半期 1 0 0 0 1

(独)日本原子力研究開発機構  第２四半期 1 0 0 0 1

原子炉廃止措置研究開発センター  第３四半期 2 0 0 0 2

 第４四半期 1 0 0 0 1

 第１四半期 5 0 0 0 5

(独)日本原子力研究開発機構  第２四半期 5 0 0 0 5

高速増殖原型炉もんじゅ  第３四半期 6 0 0 0 6

 第４四半期 5 0 0 0 5

 第１四半期 6 0 0 0 6

 第２四半期 6 0 0 0 6

 第３四半期 8 0 0 0 8

 第４四半期 6 0 0 0 6

③加工施設 （人）

施 設 名 期  間

 第１四半期 30 0 0 0 30

 第２四半期 30 0 0 0 30

 第３四半期 30 0 0 0 30

 第４四半期 30 0 0 0 30

 第１四半期 6 0 0 0 6

三菱原子燃料（株）  第２四半期 5 0 0 0 5

 第３四半期 5 0 0 0 5

 第４四半期 5 0 0 0 5

 第１四半期 10 0 0 0 10

原子燃料工業（株）  第２四半期 8 0 0 0 8

東海事業所  第３四半期 10 0 0 0 10

 第４四半期 8 0 0 0 8

 第１四半期 21 0 0 0 21

原子燃料工業（株）  第２四半期 21 0 0 0 21

熊取事業所  第３四半期 20 0 0 0 20

 第４四半期 20 0 0 0 20

 第１四半期 3 0 0 0 3

(独)日本原子力研究開発機構  第２四半期 6 0 0 0 6

ウラン濃縮原型プラント  第３四半期 5 0 0 0 5

 第４四半期 5 0 0 0 5

 第１四半期 3 0 0 0 3

日本原燃（株）  第２四半期 6 0 0 0 6

濃縮・埋設事業所  第３四半期 5 0 0 0 5

（加工施設）  第４四半期 3 0 0 0 3

 第１四半期 73 0 0 0 73

 第２四半期 76 0 0 0 76

 第３四半期 75 0 0 0 75

 第４四半期 71 0 0 0 71

（株）グローバル・
ニュークリア・フュエル・
ジャパン

1 mSv以下 1 mSvを超え

線量分布 （腹部にて測定）

 総　合　計  

 総　合　計  

計2 mSvを超え

5 mSv以下 

5 mSvを 

超える  

線量分布 （腹部にて測定）

2 mSv以下 

計1 mSv以下 1 mSvを超え 2 mSvを超え 5 mSvを 

2 mSv以下 5 mSv以下 超える  
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④再処理施設 （人）

施 設 名 期  間

 第１四半期 9 0 0 0 9

(独)日本原子力研究開発機構  第２四半期 11 0 0 0 11

再処理施設  第３四半期 8 0 0 0 8

 第４四半期 6 0 0 0 6

 第１四半期 52 0 0 0 52

日本原燃（株）  第２四半期 52 0 0 0 52

再処理事業所  第３四半期 52 0 0 0 52

（再処理施設）  第４四半期 57 0 0 0 57

 第１四半期 61 0 0 0 61

 第２四半期 63 0 0 0 63

 第３四半期 60 0 0 0 60

 第４四半期 63 0 0 0 63

⑤廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設 （人）

施 設 名 期  間

 第１四半期 1 0 0 0 1

日本原燃（株）  第２四半期 1 0 0 0 1

濃縮・埋設事業所  第３四半期 1 0 0 0 1

（廃棄物埋設施設）  第４四半期 1 0 0 0 1

 第１四半期 13 0 0 0 13

日本原燃（株）  第２四半期 10 0 0 0 10

再処理事業所  第３四半期 12 0 0 0 12

（廃棄物管理施設）  第４四半期 10 0 0 0 10

 第１四半期

(独)日本原子力研究開発機構  第２四半期

廃棄物埋設施設  第３四半期

 第４四半期

 第１四半期 0 0 0 0 0

(独)日本原子力研究開発機構  第２四半期 0 0 0 0 0

廃棄物管理施設  第３四半期 0 0 0 0 0

 第４四半期 0 0 0 0 0

 第１四半期 14 0 0 0 14

 第２四半期 11 0 0 0 11

 第３四半期 13 0 0 0 13

 第４四半期 11 0 0 0 11

 総　合　計  

線量分布 （腹部にて測定）

線量分布 （腹部にて測定）

 総　合　計  

計1 mSv以下 1 mSvを超え 2 mSvを超え 5 mSvを 

2 mSv以下 5 mSv以下 超える  

計1 mSv以下 1 mSvを超え 2 mSvを超え 5 mSvを 

2 mSv以下 5 mSv以下 超える  
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.
0
4

0
.
0
3

総
線
量

総
線
量

そ
の
他

1
.
3
0

0
.
5
6

1
.
2
4

1
.
3
7

0
.
9
9

0
.
6
3

1
.
2
1

2
.
9
9

2
.
2
7

0
.
9
9

そ
の
他

0
0
.
0
2

0
.
1
3

0
.
0
4

0
.
3
6

0
.
4
2

0
.
3
5

(
人
・
S
v
)

(
人
・
S
v
)

合
　
計

1
.
3
7

0
.
5
9

1
.
3
0

1
.
4
2

1
.
0
4

0
.
6
6

1
.
2
4

3
.
0
3

2
.
3
3

1
.
0
3

合
　
計

0
0
.
0
3

0
.
1
5

0
.
0
6

0
.
3
9

0
.
4
6

0
.
3
8

社
　
員

0
.
2

0
.
1

0
.
2

0
.
2

0
.
2

0
.
1

0
.
1

0
.
1

0
.
1

0
.
1

社
　
員

0
0
.
1

0
.
1

0
.
1

0
.
1

0
.
2

0
.
1

平
均
線
量

平
均
線
量

そ
の
他

0
.
8

0
.
5

0
.
8

0
.
8

0
.
7

0
.
5

0
.
7

1
.
0

0
.
9

0
.
5

そ
の
他

0
0
.
0

0
.
1

0
.
0

0
.
2

0
.
2

0
.
2

(
m
Ｓ
v
)

(
m
Ｓ
v
)

合
　
計

0
.
7

0
.
4

0
.
7

0
.
7

0
.
6

0
.
4

0
.
6

0
.
9

0
.
8

0
.
4

合
　
計

0
0
.
0

0
.
1

0
.
0

0
.
2

0
.
2

0
.
2

　
　
　
原
子
炉
基
数

2
2

2
2

2
2

2
3

3
3

　
　
　
原
子
炉
基
数

1
1

1
1

1
1

1

（
 
２

 
）

東
北

電
力

（
株

）
女
川
原
子
力
発
電
所
の
線
量

（
 
４

 
）

東
京

電
力

（
株

）
福

島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
線
量

項
目

年
度

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

項
目

年
度

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0 *
1

社
　
員

4
5
1

4
2
0

4
0
7

4
0
4

4
4
3

4
5
1

4
2
5

4
7
5

4
6
1

4
8
6

社
　
員

8
6
1

8
4
0

9
2
1

9
2
3

1
,
0
1
8

1
,
0
7
1

1
,
0
8
0

1
,
0
9
6

1
,
1
0
8

－
放
射
線

放
射
線

業
務

そ
の
他

2
,
9
6
3

2
,
8
2
7

2
,
3
2
4

3
,
0
3
3

2
,
7
8
2

2
,
4
0
1

3
,
1
3
9

4
,
1
9
0

3
,
8
7
7

3
,
6
9
8

業
務

そ
の
他

8
,
2
8
0

8
,
7
0
3

8
,
9
8
8

7
,
2
8
5

7
,
5
8
0

8
,
1
5
9

8
,
7
0
7

9
,
2
6
0

9
,
1
9
5

－
従
事
者
数

従
事
者
数

(
人
)

合
　
計

3
,
4
1
4

3
,
2
4
7

2
,
7
3
1

3
,
4
3
7

3
,
2
2
5

2
,
8
5
2

3
,
5
6
4

4
,
6
6
5

4
,
3
3
8

4
,
1
8
4

(
人
)

合
　
計

9
,
1
4
1

9
,
5
4
3

9
,
9
0
9

8
,
2
0
8

8
,
5
9
8

9
,
2
3
0

9
,
7
8
7
1
0
,
3
5
6
1
0
,
3
0
3

－

社
　
員

0
.
0
7

0
.
0
8

0
.
0
8

0
.
0
9

0
.
0
7

0
.
0
7

0
.
0
9

0
.
0
6

0
.
0
9

0
.
0
9

社
　
員

0
.
6
8

0
.
7
0

0
.
9
7

0
.
6
9

0
.
7
6

0
.
9
0

0
.
7
8

0
.
7
5

0
.
8
5

－
総
線
量

総
線
量

そ
の
他

1
.
5
3

3
.
6
9

2
.
6
4

1
.
8
7

1
.
0
5

0
.
8
5

2
.
9
9

2
.
5
7

2
.
5
0

2
.
7
0

そ
の
他

1
7
.
3
2

2
4
.
0
3

2
1
.
6
6

2
0
.
3
6

1
4
.
7
3

1
6
.
6
0

1
5
.
3
0

1
4
.
0
5

1
4
.
0
0

－
(
人
・
S
v
)

(
人
・
S
v
)

合
　
計

1
.
6
0

3
.
7
6

2
.
7
2

1
.
9
6

1
.
1
2

0
.
9
2

3
.
0
8

2
.
6
3

2
.
5
9

2
.
7
8

合
　
計

1
8
.
0
1

2
4
.
7
2

2
2
.
6
3

2
1
.
0
4

1
5
.
5
0

1
7
.
5
0

1
6
.
0
8

1
4
.
8
0

1
4
.
8
5

－

社
　
員

0
.
2

0
.
2

0
.
2

0
.
2

0
.
2

0
.
2

0
.
2

0
.
1

0
.
2

0
.
2

社
　
員

0
.
8

0
.
8

1
.
0

0
.
7

0
.
7

0
.
8

0
.
7

0
.
7

0
.
8

－
平
均
線
量

平
均
線
量

そ
の
他

0
.
5

1
.
3

1
.
1

0
.
6

0
.
4

0
.
4

1
.
0

0
.
6

0
.
7

0
.
7

そ
の
他

2
.
1

2
.
8

2
.
4

2
.
8

1
.
9

2
.
0

1
.
8

1
.
5

1
.
5

－
(
m
Ｓ
v
)

(
m
Ｓ
v
)

合
　
計

0
.
5

1
.
2

1
.
0

0
.
6

0
.
4

0
.
3

0
.
9

0
.
6

0
.
6

0
.
7

合
　
計

2
.
0

2
.
6

2
.
3

2
.
6

1
.
8

1
.
9

1
.
6

1
.
4

1
.
4

－

　
　
　
原
子
炉
基
数

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

　
　
　
原
子
炉
基
数

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

*
1
：

東
日

本
大

震
災

の
影

響
の

た
め

、
現

在
事

業
者

に
お

い
て

評
価

中
。
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（
 
５
 
）
東
京
電
力
（
株
）
福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
の
線
量

（
 
７
 
）
中
部
電
力
（
株
）
浜
岡
原
子
力
発
電
所
の
線
量

項
目

年
度

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

項
目

年
度

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

*
1

社
　
員

5
4
5

5
4
3

6
2
9

6
2
6

6
1
9

6
6
3

6
8
2

6
8
5

6
9
9

－
社
　
員

7
7
8

6
9
1

7
1
4

7
1
7

6
5
7

6
6
6

6
7
3

6
7
1

7
1
5

7
3
7

放
射
線

放
射
線

業
務

そ
の
他

6
,
1
1
6

6
,
2
7
8

5
,
9
7
1

6
,
2
0
2

5
,
6
6
9

5
,
6
2
6

6
,
5
8
8

5
,
4
5
9

6
,
5
7
5

－
業
務

そ
の
他

4
,
7
1
6

4
,
9
1
0

4
,
3
4
0

4
,
6
1
8

3
,
8
5
4

3
,
9
3
6

3
,
8
9
3

3
,
5
7
9

3
,
7
1
2

3
,
8
6
2

従
事
者
数

従
事
者
数

(
人
)

合
　
計

6
,
6
6
1

6
,
8
2
1

6
,
6
0
0

6
,
8
2
8

6
,
2
8
8

6
,
2
8
9

7
,
2
7
0

6
,
1
4
4

7
,
2
7
4

－
(
人
)

合
　
計

5
,
4
9
4

5
,
6
0
1

5
,
0
5
4

5
,
3
3
5

4
,
5
1
1

4
,
6
0
2

4
,
5
6
6

4
,
2
5
0

4
,
4
2
7

4
,
5
9
9

社
　
員

0
.
1
9

0
.
1
7

0
.
1
9

0
.
1
6

0
.
1
6

0
.
1
8

0
.
2
2

0
.
2
1

0
.
1
9

－
社
　
員

0
.
4
7

0
.
6
3

0
.
4
4

0
.
3
6

0
.
3
4

0
.
3
5

0
.
3
7

0
.
2
9

0
.
2
8

0
.
2
7

総
線
量

総
線
量

そ
の
他

3
.
6
3

6
.
0
5

8
.
2
4

5
.
4
5

4
.
1
5

3
.
4
4

6
.
6
0

3
.
5
8

3
.
6
7

－
そ
の
他

9
.
8
3

1
1
.
6
7

1
0
.
6
1

6
.
6
6

3
.
1
4

6
.
3
1

5
.
0
8

1
.
7
4

3
.
0
9

4
.
4
6

(
人
・
S
v
)

(
人
・
S
v
)

合
　
計

3
.
8
2

6
.
2
3

8
.
4
3

5
.
6
1

4
.
3
1

3
.
6
2

6
.
8
3

3
.
7
9

3
.
8
7

－
合
　
計

1
0
.
3
0

1
2
.
2
9

1
1
.
0
5

7
.
0
3

3
.
4
9

6
.
6
6

5
.
4
5

2
.
0
3

3
.
3
6

4
.
7
2

社
　
員

0
.
4

0
.
3

0
.
3

0
.
3

0
.
3

0
.
3

0
.
3

0
.
3

0
.
3

－
社
　
員

0
.
6

0
.
9

0
.
6

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
4

0
.
4

0
.
4

平
均
線
量

平
均
線
量

そ
の
他

0
.
6

1
.
0

1
.
4

0
.
9

0
.
7

0
.
6

1
.
0

0
.
7

0
.
6

－
そ
の
他

2
.
1

2
.
4

2
.
4

1
.
4

0
.
8

1
.
6

1
.
3

0
.
5

0
.
8

1
.
2

(
m
Ｓ
v
)

(
m
Ｓ
v
)

合
　
計

0
.
6

0
.
9

1
.
3

0
.
8

0
.
7

0
.
6

0
.
9

0
.
6

0
.
5

－
合
　
計

1
.
9

2
.
2

2
.
2

1
.
3

0
.
8

1
.
4

1
.
2

0
.
5

0
.
8

1
.
0

　
　
　
原
子
炉
基
数

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

　
　
　
原
子
炉
基
数

4
4

5
5

5
5

5
5

5
5

（
 
６
 
）
東
京
電
力
（
株
）
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
の
線
量

（
 
８
 
）
北
陸
電
力
（
株
）
志
賀
原
子
力
発
電
所
の
線
量

項
目

年
度

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

項
目

年
度

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

社
　
員

9
4
0

9
4
6

9
9
4

9
9
7

1
,
0
5
1

1
,
0
8
5

1
,
1
9
7

1
,
1
5
3

1
,
1
6
9

1
,
1
6
1

社
　
員

2
7
4

2
8
9

2
7
4

3
3
5

3
1
5

3
0
9

3
6
6

3
5
4

3
7
3

3
9
3

放
射
線

放
射
線

業
務

そ
の
他

6
,
3
9
2

6
,
6
2
4

6
,
3
3
1

5
,
8
2
2

7
,
0
4
8

6
,
6
7
3

7
,
2
9
4

9
,
6
1
6

9
,
4
1
7

7
,
7
7
5

業
務

そ
の
他

1
,
7
4
5

6
7
6

2
,
0
3
5

2
,
1
6
5

2
,
4
5
5

2
,
7
3
2

2
,
3
4
5

2
,
2
7
3

2
,
4
1
3

2
,
9
1
3

従
事
者
数

従
事
者
数

(
人
)

合
　
計

7
,
3
3
2

7
,
5
7
0

7
,
3
2
5

6
,
8
1
9

8
,
0
9
9

7
,
7
5
8

8
,
4
9
1
1
0
,
7
6
9
1
0
,
5
8
6

8
,
9
3
6

(
人
)

合
　
計

2
,
0
1
9

9
6
5

2
,
3
0
9

2
,
5
0
0

2
,
7
7
0

3
,
0
4
1

2
,
7
1
1

2
,
6
2
7

2
,
7
8
6

3
,
3
0
6

社
　
員

0
.
4
8

0
.
4
4

0
.
5
3

0
.
4
0

0
.
4
2

0
.
3
7

0
.
3
1

0
.
2
3

0
.
2
8

0
.
2
7

社
　
員

0
.
0
7

0
.
0
3

0
.
1
0

0
.
0
8

0
.
0
4

0
.
0
7

0
.
0
1

0
.
0
9

0
.
0
5

0
.
1
1

総
線
量

総
線
量

そ
の
他

7
.
7
0

7
.
9
6

1
3
.
7
8

5
.
2
4

8
.
9
6

6
.
2
4

7
.
3
1

1
0
.
4
8

5
.
4
3

4
.
3
2

そ
の
他

1
.
0
8

0
.
1
5

3
.
2
5

1
.
1
7

0
.
6
8

0
.
8
6

0
.
4
6

2
.
2
9

0
.
2
6

1
.
5
5

(
人
・
S
v
)

(
人
・
S
v
)

合
　
計

8
.
1
9

8
.
3
9

1
4
.
3
1

5
.
6
4

9
.
3
8

6
.
6
1

7
.
6
2

1
0
.
7
2

5
.
7
1

4
.
5
9

合
　
計

1
.
1
4

0
.
1
8

3
.
3
6

1
.
2
5

0
.
7
3

0
.
9
3

0
.
4
7

2
.
3
7

0
.
3
2

1
.
6
6

社
　
員

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
4

0
.
4

0
.
3

0
.
3

0
.
2

0
.
2

0
.
2

社
　
員

0
.
2

0
.
1

0
.
4

0
.
2

0
.
1

0
.
2

0
.
0

0
.
2

0
.
1

0
.
3

平
均
線
量

平
均
線
量

そ
の
他

1
.
2

1
.
2

2
.
2

0
.
9

1
.
3

0
.
9

1
.
0

1
.
1

0
.
6

0
.
6

そ
の
他

0
.
6

0
.
2

1
.
6

0
.
5

0
.
3

0
.
3

0
.
2

1
.
0

0
.
1

0
.
5

(
m
Ｓ
v
)

(
m
Ｓ
v
)

合
　
計

1
.
1

1
.
1

2
.
0

0
.
8

1
.
2

0
.
9

0
.
9

1
.
0

0
.
5

0
.
5

合
　
計

0
.
6

0
.
2

1
.
5

0
.
5

0
.
3

0
.
3

0
.
2

0
.
9

0
.
1

0
.
5

　
　
　
原
子
炉
基
数

7
7

7
7

7
7

7
7

7
7

　
　
　
原
子
炉
基
数

1
1

1
1

2
2

2
2

2
2
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（
 
９

 
）

関
西

電
力

（
株
）
美
浜
発
電
所
の
線
量

（
 
１

１
 
）

関
西

電
力

（
株

）
大
飯
発
電
所
の
線
量

項
目

年
度

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

項
目

年
度

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

社
　
員

4
5
3

4
5
2

4
0
4

3
9
8

4
3
1

4
2
6

4
3
6

4
4
6

4
5
5

4
6
5

社
　
員

5
1
2

5
1
3

4
8
8

4
5
3

5
1
4

5
1
7

4
9
2

4
9
3

5
0
1

5
0
3

放
射
線

放
射
線

業
務

そ
の
他

2
,
8
4
9

2
,
5
4
1

2
,
9
2
0

2
,
2
2
4

2
,
6
2
5

2
,
5
0
0

2
,
9
7
8

2
,
8
2
1

3
,
6
3
7

3
,
2
6
1

業
務

そ
の
他

3
,
7
5
6

3
,
0
3
3

3
,
0
3
7

3
,
8
9
4

3
,
2
2
0

3
,
5
3
6

3
,
4
5
9

4
,
0
4
0

4
,
6
6
2

5
,
1
5
7

従
事
者
数

従
事
者
数

(
人
)

合
　
計

3
,
3
0
2

2
,
9
9
3

3
,
3
2
4

2
,
6
2
2

3
,
0
5
6

2
,
9
2
6

3
,
4
1
4

3
,
2
6
7

4
,
0
9
2

3
,
7
2
6

(
人
)

合
　
計

4
,
2
6
8

3
,
5
4
6

3
,
5
2
5

4
,
3
4
7

3
,
7
3
4

4
,
0
5
3

3
,
9
5
1

4
,
5
3
3

5
,
1
6
3

5
,
6
6
0

社
　
員

0
.
1
2

0
.
1
0

0
.
1
2

0
.
0
6

0
.
0
7

0
.
0
8

0
.
0
8

0
.
0
8

0
.
1
3

0
.
1
2

社
　
員

0
.
2
3

0
.
2
0

0
.
2
2

0
.
3
1

0
.
3
3

0
.
3
1

0
.
2
7

0
.
3
5

0
.
3
2

0
.
3
7

総
線
量

総
線
量

そ
の
他

3
.
4
1

3
.
4
6

2
.
6
8

0
.
9
5

1
.
8
5

1
.
5
8

2
.
3
7

2
.
9
3

3
.
8
3

3
.
5
3

そ
の
他

5
.
4
6

4
.
1
5

4
.
8
1

6
.
4
3

6
.
0
3

8
.
6
4

6
.
9
3

8
.
6
5

1
4
.
5
0

1
4
.
1
7

(
人
・
S
v
)

(
人
・
S
v
)

合
　
計

3
.
5
3

3
.
5
6

2
.
8
0

1
.
0
1

1
.
9
2

1
.
6
6

2
.
4
5

3
.
0
1

3
.
9
6

3
.
6
5

合
　
計

5
.
6
9

4
.
3
5

5
.
0
3

6
.
7
4

6
.
3
6

8
.
9
6

7
.
2
0

9
.
0
0

1
4
.
8
2

1
4
.
5
4

社
　
員

0
.
3

0
.
2

0
.
3

0
.
2

0
.
2

0
.
2

0
.
2

0
.
2

0
.
3

0
.
3

社
　
員

0
.
4

0
.
4

0
.
5

0
.
7

0
.
6

0
.
6

0
.
5

0
.
7

0
.
6

0
.
7

平
均
線
量

平
均
線
量

そ
の
他

1
.
2

1
.
4

0
.
9

0
.
4

0
.
7

0
.
6

0
.
8

1
.
0

1
.
1

1
.
1

そ
の
他

1
.
5

1
.
4

1
.
6

1
.
7

1
.
9

2
.
4

2
.
0

2
.
1

3
.
1

2
.
7

(
m
Ｓ
v
)

(
m
Ｓ
v
)

合
　
計

1
.
1

1
.
2

0
.
8

0
.
4

0
.
6

0
.
6

0
.
7

0
.
9

1
.
0

1
.
0

合
　
計

1
.
3

1
.
2

1
.
4

1
.
6

1
.
7

2
.
2

1
.
8

2
.
0

2
.
9

2
.
6

　
　
　
原
子
炉
基
数

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

　
　
　
原
子
炉
基
数

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

（
 
１

０
 
）

関
西

電
力

（
株
）
高
浜
発
電
所
の
線
量

（
 
１

２
 
）

中
国

電
力

（
株

）
島
根
原
子
力
発
電
所
の
線
量

項
目

年
度

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

項
目

年
度

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

社
　
員

4
9
0

5
0
6

4
7
6

4
5
9

4
8
9

4
7
3

4
8
2

5
2
5

4
8
4

5
2
4

社
　
員

3
6
0

3
5
2

3
3
8

3
0
9

2
7
5

3
3
7

3
5
9

3
6
3

3
8
3

5
3
8

放
射
線

放
射
線

業
務

そ
の
他

3
,
3
8
3

3
,
2
8
0

3
,
4
0
7

3
,
0
9
2

2
,
7
7
9

3
,
1
2
1

3
,
8
7
7

4
,
2
3
2

4
,
1
4
8

4
,
4
7
5

業
務

そ
の
他

1
,
6
5
9

1
,
4
7
4

2
,
5
0
7

2
,
6
2
1

2
,
0
7
8

2
,
3
2
6

2
,
6
6
0

2
,
1
5
8

2
,
4
3
9

3
,
1
9
4

従
事
者
数

従
事
者
数

(
人
)

合
　
計

3
,
8
7
3

3
,
7
8
6

3
,
8
8
3

3
,
5
5
1

3
,
2
6
8

3
,
5
9
4

4
,
3
5
9

4
,
7
5
7

4
,
6
3
2

4
,
9
9
9

(
人
)

合
　
計

2
,
0
1
9

1
,
8
2
6

2
,
8
4
5

2
,
9
3
0

2
,
3
5
3

2
,
6
6
3

3
,
0
1
9

2
,
5
2
1

2
,
8
2
2

3
,
7
3
2

社
　
員

0
.
1
2

0
.
1
2

0
.
1
5

0
.
1
3

0
.
1
4

0
.
1
2

0
.
1
5

0
.
1
4

0
.
1
3

0
.
1
2

社
　
員

0
.
1
9

0
.
2
2

0
.
2
9

0
.
1
6

0
.
1
3

0
.
2
0

0
.
2
4

0
.
2
0

0
.
2
2

0
.
1
3

総
線
量

総
線
量

そ
の
他

5
.
7
3

3
.
9
4

4
.
6
3

3
.
9
2

3
.
4
8

3
.
5
7

6
.
9
3

8
.
5
5

7
.
0
5

6
.
0
5

そ
の
他

0
.
8
1

1
.
1
0

4
.
0
1

3
.
7
3

2
.
0
2

1
.
9
7

4
.
7
8

2
.
5
6

3
.
0
3

6
.
0
7

(
人
・
S
v
)

(
人
・
S
v
)

合
　
計

5
.
8
5

4
.
0
6

4
.
7
7

4
.
0
5

3
.
6
2

3
.
6
9

7
.
0
8

8
.
6
9

7
.
1
8

6
.
1
7

合
　
計

1
.
0
1

1
.
3
2

4
.
3
0

3
.
8
8

2
.
1
5

2
.
1
7

5
.
0
1

2
.
7
7

3
.
2
5

6
.
2
0

社
　
員

0
.
2

0
.
2

0
.
3

0
.
3

0
.
3

0
.
3

0
.
3

0
.
3

0
.
3

0
.
2

社
　
員

0
.
5

0
.
6

0
.
9

0
.
5

0
.
5

0
.
6

0
.
7

0
.
6

0
.
6

0
.
2

平
均
線
量

平
均
線
量

そ
の
他

1
.
7

1
.
2

1
.
4

1
.
3

1
.
3

1
.
1

1
.
8

2
.
0

1
.
7

1
.
4

そ
の
他

0
.
5

0
.
8

1
.
6

1
.
4

1
.
0

0
.
8

1
.
8

1
.
2

1
.
2

1
.
9

(
m
Ｓ
v
)

(
m
Ｓ
v
)

合
　
計

1
.
5

1
.
1

1
.
2

1
.
1

1
.
1

1
.
0

1
.
6

1
.
8

1
.
5

1
.
2

合
　
計

0
.
5

0
.
7

1
.
5

1
.
3

0
.
9

0
.
8

1
.
7

1
.
1

1
.
2

1
.
7

　
　
　
原
子
炉
基
数

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

　
　
　
原
子
炉
基
数

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

628



（
 
１

３
 
）

四
国

電
力

（
株
）
伊
方
発
電
所
の
線
量

（
 
１

５
 
）

九
州

電
力

（
株

）
川
内
原
子
力
発
電
所
の
線
量

項
目

年
度

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

項
目

年
度

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

社
　
員

4
1
9

4
0
1

4
0
1

2
8
8

2
9
4

2
7
9

2
8
0

2
8
9

3
2
1

3
5
2

社
　
員

2
5
8

2
3
4

2
5
2

2
4
7

2
5
1

2
5
4

2
6
1

2
9
3

2
8
7

2
8
0

放
射
線

放
射
線

業
務

そ
の
他

2
,
9
6
0

2
,
3
8
4

2
,
3
9
2

2
,
9
0
9

2
,
6
9
6

2
,
3
8
0

2
,
4
1
7

2
,
6
8
8

2
,
4
8
5

2
,
2
4
0

業
務

そ
の
他

1
,
6
0
6

1
,
6
3
0

2
,
0
7
4

2
,
2
3
8

1
,
7
0
7

1
,
6
1
2

2
,
8
4
2

3
,
6
5
9

2
,
2
2
5

2
,
3
2
5

従
事
者
数

従
事
者
数

(
人
)

合
　
計

3
,
3
7
9

2
,
7
8
5

2
,
7
9
3

3
,
1
9
7

2
,
9
9
0

2
,
6
5
9

2
,
6
9
7

2
,
9
7
7

2
,
8
0
6

2
,
5
9
2

(
人
)

合
　
計

1
,
8
6
4

1
,
8
6
4

2
,
3
2
6

2
,
4
8
5

1
,
9
5
8

1
,
8
6
6

3
,
1
0
3

3
,
9
5
2

2
,
5
1
2

2
,
6
0
5

社
　
員

0
.
1
6

0
.
1
1

0
.
0
9

0
.
0
5

0
.
0
3

0
.
0
4

0
.
0
4

0
.
0
4

0
.
0
4

0
.
0
3

社
　
員

0
.
0
5

0
.
0
5

0
.
0
9

0
.
0
9

0
.
0
5

0
.
0
5

0
.
0
9

0
.
1
0

0
.
0
4

0
.
0
5

総
線
量

総
線
量

そ
の
他

5
.
0
1

2
.
8
9

2
.
6
2

3
.
8
8

3
.
5
2

3
.
3
6

2
.
4
1

3
.
0
2

1
.
9
9

1
.
0
0

そ
の
他

1
.
5
6

1
.
4
4

3
.
5
9

4
.
3
2

1
.
6
5

1
.
1
9

4
.
9
4

6
.
4
4

2
.
9
2

2
.
4
4

(
人
・
S
v
)

(
人
・
S
v
)

合
　
計

5
.
1
6

3
.
0
0

2
.
7
1

3
.
9
3

3
.
5
5

3
.
4
0

2
.
4
6

3
.
0
6

2
.
0
3

1
.
0
3

合
　
計

1
.
6
1

1
.
4
9

3
.
6
8

4
.
4
1

1
.
7
0

1
.
2
3

5
.
0
3

6
.
5
3

2
.
9
6

2
.
5
0

社
　
員

0
.
4

0
.
3

0
.
2

0
.
2

0
.
1

0
.
1

0
.
2

0
.
1

0
.
1

0
.
1

社
　
員

0
.
2

0
.
2

0
.
4

0
.
3

0
.
2

0
.
2

0
.
4

0
.
3

0
.
1

0
.
2

平
均
線
量

平
均
線
量

そ
の
他

1
.
7

1
.
2

1
.
1

1
.
3

1
.
3

1
.
4

1
.
0

1
.
1

0
.
8

0
.
4

そ
の
他

1
.
0

0
.
9

1
.
7

1
.
9

1
.
0

0
.
7

1
.
7

1
.
8

1
.
3

1
.
1

(
m
Ｓ
v
)

(
m
Ｓ
v
)

合
　
計

1
.
5

1
.
1

1
.
0

1
.
2

1
.
2

1
.
3

0
.
9

1
.
0

0
.
7

0
.
4

合
　
計

0
.
9

0
.
8

1
.
6

1
.
8

0
.
9

0
.
7

1
.
6

1
.
7

1
.
2

1
.
0

　
　
　
原
子
炉
基
数

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

　
　
　
原
子
炉
基
数

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

（
 
１

４
 
）

九
州

電
力

（
株
）
玄
海
原
子
力
発
電
所
の
線
量

（
 
１

６
 
）

日
本

原
子

力
発

電
（
株
）
東
海
発
電
所
の
線
量

項
目

年
度

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

項
目

年
度

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

社
　
員

4
5
9

4
4
5

4
6
1

4
7
6

4
6
9

4
7
2

4
8
7

5
1
4

5
3
6

5
4
4

社
　
員

3
1
2

2
7
0

2
9
2

2
9
5

3
2
4

3
0
7

3
0
7

3
0
1

2
9
2

2
8
9

放
射
線

放
射
線

業
務

そ
の
他

4
,
1
3
7

3
,
1
8
8

2
,
9
3
5

3
,
2
2
0

3
,
0
9
1

3
,
3
1
6

3
,
1
8
7

3
,
4
0
4

4
,
0
2
3

4
,
2
1
8

業
務

そ
の
他

9
5
3

8
4
4

6
9
4

8
9
9

1
,
0
2
7

9
8
6

1
,
0
9
4

1
,
0
2
6

1
,
4
0
1

1
,
0
2
5

従
事
者
数

従
事
者
数

(
人
)

合
　
計

4
,
5
9
6

3
,
6
3
3

3
,
3
9
6

3
,
6
9
6

3
,
5
6
0

3
,
7
8
8

3
,
6
7
4

3
,
9
1
8

4
,
5
5
9

4
,
7
6
2

(
人
)

合
　
計

1
,
2
6
5

1
,
1
1
4

9
8
6

1
,
1
9
4

1
,
3
5
1

1
,
2
9
3

1
,
4
0
1

1
,
3
2
7

1
,
6
9
3

1
,
3
1
4

社
　
員

0
.
1
1

0
.
1
1

0
.
0
6

0
.
0
8

0
.
1
4

0
.
1
3

0
.
0
6

0
.
0
6

0
.
1
0

0
.
0
9

社
　
員

0
.
0
0

0
.
0
1

0
.
0
0

0
.
0
1

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
1

0
.
0
1

0
.
0
0

総
線
量

総
線
量

そ
の
他

4
.
9
8

4
.
9
7

2
.
7
3

3
.
4
7

3
.
7
5

3
.
9
9

2
.
7
3

2
.
6
9

4
.
2
6

4
.
8
8

そ
の
他

0
.
0
2

0
.
1
6

0
.
0
2

0
.
0
4

0
.
1
0

0
.
0
3

0
.
0
2

0
.
0
1

0
.
0
2

0
.
0
5

(
人
・
S
v
)

(
人
・
S
v
)

合
　
計

5
.
0
9

5
.
0
8

2
.
7
9

3
.
5
6

3
.
8
9

4
.
1
2

2
.
7
9

2
.
7
6

4
.
3
6

4
.
9
7

合
　
計

0
.
0
2

0
.
1
8

0
.
0
2

0
.
0
5

0
.
1
0

0
.
0
3

0
.
0
3

0
.
0
2

0
.
0
2

0
.
0
5

社
　
員

0
.
2

0
.
3

0
.
1

0
.
2

0
.
3

0
.
3

0
.
1

0
.
1

0
.
2

0
.
2

社
　
員

0
.
0

0
.
1

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

平
均
線
量

平
均
線
量

そ
の
他

1
.
2

1
.
6

0
.
9

1
.
1

1
.
2

1
.
2

0
.
9

0
.
8

1
.
1

1
.
2

そ
の
他

0
.
0

0
.
2

0
.
0

0
.
0

0
.
1

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

(
m
Ｓ
v
)

(
m
Ｓ
v
)

合
　
計

1
.
1

1
.
4

0
.
8

1
.
0

1
.
1

1
.
1

0
.
8

0
.
7

1
.
0

1
.
0

合
　
計

0
.
0

0
.
2

0
.
0

0
.
0

0
.
1

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

　
　
　
原
子
炉
基
数

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

　
　
　
原
子
炉
基
数

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
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（
 
１

７
 
）

日
本

原
子

力
発
電
（
株
）
東
海
第
二
発
電
所
の
線
量

（
 
１

９
 
）

Ｂ
Ｗ

Ｒ
の

線
量

合
計

項
目

年
度

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

項
目

年
度

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0 *
2

社
　
員

3
2
0

3
5
3

3
9
6

3
5
2

4
0
5

3
6
0

3
8
2

4
0
9

3
7
8

3
5
6

社
　
員

4
,
8
7
0

4
,
7
6
8

5
,
0
4
1

5
,
2
1
5

5
,
4
2
6

5
,
5
6
8

5
,
8
0
7

5
,
8
3
8

5
,
9
0
6

4
,
3
1
9

放
射
線

放
射
線

業
務

そ
の
他

2
,
9
6
7

2
,
9
9
4

3
,
4
2
9

2
,
1
7
1

3
,
8
8
5

2
,
6
1
7

2
,
5
8
6

3
,
5
1
7

5
,
0
6
5

1
,
9
3
1

業
務

そ
の
他

3
7
,
3
8
2

3
6
,
4
0
6

3
8
,
2
3
6

3
6
,
9
8
9

3
8
,
8
7
1

3
8
,
5
6
1

4
0
,
8
9
8

4
4
,
7
9
9

4
7
,
8
3
2

2
8
,
7
0
1

従
事
者
数

従
事
者
数

(
人
)

合
　
計

3
,
2
8
7

3
,
3
4
7

3
,
8
2
5

2
,
5
2
3

4
,
2
9
0

2
,
9
7
7

2
,
9
6
8

3
,
9
2
6

5
,
4
4
3

2
,
2
8
7

(
人
)

合
　
計

4
2
,
2
5
2

4
1
,
1
7
4

4
3
,
2
7
7

4
2
,
2
0
4

4
4
,
2
9
7

4
4
,
1
2
9

4
6
,
7
0
5

5
0
,
6
3
7

5
3
,
7
3
8

3
3
,
0
2
0

社
　
員

0
.
1
9

0
.
2
6

0
.
2
1

0
.
1
8

0
.
2
1

0
.
1
8

0
.
1
7

0
.
2
2

0
.
2
1

0
.
1
2

社
　
員

2
.
4
6

2
.
6
4

2
.
9
6

2
.
2
7

2
.
2
8

2
.
4
6

2
.
3
3

2
.
1
7

2
.
2
8

1
.
1

総
線
量

総
線
量

そ
の
他

3
.
0
7

2
.
4
8

3
.
0
2

0
.
6
7

5
.
7
0

1
.
7
2

0
.
8
4

3
.
3
7

6
.
5
4

0
.
4
8

そ
の
他

4
6
.
3
4

5
8
.
2
1

6
8
.
8
9

4
6
.
7
6

4
2
.
1
9

3
9
.
9
7

4
4
.
7
7

4
4
.
1
1

4
1
.
2
2

2
3
.
7
5

(
人
・
S
v
)

(
人
・
S
v
)

合
　
計

3
.
2
6

2
.
7
4

3
.
2
3

0
.
8
5

5
.
9
1

1
.
9
0

1
.
0
1

3
.
5
9

6
.
7
4

0
.
6
0

合
　
計

4
8
.
8
2

6
0
.
8
2

7
1
.
8
6

4
9
.
0
2

4
4
.
5
1

4
2
.
4
3

4
7
.
1
0

4
6
.
2
9

4
3
.
5
0

2
4
.
8
3

社
　
員

0
.
6

0
.
7

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
6

0
.
3

社
　
員

0
.
5

0
.
6

0
.
6

0
.
4

0
.
4

0
.
4

0
.
4

0
.
4

0
.
4

0
.
3

平
均
線
量

平
均
線
量

そ
の
他

1
.
0

0
.
8

0
.
9

0
.
3

1
.
5

0
.
7

0
.
3

1
.
0

1
.
3

0
.
2

そ
の
他

1
.
2

1
.
6

1
.
8

1
.
3

1
.
1

1
.
0

1
.
1

1
.
0

0
.
9

0
.
8

(
m
Ｓ
v
)

(
m
Ｓ
v
)

合
　
計

1
.
0

0
.
8

0
.
8

0
.
3

1
.
4

0
.
6

0
.
3

0
.
9

1
.
2

0
.
3

合
　
計

1
.
2

1
.
5

1
.
7

1
.
2

1
.
0

1
.
0

1
.
0

0
.
9

0
.
8

0
.
8

　
　
　
原
子
炉
基
数

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

　
　
　
原
子
炉
基
数

2
9

2
9

3
0

3
1

3
2

3
2

3
2

3
2

3
2

3
2

*
2
：
東
日
本
大
震
災
の
影
響
の
た
め
現
在
事
業
者
に
お
い
て
評
価
中
の
福
島
第
一
・
第
二
を
除
く
。

（
 
１

８
 
）

日
本

原
子

力
発
電
（
株
）
敦
賀
発
電
所
の
線
量

（
 
２

０
 
）

Ｐ
Ｗ

Ｒ
の

線
量

合
計

項
目

年
度

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

項
目

年
度

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

社
　
員

3
8
6

4
0
7

4
2
3

4
4
2

4
4
4

4
5
2

4
4
2

4
3
9

4
2
1

4
3
5

社
　
員

3
,
2
6
2

3
,
1
8
8

3
,
1
2
9

2
,
9
6
6

3
,
0
8
1

3
,
0
8
5

3
,
1
0
3

3
,
3
0
4

3
,
2
9
0

3
,
4
1
3

放
射
線

放
射
線

業
務

そ
の
他

3
,
5
2
4

3
,
2
0
0

3
,
3
9
6

3
,
6
9
8

2
,
7
0
8

3
,
5
1
7

4
,
0
4
7

3
,
9
7
5

4
,
5
7
9

5
,
0
6
0

業
務

そ
の
他

2
2
,
2
6
1

1
9
,
3
6
7

2
0
,
4
1
5

2
1
,
4
8
5

1
8
,
7
1
9

1
9
,
6
3
3

2
3
,
1
2
2

2
5
,
7
3
9

2
6
,
1
7
8

2
7
,
0
2
2

従
事
者
数

従
事
者
数

(
人
)

合
　
計

3
,
9
1
0

3
,
6
0
7

3
,
8
1
9

4
,
1
4
0

3
,
1
5
2

3
,
9
6
9

4
,
4
8
9

4
,
4
1
4

5
,
0
0
0

5
,
4
9
5

(
人
)

合
　
計

2
5
,
5
2
3

2
2
,
5
5
5

2
3
,
5
4
4

2
4
,
4
5
1

2
1
,
8
0
0

2
2
,
7
1
8

2
6
,
2
2
5

2
9
,
0
4
3

2
9
,
4
6
8

3
0
,
4
3
5

社
　
員

0
.
1
5

0
.
1
5

0
.
2
1

0
.
2
2

0
.
1
7

0
.
1
9

0
.
1
7

0
.
1
3

0
.
0
9

0
.
1
3

社
　
員

0
.
8
9

0
.
7
6

0
.
8
3

0
.
8
4

0
.
8
4

0
.
8
2

0
.
7
8

0
.
8
5

0
.
8
5

0
.
8
7

総
線
量

総
線
量

そ
の
他

2
.
2
5

1
.
9
4

3
.
0
7

5
.
2
1

1
.
9
4

3
.
0
3

4
.
1
2

4
.
7
2

3
.
1
7

6
.
1
2

そ
の
他

2
8
.
3
3

2
2
.
2
7

2
3
.
6
9

2
7
.
9
3

2
1
.
4
6

2
4
.
1
3

3
0
.
2
7

3
6
.
8
8

3
7
.
7
1

3
5
.
3
6

(
人
・
S
v
)

(
人
・
S
v
)

合
　
計

2
.
4
0

2
.
0
9

3
.
2
8

5
.
4
3

2
.
1
1

3
.
2
2

4
.
2
9

4
.
8
5

3
.
2
7

6
.
2
5

合
　
計

2
9
.
2
1

2
3
.
0
3

2
4
.
5
2

2
8
.
7
8

2
2
.
3
0

2
4
.
9
7

3
1
.
0
5

3
7
.
7
3

3
8
.
5
6

3
6
.
2
4

社
　
員

0
.
4

0
.
4

0
.
5

0
.
5

0
.
4

0
.
4

0
.
4

0
.
3

0
.
2

0
.
3

社
　
員

0
.
3

0
.
2

0
.
3

0
.
3

0
.
3

0
.
3

0
.
3

0
.
3

0
.
3

0
.
3

平
均
線
量

平
均
線
量

そ
の
他

0
.
6

0
.
6

0
.
9

1
.
4

0
.
7

0
.
9

1
.
0

1
.
2

0
.
7

1
.
2

そ
の
他

1
.
3

1
.
1

1
.
2

1
.
3

1
.
1

1
.
2

1
.
3

1
.
4

1
.
4

1
.
3

(
m
Ｓ
v
)

(
m
Ｓ
v
)

合
　
計

0
.
6

0
.
6

0
.
9

1
.
3

0
.
7

0
.
8

1
.
0

1
.
1

0
.
7

1
.
1

合
　
計

1
.
1

1
.
0

1
.
0

1
.
2

1
.
0

1
.
1

1
.
2

1
.
3

1
.
3

1
.
2

　
　
　
原
子
炉
基
数

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

　
　
　
原
子
炉
基
数

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
4

2
4

2
4

630



（
 
２

１
 
）

原
子

力
発

電
所
の
総
合
計

（
 
２

３
 
）

（
独

）
日

本
原

子
力
研
究
開
発
機
構
 
高
速
増
殖
原
型
炉
も
ん
じ
ゅ
の
線
量

項
目

年
度

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

項
目

年
度

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

*
2

社
　
員

8
,
1
6
1

7
,
9
6
9

8
,
1
7
1

8
,
1
9
4

8
,
5
2
2

8
,
6
5
2

8
,
8
9
0

9
,
1
3
2

9
,
2
1
0

7
,
7
0
1

社
　
員

2
4
0

2
3
6

2
3
2

2
3
6

2
4
2

2
5
1

2
5
5

3
1
4

3
3
1

3
6
0

放
射
線

放
射
線

業
務

そ
の
他

5
9
,
6
5
0

5
5
,
8
2
6

5
8
,
4
4
2

5
8
,
5
1
0

5
7
,
8
0
0

5
8
,
2
4
3

6
4
,
1
3
4

7
0
,
5
5
2

7
4
,
2
7
9

5
5
,
2
6
0

業
務

そ
の
他

7
1
4

7
3
4

6
7
0

6
2
9

9
4
9

1
,
0
4
4

9
0
6

1
,
0
2
2

1
,
0
8
1

1
,
4
1
2

従
事
者
数

従
事
者
数

(
人
)

合
　
計

6
7
,
8
1
1

6
3
,
7
9
5

6
6
,
6
1
3

6
6
,
7
0
4

6
6
,
3
2
2

6
6
,
8
9
5

7
3
,
0
2
4

7
9
,
6
8
4

8
3
,
4
8
9

6
2
,
9
6
1

(
人
)

合
　
計

9
5
4

9
7
0

9
0
2

8
6
5

1
,
1
9
1

1
,
2
9
5

1
,
1
6
1

1
,
3
3
6

1
,
4
1
2

1
,
7
7
2

社
　
員

3
.
3
5

3
.
4
1

3
.
8
0

3
.
1
2

3
.
1
2

3
.
2
8

3
.
1
1

3
.
0
3

3
.
1
3

1
.
9
7

社
　
員

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

総
線
量

総
線
量

そ
の
他

7
4
.
6
9

8
0
.
6
4

9
2
.
6
0

7
4
.
7
4

6
3
.
7
6

6
4
.
1
4

7
5
.
0
6

8
1
.
0
0

7
8
.
9
5

5
9
.
1
6

そ
の
他

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

(
人
・
S
v
)

(
人
・
S
v
)

合
　
計

7
8
.
0
5

8
4
.
0
3

9
6
.
4
1

7
7
.
8
6

6
6
.
9
1

6
7
.
4
3

7
8
.
1
8

8
4
.
0
4

8
2
.
0
8

6
1
.
1
2

合
　
計

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

社
　
員

0
.
4

0
.
4

0
.
5

0
.
4

0
.
4

0
.
4

0
.
3

0
.
3

0
.
3

0
.
3

社
　
員

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

平
均
線
量

平
均
線
量

そ
の
他

1
.
3

1
.
4

1
.
6

1
.
3

1
.
1

1
.
1

1
.
2

1
.
1

1
.
1

1
.
1

そ
の
他

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

(
m
Ｓ
v
)

(
m
Ｓ
v
)

合
　
計

1
.
2

1
.
3

1
.
4

1
.
2

1
.
0

1
.
0

1
.
1

1
.
1

1
.
0

1
.
0

合
　
計

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

　
　
　
原
子
炉
基
数

5
3

5
3

5
4

5
5

5
6

5
6

5
6

5
7

5
7

5
7

　
　
　
原
子
炉
基
数

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

（
 
２

２
）

（
独

）
日

本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
 
原
子
炉
廃
止
措
置

研
究

開
発

セ
ン

タ
ー

の
線

量
（

 
２

４
 
）

（
株

）
グ

ロ
ー

バ
ル
・
ニ
ュ
ー
ク
リ
ア
・
フ
ュ
エ
ル
・
ジ
ャ
パ
ン
の
線
量

項
目

年
度

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

項
目

年
度

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

社
　
員

1
9
7

1
8
8

1
4
4

1
1
2

1
0
3

1
0
4

1
0
5

1
0
3

1
0
8

1
1
9

社
　
員

3
3
5

3
4
2

3
4
6

3
4
1

3
5
0

3
8
7

3
9
0

4
0
5

4
1
7

4
2
7

放
射
線

放
射
線

業
務

そ
の
他

1
,
6
4
8

8
4
0

7
0
1

5
2
2

5
9
6

5
0
5

4
2
4

5
9
9

4
9
7

3
2
5

業
務

そ
の
他

2
3
4

2
7
7

2
9
5

3
2
6

3
8
0

3
4
8

2
7
3

2
6
3

2
7
7

2
4
4

従
事
者
数

従
事
者
数

(
人
)

合
　
計

1
,
8
4
5

1
,
0
2
8

8
4
5

6
3
4

6
9
9

6
0
9

5
2
9

7
0
2

6
0
5

4
4
4

(
人
)

合
　
計

5
6
9

6
1
9

6
4
1

6
6
7

7
3
0

7
3
5

6
6
3

6
6
8

6
9
4

6
7
1

社
　
員

0
.
1
8

0
.
1
4

0
.
0
6

0
.
0
3

0
.
0
1

0
.
0
2

0
.
0
1

0
.
0
4

0
.
0
2

0
.
0
3

社
　
員

0
.
1
0

0
.
1
1

0
.
1
0

0
.
0
7

0
.
0
4

0
.
0
7

0
.
0
8

0
.
0
9

0
.
0
8

0
.
0
6

総
線
量

総
線
量

そ
の
他

1
.
7
8

0
.
9
8

0
.
4
0

0
.
3
4

0
.
1
5

0
.
1
8

0
.
0
8

0
.
3
9

0
.
1
0

0
.
0
8

そ
の
他

0
.
0
0

0
.
0
1

0
.
0
3

0
.
0
1

0
.
0
0

0
.
0
2

0
.
0
1

0
.
0
1

0
.
0
1

0
.
0
0

(
人
・
S
v
)

(
人
・
S
v
)

合
　
計

1
.
9
6

1
.
1
2

0
.
4
6

0
.
3
7

0
.
1
6

0
.
2
0

0
.
0
9

0
.
4
3

0
.
1
1

0
.
1
1

合
　
計

0
.
1
0

0
.
1
1

0
.
1
3

0
.
0
8

0
.
0
4

0
.
0
9

0
.
0
9

0
.
1
0

0
.
0
8

0
.
0
6

社
　
員

0
.
9

0
.
8

0
.
4

0
.
2

0
.
1

0
.
2

0
.
1

0
.
4

0
.
1

0
.
2

社
　
員

0
.
3

0
.
3

0
.
3

0
.
2

0
.
1

0
.
2

0
.
2

0
.
2

0
.
2

0
.
1

平
均
線
量

平
均
線
量

そ
の
他

1
.
1

1
.
2

0
.
6

0
.
7

0
.
3

0
.
4

0
.
2

0
.
7

0
.
2

0
.
3

そ
の
他

0
.
0

0
.
0

0
.
1

0
.
0

0
.
0

0
.
1

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

(
m
Ｓ
v
)

(
m
Ｓ
v
)

合
　
計

1
.
1

1
.
1

0
.
5

0
.
6

0
.
2

0
.
3

0
.
2

0
.
6

0
.
2

0
.
3

合
　
計

0
.
2

0
.
2

0
.
2

0
.
1

0
.
1

0
.
1

0
.
1

0
.
1

0
.
1

0
.
1

　
　
　
原
子
炉
基
数

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
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（
 
２

５
 
）

三
菱

原
子

燃
料
（
株
）
の
線
量

（
 
２

７
 
）

原
子

燃
料

工
業

（
株
）
熊
取
事
業
所
の
線
量

項
目

年
度

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

項
目

年
度

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

社
　
員

2
7
8

2
7
4

2
7
4

2
7
2

2
8
4

3
3
5

3
5
0

3
7
9

3
9
7

4
1
4

社
　
員

2
4
5

2
5
7

2
5
4

2
8
3

2
6
0

2
5
4

2
3
7

2
5
7

2
2
7

2
4
9

放
射
線

放
射
線

業
務

そ
の
他

7
7

1
1
0

8
0

9
4

8
3

6
5

5
2

7
1

8
4

1
0
7

業
務

そ
の
他

1
7
8

1
7
3

2
1
7

2
2
1

2
3
5

1
9
5

2
0
0

1
6
3

1
3
0

1
4
5

従
事
者
数

従
事
者
数

(
人
)

合
　
計

3
5
5

3
8
4

3
5
4

3
6
6

3
6
7

4
0
0

4
0
2

4
5
0

4
8
1

5
2
1

(
人
)

合
　
計

4
2
3

4
3
0

4
7
1

5
0
4

4
9
5

4
4
9

4
3
7

4
2
0

3
5
7

3
9
4

社
　
員

0
.
1
1

0
.
1
1

0
.
1
1

0
.
0
8

0
.
0
8

0
.
1
0

0
.
1
0

0
.
1
0

0
.
0
7

0
.
0
8

社
　
員

0
.
0
6

0
.
0
5

0
.
0
5

0
.
0
6

0
.
0
4

0
.
0
4

0
.
0
4

0
.
0
4

0
.
0
5

0
.
0
5

総
線
量

総
線
量

そ
の
他

0
.
0
3

0
.
0
3

0
.
0
3

0
.
0
2

0
.
0
2

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

そ
の
他

0
.
0
1

0
.
0
0

0
.
0
2

0
.
0
1

0
.
0
1

0
.
0
1

0
.
0
1

0
.
0
1

0
.
0
0

0
.
0
0

(
人
・
S
v
)

(
人
・
S
v
)

合
　
計

0
.
1
4

0
.
1
5

0
.
1
3

0
.
1
0

0
.
1
0

0
.
1
0

0
.
1
0

0
.
1
0

0
.
0
7

0
.
0
9

合
　
計

0
.
0
7

0
.
0
5

0
.
0
8

0
.
0
7

0
.
0
5

0
.
0
5

0
.
0
5

0
.
0
5

0
.
0
5

0
.
0
5

社
　
員

0
.
4

0
.
4

0
.
4

0
.
3

0
.
3

0
.
3

0
.
3

0
.
3

0
.
2

0
.
2

社
　
員

0
.
2

0
.
2

0
.
2

0
.
2

0
.
2

0
.
2

0
.
2

0
.
2

0
.
2

0
.
2

平
均
線
量

平
均
線
量

そ
の
他

0
.
4

0
.
3

0
.
3

0
.
2

0
.
2

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

そ
の
他

0
.
1

0
.
0

0
.
1

0
.
1

0
.
0

0
.
1

0
.
0

0
.
1

0
.
0

0
.
0

(
m
Ｓ
v
)

(
m
Ｓ
v
)

合
　
計

0
.
4

0
.
4

0
.
4

0
.
3

0
.
3

0
.
3

0
.
2

0
.
2

0
.
2

0
.
2

合
　
計

0
.
2

0
.
1

0
.
2

0
.
2

0
.
1

0
.
1

0
.
1

0
.
1

0
.
1

0
.
1

（
 
２

６
 
）

原
子

燃
料

工
業
（
株
）
東
海
事
業
所
の
線
量

（
 
２

８
 
）

（
独

）
日

本
原

子
力
研
究
開
発
機
構
 
ウ
ラ
ン
濃
縮
原
型
プ
ラ
ン
ト
の
線
量

項
目

年
度

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

項
目

年
度

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

社
　
員

2
1
7

2
2
7

2
1
9

2
2
3

2
1
8

2
1
2

2
2
0

2
2
3

2
3
3

2
5
2

社
　
員

7
6

7
9

6
9

6
5

6
4

5
7

5
7

6
4

6
4

6
3

放
射
線

放
射
線

業
務

そ
の
他

1
1
8

1
0
3

1
0
0

1
4
1

2
2
6

1
5
6

1
5
3

2
1
8

1
3
8

1
3
7

業
務

そ
の
他

2
3
9

2
3
7

1
7
1

1
7
9

1
4
7

1
1
5

9
0

1
1
8

1
1
0

1
2
6

従
事
者
数

従
事
者
数

(
人
)

合
　
計

3
3
5

3
3
0

3
1
9

3
6
4

4
4
4

3
6
8

3
7
3

4
4
1

3
7
1

3
8
9

(
人
)

合
　
計

3
1
5

3
1
6

2
4
0

2
4
4

2
1
1

1
7
2

1
4
7

1
8
2

1
7
4

1
8
9

社
　
員

0
.
0
6

0
.
0
6

0
.
0
7

0
.
0
5

0
.
0
6

0
.
0
6

0
.
0
5

0
.
0
6

0
.
0
7

0
.
0
7

社
　
員

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

総
線
量

総
線
量

そ
の
他

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

そ
の
他

0
.
0
1

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

(
人
・
S
v
)

(
人
・
S
v
)

合
　
計

0
.
0
6

0
.
0
7

0
.
0
7

0
.
0
5

0
.
0
6

0
.
0
6

0
.
0
5

0
.
0
6

0
.
0
7

0
.
0
7

合
　
計

0
.
0
1

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

社
　
員

0
.
3

0
.
3

0
.
3

0
.
2

0
.
3

0
.
3

0
.
2

0
.
3

0
.
3

0
.
3

社
　
員

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

平
均
線
量

平
均
線
量

そ
の
他

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

そ
の
他

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

(
m
Ｓ
v
)

(
m
Ｓ
v
)

合
　
計

0
.
2

0
.
2

0
.
2

0
.
2

0
.
1

0
.
2

0
.
1

0
.
1

0
.
2

0
.
2

合
　
計

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

632



（
 
２

９
 
）

日
本

原
燃

（
株
）
濃
縮
・
埋
設
事
業
所
（
加
工
施
設
）
の

線
量

（
 
３

１
 
）

日
本

原
燃

（
株

）
再
処
理
事
業
所
（
再
処
理
施
設
）
の
線
量

項
目

年
度

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

項
目

年
度

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

社
　
員

1
9
0

1
6
8

1
6
0

1
3
5

1
1
9

1
0
3

1
1
0

1
4
2

1
5
7

1
8
1

社
　
員

2
7
7

4
0
5

6
1
8

1
,
0
4
2

1
,
2
5
8

1
,
4
7
2

1
,
6
0
5

1
,
3
9
2

1
,
3
1
4

1
,
2
6
9

放
射
線

放
射
線

業
務

そ
の
他

4
5
8

4
6
0

3
6
4

3
0
4

2
7
2

2
9
4

3
0
8

4
7
7

4
6
4

7
3
0

業
務

そ
の
他

9
3
8

1
,
8
1
7

3
,
4
1
6

3
,
2
3
5

4
,
6
7
1

4
,
4
7
3

4
,
8
3
9

4
,
1
7
8

4
,
3
3
6

4
,
2
4
6

従
事
者
数

従
事
者
数

(
人
)

合
　
計

6
4
8

6
2
8

5
2
4

4
3
9

3
9
1

3
9
7

4
1
8

6
1
9

6
2
1

9
1
1

(
人
)

合
　
計

1
,
2
1
5

2
,
2
2
2

4
,
0
3
4

4
,
2
7
7

5
,
9
2
9

5
,
9
4
5

6
,
4
4
4

5
,
5
7
0

5
,
6
5
0

5
,
5
1
5

社
　
員

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
1

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

社
　
員

0
.
0
0

0
.
0
2

0
.
0
4

0
.
0
1

0
.
0
1

0
.
0
2

0
.
0
5

0
.
0
2

0
.
0
4

0
.
0
3

総
線
量

総
線
量

そ
の
他

0
.
0
1

0
.
0
2

0
.
0
1

0
.
0
1

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

そ
の
他

0
.
0
6

0
.
7
6

1
.
8
4

0
.
1
7

0
.
1
2

0
.
1
9

1
.
0
1

0
.
2
8

0
.
4
8

0
.
4
1

(
人
・
S
v
)

(
人
・
S
v
)

合
　
計

0
.
0
1

0
.
0
2

0
.
0
1

0
.
0
1

0
.
0
1

0
.
0
1

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

合
　
計

0
.
0
6

0
.
7
8

1
.
8
8

0
.
1
8

0
.
1
3

0
.
2
1

1
.
0
5

0
.
3
0

0
.
5
2

0
.
4
3

社
　
員

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

社
　
員

0
.
0

0
.
0

0
.
1

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

平
均
線
量

平
均
線
量

そ
の
他

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

そ
の
他

0
.
1

0
.
4

0
.
5

0
.
1
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＊東日本大震災の影響のため、現在事業者において評価中の福島第一・福島第二を除く。
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ISOE の組 織 図 

OECD/NEA

CRPPH 

アジア 
技術センター 
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NEA 非加盟国
技術センター

IAEA 

 

欧州
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技術センター
イリノイ大学 

ISOE 運営委員会

ISOE 事務局 
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&IAEA 

ISOE 幹部会 

 

ⅩⅥ－3 職業被ばく情報システム 

（ＩＳＯＥ:Information System on Occupational Exposure） 
 
 

１．ISOE 設立の目的 

「職業被ばく情報システム (ISOE：Information System on Occupational 

Exposure)」は原子力発電所に係る被ばくデータを交換するためのシステムであ

り、原子力発電所の放射線業務従事者の放射線防護を目的としている。 

1987 年に、OECD/NEA でその設立の検討を開始し、1989 年にパイロットプロジ

ェクトを実施した。その成果を踏まえ、1991 年 10 月 2 日の運営会合で ISOE の

実施が承認され、1992 年１月より OECD/NEA 放射線防護・公衆衛生委員会（CRPPH: 

Committee on Radiation Protection and Public Health）の下に正式に発足し

た。 

また、OECD/NEA 非加盟国に対しても、IAEA を窓口として参加を募ることによ

り、全世界的な情報交換システムとして機能している。 

日本は 1992 年 4 月から参加している。 
 
 

２．組 織 

OECD/NEA と IAEA が共同で事務局となり、参加各国の規制当局および電気事業

者代表で構成される運営委員会（年 1 回開催）で基本的方針に関する意思決定

を行う。更に、ISOE 諸活動に関わる実務遂行の迅速化を図るため、運営委員会

の議長（1 名）、副議長（2 名）と前議長および各技術センターからなるビュー

ロー会合を年2〜3回開催する。アジア技術センター(原子力安全基盤機構(JNES)

に設置)をはじめ、欧州、北米および IAEA の 3 地域１国際機関に技術センター

が設置されており、参加者は各々の技術センターを通して技術的活動を行って

いる。2010 年 12 月末現在、26 ヶ国から 66 の原子力発電事業者と 24 の規制当

局が参加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※CEPN（フランス原子力防護評価研究所） 
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３．主な活動成果 

・ ISOE 国際及び地域シンポジウム 

各技術センターはシンポジウムを開催することで、放射線防護に関する良

好事例等の情報交換の有益な場を提供し、加盟国の ISOE の活動を促進して

いる。 

 

 

※2005年以降に開催されたシンポジウムを掲載（関連資料は ISOE ホームページより入手可） 

 

アジア技術センター

2010年8月（慶州、韓国） 2010年ISOEアジアALARAシンポジウム

2009年9月（青森、日本） 2009年ISOEアジアALARAシンポジウム

2008年11月（敦賀、日本） 2008年ISOE国際ALARAシンポジウム

2007年9月（ソウル、韓国） 2007年ISOEアジアALARAシンポジウム

2006年10月（湯沢、日本） 2006年ISOEアジアALARAシンポジウム

2005年11月（浜岡、日本） 2005年ISOEアジアALARAシンポジウム

欧州技術センター

2010年11月（ケンブリッジ、英国） 2010年ISOE国際ALARAシンポジウム

2008年6月（ツルク、フィンランド） 2008年ISOE欧州ALARAシンポジウム

2006年3月（エッセン、ドイツ） 2006年ISOE国際ALARAシンポジウム

北米技術センター

2010年1月（フォート・ローダーデール、フロリダ州、USA） 2010年ISOE北米ALARAシンポジウム

2009年1月（フォート・ローダーデール、フロリダ州、USA） 2009年ISOE北米ALARAシンポジウム

2008年1月（フォート・ローダーデール、フロリダ州、USA） 2008年ISOE北米ALARAシンポジウム

2007年1月（フォート・ローダーデール、フロリダ州、USA） 2007年ISOE国際ALARAシンポジウム

2006年1月（フォート・ローダーデール、フロリダ州、USA） 2006年ISOE北米ALARAシンポジウム

2005年1月（フォート・ローダーデール、フロリダ州、USA） 2005年ISOE国際ALARAシンポジウム

IAEA技術センター

2009年10月（ウィーン、オーストリア） 2009年ISOE国際ALARAシンポジウム
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世界の PWR 一炉当たり線量の推移 (2000-2009) 
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第五編 安全規制行政 
 

 

 

 

ⅩⅦ 安全規制行政 



 



ⅩⅦ－１ 安全規制行政の概要 

ⅩⅦ－１－１ 安全規制の概要 

 

原子力施設の設置、運転・操業に当たっては、原子力施設を設置する者の自主保

安管理体制によって安全を確保することが前提となるが、公共の安全の確保等の観

点から、経済産業大臣は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以

下「原子炉等規制法」という。）に基づき事業の指定・許可（原子炉の設置許可）、

設計及び工事の方法の認可、使用前検査、溶接検査、保安規定の認可、操業開始後

の施設定期検査、保安規定の遵守状況の検査並びに操業・運転管理監督まで一貫し

て厳正な安全規制を実施している。図ⅩⅦ－１－１にその概要を示す。 

発電用原子炉施設に対しては、電気事業法の規定に基づき工事計画認可、使用前

検査、溶接検査、定期検査等の安全規制も実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 原子炉施設内に核燃料物質が存在する場合には実施 

 図ⅩⅦ-1-1 原子力施設の安全規制の概要 

答申 

諮問 

設置許可等の申請 

・実用発電用原子炉及び研究開発段階にある発電用原子炉 

・製錬／加工／使用済燃料の貯蔵／廃棄（廃棄物埋設、廃棄物管理） 

・再処理 

・原子力委員会 

・原子力安全委員会 

規制行政庁による後続規制 

［建設段階］ 

 ・設計及び工事の方法の認可 

 ・使用前検査 

 ・燃料体検査 

 ・溶接安全管理検査 

 ・保安規定の認可 

［運転段階］ 

 ・施設定期検査 

 ・保安規定の遵守状況の検査 等 

［廃止段階］ 

 ・廃止措置計画認可 

 ・施設定期検査* 

 ・保安規定の遵守状況の検査 

 ・廃止措置の終了確認 

経済産業省

設置許可等
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ⅩⅦ－１－２ 発電用原子炉施設の安全規制 

発電用原子炉施設の安全規制は、原子炉等規制法及び電気事業法の規定に基づき

行われる。実用発電用原子炉のこれら安全規制の主要な流れを図 XⅦ－１－2 に示

す。 

 

1. 原子炉の設置許可 

実用発電用原子炉及び研究開発段階にある発電用原子炉を設置しようとする者

（以下この項において「設置者」という。）は、原子炉等規制法第２３条の規定に基

づき、その設置について経済産業大臣の許可を必要とする。 

設置者から原子炉の設置許可申請がなされると、経済産業省は当該原子炉の基本

設計が災害の防止上支障がないものであるかどうか等について審査を行う。なお、

その際、技術上の諸問題について、必要に応じ総合資源エネルギー調査会 原子力

安全・保安部会に所属する専門家の意見を聴いている。その後、経済産業大臣は、

その審査の結果について原子力委員会及び原子力安全委員会の意見を聴き、文部科

学大臣の同意を得た上で設置の許可を行っている。 

原子炉の設置許可の基準は次のとおり。 

(1) 原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 

(2) その許可をすることによって原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を

及ぼすおそれがないこと。 

(3) その者に原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があり、か

つ、原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。 

(4) 原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質（使用済燃料を含む｡）、核燃料

物質（原子核分裂生成物を含む。）によって汚染された物又は原子炉による災

害の防止上支障がないものであること。 

 

2. 技術基準 

電気事業法３９条第１項の規定に基づく原子力関係の技術基準としては、次のも

のがある。 

・ 発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令 

・ 発電用核燃料物質に関する技術基準を定める省令 

・ 電気設備に関する技術基準を定める省令 

設置者は、事業用電気工作物を技術基準に適合するように維持すべき義務が課せ

られている。また、技術基準は、電気事業法第４０条の規定による命令発令の基準

となるほか、第４７条の工事計画の認可、第４８条の工事計画の届出及び第４９条

の使用前検査の合格基準、第５４条の定期検査の合格基準ともなっており、きわめ

て重要なものである。 

同法第３９条第２項で規定されている技術基準を定めるに当たっての基本的な要

件は、以下のとおりである。 

(1) 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないように

すること。 
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(2) 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的

な障害を与えないようにすること。 

(3) 事業用電気工作物の損壊により一般電気事業者の電気の供給に著しい支障を

及ぼさないようにすること。 

(4) 事業用電気工作物が一般電気事業の用に供される場合にあっては、その事業用

電気工作物の損壊によりその一般電気事業に係る電気の供給に著しい支障を

生じないようにすること。 

研究開発段階発電用原子炉施設については、さらに原子炉等規制法により工事、

維持、運用に関し、保安の確保上必要な技術的事項を技術基準として定め所要の規

制を行っている。 

技術基準は、研究開発段階発電用原子炉施設を設置するに当たり、設計及び工事

の方法の認可基準、使用前検査の合格基準、施設定期検査の合格基準等となってい

る。原子炉規制法に基づき規定する具体的な基準には、次のものがある。 

・ 研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第９

条（性能の技術上の基準） 

・ 研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設計及び工事の方法の技術基準

に関する規則 

・ 研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の溶接の技術基準に関する規則 

 

3. 工事計画の認可 

公共の安全の確保上特に重要な事業用電気工作物の設置又は変更の工事について

は、その工事の計画を認可の対象としている（電気事業法第４７条）。 

認可の基準は電気事業法第４７条第３項に掲げられており、その工事の計画が次

の各号に適合することとなっている。 

(1) その事業用電気工作物が、電気事業法第３９条第１項の経済産業省令で定める

技術基準に適合しないものでないこと。 

(2) 事業用電気工作物が一般電気事業の用に供される場合にあっては、その事業用

電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。 

(3) 特定対象事業に係るものにあっては、その特定対象事業に係る第４６条の１７

第２項の規定による通知に係る評価書に従っているものであること。 

(4) 環境影響評価法第２条第３項に規定する第２種事業（特定対象事業を除く。）

に係るものにあっては、同法第４条第３項第２号（同条第４項及び同法第２９

条第２項において準用する場合を含む。）の措置がとられたものであること。 

研究開発段階発電用原子炉施設については、さらに原子炉等規制法第２７条の規

定による設計及び工事の方法の認可を受けなければならないこととなっている。 

なお、認可の基準は、原子炉等規制法第２７条第３項の規定に適合することが求

められている。 

 

4. 原子力発電所の検査 

検査は、工事計画等の許認可届出制度及び自主保安管理体制と相まって原子力発

645



電所の保安を確保するための重要事項の一つであり、電気事業法においては、使用

前検査、燃料体検査、溶接安全管理検査、定期検査、原子炉等規制法においては保

安規定の遵守状況の検査（保安検査）及び立入検査がある。 

一方、研究開発段階発電用原子炉施設は、原子炉等規制法において電気事業法と

同様に使用前検査、溶接検査及び施設定期検査がある。 

なお、両法律の適用を受ける当該施設では、検査の内容について両法律間に実質

的な差異がほとんど認められないことから、最終的な機能検査を除いた大半の検査

項目について電気事業法では、原子炉等規制法上の検査結果を部分的に活用してい

る。 

(1) 使用前検査（電気事業法第４９条） 

① 検査の目的 

使用前検査は、工事計画の認可・届出という計画段階での規制に対応して実

際の工事が計画通りに行われているか否か等を確認するものである。 

② 検査対象工作物 

検査の対象となるのは、電気事業法第４７条の許可を受け、又は同法第４８

条の届出をして設置又は変更の工事をする電気工作物であり、具体的には許可

を受け、又は届出をした際の工事計画書に記載されている電気工作物のことで

ある。 

③ 検査の合格基準 

電気事業法第４９条第２項に定められており、その電気工作物が次のいずれ

にも適合しているときに合格となる。 

一  実際の工事が許可を受け、又は届出をした工事の計画に従って行われてい

ること。 

二  電気事業法第３９条第１項の経済産業省令で定める技術基準に適合しない

ものでないこと。 

④ 検査の時期及び方法 

検査は電気事業法施行規則第６９条各号に定められている工事の工程ごとに

受けることとされている。これは、工事の実施中にみなければ合格基準に適合

しているか否かを確認することができない事項及び安全確保上その時点で確認

しておかなければならない事項もあること等によるものである。また、検査は、

工事の工程ごとに所要の事項を確認するために行われるものであることから、

そのときどきの検査の対象・方法及び内容等は工事の内容に応じてそれぞれ定

まってくるものである。原子力発電所の場合の検査を受ける工事の工程及び検

査の内容等は次のとおりである（電気事業法施行規則第６９条）。 

イ  原子炉本体、原子冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管

理設備、廃棄設備又は原子炉格納施設については、構造、強度又は漏えいに

係る試験をすることができる状態になった時。 

ロ  蒸気タービンについては蒸気タービンの車室の下半部の据付けが完了した

時及び補助ボイラーの本体の組立てが完了した時。 

ハ 原子炉に燃料を装入することができる状態になった時。 
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原子力設備関係の工事がほぼ完了した段階で行われる燃料装荷前検査と

いわれるもので、発電所の安全確保の観点から原子炉に燃料を装荷する前に

確認しなければならない系統及び燃料を装入した後では確認することが困

難である系統について、これらが工事計画書記載の機能、性能を発揮するか

どうか、技術基準に適合しないものでないかについて確認するものである。 

ニ 原子炉の臨界操作を開始することができる状態になった時。 

この段階では主に炉の特性についての検査が行われ、初期臨界試験を実施

し核的特性が工事計画書等に記載の設計値と合致するかどうか確認するも

のである。 

ホ 工事の計画に係るすべての工事が完了した時 

工事計画書に記載されている全設備を対象として行われるもので、イ～ホ

の工程における検査により各設備あるいは系統ごとにその機能等を確認され

てきたものが、発電所全体としても総合的に安全の確保及び電気の円滑な供

給確保上支障がないかどうか、工事計画書及び技術基準に照らし工事計画書

添付書類も参考にして検査が行われるものである。 

(2) 燃料体検査（電気事業法第５１条） 

原子炉に燃料として使用する核燃料物質について、加工の工程ごとに経済産

業大臣の検査を受けることが義務づけられており、これを燃料体検査という。

その検査範囲は、燃料材、被覆管ばかりではなくその他の燃料体構成部品も含

んでいる。 

(3) 溶接安全管理検査（電気事業法第５２条） 

① 検査の目的 

内部に高濃度の放射性物質を内蔵している格納容器等あるいは高温高圧の蒸

気等を内蔵している耐圧容器類は、それらが破損した場合には大きな被害を与

えることも予想されているので、これを防ぐためこれらの製作過程の重要な部

分を占める溶接について一定の工程ごとに自主検査を行うとともに、その体制

等について審査を行い、電気工作物の安全を確保しようとするものである。 

② 検査の対象 

電気事業法施行規則第７９条から第８１条に定められており、原子力施設で

は原子炉本体若しくは原子炉格納施設に属する容器又は原子炉冷却系統設備、

計測制御系統設備若しくは放射線管理設備に属する容器であって非常時に安全

装置として使用されるもの等が対象とされている。 

③ 検査の合格基準 

電気事業法第５２条第２項に定められており、その溶接が経済産業省令で定

める技術基準に適合しているときは合格とされており、技術基準に適合する溶

接を行うことを要求しているものである。 

(4) 定期検査（電気事業法第５４条） 

定期検査は、電気事業法第５４条の規定により、発電所の電気工作物のうち、

保安の確保及び電気の円滑な供給確保の観点から重要なものについて、一定の

時期ごとに発電所の設置者に対して経済産業大臣が行う検査を受けることを義
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務づけているものである。 

① 検査の目的 

原子力発電所の維持、運用を適切にし、安定運転を確保することにある。こ

のため、 

a 電気工作物についてその使用に伴う経年的な変化等を検査し、その安全を確

保する。 

b 使用に伴う機器の性能低下、劣化による供給力低下を防止し電気の円滑な供

給確保を図る。 

② 検査の対象 

検査を受けるべき電気工作物は、原子力発電所にあっては電気事業法施行規

則第８９条から第９０条により次のように定められている。 

蒸気タービン 

発電用原子炉及びその附属設備 

（原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線

管理設備、廃棄設備、原子炉格納施設及び非常用予備発電装置） 

③ 検査を受ける時期 

電気事業法施行規則第９１条の規定により定期検査は以下の時期ごとに受け

ることとなっている。 

一  原子力発電所に属する蒸気タービンにあっては、運転が開始された日又は

定期検査が終了した日から１年を経過した日以降１３月を超えない時期 

二  発電用原子炉及びその附属設備にあっては、運転が開始された日又は定期

検査が終了した日以降１３月を超えない時期 

と定められている。 

なお、定期検査は、定期検査を受けるために電力系統から解列した日から検査

の最終段階に行われる総合負荷検査終了の日までがその期間となっており、従っ

て発電用原子炉及びその附属設備は、総合負荷検査終了の日以降１３月を超えな

い時期までに次の定期検査に入ることとなっている。 

④ 検査の方法 

各機器の重要度、使用状況等に応じて、分解、開放検査、機能検査等を行い、 

各機器がこれまで使用したことにより安全性及び健全性が損なわれていないか

確認し、また、今後使用に伴い損なわれるおそれはないか判断する。 

(5) 定期安全管理検査（電気事業法第５５条） 

定期安全管理検査は、電気事業法第５５条の規定により、従来の国が行う定

期検査に加えて設けられた定期事業者検査の体制等に関わる検査が義務付けて

いるものである。 

① 検査の目的 

定期事業者検査の実施に係る組織、検査の方法、工程の管理、検査に係る教

育訓練などが適切なものであるかどうかを審査し、その結果に基づいて三段階

で評定を行う。評定の段階に応じ、次回の検査の実施項目を増減させるなどの

インセンティブ規制を行うことにある。 
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② 検査の対象 

定期自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理他を対象に実施する。 

(6) 保安規定の遵守状況の検査他 

① 保安検査 

保安規定の遵守状況の検査（以下「保安検査」という。）は、原子炉等規制

法第３７条第５項の規定に基づき、設置者に対し保安規定の遵守状況について

経済産業大臣が定期的に行う検査を受けることを義務づけているものである。 

a 保安検査の目的 

設置者が、運転管理等における遵守事項を規定した保安規定について、遵守

状況の検査を定期的に行うことにより、原子力発電所の運用（施設の定期的

な評価も含めて）を適正に維持することにある。 

b 保安検査の時期 

保安検査は、経済産業省令の規定により各原子力発電所ごとに定期的に年４

回行うこととなっている。 

c 保安検査の方法 

保安検査は、経済産業省令の規定により以下の方法を適宜組み合わせて実施 

する。 

・ 事務所又は工場若しくは事業所への立入り 

・ 帳簿、書類、設備、機器その他必要な物件の検査 

・ 従業員その他関係者に対する質問 

・ 核原料物質、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物その他の必要

な試料の提出（試験のために必要な最小限度の量に限る。）をさせること。  

 

5. 原子炉の廃止措置に伴う措置 

設置者は、原子炉を廃止しようとするときは、原子炉等規制法第４３条の３の２

に基づき、原子炉施設の解体、その保有する核燃料物質の譲渡し、核燃料物質によ

る汚染の除去、核燃料物質によって汚染された物の廃棄その他の経済産業省令で定

める措置（以下「廃止措置」という。）を講じなければならない。また、廃止措置を

講じようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該廃

止措置に関する計画（以下「廃止措置計画」という。）を定め、経済産業大臣の認可

を受けなければならない。 

なお、設置者は、廃止措置中においても、原子炉等規制法による保安規定の認可、

施設定期検査（廃止措置対象施設に核燃料物質が存在する場合）、保安規定の遵守状

況検査等の規制を受けることとなっている。また、設備を増設する場合には、設計

及び工事の方法の認可、使用前検査等の規制を受けることとなっている。 

また、設置者は、廃止措置が終了したときは、その結果が経済産業省令で定める

基準に適合していることについて、経済産業大臣の確認を受けなければならない。

なお、設置者が廃止措置終了の確認を受けたときは、当該原子炉の設置許可の効力

を失う。 
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図ⅩⅦ-1-2 実用発電用原子炉の立地から廃止措置終了までの法律上の手続き 
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ⅩⅦ－１-３ 製錬、加工、貯蔵及び再処理の事業の安全規制 

製錬、加工、貯蔵及び再処理施設の安全規制は、原子炉等規制法に基づき行わ

れる。これらの安全規制の主要な流れを図ⅩⅦ－１-３に示す。 

 

1. 事業の指定・許可 

製錬の事業、加工の事業、貯蔵の事業及び再処理の事業を行おうとする者は、原

子炉等規制法に基づき、経済産業大臣の指定又は許可を受けなければならない。 

・ 製錬の事業 (原子炉等規制法第３条 事業の指定) 

・ 加工の事業 (原子炉等規制法第１３条 事業の許可) 

・ 貯蔵の事業 (原子炉等規制法第４３条の４ 事業の許可) 

・ 再処理の事業 (原子炉等規制法第４４条 事業の指定等) 

事業の指定申請又は許可申請がなされると、経済産業省は当該原子力施設の基本

設計が安全上妥当なものであるかどうか等について審査を行う。その後、経済産業

大臣は、審査結果について原子力委員会及び原子力安全委員会の意見を求めるため、

両委員会に諮問し、両委員会から答申を受けた後、文部大臣に協議した上で事業の

指定又は事業の許可を行う。 

事業の指定又は事業の許可の基準の概要は次のとおり。 

(1) 使用済燃料貯蔵施設及び再処理施設が平和の目的以外に利用されるおそれが

ないこと。 

(2) 製錬の事業の指定、貯蔵の事業の許可又は再処理の事業の指定をすることによ

って原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。 

加工の事業の許可をすることによって加工の能力が著しく過大にならないこ

と。 

(3) 事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。 

(4) 製錬、加工、貯蔵及び再処理施設の位置、構造及び設備が核原料物質又は核燃

料物質による災害の防止上支障がないものであること。 

 

2. 設計及び工事の方法の認可 

加工、貯蔵及び再処理事業者は、政令で定めるところにより、それぞれの施設の

工事に着手する前に、それぞれの施設に関する設計及び工事の方法について経済産

業大臣の認可を受けなければならない。 

許可の基準は、原子炉等規制法各条に掲げられており、その設計及び工事の方法

が次の各号に適合することが求められている。 

(1) 加工の事業(原子炉等規制法第１６条の２) 

① 第１３条第 1 項若しくは前条第１項の許可を受けたところ又は同条第２項

の規定により届け出たところによるものであること。 

② 経済産業省令に定める技術上の基準に適合するものであること。 

(2) 貯蔵の事業(原子炉等規制法第４３条の８) 

① 第４３条の４第 1項若しくは前条第 1項の許可を受けたところ又は同条第２

項の規定により届け出たところによるものであること。 
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② 経済産業省令に定める技術上の基準に適合するものであること。 

(3) 再処理の事業(原子炉等規制法第４５条) 

① 第４４条第 1 項の指定を受けたところ、同条第３項若しくは前条第３項の承

認を受けたところ、同条第１項の許可を受けたところ又は同条第２項若しく

は第４項の規定により届け出たところによるものであること。 

② 経済産業省令に定める技術上の基準に適合するものであること。 

 

3. 製錬、加工、貯蔵及び再処理施設の検査 

検査は、製錬、加工、貯蔵及び再処理施設の保安を確保するための重要事項の一

つであり、原子炉等規制法においては、使用前検査、溶接検査、施設定期検査、保

安規定の遵守状況の検査(保安検査)及び立入検査がある。 

(1) 使用前検査 

加工、貯蔵及び再処理事業者は、経済産業省令で定めるところにより、それぞれ

の施設の工事及び性能について経済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でな

ければ、当該施設を使用してはならない。 

・ 加工の事業(原子炉等規制法第１６条の３) 

・ 貯蔵の事業(原子炉等規制法第４３条の９) 

・ 再処理の事業(原子炉等規制法第４６条) 

① 検査の合格基準 

当該施設が次の各号に適合しているときに合格となる。 

a その工事が 2.の認可を受けた設計及び方法に従って行われていること。 

b その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであるこ

と。 

② 検査の実施 

使用前検査は、経済産業省令に定められている事項について、それぞれ定

められたときに行うこととしており、工事に関する事項及び性能に関する事

項がある。具体的な事項については、以下のとおりである。 

・ 加工の事業(核燃料物質の加工の事業に関する規則第３条の６) 

a 気密又は水密を要する材料又は部品に関する事項 

非破壊試験、機械試験、耐圧試験又は漏えい試験を行うときその他の経

済産業大臣が適当と認めるとき。 

b 加工設備本体 核燃料物質の貯蔵施設又は放射性廃棄物の廃棄施設の組

み立てに関する事項 

それぞれの施設の主要な部分の寸法の測定ができるとき又は非破壊試験、

機械試験、耐圧試験若しくは漏えい試験を行うとき 

c 建物、放射線管理施設又はその他の加工施設の組立てに関する事項それ

ぞれの施設が完成したとき 

d 加工施設の性能に関する事項 

加工施設の最大能力で試験運転を行うときその他の経済産業大臣が適当

と認めるとき。 
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・ 貯蔵の事業(使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第８条) 

a 放射線しゃへい材又は特に気密若しくは水密を要する材料若しくは部品

に関する事項 

 化学分析試験、非破壊試験、機械試験、耐圧試験又は漏えい試験を行う

ときその他の経済産業大臣が適当と認めるとき。 

b 使用済燃料貯蔵設備本体、使用済燃料の受入れ施設又は放射性廃棄物の

廃棄施設の組立てに関する事項 

 それぞれの施設の主要な部品の寸法が測定できるとき又は非破壊試験、

機械試験、耐圧試験若しくは漏えい試験を行うとき。 

c 建物、計測制御系統施設、放射線管理施設その他の使用済燃料貯蔵設備

の附属施設の組立てに関する事項 

 それぞれの施設が完成したとき。 

d 使用済燃料貯蔵施設の性能に関する事項 

 使用済燃料貯蔵施設が完成したときその他の経済産業大臣が適当と認め

るとき。 

・ 再処理の事業(使用済燃料の再処理の事業に関する規則第６条) 

a 放射線しゃへい材又は特に気密、水密若しくは耐食を要する材料若しく

は部品に関する事項 

 化学分析試験、非破壊試験、機械試験、耐圧試験又は漏えい試験を行う

ときその他の経済産業大臣が適当と認めるとき。 

b 使用済燃料の受入れ施設若しくは貯蔵施設、再処理設備本体、製品貯蔵

施設又は放射性廃棄物の廃棄施設の組立てに関する事項 

 それぞれの施設の主要な部分の寸法の測定ができるとき又は非破壊試験、

機械試験、耐圧試験若しくは漏えい試験を行うとき。 

c 建物、計測制御系施設、放射線管理施設又はその他の再処理施設の組立

てに関する事項 

 それぞれの施設が完成したとき。 

d 再処理施設の性能に関する事項 

 再処理施設の最大再処理能力で試験運転を行うときその他の経済産業大

臣が適当と認めるとき。 

(2) 溶接検査 

加工、貯蔵及び再処理事業者は、原子炉等規制法で定めるところにより、それぞ

れの施設の溶接の方法について経済産業大臣の認可を受け、かつその溶接につき経

済産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、当該施設を使用してはな

らない。それぞれの施設の検査の対象、合格基準を以下に示す。 
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① 溶接検査の対象 

・ 加工の事業(原子炉等規制法第１６条の４) 

核燃料物質の加工の事業に関する規則第３条の８(溶接検査を受ける加工

施設)で定めるプルトニウム又はプルトニウム化合物を含む液体状又は気体

状の物質を内包する容器又は管、ウラン又はウラン化合物を含む液体状又は

気体状の物質を内包する容器又は管、六ふっ化ウランの加熱容器等の加工施

設。 

・ 貯蔵の事業(原子炉等規制法第４３条の１０) 

使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第１１条(溶接検査を受ける使用済

燃料貯蔵施設)で定める容器及び管 

・ 再処理の事業(原子炉等規制法第４６条の２) 

使用済燃料の溶解槽、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第７条の２ 

(溶接検査を受ける再処理施設)で定める容器及び管 

② 溶接検査の合格基準 

 その溶接が次の事項に適合しているときは合格とされている。 

a 溶接の方法が経済産業大臣の認可を受けた方法に従って行われているこ

と。 

b 経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 

(3) 施設定期検査 

施設定期検査は、経済産業省令で定めるところにより、これらの施設のうち政令

で定めるものの性能について、経済産業大臣が毎年一回定期(貯蔵の事業について

は 1 年以上であって経済産業省令で定める期間ごと)に行う検査を受けることを義

務づけているものである。 

この検査は、その施設の性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合してい

るかどうかについて行うものである。 

・ 加工の事業(原子炉等規制法第１６条の５) 

・ 貯蔵の事業(原子炉等規制法第４３条の１１) 

・ 再処理の事業(原子炉等規制法第４６条の２の２) 

(4) 保安規定の遵守状況の検査 

保安規定の認可については、後述のⅩⅦ－１－５を参照。 

① 保安検査 

保安規定の遵守状況の検査(以下「保安検査」という。）は、製錬、加工、

貯蔵及び再処理事業者に対し保安規定の遵守状況について経済産業大臣が

定期的に行う検査を受けることを義務づけているものである。 

・ 製錬の事業(原子炉等規制法第１２条第５項) 

核原料物質及び核燃料物質の製錬の事業に関する規則第７条の２(保安規

定の遵守状況の検査) 

・ 加工の事業(原子炉等規制法第２２条第５項) 

核燃料物質の加工の事業に関する規則第８条の２(保安規定の遵守状況の

検査) 
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・ 貯蔵の事業(原子炉等規制法第４３条の２０第５項) 

使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第３８条(保安規定の遵守状況の検

査) 

・ 再処理の事業(原子炉等規制法第５０条第５項) 

使用済燃料の再処理の事業に関する規則第１７条の２(保安規定の遵守状

況の検査) 

a 保安検査の目的 

事業者が操業管理、運転管理等における遵守事項を規定した保安規定につ

いて、遵守状況の検査を行うことにより、それぞれの事業が適切に実施され

ることにある。 

b 保安検査の時期 

保安検査は、原子力安全・保安院及び各原子力保安検査官事務所に配置し

ている原子力保安検査官が、経済産業省令の規定により各原子力施設ごとに

年 4 回行うこととなっている。 

c 保安検査の方法 

保安検査は、経済産業省令の規定により以下の方法を適宜組み合わせて

実施する。 

・事務所又は工場若しくは事業所への立入り 

・帳簿、書類、設備、機器その他必要な物件の検査 

・従業者その他関係者に対する質問 

・核原料物質、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物その他の必

要な試料の提出(試験のために必要な最小限度の量に限る。)をさせるこ

と。 

② 施設の定期的な評価 

加工及び再処理事業者に、当該施設の定期的な安全評価を義務づけてい

る。 

a 核燃料物質の加工の事業に関する規則（第７条の８の２（加工施設の定

期的な安全評価）及び第８条の１３（保安規定）） 

b 使用済燃料の再処理の事業に関する規則第１６条の２（再処理施設の定

期的な安全評価）及び第１７条の１６（保安規定）） 

この評価では、以下が義務づけられている。 

a 当該施設における保安活動の実施の状況の評価を行うこと。  

b 当該施設に対して実施した保安活動への最新の技術的知見の反映状況を

評価すること。 

さらに、加工及び再処理事業者に、その事業を開始した日以降二十年を経

過する日までに以下の措置を講じることを義務づけている。 

a 経年変化に関する技術的な評価を行うこと。  

b 前号の技術的な評価に基づき加工施設の保全のために実施すべき措置に関

する十年間の計画を策定すること。 
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図ⅩⅦ－1－3 核燃料施設に係る原子炉等規制法上の手続き 
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ⅩⅦ－１-４ 廃棄事業の安全規制 

廃棄施設（廃棄物埋設施設・廃棄物管理施設）の安全規制は、原子炉等規制法

に基づき行われる。これらの安全規制の主要な流れを図ⅩⅦ－１-４に示す。 

 

1. 廃棄物埋設事業の安全規制 

(1) 事業の許可 

廃棄の事業を行おうとする者は、原子炉等規制法第５１条の２の規定に基づき、

経済産業大臣の事業許可を受けなければならない。 

事業の許可申請がなされると、経済産業大臣は原子炉等規制法第５１条の３に

規定する許可の基準に従って安全審査等を実施する。続いて、審査結果について

原子力委員会及び原子力安全委員会の意見を求めるため、両委員会に諮問し、両

委員会から答申を受けた後、文部科学大臣に協議した上で、事業の許可を行う。 

事業の許可の基準は次のとおりである(原子炉等規制法第５１条の３)。 

① 事業の許可をすることによって原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障

を及ぼすおそれがないこと。 

② 事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。 

③ 廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備が核燃料物質又は核燃料物質によって汚

染された物による災害の防止上支障がないものであること。 

(2) 廃棄物埋設施設に関する検査等 

① 廃棄物埋設に関する確認 

廃棄物埋設事業者は、原子炉等規制法第５１条の６の規定により、廃棄物

理設を行う場合においては、廃棄物埋設施設、埋設しようとする核燃料物質

又は核燃料物質によって汚染された物及びこれらに関する保安のための措置

が、経済産業省令で定める技術上の基準（注 1）に適合することの確認を受け

なければならない。 

（注 1）核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物埋設の事業

に関する規則第６条、第８条 

② 保安規定の遵守状況検査 

保安規定の認可については、後述のⅩⅦ－１－５を参照。 

保安規定の遵守状況検査(保安検査)は、原子炉等規制法第５１条の１８第

６項の規定に基づき、廃棄物埋設事業者に対し保安規定の遵守状況について

経済産業大臣が定期的に行う検査を受けることを義務づけているものである。 

a 保安検査の目的 

廃棄物埋設事業者が操業管理等における遵守事項を規定した保安規定に

ついて、遵守状況の検査を定期的に行うことにより、原子力施設の運用を

適正に維持することにある。 

b 保安検査の時期 

保安検査は、原子力安全・保安院及び各原子力保安検査官事務所に配置

している原子力保安検査官が、経済産業省令の規定により各廃棄施設ごと

に定期的に年 4 回行うこととなっている。 
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c 保安検査の方法 

保安検査は、経済産業省令の規定により以下の方法を適宜組み合わせて

実施する。 

・事務所又は工場若しくは事業所への立入り 

・帳簿、書類、設備、機器その他必要な物件の検査 

・従業者その他関係者に対する質問 

・核原料物質、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物その他の必

要な試料の提出(試験のために必要な最小限度の量に限る。)をさせるこ

と。 

 

2. 廃棄物管理事業の安全規制 

(1) 事業の許可 

廃棄の事業を行おうとする者は、原子炉等規制法第５１条の２の規定に基づき、

経済産業大臣の事業許可を受けなければならない。 

事業の許可申請がなされると、経済産業大臣は原子炉等規制法第５１条の３に

規定する許可の基準に従って安全審査等を実施する。続いて、審査結果について

原子力委員会及び原子力安全委員会の意見を求めるため、両委員会に諮問し、両

委員会から答申を受けた後、文部科学大臣に協議した上で、事業の許可を行う。 

事業の許可の基準は次のとおりである(原子炉等規制法第５１条の３)。 

① 事業の許可をすることによって原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障

を及ぼすおそれがないこと。 

② 事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。 

③ 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備が核燃料物質又は核燃料物質によって汚

染された物による災害の防止上支障がないものであること。 

(2) 設計及び工事の方法の認可 

廃棄物管理事業者は、政令で定めるところにより特定廃棄物管理施設の工事

に着手する前に、当該施設に関する設計及び工事の方法について経済産業大臣

の認可を受けなければならない。 

認可の基準は､次のとおりである｡(原子炉等規制法第５１条の７第３項) 

・設計及び工事の方法が、事業許可時に経済産業大臣の許可を受けたところ

によるものであること。 

・経済産業省令で定める技術上の基準（注 2）に適合するものであること。 

（注 2）特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 

(3) 廃棄物管理施設の検査 

検査は、施設の保安を確保するための重要事項の一つであり、原子炉等規制

法においては、使用前検査、溶接検査、施設定期検査、保安規定の遵守状況の

検査（保安検査）及び立入検査がある。 
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① 使用前検査 

廃棄物管理事業者は、原子炉等規制法第５１条の８の規定により、特定廃棄

物管理施設の工事及び性能について経済産業大臣の検査を受け、これに合格し

た後でなければ特定廃棄物管理施設を使用してはならない。 

使用前検査の合格基準は以下のとおりである。（原子炉等規制法第５１条の

８第２項） 

・その工事が経済産業大臣の認可を受けた設計及び方法に従って行われてい

ること。 

・その性能が経済産業省令で定める技術上の基準（注 3）に適合するもので

あること。 

（注 3）核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理

の事業に関する規則第９条 

② 溶接の方法の認可及び溶接検査 

廃棄物管理事業者は、原子炉等規制法第５１条の９の規定により、核燃料物

質又は核燃料物質によって汚染された物の廃液槽等の特定廃棄物管理施設で

あって溶接をするものについては、その溶接の方法について経済産業大臣の

認可を受け、かつその溶接につき経済産業大臣の検査を受け、これに合格し

た後でなければ、その施設を使用してはならない。 

溶接検査の合格基準は以下のとおりである。（原子炉等規制法第５１条の９） 

・溶接の方法が経済産業大臣の認可を受けた方法に従って行われているこ

と。 

・経済産業省令で定める技術上の基準（注 4）に適合するものであること。 

（注 4）加工施設、再処理施設及び特定廃棄物管理施設の溶接の技術基

準に関する規則 

③ 施設定期検査 

廃棄物管理事業者は、原子炉等規制法第５１条の１０の規定により、特定廃

棄物管理施設のうち政令で定めるもの(廃棄物受入れ施設、廃棄物管理設備本

体、計測制御系統施設、放射線管理施設等)の性能について、経済産業大臣が

毎年１回定期に行う検査を義務づけている。 

施設定期検査は、その性能が経済産業省令で定める技術上の基準（注 5）に

適合しているかどうかについて行うものである。 

（注 5）核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理の事業

に関する規則第２２条 

④ 保安規定の認可及び保安規定の遵守状況 

保安規定の認可については、後述のⅩⅦ－１－５を参照。 

保安規定の遵守状況検査(保安検査)は、廃棄物埋設事業者に対して実施する

ものと同様であり、前述 1.の(2)②を参照。 
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図ⅩⅦ－１－４ 廃棄施設に係る原子炉等規制法上の手続き 
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ⅩⅦ－１－５ 運転管理監督等 

 

1. 保安規定 

我が国の原子力施設の安全対策は、技術基準や安全審査、検査といったハード

面から行われているだけでなく、原子炉等規制法の規定に基づき設置者等が経済

産業大臣の認可を受けて定めた保安規定によるソフト面についても安全対策が行

われている。 

この保安規定に定める事項については、以下の規則により定められている。 

(1) 製錬の事業（原子炉等規制法第１２条） 

核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第７条（保安規定） 

(2) 加工の事業（原子炉等規制法第２２条） 

核燃料物質の加工の事業に関する規則第８条（保安規定） 

(3) 発電用原子炉設置者（原子炉等規制法第３７条） 

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１６条（保安規定） 

研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第３

６条（保安規定） 

(4) 貯蔵の事業（原子炉等規制法第４３条の２０） 

使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第３７条（保安規定） 

(5) 再処理の事業（原子炉等規制法第５０条） 

使用済燃料の再処理の事業に関する規則第１７条（保安規定） 

(6) 廃棄の事業（原子炉等規制法第５１条の１８） 

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物埋設の事業に関す

る規則第２０条（保安規定） 

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理の事業に関す

る規則第３４条（保安規定） 

 

一般的に、保安規定には次の事項について規定されている。 

一 原子力施設の運転、操作及び管理を行う者の職務及び組織に関すること。 

二 原子力施設の運転、操作及び管理を行う者に対する保安教育に関することであ

って次に掲げるもの。 

イ 保安教育の実施方針（実施計画の策定を含む。）に関すること。 

ロ 保安教育の内容に関することであって次に掲げるもの。 

１） 関係法令及び保安規定に関すること。 

２） 原子力施設の構造、性能、運転及び操作に関すること。 

３） 放射線管理に関すること。 

４） 核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物の取扱いに関すること。 

５） 非常の場合に採るべき処置に関すること。 

ハ その他原子力施設に係る保安教育に関し必要な事項。 

三 保安上特に管理を必要とする設備の操作に関すること。 

四 原子力施設の運転の安全審査に関すること。 
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五 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制

限等に関すること。 

六 排気監視設備、排水監視設備及び海洋放出監視設備に関すること。 

七 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表

面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。 

八 放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。 

九 原子力施設の巡視及び点検並びにこれらに伴う処置に関すること。 

十 原子力施設の施設定期自主検査に関すること。 

十一 核燃料物質の受払い、受渡し、運搬及び貯蔵その他の取扱いに関すること。 

十二 放射性廃棄物の廃棄に関すること。 

十三 非常の場合に採るべき処置に関すること。 

十四 原子力施設に係る保安（保安規定の遵守状況を含む。）に関する記録に関する

こと。 

十五 原子力施設の保安管理に関すること（次号に掲げるものを除く。）  

十六 原子力施設の定期的な評価に関すること。 

十七 原子力施設の品質保証に関すること。 

十八 その他原子力施設に係る保安に関し必要な事項。 

 

平成 11年 9月のウラン加工工場臨界事故から得られた安全対策上の教訓を踏まえ、

より一層の安全性の向上を図るため、平成 11 年 12 月に原子炉等規制法の一部を改

正し、保安管理体制の見直し等を行い、以下のような点について諸施策を実施する

こととなった。 

① 保安検査制度の導入 

平成 11 年 9 月のウラン加工工場臨界事故は、法令で許可された作業手順を組

織ぐるみで無視したことが原因となったことに鑑み、平成 11 年 12 月の法律改

正において、原子炉設置者等が保安管理における遵守状況を規定した保安規定

について、それまで遵守義務付けを課すのみであったのを改め、遵守状況の検

査を定期的に行うこととした。当該検査は、年に 4 回、物件検査、立入り、関

係者への質問、試料提出の検査方法を適宜組み合わせて行うこととしている。 

② 保安規定の見直し 

平成 11 年 12 月の法改正では、保安規定において保安教育についての規定を盛

り込むことが明記され、その遵守状況を確認するための保安検査制度が導入さ

れた。これを契機に同規則の記載内容について抜本的な見直し及び内容の充実

が図られている。 

特に、保安教育については、事業者が従業員に対して行うべき保安教育を保安

教育実施計画として定め、それに基づき実施することや、請負会社の従業員に

対する保安教育を受けていることの確認を行うことを記載することとした。 

また、実用発電用原子炉の場合、運転方法に関する記載については米国原子力

規制委員会（ＮＲＣ）の技術規定（テックスペック）を参考に、①通常の運転

制限条件、②その状況を確認する頻度、③条件逸脱時の措置及び所要時間等を
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明確かつ詳細に記載することとした。 

また、平成 14 年 8 月に東京電力の原子力発電所における自主点検作業記録に

係る不正等の公表が行われ、その後、その再発防止策を検討する目的で設置さ

れた総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会原子力安全規制法制検討

小委員会において具体的な再発防止策が示された。 

これらを踏まえ平成 15 年 10 月より、さらに充実した質の高い原子力の安全

規制が始まり法律改正において、保安活動において適切な品質保証体制や保守

管理活動の確立について保安規定に記載され、国は、保安検査によってそれら

の実施状況を確認することとした。品質保証体制の確立については、事業者自

らの保安活動を確認することが可能となること、事業者が品質保証に関する説

明責任を果たすことにより、国民の理解を得ることが可能となることを目的と

して又、保守管理活動の確立については、原子力発電設備が保有すべき性能や

機能、安全水準等が維持されるよう、安全上の機能・重要度に応じた適切な保

守管理を実施することを目的として記載することとした。 

 

2. 原子炉主任技術者、核燃料取扱主任者等 

原子炉等規制法に基づき、原子炉設置者等は原子力施設の運転、操作等に関し

て保安の監督を行わせるため、経済産業大臣及び文部科学大臣の行う原子炉主任

技術者試験又は経済産業大臣の行う核燃料取扱主任者試験に合格した者の中から

原子力施設に応じて原子炉主任技術者、核燃料取扱主任者等を選任することが義

務づけられている。これらの有資格者は、原子力施設に関する深い知識と理解を

有する者であり、職員に必要な指示等を行えることとなっている。 

それぞれの原子力施設に対し、選任を義務づけられている資格者は次のとおり

となっている。 

(1) 加工施設 核燃料取扱主任者（原子炉等規制法第２２条の２の２） 

(2) 発電用原子炉施設 原子炉主任技術者（原子炉等規制法第４０条） 

(3) 貯蔵施設  使用済燃料取扱主任者（原子炉等規制法第４３条の２２の規定

により核燃料取扱主任者免状を有している者から選任） 

(4) 再処理施設 核燃料取扱主任者（原子炉等規制法第５０条の３） 

(5) 廃棄施設  廃棄物取扱主任者（原子炉等規制法第５１条の２０の規定によ

り核燃料取扱主任者免状又は原子炉主任技術者免状を有している者から

選任） 

3. その他 

(1) 保障措置 

核物質の核兵器や不明目的への転用がなされていないことを確認するため、原

子炉等規制法により、核施設ごとに核物質の計量管理制度を設けることを義務づ

け、施設外との受払い量、施設内の在庫量を計量し記録し、国に対し報告するこ

とを義務づけている。また、同法は、これらの報告が実際に核物質量の変動を正

しく表しているかどうかを検認するため、国の査察官が施設に立入り、施設の記

録や使用されている核物質等を調べ、必要な場合は封じ込め及び監視機器の適用
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及び核物質を収去することができる旨規定している。 

(2) 核物質防護 

核物質の不法移転及び妨害破壊行為の観点から、核物質防護に関する規制を実

施している。 

① 設置者は、取り扱う核物質の種類及び量に応じ、核物質防護のための措置を

講じること。 

② 設置者は、核物質防護規定を定め、核物質の取扱いを開始する前に経済産業

大臣の認可を受けること。また、核物質防護規程の遵守状況について、経済

産業大臣による検査を毎年１回受けること。 

③ 設置者は、核物質防護に関する業務を統一的に管理させるため、事業所ごと

に一定の用件を備えた核物質防護管理者を選任すること。 

(3) 事業所外廃棄に関する規制 

原子炉設置者等が放射性廃棄物を事業所外に廃棄する場合においては、原子炉

等規制法第５８条の２第１項の規定により、経済産業省令で定めるところにより

保安のために必要な措置を講じなければならない。（注６）さらに、輪入廃棄物を

廃棄施設に廃棄する場合には、原子炉等規制法第５８条の２第２項の規定により、

保安のために必要な措置が経済産業省令の規定に適合することについて、経済産

業大臣の確認を受けなければならない。 

（注６）核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第２条

において、放射線障害を防止する効果をもった廃棄施設に廃棄するこ

と等及び輸入廃棄物の基準が定められている。 

(4) 核燃料物質等の事業所外運搬に関する規制 

原子力事業者等が工場又は事業所の外において核燃料物質等の運搬を行う場合

には、陸上輸送にあっては原子炉等規制法の、海上輸送にあっては船舶安全法の

規制を受ける。陸上輸送の場合には、原子炉等規制法第５９条の２第１項の規定

により、主務省令で定める技術上の基準に従って保安のために必要な措置を講じ

なければならない。具体的には運搬物（収納物と輸送容器）と運搬方法（積載方

法、積載限度等）とが技術基準に適合しなければならない。 

さらに、同条第２項の規定により、災害防止及び特定核燃料物質の防護のため

特に必要があるとして政令で定める場合（ウラン燃料等の核分裂性輸送物、使用

済燃料、高レベル廃棄物等）には、運搬物及び運搬方法の技術基準適合性につい

て、輸送の都度、それぞれ主務大臣の確認を受けなければならない。 

運搬に使用する輸送容器については、同条第３項の規定により予め承認を受け

ること（容器承認）ができ、さらに容器の設計については容器承認に先立ち承認

を得ておくことができる。 

陸上輸送と海上輸送とが一貫して行われる場合には、原子炉等規制法に基づく

運搬物確認が行われた場合、船舶安全法の確認を受けたものとみなすことと規定

されている（危険物船舶運送及び貯蔵規則第９１条の９第７項）。 

なお、運搬に際しては、他に輸送経路等の届出（都道府県公安委員会）及び責

任移転の取決めの確認（文部科学省）の規制がある。 
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経済産業省が所管しているのは、表に概要を示すとおり安全規制のうち運搬物

に関する規制である。 

 

 

項目  対象事業者  所管官庁  主務省令  

発 電 用 原 子 炉 設 置

者、加工事業者、再

処理事業者、廃棄事

業者等  

経済産業省  

運搬物  

使用者等  

（研究所、研究炉等）
文部科学省  

核燃料物質等の工

場又は事業所の外

における運搬に関

する規則  

陸上輸送  

（概要）  

運搬方法  車両による運搬  国土交通省  

核燃料物質等車両

運搬規則  

運搬物  

海上輸送  

運搬方法  

全ての事業者  国土交通省  

船舶安全法に基づ

く危険物船舶運送

及び貯蔵規則  

 

 

 

667



ⅩⅦ－２ 原子力保安検査官事務所の概要 

 

1. 原子力保安検査官事務所について 

昭和 54 年 3 月の米国スリー・マイル・アイランド原子力発電所事故を契機

として、運転管理専門官制度が発足した。さらに、平成 11 年 9 月に発生した

㈱ジェー・シー・オーのウラン加工施設における我が国初の臨界事故を教訓

として、原子力発電所についても安全確保に万全を期すため、同年 12 月に原

子炉等規制法（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規則に関する法律）の

一部が改正(平成 12 年 7 月施行)されるとともに、平成 12 年 4 月、運転管理

専門官制度に代わって原子力保安検査官制度が発足した。 

また、我が国における原子力防災対策の抜本的な強化を図るため、同時に、

原子力災害対策特別措置法が制定(平成 12 年 6 月施行)され、同法に基づき原

子力防災専門官制度が発足した。 

平成 13 年 1 月の省庁再編により経済産業省に原子力安全・保安院が設置さ

れ、これまで科学技術庁が実施していた、発電用燃料の製造、使用済燃料の

再処理、放射性廃棄物の処分等の核燃料サイクルや発電用研究開発段階炉に

関する原子力安全行政を原子力安全・保安院に一元化した。 

これらを受け、原子力施設所在地に配置した原子力保安検査官事務所に、

原子力保安検査官及び原子力防災専門官を常駐させ、原子力施設の安全規制

や防災対策に万全を期すこととしている。 

 

2. 原子力保安検査官事務所の体制 

平成 23 年 8 月 10 日現在、原子力施設所在地 21 ヶ所に原子力保安検査官事

務所が配置されており、所要の研修を受けた原子力保安検査官及び原子力防

災専門官 116 名が常駐している。 

なお、原子力保安検査官は 116 名であり、そのうち 21 名が統括原子力保安

検査官として、各原子力保安検査官事務所を統括している。 

また、原子力防災専門官は 54 名で、原子力保安検査官との併任者 33 名、

専任者 21 名で構成されている。 

なお、原子力施設が運転中にあっては、原子力保安検査官事務所では、休

日においても交代制で 1 名が勤務することとしている。 

 

3. 原子力保安検査官事務所における具体的業務 

(1) 原子力保安検査官の業務 

① 保安規定の遵守状況の検査及び運転管理状況の調査 

・原子炉等規制法に基づく保安検査の実施(年 4 回) 

・運転管理状況についての聴取及び記録の確認 

・原子力施設の巡視 

・原子力事業者が行う定期自主検査等への立会い 

② トラブル発生時の対応 

・トラブル等の発生についての通報を受けた時は、原子力安全・保安院

に直ちに連絡するとともに、原子力安全・保安院と連携し、現場確認、

原因調査及び再発防止対策の確認等を実施 

③ 原子力事業者に対する運転管理に関する指導等 

 

 

668



(2) 原子力防災専門官の業務 

① 平常時業務 

・原子力事業者について、事業者防災業務計画等に関する指導及び 

助言、防災資機材の設置・維持・点検状況の確認等 

・地方公共団体について、地域防災計画に対する助言等 

・オフサイトセンターの機器・設備の維持管理 

・原子力防災訓練の企画調整及び実施 

・原子力防災対策についての地元への理解促進活動等 

② 緊急事態発生時の業務 

・発災現場の状況等の把握 

・オフサイトセンターの立ち上げ 

・事業者や関係機関の対応状況等に関する情報の集約 

・地元自治体等への説明・助言等 

③ 原子力災害事後対策等 
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表ⅩⅦ－２―１ 原子力保安検査官事務所一覧 

事務所の名称 所在地 担当する原子力施設 

泊原子力保安検査官事務所 

六ヶ所原子力保安検査官事務所 

 

 
 

東通原子力保安検査官事務所 

女川原子力保安検査官事務所 

福島第一原子力保安検査官事務所 

福島第二原子力保安検査官事務所 

 

柏崎刈羽原子力保安検査官事務所 

東海・大洗原子力保安検査官事務所 

 

 

 

 

 

 

 

横須賀原子力保安検査官事務所 

 

浜岡原子力保安検査官事務所 

志賀原子力保安検査官事務所 

敦賀原子力保安検査官事務所 

 

 

 

美浜原子力保安検査官事務所 

大飯原子力保安検査官事務所 

高浜原子力保安検査官事務所 

熊取原子力保安検査官事務所 

上齋原原子力保安検査官事務所 

 

島根原子力保安検査官事務所 

伊方原子力保安検査官事務所 

玄海原子力保安検査官事務所 

川内原子力保安検査官事務所 

北海道共和町 

青森県六ヶ所村

 

 
 

青森県東通村 

宮城県女川町 

福島県大熊町※ 

福島県大熊町※ 

 

新潟県柏崎市 

茨城県東海村 

 

 

 

 

 

 

 

神奈川県 

横須賀市 

静岡県御前崎市

石川県志賀町 

福井県敦賀市 

 

 

 

福井県美浜町 

福井県おおい町

福井県高浜町 

大阪府熊取町 

岡山県鏡野町 

 

島根県松江市 

愛媛県伊方町 

佐賀県唐津市 

鹿児島県 

薩摩川内市

北海道電力(株)泊発電所 

日本原燃(株) 

ウラン濃縮工場、再処理工場、 

低レベル放射性廃棄物埋設センター、 

高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター 
 

東北電力(株)東通原子力発電所 

東北電力(株)女川原子力発電所 

東京電力(株)福島第一原子力発電所 

東京電力(株)福島第二原子力発電所 

 

東京電力(株)柏崎刈羽原子力発電所 
 
日本原子力発電(株)東海発電所 

日本原子力発電(株)東海第二発電所 

三菱原子燃料(株) 

原子燃料工業(株)東海事業所 

独立行政法人日本原子力研究開発機構 

東海研究開発センター 核燃料サイクル工

学研究所 

東海研究開発センター 原子力科学研究所

大洗研究開発センター 
 
(株)グローバル・ニュークリア・ 

フュエル・ジャパン 

中部電力(株)浜岡原子力発電所 

北陸電力(株)志賀原子力発電所 

日本原子力発電(株)敦賀発電所 

独立行政法人日本原子力研究開発機構

原子炉廃止措置研究開発センター 

高速増殖炉研究開発センター 
 

関西電力(株)美浜発電所 

関西電力(株)大飯発電所 

関西電力(株)高浜発電所 

原子燃料工業(株)熊取事業所 
 
独立行政法人日本原子力研究開発機構 

人形峠環境技術センター  

中国電力(株)島根原子力発電所 

四国電力(株)伊方発電所 

九州電力(株)玄海原子力発電所 

九州電力(株)川内原子力発電所 

 

※現在は福島県庁に移転 
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故障・トラブル時の通報連絡 

 

 

 

 

指
示
 

報
告
 

通報 

指示 

連絡 通報 

調査・指導 
調査・ 

 指導指示

 

原子力施設 

 

原子力保安検査官 

 

原子力安全・保安院

 

本社 

（設置事業者） 
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○福井 

○

○ 

○松山 

○佐賀 

○

図 XⅦ－２－１ 原子力保安検査官・原子力防災専門官配置状況 

北陸電力㈱

志賀原子力発電所 

志賀原子力保安検査官事務所 

原子力保安検査官5名 

原子力防災専門官2名（1名） 

敦賀原子力保安検査官事務所 

原子力保安検査官6名 

原子力防災専門官3名（2名）

日本原子力発電㈱ 敦賀発電所 

日本原子力研究開発機構 ふげん 

日本原子力研究開発機構 もんじゅ 

美浜原子力保安検査官事務所 

原子力保安検査官5名 

原子力防災専門官3名（2名） 

関西電力㈱ 美浜発電所 

大飯原子力保安検査官事務所 

原子力保安検査官 6名 

原子力防災専門官 1名 

関西電力㈱ 大飯発電所 

高浜原子力保安検査官事務所 

原子力保安検査官6名 

原子力防災専門官2名（1名） 

関西電力㈱ 高浜発電所 

島根原子力保安検査官事務所 

原子力保安検査官4名 

原子力防災専門官2名（1名） 

中国電力㈱ 島根原子力発電所 

玄海原子力保安検査官事務所 

原子力保安検査官6名 

原子力防災専門官2名（1名） 

九州電力㈱ 

玄海原子力発電所 

九州電力㈱ 

川内原子力発電所 

川内原子力保安検査官事務所 

原子力保安検査官5名 

原子力防災専門官3名（2名） 

伊方原子力保安検査官事務所

原子力保安検査官5名 

原子力防災専門官3名（2名） 

四国電力㈱ 伊方発電所

上齋原原子力保安検査官事務所 

原子力保安検査官1名 

原子力防災専門官1名（1名） 

日本原子力研究開発機構 

人形峠環境技術センター 

熊取原子力保安検査官事務所

原子力保安検査官2名 

原子力防災専門官2名（1名）

原子燃料工業㈱
熊取事業所 

○ 

注：原子力防災専門官の（ ）内は併任の原子力防災専門官を内数で示す。 

原子力保安検査官・原子力防災専門官 116 名

 原子力保安検査官    116 名（統括原子力保安検査官 21名を含む。） 

 原子力防災専門官     54名（原子力保安検査官との併任33名を含む。） 

原子力保安検査官事務所  21 ケ所 

大阪 

松江

岡山

鹿児島 

若狭地域原子力安全統括管理官（1 名）
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泊原子力保安検査官事務所 

原子力保安検査官5名 

原子力防災専門官2名（1名） 

柏崎刈羽原子力保安検査官事務所

原子力保安検査官9名 

原子力防災専門官2名（1名） 

○札幌 

仙台○ 

○新潟 

水戸○ 

静岡○ 

北海道電力㈱ 泊発電所 

六ヶ所原子力保安検査官事務所

原子力保安検査官8名 

原子力防災専門官4名（3名） 

日本原燃㈱ 

ウラン濃縮工場、再処理工場、 
低レベル放射性廃棄物埋設センター、 
高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター 

女川原子力保安検査官事務所

原子力保安検査官5名 

原子力防災専門官3名（2名） 

東北電力㈱ 

女川原子力発電所 

福島第一原子力保安検査官事務所

原子力保安検査官8名 

原子力防災専門官3名（2名） 

東京電力㈱ 

福島第一原子力発電所 

福島第二原子力保安検査官事務所

原子力保安検査官6名 

原子力防災専門官3名（2名）

東京電力㈱ 福島第二原子力発電所 

東海・大洗原子力保安検査官事務所

原子力保安検査官9名 

原子力防災専門官5名（3名）

日本原子力発電㈱ 

東海発電所 

東海第二発電所 

三菱原子燃料㈱ 

原子燃料工業㈱ 東海事業所 

日本原子力研究開発機構 

東海研究開発センター 
核燃料サイクル工学研究所 

東海研究開発センター 
原子力科学研究所 

大洗研究開発センター 

浜岡原子力保安検査官事務所

原子力保安検査官8名 

原子力防災専門官2名（1名）

中部電力㈱ 浜岡原子力発電所

横須賀原子力保安検査官事務所

原子力保安検査官3名 

原子力防災専門官3名（2名）

㈱グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン

横浜○ 

東京電力㈱ 

柏崎刈羽原子力発電所 

東京 

● 

福島 

○ 

青森 

○ 

東北電力㈱
東通原子力発電所 

平成 23 年 8 月 10 日現在 

青森地域原子力安全統括管理官（1 名）

東通原子力保安検査官事務所

原子力保安検査官4名 

原子力防災専門官3名（2名） 
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ⅩⅦ－３ 原子力防災 

 

1. 原子力の防災体系概説 

原子力防災の基本はこれまで災害対策基本法に基づき、平成 9 年 6 月に修

正された「防災基本計画原子力災害対策編」に示されていたが、平成 11 年 9

月 30日に茨城県東海村で発生したウラン加工施設における臨界事故の教訓を

踏まえ、「原子力災害対策特別措置法」が同年 12 月 17 日に制定され、平成 12

年 6 月に施行された。これにより原子力発電所を含めた新たな原子力防災対

策の法整備が行われた。 

 

2. 原子力災害対策特別措置法について 

原子力災害対策特別措置法は、原子力発電所のみならず、加工施設、貯蔵

施設等も対象として、特定の事象が発生した場合の通報を行うなどの原子力

事業者の責務の明確化、国と地方公共団体との連携等の強化、緊急時等にお

ける対策本部の設置等が定められており、原子力防災の礎となっている。 

（別紙１） 

 

3. 緊急事態への対応等 

原子力事業所で緊急事態が発生すると、原子力事業所は、直ちに国や立地

自治体等に通報を行うとともに、その原因の究明、拡大の防止に努める。原

子力災害対策特別措置法では、緊急事態より前の段階の特定事象についても

主務大臣に報告することとしたほか、緊急時においては、通報を受けた主務

大臣は速やかに内閣総理大臣に報告を行い、報告を受けた内閣総理大臣は原

子力緊急事態宣言を発出し、内閣総理大臣が本部長となる原子力災害対策本

部を設置することとされている。 

一方、原子力事業所ごとに指定された緊急事態応急対策拠点施設（オフサ

イトセンター）においては、国、地方自治体、事業者等の関係者が一堂に会

し、情報の共有化及び実施する対策について有機的な連携を行うため、原子

力災害合同対策協議会が設置され、主務省庁副大臣を現地災害対策本部長と

して、緊急事態応急対策を実施することとされている。 

（別紙２、３） 
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（別紙１） 

原子力災害対策特別措置法について(概要) 

 

平成 11 年 9 月に発生した㈱ジェー・シー・オーのウラン加工施設における我

が国初の臨界事故対応の教訓として、我が国における原子力災害に対する法整

備が必要とされ、平成 11 年 12 月に「原子力災害対策特別措置法」が成立し、

平成 12 年 6 月 16 日に施行された。(参考 1) 

これに伴う、経済産業省の主要な取り組みは以下のとおり。 

 

1. 原子力災害対策特別措置法の骨子 

①迅速な初期動作 

・原子力事業者の異常事態の通報義務 

・原子力緊急事態に、直ちに内閣総理大臣を長とする「原子力災害対策

本部」の設置(副本部長:経済産業大臣) 

②国と地方公共団体との有機的な連携 

・現地に「原子力災害現地対策本部」を設置 

・国と自治体の現地対策についての連携を高めるための「原子力災害合

同対策協議会」を緊急事態応急対策拠点施設（オフサイトセンター）

に組織 

・現地での原子力防災訓練の実施 

③国の緊急連絡対応体制の強化 

・法に位置づけられた原子力防災専門官を現地に常駐 

・経済産業大臣によるオフサイトセンターの指定 

・原子力緊急時において各種対応機能の迅速な現場投入 

④原子力事業者の責務の明確化 

・原子力事業者防災業務計画の策定・届出義務 

・事業所への原子力防災管理者の配置義務 

 

2. 原子力防災専門官の業務と配置 

原子力防災専門官を原子力事業所所在地域に配置し、以下の業務を行わせる

こととした。 

① 平常時業務 

・原子力事業者について、事業者防災業務計画等に関する指導及び助言、

防災資機材の設置・維持・点検状況の確認等 

・地方公共団体について、地域防災計画に対する助言等 

・オフサイトセンターの機器・設備の維持管理 

・原子力防災訓練の企画調整及び実施 

・原子力防災対策についての地元への理解促進活動等 

② 緊急事態発生時の業務 

・発災現場の状況等の把握 

・オフサイトセンターの立ち上げ 

・事業者や関係機関の対応状況等に関する情報の集約 

・地元自治体等への説明・助言等 

③ 原子力災害事後対策等 
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3. オフサイトセンターの指定 

平成 14 年 3 月 29 日までに、原子力事業所ごとに、全国 19 ヶ所のオフサイト

センターが指定され、平成 16 年 10 月 22 日に新たに東通オフサイトセンターが

指定され、現在は計 20 ヶ所が指定されている。なお、その他に、文部科学省で

指定したオフサイトセンターが 2 ヶ所ある。(参考 2) 

 

4. 原子力防災訓練 

本法施行後は、同法に基づき、国、地方自治体、事業者等による原子力総合

防災訓練を毎年実施することとしている。 

なお、平成 22 年度は、平成 22 年 10 月 20・21 日に中部電力株式会社浜岡原

子力発電所における緊急事態を想定して静岡県で実施された。 

 

 

676



 
原
子
力
防
災
関
係
法
令
の
概
要

 

【
災

害
対

策
基

本
法

】
 

○
自
然
災
害
を
主
と
す
る
災
害
対
策
の
基
本
，
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
防
災
行
政
の
推
進

 

○
防
災
計
画
の
作
成

 

○
災
害
予
防
対
策
，
災
害
応
急
対
策
（
市
町
村
，
都
道
府
県
が
主
）
，
災
害
復
旧
対
策

 

【
原

子
力

災
害

対
策

特
別

措
置

法
】

 

○
事
業
者
の
責
務
・
義
務
の
明
確
化

 

○
国
の
役
割
，
緊
急
時
の
対
応
の
明
確
化

 

○
原
子
力
災
害
の
特
殊
性
に
鑑
み
た
特
別
の

 

 
措
置
（
ｵ
ﾌ
ｻ
ｲ
ﾄ
ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ
の
設
置
等
）
を
規
定

 

【
炉

規
法

】
 

○
原
子
炉
の
運
転

 

 
等
に
関
す
る
規

 

 
制
に
よ
る
災
害

 

 
の
防
止
，
公
共

 

 
の
安
全
の
確
保

 

・
炉
規
法

6
4
条

 

 
の
措
置
命
令

 
防

災
基

本
計

画
 

○
防
災
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
（
災
害
対
策
基
本
法
の

 

 
具
体
的
運
用
を
定
め
た
も
の

 

原
子

力
事

業
者

 

防
災

業
務

計
画

 

○
原
子
力
事
業
者
の
予
防
対

 

 
策
，
緊
急
事
態
応
急
対
策
，

 
 
事
後
対
策

防
災

業
務

計
画

 

○
関
係
省
庁
，
関
係
機
関
の

 

 
防
災
に
関
す
る
計
画

 

地
域

防
災

計
画

 

○
都
道
府
県
，
市
町
村
の

 

 
防
災
に
関
す
る
計
画

 

※
防
災
訓
練
等
に
よ
り
，
関
係
機
関
の
連
携
に
よ
る
原
子
力
災
害
へ
の
対
応
能
力
を
強
化

 

（参考１）
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緊急事態応急対策拠点施設 
 

所在道府県 オフサイトセンター名称 所 在 地 対象原子力事業所 

北 海 道 北海道原子力防災センター 北海道岩内郡共和町宮丘 261-1 北海道電力㈱泊発電所 

日本原燃㈱再処理事業所 
日本原燃㈱濃縮・埋設事業所 六ヶ所オフサイトセンター※1 

青森県上北郡六ヶ所村大字尾鮫字野附 
1-67 

核物質管理センター六ヶ所保障措置センター青 森 県 

東通村防災センター 
青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内 
5-35 

東北電力㈱東通原子力発電所 

宮 城 県 宮城県原子力防災対策センター 宮城県牡鹿郡女川町女川浜字伊勢 12-1 東北電力㈱女川原子力発電所 

東京電力㈱福島第一原子力発電所 
福 島 県 福島県原子力災害対策センター※ 

福島県双葉郡大熊町大字下野上字大野 

476-3 東京電力㈱福島第二原子力発電所 

新 潟 県 
新潟県柏崎刈羽原子力防災セン
ター 

新潟県柏崎市三和町 5-48 東京電力㈱柏崎刈羽原子力発電所 

日本原子力発電㈱東海発電所 

日本原子力発電㈱東海第二発電所 

日本原子力研究開発機構 
東海研究開発センター原子力科学研究所 

日本原子力研究開発機構 
東海研究開発センター核燃料サイクル工学
研究所 

日本原子力研究開発機構 
大洗研究開発センター 

三菱原子燃料㈱ 

ニュークリア・デベロップメント㈱ 

東京大学大学院工学系研究科原子力専攻 

核物質管理センター東海保障措置センター

原子燃料工業㈱東海事業所 

茨 城 県 茨城県原子力オフサイトセンタ
ー※1 

茨城県ひたちなか市西十三奉行 
11601-12 

日本核燃料開発㈱ 

神奈川県川崎オフサイトセンタ
ー※2 

神奈川県川崎市川崎区日ノ出町 1-1-5 ㈱東芝 原子力技術研究所 
神 奈 川 県 

神奈川県横須賀オフサイトセン
ター 

神奈川県横須賀市日の出町 1-4-7 ㈱グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン

静 岡 県 静岡県浜岡原子力防災センター 静岡県御前崎市池新田 5215-1 中部電力㈱浜岡原子力発電所 

石 川 県 石川県志賀オフサイトセンター 石川県羽咋郡志賀町安部屋亥 34-1 北陸電力㈱志賀原子力発電所 

日本原子力発電㈱敦賀発電所 

日本原子力研究開発機構 
高速増殖炉研究開発センター 

福井県敦賀原子力防災センター 福井県敦賀市金山 99-11-47 

日本原子力研究開発機構 
原子炉廃止措置研究開発センター 

福井県美浜原子力防災センター 福井県三方郡美浜町佐田 64号毛ノ鼻 1-6 関西電力㈱美浜発電所 

福井県大飯原子力防災センター 福井県大飯郡おおい町成和 1-1-1 関西電力㈱大飯発電所 

福 井 県 

福井県高浜原子力防災センター 福井県大飯郡高浜町薗部 35-14 関西電力㈱高浜発電所 

大阪府東大阪オフサイトセンタ
ー※2 

大阪府東大阪市新上小阪 1-3 近畿大学原子力研究所 

京都大学原子炉実験所 大 阪 府 
大阪府熊取オフサイトセンタ
ー※1 

大阪府泉南郡熊取町朝代西 2-1010-1 
原子燃料工業㈱熊取事業所 

岡 山 県 上齋原オフサイトセンター※1 

岡山県苫田郡鏡野町上齋原 514-1 

日本原子力研究開発機構 
人形峠環境技術センター 

島 根 県 島根県原子力防災センター 島根県松江市内中原町 52 中国電力㈱島根原子力発電所 

愛 媛 県 愛媛県オフサイトセンター 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦 1993-1 四国電力㈱伊方発電所 

佐 賀 県 佐賀県オフサイトセンター 佐賀県唐津市西浜町 2-5 九州電力㈱玄海原子力発電所 

鹿 児 島 県 鹿児島県原子力防災センター 鹿児島県薩摩川内市神田町 1-3 九州電力㈱川内原子力発電所 

 経済産業省が指定（16 ヶ所）、※1：経済産業省と文部科学省が指定（4 ヶ所）、※2：文部科学省が指定（2 ヶ所） 

（参考２） 

※現在は福島県庁に移転

移転先（平成 23 年 6 月 1 日～） 

茨城県那珂郡東海村大字白方 162 番地 1

いばらき量子ビーム研究センター4 階 
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（参考２） 

ひたちなか市 

大熊町 

女川町 

六ヶ所村 

共和町

柏崎市

志賀町

鏡野町 

松江市 

御前崎市

熊取町伊方町

唐津市 

薩摩川内市 

オフサイトセンター設置場所 

▲：経済産業省が指定（16 カ所） 

●：経済産業省と文部科学省が指定（4カ所） 

■：文部科学省が指定（2カ所） 

▲

▲

▲

▲ 

▲
▲

▲ 

●

▲ 

▲ 

▲

●

横須賀市 

● 

● 

▲ ▲ ▲▲

東通村 ▲

敦賀市 

美浜町 

高浜町

おおい町 ▲▲

▲
▲

福井県 

川崎市

■ 

東大阪市

▲
■

福島県庁へ移転

東海村へ移転 
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原子力災害対策の概要（主務大臣が経済産業大臣の場合） 

  警 戒 段 階 緊 急 事 態 対 応 

政 府 

 

－関係省庁との情報共有 

東
 
 
京

 

経 済 

産業省 

○経済産業省原子力災害警戒本部 

  本部長：経済産業大臣 

  副本部長：副大臣、大臣政務官等 

  事務局：経済産業省緊急時対応センター

○原子力災害対策本部 

  本部長：総理大臣 

  副本部長：経済産業大臣 

  設置場所：官邸 

  事務局長：原子力安全・保安院長 

事務局：経済産業省緊急時対応センター 

  経済産業省の対策本部も政府の本部と 

一体化 

政 府 

 

－現地における情報共有 

現
 
 
地

 

経 済 

産業省 

○経済産業省原子力災害現地警戒本部 

  本部長：防災専門官 

        →原則経済産業副大臣 

  設置場所：オフサイトセンター 

○原子力災害現地対策本部 

  本部長：経済産業副大臣 

  副本部長：原子力安全・保安院審議

       官 

  設置場所：オフサイトセンター 

   経済産業省の現地本部も政府の本部と

一体化 

 

通報事象の発生 

【原災法 10条】 

�敷地境界付近で 

 ５マイクロシーベルト/ｈ 

 (10 分間継続) 

 
�緊急事態に至る可能性が
 ある事象 
（非常用炉心冷却装置が

作動する原子炉冷却材
の漏えい等） 

原子力緊急事態 

【原災法 15条】 

�敷地境界付近で 

 500 マイクロシーベルト/ｈ 

 (10 分間継続) 

 

�緊急事態の発生を示す 

 事象 

 (全ての非常用炉心冷却 

装置の注水が不能等) 
通

常
の

ト
ラ

ブ
ル

 

①原子力事業者から経済産業省に通報
②原子力安全・保安院長から経済産業大
臣へ上申 
③経済産業大臣が経済産業省警戒本部
を設置 
 （広報活動の実施，関係省庁との情報

共有の実施） 
 
【現地】 ・並行して通報を受信 

・保安検査官が現場確認 
・オフサイトセンターの立ち
上げ 

 

①経済省で原子力緊急事態の判断
②経済産業大臣が総理大臣に状況報
告，宣言公示案・自治体への指示
案の提出 

③総理大臣が緊急事態宣言を発出 
④閣議を経て，政府の原子力災害対 
策本部を設置 

【現地】 ・原子力災害合同対策協議 
会を組織 

 政府現地本部長，関係自
治体の首長他関係者が一
堂に会し，情報共有及び
対策の連携。オフサイト
センターに設置。 

警戒段階 

緊急事態対応

国による 

初期動作 

放射線量，

事故の程度

美浜 2号機事故（'91.2） 

（非常用炉心冷却装置が実作動）

ＴＭＩ事故（'79.3） 

（敷地周辺で約 600μSv/h） 

ＪＣＯ事故（'99.9） 

（最大値 840μSv/h） 

（別紙２） 
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原子力災害対策特別措置法の下での緊急事態応急対策イメージ 

（主務大臣が経済産業大臣の場合） 

 

派遣要請 

国（原子力災害対策本部）

本部長：内閣総理大臣 

副本部長：経済産業大臣 

本部員：内閣官房長官，総務大臣， 

    文部科学大臣，国土交通大臣， 

    厚生労働大臣，農林水産大臣， 

    内閣危機管理監 等 

国（現地対策本部） 

本部長：経済産業副大臣 

本部員：内閣府，経済産業省，文部 

    科学省，国土交通省，厚生 

    労働省，防衛庁，消防庁 

    等の職員

道府県 

（指示） 

合同対策協議会

市町村

（指示）

緊急事態応急対策拠点施設
（オフサイトセンター） 

緊急事態応急対策の実施

現地への派遣（権限の一部委任） 

指示

避難・屋内退避 

事故発生 

事業者からの通報

経済産業省 

経済産業大臣から 

内閣総理大臣への報告 

原子力緊急事態宣言 

原子力防災専門官 

（現地に常駐）

初期活動の実施 

技術的助言 

原子力 

安全委員会 

事業者の防災組織（防災管理者）

自 衛 隊 警 察

災害警備 

消 防

消火・救命活動

 

専門的支援 

電力会社

専門的支援

緊急被ばく 

医療機関 

放射線医学 

総合研究所 

専門的支援 

緊急事態応急対策 

調査委員の派遣 

（別紙３） 

独立行政法人 

原子力安全基盤機構 

独立行政法人 

日本原子力研究開発機構
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１．世界の原子力発電設備 

 

表-1 世界の原子力発電設備（2011 年 1 月 1 日現在） 

 

 

２．世界の原子力発電所の設備利用率の推移 

 

表-2 世界の原子力発電所の設備利用率の推移 

図-1 世界の原子力発電所の設備利用率グラフ（１）（10 年間の推移） 

図-2 世界の原子力発電所の設備利用率グラフ（２）（2010 年暦年実績） 
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世界の原子力発電の状況

表-1　世界の原子力発電設備

内訳

国名又は地域名

ア メ リ カ 10,524.4 104 120.0 1 940.0 8 11,584.4 113

フ ラ ン ス 6,588.0 58 163.0 1 0.0 0 6,751.0 59

日 本 4,884.7 54 442.1 4 1,516.7 11 6,843.5 69

ロ シ ア 2,419.4 28 1,002.8 11 1,544.4 13 4,966.6 52

ド イ ツ 2,151.7 17 0.0 0 0.0 0 2,151.7 17

韓 国 1,771.6 20 680.0 6 280.0 2 2,731.6 28

イ ギ リ ス 1,195.2 19 0.0 0 0.0 0 1,195.2 19

ウ ク ラ イ ナ 1,381.8 15 200.0 2 0.0 0 1,581.8 17

カ ナ ダ 1,323.1 18 0.0 0 0.0 0 1,323.1 18

ス ウ ェ ー デ ン 939.4 10 0.0 0 0.0 0 939.4 10

ス ペ イ ン 772.7 8 0.0 0 0.0 0 772.7 8

ベ ル ギ ー 619.4 7 0.0 0 0.0 0 619.4 7

台 湾 519.7 6 270.0 2 0.0 0 789.7 8

ブ ル ガ リ ア 200.0 2 0.0 0 200.0 2 400.0 4

ス イ ス 340.5 5 0.0 0 0.0 0 340.5 5

フ ィ ン ラ ン ド 282.0 4 172.0 1 0.0 0 454.0 5

イ ン ド 456.0 19 552.0 8 530.0 4 1,538.0 31

ス ロ バ キ ア 192.0 4 88.0 2 0.0 0 280.0 6

中 国 1,084.8 13 3,324.2 30 2,566.2 23 6,975.2 66

ブ ラ ジ ル 200.7 2 140.5 1 0.0 0 341.2 3

南 ア フ リ カ 188.0 2 0.0 0 - 1 188.0 3

ハ ン ガ リ ー 200.0 4 0.0 0 0.0 0 200.0 4

チ ェ コ 396.6 6 0.0 0 200.0 2 596.6 8

メ キ シ コ 136.4 2 0.0 0 0.0 0 136.4 2

ア ル ゼ ン チ ン 100.5 2 74.5 1 0.0 0 175.0 3

ス ロ ベ ニ ア 72.7 1 0.0 0 0.0 0 72.7 1

ル ー マ ニ ア 141.0 2 211.8 3 0.0 0 352.8 5

オ ラ ン ダ 51.0 1 0.0 0 0.0 0 51.0 1

パ キ ス タ ン 46.2 2 32.5 1 68.0 2 146.7 5

ア ル メ ニ ア 40.8 1 0.0 0 0.0 0 40.8 1

そ の 他 0 0 100.0 1 2129.6 23 2,229.6 24

合 計 39,220.3 436 7,573.4 75 9,974.9 91 56,768.6 602

（注）　1.「世界の原子力発電開発の動向 2011年版」（日本原子力産業協会）をもとに作成した。

　　 　 2. 原則としてグロス電気出力3万kＷ以上の発電所を対象とした。

　　 　 3. 日本については、2011年3月31日現在のデータ。

　　 　 4. 日本の内訳には、高速増殖炉 「もんじゅ」（建設中28万ｋＷ）を含む。

　　 　 5. ＢＷＲには改良型沸騰水型炉（ＡＢＷＲ）も含む。

　　 　 6. その他は、イラン・インドネシア・エジプト・イスラエル・トルコ・カザフスタン・

　　　   　ベトナム・アラブ首長国連邦・リトアニア・ヨルダン

進　　捗　　別

運　転　中 建　設　中 計　画　中 合　　計

出力 基数出力 基数 出力 基数 出力 基数
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（2011年1月1日現在）

（単位:万kW）

加圧水型 沸騰水型

（ＰＷＲ） （ＢＷＲ）

7,811.4 3,773.0 11,584.4 0.0 0.0 0.0

6,751.0 0.0 6,751.0 0.0 0.0 0.0

2,494.4 4,321.1 6,815.5 0.0 0.0 28.0

3,618.6 0.0 3,618.6 1,200.0 0.0 148.0

1,478.3 673.4 2,151.7 0.0 0.0 0.0

2,453.7 0.0 2,453.7 0.0 277.9 0.0

125.0 0.0 125.0 0.0 0.0 0.0

1,581.8 0.0 1,581.8 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1,323.1 0.0

292.8 646.6 939.4 0.0 0.0 0.0

616.9 155.8 772.7 0.0 0.0 0.0

619.4 0.0 619.4 0.0 0.0 0.0

192.5 597.2 789.7 0.0 0.0 0.0

400.0 0.0 400.0 0.0 0.0 0.0

179.5 161.0 340.5 0.0 0.0 0.0

274.0 180.0 454.0 0.0 0.0 0.0

730.0 32.0 762.0 0.0 726.0 50.0

280.0 0.0 280.0 0.0 0.0 0.0

6,811.2 0.0 6,811.2 0.0 144.0 0.0

341.2 0.0 341.2 0.0 0.0 0.0

188.0 0.0 188.0 0.0 0.0 0.0

200.0 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0

596.6 0.0 596.6 0.0 0.0 0.0

0.0 136.4 136.4 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 175.0 0.0

72.7 0.0 72.7 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 352.8 0.0

51.0 0.0 51.0 0.0 0.0 0.0

133.0 0.0 133.0 0.0 13.7 0.0

40.8 0.0 40.8 0.0 0.0 0.0

2,029.6 0.0 2,029.6 0.0 0.0 0.0

40,363.4 10,676.5 51,039.9 1,200.0 3,012.5 226.0

軽　水　減　速　炉

計
黒鉛減速炉

炉　　型　　別　（運転中、建設中、計画中を含む）

重水減速炉 高速増殖炉
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表-2 世界の原子力発電所の設備利用率の推移
（単位:％）

暦年

国名

又は地域名

日 本 81.0 (51) 78.4 (52) 57.4 (52) 70.2 (52) 69.7 (54) 70.2 (55) 64.4 (55) 58.0 (55) 64.7 (56) 68.3 (54)

ＢＷＲ 78.6 (28) 71.9 (29) 35.4 (29) 63.2 (29) 62.2 (31) 64.4 (32) 53.8 (32) 51.0 (32) 51.3 (32) 60.5 (30)

ＰＷＲ 84.3 (23) 87.3 (23) 87.4 (23) 79.7 (23) 80.5 (23) 79.2 (23) 80.8 (23) 69.0 (23) 84.5 (24) 79.4 (24)

ア メ リ カ 91.0 (103) 91.9 (103) 89.7 (103) 91.8 (103) 91.1 (103) 90.8 (103) 92.2 (104) (104) 90.3 (104) 91.1 (104)

フ ラ ン ス 74.0 (57) 75.6 (59) 76.0 (59) 77.0 (59) 77.8 (59) 77.6 (59) 75.8 (59) 75.6 (59) 70.7 (59) 74.1 (59)

ロ シ ア 70.1 (29) 71.7 (30) 76.2 (30) 73.1 (30) 73.4 (31) 75.9 (31) 77.7 (31) 79.6 (31) 80.2 (31) 81.5 (32)

ド イ ツ 87.1 (19) 83.8 (19) 84.3 (19) 87.4 (18) 86.3 (18) 89.1 (17) 74.4 (17) 78.4 (17) 71.2 (17) 74.1 (17)

韓 国 93.7 (16) 91.7 (17) 93.4 (18) 90.9 (19) 95.1 (20) 92.3 (20) 89.4 (20) 93.1 (20) 91.1 (20) 90.9 (20)

イ ギ リ ス 77.3 (23) 77.5 (23) 78.7 (23) 71.7 (23) 72.6 (23) 66.9 (23) 63.1 (19) 54.2 (19) 70.9 (19) 64.0 (19)

ウ ク ラ イ ナ 72.9 (13) 74.8 (13) 78.2 (13) 80.9 (13) 74.2 (14) 73.9 (15) 76.0 (15) 73.4 (15) 67.9 (15) 73.1 (15)

カ ナ ダ 82.8 (14) 81.4 (14) 78.4 (16) 80.6 (17) 81.3 (18) 83.7 (18) 79.8 (18) 79.9 (18) 77.3 (18) 77.7 (18)

スウェーデン 84.1 (10) 79.9 (10) 81.8 (10) 90.6 (11) 87.0 (11) 82.7 (10) 81.3 (10) 77.6 (10) 63.5 (10) 68.4 (10)

ス ペ イ ン 93.4 (9) 90.9 (9) 89.1 (9) 91.3 (9) 82.7 (9) 87.5 (9) 80.8 (8) 86.3 (8) 77.5 (8) 90.1 (8)

ベ ル ギ ー 88.1 (7) 89.3 (7) 89.3 (7) 88.6 (7) 89.2 (7) 86.9 (7) 89.9 (7) 84.8 (7) 87.6 (7) 88.0 (7)

台 湾 79.7 (6) 89.1 (6) 87.4 (6) 88.4 (6) 89.8 (6) 89.1 (6) 90.4 (6) 90.4 (6) 91.6 (6) 91.4 (6)

ブ ル ガ リ ア 59.0 (6) 60.7 (6) 67.5 (4) 65.3 (4) 72.9 (4) 76.1 (4) 82.0 (2) 88.1 (2) 85.2 (2) 85.3 (2)

ス イ ス 91.4 (5) 92.8 (5) 92.3 (5) 90.2 (5) 78.4 (5) 93.5 (5) 93.9 (5) 92.9 (5) 92.6 (5) 89.4 (5)

リ ト ア ニ ア 47.9 (2) 62.1 (2) 68.6 (2) 66.9 (2) 91.9 (1) 76.5 (1) 87.4 (1) 87.8 (1) 96.6 (1) - (-)

フィンランド 93.9 (4) 92.0 (4) 93.8 (4) 93.5 (4) 95.7 (4) 93.5 (4) 95.3 (4) 93.1 (4) 95.7 (4) 92.3 (4)

イ ン ド 78.8 (14) 79.8 (14) 73.4 (14) 67.3 (14) 67.2 (15) 54.2 (16) 48.4 (17) 39.7 (17) 44.5 (17) 56.7 (19)

ス ロ バ キ ア 73.7 (6) 77.3 (6) 76.9 (6) 72.8 (6) 76.4 (6) 77.6 (6) 79.5 (5) 85.3 (5) 86.3 (4) 86.8 (4)

中 国 87.9 (3) 84.4 (5) 84.8 (7) 85.8 (9) 87.2 (9) 87.9 (9) 87.5 (11) 88.1 (11) 88.9 (11) 90.0 (13)

ブ ラ ジ ル 79.0 (2) 78.2 (2) 75.4 (2) 64.7 (2) 55.2 (2) 78.0 (2) 74.1 (2) 85.2 (2) 74.5 (2) 84.2 (2)

南 ア フ リ カ 66.4 (2) 76.2 (2) 80.4 (2) 90.4 (2) 77.6 (2) 63.9 (2) 79.9 (2) 80.6 (2) 73.4 (2) 81.8 (2)

ハ ン ガ リ ー 86.5 (4) 85.3 (4) 69.2 (4) 72.7 (4) 84.7 (4) 81.4 (4) 87.2 (4) 86.2 (4) 87.6 (4) 88.6 (4)

チ ェ コ 88.1 (4) 83.9 (5) 82.7 (6) 79.6 (6) 76.8 (6) 79.7 (6) 78.7 (6) 78.5 (6) 80.0 (6) 82.1 (6)

メ キ シ コ 74.1 (2) 78.5 (2) 84.1 (2) 73.2 (2) 86.6 (2) 87.3 (2) 83.5 (2) 82.0 (2) 88.8 (2) 49.1 (2)

アルゼンチン 80.0 (2) 65.9 (2) 85.8 (2) 89.1 (2) 77.8 (2) 87.3 (2) 82.1 (2) 83.4 (2) 92.7 (2) 81.7 (2)

ス ロ ベ ニ ア 87.6 (1) 89.7 (1) 83.8 (1) 87.8 (1) 97.7 (1) 91.3 (1) 93.0 (1) 102.1 (1) 93.6 (1) 92.2 (1)

ル ー マ ニ ア 88.0 (1) 89.0 (1) 79.2 (1) 89.4 (1) 89.1 (1) 90.2 (1) 95.8 (2) 90.5 (2) 95.0 (2) 94.0 (2)

オ ラ ン ダ 95.3 (1) 93.5 (1) 96.1 (1) 91.2 (1) 95.7 (1) 82.5 (1) 94.6 (1) 92.9 (1) 95.5 (1) 88.9 (1)

パ キ ス タ ン 53.2 (2) 48.4 (2) 48.6 (2) 51.8 (2) 64.7 (2) 68.4 (2) 62.0 (2) 46.6 (2) 70.8 (2) 68.8 (2)

ア ル メ ニ ア 55.1 (1) 63.1 (1) 60.7 (1) 66.5 (1) 76.0 (1) 73.5 (1) 71.3 (1) 68.6 (1) 69.7 (1) 69.6 (1)

（注）1. 日本の数値は、事業者からのデータをJNESが集計･編集。

　　  2. 日本以外の数値は、IAEA-PRIS(Power Reactor Information System)データ_2011年8月31日現在を使用。
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図-1 世界の原子力発電所の設備利用率グラフ（１）（10 年間の推移） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）運転プラント基数が2基以下の国は除く。 

 

 

図-2 世界の原子力発電所の設備利用率グラフ（2）（2010 年暦年実績） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）設備利用率が90％以上の国は赤い色で示す。     *1：プラント1基のみ 
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年表：原子力を巡る主な動き 

原子力を巡る主な動き 

昭和 30 年 

12 月 19 日 

 

昭和 31 年 

6 月 15 日 

昭和 32 年 

6 月 10 日 

8 月 27 日 

昭和 38 年 

10 月 26 日 

昭和 39 年 

7 月 11 日 

昭和 41 年 

7 月 25 日 

昭和 45 年 

3 月 14 日 

11 月 28 日 

昭和 46 年 

3 月 26 日 

 

原子力３法（原子力基本法、原子力委員会設置法、総理府設置法（一

部改正）公布 

 

日本原子力研究所発足 

 

原子炉等規制法公布 

原研 JRR-1 臨界 我が国で初めて原子の火がともる 

 

原研 JPDR 発電試験に成功（後に 10 月 26 日は「原子力の日」となる）

 

電気事業法公布 

 

日本原電・東海発電所営業運転開始 

 

日本原電・敦賀発電所営業運転開始（国内初の沸騰水型） 

関西電力・美浜発電所 1 号機営業運転開始（国内初の加圧水型） 

 

東京電力・福島第一原子力発電所 1 号機営業運転開始 

 

昭和 54 年 

1 月 22 日 

 

1 月 26 日 

2 月 27 日 

 

3 月 28 日 

 

3 月 30 日 

6 月 6 日 

7 月 12 日 

 

7 月 16 日 

9 月 13 日 

 

10 月 23 日 

 

通産省、原子力発電所立地の立地点選定に際し地元住民の意見を聞

くため「公開ヒアリング」を制度化 

原子力安全委員会、安全審査に関するダブルチェック大綱を決定 

原子炉等規制法一部改正法案が衆院本会議で可決、民間再処理に道

を開く 

米スリーマイル島（ＴＭＩ）原子力発電所２号機（Ｂ＆Ｗ社製ＰＷ

Ｒ）で、大規模の原子炉事故が発生 

同事故、州知事、非常事態を宣言、周辺住民非難 

通産省、電力各社に原子力発電所総点検にもとづき８項目の改善を指示

中央防災会議、当面の原子力発電所などに係る防災対策上当面とる

べき措置を決定 

英ウインズケール再処理工場で火災 

原子力安全委員会ＴＭＩ特別委員会が第２次報告書、５２項目の教

訓（安全確保対策に反映させるべき事項）を指摘 

米ＮＲＣ、ＴＭＩ事故教訓に関する最終報告書（ＮＵＲＥＧ－0585）

を発表 
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昭和 55 年 

1 月 17 日 

5 月 6 日 

 

6 月 30 日 

8 月 4 日 

 

12 月 4 日 

 

 

原子力安全委員会、関西電力高浜３号炉増設で初の公開ヒアリング

原子力安全委員会、「ＴＭＩ事故に関連しわが国の安全確保対策に反

映させるべき１４項目」を安全審査に取入れることを決定 

原子力安全委員会、原子力防災の指針を決定 

通産省、高浜３・４号及び福島第二３・４号増設においてダブル･

チェックによる初の設置許可 

原子炉設置で初の第 1 次公開ヒアリング開く（東京電力柏崎刈羽原

子力発電所２・５号炉増設） 

 

昭和 56 年 

1 月 17 日 

3 月 26 日 

 

4 月 18 日 

5 月 12 日 

5 月 18 日 

6 月 17 日 

7 月 27 日 

10 月 20 日 

 

動燃東海再処理工場は、日米再処理交渉の妥結により本格運転を開始

東京電力福島第一原子力発電所累計発電電力量 1000 億 kWh を達成、

沸騰水型では世界一 

日本原子力発電敦賀発電所での放射能漏れ発生 

政府、原子力船「むつ」の新母港を青森県関根浜に決定 

通産省及び科学技術庁、敦賀原子力発電所問題で報告書 

通産省、事故を起こした原電敦賀発電所に６ヶ月の運転停止を命令

通産省、第３次改良標準化計画（「日本型軽水炉」の完成へ）始まる

原子力安全委員会、初の原子力安全白書まとめる 

 

昭和 57 年 

3 月 26 日 

 

4 月 21 日 

 

 

5 月 14 日 

6 月 30 日 

 

動燃、人形峠のウラン濃縮パイロットプラント（遠心機）全面運転開始

通産省総合エネルギー調査会は、長期エネルギー需給見通しを発表

昭和 54 年 8 月の見通しを下方修正し、昭和 60 年度の原子力の目標

を 4600 万 kW とした 

高速増殖原型炉「もんじゅ」の建設計画が閣議了解された 

原子力委員会、新たな原子力開発利用長期計画を策定 

ウラン濃縮、再処理は民間中心で実用化を目指す方針を打ち出した

 

昭和 58 年 

4 月 28 日 

5 月 13 日 

 

10 月 26 日 

 

11 月 6 日 

 

 

12 月 22 日 

 

前年 4 月運転開始した福島第二１号機、384 日間の連続運転の記録達成

中国電力・島根原子力発電所２号にて設置反対派が初参加した第２

次公開ヒアリングを開催 

米国上院にて、クンチリバー高速増殖炉（ＣＲＢＲ）予算を否決、

建設計画は中止となった 

通産省総合エネルギー調査会原子力部会、長期エネルギー需要見通

しを下方修正、昭和 65 年度の原子力目標を 3400 万 kW、高速増殖実

証炉の着工を 1990 年代前半とした 

泊１・２号機第２次ヒアリング開催されたが設置反対派は不参加 
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昭和 59 年 

1 月 10 日 

1 月 17 日 

1 月 24 日 

 

4 月 20 日 

 

7 月 2 日 

 

8 月 7 日 

8 月 23 日 

 

欧州５カ国、商用高速増殖炉の共同建設で長期協力協定を締結 

自民党科学技術部会、事実上の原子力船「むつ」廃船を決定 

原子力委員会は「むつ」の重要性を強調し、「今後の原子力船研究開

発方針」をまとめ、実験継続が決まった 

電気事業連合会、北村青森県知事に対し原子燃料サイクル３施設の

立地を正式に要請 

総合エネルギー調査会原子力部会、「自主的核燃料サイクルの確立に

向けて」と題する報告書を発表 

原子力委員会放射性廃棄物の処分に関する中間報告 

総合エネルギー調査会原子力部会、原子力発電所の稼働率を 80％以

上とするなど軽水炉技術高度化をめざす中間報告を発表 

 

昭和 60 年度 

4 月 8 日 

4 月 18 日 

5 月 29 日 

7 月 31 日 

9 月 7 日 

1 月 14 日 

2 月 5 日 

 

原研ＪＴ－６０プラズマ実験装置、初のプラズマ発生に成功 

核燃料サイクル３施設について、関係者間で立地協力に関する協定成立

米ＮＲＣ、ＴＭＩ１号の運転再開許可 

日中原子力協定が調印 

フランス高速増殖炉実証炉スーパーフェニックスが臨界に達した 

仏ＦＢＲ実証炉「スーパーフェニックス」が送電開始 

英セラフィールド再処理工場で放射能漏えい 

 

昭和 61 年度 

4 月 26 日 

5 月 21 日 

 

8 月 25 日 

12 月 4 日 

 

ソ連チェルノブイリ４号機で史上最悪の事故発生 

放射性廃棄物の廃棄事業も新たに法制化し原子炉等規制法の一部改

正案が参議院で可決 

ソ連原子力発電所事故でＩＡＥＡ専門家会議開幕（～25 日、ウィーン）

原研、ＪＰＤＲの解体作業に着手を原子力規制委員会に要請 

 

昭和 62 年度 

4 月 30 日 

5 月 26 日 

5 月 28 日 

 

6 月 22 日 

 

 

11 月 4 日 

2 月 12 日 

 

日本原燃サービス、仏ＳＧＮ社と再処理技術で調印 

日本原燃産業、六ヶ所ウラン濃縮施設で事業許可申請 

安全委員会ソ連事故調査特別委員会「早急に改善すべき点ない」と

最終報告 

原子力委員会は原子力開発利用長期計画を決定 

従来からの「使用済燃料再処理」「軽水炉から高速増殖炉へ」の基本

路線再確認すると共に原子力は基軸エネルギーと位置付け 

政府、新日米原子力協力協定に署名、「包括事前同意方式」盛り込み

四国電力伊方２号機、出力調整運転計画通り実施 
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昭和 63 年度 

7 月 7 日 

8 月 10 日 

10 月 18 日 

 

10 月 21 日 

 

10 月 28 日 

11 月 16 日 

12 月 1 日 

1 月 7 日 

2 月 10 日 

3 月 30 日 

 

日仏原子力協定の改定協議始まる 

政府、日本原燃産業の商業ウラン濃縮施設に事業許可 10.14 着工 

日米両政府、日米新原子力協定修正書に署名 プルトニウムの海上

輸送も包括事前同意方式に組み込まれた 

ＩＡＥＡ／ＯＳＡＲＴ（運転管理調査団）、「関電高浜原子力発電所

は世界最高の安全水準」と報告 

政府、核物質防護条約に正式加盟 

泊１号機臨界、北海道で初めての原子力発電所 

志賀原子力発電所着工、原子力発電所の空白地域なくなる 

福島第二３号機、再循環ポンプの故障で停止 

原研、高温工学試験炉（ＨＴＴＲ、熱出力 3 万 kW）の設置許可申請

日本原燃サービス株式会社 六ヶ所再処理工場の事業指定申請 
 

平成元年度 

4 月 7 日 

 

5 月 15 日 

7 月 10 日 

 

7 月 16 日 

 

7 月 18 日 

 

9 月 17 日 

 

米ＮＲＣ、原子力発電所の標準化と建設・運転許可を一本化する新

規則を承認 

世界原子力発電事業者協会（ＷＡＮＯ）モスクワの設立総会で正式発足

通産省、原子力発電所の事故・故障のランク付けを行い発表する制

度をスタート 

パリの主要先進国首脳会議において、温室効果ガス排出を制限する

上で原子力発電が重要な役割を果たすことが明記される 

科技庁、核燃料サイクル施設、研究炉の事故・故障のランク付けを

行い発表する制度をスタート 

第１４回世界エネルギー会議（モントリオール）で、地球環境の面

から原子力発電の重要性が高まっていることを強調 
 

平成 2 年度 

6 月 5 日 

 

 

7 月 5 日 

 

7 月 19 日 

8 月 2 日 

 

9 月 13 日 

 

10 月 18 日 

 

11 月 15 日 

 

2 月 9 日 

 

総合エネルギー調査会、新長期エネルギー需給見通しをまとめる 

原子力発電は 2010 年に 7250 万 kW へ下方修正、原子力立地の重要性

をクローズアップ 

通産省、福島第二３号機について「運転再開に問題なし」と評価結

果を公表 

再処理施設建設の大前提となる日仏原子力協力協定発効 

イラクがクウェートに侵攻、国連安保理の対イラク経済封鎖決定「湾

岸危機」 

日本原燃産業ウラン濃縮施設、遠心分離機第一期分（150 トン SWU/

年）の搬入終了 

日本原燃サービス、再処理施設で補正申請（地質構造に関する追加

調査結果を申請書に反映） 平成 3 年 12 月着工 

政府、日本原燃産業低レベル放射性廃棄物、埋設施設に事業許可 12

月 6 日着工 

美浜２号機、蒸気発生器伝熱管の破断事故で停止（初のＥＣＣＳ作動）
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平成 3 年度 

5 月 15 日 

5 月 18 日 

6 月 6 日 

 

10 月 30 日 

 

11 月 22 日 

 

12 月 18 日 

 

1 月 20 日 

3 月 27 日 

 

 

通産省、柏崎刈羽６・７号機（初の改良型ＢＷＲ）に設置許可 

高速増殖原型炉「もんじゅ」、機器据え付け完了、総合機能試験開始

通産省美浜事故特別調査委員会、事故原因を振れ止め金具挿入ミス

と中間報告 

原子力安全委員会、再処理施設及び返還高レベル廃棄物管理施設の

公開ヒアリング開催 

通産省美浜事故調査特別委員会が最終報告 

振れ止め金具挿入ミスが破断原因と結論、対策強化を指示 

大飯３号機が営業運転開始 わが国の商業用原子力発電所は４２

基、総発電容量は 3340kW となった 

原研、「むつ」の解役計画を発表 

日本原燃産業、ウラン濃縮工場（最初の運転単位 150 トン SWU/年）

操業開始 

 

平成 4 年度 

5 月 6 日 

 

7 月 6 日 

 

7 月 28 日 

 

 

 

8 月 1 日 

 

10 月 29 日 

 

12 月 8 日 

12 月 24 日 

1 月 5 日 

1 月 13 日 

 

2 月 17 日 

3 月 23 日 

 

日本原燃サービス、返還高レベル廃棄物施設の第一期工事（1440 本

ガラス固化体貯蔵）着工 

ミュンヘン・サミットで旧ソ連・東欧諸国の原子力発電所の安全確

保支援を盛り込んだ経済宣言が発表された 

原子力委員会、原子力開発利用長期計画の見直しのため長期計画専

門部会を設置 高レベル放射性廃棄物の処分について、処分場の操

業開始は 2030 年代から 40 年代半ばを目途とする旨 放射性廃棄物

対策専門部会が取りまとめ 

通産省・科技庁・運輸省、原子力発電所及び関連施設や輸送に「国

際原子力事象評価尺度（ＩＮＥＳ）」を採用 

通産省、東京電力福島第一２号機事故で再発防止策を指示 

ＥＣＣＳ作動の有無を第一報にするよう 

日本原燃低レベル放射性廃棄物貯蔵センター操業開始 

日本原燃株式会社 六ヶ所再処理工場の事業指定 

プルトニウム輸送船の「あかつき丸」、東海港入港 

米、詳細工学設計で発展的炉ではＡＢＷＲと受動的炉ではＡＰ６０

０を選定 

米クリントン政権、新型炉開発予算を前年度の４分の１に削減 

原研ＪＴ－６０、核融合炉で世界最高性能を達成 

 

平成 5 年度 

4 月 28 日 

5 月 28 日 

 

日本原燃株式会社 六ヶ所再処理工場の着工 

高レベル廃棄物処分の実施主体設立のための高レベル事業推進準備

会が発足 
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平成 6 年度 

4 月 5 日 

6 月 24 日 

 

10 月 13 日 

 

1 月 17 日 

 

高速増殖原型炉「もんじゅ」臨界 

原子力委員会「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」を決定、核燃

料リサイクル路線を堅持、計画推進に当たっては透明性と情報公開などに留意

美浜２号機、営業運転開始 

韓国１０基目の原子力発電所が臨界 

阪神・淡路大震災が発生、近隣原子力発電所に影響なし 

 

平成 7 年度 

5 月 15 日 

 

7 月 11 日 

 

9 月 29 日 

 

12 月 8 日 

1 月 23 日 

 

3 月 15 日 

 

平成 7 年度補正予算は科学技術分野に重点、原研が建設中の高温工学

試験研究炉の完成が一年繰り上がり、平成 9 年度に臨界達成となった

電気事業連合会、大間新型転換実証炉の計画見直しを科技庁など関

係者に要請 

原子力安全委員会耐震検討会、阪神大震災に対して審査指針検討し

「現指針は妥当」と結論 

ＦＢＲ原型炉「もんじゅ」でナトリウム漏えい事故発生 

福島、新潟、福井県の三知事、科技庁長官と通産相を訪問、国民合

意形成に全力を尽くすことなどを要望 

原子力委員会、原子力政策円卓会議の設置を決定 

 

平成 8 年度 

4 月 16 日 

 

6 月 28 日 

 

2 月 14 日 

 

 
 

 

 

 

3 月 6 日 

3 月 11 日 

 

米国、メスカレロ・インディアン居住地での使用済み燃料中間貯蔵

施設建設計画が頓挫 

日本原電東海発電所（ＧＣＲ）の営業運転を平成 10 年 3 月末日をメ

ドに停止、廃止措置に入ることを決定 

科技庁長官と通産大臣、福井、福島、新潟三県知事と会談 当面の

核燃料サイクル施策で協力要請を行った 

①プルサーマル利用は 2000 年までに３～４基程度で開始し、2010
年頃までには実施 

②使用済核燃料は、発電所敷地外で貯蔵できるよう検討 

③高レベル廃棄物は処分への道筋を明らかにするため方策を検討 

④もんじゅは安全性の総点検を行なうと同時にその位置付けを明確にする

東京電力、新潟・福島両県に対しプルサーマル計画を具体的に説明

動燃事業団東海事業所アスファルト固化施設で火災爆発事故 
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平成 9 年度 

4 月 15 日 

7 月 2 日 

8 月 1 日 

 

12 月 1 日 

 

12 月 23 日 

2 月 2 日 

2 月 23 日 

3 月 31 日 

 

科技庁、動燃改革検討委員会を設置 

東京電力柏崎刈羽７号機運転開始で世界最大の原子力発電所となる

動燃改革検討委員会、科技庁長官に「動燃事業団を改組し、新法人

として発足させる」として報告書を提出、新法人作業部会を設置 

気候変動枠組み条約第３回締約国会議（ＣＯＰ３）が京都で開催（～

11 日）、温暖化ガス削減数値目標で合意 

科技庁、動燃事業団新法人の名称を「核燃料サイクル開発機構」と発表

フランス政府は高速増殖炉スーパーフェニックスの閉鎖を決定 

関西電力、福井県などにプルサーマル事前了解願いを提出 

国内初の商業炉、原電東海が営業運転を終了、廃止措置へ 

 

平成 10 年度 

4 月 29 日 

5 月 28 日 

6 月 5 日 

10 月 1 日 

10 月 6 日 

11 月 2 日 

2 月 8 日 

 

 

ＣＯＰ３議定書署名 

インドの地下核兵器実験に続いてパキスタンが地下核兵器実験を実施

英国ＢＮＦＬはＭＯＸ燃料用のドーンレイ再処理工場の停止を発表

核燃料サイクル開発機構（旧動燃事業団）発足 

使用済み燃料輸送容器の遮蔽材データ改ざん問題で科技庁調査委を設

置 

福島県が東京電力のプルサーマル事前了解願い受け入れを表明 

通産省は、報告書「電気事業者の原子力発電所高経年化対策の評価

及び今後の高経年化に関する具体的取組について」を公表 

 

平成 11 年度 

6 月 28 日 

 

7 月 12 日 

9 月 14 日 

 

9 月 30 日 

12 月 3 日 

12 月 9 日 

 

12 月 13 日 

 

12 月 21 日 

 

3 月 28 日 

 

 

原子力安全委員会は全炉心ＭＯＸ燃料ＡＢＷＲの安全性については

現行安全審査指針の適用可能との判断を示した 

日本原電・敦賀 2 号機化学体積制御系再生熱交換器からの漏えい発生

関西電力、高浜３号機用のＭＯＸ燃料で、製造元であるＢＮＦＬか

ら品質管理データの一部に疑義があったとする報告を受けたと発表

東海村の燃料加工施設ＪＣＯ東海事業所で臨界事故 

日本原燃株式会社 六ヶ所再処理工場の事業開始 

原子力産業界の安全文化醸成を目指し、電力、燃料加工、プラント

メーカー、研究機関など３５社・機関で構成するＮＳネットが発足

原子力災害対策特別措置法と安全規制強化を定めた改正原子炉等規

制法が参議院本会議で可決・成立 

ＪＣＯ臨界事故で大量の放射線を浴びたＪＣＯ社員の大内久さん

（３５歳）死去 国内原子力施設で初の犠牲者 

科技庁、ＪＣＯに対し、設備の無許可変更など原子炉等規制法違反

があったとして加工業務の認可を取り消す 
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平成 12 年度 

5 月 24 日 

5 月 31 日 

 

6 月 2 日 

6 月 14 日 

 

10 月 18 日 

11 月 16 日 

 

11 月 20 日 

12 月 19 日 

1 月 6 日 

 

 

 

科技庁がＪＣＯ臨界事故に関するＩＮＥＳ評価を「レベル４」に 

再処理によって発生する高レベル放射性廃棄物処分の枠組みを定めた「特

定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」が参議院本会議で可決成立 

長期計画策定会議が最終報告書案を原子力委員会に提出 

全国２１か所にオフサイトセンター設置などを盛り込んだ「原子力

災害対策特別措置法」が施行された 

高レベル廃棄物処分実施主体である「原子力発電環境整備機構」が発足

核燃料サイクル開発機構は、北海道及び幌延町と深地層研究に関す

る協定を締結した 

核燃料サイクル開発機構の東海再処理施設が、３年８ヶ月ぶりに運転再開

日本原燃株式会社 六ヶ所再処理工場に使用済燃料本格搬入開始 

省庁再編に伴い、実用発電用原子炉に加え製錬、加工、再処理、廃

棄施設ならびに発電用研究開発段階炉は原子力安全・保安院が担当

することになった 

 

平成 13 年度 

7 月 16 日 

 

11 月 7 日 

 

原子炉施設、重水炉、高速増殖炉等のクリアランスレベルについて

原子力安全委員会が決定 

中部電力浜岡１号機で、余熱除去系配管破断事故発生 

 

平成 14 年度 

8 月 29 日 

10 月 25 日 

 

10 月 31 日 

 

11 月 1 日 

 

東京電力の自主点検記録の不正等の問題が発覚 

東京電力福島第一原子力発電所１号機における格納容器漏えい率検

査の偽装が発覚 

原子力発電所における事業者の自主点検記録に係る不正等に対する再発防

止策である原子力安全規制法制検討小委の中間報告がとりまとめられた 

日本原燃株式会社 六ヶ所再処理工場の化学試験を開始 

 

平成 15 年度 

10 月 1 日 

 

 

11 月 21 日 

11 月 26 日 

12 月 12 日 

12 月 22 日 

 

3 月 31 日 

 

原子炉等規制法、電気事業法をはじめとする関連法令が改正され、

新たな原子力安全規制がスタート 

独立行政法人原子力安全基盤機構（JNES）が発足・スタート 

泊発電所３号機の第１回工事計画認可を受け着工 

玄海原子力発電所 2 号機で平成 15 年度原子力防災訓練実施 

泊発電所2号機再生熱交換器出口配管の損傷を踏まえ、保安院は検査を指示

加工施設及び再処理施設の定期的な評価の実施並びに高経年化対策

についての報告を保安院は要求 

保安院に原子力安全広報課設置 
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平成 16 年度 

4 月 22 日 

5 月 29 日 

6 月 29 日 

 

8 月 9 日 

 

9 月 22 日 

 

10 月 1 日 

 

 

11 月 16 日 

12 月 16 日 

12 月 21 日 

 

1 月 18 日 

 

 

3 月 30 日 

 

伊方発電所3号機の充てんポンプ主軸の損傷に係る対応を保安院より指示

玄海原子力発電所 3 号機における MOX燃料使用に関する設置許可申請

非常用炉心冷却系統ストレーナ及び格納容器再循環サンプスクリー

ン閉塞事象に関し、保安院より報告徴収の指示 

関西電力美浜発電所３号機二次系配管の破損事故発生し、定検準備

作業中の 5 名が死亡、6 名が負傷 

原子力用オーステナイト系低炭素ステンレス鋼を用いた管の健全性

評価に係る電気事業法施工規則を改正する省令の公布・施行 

北海道電力泊発電所 2 号機、関西電力高浜発電所１号機、四国電力

伊方発電所 2 号機、九州電力玄海原子力発電所 2 号機、3 号機に対

する定期事業者検査安全管理審査結果を保安院が報告 

立地地域住民と保安院の「対話の集い」を開始 

第 1 回高経年化対策検討委員会を福井市で開催  

開催に先立ち、13 日保安院原子力発電検査課に高経年化対策室設置

日本原燃株式会社 六ヶ所再処理工場のウラン試験を開始 

浜岡原子力発電所5号機（ABWR電気出力138万kW）が運開 出力で我が国最大

NEA/IAEA 共催による事業者の安全管理・検査の有効性に関するワー

クショップ開催 

保安院「美浜 3 号機 2 次系配管破損事故」の最終報告書を取りまとめる

 

平成 17 年度 

4 月 13 日 

4 月 22 日 

5 月 30 日 

6 月 9 日 

8 月 12 日 

8 月 16 日 

8 月 29 日 

10 月 1 日 

10 月 14 日 

11 月 9 日 

12 月 5 日 

12 月 6 日 

12 月 6 日 

12 月 10 日 

3 月 15 日 

3 月 31 日 

 

技術基盤の整備、自主保安活動の促進を目指す日本原子力技術協会発足

英国セラフィールド再処理工場で配管破損により溶液流出 

高速増殖炉「もんじゅ」最高裁判決で国側勝訴 

柏崎刈羽４/５号機に対する OSART 評価結果を公表 

保安院より発電所から出る非放射性廃棄物の判別方法ガイドライン発行

宮城県沖地震「限界」を超える揺れで女川１/２/３号機自動停止 

米国ハリケーン Katrina 接近により、Waterford 発電所停止へ 

原研とサイクル機構が統合した日本原子力研究開発機構が発足 

原子力委員会がまとめた「原子力政策大綱」が閣議決定 

原子力総合防災訓練を柏崎刈羽原子力発電所で実施 

IAEA TranSas を日本で実施 

電気事業連合会がプルトニウム利用計画を公表 

東北電力東通原子力発電所1号機が営業運転開始 新規立地では12年ぶり

IAEA 及びエルバラダイ事務総長がノーベル平和賞を授賞 

志賀原子力発電所2号機（ABWR）運開 国内原子力発電所として55基目 

六ヶ所再処理工場のアクティブ試験開始 
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平成 18 年度 

6 月 15 日 

 

6 月 30 日 

7 月 1 日 

7 月 25 日 

 

8 月 8 日 

9 月 14 日 

9 月 19 日 

10 月 25 日 

11 月 13 日 

11 月 14 日 

12 月 6 日 

2 月 27 日 

 

3 月 12 日 

 

 

浜岡原子力発電所 5 号機「タービン振動過大」で原子炉停止へ 低圧ター

ビンの翼脱落 

日本原電 東海発電所 廃止措置計画申請を保安院認可 

米国 NRC委員長、Nils Diaz 氏に代わり Dale Klein 氏が正式に就任 

スウェーデン･フォルスマルク 1号機（BWR, 1008MWe）で開閉所での断路

器開放に起因した事象で非常用 DG起動失敗事故発生 

経済産業省 原子力立国計画正式決定 

国が東京電力 東通原子力発電所を重要電源開発地点に指定 

原子力発電所の耐震安全性に係る安全審査指針類が改訂される 

四国電力伊方発電所で国の原子力総合防災訓練実施 

仏原子力安全規制局 ASNの設立と新委員長にラコスト氏就任 

高速実験炉「常陽」米国原子力学会のランドマーク賞受賞 

六ヶ所再処理工場試運転のうちアクティブ試験「第二ステップ」が終了 

米国 Exelon Nuclear社 Lassale 1 号機が 739 日間の連続運転の世界記録を

達成 

北陸電力志賀原子力発電所 1 号機で、99 年定検時の臨界事故隠しが

明らかに 

 

平成 19 年度 

4 月 24 日 

4 月 26 日 

7 月 16 日 

7 月 29 日 

8 月 6 日 

10 月24 日 

12 月 4 日 

12 月27 日 

1 月 23 日 

 

3 月 14 日 

 

 

日米原子力エネルギー共同行動計画を発表 

日本原燃 六ヶ所再処理工場 アクティブ試験「第三ステップ」終了 

新潟県中越沖地震による柏崎刈羽原子力発電所に被害発生 

ＩＡＥＡ設立５０周年を迎える 

ＩＡＥＡ調査団 柏崎刈羽原子力発電所の地震による被害状況の調査開始

「ＩＴＥＲ協定」発効し、ＩＴＥＲ機構正式に発足 

フランス国内初のＥＰＲ－ フラマンビル 3号機の建設開始へ 

原子力安全委員会 原子炉施設の火災防護に関する審査指針を一部改定 

オランダボルセラ原子力発電所が2007 年に発電量 3,994 ＴWhの新記録を

達成 

「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」及び「特定放射性廃棄

物の最終処分に関する計画」を改定（閣議決定） 
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平成 20 年度 

5 月 5 日 

 

7 月 29 日 

10 月 3 日 

12 月22 日 

 

2 月  3 日 

 

カザフスタンと日本が原子力利用分野での戦略的連携(Patnership)

を強化する覚書に署名 

「低炭素社会づくり行動計画」が閣議決定 

国際原子力機関(IAEA)が国際耐震安全センター(ISSC)を発足 

中部電力浜岡原子力発電所リプレース計画（1,2 号機運転終了及び 6号機

並びに使用済乾式貯蔵施設建設）を発表 

インド、民生用原子炉でＩＡＥＡと保障措置協定に調印 

 

平成 21 年度 

5 月 20 日 

 

6 月  3 日 

8 月 11 日 

 

10 月 26 日 

11 月  9 日 

12 月  1 日 

12 月 22 日 

 

東京電力柏崎刈羽原子力発電所7号機、中越沖地震による停止から 1年 10

ヶ月ぶり、発電を再開 

スウェーデン、使用済燃料最終処分場サイトをフォルクスマルクに決定 

中部電力浜岡原子力発電所 4･5 号機、駿河湾沖を震源とする地震により自

動停止 

ドイツ、原子力推進派3党による連立（右派中道）政権が発足 

九州電力玄海原子力発電所 3号機、国内初のプルサーマル運転開始 

天野之弥 前核不拡散・原子力担当大使が、IAEA 事務局長に正式就任 

北海道電力泊発電所3号機、営業運転開始 

 

平成 22 年度 

 4 月 26 日 

 

5 月 6 日 

 

11 月 30 日 

 12 月 1 日 

 3 月 11 日 

 

インド、ガンマ線照射装置のコバルト－60線源による被ばくにより、

スクラップ工場経営者が死亡。ＩＮＥＳ評価「レベル４」 

ナトリウム漏洩事故により長期停止中の高速増殖原型炉もんじゅが

14 年 5 ヶ月ぶりに性能試験を再開 

原子力委員会、新たな原子力政策大綱の策定を目指し、検討を開始

ロシア、世界初の低濃縮ウラン保証備蓄をＩＡＥＡ管理下で設置 

東日本大震災が発生し、福島第一原子力発電所で事故、ＩＮＥＳ評

価「レベル７」（暫定） 
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